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平成２６年３月定例会会議録（第１号） 

 

 

平成２６年３月５日 水曜日 午前１０時００分開会 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   下  山  准  一  議員    １６番   新  田  道  尋  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

社 会 教 育 課 長 森   隆 志  神 室 荘 長 伊 藤 忠 志 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 冨 樫 雄 二 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 浅 沼 玲 子    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２６年３月５日 水曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 議席の一部変更について 

日程第 ４ 市長の行政報告 

日程第 ５ 報告第１号新庄市土地開発公社の経営状況の報告について 

日程第 ６ 報告第２号平成２５年度新庄市一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認について 

日程第 ７ 報告第３号新庄市新型インフルエンザ等対策行動計画について 

日程第 ８ 諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 ９ 議会案第１号新庄市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１０ 平成２６年度施政方針の説明 

 

（一括上程、提案説明、総括質疑） 

日程第１１ 議案第１号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につい

て 

日程第１２ 議案第２号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１３ 議案第３号新庄市社会教育委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１４ 議案第４号新庄市体育館等の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１５ 議案第５号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１６ 議案第６号新庄市学校施設使用条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１７ 議案第７号新庄市民文化会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１８ 議案第８号新庄市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１９ 議案第９号新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 
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日程第２０ 議案第１０号新庄市雪の里情報館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第２１ 議案第１１号新庄市体育館施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

日程第２２ 議案第１２号新庄市屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

日程第２３ 議案第１３号新庄市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２４ 議案第１４号新庄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第２５ 議案第１５号新庄市火葬場設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第２６ 議案第１６号新庄市農村環境改善センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

日程第２７ 議案第１７号新庄市昭和活性化センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

日程第２８ 議案第１８号新庄市エコロジーガーデン設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

日程第２９ 議案第１９号新庄市新庄駅前ふれあい広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

日程第３０ 議案第２０号新庄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第３１ 議案第２１号新庄市農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

日程第３２ 議案第２２号新庄市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第３３ 議案第２３号新庄市水道給水条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第３４ 議案第３１号平成２６年度新庄市一般会計予算 

日程第３５ 議案第３２号平成２６年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

日程第３６ 議案第３３号平成２６年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

日程第３７ 議案第３４号平成２６年度新庄市公共下水道事業特別会計予算 

日程第３８ 議案第３５号平成２６年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算 

日程第３９ 議案第３６号平成２６年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第４０ 議案第３７号平成２６年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

日程第４１ 議案第３８号平成２６年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第４２ 議案第３９号平成２６年度新庄市水道事業会計予算 

日程第４３ 予算特別委員会の設置 

日程第４４ 議案・請願の予算特別委員会、各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第４５ 議案第２４号平成２５年度新庄市一般会計補正予算（第５号） 
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日程第４６ 議案第２５号平成２５年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第４７ 議案第２６号平成２５年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第４８ 議案第２７号平成２５年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第４９ 議案第２８号平成２５年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第５０ 議案第２９号平成２５年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第５１ 議案第３０号平成２５年度新庄市水道事業会計補正予算（第３号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

小嶋冨弥議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  欠席通告者はありません。 

  なお、農業委員会会長星川 豊君より欠席届

が出ております。 

  これより平成26年３月新庄市議会定例会を開

会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程（第１号）によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において髙橋富美子君、下山准一君

の両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  去る２月26日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました平成26年３月定例会の運営について協

議をいたしたところであります。 

  初めに、執行部から招集日を含め、提出議案

等についての説明を受け、協議を行った結果、

会期につきましては、お手元に配付してありま

す平成26年３月定例会日程表のとおり、本日か

ら３月19日までの15日間に決定いたしました。

また、会期中の日程につきましても日程表のと

おり決定いたしましたので、よろしくお願いい

たします。 

  このたび提出されます案件は、報告３件、諮

問１件、議会案１件、議案23件、平成25年度補

正予算７件、平成26年度予算９件、請願２件の

計44件であります。 

  案件の取り扱いにつきましては、本日、報告

３件の後、諮問第１号につきましては提案説明

の後、委員会への付託を省略し直ちに審議をお

願いいたします。議案第１号から議案第23号ま

での議案23件につきましては、本日の本会議に

おいて一括上程、提案説明の後に総括質疑を行

い、各常任委員会に付託し審査していただきま

す。議案第31号から議案第39号までの平成26年

度予算９件につきましても、本日の本会議にお

いて一括上程をし、提案説明をいただいた後に

全議員で構成する予算特別委員会を設置してい

ただき、同委員会に付託をして審査をいただき

ます。議案第24号から議案第30号までの平成25

年度補正予算７件につきましては、本日の本会

議において一括上程し、提案説明をしていただ

いた後、会議規則第37条第３項の規定により委

員会への付託を省略して直ちに審議をお願いい

たします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は９名であります。よ

って、１日目５名、２日目４名に行っていただ
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きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

て１人50分以内といたします。また、今定例会

より新庄市議会基本条例第８条第２項の一般質

問における一問一答方式及び第３項の議員の質

問に対する論点及び争点を明確にするための反

問権が適用されますので、質問者並びに答弁者

の御協力を特にお願いいたします。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から３月

19日までの15日間にしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は３月５日から３月19日までの15日間と決

しました。 

 

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第１日 ３月５日 水 

本 会 議 議 場 午前 1 0時 

開会。行政報告。報告（３件）の説

明。諮問（１件）の上程、提案説

明、採決。議会案（１件）の上程、

提案説明、質疑、討論、採決。平成

２６年度施政方針の説明。議案（23

件）、予算（９件）の一括上程、提

案説明、総括質疑。予算特別委員会

の設置。議案、請願の予算特別委員

会、各常任委員会付託。補正予算

（７件）の一括上程、提案説明、質

疑、討論、採決。 

予 算 

特別委員会 
議 場 

本 会 議 

終 了 後 
正副委員長の互選 

第２日 ３月６日 木 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 小関 淳、伊藤 操、平向岩雄、

佐藤卓也、奥山省三の各議員 

第３日 ３月７日 金 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 山口吉靜、髙橋富美子、 

  小野周一、佐藤悦子の各議員 

第４日 ３月８日 土 
休      会  

第５日 ３月９日 日 

第６日 ３月10日 月 常任委員会 

総 務 文 教

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託議案、請願の審査 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第７日 ３月11日 火 常任委員会 

産 業 厚 生

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託議案、請願の審査 

第８日 ３月12日 水 
予 算 

特別委員会 
議 場 午前 1 0時 

平成２６年度一般会計、特別会計、

水道事業会計予算の審査 

第９日 ３月13日 木 
予   算 

特別委員会 
議 場 午前 1 0時 

平成２６年度一般会計、特別会計、 

水道事業会計予算の審査 

第10日 ３月14日 金 
予 算 

特別委員会 
議 場 午前 1 0時 

平成２６年度一般会計、特別会計、

水道事業会計予算の審査 

第11日 ３月15日 土 
休      会 

 

第12日 ３月16日 日 

第13日 ３月17日 月 休      会 本会議準備のため 

第14日 ３月18日 火 休      会 本会議準備及び小学校卒業式のため 

第15日 ３月19日 水 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

予算特別委員長報告、討論、採決。

各常任委員長報告、質疑、討論、採

決。 

 

 

日程第３議席の一部変更について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第３議席の一部変更について

を議題といたします。 

  会派所属議員異動届の提出がありましたので、

会議規則第４条第３項の規定により議席の一部

を変更したいと思います。 

  変更議席番号及び氏名を事務局長より朗読さ

せます。 

高木 勉議会事務局長 それでは、現在の議席番

号とお名前の後に変更後の議席番号を申し上げ

ます。 

  議席番号15番新田道尋議員は議席番号16番に、

議席番号16番下山准一議員は議席番号15番にお

願いいたします。以上でございます。 

小嶋冨弥議長 お諮りします。 

  ただいま事務局長が朗読したとおり、議席の

一部を変更することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま事務局長が朗読いたしましたとおり議

席の一部を変更することに決しました。 

  それでは、議席を変更することになりました

ので、議員の方は新しい議席にお移り願います。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時０８分 休憩 

     午前１０時０９分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第４市長の行政報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第４市長の行政報告をお願い
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します。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、ここで行政報告をさせていただき

ます。 

  初めに、豪雪対策についてでありますが、１

月20日に本市豪雪対策本部を設置し、対策を講

じている点につきましては１月の全員協議会に

おいて御報告申し上げたところですが、１月後

半からは比較的穏やかな天候が続いたものの、

２月下旬にはここ数年と同様160センチメート

ルを超える積雪深を記録しており、引き続き雪

害情報の収集、雪おろし作業等の事故防止対策、

道路の除排雪対策の強化、高齢者世帯等の除排

雪対策、水上がり対策や空き家等の事故防止対

策を実施しているところであります。 

  ４年連続の豪雪対策本部の設置となり、２月

26日現在の雪おろし等の事故発生件数は９件で、

前回の報告時より１件増加しております。また、

本部設置後の水上がり対策の出動件数は18件、

空き家等の落雪事故防止の応急措置を１件実施

しております。昨年度に比べ件数は減少してお

ります。 

  関東地方の豪雪に見られますように、近年の

異常気象による災害は、いつどこで発生するか

予想しにくい状況にあり、また行政の初動対応

も問われております。引き続き水上がり対策、

除排雪対策においては、降雪状況に応じて必要

な対策を講じてまいります。 

  次に、高齢者福祉施設の整備等についてであ

ります。 

  市直営の養護老人ホーム神室荘の経営移管に

ついて昨年12月17日の全員協議会において、社

会福祉法人新寿会との間で現施設での経営移管

を協議中であることを報告させていただいてお

ります。新庄市はこの間の協議を踏まえ、12月

26日に新寿会側に正式に施設の経営移管の申し

出を行い、新寿会側には去る１月27日の理事会

において受託の決定をいただいたところであり

ます。 

  これにより経営移管の方向性が定まりました

ので、今後は平成27年４月の円滑な経営移管に

向け、利用者が安心できる生活環境整備と認可

事務、財産処分の手続を進めてまいります。 

  次に、新庄市第５期介護保険事業計画におい

て、介護老人福祉施設の新設を予定しておりま

すが、実施主体である社会福祉法人かつろく会

は、事業計画期間内での開所に向け、国、県と

の補助協議を進めております。市内沖の町

3,254平方メートルの敷地に鉄筋コンクリート

３階建ての施設を建設する設計内容となってお

り、事業規模は約15億円、施設開所を平成27年

２月と見込んでおります。 

  昨年10月時点での介護老人福祉施設への入所

申し込み者数は180名、このうち要介護度３以

上の方は130名おられますので、新たに80床が

整備されることにより大幅な待機者の解消が図

られます。 

  また、施設の開所に向け40名以上の新規雇用

者を見込んでおりますので、地域の雇用拡大に

もつながるものと期待されています。 

  以上、行政報告とさせていただきます。 

 

 

日程第５報告第１号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第５報告第１号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第１号新庄市土地開発公社の
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経営状況の報告について御説明申し上げます。 

  この経営状況の報告は、地方自治法第243条

の３第２項の規定により議会に提出することに

なっております。 

  毎事業年度の事業計画及び決算に関する書類

のうち、平成26年度の事業計画についてでござ

います。お手元の平成26年度予算書につきまし

ては、去る２月５日に開催されました平成26年

第１回土地開発公社理事会におきまして可決さ

れたものでございます。 

  平成26年度の事業計画といたしましては、土

地処分に係る土地造成事業として小桧室２期宅

地分譲用地の販売と小桧室地区保有地の一部を

民間宅地開発者へ譲渡を行うこととしており、

この事業実施によりまして455万4,000円の純利

益を想定しております。 

  なお、予算書の１ページから５ページまで、

新庄市土地開発公社の事業計画並びに予算の内

容を記載しておりますので、ごらんいただきた

いと思います。 

  以上で平成26年度新庄市土地開発公社の経営

状況の報告とさせていただきます。 

小嶋冨弥議長 本件は地方自治法第243条の３第

２項の規定による報告でありますので、御了承

お願い申し上げます。 

 

 

日程第６報告第２号平成２５年度

新庄市一般会計補正予算（第４

号）の専決処分の承認について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第６報告第２号平成25年度新

庄市一般会計補正予算（第４号）の専決処分の

承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第２号平成25年度新庄市一般

会計補正予算（第４号）の専決処分の承認につ

いて御説明申し上げます。 

  本年度も12月からの継続した連続した降雪に

より４年連続の豪雪といった状況となり、市民

生活の安全・安心を確保していくため、１月20

日に新庄市豪雪対策本部を設置し、諸般にわた

りその対応を図ってまいりました。 

  １月末日現在で道路や学校施設等の除排雪総

予算の執行は、執行率がおおむね９割から10割

に達するなどの大きな伸びを示したことにより、

適正な事業執行において早期に補正を必要とす

る事態と判断し、２月４日に専決処分をさせて

いただきました。 

  内容につきましては、この３月定例会におけ

る補正予算成立まで間に合わず急を要するもの

であることを予算計上の基準とし、総額１億

2,310万2,000円とするものであります。具体的

には道路の除排雪業務費の１億1,000万円や学

校施設等のほとんどの分野に及ぶ除排雪対策経

費のほか、灯油価格高騰に対応するため県で急

遽実施することとなりました市民税が非課税と

なる高齢者、障害者、ひとり親等の世帯に対す

る灯油購入費の助成に係る経費415万2,000円に

ついても今次の予算に計上しております。 

  専決予算の適切な執行等により、市民生活へ

の影響を軽減し、安全・安心な市民生活を確保

してまいりたく進めておりますので、御承認賜

りますようよろしくお願いいたします。 

小嶋冨弥議長 ただいま説明のありました報告第

２号について、これより質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ７ページの３の民生費

で灯油購入助成費400万円についてですが、た

だいま市長がおっしゃったように灯油の値上が

りを補う意味があったと思います。そういう意
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味で、生活保護世帯も本当は支給対象にすべき

だったのではないかなと私は思ったんですが、

市長としては、あるいは担当の課長としてはど

う考えるでしょうか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 福祉等に

関しての御質問でございますが、このたびの県

の助成事業の内容が、少なくとも一つ住民税非

課税という条件がまず大枠はめられております。

また、条件としましても時期的な条件でござい

ますが、今回私どものほうにこの連絡があった

のが２月上旬という形になりまして、なかなか

大まかに広範囲に支給対象を広げるというとこ

ろが、難しいところがあったというところもご

ざいます。ということで、新庄市のいわゆる福

祉灯油の対象者としましては、今回実施してお

ります住民税非課税世帯を原則としたそれぞれ

の支援を要する世帯にしたという経過でござい

ます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 住民税非課税世帯とい

うことで言えば、生活保護世帯も課税のない世

帯というふうに私は受け取れると思います。 

  それから、灯油の値上がりに対して来ている

ということで、今まで生活保護世帯に冬季加算

というのがずっと行われておりますが、内容は

値上がり分は見ていなくて、やっぱり冬は灯油

など必要だろう、電気もかさむだろう、ガスも

かさむだろう、そこを考えての冬季加算が来て

いるわけです。そういう意味では、それをふだ

んを超えた灯油の値上がり分への少しでもとい

う補塡が温かく来ているわけでありまして、そ

れを考えると生活保護世帯も入れるべきだった

んじゃないかと私は考えるんですが、やってい

る最中でありますが、そういうような意見はな

いでしょうか、考えはないでしょうか。今後に

関係すると思いますので。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 今回の福

祉灯油の支給範囲の対象者には、生活保護受給

者については除外されております。それで、県

の事業区にもあるとおり、生活保護受給者につ

いては冬季加算の中で一定程度配慮されている

というところがございまして、このたびの支給

要件から外れております。 

  ちなみに平成19年度に実施しております前回

の福祉灯油の際は該当しているということで、

それとの見解を変えながら今回実施しておるわ

けでございますけれども、新庄市としましても

大もとの実施要綱がそういう内容になっている

というところもございますし、冬季加算のほう

で対応されているという判断も我々としてはし

ておりますので、一応生活保護受給者に対して

の支給については内部では検討しておりますが、

最終的には県の要綱に基づいた支給内容にする

ということで現在実施しているところでござい

ます。以上です。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 
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  よって、報告第２号は討論を終結し、直ちに

採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第２号平成25年度新庄市一般会計補正予

算（第４号）の専決処分の承認については、こ

れを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第２号についてはこれを承認することに決

しました。 

 

 

日程第７報告第３号新庄市新型イ

ンフルエンザ等対策行動計画につ

いて 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第７報告第３号新庄市新型イ

ンフルエンザ等対策行動計画についてを議題と

いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第３号新庄市新型

インフルエンザ等対策行動計画の作成について

御説明申し上げます。 

  新型インフルエンザとは、これまでほとんど

の人が免疫を獲得していないため、世界的な大

流行や大きな健康被害が懸念される感染症であ

り、これに対処するため平成25年４月に新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法が施行されまし

た。 

  本計画の目的は、新型インフルエンザ等の感

染拡大を可能な限り抑制し、健康被害及び社会

経済機能への影響を最小限にとどめ、市民生活

の安定を確保することを目的とし、山形県行動

計画との整合性に配慮し作成したものでござい

ます。 

  このたびは法の規定に基づき議会に報告する

ものでございますが、本計画を遂行するような

事態にならないことを念願しながら御報告させ

ていただきます。何とぞよろしくお願いいたし

ます。 

小嶋冨弥議長 本件は新型インフルエンザ等対策

特別措置法第８条第６項の規定による報告であ

りますので、御了承お願い申し上げます。 

 

 

日程第８諮問第１号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることに

ついて 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第８諮問第１号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることについてを議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、諮問第１号人権擁護委

員の推薦につき意見を求めることについて御説

明申し上げます。 

  御提案申し上げますのは、平成26年６月30日

をもって任期満了となります本市の人権擁護委

員１名につきまして、山形地方法務局長より候

補者の推薦依頼がありましたので、その推薦に

当たり人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り議会の意見を求めるものであります。 

  推薦する方は引き続きになりますが、荒川

江さんであります。 

  参考といたしまして経歴を添付しております

が、人権擁護委員として人格、識見から適任の

方であると存じますので、御審議いただき御意

見を賜りますようよろしくお願いいたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました諮問第１号は、会
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議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第１号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについては、これに同意することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第１号はこれに同意することに決しました。 

 

 

日程第９議会案第１号新庄市議会

政務活動費の交付に関する条例の

一部を改正する条例の制定につい

て 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第９議会案第１号新庄市議会

政務活動費の交付に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。 

  本件に関し提出者の説明を求めます。 

  清水清秋君。 

   （１２番清水清秋議員登壇） 

１２番（清水清秋議員） おはようございます。 

  私のほうから議会案第１号の提案説明を行い

ます。 

  議会案第１号新庄市議会政務活動費の交付に

関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、地方自治法第112条及び会議規則第14条第

１項の規定により御提出申し上げます。 

  提出者は私、清水清秋。賛成者は奥山省三議

員と下山准一議員、いずれも会派代表でござい

ます。 

  改正の理由でございますが、議案の末尾に記

載してありますとおり、政務活動費の交付額に

ついて月額１万5,000円のところ当分の間5,000

円と削減措置をしてまいりましたが、この削減

を廃止し、月額１万5,000円とするため必要な

改正を行うところであります。 

  施行月日につきましては、平成26年４月１日

とするものであります。 

  以上提案を申し上げ、御審議いただき御決定

くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第１号新庄

市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を

改正する条例の制定については、会議規則第37

条第３項の規定により委員会付託を省略したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第１号は委員会付託を省略することに決

しました。 

  これより質疑に入ります。 

  議会案第１号について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。 

  議会案第１号新庄市議会政務活動費の交付に
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関する条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１０平成２６年度施政方針

の説明 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第10平成26年度施政方針の説

明をお願いいたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 改めまして、おはようございます。 

  先ほど、議会開会前に黙禱をささげていただ

きましたが、間もなく東日本大震災から丸３年

を迎えようとしております。先日、石巻商工会

議所の会頭と会議の席上お会いさせていただき

ましたが、風化と復興のおくれが非常に心配さ

れるというようなお言葉をいただいたところで

あります。同じ東北の者といたしまして、今後

ともしっかり連携支援を図ってまいりたいと考

えております。 

  それでは、平成26年度の市政運営に関し私の

所信を申し上げ、議員各位を初め広く市民の皆

様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

  初めに、さきのソチオリンピックでは日本人

を初めとした選手の活躍が感動と勇気を与え、

国際親善と相互理解に貢献しましたが、国際情

勢、特に東アジアにおいては中国による尖閣諸

島での領海侵犯や防空識別圏設定問題、韓国と

の竹島問題等により、両国との関係回復が進ん

でいない状況であります。 

  世界的な経済状況に目を向けますと、アメリ

カの成長率が今後も上昇し、世界経済の拡大を

支える軸になることが期待されますが、その経

済情勢も不透明であることに加え新興国の不安

定要素も大きく、世界経済を見通すことは困難

な状況です。 

  国内においては、安倍政権の経済政策、アベ

ノミクスの効果に加え、円安の追い風もあり、

輸出企業を中心に業績の改善があらわれ、国内

の景気も上向いております。地方産業や中小企

業にも徐々にその波及効果が感じられてきてい

るところですが、国民全体が景気高揚感を得る

までには至っていない状況です。 

  今後２回にわたるとされる消費税率改定の影

響が懸念されますが、社会保障分野での効果的

な活用とともに、安定的、持続的な景気拡大に

つながる政策を期待するものです。 

  農業分野において、政府は平成30年度を目途

に米の生産数量目標の配分を行わないこととし

ました。これを契機に、安倍首相は今後10年間

で農家の所得を倍増させるという目標を掲げて

おります。環太平洋パートナーシップ協定の協

議は、農産物の関税撤廃などをめぐって交渉が

難航しておりますが、今後とも慎重な審議が望

まれます。 

  また、平成26年度に地方自治体へ配分する地

方交付税の総額については、リーマンショック

後の平成22年度に導入された別枠加算が４割削

減されたこともあり、平成25年度より約1,700

億円少ない16兆8,855億円となる見込みです。

２年連続での削減ではありますが、本市の新年

度の予算編成ではさらなる財政規律を重んじた

運営に努めてまいります。 

  明るい話題としては、平成32年の東京オリン

ピック開催が決定しました。全国で約３兆円規

模の経済効果があるという東京都の試算が出さ

れましたが、景気拡大の全国的な波及に期待す

るものです。 

  県内の情勢においては、東北中央自動車道の

山形・秋田県境３区間が新規事業採択時評価の
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前段階となる計画段階評価に入りました。本市

としても対応方針の早期決定と新規事業採択に

向け歩調を合わせて取り組むとともに、横軸で

ある石巻新庄道路の建設促進についても取り組

みを強化します。 

  雇用面では、山形労働局の発表によれば、県

内の平成25年12月の新規求人数は8,030人で、

前年同月と比較すると6.94％増、有効求人倍率

も1.14倍と７年ぶりの高水準になっており、県

内の雇用情勢は着実に改善しているとしていま

す。 

  また、観光交流面では、山形デスティネーシ

ョンキャンペーンが６月14日から９月13日まで

開催されます。本県では10年ぶり６回目の開催

であり、平成16年の「おいしい山形ＤＣ」で県

内における観光客数が過去最高の延べ約4,200

万人に達した実績もありますので、県とともに

当地域の活力を高めていきたいと考えておりま

す。 

  第３次山形県総合発展計画短期アクションプ

ランにおいては、産業の振興と地域の再生を軸

とし、県の平成26年度当初予算の概要において

も産業振興、地域再生特別枠を設けており、本

市も県とともに推進してまいります。 

  このような中、本市を取り巻く情勢を鑑み、

地域の活力となる産業を振興し、所得向上と雇

用創出につなげ、住みよい暮らし定住の基盤を

強固なものにしていかなければなりません。知

恵を出し合いながら市民力を結集し、諸課題の

解決に取り組んでまいります。 

  ２つ目に、市政運営の基本的な考え方。 

  以上のような社会経済情勢を踏まえながら、

平成26年度の市政運営の基本的な考えについて

申し上げます。 

  私はこれまで、「人行きかうまち」「人ふれ

あうまち」「人学びあえるまち」をまちづくり

の基本理念として掲げてまいりました。それら

は地域基盤力の向上であり、経済力、地域力、

教育力を強化する施策を展開することにより、

引き続き地域のよさを最大限に引き出し、元気

なまちづくりに向け取り組みます。 

  「人行きかうまち」の実現に向けては、１つ

は働く場の創出です。地元企業への支援や起業

される方への支援、企業誘致などにより産業の

振興を図るとともに、定住の足固めを進め、市

民所得の向上を図り、経済力を強化します。 

  ２つ目としては、平成26年度は山形ＤＣが開

催されますので、全国へ向け新庄祭りやインバ

ウンド事業等による観光や魅力ある食等でのさ

らなる誘客を促進し、交流人口の拡大を図り、

地域の経済活動を高めてまいります。 

  「人ふれあうまち」の実現に向けては、丸３

年を経過する大震災の教訓を忘れず、また地球

温暖化による海水温度の上昇等の影響でゲリラ

豪雨、豪雪が多発する状況にあり、地域の防災

体制づくりや雪に強いまちづくりを進めていか

なければなりません。災害時を踏まえ、自助、

共助、公助の意識づくりや、少子高齢社会の中

での地域コミュニティーを活性化することによ

り地域力を強化します。 

  「人学びあえるまち」の実現に向けては、学

校教育及び社会教育の環境を整備するとともに、

特に子供たちの地域に根差した学習活動を通し

て、ふるさとに誇りと愛着を持つ自立した人材

を育成し、さらに地域の産業を支える人材の育

成に向けた環境を整え、教育力の充実を図りま

す。 

  以上の３つの基本理念、３つの地域基盤力を

土台として、まちづくり課題の解決に向けた施

策を講じ、市民の皆様とともに「市民が自信と

誇りを持てるまち」の実現に向け全力で取り組

んでまいります。そのためには従来の既成概念

や画一的な行政手法にとらわれず、広い視野と

困難に挑戦する気概を持って、幅広い情報の収

集と発信を行いながら、本市の資源を最大限に

生かし、市民の皆様とともに元気なまちづくり
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に取り組んでまいります。 

  ３つ目に市政運営の指針。 

  次に、市政運営の指針についてでありますが、

新庄市市民憲章にうたわれているように、先人

の築き上げた伝統を重んじ、新庄市民であるこ

とに誇りを持ち、愛する郷土を発展させること

を目指し、新庄市まちづくり総合計画と行財政

改革大綱を基本とし、市政運営に取り組みます。 

  初めに、市政運営の基本方針である第４次新

庄市振興計画「新庄市まちづくり総合計画」で

すが、「自然と共生 暮らしに活力 心豊かに

笑顔輝くまち 新庄」を目指す将来像とし、産

業の振興、健康と福祉の充実、教育の振興、社

会生活基盤の整備、環境の保全という５つの分

野における基本目標を掲げ、協働によるまちづ

くりの推進を計画実現のための手法として取り

組んでおります。 

  特に、暮らし、定住、未来創造という最も重

要な観点から、雇用・交流の拡大、安全・安心

の充実、子育て・人づくりの３つの重点プロジ

ェクトを設定し、経営資源の集中を図りながら

推進しております。 

  平成26年度においては、10年の計画期間の４

年目となりますので、これまでの実績を評価・

検証するとともに、引き続き基本目標の達成に

向け体系的に取り組みます。また、３つの重点

プロジェクトについては、取り組みを明確化し、

着実に推進してまいります。 

  次に、行財政改革でありますが、行財政改革

大綱においては、透明・効率・協働を基本理念

とし、市民参加・協働の推進、行政運営の効率

化、財政の健全化、機能的で活力ある組織の構

築、市民の信頼に応える職員づくりの５つの基

本方針に基づき取り組んでおります。 

  引き続き、行政情報の公開と市民参加の推進

とともに、人材育成基本方針に基づく職員研修

の充実など、行政の効率化と市民サービスの向

上に努めてまいります。 

  なお、平成26年度が最終年度でありますので、

５年間の成果を振り返りながら新たな大綱策定

に着手します。 

  財政運営面においては、財政再建が着実に成

果としてあらわれてきておりますが、小中一貫

教育校萩野学園の建設や公有施設の耐震化、老

朽施設の改築など、大きな財政負担が予想され

ます。財政再建プランにおける実績を検証する

とともに、景気動向、地域経済の見通しを注視

し、財源確保対策に継続的に取り組みながら、

今後とも健全で計画的な財政運営に努めてまい

ります。 

  ４番目に、重要課題に対応した平成26年度の

主要事業についてであります。 

  次に、まちづくり総合計画の３つの重点プロ

ジェクトに沿って平成26年度主要事業の概要を

申し上げます。 

  初めに、雇用・交流拡大プロジェクトですが、

最重要課題の一つである雇用対策については、

まず新庄中核工業団地未分譲地を市が取得した

ことから、企業誘致のさらなる促進を図ります。

また、企業が市内において工場等を新・増設等

をする場合における雇用促進奨励金の交付等に

より雇用機会の拡大につなげてまいります。さ

らには、工業振興人材確保奨励金の対象範囲を

広げ、ふるさと人材育成事業として地元事業所

への定着も図ります。 

  国による緊急雇用創出事業については、これ

までの５年間で486人の失業者の雇用がありま

したので、平成26年度も継続し推進します。 

  農業関連としては、国が示している新たな農

業・農村政策に対応するため、農業関係団体と

連携し協議を重ねながら、生産者を初め関係団

体と一体となった取り組みを推進してまいりま

す。 

  ６次産業化の展開としては、農と食による地

域の魅力創造事業と地域おこし協力隊制度を活

用し、付加価値の高い農産加工品等の商品開発、
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販路開拓等を目指すとともに、担い手総合支援

事業により新規就農者や若手農業者、専業農業

者の育成を図ります。また、グリーンツーリズ

ムビジネスを育成、推進するため、地域おこし

協力隊の感性とアイデアを活用した「都市田舎

交流促進事業」を新たに実施します。 

  交流の拡大については、地域の豊かで個性の

ある自然や魅力ある食等の資源を洗い出し、磨

き上げて活用することが必要です。６月14日か

ら開催される山形ＤＣは、観光交流における絶

好の機会と捉え「新庄まつり誘客100万人構

想」の着実な推進を目指すとともに、より多く

の観光客が快適に祭りを楽しめるように、アビ

エスの観覧席拡充に取り組みます。 

  10月12日には金山町で開催される第38回全国

育樹祭と連動し、森林・林業・環境機械展示実

演会が本市で開催されますので、これら交流機

会における情報発信はもちろんのこと、近隣市

町村との連携による観光客の受け入れ態勢の拡

充を図り、さらなる知名度向上と誘客促進を進

めてまいります。 

  また、新庄市を応援する「ふるさと応援隊」

会員の拡大と活用を図り、広く情報発信、物産

振興につなげてまいります。 

  さらに、市制施行65周年を記念する諸事業で

もにぎわいを創出し、市内外の方々との交流を

図ります。 

  国の登録有形文化財であり、市民の憩いの場

でもあるエコロジーガーデンで調査研究活動を

行ってきました青山学院大学総合文化政策学部

と新庄市との地域活動等の連携協定が締結され

ました。また、このエリアにおいて、市内外の

若者が集う交流市場「キトキトマルシェ」が活

発化しておりますので、この支援とともに、大

学、学生、市民、来場者とのさらなる交流の機

会をつくり出してまいります。 

  平成25年度に商標登録を行った本市のイメー

ジキャラクター「かむてん」については、その

一層の活用を図るとともに、世界的に知られて

いる漫画家冨樫義博氏の作品を生かしたプロジ

ェクトを支援してまいります。 

  次に、「安全・安心充実プロジェクト」です

が、本市の最重要課題の雪対策については、機

械による除排雪体制の強化を中心に、沖・鉄砲

町線消雪道路機能の拡充、沖の町・中山町線ほ

か流雪溝整備、泉田二枚橋線の防雪柵整備の促

進とともに生活道路排雪活動支援など、克雪シ

ステムの確立と安全な冬期生活の確保を図りま

す。 

  また、平成26年度は、市民への除雪機械購入

支援制度を拡充しますが、高齢社会における除

排雪のあり方について具体的な方策の研究を深

めてまいります。 

  市道の整備に係るものとしては、荒小屋泉田

線、角沢松本線の道路整備に取り組み、安全で

快適な道づくりを目指してまいります。 

  なお、都市計画の基本方針である「都市マス

タープラン」については、３カ年事業としてそ

の策定に着手します。 

  多くの市民が利用する市有施設の耐震化につ

いては、市有施設耐震化実施計画に基づき小中

学校から実施してきましたが、平成26年度は、

エコロジーガーデン内の建築物の耐震診断を行

うとともに、市民文化会館、市役所東庁舎、市

体育館の耐震補強工事の実施設計に着手します。 

  また、住宅の安全性と質の向上、さらに住宅

投資の波及効果による経済の活性化を図るため

に、県の支援を活用した一般リフォーム補助と

耐震改修加算分補助を継続してまいります。 

  防災体制については、小型動力ポンプ積載車

更新事業により、消防団の消火活動に支障を生

じないように機材整備を計画的に進めてまいり

ます。また、自主防災組織の育成をさらに強化

し、防災意識の向上と組織化を図るとともに、

災害対策資機材等購入の支援等もあわせ地域防

災の強化を図ります。街路の防犯灯については、
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ＬＥＤ照明の設置を試行してまいります。 

  防災拠点施設の充実としては、再生可能エネ

ルギー等導入地方公共団体支援基金事業におい

て、これまで市民プラザ、山屋セミナーハウス

に導入してまいりましたが、３カ年計画の最終

年度として、萩野学園を避難所として位置づけ、

非常時電源確保のため、太陽光を活用した発電

設備等の導入を進めます。 

  なお、県で支援している太陽光発電設備やペ

レット・まきストーブの一般家庭への導入補助

に、市の補助かさ上げを行い、再生可能エネル

ギーの普及を図ります。 

  さらに、市民の安全・安心に係るものとして、

子育て支援医療費、ひとり親家庭等の医療費支

援に継続して当たるほか、乳幼児や高齢者を中

心とした各種予防接種の普及、各種検診受診率

のさらなる向上により、市民の健康維持を目指

してまいります。 

  また、山形県は輪投げ人口が多く、老人クラ

ブを中心に生き生きと元気に活動しております。

本市も、多くの市民が手軽な運動に取り組み、

いつまでも元気を保持し続けられるよう、輪投

げ道具の購入補助制度を創設します。 

  ３番目の「子育て・人づくりプロジェクト」

ですが、子育て支援としては、新庄市子ども・

子育て会議により子育て環境の計画策定を行い

ますが、それに先立ち、平成26年度は養護業務

に携わる職員を配置し、障害児等の特別支援体

制を強化します。 

  また、萩野学園に併設する放課後児童クラブ

の施設整備を行うなど、子育て環境の充実を図

ります。 

  さらに、経済的支援としては、第３子以降児

童の保育料免除事業や特定不妊治療費の助成、

児童の数に応じた定住促進住宅の家賃軽減等を

継続し、子育て家庭等の負担軽減を図ります。 

  学校教育については、心の教育の充実として、

いじめや不登校といった児童・生徒への適切な

対応のためスクールカウンセラーを市独自でも

配置するとともに、普通学級での学習におくれ

がちな児童生徒を支援する個別学習指導員の配

置を拡充します。また、各学校図書館と市立図

書館、地域と学校の連携体制づくりを目指す学

校支援地域本部事業に継続して取り組みます。

さらに、児童生徒のスポーツや芸術活動の振興

のため、各種奨励費を拡充してまいります。 

  学校教育環境整備の一環としては、小中学校

にエアコンの整備を行い、快適な教育環境をつ

くってまいります。 

  県内初の施設一体型小中一貫教育校となる萩

野学園が平成27年度に開校しますが、本市が進

めている小中一貫教育のモデル校としてのカリ

キュラムを整備していくとともに、開校に向け

た通学手段確保対策事業として、スクールバス

を新たに購入するなど具体的な体制づくりを継

続してまいります。 

  スポーツ施設においては、利用者の安全性や

利便性の向上を図り、老朽化対策と耐震化補強

のために改修を今後計画的に行いますが、平成

26年度は市テニスコートの改修工事及び市体育

館の耐震設計に着手します。 

  地域コミュニティーにおいては、少子高齢社

会の中、人とのつながりが希薄になるなどの問

題、課題を抱えている現状にあることから、地

域づくりを推進するリーダー育成を目的とした

地域リーダー講座を継続開催します。 

  次に、３つの重点プロジェクトを推進するに

当たり、協働によるまちづくりを進めるものと

して、地域住民が互いに支え合い協力し合える

自治組織を目指し、地域コミュニティーにおけ

るさまざまな課題に対応するため、地域づくり

支援モデル事業及び地域づくり推進交付金制度

を継続実施し、地域力の向上を目指してまいり

ます。 

  旧角沢小学校跡に設置した角沢ふれあい交流

広場については、平成25年度に水場と公衆トイ
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レの整備を行いましたが、平成26年度は周辺環

境の整備を行います。軽スポーツ、イベントを

通じた人的交流により地域づくりの拠点機能を

強化します。 

  平成26年度は、新庄市が誕生して満65年とい

う区切りの年であり、山形ＤＣ開催を契機に市

民と行政が役割分担を行いながら、これまでの

本市の歴史や文化を広くアピールしてまいりま

す。そして、市内外の方々とともに交流、にぎ

わいなどを創出し、生き生きと元気あふれる

「笑顔輝くまち新庄」を目指し、市制施行65周

年記念事業を実施してまいります。 

  この記念事業の主なものを挙げれば、一般市

民、市民団体等、協働開催する事業においては、

開催エリアを拡大した「新庄総合100円商店

街」を中心とした「まちなか賑わい創出事業」

を展開するとともに、地域の方々による食のテ

ント村などによる「元気まつり」を開催します。 

  また、楽しく、おいしくまち歩きができるお

もてなしの雰囲気や町並みづくりを行うととも

に、飲食店をはしごする「バル街事業」などに

より、町なかの活性化とにぎわいの創出を図り

ます。 

  昨年の高萩市開催に引き続き、新庄藩祖戸沢

政盛公を広く顕彰し、後世に伝承していく事業

として、本市も含めた５市町から成る第２回戸

沢サミットを開催します。 

  本市が誇る芸術文化を伝える事業としては、

人間国宝である名誉市民奥山峰石氏の作品展及

び同じく名誉市民故近岡善次郎氏の生誕100周

年記念展を開催し、その功績と作品を市内外へ

広くアピールしてまいります。 

  さらに、以上の事業とともに、市民団体など

みずからが企画し、本市の歴史・文化、また

「元気なまち」新庄をアピールする市民提案事

業の公募を行い、連携を図りながら支援してま

いります。 

  なお、新庄市まちづくり応援寄附金（ふるさ

と納税）については、平成25年度から寄附者の

要望の多かった事業とともに地域づくりや協働

推進事業等に200万円を活用しておりますが、

市制施行65周年記念事業においても、その寄附

金から500万円を活用し「元気なまち新庄」創

出に役立ててまいります。 

  以上、主要事業の実施に当たっては、市制施

行65周年、山形ＤＣの開催年でもありますので、

「市民と行政の協働によるまちづくり」を基本

に据えて取り組みます。 

  最後、終わりに、新年度を迎えるに当たり、

市政運営に関しての基本的な考えと、主な事業

についての概要を申し上げました。 

  新庄市は、誕生して65歳となり、人生では一

般的に高齢者の入り口とされていますが、市政

においては、年齢に負けない壮健さをさらに向

上させるとともに、豊富な知恵をお互いに出し

合い、これからも生き生きと元気な新庄市を市

民とともにつくり上げていく所存です。 

  また、新たな地域の発展を目指すために、再

度見つめ直していく時期に来ていると思います。

それは、新庄のよさを再発見、再認識すること

であり、地域の宝を発掘し、磨き光らせていく

ことが、市民そして地域の自信と誇りにつなが

るものと信じております。 

  誰もが住み続けたいと思えるまちづくりのた

めには、多岐にわたる行政課題の解決に向けた

政策を着実になし遂げていくことが必要です。 

  まちは誰のものという初心を忘れず、市民第

一主義の原則で、職員一丸となって取り組んで

いく決意を表明し、平成26年度の施政方針とい

たします。 

  御清聴ありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 どうも御苦労さまでした。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１０時５８分 休憩 

     午前１１時０８分 開議 
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小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案３２件一括上程 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第11議案第１号新庄市特別職

の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の設定についてから日程第42議案第39号平

成26年度新庄市水道事業会計予算についてまで

の32件を会議規則第35条の規定により一括議題

としたいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

日程第11議案第１号新庄市特別職の職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例の設定に

ついてから日程第42議案第39号平成26年度新庄

市水道事業会計予算までの32件を一括議題とす

ることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案を説明させていた

だきます。 

  議案第１号新庄市特別職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例の設定について

御説明申し上げます。 

  特別職の給与の改正の内容といたしましては、

私、副市長、教育長の給与について、私が20％、

副市長は10％、教育長は８％、それぞれ減額し

ているところでありますが、市の財政状況など

を考慮しまして、この削減期間を１年延長し、

平成27年３月31日までとするものであります。 

  この削減期間の延長により、約523万円の職

員給与費が新たに削減される見込みです。 

  また、地域社会における共生の実現に向けて、

新たな障害保健福祉施策を講じるための関係法

律の整備に関する法律が施行されることに伴い、

委員の職名について必要な改正を行うものであ

ります。 

  次に、議案第２号新庄市市税条例の一部を改

正する条例の制定について御説明申し上げます。 

  平成25年度税制改正の大綱の内容を盛り込ん

だ地方税法等の一部を改正する法律が平成25年

３月30日に公布され、そのうち平成26年１月１

日に施行される新庄市市税条例の改正部分につ

きましては、昨年６月定例会で御承認いただき

ました。 

  さらに、改正の一部について、地方税法施行

令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則

の一部を改正する省令が平成25年６月12日にそ

れぞれ公布されたことを受け、新庄市市税条例

について必要な改正を行うために提案するもの

です。 

  主な改正の内容についてでありますが、個人

市民税関係におきましては、公的年金等の所得

に係る個人の市民税の特別徴収について、納税

義務者が市外に転出した場合も特別徴収を継続

できること、また市が公的年金の支払いをする

際に徴収する仮特別徴収税額を年金所得者の公

的年金に係る前年度分の個人市民税の２分の１

に相当する額とするなどの見直しを行う諸表の

規定の整備を行うものです。 

  その他金融所得課税の一体化、また法人に係

る利子割の廃止等に関する地方税法及び同法施

行規則の改正に伴う条項ずれの整備を行うもの

です。 

  以上の改正につきましては、施行日が一様で

ないことから、附則においてその期日を定めて

おります。 

  次に、議案第３号新庄市社会教育委員条例の

一部を改正する条例の制定について御説明いた

します。 

  社会教育委員の委嘱の基準については、これ
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まで社会教育法において定められておりました

が、地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律が施行されたことに伴い、社会教育法の一

部が改正され、文部科学省令で定めている基準

を参酌して条例で定めることとなりました。 

  社会教育委員の委嘱の基準として、学校教育

及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資す

る活動を行う者並びに学識経験のある者の中か

ら委嘱することについて規定するものでありま

す。 

  次に、議案第４号新庄市体育館等の管理を行

わせる指定管理者の指定について御説明申し上

げます。 

  本案は市の体育施設の管理運営を行わせる指

定管理者を指定するため、議会の議決を求める

ものであります。 

  内容といたしましては、市体育館を初め11の

体育施設は新庄市施設振興公社が平成23年４月

1日から平成28年３月31日まで指定管理者とし

て管理運営業務を担っておりますが、新庄市施

設振興公社が平成26年３月31日をもって解散し、

一般財団法人新庄市体育協会と統合することに

伴い、新たに体育施設の管理運営を行わせる指

定管理者として、一般財団法人新庄市体育協会

を指定するものであります。 

  一般財団法人新庄市体育協会は、市のスポー

ツ振興をさらに増進するため、平成25年12月24

日付で新庄市施設振興公社と統合契約を締結し、

新庄市施設振興公社の財産及び業務を引き継ぐ

こととなりました。また、去る１月市民から選

出された委員を含む選定委員会において候補者

として選定されたことから、一般財団法人新庄

市体育協会が施設の利用調整から維持管理に至

るまで一連の管理運営業務を適切に図られるも

のと判断いたしました。 

  指定期間については、新庄市施設振興公社の

指定期間の残期間であります平成26年４月１日

から平成28年３月31日までの２年間とするもの

であります。 

  次に、議案第５号新庄市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定について御説明申

し上げます。 

  本市の国民健康保険制度の適正かつ安定的運

営を確保するため、国民健康保険税の税率を改

正するとともに、地方税法が一部改正されたこ

とに伴い必要な改正を行うものです。 

  本市の国民健康保健事業特別会計は、医療の

高度化に伴う保険給付費の増加、後期高齢者医

療・介護保険両制度の給付費の増加による後期

高齢者支援金、介護納付金の増加、国庫負担金

の減少などにより非常に厳しい財政運営となっ

ております。 

  このため、平成26年度の国民健康保険税の税

率改正について、昨年11月に国民健康保険運営

協議会に諮問を行い、慎重な協議を重ねていた

だき、去る２月４日に答申をいただいたところ

であります。いただいた答申の内容は、税率改

正により確保すべき額は１億5,300万円程度と

すること、中間所得層に配慮し、所得割、均等

割に平等割を加えた３方式により改正すること

といった税率の設定に関する事項に加え、収納

率向上対策や医療費適正化対策の強化といった

国民健康保険事業全般にかかわるものとなって

おります。こうした答申の内容を十分に踏まえ

ながらも、消費税の引き上げなど市民生活に与

える影響を十分に考慮し、このたび改正案を提

出させていただいたところであります。 

  改正の内容といたしましては、国民健康保険

税のうち医療給付分及び介護納付金分の税率を

改正し、後期高齢者支援金分の税率は据え置く

ものであります。税率改正の具体的な内容です

が、所得割につきましては医療給付分の税率を

現行の7.44％から9.42％に、介護納付金分の税

率を1.97％から2.76％に、均等割につきまして

は医療給付分の税額を２万5,100円から３万円
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に、介護納付金分の税額を8,900円から１万

1,800円に、平等割につきましては医療給付分

の税額２万3,900円から２万9,200円に、介護納

付金分の税額を7,500円から１万300円に改正す

るものであります。 

  また、昨年６月12日に地方税法施行令及び地

方税法施行規則が一部改正されたことに伴う規

定の整備もあわせて行うものであります。 

  次に、議案第６号新庄市立学校施設使用条例

の一部を改正する条例の制定についてから議案

第23号新庄市水道給水条例の一部を改正する条

例の制定についてまでの計18件の議案中、消費

税率改定に伴います各施設の使用料等の改正に

つきまして、一括して御説明申し上げます。 

  消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、平

成26年４月１日から消費税率が現行の５％から

８％に改められるため、本市施設の使用料等の

額を改正するものであります。 

  このたびの使用料等の改正は、原則としまし

て、消費税が転嫁されている使用料等について

消費税率の改正相当分を転嫁するものとして算

定しております。また、端数の処理につきまし

ては、水道料金、下水道料金及び農業集落排水

処理施設使用料は１円未満を切り捨てて１円単

位で、火葬場使用料については100円未満を切

り捨てて100円単位で、これら以外のものにつ

いては10円未満を切り捨てて10円単位で対応し

ております。 

  施行日については平成26年４月１日でありま

す。 

  なお、ただいま一括して御説明申し上げまし

た議案の中には、消費税関係以外の改正部分が

ございますので、消費税関係以外の改正につき

まして引き続き御説明申し上げます。 

  議案第13号新庄市都市公園条例の一部を改正

する条例の制定について御説明申し上げます。 

  ふるさと歴史センターの生活文化ホールにつ

きましては、現在奥山峰石記念室として使用し

ているため、生活文化ホールの使用料を廃止す

るものです。そのほか、字句の整備を行うもの

であります。 

  次に、議案第14号新庄市廃棄物の処理及び清

掃に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて御説明申し上げます。 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律が一部改

正されたことに伴いまして、条項ずれの整備を

行うものであります。 

  議案第18号新庄市エコロジーガーデン設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について御説明申し上げます。 

  従来、バイオマス研究などに活用してきた環

境研修施設について、農産物等の加工研修の場

として一般に開放するため食品加工研修施設と

して整備を行ったため、施設名の変更及び施設

使用料の設定を行うものです。 

  議案第20号新庄市道路占用料徴収条例の一部

を改正する条例の制定について御説明申し上げ

ます。 

  昨年４月に国有林野事業が企業形態を廃止し

たことにより、国の事業で道路占用料を徴収す

ることができるものがなくなったことから、道

路法及び道路施行令が改正されたことに伴い道

路占用料を改正するものであります。 

  議案第23号新庄市水道給水条例の一部を改正

する条例の制定について御説明申し上げます。 

  本市の水道料金については、基本料金、従量

料金、メーター使用料により算定されておりま

す。このたびの水道料金改正につきましては、

使用者の負担軽減を図るために水道料金のうち

メーター使用料を廃止しようとするものであり

ます。 

  以上により、消費税率改定に伴う使用料等の

改正の議案18件の説明を終わらせていただきま

す。御審議いただきまして、ぜひ御決定くださ

るようお願いいたします。 

  次に、議案第31号平成26年度新庄市一般会計
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予算から議案第39号平成26年度新庄市水道事業

会計予算までを一括して御説明申し上げます。 

  国内経済は緩やかに回復しつつありますが、

消費税率改定や円安などの影響に伴う今後の景

気動向の不透明さが地方財政の運営に大きな影

響を及ぼしております。本市におきましても、

市税の伸びが見られたものの、国の地方交付税

や臨時財政対策債の削減方針による地方交付税

の落ち込みが懸念される状況の中、大規模事業

の本格化などによる財政規模の拡大から、本市

当初予算の編成は非常に厳しい状況となりまし

た。このような状況の中で将来をより的確に見

通していくためには、行財政改革の適切な推進

が重要であると思います。 

  したがいまして、平成26年度予算はこれまで

の財政再建プランを継承しながらも、まちづく

り総合計画の着実な推進にふさわしい内容を重

点プロジェクトごとに配置するなど、市民の暮

らしに直結する事業を中心に編成したところで

あります。 

  その結果、一般会計の予算総額は163億4,400

万円となり、平成25年度と比較しますと12億

3,100万円、率にして8.1％の大幅な増となりま

した。本市当初予算におきましては５年連続の

増額予算を組むことができ、地域経済への波及

はさらに効果的なものになると考えております。 

  主な事業内容といたしましては、小中一貫教

育校建設とこれに併設する放課後児童クラブの

建設や小中学校空調設備の整備、荒小屋泉田線

などの道路整備、沖の町・中山町線ほか流雪溝

整備などの投資的事業の実施、第３子以降児童

の保育料免除事業の独自実施や通学手段確保対

策の拡充、角沢ふれあい交流広場整備事業、雪

総合対策事業の拡充などの子育て・教育環境の

住みよいまちづくり、地域づくりの推進、市制

施行65周年記念事業や都市×田舎交流の促進事

業、６次産業化推進事業の実施、また防災対策

としての市有施設耐震化事業、災害対策機材及

び備蓄品の整備や自主防災組織育成補助事業の

拡充など、安全・安心な市民生活にすることを

基本としたものでございます。 

  以上、当初予算の概要について御説明申し上

げました。一般会計の詳細及び７特別会計につ

いては財政課長から、水道事業会計については

上下水道課長から説明させますので、御審議い

ただき御決定くださるようよろしくお願いいた

します。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

   （髙橋則雄財政課長登壇） 

髙橋則雄財政課長 それでは、議案第31号から議

案第38号まで一括して御説明申し上げます。 

  初めに、議案第31号平成26年度一般会計予算

案について御説明申し上げます。 

  予算書１ページをお開きください。 

  一般会計の予算総額は、第１条にございます

ように、歳入歳出それぞれ163億4,400万円でご

ざいます。前年度比12億3,100万円、8.1％の増

となっております。 

  第２条につきましては、後ほど御説明させて

いただきます。 

  第３条一時借入金につきましては、その最高

額を25年度と同額の15億円と定めますとともに、

第４条予算の流用につきましても人件費に関す

る部分に関して定めております。 

  ２ページから６ページまでの第１表歳入歳出

予算につきましては、後ほど御確認いただきた

いと思います。 

  ７ページ、第２表地方債につきましては、市

有施設耐震化事業を初めとする16件で、26年度

に新たに起こす市債は臨時財政対策債の５億

6,000万円を含め総額16億9,560万円で、前年度

比２億5,400万円の増としております。 

  それでは、歳入歳出予算につきまして御説明

いたします。 

  ９ページと10ページの歳入歳出予算事項別明

細書に、款ごとの予算額と前年度予算の比較に
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関しまして記載しておりますので、款別の説明

におきましてはその都度ごらんいただきたいと

思います。 

  まず初めに、11ページからの歳入につきまし

て御説明申し上げます。 

  １款市税ですが、款の合計額は43億4,801万

6,000円で、前年度比7,002万6,000円の増でご

ざいます。 

  法人市民税は4,117万1,000円の減額となって

おりますが、固定資産税が家屋や償却資産の伸

びにより4,401万4,000円の増加となったほか、

個人市民税におきましても4,374万7,000円の増

額となっております。 

  次に、６款地方消費税交付金につきましては、

本年４月より実施されます消費税の税率改定に

伴い、9,144万7,000円の増額となっております。 

  次に、15ページの10款地方交付税につきまし

ては、国の地方財政計画におきまして我が国経

済の緩やかな回復基調に基づく地方税収の伸び

を想定し、地方財政の一般財源を確保した上で、

地方交付税や臨時財政対策債の削減対策を講じ

てきていることを考慮いたしまして、前年度比

7,000万円減額の43億8,000万円としております。 

  19ページからの14款国庫支出金は、全体で22

億9,730万2,000円となり、前年度比６億6,061

万円の増としております。増額の主な理由は、

１項１目民生費国庫負担金におきまして、障害

者自立支援給付費及び生活保護費の伸びに伴う

負担金が合わせて前年度比7,023万4,000円の増

となり、また１項２目教育費国庫負担金及び２

項５目教育費国庫補助金におきまして、小中一

貫教育校建設に伴う公立学校施設整備負担金が

前年度比２億5,872万8,000円の増、学校施設環

境改善交付金が１億67万1,000円の増となりま

す。そのほか消費税率改定に伴う国施策として、

臨時福祉給付金給付事業及び子育て世帯臨時特

例給付金給付事業の実施に伴う国庫補助金合計

１億7,262万5,000円の新たな計上が影響してお

ります。 

  22ページからの15款県支出金は、10億4,526

万円で、前年度比9,498万1,000円の増となりま

すが、１項県負担金において障害者自立支援給

付費負担金が1,616万4,000円の増となったほか、

２項県補助金において、戦略的園芸産地拡大支

援事業費補助金や畜産生産拡大支援事業費補助

金を初めとする５目農林水産業費県補助金が

4,361万2,000円の増となったことが増加の主な

要因となります。 

  26ページをごらんいただきたいと思います。 

  18款繰入金は３億6,450万2,000円で、前年度

比2,100万円の伸びとなっております。大規模

事業等の財源に充てるための財政調整基金繰入

金につきましては減額計上しておりますが、市

制施行65周年に伴いまちづくり応援基金繰入金

を増額計上したほか、施設の耐震化や老朽化対

策の財源に充てるための市有施設整備基金

6,200万円を新たに計上しております。 

  27ページからの20款諸収入は、款全体で８億

4,453万2,000円で、１億1,271万円の増となり

ますが、産業立地促進資金融資制度預託金元金

収入の増額とともに、市テニスコート改修に伴

うスポーツ振興くじ助成金6,800万円の新たな

計上が主な要因でございます。 

  また、29ページになりますが、４項５目雑入

の最上広域市町村圏事務組合事業費補正負担金

につきましても、昨年度と同程度の9,993万

4,000円を計上しております。 

  最後に、21款市債でございますが、総額は16

億9,560万円で、前年度比２億5,400万円の大幅

な増となりました。１項５目教育債におきまし

ては、小中一貫教育校建設事業債が１億5,060

万円の増となり、学校教育施設改修事業債が小

中学校の空調設備整備に伴い１億5,010万1,000

円の増となったほか、水道事業における緊急時

給水拠点確保等事業の実施に伴う出資に係る上

水道災害対策一般会計出資債3,210万円を新た
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に計上したことによるものが主な要因となりま

す。 

  以上、歳入について御説明申し上げましたが、

市税、地方交付税などの一般財源の総額は105

億5,869万5,000円となり、前年度より１億

4,496万8,000円の増となります。 

  続きまして、31ページからの歳出につきまし

て御説明いたします。 

  １款議会費は２億972万9,000円で、前年度比

1,552万2,000円、率にして８％の増となってお

りますが、議場システムの改修に係る経費を新

たに盛り込んだことによるものでございます。 

  32ページの２款総務費は13億3,734万8,000円

となり、前年度比3,832万3,000円、率にして

2.8％の減でございます。 

  １項１目総務一般管理費は、25年度の退職者

と26年度新規採用者との差額分や会計間の異動

に伴う職員給与費をここで措置しておりますが、

職員等の給与、社会保険料などの人件費関連の

減により、１目全体で2,833万2,000円の減額と

なります。なお、一般会計全体における人件費

は、前年度比8,619万3,000円の減額となってお

ります。 

  なお、特別職、一般職の給与費につきまして

は、112ページ以降に記載してございます。 

  次、35ページ、７目企画費におきましては、

市制施行65周年記念事業実行委員会負担金や同

市民提案事業費補助金の新設などにより649万

4,000円の増となっております。なお、市制施

行65周年記念事業につきましては、以降の各款

各項にわたり計13事業の実施を予定しておりま

す。総額で1,187万1,000円の予算を計上してお

ります。 

  また、39ページ、11目市民生活対策費におき

ましては、防犯灯のＬＥＤ化に向けたモデル事

業を実施し検証を行う費用を盛り込んでおりま

す。 

  47ページからは３款民生費になります。 

  ３款の合計は47億1,772万4,000円で、２億

1,581万9,000円、4.8％の伸びとしております。 

  まず、１項１目社会福祉総務費は国民健康保

険事業特別会計繰出金において国保会計の財政

安定化を目的にした特別支援臨時繰出金の減額

分が反映されており、また49ページからの４目

障害者自立支援費には、介護給付費、訓練等給

付費などの伸びによる大幅な増額も含まれてお

ります。また、５目老人福祉費には地域福祉基

金積立金2,000万円を計上し、６目老人福祉施

設費には神室荘改修事業に係る経費の増額を盛

り込んでおります。なお、53ページの10目臨時

福祉給付金給付費につきましては、消費税率改

定に伴う国施策としての事業であり、新たに１

億2,086万円を計上しております。８目介護保

険事業特別会計への繰出金を加えますと１項社

会福祉費全体で１億6,597万4,000円の大幅な伸

びとなっております。 

  54ページからの２項児童福祉費は、この数年

間の子育て支援拡充策によりまして増額予算が

続いておりますが、今年度につきましても９歳

未満の児童が３人以上となる世帯の保育料の免

除に係る経費を単独事業として盛り込むととも

に、萩野地区小中一貫教育校に併設する放課後

児童クラブの建設に係る経費を盛り込むなど、

児童福祉費の全ての目にわたり子育て支援のさ

まざまな施策展開に資する予算を編成しており

ます。 

  なお、58ページ、５目子育て世代臨時特例給

付金給付費につきましては、１項10目臨時福祉

給付金給付費と同様に消費税率改定に伴う国施

策としての事業であり、新たに5,176万5,000円

を計上しております。 

  60ページからの４款衛生費は12億9,877万

7,000円で、１億1,180万1,000円、7.9％の減で

ございます。 

  まず、１項１目保健衛生総務費におきまして

は、少子化対策の一環といたしまして不妊治療
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を受ける夫婦の経済的負担を図るための経費を

継続して盛り込むとともに、２目予防費では風

疹予防接種に係る経費を新たに盛り込んでおり

ます。 

  また、63ページの６目環境衛生費におきまし

ては、太陽光発電やペレットストーブなどの設

備導入を支援するための経費を新たに盛り込ん

でおります。 

  なお、65ページ８目水道費につきましては、

水道事業における緊急時給水拠点確保等事業の

実施に伴う出資金3,218万6,000円を新たに計上

しております。 

  65ページからの２項清掃費におきましては、

１目清掃総務費は減少し、２目塵芥処理費は増

加しておりますが、これは最上広域の衛生施設

の運営費等に係る分担金の増減が主に作用して

いるものであり、４款全体の予算規模を減少さ

せている主な要因となります。また、１目には

今年度も環境衛生の向上に資するよう合併処理

浄化槽設置費補助金並びに浄化槽水環境保全推

進事業費補助金を盛り込んでおります。 

  67ページ、５款労働費は5,085万5,000円で、

37万3,000円、0.7％の減となっております。 

  同じく67ページからの６款農林水産業費でご

ざいますが、７億1,286万円で、644万6,000円、

0.9％の増でございます。 

  69ページの１項３目農業振興費では、前年度

に引き続き県で推進しております補助事業を効

果的に活用した施策の展開を積極的に図るとと

もに、若者園芸実践塾事業につきましても園芸

経営の担い手の育成を引き続き進めるほか、農

地集積や青年就農などの担い手総合支援対策の

拡充を図るための経費を盛り込んでおります。 

  なお、農業部門における地域が発信する新た

なビジネスチャンスの創出を図るために、６次

産業化推進事業を新たに盛り込んでおります。 

  次に、76ページからの７款商工費でございま

すが、９億592万6,000円で、8,379万1,000円、

10.2％の増となっております。 

  まず、１項２目商工振興費におきまして、工

業振興対策事業費に地元出身の人材育成を通じ

た市内製造業事業所等への人材定着を図るため

の支援を継続するほか、県の緊急雇用創出事業

臨時特例基金事業の活用により、市内商工業活

動の活性化を図るための経費を盛り込んでおり

ます。 

  78ページ、３目観光費につきましては、26年

度に開催される山形デスティネーションキャン

ペーンにあわせて実施する市制施行65周年記念

事業としてのまちなか賑わい創出事業や新庄城

下おもてなしプロジェクト事業に係る経費を盛

り込んでおります。また、新庄まつり誘客100

万人構想の推進のために、新庄まつり交流事業

実行委員会負担金やＰＲ活動の充実を図るため

の山車ラッピングトラックに係る経費を盛り込

んでおります。また、インバウンド誘致キャン

ペーン事業につきましても継続して盛り込んで

おります。 

  80ページの物産振興対策事業費におきまして

は、農産物等を加えた物産の振興を通した交流

人口の拡大のために、一昨年度より実施してお

りますふるさと応援隊を継続して盛り込むほか、

都市住民との交流を通じて交流ビジネスを生み

出すことを目的とした都市×田舎交流促進事業

を展開するための経費を新たに盛り込んでおり

ます。 

  なお、３目観光費におきまして1,916万9,000

円の減額となっておりますが、広域交流センタ

ー「ゆめりあ」公債費平準化分担金の大幅な減

額が起因しております。 

  81ページからの４目企業誘致費におきまして、

4,806万円の大幅な増となっておりますが、25

年度第３号補正予算で債務負担行為を設定いた

しました産業振興用地購入に係る経費を新規に

計上したことによるものでございます。 

  82ページ、８款土木費でございますが、13億
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2,259万1,000円で4,221万2,000円、3.1％の減

でございます。２項１目道路橋梁総務費並びに

２項３目道路新設改良費が合わせて5,125万

7,000円の減となっておりますが、下田地区３

号線に係る橋梁歩道整備費負担金や道路改良事

業並びに一本柳檜葉沢線整備事業の完了に伴う

減が主な要因となっております。 

  85ページ４項１目都市計画総務費は、利用が

好調となっている住宅リフォーム総合支援事業

補助金を増加させているほか、策定から18年目

を迎えようとしている都市マスタープランの見

直しに係る経費を盛り込んでおります。 

  また、87ページ、４目公共下水道費の公共下

水道事業特別会計への繰出金は、前年度比

2,653万9,000円の減となっております。 

  88ページからの６項１目除排雪費におきまし

ては、道路に係る除排雪業務委託料と除排雪車

借上料は今年度当初予算と同額を計上し、また

流雪溝整備事業費や雪に強いまちづくり事業費

補助金を拡充させたほか、消雪設備に係る経費

を新たに盛り込むなど雪対策に係る経費の拡充

を図っております。 

  次に、90ページ、９款消防費は６億3,364万

8,000円でございまして、4,839万9,000円、

8.3％の増となっております。 

  増額分の主な理由は、１項１目常備消防費に

おきまして、消防署金山支署改築事業及び広報

車１台の整備に係る最上広域分担金の増額によ

るものです。 

  また、２目非常備消防費におきましては、災

害対策資機材、備蓄品等の整備に係る経費や、

自主防災組織育成補助事業の拡充、消防無線の

デジタル化に伴う受令機の更新に係る経費を計

上しております。 

  また、92ページ、３目消防施設費におきまし

て、老朽化している小型動力ポンプ積載車の更

新費用や防火貯水槽の整備に係る経費を新たに

盛り込んでおります。 

  93ページからの10款教育費は35億1,139万

7,000円で、10億9,515万7,000円、45.3％の大

幅な増となっております。１項２目事務局費に

おいては、94ページに小中一貫教育校の27年度

開校を控えスクールバス３台と車庫を整備する

費用と通学条件の厳しい上野・蛇塚地区の児童

を対象とした通学バスの運行経費を新たに盛り

込んでおります。 

  ３目教育指導費において、児童生徒個別学習

支援に係る経費の拡充を図っております。 

  97ページの２項１目小学校の学校管理費にお

きましては、小学校６校の空調設備の整備に係

る経費を新たに盛り込んでおります。 

  99ページ、４目学校建設費におきましては６

億6,105万6,000円の大幅な増額となりますが、

26年度で完成となる萩野地区小中一貫教育校校

舎等の建設事業に係る工事請負費などが大幅な

増額となるほか、備品整備を初めとする開校準

備に係る経費を新たに盛り込んでおります。 

  次の３項１目中学校の学校管理費におきまし

ては、小学校と同じく中学校４校の空調設備の

整備に係る経費を新たに盛り込んでおります。 

  続きまして、101ページからの社会教育費で

すが、４項全体では前年度より１億6,809万

5,000円の増、総額で６億9,638万1,000円とし

ております。 

  その主な内容につきましては、まず103ペー

ジ、３目公民館費におきまして旧角沢小学校跡

地を活用し地域における市民の交流や地域活動

の活性化を図るための角沢交流ふれあい広場の

整備に係る費用を新たに盛り込んでおります。 

  また、106ページ８目ふるさと歴史センター

費におきまして、26年に生誕100周年を迎えら

れる名誉市民近岡善次郎氏の記念展や同じく名

誉市民で人間国宝の奥山峰石氏の作品展に係る

経費を盛り込んでおります。 

  109ページ、12目体育施設費は１億7,604万

6,000円の大幅な増でございますが、老朽化し
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ております市テニスコート等の改修に係る経費

１億8,392万4,000円が大きく作用しております。 

  次に、110ページ、12款公債費は16億2,314万

円で、前年度比4,142万5,000円、2.5％の減で

ございます。 

  公債費の減少が続くことは、財政再建計画や

財政再建プランを基本に、新たな起債発行の抑

制などを継続的に実施してきた成果であると考

えております。 

  以上で歳出の説明を終わりまして、次に参考

資料の124ページ、125ページをごらんいただき

たいと思います。 

  性質別経費調べについて、主な点を御説明申

し上げます。 

  １の人件費は合計25億748万1,000円で、職員

数の減などによりまして前年度比3.3％の減と

なります。 

  ２の物件費は、小中一貫教育校開校準備に係

る経費の新規計上や燃料費、光熱水費や指定管

理料の伸びに伴い１億1,157万6,000円、率にし

て6.8％の増、４の扶助費は、障害者自立支援

給付費及び生活保護費の伸びに伴い１億1,460

万9,000円、率にして5.1％の増、11の繰出金は

下水道事業特別会計や国民健康保険事業特別会

計への繰出金の減によりまして、8,757万7,000

円、率にして５％の減となっております。 

  また、６の投資的経費は、単独事業分がテニ

スコート改修事業の実施などにより３億104万

4,000円の増で、補助事業分が萩野地区小中一

貫教育校建設事業の増加や小中学校空調設備整

備事業の新規実施に伴い８億527万9,000円の大

幅な増となり、結果前年度比51.9％の伸びを示

しております。 

  それでは、一般会計の説明を終わりまして、

特別会計に入らせていただきます。 

  129ページをお開きください。 

  議案第32号国民健康保険事業特別会計の予算

案について説明いたします。 

  予算総額は41億4,859万5,000円で、前年度対

比で1,464万3,000円、率にして0.4％の増でご

ざいます。 

  第２条一時借入金の限度額は１億円と定め、

歳出予算の流用は第３条の規定のとおり保険給

付費に限定するものでございます。 

  137ページからの歳入をごらんください。 

  １款国民健康保険税は11億9,364万5,000円を

計上し、前年度比１億3,243万2,000円、12.5％

の増としております。 

  ３款国庫支出金は、療養給付費等負担金や財

政調整交付金の減額により9,493万1,000円の減

となりますが、５款前期高齢者交付金は１億

756万円の増となります。なお、140ページの一

般会計繰入金については、２年間実施した法定

外繰入の減に伴い6,277万7,000円の減としてお

ります。 

  歳出につきましては、143ページ、２款保険

給付費が26億2,444万2,000円となり、前年度比

2,941万円の減となりました。 

  また、145ページ、３款後期高齢者支援金等

につきましては2,944万5,000円の増で、146ペ

ージ介護保険制度維持のための６款介護納付金

につきましては、2,185万1,000円の増となって

おります。 

  続きまして、153ページ、議案第33号交通災

害共済事業特別会計の予算案を説明いたします。 

  予算総額は676万7,000円となり、前年度比18

万5,000円、2.7％の減となります。歳入歳出の

明細につきましては、155ページ記載してござ

いますが、編成内容等はほぼ前年度と同様とな

っております。 

  次に、159ページ、議案第34号公共下水道事

業特別会計の予算案に移ります。 

  歳入歳出予算額は14億4,991万2,000円となり、

前年度比1,076万4,000円、0.7％の増となりま

す。 

  債務負担行為及び地方債につきましては、



- 28 - 

162ページをごらんいただきたいと思います。 

  第２表債務負担行為は、毎年度行っている水

洗便所改造等資金利子補給でございます。また、

第３表地方債、公共下水道事業の限度額は５億

1,950万円となっております。 

  164ページでございますが、歳入につきまし

ては、処理場長寿命化事業の開始などに伴い、

３款国庫支出金は1,700万円の増、７款市債を

3,380万円の増としております。なお、４款一

般会計繰入金につきましては、2,653万9,000円

の減となります。 

  166ページからの歳出でございますが、168ペ

ージ、２款建設費は３億8,380万円で、前年度

比2.6％の増でありますが、主に処理場長寿命

化事業の開始に伴う増額分が要因となっており

ます。 

  続いて179ページ、議案第35号農業集落排水

事業特別会計予算案でございますが、予算総額

は歳入歳出それぞれ8,295万5,000円といたしま

して、前年度比153万2,000円、1.9％の増とし

ております。 

  歳入歳出の明細につきましては、181ページ

に記載してございますが、編成内容はほぼ前年

度と同様となっております。 

  次に、187ページ、議案第36号営農飲雑用水

事業特別会計の予算案でございますが、歳入歳

出予算総額は3,897万円で、前年度比852万円、

28％の増としております。 

  192ページの歳出におきまして、水道事業へ

の統合へ向けた施設の改修経費や資産台帳作成

に係る経費を増額計上しており、歳入における

３款１項一般会計繰入金によりこれを補ってお

ります。 

  195ページ、議案第37号介護保険事業特別会

計予算案は33億3,971万2,000円で、前年度比１

億8,430万8,000円、率にして5.8％の増となっ

ております。 

  歳出予算の流用につきましては、国保会計と

同様に保険給付費内に限定するものとしており

ます。 

  近年、事業所活用のサービス料などが増加し

ているため、これらに対応した予算の編成を行

っておりますが、これに伴って、まず203ペー

ジからの歳入におきまして、４款国庫支出金、

５款支払基金交付金、６款県支出金並びに８款

繰入金のいずれも増額としております。これは

歳出におきまして、208ページ、給付サービス

が反映されるところの２款保険給付費の合計が

前年度比１億7,973万円、5.9％の増となってい

ることによるものでございます。 

  最後になりますが、219ページ、議案第38号

後期高齢者医療事業特別会計の予算案について

御説明いたします。 

  予算総額は４億804万2,000円で、前年度比

2,667万2,000円、率にして７％の増でございま

す。 

  224ページの歳入におきまして、１款保険料

及び３款繰入金を増額とし、226ページからの

歳出におきましては、その多くを占めます後期

高齢者医療広域連合納付金を7.1％の増と見込

み計上しております。 

  以上で平成26年度の一般会計及び特別会計予

算案の説明を終わらせていただきます。 

  御審議の上、御可決くださいますようよろし

くお願いします。 

小嶋冨弥議長 上下水道課長髙橋 弘君。 

   （髙橋 弘上下水道課長登壇） 

髙橋 弘上下水道課長 それでは、議案第39号平

成26年度新庄市水道事業会計予算について御説

明申し上げます。 

  予算書の１ページをお開き願います。 

  第２条、業務の予定量でございますが、給水

件数１万3,750件、年間総給水量380万9,250立

方メートル、１日平均給水量１万436立方メー

トル、主要な事業として建設改良事業費５億

6,137万1,000円といたします。 
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  第３条、収益的収入及び支出の予定額でござ

いますが、収入の第１款水道事業収益は11億

6,931万8,000円で、前年度当初予算対比１億

4,048万5,000円の増であります。 

  続きまして、支出の第１款水道事業費用は11

億3,111万2,000円で、前年度当初予算対比１億

280万6,000円の増であります。 

  ２ページをお開き願います。 

  第４条、資本的収入及び支出の予定額でござ

いますが、収入の第１款資本的収入は１億

5,675万円で、前年度当初予算対比7,936万

6,000円の増であります。 

  続きまして、支出の第１款資本的支出は７億

6,801万2,000円で、前年当初予算対比２億

2,504万7,000円の増であります。 

  なお、資本的収入額が資本的支出額に対して

不足する額６億1,126万2,000円は、過年度損益

勘定留保資金等で補塡します。 

  第５条、予定支出の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、営業費用と営業外費

用との間といたします。 

  第６条、議会の議決を経なければ流用するこ

とができない経費として、職員給与費及び交際

費とします。 

  第７条、他会計からの補助金として、高料金

対策等のため一般会計から水道事業会計へ補助

を受ける金額は5,304万7,000円といたします。 

  第８条、棚卸資産の購入限度額を300万円と

します。 

  続きまして、予算実施計画に基づいて御説明

申し上げます。 

  ３ページをお開き願います。 

  収益的収入及び支出でございます。収入の第

１款水道事業収益の第１項営業収益は９億

7,868万7,000円で、内容といたしましては給水

収益及びその他の営業収益等であります。 

  第２項営業外収益は１億9,062万9,000円であ

ります。 

  続きまして、４ページをお開き願います。 

  支出の第１款、水道事業費用の第１項営業費

用は10億727万3,000円で、内容といたしまして

は原水及び浄水費、配水及び給水費等でござい

ます。 

  ７ページをお開きください。 

  第２項営業外費用は１億1,440万8,000円で、

内容といたしましては支払利息及び繰延勘定償

却等でございます。なお、地方公営企業法等の

改正によりまして会計基準が見直され、今年度

の予算から収入におきましては長期前受け金戻

し入れを、また支出におきましては賞与引当金

繰入額等を予算計上しております。 

  続きまして、7ページ、８ページの資本的収

入及び支出について御説明申し上げます。 

  収入の第１款資本的収入の第１項工事負担金

は3,327万円で、内容といたしましては河川改

修等の関連事業の工事による負担金でございま

す。 

  第２項補助金は6,823万円で、内容といたし

ましては緊急時給水拠点確保等事業及び水道管

路耐震化等推進事業の国庫補助金であります。 

  ８ページをお開き願います。 

  第３項出資金は5,524万9,000円で、内容とい

たしましては旧簡易水道事業分の企業債元金償

還金及び緊急時給水拠点確保等事業に対する一

般会計からの出資金でございます。 

  続きまして、支出の第１款資本的支出の第１

項建設改良費は５億6,137万1,000円でございま

す。内容といたしましては、給排水設備工事費

でございます。 

  なお、10ページ以降に給与費明細書、債務負

担行為に関する調書、予定貸借対照表等を記載

しております。また、会計基準が見直され、今

年度の予算から新計画にかわりキャッシュフロ

ー計算書を記載しております。後ほどごらんい

ただきたいと存じます。 

  以上、平成26年度新庄市水道事業会計予算に
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ついて御説明申し上げました。 

  御審議の上、御可決賜りますようよろしくお

願いいたします。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午後０時０４分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  午後より代表監査委員髙山孝治君より欠席届

が出ております。 

  これよりただいま説明のありました議案32件

のうち平成26年度予算９件を除いた議案23件に

ついて、一括して総括質疑を行います。 

  なお、各議案の所管の常任委員におきまして

は、それぞれの常任委員会に付託され詳細な審

査を行いますので、各常任委員会において質疑

を行っていただくよう御了承お願い申し上げま

す。 

  それでは質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案第６号から第23号

の市の施設の使用料の消費税増税分の値上げと

いう部分について質問します。 

  一般会計で扱う公共料金分は、法律で消費税

の納入はしなくてもよいとなっているのではな

いでしょうか。 

  もう一つは、消費税増ということで５％から

８％になるに当たりまして、これらの施設の支

出はどのぐらいふえると見ておられるのでしょ

うか。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 １点目の一般会計において消

費税は免除されるという話でございますけれど

も、これについては役務の提供といいますか、

手数料というか、窓口の証明手数料関係は消費

税はかかりません。それ以外のものについては、

普通に消費税がかかるものと思っております。 

  それから、２点目でございますけれども、消

費税の影響額についてでございますが、使用料

について、５％から８％になりますとその影響

額というものは500万円ほどと見ております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 一般会計では、一般会

計で扱う公共料金分というのは、法律で消費税

の納入はしなくてもよいとなっていると聞いて

おります。上下水道などの公営企業会計の公共

料金分は、消費税の納入が義務づけられている

と聞いております。それで、一般的な市民の生

活の中でも売り上げが一定以上になりますと、

売り上げがあるというだけで消費税を５％分納

めなければなりません。それと同じく公営企業

などでは、５％納めているんだと思います。今

度は８％になるんだと思います。それで、一般

会計で扱う公共料金分については、そのような

消費税の納入の義務はないのではないかという

ことをお聞きしております。 

  それから、２つ目の消費税の支出ですが、

500万円ほどふえるんじゃないかということな

んですが、国のほうから地方消費税の増税分だ

と思うんですが、地方にもその分が来ると見て

おります。それらを考えれば、上げなくてもや

っていけるんじゃないかなと思うんです。 

  市民の中で言われていることですけれども、

いろいろ収入がふえない中で使用料があるもの

ですから、その使用料を捻出するのに苦労して

おりまして、自主活動を自粛せざるを得ない。

幾らかでも会場費の安いところに移るかという

ような形で、使うのを控えるような方向に向か

っているような気がします。そういう意味では、

消費税増税で、市民生活全体がお金を使わない

というふうになっていくのが目に見えているわ
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けですから、本当は市としては使用料を抑えて、

あるいは引き下げるなどして、どうかこちらに

自主活動を活発にしていただきたいというふう

にして市民を応援する立場になるのが、私は行

政として悪政消費税増税から市民を守る防波堤

になる、そういう姿勢になるという立場になる

んじゃないかと思うんですが、そういう検討な

どはなかったのか、お願いします。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 まず、先ほどの答弁の訂正と

いうか、私の勘違いだったのかなと思いますけ

れども、500万円というのは収入の分の影響額、

ふえる分の金額でございます。歳出のほうで言

いますと、影響額は１億1,300万円と見ており

ます。 

  それから、消費税の税率改正に伴って消費税

の交付金の部分で9,000万円ほどふえるという

ことで、歳出のほうで１億1,300万円、収入の

ほうで9,700万円ということで、当然支払いの

分のほうが多いということになるのかなと思い

ます。 

  それから、消費税の一般会計における利用料

金には消費税はかからないのじゃないかなとい

うことですけれども、それについては、手数料

についてはかからないということだと思います。

使用料については普通に消費税がかかるという

ことで理解しております。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

小嶋冨弥議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 今財政課長のほうから答弁あり

ましたが、若干補足をさせていただきますと、

佐藤議員おっしゃるとおり、一般会計について

は消費税は精算をしないということです。した

がいまして、消費税分としては新庄市の一般会

計から納付はしないということで、今財政課長

から説明がありましたが、歳入としていただく

消費税改定分よりもむしろ歳出で支払う消費税

分のほうが圧倒的に多いという実情です。 

  公営企業につきましては、基本的にはいただ

いた消費税分と支払った消費税分は精算を行っ

て、消費税を払い過ぎてあれば還付をしていた

だく、足りなければ納付するというようなシス

テムになっております。 

  なお、国のほうの総務省の通知の中で今回の

消費税の改定に当たっては適正に転嫁を行って

くださいと。歳入歳出とも適正に転嫁を行えと

いうような通知が来ております。以上でござい

ます。 

小嶋冨弥議長 ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかになしと認めます。よって、

総括質疑を終了します。 

 

 

日程第４３予算特別委員会の設置 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第43予算特別委員会の設置を

議題といたします。 

  お諮りします。 

  議案第31号平成26年度新庄市一般会計予算か

ら議案第39号平成26年度新庄市水道事業会計予

算までの平成26年度各予算を審査するため、委

員会条例第６条第１項の規定により予算特別委

員会を設置したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

予算特別委員会を設置することに決しました。 

 

 

予算特別委員会委員の選任 

 

 

小嶋冨弥議長 これより、ただいま設置されまし
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た予算特別委員会委員の選任を行います。 

  お諮りします。 

  予算特別委員会委員の選任につきましては、

委員会条例第８条第１項の規定により、議長に

おいて全議員を指名したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

全議員を予算特別委員会の委員に選任すること

に決しました。 

  なお、委員会条例第10条第１項の規定に基づ

き、本日の本会議終了後、この場において予算

特別委員会を開催し、委員長の互選を行ってい

ただきますので、御参集方よろしくお願いいた

します。 

 

 

日程第４４議案・請願の予算特別

委員会、各常任委員会付託 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第44議案・請願の予算特別委

員会、各常任委員会付託を行います。 

  議案・請願の委員会付託につきましては、お

手元に配付しております付託案件表のとおりそ

れぞれ所管の委員会に付託いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

予 算 特 別 委 員 会 

議案（９件） 

〇議案第３１号平成２６年度新庄市一般会計予算 

〇議案第３２号平成２６年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

〇議案第３３号平成２６年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

〇議案第３４号平成２６年度新庄市公共下水道事業特別会計予算 

〇議案第３５号平成２６年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算 

〇議案第３６号平成２６年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算 

〇議案第３７号平成２６年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

〇議案第３８号平成２６年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予

算 

〇議案第３９号平成２６年度新庄市水道事業会計予算 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

議案（１２件） 

請願（１件）  

〇議案第１号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例の設定について 

〇議案第２号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

〇議案第３号新庄市社会教育委員会条例の一部を改正する条例の制

定について 

〇議案第４号新庄市体育館等の管理を行わせる指定管理者の指定に

ついて 

〇議案第６号新庄市学校施設使用条例の一部を改正する条例の制定

について 
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付 託 委 員 会 名 件                名 

〇議案第７号新庄市民文化会館設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

〇議案第８号新庄市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

〇議案第９号新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

〇議案第１０号新庄市雪の里情報館設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

〇議案第１１号新庄市体育館施設設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

〇議案第１２号新庄市屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

〇議案第１３号新庄市都市公園条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

〇請願第１号「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を求める意見

書提出についての請願 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（１１件） 

請願（ １件） 

〇議案第５号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制

定について 

〇議案第１４号新庄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

〇議案第１５号新庄市火葬場設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

〇議案第１６号新庄市農村環境改善センター設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

〇議案第１７号新庄市昭和活性化センター設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

〇議案第１８号新庄市エコロジーガーデン設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

〇議案第１９号新庄市新庄駅前ふれあい広場の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

〇議案第２０号新庄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の

制定について 

〇議案第２１号新庄市農業集落排水処理施設設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

〇議案第２２号新庄市下水道条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
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付 託 委 員 会 名 件                名 

〇議案第２３号新庄市水道給水条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

〇請願第２号労働者保護ルール改悪反対を求める意見書提出を求め

る請願 

 

 

議案６件一括上程 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第45議案第24号平成25年度新

庄市一般会計補正予算（第５号）から日程第51

議案第30号平成25年度新庄市水道事業会計補正

予算（第３号）までの補正予算７件につきまし

ては、会議規則第35条の規定により一括議題と

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

日程第45議案第24号平成25年度新庄市一般会計

補正予算（第５号）から日程第51議案第30号平

成25年度新庄市水道事業会計補正予算（第３

号）までの補正予算７件を一括議題とすること

に決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第24号平成25年度新庄市一般

会計補正予算（第５号）から議案第30号平成25

年度新庄市水道事業会計補正予算（第３号）ま

でを一括して御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案24号一般会計補正

予算でありますが、歳入歳出それぞれ４億

3,630万1,000円を追加し、補正後の予算総額を

165億8,960万9,000円とするものであります。 

  主な補正内容について御説明申し上げます。 

  歳入についてでありますが、市税は経済の緩

やかな回復基調に合わせた市民税や固定資産税

の伸びなどがあり、市税全体で対当初予算比約

9,800万円の増額補正を計上しております。 

  また、14款国庫支出金及び21款市債におきま

して、好循環実現のための経済対策に基づく国

の補正予算第１号に呼応した予算を盛り込んで

おります。 

  歳出につきましては、２款総務費、３款民生

費、８款土木費、10款教育費で大きな増額を計

上しておりますが、まず４年連続となった大雪

への対応といたしまして、８款土木費や10款教

育費を中心に道路や学校施設などの除排雪経費

の増額を盛り込んでおります。さらに、国の第

１次補正予算に呼応しその効果的な補助制度や

起債を活用した市道舗装路面の性状調査に係る

経費や26年度の予算化を予定しておりました明

倫中学校校舎及び八向中学校体育館耐震補強工

事などの前倒し分に関し増額計上しております。 

  また、今年度に実施いたしました市庁舎を含

む６施設の耐震診断の結果をもとに、これらの

施設の耐震化などに係る経費に対応すべき市有

施設整備基金への積立金も盛り込んだほか、市

道用地の購入に係る経費や中核工業団地にて事

業を展開する企業の事業拡張を支援するための

貸し付けに係る経費も盛り込んでおります。 

  新年度の事業展開への円滑な移行のためにも、

適切な対応を要する補正内容を組ませていただ

いておりますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、31ページからの特別会計であり

ますが、議案第25号新庄市国民健康保険事業特

別会計補正予算（第３号）から議案第29号新庄

市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２

号）までの５特別会計及び議案第30号水道事業

会計補正予算につきましても、今年度のおのお
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のの事業の総括などを図るために必要な予算の

補正を行うものであります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては財政課長及び上下水道課長

から説明させますので、御審議の上、御決定く

ださるようお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

   （髙橋則雄財政課長登壇） 

髙橋則雄財政課長 それでは、議案第24号から議

案第29号まで一括して御説明申し上げます。 

  初めに、議案第24号一般会計補正予算（第５

号）について御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ４億

3,630万1,000円を追加いたしまして、補正後の

総額は165億8,960万9,000円となります。 

  各款、各項の補正予算額並びに補正後の額に

つきましては、２ページから５ページまでの第

１表歳入歳出予算補正で御確認いただきたいと

思います。 

  次に、６ページ、第２表地方債補正につきま

しては、追加１本、変更１本でございますが、

いずれも好循環実現のための経済対策に基づい

た国の１号補正措置に呼応したものであり、学

校教育施設改修事業につきましては、明倫中学

校校舎及び八向中学校体育館耐震補強工事に伴

う財源措置3,750万円を、県営土地改良事業負

担につきましては、堤沢ため池等整備事業負担

金の財源措置110万円を含んだものでございま

す。 

  それでは、９ページからの歳入につきまして

御説明いたします。 

  初めに、１款市税ですが、１項市民税の個人

分が7,200万円の増額、法人分が3,400万円の減

額、２項固定資産税が6,000万円の増額の補正

を組ませていただいております。市税全体にお

きましては当初予算から初めての補正となりま

して、総額9,780万円の増額となります。 

  次に、11ページの14款２項国庫補助金におき

ましては、４目と５目に国の１号補正に呼応し

た補助金を計上しております。市道舗装路面点

検事業社会資本整備総合交付金は市道の舗装路

面性状調査業務委託に、中学校の学校施設環境

改善交付金は明倫中学校校舎及び八向中学校の

体育館の耐震補強工事に効果的に活用し、事業

の推進を図ります。 

  また、このほか小規模多機能型居宅介護施設

の新規開設に伴う地域介護福祉空間整備等施設

整備交付金を計上しております。 

  次に、12ページの15款２項県補助金におきま

しては、県補助事業の確定による減額が主なも

のとなりますが、２目民生費県補助金に小規模

多機能型居宅介護施設の新規開設に伴う介護基

盤緊急整備交付金を計上しております。 

  13ページの16款２項不動産売り払い収入につ

きましては、中核工業団地にて事業を展開して

いる企業の事業拡張に伴う用地売却費1,850万

円が含まれておりますが、これを後年度の産業

振興用地購入事業に充てるため18款２項財政調

整基金繰入金を同額の減額補正とし基金に積み

立てることといたします。 

  なお、この企業の事業拡張に伴い産業立地促

進資金融資制度の貸し付けを実施することとな

りますが、20款３項貸付金元利収入に貸付金と

同額の予算を盛り込んでおります。 

  最後に、15ページ、21款市債につきましては、

第２表地方債補正のところでも御説明申し上げ

ましたが、特に４目教育債では国の１号補正に

よる全国防災事業債を活用した明倫中学校校舎、

八向中学校体育館の耐震化を図る事業への効果

的な活用のための起債を含めております。 

  今般予算計上させていただきました国の１号

補正に呼応した事業の大半は、実際には今年度

内に終了するものではなく、いずれも26年度へ

の繰越明許費として再度予算化を図ることが必

要となると考えておりますので、御理解いただ
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きたいと思います。 

  続きまして、16ページからの歳出について御

説明させていただきます。 

  まず、共通している事項といたしまして、大

雪対策といたしまして、先月の専決補正予算分

のほか、各施設関係の所要の除排雪経費につき

まして、除排雪業務委託料、除排雪車借上料、

または燃料費、光熱水費、指定管理料の中で増

額補正を組んでおります。また、２款総務費の

冒頭の600万円の職員給与費は、この冬の除排

雪業務への従事に係る職員の時間外手当の増額

等でございます。 

  同じく１項４目財政管理費におきまして、今

後市庁舎などの施設の耐震化や老朽化対策の財

源となり得る市有施設整備基金への積立金１億

円を計上しております。 

  17ページからの３款民生費についてでござい

ますが、１項１目社会福祉総務費におきまして、

国民健康保険事業特別会計への特別支援臨時繰

出金3,000万円を含む繰出金を盛り込み、18ペ

ージの１項５目老人福祉費におきましては、国

県の交付金を活用した小規模多機能事業所の建

設補助に係る経費を盛り込んでおります。 

  また、21ページの６款農林水産業費につきま

しては、１項５目農地費におきまして国の１号

補正に呼応した堤沢ため池等整備事業負担金

110万円を盛り込んでおります。 

  23ページ、７款商工費におきましては、歳入

の部分でも触れましたが、１項２目商工振興費

に中核工業団地にて事業を展開している企業の

事業拡張に伴う国、県、市の協調融資となる産

業立地促進資金融資資金貸付金に1,667万円を

計上しております。 

  次に、８款土木費におきましては、国の１号

補正に呼応した事業といたしまして、２項２目

道路維持費に舗装路面性状調査業務委託料300

万円を盛り込んでおります。また、３目道路新

設改良費におきましては、市道滝の倉野中線の

道路用地購入に係る経費を盛り込んでおります。 

  25ページの６項１目除排雪費の道路の除排雪

業務費といたしまして、先月の専決補正予算の

１億1,000万円に加え２億4,418万1,000円を追

加計上して、４年連続の大雪に適切に対応し、

市民生活の安心・安全を確保してまいります。 

  次に、10款教育費におきましても、学校施設

を中心に除排雪経費等を盛り込み、大雪と低温

に伴う増加分として計上しております。 

  また、27ページの３項１目における中学校管

理運営事業費におきましては、明倫中学校校舎、

八向中学校体育館の耐震補強工事分6,946万

1,000円を計上しております。これは国の１号

補正の重点項目であります公立学校の耐震化対

策に基づく全国防災事業債を活用するもので、

従来の補助金のほか起債充当率や元利償還金の

交付税算入率が通常より有利であることにより

まして、これを生かし事業の効率化を図ろうと

するものでございます。 

  また、29ページの４項社会教育費におきまし

ては、11目社会体育費に本年４月より施設振興

公社と統合し新たにスタートする一般財団法人

新庄市体育協会への出損金500万円を施設振興

公社からの寄附金を原資として盛り込んでおり

ます。 

  また、除排雪経費増額の指定管理委託料など

についても計上し、大雪、低温に対する適切か

つ時宜にかなった予算化を行い、市民生活の安

心・安全を確保してまいりたいと考えておりま

す。 

  最後に、29ページ、12款公債費につきまして

は、市債利子における利率低下などによる分の

減額をしております。 

  以上で一般会計を終わりまして、特別会計の

説明に入らせていただきます。 

  31ページ、議案第25号国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）でございますが、歳入

歳出それぞれ8,885万7,000円を追加し、補正後
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の予算総額を43億3,915万円とするものでござ

います。 

  35ページからの歳入は、特に共同事業交付金

などの増額が大きく、これらを歳出における保

険給付費の増額に対応させております。 

  また、次年度以降の国民健康保険事業の安定

した経営を図るために一般会計から特別支援臨

時繰入金3,000万円を繰り入れ、国民健康保険

保険給付基金に同額の積み立てを行う予算を計

上しております。 

  41ページ、議案第26号公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号）につきましては、歳入歳

出それぞれ9,406万9,000円を減額し、補正後の

予算総額を12億7,738万円とするものでござい

ます。 

  事業の確定及び精査等による建設費の減額と、

これによる地方債の減額補正、また市債利子の

減額等による所要の補正としております。 

  49ページ、議案第27号農業集落排水事業特別

会計補正予算（第３号）につきましては、歳入

歳出それぞれ128万円を追加し、補正後の予算

総額を8,304万6,000円とするものでございます。 

  歳出の内容は、施設の除排雪業務委託料など

の増額分となっております。 

  次に、53ページ、議案第28号介護保険事業特

別会計補正予算（第３号）は、歳入歳出それぞ

れ110万2,000円を追加し、補正後の予算総額を

33億9,558万1,000円とするものでございますが、

介護報酬の改定に伴う電算システムの改修に係

る経費が主なものでございます。 

  次に、59ページ、議案第29号後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳出

それぞれ80万8,000円を減額し、補正後の予算

総額を３億8,418万2,000円とするものでござい

ますが、後期高齢者医療広域連合への納付金の

減額が主なものとなっております。 

  以上で一般会計及び特別会計の補正予算案の

説明を終わります。 

  御審議の上、御可決賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 上下水道課長髙橋 弘君。 

   （髙橋 弘上下水道課長登壇） 

髙橋 弘上下水道課長 それでは議案第30号平成

25年度新庄市水道事業会計補正予算（第３号）

について御説明申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  第２条、平成25年度新庄市水道事業会計予算

（第３条）に定めた収益的支出の予定額を次の

とおり補正します。 

  支出の第１款水道事業費用の既決予定額10億

2,427万5,000円から補正予定額207万5,000円を

減額し、10億2,220万円とするものでございま

す。 

  内容につきましては、第１項営業費用におい

て過去５年間にわたり無事故でしたので機械設

備の損害補償掛金の割引が適用されたため、保

険料を減額するものであります。 

  続きまして、第３条、予算第４条に定めた資

本的支出の予定額を次のとおり補正します。 

  支出の第１款資本的支出の既決予定額６億

5,521万4,000円から補正予定額１億8,841万

1,000円を減額し、４億6,680万3,000円とする

ものでございます。 

  内容につきましては、第１項建設改良費にお

いて平成25年度から平成26年度まで債務負担行

為を定めております上水道施設監視制御設備更

新工事において、今年度の需用費が確定したこ

と等により減額するものであります。 

  なお、資本的収入が資本的支出額に対して不

足する額４億291万円は過年度損益勘定留保資

金等で補塡するものです。 

  ２ページには実施計画を添付しておりますの

で後ほどごらんいただきたいと存じます。 

  以上、平成25年度新庄市水道事業会計補正予

算（第３号）について御説明申し上げました。 

  御審議の上、御可決賜りますようよろしくお
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願いいたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りします。 

  ただいま説明のありました補正予算７件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第24号から議案第30号までの補正予算７件

については委員会への付託を省略することに決

しました。 

  それでは、ただいま説明ありました平成25年

度補正予算計７件の審議に入ります。 

 

 

日程第４５議案第２４号平成２５

年度新庄市一般会計補正予算（第

５号） 

 

 

小嶋冨弥議長 初めに、日程第45議案第24号平成

25年度新庄市一般会計補正予算（第５号）につ

いて質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 18ページの３の５老人

福祉費で社会福祉施設等開設準備費補助金

4,800万円というのがありまして、説明では小

規模多機能施設建設費への補助だということで

すが、この小規模多機能施設建設というのはど

のような内容で予定されているのか、進んでい

るのかお願いします。 

  もう一つは、19ページの３の１児童福祉総務

費で第３子以降児童の保育料免除事業費補助金

がマイナス618万円になっています。何かいい

ことをやっているような気がしたのですが、な

ぜマイナスになってしまったのか、お願いしま

す。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 18ページ

の老人福祉事業費の中の社会福祉施設等開設準

備費補助金に関しての御質問でございますが、

財政課長の説明の中で小規模多機能型施設とい

うような説明がございましたが、訂正させてい

ただきます。この施設につきましては、新設の

養護老人ホーム、特別養護老人ホームの開設に

係る準備金でございます。 

  先ほど、市長の行政報告にありましたように、

かつろく会のほうで27年２月を目途として現在

着工を始めているわけですが、平成25年度の国

の予算の中で、いわゆる特別養護老人ホームを

26年度に建設する部分について施設の準備金、

１床当たり60万円という額でいわゆる設備費な

んですが、これを補正でつけていただいており

ます。したがって、かつろく会として国に要望

しながら今回国の補助をいただいたという形で

ございます。したがって、11ページにございま

す歳入の地域介護福祉空間整備等施設整備交付

金という難しい名称になっておりますが、これ

が大もとの補助金の名称でございまして、この

うちの設備施設等開設準備金ということで

4,800万円、今回新庄市を通してかつろく会の

ほうに支給されるという中身になっております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 続きま

して、19ページの児童行政事業費の中の第３子

以降の児童の保育料免除事業、この件でござい

ます。 

  御存じのとおり、この事業に関しましては平
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成25年度の新規事業として市の単独事業として

実施したものであります。当初、864万円とい

う補助の金額を予定してございました。この積

算根拠としましては、月４万円の保育料の12カ

月の18名という試算をしてございました。それ

で、実際に該当したのが10名でございます。10

名の方で246万円の実際の補助額になったと。

さらに申し上げますと、あと10名につきまして

はいわゆる市立の公立保育所、そちらのほうに

いらっしゃる方が該当したということになりま

す。それで、補助金として支出した金額につき

ましては246万円でございますが、公立保育所

のほうの保育料を免除した金額としてさらに

150万円ほどございます。 

  まず、864万円という当初金額につきまして

は、最大限見積もった額ということで御理解い

ただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 第３子の保育料が無料

になるということで、大変いい中身だと思いま

す。 

  しかし、その基準がちょっと厳しいような気

がいたしました。年が近い子供が生まれたとき

の第３子はなるというふうになりましたが、私

が出会った方は子供が中学に、それから小学校

の４年生以上だったか、そしてその次に今度２

歳ということで３番目の方が保育料もしかして

無料になるかなと思っていたらだめと言われて

しまいまして、非常に残念でありました。離れ

ているということで、決して親は経済的な余裕

はない御家庭だと感じました。 

  保育の年が近い保育所に入る３番目の子供が

いて、そのほか年が近いところの３人の一番下

の保育料ということなんでしょうけれども、少

し離れていても親の負担というものはやっぱり

重いものだと思いますので、第３子という３人

も子供を産んでくださるということで大変あり

がたいことですし、そういう意味でちょっと拡

大して、保育所に３番目が入った、よし、とい

うふうに、補助になるほうにすることはできな

いのかなと思ったんですけれども、そういった

考えなどはなかったかお願いします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 今の御

質問でございますが、いわゆる市で単独で行っ

ている事業としては、同時入所にかかわらずと

いう基準を設けております。これは、ほかの基

準よりも非常に緩めておるということでありま

すが、今御指摘いただきました年齢の問題、確

かに今現在は９歳未満の児童ということになっ

てございまして、その児童についてということ

になってございます。そこら辺の縛りについて、

検討の余地があるかどうか今後研究してまいり

たいと思います。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 補正予算書17ページ、

３款民生費社会福祉費というところで、一般会

計のほうから国保のほうに繰り出しされるとい

うことで、これ審議上、ちょっと議長からこの

質問が適切かどうか判断していただきたいので

すが、次の特別会計でも同じような質問をする

んですが、関連しているものですから、議題が

若干ちょっと重複するんですが、お許しいただ

けますか。 

  ここで一般会計から補正ということで、ここ

で恐らく審議で、あとは次の特別会計への繰り

入れということが一体だと思いますので、この

場で質問させていただきますけれども、平成26

年の、これは予算審議の場所での話し合いにな

るかと思いますけれども、国保会計が非常に厳

しい状態にあるというもとで、今年度国保運営
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協議会を初め所管する常任委員会の中でもお話

しになったかとは思うのですが、例えば国保の

運営協議会の答申では、基金的な部分の3,000

万円を含めた部分を国保税の税率改正だけで賄

おうという答申がされたと思いますけれども、

その後に常任委員会への委任協議会への場所で

このたびの補正にかかわる部分は説明があった

かとは思います。 

  それで、運営協議会への話し合いの中では、

非常に被保険者の皆さん大変な状態は承知して

いるんですが、これは一般会計からの法定外繰

り入れによるところは原則やめるべきだという

重い決断をされたかと思います。それがどうし

て一般会計からの法定外繰り入れで基金的な部

分の3,000万円をこのたび補正で上げるのかと

いうところが、まず第１点でございます。 

  次に、ここが次の部分とちょっとかち合って

くる部分ではございますけれども、なぜ当初予

算ではなくてそこの部分の補正でこのたびやら

なくてはいけなかったのかということの説明を

いただかないと、補正の議決する上で支障が出

ますので、説明いただければ助かります。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 今回の25年度３月補正での

3,000万円、これについては25年度国保特別会

計での3,000万円、また26年度当初予算での基

金繰り入れでの3,000万円ということで全部関

連しておりますので、御説明申し上げたいと思

います。 

  まず初めに、なぜ法定外として、答申があっ

たにもかかわらずということでございますが、

答申書には確かに石川議員おっしゃったように

消費税の増税、また農業政策の変換によります

補助金の減が予想される中で、新年度を含めま

して１億2,300万円の不足額に対して3,000万円

を上乗せした形で税の改正ということでの答申

が出されました。委員の市民の皆さんも含めま

して、非常に重い決断をしていただいたという

ふうに思っております。 

  そうであればなおのこと、市としましても市

民の26年度からの生活を考えた上で、精いっぱ

いの努力をしてお応えしなければいけないとい

うことで、市の内部の会議でもなったわけでご

ざいます。そうしたことから、ぎりぎりの選択

をしたということで、今回の御提案になったと

いうものでございます。 

  また、２点目のなぜ補正かということでござ

いますが、前年度の補正で基金等を積んで、翌

年度それを崩して使うというのは、国のほうで

は最近頻繁に行われている手法でございます。

今回は当初ではなくて補正になったわけですが、

当初予算というのはどうしても歳入を内々に見

る傾向がございます。そのため大体３月補正の

時点では当初予算よりも予算が膨らむというこ

とになっているかと思いますが、今回３月補正

につきましては事業の終了、また国県の補助金

の確定とありまして、思わぬところで財源が生

まれるという場合がございます。今回の件につ

きましても補正でお願いしておりますが、後期

高齢者から平成24年度の負担金についてお返し

しましょうということで、3,000万円弱の金額

が戻ってくる補正予算を計上しております。 

  しかしながら、それをそのままということで

はなくて、それは一般会計に入ってくるわけで

ございますので、その一般会計の状況を勘案し

た上でこちらのほうの3,000万円に充当いただ

いたということで思っております。ですので、

変な意味で補正にしたわけではございませんの

で、そういった関連する25年度の一般会計の補

正予算、国保特別会計の補正予算、26年度の当

初予算にも絡んできているという状況でござい

ますので、御理解いただきたいと思います。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ
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て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第24号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第24号平成25年度新庄市一般会計補正予

算（第５号）は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第24号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第４６議案第２５号平成２５

年度新庄市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第46議案第25号平成25年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） ただいま石川議員のほ

うから前段でお話があったんですけれども、国

民健康保険保険給付金の基金への積立金3,000

万円について、この議案で改めて私も聞きます。 

  実は私も総務委員会に所属しておりますので、

最終日の１月30日、全員協議会において資料の

配付を受けたわけでございます。それによりま

すと、第４回を重ねた国民健康保険運営協議会

において平成26年度の税制に関する答申の方向

性について協議をいただき、全会一致で決定さ

れたと。その内容についてはいろいろあります

けれども、ここでは申し上げませんけれども、

そして最後にこの上記の内容を盛り込んだ答申

を３月定例会に関係議案を提出する予定という

資料をもらいました。そして、それまで恐らく

産業厚生常任委員会が３回ほど行われまして、

それらの経過を踏まえて我々に、１月30日です

か、全員協議会にこれらの情報提供を受けたん

ですけれども、そしてこれらを経て２月４日で

すよね、委員長のほうから市長のほうに答申を

なされましたよね。それはそれでいいんですけ

れども、その日のうちに健康課の作成でこの答

申案が答申なされた案と違った内容の結局案が

健康課より答申されたその日のうちにこれが策

定されているんです、これね。ということは、

私が言いますのは、先ほど石川議員とは若干ち

ょっと違うんですけれども、答申の内容を、や

はりその方向性というものをどうして尊重しな

いのか。変わった答申の案を見ますと、先ほど

課長が言いましたけれども、やはり消費税の問

題、営農費の問題、いろいろありました。しか

しそれはもう、この運営協議会のメンバーは11

人おりますよね。いろんな方々が、これらの

方々がやはり新庄市の財政上の問題、そして受

益者負担の問題、それを鑑みて原課からの資料

をもとに、本当に諮問してあのような答申の案

を２月４日に答申されたと思うんですね。にも

かかわらず、その日のうちに健康課で別の案を

作成しておいてやるということは、一体どうな

っているのかと私は思います。原課から26年度

の国保の税制改正についていろいろな資料をも

らって、その資料をもとにやはり各委員が各立

場で物を言って、全会一致で答申なされたんで

すよね。それをあたかも答申なされたその日に

もう、その中身はどういう格好になっているか
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わかりませんけれども、その日のうちに答申案

が覆されたと。 

  だから私が言いたいのは、答申をどのように

考えているのかと。といいますのは、ここにも

資料があるんですけれども、実は全員協議会に

諮る前に、１月27日に政策調整会議という会議

が開かれまして、そこで我々が出してくる答申

案と並行にいろいろなことを考えながら進めら

れたと聞いております。その１月27日の段階で

もう、この3,000万円というのは一般会計から

法定外繰り入れしようという、並行ですよ、あ

ったということも聞いております。だとすれば、

こっちはもう答申案はもう決まっているんです、

中身。我々が１月30日にしている中身を。でも

その前段でわかっているとすれば、やはり運営

協議会のときに、やっぱり再度差し戻して、や

はり状況が変わったからどうですかという、そ

ういうこともあってしかるべきだったと私は思

うんです。その辺どうですか、本当に。答申の

重みとはどのように考えているんですか。やっ

ぱり今後のこともあるんです、これは。せっか

く委員を受けた方々は、原課の資料をもとにし

て審査したんですね、何回も何回も。そして、

我々議会にもそういう情報を提供したんですよ

ね。その前段でもうそういう方向づけがなされ

ていたとしたら、やはり内部でこういう検討も

しておりますよと、こういう話もありますよと

いう、両論併記の形でやはり改めて、今回もう

遅いんですけれども、やっぱり運営協議会のほ

うに差し戻して、再度協議をしていただいて、

そして新たな答申をいただくということはでき

なかったんですか。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 小野議員の御指摘、ごもっと

もだと思っております。 

  今回の答申の内容、覆したといいますか、こ

ちらのほうでは先ほど御答弁したように、ぎり

ぎりの検討を加えた上での3,000万円の法定外

繰り入れと思っております。 

  また、法定外繰り入れについても、前回の24

年度、25年度の法定外繰り入れについては税の

不足部分について穴埋めをするという法定外繰

り入れでございましたが、今回の場合は不足部

分についは税率改正できちっと御負担いただく。

ただ、上乗せ分についてのみ法定外繰り入れと

いうことで検討したものでございます。 

  議員御指摘のように、１月27日の時点で内部

での調整を図りました。１億5,300万円の答申

が出るということでも、その資料も含めて検討

してまいりました。しかしながら、非常に金額

的に大きい、市民生活に与える影響も大きいと

いうことで、何とかできないかということで検

討したのは事実でございます。ただ、その１月

30日の全員協議会の時点では、まだ内容につい

ては決まっておらなかったということでござい

ますので、その時点では報告できなかったとい

うことでございます。 

  それから、２月４日、日程調整した上で、答

申書をいただきましたが、その段階でこういう

ふうに、当初予算との絡みもあったものですか

ら、その間調整を図っていたということで御理

解いただきたいと思います。 

  運営協議会に差し戻してということでござい

ましたが、新庄市では例年３月議会でこうした

条例改正の議案を御提案しているということで

ございますので、３月議会、２月14日の全員協

議会で予算内示ということもございましたので、

それに間に合わせるということでの時間もござ

いましたが、そうした意味もあるということを

御理解いただきたいと思います。 

  決して我々のほうでは答申を軽く見ているも

のでもございません。答申の内容が重いがゆえ

に、今回こうした措置をとったということで御

理解いただきたいと思います。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 
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小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） やはり私は、この答申

の重みという、やはりこれからもいろいろあり

ますよね。水道、下水道、いろんな諮問を受け

て、そういう税制改正、使用料の改正、あると

思うんです。そうなった場合、こういうことが

前例になった場合どうするんですかと。大変今

回、執行部の皆さんは乱暴な手法を使われたな

と私は思っております。 

  １月30日、我々に示された資料にも26年度の

税制改正に関するということで、26年度ですよ

ね。課長は先ほど、地方交付税なりいろいろな

ことが年度末に、余ったということは悪いです

けれども、来たからそれを利用させてもらった

ということがあったんですけれども、本来なら

ば実際は１億二千幾らか足りないわけですよね。

より安定的な国保を運用するために3,000万円

をプラスして１億5,000万円でお願いしますよ

という、それが原則的な案だったですよね。だ

とすれば、私は今回の補正予算、やっぱり一般

財源のほうに戻すべきだと思います。 

  先ほど、別な関係、とりましたからしようが

ないんですけれども、やはり新たに平成26年度

の国保会計は足りなかったら補正してするべき

が本来の姿だと私は思います。平成26年度で、

３月の末でお金が余ったということは大変失礼

な話なんですけれども、やはりそうなった場合

は財政調整基金あたりにやはり積み立てること

が、私は本来の姿ではなかったかと思います。 

  何回も言いますけれども、やはり今後の答申

を受けた側が、どのようにやっぱり思ってされ

るのか。やはりその内容とか方向性というもの

は、本当に各層の方々が、本当に審査をしてあ

のような中身のある答申をまとめたと私は思い

ます。やはり今後、このような乱暴なやり方で

はなくて、本当に答申を尊重していただきたい

と思います。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 25年度の補正になった理由と

いうことでは、先ほど御答弁申し上げました。

御納得いただけるか、いただけないか。いただ

けないようなあれですが、こちらのほうとして

は、先ほど言ったように補正の内容、また当初

予算の編成の仕方について御説明申し上げまし

たが、こちらのほうではそういったことで25年

度の補正予算で積み立てをして、それを繰り越

して26年度の予算の中で使用するという案を御

提案申し上げたことでございます。 

  また、今後ということでございますが、今回

の答申につきましては、本当に何度も申し上げ

ますが、消費税増税という中でぎりぎりの状態

で検討いただいたものだと思っております。委

員の意見の中ではもちろん１億2,300万円の不

足分だけという意見もございました。また、１

億5,300万円ではなくて、もう2,000万円上乗せ

してという御意見をおっしゃる方もいらっしゃ

いました。そうした中で、議員おっしゃるよう

に全会一致で１億5,300万円で税率改正しまし

ょうということでいただいた答申案でございま

す。もちろん、それについては非常に重いと、

先ほどから御説明申し上げましたが、今後につ

いても今回の内容だからということではなくて、

いろんな審議会でいただく答申については、

我々執行部としては重いものだと思って対処し

ているということは御理解いただきたいと思い

ます。 

  今後というのはどうなるか。どういった答申

があって、どういった内容になるかというのは

わからないわけでございますが、私どものほう

としましては、今後とも答申書の内容を十分精

査した上で、十分内容を検討した上で御提案し

て、十分重く受けとめていきたいと思っており

ます。以上です。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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小嶋冨弥議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第25号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第25号平成25年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第３号）は原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第25号は原案のとおり可決されました。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午後２時０３分 休憩 

     午後２時１３分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第４７議案第２６号平成２５

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第47議案第26号平成25年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第26号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第26号平成25年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり

に決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第26号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第４８議案第２７号平成２５

年度新庄市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第３号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第48議案第27号平成25年度新

庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第27号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第27号平成25年度新庄市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第３号）は、原案のとお

りに決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第27号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第４９議案第２８号平成２５

年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第３号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第49議案第28号平成25年度新

庄市介護保険事業事業特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第28号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第28号平成25年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第３号）は、原案のとおりに

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第28号は原案のとおりに可決されました。 

 

 

日程第５０議案第２９号平成２５

年度新庄市後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第２号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第50議案第29号平成25年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第29号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第29号平成25年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第２号）は、原案のと

おりに決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第29号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第５１議案第３０号平成２５
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年度新庄市水道事業会計補正予算

（第３号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第51議案第30号平成25年度新

庄市水道事業会計補正予算（第３号）を議題と

いたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第30号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第30号平成25年度新庄市水道事業会計補

正予算（第３号）は、原案のとおりに決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第30号は原案のとおりに可決されました。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  あす３月６日木曜日午前10時より本会議を開

きますので、御参集お願いいたします。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時２０分 散会 
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平成２６年３月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２６年３月６日 木曜日 午前１０時００分開議 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   下  山  准  一  議員    １６番   新  田  道  尋  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

社 会 教 育 課 長 森   隆 志  神 室 荘 長 伊 藤 忠 志 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 冨 樫 雄 二 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 浅 沼 玲 子    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

議 事 日 程 （第２号） 

平成２６年３月６日 木曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 小 関   淳  議員 

２番 伊 藤   操  議員 

３番 平 向 岩 雄  議員 

４番 佐 藤 卓 也  議員 

５番 奥 山 省 三  議員 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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平成２６年３月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 小 関   淳 

１．子育て支援医療制度について 

２．小・中学校の私費（保護者）負担と公費負担の区分な

どについて 

３．スクールバスの保護者負担について 

４．保護者の意見を反映させる仕組みづくりについて 

市 長 

教育委員長 

２ 伊 藤   操 

１．高齢者へのわかりやすい応対について 

２．高齢者の社会参画支援について 

３．「地域の健康づくり」をテーマとした地域リーダー講座

の在り方について 

４．健康福祉推進員の役割について 

市 長 

３ 平 向 岩 雄 

１．持続可能な地域農業の実現を 

２．農業の６次産業化の推進について 

３．産米の消費拡大に関する条例の制定について 

４．老人クラブの育成に対する支援について 

市 長 

４ 佐 藤 卓 也 

１．山形デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）につい

て 

２．インバウンド誘致について 

３．若者園芸実践塾（勇気塾）について 

４．エコロジーガーデンからのまちづくりについて 

５．Ｆａｃｅｂｏｏｋ（フェイスブック）の今後の活用に

ついて 

市 長 

５ 奥 山 省 三 
１．空き家に関する条例について 

２．情報開示について 
市 長 

 



- 50 - 

 

開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  なお、農業委員会会長星川 豊君より欠席届

が出ております。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問者は９名であります。

質問の順序は、配付しております一般質問通告

表のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含め１人50分以内

といたします。 

  本日の質問者は５名であります。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、最初に小関 淳君。 

   （１３番小関 淳議員登壇）（拍手） 

１３番（小関 淳議員） おはようございます。 

  それでは、３月定例会最初の一般質問を一問

一答方式のルールに従って行いたいと思います。 

  最初に、子育て支援医療制度の充実について

質問をしたいと思います。 

  先月末の新聞などに目を通しますと、県内各

自治体の新年度予算案の概要記事が載っていま

した。多くの自治体では、人口減少に歯どめを

かけるべく、子育て環境あるいはその子育てを

する世代の生活を支援する事業などに重点を置

いて予算配分をしているようでした。ところが、

新庄市では先月の全員協議会で来年度の主要事

業の説明がありましたが、それらのような市独

自の事業は見受けられないようでした。 

  ４月からは消費税が８％になります。それは、

さまざまな商品、サービス、公共料金などに波

及しますから、当然一般家庭の経済的負担は増

大することになります。それを軽減しようと政

府では臨時福祉給付金制度や子育て世帯臨時特

例給付金制度を実施するようですが、それは砂

漠にじょうろで水をかけるような、そんな効き

目しかないような気がします。現に、いずれの

制度の名前にも「臨時」とか「特例」の文字が

張りついています。 

  今回の消費税増税は社会保障の充実のためだ

と言われていますが、特に低所得者や子育て世

帯にとっては購入する全てのもの、サービスな

どに課税されるわけですから、相当な経済的負

担増は覚悟しなければならないと思います。 

  そのようなことから、今回の一般質問ではさ

まざまな経済的負担増が予想される子育て世代

に焦点を当て、新庄市ではどのような考えで市

政を進めていこうとしているのか確認していき

ますので、よろしくお願いいたします。 

  県では、子育て医療支援を充実させ、中学３

年生まで医療費を無料化するとしています。し

かし、それは入院の場合のみで、外来で診療を

受けた場合には該当しません。現在の新庄市で

は、小学校３年生までの入院と外来診療は無料

となっています。 

  しかし、他の自治体では独自に外来について

も中学３年生まで無料化し、子育て世代の医療

費負担を軽減しているところがあります。以前

から、当市からの人口流出を懸念していた東根

市や村山市などでも子育て医療支援を充実させ
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ており、子育て環境の整備を図り、子育て世代

の定住化に力を集中させています。 

  新庄市は、数値的にほかの自治体とほとんど

差異のないほどに財政再建が進んできています。

しかし、まだまだ予算的に厳しいことは理解で

きます。そのような状況だからこそ地域社会の

実情を的確に捉えながらさまざまな事業の優先

度を熟慮し、選択し、集中させていくべきでは

ないのでしょうか。新庄市の将来を担う大切な

世代の定住を図る、そういう意味でも子育て世

代の経済的負担を軽減し、安心して子育てので

きる環境を整えることは、優先すべき重要なこ

とではないでしょうか。 

  その手始めとして、まずは子育て支援医療を

ほかの自治体と同程度ぐらいには充実させてお

くべきではないのでしょうか。市長の意見を聞

かせてください。 

  以上で、壇上の質問を終わります。ありがと

うござました。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  小関議員の初めての一問一答方式ということ

で、この議会の新しい１ページがまた始まるの

かなというふうに思っております。 

  子育て支援医療制度についての御質問であり

ますが、子育て支援医療につきましては、一昨

年７月、山形県医療給付事業の制度改正により、

助成対象となる子の親への所得制限を廃止し、

所得制限で適用外となっていた子供についても

子育て支援医療制度による給付が受けられるよ

うになり、対象者の拡大が図られたところであ

ります。 

  これにあわせて、市単独の制度として小学３

年生までの外来診療分の窓口負担についても助

成対象とする拡充を行ったところであります。 

  また、このたび県の26年度当初予算案内示に

おいては、待機児童ゼロに向けた緊急プロジェ

クトに加え、小学３年生までの外来診療に対す

る助成の拡充を掲げております。消費税増税を

見据え、子育て世代の不安感と負担感の軽減に

向けた取り組みを行う予定であります。 

  本市の子育て支援医療費助成については、県

が行う助成制度や本市が行う他の子育て支援施

策とのバランスを考慮する必要もあり、さらに

医療費助成事業の実施によって国民健康保険の

国庫補助が軽減されるという財政運営の影響も

勘案しなければなりません。本市における少子

化や定住促進を考えるときに、子育て支援医療

を充実させることは有効施策の一つと捉えてお

りますが、他の施策もあわせて複合的に展開し

なければなりません。 

  まちづくり総合計画においても、子育て・人

づくりを重点プロジェクトに掲げ、子育て負担

の軽減のほかにも安心して子育てできる環境の

整備や母子保健の推進などに取り組んでおりま

す。平成26年度においては、第３子以降児童の

保育料免除事業は独自の事業として行わせてい

ただきます。 

  また、児童の数に応じた定住促進住宅の家賃

軽減なども継続することにより、子育て世代の

経済的負担の軽減を図りたいと考えております。

また、環境整備の面では、放課後児童クラブの

整備、また来年度より保育所における養護業務

にかかわる職員配置により、障害児等への特別

支援体制の強化なども実施してまいります。 

  子育て世代の定住化を促進させるためにも、

子供・子育て支援の強化は重要であり、子ど

も・子育て新制度のもと子育ての状況やニーズ

を把握し、それに基づいた計画を策定中であり

ますので、新庄市として何ができるか改めて整

理し、子育て支援に努めてまいりたいと考えて

います。 

  壇上からの答弁、以上とさせていただきます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
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小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） では、単刀直入に質問

しますが、今後ほかの市町村と同じ程度の支援

を検討する考えはありますか。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議員の

御質問でございますが、平成25年10月１日現在

で新庄市は今のところ県内最低レベルというこ

とは確かに言えるかと思います。 

  先ほど市長答弁にもありましたとおり、県の

制度として小学校３年生までの外来についても

無料化を図るというふうな県の内示が出てござ

います。 

  そういった動向を踏まえまして、新庄市でも

今後拡充に関して研究をしてまいりたいという

ふうに考えてございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 今後、前向きに検討し

ていくということでよろしいですね。はい。 

  その言葉を聞いて安心しましたが、子供はそ

れこそ成長が早いというか、どんどん大きくな

る。本当に、３年で小学校６年生だった子は、

もう高校受験とかとすぐになってしまうんです

ね。なるべく早目に検討していただいて、ほか

の市町村と同程度の、それこそ「ああ新庄市も

充実してきたな」と保護者の方々が感じられる

ような事業にしていただければと思います。 

  それで、新庄市が、今、県で小学６年生まで

枠を広げたということですが、それで新庄市の

予算が浮いた、浮いたというか助かったという

金額みたいなものは把握しておりますか。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 県のほ

うで拡充するというのが、小学校３年生までの

外来分でございます。 

  今のところ、新庄市で単独で小学校３年生ま

での事業として支出する医療費の額として大体

2,000万円程度を見積もっておるわけなんです

けれども、それが県の実施が７月から10月かと

そういった時期の問題もございますが、１年間

として考えた場合、県の補助として２分の１補

助ということでありますので、まず半額、１年

間を通した場合であれば半分程度は出てくるだ

ろう。 

  ただ、７月に関してはその12分の何ぼという

ふうな格好でありますけれども、全体１年間を

通して見た場合は半額程度の補助が来るという

ふうなことになろうかと思います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 一問一答でどれぐらい

の時間がかかるかわかりませんので、とにかく

前向きに子育て世代がよその自治体に、足によ

る投票というふうな動きをしないように、充実

させていっていただきたいと思います。 

  それでは、次の質問に入りたいと思います。

先ほど壇上で申し上げたように、市民が暮らす

状況はますます厳しくなることが予想されるわ

けで、さらに新庄市民にとっては４年連続の豪

雪ということもあり、家計に大きな負担となっ

ている現状があるわけでございます。 

  ちなみに、平成15年から平成24年までの20代、

30代、40代の転出者数、新庄からほかの自治体

に移っていく方々の数は、9,691人となってい

ます。10年間でおよそ１万人が新庄を離れてい

ます。もっとも転入者、新庄に入ってくる方々

ですけれども、転入者の数は8,236人あり、差

し引けば1,455人の減少になっています。しか

し、20代から40代というのは地域にとって不可
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欠なマンパワーでございます。その世代だけで

も1,500人ほどのマンパワーが減少したという

ことになるわけです。 

  さらに、この世代は子育て世代に重なり、子

供を含む家族全体の流出にも大きくかかわるわ

けです。だからこそ、この世代のさまざまな経

済的負担を軽減し、安心して子育てのできる新

庄市を実現することが定住化の促進につながり、

加速している人口流出にもブレーキをかけられ

るのではないかと考えるわけです。 

  そのような観点から、ここからは教育環境の

状況について確認していきたいと思います。 

  子育て現役世代の方々と話をしますと、ほと

んどの皆さんの口から出てくるのは、学校での

金銭的な負担が重いということです。教材費な

ど授業に欠かせないものなどは仕方ないと思い

ますが、本当にこれは保護者が負担すべき費用

なのかと疑問を持たざるを得ないような事例も

お聞きしています。 

  そのような曖昧な状況を改善するために、他

の自治体の教育委員会では私費、つまり保護者

負担と公費負担の区分などを明確にして、保護

者の経済的負担軽減や学校での徴収金事務の負

担軽減、責任の所在などをわかりやすくしてい

くための学校徴収金事務規程などを設けていま

す。 

  当市の教育委員会では、そのような規程やマ

ニュアルは今のところないようですが、保護者

にスムーズな納得のいく負担をお願いする意味

でも改善していく必要があるのではないでしょ

うか。 

  そのことについてどのような考えを持ってい

るか、聞かせてください。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、学校における公費と

私費の区分についてお答えを申し上げます。 

  学校における教育活動費の中で、基本的に公

費で負担すべきものと、憲法、学校教育法、地

方財政法等で定められているものは、学校施設

設備に関する維持費や整備費、学校管理上で発

生する事務経費、また強化指導等に伴い必要と

なる経費などであります。 

  一方、児童生徒が学校生活を送る上で受益者

負担の考え方に基づいて必要な実費を保護者が

負担している私費がありますが、この私費には

教材費や給食費などの学校納入金とＰＴＡなど

教育活動を遂行する上で密接な関係を有する団

体の団体会計が含まれます。公費と私費の区分

については法令により区分されており、本市で

はそれに基づいて適切な運用を図っております。 

  御質問をいただいたところの学校徴収金事務

規程についてですが、その趣旨としては公費と

私費の区分を明確に規定するということもあり

ますが、主には学校納入金の適正かつ効率的な

執行を図るためのものであります。 

  本市は、それに類するものとして学校ごとに

会計処理マニュアルを策定して適正な執行を図

っているところであり、さらに規程をつくる必

要はないものと思っております。以上でござい

ます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 今、教育長の答弁の中

で、私が申し上げている学校徴収金事務規程は

特につくる必要はないと考えているとおっしゃ

いましたよね。 

  全国の教育委員会で、全ての教育委員会では

ないですけれども、いろんな保護者と学校側と

のいろんなトラブル、疑問、そういうものがあ

ると。それを何とか改善するためにそういうふ

うなマニュアル、あるいは規程、要綱、徴収金

の事務取扱についてのマニュアルや要綱や規程

等を設けているわけです。 

  再度、伺いますが、保護者にこういうふうな

状態で集金をさせてくださいと、徴収をさせて
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いただきます、これはこういうことです、こう

です、ということをはっきり説明できるような

会計処理マニュアルなんでしょうか。保護者が

理解しやすいマニュアルなんでしょうか。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 ただいまの御質問ですけ

れども、今教育長のほうから学校のほうに、い

わゆる処理規定のようなものがあるというよう

なことをお答えしたところです。そういうふう

なところの狙いそのものは、やはり公正な適切

な処理をするというようなところの狙いを持っ

たものなわけですけれども、議員おっしゃるよ

うないわゆる私費、公費の区別のところを取り

立てて、議員がおっしゃるようなところの事務

規程とは違います。 

  したがって、そこまで、例えばその規定が保

護者に説明されているかとかそういうふうに質

問をいただくと、そこの部分は若干弱いのかな

と。 

  ただ、それにまたかわるものというか、保護

者への年度当初の集金についての説明等につい

ては、それぞれの学校で大変丁寧な文書という

か内容等について、こういうふうな集金をさせ

ていただきますとそういうふうなところの詳し

い説明の文書がありますので、保護者は「そう

か、こういうふうな内容で集金、今年度あるの

だな」というようなところの理解は図っていた

だけるのかなというふうに思っているところで

す。以上です。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 私は、そういう仕組み

というか、そういうものを保護者のためにもつ

くり上げるべきじゃないかと、保護者のために

つくり上げるべきじゃないかと申し上げている

んです。学校ごとに会計処理マニュアルはある

と。学校ごとにあるというんではなくて、新庄

市の教育委員会の統一した規定、マニュアル、

そういうものが保護者にとっても説明がしやす

いと思いますし、そういうものを、そういう装

置をつくったほうが説明しやすいんじゃないか

と。誤解が生じることもあるんじゃないですか。 

  私費と公費をどのように、じゃあ今まで保護

者に対して説明していますか。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 私費と公費の区別の保護

者への説明ということの御質問ですけれども、

それについてのいわゆる事務規定というのはご

ざいませんので、改めて説明というのはしてお

らない状態です。 

  ただ、これも基本的には運用の面で、先ほど

教育長のほうから答弁あったように、公費とい

うのはこういうもので、私費というのはこうい

うものでというようなところの区分というか、

文書にはしていないんですが、そこら辺のとこ

ろはある意味、公費のところは法律等で、法規

等で区分というかになっているものですし、あ

るいは私費についても議員おっしゃるようなと

ころのほかの先進のところをちょっと見させて

いただきましたけれども、そこのところもあえ

て文書にしなくちゃならないものなのかなとい

うふうな中身であります。 

  そういうようなところで、基本的には、事務

規定のところはつくってはいないんですが、運

用のところではこのとおりほかの先進のところ、

先進というか設定しているところと同じような

中身のところが運用されているのかなというふ

うに捉えているところです。 

  それから、先ほどちょっと言葉足らなかった

んですが、市で学校ごとに事務規程というよう

なところをつくっているというふうにお話しさ

せてもらったんですが、そもそもの大もとのと

ころは市のほうで考えているところですし、そ

の都度その都度学校のほうに正確なところの運



- 55 - 

用がきちんとなっているかどうかというところ

の指導もきちんと市のほうでしているところで

す。以上です。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） これ、よくないマニュ

アルづくりというか、ではないと思うんですよ

ね。手がけていただいて、勉強していただいて、

本当に保護者にしっかり、ああ、これが私費で

これが公費なんだということがわからないほう

がいいような感じも受けますよね。 

  なぜ、そういうふうに明文化して、保護者の

方に、ああ、これは払って当然だ、ああ、これ

は払うべきじゃないとかそういうことが明確に

できることをなぜしないんですか。そこがよく

わからないので、そこを説明。なぜ、それは必

要ないというのか明確に答えてください。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 学校徴収金事務規程、規程です

から、規程というのは事務員がこうこうする手

順でこうこうやるんだよというふうな、そうい

うふうなマニュアルです。それに基づいて、事

務員が保護者等々に説明をしていくというよう

な形になるかと思うんです。 

  私費と公費の区分については、その規程があ

ればその規程に基づいて保護者のほうに、ＰＴ

Ａ会費というのはこうなんだよと、教材費とい

うのはこうなんだよというようなことで、それ

を月々幾らぐらい払ってくださいというような

部分をお知らせする。そのお知らせは、各学校

ごとにやっています。 

  この規程の中で、公費、私費の区分があると

いうのは、地方財政法とかそういうふうな部分

から取り出してわかりやすく一覧表にして事務

員が取り扱いを間違えないようにというふうな

ことでつくられているものだなというふうには

思っております。 

  ただ、新庄市の事務、いわゆる小中学校の事

務職については、そういうふうな規定を頭の中

に入れながら全て事務を処理しているので、あ

えてつくる必要があるのかなというふうなこと

で、つくる必要はないのかなというふうにお答

えしたところです。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 何度言っても、とにか

く集金業務があって、集金をしてお金を出すの

は保護者ですよね。事務の方が、学校がわかっ

ているからいいんだという話ではないじゃない

ですか。こうこうこういう分について私費だか

ら、これはいただきますよと、そういう説明の

ためにもそういうマニュアルとかそういうもの

は必要なんじゃないかと。 

  だから、よその自治体の教育委員会でもそう

だなと。明確にするためには、口で言っても、

説明しても誤解が生じるだろうから、マニュア

ルとかそういうもので保護者にお示しをして、

こういう形で徴収させていただきます、責任は

校長を初めこうこうこういうふうになっていま

すということを示さなくちゃいけないでしょう

と言っているんですけれども、わかりませんか。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 小関議員が言わんとしているこ

とは、十分にわかります。いわゆるその規定を

つくって、それを示すというようなことのお考

えのようですけれども、その規定を解釈して、

その規定と同じような形で保護者に新庄市では

説明をするということなんです。 

  公費と私費の区分については、それをかみ砕

いて、規定をかみ砕いて説明をしていると。だ

から、あえて難しい規定をつくる必要はないの

ではないかなというようなことをうちのほうで

は考えているというようなことです。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
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小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 言いたくないですけれ

ども、何年か前にある学校で保護者から徴収し

たお金を着服したという事件がありましたよね。

だから、そういうことがないように、しっかり

していないとだめじゃないかということを申し

上げているんです。ね。 

  前向きに進めていただいて、ぜひ考えていた

だきたいことではありますので、時間もないの

で次にいきます。 

  では、３項目の質問に入ります。 

  新庄市では、平成18年に角沢小学校が日新小

に、角沢中学校が日新中に統合され、27年度か

らは昭和小、萩野小、泉田小、萩野中の４校が

萩野学園として統合されます。このことにより、

スクールバスの存在はより重要となってきます。 

  新庄市では、現在スクールバスを利用する児

童生徒の保護者からスクールバス運営協議会の

年額１万2,500円を負担してもらっているよう

ですが、義務教育の通学に係る費用は本来保護

者負担ではなく、公費で負担すべきではないか

と考えます。 

  そこで、教育委員会ではスクールバスの保護

者負担についてどのように考えているのか聞か

せてください。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 本市のスクールバスは、学校統

廃合による遠距離通学の安全確保を目的として、

補助事業を活用し、車両を購入して運行してま

いりました。 

  平成10年３月の柏木山分校の閉校により、日

新小学校へ児童を乗せて運行を開始したのが始

まりであります。それ以前には、この地区です

とか山交バスの廃止路線となった昭和、塩野地

区など地域で各戸から御負担金をいただき、市

の補助制度を活用しながら通勤、通学の足を確

保していたという経過がございます。 

  このような状況、並びに当時でも山交バスで

通学している児童生徒が少なからずいたこと、

また財政事情等も勘案して一部負担金をいただ

くのが妥当との判断のもとにスタートしたもの

と考えられます。 

  なお、受益者負担金については、全国のスク

ールバスのみ運行の団体数の10％弱、路線バス

などを活用している団体数で約30％が受益者負

担をいただいているという状況となっておりま

す。 

  教育委員会では、１号車の後も補助事業を活

用しながら学校統廃合された地区へと拡大して

いき、平成24年度運行開始の前波、福宮地区は、

６号車となっております。 

  この間、平成19年２月に安全通学プラン検討

委員会から「新庄っ子の安全安心通学プラン」

が答申され、児童生徒への安全通学教育の強化、

通学路安全点検、安全通学マップの作成、防犯

意識啓発の推進などとともに、さらなる安全な

通学手段の確保が必要と示されたところであり

ました。 

  安全な通学は重要かつ基本となることは当然

ですが、平成20年代に入りますと、学校耐震化

の問題がクローズアップされ、財政再建の途上

ではありましたが、最重要課題の一つとして推

進してまいったところであります。 

  平成27年４月の萩野学園の開校とともに、新

たに３台のスクールバスが運行いたします。安

全安心プランでスクールバス対象地域に準ずる

条件のところに運行する通学用バス、現在２台

を予定しておりますが、それを含めますと11台

の運行となります。 

  これらの拡大の状況と通学にかかわる保護者

の経済的負担の軽減、公平化に鑑み、平成27年

度に合わせてスクールバスについては無料化を、

通学バス並びに山交バス利用者のバス代負担に

ついては軽減対策を講じていく計画であります

ので、御理解のほどをよろしくお願いいたしま
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す。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 平成27年度からスクー

ルバスは無料化にしていくということですね。

非常にいいかと思います 

  基本的なことを聞きますが、日本国憲法第26

条で、そこからいくとスクールバスは無料なん

じゃないかと僕は思うんですけれども、そうで

はないんですか。無料ではない。ああ、そうで

すか。 

  じゃあ、今回の質問の趣旨、保護者負担とい

うか子育て世代の負担を軽減するためにも、本

当にいろいろ精査していただいて、特に教育に

はお金がかかると思いますので、その世代を何

とか流出しないように食いとめていただけるよ

うに、教育委員会のほうでも考えていただきた

いと思います。 

  では、最後に教育委員会では先ほどから確認

してきたようなさまざまな保護者の意見や要望、

などをどのような仕組みをもって教育環境充実

に反映させているのかについて質問をしたいと

思います。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 保護者の意見の酌み上げという

かそういうような部分についてでございますけ

れども、新庄市には市内各校の単位ＰＴＡが集

まって組織している新庄市小中学校ＰＴＡ連絡

協議会という任意組織があります。この会は、

市内単位ＰＴＡが相互に連携を図りながら、そ

れぞれのＰＴＡ活動を充実したものにしていく

ための組織であります。 

  例年、７月上旬に第１回目の会議があります

が、会の後半で市長と教育を語る会が設けられ

ており、各校から出された教育関連の要望に対

して市長がこれまでの市の対応の進捗状況や今

後の事業等の見通しについて直接ＰＴＡ会長な

ど役員に回答しているものであります。 

  要望は、あらかじめ文書にまとめて教育委員

会に提出されておりますので、教育委員会関係

３課で検討し、予算の負担を伴うものにつきま

しては財政サイドと協議しながら回答させてい

ただいております。 

  今年度の要望は、項目では児童生徒の安全確

保に関して、人的配置に関して、施設設備に関

して、教育施策や事業に関しての４項目全32件

に上りました。各校では、それぞれの保護者に

アンケートをとるなどして要望が保護者の意見

を反映したものになるよう留意しているとお聞

きしております。 

  また、これと同様、市校長会からも保護者や

学校評議員等地区の方の意向を踏まえて、要望

事項が提出されております。 

  来年度の要望事項については、学校予算の確

保についてなど４項目全36件があり、これに対

して１月の校長会で担当課長より対応の方向性

について回答しております。 

  さらには、私や次長、学校教育課長による学

校訪問指導も年３回実施し、学校経営、職員指

導の状況、子供たちの学習の様子、施設の状況

について確認するとともに、予算の要望等につ

いても意見の聞き取りを行っているところです。 

  また、教育委員会による学校訪問も２年間で

全校が訪問できるサイクルで実施しており、校

長を通して保護者の意見等を吸い上げていると

いうようなこともございます。 

  繰り返し要望をいただいても実現できないも

のも若干ありますが、市教育委員会では可能な

限りこのような要望を踏まえて予算化できるよ

う努めているところでございます。以上でござ

います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） しっかりとしたパイプ

はあると、そういう仕組みはあるということで
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よろしいですね。 

  ぜひ、形骸化しないような中身にしていただ

ければと思います。 

  そういう機会を設けているということですけ

れども、ある学校ではＡＥＤとか防犯カメラと

か扇風機とかそういうものを保護者のほうが負

担したという話を聞いていますが、それは今教

育長がおっしゃったような会議等では上がって

こなかったんですか。設置をしてほしいとかそ

ういう話は。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 今、御質問あったような

中身については、要望等はありました。ただ、

その中でＡＥＤとか防犯カメラ等は市のほうで、

これは設備というか、しているところです。 

  扇風機については、それは要望はなかったと

思いますけれども、それに類いする、例えばエ

アコンをつけてほしいというようなところの要

望はありました。これは、でも次年度について

提案というか、させていただいているところで

す。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） ある学校のＰＴＡに聞

きましたら、暑い日がここ数年続いているので、

扇風機だけでもつけてくれないかと。教育委員

会のほうに要望したのか、その学校長というか

学校の中でお願いしたのかは、ちょっとその辺

は確認できていませんが、しかし教育委員会の

ほうでは予算がないからということで、やむな

く保護者がお金を出した。多分、ＰＴＡ会費だ

と思いますが、やむなく設置した。そういうこ

とについては、どう。そういう会議が行われて

いるという、そういうことがないように私はし

っかりとした会議が必要じゃないかということ

を聞いているわけです。 

  だから、そういうことってその会議では出な

かったんですか。扇風機が欲しいとか。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 扇風機が欲しいという話

は、私は聞いてありません。 

  ただ、エアコン等、子供たちの環境改善のた

めにというようなところの要望はＰＴＡの、先

ほど申し上げた市の連絡協議会とかそういうと

ころでは出てきております。 

  ということで、今、対応の予算化の提案をさ

せていただいているところです。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） とにかく、何度も申し

上げますが、本当に保護者が納得できるような

負担、明確な線引きで理解できる、ああ、ここ

からが公費で私たちが負担すべきものではない、

ここからは私費で当然私たちが負担すべきもの

だというものを明確にするようにしてください。

これから、どんどん保護者負担がふえてくると

思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 

  以上で質問を終わりますが、冒頭にも申し上

げたとおり、４月から消費税税率改正に伴い、

さまざまな負担が増大します。 

  特に、子育て世代の負担は予想を超えて大き

なものになると思います。およそ２億円もの予

算をかけるテニスコート周辺の改修も重要な事

業かもしれませんが、ぜひ優先すべき順位を熟

考し、保護者の皆さんが子育て環境の充実を実

感できるような、人口流出が加速しないような

新庄市にしていただきたいと思います。終わり

ます。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時４８分 休憩 

     午前１０時５８分 開議 
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小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

伊藤 操議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、伊藤 操君。 

   （２番伊藤 操議員登壇）（拍手） 

２ 番（伊藤 操議員） おはようございます。 

  本会議２番目に質問させていただきます開成

の会の伊藤です。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  過去３年の大雪と比較しますと、ことしの雪

は穏やかであったとありがたさを感じています。

例年どおりの雪と予測し、覚悟を持って備えて

いただけに、とても楽をさせていただきました。 

  それに反して、首都圏などふだん雪のないと

ころに大雪が降り、建物の崩壊や交通機関の大

混乱があり、大変な状況にあったようです。 

  それを見ますと、ここ新庄市では改めて雪国

に暮らす人のすごさというかたくましさという

か、そういうものを感じるような気がします。

しかしながら、市内にはことしも雪によりけが

をされた方が多数おられました。一日も早く全

快され、春の息吹をともに感じられますように

とお見舞いを申し上げるところです。 

  それでは、通告に従いまして一括方式にて私

から幾つかの質問をさせていただきます。 

  まず初めに、高齢者へのわかりやすい応対に

ついてお伺いいたします。 

  高齢になると体力や気力が低下し、病気やけ

がのリスクがふえ、不安を抱えながらの生活を

余儀なくされます。そのような高齢者が、安心

して生活を営む環境を整えるには、その世帯、

その地域の実情に合った対策が必要と思われま

す。本市におきましてもひとり暮らしや高齢世

帯のみの世帯が増加の傾向にあり、年齢が高く

なるにつれ孤独を感じる、あるいはひきこもり

の状態になるという方も増加の傾向にあります。 

  高齢の方が安心して日常を送るためには、市

からの情報の提供も重要と考えます。最近は、

インターネットなどの普及により市の情報はホ

ームページで公表され、いつでも入手すること

ができ、そして市報においても大変読みやすく

なり、一般的には市内に在住する方にとりまし

ては好評と認識しております。 

  しかし、高齢の方においてはどうでしょうか。

疑問に感じることもあります。まず、パソコン

の操作ができないという方が多数おられます。

本体そのものが全ての世帯に設置されているは

ずもなく、ひとり暮らしの高齢者、特に女性の

方に多いのですが、電子機器の操作は苦手とさ

れます。ましてや、購入して使いこなすという

ことはとても難しいと思われます。さらに、市

報やお知らせ版に関しても、視力の低下や眼病

などにより活字を読むのが難しい、そういう声

も一部聞かれます。 

  民生委員や区長の活動が活発で、地域で積極

的な見回りなどが行われているのでしたら心配

はないとは思われますが、市内には若干の地域

差というものもあり、情報の伝達にも温度差が

あるように見受けられます。福祉に関する情報

の提供の場合は、社会福祉協議会や地域包括支

援センターと連携をすることで滞りなく行われ

ているようですけれども、そのほかの福祉以外

の件に関してはどうでしょうか。例えば、雪問

題や住まい、住環境にかかわる内容の相談には

市の窓口に直接問い合わせるという方法をとる

場合が多いようです。 

  ここで問題となるのは、市との電話でのやり

とりの中で制度説明や専門用語を使った説明が

多く、わかりづらさを感じている方が意外に多

数おられるということです。結局、納得しない

まま課題を置き去りにしてしまう、そのような

こともあるようです。幾ら懇切丁寧に穏やかで

親切な対応をしていても、内容が通じていなけ
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れば残念としか言いようがありません。 

  その原因の全てではなく一因となるものは、

高齢者への理解不足ではないかと思われます。

早期改善のために、前回も一般質問にて小関議

員も指摘しておりましたが、職員研修のさらな

る充実が急務と考えます。今後も進行が加速す

る高齢社会に今から備えるべきと思いますが、

市のお考えをお伺いいたします。 

  次に、高齢者への社会参画支援についてお伺

いいたします。 

  健康や住環境などに不安を抱える高齢者とは

対照的に、元気ではつらつとした生活を送って

いる中からは、社会の参画や就労を望む声も聞

こえます。現在は地域のボランティアやサーク

ル活動、就労に関してはシルバー人材センター

などがあるようですが、高齢者の卓越した技術

や余暇時間を活用できる場を行政が提供できる

ことはできないものかお伺いいたします。 

  続きまして、地域の健康づくりをテーマとし

た地域リーダー講座のあり方についてお伺いい

たします。 

  今年度開講された地域リーダー講座は、地域

での健康づくりに主眼を置いて開講されました。

医療費や介護保険料の増加に伴い、健康増進が

話題とされる近年の社会情勢の中においては、

このような講座の果たす役割は非常に大きいと

思われます。健康問題に取り組む地域リーダー

の養成には全くの同感であり、私自身もこの講

座に参加させていただいた１人ですが、この取

り組みには大いに期待しております。 

  しかしながら、この講座の後に続くものが見

えません。市報でも大きく紹介されており、充

実した内容でした。参加者の１人としては、次

は地域ですぐアクションを起こせる取り組みが

なされていくものと期待しておりましたが、来

年度も同じテーマで開講すると市報には書かれ

ておりました。それでは、本来出すべき一歩が

前に出ず、足踏み状態になりはしないかと懸念

するところです。 

  地域リーダーの養成は、必要性が高いと認識

してはおりますが、次のステップが見えないま

ま同様の講座を設けて人数だけを拡大するのは、

地域にどのようなメリットがあるのか疑問にさ

え感じます。前回の講座の反省点を踏まえて、

今後の予定を検討したのだとは思うんですが、

これからはほかの課、健康課や社会教育課との

連携が重要と考えます。これをどのようにつな

げていくのかお伺いいたします。 

  最後に、今回の地域リーダー講座、地域の健

康づくりにおきまして、参加対象にもなってお

りました本市の健康福祉推進員の、今回は具体

的な活動の内容についてお伺いいたします。 

  前回の質問におきましては、その位置づけと

選任方法を伺いました。現在は150地区におり、

地域にて積極的に健康問題に取り組む方を選任

しているとの回答をいただいております。 

  昨年、一昨年と産業厚生常任委員会は、健康

増進に取り組む他県の自治体を視察いたしまし

た。そこでは、高齢者自身がリーダーとなり、

週または月単位で、地区公民館や公共施設を利

用して定期的に健康体操の指導という活動を実

践しておりました。その結果も出ており、肩こ

りや腰痛が改善し、外出することで気分も軽く

なった、そういう反響があり、参加者が拡大し

ていると伺っております。 

  本市におきましては、地区の健康福祉推進員

が選定されているわけですので、このような役

割を担うべきと思いますが、市はどのように考

えているのでしょうか。そして、健康福祉推進

員の地域間の活動に関しての共通の認識は図ら

れているのでしょうか。活動の基本的なマニュ

アルも必要とされると思います。それがもし存

在するのであればその内容を、そしてもしなけ

れば今後どのような検討がなされるのかをお伺

いいたします。 

  以上で壇上からの質問とさせていただきます。
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御清聴に深く感謝申し上げます。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、伊藤市議の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  初めに、高齢者へのわかりやすい応対につい

てということでありますが、議員御指摘のとお

りひとり暮らしの世帯がふえていること、高齢

者のみの世帯が増加傾向にあることから、状況

に応じた情報提供や周知が必要になると思って

おります。 

  高齢者の相談内容は、雪の問題、福祉や税金

の制度など多岐にわたっており、税金の制度な

どは毎年の制度改正で複雑になっているものも

あります。広報紙などでは、図表の掲載や一部

文字を大きくするなど見やすく、また理解しや

すくするための工夫を行っているものの、複雑

な制度や多岐にわたる課題について全て網羅す

ることは難しいというのも事実であります。 

  窓口や電話で相談があった場合についても、

わかりやすく丁寧な説明は非常に大切であると

考えております。 

  市では、高齢者の気持ちを理解し、接し方を

学ぶために、神室荘での実地研修を行っていま

すが、受講者からは改めて優しさや思いやりの

大切さを気づかされたなどの感想が寄せられて

おります。接遇研修も毎年複数回実施しており、

このような研修などを通じ、わかりやすい説明

や場合によっては方言を使うなどの心の通う接

遇を目指しているところであります。 

  今後におきましても、高齢者を初め市民の皆

さんが相談しやすい環境整備、わかりやすい行

政情報の提供などに努めてまいりたいと考えて

おります。 

  次に、高齢者の社会参画支援についての御質

問でございますが、現在高齢者の社会参画のあ

り方としては、老人クラブへの参加やボランテ

ィア活動への参加が代表的なもの、また同じ仲

間やサークルといったことが社会参画になって

いるのかなというふうに思っています。 

  老人クラブ活動につきましては、会員みずか

ら健康を維持し、生きがいを高め、奉仕などの

社会活動を通じて地域を豊かにする活動として

展開されてきました。しかし、高齢者人口は

年々増加しているにもかかわらず、近年は全国

的にクラブ数や会員数が減少しております。こ

の減少の要因としては、比較的若い高齢者の

方々は、自身の趣味活動や新しい自分づくり、

長年培ってきた技術の向上といった生涯学習に

取り組む方が多く見受けられ、高齢者の生活様

式が多様化していることが挙げられております。 

  市としては、これらの状況に鑑み、老人クラ

ブ活動も含めて、高齢者みずからが自分のニー

ズに合った活動を見つけることができるよう情

報提供に努めていきたいと考えております。 

  ボランティア活動の面では、高齢者の介護予

防の観点から社会参加、社会的役割を持つこと

が生きがいや介護予防につながることが指摘さ

れております。ボランティアポイント制を導入

して、介護現場での高齢者の参加を勧めている

先進地での取り組みなども研究しながら、高齢

者が元気で生きがいを持てる仕組みづくりを目

指してまいります。 

  就労支援に関しましては、超高齢長寿社会が

進む中、現在の高齢者は過去よりも若返ってお

り、そのうち日本の高齢者は世界的にも高い就

労意欲があるとの調査結果が出ております。高

齢者は、経験、能力を活用できる貴重な労働力

としても期待されております。新庄市は、高齢

者の就労支援の場として公益法人シルバー人材

センターへの参加をお願いしております。 

  高齢者への就労支援は、若年層の就労機会の

確保と相反する難しい側面もございますが、今

後ともシルバー人材センター、また関係機関と

連携しながら進めてまいりたいと考えておりま
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す。 

  次に、地域リーダー講座に関する御質問であ

りますが、地域リーダー講座はこれからの地域

づくりを担うリーダーの育成と地域づくりの機

運の醸成を目的として今年度から実施したもの

であります。 

  講座は、ワークショップ形式の参加者が地域

の課題や現状認識の共有化を図りながら、課題

解決策を見出し、その実施に向けて計画を練っ

ていくという内容であります。第１回目となる

今年度のテーマには、地域づくりにおいて重要

である地域住民の健康づくりを設定し、６月か

ら９月までに全４回の日程で実施しました。そ

の結果、区長や健康福祉推進員などの地区役員

や老人クラブ代表者を中心に延べ138名の方に

参加していただきました。 

  講座実施後に参加者に対して行ったアンケー

ト調査の結果、講座で考え学んだことを自身の

生活や地域活動に生かせそうだと答えた方の割

合が９割以上に上り、情報共有、交流の場とし

てだけでなく、地域住民の健康づくりに関して

みずからが率先して取り組む必要があるという

意識の発揚が図られたなど、初年度としては相

応の成果があったものと考えております。 

  また、来年度の地域リーダー講座も引き続き

地域住民の健康づくりをテーマに実施する予定

でありますが、講座内容がやや難しかったり、

各地域での具体的な活動に結びつけにくいとい

った今年度の反省を踏まえ、ワークショップだ

けでなく先進地研修や模擬地域活動など体験学

習を取り入れるなど、参加者がより理解しやす

く地域活動へ結びつけやすいような工夫を考え

ております。 

  さらに、参加対象については誰でも自由に申

し込めるようにするなどの検討を加え、これか

らの地域リーダーとなる人材の発掘、育成を図

ってまいりたいと考えております。 

  また、平成26年度からは総合政策課と健康課

が連携し、健康づくり推進モデル地区の取り組

みを実施いたします。これは、モデル地区を選

定し、健康づくりの意識向上及び生活習慣改善

のための健康教室の定期的な開催や健診受診の

勧奨などを重点的に実施することで健康づくり

の推進を図っていくというもので、２年間継続

して実施し、効果検証を行っていくこととして

おります。 

  今後も関係課と連携を図りながら、より効果

的な地域リーダー講座の実施に向けて取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。 

  次に、健康福祉推進員に関する質問でありま

すが、健康福祉推進員は現在150の町内で選出

してきていただいており、地域の健康福祉活動

推進のためのリーダー役をお願いしております。 

  具体的には、市の健康福祉事業の情報を地域

へ提供していただき、健康教室や健康づくり講

演会への参加の声がけなどをお願いします。健

康福祉に関する相談などが必要な場合は、担当

の民生委員につなぐ役割もお願いしております。

近年は、これらに加え、推進員対象の研修会と

推進員から要請を受けた地域で健康教室を開催

しており、来年度からは先ほどの健康づくり推

進モデル地区の事業にも取り組みます。 

  しかし、このように活動いただいている地域

がある一方で、推進員の未選出地区の存在や推

進員を選出していても推進員の活動に対する認

識が浅い地域など、それぞれの地域で大きな差

があるのが現状であります。 

  今後、地域の健康づくりや要支援者の見守り

を進めるためには、推進員の活動をイメージ化、

共通化と未選出地区の解消が課題と考えており

ます。推進員の役割についても、現在の広範囲

な取り組みから健康増進に重点を置いた具体的

な取り組みを推進員にお願いする形で進めてい

きたいと考えております。 

  推進員の選出に当たっては、推進員が活動し

やすい体制づくりを地域に働きかけるとともに、
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推進員の活動状況についてモデル事業の取り組

み状況などもあわせ、市から積極的に情報提供

を行ってまいりたいというふうに考えています。 

  伊藤市議の御質問の１番から４番までお答え

させていただきましたが、市内における地域に

大きい格差が生じているということを我々も痛

感しているところであります。その格差によっ

て、その地域の高齢者をひとり暮らしあるいは

孤立しているという方々をなくしたいと、また

健康寿命を延ばしていきたいというようなこと

で、テーマを絞って地域リーダー講座を今進め

ているところであります。それらを改善しなが

ら、本当に健康長寿な地域づくりに進めていき

たいというふうに思います。 

  来年は、そのために、先ほど申し上げました

が、モデル地域を選考し、それらを横に広げて

いく活動を進めてまいりたいというふうに考え

ております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 丁寧な答弁をいただき

まして、私も新庄市としても高齢者のために実

に頑張っているのだなということを感じまして、

ありがたいとさえ感じます。丁寧な回答をいた

だいたのですけれども、二、三、私のほうから

具体的な、少し細かいところを絡めながら、再

度お伺いいたします。 

  まず最初に、職員の研修ですけれども、市で

一生懸命やっているのはわかります。神室荘の

研修とかいろいろな内容のことをやっています

けれども、それでもやはり高齢世帯というのは

人数がふえていて、年齢層が厚くなれば問題と

いうのも顕在化してきます。その中で、この研

修の内容ですけれども、神室荘に行ったり、も

しくはいろいろな関係機関の連携はあるのです

けれども、よく介護職員で行う研修の中には事

例検討とか意見交換会、そういう１対多数では

なく、本当に大多数でグループワークのような

ものが開催されて、共通認識というものを持つ

のに効果を上げています。市では、このような

研修の形態は、今後はお考えではないでしょう

か。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 接遇に関する研修の内容につ

いての御提案だろうというふうに思いますが、

ただいま接遇に関する研修につきましては、新

規採用職員に関する研修、それとともに新規採

用職員以外については山形県の市町村職員研修

所というところがございますが、そこへの派遣

研修などを重点的に行っています。 

  特に、県の派遣研修の中では、ただいま伊藤

市議がおっしゃられたようなグループワークに

よる研修もございまして、その中には当然接遇

研修という項目も入ってございますので、そう

いったところでの研修が出てまいります。 

  そこへの研修を、そういったいろんな研修機

会がございますので、今のところ私といたしま

してはそういった研修の機会を活用して、より

積極的に職員がそこに手を挙げて研修に参加す

るというふうな雰囲気づくりといいますか、そ

ういうふうな呼びかけをしてまいりたいという

ふうに考えているところでございます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 高齢者の方に関しては、

接遇のほかにも身体的な問題、そしてメンタル、

精神的な問題ですけれども、それに加えて日常

生活動作、それとコミュニケーション、不安と

か問題は多岐にわたってあります。そして、世

代間の問題もあります。例えば、高齢者自身が

自分の子供世代や孫世代、その方々との対応は

家族のつながりの関係でスムーズにできますけ

れども、その中間世代においては対応に行き詰

まるというのが高齢者自身の問題として挙げら
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れます。 

  そのほかにも、言葉。やはり、今の若い世代

の方は言葉はとても標準語に近いですけれども、

高齢者の方は古くから使っている言語というか

独特なものがありまして、これへの理解で、聞

き返されるのが嫌だから話はできない、そうい

うふうな悩みを持っている方もいるんです。で

すから、接遇のみだけではなく、もう少しコミ

ュニケーションのとり方にも問題は多岐にわた

るとあります。 

  その辺のところの、これは研修というよりも

職員間の中での学習とかそういう上司からの指

導というふうな形でもできると思いますので、

そこら辺は日常的にそういう指導というのは行

えないものでしょうか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 日常の接遇、それと高齢者に

対する待遇について研修という機会にとらわれ

ず日常的に学ぶ機会がないのかというふうなお

話だと思います。 

  もちろん、そういったところ、例えば新規採

用職員ですと、採用されてから半年間、フレッ

シュマンサポーター制度という制度を市のほう

では持ってございます。これは、６カ月間の間、

先輩職員が新人職員に対して業務のほか、業務

は当然ですが、業務のほかいろんな新人が抱え

る悩みに対する相談相手になってくれたり、も

しくは接遇上の問題点があればそういった注意

もしたりというふうなそういった制度がござい

ます。当然、これまでもそういったことでフレ

ッシュマンサポーターが、新人もしくは若手職

員に対していろいろ指導してこれまで来ている

のも事実でございます。 

  それから、先ほどなかなか言葉が、標準語に

近くてお年寄りには親しみづらくて、なかなか

聞き返せないというふうなお話でございます。

先ほど市長の答弁のほうにもありましたけれど

も、特に高齢者の方に対しては、場合によって

は方言でお話ししたほうがよろしい場合もござ

いますので、中堅職以上の職員になりますと当

然そういった機転をきかすわけですので、そう

いったことが若手職員にも伝わるように、フレ

ッシュマンサポーター制度などを通じて周知し

てまいりたいというふうに思っています。以上

でございます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） よくわかりました。こ

の件は、社会的弱者と言われる高齢者の方の保

護のみならず、職員の方が、やはり高齢者にと

っても攻撃的な言葉を言う方もおられますので、

そういう方々に対することで仕事に対して職員

自身が自信を喪失したり、鬱病になったり、そ

ういうことを防ぐというセキュリティーのこと

でもありますので、職員の研修とか高齢者への

対応の充実はぜひともこれからもお願いしたい

と思います。 

  それでは、続きまして高齢者の社会参画につ

いてお伺いします。 

  今、市長答弁の内容でよくわかったのですけ

れども、これは意見になるかもしれませんけれ

ども、例えば市が所有している駅前のアビエス

とか公共施設、文化会館などが例えられるので

すが、その環境整備のために高齢者を雇用でき

ないものかお伺いいたします。 

  観光客が新庄市に訪れた場合に、もう少し褒

められるような環境、美しい環境のところに招

き入れたいというのは市民皆さん思うことで、

ただあのような外観に関する管理というのはボ

ランティアやシルバー人材センターが定期的に

行うというのは少し無理があると思います。や

っぱり、植樹や雑草の除去などは通年にわたっ

て行うのが好ましいと思います。 

  そこで、市の管理の土地ですので、市が雇用

というものを創生できないのか、意見として絡
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めながらお伺いいたします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

高齢者の就労支援にかかわって、市の施設に関

して、いわゆる維持管理部分になるかと思われ

ますが、雇用を検討できないかというふうな御

意見なり御質問でございます。 

  現在、高齢者をめぐる労働状況としては、現

在定年制の延長が昨年の４月から図られまして、

経過措置もございますが、65歳まで働くという

ふうな社会になりつつあります。それから、県

のほうでもそれらを踏まえまして、高齢者のい

わゆる就労確保につきましては、原則70歳まで

働けるような事業所をつくっていきたいという

ふうなことで、山形県の長寿安心プランの中で

は高齢者の就労支援の中、方策として一つの項

目も立てております。 

  ただ、現実としてその方策がどうかという部

分につきましては、やはり一つの項目としては

現在のシルバー人材センターに基本的に集中し

ながら対応していくというふうな考えでござい

ます。現在、市の施設におきましてもシルバー

人材センター、先ほどのお話もありましたよう

に、ボランティアを活用しながらやっていくと

いうふうな状況でございます。 

  ですから、いわゆる就労支援という形で現在

市の施設に高齢者をお願いするという形につき

ましては、そういう労働環境の部分もございま

して、先ほどの若年層の雇用の問題も当然かか

わってまいりますので、現状としては、やはり

今のところの進め方としては現行の取り扱いを

進めていくのが、現況では適切ではないかとい

うふうには思っております。 

  ただし、先ほど申しましたように雇用年齢の

延長、それから例えば70歳まで働くような環境

をつくりたいというふうなことにつきましては、

やはり市で提供する部分の可能な部分につきま

しては、そういう検討を図る必要が出てくるの

かなというふうには思っております。以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 前向きな答弁をいただ

きましたような気がしますけれども、高齢化の

加速のほうが就労先の確保を上回っているよう

な気がします。そこで自分の技術を活用したい、

時間を有効に使いたい、その中で市のために何

かをしたい、就労に限らずそういう公共施設の

外観の整備とかそれから内装、あと病院のボラ

ンティアですか、そういう声が聞こえる中で、

どこに相談したらいいのかわからない、何をし

たらいいのかわからない。何かこういうボラン

ティアセンターとかというのは、社会福祉協議

会にあるんですけれども、そこにも窓口がはっ

きりしないような声も事実聞こえます。 

  その中で私が聞いているのは、具体的にこう

いう、先ほど申し上げたような公共設備の外観

の整備とかは、そういうより具体的なものがな

いのかということです。事実、余暇を持て余し

ている、そういうふうな方がいる中で、この方

が高齢になるとどんどんひきこもりになったり

する可能性が高いという現実もあります。その

中で、今からそういう整備を急ぐべきと考えま

すけれども、その辺のことはどのようにお考え

でしょうか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 高齢者の

いわゆる生活をどのように考えるかというふう

な御質問にも相当するかと思われますが、先ほ

ど余暇を持て余すという表現ございましたが、

大変ちょっと私ども言いづらい言葉なんですが、
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実際やはり何をしていいかわからないという方

は中にはいらっしゃいます。ただ、その反面、

自分たちでいろんなサークルをつくったり、さ

らにはボランティアにお願いしたり活動してい

る方もいらっしゃるという状況は、現状として

あるかと思われます。 

  ということもありますので、現状として我々

サイド、成人福祉課サイドの考え方としては、

そういう方につきましていわゆる生きがいをど

ういうふうに確保していくかというふうなとこ

ろが非常に重要かと思われます。 

  先ほど市長答弁にもございましたように、先

進地では既に介護関連の分野でございますが、

介護ボランティアポイントの制度を活用しなが

ら、名称はいろいろございますけれども、その

中で自分も介護予防を図りながらいわゆる社会

に貢献していくと。その介護施設関連が非常に

多いんですが、ほかの市の例を見ますと学校の

いわゆる通学児童の見守りとかいろんな多岐の

分野にもわたっているケースもございますので、

そういういろんな活動分野を広げながら御活躍

いただければというふうには思っております。 

  ですから、先進地の例も検討させていただき

ながら、実際将来の介護保険制度の改革の中で

はそういう介護ボランティア的なものを重視し

ながら進めていきたいというふうな制度改革の

中身になっているようでございますので、早目

に対応していきたいというふうには考えており

ます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 前向きにお願いします。

積極的な方は、こういうサークルをやっている

とか目に見えやすいんですけれども、引きこも

っている方の情報というのはなかなか得ること

ができませんので、そういう方たちの見えない

思いや聞こえない声をぜひともすくい上げてほ

しいと思います。 

  順不同になりますが、健康推進員についても

お伺いいたします。 

  今、150地域で活動していますけれども、今

年まで地域より市にどの報告がなされたのでし

ょうか。例えば、地域においての健康問題にか

かわっているというそういう役職の方ですので、

その内容、その件数や市が行った対応とか改善

されたようなことをわかる範囲で結構ですので、

その報告の内容をお伺いいたします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 健康福祉

推進員からの市に対しての情報提供なり活動状

況の報告ということでの御質問でございますが、

現在新庄市としては研修を年１回行っておりま

して、その中で市の事業報告なり今年度の課題

等を御報告しながら、１年の活動をお願いした

いというふうな研修会はまず開催しております。 

  それを受けまして、健康教室いわゆる出前講

座の実施ということで、これは健康課サイドに

なりますが、各地域で御検討をいただいて、希

望を募りながら健康教室も開催させていただい

ているというところでございます。これも何カ

所か、ちょっと数は今あれですけれども実施し

ていると。 

  それから、介護予防の観点から、我々成人福

祉課のほうで地域ふれあいサロンというものを

お願いしております。これにつきましては、65

歳以上の方を中心に介護予防なり、今はレクリ

エーションも含めて活動していただいておりま

すが、この中に民生委員そして健康福祉推進員

を中心としながら、現在も24地域でおおむね

300名近くの方が毎月、教室いわゆるサロンを

開いていただいているという形になります。 

  ですから、健康推進員自体の活動としては、

いわゆる研修に参加することがまず第１点でご
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ざいますが、いわゆる派生的な活動としては健

康教室の開催と、それから今私が申し上げまし

た地域ふれあいサロンの開催に一緒に参加して

いただいて交流を深めていただいているという

状況でございます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 先ほど私は壇上でも申

し上げましたが、健康推進員の活動というのは

本来であればそういう情報提供ではなく、地域

でじかに自分が活動するものではないかと思わ

れたんです。そういうふうに思った原因という

のが、地域リーダー講座でした。 

  ですから、地域リーダー講座にこの方たちが

入ることで、その地域のリーダーとなるのかと

私は講座に参加して思ったのですけれども、今

150名いるとおっしゃいましたけれども、では

地域リーダー講座でリーダーを養成するのは、

この健康福祉推進員と業務は全く別だと捉えて

よろしいんでしょうか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 健康福祉

推進員の任務につきましては、先ほど説明した

平成６年当時に健康福祉都市宣言を行いまして、

その中で健康福祉推進員の役割というのを一つ

選定しておりました。先ほど市長答弁にありま

したように、地域の健康づくりとそれから民生

委員の役割の補佐という部分ございました。 

  ただ、それが長年経過していくうちに、役割

がちょっと不明になっているというのは一つあ

ったかと思います。ですから、今回地域づくり

リーダー講座もございますし、健康課のほうで

もモデル地域を選定しながら、結局的に健康づ

くりを進めていきたいという流れになってまい

りました。という中で、やはり健康福祉推進員

の役割としてはいろんな多岐にわたるものより

もそういう健康づくりに一定程度集約させなが

ら、役割を明確にさせていきたいというところ

でございます。 

  ですから、今回はモデルということで当然健

康福祉推進員、当該地域ではかかわることにな

るかと思われますが、こういうふうないろんな

情報を健康福祉推進員に広めながら、同じよう

なものを各地域に広めていきたいという一つの

手法を26年度の中では考えていきたいというふ

うに思っております。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 内容自体はわかりまし

た。 

  それでは、リーダー講座についてお伺いいた

します。 

  今後も同じような講座を開講して、市報の情

報から受け取る感じですと人数の拡大をまずす

るような、そういうふうに解釈されるような部

分があるんですけれども、今福祉事務所長から

伺ったことと関連しまして、このリーダー講座

の人数を拡大して、その後はどのように認識し

ているんですか。 

  私にしてみれば、150人いる健康福祉推進員

をそんなに積極的に活用しているようには思え

なかったんです。そこで、この方々も参加対象

にはなっておりましたけれども、人数をふやす

ことで、言い方は悪いかもしれませんけれども、

広く浅くは結構なんですけれども、その奧に一

歩踏み込んだようなところがいまいちなような

感じがするんです。そこで、もう少し詳しくリ

ーダー講座のかかわりについてお伺いします。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 伊藤議員には、リーダー

講座を初めて開催した中で４回のうち３回は丸

ごと全部出席していただきました。つぶさに見
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ていただいた中での御質問ですので、非常に重

く受けとめてございますが、この講座の狙いは

先ほど小関議員からもありましたけれども、地

域をつくっていく上での定住を図るというふう

なことにも資するものであるというふうに思っ

ております。 

  地域を守るということでリーダー講座と、地

域住民を守っていくということで健康づくりと

いうことで、第一義として持ってきた初年度で

ございましたが、リーダーとなる方々が、ある

いは今までリーダーとして地域を引っ張ってき

た方々をモデルとして、まず１回目としては参

加者を募っていったというふうなことですので、

少しずつそれは地域地域でリーダーのありよう

というのは違うかと思いますので、１年度目と

は違ったような形で裾野を少し広げていくのは

自然のことなのかなというふうに思います。 

  先ほども言いましたように、地域住民を守っ

ていくあるいは地域を守っていくことにつなが

っていくというようなことを狙いとしています

ので、同じようなところだけに特化していけば

これは裾野も広がりませんので、意識のある、

やる気のあるところについて手を挙げてもらい

たい、あるいはその意識を強めてもらいたいと

いうことで、一般的な形で啓発も図っていくと

いうこともあわせてですけれども、リーダー講

座については手を挙げてもらうことを多くして

もらいたいがために、また受け皿としても拡充

していかなきゃいけないのであろうというよう

な基本的な姿勢はあります。 

  もう一方で、やはり一歩踏み出さなければい

けないのであろうというふうなことで、今年度

上半期に事業自体は終了いたしました。その後、

予算編成までの数カ月間の間でさまざま、検証

を含めながら評価も行いました。参加者の中に

おいては、非常に有意義であって、なぜ有意義

かといえば健康づくりは非常に大事なんだと、

地域に持ち帰りたいなというような意識が非常

に機運として出てきたんじゃないかと。それが、

もっともっと広げていかなきゃならないのがこ

の講座の目的であろうと。 

  したがって、それの裾野を広げると同時に、

一部地域に帰ってはやれそうだなと９割の方々

がアンケートで答えておりましたが、なかなか

その一歩がその地域一様なものですから、さま

ざまその地域に帰って住民の方々の顔が浮かん

できますと、どのような形で具体化して入って

いけばよろしいのかわからない、そういうよう

なことを踏まえた中で、まずは健康課のほうと

タッグを組みながら、今回その講座の中で非常

に意識の高い地域を選抜させてもらって、そこ

の地域もモデルとなることによって次につなが

る学習ができるでしょうし、26年度分の地域リ

ーダー講座もその地域を視察させてもらって、

さらに帰ってきた中でワークショップでまた議

論もしてもらうというようなことも含めて、進

めてまいるというようなことが一つ内容として

ありますので、健康福祉推進員が先ほどからあ

りようを求められておりますが、創設当初から

一生懸命やっていらっしゃる地域もありますか

ら、ですから地域地域で健康推進員のあり方と

いうのはこの歴史の中でさまざま変容している

と思います。 

  ですから、今、整理をかけて、今までやって

きているところはやってきているなりに伸ばし

てもらうというようなことも必要でしょうし、

整理した中で新たな役割づけというようなもの

で、地域の中での位置づけというようなものも

リーダーの一員として活躍する立ち位置もつく

られていく、こういうふうに思います。 

  ですから、リーダーは一様ではないというよ

うな考え方のもとに、健康福祉推進員もその一

翼を担うんだというようなことを思っておりま

す。 

  事業を推進するに当たり、相手があることで

もございますので非常に見えない形ではあるん



- 69 - 

ですが、地域に帰ってまず住民の健康を守って

いくというようなスタンスは、これ変えないで

いきたいと思いますので、一歩踏み出す具現策

も含めながら、中には社会教育課のほうのスポ

ーツ推進員なんかの座学なんかも、ワークショ

ップなんかも含めて考えてまいるというふうな

ことでございますので、一歩踏み出すのととも

にあわせて２年度目はやっていきたいというふ

うに思っています。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 意欲は十分伝わりまし

たので、期待しております。意識づくりはとて

も大事ですけれども、やはり先ほどのお答えの

中で地域差があるというのもとても問題だとあ

りますので、その辺の解消も含めながら今後も

一歩でも二歩でも進んでほしいと思います。ど

うもありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時４７分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  午後より代表監査委員高山孝治君より欠席届

が出ております。 

 

 

平向岩雄議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、平向岩雄君。 

   （９番平向岩雄議員登壇）（拍手） 

９ 番（平向岩雄議員） 市民公明クラブの平向

です。よろしくお願いを申し上げます。 

  早速ですが、通告の順に質問をさせていただ

きます。 

  減反政策や米価の低迷で本市の基幹産業であ

ります農業が大きな打撃を受け、農家経済の先

行きが憂慮される現況に鑑み、１番目に持続可

能な地域農業の実現を目指してについてであり

ます。 

  １点は、農業経営の複合化の推進についてで

ありますが、本市の第４次の振興計画では複合

化で生産から加工、販売まで組み合わせた多角

的な経営を進めようとしております。この複合

経営についての県内の動向でありますが、第59

次山形農林水産統計年報によりますと、気候風

土にも関係しますが、本市の複合化は率にいた

しましてわずかの16.6％で、県内13市中最低の

ほうであります。 

  一方、本市の水稲依存度を見ますと、農産物

の販売のあった農家が1,429戸中稲作の占める

戸数は1,131戸で、率にいたしまして79.1％で

あります。これは、複合化と反対の県内13市中

稲作依存度がトップで、県内35市町村では７番

目、最上地区におきましては８市町村でありま

すが、舟形、戸沢村に次いで３番目という現況

であります。 

  特に、昨今は減反規模の拡大や米価の下落で

農家経済の厳しさが拡大する一方に歯どめのか

からないことは御承知のとおりでありますが、

振興計画の基本目標でありますように農業所得

の向上を目指し、やりがいのある、そして若者

が定着する農業を確立するため、農協などと連

携を図りながら農業生産の複合化を計画的に積

極性のある推進とその支援が重要と考えるので

あります。本市における複合化の将来展望と推

進方策についてまずお伺いいたします。 

  ２点は、新たな水田農業政策に対応する特別

対策室の設置についてであります。 

  産米増産期から生産調整期に入るころ、日本

農業の曲がり角と言われたものでありますが、

今度は新たな水田農業政策という過去に例を見

ない、以前にも増して大きな曲がり角の試練を
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余儀なくされて、本市農業の先行きが憂慮され

ます。 

  特に、本市の農業が水稲単作の依存度が高い

からでありまして、これまででさえ本市農業の

衰退は目に余るものがあります。統計によりま

すと、1990年、本市における農産物の販売農家

戸数2,149戸が2012年には1,429戸、差し引き

720戸、率にして37％が減少しているのであり

ます。加えて、農業産出額にしましてもピーク

時の106億9,000万円から、古いデータでござい

ますが、平成11年には68億4,000万円の減少の

一途をたどっているのであります。 

  このような観点から、本市の活性化には基幹

産業である農業の更生こそがもっとも優先課題

であると考えます。新たな水田農業政策では、

農地中間管理機構による担い手への農地利用の

集積あるいは集約の加速化を初めとする難題、

加えて新たな水田農業政策の対応など攻めの政

策から外れたものばかりのような気がしてなり

ません。これら政策の追考は避けて通れないこ

とで、これまで以上に地域の活性化を図るため

に攻めの政策がぜひ必要であると考えます。 

  政策実現のため特別対策室を設置して対応す

べきと考えますが、市長の御所見をお伺いいた

します。 

  ３点は、農業の担い手対策についてでありま

す。 

  本市の生産物販売農家数は、統計によります

と平成24年には1,445戸であり、その農家に65

歳未満の農業専従者がいる戸数は625戸、率に

いたしまして43.3％、専従者がいない戸数が

820戸、率にして56.7％で、年齢構成でも65歳

以上が49％を占めている状況であります。県内

全体を見ましても高齢化が進んでおりますこの

ことについて、国でも将来の日本農業を支える

人材確保を目指し、就農者を対象に就農前研修

と就農後にも給付金を支出して新規就農者を総

合的に支援する事業を展開したのに関連いたし

まして、山形県でも総合的な支援体制を構築し、

平成28年を目標年次といたしまして300人を支

出目標に、Ｕターン就農や農業への新規参入な

ど担い手育成を推進しておりますことは御承知

のとおりであります。 

  本市における統計上の専業農家が209戸であ

りますが、その中で男子生産年齢人口がいない

農家が64戸あります。担い手対策については、

本市なりの対策はとってこられたと思いますが、

対策の成果と今後の推進方策についてお伺いい

たします。 

  ２番目は、農業の６次産業化の推進について

であります。 

  １点は、６次産業化の本市の取り組みの現況

と課題についてでありますが、地域農業の再生

を後押しする農業の６次産業化推進法が制定さ

れ、それに伴う助成推進処置などが講じられて

以来、山形県内でも農家民宿、農家レストラン、

農産加工、農産物の直売所などでそれなりの成

果を上げております。 

  農林水産統計によりますと、平成22年に県内

で農産加工や農産物直売所等の実績が71億

8,800万円となっております。このほか農家レ

ストランや観光農園の実績でも13億3,200万円

で、農商工連携を含む６次産業化の動きは加速

しているものと考えられます。 

  山形県では、知事を本部長として山形第６次

産業化戦略推進本部を発足し、取り組みに本腰

を入れていると理解しております。本市の取り

組みの現状と課題についてお伺いをいたします。 

  ２点は、第６次産業化に関連いたしまして、

商工業者が連携を図り推進をすることについて

であります。 

  鶴岡市の出羽商工会が、第６次産業化を推進

するため目的別の研究会を設立いたしまして、

地域活性化には農業に活力を取り戻すことが欠

かせないという観点から、農業者と商工業者が

交流いたしまして連携を図り、新商品の開発研
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究会を発足させまして、農業が雇用を生み出す

姿を目指しているという新聞記事がありました。

６次産業化の国、県の施策を活用いたしまして、

所得確保に積極的に取り組むべきと考えますが、

市長の御所見をお伺いいたします。 

  ３番目は、米の消費拡大に関する条例の制定

についてであります。 

  新たな水田農業政策は、気候などの変動にも

よりまして食糧危機の可能性を背景に、飼料用

米などへの転換で水田を維持していくというも

ので、本市農業のように稲作依存度の高い地域

には経済的に大変な影響が必至であると考えま

す。米の消費人口はもちろんのこと、１人当た

りの消費量も減少している時世にあって、米産

地として１人当たりの消費量を以前に戻すこと

が大きな課題であると思います。 

  昨今、地域産品の消費拡大を期待し、消費拡

大条例を制定する自治体が全国で相次いでおり

ますことは御承知のとおりであります。北海道

の富良野市ではワインでの乾杯条例、それから

京都市では京都市の清酒の普及の促進に関する

条例、最近も山形県議会でも県産の清酒で乾杯

をする条例を制定しているというふうなことで

ございますが、中には酪農地帯にあっては牛乳

での乾杯条例などというふうなことで、非常に

多岐にわたって条例を制定いたしまして消費量

の拡大推進に努めておりますことは、まことに

当を得た施策であろうと考えているところであ

ります。 

  本市におきましても、食糧安保と農家所得の

確保を両立させる策として米の消費拡大条例を

制定いたしまして全国に発信すべきと考えます

が、市長の御所見をお伺いいたします。 

  最後に、老人クラブの育成に対する支援につ

いてであります。老人クラブの育成支援に関し

ましては、以前にも一般質問を行いましたが、

減少の一途をたどってやまない老人クラブであ

りますので、再度質問するものであります。 

  老人クラブの必要性は、申し上げるまでもあ

りませんが、高齢化が進み、介護予防や高齢者

同士が支え合う組織として期待を持てるところ

はもちろんでありますが、高齢化が進み医療が

かさむ時世にあって、その予防対策の一環とし

ても地域に根差した活動を続けていく大切な存

在であることは御理解いただけると思います。 

  しかし、高齢者の増加に反比例して老人クラ

ブ数や会員数が減少傾向にあり、本市老人クラ

ブ加入率はわずか7.4％であります。金山町で

は、60歳以上の人口がこの１月末現在で2,463

人で、老人クラブの会員数が811人、その加入

率は本市の４倍以上の32.9％であり、社会福祉

協議会に事務所を配置いたしまして運営に当た

っているということであります。 

  老人クラブは自主的な組織であるといえども、

元気な高齢者が生きがいを持って生活し、知識

や経験を十分生かせる環境をつくるなど、地域

の中で高齢者をともに支えていくシステムづく

りの一環として、老人クラブの育成に行政が事

務局体制を含めて助成金などでも一層の支援が

必要と考えますが、市長の御所見をお伺いしま

して、壇上からの質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、平向議員の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  初めに、農業経営の複合化の推進についてと

いうことでありますが、本市の稲作への依存度

が高く、減反政策の拡大や米価の下落などによ

り受ける影響が大きく、また多くの農家の生産

意欲の減退を招くなど農家経済は非常に厳しい

状況に直面していると捉えております。 

  こうした現状の中、本市の主要な作物である

水田農業の担い手を育成するため、より効率的

で計画的な米づくりができるよう農地の利用集
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積を加速化しつつ、施設野菜や園芸、畜産農業

の導入など農業経営の複合化により農業収入の

向上と経営の安定が図られるよう推進していく

べきと御指摘のとおり考えております。 

  複合化の推進につきましては、ブランド化し

つつあるネギ、ニラ、アスパラガス、里芋、ウ

ルイ、タラノメ、ミツバ、トルコギキョウなど

ＪＡと協議して決定したこれら振興作物の生産

に関する機械や施設等の導入について、県の補

助とあわせて事業費が、半分が助成されるよう

市の独自かさ上げ補助を行い、生産拡大に努め

ております。 

  今後も引き続きＪＡと連携し、生産者の要望

等を把握しながら支援していきたいと考えてお

ります。 

  次に、持続可能な地域農業の実現をというふ

うなことで特別対策室の設置についてまで御提

案いただいておりますが、先般、全員協議会に

おいて国が進めようとしている農地中間管理機

構の創設や経営所得安定対策の見直しなどの農

政改革について御説明させていただいたところ

でございますが、詳細な部分につきましては現

在も検討されている最中とも言える状況であり、

いまだ見えない部分が多々ある状況でございま

す。 

  国策での改革ではあるものの、いかような状

況においても柔軟に、そして果敢に挑戦できる

ような強い新庄の農業であってほしいと願うの

は私の思いでもございます。 

  議員御提案の特別対策室でございますが、農

地の利用、集積一つを取りましても、農地中間

管理機構の事業はこれまで行われてきた農地集

積の進め方よりも法的にもより強力な事業内容

となっており、経費削減や労力及び機械力の効

率性を高めるためにも農地の集約、利用調整は

不可欠なこととなります。また、経営所得安定

対策の見直しに係る直接的な農家の収入減にい

かに取り組むべきかなどなど、農業、農村政策

の変革は今まさに特別な思いで対応すべきと考

えております。 

  しかしながら、市役所内における組織の中で

新たな設置をしての対応となれば、現時点では

非常に厳しいと申し上げざるを得ません。状況

は、今回の農政改革にとどまらず、現在交渉中

のＴＰＰの行方次第ではさらなる変革を伴うこ

とが予想されるところであり、特に国は５年後

には米の生産数量目標の配分を行わないとされ

ており、これらを見据えた対応の検討準備には

早急に取りかからなければならないと認識して

おります。 

  このため、農業関係団体などから成る新庄市

農業再生協議会や新庄市農業振興協議会におい

て連携協議を進めながら、特別対策室の設置に

ついては市役所において農林課を中心に６次産

業化も含めた関係各課、横断的なプロジェクト

チームで５年後を見据え検討を進めるよう指示

したいと考えております。 

  次に、本市の農業を担うべき者の育成確保に

ついては、本市農業振興計画において技術経営

にすぐれた意欲ある担い手を育成、確保するこ

とが極めて重要であると位置づけており、さま

ざまな対策を講じてまいったところでございま

す。 

  市独自の対策である若者園芸実践塾事業につ

きましては、平成７年度から10年間の第１期に

39名、平成22年度からの第２期に７名の卒塾生

を輩出し、本市農業の中核的リーダーあるいは

新規農業者として活躍いただいているところで

あります。 

  また、今年度より人・農地プランの青年就農

給付金事業に係る就農準備研修機関の認定を受

け、準備型の給付金受給も可能となりました。

今後もより効果的な農業人材育成のあり方を検

討しながら、新規就農者の増加につながるよう

図ってまいりたいと考えております。 

  さらに、平成24年度から始まりました人・農
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地プランでは、経営開始型による青年就農給付

金の給付を受けながら、稲作はもとよりネギや

トマト、サクランボなど多様な分野で若い新規

の農業者16名が農業経営を行っており、実践を

通して栽培技術の習得や地域特性を生かした複

合経営など所得の向上を目指し、研さんしてお

ります。 

  また、県の認定就農者制度の支援を受けなが

ら、45歳以上の新規就農者も徐々にではありま

すがふえつつある状況にございます。今後もこ

れらの制度をフルに活用し、若者や女性にとり

ましても積極的に取り組めるやりがいと魅力の

ある農業への参入、就農の支援と担い手の育成

を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、農業の６次産業化につきましては、所

得拡大や雇用の創出において非常に有効な手法

と考えております。現在の取り組みとしては、

６次産業化の事業コンサルタントを講師とし、

生産者を招いて特産品開発や事業化に向けた研

修会を開催したところであります。 

  また、地域イメージを印象づける農産物とし

て伝承野菜や新庄産の農産物の魅力を生かし、

地元はもとより大消費地からも求められる商品

の開発を進めるべく、関係課並びに県と協議を

重ねているところであります。事業支援につい

ても受けていくことにしております。 

  このような中、地域として推進する農産物の

商品化に向けていかにして生産者を取り組みや

すい形で誘導していくのか、またその商品を消

費者の目線で見ていかに魅力的なものにしてい

くか、このようなことを課題として捉えており

ます。今後、農商工、消費者、流通部門の関係

団体が連携し、専門家の助言、指導をいただき

ながら商品の開発から販路の開拓に至る６次産

業化を推進してまいります。 

  さらに、首都圏で生活経験のある地域おこし

協力隊を活用し、都会の目線での６次産業化の

推進、農家民宿、農村体験メニューの開拓など

について活動していただくよう進めてまいりま

す。 

  米の消費拡大の件でありますが、本市の農業

は稲作依存度が高く、また本市で収穫された米

は新庄地域だけでなく全国に誇れるものであり、

産米消費量の拡大は農業の振興と経済の活性化

に寄与するものと考えております。産米の消費

拡大について、まず新庄産の米のよさを周知し、

内外の皆さんに知ってもらうことが第一である

と考えます。 

  現在、策定中の新庄市食育・地産地消推進計

画において新庄産の農産物を食べて健康と元気

を維持し、地産地消によるまちづくりを推進し

ていこうということで計画しております。食育

と地産地消を一体的に進め、家庭や学校給食に

おいて地元の農産物を積極的に消費し、米に限

らず新庄産の農産物について市全体での普及、

促進に取り組んでいくと考えております。 

  御質問にございます産米の消費拡大に関する

条例の制定でありますが、議員の例示された他

市の条例制定の効果などありますが、また多く

の条例が議員提案であるということもあります

ので、ぜひ議員の皆さんにも検討していただき

たいというふうに思います。 

  最後に、老人クラブの育成に対する支援に関

する質問でありますが、新庄市の老人クラブの

状況は平成25年４月現在、クラブ数34、会員数

899名という加入状況であります。老人クラブ

は、健康、友愛、奉仕という３大運動を柱とし

て長年幅広く活動していただいております。市

としては、老人クラブに対しこれまで文化活動

やスポーツを通した生きがいづくりと健康づく

りに援助を行ってまいりましたが、近年の価値

観の多様化や高齢者の就業機会の増加、人間関

係の希薄化などにより新規加入者が少なく会員

が減少してきていること、さらには役員の担い

手が少ないことなどにより運営が困難になる老

人クラブも出てきており、新庄市では昨年２ク
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ラブが解散し、会員数も87名減少しております。 

  当面の老人クラブの組織強化に向けては、一

般の方に向けた情報の発信、魅力的な活動の新

設、積極的な新規会員の受け入れ、リーダーの

育成が課題であると考えております。 

  今後、市としては、加入促進や活性化を図る

ため他自治体の先進事例の運営方法などで助言

を行うとともに、広報の充実など会員の確保に

向けた取り組みを老人クラブ連合会と連携を図

りながら進めてまいりますが、老人クラブ自体

は地域を基盤とする高齢者の自主的な組織であ

りますので、自主性を考慮し会員のニーズに基

づきクラブ内で協議の上、事業を推進していき

たいと考えております。 

  先ほどの伊藤議員の質問にもございましたが、

地域リーダー養成講座もこうしたことの目的を

持って開催していることも、ぜひ御理解いただ

きたいというふうに思います。 

  壇上からの答弁は以上です。ありがとうござ

いました。 

９ 番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 

小嶋冨弥議長 平向岩雄君。 

９ 番（平向岩雄議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  それでは、まず第１点は農業経営の複合化の

推進についてでございますが、これは特別本市

ではネギとかニラに対する支援を行っていると

こういうふうなことでございますが、私の考え

るのはやはりある程度定着したものに対する支

援というふうなことよりも、新規の未来を見つ

めたそういう作目というふうなものを全国的に

探って、それを推進するというふうなのが非常

に大切になってくるんではないかというふうな

気持ちでいるわけですが、２月の28日でござい

ますが、ＮＨＫのクローズアップ東北、これで

新庄の物産館の津藤常務が東京でトップセール

スというふうなことでのテレビ、生放送がござ

いました。その内容は最上地域の伝承野菜や在

来野菜の売り込みというふうなことで、真室川

の「勘次郎胡瓜」を普及したいというふうなこ

とで商店のほうに出向いていって交渉している

状況でございましたが、そのときにその商店か

ら物は何ぼでも欲しいよと、普通のキュウリの

５倍の値段で取引させていただくよというふう

なことで、津藤常務がそれを受けて真室川に行

きまして、そして量産というふうなことを求め

ておったテレビの内容でございます。 

  さらに、これは津藤常務だけでなくて、今度

はほかに庄内の遊佐町の飼料米のことについて

でもあったわけなんですが、豚に米をやったと

ころが、その肉が非常に東京におきましては人

気がよくて売れ行きも伸びているとこういうふ

うなことで、飼料用米はこれから出てくるわけ

でございますけれども、こういうふうなことを

もろもろなこれまでになかったそういう新しい

時代に向けた開発というふうなことでの複合化

の推進というふうなことについて、これは計画

的に数値目標を立ててやるのが本来であると思

うんですが、その辺の具体的な内容についてを

お伺いいたします。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 ただいま、ＮＨＫのクローズ

アップ東北ということで私も見させていただき

ました。庄内の飼料米を食べた「こめ育ち豚」

というものと、それから真室川の伝承野菜のＰ

Ｒということで、津藤常務が首都圏の銀座等の

地元出身者のレストランを回ってのセールスと

いうふうなことで、非常に有効な策の一つとい

うふうには意識してございます。 

  やはり、複合化というふうに捉えたときに、

基本的には経営規模は家族経営というところが

視点になるのかなと思います。つまり、１年間

の農業、周年農業というふうに考えたときに、

その家族の労働力でいかに労力を分散しながら

周年、そこで農業生産を上げていくというふう
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なことで、そのために何ができるかというよう

なところのヒントとして、例えば今、例示のあ

った伝承野菜なんかは加工まで持っていけば非

常にいいものになるんではないかなというふう

に意識してございます。 

  また、一方では、やはりこれだけのただいま

御指摘あったように、米単作地帯であったこの

地域において、この水田をどういうふうにして

活用していくか、そこから生産を上げていくか

というところがやはりキーポイントになるんで

はないかというふうに思います。 

  全国的には、年間８万トンずつ米の消費が減

っていくというふうな中で、当市も約４割ほど

の生産調整が現在行われております。つまり、

４割の田んぼで何をしてどうやって所得を上げ

ていくか、このようなことでただいま議員御指

摘のとおりさまざまな作目について具体的な数

値目標を挙げて取り組む必要があるというふう

な御指摘いただきました。 

  この点については、これからの米単作地帯が

どういうふうにして農業経営をしていくかとい

うビジョンをつくっていく中で、やはり具体的

に品目ごとに数値目標を掲げながら推進してま

いりたいというふうに考えております。以上で

ございます。 

９ 番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 

小嶋冨弥議長 平向岩雄君。 

９ 番（平向岩雄議員） 普通の時代とは、昨今

は若干内容が違っているわけでございまして、

本市と減反というふうなそういう観点からいろ

いろものを考えるわけでございますけれども、

新規作目への生産の人材育成、それはただ単に

家庭菜園的なものでなくて、組織化というふう

なものが必要なんです。 

  これは、本来でございますと農協が主体にな

ってやるのが本来であるわけでございますが、

昨今の農協のあり方を見ますとどうもそのよう

には至っていない、我々が期待するようなこと

には至っていないというふうなことでございま

すので、これは行政といたしまして何らかの指

導的なひとつタクトをとっていただければなと

いうふうなことなんですが、農協との協議とか

いろんなそういうふうな経過について、全部で

なくても結構ですから、要点だけお知らせいた

だければと思います。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 初めに、先ほどの質問に対し

て補足させていただきたいんですが、やはり新

しい品目ということで、現在例えば例示をしま

すとラズベリーというものがございます。これ

は、試験場で開発した品種でございますけれど

も、現在36名の方がもう組織化して、これの生

食から加工販売までというふうな動きを加速し

ておりますので、この辺なんかはただいま御指

摘あった新品目への取り組みというふうなこと

の例の一つになるのかなと。 

  また、フキノトウということで「春音」とい

う品種が、これが冬場の山菜と似たような感じ

で、非常にいい単価がとれているというふうな

こともございます。そんなことで、新しい品種、

品目の取り組みも誘導しながら進めていきたい

というふうに考えてございます。 

  ただいまの御質問、ＪＡとの協議はどうして

いるんだというふうなお話でございますが、平

成25年の園芸関係の品目に、市のかさ上げをす

るときにこの地域でどの品目に照準を絞って推

進していくんだということの協議の中では、両

ＪＡとの話し合いの中でネギ、ニラ、アスパラ

等こういった９品目ほどあるんですが、この品

目についてとにかく面的に、量的に、販売額的

に推進していこうと。八方美人じゃないですけ

れども、やはりある程度的を絞って量的にもロ

ットをまとめていかないとやはりブランドづく

り、産地づくりというところもなかなか弱くな

りますので、そういったことで協議した経過が
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ございます。 

  また今後の予定としましては、ＪＡそれから

改良区等との話し合いをこれからして、今後の

この水田農業をどうしていくんだというふうな

ことから、その担い手の育成あるいは６次産業

化、これについての方向性の意見交換会という

ことも今後していきたいなというふうに予定し

てございます。以上でございます。 

９ 番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 

小嶋冨弥議長 平向岩雄君。 

９ 番（平向岩雄議員） それから、特別対策室

の設置についてでございますが、市長のお答え

は市独自の対策室は難しいとこういうふうなこ

とでございますが、これは市独自でなくても結

構だと思います。 

  合庁あたりとの連携による対策室でも結構だ

と思うんですが、かつて食糧増産のときには営

農指導連絡協議会というふうなものを農協、市

あるいは普及所が入りまして農作物の増産につ

いての対策を講じたものでございますが、昨今

の新しい農政対策につきましては非常にわかり

づらい、農家の人も理解のできないようなもの

が多々あるわけでございまして、本当に攻めの

農業、新庄市の農業をこうやっていくんだとい

うふうな、農家が自信の持てるような対策をす

るための一つの室をつくってはどうかとこうい

うふうなことでございますが、市単独では難し

いと言いましたけれども、市単独でなくても結

構ですので、こういうふうなものを本来必要と

思うか思わないかというふうなその見解をお伺

いしたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 かつてあった農業指導者関連

の営農指導連絡協議会、確かにございました。

現在は、先ほど市長のお話にもございましたよ

うに、新庄市農業振興協議会、この中に市内の

両ＪＡ、それから両土地改良区、農業委員会、

それから共済組合、それから農業技術普及課等

が入って、この地域の農業をどうやって振興し

ていくんだというふうな技術面、経営面を協議

している場がございます。 

  また、最上地域全体としては、最上地域農業

畜産振興協議会というものもございまして、こ

の協議会の中ではこの最上地域の農業を広域的

な農業振興をどうしていくかというふうなとこ

ろのビジョンを掲げて、具体的な数字を示しな

がら推進しているというふうなことでございま

すので、この辺の組織をさらに活用していきな

がら、協議をしていきながら進めてまいりたい

というふうに考えてございます。 

９ 番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 

小嶋冨弥議長 平向岩雄君。 

９ 番（平向岩雄議員） 次に、農業の担い手対

策でございますが、先ほどの説明あったわけで

ございますけれども、これは県のようにある程

度の数値目標を掲げて後継者づくりをやってい

くんだというふうなそういうものの考えはいか

がですか。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 昨年５月に制定されました新

庄市農業振興地域整備計画、この中で今後の担

い手をどうするかということで、10年後の担い

手の面積シェアが72％、そして担い手の数を経

営体全体で400経営体、うち認定農業者330戸、

生産組織70組織ということの数字を掲げて今後

農業振興をしていくというふうなことで目標を

持ってございます。１人当たりの年間農業所得

400万円程度、労働時間2,000時間程度というふ

うなことで、この数値を目標として今後進めて

まいりたいというふうに考えてございます。 

９ 番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 

小嶋冨弥議長 平向岩雄君。 

９ 番（平向岩雄議員） わかりました。 

  次に、農業の６次産業化の推進についてでご
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ざいますが、この６次産業の推進につきまして

はいろいろな組織が集まって連携を密にしてい

る、そしていろんな研究会を立ち上げていって

いるというふうな内容でございますが、本市の

場合この６次産業化への推進に取り組む意思、

先ほど市長から話あったわけでございますけれ

ども、現段階におきましての取り組みの状況な

どをお知らせいただきたいと思うんですが。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 ただいま、その農産加工に興

味のある方を招いて、またその６次産業のプロ

デューサーを講師としてお招きしまして、先ほ

ど市長からもお話ありましたように人材育成と

いう部分とどういうふうな商品開発をしていけ

ばいいのかというふうなことの講習会を開催し

ておりまして、現在受講者23名の方が年４回の

研修会を受講いただいたところです。以上です。 

９ 番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 

小嶋冨弥議長 平向岩雄君。 

９ 番（平向岩雄議員） この６次産業化の推進

については、農協などは参画しておりますか。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 まだ農商工関係者でこの６次

産業化を推進する組織を立ち上げるまでには至

らず、26年度の当初予算にもお願いしてござい

ますけれども、これから商工会議所、それから

物産協会、食品製造業者、料飲組合、それから

産直、観光協会、それから流通業者、生産者、

加工グループ、さらにはプロデューサーという

ことで、この方々で新庄市の推進していく委員

会を立ち上げて、この中でさまざまな素材の洗

い出しからレシピの洗い出し、さらには加工を

やりたいという人の洗い出しをしながら、都会

の目線でこの地域にあるものをいかに磨けば商

品になるか、あるいはこういった素材があるん

だけれどもこんな新商品開発ができるんじゃな

いかというふうなアドバイスを受けながら、こ

れから取り組んでいきたいというふうなことを

考えてございます。以上です。 

９ 番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 

小嶋冨弥議長 平向岩雄君。 

９ 番（平向岩雄議員） ６次産業化を推進する

には、商工観光課も大いに関係してくるわけで

すが、商工観光課長、どういう考えでおります

か。所信の一端をお願いしたいと思います。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 ６次産業化につきまし

ては、農林課だけでなくて商工観光課のほうも

両輪となって取り組んでいくという考えでおり

ます。 

  先ほど農林課長が申し上げましたように、組

織化ということであれば、今度は６次産業化の

戦略会議の地域本部なども設立する予定です。

構成につきましては、先ほど申しましたように

さまざまなところが入りまして、商工関係者の

方々も一緒にやらないとできないものですから、

そういう組織に加盟して体制づくりを進めてい

くということでございますが、商工のほうとし

ては現在も特にお土産づくりとか、これにつき

ましては先ほど出ました地域の特色ある農産物

ということで、米粉とか里芋、ラズベリー、と

りもつといったものからのお土産などをコンテ

ストをしながらつくっていると。 

  さらに、商工としては主には販路拡大という

ことにも力を入れておりまして、対面販売をし

てＰＲをする、それから、実際の流通業者のほ

うとの結びつきを強くするということで、先ほ

どテレビの話が出ましたが、そういう一環の中

でうちとしても取り組んでいるところでござい

ます。 

９ 番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 

小嶋冨弥議長 平向岩雄君。 

９ 番（平向岩雄議員） わかりました。 
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  米の消費拡大に関する条例の制定については、

これは議員のいわゆる考え方でというふうな市

長の答弁であったわけですが、これ３月２日の

日の、農林課長は見たと思うんですが、農業新

聞なんです。黙っていては米は売れない時代だ

というふうなことで、この人気キャラクターを

活用しまして、米の消費拡大というか宣伝につ

ないでいるとこういうふうなことでございまし

て、その中身でございますが、北海道の「なな

つぼし」でございますけれども、これが人気タ

レントのマツコ・デラックスさんというふうな

ものを起用して、２月１日から25日までの出荷

量が前年対比で48％ふえたというふうな記事な

んです。 

  ですから、これ議員で条例の提案をしても結

構でございますけれども、やっぱり新庄市は米

が主産地でございまして、先ほど申し上げまし

たように複合化率も県内最低というふうなこと

でございますから、これは新しい農政関係にお

きましては新庄市の受ける影響というのはもう

13市で最高だと思うんですよ。ある程度、これ

は行政としても米の消費拡大というふうなもの

について少し手をこまねいていないで、力を入

れてもらいたいものだなというふうなことで申

し上げたわけでございますが、これは後ほど考

えることにいたしまして、時間もございません

ので老人クラブの育成についてでございます。 

  先ほど老人クラブの内容についての答弁があ

ったわけでございますが、さきの質問に対する

答弁は、先進地の事例を調査しまして本市とし

ては対処していきたいとこういうふうなことで

ございましたが、福祉事務所長、先進地の事例

調査、そしてその後の対応についてどうなって

いますか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 老人クラ

ブの加入状況の問題でございますけれども、県

内の老人クラブの活動状況について私どものほ

うで調査させていただいております。そして、

いわゆる先進事例という形では、市がある程度

援助しながら、いわゆる相談員的なものを配置

して効果的にやっているというところはあるか

と思います。 

  ただ、それでもやはり県内の状況としては、

昨年１年間で4,000人の老人クラブの加入者が

減少しております。全体で６万人程度なんです

けれども、全体の流れをひっくり返すまでには

なかなか至っていないと。ほかの県の状況を見

ますと、若い方を取り込むのがなかなか苦労し

てやっているというところで、壮年部を設置し

ながら60歳から70歳代ぐらいの方を新たにクラ

ブの中に位置づけてともにやっていくというや

り方もありますので、我々としてはそういった

先進事例といいますか、有効な事例を参考にし

ながら今後とも進めていきたいというふうに考

えております。以上です。 

９ 番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 

小嶋冨弥議長 平向岩雄君。 

９ 番（平向岩雄議員） 老人クラブは、これは

全国的に減少傾向にあるわけでございますけれ

ども、ある程度自治体では行政といたしまして

人的な支援なり、あるいは経済的な支援を一層

強めていただきますことをお願い申し上げまし

て終わります。ありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時５０分 休憩 

     午後２時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 
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佐藤卓也議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、佐藤卓也君。 

   （４番佐藤卓也議員登壇）（拍手） 

４ 番（佐藤卓也議員） ３月一般質問をいたし

ます、市民・公明クラブ佐藤卓也でございます。

市民の皆様と同じ目線で、市民の皆様にわかり

やすいよう一問一答方式で、通告に従い順次質

問させていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

  宮城県より新庄雪まつり日帰りツアーと称し

て小学生と保護者の方、合わせて30名ほど２月

８日、９日に行われました第43回新庄雪まつり

に訪れました。隣の県ではありますが、たくさ

んの雪に触れることが少ない子供たちは、大き

な雪像や雪上オリンピックなど目の前にある雪

に夢中になっていたようでした。市の職員の方

も専従していただいたこともあり、保護者が目

を離しても自由に遊び、満喫していたようでし

た。このように、隣県から少しずつでも新庄に

訪れ、楽しんでいただき、思い出をつくること

が交流人口の拡大の初めの一歩になるはずです。

また、おもてなしをしていただきました各関係

の方々に感謝いたします。ありがとうございま

した。 

  では、１つ目の質問です。山形デスティネー

ションキャンペーンについてお伺いいたします。 

  デスティネーションキャンペーンとは、自治

体やＪＲ、旅行会社、協賛会社などが協力して

実施する日本最大級の観光キャンペーンのこと

をいいます。６月14日から９月13日まで山形デ

スティネーションキャンペーンの期間中は、Ｊ

Ｒグループが全国に集中的に宣伝と情報発信を

行います。ＤＣは、あくまで魅力ある地域づく

りに向けた一つのきっかけづくりであり、ＤＣ

を契機に観光地としてのステップアップを図り、

それを持続することが交流人口の拡大やまちづ

くりにもつながります。 

  そのためにも、いろいろな産業の関係者がさ

まざまな議論をして観光素材を掘り起こし、お

もてなしを磨き上げて全国から新庄最上に通年

を通して持続的に来ていただくために、先を見

据えた取り組みをし、仕掛けづくりをする必要

があります。 

  魅力的な新庄最上地域を全国に発信し地域に

活気をもたらすために、新庄市や商工会議所、

観光協会やもがみ物産協会などといった各関係

団体とどのような連携を行い、これから取り組

まれていかれるのかをお伺いいたします。 

  また、新庄最上８市町村をパビリオンに見立

て、自然や食などを売り込んだもがみ観光博が

昨年行われましたが、実際に観光誘客事業を行

うことにより観光地として売り込むなどのさま

ざまな反省点があるのではないでしょうか。 

  その反省点をどのように分析し、ことし行わ

れる山形デスティネーションキャンペーンに生

かしていかれるのかお伺いいたします。 

  壇上からの質問を終わります。御清聴ありが

とうございました。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきたいというふうに思います。 

  本県では10年ぶり６回目の開催となる山形デ

スティネーションキャンペーンは、新庄最上地

域の観光資源や魅力的な食文化をアピールする

絶好の機会と捉えております。関係団体ととも

に当地域を訪れる観光客へのおもてなし事業を

展開するための実行委員会を組織して、官民一

体となって交流人口の拡大に向け継続的な取り

組みになるように努めてまいります。 

  山形ＤＣのオープニングとなる６月14日には、

ＪＲ新庄駅での歓迎行事とともに市制施行65周

年記念事業元気まつり、新庄総合100円商店街
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のイベントを同時開催し、相乗効果により賑わ

いを創出し、誘客拡大を図りたいと考えており

ます。 

  また、まちなかには観光客が楽しくおいしく

まち歩きできる環境やおもてなしの雰囲気をつ

くり出し、街並みの景観的統一、商店街の活性

化を図り、ＤＣ終了後も観光客が楽しめるまち

なか空間を構築していきたいと考えております。 

  ３回目となりますもがみ観光博も山形ＤＣと

同じく６月から９月までの開催となります。関

係団体とのオープニングイベントのほかに、今

回はＤＣ後も視野に入れ、継続可能な観光誘客

の基盤づくりを行うため、最上地域の強みであ

る「ブナと巨木のもがみ回廊」をテーマに、著

名な登山家を招いたトレッキングツアー開催す

る予定でおります。期間は、６月、10月、３月

として通年を通してのブランド化を図り、全国

にブナと巨木の魅力を情報発信してまいりたい

と考えております。 

  また、継続的な誘客体制を確立するため、最

上地域観光協議会に観光誘客プロデューサーを

新たに配置し、地域一体となった旅行商品の企

画、開発、売り込みを行っていくことも考えて

おります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） ありがとうございまし

た。 

  引き続き質問したいと思います。 

  新庄市は、去年あたりから一生懸命この観光

誘客に力を入れていると思います。それでもさ

まざまな反省点があると思います。その中で、

観光素材を掘り起こし磨き上げることが必要だ

と思いますが、それを過去三、四年やっている

と思うんですが、その分析はどのようにやって

いるんでしょうか。よろしくお願いします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 これまでのもがみ観光

博等の反省点ということかと思いますけれども、

これまでも最上地域一体となってさまざまな取

り組みを行ってまいりまして、昨年は特に宝探

しゲームというようなことをやりまして、たく

さんの人が県外からもおいでになったというこ

とではございます。 

  ただ、やはり２次交通的な部分で少し、例え

ば新庄に来てから肘折のほうに行く、あるいは

広域連携的な部分で連携が足りなかったといい

ますか、手段が少し欠けていたかなという気は

しております。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） では、ことしは山形デ

スティネーションキャンペーンが始まる年でご

ざいます。それをきっかけづくりとして、その

２次交通をどのように解決するおつもりでしょ

うか。よろしくお願いします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 公共交通機関をこれか

ら配置するといった部分については、なかなか

難しい部分がございます。訪れる方々も団体で

はなくて、少人数のグループ化しているという

状況がございます。そのことから、タクシーの

利用を促進したいというふうに考えておりまし

て、既に開いてはいるんですが、おもてなしの

講習会あるいは観光地を紹介する技術といいま

すか、現地を見ながらの講習会を既に２回ほど

開催しておりまして、そういった強化をしてい

るところでございます。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） わかりました。 

  また、先ほども申しましたように、商工会議

所、観光協会、もがみ物産館などそこら辺の団
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体もありますし、そういった全産業を持った体

制づくりですか。ましてや、そこと絡んで製造

業や農業なども一体とした、先ほど平向議員が

おっしゃったように６次化も関係してくると思

いますが、そこの連携の体制づくりはどのよう

に今後行っていくのでしょうか。よろしくお願

いします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 今回のＤＣにつきまし

ては、既に県全体でのＤＣの実行委員会がござ

います。たくさんの業種の方々が加入して一緒

に取り組んでいるわけですけれども、最上地域

におきましては最上地域観光協議会が主体とな

りましてそのＤＣの取り組みを、去年以上の取

り組みをしているところです。 

  ただ、やはり新庄市としても取り組む必要が

あるだろうということで、特に通年型というふ

うなことを考えますと、ことしの予算の中にも

さまざまな工夫を凝らした予算を要求している

わけですけれども、おもてなしに関する取り組

み、それからにぎわいを創出するための、例え

ばゆるキャラを使ったようなイベント、あるい

はのれんを商店街のほうに入れるとか表示する

とか、そういった継続性のあるものにするため

に、さまざまな観光協議会とか商店街あるいは

商工会議所と一体となった実行委員会を市とし

てつくって取り組んでいきたいというふうに考

えています。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） つくっていきたいとい

うことなので、これからつくらなければいけな

いと思いますので、そこら辺をしっかりとつく

っていただきたいと思います。 

  新庄市はいろんなイベントを起こすわけです

けれども、イベントを起こす団体ではございま

せん。イベントを起こすのではなく、イベント

体制をつくるのが市の事業だと思っていますの

で、イベントをやるだけではなくイベント体制

のそのつくり方をどのように今度やっていくの

か、そこら辺を考えてやっていっているのか、

よろしくお願いします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 御指摘のとおり、市は

行政でございますので体制づくり、仕掛けづく

りといったところが主になるというふうなこと

でございまして、やはりやっていただくのは商

店街、旅館とかホテルとかそういったところ、

民間の力をかりながら実際にやっていただくと

いうことで、そういうふうになるような組織づ

くり、体制づくりを進めていきたいと思います。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） わかりました。 

  ぜひともイベントをただつくる、イベントだ

けを起こすのではなく、そういう体制づくりを

しっかりと皆さんにお示しして、市民の方々が

イベントをつくりやすい体制を強化していただ

きたいと思います。ぜひともよろしくお願いし

ます。 

  また、観光誘客には広域連携によるルートづ

くり、それは去年も話題になっておりますけれ

ども、そのルートづくりはどのようになってい

るのでしょうか。去年は、つくると言って検討

するというお話だったので、今年あたりはどの

ような形でできているのか、よろしくお願いし

ます。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 ＤＣに向けましては、

既に昨年度から準備は進めておりまして、県の

ほうと一緒になりながらさまざまなコースを考

えておりまして、最上地域についてもコースを

考えているところでございます。 
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  やはり、新庄市単体というだけでは難しい部

分がありまして、広域的にやっぱり取り組むと

いうことがこの地域では必要なのではないかと

思っております。 

  最上地域観光協議会が主体となりまして、先

ほど市長答弁にもありましたいろいろなコース

を考えているわけですけれども、特に観光協議

会の中にことしから観光誘客プロデューサーと

いう方を新たに配置しまして、地域全体の旅行

商品の開発とか取り組みに入っていきたいとい

うふうに考えています。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） となれば、まだできて

いないという答えでよろしいんですよね。 

  というのは、去年あたりですともうゴールデ

ンルートができて提示している、これは次の質

問にかかわってくるのでまた次に言いますけれ

ども、前はできてゴールデンルートを示して、

台湾のほうへも行こうやという話も伺っていて、

それがまだプロデューサーとこれからお話しす

るとなればまだできていないのか、まだ磨き続

けているのかなと思って。 

  磨き続けてしまうと、減ってしまうといけな

いので、それをやっぱりしっかりと提示してい

ただいて、それを皆さんに知っていただければ、

地元の人もゴールデンルートがわかることにな

れば、その方向を示すきっかけともなると思い

ますので、そこら辺はまだできているのか、で

きていないのか。 

  これは、次にインバウンドでもお話しします

けれども、もし答えていただければよろしくお

願いします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 先ほど申しましたよう

に、この地域で観光客を呼ぶといった場合は、

最近グループ化している、団体旅行ではなくて

グループ化して愛好家が訪れるというようなこ

ともございます。そこに着目して、先ほど市長

も答弁しましたように、ブナといったものに着

目してそれのトレッキング、それから写真とか

そういうものを題材にして６月、10月、３月あ

たりに、例えば登山家で有名な田部井さんとい

う登山家がいらっしゃいますけれども、そうい

った方々をお呼びしながらルートをつくってい

るというところです。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 済みません。少し意地

悪な質問をして申しわけございませんでした。

ぜひとも、そういうことを示していただければ

わかりやすいと思ったので、今回ちょっと言わ

せていただきましたので、別にいじめているわ

けではなく、しっかりとこういうことを示して

いただきたいという、方向を示していただきた

いということをちょっと言わせていただきまし

た。 

  また、村山の総合支庁あたりではテーマを決

めて会議を開き、特に人口の多い仙台圏からた

くさんの誘客をしていることがありますが、新

庄最上地域でそのような仙台圏からの誘客、ま

た秋田方面からの誘客、そこら辺の力をどのよ

うに入れていかれるのかよろしくお願いします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 先ほど宮城県の雪の話

もございましたけれども、そういったことで宮

城のほうにも既にＤＣあるいは新庄まつりとい

ったことを絡ませながらお伺いしております。 

  それから、昨年、もうＤＣの準備は始まって

いると言いましたが、デスティネーションキャ

ンペーンに係る販売促進会議という会議が山形

でありまして、全国の旅行代理店700名ぐらい

が集った会合がございまして、その中で旅行代

理店のブースを設けて売り込みをしたところで
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ございます。 

  うちのほうも10カ所ほど回りまして、新庄あ

るいは祭りといったものを紹介してきたわけで

すけれども、このたび関西のほうから、旅行会

社のほうから、２社ほどから新庄まつりに来た

いという会社がございまして、１つはもう既に

チラシもできている段階でございます。そうい

った、やはり関西のほうまでにはちょっと今ま

で発信していなかったんですけれども、そうい

う取り組みが今回のＤＣを機に生まれていると

いうふうに考えているところです。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） ＤＣは、さっきも言い

ましたとおりきっかけづくりであります。それ

に伴い地元の熱意も不可欠であり、地元の受け

入れ体制も必要であります。ぜひともそこら辺

の強化をよろしくお願いいたします。 

  次に、インバウンド誘致についてお伺いいた

します。 

  平成22年から交流拡大に向けてインバウンド

事業を行っております。山形県に訪れる外国人

観光客の６割は台湾旅行者であることから、台

湾からの誘客に新庄市も力を入れております。

外国の観光客の方に新庄最上の魅力を積極的に

アピールし訪れていただくために、今後東北観

光推進機構や観光庁、県と連携し、どのように

取り組まれていくのかお伺いいたします。 

  外国人旅行客の受け入れ体制として、案内板

の設置といったハード面の整備、収穫体験や雪

国生活体験といったソフト面の整備を今後どの

ように取り組まれていくのかお伺いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 インバウンド事業についてのお尋

ねでありますが、昨年11月に第35回記念新庄市

民号の参加者100名とともに台湾を訪問し交流

を深めるとともに、旅行業者24社との商談会に

おいて最上地域の魅力をアピールしてきたとこ

ろであります。 

  現地においてはまだまだ知名度が低い最上地

域ですが、昨年１年間の市内の外国人旅行者受

入数が300人超と24年度実績の50人を大きく上

回っており、着実に成果を上げていると考えて

おります。 

  市最大のイベントである新庄まつりへの誘客

拡大だけでなく、外国人旅行者に人気の高い冬

期の観光ルートや田舎体験メニューの開発、旅

行商品の造成支援の充実を図り、新庄の魅力を、

「クールジャパン新庄」をアピールし、インバ

ウンド誘致につなげてまいりたいと考えており

ます。 

  また、外国人旅行者を受け入れる市内の観光

施設や宿泊施設では、既にパンフレットや館内

案内を台湾語表記にするなどの対応をしており、

観光ガイドやタクシードライバー、宿泊施設、

飲食、物販店などを対象とした県主催の外国人

おもてなし研修会を２月に開催し、スキルアッ

プに努めているところであります。 

  今後は、さまざまな国からの旅行者に対応で

きるよう新庄駅を拠点にした観光案内やサイン

の整備を進めていき、まちなかの景観にも配慮

した他国語言語の表記や最上地域で統一したデ

ザインなどの整備計画も含めて検討するととも

に、県と一体となったチャーター便運航の推進

や国、東北観光推進機構とともに外国人旅行者

向けの無料Ｗｉ－Ｆｉサービスの充実を進め、

外国人の旅行者の便宜を図ってまいりたいとい

うふうに考えております。 

  県との協力でありますが、県の事業に確実に

乗れるということはございません。それぞれの

置賜観光圏、花笠観光圏、庄内観光圏、これま

で新庄最上としての売り込みがゼロであるとい

うことで、何とか追いついていかなければこの

地域、いざ今後さらなる交流を深めたときに大

変おくれをとってしまうという危機感もあり、
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この事業に入っていったわけであります。地道

ですが、着実にするということが知名度を高め

ていくということを考えています。 

  この事業には、また地域の観光業者、旅行業

者、さらには旅館、ホテル、そういう方々が参

加しており、帰ってきてからそれぞれの意見交

換を通して次のあるべき姿などの御意見もいた

だいているところであります。 

  以上、私からの答弁とさせていただきます。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） ありがとうございます。 

  先ほどとも関係するんですけれども、まずそ

の体験メニューですか。雪国体験メニュー、ま

た収穫体験などそういったメニューがあります

し、新庄まつりだけではなくそういった体験メ

ニューもたくさんあるわけですから、ましてや

さっき市長もおっしゃったとおり、逆に今は新

庄はおくれているわけですから、そこら辺をど

ういうふうに取り組まれていくのかをまず１点

お聞きいたします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 この間も台湾のエージ

ェントの方、旅行業者の方をお呼びしまして、

27日から３月の３日まで３名でしたけれども来

ていただきまして、さまざまなところを御案内

しました。例えば、新庄でいえばふるさと歴史

センターとか市民スキー場での雪遊びなど、そ

れからエコロジーガーデンでのわら細工とかそ

ういった体験メニューをしていただきまして、

わら細工なんかは非常に好評でございました。 

  特に、スキーにつきましては、スキー場でス

ノーモービルとそれからそり遊びをしていただ

こうということで実際していただいたんですが、

来ていただきますと、やはり女性はそのスピー

ドでも怖いと、おっかないと言うんですね。特

にそういう方々が来たときには、ほかに遊べる

ような遊具じゃないんですが、そういったもの

があるともっといいんじゃないかとかという意

見もいただきながら、今徐々にそういったメニ

ューを開発しているところでございます。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） わかりました。ぜひ、

そういうメニューをつくって、先ほどと同じ形

になりますけれども、強化をしていただいて、

体制をつくっていただきたいと思います。 

  また、逆におくれているならば、新しい新興

地域でありますタイ、ベトナムあたりでも同じ

ようなことはできると思いますが、そういう考

えはあるのかないのか。もしあるとなれば、そ

こら辺も力を入れたいということはあるのか、

そこら辺をお聞きいたします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 前は、日本の観光客は

中国の方とか韓国の方が多いということでした

が、いろいろな世界情勢あるいは気質といいま

すか、そういったところからむしろ台湾という

ふうなところに目が向いておりまして、実際８

割以上の方が台湾だというようなことで、今は

台湾をターゲットに本市としてはやっていると

ころでございます。 

  まだまだ本当に途についたばかりというよう

な認識でございまして、もう少しそちらのほう

を開発してからほかにもというようなことを考

えておりまして、まだ他の国については考えて

いない状況です。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 次の質問に移らせてい

ただきます。 

  若者園芸実践塾についてお伺いいたします。 

  園芸作物などの栽培や経営ができる地域農業

の担い手を育成する若者園芸塾「勇気塾」です
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が、毎年塾生が定員に満たないなどの課題が浮

き彫りとなっております。このような問題をし

っかりと検討して改善していく必要があると考

えますが、今後どのように取り組まれていくの

かお伺いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 本市の農業振興において、担い手

の確保は最重要課題の一つであります。とりわ

け若手の農業人材育成は、欠くことのできない

要素であると認識しております。市といたしま

しては、具体策として平成７年度に若者園芸実

践塾を開設し、途中休止期間がございましたが、

平成22年度に各方面からの御要望等により再開

したところであります。 

  塾生募集につきましては、さまざまな媒体に

より周知しているところではありますが、再開

以来４事業年度にわたり勇気塾の定員５名は確

保されていないのが実情であります。若者園芸

塾事業を効果的な人材育成に結びつけていくに

は、定員不足の問題だけではなく、時代に合っ

た内容に変更していく必要があるものと考えて

おります。 

  例えば、栽培研修における作物選定としては、

従来の花卉中心から葉物野菜、さらには塾生の

希望に沿った作物選定を図っていこうとしてお

ります。また、経営力のある農業者育成のため、

現在も経営研修や視察研修などを実施しており、

今後は流通販売の分野にも力を入れてまいりま

す。 

  さらに、就農した段階での人的ネットワーク

を構築し、卒塾後も情報交換ができるように卒

塾生や協力農家、地域の農業者や農業関係団体

との交流会を企画し、自信と夢のある農業経営

ができるように支援してまいりたいと考えてお

ります。 

  このように、これからの塾運営には常に魅力

ある実践塾となるよう改善を図り、農業人材育

成の場としてまいりたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 塾生が定員に満たない

のは、新規就農者が新庄最上にいないのではな

いかと考えられますが、そのようなことはない

と私は思っています。 

  でなければなぜ塾生が足りないのか、そこら

辺の検証、研究はなさっているのでしょうか。

お伺いいたします。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 募集をかけてもなぜ足りない

のかというふうな御質問でございますが、こと

しのケースを申し上げますと、12月から募集し

ておりまして、現在まで十数件の電話や来庁に

よる問い合わせがございました。数的には、今

後の農業の担い手が少ないから塾生が足りてい

ないんじゃないかということにはならないのか

なというふうに感じてございます。いかに、や

はり、ただいま市長の答弁にありましたように、

この塾の魅力を高めて、さらにそれを情報発信

していくかというところが大事なのかなと。 

  また、やはり新規就農者におかれましては、

その家族からすれば即戦力になるわけでござい

ますので、その家族経営に入るか、もう１年勉

強するかというところでのやっぱり選択肢の中

に引き合いがあるのかなというふうに思います。 

  いずれにしても、農業をやっていきたいとい

うふうなことからそういう問い合わせがあると

いうふうに認識してございますので、当面の間、

やはりその塾の魅力を高めるという意味で、重

ねた答弁になりますけれども、作物の選定から

入りまして研修の充実とか流通分野での学習と

か、あるいは過去に卒塾された方との情報交換

というか、こういう方がこういうふうにして卒

業なさって今、経営していると、このように成
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功しているとか、あるいはこういうところで失

敗したとか、そういうふうな先輩方との人的交

流というか情報交換もしながら、またそして卒

塾された方の事例などもホームページ等で紹介

していくなど、中身の充実と魅力アップ、そし

て情報発信というふうなことで、さらに力を入

れてまいりたいなと思ってございます。以上で

す。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 園芸塾は１年限りです

ので、なかなか作物をつくっても販売までいく

までにはなかなか難しい。農家をやる人は、そ

の販売を、結局出口がどこにあるかがわからな

いから作物をつくっても売れない。そこがしっ

かりできれば、園芸塾に入って、その販路がし

っかり、売れるところがわかれば勉強もできる

と思いますけれども、そういったこともすぐに

通じて、経営も含めた勉強も多分やっていると

思うんですけれども、そういった民間会社の方

とうまく連携して、しっかりとしたところを、

要は卒業してからもうまく連携できるものをも

っと強化するべきではないでしょうか。そうす

れば、園芸塾にもう少し魅力があって、皆さん

入りたいと感じるのではないでしょうか。そこ

ら辺はどうでしょうか。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 御指摘のように、やはりここ

の塾を卒業するとしっかりと農業をやっていけ

るんだというふうなその担保があれば、非常に

集まってくるんじゃないかなと思います。 

  そういう意味では、ただいまお話ししたよう

にやはり卒業して成功している方々との交流と

か、こういうふうなルートで生産したものを販

売しているとか、そういうふうな流通販売段階

での不安なんかも先輩に学ぶという形でそうい

う人的交流を重ねながら、卒業したら安心して

就農できるというふうな自信が持てる、そうい

った塾の運営にしていきたいなと思ってござい

ます。以上です。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） そういった意味では、

ＪＡさんとかまた県のほうであります拓土塾さ

んともどのような連携をなさっているのか、そ

こら辺も答えていただければ。よろしくお願い

します。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 拓土塾においては、やはり勇

気塾で取り扱っていないような野菜の栽培もし

てございますので、そちらの現地研修をしたり、

あとＪＡについては、出荷は基本的にＪＡ系統

出荷と地産地消という意味で隣にある産直に出

荷しているというようなことで、基本的には系

統出荷ということでＪＡとタイアップしてござ

います。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 新庄最上は、農業がや

っぱり主体となる産業だと思います。その若手

を育てるのも行政の仕事でしょうし、産業を支

える一つでありますので、そこら辺をしっかり

と強化していただき、そうした作物の選定も魅

力ある作物を選定し、しっかりとした若者が、

収入がふえれば農家をやりたいという方がふえ

ますので、そこら辺の取り組み方をさらにやっ

ていっていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

  次の質問に移ります。 

  次に、エコロジーガーデンからのまちづくり

についてお伺いいたします。 

  新庄市と青山学院大学総合文化政策学部が連

携協力に関する協定を結びました。同学部の黒

石いずみ教授が主宰するゼミとエコロジーガー
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デンの活用を通じて、平成21年から５年間ほど

活動しております。これからは、その取り組み

を学部全体に拡大することにより、地域や世代

も異なる学生からの視点から今まで気づかなか

ったさらなるエコロジーガーデンの魅力を発見

し、大学生の訪問が契機となり、まちの活性化

につながる一歩になります。 

  青山学院大学総合文化政策学部との協定をき

っかけに、今後大学とどのように発展させ交流

を広げていかれるのかお伺いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今年２月８日に市は青山学院大学

総合文化政策学部と「連携協力に関する協定」

を締結いたしました。目的は、教育、研究、文

化、学生ボランティア、産業、環境保護、歴史

資源保存活用などによる人材育成に関すること

や地域振興に向けた課題解決及び活性化に寄与

することとしております。 

  平成21年エコロジーガーデンを拠点として始

まった同校黒石研究室の活動は、中心市街地や

農村部の郷倉などのフィールドワークと、研究

は建造物から地域の歴史、文化など多岐にわた

り、新たな視点での提案をいただくなどまちづ

くりに多大な貢献を果たしてきております。 

  ここ数年、新庄まつりへの参加もメニューの

一つでしたが、昨年は明倫中学校とのエコロジ

ーガーデン合同フィールドワークを行い、生態

系調査のほかパンフレットや映像を完成させま

した。また、先月は新庄雪まつりにも参加して

市民各層の方々との交流を深めております。 

  このほか、国登録有形文化財の登録に御尽力

いただきました工学院大学の後藤教授の研究室

が調査を開始することとしており、同校の学生

も行き来することになります。昨年初めて実施

したｋiｔｏｋｉｔｏ環境芸術祭にも東北芸術

工科大学と山形大学の学生さんが数週間にわた

り通い詰めアート作品を披露してくださるなど、

たくさんの学生が集う場ともなっております。 

  昨年11月には地域づくりのやまがた景観賞を

受賞したエコロジーガーデンは、未来に伝える

やまがたの宝として保存登録されることも予想

され、大学生の皆さんと多くの市民が交流する

ことを期待しておりますし、拡大することに多

方面で地域活性化が図られるものと考えており

ます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 学生がまちに入るとい

うことは、前々回でしたか、枠域連携というこ

とでまちが活性化したり、または私たちが気づ

かなかった魅力をさらに発見することが非常に

期待されることだと思っております。 

  また、先ほど市長もおっしゃったとおり、工

学院の方なり青山学院大学の方が来ることによ

ってさらなるまちづくりがもっと活性すると思

うんですけれども、そこら辺も来たときにやっ

ぱりなかなか泊まる場所がないとかそういうこ

ともありますし、これからはそういう方の受け

入れ体制もやっぱりしっかりしていかなければ、

学生が来たときに困ることがないように、その

受け入れ体制をどのように整備されるのかをお

伺いいたします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 青山学院の大学生は、

約20人ほど年に４回ほど訪れていただいており

ます。特に、まつりの期間中につきましては、

かなりの期間、山車づくり等にも参加しながら

参加していただくわけでございまして、やはり

宿泊施設等につきましても体制を整えなければ

ならないと考えております。 

  この間、その２月８日に調印式があるときに

も学生さんが来ましたけれども、うちのほうで

考えております農家民泊といったことも視野に
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入れながら、個人の農家の方とか、農家でない

方もいらっしゃいますけれども、民泊をしてい

ただきまして、勉強も兼ねて、また学生の受け

入れの練習、準備ということで実施したところ

でございます。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） ぜひとも学生が来やす

い受け入れ体制をつくっていただきたいなと思

います。 

  最後の質問になります。 

  フェイスブックの今後の活用についてでござ

います。 

  インターネットの交流サイト「フェイスブッ

ク」を活用した情報発信を平成24年から活用し

ております。新庄市の観光スポットや特産品な

どの紹介、各種イベントの情報、四季折々の風

景が現在も配信されております。効果的な情報

を発信することで、交流促進につながるフェイ

スブックの効果、必要をどのように検証されて

いるのでしょうか。 

  また、今後どのように有効的に活用されるの

かお伺いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 フェイスブックを初めとするＳＮ

Ｓの利用に関する基本的な考え方につきまして

は、昨年９月定例会でもお答えしておりますが、

その特性を最も発揮できると考えられる観光イ

ベント情報、交流事業などに限った運用を今後

も継続していくこととしております。 

  この理由といたしましては、誤って発信され

た情報が即時拡散してしまう危険性があり、行

政による情報提供としてふさわしい質の安定や

信頼性の確保の点が万全ではないことが挙げら

れます。また、ＳＮＳ利用者の傾向として、例

えばイベント情報が必要な場合に、それ以外の

情報も発信されると利用者離れを助長してしま

うおそれも指摘されているところであります。

このような観点から、行政情報全般でなく前述

の運用としております。 

  さて、現在運用している当市のフェイスブッ

ク「いいにゃ！しんじょう」は、多くの方々に

利用いただいております。最近の記事は市のホ

ームページにも表示されるようにしているほか、

そこから直接フェイスブックのページに移動で

きるようにしております。商工観光課主管の催

しなどのほか、前述の趣旨に沿うようなそれ以

外の情報も掲載しております。 

  自動的に各自の端末に当市の掲載情報が表示

される設定となっているアカウント登録者は

1,000人を超えており、そこからさらにほかの

人へ情報が拡散していると思われ、一定の効果

はあるものと考えております。 

  現状の取り組みに関しては以上ですが、昨年

４月、ＳＮＳなどの新しい情報基盤を活用した

情報発信を必要に応じ各担当部署が行うことが

できる仕組みを構築しました。現在、商工観光

課のフェイスブックのほか議会事務局の議会中

継ネット配信、総務課広報による動画配信サイ

トの活用を行っており、それぞれが一定のルー

ルのもと情報発信をしております。 

  今後も生まれるであろう新たな情報基盤の活

用も含め、その都度適切に判断し活用していき

たいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） ありがとうございまし

た。 

  市長の答弁ですと、各担当の課でいろんなフ

ェイスブックがアップできるということだった

と思います。というのは、私もフェイスブック

を見たときに、先ほどの質問にちょっと絡んじ

ゃうんですけれども、勇気塾の募集のほうもフ

ェイスブックのほうで上がっていたように感じ
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ます。そうなると、やっぱりこういった新庄市

の情報、イベント、交流事業、観光といったこ

とも含め、またいろんな募集のことも今度この

フェイスブックでも活用できるのだから、ホー

ムページないし広報媒体いろいろありますけれ

ども、そのうまい活用方法ではないかなと私は

思っていますけれども、これからはさらにＳＮ

Ｓとかが発展することによって、またフェイス

ブックなりいろんなものが出てくると思います

けれども、また今後考えられるとすれば、まだ

できていないことは言えないんでしょうけれど

も、いろんな課が情報を発信するということが

いいことなので、そこら辺は各課とかが連携し

てやっていかれる、そのようなおつもりなんで

しょうか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 ＳＮＳによる情報発信につき

ましては、基本的に先ほど市長が申し上げまし

たとおり、即時、本当に広範囲に情報が瞬時に

広がる、そういったいい面と、一方では間違っ

た情報、個人情報、一旦流れてしまうと収拾で

きない、そういった危険性もあるというもろ刃

のやいばといいますか、そういった情報ツール

であります。 

  したがいまして、一般的な行政情報について

は御遠慮、使わないということで、交流事業で

あったり観光事業であったりイベント情報、こ

れに特化した使い方をしましょうというのが、

基本原則としてルール化してございます。その

ルール化した中で、各課がそれぞれ課長の判断

のもとにアップできるというシステムを構築し

たわけでございますので、その範囲の中で使っ

ていただく分にはどんどん使っていって、情報

発信をしていきたいというふうに思っていると

ころでございます。 

  なお、今後そのＳＮＳがどういうふうな発展

をするか、なかなか私もそちらのほうは疎い面

がございまして、わからない面がございますの

で、新たな情報ツールが出てまいりましたら、

その都度その使い方について勉強させていただ

きたいというふうに思っているところでござい

ます。以上です。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 最後になりますが、新

庄には広報部長「かむてん」がおりますので、

ぜひフェイスブックのほうにもよろしくお願い

いたします。以上で終わります。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時５０分 休憩 

     午後３時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、奥山省三君。 

   （７番奥山省三議員登壇）（拍手） 

７ 番（奥山省三議員） どうも御苦労さまでご

ざいます。 

  お疲れのところ、きょう最後の一般質問をさ

せていただきます開成の会の奥山です。よろし

くお願いします。 

  まず初めに、空き家等の適正管理の促進に関

する条例が施行されまして１年が経過いたしま

した。現状がどのようになっているのかお聞き

します。 

  以前に市で空き家の現状について調査したわ

けですけれども、その後もふえ続けているので

しょうか。また、放置されている空き家の所有

者に対してどのような対策をとっているのか、



- 90 - 

また指導されているのかをお聞きします。 

  この場合、空き家の所有者に対して適正な管

理を行うように書面というか文書で連絡をとっ

ていると思いますけれども、所有者からの反応

はどうですか。今後、人口減少、高齢化に伴い

ましてますます放置されていく空き家が増加し

ていくことが考えられますが、今後、今の現状

のままの対策で解決できると考えられますか。

どう考えているかをお聞きしたいと思います。 

  次に、これは今回４回目ですけれども、以前

からずっとこの件に関して質問しているんです

が明確な回答はいただいておりません。改めて、

第三セクターの決算について市民に情報を開示

すべきだと思いますが、どうですか。経営の内

容が思わしくないのなら、市民に協力もお願い

できるものなら、それも、協力をお願いするの

も一つの方法として考えられると思います。ど

のようにお考えですか。 

  産業厚生委員会におきまして、奥羽金沢温泉

につきまして１年間の収支状況が明確に報告さ

れないまま委員会の協議を終了しました。ある

委員からは、もっと丁寧に説明すべきだという

意見も出ました。出資金が25％を超えた場合は、

地方自治法243条第３項で議会に報告するとな

っていると思いますけれども、出資比率が25％

を超えているものもありますけれども、議会に

報告しない理由はなぜなのか教えていただきた

いと思います。 

  以上で壇上の質問を終わります。ありがとう

ございました。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、奥山市議の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  初めに、空き家条例に関する御質問でござい

ますが、初めに現状はどのようになっているか

という御質問であります。条例が施行されてか

ら空き家として市が把握している件数は463件、

そのうち取り壊されて更地となったものが71件、

住宅や倉庫などとして活用されているものが66

件あり、これらを除いた今年の２月末時点で空

き家として把握している件数は326件でござい

ます。所有者が不明なものは23件ございますが、

これらにつきましては所有者本人が住所地に住

んでいなかったり、空き家以外に住所地が判明

していないといったケースがほとんどでありま

す。 

  また、平成25年度に新たに空き家として報告

のあった件数は35件あり、そのうち９件は利活

用等がなされ、空き家ではなくなっております。 

  次に、空き家に対する指導等の状況と所有者

の反応はという御質問でございますが、苦情等

に伴う口頭による助言、指導は、現地確認を行

った上で随時行っております。特に、屋根雪に

関する苦情相談については緊急性を要すること

から、早急な対応を依頼することで事故等の抑

制に努めているところであります。 

  それでも改善等の対応がなされない場合は、

強く改善を促す指導書を送付しております。条

例施行後に指導書を送付した件数は43件ござい

ますが、平成25年度は、空き家等判定会議にお

いて危険性が高く早急な対応が必要とされたＡ

ランクの空き家37件に適正管理を促す指導書を

送付したところであります。 

  この43件の文書指導に対しまして16件の回答

または反応があり、６件が更地、２件が前向き

な回答、２件が管理者が明らかになるなどの進

展もございましたが、関係者側で対応したくて

も費用を捻出できなかったり、既に相続放棄し

ているというケースなどもございます。何の反

応もなかったケースにつきましては、今後も調

査を継続して、関係者に対して指導等を行って

いく考えであります。 

  また、議員御指摘のとおり空き家につきまし

ては人口減少と相まって、今後ますます増加し
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ていくことが懸念されます。空き家の増加によ

る生活環境の悪化は全国的な問題であることか

ら、国や県に対し法整備の必要性を訴えている

ところであり、空き家対策推進法案の提出を目

指す自民党の動きなどもございますが、効果的

な法整備にはかなりの時間を要するものと思わ

れます。 

  市といたしましては、空き家につきましては

あくまでも所有者に管理責任があるというスタ

ンスに立ち、さらに所有者等の調査を進めなが

ら危険性が高いと判断した場合には応急措置の

対応を行っていく考えであります。 

  その一方で、利活用可能と思われる空き家も

相当数あり、意向調査アンケートで空き家登録

制度を活用したいと回答している所有者もおら

れます。現在、宅建協会会員をメンバーに含め

た空き家利用活用推進会議を立ち上げ、空き家

バンク制度をモデル的に実施するための準備を

進めているところであり、当面は危険空き家対

策と利活用対策の２つを柱として空き家対策を

進めていく考えでございますので、御理解くだ

さるようお願い申し上げます。 

  次に、第三セクターに関する御質問でござい

ますが、これまでも基本的な考え方についてお

答えしておりますが、具体的な情報開示につい

ては市ホームページの決算資料において、第三

セクター等の経営状況および市の財政的支援状

況として一部事務組合や公営企業の財政状況と

あわせて公表しております。 

  これは、国の明確な公表基準がない中で普通

会計に加えて企業会計や特別会計、さらに一部

事務組合や第三セクターの経営状況を含め、広

く総合的に財政情報の提供を行うことが市財政

の規律強化につながるものと判断しているため

であります。 

  また、地方自治法により経営状況を報告しな

ければならない団体については、出資割合が４

分の１以上２分の１未満の一般社団法人、一般

財団法人、株式会社にあっては条例で定めるも

のとされており、また本市における第三セクタ

ーの団体に対してはいずれも債務保証や損失補

償等の債務負担は行っておらず、報告団体に該

当しないものであります。 

  本市の出資する第三セクターの経営状況につ

きましては、これからもその内容の把握を行う

とともに、健全な企業活動が行われるよう努め

てまいりたいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） まず空き家のほうから

いきますけれども、空き家の指導内容について

どういう指導というか、どういう内容で行って

いるか、ちょっとその辺のところをお聞きした

いと思います。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 空き家の、一つは所有者確認

ということで、あなたが管理すべき立場である

ということの一つの確認です。それから、空き

家自体が危険を伴うような場合についての適正

管理をしてくださいよというふうな指導でござ

います。 

  さらに、このたびのような豪雪の場合ですと、

屋根雪が危険になる場合もあります。そういっ

た場合には、緊急的に屋根雪が危険ですので安

全対策を講じてくださいというような指導書に

なっております。以上です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） ただいまの課長の説明

で、それに対して所有者は即対策を講じるとい

うか、そういうのは、現状はどういう状況でし

ょうか。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 
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小嶋達夫環境課長 指導書が到達したものについ

ては、まずこちらのほうに連絡が来ます。その

現状を再度説明いたしまして、改善策について

協議いただくわけです。遠方ですと、除雪ある

いは排雪についての業者紹介とかそういう形で

まず安全対策を講じていただくと。 

  それから、今後も適正な管理をするように、

例えば屋根から雪が落ちるようであれば雪崩ど

めの設置とか、そういうふうな指導も加えて指

導しております。以上です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） この条例の９条の２項

に管理不全な状態にあると認めたときは必要な

措置を講ずると勧告することができるというふ

うに書かれていますけれども、この状態にある

と認めるというか、それを環境課のほうで判断

するということでしょうか。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 形態としては、勧告の形態さ

まざまありますので、ケース・バイ・ケースと

いうことにはなります。 

  済みません。再度お願いできますでしょうか。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 第９条の２項に管理不

全な状態にあるとそういうふうに認めるという

のは、課長が判断するんですか。課長というか、

環境課というか。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 「判断する」については、環

境課のみではございません。空き家対策検討委

員会という委員会がございますので、そちらの

ほうで協議をして、対策も含めて検討します。

以上です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今、初めて空き家対策

検討委員会と聞いたんですけれども、そのメン

バーというか会員は何名ぐらいいて、どのよう

な状況なのかちょっと教えていただきたいと思

います。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 空き家対策検討委員会のメン

バーでございますが、副市長、総合政策課、環

境、商工、都市整備、成人福祉ということで、

多方面にわたる空き家の所管課、関係課という

ことで組織をしております。以上です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 固定資産税の関係です

けれども、空き家を除却するというのは固定資

産税が６倍になるとかという話もあるようです

けれども、そのような点についてはどういうふ

うに考えているのか、ちょっとお聞きしたいと

思います。 

佐藤信行税務課長 議長、佐藤信行。 

小嶋冨弥議長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 固定資産税の件でございます

けれども、土地が家屋、居住の用に供する家屋

に使われるということであれば、その分軽減に

なるというようなことでございます。それがな

くなれば、その分が外れるということでござい

ます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今の固定資産税、家屋

を撤去して更地にすると税額が最大で６倍に上

昇すると。このことで、空き家を解体しないと

いうか放置してしまうというそういうケースが

考えられますけれども、当市においてはそうい

う状況は余りないのでしょうか。その辺のとこ

ろをお聞きしたいと思います。 
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小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 空き家の現状と税負担という

ことの関連ですけれども、現在私どものほうで

掌握しております空き家については、税の小規

模住宅用地の特例を受けるがために空き家をそ

のまま建てておくというふうな空き家の存在は、

確認してはおりません。やはり、先ほど市長が

申し上げましたように、取り壊し分についての

係る経費が捻出できないというふうなことで、

空き家がそのまま建っているという状態のもの

が大半でございます。以上です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今、課長の話ですとそ

ういうケースはないということですので、一応

安心はしました。 

  それで、例えばですけれども、その放置され

ている空き家から出火なんかしたような場合の

責任というか、今後まだ空き家が増加している

状況ですけれども、それらに対しての対応とい

うか対策というか、それを今後どのように考え

ていくのかちょっとその辺もお聞きしたいと思

います。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 空き家からの出火ということ

での御質問でございますが、出火する形態その

ものもあるかと思います。 

  その分、不特定多数の人が入るような状況で

空き家をそのまま放置するということについて

は適正管理からは外れますので、その辺は建具

がなくなったらそれはそれで管理してください

よというふうな通知をしながら指導していると

いうのが現状でございます。以上です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 先ほどの市長の説明で

すと、43件の指導書で16件が更地になったとい

うような話でしたけれども……。16件が更地で

すか。６件更地になったという話でしたけれど

も、その残った、放置されている空き家に対し

ては、今後どのように対処していくのか、その

辺のところをお聞きしたいと思います。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 空き家の継続的な管理指導と

いうことで適正管理を促すと、勧告をしながら

管理していただくというふうなことに尽きるか

と思います。以上です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今の課長の説明ですと、

ただ勧告するというか、そのままですと放置さ

れた空き家が残っていくというか、それにまた

新しい空き家がふえていくというような状況で、

ますます大変な事態にだんだんなっていくとい

うふうに考えられますけれども、ただそのまま

今の条例のままでこの空き家問題に対して解決

策というか、今後に対してどのような方向をも

って市では対処していくのか、ちょっとその辺

のところをもう１回お聞きしたいと思います。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

小嶋冨弥議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 先ほどの市長の答弁と重なる部

分ございますが、基本的に少子高齢化を迎える

に当たって空き家の件数がふえつつあるという

のは、新庄市に限らず全国的な傾向になってい

るというような状況にございます。 

  それを受けまして、市ではほかの団体よりも

多分先んじて空き家の適正管理を促す条例を議

会の承認を得て施行したわけですが、ただ１自

治体だけでやれる範囲というのは基本的に決ま

っていると思います。空き家というのは、基本

的に個人の財産ですから、個人の財産の管理ま

でを行政が行うということは基本的にはあり得
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ないんではないかと思っております。 

  そういう中で、我々といたしましても国のほ

うの法制度の中で何とかできないかというのを

強く要望してまいりました。その結果、先ほど

市長も答弁しておりますが、議員提案なのかど

うかわかりませんけれども、一部いろんな空き

家対策に関する法律を何とか議員提案で新たな

立法をつくりたいという動きがあるようです。

その中には、先ほど固定資産税のお話がありま

したけれども、今小規模の住宅については住宅

として供するということであれば６分の１の軽

減になっているのを、その建物を除去すればい

わゆる住宅でなくなるので６分の１の軽減とい

うのは適用がなくなるから、簡単にいえば税が

ふえるというようなことも踏まえて、その辺の

こともいろいろ検討しているような状況でござ

いますので、したがいまして新庄市が定めてい

る条例の中ではいろんな勧告指導等、書面での

通知等を行いながら、適正管理を促すように新

庄市の行政としては精いっぱいやっているとい

うことは、ぜひ御理解いただきたいと思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） ついこの間ですけれど

も、あるところに行ったら、「一応空き家に関

する条例はできたんだけれども、奥山さん、余

りこれは実効性がないんでないかや」と言われ

たものですから、もう少しやっぱり条例はつく

っても、極端に言うと「役に立たないっちゃ」

と言われたんですね、はっきり言うと。だから、

条例だけつくっても実効性がないとちょっと意

味がないと思うんです。だから、その辺のとこ

ろをもう少しちょっとどういうふうに市では考

えているのか、その辺をお聞きしたいと思いま

す。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

小嶋冨弥議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 奥山議員がおっしゃっているの

は、多分強制執行なりで、権力で何かできない

かというようなお話かと思います。しかし、何

回もくどいようですが、個人の財産なわけです。

例えば、例えばの話ですが、用地の買収等にお

いてもいわゆる土地収用法等いろんな手続を経

て初めて行うというのが、いろんな個人財産に

関するいわゆる権利を侵害といいますか、個人

の財産に対するものについてはそのようないろ

んな手続が必要なわけです。 

  それらを受けまして、新庄市としても空き家

がふえているという中で、特に豪雪地帯である

新庄市においては屋根雪等による被害のおそれ

もあるということを受けまして、何回もくどい

ようですが、ほかの団体に先んじて空き家の適

正管理を促す条例というのを設定しております。

そういう意味からも、一定の効果はあったのか

なと。とりわけその通知を出すことによって、

適正管理をやってくださいという通知を出すこ

とによって、例えば建物を除去したという事例

もたくさんございます。 

  それらを踏まえて、これからも空き家の適正

管理を促すようないろんな文書等の、あるいは

口頭、電話等で、例えば一番困っているのは、

相続を放棄したなんていう事例があれば本当に

困っているわけですけれども、それらを含めて

これからもそのような適正管理を促すような努

力はしていきたいと考えているところでござい

ます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 私は代執行のことを言

っているんじゃなくて、やっぱり一応条例で応

急措置もできるような感じもありますけれども、

ただ例えばその地区に空き家があった場合、区

長さんなんかがいますけれども、それはやっぱ

り解体というか撤去というかそういう方法を、

それは一応代執行にかわると思いますけれども、

本当に近所に、迷惑であればそれもやむを得な
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いのではないかと私も考えますけれども、勝手

にやっている地区もありましたけれども、その

辺のところをもう少しこの条例で、代執行とま

ではいかなくても、それにかわるようなものが

必要ではないかというふうに考えるんですけれ

ども、その点もう少し市としての考えはないの

かちょっとお聞きしたいと思います。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

小嶋冨弥議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 先ほどの市長答弁と同じような

答弁になりますが、具体的な数字で申し上げま

すと、先ほど市長が空き家として条例が施行さ

れて、空き家として市が把握している部分につ

いては、当初463件のうち、その後取り壊され

て更地となったのが71件あるという事実がござ

います。また、住宅や倉庫などとして活用され

ているのが66件、それらを除いたものが328件

ということで、少なくても130件近くが何らか

の、条例が施行して通知を行った結果、そうい

う適正管理を行っていただいているという実態

もございます。 

  また、先ほどの中で条例施行後に指導書をし

た件数43件のうち、16件は何らかの回答または

反応があったということで、そのないケースに

ついては、何回もくどいようですが、今後も継

続して粘り強く適正管理を促すような通知等を

行っていきたいということでございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今の条例ではそれ以上

のことはできないというふうに私も考えますけ

れども、これからますます人口減少に伴って空

き家がふえていくことが考えられますので、今

後秋田の大仙市のような代執行もできるような

条例といいますか、そういうふうに変えていく

ことも今後必要だというふうに思いますので、

そういうふうなものの検討もお願いしたいと思

います。 

  次に、前から言っています第三セクターの件

ですけれども、前回も東北情報センターという

のがありましたけれども、債務超過になってい

ますけれども、債務超過といえば、普通は、個

人でいえば自己破産しているのと同じで、債務

のほうが資産より多くなっているということで

すけれども、その関係で前回も申し上げました

けれども、指定管理者制度になっていますけれ

ども、普通の会社ではそういうことは普通は考

えられませんけれども、指定管理者制度の選定

基準の２番目の中に財務状況とかとありますけ

れども、その財務状況というのは一応決算書だ

と思うんですけれども、それも全然無視して評

価して、仕事はちゃんとやっていると思います

けれども、普通はまずそういうことは考えられ

ませんけれども、そういう基準をどういうふう

に考えているのかちょっとその辺のところをお

聞きしたいと思います。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 指定管理者の指定に当たって

の財務状況についてはどういう調査をしている

んだというお話ですので、私のほうからお答え

させていただきますが、当然指定管理者を新た

に指定する際に、その市の公の施設をお任せす

るわけでございますので、安定的な管理運営が

できるかどうか、そのために必要な財務諸表、

これについては決算状況でありましたり、そう

いった関係書類の提出を求めた上で判断させて

いただいております。 

  東北情報センターさんの場合でございますが、

その後５年間の指定管理期間の中で多少経営状

況が思わしくないということがあったとしても、

施設管理運営上においては一切そういった不都

合がないというふうな状況で、安定的な運営が

展開されております。 

  そうした中で、一旦指定という行政行為を行

っておりますので、その中では仮に一旦行った
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行政行為について悪いということであれば、そ

の経営状況によって指定管理の運営がうまくい

かないとそういった状況が出現すれば、それは

当然そのときに考えるということになりますし、

安定的にされている限り指定管理の指定を解く

ということは、今の条例上ではないということ

になります。以上です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 私が言うのは一般的な

ことであって、指定管理者の選定基準の第２番

目に「指定管理者として施設の管理を安定して

行う」、先ほど課長言いましたけれども、「能

力・財務状況を有しているか」と。だから、こ

れは去年から２年ほど赤字続いていますよね。

だから、そういうふうに危ない会社に普通はお

願いしない、仕事なんかはお願いしないのが普

通なんですが、それを行政は甘いからそういう

ふうにしてお願いするのですかと私は言いたい

んです。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 東北情報センターの指定に当

たっては、指定する際の財務諸表として貸借対

照表なり損益計算書、収支決算書、この３年間

の提出を求めてその経営状況を把握していると

ころでございます。指定段階においては何ら問

題がないというふうに判断したところでござい

ます。その良好な経営状況というふうなことの

判断のもとに指定をしたわけでございます。 

  一旦指定をいたしますと、その後管理運営上

支障が出てくる、または市の支障が出てくるこ

とが当然予想されるということであれば、指定

の解除というふうなこともございますが、今の

ところそうした例がないと、そうした不適切な

管理が行われているということがないというこ

とでございます。 

  したがいまして、今のところは安定的に管理

運営がされているというふうに考えております。

以上です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山議員に申し上げます。 

  ただいまの指定管理は通告の範囲から外れて

いますので、質問の際はそのことを踏まえて質

問の趣旨を明確にして発言していただきたいと

思います。 

  奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） わかりました。 

  243条の３項には罰則規定が、これはござい

ません。でも、一応私、市民に説明すべきだと

思うんです。それはどういうふうに考えている

のか。罰則規定がないからそれしなくてもいい

やというふうに考えて、ずっと臭いものにふた

をしていくつもりなんでしょうか、最後まで。 

  いつになったらこの臭いもののふたをあける

んだか知りませんけれども、やっぱりそれは市

民に対してそういうのは公表すべきだと私は思

うんです。その点についてはどういうふうに考

えていますか。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 地方自治法243条の２につい

ては、議会の報告の義務についてうたっており

ます。４項目ほどございますけれども、まず１

点目が公共団体が設立した住宅供給公社、地方

道路公社、あと土地開発公社などについては議

会に報告するということになります。 

  それから、２番目といたしまして、地方公共

団体が２分の１以上出資している社団法人、一

般財団法人などについては報告しなければなら

ないという規定になっております。 

  それから、３番目に議員が質問しております

地方公共団体が４分の１以上ということで、

25％以上２分の１未満出資している一般社団法

人、株式会社について報告するということでご

ざいますけれども、これについては条例で定め
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るものというふうな規定がございまして、新庄

市ではこれに該当する第三セクターはないとい

うことでございます。 

  それから、４番目として損失、債務保証等を

している法人というふうな４項目の規定でござ

います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 三セクというのは卸売

流通センターですけれど、一応出資率は49.9％

ですか。これも報告する必要はないということ

でしょうか。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 新庄卸売流通センターについ

ては、出資割合が49.9％ということで３番目に

説明した４分の１以上に該当するわけでござま

すけれども、これについては条例で定めたもの

について報告しなければならないというふうな

規定になっておりますので、条例に定めており

ませんので、報告しなくてもよいということで

ございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 私から言わせると、出

資比率が49.9％、まず50％というわけですから、

それが普通にうまくいっていれば別に私は問題

ないと思いますけれども、ちょっと聞こえてく

る話だと賃貸料を納めていないとかそういうう

わさも聞こえてきますけれども、そういう後か

らになって大変なことになったということにな

らなきゃ私は別に何も言いませんけれども、そ

ういうことがまずないようにお願いして、私は

これで終わります。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 以上で本日の日程を終了しました

ので、散会いたします。 

  あす７日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時３７分 散会 
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平成２６年３月定例会会議録（第３号） 

 

 

平成２６年３月７日 金曜日 午前１０時００分開議 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   下  山  准  一  議員    １６番   新  田  道  尋  議員 
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平成２６年３月定例会一般質問通告表（２日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 山 口 吉 靜 

１．市営住宅の整備基準について 

２．ふるさと納税制度の活用と今後のあり方について 

３．子ども安心カードの導入について 

４．コンビニでの証明書交付について 

５、婚活事業について 

市 長 

教育委員長 

２ 髙 橋 富美子 

１．がん対策推進基本計画の取り組みについて 

２．医療・介護サービスについて 

３．子育て支援について 

４．生涯学習センターの充実について 

市 長 

教育委員長 

３ 小 野 周 一 

１．議会答弁の検討事項について 

２．新たな農業政策について 

３．消防団組織の充実について 

市 長 

４ 佐 藤 悦 子 

１．消防団の待遇改善について問う 

２．子どもの医療費無料化の対象年齢の引き上げについて 

３．子ども・子育て支援新制度の問題点についての見解と

対応を問う 

４．いじめ問題について 

市 長 

教育委員長 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  欠席通告者はありません。 

  なお、監査委員髙山孝治君より欠席届が出て

おります。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は４名であります。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

 

 

山口吉靜議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、最初に山口吉靜君。 

   （１７番山口吉靜議員登壇）（拍手） 

１７番（山口吉靜議員） 皆様、おはようござい

ます。御苦労さまでございます。絆の会の山口

吉靜でございます。 

  それでは、発言通告に従いまして５点につい

て一般質問をさせていただきます。 

  まず、私は一問一答方式ですので、１点目を

壇上で質問させていただきまして、再質問及び

２点目からは自席で質問させていただきます。

よろしくお願いします。 

  まず、１点目は市営住宅の整備基準について

でありますが、高齢者、障害者が生活しやすい

整備をどのようにしておられるかについてと、

次に老朽化リフォーム対策はどのようにされて

いるかについてと、次に定住促進住宅における

負担軽減策はどのようにしているかについて。

それと、市営住宅の整備における今後の方向、

課題についてお伺いします。 

  今後は市営住宅など全般において少子高齢化

などを踏まえた高齢者単身者向けの住宅を整備

することも考慮した住宅を検討すべきと考えま

すが、市の状況や考え方についてお伺いいたし

ます。 

  以上で、壇上での質問を終わり、再質問２点

目からは自席にて質問させていただきます。御

清聴ありがとうございました。御答弁よろしく

お願いいたします。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、山口市議の御質問にお答えさせて

いただきたいと思います。 

  初めに、市営住宅の整備基準についての御質

問でありますが、高齢者、障害者が生活しやす

いような整備をしてはいかがかということにつ

いてですが、現在新庄市公営住宅長寿命化計画

の策定作業を実施しており、住宅の現状と入居

者や応募者の世帯状況などについて調査を進め

ているところであります。この結果を踏まえ、

年々増加する高齢者や一般のアパートでは生活

が困難な障害者の方が安心して生活できる住宅

を計画的に整備していきたいと考えております。 

  次に、老朽化リフォーム対策についてでござ

いますが、本市の市営住宅は半数以上が昭和40

年代後半から50年代にかけて建設されたものと

なっており、平成24年度に実施いたしました耐

震診断により耐震性については安全が確認され

ましたが、内装や外装、給排水設備等について

は相当程度老朽化も進んできているものと認識
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しております。 

  これまでは、国の補助制度などを活用し、断

熱性の向上や屋根雪の落雪対策など住環境の改

善に関する部分を主に実施してきたところでご

ざいますが、今後の整備方針といたしましては

先ほど申し上げました市営住宅長寿命化計画に

基づき、バリアフリー化を初め設備の更新など

これからの住宅需要を想定し、建物をより長く

経済的に活用していくための改修を計画的に実

施していくこととしております。 

  ３番目の定住促進住宅における負担軽減策に

ついてでありますが、本来の家賃につきまして

は同種の民間アパートより若干安く設定してお

ります。また、子育て世代への支援策といたし

ましては、同居するお子さんの人数に応じてさ

らに家賃を安く設定し、御利用いただいている

ところであります。 

  定住の基盤となる住宅につきましても子育て

世帯の負担を軽減することでこれからの新庄市

を背負う世代の一層の定住促進に努めてまいり

たいと考えています。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  再質問で、負担軽減策と子供子育て世帯への

支援策についてということをお伺いしたいと思

ったんですけれども、今市長が申されましたけ

れども、子供１人、子供２人の場合ですとか、

その辺は内容的にはどのような内容なのかお伺

いいたします。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 おはようございます。 

  それでは今の再質問についてお答え申し上げ

たいと思います。 

  子育て世帯への支援策といたしまして、平成

25年７月からですけれども、同居する子供の人

数に応じて月額家賃を減額している状況でござ

います。 

  具体的には、お子さんがいない場合につきま

しては、１階から４階までの世帯につきまして

は３万8,000円ということになってございます

けれども、お子さんが１人の場合10％減額いた

しまして３万4,200円でございます。２人以上

の場合ですと20％減額しまして３万400円でご

ざいます。なお、５階にお住まいの方につきま

してはお子さんがいない場合については３万

6,000円でございますけれども、１人の場合で

すと３万2,400円、２人以上の場合ですと２万

8,800円という形になってございます。それで、

現在入居者のうち56.6％の割合で御利用いただ

いているような状態でございます。以上でござ

います。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  それと、親を引き取るとか同居するという場

合は何か軽減とかないんでしょうか。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 現在のところ、そういう

制度につきましては設定されておりません。い

わゆる定住促進住宅においては若い方々の負担

軽減ということを行ってございますので、子育

て世代の応援ということで実施している状況で

ございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） それから、もう１点で

すけれども、双子が生まれた場合は特典という

か軽減はあるのでしょうか。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 
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松坂聡士都市整備課長 双子につきましても当然

１人、２人という人数、人数によりますので、

そのような対応をしているところでございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、２点目。ふるさと納税制度の活用と今

後のあり方についてお尋ね、お伺いいたします。 

  まず、新庄市をさらに全国的にアピールし、

さらに市税増収、財源確保、観光振興につなげ

てはいかがかということについてお伺いします。 

  次に、ふるさと納税の使い道として今後どの

ようなことに使っていかれるのかについてお伺

いいたします。ふるさとに貢献したい。納税者

の思いを税制上実現できることで市にゆかりや

思い出がある方々に活用していただき、両親や

祖父母の住むふるさとを応援いただくことにつ

いてお伺いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 ふるさと納税の活用と今後のあり

方についてという御質問でありますが、ふるさ

と納税におきましては昨年度と比較しますと既

に２倍以上の寄附をいただいている状況にあり

ます。新庄市を応援してくださる方々が徐々に

ふえているものと実感しているところでありま

す。 

  ふるさと納税の魅力の一つにお礼品としての

特産品があります。金額に応じて希望する品を

選んでいただいておりますが、新庄産米や山形

牛に人気が集まっております。ふるさと納税は

全国的にも注目されていますので、このお礼品

を充実しふるさと納税を通じて情報発信するこ

とにより物産振興にもつながるものと考えてお

ります。 

  また、新庄市に魅力を感じていただければい

ずれ観光などで訪れていただけるのではないか

と思っているところであります。 

  次に、ふるさと納税の使い道につきましては、

まちづくり応援寄附金条例において活用する６

つの事業を定めております。産業の振興に関す

る事業、医療や福祉の充実に関する事業、教

育・文化・スポーツの振興に関する事業、社会

生活基盤の充実に関する事業、環境の保全に関

する事業、地域づくりに関する事業であります。

寄附者には、この６つの区分の中から応援する

事業を指定いただいているところであります。 

  平成24年度までは基金に積み立てておりまし

たが、今年度からは要望の多かった事業区分か

ら順に事業を選び100万円、ふるさと応援隊、

地域づくり支援関係の事業に100万円の合計200

万円を基本に活用することにしました。 

  平成25年度は、事業区分の中で一番要望の多

かった教育に関する事業について学校図書購入、

図書館機能強化に活用しており、平成26年度に

おいては次に要望の多かった社会生活基盤の充

実に関して、雪対策事業への活用を予定してお

ります。加えて、市制施行65周年記念事業へ

500万円の活用も予定しております。 

  今後も寄附者の意向を反映しながら重点プロ

ジェクトを拡充するための事業や新規事業、記

念事業などに活用していきたいと考えておりま

す。 

  なお、活用した内容については広報などを通

じ市民の皆様、また寄附納税者の皆さんにもお

知らせしていきたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  今、市長からは答弁ありましたが、平成26年

度施政方針の中でも500万円を活用して元気な

まち新庄創出に役立ててまいりますとあります

が、具体的にどんな内容かわかればお伺いいた



- 105 - 

します。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 今、市制施行65周年事業

ということがありましたが、市が主催いたしま

す元気がみなぎるあるいはあふれるような事業

というものを集合体をつくりまして、それに対

して13事業ございますが、1,100万円強の事業

費の中で400万円を充てたい。残り100万円につ

きましては、市民提案、市民とともに盛り上げ

ていきたいというところからありまして市民公

募型の提案を受けた形の中で選考いたしまして、

それに対して100万円ということを予定してご

ざいます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  次に、先ほど市長から、お礼は山形牛、お米

と伺いましたが、ことしのお礼はやはり同じよ

うなことを考えておられますか。お伺いいたし

ます。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 新庄産米、山形牛、これ

は平成25年度一番人気、二番人気でございまし

て２つ合わせますと返礼品全体の85％に及びま

す。 

  特に、平成24年度から始めました山形牛の人

気が少しずつ高まってきている。新庄産米は相

変わらず高い人気を維持しているということで

ございますので、平成26年度につきましてもこ

れらを踏まえまして高い金額に対するお礼品も

考えていきたいと思っております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、３点目は子ども安心カードの導入につ

いてでありますけれども、小中学生がけがやア

レルギーで緊急搬送のときに迅速に適切な手当

てをするために子供の病歴を記入した子ども安

心カードを導入してはいかがかということにつ

いてお伺いいたします。 

  学校や消防署が連携、適切な手当てのために、

また現場の混乱の中でいかに搬送スピードを短

縮し、救命率を上げ、いかに子供の命を守れる

か。この子ども安心カードは非常に効果的であ

りまして、消防本部と連携の上、保護者の安心

につながると思いますので、実施についてお伺

いいたします。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 子供の安心カードの導入につい

ての御質問でありますけれども、申し上げます。 

  市内各校では、子供たちの健康管理及び指導

のために毎年の健康診断の結果を記録する健康

カードと予防接種の有無、心臓病、てんかん様

発作などの既往症、アレルギーなどの持病につ

いて保護者から毎年記入していただく健康調査

票を個人ごとに作成し、保管しています。これ

に加えて、今年度は新たに策定した新庄市食物

アレルギー対応指針に基づいてアレルギーを持

つ子供のアナフィラキシーショックなどに備え、

当該の子供については医師による学校生活管理

指導票、保護者による食物アレルギー個人票を

あわせて保管するようにしています。 

  これは、個人情報の取り扱いに留意しながら

養護教諭のみならず職員室の全職員がわかる場

所に保管し、万が一の対応に備えているもので

あります。 

  子供の病歴を１枚のカードにまとめた安心カ

ードのよさはあると思われますが、関係書類等

の転記の手間や転記ミスの可能性もあり、これ

まで継続して使用してきて課題等の報告が現在

のところない健康カードや、保健調査票等の活
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用でも緊急時に十分対応できるものであると捉

えているところでありますので、よろしく御理

解くださるようお願い申し上げます。以上でご

ざいます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  子ども安心カードは転記ミスがあるというこ

とですけれども、健康カード、保健調査票、こ

れで要するに保護者の安心につながればいいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、４点目はコンビニでの証明書交付につ

いてでありますけれども、いろいろな証明書を

コンビニでとれるようにしたらどうかというこ

とで高齢者にとって市役所は遠くて大変である

という人もおりますし、就労者にとっては勤務

があり、休暇をとって証明書をとりに来るとい

う話をお聞きします。市民の皆様が利用しやす

いようにしてはいかがかということで、市民の

皆様に役に立つ対応についてお伺いいたしたい

と思います。 

  高齢者には、市役所は遠い、コンビニエンス

ストアで各証明書が取得できるサービスができ

ればどんなに喜んでもらえるか。若い人も職種

によっては休みがとりにくい。工場で機械を１

人でボタンの操作をしているような人もおりま

す。なかなか休みはとりにくいのではないかと

思います。便宜を図って生活しやすい働きやす

さ、新庄に一生住みたくなるような気持ちにな

ることも大切だと思います。この対応について

御所見をお伺いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 コンビニでの証明書交付について

という御提案でありますが、各種証明書の交付

につきましては市役所まで来るのが大変だと言

われるお年寄りの方などには、御本人からの委

任状等があれば家族など代理の方でも交付は受

けられる状況にしております。仕事の都合など

で時間的に来庁できない方につきましても、電

話をいただければ午後７時までの時間外窓口サ

ービスを行っております。 

  コンビニ交付は、住民基本台帳カードを利用

して住民票の写しなどの各種証明書をコンビニ

エンスストアで取得できるサービスですが、平

成26年２月14日現在で全国1,742ある市区町村

のうち4.6％の81市区町村でサービスを提供し

ておりますが、多くの課題もあり、全国的に進

んでいない状況にあります。 

  さらに、コンビニ交付の導入に当たっては現

行の証明書交付業務との整合性を図るとともに

自治体の規模や環境に合わせたシステムの改修

が不可欠であり、財政的にも相応の負担が生ず

ることとなります。 

  平成25年３月１日閣議決定となりました社会

保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度

により平成28年１月から個人番号の利用が開始

される予定であります。このため、これまでの

住基カードの交付は終了し、新たな個人番号カ

ードが交付されることとなります。規格も異な

るものになるかと思われます。 

  こうした状況を踏まえ、現時点ではコンビニ

交付については時期尚早と判断し、今後におい

てマイナンバー制度導入後の状況を見きわめ、

判断してまいりたいと考えています。以上、答

弁とさせていただきます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 御答弁どうもありがと

うございました。 

  コンビニでの証明書交付はいずれ遅かれ早か

れコンビニでの交付ができるようになると思い

ますけれども、進展しない理由は何だかと思い

ますが、やはり市民側に立って検討していかな

いとなかなか実施は難しいんじゃないかと思う
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んですけれども、市民側に立って検討してもら

うようによろしくお願いいたします。 

  次に、５点目は婚活事業についてであります。

昨年も数回イベントを開催されたようですが、

どのような成果があったか。また今後の計画や

見通しについてお伺いいたします。 

  また、婚活イベント、昨年11月23日、12月８

日ラブアクションについてカップルがかなりで

きたという成果があったということですが、成

果内容についてお伺いいたします。とにかく、

男女が語れる機会を多くつくること、出会いの

イベント企画が大切で、とにかくさまざまなイ

ベントを数多く開催していただきたいと思いま

す。イベントを数多く開催すればカップルも生

まれ、カップルができれば結婚に結びつき、結

婚すれば子供が生まれる、人口もふえることに

なります。 

  それと、当市と比べると交際の場が少ないよ

うに感じますので、交際経験が少ない男女が多

いと思うので、交際の仕方などの講習会を設定

されてはどうでしょうかと思いますが、また新

庄市の若者にとって、新庄市とは限りませんが

夢はやはり結婚し、家庭を持って楽しいマイホ

ームで子育てができるようになること。このこ

とについての方向性は新庄としてはいかがでし

ょうか。お伺いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 答弁させていただくわけですけれ

ども、婚活を行政でしなければいけない時代に

なったという、その社会的な背景もさまざまあ

るのかなということで、その中でも多くの御要

望があり、リードをしてくれるところがないと

なかなか進まないということもあり、本市の婚

活事業も行っております。 

  平成22年度から最上８市町村の民間と行政か

ら構成された最上広域婚活実行委員会を組織し

ております。そこで、今年度５回のイベントを

実施いたしました。 

  まず、８月に30代限定の婚活パーティー、11

月にシングルマザーを対象としたイベント、12

月にお婿さんを希望する女性を対象としたイベ

ント、１月に男性参加者を対象に自分自身を磨

くスキルアップ講座、２月に年齢層が広く最も

多くの人が参加したバレンタインパーティーを

実施させていただきました。これらのイベント

に加え、最上地域の企業の結婚活動に対するア

ンケート調査を実施し、今後のイベント展開な

どの基礎資料といたしました。これら最上広域

婚活実行委員会による本年度の事業成果といた

しまして、13組のカップルが成立しております。 

  本市の来年度の婚活事業といたしましては、

引き続き最上広域婚活実行委員会の中で広域的

な活動対象を基本に据え、今年度の事業結果を

整理した上での課題やさまざまな社会的な情勢

の動きなどを勘案しつつ、蓄積した経験や広域

で連携するメリットを生かしながらニーズに応

える出会いのイベントを実施してまいりたいと

考えています。 

  加えて、企業や隣接エリアの婚活団体との共

同開催等についても効果的なイベントの実現に

向け意見を交換しているところであります。さ

らに参加者、特に男性参加者のトーク力や服装

についてのスキルアップと実行委員会スタッフ

自身の結婚支援機能能力向上を目的とした講座

や研修会を開催していくことを計画しておりま

す。以上、答弁とさせていただきます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  平成25年度ではイベントを５回なされたとい

うことですが、その内容とかカップルの合計で

13名ですか、できたということ。どのようなイ

ベントが一番人気があったのか、成果があった

のかお伺いいたします。 
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  昨年は５回イベントをやられたということで

すが、ことし平成26年度は前の２倍の10回ぐら

いを目標にしてはどうかと思いますけれども、

お伺いいたします。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 いろいろと御質問いただ

きましたけれども、平成25年度につきましては

今市長が申し上げたとおりでございますが、参

加応募状況などから見ますと、８月、11月、12

月に行いましたイベント、浴衣で生ビール、シ

ングルマザー限定パーティー、お婿さん希望パ

ーティーにつきましては相応の募集を得まして

実施いたしましたが、おのおのについてのカッ

プルはそれぞれ１組ずつの成立ということでご

ざいまして、もう一つにつきましては男性スキ

ルアップ講座ということですので男性の８名の

参加を得まして講座を催したところでございま

す。 

  先月実施いたしましたバレンタインデーを趣

旨としたパーティーにつきましては10組のカッ

プルを得まして、過去４年間のさまざまな実行

委員会事業の中で最大の成立率ということを得

ております。 

  このような成功例あるいは改善すべき点など

を踏まえながら平成26年度につきましては市長

が先ほど申し上げたとおりの形の中で進めたい

と思うんですけれども、今実施数を倍増しては

どうかということがございましたが、成功例を

さまざまひもときながら、それを参考にして開

催してやはり事業の中でもスクラップ・アン

ド・ビルドを適用しなければならないのでしょ

う。 

  もう一つは職域間の中で、企業のアンケート

をしたということもございますので、それを踏

まえた形の中で事業を展開する。あるいは広域

的な隣接する広域圏ともタッグを組めないかと

いうところを研究も実行委員会の中で進めてま

いりたいと思っています。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうも御答弁ありがと

うございました。 

  婚活事業を本格的に行えば人口減少をとめる

ことができるんじゃないかと考えますけれども、

その辺はどうお考えでしょうか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 婚活自体はそれに結びつ

いていくかとは思うんですけれども、私どもの

最上広域婚活実行委員会、これはその前の出会

いを創出していきましょうというところですの

で、これまで都合54組のカップルの成立を得て

いますが、婚活ではあるんですけれども、結婚

に結びついていくかは、そこら辺は少しわから

ないことでございます。ただ、道筋としてその

ような方向性に向かえばやはり地域力の向上、

ひいては定住増というものに結びついていくこ

とは間違いないのかなと思います。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 御答弁ありがとうござ

います。 

  結婚に結びついた方に、何か新庄市としてし

るしのお祝いでも差し上げたらいいんじゃない

ですかね。その辺、いかがですか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 市としてということであ

るとすれば、定住促進の中で１コマとしてタイ

ミングよく研究していく大きな候補ではあろう

と思います。 

  最上広域の中での実行委員会ではその辺の議

論はまだ及んでおりません。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 
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１７番（山口吉靜議員） どうもいろいろ御答弁

ありがとうございました。 

  今回一問一答方式で質問させていただきまし

たので、時間配分が狂いまして、これで自席で

の質問を終わらせていただきます。 

  御清聴ありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時３４分 休憩 

     午前１０時４４分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

髙橋富美子議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、髙橋富美子君。 

   （３番髙橋富美子議員登壇）（拍手） 

３ 番（髙橋富美子議員） 市民・公明クラブの

髙橋富美子です 

  東日本大震災から早いもので丸３年を迎えま

す。被災地の復興にあとどれくらいの月日を要

するのだろうか。多くの不安の中でもちょっと

でも希望を持ち続け一生懸命に生きている姿に

勇気をもらい、改めて支え合うことのすばらし

さを実感しております。本市の将来像である

「自然と共生 暮らしに活力 心豊かに笑顔輝

くまち新庄」をつくるために、ともどもに前進

してまいりたいと思います。 

  それでは、通告に従いまして一括方式で一般

質問をさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

  １点目に、がん対策推進基本計画の取り組み

についてお伺いをいたします。 

  がんにかかる人は多く、生涯のうちに何らか

のがんにかかる人は男性58％、女性43.1％にも

上っています。これはがんの統計2013年からの

ものです。２人に１人はがんにかかると言える

くらい罹患率の高い病気と言えます。日本人の

がん罹患者数は男性第１位胃がん、第２位肺が

ん、第３位大腸がん、女性は第１位乳がん、第

２位大腸がん、第３位胃がんです。がんで亡く

なる人も多く、1981年から死亡原因の第１位と

なっています。日本の年間死亡者数は約120万

人ですが、およそ36万人ががんで亡くなってい

る現状です。３人に１人ががんで命を落とすと

いう怖い病気です。 

  しかし、医療の進歩やがん検診による早期発

見、早期治療により治癒する確率が高いことは

誰もが承知しているところです。そして、早期

発見、早期治療により最終的には医療費の削減

にもつながると考えます。 

  がん対策の柱の一つであるがん検診について、

平成19年策定時より国のがん対策推進基本計画

では平成23年度までにがん検診受診率50％以上

にするという大きな目標を掲げ、検診内容を工

夫したりがん検診無料クーポンの導入等を行い、

受診率の向上に努めてきました。しかし、現状

は20％から30％と低く、各自治体では受診率の

向上に向け対策を講じております。 

  本市においても、市民が受診しやすいように

土日検診など新たな取り組みを行い、また受診

されなかった方に電話連絡を入れるなど、受診

率の向上に努力されていることに感謝申し上げ

るところです。 

  受診率については、山形県の平均受診率を下

回っているということですが、具体的には何％

なのかお伺いいたします。 

  また、国においては平成28年度までの５年間

で新たにがん検診受診率50％を目標としており

ますが、本市の達成時期についてはどのように

お考えなのかをお伺いいたします。 

  次に、本市のがん対策の現状と課題をどのよ

うに分析され、どのような対策が必要とお考え
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かお伺いいたします。 

  続きまして、小中学校でのがん教育推進につ

いてお伺いいたします。昨年６月に新たに策定

されたがん対策推進基本計画に、がん教育の推

進が盛り込まれたこともあり、その予防、治療

の正しい知識を子供たちに教える取り組みが広

がっているようです。 

  がんに関する正しい知識を得ることががん治

療を受ける上での大切な基本であると言われて

います。国民の２人に１人ががんにかかると言

われている現在、小中学校でのがん教育は大変

重要であると考えます。 

  昨年５月、公明党松あきらがん対策推進本部

長は下村文部科学大臣にがん教育の普及、啓発

のあり方について要望書を手渡しております。

下村大臣は文科省に検討会を早急に立ち上げる

ことを約束され、がんという病気への向き合い

方やがん患者に対する理解を深める教育、そし

て命の大切さを教える教育の充実を図ることを

約束すると返答をいただきました。子供たちの

周りでも大切な家族や友人ががんで亡くなり、

また子宮頸がんの予防ワクチン接種など、がん

は子供たちにとっても大変身近な問題になって

います。 

  豊島区教育委員会では、平成24年度から公立

小中学校で健康教育の一環として独自のがん教

育プログラムを開発し、がんに関する教育を開

始。小学校６年生、中学３年生を対象に保健体

育の授業の中で行っているとのこと。学ぶテー

マとしては、みんなでがんのことをもっと知ろ

うであり、がんってどんな病気、何が原因、予

防方法はないのというように、具体的な項目に

ついて学び、がんを通じて命の大切さを教える

ことを目指しているそうです。 

  がんに関する教育の実施の結果、豊島区にお

けるがん検診受診率は教育がスタートする前は

12％程度に対し、がん教育がスタートした平成

24年には16.5％に上昇したといいます。その要

因には、子供たちががんについて深く知ること

によって、親へがん検診の受診を促している。

親は子供が言うと耳を傾ける、これが大きな力

になっているようです。そこで、本市において

はどのようにがん教育に取り組まれているので

しょうか。小中学校でのがん教育についての見

解をお伺いいたします。 

  ２点目に、医療・介護サービスについてお伺

いいたします。初めに、医療介護に関する償還

払いについてでありますが、医療費の家計負担

を軽くするために、病院窓口や薬局で支払う医

療費の負担限度を定めた高額療養費制度があり

ます。当初、この制度は限度額を超えた金額に

ついても、一旦患者が立てかえた後加入する保

険者に申請して払い戻しを受ける償還払いとな

っておりましたが、2007年に制度が改善され、

入院の場合窓口で認定証などを提示すれば負担

限度の支払いだけで済むようになりました。さ

らに、昨年４月からは外来診療についても同様

の取り組みが実施されており、長期にわたって

高額な治療費が発生する通院患者の負担が大き

く軽減しております。しかし、これらの制度に

当てはまらず償還払いとなるケースもまだ残っ

ております。 

  少し角度は変わりますが、介護サービスに関

しても同様に住宅改修費など上限20万円の９割

が支給されて、20万円以内の工事であれば実質

負担が１割になる制度があります。現在、これ

らについては利用者が当初全額を業者に支払い、

後から申請を行って９割が還付されるという償

還払いとなっていますが、利用者の負担が大変

重いものとなっております。 

  そこで、利用者の負担を軽減する対策が必要

かと思います。事前に工事業者と委託契約を結

ぶことで、立てかえの負担をせずに済む委任払

いを導入できないものかと思います。これら、

医療介護サービスで制度の運用の仕方や手続次

第で市民の負担を軽減できることがあればぜひ
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実施できるように、市長の御決断をお願いいた

します。 

  続きまして、地域包括ケアシステムについて

お伺いいたします。 

  地域包括ケアシステムとは、お年寄りが住み

なれた地域で介護・医療を初め住まいや生活支

援などのサービスを一体的に受けられるように

する制度、団塊の世代が75歳以上となり高齢化

のピークを迎える2025年以降を見据え、それぞ

れの地域で必要な高齢者ケアを完結できる仕組

みを目指すとあります。 

  平成18年４月の介護保険制度改正により、高

齢者の地域での自立した生活を支える拠点とし

て地域包括支援センターが設置され、間もなく

８年目を迎えます。介護予防、ケアマネジメン

ト、総合相談支援業務、包括的継続的ケアマネ

ジメント支援業務などを一体的に実施し、地域

住民の心身の健康の保持と生活の安定のために

必要な援助を行うことにより、保健医療の向上、

福祉の増進を包括的に支援することになってお

ります。 

  また、地域包括ケアシステムの実現に向け地

域ケア会議を開催されていると伺いました。地

域包括支援センターと新庄市の連携はどのよう

に図られているのでしょうか。超高齢社会の到

来に備え、地域包括ケアシステムの整備が急務

とされていますが、現状と課題及びその解決策

についてお伺いいたします。 

  ３点目に、子育て支援についてお伺いいたし

ます。 

  地域の子育てと仕事と、介護の両立を支援す

る目的でファミリーサポートセンターが設立さ

れています。活動については、託児や送迎など

育児においての援助を受けたい人と、援助を行

いたい人がそれぞれ依頼会員、協力会員となり、

会員同士が相互援助活動を行う仕組みで、生後

３カ月以上小学校６年生までのお子さんのいる

方が依頼会員の登録ができます。有料ではあり

ますが、急に支援が必要になったときに大変心

強いシステムであると思います。運営は市区町

村が行うとあります。利用状況と今後の課題等

をどのように把握されているのかをお伺いいた

します。 

  次に、ホームスタートの周知についてお伺い

いたします。 

  ホームスタートとは子供の数が多かったり転

居したばかりで自宅にこもりがちになり子育て

支援が受けにくい母親を支えるのが狙いで、基

本的には６歳以下の未就学児がいる家庭を専門

的な研修を受けた先輩ママが週１回のペースで

２時間程度訪問、話し相手になったり一緒に外

出したりする子育て無料サポートのことです。 

  育児が大変と思っていても誰にも相談できず

に悩んでいる方に、このような支援があること

を伝えるための周知徹底が必要と思いますが、

どのようにお考えかお伺いいたします。 

  最後に、生涯学習センターの充実についてお

伺いいたします。 

  先日、日新学区婦人会の方と学区内の市議会

議員との懇談会が開催されました。その中でわ

くわく新庄には調理室がなく、時には市民プラ

ザの調理室を借りて調理したものをわくわく新

庄まで運んでいるとのことでした。また、改築

当初調理室は後につくるとの話があったという

話も伺いました。生涯学習センターの機能とし

て使い勝手のために改善を要すると思います。

災害避難所にも指定されていることからすれば、

早急に設備改善が必要と思いますが、どのよう

にお考えでしょうか。お伺いいたします。 

  以上で、壇上からの質問を終わります。御清

聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

    （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 髙橋富美子議員の御質問にお答え

させていただきます。 
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  初めに、がん対策推進基本計画の取り組みに

ついて御説明申し上げます。市のがん検診受診

率についてでございますが、平成24年度の実績

では胃がん検診で31.4％、肺がん検診32.2％、

大腸がん検診37.4％、子宮がん検診48％、乳が

ん検診で63％となっております。これらの受診

率は国の受診率に比べいずれの項目でも高い割

合となっておりますが、県全体の平均と比較し

ますと低い状況にあります。国で示す目標値は

胃がん、肺がん、大腸がんで当面40％、子宮が

ん、乳がんでは50％としております。 

  本市の計画におきましては、10年後をめどに

現在の受診率に約20ポイントを上乗せし、胃が

ん、肺がん、大腸がんで50％、子宮がんで60％、

乳がんでは70％を目標としております。 

  市のがん対策の現状についてでございますが、

より受診しやすい環境づくりのため、平成23年

度からは特定健診や胃がん検診の本人負担の引

き下げや検診会場の拡充などを行っており、ま

た平日に受診できない方を対象にした日曜検診

を平成24年度に開始し、今年度は２回実施して

おり、120名が受診しました。 

  さらに、新たな取り組みとして今年度は子育

て中の保護者を対象とした無料保育つき検診を

２回実施し、12名の受診者が利用するなど、検

診体制の充実を図っております。検診未受診者

への働きかけといたしましては電話による受診

勧奨や地域を限定した検診案内や検診キットの

送付を行い、受診の機会を逃した方への対策も

講じております。 

  これらの対策などにより、がん検診の受診者

数は平成20年度以降毎年増加している状況にあ

り、今後さらなる工夫をしてまいりたいと考え

ております。 

  また、課題といたしましては平成21年度から

実施しております子宮・乳がんの無料クーポン

事業による受診者が、次年度以降の継続受診に

結びついていない状況があります。今後は健康

相談や健康教育を通じて、がんに関する意識向

上のための普及啓発活動を一層推進し、がんの

原因とされる喫煙や塩分のとり過ぎ、食生活の

偏り、運動不足など生活習慣の改善についての

周知をさまざまな機会を捉えて取り組んでまい

ります。 

  まちづくり総合計画におきましても、健康診

査の充実、受診率の向上、疾病の早期発見と早

期治療の推進を考えておりますので、今後も重

点課題として取り組んでまいります。 

  小中学校でのがん教育での見解については、

教育長より答弁させますので、よろしくお願い

いたします。 

  続きまして、福祉用具購入及び住宅改修にお

ける償還払いに関する質問でございますが、平

成24年度の支給実績は福祉用具購入費124件280

万円、住宅改修費90件615万円となっておりま

す。 

  この福祉用具の購入費及び住宅改修費の支給

については法律上償還払いが原則となっており、

新庄市においてもこの方式により支給しており

ます。 

  昨年12月に社会保障審議会は住宅改修の質を

確保する観点から住宅改修事業者の登録制度を

導入し、登録した事業者の住宅改修については、

自治体が支払う額を直接事業者に支払う受領委

任払いへの変更を提案しておりましたが、厚生

労働省はこの住宅改修事業者の登録制度につい

ては自治体の負担増を考慮し、次期介護保険制

度での法制化は断念したとの情報が入っており

ます。 

  このように、このたびの法制化は見送られる

見込みですが、市としては安定した介護サービ

ス利用のため、利用者の経済的負担軽減対策が

必要と考えておりますので、福祉用具購入費と

住宅改修費の受領委任払いの導入に向け、他自

治体の導入状況を参考にしながら調査研究を進

めてまいりたいと考えております。 
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  続きまして、地域包括ケアシステムについて

の御質問にお答えさせていただきます。 

  新庄市の65歳以上の高齢者数は、平成25年４

月１日現在１万330人で高齢化率は26.9％とな

っております。今後の人口推移については総人

口の減少が続く一方、65歳以上の高齢者人口は

団塊の世代が75歳となる平成37年まで増加が続

き、高齢化率は35％と推定されております。 

  地域包括ケアシステムは、高齢者が可能な限

り住みなれた地域で自分らしい暮らしを続ける

ことができるよう、住まい、医療、介護、予防、

生活支援が一体的に提供される支援体制のこと

であります。現在、新庄市における地域包括ケ

アシステムの取り組みとしましては地域包括支

援センターを軸とし、総合相談支援、介護予防

支援、権利擁護支援等に力を入れております。 

  国は、システム強化の観点からこれまでの取

り組みに加え医療と介護連携、認知症に対する

初期支援、地域ケア会議の設置、多様な主体に

よる高齢者の生活支援、介護予防事業の全面的

見直しを提起しており、これらは平成27年度か

らの国の第６期介護保険事業計画において具体

化される見込みであります。 

  このうち、地域ケア会議は保健、福祉、医療、

地域、ボランティア等の多職種協働により困難

な課題へのケアマネジメント支援とネットワー

ク構築を図るものでありますが、新庄市では今

年度国の地域ケア会議活用推進等事業の採択を

受け、地域包括支援センターを主体として試行

的に地域ケア会議を先行実施しております。 

  今後の地域包括ケアシステムの課題としては、

これら新しい事業を進める中心となる地域包括

支援センターの体制強化と見直しが予定される

地域支援事業への対応を考えております。 

  現在、新庄市は地域支援事業・在宅支援対策

として、介護予防事業、おむつ支給事業、冬期

生活支援事業、緊急通報事業を実施しておりま

すが、今後見込まれる多様なニーズに応えるた

め、介護ボランティア制度の導入など地域資源

の効果的な活用も検討してまいります。次年度

は、新庄市第６期介護保険事業計画策定の年に

当たるため、日常生活圏域ニーズ調査や地域ケ

ア会議の開催により、地域課題を把握しながら

新庄市の地域包括ケアシステムを構築してまい

ります。 

  次に、本市におけるファミリーサポートセン

ター事業の利用状況と今後の課題についてお答

えさせていただきます。 

  ファミリーサポートセンター事業は、乳幼児

や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や

主婦などを会員として児童の預かり等の援助を

受けることを希望する者と、当該援助を行うこ

とを希望する者との相互援助活動に関する連絡

調整を行う事業であります。相互援助活動の内

容は、保育施設までの送迎や保護者の病気や冠

婚葬祭、学校行事等の場合における子供の預か

りが主な内容であります。新庄市では、子育て

支援団体がファミリーサポートセンターを設立

し、新庄・最上地域を対象に活動を行っており

ます。 

  平成25年12月末現在における会員数は、協力

会員、依頼会員、両方会員の計30名、平成24年

設立からの利用延べ件数は19件であり、平成25

年度の利用状況は12月末現在において２件とな

っております。ファミリーサポートセンター事

業は、市町村の直営もしくは委託事業として位

置づけられておりますが、前述のとおり２カ年

における19件の実績のうち、新庄市での利用が

４件と一部の利用にとどまっていること、また

補助事業の対象となる基準が会員数100人以上

であることから現状において市単独事業として

事業を実施する判断には至っておりません。 

  しかしながら、子育て支援事業として有効な

事業であることから利用の動向については今後

も注視していく必要があると考えております。 

  続きまして、先輩ママが訪問する子育て無料
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サポート、ホームスタートの周知不足について

どのようにお考えかということについてですが、

この事業は平成23年度から県の委託事業として

子育て支援団体が実施した先輩ママの家庭訪問

支援事業で、地域の子育て経験者である先輩マ

マを訪問支援者として要請し、家庭訪問による

個別支援を行うことにより、育児中の母親の孤

立を防ぎ、不安や負担の少ない円滑な育児のス

タートにつなげることを目的とした事業であり

ます。 

  事業の主体は山形県ですが、新庄市では子育

て推進課、健康課が運営や連絡調整を担う役割

として事業にかかわり、円滑な事業の実施を図

ってまいりました。 

  事業の内容の周知については、市の施設への

ポスター掲示やパンフレットの配置、乳児家庭

全戸訪問時における事業の説明及びパンフレッ

トの配布、市広報紙への掲載や窓口における事

業の紹介などを行っております。平成26年度か

らは子育て支援団体の独自事業となる予定であ

りますが、支援が必要な方に対して随時情報提

供を行う形で対応していきたいと考えておりま

す。 

  今後も多様化する保育ニーズに柔軟に対応し

ていただいている子育て支援団体等との相互協

力を図りながら、子育て支援の推進に努めてま

いります。 

  最後に、生涯学習センターについては教育長

より答弁させますので、よろしくお願いします。

壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 私から、小中学校でのがん教育

についてお答え申し上げます。 

  現行の指導要領においては、小学校６年の保

健と中学３年の保健においてがんに関連する学

習をすることになっています。小学校６年保健

では、病気の予防の単元で生活習慣病の予防や

喫煙等と病気の関連を学習し、中学３年保健で

も小学校の学習を踏まえ健康生活と疾病予防の

単元で生活習慣の乱れと生活習慣病、喫煙、飲

酒などと健康について、がんについての学習も

含め理解するようになっています。 

  新庄最上地区で採用している保健の教科書で

も、小中とも生活習慣病の一つとしてがんが取

り上げられておりますし、喫煙の害として各種

がんとの関連が記載されています。このように、

教科書で取り扱っておりますので、市内の子供

たちは小中学校でがんについて一応学習してい

ることになります。 

  文科省では、来年度からがん教育のモデル校

を設け、先進的な授業や教員研修を予定してい

ると言われています。平成30年度の次期学習指

導要領改訂ではがんに関する保健の教科書内容

の拡充を目指すとの報道があります。このよう

な動向を踏まえながらも、現時点では現行の指

導要領に沿ったがんについての理解を含めた子

供の健康教育の充実について学校現場を指導し

ていきたいと考えておるところであります。 

  続きまして、生涯学習センターの充実、わく

わく新庄に調理室がなく不便だということにつ

いてお答え申し上げます。 

  わくわく新庄は平成10年に勤労者総合福祉セ

ンターとして開設しました。建物は当時の雇用

促進事業団が設計し、建てたもので、市では備

品の整備をするという役割分担になりました。

そのため、市では調理室の設置を要望したので

ありますが、認められなかったという経緯があ

ります。利用者からは調理室があれば便利だと

いう声は数件伺っており、具体的には料理教室、

そば打ち体験、スポーツ大会での昼食の提供な

どに使用したいというのをお聞きしております。 

  市民が利用しやすい施設として環境整備を実

施していくことが市としての基本的な考えです

ので、どのようなニーズがあり、どの程度の設

備が必要なのか、他の施設の利用ができないか
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などについて総合的に考え、簡易的な設備で補

えるのであれば検討していきたいと考えており

ますので、御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 大変ありがとうござ

いました。それでは、二、三質問させていただ

きたいと思います。 

  初めに、がん対策推進基本計画の取り組みに

ついて本当に詳しく教えていただきました。受

診率向上に向けて日曜日の検診とか子供さんの

保育を兼ねた取り組みということで、本当に若

い人たちにとっても受診しやすくなるんではな

いかと思ったところです。 

  いろいろな取り組みが各地域でされています

けれども、米沢においては早朝健診とか遅目受

け付け健診とかレディース健診とかさまざまな

健診の取り組みをされています。その取り組み

はわかるんですけれども、例えばなかなか受診

に来られない方にこちらから、行政から地域に

出向いてとか、そういう取り組みとかは考えて

はいらっしゃらないんでしょうか。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 地域に出向いての検診という

ことでございますが、地区公民館におきまして

検診を実施したいということで今年度について

は５会場ほど回っております。以上です。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 先ほど、検診に来ら

れなかった方に再度こちらから連絡とかという

こともありましたけれども、コール・リコール

を導入するということが国でも決定になったよ

うです。本市においての取り組みはどのように

なるのでしょうか。お伺いいたします。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 コール・リコールということ

でございますが、これまでも検診に来られなか

った方についても個別で対応しているという状

況にございます。 

  これまでがん検診については、特に子宮がん、

乳がんについては特別に実施しておったわけで

すが、５歳刻みでということでの御批判もいた

だいておりますが、無料のクーポンを出して代

用していたというものでございますが、無料と

いえどもなかなか検診率が上がらないという状

況でございました。それでまた対象者に対して

無料で受診券、クーポン券を発行してというこ

とになりますと、またそれぞれ費用もかかって

まいりますので、どうしたものかと検討してお

りますが、受診に来られなかった人に対しては

今年度ある地区を限定しまして、強制というこ

とはおかしいですが、こちらから検診キットな

どを送ってしまった上で検診を促すといった取

り組みをやっております。検診を受けた方につ

いては、精密検査等必要な方については随時電

話連絡等をするのですが、まずとにかく検診に

来ていただくことが第一歩とこちらでも考えて

おりますので、いろいろな方策を考えながら進

めてまいりたいと思っております。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

した。 

  先ほど、食生活の改善というか、食事が一番

大切だという話をされましたので、健康福祉推

進委員とか食改の関連性というのはどのようで

しょうか。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 食生活改善推進委員会につい

ては非常に頑張っていただいてありがたいと思

っております。 
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  たまたまなんですが、私がテレビ報道特集と

いう番組を見ておりましたら、長野県の食生活、

食改さんの活動がテレビに出ておりました。そ

れをたまたま録画しまして食改に見せておりま

すが、食改のほうで２人１組になって家庭訪問

して塩分の測定をしているという、そういった

ものが報道されておりました。それを食改の方

に見せまして、一緒にやりましょうやというこ

とで話をしているということもございます。健

康は、食生活と運動と特に思っておりますので、

食生活改善推進委員会の方々と一緒になりなが

ら健康増進に努めてまいりたいと思っておりま

す。以上です。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 続きまして、小中学

校でのがん教育推進についてお伺いいたします。 

  先ほど、教育長より市内では小学校６年、ま

た中学校３年の保健体育の授業の中でとり行わ

れているという話でしたが、どのくらいの授業

数、時間なんでしょうか。お願いいたします。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 小中学校のがんに対する

保健の授業の時数についての御質問でした。 

  １つの単元、小学校、中学校１時間というこ

とですので、小学校で２時間、中学校では３時

間程度となります。そもそも、保健の授業その

ものが体育の時間と一緒のところの部分ですの

で、割り当ての時間は少ない中でそういう時間

が確保されているということです。以上です。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 授業時間が少ない中

での時間だとは思うんですがやはり少ないよう

な気がします。平成30年度にまた改訂というこ

とで、それに向けても方策がいろいろあると思

われるのですが、がんについてということで日

本対がん協会というところがあるんですけれど

も、文部科学省、また厚生労働省と連携し、主

に中学校高校を対象としたがん教育を推進する

ためにがん教育基金というのが設立されている

と聞きました。その中で中学生向けにＤＶＤの

無償配布とがん出前授業も行っているというこ

とです。 

  子供たちは、家庭、学校、メディアなどでが

んの情報を得ることはできます。しかし、そう

いった場所で正確な情報に基づいたがん教育が

行われているのでしょうかと新聞に出ているの

ですが、日本対がん協会では中学３年生を対象

としたがん教育ＤＶＤ「がんちゃんの冒険」と

いうのがあるそうでそれを製作し、希望する中

学校に無償で配布しているとあります。中学、

高校に出向いてがんの出前講座を実施すること

も計画しているということです。これらを活用

するということは考えられませんでしょうか。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 大変いい情報であるなと

思っております。ただ、基本的に学校は指導要

領に乗らないとなかなか踏み込んだ授業ができ

ないというところの制約というか、ございます。

先ほど申し上げたような時数の中で健康教育の

一つとして現時点ではがんを取り扱うような形

になっております。基本的に学習指導要領では、

現行の指導要領では小学校ではがんについて触

れる、中学校ではがんについて理解するという

段階なわけですが、その３時間の、例えば中学

校ですとがんについて理解するというところの

内容の中で、今御紹介していただいたＤＶＤを

活用しながら授業を充実していくということは

可能ではないかなと思いますので、学校もそう

いうものを紹介させていただきながら、ただや

はり制限の中での限られた時間の中での指導、

当面はそういう形で充実していくという方向に

なるのかなと思っています。 
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３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） やはり、実際に教科

書で学ぶのではなくてそういう目で確認しなが

らとか大事なことだと思うので、少ない時数の

中でぜひ取り上げていただきたいと思います。 

  続きまして、地域包括ケアシステムのことで

ありますけれども、けさの新聞にもケア会員の

アドバイザーということで、これは先ほど市長

の話の中にあった今年度市に入っているという

ことでしょうか。お尋ねします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

の地域ケア会議の御質問でございます。 

  地域ケア会議の基本としましては、先ほど市

長答弁にもございましたように多職種協働によ

る検討会ということがまず原則でございます。

いわゆる困難ケースの検討会議、それを踏まえ

てさまざまな課題を共有化して地域での福祉向

上につなげていくというところが地域ケア会議

の目的なんですが、現行の地域ケア会議の構成

でございますけれども、職種としましては保健

師の方々、福祉関係としては担当のケアマネジ

ャーなり経験を有する方、社会福祉士も入りま

す。それから、医療関係としては医療療法士、

薬剤師の方々、そしてそのほかに必要であれば

地域の区長さんとか状況に詳しい方、もしくは

担当しているボランティアの方々を構成として、

必要に応じて地域ケア会議を構成していくとい

う形になります。 

  アドバイザーとしては、それらの職種の方々

をお願いするという形になりますが、継続的に

専門のアドバイザーをお願いしながら運営して

いるケア会議をやっている地域もあるようでご

ざいます。それらを検討しながら、今試行とし

て新庄市でそういう地域ケア会議を運営してい

るということで御理解をお願いしたいと思いま

す。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

す。 

  市民としては、何か困ったことがあればすぐ

に役所というのが頭にあって、窓口で相談をさ

れるわけです。大変丁寧に対応していただいて

いるのですが、結局のところ、地域包括支援セ

ンターへ行ってくださいと最後には話がなるよ

うな気もします。行政ではサービスの提供はで

きないので、それも仕方がないことかもしれま

せんが、窓口に来たときに二重の手間をかけな

いような、そういうつくりはできないものでし

ょうか。お伺いします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま、

例えば新庄市役所に来て相談しているにもかか

わらず結局地域包括支援センターに行ってくだ

さいというケースがあるのではないかというお

話かと思われます。 

  基本的には、こういう形が今の委託性の地域

包括支援センターの課題と考えております。つ

まり、新庄市が委託しておるわけですが、受託

している地域包括支援センターと我々との間の

連携がうまくいっていないというケースがこの

何年間見受けられております。ですから、相談

に来ても真っすぐ包括に行ってくださいという

指導をしたケースもあったようです。 

  ですが、現行で地域包括支援センターのあり

方としては先ほど申しましたように新庄市が委

託して新庄市の介護保険制度を運用していくと

いう形でお願いしております。ですから、新庄
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市の考えと地域包括支援センターの考えは全く

同じ、そして運用なりやり方も同じにしなけれ

ばいけないということで、今年度から具体的に

は地域包括支援センターと毎月定例会議を持ち

ましてさまざまな課題、個別ケースも含めまし

てお互い情報共有しながら進めております。 

  ですから、基本的に現在新庄市役所に来て相

談いただいた方については基本的に市で対応で

きる部分についてはやっている、やるという方

向で処遇させております。ですから、それによ

れない部分、当然困難ケース云々については両

方の連携が必要だという場合もございますので、

そういう部分について包括と連携をとりながら

解決を図っているという状況でございますので、

若干改善はさせていただいているということで

御報告させていただきます。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 本当に、連携という

部分で、連携って本当に難しいことなんだなと

思いますけれども、しっかり連携をしていただ

きたいと思います。 

  先日、ひとり暮らしの80歳過ぎの方が支援も

介護もなく、とても元気な方なんですが、近く

に親戚もなくて本当に何かあったら人に迷惑を

かけたくないと葬儀代を前払いしていた人がお

りました。もし万が一のときは地域の誰それさ

んに自分はお願いしているんだという話をされ

たときに、これが本当に地域包括システムの、

小さい部分かもしれませんけれども、大切な部

分だなと感じたところです。 

  なので、これからやはり地域、民生委員さん

とか区長さんとか、地域にいろいろな方がいら

っしゃいまして、その人たちの力をかりながら

よりよい地域包括ケアシステムになるように取

り組んでいっていただきたいと思います。 

  それでは、最後にわくわく新庄の件でしたけ

れども、先ほど教育長が簡素な調理室、調理室

でない、簡素なと言われましたけれども、どの

くらい簡素なものなのか、お願いします。 

森 隆志社会教育課長 議長、森 隆志。 

小嶋冨弥議長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 先ほど、教育長が答弁申

し上げました簡易的な設備、例えば２階に湯沸

かし室がございます。現在ＩＨ式のコンロが設

置されておりますけれども、それを新たにガス

コンロ等に整備するとか、そういったことでの

対応であれば前向きに検討していきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 少しずつ改善をお願

いしたいと思います。 

  以上で終わりますが、このたび地域防災計画

の見直しが行われ、地域防災会議に念願の女性

委員を登用していただきまして大変にありがと

うございます。また、４月から消費税増税とな

り、何かと家計を預かる私たち女性にかかって

くるのかなとも感じております。私たち女性が

明るく元気にいることがまちを元気にすること

だと思います。ともどもに頑張ってまいりたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

以上です。 

 

     午前１１時３１分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  なお、午後から小関 淳議員より欠席届け出

が出ております。 

 

 

小野周一議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、小野周一君。 
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   （１０番小野周一議員登壇）（拍手） 

１０番（小野周一議員） ３月定例会、一般質問

します。市民・公明クラブの小野です。 

  発言事項として３点を通告しておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  今年度、４人の課長さんを初め15名の職員の

皆様が退職されましたが本当に長い間御苦労さ

までございました。今後は一市民として市政発

展のため御指導をお願いするものであります。 

  また、昨年12月に当議会は議会基本条例を制

定し、初めての一般質問ですが、論点及び争点

を明確に質問しますので、御答弁のほどよろし

くお願い申し上げます。 

  それでは最初に、１点目の発言事項でござい

ます。議会答弁の検討事項についてを質問しま

す。 

  市民から、議員が質問はしましたが、その後

の検証がなされているかという声をよく聞きま

す。そういう観点からも質問するわけでござい

ますけれども、議場において各議員の一般質問

等は１年間にわたって相当の件数に及んでおり

ます。市の前途を憂いながらも、さらなる市政

発展を願う市民を代表する議員の活動として建

設的な質問に対して執行部は今後検討、協議を

していきたいと結んで終わる議会答弁が少なく

ありません。質問などに対する答弁が一時棚上

げしたと思われないためにも、各所轄課におい

てその後どのように検討協議をし、対応したの

かなどの経過状況などを議会に報告すべきでは

ないかと思いますが、これらについてお聞きし

ます。 

  なお、昨年３月定例会で私が質問した３件を

例示して質問しますので、よろしくお願いした

いと思います。 

  １件目は農林課への質問でありました。課長

の答弁では、農業全体の産出額、ひいては所得

の増大に結びつく部分については支援できるか

どうかを周辺町村あるいは県内ＪＡ等と協議を

していきながら、そのような方向で協議をして

いきたいという答弁でしたが、その後の対応は

どのようになされたのかお聞きするものです。 

  ２件目は総務課への質問でありました。課長

答弁では、市役所の全面禁煙化、分煙対策を今

後検討するとの答弁でしたが、その後の対応に

ついてお聞きするものであります。 

  ３件目は上下水道課への質問でありました。

新しく下水道事業の認可区域に指定された地域

への周知と事業の整備計画の周知に対し、課長

答弁では事業が明確になったところは早目に説

明をし、平成25年度事業についても早急に説明

会を実施し、年次的な計画についても今検討を

させているとの答弁でしたが、その後の経過に

ついてお聞きします。 

  次に、２点目の発言事項である新たな農業政

策について質問をします。 

  約40年間、国策とはいえ長い間生産現場、特

に農家は猫の目行政に翻弄され、振り回され続

けてきました。平成16年２月に策定され、平成

24年を目標年次とした水田農業ビジョンを本市

農業の基本方針として施策が実施されてきまし

た。幾ら自民党が野党時代の衆議院選挙の公約

とはいえ、政権与党になって参議院選挙の公約

にも掲げて実施されたのが今回の政策であるが、

収穫になった昨年10月下旬の突然の発表に生産

現場に大きな衝撃を与えました。 

  昨年11月からこれまでに関係機関、生産者に

対しての説明会が実施されてきましたが、今も

って国県市といまだ統一した見解が示されてお

らず、生産現場において不安が広がっておりま

す。 

  そこで、本市、いわゆる市長が会長である新

庄市農業再生協議会で決定される水田フル活用

ビジョン案に本市の取り組み方針として地域の

作物作付の現状、地域が抱える課題を初めとし、

作物ごとの取り組み方針、３年間の作物ごとの

作付予定面積、そして３年後を目標とした指数
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を県より示された資料をもとにし、産地交付金

の支援要件となる水田フル活用ビジョン案の腹

案を作成しているのかお聞きするものでありま

す。 

  新聞報道によれば、平成26年度の主食用米と

転作作物の本県産出額の影響は生産調整強化で

マイナス19億円とあり、平成30年から米の直接

支払交付金が廃止され、転作作物として飼料用

米と大豆を作付した場合の水稲系規模別の所得

は大規模経営農家ほど影響があると県では試算

結果を示しました。 

  所得確保のため、上限度額10アール当たり10

万5,000円が交付される飼料用米や米粉用米の

作付が国策で誘導され、生産現場においては交

付金額だけがひとり歩きをしております。飼料

用米の転換には主食用米の混入、いわゆるコン

タミの不安、乾燥、保管場所を整備し、売り先

の確保等生産現場において課題の残る制度と思

われるが農業団体、生産者に対する市の考えを

お聞きするものであります。 

  平成25年度においても54種類の作物が産地資

金の対象として取り組まれ、交付金が配分をさ

れております。本市の旧萩野農協、旧昭和農協

が一緒になっている新庄もがみ農協から出荷さ

れる園芸作物、平成25年度産のニラが３億

4,500万円、ネギが２億4,700万円、タラノメが、

これは平成24年度ですけれども、6,500万円、

アスパラガスが３億2,800万円と、この４品目

がいずれも山形県で一番の販売額を示しており

ます。 

  最上地域は山形県有数の園芸作物の産地に成

長しておるが、本市においても産地の強化をさ

らに進めるためにも地域振興作物、県の推進作

物から重点振興作物及び今後の拡大振興作物を

選抜し、行政がさらなる産地の広域化を目指す

ために農業団体、生産者と連携をとりながら、

農業販売額の向上を図るべきと考えるが、これ

らについてお聞きするものであります。 

  新農業政策では、生産現場の強化策として仕

入先集約化で生産コストの削減を図り、今後10

年間で担い手の農地量が全農地の８割を占める

大規模化、担い手育成の支援が重要な柱になっ

ております。国策では、規模拡大を目指す攻め

の農業の施策ですが、しかし、私は一方で地域

社会、地域農業を維持する複合的な営農形態を

取り入れた家族農業も本市には必要と思います

が、そのお考えをお聞かせください。 

  最後に、３点目の発言事項であります。消防

団組織の充実について質問します。 

  本市の平成25年の火災発生件数は最上管内で

42件発生のうち16件の発生でありました。消防

団は火災のみならず東日本大震災を初め地震、

ゲリラ豪雨等の災害から地域住民の生命財産を

守って活動をしております。 

  平成25年12月13日に消防団を中核とした地域

防災力の充実強化に関する法律の公布及び施行

について通知が出され、地域防災力の充実強化

を図るために13の項目が示されております。そ

の中に、消防団への加入促進、公務員の消防団

員との兼職に関する特例が示されております。

全国的にも消防団員数の減少が予想される中、

本市の消防団員確保対策として市職員の消防団

員の加入促進と加入の実態についてお聞きする

ものであります。 

  また、消防団条例に定数300人以内と定めら

れている予備消防団員の活動の実態についても

お聞きするものであります。 

  また、消防団員の処遇の改善、消防団の装備

の改善についても示されております。新聞報道

によると、国は消防団員１人当たり年額報酬３

万6,000円、１回の出動当たり7,000円の手当を

支払うとして、自治体に渡す地方交付税の額を

算定し、実際の支給額は自治体が条例で定める

とのことであります。しかし、本市の団員の報

酬年額については平成９年以降条例改正がなさ

れておりません。国における報酬年額の算定基
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準や周辺町村と比較検討し、改正が必要な時期

と思われますが、その点をお聞きするものであ

ります。 

  現在、新庄市消防団、17台の普通積載車、17

台の軽積載車、そして95台の各班に小型動力ポ

ンプが配置され、年々装備が充実されてきてお

ります。また、市内247カ所の防火貯水の整備

もなされております。貯水槽の漏水の有無、土

砂等の除去などの定期的な点検をなされている

のかお聞きするものであります。 

  またなお、現在の装備品で不十分な点は何で

あろうかともお聞きしたいと思います。 

  以上で壇上の質問を終わらせていただきます。

御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小野市議の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  議会答弁の検討事項についてということであ

りますが、議員御指摘のとおり議会の一般質問

や特別委員会で今後検討しますと答弁すること

があります。市としての方針が定まり、一定の

結論が出ている質問については具体的に答弁で

きますが、内容によっては予算の面や今後の見

通しについて不確定な部分がありますと、検討

します、あるいは協議しますとの答弁になるこ

とがございます。 

  このような答弁の場合、議員などから経過等

の確認や質問があれば説明しているところでも

ありますが、今後におきましても検討の結果、

協議の結果について御質問や経過の確認などが

あれば随時報告、説明させていただきたいと考

えております。 

  御質問の農業全体の産出額を増加させるため

の市独自の支援については、県の戦略的園芸産

地拡大支援事業補助金を活用して、平成25年度

より品目を絞って市独自のかさ上げを行い、事

業費の２分の１を助成するという事業に取り組

んでおり、現在畜産部門でも対応できないか協

議しているところであります。 

  次に、市役所内を全面禁煙するのか、分煙対

策を施すのかにつきましては、社会的にも受動

喫煙をどうするのかというのが問題になってい

るところでもありますので、年明けに開催した

新庄市安全衛生委員会で討議したところ、産業

医の内科の先生からは禁煙治療の実態などを含

め医学的見地からの御意見をいただき、分煙を

進めていく上でどうするかなど議論をしたとこ

ろであります。それぞれの立場からいろいろな

意見が出たところでもあり、来年度中には委員

会で一定の方向性を出したいと確認したところ

であります。 

  次に、下水道事業計画案の公告縦覧など法的

な手続外の一般的な周知といたしましては、市

のホームページに掲載したこと、また市民が計

画区域拡大で一番密接な関係があると考えられ

る浄化槽設置業者に対して、計画区域の拡大、

翌年度の供用開始区域並びに工事予定箇所を周

知しております。 

  また、各年度当初の工事予定箇所につきまし

ては市のホームページに掲載するとともに、着

工前に地元説明会を実施しております。 

  複数年の事業年次計画については、早目の周

知は難しいところもありますが、ホームページ

や市報等を利用し、計画区域や供用開始区域な

どを掲載していくことで事業の進捗状況を住民

の方々に周知したいと考えております。 

  次に、新たな農業政策についてでありますが、

初めの産地交付金の支援要件となる水田フル活

用ビジョンについてであります。 

  国は、新たな農政、４つの改革を打ち出しま

した。改革の一つ、経営所得安定対策の見直し

では、農業経営の収入確保を図るため、産地の

創意工夫を生かして、需要に応じた水田農業が

展開できるよう、市町村段階での作物振興の設



- 122 - 

計図となる水田フル活用ビジョンを作成するこ

ととなります。ビジョンの作成は、水田活用の

直接支払交付金や産地交付金による支援の要件

とされたところであります。現在、策定基準様

式等についてイメージとしては伺っているとこ

ろでありますが、今後決定されれば国から県を

通し改めて示されます。 

  重立った内容を申し上げますと、まず作物ご

との作付現状や課題を整理した上で、非主食用

米など作物ごとの作付予定面積や生産量、それ

らの生産拡大に向けての販売先との連携、活用

施策などを３年後を目標年次として策定するこ

ととなっております。また、産地交付金の活用

方針や支援対象とする品目、具体的な使途、支

援単価等も示すこととなっております。 

  市町村段階でのビジョン策定に先立ち、山形

県としての今後の水田農業の活性化に向けてそ

の基本的方向を定めた山形県水田農業活性化基

本方針の案が先週公表され、３月末をめどに決

定される予定とのことでございます。 

  本市といたしましては、県の方針決定を待た

ず、この県の方針案を踏まえ新庄市としての方

針の検討に入りたいと考えております。今回の

農政改革は半世紀近く行われてきた政策の根本

的な見直しであり、検討作業につきましては関

係農業団体等の御意見やお考えを賜り進めてま

いりたいと考えており、現在その調整を行って

いるところであります。 

  新庄市水田フル活用ビジョンは、最終的には

新庄市農業再生協議会での決定を受けて策定し、

５月31日まで県を通して国に提出する予定とな

っております。 

  次に、飼料用米や米粉用米の非主食米につい

ての市の考え方でありますが、飼料用米、米粉

用米についてはこれまで面積払いで10アール当

たり８万円が交付されておりましたが、生産者

のインセンティブを高めるため収量に応じた単

価設定の上、数量払いとなりましたことについ

てお答えいたします。 

  さきに、山形県のプロジェクトチームが今回

の改革による県内農家への影響を試算した結果

が示されましたが、その試算の根拠となる飼料

用米の10アール当たりの単価設定は最高額の10

万5,000円を採用しており、ちまたではこの10

万5,000円という金額だけがひとり歩きしてい

るようであり、この件についてはこれまでの農

政改革説明会や先週市内４地区で実施いたしま

した説明会においても丁寧な説明に心がけたと

ころでございます。 

  飼料用米を例にとりますと、多収性品種の種

子確保、栽培段階から出荷までの生産コストや

労力、出荷にかかわるまでの保管や流通ルート、

需要者の確保、ひいては取引価格は農家の生産

意欲をも損なうほどの低価格であることなどの

理由から、今年産につきましては積極的に農家

を誘導する状況ではないと感じているところで

ございます。 

  しかし、今後は米の直接支払交付金の削減や

５年後の行政による米の生産数量目標の配分廃

止に向け、収入確保の面からもこの制度の課題

解決を注視しながら時期を見て進めてまいりた

いと考えております。 

  次に、本市振興作物についてでございますが、

今年度におきましては議員の御説明のとおり54

種類の作物を対象として件数にして500件、交

付総額7,650万円ほどを産地資金として交付し、

産地化の推進を図ってきたところでございます。

54種類の中でも、特に産地化を強化してまいり

たいと考えているニラ、ネギ、タラノメ、アス

パラガス、里芋など、21種類の作物につきまし

ては、交付単価を他作物の２倍以上の10アール

当たり２万8,000円に設定し交付推進してきた

ものであります。確かに、その中には取り組み

件数の極めて少ないものもあり、産地化を目指

すことを目的にするには、もう一度精査する必

要があると思われる作物もうかがわれます。 
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  さきにお答えいたしました水田フル活用ビジ

ョンの策定にもかかわりますが、今後は地域の

特色ある魅力的な産品の産地を創造するため、

今後特に力を注いでいく振興作物の確認と安定

生産に向けた取り組みについて生産者や農業関

係団体等と協議して進めてまいりたいと考えて

おります。 

  なお、新たな政策では産地交付金と名称が変

わりますが、飼料用米や米粉用米の多収性品種

への取り組みや加工用米の複数年契約の取り組

みには追加交付もありますので、総合的にこれ

らの支援を有効に活用し、産地創造につなげて

いきたいと考えております。 

  複合経営体への御質問でありますが、複合的

営農形態を取り入れた家族農業についてでござ

いますが、国の農業政策は大局的に見れば農業

機械等の効率的な活用によるコスト削減、諸外

国に負けない体制づくりの見地から農地利用の

集約化を図りながら大規模化と法人化への移行

が誘導されていると感じております。 

  大規模化を目指すにしても、現行の経営規模

を基礎として拡大するわけでございますが、そ

のもととなる規模はおおむね４から５ヘクター

ル以上と考えた場合に、新庄市の農業経営体の

うち約８割がいわゆる中小規模経営体でござい

ます。特に、この規模の経営体においては後継

者等の担い手不足が生じていることは御承知の

とおりと思います。 

  そういった方々が今後のそれぞれの農業経営

を考えた場合、選択肢として作業を委託する、

権利を移動する権利移動についても大規模化を

目指すほうへの集約化に協力する、そして中間

管理機構に委ねるなどが考えられます。 

  一方で、家族内での労力を期待できる経営体

についてはさまざまな複合形態を選択し、土地

利用型にとらわれず他産業並みあるいは他産業

従事以上に所得を上げている優良な経営体は本

市の農業者にも多数いらっしゃいます。これら

の経営体は本市農業振興に大きく寄与されてお

り、今後も活躍を期待申し上げることはもとよ

りでございますが、例えとして、本市の農業振

興地域整備計画にも19の個人経営体の営農類型、

２つの組織形態の営農類型を示しておりますが、

やりがいと魅力のある農業経営を実現し得る経

営体として育成してまいりたいと考えておりま

す。 

  本市の農業は大規模化や組織化を目指す経営

体、さまざまな形態を取り入れ家族内労働で担

う複合経営体を車の両輪と考えており、一方で

経営縮小等を考える農業者にはより有利な条件

での権利移動などが可能な制度の活用を誘導し、

促進していくことも必要ではないかと考えてお

ります。加えて、両輪の農業経営体が６次産業

化などの取り組みにより雇用創出をも生み出し、

地域の就業の場としての受け皿となるよう推進

したいと考えております。 

  最後に、消防団組織の充実についての御質問

ですが、御承知のとおり、国では平成25年12月

に消防団を中核とした地域防災力の充実強化に

関する法律を制定し、消防団の強化、地域にお

ける防災体制の強化の２つを基本的施策とし、

地域防災力の強化を図るとしております。特に、

消防団につきましては、将来にわたり地域防災

力の中核として欠くことのできない代替性のな

い存在とし、消防団への加入促進、地方公務員

の入団促進、消防団員の処遇や装備の改善等を

図ることで、消防団の強化をより一層推進する

こととしております。 

  本市におきましても、この法律の施行を機に、

消防団の安全装備の充実を初め、災害活動に必

要な資機材等の計画的な更新を進めながら、消

防団員の加入促進に取り組むとともに、市職員

の消防団への加入を促進していく所存でありま

す。 

  本市の消防団員数につきましては、２月末現

在で1,137名、うち市職員については20名が加
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入し、処遇に関しては他の消防団員と同等の取

り扱いがなされております。ここ数年の傾向を

見ますと、平成23年度で1,150名、平成24年度

で1,144名と若干ではありますが年々減少傾向

にあります。少子高齢化の進展や社会経済情勢

の変化により、地域における防災力の担い手を

確保することが困難となっており、こうした現

状を踏まえれば議員御指摘のとおり市役所職員

が消防団に加入し活動することは、防災はもち

ろん地域住民に密着したまちづくりの観点から

も大切なことと捉えております。 

  このため、新規採用職員の採用前の研修では

消防団員の消火活動や山岳遭難での対応などの

事例を紹介し、消防団が果たしている役割につ

いて説明しております。また、採用後の初任者

研修では、災害時の対応など公務員としての自

覚はもちろん地元消防団へ加入することで市民

の一員として地域貢献することの大切さを伝え

ておりますので、今後も消防団に対する理解を

深めながら職員の防災意識を高め、入団の促進

につなげてまいりたいと考えております。 

  また、退職した消防団員等には予備消防団員

としての活動を呼びかけ、災害発生時における

日中等の団員不在時を補い、災害時の初動体制

につなげるとともに地域の自主防災活動への協

力など地域の防災力の確保に努めたいと考えて

おります。 

  次に、消防団員の処遇及び装備の改善につい

ての御質問でありますが、本市の消防団員には

報酬のほか、出場、訓練、警戒手当を年額で支

給しております。新庄最上地区の町村と比較し

ますと、若干額低い状況でございます。平成９

年度以降改定しておりませんので、さきに御説

明申し上げました法律の趣旨や他市町村の動向、

消防委員会の御意見等踏まえながら処遇の改善

を図ってまいりたいと考えております。 

  また、消防団の装備の改善点につきましては、

消防団の活動の核となる小型動力ポンプや積載

車等は常に良好な状態を維持する必要がありま

すが、特に動力ポンプは地元消防団の負担が大

きいため、経年により性能が低下しても思うよ

うに更新できないという現状がございます。し

かし、これにより、消防団活動に支障が出ると

いう事態は絶対に避けなければならないものと

考えます。 

  新庄市が配備している積載車等の消防資機材

に加えて、今後小型動力ポンプにつきましても

整備することが必要と考え、経過年数の古いも

のから順次計画的に更新を行っていく考えであ

ります。さらに、装備品の不十分な点につきま

しては消防団や消防委員会の意見を聞きながら

改善してまいりたいと考えておりますので、御

理解くださるようお願い申し上げます。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） 本当に私の一般質問に

理解を示してくれまして本当にありがとうござ

います。 

  それでは、順序は逆になりますけれども、消

防団から再質問をさせていただきます。 

  市職員の消防団の加入、そして装備に関して、

市長は大変消防団に対して理解を示しているわ

けでございますけれども、実はこれは先ほど壇

上でお話ししましたけれども、市内に約247カ

所の消防法に関する、防災に関する貯水槽があ

るわけです。これを装備に関して見るか私は判

断できないんですけれども、それを年々スラブ

というか、上にスラブをかけたりして整備をさ

れてきております。しかし、この中にもまだま

だ電柱で金網を張ったり、水を確保するために

流水を利用した貯水槽が数あります。そうした

場合、上にスラブかけた場合、やはりつくった

ものですから、そこにたまっている用水が漏れ

ているかどうかも状態がわからないわけです。

また、流水による水の確保ですから土砂等も大
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変たまっていると聞いております。やはり、そ

ういう点検もある程度、17分団、団長以下17名

の分団長がいるわけですから、最高幹部を通じ

て定期的な検査をするようにという指示をお願

いするものであります。 

  次の２番目の新たな農業経営についての再質

問をさせていただきます。 

  本市農業の基本となる方向性を定める水田フ

ル活用ビジョン案がまだいまだにできていない

という答弁であります。それは、国県と上位団

体の名前を出されて市長は答弁なさいましたけ

れども、しかしもう既に県からこのような水田

フル活用ビジョンをつくるために参考としてイ

メージ図の資料が渡されております。これは先

ほど私も壇上から言いましたけれども、今後の

取り組み方、３年間のやり方、いろいろなこれ

に沿ってやってくださいよと、あくまでも国か

ら来た場合、県から来た場合、事前に腹案とし

て作成してくださいよと私は聞いております。

その点についてどう考えておるかお聞きします。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 防火貯水槽のスラブを打った

もの、あるいは金網のものの維持管理というこ

とでございます。 

  現在、防火貯水槽、金網でしたものについて

は消防団で春、秋、それから春季消防演習等の

機会を捉えて点検をお願いしていただいており

ますが、今後ともさらに市民の安心安全の負託

に応えるように点検をお願いするようにして管

理してまいりたいと思います。よろしくお願い

します。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 水田フル活用ビジョン案につ

きましては確かに今議員御指摘のように県から

イメージ図が示されてございまして、市長答弁

では５月31日まで国に提出する要件があるとい

う答弁をさせていただきました。 

  しかしながら、やはり一日も早くビジョンを

示して農業者の導く方向性を示す必要があると

いうことで、特にこれは産地交付金の支払い要

件にもなるということでございますので、今月

下旬に農業関係団体の集まりをしまして、今後

の農政に関する意見交換会を行います。この中

で、今後の新庄市の水田農業ビジョンをどう持

っていくかという話をしながら、まだ案の段階

でございますが県が示した山形県水田農業活性

化基本方針案、これにも呼応しながらできるだ

け早目に作成していきたいと考えてございます。

以上です。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） 本当に残念です、これ。

40年ぶりの本当に大きな農業改革なんですよね。

県でもってなぜ早くこのようなイメージをつく

ってくださいよという参考資料を、恐らく県下

の町村に渡したと思います。やはり、あのよう

なスタッフがいるとすれば農業団体と連携をと

りながら腹案というものをつくっておくことが、

私は行政ではないかと思います。だから、市の

市長さんが再生協議会の会長になっていますよ

ね。５月ではもう遅いんですよ、これ。 

  このイメージ図に沿って酒田市再生協議会で

は１月の段階で案としてつくって出しています

よね。そして、その案には括弧書きがあって国

の動向により見直しされますよという１項目あ

ってやっています。 

  前もって来ていたならばつくるのが普通じゃ

ないですか。本当に40年ぶりの新庄市の基幹産

業である農業の大転換なんですよ、これ。それ

は、行政だけではできないかもしれませんけれ

ども、腹案というものを内部で調整してつくっ

ていって、県から国から来てもいいように準備

しておくのが私は原課であると思うんですけれ

ども、それはどうですか。 
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齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 御指摘もっともであると思い

ます。 

  やはり、この水田フル活用ビジョンにつきま

しては４割の転作をどう誘導していくかという

ことでございますので、これは大変重要なこと

であるかと考えております。 

  しかしながら、やはり詳細にわたる戦略作物

の品目に国から示す品目であるとか単価である

とか、産地交付金にくらがえになるソバについ

てはどういうふうに取り扱うのかと、非常に不

安材料がございまして、なかなか数字的なもの

が押さえ切れない分が多々ございました。ある

程度の骨子が出てきておりますので、来月４月

20日過ぎに予定しております新庄農業再生協議

会、こちらで決定をしてできるだけ早期にお示

ししていきたいと考えております。以上です。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） 作成していないとすれ

ば、早急に農業団体と連絡をとりながら今後の

新庄の農業のあり方、基本政策というものを数

字で、数字でですよ、あらわしてほしいと思い

ます。 

  ここにもう、酒田市あるんですよ。これまる

きりイメージ図に数字を入れただけなんです。

あと、取り組み方針とか、酒田は新庄と違って

養豚が盛んな地域ですから、飼料用米の取り組

みを完全に面積的に３年後と面積拡大になって

おります。 

  やはりその地域の特色を生かした案というも

のを前もって、つくっていないとすればしよう

がないですけれども、早目に農業団体等と連絡

とり合って、つくってくれることが一番末端に

いる農家への安心感につながると思いますので、

まずよろしくお願いしたいと思います。 

  次に、先ほど新庄もがみ農協の園芸作物の４

品目が山形県内の環境でそのうち４つが山形県

一に販売額がなっていると、私は言いました。

しかし、そこには旧萩野農協の組合員と旧昭和

農協の組合員、新庄市民ですよね。だとすれば、

新庄市としても、新庄市農協もあるんですけれ

ども、農家のためにもさらなる園芸作物、そう

いうものの新たな産地づくりを私はすべきと思

いますけれども、それには課長もわかりますと

おり、平成23年５月、最上広域農業振興計画が

作成されました。これによりますと、市町村別

主要品目の生産計画が載っています。これには

販売計画がうたわれております。 

  これによりますと、平成21年を基準年次とし

て平成24年を見直し限度、そして平成31年を目

標年次としているんですけれども、平成21年が

基準年次とすれば、あれから22、23、24まで３

年間の、新庄市の農業生産額、園芸、畜産、こ

の３つの販売額をどのような推移をしているか。

わかっていれば、全て言えば時間もありません

ので直近の平成24年度の農業販売額、野菜園芸

の販売額、畜産の販売額、これ、平成21年の基

準時と比較してどのような検証をなされている

か、お聞きしたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 農林水産統計については５年

に一遍ということで、ただいま議員御指摘のあ

った平成21年というのは多分2010年農林業セン

サスの数字ということで、これは私どもも押さ

えておるわけでございまして、次期の調査が平

成27年２月１日が基準となっております。その

ようなことで、農林水産統計の数字は５年に一

遍ということになってございますが、我々が捕

捉している数字というものはあくまでもかさ上

げ補助しているような品目に限ってピンポイン

トで集計はしてございますが、全部を網羅した

ような調査はしてございません。そのようなこ

とで今後新庄市農業全体の把握という意味では、
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やはりＪＡ等の系統出荷額とか生産量を捕捉し

ながら、特にその品目に絞ったものについては

毎年定時的に捕捉していきたいということを考

えてございますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） 課長、私さっき言いま

したよね。余りにも危機感が薄れているんじゃ

ないかと。これは完全にありませんよ、危機感

が。ということはこのしおりを見ますと平成21

年のあるいは課長の言ったのとは違って、平成

21年の数字は各市町村への調査により集計とあ

ります。 

  また、この間県の農業振興課に行きました。

これが平成22年の資料です。平成22年から23年

まで。これによりましても各市町村への聞き取

り調査による集計と書かれております。農業全

体、米、畜産、野菜、花卉、果実。どうして原

課の農林課の方々が農業団体に行って１年間過

ぎた後に昨年額の販売額どうでしたと、やはり

数字をどうして統計的にまとめて我々議会なり

各関係機関に渡すことができないのかというこ

となんです。 

  そうすれば、特にさっき課長さんが言いまし

たけれども、昨年度全体に２分の１のかさ上げ

もしてきましたね。確かに、園芸部門は販売額

がふえております。でも、反面たった１年のデ

ータなんですけれども、新庄の場合は畜産は減

少しております。逆に、力を入れている真室川

は逆に年間、平成21年から22年度なんですけれ

ども、１億円の増の販売額を記載しております。

やはり、せっかく市税を使っての予算とったり、

何を使ったり、やっているわけですから、数字

が一番正直じゃないのかなと思うんです。やは

り、県国がしていないなら、市独自のこの新庄

市の農業関係の数字の統計をお願いするもので

あります。どうですか。課長。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 補助事業も含めまして、今後

ＪＡ等の聞き取りを定時に行い、毎年集計して

その動向を把握したいと思います。よろしくお

願いします。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時５０分 休憩 

     午後２時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、佐藤悦子君。 

   （１番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党の佐藤悦子

です。消費税増税、社会保障の負担増、戦争す

る日本へ向けようと暴走している国の悪政から

住民の防波堤としての自治体をどうつくってい

くのか。私なりの提案をさせていただきます。 

  最初に、消防団の待遇改善について伺います。 

  消防団はボランティアで震災や火災で真っ先

にはせ参じて働いています。市内で出火があり、

家族が助けを求めたとき、たまたま自宅にいた

消防団員が直ちにポンプ車を動かして小さいう

ちに消すことができたとのことで、常備消防が

来たのがその後だったという話がありました。

消防団員の活動の重要性を改めて痛感しました。

市の条例では、1,194人の定数です。現在は

1,137人とのこと。市職員も20名消防団員に勧

められて入っている方もいるとのことです。 

  実際に災害が起きたときには市職員としての

仕事が最優先だと思います。そういう意味で、
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今消防団員の確保は難しくなっています。 

  国は、消防団員１人に年額３万6,500円の報

酬を支払うことを前提に交付税を配付している

とのことでした。しかし、実際の支給額は全国

平均で２万5,064円にとどまっています。昨年

12月に団員の待遇改善を義務づける新法が成立

しました。当市の一般団員の手当は年１万

6,000円です。待遇改善で団員数の減少に歯ど

めをかけられないでしょうか。 

  また、消防団の装備基準の改正で当市に必要

とされるものについてどう対応する予定なのか

お聞かせください。 

  それから、冬の訓練では防寒着が必要ではな

いかと私は思います。防寒着、防寒服を着てお

られる方もいましたが、多くが制服のみでした。

見学者である私たちは防寒着を着られました。

消防団員の健康保持のために、風邪など引かな

いようにするために、防寒着などの着用を冬の

出初め式などでは義務づけてもいいのではなか

と思いますが、いかがでしょうか。 

  ２番目の質問として、子供の医療費無料化の

対象年齢の引き上げについて伺います。 

  県内の状況ですが、ちょっと小さくて見づら

いかもしれませんが、おおむね大きくこのよう

になっておりまして、中３までの医療費完全無

料化と書いてあるのが全部で今、来年の予算も

含めて24自治体にまで広がっています。完全無

料化です。その中で新庄市が小３までというこ

とで一部負担ありということになっています。

子育て支援の立場から新庄市でも対象年齢の引

き上げを図るべきではないかということを伺い

ます。 

  ３番目に、子ども・子育て支援新制度の問題

点についての見解と対応を伺います。 

  消費税増税法とともに成立した子ども・子育

て関連法が2015年４月からの施行の予定です。

現在は施設補助方式、自治体の責任による入所、

利用の仕組みです。新しい制度では、利用者補

助方式ということで給付金方式とも言われ、利

用者にお金が配られるのかなと思われる内容で

す。そして、直接契約方式ということで、保護

者の自己責任による利用になるという仕組みに

変わります。使う目的のはっきりした補助金を

廃止して、使う目的制限なしの給付金方式にな

ります。認定子ども園、幼稚園、保育園は教

育・保育施設になります。子ども・子育て支援

新制度の問題点について述べてみたいと思いま

す。 

  １つは、保育所を利用する保育の必要量の支

給認定を受けなければならないのではないかと

いうことです。支給認定によって長時間区分と

短時間区分に振り分けされます。両者が混在し

ますと年齢に応じた保育実践、今やっておりま

すが、これが困難になることが心配されます。

短時間区分の子供が多くなってまいりますと施

設の減収となり、経営難や労働条件の悪化が心

配されます。保育必要量と認定された部分を超

えた保育時間が出れば全額その分は保護者の自

己負担になるとされています。 

  ２つ目は保育所・認定子ども園のほかに、基

準の低い地域型保育事業というのが認められ、

同じ市民の子供なのに保育水準の格差が心配さ

れるのではないかということです。 

  また、保育所整備の補助金制度が廃止された

と思われます。保育所の新設や改築が不可能に

なったのではないかということです。それは、

児童福祉法の56条の児童福祉施設の新設、改築

への補助の内容が児童福祉施設、ここに括弧が

つきまして（保育所を除く）と改定されたから

です。 

  ４つ目に、子ども・子育て支援では、待機児

童対策の限界があると思われます。市として独

自に保育所の整備促進が必要と思いますが、い

かがお考えなのかお聞かせください。 

  ４番目に、いじめ問題について伺いたいと思

います。 
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  学校におけるいじめの問題に社会の関心が高

まっています。家庭と並び安心であるべき学校

で子供たちが安心して安全に生活できないのは

深刻な問題です。遊びやゲームを装う人間関係

の中で苦痛や不快感から逃れることができず、

屈辱的な自分の状況を家族にも言えないまま自

尊心がえぐられていく子供の存在があることは、

痛ましさをきわめるものだと思います。いじめ

問題の解決が今、危急の課題であることは多く

の皆さんが感じているところとなっています。 

  そこで①として、子供がいじめに走る原因に

ついてどう見ておられるのかお聞きします。ま

た、子供がいじめに走る原因を取り除くために

どのような施策を講じているのかお聞きします。 

  もう一つは、いじめ防止対策推進法でいじめ

問題の改善は図られるのかお聞きします。 

  いじめ防止対策推進法は、いじめ禁止を法律

化し、道徳教育を強化し、加害者に懲戒や出席

停止など徹底的な管理、罰則化で取り締まろう

としています。子供たちは成長発達の過程でさ

まざまなゆがみや苦しみ、不安を背負い、失敗

や過ちを犯すことがあります。それを法律で禁

止して、取り締まろうとすることは子供たち一

人一人を傷つけ人間関係を壊し、かえって問題

の解決を難しくしてしまいかねません。 

  道徳教育の強化は、実際にいじめ死事件が起

きたところでも道徳指定校などをやってきてお

り、一生懸命道徳教育をやってきた学校にもか

かわらずいじめ死が起きてしまっていると聞い

ております。そういう意味では、これではいじ

め対策に防止対策推進にならないのではないか

と私は思います。今後の自治体の方針をつくる、

また学校の方針をつくる上で市の考えを伺いた

いと思います。 

  以上、壇上から質問をこれで終わります。よ

ろしくお願いします。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、消防団員の待遇の改善でありますが、

団員数の減少に歯どめをかけられないかという

御質問でございますが、小野議員に御答弁申し

上げましたとおり消防団員の処遇の改善や消防

団の装備の改善を図り、加入促進を図ることで

消防団の強化につなげていきたいと考えており

ます。 

  また、団員報酬に係る地方交付税につきまし

ては団員１人に年額３万6,500円交付されてい

ることでありますが、この額は各自治体の交付

税を算定する単位費用の額であり、それに各自

治体の人口や税収等に応じて、各自治体の消防

費にかかわる報酬等が積算されるものでありま

すので、報酬に関しては各自治体によって隔た

りがございます。御理解くださるようお願い申

し上げます。 

  次に、消防団の装備基準の御質問でございま

すが、佐藤議員の御質問にありましたように、

このたび消防団の装備の基準が改正されました

ので、消防団と協議しながらまずは安全確保の

ための装備とされているものから順次整備して

いくことで充実を図ってまいりたいと考えてお

ります。そのため、防寒着につきましてもその

必要性と優先順位等を勘案しながら装備を図っ

ていく考えでありますので、御理解くださるよ

うお願い申し上げます。 

  次に、子供の医療費無料化については昨日小

関議員の質問の中でも答弁させていただきまし

たが、本市の子育て支援の取り組みについては

子育て支援医療費助成事業のほかに、認可外保

育施設支援事業や第３子以降の児童の保育料免

除事業、またわらすこ広場管理運営事業等、他

市町村で実施していない支援施策も展開してい

るところであります。 

  子育て支援医療費助成事業については、安心
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して子育てできる環境整備を図る上でも重要か

つ有効な施策の支援策の一つと考えております

が、質問にある対象年齢の引き上げについては、

今後の県の動向を注視するとともに本市が行う

他の子育て支援施策とのバランスを考慮した上

で判断してまいりたいと考えております。 

  次に、子ども・子育て支援新制度につきまし

ては幼児期の教育、保育、地域の子供・子育て

支援を総合的に進める仕組みを導入し、今まで

の縦割り行政を見直しした省庁を超えた横断的

な支援により幼児教育、保育、子育て支援の

質・量ともに充実させるものであり、平成27年

４月からスタートいたします。 

  現在、国において新制度の対象となる施設の

認可基準や支給認定基準等について検討されて

おり、今年度末に政省令で示される予定となっ

ております。 

  まず、１つ目の質問についてですが、新制度

では保育所に限らず幼稚園・認可外保育施設等

に入所入園を希望される場合はまず市に対して

申請していただき、保育の必要性の認定を受け、

その後認定結果に応じて希望する施設を選択し

ていただくことになります。保育の必要量の認

定では、利用時間の区分も細切れではなく長時

間短時間の大くくりなものとし、延長保育も従

来と同様に実施され、利用者負担については現

行制度の水準を基本として所得階層区分ごと、

利用時間の長短の区分ごとに定額応能の負担を

設定することを基本としていますので、全額自

己負担にはなりません。また、支給認定による

区分では、その児童一人一人に合った幼児教育、

保育を保障するもので、年齢による保育の不公

平や労働条件への影響はないものと考えており

ます。 

  ２つ目の地域型保育事業の認可基準について

は、まだ具体的な制度設計等を国から示されて

おりませんが、現行の幼保連携型認定子ども園

の基準を基礎として定めることにしており、質

を低下させるようなものとはなりません。特に、

職員配置基準など教育保育の質の基準の確保、

向上の観点から基準の引き上げを検討すること

としております。 

  ３つ目の保育所整備の補助金については、新

制度の中でも施設整備費、運営費ともに財源が

確保されており、また新制度移行に向けた平成

26年度予算においても保育所等緊急整備事業な

ど安心こども基金での財源が確保されておりま

す。 

  ４つ目の質問については、近年の核家族化や

共働き世帯の増加に伴い、３歳未満児の入所申

し込みが増加傾向にあり、待機児童解消に向け

施設間での調整に苦慮しているところでありま

す。今後、新制度に向け幼稚園の認定子ども園

への移行や認可外保育施設の認可への移行とい

った新たな動きが考えられることから、公立保

育所が担う役割や近年の少子の動向などを考慮

した上で判断してまいりたいと考えております。 

  昨年10月には新庄市子ども・子育て会議を立

ち上げ現在の新制度に係る事業計画の策定を進

めているところであり、また12月には就学前児

童、小学生の保護者2,000名を対象としたニー

ズ調査を実施しており、それらニーズを反映さ

せた事業計画を策定したいと考えております。 

  以下の質問の答弁については教育長にさせま

すのでよろしくお願いします。壇上からの答弁

とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私からいじめ問題に

ついてお答え申し上げます。 

  子供がいじめに走る原因は何かということで

ありますけれども、文部科学省「子どもを守り

育てる体制づくりのための有識者会議」資料に

よりますと、いじめの原因と背景について児童

生徒自身に起因すること、家庭に起因すること、

学校に起因することの大きく３項目を挙げてお
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ります。 

  児童生徒に起因することについては、思いや

りの欠如、社会性の不足、欲求不満に耐える力

の不足、進学をめぐる過度な競争意識、将来の

目標の喪失などが挙げられています。家庭に起

因することとしては、核家族などの増加による

人間関係形成力の未熟さ、親の価値観の多様化

による協調性や思いやりの欠如、規範意識の欠

如などが挙げられております。学校に起因する

こととして、教師のいじめに対する認識不足、

教師の多忙化による互いの交流不足などが挙げ

られています。 

  実際のいじめが発生してしまう背景について

は、このような原因以外の理由も含め、ケース

ごといろいろな要因が複雑に絡み合って出現し

てしまうのが現実であると思われ、原因を取り

除くことは学校だけの努力では難しいものがあ

ります。 

  しかし、新庄市ではいじめの発生を未然に防

ぐために市として次のような対策や事業に力を

入れているところです。 

  第１には、命の尊厳を根底に据えた心の教育

の充実です。平成５年以来、これを最重点に全

教育活動において市内全小中学校がこれを推進

してきております。これはいじめなどの問題行

動の未然防止だけでなく、これからの変化の激

しい社会を生き抜いていくに当たって自分や他

の人の命や存在そのものを大切に思う豊かな心

の育成が欠かせないという考えからスタートし

たものでした。以来、この基本的な考え方に沿

って道徳教育や特別活動、そしてその他の全教

育活動の中で豊かな心を育てることに長期的に

取り組んできています。 

  加えて、小中一貫教育の実践の中で、小学校

と中学校の教員が目指す姿を共有化し、子供一

人一人を大切にし、９年間を見通した学習指導

と生徒指導を推進しながら豊かな心を持った児

童生徒の育成に努めています。学校間の異学年

交流や行事交流、そして地域との交流を通して

自尊感情を持ち、互いを大切に思う豊かな人間

関係を形成する力を育てています。 

  ２つ目は、生徒指導の目的であるところの子

供の自己指導能力の育成の取り組みであります。

この自己指導能力とは自分も相手の存在も大切

にした判断と行動ができる能力ですが、新庄市

ではこのような能力を育むことを大切にした、

いわば育てる生徒指導を小中学校の９年間で推

進していこうとしています。 

  ３つ目は、支え学び合う授業の推進でありま

す。学校で一番多くの時間を占める授業が、子

供にとって楽しく互いに支え合う学び合いの授

業になっているか、教師が常に自分の授業実践

を振り返りながら、授業づくりに取り組むよう

学校指導しているところです。子供が感じるス

トレスの最大は友人関係にかかわることである

と言われますが、学校で友達と過ごす時間が一

番長い授業がストレスの場にならないようにす

るためにも、学び合いの授業に取り組んでいる

ところです。 

  ４つ目は、教師の子供と向き合う時間の創出

についてですが、県教育委員会の教師のゆとり

創造の取り組み指針のもと、学校現場における

教師と子供が向き合う教育を推進しております。

新庄市教育委員会でもこれを支えるため、教育

委員会訪問や市校長会での指導による管理職の

学校マネジメント力の強化、個別学習指導員や

図書館支援としての地域コーディネーターの配

置による人的環境整備、市教育研究所の授業づ

くり研究会などの各種講座運営や要請訪問指導

による教員の資質能力の向上を図る支援、校務

用パソコン１人１台配備による事務処理の効率

化など行っております。 

  ５つ目は、いじめのない学校づくりなどの国

県事業を活用しながら、家庭との連携対応の部

分で子供についての情報を学校と家庭が共有し

ながら家庭での規範意識を含めた心の成長を促
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す家庭教育の充実を図るようにしているところ

であります。 

  最後に、いじめ防止対策推進法でいじめの問

題の改善は図られるかという御質問に対してお

答えいたします。 

  昨年９月のいじめ防止対策推進法の施行に伴

い、各学校では学校いじめ防止基本方針と学校

いじめ防止等対策組織を必ず設けることとなっ

ております。新庄市では、推進法の趣旨にのっ

とって基本的な考え方や組織について、山形県

同様条例で位置づけようと準備を進めていると

ころであります。その基本的な考え方に立つ市

いじめ防止基本方針は、いじめを発見する手だ

てや教師のいじめに気づく感性、いじめが発生

してしまった後の心に寄り添いながらの毅然と

した対応の必要性はもちろん、自尊感情を持ち

相手を思いやり、自他を大切にした判断や行動

ができる子供を育てる、いわゆる心の教育を中

核にして策定しようとしているところでありま

す。 

  このように、国のいじめ防止対策推進法とと

もに、これと整合性を図りながら市や学校でも

その実情を踏まえたいじめ対応の基本方針や対

策組織の設置をもとに心を育てる教育活動にさ

らに継続して取り組むことは、必ずやいじめの

未然防止や適切な対応につながり、成果が期待

できるものであると捉えています。 

  また、新庄市では、いじめの未然防止の取り

組みを大前提にしながら、いじめが発生した場

合こそ、その後の適切な対応が大事であるとい

うスタンスで学校を指導してきているというと

ころであります。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） どうもありがとうござ

います。 

  最初に消防団の処遇の改善についてですが、

先ほどのお答えによりますと交付税というのは

人口などによっていろいろ自治体で変わってく

るんだと、積算内容が変わってくるんだという

話で、これは新聞報道で３万何がしと出ていま

したが、そのまま新庄市の報酬につながるわけ

でないんだという話だったと思います。 

  それについてですけれども、総務省は消防団

の人員確保の重要性からこのたび３万6,500円

保障すべきだと発表しているわけです。それが

交付されている内容と実際に新庄市に来るお金

とかなり差があるという矛盾があるために、ど

うしても即大きく上げるという話にならないわ

けなんですが、国では、総務省では人員確保の

重要性から報酬を上げて出すべきだと言ってい

るわけですから、言っていることと実際出して

いるお金のあり方と違いがある、矛盾がある、

そこを改善させる必要があるのではないかと思

うのですが、いかがですか。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 国の方針による消防団員宛て

の手当についてという御質問でございますが、

議員がおっしゃったとおりでございます。施策

としては基準団体として10万人規模、10万人規

模に相当する消防団員を一つの目安、536人の

消防団というカウントがあるようでございます。 

  新庄市の場合ですと、３万8,000何がしそれ

についての消防団員が定員で1,194名の消防団

員ということで、その基準に丸々当てはまると

いうことではないようでございます。数字から

見ますと、人口が約３分の１強ぐらいで団員が

２倍近い数ということになりますので、先ほど

市長からありましたように自治体の中でそれぞ

れの積算の内容は違うということもありますの

で、機会を捉えて改善できるという要綱があれ

ばそれは改善していただきたいというお願いを

するわけでございますけれども、交付税の中身

について要望というのは私どもではなかなか進

達するところがございませんので、その辺は御
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理解をいただきたいと思います。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） わかりました。よろし

くお願いします。 

  それでは、次に子供医療費無料化の対象年齢

の引き上げについてです。市長の答弁としては

新庄市ではほかの市町村にないことをやってい

ると。医療費の引き上げについてはそれらとの

バランスも考えながら考えたいということであ

りました。 

  県では今度の７月から小学校３年まで通院無

料化へ補助を出すということです。今まで小３

まで当市として独自で補助を出していたんです

が、県から補助が出ますとその分1,000万円の

余裕が出ると昨日の答弁でもございました。 

  県内で子供の医療費無料化が小３までという

のは本当に、まさに、これまたもう１回見てい

ただきますが、赤いところが新庄市でありまし

て、小３までというのは新庄市なんですけれど

も、あとは全部、ほとんど多くが中３まで、小

３までというのは一切ありません。 

  そういうことで、決算状況を見ても新庄市は

おかげさまで県内35市町村中下から８番目にま

で改善されました。関係各位の御努力があって

のことと思います。当市より厳しい数字の自治

体であっても子供の医療費無料化で頑張ってい

ます。市長のお考えをお聞きします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 子育て

支援医療の件でございます。 

  佐藤議員、お話があったとおり、確かに県で

今回の予算ですが、７月から小学校３年生まで

の通院についても補助対象としたいということ

で予算計上しているということであります。実

際問題といたしまして、特に転入者の子育て世

代の方なんですけれども、その方々からほかの

市町村と比べてちょっと劣るのではないかとい

う声が多いことも確かであります。 

  市長の答弁にありましたけれども、市の独自

事業としてそれ以外のいろいろな独自施策をや

っているということもございます。また、考え

方としまして医療につきましては居住地にかか

わらずどこでも同じような支援が受けられると

いうのが本来のあるべき姿ではないのかという

こともございまして、国への制度創設ですとか

財政支援につきまして東北市長会等で要望して

いるというところもございます。 

  新庄市といたしましては、子育て支援医療の

拡充も含めまして限られた財源の中ではありま

すが、市として何を優先的に進めていくべきか

ということを今後判断してまいりたいと考えて

おります。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ありがとうございます。 

  対象年齢の低さとともに、これをまた見てい

ただきますけれども、見えないかもしれません

けれども、大変失礼ですけれども、一部負担金

です。窓口負担があるという点で他の自治体よ

り新庄市はおくれています。 

  新庄市では所得税課税世帯は通院530円、入

院１日当たり1,200円という負担があります。

一方、県内ほかの自治体を見ますと完全無料化

が圧倒的多数です。子供を扶養している人の控

除がなくなりました。子供を持つ人が皆増税と

なっております。そういう意味でも助ける意味

で完全無料化に進むことも重要ではないでしょ

うか。 

  一部負担金ありというのは新庄市を含めて５

自治体のみです、県内で。30自治体は完全無料

化です。一部負担はありません。本日の山新報

道では鶴岡市が一部負担金なしへ、来年度へ予



- 134 - 

算化とのことでした。一部負担金の問題につい

てもなくして、子育て支援ということで考えて

いく必要があるんじゃないかなと思うんですが、

これもどうでしょうか。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 子育て

支援医療、福祉医療につきましてはいわゆる窓

口負担３割分の市町村が負担するという制度で

ございます。 

  佐藤議員おっしゃるとおり、新庄市を含めた

数市町村でもって一部負担金をいただいている

という状況がございます。３歳未満については

全部無料ではございますが。 

  いわゆる対応適用年齢の引き上げと一部負担

金の見直し、これをあわせて考えていくべきだ

ろうとは考えてございます。ただ、その範囲と

か時期につきましては今後検討させていただけ

ればと考えます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ありがとうございます。 

  次に、子ども・子育て支援新制度のことにつ

いてなんですが、先ほど財源、平成26年度の予

算で保育所整備の補助金が財源が確保されてい

るんだといういい話がありました。現在、３歳

未満の子供の待機児童がふえているというの、

本当にそうだと思うんです。そういう意味で認

可外施設だったかもしれない。それを平成26年

度で応援して財源をもらえるようにしたりしな

がら認可保育所に格上げして、子供たちにより

よい保育を提供できるようにして待機児童だと

ならないように全ての子供が安全安心ないい保

育を受けられるように応援していく、そういう

ことが必要かと思いますが、その考えがあるか、

お願いします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 保育所

の整備補助金についての御質問だと思いますが、

保育所の整備補助につきましては民間の保育所

もしくは保育所認可を受けたいという保育所に

対する補助金でございます。今現在現行の制度

でございますが、安心こども基金を活用したい

わゆる新制度に移行するを希望する施設、まだ

認可外ではあるけれども、認可外保育所もしく

は小規模保育施設と、そういったところに移行

したいという希望があった場合に補助をすると

いう制度でございます。 

  認可外保育施設の方々ともお話しする機会が

あるんですけれども、いわゆる認可化を目指す、

目指したいという御希望のところ、それから小

規模の保育施設に移行を考えていらっしゃる施

設、またはこれまでの保育という自分の考え方、

保育というところに対する理念を持ってこれま

でどおり続けていかれたいという施設さんもご

ざいます。 

  そういった施設さん方の御希望に沿った格好

で、認可に向かうもしくは小規模のほうに向か

うという御決断をされた場合につきましては、

行政といたしましてできる限り応援をしてまい

りたいと考えております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） どうか、よろしくお願

いします。保育所に入りたくても入れないとい

う声が今年度もありました。やはり、子育て世

代の収入減、これが働きながら安心して子育て

できるところはということで、しかもできるだ

け保育料が安いところと考えたときにやはり認

可保育所となっていくようですので、児童福祉

法も守られたようですし、市の責任で認可保育
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所を希望なさっている方は入れるように、認可

保育所として拡充できるようにしていただきた

いというお願いです。 

  次に、いじめ問題についてです。 

  いじめの原因についての認識についてなんで

すが、子供は社会を映す鏡と言われています。

子供の社会で起きていることは大人の社会でも

起きていること、そう考えなければならないと

思います。昨日ですけれども、公務員である警

察の巡査部長が上司からパワハラ、いじめを受

けて自殺に追い込まれたというニュース報道が

ありました。これもいじめなんだよなと改めて

思いました。虐待やドメスティック・バイオレ

ンス、パワハラ、セクハラなど大人社会で起き

ているいじめと認識されると思います大人の３

人に１人、若者では２人に１人と言われる非正

規の雇用、ワーキングプアの存在は社会的いじ

めにほかならないのではないかと私は思います。 

  人間を使い捨てするブラック企業の存在など

に対するいら立ちが弱者の弱点を攻撃してしま

ういじめの構造をつくっているのではないかと

思います。 

  それに対して大人社会の認識として、人が安

全安心に生活する権利を脅かされてはならない、

どんな人でも全ての人が幸せになるのは自然な

ことと捉える人間観に裏づけられた権利の認識

が必要ではないかと思うんです。教育において

そういった権利の認識をどう育てていくかとい

うことが重要な気がするんですが、これについ

てはどうでしょうか。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 いじめの原因にかかわる

御質問と考えてお答えさせていただきたいと思

います。 

  議員がおっしゃるようにやはり社会的なとこ

ろの背景ももちろんあると思います。そういう

ものも含めて、学校ではどういう指導をしてい

かなくちゃならないかということの問題になっ

てくると思います。 

  いろいろ対応等考えております。心の教育と

いうことも先ほど教育長も申しました。学校は

そもそも安全安心、心の居どころのある場所で

ないといけないと学校では考えております。そ

のためにもっと具体的に言うと、よくスクール

カーストという言葉もあります。学校の中に人

間としてランクがあるんでないかというところ

の問題もあると思います。そういうところのな

いようにお互いに、これも先ほど教育長がお話

ししましたけれども、自分も大事だけれども、

相手も大事だと、そういう考え方、判断ができ

るようなところの指導をしていくということを

考えております。 

  そのためには事前に未然防止ということで心

の教育を推進していく。そういう指導をしても

どうしてもいじめというのは出てきてしまうと

ころがあれば、そこのところは心に寄り添った

指導をしていく。そういう中でひょっとしてそ

ういう相手も大事、自分も大事という考えに及

ばない子供がいれば、そういう機会を捉えて指

導していく、そういう二段構えで考えていると

ころでございます。そういう指導の方法を市内

の学校では全ての学校で進めているところです。

以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） そういういじめなどが

あったときの学校の先生及び本人、子供たち、

大変苦しい、どうやったらいいかってはっきり

すぱっとできる問題ではないということで、簡

単ではないので、本当に苦しいし、その中の御

努力には私は敬意を表したいと思います。いじ

めの、それは今おっしゃってくださった内容で

基本的にはいいんだろうと思います。 

  いじめの原因のもう一つということでは、過

度のストレスを与えている教育と社会にあるの
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ではないかということで、教育の面で教育自体

が競争的で管理的になっていることを考えなけ

ればならないのではないかと思います。国内の

調査で子供のストレスの最大の因子は勉強だと

言われています。この間の学力テスト向上政策

とテストばかり繰り返したり、授業時間を延ば

すなども子供に強いストレスを与えているので

はないかと思います。 

  実は、国連から日本の教育に対して指摘がさ

れております。2010年６月国連・子どもの権利

委員会最終報告所見で、高度の競争主義的な学

校環境がいじめ、精神的障害、不登校、登校拒

否、中退及び自殺の原因となることに懸念を示

して、学校システム全体を見直すことというこ

とを日本政府に勧告しております。このことは

御存じでしょうか。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 申しわけありませんが、

存じ上げておりません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 実は、なかなか宣伝さ

れていない、故意にしていないのかもしれませ

んが、日本の教育が余りにも競争的であるとい

うことが子供の中で強いストレス、いら立ちと

なっているのでないかと、そのことが国連から

指摘されているということを知っていただきた

いんです。 

  そういう意味で、それに対して教育行政とし

て何ができるだろうかということで、先ほどさ

まざまな御努力の話がありました。私と共通し

てそうだと思うのが、教員の多忙化解消の問題

だと思います。教員の月残業時間が全国でです

けれども、91時間、月です。そういう調査があ

りました。過労死ぎりぎりで病気もふえて退職

に追い込まれる方も出ています。そういう意味

で、この対策をどのようにとろうと考えておら

れるのかお願いします。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 教員の多忙化解消という

ことで、先ほど大きくは教育長から答弁申し上

げたとおりでございます。委員会としては県の

ゆとり創造の指針に沿って学校を指導しており

ます。学校とともにゆとりが幾らかでも出るよ

うにということの取り組みをしております。 

  ２つ目は、行政的なところの支援ということ

でこれは先ほど教育長が申し上げたとおりです。 

  ただ、時間のところなんですが、先ほど議員

お話ししてくださったようになかなか、毎年こ

のゆとり創造の取り組みのところで県の調査が、

11月第１週ということで１週間ほど調査があり

ます。その１週間の時間外のところを４倍して

毎月の、１月の時間外労働というところを報告

しているんですが、ただ中学校なんかはそこの

期間、本地区は修学旅行等入って普通の状況は

反映していないんですが、１カ月のところで今

年度ですと小学校で35時間弱、中学校が60時間

ちょっととなります。100時間を超えると産業

医の診断面接を受けるようにという指導があり

ますので、そこまでは行っていないんですが、

なかなかこの時間というのは、平成18年度から

調査しているところなんですが減っていかない

状況があります。 

  学校では本当に自助努力とか会議の精選とか

行事をいろいろあっちにやったりこっちにやっ

たりということをしているんですが、なかなか

劇的に３分の２になるとか半分になるというこ

とはございません。となると制度的なところ、

例えば教育長などが県の教育長会議等を通じて

文科省に定数改善とかそういうところを要望し

ているんですが、そういうところの支援という

か制度の改善がないとなかなか時間外のところ

を減らすというところはいかないのかなと最近

では思っているところです。 
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  でも、学校ではきちんとそこら辺の取り組み

はしております。学校でも校長のほうで出勤退

勤の時間の管理等でそこを、学校も管理職もそ

うですし、教員自身にそういうところの意識を

させていくというところ、そういう取り組みも

含めて取り組んでいるところです。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） いじめゼロなどの数値

目標はやめることはできないかお聞きします。

また、いじめ問題の研修の指導はどうでしょう

か。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 最初の質問だけ、いじめ

の数値目標というのは新庄市では立てておりま

せん。教育長でいじめの数がふえたり減ったり

というのは問題でないと。そもそも数が少ない

というのはいじめをちゃんと見ていないんでな

いかと、そういう指導をしているところです。

以上です。 

小嶋冨弥議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の本会議をあす３月８日から３月

18日まで休会したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議をあす３月８日から３月18

日まで休会し、３月19日午前10時より本会議を

開会いたしますので、御参集お願い申し上げま

す。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時５２分 散会 
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平成２６年３月定例会会議録（第４号） 

 

 

平成２６年３月１９日 水曜日 午前１０時００分開議 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   下  山  准  一  議員    １６番   新  田  道  尋  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

社 会 教 育 課 長 森   隆 志  神 室 荘 長 伊 藤 忠 志 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 冨 樫 雄 二 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

議 事 日 程 （第４号） 

平成２６年３月１９日 水曜日 午前１０時００分開議 

 

   （予算特別委員長報告） 

日程第 １ 議案第３１号平成２６年度新庄市一般会計予算 

日程第 ２ 議案第３２号平成２６年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

日程第 ３ 議案第３３号平成２６年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

日程第 ４ 議案第３４号平成２６年度新庄市公共下水道事業特別会計予算 

日程第 ５ 議案第３５号平成２６年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算 

日程第 ６ 議案第３６号平成２６年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第 ７ 議案第３７号平成２６年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

日程第 ８ 議案第３８号平成２６年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第 ９ 議案第３９号平成２６年度新庄市水道事業会計予算 

 

    （総務文教常任委員長報告） 

日程第１０ 議案第１号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につい

て 

日程第１１ 議案第２号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第３号新庄市社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１３ 議案第４号新庄市体育館等の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１４ 議案第６号新庄市立学校施設使用条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１５ 議案第７号新庄市民文化会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１６ 議案第８号新庄市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１７ 議案第９号新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

日程第１８ 議案第１０号新庄市雪の里情報館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 
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日程第１９ 議案第１１号新庄市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第２０ 議案第１２号新庄市屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

日程第２１ 議案第１３号新庄市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２２ 請願第１号「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を求める意見書提出についての請願 

日程第２３ 平成２５年請願第６号新聞の軽減税率に関する請願書 

 

    （産業厚生常任委員長報告） 

日程第２４ 議案第５号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２５ 議案第１４号新庄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第２６ 議案第１５号新庄市火葬場設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第２７ 議案第１６号新庄市農村環境改善センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

日程第２８ 議案第１７号新庄市昭和活性化センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

日程第２９ 議案第１８号新庄市エコロジーガーデン設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

日程第３０ 議案第１９号新庄市新庄駅前ふれあい広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

日程第３１ 議案第２０号新庄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第３２ 議案第２１号新庄市農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

日程第３３ 議案第２２号新庄市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第３４ 議案第２３号新庄市水道給水条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第３５ 請願第２号労働者保護ルール改悪反対を求める意見書提出を求める請願 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第３６ 議案第４０号平成２５年度新庄市一般会計補正予算（第６号） 

日程第３７ 議会案第２号消費税の軽減税率の導入を求める意見書の提出について 

日程第３８ 閉会中の継続調査申し出について 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名であります。 

  欠席通告者はありません。 

  なお、農業委員会会長星川 豊君より、午前

中のみ欠席届け出が出ております。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

予算特別委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１議案第31号平成26年度新

庄市一般会計予算から日程第９議案第39号平成

26年度新庄市水道事業会計予算までの議案計９

件を一括議題といたします。 

  本件に関し予算特別委員長の報告を求めます。 

  予算特別委員長佐藤卓也君。 

   （佐藤卓也予算特別委員長登壇） 

佐藤卓也予算特別委員長 おはようございます。 

  予算特別委員会における審査の経過と結果に

ついて報告いたします。 

  予算特別委員会は全議員をもって構成されて

おりますので、要点のみの御報告とさせていた

だきます。それでは、御報告申し上げます。 

  予算特別委員会に付託された案件は、議案第

31号平成26年度新庄市一般会計予算から議案第

39号平成26年度新庄市水道事業会計予算までの

計９件であります。予算特別委員会は３月12日、

13日、14日の３日間にわたり活発な議論のもと

に慎重な審査が行われたところであります。 

  初めに、議案第31号平成26年度新庄市一般会

計予算につきましては、各委員より数多くの質

疑があり、活発な議論が交わされました。質疑

終了後に、第７款第１項商工費等において修正

動議が出され、起立採決の結果、賛成多数で可

決すべきものと決しました。その後、修正動議

を除く原案について討論に入り、佐藤悦子委員

及び小関 淳委員より反対の討論、髙橋富美子

委員より賛成の討論があり、起立採決の結果、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第32号平成26年度新庄市国民健康

保険事業特別会計予算につきましては、質疑の

後、佐藤悦子委員より反対の討論があり、起立

採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  次に、議案第36号平成26年度新庄市営農飲雑

用水事業特別会計予算につきましては、いずれ

も質疑、討論はなく、採決の結果、全員異議な

く原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第33号平成26年度新庄市交通災害

共済事業特別会計予算、議案第37号平成26年度

新庄市介護保険事業特別会計予算の２件につき

ましては、質疑を行いましたが、討論はなく、

採決の結果、いずれも全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第34号平成26年度新庄市公共下水

道事業特別会計予算、議案第35号平成26年度新

庄市農業集落排水事業特別会計予算の２件につ

きましては、質疑、討論はなく、起立採決の結

果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

  次に、議案第38号平成26年度新庄市後期高齢

者医療事業特別会計予算、議案第39号平成26年

度新庄市水道事業会計予算の２件につきまして

は、質疑を行いましたが、討論はなく、起立採

決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  以上、予算特別委員会に付託された案件、議

案第31号平成26年度新庄市一般会計予算から議

案第39号平成26年度新庄市水道事業会計予算ま
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での９件については、一般会計予算商工費等に

おける修正動議及び修正案を除く原案並びに残

りの各会計予算８件につきましては、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

  議長よりよろしくお取り計らいくださいます

ようお願い申し上げ、予算特別委員会における

審査の経過と結果についての報告といたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  予算特別委員会は全議員をもって構成されて

おり、質疑、討論は終わっておりますので、直

ちに採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  初めに、委員長報告のうち、議案第31号平成

26年度新庄市一般会計予算の商工費等に係る修

正案については、委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、修

正案は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、修正議決した部分を除く原案について、

委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、修

正案を除く原案は、委員長報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、委員長報告のうち、質疑、討論があり、

起立採決の結果、賛成多数で可決すべきものと

した議案１件について採決いたします。 

  議案第32号平成26年度新庄市国民健康保険事

業特別会計予算については、委員長報告のとお

りに決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第32号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、委員長報告のうち、質疑を行いました

が、討論はなく、全員異議なく可決すべきとし

た議案第33号平成26年度新庄市交通災害共済事

業特別会計予算、議案第37号平成26年度新庄市

介護保険事業特別会計予算の議案２件及び質疑、

討論はなく、全員異議なく可決すべきものとし

た議案第36号平成26年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計予算については、委員長報告のとお

りにすることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第33号、議案第36号、議案第37号は、委員

長報告のとおりに可決されました。 

  次に、委員長報告のうち、質疑、討論がなく、

起立採決の結果、賛成多数で可決すべきものと

した議案２件及び質疑を行いましたが、討論は

なく、起立採決の結果、賛成多数で可決すべき

ものとした議案２件について採決いたします。 

  初めに、議案第34号平成26年度新庄市公共下

水道事業特別会計予算については、委員長報告

のとおりに決することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第34号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第35号平成26年度新庄市農業集落

排水事業特別会計予算については、委員長報告

のとおり決することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第35号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第38号平成26年度新庄市後期高齢

者医療事業特別会計予算については、委員長報

告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

   （賛成者起立） 
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小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第38号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第39号平成26年度新庄市水道事業

会計予算については、委員長報告のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第39号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第10議案第１号新庄市特別職

の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の設定についてから、日程第23請願第１号

「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を求め

る意見書提出についての請願までの計14件を一

括議題といたします。 

  本件に関し、総務文教常任委員長の報告を求

めます。 

  総務文教常任委員長石川正志君。 

   （石川正志総務文教常任委員長登壇） 

石川正志総務文教常任委員長 私から、総務文教

常任委員会の審査の経過と結果について御報告

申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案12件、

請願１件であります。 

  審査のため、３月10日午前10時より、議員協

議会室において委員８名全員出席のもと担当課

の職員の出席を求め審査を行いました。 

  初めに、議案第１号新庄市特別職の職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例の設定

については、総務課から補足説明を受けた後、

審査を行いました。 

  審査に入り、委員から、経常収支比率であら

わすと何％ぐらいになれば削減をやめるのか、

具体的な数値はあるのかという質問があり、担

当課から、具体的な目安があるわけではなく、

同数値に関しては現状90％を超えているという

のは高いという判断のもとで、平成26年度につ

いては給与を削減するとの説明がありました。 

  その他、質疑はなく、採決の結果、議案第１

号については全員異議なく原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  続いて、議案第２号新庄市市税条例の一部を

改正する条例の設定については、税務課から補

足説明を受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員から質疑はなく、採決の結

果、議案第２号については全員異議なく原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第３号新庄市社会教育委員条例の

一部を改正する条例の制定については、社会教

育課から補足説明を受けた後、審査を行いまし

た。 

  審査に入り、委員から、委員はどういう方が

いらっしゃるのかという質問があり、担当課か

ら、条例で15名以内となっており、現在９名と

なっている、構成に関しては、スポーツ関係者

や学校関係者から選ばれているとの説明があり

ました。 

  その他、質疑はなく、採決の結果、議案第３

号については全員異議なく原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  次に、議案第４号新庄市体育館等の管理を行

わせる指定管理者の指定については、社会教育

課から補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員から質疑はなく、採決の結

果、議案第４号については全員異議なく原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第６号新庄市立学校施設使用条

例の一部を改正する条例の制定について、議案

第７号新庄市民文化会館設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、議

案第８号新庄市公民館設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、議案
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第９号新庄市生涯学習センター設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、議案第10号新庄市雪の里情報館設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、議案第11号新庄市体育施設設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、議案第12号新庄市屋内ゲートボール場

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について及び議案第13号新庄市都市公

園条例の一部を改正する条例の制定についての

議案８件でありますが、これらは消費税及び地

方消費税の税率改正に伴い、使用料等を改正す

るもので、平成26年４月１日からの施行となる

ものです。 

  それぞれの議案ごとに、担当課の補足説明を

受けた後、審査を行いました。 

  議案第11号新庄市体育施設設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定について、

委員から、改正に当たり使用料が下がっている

部分があるがなぜかという質問がありました。 

  担当課より、現在体育館について、全館を借

りるより半館を２つ借りたほうが安くなるとい

う状況にあり、そういった部分の整合性をとっ

たことによるため下がっておりますとの説明が

ありました。 

  その他、質疑等はなく、採決の結果、議案第

６号、７号、８号、９号、10号、11号、12号、

13号は、全員異議なく原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  次に、請願第１号「特定秘密の保護に関する

法律」の廃止を求める意見書提出についてにつ

いては、紹介議員及び総務課職員の出席を求め、

審査を行いました。 

  紹介議員より、請願の趣旨説明があり、この

法律は、国民の知る権利や表現の自由、取材、

報道の自由を著しく制限し、日本国憲法の基本

原理を根底から覆すものである。特定秘密の定

義が極めて曖昧であり、秘密の範囲が際限なく

拡大し、処罰範囲に歯どめがきかなくなるおそ

れがあるので同法の廃止を求めるとの内容でし

た。 

  審査に入り、委員から、外交など守るべきも

のは守らないと国がやっていけないと思うがど

うかといった質問があり、紹介議員より、厳格

な管理が必要だということはわかるが、法律自

体が余りにも曖昧だということに問題があると

いう説明でありました。 

  また、委員より、この法律は「その他」とい

う文言が非常に多い、国家を考えると必要な法

律だが、もう少し議論が必要だったのではない

かという意見がありました。 

  一方で、文章に十分な審議時間が確保されて

いないという部分があるが、通常40時間という

ところを45時間という時間を費やして審議され

ている。定義が曖昧という部分についても、防

衛、外交、スパイ防止、テロ防止ということで

内容をしっかり捉えている。この法律は国民の

安全・安心を守るためにも必要なものであると

いう意見もありました。 

  その他、質疑等ありましたが、この請願に関

して採決した結果、請願第１号「特定秘密の保

護に関する法律」の廃止を求める意見書提出に

ついては、賛成少数により不採択すべきものと

決しました。 

  最後に、平成25年請願第６号新聞の軽減税率

に関する請願書についてですが、去る２月14日

に、常任委員会を開き審査を行いました。 

  審査に入り、委員より、いろいろなものに軽

減税率をすることによって、さまざまな業務等

において複雑化してしまうのではないかという

意見や、社会保障に使うということでの増税に

なるのだから、特例をつくるべきではないとい

う意見がありました。 

  この請願に関して採決した結果、平成25年請

願第６号新聞の軽減税率に関する請願書につい

ては、全員一致で不採択すべきものと決しまし
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た。 

  以上で、総務文教常任委員会に付託されまし

た案件の審査の経過と結果についての報告を終

わります。よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 先ほど、総務文教常任委員長に報

告を求める際に、日程第23に関しまして、請願

第１号と申し上げましたけれども、平成25年請

願第６号新聞の軽減税率に関する請願書までの

文言が間違っていましたので、ここで訂正させ

ていただきたいと思いますので、御了承お願い

申し上げます。大変失礼申し上げました。 

  ただいまの総務文教常任委員長報告に対し、

質疑に入りますが、議案第１号から議案第４号

までの議案４件及び議案第６号から議案第13号

までの使用料等の改正に伴う議案８件並びに請

願２件を分けて、質疑、討論、採決を行います。 

  初めに、議案第１号から議案第４号までの議

案４件に対し、質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。これより

採決いたします。 

  初めに、議案第１号新庄市特別職の職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例の設定

については、委員長報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第２号新庄市市税条例の一部を改

正する条例の制定については、委員長の報告の

とおりに決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第２号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第３号新庄市社会教育委員条例の

一部を改正する条例の制定については、委員長

報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第３号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第４号新庄市体育館等の管理を行

わせる指定管理者の指定については、委員長報

告のとおりに決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第４号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第６号から議案第13号までの議案

８件につきまして、質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案第６号から議案第

13号までについてですが、消費税の増税による

転嫁、市有施設などに対する使用料金の消費税

増税分の転嫁なんですが、これについては、消

費税増税は市民生活にはかり知れない影響を及

ぼすということから、転嫁しないで、料金を引

き下げて、市民生活を守ることにつながるので

はないかと思うんですが、そういった議論はさ

れたのでしょうか。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 
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石川正志総務文教常任委員長 佐藤議員にお答え

いたします。 

  先ほどの登壇において行いました常任委員長

としての報告以上の質疑はございませんでした。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 消費税増税によって、

市民生活はかなり冷え込んでいくことが予想さ

れます。そういう中で、市有施設などを利用す

る際も、控えるというか、そうせざるを得ない

方が出てくるのが目に見えているような気がし

ます。そういうことを防ぐ意味からも、上げな

いで引き下げて、より使用しやすいようにすべ

きでないかなということが、私は市民生活を考

えた上で大事な点だと思うんです。そういうこ

とをもし審議しなかったということであれば、

もう一度差し戻してもいいのではないかと思う

のですが、どうでしょうか。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 先ほど申し上げた

とおりでございます。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって直

ちに採決することに決しました。これより採決

いたします。 

  初めに、議案第６号新庄市立学校施設使用条

例の一部を改正する条例の制定については、委

員長報告のとおりに決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第６号については、委員長報告のとおり

に決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第６号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第７号新庄市民文化会館設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

については、委員長報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第７号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第７号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第８号新庄市公民館設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第８号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第８号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第９号新庄市生涯学習センター設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定については、委員長報告のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第９号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第10号新庄市雪の里情報館設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定については、委員長報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第10号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第10号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第11号新庄市体育施設設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第11号については、委員長報告のとおり

に決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第11号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第12号新庄市屋内ゲートボール場

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定については、委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第12号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第12号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第13号新庄市都市公園条例の一部

を改正する条例の制定については、委員長報告

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第13号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第13号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、請願第１号「特定秘密の保護に関する

法律」の廃止を求める意見書提出についての請

願について、質疑ありませんか。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 請願について、委員長

にお伺いいたします。 

  委員長報告の中では、審議時間が40時間から

45時間に拡大し十分な審議がなされたとありま

した。しかし、他の法律と比較するところをち

ょっと述べさせていただきたいんですけれども、

昨年、障害者差別解消法が制定されまして、そ

の中では100時間の審議があり、それでも差別

の定義が不十分という課題が残されております。

この特定秘密保護法案は、国家の根幹、一番外

交上にも影響する大事な法案ですけれども、そ

の審議時間が45時間で十分だというその根拠と

なるものは、委員会の中では議論なされたんで

しょうか。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 今期定例会におい

ての請願第１号になりますが、当委員会に付託

された部分の案件、「特定秘密の保護に関する

法律」の廃止を求める意見書提出についての請
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願でございますので、その他の法律に関しては

議論しないのが、しかるべき当然ではないかと

思います。 

  あと審議の中で、40時間のところを45時間と

いう部分に関してですが、衆議院の中でそうい

った時間をとって審議されたということは事実

でございますので、私の答えられるところはそ

こにございません。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） それでは再度、違う方

面からお伺いいたします。 

  この請願書にありますとおり、プライバシー

が侵害される、そして国民の知る権利が侵害さ

れる、そういう不安を持つ市民から出された請

願であります。この市民の心情というものを配

慮した議論がなされたのか、お伺いいたします。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 先ほどの委員長報

告で、もし質疑の内容が足りないという部分が

あるとするのならば、例えば、同議員より知る

権利ということで、取材ということも兼ねます

けれども、通常の取材活動、これまでメディア

が行ってきた取材活動は罰せられないという条

文があるということでございますので、その部

分は当てはまらないのではないかと。十分に常

任委員会においては審議したものと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 委員会の中で、私はパ

ブリックコメントの結果についてお伺いしてい

ます。やはりパブリックコメントでは、８割以

上の方がこの法案に対して不安を持っていると。

そのことに対しての、そのプライバシーの保護

や知る権利を脅かす、こういうものの不安から

来るパブリックコメントの結果だったと思いま

す。 

  それに対して、委員会のほうでは、再度申し

ますけれども、この請願者や国民に対する、不

安に対しての議論というものはどういうような

形でなされたのか、お伺いいたします。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 ただいまパブリッ

クコメントに関してというお尋ねでございます

が、伊藤議員が質疑の中でお答えになった部分、

パブリックコメントがありましたと、その件で

法律に対する賛成者が１万1,632件、反対が６

万9,276件、その他として九千幾らということ

で、私の私見を申し上げるわけにはいきません

が、パブリックコメントの総数が１万1,000プ

ラス７万で、10万弱ですよね。この件に関して

も、今御指摘の内容を含めましても、私は常任

委員会における審査は十分であるというふうに

考えてございます。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。討論を終結し、直ちに委員長報告

のとおりに決することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時４４分 休憩 

     午前１０時４５分 開議 
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小嶋冨弥議長 討論を終結し、直ちに採決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

  これより採決いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時４６分 休憩 

     午前１０時４７分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  請願第１号「特定秘密の保護に関する法律」

の廃止を求める意見書提出についての請願につ

いて、委員長報告は不採択でありますが、請願

第１号については、原案のとおりに採択するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立少数であります。よって、請

願第１号は不採択とすることに決しました。 

  次に、平成25年請願第６号新聞の軽減税率に

関する請願書について、質疑ありませんか。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） 委員長報告の中で、新

聞の軽減税率が適用された場合、国における事

務手続が煩雑になるのではないかというふうな、

国をおもんぱかっての発言があったようにとり

ましたけれども、請願ということは、市民の例

えば国に対する要望なわけで、市民要望に応え

るのが筋であって、国の事務手続が煩雑になる

というふうなことをおもんぱかるようなことで

はちょっとおかしいんじゃないかと私は思うん

ですけれども、いかがでしょうか。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 遠藤議員の質問に

お答えいたします。 

  ちょっと委員長報告の部分、そこの部分だけ

詳しくするならば、これまでの議論、つまり12

月定例会で一番最初に出たわけです。２月に行

われました請願の審査において、事務手続が複

雑になるというのは、国が複雑になるという意

味ではございませんで、例えば２月に行われま

した常任委員会の審査においては、税務課から

現況確認という観点で御説明をいただいたとき

に、仕入れでありますとか、あとはさまざまな

民間の事業者の業務が複雑化するという観点で

申し上げたところでございます。足りなかった

とすれば、おわび申し上げます。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） ４月からの消費税の増

税ということは、福祉目的のために行うという

ことで、多くの国民はやむを得ないという観点

に立つわけですけれども、新聞を初めとして、

やはり日常の生活日用品に対する増税というの

は、富める人であれ貧しい人であれ国民全体に

及ぶものであり、非常にこれは問題があるんで

はないかというふうに私は考えます。 

  軽減税率を新聞以外にも適用してほしいとい

うことを考える人たちがいるし、政府内という

か国会内でも、軽減税率を適用すべき検討会み

たいなことがなされているようなんですけれど

も、それに向けた動きとかないのでしょうか。

議論はなされませんでしたか。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 再び遠藤議員にお

答えいたしますが、常任委員会における請願の

審査ということの捉え方として、平成25年請願

第６号の新聞の軽減税率に関する請願書は、そ

の他の生活必需品まで言い及んでいらっしゃら

なかったという点で、私どもは全会一致で不採

択にすべきものと決したところでございます。 

小嶋冨弥議長 質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ
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て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時５１分 休憩 

     午前１０時５２分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  平成25年請願第６号新聞の軽減税率に関する

請願書について、委員長報告は不採択でありま

すが、平成25年度請願第６号については、原案

のとおりに採択することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立少数であります。よって、平

成25年請願第６号は不採択と決定することに決

まりました。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１０時５３分 休憩 

     午前１１時０３分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第24議案第５号新庄市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いてから日程第35請願第２号労働者保護ルール

改悪反対を求める意見書提出を求める請願まで

の計12件を一括議題といたします。 

  本件に関し、産業厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  産業厚生常任委員長奥山省三君。 

   （奥山省三産業厚生常任委員長登壇） 

奥山省三産業厚生常任委員長 それでは私から、

産業厚生常任委員会の審査の経過と結果につい

て御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案11件、

請願１件であります。 

  審査のため、３月11日午前10時より、議員協

議会室において委員９名全員出席のもと担当課

の職員の出席を求め審査を行いました。 

  初めに、議案第５号新庄市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例の制定については、健

康課から補足説明を受けた後、審査を行いまし

た。 

  健康課からは、本市の国民健康保険制度の安

定的な運営を確保するため、国民健康保険税の

税率を改正することから、その税額について詳

細な説明がありました。 

  審査に入り、委員から、新庄市よりも国保税

が低い市が税率改正をしないことについてどう

考えるかという質問があり、担当課からは、各

市の状況については、法定外繰り入れも含めて

状況がそれぞれ違っているため、単純に比較が

できるものではないという旨の回答がありまし

た。 

  また、委員から、国保税が右肩上がりの状況

の中で、だんだんと払えない人がふえてくると

思うが、今後どのように考えるかという質問が

あり、担当課からは、平成29年度から全国で国

保の県単位化ということで話が進んでおり、そ

の県単位化をするに当たっては、国のほうで国

保の構造的な財政の問題をクリアしないと県単

位化にならないという前提条件の中で話し合い
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がなされていることから、県単位化になるとい

うことは、これまでのような常に赤字の持ち出

しはないというふうな捉え方をしているとの説

明がありました。 

  その他質疑ありましたが、採決の結果、議案

第５号については賛成多数で原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  続いて、議案第14号新庄市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、議案第15号新庄市火葬場設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、議案第16号新庄市農村環境改善センタ

ー設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、議案第17号新庄市昭和活

性化センター設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について、議案第18号新

庄市エコロジーガーデン設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、議

案第19号新庄市新庄駅前ふれあい広場の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、議案第20号新庄市道路占用料徴収

条例の一部を改正する条例の制定について、議

案第21号新庄市農業集落排水処理施設設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、議案第22号新庄市下水道条例の一部

を改正する条例の制定について及び議案第23号

新庄市水道給水条例の一部を改正する条例の制

定についてでありますが、これら10件の議案は、

一部改正理由が違うものもございますが、その

ほとんどが消費税及び地方消費税の税率改正に

伴い使用料等を改正するもので、平成26年４月

１日からの施行となるものです。 

  それぞれの議案ごとに、担当課の補足説明を

受けた後、審査を行いました。一部、改正理由

が違う議案について、議案第18号のエコロジー

ガーデンの食品加工研修室等の夜間の使用につ

いての質問があり、商工観光課からは、借りる

方が延長するとなれば、臨機応変に対応してい

きたい旨の回答がありました。 

  また、議案第20号の新庄市道路占用料につい

て、委員から、もっと占用料を上げていいので

はといった意見が出され、都市整備課からは、

道路占用料は土地の評価額によって決まってい

くということがあるから相場の金額である旨の

回答がありました。 

  その他質疑等がありましたが、採決の結果、

議案第14号、15号、16号、17号、18号、19号、

21号、22号及び23号は賛成多数で、議案第20号

は全員異議なく原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

  最後に、請願第２号労働者保護ルール改悪反

対を求める意見書提出を求める請願については、

請願の紹介議員の出席を求め、審査を行いまし

た。 

  審査において、委員から、このホワイトカラ

ーエグゼンプションや、解雇の金銭的解決制度、

限定正社員などは、全ての雇用者にとって使い

やすいものであって、働く人を守るものではな

いので、意見書を出すべきだという意見がある

一方で、何のために新たな自立的労働時間制度

が必要なのか、結局はコスト削減からではない

かなど、いろいろ国民の間にまだ浸透していな

い部分があるため、その辺を考慮して、継続審

査とすべきであるといった意見が出されました。 

  その他議員間で討議をした後、継続審査とす

ることに関して採決した結果、賛成多数により

継続審査すべきものと決しました。 

  以上で、産業厚生常任委員会に付託されまし

た案件の審査の経過と結果について、報告を終

わります。よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいまの産業厚生常任委員長報

告に対して質疑に入りますが、議案第５号及び

議案第14号から議案第23号までの使用料等の改

正に伴う議案10件並びに請願１件を分けて、質

疑、討論、採決を行います。 

  初めに、議案第５号新庄市国民健康保険税条
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例の一部を改正する条例の制定について、質疑

に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。これより

採決いたします。 

  議案第５号新庄市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定については、委員長報告

のとおりに決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第５号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第５号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第14号から議案第23号までの議案

10件につきまして、質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって直

ちに採決することに決しました。これより採決

いたします。 

  初めに、議案第14号新庄市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定

については、委員長報告のとおりに決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第14号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第14号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第15号新庄市火葬場設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、委員長報告のとおりに決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第15号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第15号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第16号新庄市農村環境改善センタ

ー設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定については、委員長報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第16号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議
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案第16号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第17号新庄市昭和活性化センター

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定については、委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第17号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第17号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第18号新庄市エコロジーガーデン

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定については、委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第18号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第18号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第19号新庄市新庄駅前ふれあい広

場の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定については、委員長報告のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第19号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第19号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第20号新庄市道路占用料徴収条例

の一部を改正する条例の制定については、委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第20号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第21号新庄市農業集落排水処理施

設設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定については、委員長報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第21号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第21号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第22号新庄市下水道条例の一部を

改正する条例の制定については、委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第22号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第22号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第23号新庄市水道給水条例の一部

を改正する条例の制定については、委員長報告

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第23号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第23号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、請願第２号労働者保護ルール改悪反対

を求める意見書提出を求める請願について、質

疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。これより

採決いたします。 

  請願第２号労働者保護ルール改悪反対を求め

る意見書提出を求める請願は、産業厚生常任委

員長より、継続審査の申し出が出されておりま

すので、継続審査にしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第２号は委員長報告のとおり採択されまし

た。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時２２分 休憩 

     午前１１時３４分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程の追加 

 

 

小嶋冨弥議長 追加案件が出ておりますので、こ

こで議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について御報告

いたします。 

  本日午前11時25分から、議員協議会室におき

まして議会運営委員６名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求めて議会運営委員会を開催し、本日の本

会議における議事日程の追加について協議をい

たしたところであります。 

  協議の結果、議案第40号平成25年度新庄市一

般会計補正予算（第６号）、議会案第２号消費

税の軽減税率の導入を求める意見書の提出につ

いての議案１件、議会案１件及び閉会中の継続

調査申し出についてを、本日の議事日程に追加

をしていただくことといたしました。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての御報告といたします。よろしく

お願いします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告がありまし

た議案１件、議会案１件及び閉会中の継続調査

申し出についてを本日の議事日程に追加するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案１件、議会案１件及び閉会中の継続調査申

し出についてを本日の議事日程に追加すること

に決しました。 

  ここで、追加日程を配付するため暫時休憩い

たします。 

 

     午前１１時３６分 休憩 

     午前１１時３７分 開議 
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小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第３６議案第４０号平成２５

年度新庄市一般会計補正予算（第

６号） 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第36議案第40号平成25年度新庄市一般会

計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第40号平成25年度

新庄市一般会計の追加補正予算について御説明

申し上げます。 

  今般の除排雪及び雪害対策の急を要する事項

と、国の１号補正等に伴う繰越明許費を主な内

容としております。 

  補正予算書１ページ、議案第40号一般会計補

正予算でありますが、歳入歳出それぞれ2,090

万円を追加し、補正後の予算総額を166億1,050

万9,000円とするものであります。 

  まず、繰越明許費につきましては、３ページ

に計上しておりますが、合わせて４事業ござい

まして、このうち国の１号補正に伴うものが２

事業となっております。 

  ６ページ、歳入及び歳出についてであります

が、３月に入ってからの想定以上の降雪や低温

の状況に伴い、到来する春の社会活動等への影

響を考慮し、農地における融雪遅延対策や、道

路の除排雪に係る経費を追加計上させていただ

いたものであります。 

  私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては財政課長から説明させますので、御

理解の上、御決定いただきますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

   （髙橋則雄財政課長登壇） 

髙橋則雄財政課長 それでは、議案第40号平成25

年度新庄市一般会計補正予算（第６号）につい

て御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ

2,090万円を追加し、補正後の総額は166億

1,050万9,000円となります。 

  各款、各項の補正予算額並びに補正後の額に

つきましては、２ページの第１表歳入歳出予算

補正を御確認いただきたいと思います。 

  次に、３ページ、第２表繰越明許費について

御説明いたします。 

  一般会計の繰越明許費は４事業でございます

が、このうちの２事業が国の１号補正に伴うも

のとなります。 

  子ども・子育て支援新制度施行に伴うシステ

ム改修業務委託は、子ども・子育て支援新制度

の平成27年４月の施行にあわせ、国で示されて

いるスケジュールに基づき繰り越しを前提とし

て実施する事業でございます。 

  次の、舗装路面性状調査業務委託は、国の１

号補正に伴うもので、市道路面の今後の舗装改

修に当たり、国交付金の活用を図るための前段

として実施する事業でございます。 

  次に、市道泉田二枚橋線整備事業につきまし

ては、資材調達に要する時間がかかるなどした

ことにより、年度内の完成が見込めない状況と

なったため、繰り越しとするものでございます。 

  最後に、中学校耐震補強事業につきましては、

国の１号補正に伴う26年度に予定しておりまし

た明倫中学校校舎、それから八向中学校体育館

の耐震補強事業の前倒しとなるものでございま

す。 

  次に、６ページの歳入及び歳出につきまして

御説明申し上げます。 

  歳出の６款１項３目農業振興行政事業費につ
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きましては、３月に入ってからの予想以上の降

雪によって、積雪深が昨年と同等レベルとなっ

たことを受け、春の農業生産活動への影響が懸

念されることから、県補助金を活用することに

より、農地の融雪遅延対策を図る経費を計上さ

せていただいております。 

  また、８款６項１目道路の除排雪業務費につ

きましても、到来する春の社会活動等への影響

を考慮し、道路の除排雪を遅滞なく進めていく

ための所要の経費を追加計上させていただいて

おります。 

  以上で、一般会計の補正予算案の説明を終わ

ります。よろしく御審議をいただき御可決賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明ありました議案第40号は、会議

規則第37条第３項の規定により委員会への付託

を省略したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第40号については委員会への付託を省略す

ることに決しました。 

  それでは、ただいま説明のありました議案第

40号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 歳出のほうで、今財政

課長から、農業振興費の中で、融雪剤等の補助

金、これは業務はどこへ補助金を出して、どこ

でどういうふうな、この内容をもう少し詳しく

聞かせていただきたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 融雪遅延対策のこの事業につ

きましては、事業主体としましては、農業協同

組合、農業法人、３戸以上の農業者というふう

な組織が対象となってございます。昨年も、同

じような対策をとらせていただきましたけれど

も、現在のところ集荷業者を中心に聞き取りを

しまして、そちらの業者の方で事業主体になっ

ていただくというようなことでございます。 

  標準事業費が、10アール当たり1,800円とい

う事業でございまして、このうち600円を市か

ら補助金として交付するという中身でございま

す。600円の内訳は、県が450円、市が150円と

いうことで、今把握されている面積約150ヘク

タールを対象に取り組もうとしております。 

  基準としましては、３月12日現在の積雪深が、

果樹園等では60センチを超えている地域、それ

から野菜畑、水稲育苗予定地、それから有機栽

培、特別栽培の作付予定地、これらの地域にお

いては、積雪深が130センチを超える地域とい

うことで対象になるわけですが、３月12日現在、

新庄市の積雪深が146センチということでござ

いますので、地域的には全域対象になるという

事業でございます。以上です。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 市、県のほうからも補

助金が来るということでありますけれども、こ

れは農地全面積対象ではないような、今の説明

では。そういうふうな掌握するとなれば、農家

の申請とかがあってそれに対応するのか、その

辺の把握の仕方というのを、もう少し詳しく説

明してください。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 現在、集荷業者等に状況等に

ついて確認しているところ、２つのＪＡが取り

組むという意思表示をいただいております。そ

のうち１ＪＡについては、きのうぐらいから、

各農家を訪問して、何袋ぐらいあればいいのか

という聞き取り作業に入っておりまして、その

状況いかんによっては、数字が固まってくるも



- 158 - 

のというふうなことでございます。 

  いずれにしましても、全農地ということでは

なくて、やはりその融雪の遅延が農作物の生育

に影響する、あるいは作業のおくれに影響する

というようなことで、主には水稲育苗予定地、

それから果樹園のやはり融雪のおくれが予想さ

れるようなところ、それから野菜畑ということ

でネギなどの育苗予定地、この辺が対象になっ

てくるのかなということで、あくまでも基本は

その組合員の意思を確認して、それを積み上げ

た形で助成していくというふうな考えでござい

ます。その辺の把握については、今、日夜ＪＡ

等が聞き取りに歩き回って集計しているような

状況でございます。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 今農林課長の説明のと

ころで、動いているということなんだけれども、

これは部分的にというか、積雪の多いところを

重点、そしてまた果樹、蔬菜関係、当然ハウス

等とかそういうものも入ってくるかなというふ

うに思います。稲作の場合も、育苗施設、ハウ

ス、この辺の対象はどうなの。またそういうふ

うなことと、あとやはり農家の希望というか、

要望というか、そういうものも市としての受け

方、どうなのか。どうも曖昧に作業が進むよう

な感じなんです。 

  各農家へ歩いて把握してやるなんて、そう簡

単なものではありません。これ農協でやるの。

これで最後だと思うんだけれども、そのとき、

まずきちんと農家の要望というか、それから状

況に応じた物事に対してやってもらいたい。 

  これは、最後だけれども、農家の育苗施設の

ハウス棟なんかはどうなんですか。その辺も対

象になるのか、それについてお聞かせいただき

たい。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 当然、水稲育苗予定地も対象

となります。それから、その把握につきまして

は、今、事業に取り組むというふうな意思表示

をしていただいている２つのＪＡの職員が、今、

日夜回ってその辺の希望把握をしてございます。 

  いずれにしても、標準事業費10アール当たり

1,800円ぐらいかかるというところの補助が600

円ということで、農業者からすれば、３分の１

の助成ということで、裏を返せば３分の２は自

己負担ということになりますので、その辺を十

分に説明をしながら回っていただいているとい

う状況でございます。以上です。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 私のほうから、１点だ

け質問させていただきます。 

  ６ページの８・６・１、除排雪費なんですけ

れども、場所はどこら辺を想定してやられるの

か。またあと総額は、多分今回の補正で全部の

除排雪費が確定すると思うんですけれども、大

体全体でどのくらいかかったのか、お知らせく

ださい。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 ここの2,000万円、これ

の委託料の場所ということでございますけれど

も、この場所は特定ではございませんで、全体

の枠の中での進め方としまして、いわゆる３月

期、３月に降雪量が６日から１週間にわたって

の降雪があったものですから、その部分が不足

した額というふうなこと。 

  あとそれから、例年ですと、大体３月の下旬

あたりも１回出動している状況がございます。

それに対応するためということでございまして、

路線数については、委託路線全部を対象として

ございます。 

  それから、今期の雪に対する除排雪費という
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ことでございますけれども、大きくウエートを

占めるものが委託料と借り上げ料という形で、

今後３月分につきましては、出てくるのが借り

上げに伴う、いわゆる雪を押したところの雪戻

しという形がこれから中心になるかと思います。 

  やはり総額的にはこの２つ、委託料と借り上

げ料ですけれども、２つ合わせますとやはり６

億1,000万円近くかかるという形でございます。 

  この２つに関しては、まずそのような形にな

ります。去年よりも若干低目に推移していると

いう状況でございます。以上でございます。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 市民の皆様の安心と安

全のために、しっかりと予算を使って、安全を

確保していただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第40号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第40号平成25年度新庄市一般会計補正予

算（第６号）は原案のとおりに決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第40号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第３７議会案第２号消費税の

軽減税率の導入を求める意見書の

提出について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第37議会案第２号消費税の軽

減税率の導入を求める意見書の提出についてを

議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  総務文教常任委員長石川正志君。 

   （石川正志総務文教常任委員長登壇） 

石川正志総務文教常任委員長 それでは、私のほ

うから、議会案第２号消費税の軽減税率の導入

を求める意見書の提出についてを説明させてい

ただきます。 

  上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第

２項の規定により提出いたします。提出者は、

新庄市議会総務文教常任委員会委員長石川正志

でございます。 

  内容につきましては、次のページをごらんく

ださい。 

  読み上げます。 

  消費税の軽減税率の導入を求める意見書。 

  第180回通常国会において、社会保障と税の

一体改革関連法が成立し、地方消費税を含む消

費税の税率が平成26年４月に８％、平成27年10

月には10％まで引き上げることが決まりました。

しかしながら、消費税の引き上げは、低所得者

世帯をはじめとする一般家庭の家計への影響が

懸念され、また、欧米諸国においても、食料品、

日用品、一定の要件を備えた出版物等の生活必

需品に対して軽減税率が導入されているところ

であり、一律に消費税の引き上げを行うことに

は議論があるところであります。 

  よって、国においては、低所得者等に配慮し

た税負担の軽減を図るとともに、地方への影響
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を少なくするため、下記の措置を講じられるよ

う強く要望いたします。 

  内容といたしましては、消費税増税に当たり

複数税率を導入すること。 

  宛先は、内閣総理大臣、財務大臣を予定して

ございます。 

  以上、御審議いただきますようよろしくお願

い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいま説明のありました議会案

第２号消費税の軽減税率の導入を求める意見書

の提出については、総務文教常任委員会提出の

議会案でありますので、会議規則第37条第２項

の規定により委員会への付託を省略し、直ちに

質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第２号消費税の軽減税率の導入を求め

る意見書の提出については、原案のとおりに決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第２号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第３８閉会中の継続調査申し

出について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第38閉会中の継続調査申し出

についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  議会運営委員会及び各常任委員会の活動につ

いて、各委員長より閉会中の継続調査の申し出

がありますので、申し出のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

閉会中の継続調査については、各委員長の申し

出のとおり決しました。 

 

 

閉      会 

 

 

小嶋冨弥議長 ここで、市長より御挨拶がありま

す。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 ここで、私より一言御礼申し上げ

たいと思います。 

  平成26年度、大事な市政運営に係る予算、議

員の皆様には、慎重審議をいただきましたこと、

まことにありがとうございます。 

  振り返ってみますと、２月の中旬から月末に

かけましては、関東でこれまでにないような大

雪というようなこと、その後ソチオリンピック

があり、日本中が歓喜した場面もあるわけです

が、その隣するウクライナでは、大変な政情不

安ということで、今現状まで冷戦状態に戻るん

ではないかというような、世界中が非常に不安

視をしている状況がございます。 

  さらには、マレーシア航空機の不明事故、そ

ういうような捜索問題の中で、朗報といたしま

しては、新庄まつりが世界遺産への登録への提

出への32の団体の一つに加えられたということ、

大変うれしく思っているところであります。 
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  また、３月11日には、３年前の震災のことを

振り返る、復興への誓いがあったわけですけれ

ども、３月16日、新庄市立日新中学校に行った

際に、ちょうど目の前で、３年前の震災で卒業

式をできずにこられたお子さんが堂々と日新中

学校を卒業する姿を見て、本当によかったなと

いうふうに思っております。本当にこれから、

いずれはいわきに帰り生活をしたいということ

もいただいていますが、しっかりと今後とも成

長していくことを願っている一人であります。 

  こうした状況のように、大変目まぐるしく変

化する中での行政運営が求められるというふう

に、真摯に覚悟をしているところであります。 

  また、平成26年度におきましては、何といい

ましても、市制65周年の年ということで、何と

かまちを元気にする一助にしたい。またその一

方で、山形ＤＣキャンペーンが３カ月行われる

ということも加味しながら、さらなる新庄の元

気を求めてまいりたいというふうに思っており

ます。 

  最後になりますが、非常に新庄市の財政が厳

しい中、職員の本当の一番楽ではない、主任、

主事の状況の中の職員が、このたびこの議場を

最後に退職する課長がおります。これまでの御

労苦に感謝申し上げ、今後とも十二分に健康に

留意され、第２の人生を歩んでいただきたいと

いうふうに思います。 

  ３月議会、議会の皆様には慎重審議いただい

たことを重ねて御礼申し上げまして、私からの

挨拶とさせていただきます。 

  まことにありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 以上をもちまして、平成26年３月

定例会の日程を全て終了いたしましたので閉会

いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後０時０４分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  小 嶋 冨 弥 

 

   会議録署名議員  髙 橋 富美子 

 

    〃    〃   下 山 准 一 
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予算特別委員会記録（第１号） 

 

 

平成２６年３月５日 水曜日 午後２時３０分開会 

委員長 佐 藤 卓 也     副委員長 伊 藤   操 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   伊  藤     操  委員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  委員     ４番   佐  藤  卓  也  委員 

  ５番   石  川  正  志  委員     ６番   佐  藤  義  一  委員 

  ７番   奥  山  省  三  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 

  ９番   平  向  岩  雄  委員    １０番   小  野  周  一  委員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  委員    １２番   清  水  清  秋  委員 

 １３番   小  関     淳  委員    １４番   遠  藤  敏  信  委員 

 １５番   下  山  准  一  委員    １６番   新  田  道  尋  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   森     儀  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

社 会 教 育 課 長 森   隆 志  神 室 荘 長 伊 藤 忠 志 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 冨 樫 雄 二 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 浅 沼 玲 子    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

本日の会議に付した事件 

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

山口吉靜臨時委員長 ただいまから委員会条例第

10条第１項の規定に基づき予算特別委員会を開

き、委員長の互選を行います。 

  なお、委員会条例第10条第２項の規定により、

委員長が互選されるまでの間、私、山口吉靜が

臨時に委員長の職務を行いますので、よろしく

お願いいたします。 

  ただいまの出席委員は18名です。 

  これより予算特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

山口吉靜臨時委員長 これより特別委員会条例第

９条第２項の規定により委員長の互選を行いま

す。 

  お諮りいたします。 

  委員長の互選の方法につきましては、会議規

則第126条第５項の規定により指名推選による

こととし、臨時委員長において指名したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、臨時委員長において指名することに決し

ました。 

  委員長に佐藤卓也委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました佐藤卓也委員を委

員長の当選人と定めることに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、佐藤卓也委員が委員長に当選されました。 

  御協力ありがとうございました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午後２時３４分 休憩 

     午後２時３５分 開議 

 

佐藤卓也委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま予算特別委員長に当選いたしました

佐藤卓也でございます。皆様の御協力をよろし

くお願いいたします。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

佐藤卓也委員長 これより委員会条例第９条第２

項の規定により副委員長の互選を行います。 

  副委員長の互選の方法につきましては、会議

規則第126条第５項の規定により指名推選する

こととし、委員長において指名いたしたいと思

います。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に伊藤 操委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました伊藤 操委員を副

委員長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました伊藤 操委員が副委

員長に当選されました。 

  伊藤 操副委員長、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

散      会 
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佐藤卓也委員長 それでは、３月12日水曜日午前

10時より予算特別委員会を本議場において開催

いたしますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

 

     午後２時３６分 散会 
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予算特別委員会記録（第２号） 

 

 

平成２６年３月１２日 水曜日 午前１０時００分開議 

委員長 佐 藤 卓 也     副委員長 伊 藤   操 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   伊  藤     操  委員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  委員     ４番   佐  藤  卓  也  委員 

  ５番   石  川  正  志  委員     ６番   佐  藤  義  一  委員 

  ７番   奥  山  省  三  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 

  ９番   平  向  岩  雄  委員    １０番   小  野  周  一  委員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  委員    １２番   清  水  清  秋  委員 

 １３番   小  関     淳  委員    １４番   遠  藤  敏  信  委員 

 １５番   下  山  准  一  委員    １６番   新  田  道  尋  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   森     儀  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

社 会 教 育 課 長 森   隆 志  神 室 荘 長 伊 藤 忠 志 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 冨 樫 雄 二 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第３１号平成２６年度新庄市一般会計予算 
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開      議 

 

 

佐藤卓也委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は18名です。 

  これより、予算特別委員会を開きます。 

  本特別委員会に付託されました案件は、議案

第31号平成26年度新庄市一般会計予算から議案

第39号平成26年度新庄市水道事業会計予算まで

の９件であります。 

  審査に入る前に、審査及び本委員会の進行に

関しての主な留意点を申し上げます。 

  特別委員会は３日間にわたり開催されますが、

本日とあした13日木曜日の審査につきましては、

午後４時ごろをめどに進めてまいりたいと思っ

ております。 

  質疑につきましては、一般会計は歳入と歳出

を分けて行います。また、特別会計及び水道事

業会計は歳入歳出を一括して行います。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。 

  質問は、最初に必ずページ数、款項目、事業

名などを具体的に示してから質問されるようお

願いします。 

  また、会議規則第116条第１項に、「発言はす

べて、簡明にするものとして、議題外にわたり

又はその範囲を超えてはならない」と規定して

おりますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げました点について特

段の御理解と御協力をお願いいたしまして、た

だいまから審査に入ります。 

 

 

議案第３１号平成２６年度新庄市

一般会計予算 

 

 

佐藤卓也委員長 初めに、議案第31号平成26年度

新庄市一般会計予算を議題といたします。 

  一般会計の審査につきましては、歳入と歳出

を分けて質疑に入ります。質疑は、答弁を含め

歳入と歳出それぞれ１人30分以内といたします。 

  それでは、質疑に入ります。一般会計の歳入

について質疑ありませんか。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

佐藤卓也委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） おはようございます。 

  一般会計歳入の部分で私がお伺いしたいこと

は１つでございます。 

  予算書15ページ、地方交付税という部分でご

ざいます。 

  新聞等でも、国の要請に従い７月から３月31

日までということで、独自の職員の給与削減を

行った自治体と、行わなかった自治体がある中

で、３月に入りまして、新聞等でおおむねの差

をはかるという旨の報道等がございました。 

  この予算書に反映されてはいないかとは思い

ますが、地方交付税という形で国から来る部分、

新庄市の26年度に与える影響はどのような程度

になるのかと。予測という部分が多々あって非

常にお聞きづらいところではありますけれども、

ぜひよろしくお願いいたします。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

佐藤卓也委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 地方交付税の算定に当たって

行革努力をした自治体としない団体についての

差ということでございますけれども、平成26年

度の普通交付税の算定については、国では職員

の削減率、あるいはラスパイレス指数、それか

ら地方債削減率などについて、その削減の度合

いによって交付税の算定に差をつけるというこ

とでございますけれども、現段階では、国のほ

うでは精査中ということであります。ただ、ざ

っくり計算する、イメージ的な指数がございま

して、それで計算しますと、4,000万から新庄
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市の場合、１億ぐらいの幅があるということで

す。 

  それで、今年度ですか、職員、給与削減して

おりますので、その金額が5,900万ということ

で、それ以上にはなるのかなということでござ

います。なお、当初予算でその部分については

見ておりませんので、国の動向を見ながら補正

していきたいと思っております。 

佐藤卓也委員長 ほかにありませんか。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

佐藤卓也委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 私は１点お聞きさせて

いただきます。 

  11ページ、市税、そして12ページの市税の１

款の１目の固定資産税について、それから14ペ

ージ、１款市税１目の都市計画税、これらの収

入率、このたび、今年度、市税においては

0.1％なのだけれども、固定資産税については

0.6％、そしてまた都市計画税についても0.6％

のこの収入率の増を見ているわけなんですね。

これらのこのポイントを上げたというか、上が

った、昨年と比べて、それの、税務課長、どう

いうふうな要素が予測されて上がったのかお聞

かせいただきたい。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 市税における収納率、収入率

のことでございます。 

  まず、個人市民税でございますけれども、こ

れにつきましては、昨年度、平成25年度当初予

算におきましては97.5％でございました。今年

度97.6％ということで、現年課税分を組んでご

ざいます。ほんのわずか上がったということで

ございますけれども、これはこの間、特別徴収

が進んできているというようなことで、確実性

が増しているということを多少加味させていた

だいたというふうに考えております。 

  続きまして、固定資産税でございますけれど

も、これは平成25年度当初予算におきましては、

96％というふうに見込んでございまして、今回、

26年度当初予算では収納率が96.6％と、割と大

き目の収納率を踏んでございます。これはこの

間の実績がございまして、予算の段階と決算の

段階との乖離が非常に大きかったということが

確かにございます。それによって、かなり全体

としては影響を及ぼす部分がございますけれど

も、余り開き過ぎるのも何ですといいますか、

そういうようなことで、25年度の実績等を見ま

して、今回、今定例会の初日におきまして、補

正予算で6,000万円ほどの増額補正を組ませて

いただいております。そういった動向も見まし

て、このぐらいで妥当だったのかなというふう

に考えているところです。 

  それから、都市計画税でございますが、これ

も固定資産税とまずほぼ同様の動きというふう

に考えてございます。固定資産税と都市計画税

ともになのですが、土地につきましては、この

間やはり下落修正ということで、どうしても下

落傾向が続いてございます。それに対しまして、

家屋についてはこの間、新増築の増、それから

工業団地における工場の増築、それから新たな

商業施設の増築等、非木造の伸びによって、多

少伸びが期待されております。これらにつきま

しては、収納という点からいきましても、非常

に確実性の高いところであるというふうに考え

ております。 

  それから、なかなか事前にはわかりにくいと

ころだったのですが、償却資産の部分、この部

分が特に新しい工場の中での機械設備等、これ

については事前になかなか確認することができ

ない部分でございますけれども、これが実際思

ったよりもふえているということで、比率とし

ても高くなっていると。 

  いずれも確実性の高いものが伸びているとい

うふうな考えでございまして、その点、収納率

も高目に設定させていただいているということ
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でございます。以上です。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

佐藤卓也委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 経済動向もある中で、

収入増を見込める、ただ収入増を見込める、こ

のパーセントじゃないような、これね、やはり

収納率なの、収入率を上げるポイントなわけだ

から、やはりこれに対して税務課、特に税務課

内で、そういうふうな収納率、収入率を上げよ

う、やはり努力というか、そういうふうな手だ

てというか、そういうものを、私ながら感じら

れるんですよ、努力がされているなというか、

少し聞いた話では、やはり収入率が上がるとい

うことは、結局、収入をきちっと確率よくもら

えたというか、納めてもらった、そういう努力

というか、やはり税務課職員、例えば、いいか

悪いかは別としても、納税がなかなか難しい人

に対して、納税義務者にきちっと払ってもらえ

るような対策といえば何だ、差し押さえとか、

そういうものまで入ってきているのかなという、

端的に考えれば、やはり差し押さえなんか入れ

ば、それだけ納税の確保というのが考えられる

ということは大きいわけですね。その辺は以前

から見てそういうふうな差し押さえとか、そう

いうもののパーセント的なものはどういう傾向

で来ているのか、ちょっと気になったものです

から、あればお聞かせいただきたい。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 収納率を上げるための税務課

としての努力の部分のお話かと思います。それ

で、特に今差し押さえの問題が出てまいりまし

たので、そのお話からしたいと思いますけれど

も、やはり納付していただく、これはやはりい

ろいろお願いしたり、分納の計画を立てたり、

そういったことで納付が進めばよろしいのです

が、なかなかそういかない、難しい方もいらっ

しゃいます。これが納付できる状況になかなか

ないということであれば、別な手だてもあるの

でしょうけれども、納付できる財産がありなが

らなかなか納まらないといった場合に、やはり

私どもとしては誠意が見られないものについて

は差し押さえということも検討せざるを得ない

ということかと思います。 

  その際に、差し押さえというのはあくまでも

租税債権を確保するというのが最大の目的でご

ざいますけれども、なかなか例えば100万の滞

納があれば、100万一気に埋まるという差し押

さえというのはなかなかございません。そこら

辺は細かいものの積み重ねをやっていったりと

いうこともあるわけですけれども、結果的には

そういう差し押さえ財産が見つからないという

ケースもございます。いずれにしましても、や

はりそういう誠意が見られない方につきまして

は、これは考えざるを得ない部分であると。 

  そこで、先ほど租税債権の確保というふうに

お話し申し上げましたけれども、加えて、これ

は重度の滞納者でいいますと、指導というのが

ありますよね。それと同じような効果というも

のも結果的には差し押さえにはございます。そ

れで、差し押さえをされるはずはないだろうと、

そんなことはされないだろうというふうに思っ

ている方がやはりいらっしゃいまして、実際に

差し押さえされてから、事の重大さに気づくと

いう事例が間々見受けられます。こういったこ

とも、租税債権を全額確保することはできない

にしても、そういう効果も見ているところでご

ざいます。 

  それで、その割合のこと、この間の伸びとい

いますか、になるのですが、件数的にいいます

と、全体の差し押さえとしては、都市によって

増減がございます。しかしながら、私どものほ

うで考えておりますのは、新たな差し押さえ、

新たなといいますか、今まで取り組んでこなか

ったような差し押さえ、そういったことも取り

組んでいこうということで臨んでございます。 
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  具体的にいいますと、これは動産の差し押さ

えの部分になるのですけれども、車の差し押さ

えがあると。その際にタイヤロックという措置

をとるわけなのですが、こういったことをかつ

てやってございませんでしたけれども、これも

新たに挑戦してみようというふうな話をしてお

ります。 

  この間、そういう意味では、インターネット

公売であるとか、そういったこともやってござ

いますので、新たなものに取り組んで、これま

で入らなかったところから確保しようというふ

うなことも考えているというところでございま

す。 

  あとは、収納率全般にわたりましては、やは

り滞納整理に王道なしというふうに言います。

大体こういったことをやる、どこの自治体に行

きましても同じような方法をとっておりますが、

これをやはり徹底するということであろうと思

います。そこのところで担当職員のほうで日々

努力している、これしかないのではないかなと

いうふうに思っております。以上でございます。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

佐藤卓也委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） そういう状況だという

ことで、納税者から見れば税の公平性、これが

問われるわけで、やはりこの収入率、収納率を

上げる、これがやはりきちっと納めている方か

ら言えば、収納率100％という姿が一番望まし

いわけなのですが、そういうような方向で、こ

のたび、今年度、そういうふうな収納率、収入

率を上げる努力が見られると、久々に数字がち

ょっと上がったなという感じで見ておるもので

すから、ひとつ税務課挙げてこの収納率のパー

セントが下がらないように努力していただけれ

ばありがたい。ひとつよろしくお願いします。

終わります。 

佐藤卓也委員長 ほかにありませんか。 

１５番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

佐藤卓也委員長 下山准一委員。 

１５番（下山准一委員） 私からも１点お伺いを

いたします。 

  ページ29、20款諸収入４項雑入５目雑入、ス

ポーツ振興くじの助成金についてお伺いをいた

します。 

  去年の12月に、総務文教委員協議会に急遽、

テニスコートの改修事業ということで提示をさ

れました。いろいろな、委員協議会の中で話し

合ってきたのですが、ちょっと聞き忘れた点が

ありましたので、その点について聞きたいと思

います。 

  今回のスポーツ振興くじ助成金6,800万円い

ただくことになっておりますが、まず交渉経過、

いつからこの助成金をいただきたいというふう

なことを始めたのか。何がきっかけなのか。そ

れから、多分この助成金を算出するに当たって、

事業計画書的なものというのは必要かと思うん

ですよね。例えば見積書とか図面とか、それは

いつごろ提出されたのか。そして、また内定し

ていただいたのはいつなのか。まずこれをお聞

きしたい。 

  それから、今回の助成金に当たって、芝生化

新設ということで助成率が５分の４の限度額が

4,800万、それからスポーツ競技施設整備助成

金として助成率が３分の２の限度額2,000万、

多分これは夜間照明設備だと思うんのですが、

これは満額獲得してきたので、すごいことかな

というふうな気がするのですが、これだけです

と、テニスコートの改修工事だと１億3,900万

ですよね。ほかのあれは、その助成対象になら

なかったのかどうか。これもあわせて御答弁願

います。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

佐藤卓也委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 スポーツ振興くじ助成金

6,800万円の件に関してでございますけれども、

まず第１点目の交渉経過でございます。日本ス
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ポーツ振興センターとの話につきましては、た

しか昨年の10月ころから交渉を始めたというふ

うに記憶してございます。それから、事業計画

書の提出でございますけれども、これにつきま

しては、１月末に申請を出してございます。そ

れから、内定時期、いつ内定したのかというふ

うな話でございますけれども、スポーツ振興セ

ンターの担当者とのメールのやりとりではござ

いますけれども、12月のその文教にかける前、

11月の末ぐらいには、ある程度メールのやりと

りで内定といいますか、そういったことを記憶

してございます。 

  それから、１億3,900万がテニスコート本体

工事でございますけれども、6,800万というの

は、いわゆる全体の１億8,400万ほど、関連工

事も含めまして事業費がかかりますけれども、

そのうちの１億4,000万ぐらいがテニスコート

本体工事、これがいわゆるｔｏｔｏ助成の対象

の経費となります。残りのいわゆる4,400万ほ

どございますけれども、こちらのほうはプール

の解体、それから駐車場の整備、それから現在

のプールの管理棟、こちらのほうの改修等、こ

れにつきましては単独事業となってございます。

以上です。 

１５番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

佐藤卓也委員長 下山准一委員。 

１５番（下山准一委員） 10月から交渉を始めた

ということですか、去年の。それで、11月に内

定をもらったと。それで、申請が１月というと、

だからその申請じゃなくて、事業計画書的なも

のがなければ、助成額って決まらないんじゃな

いかということなんですよ。これは出さないで

何、すぐ決まったわけ。まずその点、もう１回

お聞きします。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

佐藤卓也委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 失礼いたしました。昨年

の10月ごろに、いわゆるｔｏｔｏスポーツ振興

センターとの交渉が始まりまして、事業計画に

つきましては、いわゆるテニスコート、それか

ら陸上競技場についてｔｏｔｏ助成をいただき

たいというふうな形でお話しさせていただきま

した。それで、その後、どれぐらいの事業費が

かかるか、他の施設等も視察した上で、ある程

度の概算の事業費を、事業計画といいますか、

概算の事業費を出しまして、こういった形での

整備を行いたいということで、スポーツ振興セ

ンターのほうと協議をさせていただいたところ

でございます。 

１５番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

佐藤卓也委員長 下山准一委員。 

１５番（下山准一委員） 私が言いたいのは、そ

のテニスコートの改修工事で6,800万もらって

きたのはいいのだけれども、何でその市民プー

ル、助成金もつかないやつを今回あわせてやる

のか、それがわからない。例えば危険なスポー

ツ施設の除却とか、それから駐車場の整備とい

うのは、また別の事業として出して、例えば文

科省あたりからの補助金をもらうとか、そうい

うすべがなかったかどうかというのが知りたい

んですよ。そういう交渉は一切なし、それとも、

この10月から交渉を始めて、その事業計画の中

にこのプールの改修工事云々の助成金のやつも

含まれていたのかどうか。どの時点でそのプー

ル関係の工事が出てきたのか、それを教えてい

ただきたい。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

佐藤卓也委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 プールの解体につきまし

ては、単純にあそこの場所でテニスコートを整

備するかといったところについても、課内で協

議をしたところでございます。それで、結果的

には西側のほうに１面ふやすといった整備計画

を立てたところでございますけれども、いわゆ

るプールを解体した上でできないか、そのあた

りも検討の中では協議したところでございます。
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それで、最終的にあの西側に１面ふやすことで、

今野球場の駐車場になっている部分が一部テニ

スコートになります。 

  そういったところで、あとはプールそのもの

が、50メータープールにつきましては、平成20

年から使用していないということで、水を張っ

たままの状態ではちょっと非常に危険だという

ふうに感じておったところでございます。 

  それで、ただいま文科省の国庫補助の検討は

しなかったのかというふうな御意見がございま

したけれども、今社会体育施設につきましては、

国の補助金制度がございません。それで、いわ

ゆる整備につきましては、ほとんどスポーツ振

興センターのｔｏｔｏ助成を活用しているとい

った状況がございます。 

  それで、その辺単独事業になりましたけれど

も、いわゆる駐車場の、野球場の駐車場が削れ

る部分、それから利用者の利便性を考えまして、

それからプールの危険性等々、いろいろ勘案し

まして、50メータープールを解体して駐車場を

広げるといったところで事業計画を立てたとこ

ろでございます。 

１５番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

佐藤卓也委員長 下山准一委員。 

１５番（下山准一委員） 文科省のほうの、その

補助制度がないということなので、今回一括し

て出されるのでしょうけれども、何かこう、ち

ょっとしっくりいかないんですよね。せっかく

6,800万ももらってきていながら、何かこの一

般財源と市債が約１億1,500万も使ってまでと

いうふうな気もします。 

  また、今回６面なのですけれども、テニス協

会とか何かからの要望は８面だったんですよね。

県大会レベルのやつをやるためには８面が欲し

いというので、どうせならばここまでもう踏み

込んじゃったほうがよかったんじゃないかなと。

あんまり言うと再質のほうにかかわるので、委

員長からとめられるでしょうけれども、それし

か答弁ができないのでしょうから、しようがな

いのでしょうけれども、まずいろんな形で、や

はり助成金とか補助金、もらう方策をもっと検

討しないと、１つもらったからあわせてこれも

やっちゃえ、これもやっちゃえじゃなくて、や

はりそういうのは必要かというふうに思います。 

  これからのやはり事業展開の中で、補助金と

か助成金というのは大部分重要な位置を占める

ものだというふうに思いますので、これからも

心して、なるべく財源確保に努めていただきた

いというふうにまず要望しておきます。終わり

ます。 

佐藤卓也委員長 ほかにございませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ページ９の６款地方消

費税交付金というのが、総額で４億5,800万円

になっております。前年比9,144万7,000円の増

となっております。ここで、消費税が５％から

８％になる、国全体では８兆円の増収というふ

うに見ているようですが、その消費税増税によ

る市財政の支出の見込みはどうなのか。楽にな

るのか。 

  それから、もう１点は、市民の生活への影響

をどう見ておられるのか。お願いしたいと思い

ます。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

佐藤卓也委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 消費税改定に伴う市の支出に

かかわる影響ということでございますけれども、

この前も答弁したかと思いますけれども、地方

消費税交付金で9,000万伸びるということと、

あと使用料等の見直しで五、六百万ふえるとい

うことで、その分影響があるというか、当然支

出のほうで工事、あるいは物件等で支払うとい

うことで、とんとんなのかなということを考え

ております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
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佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 市としては、とんとん

なのかということですが、この前お聞きしたと

きには、支出が入ってくる地方消費税よりも多

くなるのでは、負担が多くなるのではないかと

聞いたような気もするのですが、その点もう一

度お願いしたいと思います。 

  それから、市民の消費税増税による生活への

影響をどう見ておられるのか、お願いします。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員に申し上げます。

歳入の審査ですので、歳入のことに関して質問

をよろしくお願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 地方消費税というもの

ができたということで、見た目としては市に、

自治体に収入がふえるように見えると思います

が、本当に市財政にとってとんとんというよう

な見方でいいのかなという気がするのです。こ

の消費税増税に伴って、公共事業の工事、ある

いは物品購入のコストも増大する。また、社会

保障経費の自然増などいろいろありますが、そ

ういったことを考慮したときに、消費税増税が

このような収入増でよくなる地方財政、市の財

政がよくなると、楽観的に見るわけにはいかな

いのではないかと私は思いますが、そういう点、

財政課長としてどう見ておられるのかというの

をお聞きしたかったのでした。 

  それから、この地方消費税、市に入ってくる

消費税増税、増収ということで、収入が多くな

るように見えますが、これからの市民生活を考

えたときに、本当に市民の市税、あるいはいろ

んな市に入ってくるお金が見込まれるのかとい

う点で見たときに……。 

佐藤卓也委員長 歳入予算の何ページでしょうか。

よろしくお願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） ９ページの６款の地方

消費税交付金についてなのです。交付金のプラ

スの9,144万7,000円、また総額の４億5,800万

円に関して、これが本当に今後また10％にとふ

えていくということで、これだけ見たときに、

収入がふえるかというような錯覚を持ってはな

らないのではないかと私は考えるのですが、市

民生活への影響、また市の支出増に関して、見

たときに消費税、地方消費税……。 

佐藤卓也委員長 歳入ですので。それは歳出です。

歳入の質問をよろしくお願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 消費税増税について、

地方消費税がふえるということも見ていると思

いますが、それについての見解というか、伺い

たいなというところなのです。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

佐藤卓也委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 財政課としての立場から消費

税改定についての見解というのは、差し控えた

いと思います。なお、収入の部分で9,144万

7,000円の増ということでございます。それで

収支とんとんと申し上げましたけれども、歳出

の部分で当然、先ほど述べましたように、物件

費、維持補修、あるいは工事等で１億1,300万

ほど消費税の影響があるということでございま

す。 

  それで、消費税改定に伴って収入が、交付金

が9,100万、それから使用料等の見直しで550万

ということで、これを合わせれば１億1,300万

と9,700万ということで、収入のほうが少ない

ということでございますけれども、大きく見れ

ばとんとんなのかなということでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） この消費税増税のこと

で、今の課長さんのお話でいいお答えをいただ

いたと思います。歳出のほうでは１億1,300万、

入ってくるお金の増では9,100万と550万で

9,650万、この差を見たときに、支出、歳出の

ほうが多くなるという丁寧なお答えをいただき
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まして、本当にありがたいと思います。それで、

これは消費税増税が市民生活に与える影響とい

うことを考えたときに、低所得者ほど負担が重

いとも言われています。年金生活者も消費税増

税で例えば140万ぐらいで暮らしていらっしゃ

る方、４万円前後の増税となります。これがこ

こに回ってくるわけです、市に。しかし、その

生活している市民が消費税増税によって食べる

分を削ったり、医者行くのを削ったり、さらに

もっとひどいのは、生活保護世帯で、最高、子

育て世帯などは10％も生活保護費だけで削られ

て、その上、消費税が増税になってきたときに

……。 

佐藤卓也委員長 佐藤委員に申します。歳入の何

ページ、もう少し明確によろしくお願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 地方消費税交付金で９

ページの６款なのです。これについて言ってい

るのです。ということで、低所得者の世帯、生

活保護世帯、年金生活世帯、母子世帯、そうい

う生活が厳しい世帯が、間違いなく消費税増税

でやられて、そしてここにお金が入ってくると

しても、地方に、地域に回るお金は確実に減っ

ていくわけなのです。そういう意味で、消費税

増税については、やはり住民の生活を守る立場

から、また市の財政への与える影響を考えても、

増税はやめていただきたいというふうに、私は

市民生活を守る姿勢としては言うべきではない

かなと思うのですが、どうでしょうか。 

佐藤卓也委員長 歳入に関する質疑ですので、意

見、要望はしないでいただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 次に、９ページの10で、

地方交付税がマイナス7,000万となっておりま

す。この見通し、今後の見通しをお願いしたい

と思います。 

  それから、９ページの21で、市債がふえて２

億5,400万となっています。このことでの市財

政の、これから決算になってきたときに、影響

というか、大丈夫なのかということでお願いし

ます。 

  それから、もう一つは、25ページの16の２で、

財政調整基金利子80万というのがあります。こ

の利率と、それから財政調整基金の基金額の現

状はどうなっているのかお願いします。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

佐藤卓也委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 普通交付税の見通しというこ

とでございますけれども、交付税については、

国の地方財政計画にのっとって見積もっており

ます。その関係で、三角7,000万というふうに

予算を計上しておりますけれども、先ほど言い

ました職員の削減というか、行革努力の分が入

っていないということで、その分が今後補正に

なるのかなと思っております。 

  それから、市債についてでございますけれど

も、２億5,400万増ということで、これについ

ては小中一貫教育校が事業費が伸びております

ので、その部分が影響しているものと考えます。

なお、その中身については、後年度交付税措置

される部分が大半ですので、これについては、

地方債の残高はふえますけれども、後の負担は

そんなに影響はないのかなと思っております。 

  それから、基金の状況でございますけれども、

財政調整基金の利子でしたか、80万ということ

でございます。これについては利率、ちょっと

今資料がないので、定期預金ということの利息

でございます。 

  それから、基金の残高でございますけれども、

平成25年度末で14億7,100万ほどでございます。

それで、平成26年度の当初予算に繰り入れとし

て２億9,400万計上しておりますので、26年度

末見込みで11億7,700万というふうな状況にな

っております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 
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１ 番（佐藤悦子委員） 地方交付税についてな

のですけれども、三位一体改革というのが前に

あったりして、それで大幅に削られてきた経緯

があったように思います。それで、地方で声を

上げて地方交付税を結果、ふやさせてきたとい

う経緯があったように思います。その三位一体

改革前の地方交付税に戻させていく、そういう

運動が必要だと思うのですが……。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員に申し上げます。

歳入の何ページでしょうか。よろしくお願いし

ます。 

１ 番（佐藤悦子委員） ９ページの10の地方交

付税のマイナス7,000万にかかわってなのです

が、地方交付税が三位一体改革で削られてきた

と。それを復活させる運動が必要なような気が

するのですが、そういう考えなど、見通しなど

ないか、お願いします。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

佐藤卓也委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 交付税の総額についての質問

でございますけれども、現在、国の方針に従っ

て減ということでございますけれども、その分

臨時財政対策債というものがございまして、こ

れについては第２の交付税ということで、そち

らのほうで少し見てもらっているのかなという

ことでございます。 

  なお、交付税の総額については、あらゆる機

会を利用して国のほうに要請していただきたい

というふうに、いただきたいというか、市長を

初め県を通じてお願いしたいというふうに思っ

ております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ぜひお願いします。 

  それから、25ページの16の２の財政調整基金

の現状について丁寧にお答えいただきました。

26年度末で11億7,700万円になるだろうという

ことなのです。それで、私はこれは市として皆

さんの努力で余裕のある状況になっているんじ

ゃないかなと思うのですが、この使い道なども

う決まっているというのがあれば今後の予定…

…。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員、歳入の質問です。

それは歳出です。よろしくお願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） この使い道についてあ

れば、私は、本当は国保などの一般、法定外繰

り入れなどできる余裕があるお金というふうに

感じたのですけれども、見通しはどうなのかお

願いします。 

佐藤卓也委員長 今の質問は歳出です。何回も言

いますが、歳出ですので、歳入の質問をよろし

くお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） では、歳入のところで、

11ページの１の１で個人市民税が、先ほども質

問がありましたけれども、4,374万7,000円ふえ

ています。それから、法人市民税はマイナス

4,117万1,000円ということになっていますが、

これらの理由は、先ほど個人市民税については

特別徴収の結果がというふうにおっしゃってい

ましたけれども、それ以外に市民の税申告の状

況などから考えられることがあればお願いした

いと思います。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 個人市民税と法人市民税につ

いての御質問でございますが、26年度の状況、

申告の集計はこれからになりますので、確かな

ことは申し上げられませんので、25年度までの

状況、そういったところからのお話になろうか

と思います。予算もそういった形で組んでここ

に御提案を申し上げているところでございます。 

  それで、個人市民税でございますけれども、

確かに平成25年度当初予算に対しまして4,410

万ほど、3.52％の増となっております。今回の
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３月補正におきまして7,200万ほど増額補正さ

せていただいておりまして、これに比べますと

逆に2.1％の減というようになってございます。 

  したがって、当初の段階から見れば相当大幅

にふえているような感じを持ちますけれども、

実態としてはそう大きな変化はないというよう

なことかと思います。 

  それで、25年度当初予算の段階とどのように

違いを感じていたかというふうに申し上げます

と、給与所得の伸びというのが若干見られます。

これと、特に26年度につきましては復興特別税、

これの加算分、均等割の部分に市民税でこれま

で3,000円だったものが3,500円になるというこ

とで、500円加算になるものがございます。こ

れが一番はっきりした理由になろうかと思いま

す。 

  続きまして、法人市民税のほうですが、これ

は平成24年度に大変な増収が図られたのですが、

その後、25年度の見込み、それから今回の26年

度の予算というように考えた場合に、ちょっと

決定的な違いがございます。といいますのは、

その前に、法人市民税のこの間の比較でござい

ますけれども、平成25年度当初予算に対しまし

て4,084万円、率にして10.51％の減、それから

３月補正でこれは3,400万円の減額をさせてい

ただいておりますけれども、これに比較しまし

ても684万円、1.93％の減というふうになって

ございます。 

  平成24年の４月１日以後に開始します事業年

度から法人実効税率の５％引き下げというのが

ございます。これを具体的に申しますと、実行

税率40.69％から35.64％に引き下げられるとい

うようなことでございまして、これに伴い法人

税の基本税率が30％から25.5％に4.5ポイント

引き下げられます。法人市民税、御承知のよう

に、法人税額を課税標準としてございます。し

たがって、法人税額が下がることによって、法

人市民税も減収となるというふうな構造になっ

ております。それが25年度から影響が出てきて

おりまして、26年度についてはほぼ完全にその

影響を受けるだろうというふうなことでござい

ます。 

  ただ、この点についてちょっと補足させてい

ただきますと、県税であります法人事業税、こ

ちらは法人の法人税を課税標準とするのではな

くて、法人の所得のほうを課税標準としてござ

いますので、課税ベースの拡大によって逆に増

収になるという違いがございます。法人市民税

のほうは減収、法人事業税、県税のほうは増収

ということで、こういった開きが出て、非常に

アンバランスであると。これを補正するため、

調整するために、今年度ですか、平成25年度か

ら県たばこ税から市町村たばこ税への税額の移

譲が行われてございます。そういった事情もあ

りますので、御理解いただきたいと思います。

以上で説明を終わります。 

佐藤卓也委員長 ほかにありませんか。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

佐藤卓也委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） ページ数、11ページの

１款市税の市民税についてお聞きします。 

  全体として1.6％、前年比、伸びているとい

うのですけれども、何か新聞報道によりますと、

特に町村、最上町とか大蔵村、鮭川村の内示の

ほうで見ますと、農業所得の向上により市税が

アップしたと、そういう見込みであるという、

そういう見出しでなっているのですけれども、

当市における農業所得の伸び率というのはどの

ように見立てて上げられたか、お聞きしたいと

思います。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 個人市民税に影響いたします

農業所得の伸びというふうなことでございます。

予算書11ページの右側のほうの個人所得割のと

ころで、それぞれ所得別に金額が載せてござい
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ますけれども、これは、今回は所得金額をここ

に載せさせていただいております。昨年までは

課税標準額を載せてございまして、それも必ず

しも農業所得であれば農業所得をそのまま反映

したものではなくて、複数の所得がある方につ

いては、最大のものにほかのものを合算して、

農業所得であれば農業所得というふうに表示す

るというふうな方式をとってございました。し

たがって、昨年と単純にこれは比較できないの

ですが、今回農業所得につきましては、ここに

書いてあるとおりの所得金額ということで出て

おります。 

  今小野委員から御指摘いただいた農業所得で

すが、確かに伸びはあると思います。ただ、そ

れが全体に個人市民税に影響を与えるほどかと

いいますと、そこら辺はあんまり大きく見られ

ないのかなというふうに思っております。以上

でございます。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

佐藤卓也委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 実は最上地域の大蔵村

だったら、加工トマトですよね。最上町だった

らアスパラガスですよね。そういう分野で、そ

の町村で力の入れている分野で伸び率が合って

いるように私は感じたのですけれども、やはり

その点を新庄市においても、ある程度力を入れ

た場合は、その分野は相対的に所得も上がりま

すよという結果になると思うのですけれども、

そういう点で今回の町村のやはり内示というも

のが、１つにはその、何か我々にヒントを与え

たのではないかと思うのです。そういうことで、

非常に今回参考になったなという、内示であり

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

佐藤卓也委員長 ほかにありませんか。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

佐藤卓也委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） ただいま小野委員の発

言した内容にも若干関連性があるわけでござい

ますが、まず11ページの１款１項１目について

なのです。個人市民税関係でございますが、先

ほど課長の説明におきましては、農業所得等に

ついては、所得の大きいものに集約したために

と、こういうふうなことでございますけれども、

まず第１点は、この見込みの税額、前年度まで

は見込み税額というふうなものを記載しておっ

たのですが、本年度はございません。それで、

この理由、なぜこの見込み税額を個別に記載し

ないのかというふうな、その理由をまず第１点、

お伺いいたします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 ただいまの御質問は、個人所

得割の所得金額の脇に、右隣に、見込み税額を

所得別になぜ載せていないのかというふうな御

質問かと思います。それで、見込み税額につい

ては、個人均等割のトータルの分、それから合

計した部分については見込み税額を載せてござ

いますが、確かに所得別には載せてございませ

ん。 

  先ほど小野委員のほうにお話しした内容と重

なるのでございますけれども、昨年は課税標準

というふうなことで、それぞれ合算したものを、

農業なら農業ということで載せてございました。

したがいまして、基本になっているのは、１人

の納税義務者の方の総所得といったものがわか

る状態での積算でございました。したがって、

それの積み上げでもって右側のほうの見込み税

額を、それぞれの所得ごとにといいましても、

実態は複数の所得がまざっているというもので

すが、はじき出すことができました。 

  今回の場合は、厳密に給与所得であれば給与

所得、営業所得であれば営業所得、農業所得で

あれば農業所得というふうな形になってござい

ますので、これが１人の納税義務者の方にまた

がっているというふうなケースが幾らもござい

ます。そうしますと、そのまたがっているもの
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を合算して初めて税額が出てくるものを、これ

が別々に記載してございますので、そこから見

込み税額をそれぞれはじくことは実態上できな

いというふうなことで、大変申しわけないです

が、合計の部分だけに載せさせていただいてい

るということでございます。 

佐藤卓也委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５８分 休憩 

     午前１１時０８分 開議 

 

佐藤卓也委員長 休憩を解いて再開いたします。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

佐藤卓也委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） 先ほど課長から、今年

度のやり方について説明があったわけでござい

ますが、会計というものは継続性の原則という

のは市で重んじないのでしょうか。これは前年

対比とかいろいろ比較するにおきまして、こと

しはこういう手法でまとめたと言われましても、

ぴっとこう理解できない部分があるものですか

ら、継続性の原則というふうな会計処理の中に

は一応あるわけでございますけれども、その点

はいかがお考えですか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 ただいまの継続性の問題でご

ざいます。確かに昨年と方式が変わりましたの

で、いろいろ比較する際に厄介な問題が生じま

す。これは今回全体的なシステムの改正に伴っ

て行われたものであるのですが、それではこれ

までじゃあどういうふうな御意見が多かったか

といいますと、それぞれの、例えば農業所得で

あれば農業所得というのはどれほどなのだとい

うふうな御質問があっても、それにすぱっとお

答えできないというようなところがございまし

た。それで、当然そういう状態ですので、年々

の比較をいたしましても、物すごく大きなばら

つきがあったというふうなことでございます。

それで、そういった御意見を踏まえて、私ども

はいろいろシステムの受託業者のほうとも相談

いたしまして、こういう方式に改めたほうがい

いのではないかというようなことで進めてまい

ったわけでございますが、そのかわりに今平向

委員がおっしゃられたような部分が少し後退し

てしまったということはあるかと思います。 

  しかし、今年度は非常に切りかえの、26年度

は切りかえということで大変御不便をおかけい

たしますが、来年度、27年度予算以降、忠実に

これを比較ができるということになりますので、

そういう意味ではこれから２年、３年と同じ方

式を重ねていくことによって、この有効性がは

っきりしてくるのではないかなというふうに思

っております。以上です。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

佐藤卓也委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） 最初にびっくりしたの

は農業所得なのですが、昨年の場合は５億

5,600万しかないものを、今年度が11億5,000万

というふうな、そういう所得金額というふうな

ことで出ておったものですから、びっくりした

わけなのです。 

  それと関連しまして、給与所得につきまして

もなのですが、135億9,900万、前年度対比でふ

えているのですが、我々考えるには、給与所得

がそんなにふえたのかなというふうな考え方な

のですが、前年度対比でこのような増加したと

いう理由は何でしょうか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 先ほど私は前年度とこれは比

較を単純にできないというふうなお話を申し上

げました。といいますのは、今年度この部分、

所得金額を載せてございますけれども、平成25

年度当初予算におきましては、所得金額ではな

くて課税標準額を載せておったところでござい
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ます。それが全く違う内容でございますので、

これは比較ができないということになります。

また、加えて、平成25年度の当初予算までは、

農業所得の部分の金額というのは、農業所得だ

けでなくて、そのほかに例えば不動産所得であ

ったりとか、小口の給与所得出会ったりとか、

そういったものを合算して農業所得というふう

にお示ししておったところがございます。 

  したがって、そもそもその所得の中身のとい

う点で、その正確性といいますか、それがこれ

までは保証されておらなかったということでご

ざいまして、その部分が今回改善されるという

ことになります。以上でございます。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

佐藤卓也委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） 課長から説明を聞けば、

なるほど、わかるのですが、予算書には所得金

額というふうなことを記載しているものですか

ら、それは所得金額でなくて課税対象額だとい

うふうなことの説明が入っていれば、一々説明

する、質問する必要がないのですが、そのよう

なことを次回から、やり方を変えたのであれば、

一目瞭然と理解できるような、そういう資料を

提出していただきたいというふうなことでござ

います。 

  そして、この所得金額、トータルで18億

2,000万増加しているわけなのです、前年度対

比で。そして、税金のほうを見ますと、881万

4,000円ですか、増加しないというふうなこと

なのですが、これは推定でやっているんだとい

うふうに理解するわけなのですが、具体的にこ

の客観的なデータに基づいての集約であるかど

うかというようなことを確認しておきたいと思

います。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 ただいまの平向委員の御質問

でございますけれども、恐れ入りますが、もう

一度ちょっと趣旨を確認したいと思うのですが、

よろしいでしょうか。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

佐藤卓也委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） 去年とことしを比較し

た場合に、所得の金額が前年度比で182億3,370

万増加しているわけなんですよ。それに対する

見込み増額が881万4,000円しか上がってこない

というふうな、これは推定で書いているので、

きちっとしたものが出ないというふうなことを

理解しておりますけれども、これだけの税額し

か出ないのかというふうな質問でございます。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 今回ここにお示ししましたの

は所得金額ということでございます。昨年度ま

でお示ししていたのは課税標準額というような

ことで、課税の根拠となる金額でございまして、

所得金額の場合はそのままずばり課税、税率を

掛けるものではございません。その点、金額の

性質としましては全く違うものでございまして、

これを差し引きして比較するということはでき

ないものでございますが、今年度所得金額を載

せておりまして、昨年度までも所得金額を載せ

ておったら、それは比較対照ができるわけでご

ざいますけれども、今回の場合は比較対照がで

きないというようなことでございます。 

  あとは、見込み税額のほうの伸びにつきまし

ては、先ほど来お話ししておったのですが、結

論から言いますと、多少税額の伸びに反映する

部分があるのかなというふうなことで、そうい

った数字になってございます。以上です。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

佐藤卓也委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） その客体となる内容に

ついては、前年度対比、変更があると、こうい

うふうなことでございますけれども、平成26年

度の所得金額につきましては、398億1,700万な
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んですよ。それで、25年度は215億8,300万だと。

182億3,300万の差額がある。それに対しての税

金の増加が881万4,000円しかないというふうな

のが、これは推計、推定でやっているからぴし

っとしたものが出てこないのですけれども、な

ぜこういうふうな結果になっているのかという

ふうなことなのです。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 ここに合計金額として出てい

るもの、今回の場合と、それから１年前のもの

と大きな開きがあるというふうなお話でござい

ますけれども、昨年度までは掲載してございま

した課税標準額、これにつきましては所得額か

らさらに控除いたしまして、税率を掛けるもの

でございます。でも、今回の所得金額につきま

しては、この課税標準額の前の段階の金額とい

うことになってございますので、差し引きに大

きな差が出るのはむしろ当然というふうなこと

でございまして、ちょっと手元に資料はござい

ませんけれども、昨年の課税標準額を載せてい

るわけですが、所得金額をもし載せられるとす

れば、今回とほぼ同じぐらいの金額になるのか

なというふうに思っております。以上です。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） 24ページの款15県支出

金ですか、６項目の土木費県補助金についてな

のですけれども、区分として住宅費補助金

3,415万、住宅リフォーム総合支援事業費補助

金、この内容についてお伺いしたいのですが。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

佐藤卓也委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 ページ数、24ページ、土

木費県補助金というふうなことで、住宅費補助

金、住宅リフォーム総合支援事業補助金という

ふうな内容です、の御質問ですけれども、これ

につきましては、住宅リフォーム補助金という

ことで、一般分というふうな形で3,000万、あ

とそれから同じく耐震分というふうな形で400

万、あとそれから事務費分ということで150万、

合わせまして3,415万というふうな形でござい

ます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） そうしますと、申し込

めば大体受け付けが可能なのでしょうか。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

佐藤卓也委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 申し込み自体につきまし

ては、基準等がございます。そういうふうなこ

とで、これについては継続しておりますので、

詳しい内容について個々で対応していきたいと

思いますので、その辺はお気軽にお問い合わせ

願いたいというふうに思っております。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、23ページの、これは同じく県補助金な

のですけれども、説明欄にあります、上のほう

から３分の２ぐらいのところなのですけれども、

放課後子どもプラン推進事業費補助金2,016万

3,000円、これの内容についてお伺いいたしま

す。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

佐藤卓也委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 放課後

子どもプラン推進事業費補助金の内容というふ

うなことでございます。この内容につきまして

は、放課後児童健全育成事業、これはいわゆる

放課後児童クラブの事業でございます。そちら

の運営費補助、それからもう一つが、放課後児

童クラブの利用支援事業、これは放課後児童ク
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ラブのその利用料の助成、いわゆる半額助成の

補助でございます。もう一つが、放課後児童ク

ラブ処遇改善等事業というふうなものがござい

ます。こちらは放課後児童クラブの職員給与等

の改善の事業というようなことで、３つの事業

を合わせたものを、放課後子どもプラン推進事

業費補助金としていただくことになってござい

ます。以上です。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

いました。すると、これは小中学校生徒全員と

いうことになるのでしょうか。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

佐藤卓也委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 放課後

子どもプラン推進事業費補助金の対象者という

ふうなことでの御質問かと思いますが、いわゆ

る放課後児童健全育成というふうなことでござ

いますので、基本的には放課後児童クラブ、も

しくは学童保育所、そういったものを利用して

いらっしゃる子供さんに係る分、もしくはそこ

の運営していらっしゃるところの職員給与に係

る分というふうなことで御理解いただければと

思います。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

いました。 

  最後に、今のところと同じページ、23ページ

で、一番上の老人クラブ活動助成事業費補助金

というものの内容をお伺いいたします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

老人クラブ活動助成事業費の補助金に関して御

質問いただいておりますが、老人クラブの活動

支援につきましては、県の補助がいわゆる３分

の２ございます。そして、市単独して３分の１、

いわゆる事業する分についての県補助は３分の

２という中身になっておりますので、下に同じ

ように高齢者による健康いきいき活動支援事業

費補助金、これも含めまして現行の老人クラブ

に対する県の支援の額となっております。です

から、合計77万5,000円ほどになりますが、こ

れの半分といいますか、いわゆる３分の２でご

ざいますので、100万前後、歳出のほうで老人

クラブの活動事業費のほうに充てているという

ところでございます。以上です。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

いました。そうしますと、１人当たりは幾らに

なるんですかね。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 １人当た

りの補助という考えもあるのですが、もう一つ

は、老人クラブ単体でのその支援というところ

もございます。ですから、その辺の中身は歳出

のほうで改めて組み直しして、お示ししており

ますので、そのところで御説明申し上げたいと

思います。以上です。 

佐藤卓也委員長 ほかにありませんか。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

佐藤卓也委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） ページ26、17の１の２

ふるさと納税寄附金です。これにつきましては、

一般質問の際に山口委員が触れておりますが、

改めて確認しておきたいと思います。前年度予
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算200万に対して、今年度500万というふうなこ

とを掲げております。これはあくまでも寄附者

がこれほど出てくるかというふうなことで、見

込みなわけですけれども、これにどのような姿

勢で取り組むのかというふうなことを改めてお

伺いします。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 ふるさと納税というふう

なことでございますが、大幅な増額ということ

で歳入予算を組んでございますが、ここに示し

ているとおり、ふるさと納税を通じて新庄市を

知ってもらおう、あるいはアピールしてもらお

うというような戦略的な色でもって今年度も進

めてまいりたいと。その中におきましても、紹

介していく中でさまざまな工夫を施して新庄市

の紹介を強化してまいりたいというように思っ

ております。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

佐藤卓也委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） 先日、ちょっとテレビ

を見ているときに、ふるさと納税争奪戦という

ふうなことで紹介がございました。それで、最

近は納税を受けるというふうなことではなくて、

この町を売り込むというか、お返しに特産品な

どを配ったりして町を売り込むという、より積

極的な自治体がふえているというふうなことの

紹介でした。それで、例えば長崎県の平戸市、

３万4,000人の町ですけれども、海産品をカタ

ログ化して納税した方に配ったと。それで、納

税回数に応じてポイント制をも採用したと。そ

れで、飛躍的にこの納税額がアップしたという

ふうな紹介でした。また、岐阜県のあるところ

では、79万だったものが一挙に１億1,000万、

140倍になったと。飛騨牛のＡ５ランクのもの

をつけたりと、あるいは水族館の入館チケット、

あるいは鵜飼いに招待するとか、町の売り込み

というか、それから特産品の開発というか、そ

ういうふうなことにだんだんシフトしてきてい

るというふうな紹介でした。新庄市も、新庄ま

つり誘客100万人構想というふうなことをうた

っているわけですので、さまざまなメニューの

中で、新庄を売り込んでいただきたいというふ

うなことを申し上げたいと思います。それにつ

いてもう１回だけお答え願います。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 ふるさと納税、総務省か

ら制度化されて大分浸透してまいりました。お

っしゃるとおり、自由競争の波にさらされてい

るような感じもいたしますが、やはり納税の趣

旨、ふるさと納税の趣旨から委員おっしゃるよ

うな形の方向にシフトしてきている、非常にこ

う大きい波が来ております。ただ、これの行方

というふうなものも見定めることも必要であろ

うと。いわゆるこれがいつまで続くのかという

ようなことも大事な見きわめとなってまいりま

すので、その辺も含めながら戦略的な意図を持

って進めてまいりたいと思います。 

佐藤卓也委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 他に質疑なしと認めます。よっ

て、歳入について、質疑を終結します。 

  次に、一般会計の歳出について、質疑ありま

せんか。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

佐藤卓也委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） よろしくお願いいたし

ます。予算書59ページ、生活保護費の中の扶助

費、それに絡みまして予算書61ページ、がん検

診推進事業、失礼しました、それに絡みまして、

62ページの検診業務委託料、健康増進費です。

飛びまして、予算書69ページ、６款１項農業費

のうちの農業振興費から数点、続きまして、４

目畜産業費から１つ、続きまして、予算書73ペ

ージ、農地費から１点、飛びまして、予算書84
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ページ、土木費道路橋梁費の中から道路新設改

良費、時間があれば予算書89ページ、雪対策費

の中の雪総合対策費の中からお伺いしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  初めに、予算書59ページ、扶助費に関してで

すが、２月の全員協議会の折、予算の内示を説

明いただいたときに、扶助費の部分が前年比増

の5.1％であるというふうに、非常に私も重く

受けとめているところでございます。これは国

の施策なので仕方のない部分ではございますが、

一般会計から扶助費の部分だけでも8,700万出

ているというところで、ほかはちょっとしっか

り確認の意味でもう一度お尋ねしたいと。

5.1％の増は医療扶助にかかわる部分というこ

とでお伺いしましたけれども、生活扶助費、こ

れは高齢の方々がほぼ占められているというよ

うなところでございますが、大体何名の方が生

活扶助を受けられているのか。まず最初にお伺

いいたします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 扶助費に

かかわりまして、生活保護世帯の現況というこ

とでございますが、１月末の時点で、世帯数と

しては194世帯、受給者人員としましては267名

という状況でございます。以上です。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

佐藤卓也委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） これは一般論になって

大変恐縮でございますが、ようやく明るい兆し

は出てきているとはいえ、普通の方々、これは

稼働年齢であっても、そうでない方であっても、

極力その親御さんとの同居ということで、収入

が決まっている中で、つまり親の面倒を見たり、

これは何ていうのでしょうね、だから面倒を見

るというというところで、普通の方々がぎりぎ

りのラインで暮らしている方が多数の中で、こ

の今お示しいただいた194世帯、267名の方、こ

れは残念ながら慢性化しているという捉え方で

よろしいですか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 慢性化と

いう表現がいわゆる保護期間が長くなっている

かというふうなことかと思われます。御発言に

もございましたように、その高齢者世帯が非常

に多くなっているという現状がございます。市

の場合でも、半数近くが高齢者世帯という状況

になっておりまして、基本的にはその他のその

類型別の世帯としては、いわゆる傷病世帯、そ

れからいわゆるその他の世帯というのがござい

まして、最近はそのその他の世帯、いわゆる稼

働年齢層にありながら生活保護を受給すると。

いわゆる就職先がないとか、都会ですと若い方

も就職先がなく、生活保護を受けられるという

ケースもございますが、いわゆる一番最初に申

しました高齢者の方々の世帯は、やはりもう就

労という部分については非常に期待が持てませ

んので、長期化するのは必然かというふうには

思われます。ただ、そのほかのいわゆる傷病世

帯につきましては、ある程度治癒、それから回

復が見込まれる世帯もございますので、当然よ

くなれば稼働して、いわゆる自立するという可

能性は秘めている世帯でございます。 

  ただ、その他の世帯に関しましては、非常に

最近そのケースが多くなっておりまして、全国

的にちょっと一つ生活保護制度の悩みの種とい

うふうになっておりますが、この世帯の取り扱

いにつきましては、26年度以降、生活支援、就

労支援という形で、具体的に国のほうも事業を

起こす形になっておりますので、そういう形の

中で自立につなげていきたいというふうに思っ
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ております。以上です。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

佐藤卓也委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） やはり今、課長答弁に

もありましたけれども、これは、就労支援とい

うことは、現状から１歩進めると、あるいは現

状がどうなっているのかといった確認の部分に

当たると思うのですけれども、現在のところ、

例えば高齢者の場合、残念ながら長期化という

ところの部分と、今課長がおっしゃられた、稼

働年齢にありながら、残念ながら希望する職種

がないというところの就労支援というところで

すが、今のその体制はどういうふうになってご

ざいますか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 稼働年齢

層、そういう就労できる可能性を秘めた世帯が

いる世帯につきましては、まず基本的に生活保

護のケースの格付としては、ＡからＥまでござ

いますけれども、一番ケースワーカーとして訪

問する、いわゆる毎月なり二月に一遍訪問しな

がらというケースのＡケースに格付されます。

ですから、基本的に毎月、その本人の就労状況

なり、いわゆる求職状況も確認しながら、ケー

スワーカーと相談しながら進めていくと。そし

て、現在はその生活保護世帯の就労支援につき

ましては、ハローワークと新庄市がいわゆる協

定を結んでおりまして、常に雇用の情報を、求

職の情報をハローワークから伝達いただいて、

新庄市もそういう適当な職種が、もしくはその

適当な方がいらっしゃれば、すぐにその相談に

行っていただくという、リアルタイムで行って

おりますので、これで大分自立した世帯もござ

います。 

  ということでございますので、今後はやはり

その就労支援というところにつきましては、さ

らに来年度以降、先ほど申しましたが、強化さ

れますので、我々も期待しているというところ

でございます。以上です。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

佐藤卓也委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 非常にわかりやすい説

明を受けたと思っております。 

  続きまして、前段でも触れましたが、医療扶

助と、これはちょっと話がややこしくなります

が、今回の国保税の税率の改正というものの大

きな引き金となっているのは、医療費の部分の

増大ということがございます。それで、特会部

分は後ほど申し上げるにしろ、扶助費という観

点で申し上げれば、今回お話の中で、人工透析

と、残念ながら本当に患っている方々は本当に

今つらい思いで通院されたりしている中で、デ

リカシーのない質問にはなりたくはないのです

が、残念ながらふえていると。重度のケースに

至ってしまって、結局は医療費がたくさんかか

ってしまうというような流れの中で、健診に関

してでありますとか、健診後のサポートに関し

ては、今回の定例会の中でも、お二人の議員が

一般質問されているとは思いつつ、重なる部分

もあるとは存じますが、例えば61ページの、済

みません、62ページの健康増進費という中の健

診受託料の中には、例えば胃がんの中で、400

円の検診にかかわる補助を出しているというよ

うに説明を受けたのですが、受診率の向上、も

う少し上げる意味でも、ここの部分、もう少し

ふやすようなお考えはないのかお伺いいたしま

す。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 受診率の向上ということでご

ざいますが、我々にとっても非常に大きな命題

と感じております。健康については、食事、運

動ということでありますが、そのほかに健診と
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いうことで、私も常々申しております。加えて

言えば、禁煙ということになりますが、そうい

ったことをなかなか、何度も議会の中で申し上

げておりますが、痛くならないと健康なんだと

いう誤った考えを正したいということで、私た

ちも苦労しているところでございます。 

  委員おっしゃいました人工透析につきまして

は、１年間で１人500万円の医療費がかかると

いう、非常に大きい部分でございます。新庄市

のほうでは、290人に１人という人工透析の方

がいらっしゃいます。県平均で言えば500人に

１人ですので、言ってみれば、２倍近い差があ

るということでございますので、我々健康課と

しても、これを減らしたいということでいつも

取り組んでおります。 

  今年度については、腎臓病の予防教室、糖尿

病の予防教室等を開いておりましたが、また来

年度も継続してまいりたいと思っております。

また、腎臓の数値でありますクレアチニン、尿

素窒素というのがございますが、補助がない中、

300円ではございますが、単独で予算化して図

っているということでございます。 

  また、特定健診につきましても、特定健診し

た当日に保健指導をするということで、医療政

策の成果のほうにも載せておりますが、７割、

８割近い最初の、初回の保健指導というのも行

っております。我々のほうでは、課内では一応

20人の方が新たに透析患者になって10人死亡し

ている。そのため、数としては10人しかふえて

いない。また、24年度につきましては、18人新

規の方がいて、16人亡くなっているため、形と

しては２名しかふえていないということでござ

いますが、この新規の人工透析になられる方が

どのくらいかかるかわかりませんが、半分にし

ていきたいということで、課内で話し合ってい

るところです。以上です。よろしくお願いしま

す。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

佐藤卓也委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 腎不全の部分までお答

えいただいて恐縮でございますが、私が今お伺

いしているのは、ですからそういった部分の検

診にかかわる部分、400円、胃がんではたしか

400円と認識しています。今、腎機能に関する

検査に関しては300円、それで予算書のという

ことですので、その金額で果たして足りるのか

と。その金額で果たして足りるのかということ

を聞いてございますので、よろしくお願いいた

します。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 がん検診の委託料については、

400円引き下げて、今2,000円にしております。

その辺で足りるのかということですが、健診、

がん検診等につきましても、市町村それぞれ自

己負担についてはいろいろございます。その辺

で、こちらのほうとしては健診率を伸ばすため

には、料金を引き下げることも必要かと思って

おります。しかしながら、予算につきましては、

健康課の予算だけではございませんので、その

辺財政のほうと調整を図りながら、できればち

ょっとずつでも減らしていきたいという課の希

望はございますので、今後財政課のほうと調整

を図ってまいりたいと思っております。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

佐藤卓也委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） わかりました。 

  続きまして、農業費に行きます。予算書71ペ

ージ、農業振興費の部分の果樹園芸振興事業費

というところで、この部分に関して、次の部分

もかち合いますが、これは今期定例会でも一般

質問で質問された事項でございますが、戦略的

園芸産地拡大支援事業費補助金ということで予

算計上2,633万9,000円というところで、この部

分に関しては事業費の12分の１の新庄市のかさ

上げの部分があるということで、今年度から実
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施していただいて、非常に園芸振興という観点

で、最初に取り組む部分であったり、機械の更

新というところでは、非常に農家の方々から満

足を得ている事業ではないかなというふうに私

は捉えてございます。 

  絡めまして、その下の畜産業費のうちの畜産

生産拡大支援事業費補助金1,387万1,000円とい

うところでございますが、ここは県の３分の１

という捉え方でいいのですね。事業費はトータ

ルで4,000万強というふうに伺っておりますけ

れども、ここは県単独というところで捉えてよ

ろしいわけですか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 畜産生産拡大支援事業費補助

金につきましては、県単事業で３分の１の補助

でございます。以上です。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

佐藤卓也委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） この部分に関する市長

部局の考えとしては、一般質問の中で恐らく答

弁で、市長答弁でしたけれども、この畜産の部

分にまで新庄市のかさ上げ部分を今検討してい

るというような旨の御発言があったかと思いま

すが、例えばこの県単の、県単から推測した総

事業費が4,000万というところで、市町村が、

市が、新庄市がかさ上げした場合、想定される

金額は幾らになりますか、課長。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 この事業につきましては、さ

きにお話がありました戦略的園芸産地拡大支援

事業の畜産タイプということで、同じように捉

えていただいて結構かと思います。現在この予

算要求してございます事業につきましては、現

在の概算事業費で4,100万円ほどございますの

で、これにかさ上げするとなると、12分の１で

ございますので、340万円ほどになります。以

上。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

佐藤卓也委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） わかりました。例えば

これは決算委員会とか12月の一般質問でも行っ

たことでございますが、じゃあ１つ上の70ペー

ジ、これは農業振興費でありますけれども、地

域循環型と、堆肥製造事業ということで、これ

は環境と一体の事業であることは十分に認識し

てはおるのですが、例えばこのたびも予算計上

527万2,000円となってございますが、有効性に

対しては私だけではなくて、同僚の議員さんも

同じような見解を持っているわけです。ちなみ

に、これは平成25年度で、ここからでき上がる

堆肥は何トンございますか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 平成25年９月に、いわゆるそ

のふるいをかける機械を、ＮＰＯの団体と協力

して、団体から無償で借りて、今ふるいをかけ

て堆肥の良質化を図っておりまして、そこから

出るいわゆる木片チップの大きい部分が振り分

けられますので、きょうもその作業をしていま

すけれども、今の概算では60トンから70トンぐ

らいの製品になるのではないかなというふうに

試算してございます。以上です。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

佐藤卓也委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 多く見積もっても70ト

ンというところに、これは乱暴な言い方をして

悪いのですけれども、事業費で割りますと、１

トン当たり７万5,000円というような堆肥でご

ざいます。例えば同じ循環型という中で、耕畜

連携という場面はぜひぜひ私たちは考えなけれ

ばならないことではございますが、私たち一般

の普通の園芸農家が近所の畜産農家から、完熟

とは言えませんが、ある程度形のでき上がって、

土に土壌改良材として戻した場合、想定される
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のは２トンダンプ１台で大体、高くて7,000円

ですよ。これは10倍も開きがあると。これはそ

の前、前段でもお伺いしましたけれども、30名

の農家の方がこの堆肥を無償で供与いただいて

いると。その30名の方々に関しまして、この堆

肥が使い勝手がいいのか悪いのか、あるいはこ

れからも使いたいのかというような意向調査を

しておられれば、結果をお示しいただけますか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 生ごみ堆肥の利用者につきま

しては、現在まゆの郷の会員を対象に利用いた

だいておりまして、実は昨年に引き続き、今年

も２月に利用者33名を対象にアンケート調査を

させていただきました。 

  設問の中身としましては、どれぐらい使用し

ているのかということから、仮にこの堆肥が手

に入らなくなったら困るか、手に入らなくなっ

たら、その別の手だてはあるのかというふうな

こと、あともし購入するとなると、どれぐらい

の値段が、自分としてはどれぐらいの値段だっ

たらいいかというふうな、大きくこういうふう

な内容でアンケートをさせていただきました。

うち16名から回答を得ておりまして、提出率

48％と少ないわけでございますが、この16名中

７名が困るというふうな意見はあったものの、

手に入らなくなったらほかに入手する手だては

あるかというようなことで、５名の方がないと

いうふうな回答を得ているところでございます。 

  また、値段につきましては、２トンダンプで

5,800円ぐらいというふうなのが平均的な希望

価格というようなことでございまして、いずれ

にしても標本数が33名中16名の回答ということ

で、非常に率的に標本数にしては少ないのです

が、結果としてはこういうふうな結果を得てご

ざいます。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

佐藤卓也委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） そのような状況の中で、

この事業が果たしていいのかと、そんなところ

に570万円を一般財源でつぎ込むよりも、これ

は先ほど申し上げました、例えば畜産でありま

すとか、あとはできるかできないかは別として

ですけれども、これから６次化というものに取

り組むというところでは、これは同じくまた県

単の創意工夫というような事業がございますけ

れども、そこの部分に市町村の上乗せをすべき

かと、そのほうが税の使い方の公平性が保てる

んじゃないでしょうか、これは。いかがですか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 地域循環型堆肥製造事業につ

きましては、９月の決算議会で３名の委員の方、

そしてまた12月議会においては石川議員より御

質問を受けて、その答弁としましては、やはり

平成11年から15年という長きにわたり、この歴

史経過を経て今日に至っているわけでございま

すが、やはりさまざまな意味で賛否両論あった

り、あるいはいろんな立場の方々が相当います

ので、この辺の意見なんかも十分踏まえながら、

今後この事業につきましての費用対効果といい

ますか、またいわゆるどの部分に経費を投入す

れば、いかに農業の産出額を高め農業を元気に

できるかというふうなこと、当然御指摘のとお

りでございますので、きょうまでやっていてあ

したからやめるというわけにはいきませんが、

そのような御指摘を踏まえて、今後多面的に検

証して判断していきたいというふうに思います。

以上です。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

佐藤卓也委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） よろしくお願いいたし

ます。 

  次に、これは都市整備の部分になろうかと思

います。予算書で84ページ、新庄市の今回の主

要な事業というところで、これは地元の話で大
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変恐縮でございますけれども、泉田二枚橋の防

雪柵の整備ということで、これは26年度も主要

事業として大きく取り上げてはいただいており

ますけれども、本来であれば25年度の、今年度

の主要事業であって、工法の再検討ということ

で説明は頂戴しましたけれども、１年繰り延べ

と。今年度の当初の主要事業の概要の中では、

完成年度が平成27年かと記憶してございます。

今年度に至っては、来年度の予算に至っては、

平成28年完成というところでございますが、こ

れは冬場のその交通の安全性の確保ということ

に関して、新庄市が一番重い責任を負っている

わけです。このくだんの場所に関しては、市長

部局のほうも十分重要性は認識されているとい

う中身で、でも残念ながら完成年度が28年の予

定ということになってございますが、この事業、

ことしはちなみに何月ごろから取りかかるおつ

もりですか。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

佐藤卓也委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 流雪、泉田二枚橋線の防

雪柵、これにつきましては、先ほど委員もおっ

しゃいましたとおり、市の主要事業というふう

な形で取り組んでございます。第１期分につき

ましては泉田地区、１期分については柏木原地

区、あとそれから第２期分については、現在行

っている箇所というふうな形で順次進めている

というふうな状況でございます。これにつきま

しては、今回全延長約1,000メートルぐらいの

ところを整備するというふうな計画でございま

して、まず最初にいわゆる二枚橋地区のほうか

ら整備が進んでいくというふうな段取りでござ

います。 

  これにつきましては、やはり国のほうの社会

資本整備総合交付金、この事業を充てるという

ふうな事業でございまして、この事業のほかに、

ほかの事業もございまして、パッケージとして

予算が振り向けられるというふうなことでござ

います。特に防雪柵につきましては、金額が張

るというふうな形で、非常に財源的にはちょっ

と大変な事業でございます。ただし、この箇所

につきましては、長年皆様方から非常に要望の

ある箇所、あとそれから私どもの道路管理者と

しましても非常に危険箇所というふうなことを

認識してございまして、これについてはなるべ

く早い時期の完成を目指したいというふうな形

で進めていることでございます。 

  ただし、今年度一部基礎の土質関係、それが

ちょっとございまして、変更等するような形に

なりますけれども、なるべく早くこれについて

は完成に持っていきたいというふうに感じてい

るところでございます。今年度につきましては、

一応92メートルというふうな形でございます。

26年度については300メートルというふうな形

で予算を計上してございます。 

  これの予算の確保について、手法としまして

は、例えば国から補正があるというふうになれ

ば、それに手を挙げて積極的に予算確保に努め

てまいりたいというふうに感じてございます。

以上でございます。 

佐藤卓也委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午後０時００分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

佐藤卓也委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  午後より代表監査委員髙山孝治君、農業委員

会会長星川 豊君より欠席願が出ております。 

  ほかに質疑ございませんか。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

佐藤卓也委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） それでは、私から幾つ

かの質問をさせていただきます。 

  まず、37ページ、２款１項７目地域づくり支

援事業の地域づくり支援モデル事業委託料25万
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1,000円、昨年はこの事業は47万3,000円で、７

件とお伺いしてあります。一般質問でもよく私

は言っていたのですけれども、この地域づくり

というのは拡充すべき事業だと思いますが、こ

れが減額になっている、その理由とは何だった

のでしょうか。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 地域づくり支援モデル事

業委託料というようなことでございますが、昨

年よりは22万2,000円ほど減額してございます

が、25年度につきましては、24年度の実績をも

とに、これは世帯数に300円を乗じて出してい

く委託料のものですから、実績を重んじて25年

度を計上いたしましたが、今年度の実績が、世

帯数が偶然少なかった町内が連合体となって、

２連合体が実績としてございますが、24年度の

実績が金沢地域ということで、905というふう

なことで非常に多うございましたので、実態に

即したような形に少し今戻したというようなと

ころでございますので、今年度の実績プラスア

ルファというようなことで考えてございますが、

775世帯分というようなことで見積もっておる

わけでございます。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

佐藤卓也委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） それでは、その昨年の

７件という件数ですけれども、そのモデル事業

に今年度換算される件数というのは、どこら辺

があるのでしょうか。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 今７連合地域というふう

に申し上げましたが、私どものほうで想定して

見込んでございますのは万場町地区、あと常葉

町地区、若葉町、あとは神明町、堀端、名古屋

敷、北本町、以上７つの連合体、いわゆる隣接

している地域をまとめて今略した形で地名を挙

げましたが、その７つ、これを今想定している

予算ということでございます。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

佐藤卓也委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） わかりました。 

  では、続きまして、40ページ、２款１項14目

消費者行政活性化事業費、この消耗品の233万

3,000円、昨年に比して増額70万5,000円とあり

ます。この事業の内容と消耗品の使途をお伺い

いたします。 

荒澤宏二市民課長 委員長、荒澤宏二。 

佐藤卓也委員長 市民課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二市民課長 予算書40ページ、市民相談費

の消費者行政活性化事業費のうちの消耗品費に

ついてでございます。25年度につきましては、

26年度もそうですが、消費者の皆様、市民の皆

様方がいろいろな消費者詐欺というのでしょう

か、悪質商法とかに遭わないような市民生活を

暮らせるようにということで、全戸配布でいろ

いろなものをお配りしながら、その悪質商法と

か、いわゆる消費者詐欺に遭わないような手だ

てを講じているところでございます。 

  それで、今年度、25年度につきましては、ク

リアファイルを全戸配布させていただきました。

今回、26年度の予算では、全戸配布物としまし

てカレンダー、二月めくりというのでしょうか、

カレンダーの半分に２カ月が１つのページにな

っている上半分のほうに、そういった詐欺に遭

わないような、いろんな知恵というのでしょう

か、こういうときにはこういうふうなことで気

をつけてくださいよとか、二月に一遍ずつめく

りますと、いろいろなその消費者の皆様が危険

な目に遭わないような手だてというか、そうい

ったことを記載してあるカレンダー、そして何

かあったとき、あるいは何かありそうなときに

は、警察とか消費者の生活センターのほうに電

話くださいというようなお電話番号とかを書い

たものを、26年度については全戸配布するとい
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うことで、今年度よりも若干、若干というか単

価が高いものですから、この予算につきまして

もこういった形で計上させてもらいました。以

上です。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

佐藤卓也委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） これは大変いい取り組

みだと思います。ただ、この名前が消費者行政

活性化事業というので、どういう事業だかちょ

っとわからなかったものですからお伺いいたし

ました。それで、参考までにお伺いしているの

ですけれども、今までこういう詐欺被害に遭っ

たとか、そういう報告とかは新庄市においては

あったのだと思いますけれども、この予算の中

にそれの例えば予防であったり、改善であった

りするものは、予算の中には含まれているので

しょうか。 

荒澤宏二市民課長 委員長、荒澤宏二。 

佐藤卓也委員長 市民課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二市民課長 やはり全国を股にかけ、そし

てこの消費者に関する詐欺というのは、何てい

うのでしょうか、いろいろな封じ手を練ります

と、また新たな手口ということで、非常に次か

ら次へと新たな詐欺、今までですと、例えば押

し売り的なものがあったものが、例えば最近で

すと貴金属を押し買いをしてみたりとか、いろ

いろな新手の詐欺が出てきたりするものですか

ら、市民の方からの相談、電話相談とか、ある

いは相談室のほうにおいでになっての相談とか、

数ありますので、そういった新手の詐欺にひっ

かかるような方々もおられるかと思います。た

だ、そういったことを手をこまねいて見ている

だけではなくて、あるいは市民の皆様方に配布

物を配って気をつけてくださいよというだけで

はなくて、それらの詐欺に、詐欺というのでし

ょうか、消費者被害に遭わないようにするため

の研修ということで、旅費とかそういったもの

を計上させてもらって、いろいろな新手の詐欺

に対応できるべく研修を日々行っておりますの

で、そういった研修に数多く参加してもらって、

市民生活相談員の方にもいろいろなその詐欺を

防ぐ手だてを、あるいはいろいろな対応の仕方

を勉強していただくということで費用弁償、そ

れから研修負担金等をかけまして、研修を、研

さんを重ねてもらって、市民のそういった被害

を未然に、あるいは被害に遭ってからも速やか

に解決できるような方策をとれるよう、日々研

さんを積んでいるようなところでございます。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

佐藤卓也委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） よくわかりました。被

害が想定される方は高齢者という、そういう場

合もありますので、ここら辺はしっかり推進し

ていただきたいと思います。 

  続きまして、51ページ、３款１項５目在宅老

人福祉事業費に関してです。先ほど山口委員か

らもこの質問はあったと思うのですけれども、

その老人クラブ活動助成事業と、高齢者による

健康いきいき活動支援事業費の補助金、これを

詳細に説明をお願いいたします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 先ほど山

口委員から老人クラブ関係の補助金ということ

で御質問いただきまして、歳出のほうで御説明

申し上げると申しましたが、この２つ、老人ク

ラブ活動助成事業費補助金と、高齢者による健

康いきいき活動支援事業費補助金が、合わせて

老人クラブ活動支援費となるわけですが、その

上のほうの老人クラブ活動助成事業費補助金に

つきましては、まず単位老人クラブ、それぞれ

の老人クラブの活動助成金が１クラブ当たり

1,750円、これが一月でございます。現行でク

ラブ数が34クラブで計算しております。ですか
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ら、それの12月分ということで、79万8,000円

の額になります。これがそれぞれの老人クラブ

に対して支給される額と。 

  それと、老人クラブ連合会に対して、いわゆ

る活動促進の補助金なのですが、連合会単体に

対しまして10万円まず支給されます。そして、

会費という意味合いで、会費、いわゆる老人ク

ラブの会員１人当たり40円という計算なのです

が、この場合、1,000人という計算でさせてい

ただいておりますが、この額が４万円になりま

す。ですから、老人クラブ連合会に対しては14

万円ということで支給補助いたしますので、内

訳としては単位老人クラブの活動支援事業費が

79万8,000円で、もう一つが老人クラブ連合会

の活動促進ということで14万円ということで、

合わせて93万8,000円という形になります。 

  下の高齢者による健康いきいき活動支援事業

費補助金につきましては、基本的に老人クラブ

の活動、具体的にはグラウンドゴルフとか、そ

ういうレクリエーション関係の事業を行うため

の支援金という形になりますが、これは連合会

に対してそのまま支援されるという形になりま

す。ですから、連合会に対しては、先ほど申し

上げました活動促進費14万円プラス、この22万

5,000円、合計大体36万円という形になります

が、連合会としては36万という補助の中身にな

っております。以上です。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

佐藤卓也委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） 老人クラブの活動助成

についてはわかりましたが、別欄に、高齢者に

よる健康いきいき活動とありますけれども、今

老人クラブの加入率が減っている中で、例えば

地域におけるグラウンドゴルフの大会であった

り、輪投げ大会であったり、それの助成だとち

ょっと思ったものですから、そういう意味合い

のものは予算としてはとらないのでしょうか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 基本的に

は、高齢者による健康いきいき活動支援事業費

につきましては、いわゆる老人クラブを対象と

した補助金、県の補助金という形になっており

ます。ですから、一般のその部分につきまして

は、また別途という形になりますので、我々民

生費のほうでは該当しないという形になってお

ります。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 活動費ではないのですが、輪

投げの購入費用については、今年度は65周年記

念事業の一つとして30団体に半額の補助をする

ということで予算化はしております。町内にあ

る輪投げについては、公式の輪投げと若干手ざ

わりも違いまして、そういったこともありまし

て、また輪投げの底辺拡大という意味から、団

体、購入する団体、希望する団体に対して半額

の補助を予定しております。以上です。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

佐藤卓也委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） わかりました。 

  続きまして、56ページ、３款２項１目わらす

こ広場管理運営事業費の施設借上料、昨年より

も162万増額になっていますけれども、この説

明をお願いいたします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員

長、板垣秀男。 

佐藤卓也委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 ３款２

項１目のわらすこ広場管理運営事業費の御質問

でございます。 

  その中での施設借上料1,962万円というふう

な計上でございます。今年度、25年度につきま
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しては1,800万と。年間の借上料でございます。

わらすこ広場の賃貸料につきましては、一昨年

度から電気料の値上げ、いわゆる公共的な料金

の値上げ、それから冬期間の除雪費の負担増と、

そういったことで増額を要求されてございまし

た。ちなみに他のテナントさんのほうでは24年

度から既に値上げ済みだったというふうなこと

でございます。平成25年度分につきましては、

現状維持ということで御理解をいただいておっ

たところなのですけれども、平成26年度以降の

賃借料については25年度中に協議をさせていた

だくというようなことでなってございました。 

  前述のその共益費のいわゆる増額分、電気料

に関しては30％近く値上がりをしておるという

ようなこともありまして、あとはほかの入所者

さんとのバランスを考慮してテナント料が要求

されてきたというようなことでございます。今

年度、所有者のアドバンビルさんのほうと協議

をさせていただいたところなのですが、いわゆ

る家賃相当分については据え置きをお願いした

ところであります。 

  共益費につきましては、先ほど申し上げまし

たとおり、その公共的な料金、電気料が主なの

ですけれども、そちらの値上げ相当分、それか

ら26年度以降の消費税の３％アップ分、そちら

を含んだ格好で賃借料、いわゆる共益費分とし

て増額をお願いしたいというようなことでござ

いました。25年度月額150万円であったのです

けれども、その26年度につきましては、今申し

上げた共益費相当分を増額をいたしまして、あ

とは消費税増額分を加味しまして163万5,000円

の月額というようなことで協議をさせていただ

いたところであります。それで、年額としまし

ては、162万円の増というふうな格好で1,962万

円というふうなことでの計上ということであり

ます。以上です。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

佐藤卓也委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） 歳入のところで、主要

の収入が139万5,000円で、値上げ料にも満たな

い数で厳しい運営ですけれども、子供たちのた

めによろしくお願いいたします。 

  続きまして、61ページ、４款１項１目がん検

診推進事業、これが昨年に比べましておおむね

半額となっているようです。特にがん検診業務

委託料287万9,000円とあります。昨年は670万

3,000円で、極端な減額になっております。先

ほど石川委員の質問にもあったようですけれど

も、この件について詳しくお願いいたします。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 がん検診推進事業につきまし

ては、国のほうで子宮頸がん、乳がん、大腸が

んという３つのがん検診を促進しようというこ

とで取り組んでおるものでございます。５歳刻

みということで前やっておったわけですが、子

宮頸がん、乳がんについては５年経過したとい

うことで、今年度の対象が子宮頸がんについて

は二十、乳がんについては40歳ということで限

定されたものであります。そのため、委託料の

減額ということを計上しております。以上です。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

佐藤卓也委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） ちなみに、これは今の

説明ですと、女性特有のがんということになっ

ていますけれども、これは県ではなくて、例え

ばですけれども、市で今一番多い大腸がん、胃

がん、肺がん、その辺トータルに、性別にかか

わらずというのは、市で今後考えていくような

ことはあるのでしょうか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 そのほかのがん検診につきま

しては、健康増進事業で対応しておりますが、

先ほども石川委員の答弁にさせていただきまし

たが、胃がん検診については400円ほど個人負
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担金は減額しておりますが、そのほかの個人負

担金の減額につきましては、全体的な予算との

関係があるものですから、その調整をしたいと

いうことであります。このがん検診推進事業に

ついては、国の補助金の対象の事業ということ

で御理解いただきたいと思います。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

佐藤卓也委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） わかりました。 

  それでは、次に79ページの７款１項３目、こ

こに観光振興対策事業費のイス１グランプリ実

行委員会負担金70万とあります。その数段下に、

例えばですけれども、新庄雪まつり実行委員会

が、補助が80万となっていまして、雪まつりの

場合は歴史のある新庄市の祭りということで知

名度も高いのですが、このイス１グランプリに

関しては、昨年始まったイベントであって、そ

してこの予算の組み方の基準がわからなかった

ものですから、どういう基準でこの70万が計上

されたのかお伺いいたします。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 イス１グランプリ実行

委員会70万の内容ということでございますけれ

ども、御承知のとおり、イス１グランプリ、昨

年ＮＰＯ－ＡＭＰが実施しまして、大変な注目

を集めたイベントでございます。このＡＭＰさ

んのほうで昨年はいろいろなお金を集めて対応

したということで、単独で続けるのは難しいと

いう部分もありましたので、実行委員会をつく

って市と商店街等も含めて一緒にやっていこう

という意味で実行委員会を組織したところでご

ざいますけれども、事業費的には約100万の事

業費がかかります。30万をさまざまな企業、商

店街等から協賛金をいただくということで、差

し引き70万を歳出予算化したところでございま

す。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

佐藤卓也委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） 済みませんけれども、

今の説明だと、ちょっと私には理解しがたい部

分があります。そもそもお祭りのような歴史の

あるものと違い、一部の団体のイベントだと思

うのですけれども、それにこの70万というのは、

少し高いのではないかという気がするのです。

このぐらいの予算がありましたら、少しでも地

域の健康づくりのほうに、今現在何年にもわた

って頑張っている方がいらっしゃいますので、

そちらに渡すのが妥当だと直接言うわけではあ

りませんけれども、確かに当日は非常ににぎわ

って活性化した事業ではありますけれども、そ

の予算を70万という、その基準というか、それ

をもう少しわかりやすく説明願えればと思いま

す。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 先ほど申しましたよう

に、事業費的には100万くらい歳出ベースでは

かかるということでございまして、ＰＲ費、あ

るいは商品、それから音響設備等で100万を見

込んでいるところでございます。これは昨年の

事業費が100万でございましたので、同じよう

なレベルが必要だということで考えているとこ

ろです。 

  それで、確かに御指摘の件につきましては、

新規のものについて70万ということではござい

ますけれども、昨年は16チームが参加しており

まして、大阪、京都、仙台等々、県外から半数

ぐらいが参加しております。それの当然、疲れ

て宿泊等もございますし、商店街の物販等での

にぎやかさも出ているわけでございまして、イ

ス１グランプリは実行委員会組織で継続してい

きたいという判断でございます。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

佐藤卓也委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） 継続する事業であると
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いうならば結構なことですけれども、納得一部

できない部分が多少あるのですけれども、まず

今後とも頑張っていただきたいと思います。 

  では、続きまして、77ページの７款１項２目、

最後に介護分野への就労支援と福祉サービスの

充実事業委託料1,430万ですか、この説明をお

願いします。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 77ページの中ほど、下

の介護分野への就労支援と福祉サービスの充実

事業委託料でございますけれども、この事業は

昨年から引き続いております緊急雇用の事業で

ございます。１年間続けるということで、年度

がまたがっている残りの部分でございますけれ

ども、この事業は福祉施設、介護施設に雇用し

ていただいて、それで雇用しながら勉強して、

介護の資格を取るということで、それで介護分

野への就労をしやすくするという制度でござい

まして、緊急雇用事業でございますので、全額

が特定財源になるわけですけれども、10人を雇

用しておりますので、新たな10人の雇用が、施

設数ですと８施設ぐらいなのですけれども、そ

ういう状況で緊急雇用で対応している事業でご

ざいます。 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑ありませんか。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

佐藤卓也委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 私のほうからは４つほ

ど、簡潔に質問させていただきますので、余り

時間かかりません。ただ、私は今回の予算書を

配付していただいたときに、当然開きますけれ

ども、大変喜ばしい予算書であるというふうに

感じました。といいますのは、議場で語られる

一般質問、あるいは語られた話が結構26年度事

業の中に反映していた。例えば小学校の、小中

学校のエアコン、それから通学バスの運行、そ

れからＬＥＤ灯、さまざまありまして、なかな

か私どもが議場の中で質問するのも無駄ではな

いんだなという、無駄にしてはいけないのです

けれども、そう思いましたので、今後も頑張っ

ていただきたいと思います。 

  まず、初めにですけれども、ＬＥＤ、39ペー

ジ、２款総務費の市民生活対策費の中の修繕費

287万9,000円の中で、この中にそのＬＥＤ灯が

入っていると思うのですけれども、この中で

2,392万円、大変いいことだと思うのですけれ

ども、市内に3,769灯ありますというふうに書

いてあります。仕様の中ではですね。それで、

今回は54灯をつけるわけですけれども、この範

囲はどこまで、市街地だけなのか、それとも近

郊までいくのか。何年かかって、どのぐらい設

置するのかをお尋ねいたします。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 ＬＥＤの防犯灯の整備事業で

ございますが、26年度予算としましては54基を

モデルとして、その成果を検証したいというこ

とで今回予算要求、予算を示しております。そ

れで、ＬＥＤにつけますと、１つは契約電力料、

こちらのほうが相当安くなるということになり

ます。それから、使用電力料も安くなるという

ことで、現在やっております防犯灯の補助事業

そのものがＬＥＤの照明灯にかえることで大体

できるというふうな見通しを持っております。

それで、その検証を今回市街地の２町内の54灯

で実証してみたいというふうなことでお願いを

しておりました。効果によっては、何年かかっ

て全部いくかということは、その時点で確認を

させていただきたいと思います。よろしく御理

解お願いしたいと思います。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

佐藤卓也委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 私はこれを一般質問を

した覚えがあるのですけれども、確かに町内も、

各町内自治会も住民が少なくなっていく中で、
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町内会費等についても逼迫している部分もある

わけです。その中でやはり電気料等の負担もし

っかり助成はありますけれども、やはり１回持

ち出ししなきゃならないという中で、やはり電

気料も相当な金額になるわけです。特に私ども

は学校を抱えていますので、結構防犯灯が多い

んですよ。 

  それで、私も検証してみました。質問しっ放

しではいけないと思って、昨年の秋に電気屋さ

んに行って、茶の間と仏間と、あと私が部屋で

使っているパソコンを置いている部屋と、３つ

ＬＥＤにかえました。大した金額じゃないんで

すよ。１万円ちょっとですね。10畳間用で。家

庭用ですので。今回これを計算しますと、１基

当たり４万7,000円ぐらいつくんですよね。そ

れはもう当然工事費も含めてだと思いますけれ

ども、そんなに高価なものなのかということ１

つと、それで検証していくそのモデル事業でい

いのですけれども、ただ要するにその学区があ

る、小学校があるとか、そういう施設があると

いう町内、そこはやはり市街地については安全、

確かに明るいです。蛍光灯よりははるかに明る

いです。私も実感しています。ですから、そう

いうところをやっていかないと、隣の町内には

してくれたけれども、うちの町内にはしてくれ

ないという、その市民の不平というか、不快感

を示さないかと思いますので、モデル事業だけ

やって、検証しなきゃならないということはわ

かりますけれども、もう少しやっていただけな

いかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 ＬＥＤの器具については、４

万何がし、今おっしゃられたとおりでございま

すが、さまざまな機種、廉価なものもございま

す。ただ、つけますと、中に漏水がしたりとい

うことで故障があったという事例も中にはあり

ますので、一応現在は安心できる、信頼できる

器具ということで、この機種を使う予定で計画

をしております。 

  それから、ＬＥＤの全町内にわたってという

ことでの御質問かと思います。１つは、先ほど

申しましたように、町内会への電気料の補助で

やるのか、ＬＥＤ化にして電気料を安くして負

担を同じにするかという選択だと思います。現

在検討しているのは、二町内については、小学

校の学校区、それから比較的人通りの多いとこ

ろを想定して、54基想定しております。それで、

委員おっしゃったように、予算の都合もありま

すけれども、できれば全面的にということも考

えます。ＬＥＤについては明るさのほかにも誘

虫性といいますか、虫がついてこないというこ

ともありますし、その辺もあわせて検証しなが

ら進めていきたいと思いますので、御理解いた

だきたいと思います。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

佐藤卓也委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 確かに二酸化炭素の排

出も少ないということで大変いいのですけれど

も、明るいです、確かに。私もわかります。市

政も明るく見通しできるようにＬＥＤをいっぱ

いつけましょう。 

  それから、続きまして、ちょっとあっちこっ

ち行ったり来たりしますが、済みません。94ペ

ージ、10款教育費、通学手段確保対策事業

7,094万1,000円、これは今回の主要事業の中に

も教育委員会のほうで、教育総務でありました

けれども、通学困難な地区に対してスクールバ

スを使わせるということで、大変喜ばしいこと

だと思っています。ただ、今は、前は４キロ、

６キロという通学バスの運行基準がありました

けれども、それは下に下がってきているみたい

で、３キロ、５キロまで下がったようなことは

伺っていますけれども、今まではその通学距離

でバスという話があったと思うのです。 

  ただ、これは先月でしたけれども、私のとこ
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ろの目の前の小学校の４年生の男の子でしたけ

れども、下校時に車に引きずり込まれそうにな

って、声をかけられて、それで走って逃げてす

ぐ近くまで行って助けを求めたと。それで、何

で知っているかというと、パトカーがずっと私

の後ろを、ずっと通るんですよ。私は何も悪い

ことしていないのですけれども、何か私に用事

があるのかと思って聞いたら、いや、実は子供

がそういうふうな目に遭ったと。それで、ずっ

と体育館でスポ少をやっていたものですから、

その犯人がまだそういうことを、警察に通報が

行ったかどうか確認できていないので、また来

るかもしれないので、ここで赤色灯を回してい

ますということでやっていました。 

  それで、学校では非常に素早い対応をとって

くださって、それで地元の父兄等にも連絡を、

私のところはけやきっ子というのが、北辰小学

校の、それでその通知をしてくれたのです。実

はそれは今から二、三年前ですけれども、エコ

ロジーガーデンで、こういう言葉が正しいのか

どうか、使っていいのかどうかわかりませんけ

れども、やはり変態おじさんみたいなのが出て、

ぱっとこう、それで子供たちが気持ち悪いとい

うので、すぐ学校に連絡が来まして、おじいさ

ん、おばあさんがその子供たちを下校時に迎え

に来る、その前にも一般質問したかと思います

けれども、そういうふうな状態の中で、そこに

危険なのは、今回もそうなのですけれども、太

田じゃなくて野中のほうに踏切がありますね。

奥羽本線の。そこを渡って200メーターぐらい

に、民家のない途切れるところがあるのです。

そこでその子供が狙われたと。民家は市街地で

あれば全部ありますので、そういうことはない

かと思うのです。ですから、距離だけでなくて、

防犯上からも子供を、通学バスを使うという考

え方にはなっていただけませんでしょうか、お

尋ねします。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 委員長、柿崎

憲一。 

佐藤卓也委員長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲

一君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 今委員がおっ

しゃいました北辰小学校の事件といいますか、

その件かと思います。たしか先月、そのような

ことがあったということで、こちらのほうでも

お聞きしております。 

  スクールバス等の運行につきましては、基本

としては学校の統廃合でもって遠距離通学にな

った場合の運行ということで実施しております

けれども、一般質問のときにも、前に申し上げ

たかと思うのですが、平成19年の安全・安心通

学プランのいわゆる答申を受けての実施計画、

これを教育委員会に諮りながら定めて実施しよ

うとしているわけですけれども、そのプランの

中にいわゆる通学バス等を運行すべき地区とし

ての部分としては、今おっしゃったような地区

についても検討すべきというようなことをいた

だいております。 

  また、交通安全上の問題と、委員がおっしゃ

ったいわゆる防犯上の問題、この点につきまし

ては、昨年度、文部科学省でいわゆる児童生徒

の安全に対する計画策定になりましたけれども、

その中でも交通安全、さらに災害上の安全、そ

して防犯上の安全というようなことであります

ので、その辺のところも十分捉えながら26年度

以降検討していくような方向で考えてまいりた

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

佐藤卓也委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 私も曲がりなりにも人

の親なものですから、子供は宝だというのはや

はり実感します。地域で子供を育てていかない

と、自分だけの子供でない、地域の子供である

という意識を持っていかないと、なかなか難し

いのかなと思います。ですから、やはり地域で
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育てていかなきゃならない。地域で守っていか

なきゃならない。特に今、昔は私はきかなしや

ろっこだったものですから、隣のじいさんから

よく頭を殴られました、このやろうと。今そう

いうことをする大人はいないわけですよ。です

から、地域で守っていくという気持ちが薄れて

いると。隣の子供が何しようが関係ないんだ。

悪さしようが、いいことしようが関係ない。そ

ういう希薄になっていく中での、やはり地域で

せめて学校に通っている子供たちについては、

地域で守っていこうという意識を持っていただ

いて、今柿崎次長の答弁されたように、防犯上

からの通学バスというのも必要ではないかと思

いますので、よろしく御配慮をお願いします。 

  行ったり来たりして済みません、81ページ、

７款商工費、都市と田舎交流促進362万1,000円

について。これも去年の９月に新庄まつり等に

おいておもてなしということで民泊制度を活用

すべきではないかというお話を、質問させてい

ただきましたときに、市長答弁の中にも、調査

研究をしたいと。それで、やはり近隣に温泉宿

泊施設はあるけれども、確かに今新庄まつり用

にホテルを建てると、なかなか言いづらい状態

でありますので、民泊制度の活用というのは非

常に有効だということです。 

  それで、ちょっとお金の話になるのですけれ

ども、新庄まつりを見に新幹線で来たと。泊ま

るところがないので、ほかの市町村に行って泊

まった。お祭りを見るだけなのか。お金を本当

に誰も落としてくれないのですかという話にな

るわけです。ですから、いかにして新庄にお金

を落とさせるのか。買うのはテキ屋さんが売っ

ているそれを買っていく。泊まりはどこかの有

名な温泉に泊まる。その経費は新庄市が持つ。

ではない。やはり民泊制度の活用をすべきだと

いうふうに思います。 

  それで、今話しました、ちょっと前置きが長

くなりましたけれども、都市と田舎交流促進、

これは今回は宿泊体験ツアーをやろうというこ

とを話していますけれども、この促進対策費の

内訳について、どのようなことをやっていくの

か、どういうふうにして金をかけていくのか、

ちょっと御説明いただけますでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 81ページの都市と田舎

交流促進事業でございますけれども、予算の内

容的には、嘱託職員報酬が大きいわけですけれ

ども、地域おこし協力隊を活用しまして、都会

の目線でということも期待しながら協力隊を配

置して、委員おっしゃられます農家民宿、これ

を推進していきたいといいますか、業として今

現在お金をいただいているというところがござ

いませんので、ぜひ実現していきたいというと

ころでございます。 

  おっしゃられますように、新庄には温泉が余

りなく宿泊施設がないものですから、そういう

点から、地域の特色を生かした農家民宿、これ

は非常に大事なものであるというふうに考えて

おりまして、有効な手段であると考えておりま

して、私どもの当面の第１番目の課題かという

ふうな考え方、認識を持ちながら推進していく

心づもりでございます。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

佐藤卓也委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 来年がたしか260周年

だというふうに記憶しています。それで、やは

り恐らく来年あたりに、その目標値を置いて事

業を進められているのだとは思いますけれども、

民宿と民泊って同じなの。違いますよね。民宿

と民泊は違うと。私が言っているのは民泊なの

です。民宿というのは、消防法も関係してくる

んですよ。宿泊施設ということになりますので。

民泊であれば、前言ったグリーンツーリズムを

使うとか、農家民泊という中で、それほどクリ

アすべきハードルは高くない。民宿となってい
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れば宿泊業になりますので、保健所、あるいは

また消防法に抵触しますので、１年に１回、２

回の宿泊であれば、そこまでハードルを高くし

なくてもいいんじゃないかと。ですから、それ

が１つ。 

  それから、具体的な話として、民泊制度を組

織化するとか、そういった目ぼしいところを拾

っているとかというまでは、まだ作業はいって

いないのでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 民泊と民宿の違いでご

ざいますけれども、いわゆる泊まる宿のことを

民宿といいまして、泊まる行為を農家民泊とい

うわけでございます。それで、特に民宿の中で

も、農家の方々が行うものを農家民宿というふ

うな言い方をしておりまして、そこにはさまざ

まな制限の緩和、消防法とか保健所の関係とか

の、何ていいますか、簡易な部分が、基準を緩

めているところがございまして、非常灯は要ら

ないとか、そういったことでございます。 

  それから、組織化ということでございますけ

れども、候補としていろいろうちとしても考え

てはございますけれども、やはり最初から組織

化というのは難しい部分もありますけれども、

今現在、農家民泊をしていただいている方々が

いらっしゃいますし、その方々をまずは業とし

てやっていけないかということも考えてござい

ますし、将来的にはやはりその地区を地区単位

でできるところがないかなということも考えて

おります。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

佐藤卓也委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 課長、ありがとうござ

いました。宿泊の語源を初めて知りました。あ

りがとうございます。 

  そういうふうに前向きに進んでいただかない

と、なかなか今までと同じような状態の中で進

展していかないということがございますので、

課長は大変でしょうけれども、よろしくお願い

します。 

  それで、また課長に嫌な質問が行くかもしれ

ませんけれども、79ページ、７款商工費の中の

観光費、新庄まつり運営事業負担金1,564万円、

これは去年の９月で一般質問させていただきま

して、八戸は１台につき120万円だよと。我が

新庄市は29万円、山車、26日展示する１日分の

１万円ということで30万だと。それを大変苦労

していますので、ふやしてもらえませんかとお

願いをしたのですけれども、数字を見ると、お

お、100万もふやしたと思ったのですけれども、

実はこの100万は260周年の記念事業に向けての

予算なんですね。ですから、結局去年と同じだ

ということですよ。 

  去年もあの雨の中、子供たちは引っ張ったわ

けですよ、25日。その子供たちの前を歩く偉い

先生方は傘を差したり、かっぱを着たりしてい

ましたけれども、私はとてもそんな気になれな

くて、子供たちがぬれるので俺たちもぬれよう

と思ってやりましたけれども、やはりそういう

スタンスだと思うんですよ。山車を一生懸命つ

くっている人たち、新庄まつり260年の歴史を

絶やしちゃいけないという気持ちに対して、も

う少し助成はできないのか。改めてもう１回、

予算をふやすとは今さら言えないかもしれませ

んけれども、その辺のことをちょっとお尋ねい

たします。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 79ページの新庄まつり

運営事業負担金の関係でございますけれども、

今年度は1,564万ということで、昨年より100万

アップしております。御指摘のように、27年の

新庄まつりが260年という記念日を迎えますの

で、26年の記念事業と、260年の記念事業とい

うことで、さまざまな少しグレードアップした
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部分を考えております。この100万というのは、

委員も御指摘ございましたけれども、260年に

向けた前の年、26年の祭り等でＰＲをするため

の経費100万でございますので、そこを除けば

通常ベースということでございます。 

  ただ、まつり委員会として今考えております

のは、主な有料席の会場となりますアビエスで

すけれども、あそこは木製でつくっております

パーゴラがありますけれども、相当の経年劣化

で危険だという、まず１つございます。それと、

祭りの観覧席を設けるという、ふやすという観

点から申しますと、高さで見えなくなる部分が

あるものですから、後ろのほうにまだ余裕があ

るわけでございます、椅子を並べるに。今年度、

そのパーゴラを壊すという、撤去するという計

画でございますので、観覧席、有料観覧席をふ

やす計画でございます。当然、ふやすとまた椅

子のリース代とか警備の問題とか出まして、経

費のかかり増しする部分もございますけれども、

まつり委員会の予算になりますので、断定的に

は言えませんけれども、ある程度の金額が収入

増になることになりますので、そこはおっしゃ

られますように、山車のほうに回していきたい

というふうに考えているところです。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

佐藤卓也委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 昨年から、答弁の中に、

そのまつり実行委員会のほうからふやしてほし

いというような話はないんだという記憶が私の

中にあるのですけれども、こういう話があって、

まつり委員会のほうでふやしてほしいという要

望はあれからなかったのでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 まつり委員会は、３団

体で構成しているわけでございまして、それの

予算審議が年度当初で行われます。その中では、

特にふやしていただきたいということはなかっ

たように記憶しております。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

佐藤卓也委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 実は、イス１グランプ

リ70万について、こんな１年やったのに、これ

だけ70万もつけてくれるのかと言おうと思った

のですが、私の前の人が言いましたので、やめ

ます。 

  それで、最後になります。85ページ、８款土

木費の道路橋梁費、85ページの一番上です。荒

小屋泉田線整備事業費ですけれども、2,530万

9,000円、これについては地元の人方からも私

は言われまして、１回取り外した経過があるの

ですけれども、あそこは丁字路になりますね、

国道とぶつかるところ。それで、左折分につい

ては安全確認だけで済むのですけれども、右折

する場合、車線を２本切らなきゃならないとい

う状況であります。これは市の予算ではないの

だと言われればそれまでなのですけれども、市

民の安全を考えるということで、信号機をつけ

てほしいという要望は、地元からも相当来てい

ると思います。それで、話によりますと、なか

なか難しいのだと。公安委員会と警察の話では、

難しいと話していますけれども、何か要望が強

くあるということですので、進捗をお尋ねした

いと思います。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 高檀泉田線の国道側、十字路、

荒小屋ですね、13号線との交差点、丁字路部分

について、地元のＰＴＡ、学校、それから地元

の方々から、環境課のほうに要望をしたいとい

うことで要請書を受けました。 

  それで、私どものほうで警察署のほうに要望

書を提出しておりまして、２月の27日に、郡内

の交通問題研究委員会という会がありまして、

その席で、山形県の公安のほうに提出する最上

郡の要望書ということでの提出になりますが、
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その中に丁字路と、それから横断歩道、国道側

と、それから市道側、両方ともということにな

りますが、これについての設置の要望を上げて

いただきました。警察のほうからは、決定では

ありませんよというふうな言葉が添えられてい

ましたけれども、一応県のほうには要望として

形としては届くということになりましたので、

御承知おきいただきたいと思います。以上です。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

佐藤卓也委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 私も国道に出るときに、

市役所に来るときはそうですけれども、右折し

なきゃならないです。私の横断は北辰歩道橋で

すけれども、前に国道と市道の接点があります

ので、国道の除雪が高いわけです。それで、信

号がないものですから、安全確認しようと思う

と出なきゃならない。出るとぶつかるというパ

ターンが、ことしの正月に向陽幼稚園や御霊屋

に入っていくところでありまして、国道出張所

に話をして除雪してもらった経緯があるんです

よ。ことしもそれを言おうと思ったら来たわけ

です。同じことが荒小屋泉田線の中で可能性が

あるわけです。やはり信号機がないと非常に危

ないと思いますので、話によりますと、今課長

のおっしゃったとおりなのですけれども、13基

の予定の中で、行き先が決まっているかもしれ

ません。下手すると26年度は難しいかもしれな

いということですので、課長に一生懸命頑張っ

てもらって、なるべく早く雪の降る前にでもつ

けていただくように。 

  以上で終わります。どうもありがとうござい

ました。 

佐藤卓也委員長 他に質疑ございませんか。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

佐藤卓也委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） それでは、私のほうか

ら二、三質問させていただきます。75ページの

款６農林水産業費の項２の林業費、目１の林業

振興費の中の森づくり推進事業費270万3,000円

ですか、271万3,000円、その中のまず第１番目

に、森づくり事業委託料20万、これと２番目に

間伐材利用促進事業委託料30万、同じく次のペ

ージでございますけれども、山の幸ですか、こ

れ、山の幸振興対策支援事業費150万、この３

点についてもう少し詳しくお知らせ願いたいと

思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 初めに、森づくり推進事業の

内容でございますが、この事業は県のみどり環

境交付金、この交付を受けまして、主にその緑

を豊かにするというふうな目的で、小学校、中

学校の児童生徒を対象に、さまざまな森林自然

環境学習とか、その資源の利活用を、間伐材を

利用して看板をつくったりするというふうな事

業でございます。10分の10の補助事業というこ

とでございまして、この中の森づくり事業委託

料ですが、この事業につきましては、いわゆる

陣峰市民の森を舞台として、小学生、中学生が

その環境学習をするための、そのインストラク

ター的な指導を含めて、森林組合のほうにお願

いするというふうな事業でございます。 

  それから、間伐材利用促進事業委託料でござ

いますが、これは昨年ですと、間伐材を使って

新庄まつりの首にぶら下げる木製の祭りのプレ

ートをつくって、子供たちに提供したり、ある

いは陣峰市民の森のいろいろな場所の案内板の

看板をつくっていただく、そういった業務の委

託料でございます。 

  それから、山の幸振興対策事業でございます

が、この事業につきましては、ブナシメジを生

産している組合に対して、現在使っているライ

トをＬＥＤの照明に切りかえていくというふう

なための、生育室の３分の１、26年度について

は３分の１の電球をＬＥＤに交換していくとい

うふうな事業の補助金でございます。以上です。 
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佐藤卓也委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後２時００分 休憩 

     午後２時１０分 開議 

 

佐藤卓也委員長 休憩を解いて再開いたします。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

佐藤卓也委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） どうもありがとうござ

いました。最初の森づくり事業委託、森づくり

推進事業でございますけれども、これは現地に

子供たちが、招いて行っているのか、ひとつお

聞きしたいと思います。 

  それから、間伐材の利用でございますけれど

も、プレート、新庄まつりのプレートというこ

とをお聞きしましたが、これは各町内、あるい

ははやしのほうでもやっていると思いますが、

これはどんなプレートをつくっているのか。各

町内にお渡ししているのか、そういうところを

お聞きします。 

  それから、山の幸でございますが、これはブ

ナシメジ栽培農家、新庄市内で何人ぐらいいる

のかお聞きします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 初めの森づくり、森との触れ

合い事業ということで、子供たちが現地に行っ

ているかというようなことでございますが、陣

峰市民の森を舞台に、間伐の体験ですとか下刈

りの体験ですとか、あるいは病害虫防除という

ことで、ナラ枯れの予防的な実施を陣峰市民の

森において体験実習しているというふうなこと

でございます。 

  それから、間伐材の利用につきましては、先

ほどお話しした祭り用の木札ということで、首

から下げて、「新庄まつり」というふうな刻印

をしたような、そういう間伐材を活用した首飾

り的なものを、ペンダント的なものを、26年度

も25年度に引き続き、町内の若連を通じて

3,000個製作して、これをおあげするというふ

うなことでございます。 

  それから、ブナシメジについては、大きくや

っているのが法人で１経営体、それから小さく

やっているのはちょっと具体的な数字は把握し

ていませんが、数戸かなというふうに思います。

以上です。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

佐藤卓也委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） よくわかりました。 

  市長の26年度の施政方針の中でも申し上げて

おりましたが、第38回ですか、全国育樹祭が10

月12日に山形県遊学の森、金山町で開催される

とお聞きしております。連動して記念行事とし

て森林、林業、環境機械展示の実演会が本市で

開催されるということでございます。これはこ

ういう機会に誘客促進ですか、を進めるのに本

当にいいチャンスとも思われます。 

  そこで、お聞きしますが、本市の会場となる

ところは、場所はまず１点、どこですか。 

  それから、想定される参加人数は、２日間と

お聞きしておりますが、２日間で約何名ぐらい

になると思われるか。 

  次に、３点目、駐車場の確保などは……。 

佐藤卓也委員長 森委員に申します。ページ数を

おっしゃってください。何ページかわかりませ

んので、ページ数をよろしくお願いします。 

１８番（森 儀一委員） 75ページの森づくり、

引き続きです。これは脱線していきまして、だ

めですか。林業に関係して。林業に関しての問

題ですから、引き続きです。 

  じゃあまず、延べ約何人ぐらいの人数が来る

ということと、それから駐車場の確保、それか

ら予算などは、これは国とか県とか、市の持ち

出しというものはあるのですか。それから、会

場までのシャトルバスとか、そういうものを考

えているのか。課長、お願いします。この５点
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について。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 ただいまの質問は、施政方針

の９ページにございます、10月12日に金山町で

開催される第38回全国育樹祭と連動した、森林

林業環境機械展示実演会、これの御質問という

ふうに承りましてお答えしたいと思います。 

  会場となる場所ですが、新庄中核工業団地、

ここのＮＯＫの敷地をお借りしまして、こちら

を主会場という形で開催したいというふうに聞

いております。 

  駐車場につきましては、同じ工業団地内の空

き地の活用ということで今想定しているのです

が、主催が一般社団法人林業機械化協会、ここ

と山形県がタイアップして行うということで、

ほとんど新庄市としてのかかわりは、物産とか

会場の案内とか、本当に裏方的な業務がメーン

になるかとは思いますが、想定される来場者が

２日間で約7,000名ぐらいというふうに予測し

ております。出展業者も、関連する関係者も五、

六百人は下らないんじゃないかなというふうな

ことで、相当大規模な展示会になりますので、

そんなことで受け入れ態勢という形で新庄市と

しては協力していきたいというふうに考えてご

ざいます。 

  予算的には、これといったものはございませ

んが、啓発という意味では、ここの75ページの

林業振興行政事業費の看板等製作業務委託料10

万円とありますが、この看板を市役所の庁舎前

に設置して、こういうことがあるんだよという

ふうな告知をしていきたいというふうに考えて

ございます。以上でございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

佐藤卓也委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） ５番目に、会場までの

シャトルバスの運行など考えておりますかとい

うことを聞いたのですけれども、これは今いい

ですけれども、予算委員会で予算の場所がちょ

っと見当たらなかったものですから、ここで質

問させていただきました。垂れ幕だけの予算で

すか。会場までのシャトルバス、それをまずお

聞きしたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 工業団地内に駐車場は確保す

るわけでございますが、いずれにしても7,000

名の規模となりますとそこでおさまらないとい

うふうなことが想定されますので、シャトルバ

スを運行するというふうなお話を聞いてござい

ます。過去、昨年、おととしと現地視察に行っ

ているわけですが、やはり相当のシャトルバス

を出して、会場とのピストン輸送をしておりま

すので、新庄市においてもそのような対応にな

るかと思います。以上です。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

佐藤卓也委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 関連して、大変申しわ

けないのですけれども、育樹祭は、健全で活力

ある森林を育成して次世代に継承するのが目的

と言われて、全国植樹祭で、天皇・皇后両陛下

が植えられた樹木を、皇太子様がお手入れなさ

れるというのが通例だと聞いております。本市

の記念行事は、皇族の方が見えられる予定はあ

るのか。これをお聞きしたいのですけれども。 

佐藤卓也委員長 森委員にお伝えしますけれども、

本予算についての質問です。育樹祭は金山町で

すので、新庄市の歳出についてよろしくお願い

します。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

佐藤卓也委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 新庄市でも、11日と12

日、機械の展示ということ、今言っていますけ

れども、これは関連してだめですか。だめだっ

たら即やめますけれども。関連して育樹祭の一

環の中でやっているんですよ。変えてもいいで
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すよ。どうですか、委員長。委員長判断でいい

です。ここは委員長が最大の権利あるのですか

ら、やめなさいと言うならやめますから、後に

聞きますから。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

佐藤卓也委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 10月12日、金山町で開催され

ます第38回全国育樹祭への皇族の御参列でござ

いますが、例年この育樹祭につきましては、御

出席賜りながらやっているというのが恒例でご

ざいますし、県のほうからも、スケジュールに

ついてお知らせすることはできませんが、その

ような日程で考えてくださいというふうな話は

承ってございます。以上です。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

佐藤卓也委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、これは育樹祭

は金山町でですけれども、記念行事としてやる

ということをお聞きしておりますので、そのこ

とで関連してお聞きしているのでございます。 

  それから、この場合は、入場料とか、そうい

うものはいただくのですか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 全国育樹祭と連動する森林林

業環境機械展示実演会については、皇族の方は

残念ながら、過去の例からしますと、見えてい

ないというふうなことでございます。 

  それから、入場料につきましては、これも過

去の例からすれば無料ということで開催となっ

てございます。以上です。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

佐藤卓也委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） せっかくだからもう少

し。豊かな森林を守るということで、次世代に

継承するという、この機運を育むということを

言われておりますけれども、全国の育樹祭の開

催については計画行事や記念行事でございます

けれども、学校、教育現場では、これをどのよ

うに考えているのか。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

佐藤卓也委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 農林課のほうから、来年

度のこの事業について、子供をぜひ参加させて

ほしいというようなところの依頼がございまし

て、現在のところ、北辰小に緑の少年団という

のがございますので、そこの子供たちが参加す

る予定になっております。あわせて、記念行事、

金山での記念行事なのですが、沼田小の合唱部

がセレモニーのためにその場で合唱するという

ようなことで依頼をいただいております。以上

です。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

佐藤卓也委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 県民の参加の森林づく

りですね、そして森林資源の環境利用、これを

一層促進して、そして東日本大震災からの復興

をアピールするということも記念行事の中で聞

いておりますので、これも新庄の機械展示も大

成功に終わっていただければいいなと思うとこ

ろでございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、107ページ、款10教育費、項、社

会教育費の目８のふるさと歴史センター費でご

ざいますけれども、展示山車の人形等の借り上

げ料、これは356万ですか、これは昨年より10

万円ほど高くなっていますけれども、借り上げ

料は年々高くなるのか、それともその年によっ

て違うのか。今年度のほうが10万円高いようで

すが、これはどういう予算になっているのか。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

佐藤卓也委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 ふるさと歴史センターの

山車の借り上げ料でございますけれども、金額

そのものは変わってございません。いわゆる消

費税の３％上乗せになった分の差額でございま
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す。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

佐藤卓也委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） それから、この展示山

車の審査方法ですけれども、私はちょっとわか

りませんので、この審査の方法を教えていただ

きたいと、このように思います。町内が本当に

手塩にかけてつくり上げた山車ですから、慎重

に審査されるものと思われますので、その点を

お聞かせください。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

佐藤卓也委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 山車の優秀山車、展示山

車の選考につきましては、22年度までふるさと

歴史センターにおいて審査決定しておりました。

その後、山車まつり委員会、こちらのほうにい

わゆる選考のほうが移行しまして、ただ選考の

仕方としましては、若連、20若連と、あとは20

名の有識者といいますか、40名において点数を

つけていただいて、それで選考して、上位、歌

舞伎部門と、それから物語部門、それぞれ一番

高い点数の山車が展示されると、そういった選

考のやり方をやってございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

佐藤卓也委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 40名の中には、山車連

盟から何名とか、一般から何名とか、有識者、

あるいは教育委員会とか、そういう人たちが入

っていると思いますが、そういう人たちを交え

た、そしてまたこれを審査する場合、同じよう

なところで、同じ場所でやっているのか、それ

をお聞きしたいと思いますが、その辺。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

佐藤卓也委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 若連、いわゆる各町内の

20名、若連のほうから代表しまして20名、それ

からいろいろな分野からの20名の40名がいわゆ

る選考委員になってございます。 

  それで、今、委員から御指摘いただきました、

同じ場所で見て評価しているのかといった御意

見でございますけれども、それぞれ各委員が、

アビエスで見る選考委員もございます。何名か

おりますけれども、あとの方々は全て独自で見

て、20台を見て選考していると、評価している

といった状況でございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

佐藤卓也委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） そうすると、ばらばら

に見ているということですね。ばらばらで見て、

そして審査ということは、ちょっといかがなも

のかなと思うところでございます。 

  それから、本まつりだけか、それとも夜まつ

りも一緒に審査するのか。その辺もちょっと。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

佐藤卓也委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 投票用紙につきましては、

26日の午前中に歴史センターのほうに、いわゆ

る点数表を提出していただくことになってござ

います。それから、各若連の方々に集まってい

ただいて、そこで開票して点数を公表するとい

ったやり方になってございますので、24、25、

両日を見て26日に評価していただくと、点数を

つけていただくといった形になってございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

佐藤卓也委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） そうすると、持ち帰っ

てそれを審査して、そしてみんながまた持って

くるというような方法だと思います。そうでな

くて、やはりアビエスならアビエスの前で、一

緒にみんなが観覧しながら審査する、そしてそ

こで監視をするというのが一番ベターだと思い

ますけれども、これを持ち帰って２日も審査表

を持って歩いて、そしてやるというのは、本当

に公正な審査になっているのかということを私

はちょっと疑問に思うところでございますが、

一時は、審査の方法に不満を持っている住民の
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方もおりますので、まさかそういうことはない

と思いますが、お互いにそういうものを、審査

表を持って１日も２日も歩くと、さまざま妥協

しがちなこともあると思いますので、できれば

１カ所で見て、そしてそれを投票してもらうの

が一番のベターだと思いますが、その点どうで

すか。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

佐藤卓也委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 優秀山車の選考につきま

しては、過去にもいわゆる観覧車、一般のお客

さんから見ていただくと、それで点数をいただ

くという、いろいろなやり方があったようでご

ざいます。それで、ここ数年来、今のやり方に

定着したというふうに見ております。ただ、そ

のやり方についても、完全に今、委員御指摘の

ような意見が出ていることは承知してございま

すので、今後とも優秀山車の選考の仕方につき

ましては、最良の一番よいやり方、それをいろ

いろ模索しながら検討していきたいというふう

に思います。 

  ただ、現在のやり方、一堂に会してその場で

回収するというふうなやり方も、過去にもその

ようなやり方でやった経緯はございますけれど

も、ただ選考委員全員がそこで参加すると、い

わゆる縛るようなことにもなりますので、その

あたりで自由に見て、自由に評価して点数をつ

けてくださいというやり方に今変わったのかな

というふうには解釈しているところでございま

す。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 今、社会教育課長のほ

うからお答えしていただいておりますけれども、

今度まつり委員会のほうに移ったということも

ございますので、私どものほうで昨年の議会等

でも御指摘はいただいておりますので、まつり

委員会の３団体の中で、まずは事務局会議の中

で問題を提起しまして検討しているところでご

ざいます。今までの過去の経緯、何回かやり方

を変えて今の形になっているということもござ

いまして、なかなか難しい面もありますが、皆

さんにわかりやすい方法にするようにというこ

とで協議をしておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

佐藤卓也委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 今、答弁としてどちら

のほうを優先していいのかなと思いますが、時

間もございませんので、後でゆっくりまたお話

を聞きます。もう仕方ないです、時間がないの

で。やはり東北一の山車なので、後で文化財に

ふさわしい、波風の立たないような、そんな審

査方法をしていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 先ほど申しましたよう

に、審査の実施主体がまつり委員会のほうに移

行してございます。実際に開票しているところ

が歴史センターということで、社会教育課長の

ほうからお答えした部分がございますが、私ど

ものほうが、今は所管しているということでご

ざいます。 

  それで、御指摘のとおり、今審議をしており

ますので、よろしくお願いいたします。 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

佐藤卓也委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） では、質問をさせてい

ただきます。 

  33ページ、２款１項１目職員研修事業費、昨

年度よりやはり相当額ふえていますが、前年度

よりどのような研修の部分を充実させようとし

ているのか。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 
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佐藤卓也委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 職員研修事業費、確かに昨年

より87万ほど増額になってございます。まず、

その増額になっている要因、大きく分けて２つ

ございますが、１つは、研修講師にこれまで町

内研修、町内の職員を用いておったりしたわけ

でございますが、新たに外部の専門講師を招い

て、専門的な研修をしたいというふうなことで、

行政課題研修などを今のところ考えてございま

す。ここには専門の外部講師を招聘したいとい

うふうな、その招聘費用でございます。 

  それから、派遣研修についても、このたび充

実を図りたいというふうなことでございまして、

市町村アカデミーについては、昨年11科目でご

ざいましたが、今年度の予算では17科目を予定

してございます。17科目の17名でございますが、

それによって研修費が37万6,000円ほど増にな

っているというふうなことですが、これについ

ては市町村アカデミー研修費助成金というもの

がほとんどございまして、この経費、派遣研修

に伴う、アカデミーの派遣研修に伴うものが

113万6,000円ほどかかりますけれども、そのう

ちの90万1,000円については、この助成金で賄

われるといったものでございます。 

  それから、もう１点は、東北自治研修所、こ

れについても研修科目を１科目ふやすというこ

とのための負担金の増、そういったものが主な

要因になってございます。以上です。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

佐藤卓也委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 財政的に非常に厳しい

中で予算を増額していくというのは、大変厳し

いものがあると思いますが、前にも申し上げま

したが、職員の８割以上の方がもっともっとス

キルアップしたいと、市民の福祉向上のために

貢献したいと、そういうお気持ちでいるような

ので、ぜひその辺を酌み取っていただいて、手

厚くしていただければと思います。 

  次に、これは補助費のほうになると思うので

すけれども、36ページの下のほう、２款１項７

目の36ページの下のほうに、新庄コンピュータ

ー専門学校介護福祉学科運営負担金というのが

載っています。これは300万円ですけれども、

どのような流れで進捗している、今の段階を教

えてください。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 新庄コンピューター専門

学校福祉学科、今コアカレッジ福祉科というよ

うなことで募集を、それで４月１日の開校とい

うようなことになりますが、１学年30名定員と

いうようなことで、２年制と。25年度の８市町

村によります協調支援ということで、新庄市の

場合は、今年度500万円、建設費ということで

支援いたしましたが、おかげさまで４月１日開

校に向けての準備が整っているというようなこ

とで、このたびの予算につきましては300万円

というようなことでですが、建設費と合わせて

決められている形の中での一つなのですけれど

も、向こう５年間ということで、300万円ずつ

運営支援を行うというようなことで、これも８

市町村協調しての初年度というような形になっ

てございます。軌道に乗るためにこの５年間で

というようなことの支援を行っていきたいとい

うようなことでございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

佐藤卓也委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） わかりました。恐らく

多くの方が望んでいる部分だと思いますので、

ぜひ充実させていただければと思います。 

  次に、47ページ、３款１項の社会福祉総務費、

一番下、47ページの３款１項１目社会福祉総務

費のシルバー人材センター助成事業費というの

がありますけれども、シルバー人材に係る人件

費みたいなことは聞くことはできますか、これ

で。この中の予算の。予算というか、できます
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か、委員長。どういうところにどういう、その

所長が、センター長が幾らとかという、そうい

う人件費の部分は聞けますか。聞けない。それ、

聞けるのだったら聞きたいのですけれども。 

佐藤卓也委員長 暫時休憩します。 

 

     午後２時４４分 休憩 

     午後２時４５分 開議 

 

佐藤卓也委員長 休憩を解いて再開いたします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

シルバー人材センターの助成事業に係りまして、

いわゆる公益法人シルバー人材センターの人件

費の関係で御質問いただいております。ただ、

あくまでも公益法人でございますので、我々が

今回助成事業費としてお示ししている640万、

失礼しました、48ページになりますが、運営費

の補助金638万7,000円という額の中身につきま

しては、県の補助金も含んでおりますので、新

庄市の補助金としては、このうち498万円とな

っております。 

  それで、シルバー人材センターの考え方とし

ては、個々の契約を行いながら、いわゆる手数

料、現在ですと８％いただいているわけですけ

れども、総額大体２億7,000万程度の契約状況

ということでございますので、その８％ですか

ら、大体2,000万円程度かなという感じはいた

します。そして、国庫補助金が、国庫も含めて

いわゆる現在の補助金の総額が1,500万円とい

う形になりますので、いわゆるシルバー人材セ

ンターを運営する原資という形になりますと、

この3,500万円の中で運営しているという形で

ございます。 

  それで、多くのシルバー人材センターの運営

状況でございますが、基本的にはほぼ人件費に

充当されるという形になります。ただ、個々の

役職の、現在は職員の方は５名いらっしゃいま

す。それと、事務局長なり理事もいらっしゃる

わけですけれども、基本的には常駐の職員が、

失礼しました、４名、嘱託が１名、それと事務

局長が１名という形の事務局体制をとっておる

ようですけれども、基本的にはこの方々に対し

ての人件費という形になるかと思われます。 

  ただ、その算定の基礎なのですが、昔、確認

したところでは、いわゆる市の職員の給与に準

ずると。ただ、全く同じではございません。か

なり低い位置で準じているという、給与表は独

自で作成しておりますが、そういう形で運用し

ているというふうにはお聞きしております。私

どもでお答えできるのはこのくらいということ

でございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

佐藤卓也委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） お答えいただいてあり

がとうございました。何かちまたに漏れてくる

のは、市役所を退職なさった方々が、その所長

でしたか、事務局長に御就任なさっているわけ

ですね。どれぐらいの報酬かはわかりませんけ

れども、非常に何かしっかりしたラインがつい

ているようで、ちょっと不明、不明というか、

あんまり透明性も感じられないので、きょうは

この辺にしておきますが、これからいろいろ確

認をさせていただきたいと思います。まずきょ

うはこれでいいです。 

  次です。77ページ、７款１項の商工振興費の

大体真ん中よりちょっと下のところ、さっき質

問があった介護分野へのというところの項目の

下ですね。項目というか、説明の。商店街活性

化アドバイザー育成事業委託料と、これは何で

したっけって、説明いただきましたっけか。じ

ゃあ、それはどういう中身か教えてください。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 
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佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 77ページの商店街活性

化アドバイザー育成事業委託料でございますけ

れども、ここも緊急雇用事業でございまして、

その上の介護分野、それからこの事業、アドバ

イザー、それから商店街連合会事務局の拡大事

業、ここは全て緊急雇用でございまして、全て

昨年からの引き続きの事業でございます。活性

化アドバイザーにつきましては、商店街を活性

化するために、いわゆる商店街の三種の神器と

言われているその事業の中であるとか、そうい

ったものを進めていくための委託料ということ

でございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

佐藤卓也委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 商店街も御存じのとお

り、かなり疲弊していますので、今後ともよろ

しくお願いしたいと思います。 

  次に行きます。７款１項の３目、78ページ、

真ん中よりちょっと上に、説明のところに、美

化警備員育成事業委託料497万6,000円とありま

すが、美化警備員ってどういうお仕事なのでし

ょうか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 これも昨年から引き続

きの緊急雇用事業でございます。昔から、昔か

らといいますか、数年前から行っている観光地

等の清掃等を行っている事業でございますが、

この事業は原則１年ということでございまして、

その事業はずっと引き続いています。人は違っ

ておりますけれども、中身は実は同じでござい

まして、同じ名前で引き続きはできないので、

名前が少し変わっているというふうに御理解い

ただきたいと思います。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

佐藤卓也委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） わかりました。緊急雇

用ですね。いや、警備員ってついているもので、

そういうセキュリティーの面も何か担ったのか

なと思ったのですけれども、違うんですね、大

体。はい、わかりました。 

  次、では先ほど伊藤 操委員も質問していま

したけれども、同じ３目観光費の、79ページ、

真ん中よりちょっと下、イス１グランプリ実行

委員会の負担金についてでございます。先ほど

伊藤委員の質問の中の説明というか、答弁では、

事業費が100万円だと。その中の70万をという

ことですよね。７割、今まで新庄市がかかわっ

た、新庄市が主催じゃなくてもいいですから、

今までさまざまなイベントで７割を補助したと

いうイベントはありますか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 これは実行委員会を組

織した一緒の、先ほど申しましたように、市と

ＡＭＰ、それから商店街等が一緒になってつく

る実行委員会でございますので、イベントに対

する補助金ではございませんので、そこは違う

かなというふうに思っております。やはりＰＲ

費等で100万は昨年度もかかっております。昨

年は16チームですけれども、ことしはもっとた

くさんのチームが参加していただけるのではな

いかというふうに考えておりますので、予算化

したところでございます。 

  なお、この事業につきましては、ほかの有利

な財源も今検討してございます。財源の問題で

はないということかもしれませんが、なるべく

市の持ち出しが少なくなるように、今交渉して

いるところでございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

佐藤卓也委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 今実行委員会の負担金

ということですよね。その実行委員会の運営と

いうことで100万円かかるということで、じゃ

あ過去にそのさまざまなイベントの実行委員会
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に７割も補助したという例はありますか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 ちょっと私は全般的な

ことはよくわかりませんが、全体としての７割

補助というのは余りないのかなとは思います。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

佐藤卓也委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 私も余り聞いたことが

ないというか、そんな例はほとんどないんじゃ

ないかと。なぜこういう、伊藤 操委員とも重

なりますけれども、なぜ雪まつりで80万で、こ

の初めてのものに70万という、その金額が決め

られた経緯を聞かせてください。なぜこの数字

なのか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 経緯と申しますか、昨

年度のイス１の事業費が歳出100万円であった

ということがベースでございます。それに協賛

をいただくという努力もするということで、収

入を30万見込んで差し引き70万ということでご

ざいます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

佐藤卓也委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 非常に理解しにくい、

私たちが議会として、何だ、これはと市民から

聞かれたときに、これをもし通したら、通した

説明をしなくちゃいけないわけですよね。かな

り厳しいんじゃないかなと思いますね。何かの

力が働いて、こういう金額を設定したのかなと

思わざるを得ないような感じが私はします。 

  次に行きます。最後あたりの質問にしたいと

思います。109ページ、10款４項12目の、これ

は工事請負費と、真ん中よりちょっと上にあり

ます１億8,392万4,000円、これは先ほど歳入の

際に、下山委員も質問なさっていましたけれど

も、説明も受けたわけですけれども、この事業

が最初に湧いてきたというか、それはいつごろ

でしょうか。最初に議論し始めたのはいつから

ですか。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

佐藤卓也委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 テニスコートにつきまし

ては、総務文教協議会でも申し上げましたけれ

ども、かなり老朽化しているというふうな事実

がございます。あと、やはり市のいわゆる市総

体でも、冬場、インドアでテニスの大会を開か

なければならないといった状況で、テニス協会

からも９月に要望が出ているということで、10

月に入ってからだったと思いますが、その辺で

いわゆるｔｏｔｏ助成を活用してのテニスコー

トの整備、あわせて陸上競技場の整備、それに

ついて検討したところでございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

佐藤卓也委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） さまざまな事業を私た

ちはチェックしなくちゃいけない役割を持って

いる、それが議会だと思いますけれども、今３

月で、話が起き始めたのが９月。半年たってい

るか、たっていないか。そんなふうに事業を進

めていいんですかね。半年もたっていない。そ

れに１億8,000万もかけてしまう。これも市民

に議会報告会等で、これを通してしまったら、

私たちというか、私はなかなか説明しづらい。

何でこんなに早く進める必要があったのか。拙

速過ぎないかということです。あと、最上広域

全体で考えて、すばらしいテニスコートもある

わけでしょう。そういうふうな広域全体で考え

るということもできたんじゃないかなと。なぜ

そんな８面必要なものを６面しかつくらない。

県大会とか開催する際に。だから、何でそうい

うものをつくらなくちゃいけないのか、その辺、

何度も聞いているのですけれども、もう１回説

明してください。納得できるまで。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 
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佐藤卓也委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 社会教育課長から、12月からいろ

いろ説明させていただきましたが、この１件に

つきましては、陸上競技場のことからスタート

しているということであります。最上郡内の教

育委員会より、陸上競技場の改修工事をしてい

ただきたいということが、申し出がございまし

た。最上町村会の中でこのお話をさせていただ

きました。それで、なかなかまとまりそうでま

とまらないと。今の社会教育課長の前、スポー

ツ課長がｔｏｔｏに実際に陸上競技場の申請を

しております。その際の説明の中では、４種、

あるいはさまざまな諸条件がありますが、何億

というお金がかかるということで、広域全体に

呼びかけをさせていただきました。なかなか理

解できないと、させていただけないと。何とか

子供たちにあの陸上競技場で、あの泥まみれの

中で走らせてはならないという思いでスタート

いたしました。 

  しかし、その後、先ほど申し上げましたよう

に、陸上競技場がなかなか進まないということ

で、今度はさまざまな話の中で、ｔｏｔｏの助

成を相談したら、確率的に高いだろうというお

話をいただきました。一方で、耐震化工事が入

っております。耐震化工事につきましても10月

ぎりぎりまで判断を内部で調整してきたところ

で、というのは、平成29年度にインターハイが

来るということであります。インターハイが来

るということで、この体育館をどうするかと。

一時は諦めるというようなことで判断もしたと

ころでありますが、教育長のほうから、どんな

形であれ、耐震の結果が出ては、壊すか、ある

いは再事業をするしかないというような提案が

内部でございました。 

  その結果を踏まえて、じゃあ体育館を最初に

持ってくるとなりますと、陸上競技場と、また

テニスコートについては、過去からずっと議論

されてきました。その中で、こういうふうな順

番のところにいきますと、せっかくｔｏｔｏが

可能性として認めるというような状況。ただし、

２年連続ではだめだというのがございます。そ

の結果、施設計画がより短くできる、そしてこ

れまでの施設を十二分に利用できるということ

であれば、９割補助の助成をもらったほうが得

ではないかという判断をさせていただいたとこ

ろであります。 

  そういう順番でしますと、陸上競技場は２年

一緒にもらえませんので、ということは来年度、

26年度に体育館の改修工事の設計を行って、27

年度に直すと。それで、さらにはその次に、陸

上競技場を改修し、子供たちに走らせたいとい

うような段取りになったわけであります。 

  それが１年、陸上競技場の全然進まないとい

う状況の中で相談させていただいた結果として、

可能性があるということから始まったというこ

とであります。いずれテニスコートを直さなけ

ればいけないと。築35年以上になっていると。

また、目詰まりがあると。雨が降ってはできな

いと。先ほど広域的な利用があると。８面の希

望があるのではないかといいますが、県大会の

ために真室川も十二分に資本投下しております。 

  そういう観点からいきますと、２つ大会をす

るようなことよりも、市内の子供たちが十二分

に活用、活動できる夜間ナイター設備のほうが

より有効に活用できると、そういう判断をした

ところであります。そのことから、社会教育課

のほうで、大分前から設計図面は独自に立てて

おりましたが、そのことから急遽展開を図った

ということを御理解いただきたいというふうに

思います。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

佐藤卓也委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 何かよくわからない感

じですけれども、地方自治法第２条14項に、最

少の経費で最大の効果という文面があると思い

ます。ぜひ市民のために本気で数字をつくって
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いっていただければと思います。終わります。 

佐藤卓也委員長 暫時休憩します。 

 

     午後３時０７分 休憩 

     午後３時０８分 開議 

 

佐藤卓也委員長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

散      会 

 

 

佐藤卓也委員長 以上をもちまして本日の審査を

終了いたします。 

  次の予算特別委員会は、あした13日木曜日午

前10時より再開いたしますので、御参集お願い

します。 

  本日はこれで散会いたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

 

     午後３時０９分 散会 
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予算特別委員会記録（第３号） 

 

 

平成２６年３月１３日 木曜日 午前１０時００分開議 

委員長 佐 藤 卓 也     副委員長 伊 藤   操 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   伊  藤     操  委員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  委員     ４番   佐  藤  卓  也  委員 

  ５番   石  川  正  志  委員     ６番   佐  藤  義  一  委員 

  ７番   奥  山  省  三  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 

  ９番   平  向  岩  雄  委員    １０番   小  野  周  一  委員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  委員    １２番   清  水  清  秋  委員 

 １３番   小  関     淳  委員    １４番   遠  藤  敏  信  委員 

 １５番   下  山  准  一  委員    １６番   新  田  道  尋  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   森     儀  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

社 会 教 育 課 長 森   隆 志  神 室 荘 長 伊 藤 忠 志 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 冨 樫 雄 二 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第３１号平成２６年度新庄市一般会計予算 

 



- 217 - 

 

開      議 

 

 

佐藤卓也委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は18名です。 

  これより、３月12日に引き続き予算特別委員

会を開きます。 

  初めに、審査に入る前に、３月12日にも申し

上げましたが、再度確認のため、審査及び本委

員会の進行に関しましての主な留意点を申し上

げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。 

  質疑は、答弁を含め１人30分以内といたしま

す。 

  質問の際は、必ずページ数、款項目、事業名

などを具体的に示してから質問されるようお願

いいたします。 

  また、会議規則第116条第１項に、「発言はす

べて、簡明にするものとして、議題外にわたり

又はその範囲を超えてはならない」と規定して

おりますので、これを遵守お願いいたします。 

  以上、ただいま申し上げました点について、

特段の御理解と御協力をお願いいたしまして、

これより審査に入ります。 

 

 

議案第３１号平成２６年度新庄市

一般会計予算 

 

 

佐藤卓也委員長 初日の審査に引き続き、議案第

31号平成26年度新庄市一般会計予算を議題とい

たします。 

  それでは、一般会計の歳出について質疑あり

ませんか。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

佐藤卓也委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） おはようございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  初めに、平成26年度主要事業の概要の３ペー

ジの中の市制施行65周年記念事業があります。

その中でバル街委託事業、商工観光課の事業費

で緊急雇用創出事業内において実施となってお

りますけれども、これは事業費はどのぐらいに

なるのか。（「款項目」の声あり）款項目ですか。

済みません。 

  主要事業の中で、済みませんが、事業費のあ

れにも載っていなかったようなのです、商工費

の中に、私が見る限りでは。なので、歳入のほ

うの緊急雇用の予算は出ていますので、多分そ

の中の事業費かと私は思ったんです。それで、

どのぐらいの事業費で、委託先を教えてもらい

たいなということと。 

  それから、私スペインにも行ったことありま

せんし、「気軽なバル」、そういうイメージがわ

からなかったので、その辺詳しくお願いしたい

と思います。 

  あともう１点、「ふだん立ち寄りにくい高級

店」というふうに表現されているんですが、新

庄には高級店は何軒くらいあるのかということ

をわからなくて申しわけありませんが、勉強不

足なものですから、その点よろしくお願いしま

す。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 主要事業のバル街委託

事業についてのことでございますけれども、予

算書でいきますと７款の商工費でございまして

77ページ、真ん中ほどのちょっと下に商店街活

性化アドバイザー育成事業委託料というものが

ございまして、この中で取り組む事業でござい

ます。この事業は緊急雇用でございまして、昨

年度から引き続いてやるものでございます。 

  商店街三種の神器と言われておりますのが
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100円商店街、それからバル街という事業、そ

れからまちゼミといいまして、まちなかでの商

店主とのやりとりをしながらお客さんを呼ぶと

いう、この３つの中の一つでございまして、語

源はスペインのほうで生まれた言葉のようでご

ざいまして、要はお得なチケットを発行しまし

て、それを飲んだり食べたりするというもので

ございます。例えば1,000円の商品券が900円で

買えるとかそういった事業で、さまざまな店に

立ち寄っていただきたいということでございま

す。 

  高級店という表現ではあるんですけれども、

余り、御指摘のように新庄の中でそんな高い店

はないとは思っておりますので、ちょっと表現

が誇張し過ぎたかなということでご理解いただ

きたいと思います。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

佐藤卓也委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） 今、委託先はお聞き

しましたでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 お答えが漏れてしまい

まして、申しわけございません。 

  委託先は、商店街活性化アドバイザー育成事

業の委託料はＮＰＯ－ＡＭＰでございます。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

佐藤卓也委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委託先はわかりまし

た。 

  事業費はどのぐらいなんですか。このアドバ

イザー育成事業費の委託料の中の幾らになるん

でしょう。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 商店街アドバイザーの

委託料につきましては緊急雇用でございますの

で、主には人件費でございます。２人を雇用し

ておりまして、昨年から引き続き雇用している

のはＡＭＰでございますけれども、緊急雇用の

この場合は人件費のほかに、少しのそれに関連

する事業費を盛り込んでもいいということにな

っておりますので、チケットの印刷代等はこの

委託料の中で賄うことになりますが、チケット

を1,000円で売ったものを回収してとか、そう

いう精算については実際に実行委員会をつくっ

てやりますので、商店の中での精算になるとい

うことで、この委託料の中には含まれていない

というものでございます。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

佐藤卓也委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） はい、わかりました。 

  最後にもう一つだけですけれども、飲食店っ

て隅から隅まであると思うんですけれども、や

っぱり中心地になるんでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 やはりある程度店が近

いほうが行きやすいということもございますの

で、例えば曙町とか駅前通りとかではあるんで

すけれども、東山のほうでも実際に一緒にやり

たいというような話もあるようでございますの

で、できるだけ広く捉えてやっていきたいとい

うふうに考えております。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

佐藤卓也委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） わかりました。それ

では、飲食店の活性化のためにしっかり取り組

んでいただきたいと思います。 

  続きまして、予算書の71ページ、６款１項３

目農業振興費の６次産業化推進事業費600万の

うち、農と食による地域の魅力創造事業費補助

金300万円について御説明を詳しくお願いした

いと思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 
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齋藤彰淑農林課長 おはようございます。 

  平成26年度主要事業の概要の11ページにも説

明してございますが、総務省の地域おこし協力

隊と県単の農と食による地域の魅力創造事業補

助金、これらを活用して６次産業化を進めてい

きたいというふうなソフト事業でございます。 

  内容としましては、ここに概要を書いてござ

いますが、広く関係者から推進委員会を立ち上

げまして、地域の特産品などの調査、リストア

ップということで、いろいろなこれまでの地域

の伝統食材ですとかレシピであるとか、あるい

はそれを行っている人々、こういった方々を初

めにリストアップしまして、そのリストアップ

されたものの中から都会の目線でブラッシュア

ップしていくというふうなことで、また大消費

地におけるマーケティング調査ということで、

地元で売れるものがそのままその形、そのパッ

ケージで首都圏等に持っていったときには、な

かなか量的なものですとか、そのものの物語な

んかほとんどわからないわけなので、いわゆる

都会の目線に合った形のサイズとかパッケージ

ングとか物語を付しながらマーケットリサーチ

もかけていくというふうなことで、地域に眠れ

るそういった素材に磨きをかけるとともに、既

存の素材を生かした商品開発も含めてこれから

６次産業化の推進をしていきたいというふうな

事業でございます。 

  農と食による地域の魅力創造事業につきまし

ては、２分の１が県の補助を受けられるという

ふうな制度でございます。以上でございます。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

佐藤卓也委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） ありがとうございま

す。 

  同じところなんですけれども、６次産業化推

進事業費のすぐ下に嘱託職員報酬とありますけ

れども、これが結局、地域おこし協力隊の隊員

の賃金というか報酬になると思うんですけれど

も、それで先ほど課長のほうから、都会に暮ら

した経験のある地域おこし協力隊員ということ

が出ているんですけれども、協力隊員って何名

かいらっしゃって、その中から選ばれると思う

んですけれども、選考方法とかお願いしたいと

思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 地域おこし協力隊につきまし

ては首都圏からの公募という形で、ＪＯＩＮと

かさまざまな情報誌等、ホームページございま

す。そういったサイトに募集をかけまして、そ

ちらに応募した方々から面接によりましてこの

事業に適性な方を１名選考してここに来ていた

だいて仕事をしていただくというふうなことで、

地域おこし協力隊、新庄市では首都圏というこ

とで、東京圏であったり仙台圏というふうな、

そこで暮らす方からの募集ということになりま

す。以上です。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

佐藤卓也委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） それでは、しっかり

新庄の思いが伝わるような事業にしていただき

たいと思います。 

  続きまして、予算書92ページ、９款１項２目

非常備消防費の防災対策推進事業費1,175万

1,000円のうちの備品購入費755万5,000円の内

訳を詳しくお願いいたします。主要事業の概要

にも載っておりますけれども、再度お願いしま

す。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 92ページ、９款１項３の消防

施設整備事業費の中の備品購入費ということで

ございます。 

  主要施策の10ページにございますけれども、

こちらのほうに防災対策推進事業費として主要

事業としてまとめております。その中の備品と
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しては事業費内訳ございますけれども、非常用

の発電機、災害用備蓄毛布、トイレ等、それか

ら下から２つ目にあります防災倉庫でございま

すけれども、これは現在、防災の備蓄品を保管

する場所がありませんので、今回新たに2.9坪

ほどの防災倉庫を確保しまして、その中に備蓄

を進めるというふうな形で計画をしております。 

  それから、上のほうになりますが、非常用発

電機につきましては、中学校区の中から学校施

設等に１台ずつということで現在考えておりま

す。 

  それから、毛布については避難所等に配備す

るものということで、現在25年度も備蓄をして

おりますが、26年度も毛布として備蓄で計画を

しております。 

  下、簡易トイレということで、こちら災害時

には食料はなくても何とかしのげるんですが、

トイレについてはどうしようもできない部分が

ありますので、こちら簡易トイレの臨時用テン

ト、それからトイレパック等ということでの整

備を図るということで計画をしております。 

  非常食につきましては、お湯で戻して御飯に

するアルファ米があるんですけれども、そちら

の備蓄を検討しております。 

  内容としましては以上のような内容になって

おります。よろしくお願いします。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

佐藤卓也委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） 今、課長のほうから

ありましたけれども、概要の中の非常用発電機

から防災倉庫まで、これ合計すると782万円に

なるんですけれども、こちらの予算書には755

万5,000円となっているようなんですが、この

違いはどうなんですか。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 申しわけありません。非常食

については食料でして、備品ということではあ

りませんのでちょっと外れますので、よろしく

お願いします。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

佐藤卓也委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） というと、この予算

書の何ページに入っているんですか。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 失礼しました。 

  簡易トイレのほうの金額でございました。訂

正をさせていただきます。25万9,000円でなく

て26万5,000円、こちらのほう、トイレパック

等の欄を含めております。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

佐藤卓也委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） 済みません、91ペー

ジの食糧費、ここですか、26万5,000円となっ

ていますけれども、非常食というのは25万

9,000円で、簡易トイレのほうは確かに26万

5,000円で金額は合うんですけれども、説明の

食糧費という部分なんですか。 

佐藤卓也委員長 暫時休憩します。 

 

     午前１０時２０分 休憩 

     午前１０時２３分 開議 

 

佐藤卓也委員長 休憩を解いて再開いたします。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 大変申しわけありませんでし

た。 

  それでは、詳細の内訳を申し上げます。 

  備蓄用として非常食、金額までよろしいです

かね、こちらのほう１万5,000円掛ける２箱、

これを２カ所ということで、非常食６万4,800

円。それから緊急の非常用の水、こちらのほう

10万8,000円。救急箱、こちらは８万6,000円で

２カ所に設置する予定でございます。それから
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先ほどの非常用の発電機、こちらのほうが216

万で予算化をしております。あわせまして、発

電機に伴って非常用の投光機ということでセッ

トで考えておりまして、こちら21万6,000円で

す。それから、先ほどの備蓄用の毛布、こちら

118万9,000円です。それから石油ストーブも入

っております。こちらのほう、石油ストーブは

あれですけれども、15万120円・2.9坪の先ほど

防災倉庫ということで御説明を申し上げました

が、こちらのほうの予算、358万1,280円という

ことでの全体755万相当の内訳でございます。 

  以上、申しわけありません。よろしくお願い

します。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

佐藤卓也委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） 電卓もないのであれ

なんですが、さっき私が言ったのは755万5,000

円とこちらにある782万の違いの部分のところ

をお伺いしたかったんです。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 先ほどの金額の相違点は、簡

易トイレ部分でございます。簡易トイレのテン

ト分です。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

佐藤卓也委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） そういうことで、そ

れでは、この中には簡易トイレテントは入って

いないですか。食糧費はありますけれども、

（「消耗品」の声あり）消耗品。済みません。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 備蓄ということでなくて、消

耗品の部分で計上しておりますので、御理解い

ただきたいと思います。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

佐藤卓也委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） 済みません、消耗品

のページ数、じゃお願いします。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 消耗品につきましては、この

項目全体の中の消耗品費ということで載ってお

りますが、この中の内額でございます。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

佐藤卓也委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） 最後になりますけれ

ども、98ページ、10款１項２目教育振興費の図

書購入費、それから100ページの10款３項２目

教育振興費の図書購入費、こちら小学校・中学

校ともに前年度予算200万から今年度300万とい

うふうに、100万円ずつ増額となっております。

その点、御説明をお願いしたいと思います。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 委員長、柿崎

憲一。 

佐藤卓也委員長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲

一君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 小中学校の図

書購入費でございますけれども、これにつきま

しては財政再建計画ですか、そのとき以前は小

中学校それぞれ200万円というようなことで予

算化しておりました。財政再建計画の中でやは

り若干その辺のところを減額がございまして

100万円になったという経過がございます。 

  財政再建計画、状況に若干光が見えてきたと

いうようなことで、一昨年120万円ずつに増額

になりまして、本年度25年度については200万

円というふうなことで、さらに充実強化を図っ

てまいったところでございます。 

  教育分野においては、読書活動ということが

一つの重点施策としてございますので、26年度、

新年度においてはさらに５割アップの300万円

ということで予算化、御提案申し上げていると

ころでございます。以上でございます。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

佐藤卓也委員長 髙橋富美子委員。 
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３ 番（髙橋富美子委員） 本当に頼もしいとい

うか、これからの子供たちのためにこのように

予算をとっていただいて本当にありがたいこと

です。 

  以上で終わります。ありがとうございました。 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

佐藤卓也委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） じゃ私、63ページ、４

項保健衛生費の６目の環境衛生費についてお聞

きします。 

  環境審議会委員報酬なんですけれども、環境

審議委員は新庄市の環境審議会の条例にのっと

って設けられているわけなんですけれども、そ

れによりますと委員が20名以内で設置されまし

て、審議事項としては３点ほどありまして、環

境の保全に関する事項、基本的な事項に関する

ことという、それ以外に２点ほどあるんですけ

れども、昨年度これらの事項についてはどのよ

うな調査事項になされたのか、まずお聞きした

いと思います。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 環境審議会の委員報酬にかか

わって、その内容ということでの御質問という

ことでございます。 

  新庄市の環境問題につきまして、いろいろ協

議いただきながら政策的なものの進行管理をし

ていただくということでお願いをしているとこ

ろでございますが、よろしいですか。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

佐藤卓也委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 実は、新庄市と隣接す

る町村があるんですけれども、そこに大規模な

畜産施設があるわけですね。そこでいろいろな

悪臭の問題等が発生しているということは聞い

ております。やはり新しいときはそれぞれにお

いもしなかったろうと思うんですけれども、き

ょうの山形新聞にも米沢市の豚舎のことについ

て報道されておりましたけれども、今まで恐ら

く周辺の町村、周辺の集落の方々からいろいろ

な相談を受けられていると思うんですけれども、

今までの対策と今後どのようなにおいというか、

それに対する低減対策というのは申し入れてい

くのか。まずもって今まで関係機関と対応なさ

れたことをお聞きするものであります。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 環境問題、公害ということで

の話かということで説明をさせていただきます。 

  新庄市とそれから周辺の町村との端境、町村

側ということになりますが、こちら、今委員が

おっしゃられたように豚舎ということでの事業

所があります。複数ありまして、そちらのほう

から臭気が新庄市内の行政区域のほうに入って

くるということで、行政区域の端境の集落とい

いますか地区の方から相談を受けたということ

がございます。これまでは豚舎もそうです。畜

舎ですね。それから汚泥の堆肥処理施設という

ことで、これまで重立ったものとしては３カ所

ございます。 

  そういった場合ですと、相談を受けまして、

現地を確認ということになりますが、現状がど

ういうことなのかということで確認をするとと

もに、その事業所、それから行政区域の役場、

そちらのほうに確認をします、そういった例が

あるかないか情報収集をします。あわせて、豚

舎ですと扱うものが産廃ということになります。

最上総合支庁の産廃を管轄する環境課のほうに

も連絡をしまして、確認をしまして、それで現

状を把握し、実際にそういう事例があるかない

かということの確認をさせていただいておりま

す。 

  実際にやはりにおいがするんだということで、

そういった場合ですと事業所の方、それからそ

この行政区域の役場の方、それから環境課を交
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えて善後策といいますか対応策といいますか、

現状を確認した上で協議をしていただくという

場の設定をしております。これまでそういうふ

うに話し合いの場を設置しまして、役場のほう

からその事業所に対して指導をしますよという

ことでの新庄市側への連絡を受けたという経緯

もございます。 

  なお、それで全部が解決して臭気がなくなっ

たということではございませんので、継続して

そういった例が発生した場合には、なお協議を

しながら事業所の施設の改善を求めながらとい

うことになりますが、そういうふうにして対策

を講じていくというふうになります。 

  今後ということになりますと、やはり事業所

が新設したときにはそれなりの、先ほど委員が

おっしゃいましたように、施設の許可を得てや

るわけですので、臭気対策というのはあるんで

すけれども、やはりそれが詰まったり老朽化す

るということがありますので、そういった例、

今後も確認をしながら町村と協議をして、事業

所と詰めていきたいというふうに考えておりま

す。よろしくお願いします。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

佐藤卓也委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 今、課長から答弁を聞

いておりまして、新庄市内にそういう施設があ

れば苦情の相談というような、対応というのは

やりやすいんじゃないかと私思うんですけれど

も、新庄市とは違った行政区にあるものですか

ら、そこら辺でやはりクッション役としてせざ

るを得ないんだなとつくづく思うんですけれど

も、しかしながら、新庄市に住んでいる市民の

方々がそういう悪臭で生活環境が大変困ってい

るという話を聞いているわけです。それは昨年

度も恐らく、環境課長言われますとおり、その

ような相談が来ているということなんですけれ

ども、これは継続的に、これ以上悪くならない

ように、さらにはにおいの低減対策、それを徹

底的にしていかなければ、これからこういう問

題が多々起きるんじゃないかと私心配している

んですね。ちょっと今、課長言ったんですけれ

ども、行政区が違うからそっちのほうに申し入

れて、そのように事業所に改善の策をしてもら

うと言ったんですけれども、地域住民は本当に

困っているんですね。どこまで問題を広げてい

ってよいのかと。だからやはり環境課のほうに

恐らく相談に来ていると思うんですよ。その辺

のことを十二分にわかっていただきまして、新

庄市に住んでよかったなという、そういう住民

のことを思っていただければ、今後ともこの問

題についてはお願いしたいと思います。 

  次に２番目に、90ページの８款土木費６項雪

対策費２目の雪総合対策費に入りたいと思いま

す。 

  その中で、雪に強いまちづくり事業費補助、

もう一つ、これは去年から生活道路排雪事業費

補助金、最初に言いましたこの２つは、新庄市

にとって雪対策というのは優先度の非常に高い

事業なんですけれども、まずもって最初の、雪

に強いまちづくり事業補助金ですが、110万。

これはたしか昨年度までは５万円だったはずで

したね。金額が上乗せになったことは大変住民

にとって喜ばしいことなんですけれども、この

事業の中身を教えていただきたいと思います。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

佐藤卓也委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 おはようございます。 

  それでは、今の御質問にお答えしたいと思い

ます。 

  １つについては、雪に強いまちづくり事業補

助金、この補助金の内容につきましては、３つ

の項目があります。まず一つは、地域で除雪を

する場合、自分たちで除雪をする場合に、その

地区に除雪作業について補助金を出すものでご

ざいます。もう一つがいわゆる消雪施設、私道

に消雪道路をつけたいという場合についての、
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その工事費の負担の補助制度。あともう一つが

除雪機械を購入したいというふうな場合のその

地区に補助制度というふうな形で、大きく分け

て３本になっております。 

  まず１点目の、先ほど委員の言われました最

高限度額５万円というふうなものですけれども、

これにつきましては、現在、１町内が毎年申請

をしていただいてしているというふうな状況で

ございます。ただし、この町内につきましては

非常に積極的に利用していただいておりまして、

自分の町内で予算化をして私道除雪よりも早目

の除雪を行いたいということで、自分たちでや

っているというふうなことでございます。これ

については非常にこちらでも支援をしていきた

いというふうなことで考えております。そのた

めに、今の除雪の金額を算定しますと、非常に

この金額ですと無理があるということで、今ま

で基準をいろいろ設けておりましたけれども、

１メートル当たり200円というふうな基準を倍

に400円として、限度額を10万円というふうな

形で何らかでも補助を多くしていただいて負担

軽減を図るというふうな意味でございます。こ

れにつきましては、やはり除雪そのものの人件

費の高騰等もございまして、これを補塡すると

いうふうな形でございます。 

  それから、もう１点の除雪機の購入、これに

つきまして、しばらく購入の希望者がございま

せん。一つは、除雪機の同じような項目ですと、

貸与機械というふうな形で貸与にしているもの

もあります。ですけれども、やはり限度はござ

いまして、このたび除雪機の購入に際しまして

は一応限度額５万円としまして、除雪機械の経

費の２分の１というふうな形で約20個分といい

ますか、20申請分を予算化したというふうな状

況でございます。 

  背景といたしましては、道路の脇に置かれた

雪の処理、それが非常に現在の高齢化について

は大変だということで、その制度を改正したと

いうふうなことでございます。これにつきまし

ては、これからＰＲ等含めまして普及していき

たいというふうに考えてございます。 

  それからもう１点、去年から始まりました生

活道路排雪事業補助金、これについて今年度で

２年目というふうな形になっております。最初

の段階、去年の段階ですと、やはり途中の補助

制度の新設ということで、その辺がちょっとＰ

Ｒの面で不足したかなと思いますけれども、去

年は相当の大雪だったというふうなこともござ

いまして、昨年については８件ほど申請をして

ございまして、補助金額で22万2,000円ほどに

なっております。今年度につきましては７件ほ

どになっておりまして、18万2,000円ほどとい

うふうな形になっています。 

  この制度そのものにつきましては、今年度実

施するに当たって私道除雪の申請者、350件ほ

どあるようですけれども、その方々につきまし

て申請時に窓口のほうで、こちらのほうではこ

の制度を説明しまして周知を図ったというふう

な経緯。それから市報、あとホームページのほ

うにも記入してございます。 

  この制度は100万ほどあるわけですけれども、

これもこれからＰＲ等も進めて何とか共助とい

うふうな形でともに除雪といいますか、雪に立

ち向かう力ということを育てていきたいという

ふうに考えてございます。 

  以上のような説明でございます。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

佐藤卓也委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） ありがとうございまし

た。 

  実は今、課長言われたんですけれども、この

２つの補助金、本当に地域にとってありがたい

補助金なんですけれども、それが今、お聞きし

ますと、昨年度段階での生活道路除排雪事業で

すか、昨年度は22万ぐらい、今年度は十何万ぐ

らいで計40万ぐらいですかな、半分ぐらいしか
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使われておりませんね。もっともっと周知の徹

底というものをせざるを得ないと私は思うんで

すよ。 

  あともう１点、雪に強いまちづくり支援事業

ですか、これは１町内会がやっておられるとい

うんですけれども、これは恐らく７時まで、大

体子供たちが通学に行くまでは一般市道ですね、

生活の場合はその後来ると思うんですから、非

常にその地区、地区で話し合ってお互いに協力

し合ってやっていますね。そういう場合、集落

であくまでも申請をするのか。集落といっても

いろいろな路線があるわけですね。そうなった

場合、例えば生活道路の除雪レーンみたいに、

３戸以上になった場合は該当になりますとか、

そういう詳しい要綱というのはつくっていない

んですか。ただ集落に一事業だけに指定されま

すと、どうしても道路がいっぱいになるわけ、

その生活道路が集落においても。その場合、た

だ集落で１つしかならないとすれば、ほかのと

ころはどうしようもないですから、そういう場

合は３つの例えば通学路がありますと。それか

らやっぱり生活道路の除雪やっておりますと。

どうしても小学生が行った後、除雪が来るもの

ですから、集落の方々が協力し合って自分たち

の持っている機械でやっている状態の場合はど

ういう要綱にのりますかね、これね。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

佐藤卓也委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 雪に強いまちづくり事業

補助金の中で、先ほど説明申し上げました現在

１カ所使っていらっしゃるというふうな方でご

ざいますけれども、今の制度そのものについて

は結構な縛りがございまして、10軒以上住宅が

あり、かつ交通量が多いことというふうな形で、

あと生活道路の延長が50メートル以上というふ

うな形で、結果的にはこういう制度があるもの

ですから、実際１つの件数しか申請がないとい

うふうなことがございました。 

  今回の改正も、ちょっと現実的には即してい

ないのではないかというふうなことがありまし

た。そのため、先ほど出ました金額の変更とと

もに、いわゆる３戸というふうな、３戸と言わ

れるのは、今の、こちらに毎年申請来られてい

る生活道路、うちのほうの除雪と一緒にやる除

雪の申請ですけれども、これが大体平均３戸ぐ

らいで来ています。ということになりますと、

これについても10戸では余りにもかけ離れてい

るということで３戸と。 

  それから、延長50メートル、これについても

実際、高齢化が進んできますと、やはり人も少

なくなってくる、あと50メートルそのものにつ

いても非常に延長的には長いというふうなこと

でございまして、これも10メートルというふう

な形で、現在そういうふうな形で考えてござい

ます。 

  ですから、金額もそうなんですけれども、基

準をある程度やはり現実に即した形で持ってい

くというふうな形が、やはりこれから高齢化を

迎える除雪体制の確立ということが叫ばれる中

では必要条件だというふうに感じてございます。

以上でございます。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

佐藤卓也委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） このような質問したあ

れを言いますと、これから各地区、各集落で総

会ありますよね。必ず最初に聞かれるのが、今

週の新庄市の除排雪の何ぼかかったやと。あと

生活道路、そういう問題が来るんですね、必ず。

課長が言ったとおり、現場に合ったような内部

の要綱というのが、即した要綱というものをつ

くり変えていく必要があると思うんですね。極

力現場見ていただきまして、内部での要綱とい

うのを直していってもらいたいと思います。 

  次に、97ページ、10款教育費１項教育総務費

の小学校管理費運営事業費に当たると思うんで

すけれども、昨年７月ですか、教育委員会から
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我々議会のほうに新庄市の小学校の通学路の危

険箇所の点検と、こういう資料をもらいました

ね。これを見ますと学校関係者、教育委員会の

方々、あと地元の保護者等、いろいろな関係者

が見て回って、こういう点検箇所を選んだと思

うんですけれども、これ、内容を見ますと、本

当にガードレールがないとか歩道がないとかと

いう、本当にすぐできない要望というかそうい

う結果が出ているんですよね。昨年度から点検

したから、５カ月間になったんですけれども、

恐らく今まで何点かは改善したと思うんですけ

れども、できるものは早くしてもらって、児童

の通学路の安全・安心というものを図っていっ

てもらいたいという意味で私質問するんですけ

れども、この５カ月間で何点ぐらい改善策が講

じられたのかお聞きしたいと思います。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

佐藤卓也委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 教育関係ですけれども、

現実的に教育関係のほうから道路管理者の私た

ちのほうに話が来るものですから、私がお答え

するような形にしたいと思います。 

  委員のほうからおっしゃいました実施という

形で、通学路の点検というふうな形で、この点

検作業そのものにつきまして全国的に無謀運転

等で非常に通学路の事故が多発したというふう

な経緯がございまして、全国的に道路管理者も

含めて学校関係者も含めた形の点検も行って危

険箇所を把握しようと。それに基づいて、その

対策を講じていこうというふうな形で始められ

たものでございます。 

  ことしにつきましては、25年７月に合同点検

をしたわけですけれども、それ以前に、一応５

月に点検を実施するに当たって、最上教育事務

所が中心になりまして、道路管理者、あと教育

委員会、新庄警察署というふうな形で、今回の

合同点検についての打ち合わせが行われたとこ

ろでございます。 

  それで、まず最初に、たたき台としまして、

各学校から一応危険箇所のリストというふうな

形を出していただいたというふうな状況でござ

います。そのリストそのものにつきましては35

カ所ほどピックアップされたものでございまし

て、それからそれをもとにしまして対策会議と

いうふうな形で、その中から抽出しまして５カ

所を点検するというふうな形で進められてきて

おります。 

  内容的には、新庄学区が１件、日新学区が１

件、北辰小学校学区が１件、昭和小学校学区１

件、升形小学校学区が１件ということで全部で

５件、その５カ所を重点的に抽出して点検しよ

うというふうな形で３者、ＰＴＡを含めまして

点検を実施したところでございます。 

  その実施について、やはり見通しが悪いとか、

非常に歩道とか整備されていないというふうな

形でございました。それに伴いまして、その結

果を含めまして解決策ということで講じたのが、

全て全部講じられているわけでございますけれ

ども、その中で特に目立ったのが路面の標示、

いわゆる子供たちの目の高さを意識しました路

面の注意標示、それから車両から見た外側線で

車の誘導をするというふうな形。あと、一つ特

徴的なのは冬期間における大雪のための見通し

の悪さの解消というのがございました。いずれ

もこれにつきましては対策が講じられておりま

して、この５件については解決したというふう

なことでございます。 

  ただ、その中で一つ、県のほうで歩道整備が

これから実施されるというふうなことで、その

分について対策は完璧に整うということで、そ

の事業の進捗を早めていただくというふうなこ

とでございます。ただ35カ所ほど来たわけです

けれども、抽出したのは５カ所です。そのほか

あるわけです。それについてはこのままにして

おくというふうなわけにはいきませんので、こ

れとはほかに、今まで埋もれた部分とかそれか
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ら皆様方から指摘された部分のやつを一応もう

一回整理、洗い出ししまして、教育委員会、あ

と道路管理者等を含めまして、具体的な対策等

を講じていきたいというふうな形でございます。

特にガードレールがなくて歩道がないというふ

うな要望そのものについては非常にあるわけで

す。ですけれども、現実的にすぐ歩道設置、ガ

ードレールを設置することはできませんので、

一つの方策としましては路面標示をして車両の

通行を安全な方向に誘導させる、もしくは歩行

者に注意喚起を行う、いわゆるドット線という

ふうな形で進めていきたいというふうに考えて

います。今回のやつで特徴のある改善策としま

しては市道30号線ということで、昭和マンショ

ンの前の電柱の移転、これについては対策は講

じたというふうな形で、非常に発揮したなとい

うふうに思っております。以上でございます。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

佐藤卓也委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） やはり全体で35カ所余

り点検箇所があるものですから、これはすぐで

きるというか、予算的にもできないし、しかし

こういう工事するのは、今、都市整備課のほう

である程度優先順位をつけてやるであろうと私

は思います。 

  それで、何カ所か恐らく予算にも今回計上し

ていると思うんですけれども、それ以外に、例

えばこれを見ますと、交通指導員もいなくなっ

たというそういう箇所が１カ所あるんですね、

要望で。かつては恐らくいたんでしょう、ここ

に。あとは手押しボタンが冬場になると凍って

押せない。そういうことはやはり原課を除いて、

横の課の連絡ですぐやるべきなんですね。その

辺どうなんでしょう。今、県道のほうの横断歩

道はこれからすると恐らく見えないところだと

思うんですけれども、手押しボタンが凍ってい

て押せない、あと今までいた交通指導員がいな

くなったという状況というのはどう把握してい

るんですかね。教育委員会とか環境ですか、こ

れは。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 児童生徒の登校時の安全対策

ということで、新庄市で交通安全指導員という

のを配置しておりますが、今回、委員おっしゃ

ったように、高齢のためにやめられたというふ

うな場所が１カ所あります。交通指導員の配置

をしているところにもですが、学校側の教師の

立ち会いといいますか、立哨もしていただいて

おります。一つ新庄市の交通指導員のみで児童

生徒の安全確保ということではなくて、地区、

それから学校に対しても安全確保についての協

力ということで協力を願っている部分もありま

すので、よろしく御理解いただきたいと思いま

すし、それから交通指導員のなり手がなかなか

いらっしゃらないので、その辺も都度都度、勧

誘しながら進めていきたいというふうに考えて

おります。よろしくお願いします。 

佐藤卓也委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１０時５９分 休憩 

     午前１１時０９分 開議 

 

佐藤卓也委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

佐藤卓也委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） 質問させていただきま

す。 

  69ページ、６の１の３、学校給食米粉利用推

進事業費補助金というふうなことがございます

けれども、これについての御説明をお願いいた

します。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 
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齋藤彰淑農林課長 米粉利用推進事業補助金とい

うことで、小学校・中学校での米粉の活用を推

進する事業でありまして、小学校におきまして

は米粉パン、１食当たり14円、それから中学校

におかれましては米粉パン19円ということで、

種類としては米粉パン、米粉麺、それから米粉

を使ったおかずということで３パターンござい

ますが、現在においては米粉パンのみの活用と

いうことでとり行ってございます。学校ごとに

年間６回を上限とするということで、６回以上

実施した場合にこの助成金を交付しますという

ふうな事業でございます。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

佐藤卓也委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） わかりました。給食に

米を利用したというふうなことで、献立を説明

しているんでしょうか、食品構成上。食品の例

えばこれは米を使ったパンですよということで

説明をなさっているのか。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

佐藤卓也委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 米粉を使ったメニューの

ときに子供・家庭のほうに周知になっているの

かということの御質問です。 

  毎月いわゆるメニュー表が各家庭に配られる

わけですが、そのメニュー表の中に米粉パン、

パンしか米粉を使ったものをしていないわけで

すけれども、米粉を使っているときの中身とか

そういうようなところの表示、お知らせはして

おります。以上です。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

佐藤卓也委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） 米の消費拡大というふ

うなことで、米粉を活用した麺とかあるいはパ

ン生地とか、さまざまなものが開発されている

わけですけれども、一方で話題性があって持ち

上げられる場合もあるけれども、なかなか大き

く普及するというふうなことに至っていないと

思うんですね。 

  学校給食の中では米粉でつくったパンと小麦

粉でつくったパンとで食感の違いとか、どうい

うふうなものがあるのかとか、そういうふうな

アンケートとかをとって、より普及拡大に向け

たことにつながるような手だてを考えられない

かと。より普及化に向けた方向性に持っていけ

ないか。これは国県の金を使っての補助事業な

わけですけれども、何とか普及につなげるよう

なことに持っていっていただきたいものだなと

いうふうに思うところです。これについてもう

一回お願いします。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

佐藤卓也委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 米粉など米の消費拡大と

いうようなところでの御質問だと思います。 

  現実的には、現在のところは委員おっしゃっ

たような普通のパンと米粉パンの需要というか、

子供たちの好き嫌いというか、完食というよう

なところのアンケート等はとっておらない状態

です。補助をいただいての米粉パンの活用とい

うようなことで、いわゆる経費のところもござ

いまして、現実的に来年度、消費税が上がると

いうことで給食費が上がっているような状況も

ございまして、なかなか給食費を現実にここが

上がってくるわけですので、難しいところもあ

るかなというふうには思っているんですが、な

お年１回、給食の運営協議会というようなこと

を委員会主催でしておりますので、そこら辺の

場でも今出していただいた御意見等も踏まえて

協議を進めていきたいと思っております。以上

です。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

佐藤卓也委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） よろしくお願いしたい

と思います。 

  続きまして、80ページ、７の１の８、神室山

避難小屋管理運営協議会負担金。管理運営協議
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会の構成メンバーをお教え願いたいと思います。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 本市のほかに湯沢市、

金山町、最上町等の自治体、それから産学関係

者等から構成されております。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

佐藤卓也委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） 2011年の雪が降るころ、

晩秋というか初冬というか、改築されたわけで

すけれども、それから丸３年たったわけです。

初年度の夏分に伺ったときから感じていたこと

なんですけれども、２階から雨漏りするんです

ね。 

  これは新しくなった避難小屋なんですけれど

も、これが２階の入り口です。この日、去年の

10月23日ですけれども、雨が降っていたわけで

はないんですね。風があって霧がかかっていた

と。中に行くと雨水が入っていた。ここに腐敗

というか、かびが生えているというふうなこと

があります。 

  これは去年の夏でした。ぬれているわけです

ね。拭く前に撮ればよかったんだけれども、拭

いたんです。これ黙っているとどうなるかとい

うと、柱を伝って、階段を伝って、玄関の土間

に水が落ちてたまるんです。 

  この原因なんですけれども、これは設計者の

方はよく考えたんだと思うんですね。多分、冬

のことを考えたと思うんです。普通戸は外に開

くのが多いんですけれども、中に開くんですね、

これ、内開き。ということは、去年のちょうど

今ころですけれども、戸が中に入って、雪が中

にいっぱい入っていたというふうな報告があっ

て、去年の担当者から相談を受けました。どう

したらいいかというふうなことを考えてはいる

んでしょうけれども、実際的に改善の手だてが

見出せないと。せっかくつくったんですね。せ

っかくつくったのを、これ黙っていけばそれこ

そ寿命を損なうと、そういうふうなことなんで

す。雨が降らなくて、ガスがかかって、風が当

たったという段階で戻ると。中側から外側が見

えるんです、穴があって。だから、これは外壁

も、あれはただペンキでなくて防腐剤というふ

うなもので、早目の手だてを講じないと、長寿

命化でなくて、わかっていて短寿命化に終わる

んではないかというふうなことが考えられます。

これについてどうお考えか伺います。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 御紹介ありましたよう

に、まだ余りできてから長い年月はたっていな

いんですけれども、やはり高いところにあると

いうことで、すごい厳しい自然条件ということ

で、普通の建物と違った傷み方といいますか、

その辺があるのではないかと思います。 

  ドアの改修につきましては御指摘のとおり私

どもでも把握しておりまして、設計の段階でい

ろいろ考えて、雪のことも考えて設計なさった

とは思うんですが、少し設計というか、考えた

とおりにいっていないところがあると思います。

それで、今年度の予算の負担金の中にドアの改

修費を含めて計上しております。 

  それから、外壁の件についても御指摘ござい

まして、やはり防腐剤を塗ってはいるんですけ

れども、自然条件が厳しいということではがれ

てしまっているというような状況かと思います。

相当何回も重ね塗りをしないとあの自然条件の

中ではうまくないのではないかというようなこ

とを業者のほうからも確認していただいており

ます。26年度、その外壁の塗装をもう一回やる

ということで、この負担金の中に含めて計上し

ているところでございます。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

佐藤卓也委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） わかりました。管理運

営協議会負担金八十何万何がしの中で全てでき
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るかどうかわかりませんけれども、どうかひと

つよろしくお願いしたいと思います。黙ってお

れば損失だというふうなことでありますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  次、90、91ページの防災対策事業ですけれど

も、先ほど髙橋富美子委員が事業費内訳を事細

かく説明してくださいというふうなことがあっ

たわけですけれども、私はこれを見て、例えば

主要事業の概要の中で捉えて、非常用発電機５

台、非常用投光機５台というふうなことはまず

５カ所、ですから最低限の設備とわかるんです

けれども、あとそのほかのものについては取っ

てつけたように、ここは災害の少ないところだ

というふうなことで、来ないべやというふうな

安心感があるのかもしれないけれども、むしろ

少ないのではないかと。例えば非常食であり非

常水であり、むしろ少ないのではないかという

ふうな気がします。 

  折しも、きょうの山新の「談話室」に出てい

る記事なんですけれども、ふと缶詰を手にした

ら2014年４月１日が賞味期限だというふうなこ

とが載っていたと。つまりその缶詰は震災があ

ったというふうなことを受けて、それぞれの家

庭でも備蓄しておかなければならないというふ

うなことで買っておいたものだったと。缶詰の

賞味期限というのは３年だと。だから、食料品

の備えにランニングストックという方法がある

と。多目に備蓄し、期限が近づいたものから順

次、繰り返し日常的に使って、消費した分だけ

買い足していくというふうなコラムがあったわ

けですけれども、そういう非常食については買

い置きをしていたっていいのではないかという

ふうなことを思います。 

  ３年前の話になって恐縮ですけれども、被災

後、気仙沼とか石巻とか炊き出し支援というふ

うなことで何回か通いました。例えば気仙沼の

場合、海岸からちょっと高台にあるいわゆる地

域公民館ですね、紫会館というようなものでし

たけれども、そこに120人もの人たちが避難し

ているわけだ。子供たちがいないということで、

子供たちはと聞いたところ、さらに高台の小学

校に避難していると。我々は炊き出し用の大き

な鍋で御飯と芋煮をセットで持っていったんで

したけれども、全国各地からジャガイモとかタ

マネギとか、あるいは米とかがテントの中にさ

まざま善意の支援物資として送られてくるんで

すけれども、その善意の物質が生かされないの

はなぜか。水道が復旧していないという話。４

月４日に行ったんでしたけれども、水道の復旧

が４月３日だと。厨房施設がないところで120

人分もの食料を誰が調理するかと。できないよ

ね、そういうものを使って。そこで必要なもの

はおにぎりであり、パンであり、でき合いのす

ぐ食べられるものというふうなことで、非常災

害の場合は現地の人たちが煮炊きなんかできな

いというふうなことだと思うので、そういうこ

とを考えなければならないということを痛感し

てきました。 

  というふうなことから、むしろ余裕があれば

ですけれども、ストーブとか毛布とかトイレと

か非常食、最初はこれでスタートしてもいいか

もしれませんけれども、もう少しいわゆる安全

面を考慮してふやしていってもよいのではない

かというふうなことを思いますけれども、いか

がでしょうか。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 災害時の避難所にかかわる備

蓄品ということでの御質問でございます。 

  食料についてただいま遠藤委員から話があり

ましたように、各方面からの救援物資というこ

とでの物資、食材ということになろうかと思い

ますが、そういうものは相当数集まってくるけ

れども、調理するための水、それから厨房等に

ついて不足するということで、食べやすいパン

とかそういうものということですけれども、今、
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防災の構えとして、個々の家庭で３日分ぐらい

の食材は確保しておいていただきたいというこ

とでのお知らせは最近になって出てきているよ

うでございます。 

  新庄市としての考え方については、避難所に

かかわる食料については、基本として流通備蓄

を何とか促進したいということで考えておりま

す。例えばおにぎりとかも、災害が発生した場

合にその場で、先ほどありましたように調理を

しておにぎりを握るということは到底、難しい

話でして、現在ですと庄内のほうの生協、新庄

市から離れたところ、そこからおにぎりを調達

すると。新庄市がおにぎりを握ったりあるいは

調理したりするというところではなくて、みん

な災害に遭っているのでということで、そうい

うふうな流通備蓄を主として考えたいというこ

とであります。 

  食料をもう少しふやしてということになりま

すと、避難所、ただいまありましたように100

名以上、200名以上ということになりますと、

食材を確保する場所、それから一旦確保します

とその管理も含めて、暑いところに保管すると

いうわけにはいきませんし、食品の保管状態も

確保しながらということで、管理に要する相当

の注意力が必要になるかと思います。何とか、

ここにありますように、冬期間の夜間の災害の

ときが一番被害が大きいということになります

ので、防寒用の毛布、あるいは寒さよけで、電

気がなくても燃えるようなストーブ、そういう

ものを優先して備蓄をしていって避難所に設置

をしていきたい。今指定している避難所そのも

のが本当に避難所として使えるかどうかという

ことも出てきます。そういうことも含めて、あ

らゆる災害に備えるものとして少なからず、少

しずつではありますけれども、進めていきたい

という考えで備蓄をしたいというふうに考えて

おります。以上です。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

佐藤卓也委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） 災害時における他都市

との協定ということで、流通備蓄というふうな

考え、わかりました。よろしくお願いします。 

  続きまして、107ページ10の４の10、わくわ

く新庄事業運営費、髙橋富美子議員が一般質問

の際にわくわく新庄の調理施設というふうなこ

とでお尋ねしましたけれども、確認の意味での

質問です。 

  ２階にＩＨ、電磁加熱器がありまして、簡単

な湯沸かしはできるということでした。調理実

習したいというふうなことがあったそうですけ

れども、プラザのほうを利用してくださいとい

うことを今まで何度か言われていたというふう

なことです。でも日新学区の婦人会といったと

ころで高齢者が多いもので、やっぱり近場で利

用したいと。そば打ちをやってそばをゆでよう

としたんだそうですけれども、火力が弱くて近

くの魚屋さんに行ってゆでてもらったというふ

うな経過があったそうです。この前の課長答弁

によると、簡易なものであればというふうなこ

とですけれども、どのようなものを、急にすぐ

答えを出せと言っても難しいと思いますけれど

も、想定しているのかお願いします。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

佐藤卓也委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 一般質問でも答弁申し上

げましたけれども、調理室というふうな形には

なり得ないのかなというふうに思いますけれど

も、今、ＩＨ式の湯沸かし、調理設備はござい

ます。ただ、ＩＨ式ですと、それに対応した鍋

釜でないと対応できないということで、やはり

ガス的なこんろとかそういったところの簡易的

な設備については対応できるのかなと。その辺

については前向きに検討していきたいというふ

うに思っているところでございます。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

佐藤卓也委員長 遠藤敏信委員。 
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１４番（遠藤敏信委員） ぜひ前向きに進めてい

っていただきたいと思います。 

  それから114ページ、職員数の異動状況とい

うふうなことに絡んで伺います。 

  これによりますと、平成26年３月31日の退職

者数が、行政職10名、技能労務者５名、平成26

年４月１日採用者、行政職15名、技能職につい

ては、なし。 

  新庄市の今後の職員の定数管理についてです

けれども、例えば行政職者数がふえるわけです

ね、５人。この狙いというのは何でしょうか。

どこか強化する部署があるというふうに捉えて

よろしいでしょうか。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

佐藤卓也委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 職員の体制についてでござい

ます。 

  職員の中で行政職と技能労務職職員、今年度

退職者は行政職が10名、技能労務職が５名でご

ざいます。技能労務職につきましては、従前よ

り委託化等、嘱託職員化、こういったものを活

用しながら、平成２年ぐらいからだと思います

けれども、ほとんど採用していないという状況

でございます。今後もこの方向性については維

持してまいりたいというふうに思っています。 

  その中で、行政職員10名に対して、ここにご

ざいます15名ということでもございますが、実

際には採用試験を昨年度行いまして13名、今の

ところ予定してございます。 

  それであと、行政職10名の退職者に対して３

名、今のところ増になるわけでございますが、

御承知のとおりいろいろ行政需要が多岐にわた

ってふえてきている状況でございます。その中

で定員管理計画に基づいてこれまで相当職員数

を減らしてきた中で、一方ではそれに応じて仕

事が減っているかというと、決して減っている

わけではない。今後も新たな行政需要が出てく

る。例えば子育て推進でございますとかいろい

ろな部門で出てきますので、新たな行政需要に

対応するためにこのたびそのような措置をさせ

ていただくということでございます。以上です。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

佐藤卓也委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） わかりました。 

  それでは、最後に109ページ、10の４の12、

いわゆるテニスコートの改修問題ですけれども、

きのうの市長の説明でその経緯についてはわか

りました。ただ、潤沢な財源があった中では許

されるかもしれませんけれども、6,800万円の

助成をｔｏｔｏからいただいたにしてみても、

１億1,600万にならんとする市債、市の持ち出

しというふうなものは非常に大きいと。委員会

所属が総務文教ではなくて、産業厚生というふ

うなことで、委員会で十分な審査がされている

というふうなのがわからない状況の中でぽんと

出てきた場合、すぐには納得できないというふ

うなものがあります。例えば、体育施設の改修

が今回のテニスコートを皮切りに体育館、陸上

競技場というふうなものにこれから年次を追っ

ていくわけですけれども、この３つの改修とい

うのはセットなんですか。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

佐藤卓也委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 体育施設の３施設につき

ましては、課の内部でもいろいろ検討を重ねた

ところでございます。きのう市長答弁でもあり

ましたように、まず優先順位としましては、体

育館の耐震化、それから懸案でありました陸上

競技場、それからこのたびのテニスコート、こ

の３つの体育施設についてはとにかく短期間の

うちに改修していこうというふうなことでござ

います。 

  ただ、社会教育課所管の施設、文化会館とか

いわゆる生涯学習施設もございます。そちらの

ほうもあわせまして、いわゆる大規模改修とか

耐震化とか、そういった事業について今後計画
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的に進めていきたいというふうなことでござい

ますので、ひとつ御理解のほどよろしくお願い

いたします。 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

佐藤卓也委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） 予算書の70ページ、６

款の農林水産業費の１項の農業費で、右の一番

下の青年就農給付金（経営開始型）3,750万、

この内容について教えていただきたいと思いま

す。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 この事業につきましては国の

事業でございまして、これから地域農業を担う

担い手が不足していると、また一方では、高齢

化を迎えてきているというふうなことの対策と

いうことで、これから新たに農業を開始すると

いう方に対して事業計画を申請していただいて

対象となる事業でありまして、そのためにあら

かじめ人・農地プランというプランの中に位置

づけされる必要がございます。おおむね45歳ま

での農業者が経営を開始する場合ということで、

１名につき年間150万円の給付が受けられると

いう制度でございます。予算では25名の方とい

うことで3,750万円の計上をさせていただきま

した。以上です。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

佐藤卓也委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） 今の説明ですと、25名

の予定というか、１人150万円で25名というふ

うに話がありましたけれども、ことしの見通し

というか、農地もなければできないわけですし、

借りるとかそういうことに関してはどういうふ

うに考えているのかお聞きしたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 現在のところ16名の方が該当

しておりまして、この方は一旦認定になります

と５年間、毎年150万円ずつ受給できるという

制度でございまして、その伸びとして約10名ほ

ど、26年度においては10名ほどの潜在候補者が

いるのではないかということでの要求でござい

ます。 

  また、農地の集積についても、こういった今

後規模拡大したい、担い手となって農業を専業

でやっていきたいという方に当然優先的に農地

も集積していくというふうなことでございます。

以上です。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

佐藤卓也委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） 16名の方を今は予定し

ているようでございますけれども、これは今回

新しく学校とかそういうのを卒業する予定の方、

それとも全く今まで別の事業に就職していて農

家を始めるというかそういう感じの方、その辺

のところ説明をお願いします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 おおむね45歳というお話の中

には、やはりこれまでサラリーマン生活をして

いて、実家に戻られて経営を開始するという方

もございますし、また学生から即就農という方

もおられますので、その辺は幅を持った形の対

応になります。必ずしも卒業、即就農という方

ばかりではございません。以上です。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

佐藤卓也委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） 支援のほう、よろしく

お願いしたいと思います。 

  次に88ページ、８款土木費の雪対策費ですけ

れども、道路の除排雪業務費が３億1,800万何

がし載っていますけれども、ことしも３年連続

の大雪ということで、ここ３年間ほど毎年専決

処分で対応しているようですけれども、ことし

も総計では大体６億3,000万弱の数字になって
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いると思いますけれども、予算措置として毎年

補正というか、専決処分をやって補正やるとい

う、予算措置としてそういうやり方でよいのか、

その辺のところをお聞きしたいと思います。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

佐藤卓也委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 除雪費の御質問というふ

うなことでございます。 

  当初予算案については多少少なく見積もりま

して、その後、補正等によって増額するという

ふうなこれまでの状況でございます。 

  一つ雪に関しては、毎年毎年の気象状況で非

常にばらつきがございます。特に10月、11月に

なりますと気象庁のほうからこの冬の３カ月長

期予報というふうな形が出ております。それに

基づきまして予算関係を多少考慮するというふ

うな形になります。そのため、当初から冬期間

の雪のことを考慮して多目に見積もって出して

おくという形になりますと、その分ほかのとこ

ろにしわ寄せがなるというふうなことが懸念さ

れることでございます。そのために、長期予報

をまず最初に参考にします。その後、11月、12

月、除雪計画というふうな形でするわけですけ

れども、その段階でそれぞれの１カ月予報、あ

とそれからいろいろな状況等を考慮しまして増

額していくという形になるかと思います。 

  いわゆる11月について、12月についての除雪

費のかかった経費そのものについては確保しつ

つ、今後、本格的に雪が降る１月、２月、その

状況を踏まえまして追加していくというふうな

方策については非常に予算の使い方、現在に即

した形のものかというふうに考えてございます。

そのため特段の配慮をいただきまして、雪に関

してでは予算は柔軟に対応したいというふうに

考えてございます。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

佐藤卓也委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） わかりました。毎年同

じようなやり方でこれからもやっていくという

ような回答に私は受け取りました。 

  次に、94ページの10款の教育費の教育総務費、

教育指導費、３番目の謝金の1,838万9,000円と

いう、この説明をお願いしたいと思います。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

佐藤卓也委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 学校教育指導事業費の謝

金について、内訳ということで説明させていた

だきます。 

  総額が1,838万9,000円というふうに高額なわ

けですが、項目としては細かいものまで入れて

12項目ございます。 

  一番大きい金額のものが地域コーディネータ

ーの謝金であります。これは学校支援地域本部

事業を使っての配置になるわけですが、各学校

１名ずつ14名配置しております。１校当たり

210日の授業日、全部ということで、総計が

1,722万5,460円となっております。これがほと

んどになります。 

  続いて、地域学校安全指導員、スクールガー

ドリーダーと申しておりますけれども、それ２

名、年間50日活動していただいていますが、そ

れの謝金がお二人で53万2,000円お支払いして

おります。 

  それから、来年度新しく、山大の教授による

小中学校の巡回相談をしていただくことにして

おります。保育所・幼稚園も含めて15回なんで

すが、それの謝金が１回２万円の15回で30万円

になっております。 

  それから、関連するんですが、特別支援教育

のコーディネーター研修会、これを来年度、計

画的にする予定になっております。戸沢村、大

蔵村、最上町、それから鶴岡市、４市町村が連

携して年６回、コーディネーター養成のための

研修会、これの謝金が９万円となっております。 

  それから細かいところの幼児教育の懇談会と

か、就学指導員会にお医者さんを呼ぶための謝
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金とか、教職員の全体研修会の講師とか、それ

から教育研究所があるわけですが、それの講師

の謝金、それからいじめのない学校づくり、県

の事業ですが、各２つの中学校区に来年度お願

いするわけですが、そこの事業の指導というこ

とで講師を２万ずつ５回ということで10万も入

ります。それからシンポジウムの謝礼、地域コ

ーディネーター用の研修会の謝礼、それから、

読書活動推進委員会を今年度完成したわけです

が、来年度も継続してその進捗状況等を見ると

いうようなことで、そこの委員の謝金というこ

とで、この細かいところの合計が24万1,000円

になります。それを合計すると1,838万9,000円

という金額になります。以上です。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

佐藤卓也委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） はい、わかりました。 

  95ページの教育費の教育総務費の右下のほう、

国際理解教育推進事業費で、職員給付が1,000

万ありますけれども、その次のページにも普通

旅費235万8,000円というふうにありますけれど

も、これについてはどのような事業をやってい

るのか教えていただきたいと思います。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

佐藤卓也委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 この普通旅費、いわゆる

ＡＬＴを配置している関係と普通旅費の内訳で

す。合計で235万8,000円になっているわけです

が、大きくはＡＬＴの。実は今、優秀なＡＬＴ

に来ていただいているんですが、ことし７月ま

での任期になっております。その関係でお二人

ともアメリカのほうに帰る、それから新しいＡ

ＬＴに来ていただくと、そういう関係の旅費が

帰国旅費、あるいは赴任旅費がほとんどになっ

ております。ＡＬＴの帰国旅費で、航空運賃も

含めてですが、これが例えば成田・デンバー間

なんていうとお二人で78万1,720円となってお

ります。それから同じように、どこからという

のはまだ決まっていないんですが、ニューヨー

クから成田までということで、これは82万

4,620円というふうになっております。それか

ら加えて、ＡＬＴが市内の学校に毎日行きます

ので、市内の交通費というようなことで１カ月

8,000円の12カ月、それのお二人分見ておりま

すので19万2,000円となっております。合わせ

ると大体このぐらいの金額になるというふうな

ことです。よろしくお願いします。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

佐藤卓也委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） 次に、104ページ、教

育費の社会教育費、５番目の市民文化会館です

けれども、今回の委託料4,064万2,000円という

ふうになっていますが、昨年ですと3,570万何

がしですけれども、500万近くふえた理由は何

ですか。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

佐藤卓也委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 文化会館の指定管理料の

増額分につきましては、まず一つが消費税の上

乗せ分、それからあとは電気料、それから燃料

費等の価格の増加分、あわせまして職員を１名

増員した分の人件費の増の部分でございます。

以上です。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

佐藤卓也委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） はい、わかりました。 

  あとは109ページ、先ほどは遠藤委員からも

話がありましたけれども、テニスコートの件に

ついて、私もまだもう少し議論が必要だと思い

ますので、もっと市民にわかりやすく説明でき

るような説明をお願いしたいと思います。 

  以上で私は終わります。 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午前１１時５６分 休憩 
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     午後 １時００分 開議 

 

佐藤卓也委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  午後より、代表監査委員髙山孝治君、農業委

員会会長星川 豊君より欠席届が届いておりま

す。 

  ほかに質疑ございませんか。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） 57ページの３款民生費

の児童福祉費の説明欄の下から５行目になりま

すけれども、民間立保育所運営費負担金１億

5,408万2,000円ですけれども、この範囲とか内

容とか詳細についてお伺いいたします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員

長、板垣秀男。 

佐藤卓也委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 民間立

保育所運営費負担金の件でございます。 

  この負担金につきましては、新庄で運営をし

ていただいております民間の保育所、２所ござ

いますが、そちらに対する負担金でございます。

基本的には運営に係る費用、それからいただい

ている保育料を差し引いた残りが運営費として

負担をさせていただいているというような格好

になります。以上です。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） そうすると、民間保育

所というのは何カ所ぐらいあるのか。（「２カ

所」の声あり）２カ所か。どうもありがとうご

ざいました。 

  それでは、次に移ります。 

  69ページの１項農業費、同じく説明欄の下か

ら10点目で、学校給食における地産地消促進事

業費補助金444万7,000円の内容とかその辺につ

いてお伺いいたします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 この補助金は、小学校及び中

学生の米飯給食にかかわる補助金でありまして、

平成22年度のベース635万2,000円、これの７割

の補助ということで444万6,000円ほど計上させ

ていただいております。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

いました。 

  これは週に１回とか２回とか、月３回とか、

その辺はどうなんでしょう。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 基本、週５回でございます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、79ページの商工費、１項商工費ですね。

説明欄のちょうど中ごろにインバウンド誘致キ

ャンペーン実行委員会負担金とありますけれど

も、内容とか目標とか、今どこの国をメーンと

しているのか、どのように進行しているかとか

今後の見込みなどお伺いいたします。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 インバウンド誘致キャ

ンペーン実行委員会負担金でございますけれど

も、目的といたしておりますターゲットとして

おりますのは、今現在は台湾のお客様を取り込

みたいということで考えております。昨年は市

民号と一緒になりまして台湾に100名ほど行き

ましてプロモーションしてまいりましたけれど

も、新北区といったところとも交流してまいり

ました。今年度はもう少し民間ベースでの活動

を促進したいというようなことで考えておると
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ころです。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） 見込みのお客様はどの

ぐらいの人数を予定していますか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 今年度でございますけ

れども、４月からでございますが、台湾、それ

から韓国・中国等もございますが、宿泊及び食

事の立ち寄りとか、これが今現在で322人ほど

になっております。来年はもっとふやしたいと

いうふうに考えております。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） ありがとうございまし

た。 

  86ページの土木費、４、都市計画費の説明欄

で上の欄の真ん中よりちょっと上なんですけれ

ども、先ほど歳入のほうでちょっとありました

けれども、住宅リフォーム総合支援事業費補助

金4,000万。歳入のほうの住宅費補助金との関

連をお伺いいたします。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

佐藤卓也委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 86ページ、木造住宅耐震

診断業務委託料ですね。この下ですね。住宅リ

フォーム総合支援事業ですね。これについてで

すけれども、歳入のほうで御説明申し上げまし

たとおり、この事業につきましてはリフォーム

補助金というふうな制度でございます。それで

一般分ということで3,000万、あとそれから耐

震改修分ということで1,000万、合計4,000万と

いうふうな形でございます。以上でございます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

いました。 

  そうしますと、審査に通ればこれは補助金を

受けられるということなんでしょうか。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

佐藤卓也委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 いずれにしましても、審

査が必要でございますので、この申請につきま

しては基準がございますので、その基準に基づ

いて審査するわけでございます。個々それぞれ

やり方が、いわゆるそれぞれの申請者の内容が

違いますものですから、この辺については御説

明したいと思いますので、御相談お願いしたい

と思います。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） ですから、相談させて

いただいて、審査が通れば受けられるわけです

ね。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

佐藤卓也委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 そのようなことでござい

ます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） ありがとうございまし

た。 

  次に、93ページの９款消防費なんですけれど

も、説明欄の一番下から２番目です。最上広域

市町村圏事務組合分担金の教育費が1,659万

6,000円あるんですけれども、どのような教育

をされているのか、内容などについてお伺いい

たします。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 委員長、柿崎

憲一。 

佐藤卓也委員長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲

一君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 最上広域事務

組合の分担金でございますけれども、この教育

費につきましては、最上広域の教育委員会の運
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営費、それから施設として教育研究センター、

設置してございますけれども、その人件費と施

設の運営費等々でございます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

いました。わかりました。 

  次に、97ページ、10款教育費１項教育総務費

の同じく説明欄で一番下の報償費39万3,000円、

各種大会出場奨励費60万3,000円とあるんです

けれども、この内容についてお伺いいたします。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

佐藤卓也委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 小学校教育振興事業費の

報償費、各種大会奨励費について説明させてい

ただきたいと思います。 

  これは小学校・中学校の各種大会の補助金と

いうようなことでしているところであります。

25年度に比べて27年度の金額、当初の予算に比

べて３倍ほどになっております。これは小学校

の分担奨励費なんですが、中学校のほうもまた、

３倍ほどにしていただいております。 

  昨年９月の決算の特別委員会のほうでいろい

ろ金額等について少ないんじゃないかというと

ころの御意見もいただいて、それを踏まえて提

案させていただいているところです。今年度の

見込みのところを基礎にして、来年度について

は新しく宿泊費、それから交通費、それから大

会参加料の半額を補助金のような形に見込んで

おります。加えて、現行の奨励金というような

ところを残しておりますので、大体今年度の実

績見込みで75％ぐらいのところを手当てできる

んじゃないかというところの金額の提案でござ

います。以上です。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） ありがとうございまし

た。 

  出場される選手の父兄の方から、例えば国体

とか県大会とかに出場される選手の、例えば市

役所の前に垂れ幕を誰々とか何とか書いてやっ

てもらえないかという声があったものですから、

この費用の中に入っているのかなと。前は垂れ

幕下げていましたね。その垂れ幕なんかは下げ

ることは可能ですか。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

佐藤卓也委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 市役所というか、市とし

てはその経費は来年度は見込んでおりません。

ただ、学校ごとに、学校のほうでいろいろなと

ころを捻出しながら垂れ幕を下げたり、あるい

は自作のところを掲示したりというようなこと

で子供たちを励ましているところです。以上で

す。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） よろしくお願いしたい

と思います。 

  以上で終わります。どうもありがとうござい

ました。 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

佐藤卓也委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） ３つ、４つ、質問をさ

せていただきたいと思います。 

  まず初めに、119ページ、債務負担行為支出

予定額の調書に関する件でお願いいたしたいと

思います。 

  この中に、真ん中ころに２つあります。かつ

ろく会の特老の補助金です。20年間で総額５億

7,000万円ほど補助金を出すという10年前の約

束に基づいて、ちょうど10年が経過したと。26

年度から11年目に入るという調書でございます。

この中身でここに記載されている金額、要する

にこれから10年間で支払う金額が載っておりま

す。10年分で元金プラス利子の２分の１と。そ
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の下のほうが、10年間で元利ともということで

載っております。 

  お聞きしたいのは、今年度支払い予定してお

ります金額です。というのは、２つ合わせます

と、これから合計10年間で支払い分が先ほどの

半分で２億6,500万になるようであります。と

ころが今年度の支払い額が2,743万。10年で先

ほどの金額を割りますと、支払い額が2,650万

になるのではないかなと私なりに計算しました。

ここで100万の違いが出ておりますが、それは

どういう計算の根拠でここの食い違いが出るの

でしょうか。お願いします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

119ページの債務負担行為の特別養護老人ホー

ム施設整備費補助金の関係の御質問でございま

すが、債務負担行為については、将来的に支払

う額をここに表示しているという形であります

が、償還計画の中身、年度ごとの償還額につき

ましてはそれぞれ異なっております。例えば平

成18年ぐらいの数値を見ますと、上のほうの福

祉医療機構の貸し付け分を2,263万円という額

でございますが、一番最終年度につきまして、

平成35年にはもう2,127万と。いわゆる元金と

利率を、県の補助金も入っているものですから、

そういう調整をしながら年度ごとの償還計画を

立てておりますが、いわゆる均等ではなく、そ

れぞれの積み上げという形で年次ごとに推移し

ていると。 

  さらに、その下のほうの民間金融機関からの

借り入れ分につきましても同様に、残高といい

ますか、償還補助金の額につきましては年次ご

とに変更しておりますので、単純に半分という

形にはならないということをまず御理解いただ

きたいというふうに思います。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

佐藤卓也委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） そうですか。この調書

ではちょっとその辺が酌み取れなかったもので

すから、確認したところであります。 

  これと関連しまして、市長の行政報告がござ

いました。かつろく会がことしの５月から新し

く着工して、27年２月に完成してというふうな

ことでありました。３階建ての15億の事業費と

いうところまで紹介いただきました。 

  今回、26年度の予算組みに当たって、かつろ

く会から先ほどの市長行政報告の内容について

の助成金とか補助金の依頼とかそういうものは

なかったでしょうか、どうでしょうか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 平成26年

度予算の中には計上しておりません。というの

は、第５期の介護保険事業計画を策定する際に

施設計画を立てるというふうな計画を持ったわ

けですけれども、基本前提としていわゆる実施

主体者が資金計画を捻出すると。基本的には

国・県の補助、それから従来のパターンどおり

自己資金と市中金融機関の貸付金によって行う

という資金計画をお願いしながら、それを了承

していただいて今回は施設建設をしていただい

ているというところでございます。 

  ただし、市中機関の貸し付けに伴ういろいろ

な制度ございますが、自治体がかかわっている

融資制度でふるさと融資財団がございまして、

そこで貸し付ける資金がございます。これは一

応市を窓口にしないと貸し付けができないとい

うところもありまして、さらに利子補給を新庄

市が一部といいますか、地方交付税をいただき

ながら負担するという制度もございます。今ま

でも何回もいろいろな地域関係の施設整備に関
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してはそういう資金を使いながら行ってきたわ

けですけれども、今回もそのふるさと融資につ

いては、全国的な融資のあり方としては可能か

というふうに検討はされているようですが、ま

だ実際、こちらのほうに申し込みは来ていない、

相談の段階では来ておりますけれども、そうい

う状況でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

佐藤卓也委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） わかりました。そうい

うふうなお話がございましたら、議会のほうに

もぜひお知らせお願いしたいと思います。 

  続きまして、次に予算書の38ページ、２款総

務費９目の電算管理費の説明欄の中ほどに社会

保障の税番号制で、その下にもあります。金額

は648万ですか。それから、その下のほうが518

万4,000円。この２つの内容について少し詳し

く御説明をお願いしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 電算管理事業費の中の社

会保障・税番号制度、この施行に伴う予算とい

うようなことでございます。２本並んでおりま

すが、御承知のように昨年５月に関連法案が成

立いたしまして、28年１月からこの制度が導入

されるというようなことになります。それに伴

いまして、来年10月からは番号を各家庭のほう

に、個人宛て全員に通知するというような作業

が入りますので、作業に入る前段といたしまし

て、まず初めにその業務内容が変わってくるの

に対応したシステム関係のほうの設計、あるい

は改良というふうなものが必要になってきます

ので、まずは第１弾として、26年度当初という

ことで計上できた分だけをここに表記している

ものでございますが、総務省関係と厚生労働省

関係、両方の分でございまして、対応するもの

が国庫補助金ということで、歳入のほうにも出

てきておりますけれども、それに基づく改修と

いうような形になりまして、交付金及び交付税

合わせて10分の10でやる事業というようなもの

でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

佐藤卓也委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） そうしますと、10分の

10ですから市の持ち出しはないと、そういうふ

うに理解してよろしいですか。補助金関係です。 

  ちょっと待ってください。それでもう一つで

すが、住民課にあります住基ネットとの絡みと

いうのは、これに影響ないでしょうか。どうで

すか。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 財源のほうにつきまして

は、上のほうの設計業務委託、こちらに関しま

しては中身が、システム設計が７本ございまし

て、総務省管轄、厚労省管轄と分かれますが、

厳密に言えば分かれた形の中で事業を進めると

いうようなことになるんですけれども、双方と

も３分の２の交付金が入ります。残り３分の１

につきましては交付税措置というような形とな

っております。 

  ２つ目の住基のシステム改修、これにつきま

しては10分の10の補助率というようなことにな

ってございます。 

  住基ネットワークのほうとの絡みにつきまし

ては、今、進んでいる状況の中で出てきている

分の改修ということになりますので、番号が個

人名の上についていくというようなことのシス

テムになっていく状況になりますので、それに

かかわるものが全て改良になるというようなこ

とになります。これはやっぱり住民基本台帳が

基本になってきますので、社会保障関係とか税

のほうにも及ぼす影響が大きいわけですので、

ここの部分のところから改修を進めていくとい

うようなことになっております。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
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佐藤卓也委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） わかりました。 

  次に、その下のほうの39ページ、11目の市民

生活対策費で説明欄の一番下に町内街路灯の電

気料関係が載っております。400万です。これ

は去年もおととしも26年度も変わりなく400万

ですが、これは各町内会に電気料として配分す

るんでしょうけれども、配分の仕方、少し教え

てください。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 街路灯補助金400万について

でございます。街路灯につきましては、町内会

に設置しております防犯灯の電気料、これをト

ータルして町内会から補助の申請というものを

いただきまして、その額の３割を補助するとい

うものでございます。以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

佐藤卓也委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） ３割補助。これはあく

まで電気料だけで、故障した場合の修繕費とか

そういうものは含まれていない。それは市のほ

うからの支払いは一切ないということですか、

確認です。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 街路灯の防犯灯の修繕という

ことでございますが、新設のときには町内会か

ら申請をいただきまして市のほうで設置をしま

す。 

  修繕につきましては、現在のところ町内会は

電気料金の補助のみということで対応させてい

ただいておりますので、よろしくお願いします。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

佐藤卓也委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 修繕費はないというこ

とですけれども、今、町なかを歩いてみますと、

日中に防犯灯の電気がつきっ放しという、故障

だと思います。例えばセンサーとかタイマーの

故障だと思うんですけれども、結構あります。

近い町内でしたから、私が話を聞いてみたとこ

ろ、わかっているんだと、電気ついていると。

しかし、切れたら、これは当然不便があります

ので直しますが、「ついている分については、

うちら余り電気料関係ないんじゃないですか」

ということでそのままになっているというのが

結構あるんですね。その中身を探ってみますと、

やっぱり町内会費が大変なんです。これらに対

しての修繕費というのが回らないと。そのまま

にしておるというケースが多いようなんです。

たまたま電力の方に話をする機会がありまして

言いましたけれども、電力のほうでも修繕義務

というのはないらしくてほったらかしのようで

す。ことしからＬＥＤのモデル事業もし、省エ

ネにかかわろうとしているさなかでありますの

で、ぜひこの辺の実態を把握していただいて、

何らかの対応をしていただくのが今の世の中に

合う考え方じゃないのかなと思うんですけれど

も、その辺は市としてどのようにお考えになり

ますか。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 町内会の防犯灯の維持管理上

の問題ということでございます。各町内会での

防犯灯の維持管理については町内会にお願いを

しているという状況にあります。器具の消耗・

損耗、そういうところで検討しっ放しという状

況が出ているかと思います。町内会の電気料金

の補助の機会を捉えまして「維持管理、よろし

くお願いしたいと思います」というふうなお願

いをしたいなと思います。というのは、照明の

明るくなる、暗くなるのセンサー、多分あると

思うんですね。それが汚れてきたりしている部

分もあるかと思うんですよ。その辺もあわせて

目配りをしていただいて、管理をしていただき

たいと思います。先ほど委員おっしゃいました



- 242 - 

ように新庄市、26年度からＬＥＤのモデル事業

から進めて、防犯灯ということで計画的に進め

たいというふうに考えておりますので、その辺

あわせてよろしくお願いしたいと思います。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

佐藤卓也委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） じゃ、よろしくお願い

します。機会を捉えて。 

  先ほども申しましたけれども、なかなか町内

会費ぎりぎりの線で会計していますし、１個修

理すると、やっぱり万近いお金がかかるそうで

す。それを捻出するのができない。１つや２つ

だったらいいんですけれども、ある町内におい

ては10基とか十何基とか、高額になるようです。

それでは省エネの理念に反しますので、きっち

りと話をしていただいて、どうにもならないと

いうのであれば、やはり何らかの手当てをして

いただきたいと、こういうふうな要望を申し述

べたいと思います。 

  次に、主要事業の15ページ、雪総合対策事業

です。雪に強いまちづくり事業ということで事

業内容をお聞きいたしますが、この中で、沖の

町・中山町線外流雪溝整備、330メーター、こ

ういうふうに載っていますが、整備する具体的

な場所をどこに考えているのか。 

  それから、この中で工事費が6,950万という

ふうになっております。このうちの流雪溝の整

備費のみでは幾らほどを見ているのか、まずお

願いしたいと思います。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

佐藤卓也委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 流雪溝の整備、沖の町・

中山町線外流雪溝整備工事、主要概要の15ペー

ジというふうなことでございます。 

  その中で、１つについては流雪溝整備という

ことで、これにつきましては常葉町地内です。

こちらから言いますと常葉町の西側の流雪溝、

あとそれから東側一部の流雪溝でございます。 

  それから、もう一つの工事費があるわけです

けれども、これにつきましては陸羽西線の指首

野川になりますけれども、トウメキ地区という

ことになります。あそこに取水を設けまして、

そこから常葉町・中山町のほうに水を引っ張っ

てくる、いわゆる取水樋門の工事でございます。

その工事で変わっているというふうなことでご

ざいます。 

  内訳についてですけれども、少々お待ち願い

たいと思います。 

佐藤卓也委員長 暫時休憩します。 

 

     午後１時３６分 休憩 

     午後１時３７分 開議 

 

佐藤卓也委員長 休憩を解いて再開いたします。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

佐藤卓也委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 失礼しました。流雪溝の

工事、沖の町・中山町線の流雪溝のほうの整備

でございますけれども、これにつきましては

3,200万ほどというふうな形でございます。残

りの分については樋門というふうな形になって

ございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

佐藤卓也委員長 沼澤委員に申し上げます。 

  予算書のページ数をおっしゃってから発言よ

ろしくお願いします。沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 関連します。その下の

ほうにあります沖鉄砲町の消雪、こちらのほう

は雪を流す側溝じゃなくて雪を解かす仕組みの

ようですけれども、これに関連する測量設計が

200メーター、500万円というふうに載っていま

すが、具体的にこの場所もわかればお願いした

いと思います。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

佐藤卓也委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 この事業につきましては、
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今年度新規で取り組む事業でございます。場所

につきましては沖鉄砲町線ということで、ちょ

うど鉄砲町の小内医院交差点から県道部分まで

の間、約200メートル、これの消雪のノズル関

係、あと水源関係の設計委託というふうなこと

でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

佐藤卓也委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） わかりました。一般質

問でも申し上げましたけれども、融雪溝関係の

整備というのが非常におくれていると。あのと

きの御答弁で、側溝の整備率というのは52％だ

と、まだまだいっぱい残っているというお話で

した。どうかこれらの整備をきちんと進めてい

ただいて、補助率も国から６割近い交付金をい

ただいてそれを活用してやっているようです。

もう少し工事量を上げて、なるべく早く100％

に近づくよう努力していただくようお願いした

いと思います。 

  その次、予算書もページを言えということで

すが、予算書の97ページ、小学校管理費、次の

100ページの中学校管理費、これに関連して主

要事業の概要のほうに戻ります。ここに小中合

わせてかなりの額、要するに２億3,000万とい

う予算を計上して、26年度一気にエアコン化、

要するに冷房化をしていくという事業のようで

す。１校当たり見ますと、10校ですので2,300

万を投資すると。学校の環境衛生を改善すると、

こういう内容でありますが、よく見てみますと、

児童生徒が直接恩恵を受ける教室というか部屋、

保健室、それと図書室のみのような気がします。

いろいろな検討はしたかと思いますけれども、

ここに至った経緯、ここでとどめたという経緯

があると思います。それをお聞きしたいんです。 

  余り申し上げたくないんですけれども、教職

員の関係するほとんどの部屋はきちんとここに

冷房化しているというふうにも見受けられます。

どのようにこの経緯になったんでしょうか。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 委員長、柿崎

憲一。 

佐藤卓也委員長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲

一君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 小中学校の空

調、エアコンの整備ということでございますが、

委員おっしゃったように、主要事業の概要のと

ころに説明申し上げておりますように、いわゆ

る諸室の中で保健室、図書室、それから教職員

の部屋等々、また給食をつくります厨房等、ど

ちらかというと特別教室等々になるわけですけ

れども、これにつきましては、まず初めてこの

事業を行うというふうなことで、どこを最初に

整備すべきかというようなことになりました。

そういう意味ではやはり保健室等、体調を崩し

た児童生徒の休養施設として、そういうところ

が最初になるんだろうと。また、図書室につき

ましては当然読書環境の整備、それから学びの

学習環境の整備というようなところでここを優

先してやりたいと。あと、私たちも庁舎の中で

は冷房がきいているところで執務を行っている

わけですけれども、先生方においても夜間の事

務とかございます。夏分のそういう労働環境も

考えまして諸室の整備を行うというようなこと

でスタートしたところでございます。 

  全国的な部分でいきますと、考え方が２つご

ざいまして、１つには児童のいわゆる体の発育

上といいますか、暑さに対する体力というふう

なものの視点、それから当然かなり暑くなれば

熱中症等々ありますので、それを防止すべきだ

ろうという視点があるわけですけれども、新年

度におきましては、まず第１弾としてこの諸室

を整備したいと。いわゆる普通教室等について

は今後どのようにするかというふうなものを検

討してまいりたいなというふうに思っておりま

す。第１弾ということで、新年度は諸室を整備

させていただきたいということで御提案申し上

げたところでございます。 
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８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

佐藤卓也委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 第１弾ということです

ので、26年度はそれでやっていただいて、その

効果を見ながら、第２弾はやはり子供たちの教

室、一般教室まで波及するような構想でお願い

したいなということを申し上げたいと思います。 

  最後に、予算書の109ページ、体育施設費、

先ほど来から私どもの会派でテニスコートの改

修についていろいろ御質問させていただいてお

ります。常任委員会の構成上、産業厚生常任委

員会に属しているメンバーはどうしてもこの中

身、協議会等で聞く機会が少なかったのではな

いのかなと、こういう思いがします。私はたま

たま総務のほうにおりましたので、いろいろな

中身をお聞きする時間もありました。ところが、

そうでなかった常任委員会もあるようです。ど

うかこの辺、先ほど午前中ですか、奥山委員も

おっしゃったように少し議論が足りなかったよ

うな気もいたしますので、きちんと議論できる

時間があればなということのみで私の質問を終

わりたいと思います。終わります。 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 最初に、42ページの２

款２項２目で賦課徴収費というのがあります。

ここで納税収納管理事務1,766万2,000円という

のがあります。未納の税金が多い人に収納対策

ということでお聞きしてまいりました。ほかの

議員の方に答えてきたお答えによれば、不動産

ということで預金だと思うんですが、預金の差

し押さえ、またタイヤロックということも今後

検討していくというお話でした。この影響は、

本当によいと考えているのか。預金の差し押さ

えやタイヤロックについて懸念されることはな

いのか。お願いします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 預金の差し押さえ、タイヤロ

ック等についての影響というふうな御質問でご

ざいます。 

  租税債権を回収するために必要があって差し

押さえするということで私ども考えております。

その際に、いろいろな財産の中からどれが可能

かということ、これを選択するという結果、そ

ういうふうな結論に至ったということになろう

かと思います。そういう意味ではこれは必要な

ことをやるというふうなことで考えております。 

  ただ、具体的に言いますと、タイヤロックと

いいましても、車の差し押さえ、すぐ引き上げ

てそれを公売にかけるというようなことではな

くて、タイヤロックをすることによって滞納者

の方とお話をする機会を設けると、そういう猶

予の期間も考えてのことでございますので、そ

の辺は誠実な話し合いに持っていくための有効

なツールであるというふうに考えてございます。 

  それから、預金の差し押さえでございますけ

れども、これにつきましては、まず、預金の原

資が何であるかということを私どもよく調べた

上で差し押さえするようにしてございます。例

えば給与が振り込まれた瞬間に差し押さえると

いうようなことは、私どものほうではそのまま

ではやってございません。預金通帳のほうに振

り込まれた時点で差し押さえ可能な財産という

ことになるわけですけれども、だからといって

その原資が何であるかということを見きわめず

に全て差し押さえようとするということはやっ

てございません。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） タイヤロックについて

なんですけれども、タイヤロックをやられた方

が、そのために仕事に行けなくなるということ

が想定されるわけですね。そうすると、仕事に

来ないということで首になるということがある
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わけです。簡単に仕事を失ってしまう可能性が

あるなと考えたときに、本当にいいのだろうか

というふうに思うんですが、もう一度、どう考

えるか、お願いします。 

  それから、原資が何か調べてからということ

の中身といいますか、どういう場合、給料が入

って、給料を振り込みしている方が多いわけで、

給料は生活費、特に少ない人であれば少ないほ

どそのまま生活費というのも考えられるんです

ね。そういうことを考えたときに、原資は何か

というのはどのような場合を想定しておられる

のか、どのぐらいまでならいいというふうに見

ておられるのか、あればお願いします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 まず、タイヤロックでござい

ますけれども、その滞納者の方が営業等で使っ

ている車でありましたら、これは差し押さえ禁

止ということで考えております。そうでなけれ

ば、これは可能と。 

  今、通勤に使う車が使えなくなって、その後

のお話をされましたけれども、そういったこと

は想定してございません。私どもとしては租税

債権を確保するためには必要な措置だというふ

うに考えておるということです。 

  それから、預金差し押さえでございますけれ

ども、原資という意味では、例えば給料であれ

ば通常、給料の場合に御本人分10万円、それか

ら生計を一にする御家族が１人４万5,000円と

いうのは差し押さえ禁止財産になっております。

給料そのものではなく、これが預金に振り込ま

れた場合であってもこの禁止財産には手をつけ

ないということで臨むということです。 

  それから、そのほか給与以外の原資がいわゆ

る遺族年金であるとかそういった差し押さえが

できないというものであれば、これは預金にな

っても差し押さえしないというようなことでご

ざいます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 差し押さえについての

ところはわかりました。 

  ただ、タイヤロックについてなんですけれど

も、車はやっぱり通勤にしている方は絶対に必

要な、ほとんど必要だと思うんですけれども、

そういう意味で、仕事ができなくなって首にな

ったということのないように注意していただき

たいということをお願いしたいと思います。 

  次に、53ページの３款の１の10で、臨時福祉

給付金１億1,000万円についてですが、生活保

護世帯はどうなのか、また、老齢年金148万円

を超える世帯はどうなのかを含めて説明をお願

いします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 臨時福祉

給付金の対象者ということで御質問いただいて

おりますが、今回の臨時福祉給付金につきまし

ては、消費税改定に伴う支援策ということで全

国的に一律で行われるという形になりますが、

ただいま御質問のあった生活保護受給者の方に

ついては、基本的に４月以降の生活保護費の改

定の中でその分の保障が見込まれるという見解

といいますか国の措置が来ておりますので、こ

のたびの対象者からは外れております。 

  あと加算措置というのがございまして、いわ

ゆる老齢基礎年金受給者につきましては一律に

5,000円を加算するという形になっております

ので、ただいまの額の上限なり区分というとこ

ろはございません。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 生活保護受給者は、臨

時福祉給付金は受けられないと。生活保護の基
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準がプラス2.9％ということが４月から行われ

るということで、これだけを見れば確かに消費

税分が生活保護費には上乗せされるのかなと思

われるわけですが、しかし、最近の生活保護費

の削減は、３年かけて最大10％の引き下げが行

われる見通しです。そういう意味で、子育て世

帯はマイナスになると思われます。生活保護世

帯は消費税増税等、生活保護費の３年間で最大

10％という引き下げなどでダブルパンチが来る

というふうに見ていますが、それについてはど

う見られているでしょうか。 

  それからまた、老齢年金148万円を超える世

帯についてなんですが、これは住民税が課税さ

れる世帯ということになるんじゃないですか、

税務課長。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 まず、生

活保護受給者の考え方でございますが、いわゆ

る生活保護基準改定、昨年８月支給分から行わ

れておりますが、順番としては、基準改定につ

きましては社会、他の消費状況に合わせた額を

改定を行ったというところで、今回の臨時福祉

給付金の取り扱いにつきましては、４月以降の

保護費の中にカウントに含まれるというふうな

御説明をいただいておりますので、ダブルパン

チという表現が正しいかどうかについてはちょ

っとお答えできませんが、国としてはそういう

対策を図りながら運用しているということで御

説明申し上げたいと思います。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 大変申しわけございません。

ちょっと聞き漏らした点がございましたので、

もう一度、御質問いただければと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 老齢年金が148万円を

超えた方は住民税が課税されてしまうのではな

いかということなんです。そうしますと、決し

て多くはない収入の中で暮らしておられる方が

臨時福祉給付金などが受けられないと、消費税

増税だけが来る、年金の引き下げを合わせると

これもまたダブルパンチで、消費税増税で手当

てを受けられないことなどで打撃が大きだろう

なと想像するんですが、どうかということなん

です。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

の老齢年金受給者の基礎年金受給者の取り扱い

の関係でございますが、確かに今回の臨時福祉

給付金の該当になる方につきましては、市町村

民税の均等割が課税されていない方という扱い

がございます。さらに、先ほど私が申しました

のは、その中で老齢基礎年金を受給されている

方については5,000円の加算があると御説明申

し上げましたが、ただいま佐藤委員から、いわ

ゆる低額という表現は申しわけございませんが、

少ない年金の中でも保障してあげていいのでは

ないかというふうな御意見でございますが、今

回、主要事業のほうにも出しておりますが、臨

時福祉給付金の支給対象者として新庄市として

は8,877名ということでございます。全体で４

万弱おられますので、４人に１人というふうな

状況になりますけれども、これは子供も踏まえ

てという形になります。ですから、かつての一

律に支給される給付金とは全く扱いが違うとい

うことでございます。 

  ですから今回、簡素な給付措置ということで、

当初は簡便な措置ということで行われる予定で

ございましたが、名前を臨時福祉給付金という
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ことで、一定の所得制限をかけながら行われて

いるということでございますので、この辺の御

理解をいただきながら我々も進めていきたいと

考えておりますので、よろしくお願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 臨時福祉給付金という

のが、もらう人は少しほっとするものがあるわ

けなんですけれども、でも、低所得の世帯の方、

あるいは何かのそういった方々が受けられない

まま消費税増税だけ、あるいは年金引き下げだ

け、そういうつらい思いばかりさせられてしま

うだけの人も出てくるということで、しかもこ

の給付金は１回だけですから、消費税増税をカ

バーするものには全くならないなというふうに

感じるものです。 

  また次に行きますが、54ページの３の２の１

で、放課後児童対策事業委託料が15万円プラス

になっております。学童保育指導員の処遇改善

について関係があると思うんですが、どのよう

に見ておられるでしょうか。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員

長、板垣秀男。 

佐藤卓也委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 放課後

児童対策事業委託料のことだというふうなこと

でよろしかったでしょうか。 

  今、委員の発言の中で処遇改善というふうな

ことが出たんですけれども、放課後児童対策事

業委託料につきましては、これはいわゆる放課

後児童クラブ、そちらのほうに対する委託料で

ございます。今現在、新庄市のほうで３カ所、

中央、日新、それから北辰と、放課後学童クラ

ブを市の社協のほうに委託して行っているとい

うふうなことなんですが、そちらのほうに対す

る委託料というふうなことでございます。いわ

ゆる処遇改善につきましてはまた別事業という

ふうなことでなってございますので、この委託

料に関しましては、処遇改善というふうなとこ

ろは特に含んでございません。以上でございま

す。 

佐藤卓也委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後２時０３分 休憩 

     午後２時１３分 開議 

 

佐藤卓也委員長 休憩を解いて再開いたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 94ページの１の10の３

ということで、謝金1,838万9,000円というのが

載っております。先ほどこの説明の中で、地域

コーディネーターの人件費ということで1,722

万円が含まれているというお答えをいただいた

ようです。その地域コーディネーターの役割、

効果をどう捉えて26年度は向かおうとしている

のか、お願いします。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

佐藤卓也委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 学校支援地域本部事業に

よる地域コーディネーターの配置による成果を

どう捉えて予算化しているかというふうな御質

問です。 

  この事業は、地域コーディネーターとしての

配置は24年度からですが、その前も国の図書館

にかかわる事業として継続、18年度以来、図書

館教育、図書館活動の充実ということで市のほ

うでは力を入れてきているところです。この地

域コーディネーターというのは、一つは図書館

員として常に図書館にいると。人のいる図書館

ということで、整備はもちろんですし、貸出業

務等で子供の図書利用の充実というか、増加に

つながっております。 

  加えて、そもそもの学校支援地域本部事業と
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いうようなことで、地域のボランティアを学校

に導入する、学校で地域の人材を活用するとこ

ろの窓口、コーディネーターとしての役目も持

っております。両方とも市のほうでは大変効果

を上げて、また学校のほうでも大変いい配置を

いただいているというようなところの評価もい

ただいているところです。したがって、来年度

も同じような形で１校に１人、地域コーディネ

ーターを配置できるような予算の、この学校支

援地域本部事業の補助事業を活用しながらです

けれども、配置を提案させていただいていると

ころです。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） この間、図書館に行く

機会がありまして、見させていただいて驚きま

した。前、図書館といいますと、鍵をかけてい

たりしたことがあって、子供たちが図書館とい

うのは利用できないような雰囲気がありました

けれども、今は学校に行ってみますととてもき

れいに整備されておりまして、分類されていま

した。分類というのは市の図書館でしか私は経

験がなかったものですから、０から９というこ

とでありました。 

  そこで、うちの子供がですけれども、１年生

なのに教科書等の調べの延長で図書館に行って

相談したそうで、その結果、小学校の教科書の

問題をさらに延長させて文章を書いたりしてい

まして、これは特に小学校４年ごろから自分で

調べるということが勉強になるんだそうですが、

図書館が分類されていないとそういう調べ学習

ができないそうなんです。私の昔の経験でいく

と余り分類されていなくて、よくわらないとこ

ろに何があるかよくわからないけれどもいっぱ

いある図書館等だったらなかなか調べにくいで

しょうけれども、あのように０から９というふ

うにきちっと分けられて、そういう仕組みを知

っている人がやれば違うんだなということを改

めて感じたんでした。そういったことを全ての

学校図書館の先生方、関係している方がそうい

う考えを、あるいは研修を受けていれば、小学

校の子供たちにとってあるいは先生にとって非

常に支援になる調べ学習の子供の力がつく、自

分から学ぶ力がつくなと感じたんです。そのこ

とを考えたときに、やはりそういったことを研

修して図書館運営できる専門の司書って、もし

かしたらやっぱり必要なんでないかなと感じた

んですけれども、そういう視点は市としては持

っていらっしゃるのかということでお聞きしま

す。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

佐藤卓也委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 委員おっしゃるとおり、

本当にそういうような方向で今実際に地域コー

ディネーターがその仕事をしておりますし、か

つ来年度もそういうふうなことを期待して配置

するところです。 

  今は地域コーディネーターというのは、この

事業を活用して有償ボランティアのような形で

しております。実を言うとボランティアなので、

報酬も謝金というような形の位置づけ、社会保

険なんかもつきません。そういうようなところ

はあるんですが、この事業がある限り、いわゆ

る地域コーディネーターの先生方は、この事業

の前からもこの仕事に取り組んで研修を積んで

いらっしゃる方がほとんどなわけですので、そ

ういうふうな図書分類法はというのはもちろん

ですけれども、お互いに研修しながらそういう

ふうな仕事ができるようにというようなことで、

研修を積みながら進めているところです。県の

研修会なんかにも行ってスキルアップを図って

いるところです。 

  当面はこの事業を活用しながら、また何か文

科省の制度変更等で学校にそういうふうなとこ

ろの図書、司書のような形の配置ができるよう

になれば別なんですが、当面はこういうふうな
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形でできる事業を活用しながら図書館員、地域

コーディネーターの配置を考えていきたいなと

いうふうに考えております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ありがとうございます。

ぜひ子供たちのために、先生たちのために続け

ていただきたいなと思います。 

  次に、86ページの８の４の１、住宅リフォー

ム助成、4,000万ということで拡大されており

ます。これの効果、期待するところ、また足り

なくなったらふやすとか拡大するとか、そうい

う考えはないか、お願いします。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

佐藤卓也委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 住宅リフォーム補助金、

この制度は非常に評判がよくて、いろいろ利用

してもらっております。 

  まず、実績ですけれども、住宅リフォーム補

助金の一般分、これにつきましては今年度190

件ほど予想で入れております。それで2,779万

円ほどの補助を行ったというふうなことでござ

います。 

  それからもう１点、耐震改修分、これにつき

ましては25年度２件ということでございまして、

240万というふうな形でございます。特に一般

分の住宅リフォームにつきましては、前年度24

年度で168件ということで、2,400万円ほどとい

うふうな形で、これにつきましては非常に、大

工さんの口コミといいますか、そちらから話を

聞いてということで利用者数がふえているとい

うふうなことでございます。これについては、

財源といたしましては県補助が100％というこ

とで、全て100％県費のほうで賄っているとい

うふうな事業でございますで、これにつきまし

ては継続していきたいというふうに考えてござ

います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 住宅リフォームという

のは、地域の建設関係の仕事をなさっている中

小・零細の方々の仕事につながると思います。

そういう意味で、沖縄のある市のところでは住

宅リフォームを個人住宅だけでなくて店舗とか

倉庫とか車庫とか、これは小さいものにしてい

るのかもしれませんが、そういうふうにしてち

ょっと広げているそうです。そうしたところ、

この不景気の中で市の市民税というか、入るお

金がふえているという、収入・所得がふえてい

る話なんです。国のほうの制度でふえたんでは

なくて、市の財政もふえたというようなことも

言っていました。 

  ということで、何が市でできるか、経済対策

と考えたときに、私はこの住宅リフォームにち

ょっと力を入れて広げて、地元の業者の皆さん、

大工さんなどの仕事をもっと広げるように拡充

してもいいのではないかなと思うんですけれど

も、どうでしょうか。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

佐藤卓也委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 確かにこの補助金を使い

まして、住宅関係ですので、いわゆる公共事業

とはまた別に経済効果が図られるというふうな

形で考えてございます。ただ、この趣旨そのも

のについては、住宅のリフォームというふうな

形になっています。いわゆる部分補修、あと省

エネとか高齢者に配慮した住宅、あともう一つ

大きな意味合いがあるのは、この補助金の中で

県産木材を使用した場合、これについても対象

になっております。そのために、自分が住むた

めの住居をリフォームとするというふうなこと

を対象といたしております。あと省エネ、バリ

アフリー等、あと克雪も含んでおりますので、

住居というふうな形の自分の住むための家屋と

いうふうなことでございます。以上でございま

す。 
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１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） どうもありがとうござ

います。この住宅リフォームを、私としては足

りなくなったらぜひふやしていただいて、地域

の独自の仕事おこしということで広げていただ

きたいということでお願いして質問を終わりま

す。 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

佐藤卓也委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） 平成26年の予算の中で

私なりに見てみましたが、どうしても納得いか

なくて、26年の予算としてはふさわしくないと

いうふうな箇所が２カ所ございます。多くの委

員の方々が質問されまして、複数質問されたん

ですが、２カ所の１カ所目は学校の空調、もう

一つは皆さんが言っているテニスコートの２カ

所でございます。これから質問いたします。 

  97ページの２の１の学校管理費の工事請負費

の中に入っているわけですね。それから、小学

校・中学校分かれていますので、100ページの

３の１の工事請負費9,673万、ここに空調が入

っているわけですね。 

  先ほども沼澤委員から質問があったんですが、

教育委員会が固執しているように私からは見え

るんです。なぜかというと、今、建設中の萩野

の一貫校も設置する箇所が同じなわけですね。

なぜここまでこだわるのかと不思議に思うんで

すよ。子供たちがいるところはほとんど空調設

備なし、それで大人が常にいるところは全部エ

アコンが入ると、こういうふうな学校の環境で

果たしていいものかどうか。私は逆だと思うん

ですね。大人がもう少し我慢して、子供たちに

快適な環境を与えるべきだというふうに思うん

ですけれども、私の考えが間違ったらば、これ

は訂正しなければならないんですが、市長の施

政方針でもおっしゃいましたね。学校教育環境

整備の一貫としてエアコンを小中学校に取りつ

けるんだと、快適な教育環境をつくっていきた

いと、こういうふうに言っています。この箇所

に対してはどなたが最終決定、権限を持ってこ

れでよしとなったんでしょうか。市長ですか、

それとも教育委員長ですか、教育委員会の例会

の中でこれを審議して、これでよしというふう

にどこでなったんですか、これ。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 委員長、柿崎

憲一。 

佐藤卓也委員長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲

一君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 空調設備の設

置の経過というふうなことかと思います。 

  近年、猛暑に対する対応として、こういうふ

うに空調、エアコンを整備するという一つの流

れがございます。 

  全国的にその辺のところを見た場合どういう

ふうになるのかというようなことになるわけで

すけれども、それでいきますと、やはり先ほど

申し上げたような２つの考え方があると。どっ

ちがよくて、どっちが悪いということでなくて、

そういう視点があるというようなことはまず御

理解いただきたいと思います。 

  それから、この空調設備、いわゆる普通教室

でなくて、保健室等々をまず整備するというよ

うなことで決定して、今回、当初予算に御提案

申し上げているわけですけれども、一つは夏休

みの期間があるというようなこともございます。

夏休み、７月下旬から８月下旬までのかなり暑

い期間については、子供たちは学校に来て学ぶ

というようなことがないわけですので、その辺

のところも加味しまして、必要となる期間につ

いては６月下旬から９月、残暑の期間まででし

ょうか。というわけで、保健室というのが一番

最初に話が出てきたというようなことで、体調

を崩した児童生徒への対応というようなことで

は、まずここが最初なんだろうというようなこ



- 251 - 

とになったわけでございます。 

  教育委員会の施策の中にはさまざまな施策が

ございます。その中で熱射病等のそういうふう

なものに対する対応というようなこともござい

ますけれども、やはり全体の中でどれを最初に

推進していくべきかという判断の中で、今回は、

学校全体の空調ということでなくて、第１弾と

して保健室等々を整備したいということで決定

されてきたということでございます。当然当初

予算の提案の内容につきましては教育委員会に

提案申し上げまして、教育委員会の中で審議し

て決定していただいたということでございます。 

  そんなことで、全国的にやはり整備していな

いところもございますし、整備しているところ

もございます。郡内的には最近の情勢として１

校１校といいますか、小学校は１校、中学校も

１校というふうな状況になってきていますので、

そういうところにおいては、財源的な部分もご

ざいますので整備しているという状況もあるよ

うでございます。ただ、新庄市においては14校

というようなこともありますし、全体の事業の

中で優先順位、緊急度等もあわせながら判断し

た結果、こういうふうな形でまずは整備させて

いただきたいというようなことで御提案申し上

げているところでございます。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

佐藤卓也委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） 新庄市の教育委員会は

おかしい。私が調べた限り、郡内、調べました。

新庄みたいなことをやっているところはどこも

ない。たった１カ所、大堀小学校だけありまし

た。職員室と図書館。あとはこれの反対です。

それから新しく統合とかになって建てた割合新

しい学校は全部入っています。萩野みたいなと

ころが１カ所もない。そういうことを考えまし

たか。周囲を見て決めたんですか。 

  子供たちを何だと思っているの。少子化対策

なんて一番日本で重要な部分の問題を抱えてい

るときにこういう子供の扱いしていいんですか。

何です、この新庄市の教育委員会は。私が学校

につけろと言ったって同じようなことをやって、

少し頭を回転してみたらどうです。よそも見て、

みんながこうやって、全国的にこういうふうな

傾向にあるというんだったら私は文句つけない。

やっていないんですよ、私調べたら、この辺だ

けでも。そういうことを調べたんですか。市長

はどこまで教育委員会に関与できるか私はわか

りませんけれども、最終的には了承してこの予

算にのっけたというふうに思うんですね。 

  委員長、あなたも校長経験者だ。もう一回学

校に帰ったと考えて、エアコンのきいた校長室

に、子供たちはないところにいて熱中症にかか

ったらどういうふうに、いい気分ですか。何と

も思いませんか。どうでしょう、もう一回学校

に帰って考えてみてください。 

武田一夫教育長 委員長、武田一夫。 

佐藤卓也委員長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 まず前段に、よその地域を見て

この事業を起こしたのかというようなことに対

して私のほうからお答え申し上げたいと思いま

す。 

  東北６県で組織する東北都市教育長会という

のがございます。その教育長会でいろいろな議

題を持ち寄って協議をするというような場がご

ざいますけれども、その中で私も新庄市から、

いわゆる積雪・寒冷地における学校の冷房施設

の必要性というような部分について協議題とし

てありました。これは一昨年度だと思うんです

けれども、そのときの大方の市の意見を集約し

ております。ほとんどやっぱり普通教室に冷房

設備を入れる考えはないというふうなことがあ

りました。その理由として１つは、やっぱり莫

大な経費がかかるということがありました。も

う１点は、子供たちに耐性をつける、いわゆる

耐える力というようなものも必要なんじゃない

かと。教室だけが冷房環境にあっても、一旦外
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に出ればかなり温度差、ギャップがあるという

ようなことで、子供の健康を損ねるというよう

なこともあるんじゃないかと。特に夏休みの存

在というのがありました。子供たちは一番暑い

時期には夏休みで涼しいところにいることがで

きる。そういうふうなこととは逆に、教職員は

夏休みも勤務があります。私どもも冷房の設備

の中で事務をとっていますけれども、今までは

学校の先生方は暑い中で戸をあけながら勤務を

するというような状況があったというようなこ

とで、今回の決定に至ったところでございます。

萩野中学校も同じようにそういうふうな考え方

のもとに整備をしたと。 

  ただ、こういうふうな猛暑が何年続くかとい

うふうな部分もありまして、その辺の経緯は今

後見ていきましょうというふうなことで今回の

予算の提案になったところです。以上でござい

ます。 

山村明德教育委員長 委員長、山村明德。 

佐藤卓也委員長 教育委員長山村明德君。 

山村明德教育委員長 それでは、発言の機会をい

ただいてありがとうございます。 

  大分空調設備の件について、学校に戻ったら

どうだというようなことですが、私は子供が多

く集まるところならばいいのかなと。例えば図

書館、あるいは保健室。職員室についてはやっ

ぱり先生方が夏休み、暑い中で仕事をする。子

供を中心に考えれば、どっちかというとやはり

耐える力をつくりたいというのが現場の願いで

す。ですから、こういうふうな考え方で、これ

から気温というか天候がどうなるかわかりませ

んけれども、現状ではこの予算のとおり、教育

委員会ではそんな設置場所を考えました。これ

からだと思います。これからさらに暑さが続い

た場合には検討していくという、そういうふう

な考え方ですので、御理解いただければと思い

ます。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

佐藤卓也委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） 体を鍛えるためだった

らば、じゃ冬ストーブつけないほうがいいんじ

ゃないですか。そのほうがぐっと鍛えられるん

じゃないですか。みんな外套を着ていれば寒く

ないんだから。そういうこと言ったら、だった

らば一般教室につけたところをどういうふうに

評価するんですか。それはおかしいよと言うん

ですか。子供たちは体を鍛えるために、暑さも

しのげるように、寒さも同じように耐えられる

ようにすべきだから、暖冷房はすべきでないと

新庄市教育委員会では助言するんですか。そう

なりますよ。同じレベル、同じ状況でやはり教

育というのはあるべきじゃないですか。自分た

ちはいいことばかりして「お前たちは鍛えろ」

なんておかしくないですか。それが教育者とし

てのやり方ですか、いい方法ですか。それで子

供たちがよく育っていけばいいですよ。そうい

うふうな差別を小さいうちからさせられて、今、

一般家庭だって、うちに行けばエアコンのない

ところなんてほとんどないでしょうが。子供た

ちだって、夏休みだって、みんなエアコンのあ

る涼しいところに行きますよ。外でなんて遊ん

でいるの誰もいない。暑いのが嫌いなんだ。耐

えられるか、耐えられないか、それはわからな

いけれども、そんなところにいないって、大体。

休み中ずっと歩いてみて、子供たち、外で三十

何度のとき遊んでいますか。みんなスーパーと

かなんか、エアコンのあるところに行っている

んじゃないですか。鍛えるなんて、そんなの学

校で鍛えなくたって幾らでも鍛えられる。だか

らこれ、逆だからね。父兄から文句来るよ、絶

対来るから、見なさい。自分たちばかり何だや

と。そのときどういうふうに答える。今みたい

なことを言って説得するんですか。父兄、納得

すると思いますか、教育長。俺はそれはないと

思うよ。まあいいや。私はそれ逆だと思う。大

人たちが我慢しても子供たちはやっぱり快適な



- 253 - 

環境で育てて、優秀な人間を育成していくとい

うのが教育じゃないかなというふうに私は思い

ますよ。そんなところでいじめたって何もなら

ないと思う。考えは違うんだから、そう言った

って、俺の考えと一緒にしろなんて言ったって

できないからいいんだけれども、俺はやり方と

してはおかしいよ。ほかも全然やっているとこ

ろ、教室がないというんだったら私は何も言わ

ない。だけれども、調べるとあるんだもの。や

っているんだもの、同じく積雪・寒冷地で。教

育長はどこでどういうふうに聞いたか俺知らん

けど、あるんです。 

  もう一つ、これを終わってテニスコート。

109ページの10の４の12か、工事請負費ありま

すね。主要事業の概要では20ページか。これ皆

さん質問して、私が聞きたいのは、私らの常任

委員会に、協議会開いて話になったのが12月11

日、これが一番先ですね。その前も私聞いたこ

とないので、いきなり何かなというふうな思い

で協議会に出ました。体育施設の改修なんてい

うのは全然どこからも聞こえてこなかったんで

すよ。一番私が頭にあったのが体育館の雨漏り

ですね。もう何年も前から雨が漏っていてどう

しようもない。行ってみるとみんなバケツ何十

個も用意していて、降ったら置いてあって、そ

の中で練習していたんです。これじゃいつまで

もだめだなというふうな思いはずっとあったん

ですね。テニスコートの話は全然私、聞いたこ

とないんですね。 

  ところがここ、要望書があって、それに応じ

たと。皆さんもほかの委員の方々もおっしゃっ

ていたんですが、余りにも予算化するには早過

ぎるんじゃないかと。この要望書が25年９月２

日ですね、こうありますけれども、そこからス

タートしてもｔｏｔｏの了承を得るまでも非常

に早過ぎるんですね。設計が従前からあったと

いうふうな課長の話なんですけれども、それも

また不思議だ。予算化できるかできないかわか

らないものを設計し、つくっておくなんていう

のはちょっといただけない話なんですね。 

  それで、できるところからやれというのはわ

からなくもないんですが、この要望書にも８面

欲しいと言っているんですね。１面に対して６

面じゃ話にならないんじゃないですか。要望も

聞いたことにならないでしょう。県大会レベル

の場所が欲しいというんだから、だったとすれ

ば、プールを壊しても駐車場するんでなくて、

コートつくったらどうでしたか。その場所もと

れると思うんですよ。4,400万かければ２面は

つくれるでしょうがと思う。プールを解体して

できませんか。その試算やったことないんです

か。そういう考えは持たなかったですか、課長。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

佐藤卓也委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 テニスコートの改修につ

きましては、確かに委員ただいまおっしゃいま

したように、いわゆる50メータープールの場所

に配置できないか、いろいろ検討を重ねたとこ

ろでございます。 

  全体的な配置上、やはり西側に１面ふやすと

いった形が一番形の上としては改修費用もかか

らないということで、ただ、駐車場の部分、野

球場の関係者がとめる駐車場がかなり削られる

部分がございますので、きのうも答弁申し上げ

ましたように、いわゆる50メータープールにつ

きましては、ただ利用していないというだけで

はなくて、水が張って危険性があると。あわせ

て、不足分の駐車場整備もあわせて行うという

ふうな形、全体の中でお示ししましたあのよう

な計画になったところでございます。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

佐藤卓也委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） 新庄市のやっている施

設整備は皆半端なんですよね。野球場にしたっ

て、でき上がってみると使い物にならないとこ

ろばかり。ここに１億8,000万もかけてやって
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もまだまだ県大会できないじゃないですか、こ

の要望書を見ていると。だから半端でしょうが、

６面じゃ。あの近辺に駐車場なんかいっぱいあ

るでしょうが。わざわざプール壊してそこを駐

車場にしなくたって。野球場側、陸上競技場側

にも駐車場だらけでしょう。何、今あそこのす

ぐそばに駐車場つくらなくたっていいんじゃな

かったですかや。変えてみたらどうですか、設

計。4,400万の金額の範囲内で。足らないとき

は補正予算、議会で認めますから、やってくだ

さい。こういう考えないですか。８面にしなき

ゃだめですよ、これ。また半端になるよ。何も

できない。武道館にしたって何にしたって、体

育施設ずっと眺めてみなさい。みんな半端で何

もできない。陸上競技場だって大会できないし、

公認にならないから。フィールドなんか雨ちょ

っと降ると全然排水しなくてぐちゃぐちゃ。中

に入っていけない、そういうものばかりつくっ

ているんだ、新庄市は。考えない。８面できま

せんか。今回はこれ認めますから、その範囲内

で、あと２面足して８面にしなさい、駐車場な

んかやめて。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

佐藤卓也委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 ８面にして県大会を誘致

という委員のおっしゃり方、非常にありがたく

思います。 

  基本的には真室川のほうに８面のコートござ

います。まず一つの考え方といたしまして、い

わゆる新庄市民のテニス利用者、ソフトテニス、

それから硬式のテニス、その利用者が今現在、

これまで昨年、今年度、平均しますと大体年間

で4,300人ほど利用してございます。そういっ

た市民の活用という部分に重点を置いたところ

もございます。いわゆる小中高の利用、それか

ら一般の方の利用。このたび夜間照明灯の設備

も設置する予定でございますので、そういった

ことから真室川との競合という部分もございま

すし、あくまでも市民の健康増進、それからテ

ニスの利用者の利便性といいますか、そういっ

たところをまず第一に考えたところでございま

すので、ひとつ御理解のほどをよろしくお願い

いたします。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

佐藤卓也委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） 少し頭をやわらかくし

て融通きくような体制とってください。決めた

からこれ以上はできないんだなんて言わないで、

できるものはやって、やはり将来に向かって有

効的ないいものを、よかったなと喜ばれるよう

なものをつくっていかなければ、せっかくこれ

だけの金を使って薄半端ではどうしようもない

じゃないですか。逆につくってやって後で批判

来るようだと「何だ、これ」なんて言われたら

おもしろくないんじゃないですか、課長。私だ

ったらそうしますな。今晩から検討してくださ

いね、うちに帰ってね。これは終わり。 

  次、61ページの４の１の１のがん検診推進事

業費、ここでがん検診の業務委託料に287万

9,000円というふうになっていますね。 

  がんですけれども、いろいろながんがあるん

ですが、そのための補助なんですが、その下の

２の予防費の中の予防接種業務委託料で6,380

万8,000円、これがありますね。これと数字を

比べればはるかにがんのほうが少ない。恐らく

インフルエンザかなんかの予防接種だから、ほ

とんどこの数字からいけば多いんじゃないかと

思うんですが、病気になったら一番治療費がか

かるのはがんですね、間違いなく、誰が言って

も。そして一向に減らない。国でも問題になっ

ていて、一旦かかればなかなか治らない。がん

細胞をやっぱり持っているから、一旦死滅させ

たと思ってもいつかはまた出てくるんですね、

がんというのはね。そういうふうになっていま

す。最終的に日本人は２人に１人はがんになる

んだというふうなことを今言われています。実
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際かかった人も、おさまってもまた再発すると

いうケースがほとんどですね。ということは、

その間、治療費がかかる。それで給付費がかか

ればこれが保険税に影響してくる。今回も上げ

ざるを得ないような状況になってきた。保険税

を下げるには病気にかからないようにしなけれ

ばならない。ということは、この検診を徹底す

る、受診率を多くしていく、受けやすいように

していくというのが必要になってくると私は思

うんですね。 

  がんの場合だと５年ごと、５年たたないと受

けられない。補助をくれないようになっていま

すけれども、これ前も言ったことあるんだけれ

ども、５年じゃちょっと長過ぎるんじゃないか

と。１年と言って、がん検診は１年ごとにやり

なさいよ。若い人は半年に１回やりなさいよと

言っているんですよ。だとすれば、４年は余り

にも長過ぎると私は思うんです。とにかく市民

は病気にならないようにしなければ、なるたけ

かからないようにしなければ保険税はどんどん

上がっていく一方だと私は言っているんですよ

ね。ですから、これの対策事業というのはもっ

ともっと重要になってくる。受けた人をカバー

するんでなくて、受けないように、病院に行か

ないように、医者にかからないようにするのが

仕事だと私は本当に言うんですよね。違います

か。何か特にそういうこと、これから事業化す

ることを考えたことないですか。それから４年

に１回というのをもう少し短くするとか、必要

な人は自由に受けさせるとかというような方法

を考えられませんか。時間がないので以上で終

わりますが。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 がん検診については新田委員

からいつも御指摘いただきましてありがとうご

ざいます。 

  がん検診推進事業につきましては、子宮頸が

ん、乳がん、大腸がん、５歳刻みの事業でござ

いますが、がん検診に行っていただくための呼

び水ということで政府も考えております。 

  今回予算が少なくなった理由につきましては、

子宮がん、乳がんにつきましては５歳刻みで５

年間たったということで、対象が、子宮頸がん

は20歳、乳がんについては40歳に限定されたと

いうことで、昨年度と比べ予算が減少している

ということでございます。 

  また、そのほかのがん検診につきましては、

健康増進事業のほうでがん検診、予算を持って

おります。このがん検診推進事業につきまして

は、そういった対象者のみということで御理解

いただきたいと思います。 

 

 

散      会 

 

 

佐藤卓也委員長 以上をもちまして、本日の審査

を終了いたします。 

  次の予算特別委員会は、あした14日金曜日、

午前10時より再開いたしますので、御参集願い

ます。 

  本日はこれで散会いたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

 

     午後２時５５分 散会 
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予算特別委員会記録（第４号） 

 

 

平成２６年３月１４日 金曜日 午前１０時００分開議 

委員長 佐 藤 卓 也     副委員長 伊 藤   操 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   伊  藤     操  委員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  委員     ４番   佐  藤  卓  也  委員 

  ５番   石  川  正  志  委員     ６番   佐  藤  義  一  委員 

  ７番   奥  山  省  三  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 

  ９番   平  向  岩  雄  委員    １０番   小  野  周  一  委員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  委員    １２番   清  水  清  秋  委員 

 １３番   小  関     淳  委員    １４番   遠  藤  敏  信  委員 

 １５番   下  山  准  一  委員    １６番   新  田  道  尋  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   森     儀  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

社 会 教 育 課 長 森   隆 志  神 室 荘 長 伊 藤 忠 志 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 冨 樫 雄 二 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第３１号平成２６年度新庄市一般会計予算 

議案第３２号平成２６年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第３３号平成２６年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

議案第３４号平成２６年度新庄市公共下水道事業特別会計予算 

議案第３５号平成２６年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算 

議案第３６号平成２６年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算 

議案第３７号平成２６年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

議案第３８号平成２６年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第３９号平成２６年度新庄市水道事業会計予算 
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開      議 

 

 

佐藤卓也委員長 おはようございます。 

  議事日程に入る前に、市長より発言の申し出

がありますので、許可いたします。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

佐藤卓也委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 委員会の始まる冒頭に、きょう、

きのうとマスコミをにぎわしている件につきま

して御報告させていただきたいというふうに思

います。 

  ユネスコの無形文化遺産登録への動きにつき

ましては、昨年３月に文化庁から、市も加入し

ております国の無形民俗文化財に指定されてい

る団体で構成している全国山・鉾・屋台保存連

合会に対して打診があり、その事務局が中心と

なり、平成25年度の申請に向けて準備を進めて

まいりました。新庄市へは、昨年11月に資料等

の提出の要請があり、映像等を提供しておりま

す。また、文化庁からは、ユネスコの審査では

地域社会全体が無形文化遺産の担い手として果

たしている役割も重視されるということから、

先月末に提案に向けての同意書を市民の代表と

して市長名で提出しております。 

  今月６日に開催されました文化審議会におい

て、ユネスコへの提案が決定されました。これ

を受けて昨日の文化庁の発表となりました。文

化庁の発表によって本決定となるので、それま

では公表は控えるようにと言われましたので、

本日、議会への情報提供となったことをよろし

くお願いいたします。 

  今後の日程は、国の関係省庁の会議で政府と

しての最終決定を受け、３月末までにユネスコ

への提案書の提出となります。ユネスコで審査

され、登録となるわけですが、最短では来年の

11月となっております。市民の誇りでもありま

す新庄まつりが世界に向けて発信されれば、誘

客100万人に向けた大きな後押しになるものと

期待しているところであります。 

  以上、報告とさせていただきます。ありがと

うございました。 

佐藤卓也委員長 ただいまの出席委員は18名です。 

  それでは、これより３月13日に引き続き予算

特別委員会を開きます。 

  初めに、審査に入る前に、きのうも申し上げ

ましたが、再度確認のため、審査及び本委員会

の進行に関しての主な留意点を申し上げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。 

  質疑は、答弁を含め１人30分以内といたしま

す。 

  質問の際は、必ずページ数、款項目、事業名

などを具体的に示しながら質問されるようお願

いいたします。 

  また、会議規則第116条第１項に、「発言はす

べて、簡明にするものとして、議題外にわたり

又はその範囲を超えてはならない」と規定して

おりますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げました点について、

特段の御理解と御協力をお願いいたしまして、

ただいまから審査に入ります。 

 

 

議案第３１号平成２６年度新庄市

一般会計予算 

 

 

佐藤卓也委員長 昨日の審査に引き続き、議案第

31号平成26年度新庄市一般会計予算について議

題といたします。 

  それでは、一般会計の歳出について質疑あり

ませんか。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

佐藤卓也委員長 平向岩雄委員。 
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９ 番（平向岩雄委員） おはようございます。 

  それでは、私のほうから質問させていただき

ます。 

  69ページの６款１項３目でございますが、農

林水産業の創意工夫プロジェクト支援事業補助

金210万9,000円と、こういうふうなことでござ

いますけれども、この事業は県の継続事業と理

解しておりますけれども、雇用対策上におきま

しても大変よい事業だと思っていますが、今回

の平成26年度の希望者数と事業の内容等につい

てお伺いをいたします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 おはようございます。創意工

夫プロジェクトの内容について説明させていた

だきます。 

  26年度当初予算編成に当たり要望のあった件

数は１件ということでございます。 

  内容については、ＪＡの色彩選別機の導入と

いうことで、その３分の１の補助金、210万

9,000円を計上させていただきました。以上で

す。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

佐藤卓也委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） この創意工夫プロジェ

クト関係につきましては、普通の農業者以外で

もできるわけでございますけれども、農協だと

いうふうなことで、がっかりしたと申しますか、

もっともっと一般に普及できればなと、こう思

うわけでございますが、これまで実施しました

創意工夫プロジェクトの事業団体における成果

というふうなものをどう捉えておりますか、お

知らせいただきたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 手持ちの資料が若干古いんで

すが、過去に導入されました畜産、園芸、土地

利用作物、加工、それから直売というふうに多

岐にわたり申請があり、これが認められ、過去

に二十数件、事業採択を受けて実施してござい

ます。 

  毎年これの効果測定ということで、その評価

をさせていただいておりますが、全体の約７割

ぐらいは目標を達成しているというふうに評価

させてもらっていますが、途中２割ぐらいの方

が道半ばというふうな状況、あと１件の方が再

計画の必要性ありというふうな判断をさせても

らっています。いずれにしても事業主体の創意

工夫ということで非常にオーダーメード型の事

業となっておりますので、農業者にこだわらず

加工業者等についても対象となってございます

ので、この辺、今後も普及させていきたいなと

思っております。 

  しかしながら、最近、希望が多いものですか

ら、審査基準が少し厳しくなっているというふ

うなことが実情としてございます。以上です。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

佐藤卓也委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） ありがとうございまし

た。 

  続きまして、70ページ、款項目は同じでござ

います。担い手総合支援対策事業の中で経営体

の育成支援事業補助金でございますが、9,900

万円というふうなことでございますけれども、

経営体の内容につきましてお知らせいただきた

いと思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 この経営体育成事業につきま

しては人・農地プランに位置づけになっており

ます担い手農業者におかれまして、今後農地を

集積して面的拡大をしていくというふうな、そ

ういう方々に対する助成金でございまして、事

業費の30％、事業費の上限1,000万円というふ

うな事業で、内容としましてはコンバインとか

トラクターとか、土地利用型農業に主に使われ
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る大型機械の助成事業でございます。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

佐藤卓也委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） 大型機械の助成と、こ

ういうふうなことでございますけれども、例え

ば平成26年度の申し込みというのは機種別にど

のような内容になっておりますか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 主にはコンバインとトラクタ

ーということで、数台ずつということでござい

ます。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

佐藤卓也委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） はい、わかりました。 

  続きまして、農地集積の協力金890万と、こ

ういうふうなことでございますが、これは集積

に協力したほう、それから集積を受けたほうと

いうことでそれぞれ協力金の内容が違うと思う

んでございますが、その内容について御説明を

いただきたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 農地集積協力金890万の内訳

でございますが、農業経営をほかの方にお願い

したい、農地をつくっていただきたいという、

いわゆる経営転換をしたい、あるいは離農した

いという方に対する助成ということで、見込み

としましては、0.5ヘクタール以下の方は30万

の定額でございますが、これが３件、それから

0.5ヘクタール以上２ヘクタール未満の方が50

万ということで１件、それから２ヘクタール以

上の方、この方は70万円となりますが、これが

10件ということで、26年度の予算では合わせて

840万。それから、分散錯圃解消協力金という

ことで、担い手の農地の周辺にお持ちしている

農地を担い手の方に一部集積をする場合、10ア

ール当たり5,000円ということでございますが、

これを今ざっと100ヘクタールほど見込んでお

りまして、この協力金が50万ということで、合

計890万の予算要求となってございます。以上

です。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

佐藤卓也委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） 農地集積というのは、

集約もそうでございますけれども、国の肝いり

の事業というふうなことを理解しておりますが、

本市で担当課として農林課が主体でやっていく

というふうな解釈でよろしゅうございますか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 26年度から農地中間管理機構

が立ち上がりまして、予定としましては山形農

業支援センター、これが４月１日付で県から指

定を受けるような予定となってございます。 

  しかしながら、35市町村のそれぞれやはり現

場でいろいろ情報を把握しないとなかなか集積

が進まないというようなことで、中間管理機構

からそれぞれの市町村のほうに委託事業が落ち

てきます。しかしながら、市町村単独ではこれ

なかなかできない話で、ＪＡ等の中にある農地

集積円滑化団体、この御協力とか、それから土

地改良区の農地情報等いろいろな情報を連携し

ていかないとなかなかうまく集積が進まないと

いうふうなことでございますので、現段階にお

いてはまだ農林課内での腹案でございますが、

農業再生協議会、ここが受け皿となってＪＡと

改良区と農業委員会と連携を図って担い手の農

地の連担集積というものを図っていきたいとい

うふうに考えてございます。以上です。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

佐藤卓也委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） ありがとうございまし

た。 

  次に、71ページでございますが、款項目は同

じでございます。果樹園芸の振興事業費の戦略
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的園芸産地拡大支援事業費補助金でございます

が、2,633万9,000円。戦略的園芸産地の拡大と

いうものは、これはポスト減反というふうなこ

とでも極めて重要な事業と考えておりますけれ

ども、戦略的な園芸の作目、どういうふうな内

容になっているかお知らせいただきたいと思い

ます。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 おかげさまをもちまして、平

成25年度からこの事業につきましては協調補助

ということで、市町村が12分の１のかさ上げを

すればさらに県がかさ上げするということで、

末端の補助が２分の１受けられるというふうな

事業でございます。 

  新庄市としましても戦略的に進めていくため

に、平成24年11月に新庄市農業振興協議会、こ

ちらのほうで大方絞った品目がございまして、

この品目になればかさ上げしていこうというふ

うな方向性を出しているものが、野菜において

はネギ・ニラ・アスパラ、花におきましてはト

ルコギキョウ・リンドウ、それから山菜におい

てはウルイ・タラノメ・ミツバ・フキノトウ・

ワラビ、それから果樹については桜桃と、この

品目を絞って現在この事業を進めているところ

でございます。以上です。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

佐藤卓也委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） はい、わかりました。 

  戦略的な作目というふうなことの決め方は大

変重要なことでございますので、今後、これま

での戦略的作物に加えて、時代に合ったような

作目の導入というふうなことを真剣に考えてい

ただければと思います。 

  続きまして、これは今まで申し上げたのと関

連があるわけでございますが、県支出金と本市

の予算書の相違についてでございます。 

  青年就農給付金、これは経営開始型でござい

ますけれども、事業費補助金県支出金が3,770

万2,000円、本市の予算を見ますと3,750万円、

20万2,000円の差がございます。そしてまた、

さらに戦略的な園芸産地の拡大支援事業費補助

金につきましても県の支出金が2,195万1,000円、

市の予算が2,633万9,000円、438万8,000円の差

額があるわけでございますが、県支出金という

のは補助金でございますので、その額の相違と

いうのはあっていいのかなという疑問視される

点があるわけでございますが、いろいろ会計処

理の都合があってこういうふうになっているん

だというふうなこともわからないわけでもない

んですけれども、県の支出、補助金支出される

分につきましてもの他の科目に流用というふう

なことがあっていいわけですか。その辺、お伺

いしたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

佐藤卓也委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 初めの青年就農給付金(経営

開始型)につきましては、これは担い手に交付

する金額が3,750万ではございますが、この事

業の推進費として20万2,000円、これは合わせ

た形の歳入の予算組みとなっております。 

  支出においては予算書70ページの担い手総合

支援対策事業費の中の謝金、消耗品、印刷製本

費、通信運搬費、これらのほうで事務費という

形で予算を組ませていただいたので、補助金、

県の支出金と市から行く担い手への青年就農給

付金がイコールにならないというのはそういう

ところでございます。 

  それから、戦略的園芸産地拡大支援事業につ

きましては県の支出金、これが2,195万1,000円

ですが、これに市町村タイプということで市の

かさ上げをいただいておりまして、この金額が

438万8,000円ということで、合わせての2,633

万9,000円、これが生産組合のほうに助成金と

して支払われるというふうなことで、県の支出

金と市の歳出の部分がずれているというか合わ
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ないということでございますので、御理解いた

だきたいと思います。以上です。 

  なお、他の事業へ流用するということはござ

いませんので、申し添えておきます。以上です。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

佐藤卓也委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） わかりました。ありが

とうございました。 

  続きまして、97ページ、10款１項１目でござ

いますが、閉校式の式典の負担金が105万円計

上されているようでございますけれども、これ

は恐らく萩野地区の小中の閉校式の式典にかか

わる問題ではないかなと理解しているわけでご

ざいますが、この105万円というふうな算出の

基礎につきましてお伺いしたいと思います。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 委員長、柿崎

憲一。 

佐藤卓也委員長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲

一君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 御質問ありま

した閉校式の負担金でございますけれども、統

合小学校、萩野小学校・泉田小学校・昭和小学

校が統合により閉校しますので、そのときの式

典の実施の負担金でございます。額につきまし

ては１校当たり35万円というふうなことで、３

校分計上しております。 

  内容ですが、これまで平成18年に角沢小学校、

それから平成22年に山屋小学校がそれぞれ日新

小、新庄小に統合しておりますけれども、その

ときの先例に倣いまして一応予算措置させてい

ただいたということでございます。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

佐藤卓也委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） ありがとうございます。

この場合は、学校の規模の大きい、小さいとい

うふうなものは考慮されなかったわけですか、

その辺お伺いしたいと思います。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 委員長、柿崎

憲一。 

佐藤卓也委員長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲

一君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 先例の実施の

内容を見ますと、やはり式典を開催するときに

必要な看板の代金ですとか、あと通信運搬費、

出欠等の確認ですとか、その辺の内容でござい

ますので、出席者等々の増減はあろうかと思い

ますけれども、大きな違いがないというような

ことで当初予算はこのような形で措置させてい

ただいたということでございます。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

佐藤卓也委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） ありがとうございまし

た。 

  近々閉校式というふうなことも地域では予定

しておるわけでございますけれども、何分よろ

しくお願いを申し上げまして、以上で終わりま

す。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

佐藤卓也委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 私のほうからも何点か

質問させていただきます。 

  まず最初に、施政方針の中での７ページに触

れさせていただきたいと思います。 

  ７ページの下段のほうの財政運営面、財政再

建を着実に進めてきているという評価をされて

いるわけですね。私も着実に進んできているな

という実感はあるんです。そういう中で26年度

の予算書を編成され、我々に提出されたと思い

質問させていただくんですが、我々には財政再

建プラン、見通しも示されたわけですね、29年

度まで。そういうふうな物事がある。こういう

ふうな財政再建、「再建」という言葉が果たし

ていつまで使われるのかなと物すごく気になっ

ているんですよ。着実に再建されてきていると

いう、そういうふうな物事も捉えているわけで

す。そうした中でまだまだというか、これには
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触れないほうがいいかなと思ったんだけれども、

そういう中で一つこういうふうな財政再建、今

どこまで来ているのか、どういうところを我々

が確実に今どの辺まで来て、どういうふうな財

政再建がいつきちんと図られるのか、確実なも

の、そういうものを示してもらわないと、何か

奥歯に物挟まったみたいな捉え方をされるよう

では、市民も財政再建が図られなければ、市長

がいつでも言っている「いきいき元気なまちづ

くり」、これがどうもぴんとこないような。や

っぱり財政再建を図らなければ「いきいき元

気」なんて、一家の家族だって家庭だってそう

でしょう。そういうふうな意味合いを持って私

質問させていただきます。 

  まず一つ、財政再建がどこら辺まで来ている

のか、再建が図られるめどがいつごろなのか。

その辺、財政課長か市長か、答弁願います。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

佐藤卓也委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 ただいまの質問については、

財政再建ということでございますけれども、財

政再建プランについては平成21年から25年度ま

でのプランでございます。それで平成25年12月

に財政再建プランについてのローリングという

ことで、25年度から29年度までの見通しを立て

ております。平成25年度までのプランでござい

ますので、当然25年度の決算を受けまして、そ

れで内容を精査してその後の計画を立てるとい

うことになります。 

  したがいまして、今現在、平成25年度という

ことで財政再建プランの年度というか、予定の

計画期間の中にありますので、平成25年度につ

いては財政再建プランというふうな形で「再

建」という形で使わせていただきますけれども、

来年度、このプランの見直しをいたしまして、

財政再建になったかどうかということを検証し

て新たな計画を作成したいと思います。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

佐藤卓也委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） できるだけ早く市民に

示していただきたい。もうかれこれ10年になる

わけですよ、財政再建に向かってから。 

  そういう中で、今回この予算書あるいは主要

施策、主要事業ですか、26年度は今までにない

主要事業が盛り込まれているんですね。こうい

うのを見ると財政再建図られて、もう健全な財

政状況じゃないかなというような感じも受け取

れなくないんですよ。 

  その中で、まず主要事業の２ページの65周年

記念事業、これだけ盛りだくさん事業が組まれ

て企画されそうなんですが、私から見て、果た

してこれが記念事業にふさわしいのかなという

物事も、私なりに見た場合ですよ、これが記念

事業と。記念事業というのはどういう捉え方し

ているのかなというか、65年目というのは26年

度が65周年でしょう。記念ということは、その

年度にふさわしい事業というのが私らに記念事

業という捉え方はそうなんですが、こういうふ

うなここでする事業、輪投げ購入費補助金、ま

ちなか賑わい創出事業、おもてなしプロジェク

ト実行委員会負担金、まつり交流事業実行委員

会、バル街委託事業、この辺、本当に記念事業

かなと。下のほうは楽天イーグルスの公式戦、

そういうのとか、名誉市民近岡善次郎の100周

年記念、あと人間国宝の奥山峰石さんの展示、

こういうものが記念事業という、それなりにわ

からないわけではないんですが、今最初に言っ

た物事、こういうのは記念事業としてふさわし

いのか、その辺どう考えているんだか。ふさわ

しいから載っけたと思うんだけれども、こうい

うのは記念事業、私らで言えば単年度的なもの

が要素、少し含みがあるという、おかしくない

んじゃないかと。これだったら通年やるような

事業なんですよ、最初のところで言ったのが。

どう捉えているのか、もう少し説明してもらわ

なければだめだ。 
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荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

佐藤卓也委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 65周年ということで、こ

の４月１日に満65歳というようなことで非常に

熟れた年代に入っていくわけなんですけれども、

これを単なる通過点にすることなく、区切りと

してさらにステップアップをというふうなこと

で、まちづくり総合計画、もう序盤から中盤に

入っていこうとする26年度でございますので、

これを機にますます壮健で元気な新庄をという

ようなことを趣旨、コンセプトにして数字的な

基準を持って選考するわけにもいきませんので、

まちづくり総合計画を進めるにふさわしい元気

あふれるような形のものがふさわしいのであろ

うというようなことで、庁内的にまずさまざま

な形のものを考えてもらって出してくださいと。

その中で検討しながらふさわしいものをという

ようなことで盛り込んだわけでございますが、

今お話のありましたように単年度あるいは通年

というのも含まれておりますが、おおむね単年

度のような形のものなんですけれども、これを

もってよしとするならば、通年型に変えていく

こともできる可能性もあるのではないかという

事業も含めてございます。 

  今、委員言われた最後のほうの記念事業のほ

うにつきましては、25年度から進められている

分ではございますが、このようなものも含めま

して、例えば今、輪投げと申されましたけれど

も、このような新しいものも含めて今後展開で

きるような要素も含めているというようなこと

で、歴史を振り返るだけでなくて、今後65周年

をステップに、まちづくり総合計画の着実な進

行を図る意味でさまざまな分野からも選ばなけ

ればいけないだろうというような視点もござい

ました。したがいまして、数字的な基準では設

けられませんので、個々さまざまな視点があろ

うかと思いますが、この形の中で落ち着かせて

もらったと。 

  もう一つは、ふるさと納税、寄附金のほうか

ら充てさせてもらうのもふさわしい事業にした

いというようなこともありまして、さまざまな

分野も一応入れなければ目的は達成できないだ

ろうというような視点も含めてございます。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

佐藤卓也委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） これは私と総合政策課

長の見解の相違もあるんだなという感じもしな

いわけでもない。通年にやるような事業も、そ

ういうものを記念事業と捉えてどうなのかなと

いうような、それはそれで、まず今説明あった

とおりひとつよろしくこの事業を進行させてい

ただければ。 

  これね、65周年、施政方針の中で終わりの文

言ね、「65歳になりました」と。高齢者的なも

のを唱えているね。前期高齢者だ、これ。じゃ

75歳になって後期高齢者になったらどういうふ

うな事業をやるのかなと、何かそういうことも

頭に浮かんできたものですから、市になって65

周年は本当に喜ばしいことなんだけれども、職

員だって皆これ毎年新しい新採もいるし、何か

まちが65歳、かかわっているのが皆65歳みたい

な感じも受け取れなくないですから、捉え方を

もう少し別な形で表現されたらまだいいんじゃ

ないかなという感じも受けましたので、ひとつ。

我々議会だって若い議員だっていっぱいいるわ

けですから、何か皆65歳的に見えたら逆に失礼

な物事になってくるような気もしますので、ひ

とつよろしく。 

  そうしたことで、予算書の79ページの観光費、

まずここから。 

  観光振興に関しては78ページの観光振興対策

事業費も皆関連していくんですが、一つは新庄

まつり、そしてまたインバウンド事業、そして

伊藤 操委員も指摘されたというか、イス１グ

ランプリの負担金、そういうものを質問させて

いただきたいと思う。 
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  まず、まつりね、今市長のほうから世界遺産

の候補になったという、これも喜ばしいこと、

登録されればうれしいかなという感じを受ける。

新庄まつり、いろいろな委員の方々も質問して

おります。佐藤義一委員なんかも心配している。

新庄まつり、伝統だ、伝統だと言われているわ

けですね、伝統の新庄まつり。どこまでが伝統

なのか。新庄まつりの山車が伝統。山車とかそ

ういうものも伝統の中での捉え方、当然それは

わからないけれども、一番気になるのは協賛金、

寄附をもらいに歩くわけだ。これも伝統なのか、

その辺、どういうふうに捉えているかお聞かせ

いただきたい。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 まつりの協賛金につき

ましての御質問でございますけれども、やはり

まつりの協賛金はこれまでもずっといただいて

いるという経緯がございます。それで、地域と

の結びつき、地域から出ているまつり、それか

ら他地域からといいますか、20台の山車ですか

ら19台は他地域になるわけですけれども、それ

らを盛り上げる意味でもそういう協賛金という

ことで結びつきがあるのではないかというふう

に考えております。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

佐藤卓也委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） なしてこういうことを

聞くかというと、やはり協賛金というか、寄附

をもらう、歩く、そういうのを市民からどうい

うふうな反響をもらっているか課長だってわか

らないわけではない。いい反響じゃないのよね。

私から見ると伝統ある新庄まつりが協賛金をい

ただきながらまちを縦断して歩く、そういうも

のが新庄まつりの伝統の足引っ張りしているみ

たいだ。協賛金をもらわないと町内会の山車製

作もままならないからもらい歩くんだ。山車づ

くりを一生懸命やっている人たちは、当然予

算・経費がなければ大変だろうと思いますが、

こういうものを解消する考えというのはないの

かなという。こういうものを解消してやる、な

いしはこれだけの世界に発信するような状況が

今つくられようとしているわけだから、思い切

って課長、市長の決断にもなるんだけれども、

やはりこの際、山車連盟含めた実行委員会もあ

るんだけれども、恐らくまつり委員会にいろい

ろなまつりの経費、予算は約2,000万ぐらいは

この予算書で載っているんでないかや、1,800

万、700万。あと補正でも出てくる可能性もあ

る。そうすると2,000万を超える額にはなって

きているんじゃないかな。それだったらやっぱ

り短絡的というか、言わせてもらうと１町内の

山車20台を町内・市内の商店街とつくって今や

っているわけでありますが、１台１町内という

か、そういうところでやっぱり今言った協賛金

をもらい方歩かないでいいような補助体制とい

うのはとっておかしくない。市民だって、それ

に対して予算計上したって「だめだよ」という

声は出てこないんじゃないかと俺は思っている

んだけれども、課長、その辺どう今捉えている

のか。そういうふうな協賛金を解消する方策と

いうのは課長、思ったことないのか、その辺お

聞かせいただきたい。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 協賛金の問題につきま

しては、いろいろな御意見があることは承知し

てございます。ただ、まつりのはやしが聞こえ

て、にぎわいが出て、うちの近くまで来ると、

そのときにお花を上げるということを非常に楽

しみにしている人もいるわけでございますし、

協賛金のおかげでまつりが成り立っているとい

うわけ、それだけではないと思っております。

ただ、協賛金という部分で地域との結びつきが

出ているという部分もあると思いますので、今、

協賛金を全てなくするということにはならない
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というふうに思っております。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

佐藤卓也委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） あのよ、課長よ、山車

製作している町内、本当に運営的に大変だとい

う状況なのよ。ある町内では今の山車づくりを

もうやめざるを得ないというような状況下にあ

るところもあるの、実際に。新庄まつり、もと

もとは城下町で殿様がやって、これは今の役所、

行政でやってきているわけだから、そういうと

ころからやっぱり市が、行政がもっともっと入

っていって運営的なものもできる限り確保して

やるというか、市がバックアップしてやる、こ

れがないとせっかくユネスコ世界遺産、片方の

町内で、つくるの楽でなくなったという声聞い

てっぺや、課長。課長は甘いよ、はっきり言っ

て、そういうふうな捉え方が。もっともっと山

車製作している方々の声を聞いてもらいたい。

まずひとつお願いいたします。それだけで時間

とっていられないので。 

  あと観光費の中でのイス１グランプリ補助金、

これ去年初めて企画されて、我々は降って湧い

たみたいな物事で受けとめていたんだけれども、

そういうふうな事業化、予算配分をこのたび提

示されたんだけれども、こういうのを見ると、

さっき言ったような財政が戻ってきたなという

感じに受けとめざるを得ないのよ。もっともっ

と慎重に運んでもらわなければだめだ。これば

かりでない、ほかにもいろいろな委員からも指

摘されたものもあるわけなんですが、今回の予

算書を見ると、だから財政再建がもう図られて

きている状況下だからこういうような事業が

次々企画されてきたんだべなというような感じ

は俺だけでないと思うんだ、受けとめているの

は。 

  イス１グランプリ、課長は伊藤 操委員に答

弁していたんだけれども、去年、実行委員の人

たちが100万の予算化というか経費がかかった

と、そういう説明で、ことしはＡＭＰだかそっ

ちのほうで頑張って30万円、あとの70万円を足

りないところを市で出す。これだけでは我々

「んだか」と言われない。どういうふうな経済

効果、どういうふうな市に反響があって、市民

が商店街をどういうふうに受けとめていたか、

そういうことを我々に説明してもらわなければ、

予算書だから数字だけ説明すればいい問題じゃ

ない。伊藤 操委員に答弁した以上は出てこな

いと思うんだけれども、そういうことで我々委

員何名かがこれを非常に疑問に思っている。こ

の答弁は、あれ以上はできないと思うから別に

要らないけれども、そういうことできちっと

我々に説明責任、我々も市民にお答えしなけれ

ばだめなことがあるわけだから、もし、いいで

ごとあっこんだら。伊藤 操委員さ言った以上

のこと。同じことを言われたってだめだからな。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 イス１グランプリにつ

きましてでございますけれども、私の説明が足

らなくて大変御迷惑をおかけしているようでご

ざいますけれども、伊藤 操委員等にもお話し

しましたが、それ以上のことということではご

ざいますけれども、やはり商店街は最近、特に

若手のほうからやる気がだんだん出てきている

という機運が感じられます。昨年もかむてんス

タンプラリーとかイス１グランプリといったこ

とを商店街の目玉に捉えまして非常に頑張って

いただいたというふうに思っております。 

  特にイス１グランプリにつきましては、運営

にも積極的に携わっていただきましたし、大会

16チーム出ましたけれども、その中で駅前商店

街から１チーム、それから中央通り商店街から

も１チームが出てきておりまして、商店街のほ

うからの開催を継続するという要望が非常に強

く出ております。ですので、継続するという方

向で予算化しているわけですけれども、一方、
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財源につきましても有利な財源がないかを検討

しております。レースに実は仙台の経済産業局

の職員が１チーム出ておりまして、そういう補

助金も活用しながら可能性が高いというふうな

ことでございますので、財源的にも振りかえる

ことができると思っております。観光事業とい

たしましては、交流人口の拡大ということも大

変重要な部分だと思っておりますので、予算化

したというところでございます。 

伊藤元昭副市長 委員長、伊藤元昭。 

佐藤卓也委員長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 重ねて私からも簡単に御説明さ

せていただきます。 

  今、商工課長が言ったように、商店街自身で

いろいろな事業、イベントをやりながら経済効

果を生みたいと、あるいは商店街のにぎわいを

創出したいという中で、商店街自身が財源とし

て経済産業省のほうから補助金をもらえるめど

がついたというような情報を得ております。補

助金がつけば、最終的には歳出である市の負担

金の支出を大幅に減額する、あるいは執行しな

いということも当然考えられるわけですので、

そこのところは御理解いただきたいと思ってお

ります。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

佐藤卓也委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） そいつはあといいわ、

触れないわ。 

  あとインバウンド事業、これも事業化３年、

４年目か、この事業。さっぱり成果が出てこな

いのよ、300人も来たと言っているけれども、

昨年行った100人だって観光協会が企画してい

るんだ。課長、あたかも市がやったみたいな物

事じゃないのよ。何のためにとか、市長はよく

わかっているんだ。きのうは観光協会がこうい

うのを企画したということは。もう少し市長か

ら聞いておけ、お前。市長も汗かいてくれたん

だから、そういうふうなインバウンド事業、観

光協会。いいか、こういうことを言いたくなか

った。今まで10年間も財政再建でずっと我慢し

てきたんだけれども、観光協会、どれだけ貢献

しているか、誘客、お客さんを。びた一文、予

算化になっていないんだや。こんなことあるか。

ほかの市町村でこんな例ないよ。商工観光課長、

ちょっと調べてみろな。こういうことは言いた

くないの、「予算をつけてけろ」みたいなこと

は。こういうのを見ると、「予算つけてけろ」

と言ったところが予算ついていないみたいで、

こんな予算書じゃだめだ。そういうふうな貢献

している団体だって個人だって、あればそうい

うものを吸い上げて、じゃこれをバックアップ

どれだけできるかとかという、やる方向性を見

出してくれればいいんだけれども、片方で汗か

いて一生懸命、観光誘客。新庄の観光協会、半

端じゃないよ。俺役員になっているけれども、

そういうふうな貢献度というのはどう捉えてい

るんだか。時間もなくなったから、ひとつその

辺もきちっと踏まえて考えてもらいたい。終わ

ります。 

佐藤卓也委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１０時５３分 休憩 

     午前１１時０３分 開議 

 

佐藤卓也委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

１５番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

佐藤卓也委員長 下山准一委員。 

１５番（下山准一委員） なるべく穏やかに質問

したいと思います。 

  39ページ、２款総務費１項11目の市民生活対

策費ですか。その中の修繕料、これは主要事業

の中の８ページですか。防犯灯ＬＥＤ化更新モ

デル事業、立派な名前をつけてあるんだから、

修繕料の中に入れないで、説明欄にきちっと明
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記されたほうがよかったんじゃないかという気

はしております。余り余計なことは言わないよ

うにします。 

  主要事業の中を見ますとモデル地区が２地区、

それで54基更新していくという話なんですが、

たしか佐藤義一委員に対する答弁の中で、学校

周辺とか人通りの多いところということで選定

したいというふうな話が出ていましたが、まだ

どの地区にするのかは決まっておりませんか。

内定しておりませんか。 

  あと、54基という半端な数字なものですから、

事前に決まっているのかなという気はするんで

す。ただ、もうちょっと見方を変えると、例え

ば予算要求で60基したんだけれども、10％カッ

トさせて54ですよと。先回りしたような感じで

申しわけないけれども、地区の選定と基数の算

出、そこら辺、教えていただきたいと思います。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 主要事業のＬＥＤのモデル化

事業ということでございます。委員おっしゃい

ましたように、54基という数、非常に中途半端

と言われれば中途半端ということになりましょ

うが、一応学校の周辺地域にあるということで、

今のところ想定している町内会２つ、一応目算

しております。ただし、予算決定いただいた後

で区長の方々と説明をしながら詰めるというこ

とがありますので、54基自体は町内会の灯数の

合計でございます。少ないんですけれども、数

としましてはいろいろな条件を加味して町内会

を選考して基数が確定したというふうにお考え

いただきたいと思います。（「確定したの」の声

あり）今のところ、私どものほうで想定してい

るところはございますが、ただ、その数で区長

の方々といいますか、町内会のほうで了解いた

だくということもあります。町内会の料金にか

かわることですので、その辺は了解をいただい

た上で進めたいというふうに考えております。 

１５番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

佐藤卓也委員長 下山准一委員。 

１５番（下山准一委員） たしか沼澤委員からも

話があって、各町内会、街路灯とか防犯灯の維

持管理、物すごく大変。３割補助来るでしょう、

電気料は。だけれども、交換とか修繕とかとい

うのは全部自費ですから、こういう事業を待っ

ているわけよ。だからこのモデル事業の選定に

ついてはやっぱり気をつけていかないと。これ

は多分モデル地区、対象地区は負担金なしなわ

けでしょう。全額公費でやられるわけでしょう。

そうすると、選ばれたところは大変うれしいと

思いますけれども、選ばれなかったところは不

満が出てくるような気がするんです、それはい

いとしても。 

  これは全額一般財源なんですが、この目的の

中にも節電、省エネとか低酸素社会とかうたっ

ているんですから、例えば国とか県の補助制度

はなかったのかどうか、お調べになりましたか

どうか、これをまず聞きたいと思います。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 事業にかかわる補助とかそう

いう部分でございますけれども、単独で交換す

るということについての補助事業自体が、助成

金というもの自体は見当たりませんでした。た

だし、全体の工事費に係るレンタル方式という

ことでの業者がありましたけれども、これにつ

いては結果的には負担が増になると、総計する

と負担が増になるということで、そちらのほう

は作業しておりませんでした。以上です。 

１５番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

佐藤卓也委員長 下山准一委員。 

１５番（下山准一委員） 国・県の補助制度がな

いとすれば、やっぱり国の方針に沿ったような

対応するわけですから、新たに新設してもらう

とかそういう運動もやっぱりしていかなければ

ならないだろうなというふうに思いますので。 



- 270 - 

  それで、これ単年度事業でしょう。検証して、

実施計画をつくるということなんですが、単年

度で大丈夫ですか。 

  あと、実施計画の中に昨年の３月の予算委員

会で私言いましたよね、規程の改定をするべき

だと。実情に合わないやつを直しなさいよと。

だから、この実施計画をつくるときに規程の改

定まで踏み込んでいかれるのかどうか、お聞き

します。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 街路灯の補助制度の中の一つ、

ＬＥＤということで進めておりますけれども、

全体としては交付規程ということで進めており

ます。交付規程の中身になかなかそぐわない、

蛍光灯とか白熱灯の交換経費ということで盛り

込んでいる部分もございますので、この事業を

検証して、やっぱり効果を検証しながら、規程

の改定も含めて検討していきたいというふうに

考えております。 

１５番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

佐藤卓也委員長 下山准一委員。 

１５番（下山准一委員） この事業が本当に成功

し、皆さんに喜ばれるような形で進まれること

を望んでおります。 

  次、47ページ、３款民生費の社会福祉総務費

の中の民生委員についてお伺いします。 

  これずっと私、災害時要援護者支援事業とい

うことでお聞きしておりますが、今回もまた予

算にはないけれども、民生委員の活動の中でま

た対応されていくのかどうかお聞きをいたしま

す。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 災害時要

援護者の対応につきましては、去年の回答でも

お答えしていますように、予算的には一般事務

費でやっておりますので予算計上しておりませ

んが、いわゆる活動の中身としましては現行で

はまず要援護者の洗い出しといいますか、把握

を民生委員・児童委員の方にお願いしておりま

す。それを私どものほうで取りまとめまして、

区長さんにそれぞれ地域で見守りしていただく

と。結局地域と民生委員さん連携しながらお願

いするという形で現在進めておりますので、民

生委員の方には、今お話があったような形でか

かわり合っていただきながら進めていくという

考えでございます。以上です。 

１５番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

佐藤卓也委員長 下山准一委員。 

１５番（下山准一委員） 昨年聞いたときも、大

した数はふえていないので、何か去年も言った

と思うんですけれども、喉元過ぎれば熱さ忘れ

るみたいな感じで、やっぱりだんだん身近では

なくなってきているのかなという気はしており

ます。 

  先般、新聞記事の中に、福祉避難所というや

つが出ていたのを課長、見ていますか。福祉避

難所はどういうものかと思って読んで、その後

に「県内自治体、指定や協定締結相次ぐ」とな

っているんです。そうすると、中身を見て、新

庄市であるのかなと思ったら、ない。市民の

方々は、使う使わないよりも先に、あるかない

かということを考えるんです。あれば安心する

し、なければ不安だと。使えれば満足するけれ

ども、使えなければ不満、これが市民感情なん

ですよ。新聞記事も見ていますけれども、かな

り課題もあるものなんですよね。ただ、課題が

あるからということで、何もしないわけにもい

かないので、この災害時要援護者支援事業もい

いんですが、やはり地域とか、そこだけでカバ

ーできるものじゃない。例えば介護の必要な高

齢者とか障害児・者に対しては、普通の町内と

か、普通の避難所対応はできないとすれば、や
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はり福祉避難所的なものは考えていかなければ

ならないんじゃないかなというふうに思います

ので、例えば老人福祉のほうで一応検討されて

いるかどうかをお聞きしたいと思います。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 災害時の

福祉避難所に対する考えということでございま

すが、報道にもありましたように、新庄市では

現在、福祉避難所として指定している箇所はご

ざいません。いわゆる防災計画の中でも今まで

の防災計画では福祉避難所というものはうたっ

ておりませんでした。このたびの見直しに合わ

せまして新庄市として福祉避難所を今後指定し

ていくことに努めるというふうな表現になって

おります。ですから、考え方としましては、一

つ福祉避難所につきましては、日赤のほうでい

ろいろガイドラインは出しております。お話し

のように非常にいろいろな要件がありまして、

簡単に受け入れ側の施設で申請したからオーケ

ーだというふうなところはなかなか進まないと

ころもございます。ただ、現実としては災害時

に対応して、要支援者、一般の方以外の方を引

き受ける施設が特に必要だという認識でござい

ますので、このたびの防災計画の変更の中では

福祉避難所を指定していきたいということで、

まず文言は入れさせていただいております。 

  ちなみにという表現になりますが、このたび

の第２かつろくの里の建設に当たっても、将来

的には福祉避難所として指定を受けることを条

件といいますか、前提としながら施設計画をさ

れているようです。供用が27年の４月というこ

ともございますので、当然ほかの福祉施設、新

庄市にはございますから、並行して指定できる

ような形の取り組み、若干時期は前後するかも

しれませんが、他市に劣らないような福祉避難

所の体制を整えていきたいというふうに考えて

おります。以上です。 

１５番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

佐藤卓也委員長 下山准一委員。 

１５番（下山准一委員） 前向きにやられるとい

うことで、これで市民も若干安心するんじゃな

いかなというふうに思います。 

  次に、79ページ、７款商工費１項３目の観光

費、先ほどもインバウンドの話が出ておりまし

た。実行委員会の負担金が332万5,000円ですか、

山口委員が質問したときに、その事業内容、ち

ょっと話をされましたんですが、民間ベースの

交流というふうな答弁されましたよね。どうい

うことをやるんですか。もっと細かく聞きたい

んだけれども、余りあれなんで、これだけちょ

っと絞って聞きたいと思います。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 インバウンド事業の件

でございますけれども、昨年、市民号と一緒に

なって、ほかの町村も含めて、県も含めて行っ

てきたわけですけれども、ある程度新北市など

とは、公的なところとはコンタクトがとれたか

なというふうに考えておりまして、今年度につ

きましては、民間ベースを少し進めたいという

ふうに言っているわけですけれども、市内のい

ろいろな団体がございます。例えばロータリー

とかそういう公的な団体もございますし、ＪＣ

とかそういったところ、あるいは学校でいいま

すと、修学旅行で国外というところで行ってい

るところもあるとすれば、台湾とかあるいはス

ポーツ交流などができないかなということで考

えているところでございます。 

１５番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

佐藤卓也委員長 下山准一委員。 

１５番（下山准一委員） 課長の話を聞くと、来

てもらうんじゃなくて行くことばかりでしょう。

だから、ちまたで何と言っていると思いますか。



- 272 - 

インバウンドじゃなくてアウトバウンドって。

種まいて刈り取るんじゃなくて、種まいてカラ

スの餌になっているのが現状じゃないですか。

昨年、台湾の訪問団が行って、市民号も一緒に

100名行ったというんですが、その中で商談会

やったでしょう。これは多分新庄の売り込みを

してきたと思うんですが、台湾の方たちは日本

に何しに来るのか、ちゃんと聞いてきましたか。

それ答えてください、旅の目的。何を求めて日

本に来るのか。それちょっとお聞きしたいと思

います。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 やはり台湾の方々でも

年齢とか性別によっても好み、目的は違います。

ただ、一般的には台湾の方々で日本に対する興

味を持っているのは雪、それから紅葉とか、都

会的な部分を京都とかそういったところ以外で

すと田舎といいますか、歴史のある部分、先日

も台湾の業者の方がお見えになりましたけれど

も、古い施設について非常に興味を持っている

というところでございます。 

１５番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

佐藤卓也委員長 下山准一委員。 

１５番（下山准一委員） 異文化体験と言ったら

いいのかな、やはりそれを求めてくると思うん

です。昔の見学型じゃなくて体験型になってき

ているのなというふうに思います、食も含めて

ね。あそこはたしか仏教国ですから、お寺なん

か見に来ないと思うんですよ。だから来るとす

ればやっぱり雪とか異文化体験しに来るわけで

す。あとは電化製品じゃないですか。だから新

庄でそういう人たちにどう対応できるのか、受

け入れ体制なんですよ。「こういうものがある

から見てください」だけでは来ない。市長の答

弁なんかでも、あなたの答弁でもそうですけれ

ども、300人以上泊まりました。これは台湾だ

けに限らず中国・韓国も含めてです。何人泊ま

るかじゃなくて、その方々が幾ら新庄市でお金

を使ってもらったかじゃないですか。１万円し

か使わない人が1,000人来たって1,000万。10万

ずつ使える人が100人来たって1,000万ですよ。

数じゃなくて、中身の問題だと思う。それには

喜んでもらわなければならないですよ。 

  最近、テレビ番組で「ガイアの夜明け」とい

うのがある。夜中にやっているので余り見た人

はいないと思うんだけれども、北海道の枝幸町

って、稚内のちょっと下のところにある。そこ

に歌登という地区があって、ぽつんと山の中に

１軒のホテルがあるんですよ。最近、タイの人

たちが観光バスで乗りつけてくるそうです。札

幌からバスで５時間以上かかるところに来て何

するかというと、すぐ浴衣に着がえるそうです。

浴衣に着がえて輪投げしたり、射的したりとか、

これがやっぱり異文化なんでしょうね。冬なの

に流しそうめん食ったり、自分ですしを握らせ

て食べさせたりとか、それで行くんですよ。だ

から、向こうの要求にいかに柔軟に対応するか

ですよ。そうなれば、行政だけではできない。

本当に民間がやる気を出せなければ、こんなの

は成功しませんよ。だから交流なんていうのは、

姉妹都市交流じゃないんだから、行ったり来た

りだけでは本当の経済効果なんかはできない。

わかりますか。 

  だからもうそろそろ、ことしで４年目か、目

標値をきちっと持つべき。前の課長が、何年か

後に１万2,000人とかと言ったという話も聞い

ていますけれども、人数の設定もいいですけれ

ども、例えば１万人来ていただいて５億円の経

済効果があったとかそういう設定まで踏み込ん

でいかないと、何年やったって、それではアウ

トバウンドですよ。だから目標値の設定の意識

があるかどうか、それをちょっとお伺いしてお

きます。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

佐藤卓也委員長 商工観光課長東海林 智君。 



- 273 - 

東海林 智商工観光課長 インバウンドにつきま

しては、26年度で４年目になるのかなというふ

うに思っておりますけれども、行くばかりとい

うことの御指摘ありましたけれども、やっぱり

行かないとなかなか来ないというところもあり

ますので、交流を図りながらやらなければなら

ないと思っているんですけれども、そう簡単に

できないというところも、やってみると難しい

部分もございます。ただ、戦略的にやらなけれ

ばなりませんので、通過型ではなく宿泊もとい

うふうなことで、経済効果を上げるためには今

は農家民宿のほうを一生懸命取り組みたいとい

うふうに考えております。 

１５番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

佐藤卓也委員長 下山准一委員。 

１５番（下山准一委員） まず、ある程度目標を

立ててやっていかなと、ずるずるいくだけだか

ら、やれない面もあるというのはやめちゃえば

いいんだよ、こういうものは。本当にやる気を

出して頑張ってください。 

  次が107ページ10款の教育費、わくわく新庄。

調理室に関しては、髙橋議員の一般質問もあっ

たし、遠藤委員の質問もありましたので、余り

触れたくないんですが、地域の要望とか、市民

の要望をどう酌み上げてどう反映させていくの

か。予算書を見たら、運営協議会的なものの予

算が載っていなかったので、教育長に聞いたら

ば、生涯学習センター運営審議会のほうでとい

うことで、101ページのほうにまとめてあると

いう話だったんですが、どういうふうに酌み上

げてそれを実際生かしているのか、お聞きした

いと思います。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

佐藤卓也委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 わくわく新庄につきまし

ては、市民プラザと同様、生涯学習センターの

位置づけになってございます。それで運営審議

会につきましては、プラザとわくわくとあわせ

て委員の方々でいろいろ協議してございます。 

  あと、ただいま委員おっしゃいました地域の

要望等についてどのように酌み上げているのか

といった件につきましては、各指定管理者側の

ほうで利用者アンケート等々とってございます。

それに基づきまして、次年度に向けた取り組み、

あとは指定管理者側との協議を行った上で対応

できるところを徐々に対応していくといったと

ころでございます。 

１５番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

佐藤卓也委員長 下山准一委員。 

１５番（下山准一委員） 審議会とか協議会の区

別、私よくわからないんだけれども、プラザと

わくわくと一緒に同じ人がやっていらっしゃる

んですね。だから重複する施設はどうのこうの

なんていう話が出てくるんじゃないですか。プ

ラザにあるから調理室は要らないと、そういう

発想でしょう。あそこは地域の人々にとっては

南部公民館のイメージが強いんですよ。せっか

くつくったものを使い勝手よくしてやらなけれ

ばどうするんですか。これだけ高齢化して、本

当に歩いてわくわくに来る方が多いですよ。そ

れをプラザに行ってやれと、これはないんじゃ

ないかなと。もう少し市民の要望とか地域の要

望を的確に実践できるようにしていただきたい。 

  それからもう一つ、あそこの利用団体による

使用日の調整会議ありますよね。何か有力な団

体だけがいいところをとって、小さな弱小の団

体がなかなかとれないという不満があるみたい。

だからどういうふうな形で調整会議をやって、

例えば調整役というのかな、あとルールとかど

うなっているのか。きちっとやっていれば不満

は出てこないと思うし、少しは譲り合いの形を

とっていかないと、大きい団体だけがいいとこ

ろをとっておいて、小さな団体が本当にあいて

いるところしかとれないみたいな、特にあそこ

の体育館なんでしょうけどね、そこら辺ちょっ

とお話を聞かせていただきたいと思います。 
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森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

佐藤卓也委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 わくわく新庄の多目的ホ

ール、いわゆる体育館でございますけれども、

稼働率が97％を超えているということで、ほぼ

いっぱいの状況になっています。 

  委員御指摘のように、年２回調整会議を行っ

てございます。卓球とかラージ卓球とか、いろ

いろな団体が活用しておりますけれども、既得

権化しないように、まず白紙に戻した状況での

調整会議を行っているというふうに指定管理者

からは伺っております。そういったことで、最

終的にはなかなかそこにはまっていけないとい

うふうな声なども伺っておりますけれども、あ

くまでも利用者団体の中で館長を中心に調整し

ながら行っているというふうなことでございま

すので、ひとつ御理解のほどをお願いいたしま

す。 

１５番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

佐藤卓也委員長 下山准一委員。 

１５番（下山准一委員） なるべく不満の出ない

ように指導してください。 

  あと、時間がないので簡単に言いますけれど

も、84ページの８款土木費の２項２目道路維持

費、街路樹、これも日新の婦人会との懇談会の

席で出たんですが、根っこ張ってきて歩きにく

いという話が出ています。街路樹きれいだと褒

めている人もいたんですが、実際地元にあるあ

れは邪魔くさい。葉っぱは落ちるわ、雪かきし

にくいわ、根っこは盛り上がってきて歩道は傷

むわ、何とか検討していただきたいと思うんで

すが、昨年の３月のあれで、新庄市市道の構造

の技術的基準等を定める条例というのが制定さ

れましたよね。多分、課長持ってきていないと

思うけれども、その中で第45条の中の歩行者専

用道路の３項の中に、歩行者専用道路の線形、

勾配、その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑

に通行することができるものでなければならな

いと規定されているのよ。それから、47条にい

くと、高齢者、障害者の移動の円滑化というの

も出ているし、歩いていらっしゃる方のために

金かけて街路樹の葉っぱ落とすだけじゃなくて、

もう少し気を配っていただきたい。場合によっ

たら撤去も可能だと思うんですよ。そこまでひ

とつ担当課のほうで考えてください。 

  時間もちょうどなくなりましたので終わりま

す。 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、歳出についての質疑を終結いたします。 

  ここで、議案第31号平成26年度新庄市一般会

計予算については、修正動議が提出されており

ますので、ただいま事務局に写しを配付させま

す。 

  暫時休憩します。 

 

     午前１１時３３分 休憩 

     午前１１時３４分 開議 

 

佐藤卓也委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  本修正動議は、２人以上の発議者がおります

ので、動議は成立いたします。よって、修正動

議を直ちに議題といたします。 

  修正動議の説明を求めます。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

佐藤卓也委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 私のほうから、議案第

31号平成26年度新庄市一般会計予算に対する修

正動議を提案させていただきます。 

  提案の理由 

  歳出第７款第１項商工費においてイス１グラ

ンプリ実行委員会負担金70万円を減額し、同額

を歳出第14款予備費に措置するものであります。 

  本議案の修正動議部分については、予算特別

委員会において質疑の中で妥当性を議論してま
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いりました。 

  これまでの財政再建の取り組みの中において、

市民がかかわる多くのイベントなどが廃止や縮

小を余儀なくされてきたわけであります。負担

金の額なども減額を強いられてきました。昨今、

財政状況が上向いてきたとはいえ、このような

経過を考慮すれば、新規事業への取り組みは慎

重に行わなければいけないと考えます。 

  このたびのイス１グランプリ実行委員会負担

金については、確かにマスコミにも取り上げら

れて好評であったことは否定しませんが、市に

与える経済効果の検証もなされておらず、今後

の事業の見通しなどの説明もなく、到底納得で

きるものではありません。 

  よって、別紙のとおり修正案を提出するもの

であります。 

   平成26年３月14日 

  新庄市議会予算特別委員長 

   佐藤卓也殿 

  提出者は、私、清水清秋、そして下山准一委

員であります。 

  その内容、一般会計に対する修正案の内容も

読み上げます。 

  平成26年度新庄市一般会計予算の一部を次の

ように修正する。 

  第１表歳入歳出の歳出の表中、「７款商工費

１項商工費９億592万6,000円」を「商工費１項

９億522万6,000円」に、そしてまた、「14款予

備費１項予備費2,000万」を「14款予備費１項

予備費2,070万」に改める。 

  歳出７款商工費１項商工費３目観光費、イス

１グランプリ実行委員会負担金9,170万、14款

予備費１項予備費１目予備費、予備費の増額70

万を修正することを求めて提案の理由とさせて

いただきます。よろしくお願いしたいと思いま

す。 

佐藤卓也委員長 ただいまの修正案に対する質疑

を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより修正動議に対する討論に入ります。 

  ただいまのところ、討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議なしと認めます。 

  初めに、修正動議について採決いたします。 

  本案は、起立採決にいたします。 

  本修正動議に賛成の方は起立願います。 

   （賛成者起立） 

佐藤卓也委員長 起立多数であります。よって、

修正動議は可決されました。 

  次に、ただいま修正議決した部分を除く原案

について、討論の通告がありますので、討論の

発言を許可します。 

  初めに、反対討論として、佐藤悦子委員。 

   （１番佐藤悦子委員登壇） 

１ 番（佐藤悦子委員） 平成26年度一般会計予

算に反対討論を行います。 

  初めに、評価できることについてです。 

  住宅リフォーム補助事業の4,000万円の拡大、

不妊治療への補助125万円の継続、主要施設の

耐震化事業、学校図書館に14人の職員を配置す

る事業費1,722万円、生活道排雪への補助100万

円、これはＰＲに努めていただいたことには感

謝します。さらに、事務手続の簡素化も図り、

より利用しやすくしていただくよう要望します。

学校のエアコン整備、普通教室以外ではありま

すが、大きな前進です。 

  その他、この場をかりて言わせていただきま

すが、国民健康保険税の引き上げ幅を抑えるた

め、３月補正予算で3,000万円の市独自補助を
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行ったこと、特別会計で水道料の毎月のメータ

ー使用料をなくし、使用料の抑制を図ったこと、

新しい特別養護老人ホームの建設が始まり、平

成27年度には沖の町に建設が予定されることは

待機者解消への前進です。これらは高く評価し

たいと思っております。 

  さて、反対の理由です。 

  １つは、市の施設利用料、使用料の消費税増

税分の上乗せ、市民負担増は約550万円とお聞

きしました。一般会計の場合、消費税納税義務

がありません。市民生活を考慮して、消費税増

税分を転嫁しないで抑えたものもあることは評

価します。国の悪政の防波堤としての役割を発

揮し、市民の負担増を抑えるべきではないでし

ょうか。 

  道路占用料については、負担者は東北電力や

ＮＴＴなど優良黒字企業なので、消費税増税分

だけでなくもっと引き上げるべきと思います。

個人宅には電柱１本につき年3,000円支払って

いるようです。市には560円から1,200円とのこ

とです。占用料が安過ぎるんではないかなと思

います。 

  反対の理由の２つ目は、国民健康保険税の

11.83％の増税です。予想される赤字分１億

2,300万円分を増税するのではなく、一般会計

の市独自の繰り入れを行えば増税を抑えられた

のです。26年度末の財政調整基金は11億7,700

万円に上ることが予想されておりました。小中

一貫校建設などのための膨らんだ市債は後に交

付税措置で補われる予定なので、財政負担は心

配ないとのことでした。国保税増税を抑える市

独自の繰り入れは十分に可能であったと思いま

す。 

  ３つ目は、小中一貫教育の推進、学校統廃合

による教職員の多忙化が一層進むことが懸念さ

れております。去年の教職員の残業調べでは、

お聞きしますと小学校では週35時間、中学校60

時間、週なのか月なのか、月かと思いますが、

学校の努力だけでは残業は減らないというお話

でした。大規模校の教職員の残業時間が長く、

小規模校は少ない傾向にあると見ました。いじ

めなどの解決のためには、子供の話をじっくり

聞き取る時間的余裕が重要です。教職員の定数

改善が決め手です。これは同じ意見です。市と

しては、地域にある小規模校を守る立場に立つ

ことが私は必要だと思います。 

  反対理由の４つ目なんですが、マイナンバー

法成立に伴うシステム構築改修です。全額国の

負担ですが、あえて言わせていただきます。 

  税と社会保障の個人情報を一括管理し、徴税

の強化、給付抑制を狙うものです。同時に、権

力による国民監視やプライバシーの漏えいなど

が心配されるものであります。情報管理のあり

方など、市民を守る立場から十分なチェックな

どが必要だと思います。 

  ５番目に、住民の暮らしを守る立場から、国

に対してもっと意見・要望を言う必要があると

いうことです。安倍自公政権は、庶民には消費

税増税と社会保障の改悪、大企業には法人税減

税、大型公共事業推進と軍事費拡大の大盤振る

舞い、原発の推進、ＴＰＰの推進です。国の財

政も経済も壊す道に進んでいると私は見ていま

す。その上、侵略戦争ではなかったと公言し、

靖国神社参拝、集団的自衛権の行使を容認し、

再び戦争する日本になろうとしています。安倍

自公政権は、ハンドルは右にしか回らない、ア

クセルだけでブレーキはきかない、まさに危険

な暴走車ではないでしょうか。私たちは、消費

税増税の中止、大企業や富裕層への負担増、労

働者の雇用の安定と賃上げによって税収を確保

し、無駄遣いはやめて財政と経済を立て直すべ

きだと考えます。 

  日本国憲法を守り、戦争のない平和な日本を

守ってまいります。韓国・中国とともに北東ア

ジアに平和協力機構をつくり、領土問題などの

もめごとは戦争にはしない、話し合いで解決す
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る地域にしていこうと提案しています。 

  世界は今、核兵器も戦争もない世界にしよう

という流れが大きくなっています。日本の子供

たちを再び暗黒の時代に引きずり込むのか、平

和な明るい未来に導くのか、私たち大人に今問

われていると思います。地方自治の大部分が国

によって決められてしまいます。住民を守る立

場で、悪政にはストップと声を上げていくこと

が重要だと思います。 

  以上、反対討論を終わります。 

佐藤卓也委員長 次に、賛成討論として髙橋富美

子委員。 

   （３番髙橋富美子委員登壇） 

３ 番（髙橋富美子委員） それでは、議案第31

号平成26年度新庄市一般会計当初予算の賛成討

論を行います。 

  ２年前に発生した東日本大震災や世界的な金

融不安などによって不安定なものとなっていた

我が国経済は、政府の経済再生に向けた取り組

みの強化などによって緩やかに回復してきたよ

うです。 

  国においては、みずからの財政の健全化を図

りつつも、経済成長力の底上げと持続可能な経

済成長の実現へ向けた好循環実現のための経済

対策に基づき、25年度第１号補正予算の編成を

行いました。このことにより、消費税率の改定

に際しても景気を下振れされることなく、経済

成長力を底上げさせるための動きが今後色濃く

なっていくものと思われます。 

  このような中で、本市の財政状況はこの数年

間で大きな改善が見られましたが、これは市民

との一丸となった継続的な取り組みのあかしと

いえます。しかしながら、懸案の大規模事業が

本格的に展開され始めており、財政規模を大き

く膨らませることとなります。したがいまして、

今こそ後戻りをすることのないよう、これまで

の財政再建プランに基づく健全化の精神を堅持

していかなければならないと思います。また、

新年度となる26年度の予算はもちろんこの財政

の健全化を堅持しつつ、第４次振興計画を推進

する意義ある内容でなければならないものと考

えております。 

  予算案を見ますと、総額が対25年度比で12億

3,100万円の大幅な増で、５年連続の伸びを示

しております。我が市を取り巻く情勢を見たと

き、この積極的な予算の編成は内外への発信に

ついてまことに明るい材料となるものと言えま

す。 

  歳入においては、国における地方財政対策か

ら、交付税を抑えた形にならざるを得ない状況

ですが、それを補う形で市税の伸びが見られま

した。また、大規模事業の本格化に伴い、国庫

支出金や市債に大幅な増額が見られるとともに、

これらの財源補塡のために財政調整基金や市有

施設設備基金からの繰り入れを行うという形で

の編成となっているようです。 

  歳出においては、我が市を取り巻く諸状況を

よく認識し、国・県の動向を踏まえるという予

算編成方針にのっとりながら、全般的に第４次

振興計画の３つの重点プロジェクトの計画的な

推進などのために、限られた財源を効果的に活

用することを基本として編成されていることも

見て取ることができます。全体を通して、健全

な財政運営を基本に据えながらも、行政の目指

すべき基本となる市民生活の向上と地域経済の

進展に主眼を置いた評価できる予算であると思

います。 

  また、５年連続増の積極型予算を組むことが

できましたのは、一致結束した財政再建の旗の

もとに貴重な努力を続けてきたたまものであり、

この点も評価に値するものと思います。 

  一部修正もありましたが、今後ともこの歩み

をとめることなく、また、市民や議会の意見な

どに傾聴されるとともに、創意工夫と改善の努

力を惜しまず事務事業に当たっていただきます

よう御期待申し上げ、平成26年度一般会計当初
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予算の賛成討論といたします。 

  終わります。 

佐藤卓也委員長 ほかに討論ありませんか。（「反

対討論」の声あり）反対討論ですか。（「はい」

の声あり）小関 淳委員。 

   （１３番小関 淳委員登壇） 

１３番（小関 淳委員） 平成26年度新庄市一般

会計予算に対しての反対討論を行います。 

  私は、この予算案につきましては、先ほどの

髙橋委員の賛成討論におおむね賛成するもので

ございます。しかし、今回ばかりはどうしても

歳出の部分等で納得できない部分がありますの

で、反対の意思を示させていただきたいと思い

ます。 

  財政再建については、改善されていることは

間違いないと思います。しかし、さらなる慎重

さが必要であり、特に多額な予算がかかる事業

については十分な議論を尽くして進められるべ

きであり、短期間で決定していくべきものでは

ありません。 

  まさに10款教育費４項社会教育費の中の体育

施設の管理運営事業費の１億8,392万4,000円に

ついては、総務文教常任委員会の協議会、そし

て全員協議会での説明はあったものの、まだま

だ十分な説明と議論がなされておりません。市

長側の説明では25年９月ごろから進められてい

たということでしたが、たった半年足らずで１

億8,000万円ほどの事業を来年度予算案に盛り

込むということは当たり前の流れとは思えない

わけです。さまざまな体育施設を市民のために

充実させることを否定するものではありません

が、このような簡単なプロセスで１億8,000万

円もの事業が成立してしまうことが今後の市政

運営にとっては本当にプラスになることとは思

えません。この数字にはこのような進め方をや

っても構わないんだという執行部側の強引な姿

勢が見えます。多額の血税が事業に向けられる

ならば、市民に対してももちろん議会に対して

も十分な説明をして納得してもらった上で進め

るべきと考えます。 

  ということで、今回の一般会計予算案にはさ

らに財政再建を進めるためにもあえて反対させ

ていただきます。 

佐藤卓也委員長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 他に討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  修正議決した部分を除く原案については、反

対討論がありましたので、起立採決をいたしま

す。 

  修正議決した部分を除く議案第31号平成26年

度新庄市一般会計予算については、原案のとお

り決することに賛成委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

佐藤卓也委員長 起立多数であります。よって、

修正議決した部分を除く議案第31号平成26年度

新庄市一般会計予算については原案のとおり可

決するべきものと決しました。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午前１１時５８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

佐藤卓也委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  午後より代表監査委員髙山孝治君より欠席届

が出されております。 

 

 

議案第３２号平成２６年度新庄市

国民健康保険事業特別会計予算 
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佐藤卓也委員長 次に、議案第32号平成26年度新

庄市国民健康保険事業特別会計予算を議題とし

ます。 

  なお、本件を含む特別会計につきましては、

歳入と歳出を一括して質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

佐藤卓也委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） それでは、特別会計と

いうことで、国保の件でよろしくお願いいたし

ます。 

  予算書137ページ、歳入になりますが、被保

険者国民健康保険税というところです。予算書

の中にはございませんが、このたび税制改正と

いうことに伴いまして低所得者への配慮として

軽減される部分が多くあるということで、まだ

これ、国の中でも正式に決定されていない中で

お伺いするのは恐縮ではございますが、それら

のもと、どういった２割・５割・７割というと

ころで、特に２割・５割がふえてくるのではな

いかという予測のもとで全体を審査しなければ

いけないというところでございますので、承知

している範囲で構いませんので、それら低減対

策として、国から来る部分、新庄市への影響、

例えば５割の層が伸びてくるのか、あるいは７

割の層が伸びてくるのかといった部分、お伺い

できますか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 ただいまの御質問、平成26年

度税制改正でもって２割軽減、５割軽減の部分

が拡充されるというふうなことについての御質

問でございます。 

  今回７割軽減の部分については据え置きとい

うことでございまして、５割軽減、２割軽減の

部分が広がるということになります。 

  具体的に１つ例を申し上げますと、給与収入

ベースの方ですが、３人世帯で、今までですと

５割軽減が147万円の収入以下の方、それから

２割軽減が223万円以下の方ということになっ

てございました。これが今回の税制改正が通り

ますと、５割軽減の範囲が147万円から178万円

にふえます。それから、２割軽減の部分が223

万円から266万円までふえます。こういったこ

とでもって対象世帯をふやすというふうなこと

でございます。 

  それで、実際にどういうふうになるかという

ことなんですが、あくまでも推定ということに

なりますけれども、昨年の10月時点での被保険

者で試算いたしました。そうしたところが、全

体で5,753世帯ございましたけれども、そのう

ちの５割軽減の世帯がこれまで349世帯でござ

いますが、これは対象となって広がる部分が

825までふえます。476ふえるということになり

ます。次に２割ですけれども、２割のほうも伸

びるわけですが、これは５割のほうが２割に移

ってくるというふうなこともございまして、現

行、10月時点では858世帯だったものが756世帯

に、逆に100人ほど減るというようなことでご

ざいます。ただ、トータルといたしましては

374世帯がこの軽減の対象世帯として拡充され

るというふうなことでございます。以上です。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

佐藤卓也委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 非常にわかりやすい説

明をいただいたものと思っております。低所得

者への配慮という形で、当然国の制度ができ次

第、収納体制という部分でいかにそれら該当さ

れる方に周知を図っていくのかということが一

番の課題であるかなと思いますので、あわせて

お伺いします。 

  また、今の中で減免になる部分、つまりこれ

は拠出財源、財源は例えば国が何割で市町村負

担分は何割ということをお示しいただけますか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 
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伊藤洋一健康課長 広報体制ということですが、

前回も同じような感じでございましたが、議決、

決まりますれば早目に広報等でお知らせをする

予定にしております。 

  あと軽減分の財源ということでございますが、

国の保険基盤安定という制度がございまして、

軽減分の４分の３を県が負担します。残りの４

分の１を市が負担する、そういう予算を今年度

の予算にも計上しております。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

佐藤卓也委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） それでは、予算書の

148ページ、８の１というところの特定健診診

査業務委託料というところで、この部分に関し

ては、一般会計とも健康増進ということで若干

かぶってきて、さまざまな議論があったところ

でございます。考え方としては、これは国・

県・市町村がそれぞれ３分の１ずつ負担して、

予算書にもあるとおり、700万が受益者負担で

あるというような捉え方をしていきますと、こ

れは昨日も同僚議員の新田委員のほうが質問さ

れたかと思うんです、同じ趣旨の内容。つまり、

初日で人工透析の患者さん、山形県平均500人

に１人のところ、残念ながら新庄市は290人に

１人であるというところで、その中の答弁の中

でも健康体と自分では思っていても、実はやっ

ぱり私のようなインシュをたくさん抱えられた

方がいるわけです。やはり受診率を上げて、

早々に自分の体の状態に気づいていただくと。

そこが第１点ですね。 

  次に、その後のフォローをどうしていくかと。

私もさんざん健診は受けておりますけれども、

言われることは飲むな、食うな、吸うなと、三

拍子私は約束守れないので、いささか説得力に

欠けるのですが、その辺の見直しを図っていく、

これは一般会計のほうでも聞きましたけれども、

いかがお考え、もう一度答弁お願いします。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 いろいろとありがとうござい

ました。 

  健診受診率、もちろん大事であることは言う

までもござませんが、その後のフォローも大事

であるということで、こちらのほうでもこれま

で取り組んでおります主要施策の成果にも記載

しておりますが、特定健診の後に特定保健指導

というのがございます。特定保健指導につきま

しては、各団体、向上するのに悩んでおるわけ

ですが、うちのほうとしては特定健診のあった

その日に特定保健指導の１回目を行うこととい

たしました。そのため、主要施策の成果のほう

にも記載しておりますが、初回の特定保健指導、

非常に７割、８割という段階で伸びております。

そうしたこともありまして、口伝えに健康の大

事さを伝えるのが重要なのではないかなと思っ

ております。 

  なお、先ほど「飲むな、食うな、吸うな」と

いうお話がございましたが、健康の面で言えば、

お酒のほうは多少飲んだほうが飲まない方より

も寿命が長いという結果も出ております。ただ、

「過ぎたるは及ばざるがごとし」で、過ぎない

ようにしていただければ飲む分には健康かなと

考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

佐藤卓也委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 励まされたのか、叱ら

れたのか、ちょっと。 

  これは私だと例えば一回人間ドック、個々の

やつを受けると八千幾らで、オプションによっ

て１万ぐらいまでふえてしまうと。ところが、

税制上の特典と申し上げますと、所得税の申告

の際に医療費控除というものがあって、そこは

10万円を超えていかない部分に関しては控除に

ならないと。これは国の税法上なので何とも言

えない部分があると。例えば40歳から人間ドッ
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クが始まるとするならば、最初の40歳の１回、

あるいは45歳で受けられる方でも受益者負担は

ゼロということは多分ないのですが、そこで例

えばもう少し受けやすいと。全部健診終わって

5,000円で済むような、これ一般財源のほうか

ら少しやっておかないと、具体的に本当に人工

透析の方は非常に気の毒な思いをするんですが、

そこまで至らないと。つまり糖尿病と高血圧が

それら大きな２つの要因であるということです

から、やはり自分の体は自分なりには体調がい

いと、これは課長の認識と私も同じなんですが、

ところが異状のもとは早く自分でも気づく必要

があるわけです。やっぱり行政として受診率を

上げていくという方向にもう少し力を入れてい

ったほうがいいのかなというふうな思いがある

ものですから、その辺のところ、いかがお考え

ですか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 それにつきましては、私のほ

うからも昨年度からずっと申し上げております

ように、痛くならないうちはどこも悪くないん

だという誤った考えは正したいということで議

会でも何度も答弁差し上げました。痛くなって

しまっては遅いというのが新田委員についても

同じような感じでおっしゃっておりますので、

こちらのほうとしてはなるべく周知に励みたい

ということではありますが、なかなか印刷物と

いうのも読んでいただけないところもございま

す。 

  そうした意味からも、今年度、健康づくりの

モデル地区ということで、ある町内に保健師が

２年間ですが、月１回程度入りましていろいろ

な健康の話をする中で、受診率の向上であった

り健康に関する各自の取り組みをふやしていた

だくようにということで、そうしたモデル事業

を考えたところでございました。委員おっしゃ

るように、健康というのは痛くなってしまって

からでは遅いという部分がありますので、今年

度の予算書にはモデル地区の事業というのは何

もあらわれてはおりませんが、少ない予算の中

で、職員の汗と工夫で健康づくりに努めてまい

りたいと思っております。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

佐藤卓也委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 国保の運営上、非常に

厳しい状態であるというところで、しかしなが

ら、運営する上では税率の改正ということで今

回やられるようですけれども、既にもう支え切

れない状態にあるのかなと思っているわけです。

これは全国市長会などで、市長は国保の安定的

な運用を目指すための国への要望等をされてい

ることは承知してございますが、やはり地方自

治体での限界点にそろそろ来ているのではない

かなと思いますので、今後もしかるべきところ

で地方の実情をぜひ訴えていただきたいなとい

うお願いを申し上げまして終わります。 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 137ページの１の国民

健康保険税の滞納繰越分というのが６項目出て

おりますが、これに対する対応はどのようにと

っていくつもりなのか、お願いします。とって

おられるのか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 滞納世帯への対応ということ

でございますが、健康課の部分としましては、

納税を促しながらもそれに対応できていない世

帯の方については短期保険証、またさらに滞納

の多い方については資格証明書等を発行して対

応しております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 短期証と資格証の人数
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などは、現在はどうなっているでしょうか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 短期証と資格証の世帯数でご

ざいますが、２月末現在で資格証が32世帯、短

期証が235世帯ということになっております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 短期証のとめ置きとい

うか、そういうことも聞くんですが、そういう

ことがなく、短期証を必要な人に出すというふ

うにしていらっしゃるでしょうか。 

  また、資格証というのは保険証がないという

状態だと思うんですが、そういう方々の状態と

いいますか、なぜ資格証になってしまったかと

いうあたりも含めてお願いします。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 短期証のとめ置きということ

でございますが、とめ置きというのは被保険者

宅に届けないで、こちらで一時留保していると

いう状況を言っているのだと思いますが、短期

証をなぜそういうふうな処置にしているかとい

うことの一つの理由としまして、納税相談する

機会を設けたいということでございます。こち

らのほうとしても３カ月、６カ月の短期証があ

るわけですが、そうした機会を捉えて、世帯の

状況ですとか収入の状況というのを聞く、そう

いった中で納税相談をやりたいということで、

とめ置きといいますか、直接郵送しないでこち

らに来ていただいて納税相談する機会を設けて

いるという意味でございます。 

  また、資格証明書の方につきましても、必要

な医療がある場合にはこちらのほうに来られま

す。そういったときに納税相談をしながら、資

格証明書を短期証に切りかえながら、必要な医

療を受けられる体制にしながら納税相談する機

会をふやしているということで御理解いただき

たいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 先ほどとめ置きのこと

で納税相談の機会にしたいという、その気持ち

はわかります。とめ置きの期間といいますか、

どのぐらい納税相談しようとして待っておられ

るのか、最大。本当は即、出してやるのが一番

親切だと思うんですけれども、お願いします。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 短期証の期間としましては３

カ月・６カ月ということであるわけですが、３

カ月の場合については１カ月ぐらいは留保する

というようなことにしているかと思います。そ

れ以上こちらのほうにとめておくと必要な医療

を受けないという場合も想定されますので、１

カ月ぐらいをめどにして、とりに来られない方

には郵送するようにしております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 資格証などになってい

る方々の状況については、どういう状況で資格

証になっておられるのか、把握しておられたら

お願いします。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 資格証の方については、例え

ば単年度で未納が出てしまったといった方につ

いては資格証は出さないようにしております。

長年、継続して滞納額がふえているという方に

ついては資格証という措置をとっていることで

ございます。 

  資格証になる方、納められない方というふう

になりますが、非常に世帯の中で状況がいろい

ろございます。そういったことで、状況をお聞

きしながらこちらのほうで審査委員会を開いて

資格証の対応をしているところでございます。 
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１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 長年にわたって未納状

況があるという方の中で、審査委員会で状況を

聞いて資格証にするというお話でしたけれども、

審査委員会で話し合われて資格証になってしま

うというのはどういう方なんでしょうか。なら

ない方との違い。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 基本的には、納められる状況

ではないかと思われている中で、なかなか納付

が進まない、納められない、納めていただけな

いという方が資格証ということで思っておりま

す。例えば、少しながら、わずかずつであって

も１カ月置き、２カ月置きということで納めて

いただいている方についてはこちらのほうでも

配慮しているつもりでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今、お話を伺いながら、

この方々の収入状況というのはやはり厳しい収

入というふうに見ておられるのではないでしょ

うか。そういう意味では、市独自の減免状況、

申請などは受けなかったのでしょうか。あるい

は申請、市独自の減免をしたという方などはい

らっしゃらないんでしょうか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 ただいま健康課長のほうから

もお話しいたしましたが、資格証明書を支給さ

れている方々、必ずしも低所得者と限ったわけ

ではございません。そういう意味ではその部分

でどういった所得なのかということまでは把握

してございませんけれども、独自減免のお話で

すけれども、これにつきましては前にもお話し

したような気がしますが、平成21年の３月定例

会でもって新庄市独自の減免制度、減免規定、

皆さんで御可決いただいております。それの運

用については、災害とかそういったものでの減

免というのはあるわけです。あと服役とかそう

いったものは毎年定期的にあるんですが、所得

が激減するという理由での減免というのは非常

に今のところまだ少ないです。少ないですが、

この規定がありまして、さらにそれを審査する

体制もできているということからしますと、新

たな減免というよりは、これをさらに周知を図

って、その適用を受けられる方、必要がある方

については受けられるというふうな状況を整備

するのがまずは今のところの段階での仕事かな

というふうに思っております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 規定そのものが所得の

激減ということで、激減ということは減ったと

いうことでありまして、前はもっといっぱいあ

ったんだけれども、がくっと減った、その年ぐ

らいだと思うんです。でも、この景気の状況を

見ますと、激減というよりはずっと低迷し続け

ている人が少なくないんじゃないかと思うんで

す。だから、長年にわたってしまうといいます

か、長年にわたって未納が続いてしまうという

ことは、激減は一回あったとしても、その次、

ずっと低所得が続いてしまうといいますか、そ

ういうことで、それを上回る国保税が毎年毎年

来る中で、それに納入できないままになってい

く方がいらっしゃるんでないかなという気がす

るんですけれども、それについての認識はどう

ですか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 ただいま激減ということで申

し上げましたが、国民健康保険税については、

前の年度の所得状況、収入状況で、翌年度課税

されます。低迷が続いている方については、所

得が例えばなくなった方についてはその翌年度
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の課税については７割軽減ということになりま

すので、毎年毎年同じような所得であれば課税

されますが、激減した低迷状態が長く続くとい

うことであれば、翌年度には７割軽減に該当す

るかと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ７割軽減ということで、

どういう方が７割軽減になるのかということで、

いろいろお聞きしたりして聞いてみますと、例

えば給与所得で１人65万円未満、２人でいてそ

れぞれが65万円未満の給与所得、２人で130万

円の収入で、あと所得ゼロということで、国保

税が７割軽減になるというふうにお聞きしたん

です。７割軽減になったから、じゃ払える国保

税なのかというと、今度の26年度では４万

3,000円の国保税になると言われております。

７割軽減世帯で、実際のもらう手取りが１人65

万円、それが２人で合わせても130万円しか働

いてももらえない。このぐらい厳しい世帯でも

４万3,000円の国保税になってくるというんで

すね、７割軽減で。これは国がおっしゃる、先

ほど石川委員がおっしゃってくださった低所得

への対策として軽減を広げると言って、７割軽

減って一番大きな軽減だと思います。それでも

このように働く人が４万3,000円もの国保税と

なったときに、どう考えても払えないだろうな

ということが想像されてくるんですね。そうい

う意味では、こういう方を救えるような本人の

申し出が必要だと思います。ただ所得ゼロとい

ってもいろいろあるんだということがあると思

います。でも今言ったような１人65万円、２人

で130万円しか稼げなかったような方が国保税、

４万3,000円納付しろと言われたときに、減免

していただけないだろうかと申し出られるよう

な、あるいは免除でもお願いできるような、そ

ういう規定に持っていくことはできるのか、お

願いしたいと思います。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 こういったお答えが適切かど

うか、ちょっとはっきりしないんですけれども、

今現在ございます減免規程というのは、前年中

の合計所得金額が400万円以下の者で、事業不

振、失業、退職、廃業や疾病などでその年の所

得が皆無と見なされ、国保税の納付が著しく困

難であると認められる者、これが全額減免にな

ります。それから、もう一つが前年中の合計所

得が400万円以下の者で、事業不振、失業、退

職、廃業や疾病などでその年の所得が前年の所

得に比べ２分の１以下に減少した者で、国保税

の納付が著しく困難であると認められる者と、

これはその状況に応じて７割減免、あるいは５

割減免、３割減免というふうになります。これ

で言いますと、やはり前年の所得が落ちたとい

うふうな事実がないと対象にならないような感

じをいたします。 

  ただ、前年の所得が400万円以下であればど

こまで低くても差し支えないというふうに考え

ることもできるわけでございまして、そういう

意味では仮に低所得者の方でもこれに適用させ

ることができないわけではない、そういうケー

スもあろうかというふうに考えております。そ

れから、そういう意味では全額減免だけに限ら

ず、ほかの減免も基準としてはあると、用意し

てあるというふうなことでございます。 

  とりあえず以上、お答えいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今、言ったような１人

65万円、２人で合わせても130万円みたいな、

こういう収入しかない方が４万3,000円来たと。

去年はどうだと言われても、ちょっとわからな

いですけれども、去年と同じだったのかもしれ

ませんが、そのような方が来たとき、去年と同

じだとして、全額免除、あるいはさらに７割免
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除か、そこら辺まで考えていただけるというこ

とですか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 まず、たとえ低所得の方であ

ったとしても、前年はその所得でもって国民健

康保険税を納付していたということであれば、

これができなくなる客観的な理由がないとだめ

かなというふうに私は思っております。そこら

辺、例えば今回は税率改正によって税額そのも

のがふえるという事情がございますので、その

辺は加味して考慮することはできるのかなとは

思っておりますが、前年までは納めていた、こ

としは納められない、その辺、理由ありますか

と。去年と所得変わっていませんというような

ことでは、これは理由にはならないのかなとい

うふうに思います。 

  その辺、個別の事情がいろいろございますで

しょうから、ぜひ納税相談をしていただいて、

いろいろな対応、ほかの対策もないかというこ

とも含めて御相談いただければというふうに思

います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。ぜひ、

市民の中で国民健康保険税が高くなって納めら

れなくなるということが予想されますから、そ

ういう人が出たときに資格証にしたりするので

はなく、できるだけ減免制度もあってお話を伺

って適用できるかもしれないかどうかというこ

とで、市民の立場に立って減免などを広げて、

使うべき人は使えるようにできるようにお願い

したいと思います。 

  次に、どうしても今言ったように、今度の国

民健康保険税の引き上げというのは厳しいと思

いますので、一般会計からもう少し繰り入れて

税率引き上げを抑えるべきではなかったのかな

と思うんですが、その点どうでしょうか。 

佐藤卓也委員長 悦子委員に申し上げます。ペー

ジ数、款項目をよろしくお願いいたします。佐

藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今のは137ページの１、

国民健康保険税の滞納繰越分とかかわりまして

です。そしてこれについてです。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員に申し上げます。

一般会計の予算が決まりましたので、国民健康

保険税のことについての質疑をよろしくお願い

いたします。 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の通告がありますので、討論の発言を許

可いたします。 

  初めに、反対討論として佐藤悦子委員。 

   （１番佐藤悦子委員登壇） 

１ 番（佐藤悦子委員） 議案第32号平成26年度

新庄市国民健康保険事業特別会計予算に反対討

論を行います。 

  初めに、増税幅を抑えるため一般会計から３

月補正で3,000万円を基金に繰り入れたという

のは、私は高く評価したいと思います。 

  年金が下がり、平成26年度４月から消費税

５％が８％の増税となります。さらに農家への

補助が半額になり、生活費が確実に下がり、経

済の落ち込みが確実であります。こういうとき

に国保税の大増税が市民に追い打ちとなること

は避けるべきだと私は考えます。 

  24年度からの１人当たり15.54％増税があり

ました。さらに26年度に11.38％の増税になり

ます。予想される赤字分１億2,300万円を一般

会計からの法定外の繰り入れをすれば、今度の

増税は抑えられるのです。例えば年収300万円、

所得は192万円の40代夫婦、中学、高校の子供

を持ち、資産なしという世帯では、23年度は31
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万6,300円の国保税でした。24年度は38万1,100

円になり、今度の26年度は同じ収入状況だとし

て41万3,800円となります。国民健康保険料は

36万円余り、資産がありませんからアパートに

住んだとして家賃年60万円とすると、残りは月

13万5,300円です。教育費、車の経費、食費、

水光熱費が果たして賄えるのでしょうか。この

世帯は26年度から７割軽減世帯となります。軽

減された後であっても、この金額なんです。前

年比で３万2,700円の増税だし、23年度と比べ

ると10万円近くもの増税です。課税された国保

税について、全額は払えないということは明ら

かではないでしょうか。申告による市独自の減

免制度が活用できるようにしていただきたいと

思う時代です。 

  国民健康保険は、ほかの健康保険に入ってい

た人も退職すると必ずお世話になる医療制度で

す。国民の３人に１人が加入する日本最大の医

療保険制度です。大事なこの制度が、国保税が

高過ぎて払えない人をふやし、保険証取り上げ

や過酷な滞納制裁などで住民を苦しめる異常事

態になっています。 

  国保税の値上げの最大の原因は国の予算削減

です。1984年、当時の自民党政府は、医療費掛

ける45％としていた国保の定率負担を、給付費

掛ける50％に変える法改定を行いました。国保

では、かかった医療費の３割が窓口負担で７割

が保険給付です。ですから７割の保険給付掛け

る50％で、実は35％です。ただ、高額療養費が

適用されると給付は７割以上となるので、実際

は38.5％となります。自民党は法改正で医療費

の国庫負担を45％から38.5％に削減したんです。

これを皮切りにして、自民党は国保の事務費や

保険料軽減措置などに対する国庫補助を削減、

廃止したり、都道府県調整交付金の中に移しか

えて肩がわりをさせました。その結果、国保の

総会計に占める国庫支出金の割合は、1984年の

約50％から2009年度24.7％へと半減しました。 

  さらに、国保世帯の貧困化が一体に進んだこ

とが事態を一層深刻にしました。国保加入者の

平均所得は、1990年度は年240万円でした。

2009年度には158万円に下がっています。ここ

だけでも82万円の減です。同じ時期に１人当た

りの国保税は６万円だったのが９万円にはね上

がりました。2014年度、来年、新庄市は１人12

万4,048円に上げようとしています。これでは

滞納がふえるのは当然です。 

  今、国保は財政難、保険税の値上げ、滞納が

ふえる、財政難という悪循環に陥っています。

年金生活者や失業者も加入する国保は、もとも

と適切な国庫負担なしには成り立たない制度で

す。ところが、歴代の政権は、国の社会保障予

算を削減するために国保の国庫負担を削減し、

しかも国保世帯の貧困化が深刻になった今もそ

れをもとに戻しません。この失政によって国保

税の高騰に歯どめがかからなくなったのです。 

  国保の広域化、都道府県単位化についてです

が、国保の運営を住民の声が届きにくい広域組

織にして、自治体の独自繰り入れをなくし、医

療を受けて保険税値上げか、保険税を抑えたい

なら医療を制限するしかないという選択に住民

を追い込むことで公的医療費の恒久的抑制を図

るのが政府の方針です。 

  私たちは、国庫負担を増額し、国保税の引き

下げを提案しています。約4,000億円を投入す

るだけで国保税は１人１万円引き下げできます。

その上で、国保再建のために計画的に1984年、

改悪前の水準に戻せば、国保税の水準を抜本的

に引き下げることができます。さらに、国保税

の算定方式を見直し、所得に応じた保険税、誰

でも払える保険税にすれば滞納もなくなります。

全国知事会、全国市長会など、地方六団体も従

来の枠を超えて国庫負担割合の引き上げを一致

して要求しています。国保の運営主体である市

が国の圧力に屈伏するのか、住民の立場で国保

税の値下げ、抑制に努力を続けるのかが問われ
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ます。 

  福岡市では2008年、2009年に２年連続で引き

下げを実現したそうです。鹿児島県霧島市や愛

知県一宮市では、子育て世代に対する市独自の

国保税減免制度が住民の要求を受けてつくられ

たそうです。一般会計からの市独自繰り入れを

ふやし、値上げの中止、減免制度の改善、拡充

を図ることが重要です。県の姿勢も問われると

思います。市町村国保に独自の補助を行い、国

保税の引き下げや健診事業などの支援をしてほ

しいものです。県に対して国の国保政策の先兵

ではなく、住民の福祉の守り手として、市町村

国保への支援を強めるよう要求することも必要

だと思います。 

  給与や年金など、生計費の差し押さえは法律

で禁止されています。子ども手当やひとり親世

帯の児童扶養手当も差し押さえは禁止されてい

ます。地方税法は、生活を著しく窮迫させるお

それがある場合、差し押さえなどの滞納処分を

してはならないと規定しています。また、分納

となって納付が着実に行われているときに滞納

処分をしないのが原則だと予算委員会で言われ

ております。 

  市で今後検討しているというタイヤロックに

ついて言えば、会社に行けなくなり首になって

しまったということはならないようにしていた

だきたいと思います。 

  国保法には助け合いという、相互扶助という

文言はありません。そう規定していたのは戦前

の旧国保法です。1959年に施行された新国保法

は、第１条で国保を社会保障及び国民健康保険

のための制度として規定し、第４条でその運営

責任は国にあると明記しています。国保は憲法

25条に基づく社会保障の制度であり、お金のな

い人を制度から排除するのは本末転倒です。払

えなくなる人がふえることが明らかな増税は中

止すべきだと思います。 

  以上、反対討論を終わります。 

佐藤卓也委員長 ほかに討論ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第32号平成26年度新庄市国民健康保険事

業特別会計予算については、反対討論がありま

したので起立採決をいたします。 

  議案第32号について、原案のとおり決するこ

とに賛成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

佐藤卓也委員長 起立多数であります。よって、

議案第32号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第３３号平成２６年度新庄市

交通災害共済事業特別会計予算 

 

 

佐藤卓也委員長 次に、議案第33号平成26年度新

庄市交通災害共済事業特別会計予算を議題とい

たします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

１５番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

佐藤卓也委員長 下山准一委員。 

１５番（下山准一委員） 156ページ、１款１項

１目共済会費の収入についてお伺いします。 

  昨年度より19万7,000円減額されていますが、

加入率は幾らと見て算定したのかお伺いします。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 交通災害共済の加入率という

ことでございます。25年度はまだ期間が終わっ
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ていませんので、25年度については51.55％と

いうことで最終の加入率を見込んでおります。

26年度におきましては大人で460人程度、子供

で120人程度の減少になるであろうというふう

に試算をして計算をしております。以上です。 

１５番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

佐藤卓也委員長 下山准一委員。 

１５番（下山准一委員） 単純に見ると大体50％

ぐらいなのかなという気はするんですが、先日、

環境課のほうから過去の加入率の資料をいただ

きました。平成21年度が59.99％、約60％あっ

たんですよね。今回約50ですから、この５年間

で10％減ってきている。 

  とてもいい事業だなというふうに思うんです

が、これだけ加入率が下がってきたのであれば、

そろそろその役割は終わる時期が来るんじゃな

いかなというふうに思いますし、大体加入率が

何％ぐらいになったらば考えられるのか。基金

も今8,600万ぐらいありますので、この使い方

はまた別としても、まず加入率が何％ぐらいに

なったらもう見切りつけるんだよという考えが

あればお聞かせください。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

佐藤卓也委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 加入率はここ５年で相当落ち

まして、10％程度落ちたということでございま

す。 

  扱いとしましては、現在、区長の方々、隣組

長の方々にいろいろ御協力をいただいて、まさ

に集約の最中でございますけれども、個人情報

等の扱いが出てきてなかなか市民と隣組長、区

長の方々のお金のやりとり、それに付随する情

報の部分で相当難しくなってきたのかなという

ふうな考えはあります。 

  ただ、ここで最近の見舞金の支給の内容を見

ますと、60歳以上の方の見舞金の支給が50％を

超えております。言い方を変えますと、それだ

け60歳以上の方が市内を動いて回るというか、

活動されているということにもつながるのかな

というふうな考えもありますので、この場で

何％になったらというふうな言葉ではなくて、

もうしばらく何とか集金の方法も含めて検討さ

せていただきたいなというふうに考えておりま

す。よろしくお願いしたいと思います。 

１５番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

佐藤卓也委員長 下山准一委員。 

１５番（下山准一委員） 私ども区長として、集

め方とか大変なのは事実なんですが、別にその

部分で言ったわけではないですからね。いい事

業なのでできるだけ続けてほしいんですが、や

っぱり加入率がこれだけ下がってくると本当に

必要になっているのかなという気がしますので、

逆にもっと加入率を上げるような算段をやって

ください。以上です。 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第33号平成26年度新庄市交通災害共済事

業特別会計予算は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第33号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 
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議案第３４号平成２６年度新庄市

公共下水道事業特別会計予算 

 

 

佐藤卓也委員長 次に、議案第34号平成26年度新

庄市公共下水道事業特別会計予算を議題といた

します。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第34号平成26年度新庄市公共下水道事業

特別会計予算は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議がありますので、起立採

決いたします。 

  議案第34号は、原案のとおり決することに賛

成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

佐藤卓也委員長 起立多数であります。よって、

議案第34号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第３５号平成２６年度新庄市

農業集落排水事業特別会計予算 

 

 

佐藤卓也委員長 次に、議案第35号平成26年度新

庄市農業集落排水事業特別会計予算を議題とい

たします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第35号平成26年度新庄市農業集落排水事

業特別会計予算は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議がありますので、起立採

決いたします。 

  議案第35号は、原案のとおり決することに賛

成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

佐藤卓也委員長 起立多数であります。よって、

議案第35号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第３６号平成２６年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計予算 

 

 

佐藤卓也委員長 次に、議案第36号平成26年度新
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庄市営農飲雑用水事業特別会計予算を議題とい

たします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第36号平成26年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計予算は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第36号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第３７号平成２６年度新庄市

介護保険事業特別会計予算 

 

 

佐藤卓也委員長 次に、議案第37号平成26年度新

庄市介護保険事業特別会計予算を議題といたし

ます。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 203ページの１の１の

１で、介護保険料についてですが、基準額と今

後の見通しをお願いします。 

  それから、滞納繰越分が207万でありますが、

この状況と対応についてお伺いいたします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 それでは、ただいまの御質問

にお答えいたします。 

  平成26年度の当初予算でございますけれども、

現年課税分で平成25年度の当初予算に比較いた

しまして1,325万の増、比率にしまして2.27％

でございます。それから24年度の決算額、これ

と比べますと1,014万円、1.73％のこれも増と

いうふうになってございます。団塊の世代が65

歳到達ということが順々とふえてきております

ので、25年度当初予算時よりも被保険者数で

121名増と見込んでございまして、特に今回の

場合は第６段階から第８段階、比較的所得の高

い層の増加が見込まれるというふうに考えてい

るところでございます。 

  それから、滞納繰越分のことでございますけ

れども、これについては昨年度、25年度の当初

予算と比較いたしまして若干下がっているとい

うふうな見込みです。お手元にございます予算

書では滞納繰越分の金額が出ておりますけれど

も、実際はこれに収納率を掛けてこの結果にな

ったというふうなことで、調定額が当然ござい

ます。それについては前年比で90.58％ですか、

10％弱でございますけれども、引き下げて見込

んでございます。 

  何であれ、滞納繰越分については少なくする

というのが私どもの目標でございますけれども、

実際のところは年度によって多少の出入りがあ

ったりということもございますが、その辺、減

らしていくように努めてまいりたいというふう

に思っております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） この介護保険料につい
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てなんですけれども、現在は月平均で約5,000

円だったかなと思いますが、それがその次の年

といいますか、今度の改定では8,000円になる

んでないかと言われているんですけれども、今

現在、何とか６年度でふえないようにという努

力をなさるんだと思いますが、その見通しなど

があったらお願いします。 

佐藤卓也委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後２時０２分 休憩 

     午後２時１２分 開議 

 

佐藤卓也委員長 休憩を解いて再開いたします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

介護保険料の見込みについての御質問いただい

ておりますが、介護保険料の算定につきまして

は３年に１回ずつ見直しをかけるということで、

現在第５期の介護保険事業計画の中で推移して

おります。 

  御発言のように、おおむね5,000円程度で全

自治体が取り組んでいるというふうな状況にな

りますが、先ほど委員のほうから8,000円とい

う額が出ておりますが、この額につきましては、

今、国、厚生労働省のほうで将来に向けた介護

保険事業計画を策定すると、いわゆる見通しを

立てながら今後はやっていこうということで、

いわゆる27年度から当面まず第６期の介護保険

事業計画があるわけですが、それよりかなり遠

い将来といいますか、10年後なんですが、平成

37年度、いわゆる団塊の世代、先ほどお話も出

ましたが、75歳以上の方の人口が非常に多くな

る時期を見定めまして、介護保険の収支計画を

立てております、計画といいますか見込みでご

ざいますが。給付費が現行でも９兆円程度とい

うふうに見込まれておりますが、平成37年度で

は21兆円、当然の前提としていろいろな給付抑

制をかけながら21兆円という数値を出しておる

わけですけれども、これに相応するいわゆる１

号保険者の負担金という形になりますが、保険

料を8,200円と推定していると。ですから、

8,000円については10年後の見込みの数値とい

うことでお答えいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 次に、215ページの４

の２の５で任意事業というのがありますが、こ

こでおむつ支給455万1,000円というのがありま

す。この内容、人数などについてお願いします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 おむつ支

給事業費について御質問いただいております。

このおむつ支給事業費につきましては、いわゆ

る高齢者を対象としたおむつ支給という形にな

りまして、一定程度の介護状態、はっきり言い

ますと介護度３以上の方を対象とした給付条件

ということで、さらに非課税世帯ということも

前提としながらやっていただいているというと

ころでございます。 

  支給の人数でございますが、ちょっとお待ち

ください。 

  お待たせいたしました。おむつの給付費につ

きましては、基本的におおむね80名程度を対象

ということで一応想定しております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） おむつ支給ということ

で浮かんできますのは、介護度が２とか１であ

ってもおむつが必要な方っておられるように思



- 292 - 

いますが、そういう方についてどう考えておら

れるか。特に低所得世帯についてなんですけれ

ども、どう考えておられるかお願いします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 おむつの

支給要件につきましては、何回も御質問いただ

いて、常に同じお答えで大変申しわけないんで

すが、この部分についてはいわゆる単独の給付

に近いというところもございまして、やはり全

体の福祉給付のバランスを見ながら考えていく

というところが大前提でございます。ですから、

福祉タクシー券もございますが、いろいろな制

度取りまぜて、我々のほうで中身を検討させて

いただいてその支給要件を決めているわけでご

ざいますけれども、現行の財政状況なり他市町

村の例も含まして考慮しながら、現行の支給水

準で当面いこうということでは話はしておりま

すので、支給範囲の拡大については26年度は想

定していないというところでございます。 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

佐藤卓也委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） 208ページの２の１の

１と５、これは保険の給付費なんですが、かな

りの高額の介護費を使われておるわけですけれ

ども、ここに載っておるように居宅介護サービ

ス費が12億4,900万、施設の介護においても大

体同じぐらいの12億6,300万というふうに、相

当の部分を介護保険の中でここで費やしている

わけですけれども、この数字というのは年々増

加の傾向をたどっているというふうに私は思っ

ていますが、過去３年間ぐらいの数字の動き、

わかったらば小野課長のほうから、わかりませ

んか。資料ないとすればいいんですけれども、

上がっていることは間違いないというふうに思

うんですが、ありますか。今年度に限ってはこ

の分は１億7,600万円、１年間でこのぐらい増

加しているわけですね。なかったらいいです。 

  私が申し上げたいのは、数字のどうこうでな

くて、これをこのまま置きますと、さっきの健

康保険じゃないけれども、また介護保険の値上

げ、保険税の増額というふうになってくるわけ

ですね。市民サイドから言えば、さっきは通り

ましたんですが、税金をそんなに納めたいなん

て思っている人はいないわけです。健康保険も

介護も放っておけばどんどんどんどん給付費が

上がっていくことは確実です。したがいまして、

私が一番お願いしたいのは、これを防止する対

策を立てての事業を展開すべきじゃないかとい

うふうにいつかも申し上げたと思うんですが、

日本一の長寿県になった長野県においてはやは

り相当の事業を展開した結果、ああいうふうに

長寿日本一にたどり着いたということが言われ

ております。そんなことで、やはりいいものを

どんどん取り入れて、これは国に頼るわけには

いかないので、上がった分は各自治体で賄いな

さいと。健保にしても介護にしてもそういうふ

うになっていますので、給付がふえないような

対策は、これはいずれしていかなければならな

いんじゃないかなというふうに思うところであ

ります。それで現在、何かそれの手だてを考え

ておられればお聞かせいただきたい。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

佐藤卓也委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 確かに新

田委員の御指摘のとおり、給付費は右肩上がり、

率は別にしましても減額という状況ではござい

ません。国としてもそういう状況を鑑みまして、

いわゆる介護保険のあり方としては従来進めて

きた介護予防のあり方も見直すというところで、

新しい介護保険事業計画の中でいろいろと新し
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い地域ケアシステムの取り組みを提案されてお

ります。 

  具体的に申しますと、昨今話題になっており

ます認知症対策ということで、早期治療が一番

大事だろうと。進行をおくらせることによって

施設に入る方をなるべく少なくして、いわゆる

在宅介護を進めていくというところはまず一つ

の観点でございます。ですから、その観点に乗

りまして、一つの医療と介護の連携ということ

がありまして、医師会と介護分野の協力を得な

がら自宅で認知症患者をケアしていく。適切に

ケアすることによって、施設になるべく入れな

いで地域で暮らしていただけるという対策をま

ず考えております。これも認知症につきまして

は、初期集中支援チームというのが25年度から

提案されておりまして、いずれ我々もこういう

チームをつくりながらも対応していかざるを得

ないというところでございます。 

  もう一つが地域ケア会議ということで、一般

質問のほうでもお答えしておりますが、いろい

ろな困難ケースのまず事例をケア会議の中で検

討するわけですけれども、一定の地域での介護

における特殊な状況があれば、それを地域で共

通化して地域の見守りにもつなげていくと。で

すから、地域で要援護者を支援していくという

ところも一つの観点としては出されております。 

  具体的には生活支援という項目が出てまいり

まして、生活支援のコーディネーターという言

葉が新しく出されておりますが、例えば仮に申

しますと、健康福祉推進員のような方が地域で

高齢者の状況を見ながら必要な事項を指導した

り、役所のほうにつなげていくという制度も27

年度以降は具体化されるという状況でございま

す。 

  介護予防につきましても従来の取り組みをも

う少し見直しまして、もう少し早い段階から介

護予防を行って、早目に対応することによって

施設入所のかかる経費を少なくしていこうとい

うふうな取り組みをこの４点にかかわって強力

に進めていきたいというふうに27年度からは考

えているようです。結局27年度からということ

では遅いものですから、26年度の段階でいわゆ

る試行という形で、国も当初予算にのせている

ようですので、追って県のほうからいろいろな

メニュー、例えば介護ボランティアの進め方と

かといういろいろな事業について26年度の中で

各市町村で取り組んでくださいというふうな要

綱も来ておりますので、そういう形で将来進め

ていきたいと、進めていくということで考えて

おります。以上です。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

佐藤卓也委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） 今後の対策ということ

で、一歩進んだ、前進した対応をしたいという

ことで課長からお伺いしましたんですが、もっ

と言えば、介護のお世話にならないようなやり

方が一番よろしいわけで、一般会計でも申し上

げましたんですが、病気にかからないように対

策を立てる、要するに健診率を上げるとかいろ

いろな方法が考えられるんですが、受け身で、

来たものを処理するというふうなやり方でなく

て、来ないように私はどっちにしてもすべきじ

ゃないかなというふうに思います。誰でも年を

とっていくんですが、とっても病気にかからな

い、介護の状態に陥らないというふうな事業を

展開していけばある程度は防げるんじゃないか

なと。結果として長野みたいに長寿県になって

いるんだというふうに私は思っています。そん

なことで、来たものを処理することだけでなく

て、その前に来ないように、ストップかけられ

るような政策を打って健康管理に専念させると

か市民に浸透させていただきたい。 

  機会あれば一般会計でこれを徹底的に議論し

てみたいと思うんですが、年々減っていく人口、

毎年約500人前後減っていくんですけれども、

これに歯どめをかける一つの事業展開として、
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やるかやらないかは私はできないんですが、健

康福祉の都市を宣言でもして、新庄に行けば長

生きできるんだというようなことになっていけ

ばある程度の人口流出、または逆に流入も図ら

れるようにできるんじゃないかと、やればでき

るんじゃないかというふうに思っています。今

急に人口減をとめるといっても具体的な策がな

いわけで、黙って見ているわけにいかないと思

うので、もう３万8,000を切るのは目前でしょ

う。そういうものでも一つの目玉にして、新庄

市のある程度の活性化にプラスできるようにな

るようにできないかなというのが私の思いです。 

  そんなことで、大変難しい注文ですけれども、

いろいろと考えていただいて、具体化できれば

いいんじゃないかなというふうなのが私の考え

です。以上です。終わります。 

佐藤卓也委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第37号平成26年度新庄市介護保険事業特

別会計予算は、原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第37号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第３８号平成２６年度新庄市

後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 

佐藤卓也委員長 次に、議案第38号平成26年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計予算を議題と

いたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 224ページの１の保険

料についてですが、プラス1,793万3,000円とな

っていますが、これはどういう理由からかとい

うことでお願いします。 

  また、滞納繰越分が80万6,000円ありますが、

この状況と対応についてお願いいたします。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 224ページ、特別徴収の保険

料でございますが、これは運営主体としては山

形県の後期高齢者医療広域連合ということでご

ざいますので、広域連合のほうから資料が参り

まして、それに基づいて予算要求しているもの

でございます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 間違っていたら済みま

せんけれども、後期高齢者医療保険料が上がる

ということではないんですか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 後期高齢者医療の保険料につ

いては２年ごとの更新となっております。26年

度からまた新たな２年間に入るわけですが、後

期高齢者の広域連合の議会のほうでは来年度、

均等割については据え置きの３万9,500円、所

得割については0.32ポイント上がって、7.52％
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から7.84％に上げるということで連絡をいただ

いております。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

佐藤卓也委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 滞納繰越分について御質問ご

ざいましたので、お答えいたします。 

  昨年度、平成25年度の当初予算と比較いたし

ますと、26年度の滞納繰越分、84.22％まで減

少してございます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ただいま健康課の課長

のほうから後期高齢者医療保険料が上がるとい

う話をいただいたように思います。これは２年

ごとにこのように後期高齢者医療保険料がずっ

と上がっていくということが見通されているん

でしょうか。 

  また、滞納繰越分にかかわってなんですけれ

ども、減少しているということはわかりました

が、それでも滞納分があるということで、滞納

されている方の現状あるいはこちらの対応、短

期証とか資格証とかということもあるかもしれ

ませんが、そういったこともお願いします。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 後期高齢者医療の医療保険料

のことですが、保険給付費が上昇すれば保険料

も上昇するという仕組みになっております。た

だし今年度は、山形県の部につきましては、来

年度以降ですが医療給付費が減少するというこ

とで算定はされておりますが、20年度当初です

が、半分は公費、残りの半分のうち４割はワコ

ールからの支援、保険料については10％という

ことで制度がスタートしてまいりました。それ

が制度が変わっておりまして、10％を超えて被

保険者の保険料で負担をするよというふうにな

っております。 

  来年度からにつきましては、10％であったも

のが10.73％、被保険者が負担するということ

に変わっておりますので、その分での上昇も見

込んで、均等割は同じですが、所得割を変える

ということでございます。 

  また、資格・短期ということですが、資格証

については後期高齢者医療制度については該当

するものがございません。短期証については、

１月末現在で14名の方、短期保険証を交付して

おります。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 最初に、保険料につい

てなんですが、広域連合の納付金ともかかわり

まして、基金はなかったのか。あれば保険料引

き上げをしないように使わせられなかったのか。

広域連合の納付金とかかわって、227ページの

これとかかわりまして広域連合の基金はなかっ

たかということで、保険税を上げないようにす

るお金はなかったのかということをお聞きしま

す。 

  もう一つは、滞納繰越分の80万6,000円とか

かわりまして、短期証の方が14名とお聞きしま

した。75歳以上で病気になる方が大幅にふえる

年齢の方に対して、短期証で不安定にさせると

いうのは高齢者に対する敬老の精神がない、そ

うじゃないでしょうか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 基金の活用等で保険料を上げ

ないような工夫ということでございましたが、

今回、均等割については上げないと、所得割に

ついては0.32％ということで申し上げましたが、

これについては剰余金、剰余金については全額

保険料を上げないための資金として活用してお

ります。 

  また、後期高齢者医療制度については国と都

道府県と広域連合、３者で基金を積み立ててお

ります。それを活用して保険料を上げないよう
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にということで、その結果が所得割のみ0.32％

の上昇となったということでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 基金を活用したという

ことはわかりました。それで、短期証を病気に

なりがちな75歳以上の方に渡して不安定にさせ

るというのは、敬老とは逆行する態度ではない

のか。どう思いますかということでお願いしま

す。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 短期証ということで、敬老の

精神から反するということで、考えようだと思

いますが、短期証については一般の保険証と同

じ効力を持つものでありまして、決して一部負

担金を増額させるようなものではありません。 

  不安定ということでございますが、例えば６

カ月たった以降、全然使えないということにな

るわけではなくて、６カ月たてばまた別の保険

証を交付するということになっておりますので、

まるっきり使えないという、不安定な状況に高

齢者を置くものではないというふうに思ってお

ります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） これが６カ月保険証だ

ということが今のお話でうかがわれたんですが、

６カ月の保険が切れたときに直ちに次の６カ月

を渡しておられるのでしょうか。これ先ほどの

納税相談ということもかかわると、来るまで待

っていて、６カ月のを下さいと高齢者に頭を下

げさせて、そして納税相談させてもらってそれ

から渡すのか、直ちに６カ月来たらすぐ次のを

渡すのかでは私はやっぱり違うような気がする

んですが、どうですか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 また短期証のとめ置きという

ことだと思いますが、先ほどと同じ回答になる

かと思いますが、短期保険証の交付の際には有

効な納税相談の機会と思っておりますので、前

回と同様の答えになるかと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 高齢者が６カ月過ぎて

「あら、切れた」となったときに、市役所に相

談に行くか行かないかということで、最高１カ

月はとめ置くというか、高齢者が保険証のない

状態もあるということですか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 １カ月ということで前回申し

上げましたが、高齢者ということを配慮しまし

て、１カ月ということではないと思っておりま

すが、確認してみないとその期間については今

お答えできない状況です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） １カ月ということはな

いかもしれませんが、もっと短いのかもしれま

せんが、そこは後でどのくらいなのか確かめて

いただきながら、しかし、75歳以上の方はいつ

病気になってもおかしくないようなぐらい病気

になる方が多いわけなんです。あちこち痛い方

が急にふえる年でもあるわけなんです。そうい

う方が保険証がないという状態に置かれるとい

うのは、私はどうしても全く敬老の精神がない

市役所と言われても、市役所でないのかもしれ

ません、広域連合の姿勢なんだと思いますが、

そういうふうに言われても仕方ないと思うんで

す。 

  私は、高齢者は自宅にいることが多いわけで

すから、お届けしながら相談してもいいんじゃ

ないかと思うんですが、その点どうですか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 
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佐藤卓也委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 お届けしながらというのは、

もちろん可能な数値かと思います。 

  いずれにしても保険制度でございますので、

納めていただいた上で保険の給付を受けるとい

う制度でございます。また、未納の方について

も納税相談をしながら、資格証明書も出すこと

なくやっておりますが、その中で少しでも納め

ていただきたいということで、納税相談の機会

としてとられていることでございます。 

  先ほどちょっととめ置きの問題が出ましたが、

高齢者についてはとめ置きをせずに、有効期限

が切れる前にお送りしているということでござ

いました。私の思い違いでございましたので、

訂正させていただきます。以上です。 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第38号平成26年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計予算は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議があるので、起立採決い

たします。 

  議案第38号は、原案のとおり決することに賛

成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

佐藤卓也委員長 起立多数であります。よって、

議案第38号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第３９号平成２６年度新庄市

水道事業会計予算 

 

 

佐藤卓也委員長 次に、議案第39号平成26年度新

庄市水道事業会計予算を議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） ちょっと理解しにくい

というかわかりにくいのでお伺いしますけれど

も、一般会計からの繰入金で１億829万6,000円

がどの項目と組み合わせになるのか教えていた

だきたいと思います。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

佐藤卓也委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 一般会計から水道会計に

繰り入れされている金額といたしましては、予

算書３ページをごらんください。１、水道事業

収益の２、営業外収益、他会計２目12節上水道

他会計補助金、高料金対策一般会計繰入金、企

業債利息償還金が１つございます。 

  続きまして、７ページをごらんください。 

  ７ページに資本的収入及び支出ということの

予算がございますが、その資本的収入の中で８

ページ目、資本的支出、資本的収入の３項出資

金１、他会計出資金27節の他会計出資金5,524

万9,000円、これが一般会計から上水道会計に

繰り入れされている金額でございます。以上で

ございます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

佐藤卓也委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ
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いました。 

  そうしますと、新庄市水道事業会計予算書で

はどこを見ればいいんですか。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

佐藤卓也委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 では、もう一度ゆっくり

説明させていただきます。 

  26年度の予算書をごらんください。３ページ、

お開き願います。 

  平成26年度新庄市水道事業会計予算計画書の

中の収益的収入及び支出、収入１款水道事業収

益というのがございます。その１番の営業収益、

２番目に営業外収益というのがございます。２

項です。中ほどでございます。３番目の他会計

補助金12節上水道他会計補助金として5,304万

7,000円、それがまず一般会計から補助金とし

てもらっている金額でございます。 

  次に、７ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

  資本的収入及び支出という項目がございます。

よろしいでしょうか。その中で１款資本的収入

の中で、次のページに行っていただきまして３

項出資金、上のほうでございます。１、他会計

出資金が5,524万9,000円ということでございま

す。水道事業収益第１項水道事業収益と資本的

収入などを合わせました金額が一般会計から水

道会計のほうにいただいている金額でございま

す。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） １ページの１の水道収

益11億6,931万8,000円というのがあります。こ

こで、このたびメーター使用料をなくしたこと

で料金の抑制を図ったことには高く評価いたし

ます。しかし、消費税増税の転嫁については反

対であります。水道の支出の消費税分、今度

８％になるわけなんですが、その８％消費税分

というのは水道の支出の中でどのぐらいになる

んでしょうか。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

佐藤卓也委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 水道課の支出の中で消費

税課税対象項目の８％になります。ですから、

人件費とかそういうのは消費税はかかりません。

ただし、全員協議会のときでもお示ししました

ように、公営企業にとっては消費税については

税務署のほうに申告義務がございますので、収

入・支出を申告いたしまして、水道料に含まれ

ている収入と今言ったような工事費等々で支払

った消費税を申告しましてもらった水道収入の

分で、水道課で預かった分が多い場合には税務

署のほうに納付になります。また、水道料等で

お客様からいただいた消費税よりも支払った金

額が多い場合には逆に税務署から還付されると

いうことになります。ですから、消費税に関し

て、公営企業、水道事業でございますが、水道

事業会計の中、法人と言ってよろしいでしょう

か、に消費税の分が蓄積されたとか、損をした

とかということは一切ございません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今のお話で、つまり今

回７ページに収益的支出で消費税1,500万とい

うのが出ているわけなんですが、これが今度26

年度３％分増税した分で出てくる、払わなけれ

ばならない消費税ということになるんですか。 

  それともう一つは、支払った消費税というの

が先ほど課長のお話でありました。支払った消

費税、例えば工事などで支払うんだと思うんで

すが、その支払った消費税というのはどのぐら

いになるのか、26年度。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

佐藤卓也委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 ７ページの１款２項営業

外費用の４目消費税及び地方消費税1,500万、

そのことだと思いますけれども、それは私ただ
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いま説明しましたように８％になって、水道事

業がお客様からいただいた消費税が多い場合に

税務署のほうに納付するために用意している、

予算措置している消費税でございます。 

  あと、８％の支出に対してどのくらい消費税

が多くなるのかという質問でございますが、予

算総額、資本的支出約７億6,800万ございます

けれども、その中で給料・手当等々を差し引い

た残りの金額に約８％を掛ければ支出した金額

ということになろうかと思います。当時、新庄

市水道事業に関しまして、先ほども申しました

ように予算措置の中でもう消費税を含んでおり

ますので、そこまで詳しくは把握してございま

せん。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 次に行きます。 

  ３ページの２の５で加入金というのが756万

円あります。17ページの25年度の加入金は70万

円でした。これは消費税増税分が含まれている

上に、さらに加入がふえるだろうというふうに

予測していらっしゃるようなんですけれども、

かえって消費税増税で加入しにくくなっていく

というふうに私は思うのですが、そういうふう

には見ておられないでしょうか。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

佐藤卓也委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 消費税５％から８％にな

ったことによって加入金の額は３％分、水道事

業に仮に納めていただく金額は多くはなります

けれども、当然その消費税部分については税務

署のほうに納付されるわけですけれども、当市

水道事業に関しましては加入金３％になって、

住宅の着工率等々もあるのでしょうが、大幅に

増加したり減少したりするという見込みは立て

ておりません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 同じぐらいなんだろう

なというふうに考えておられるということなん

ですね。だと思うんですが、私としてはさっき

一般会計などで述べたように、消費税増税で、

特に低所得者世帯などが打撃が大きいものです

から、入りたくても加入しにくくなるだろうと

いう、加入金を払うのが大変で、今もいますけ

れども、加入しにくいなというふうになってい

く方があるように思うんです。そういう意味で

は、少しでも加入しやすくしていく手だてとい

うか、加入金を引き下げてあげるとか、そうい

ったことが私は、特に消費税が上がるこの景気

の悪さの中で考えていく必要があったんでない

かなと思うんですが、どうですか。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

佐藤卓也委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 加入金につきましては、

新庄市水道事業では一括に納めていただくのが

大原則でございますが、規定によりまして分割

で納入するということもございますので、水道

事業のほうに御相談していただければ、原則的

には一括でございますが、やむを得ず分割しな

ければならないという事象がございますれば、

御相談いただければ対応していきたいと考えて

おります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 次に行きます。 

  14ページの２の１の現金預金ですが、平成26

年度、11億4,534万円予定されております。今

後の見通しについて伺います。老朽管の更新事

業を大いにやっていただきたいし、耐震化の事

業も進めていただきたいと思います。そして、

さらなる水道料の引き下げも考えられないのか、

見通しをお願いします。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

佐藤卓也委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 26年１月30日に新庄市議
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会全員協議会資料ということで「新庄市料金の

改定案について」ということで、新庄市水道事

業で資料をお示しさせていただいたところでご

ざいます。その中の３ページに純利益、また４

ページには現金残高ということでお示ししてい

たところでございました。その中で、平成25年

度末では13億ございましたものが、そういった

建設改良等々によりまして11億、９億9,000万

円、８億2,000万円という形で現金預金は減少

していく傾向にあるのではないかということで

見込んでおります。現金は、預金はというか内

部留保資金は減っていく見込みを立てていると

ころでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

佐藤卓也委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） そういう意味では、大

いなる決断を今回はしていただいたというふう

に思っております。10立方利用の方などはかな

り、かなりじゃないです。少しです、少し。少

しほっとできる内容にしていただいた、水道料

金にしていただいたな、方向にしていただいた

なということでありがたく思っております。 

  20立方で比べたときに、やっぱりまだ13市中、

高いほうに新庄市が位置しているようなんです。

それを考えますと、20立方というのは一般的に

使っている方が多いようなので、家族の多い方

だと思うんですが、そういう方々が「新庄市、

高いな」と、よく来たときに言ったりする声を

聞くものですから、そうならないように「新庄

市は水道料金を抑えたよ」と言えるような、そ

こもちょっと手を伸ばして引き下げできるよう

に検討をお願いしたいなと思うんですけれども、

そういう考えは一切ないでしょうか。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

佐藤卓也委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 そういう考えは、一切な

くはないです。ただし、今後の現金保有残高、

またどのぐらいの建設改良工事をやるのか、ま

た借入金がどのぐらい返済になるのか、そうい

った状況を見ながら料金改定については皆様方

にお諮りしたいと考えておりますので、御理解

よろしくお願いいたします。 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第39号平成26年度新庄市水道事業会計予

算は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也委員長 御異議がありますので、起立採

決いたします。 

  議案第39号は、原案のとおり決することに賛

成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

佐藤卓也委員長 起立多数であります。よって、

議案第39号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

閉      議 

 

 

佐藤卓也委員長 以上をもちまして、本予算特別

委員会に付託されました全ての案件についての

審査を終了いたしました。 

  ここで、予算特別委員長として御挨拶申し上
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げます。 

  平成26年度予算９件の審査につきましては、

ふなれな議事進行にもかかわらず、各委員の活

発な質疑のもと審査を終了することができまし

た。委員の皆様、執行部の皆様の御協力に感謝

申し上げます。 

  予算執行においては、市勢の発展と市民福祉

の充実や向上のために効率・効果的に執行され

てこそ本来の目的が達成されます。執行部にお

かれましては、本委員会において出された意見

などに各事業内容を十分に精査されまして、各

課と連携を密にし、市民との協働のもと、今後

の市政運営、行財政運営、事務事業の執行に最

大限生かされるよう強く要望いたします。 

  それでは、これをもちまして予算特別委員会

を閉会します。 

  ３日間、大変御苦労さまでした。 

 

     午後３時０３分 閉議 

 

 

    予算特別委員会委員長 佐 藤 卓 也 
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平成２６年４月臨時会会議録 

 

 

平成２６年４月２４日 木曜日 午前１０時００分開会 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   下  山  准  一  議員    １６番   新  田  道  尋  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 沼 澤 和 也 

 

議 事 日 程 

平成２６年４月２４日 木曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 
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日程第 ３ 報告第４号新庄市市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について 

日程第 ４ 報告第５号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について 

日程第 ５ 議案第４１号新庄市表彰について 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程に同じ 
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開      会 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さんおはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名であります。 

  欠席通告者はありません。 

  それでは、これより平成26年４月新庄市議会

臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において佐藤卓也君、新田道尋君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  去る４月16日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました平成26年４月臨時会の運営について御

協議をいたしたところであります。 

  会期につきましては、このたびの提出案件は

報告２件と議案１件の計３件でありますので、

本日４月24日、１日と決定いたしました。 

  案件の取り扱いにつきましては、臨時会であ

りますので委員会への付託を省略して、直ちに

本日の本会議において審議をお願いいたします。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。よろしくお

願いいたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日４月24日、

１日にしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は４月24日、１日と決しました。 

 

 

報告２件一括上程 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第３報告第４号新庄市市税条

例の一部を改正する条例の専決処分の承認につ

いて及び日程第４報告第５号新庄市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承

認についての報告２件を会議規則第35条の規定

により一括議題としたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

日程第３報告第４号新庄市市税条例の一部を改

正する条例の専決処分の承認について及び日程

第４報告第５号新庄市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の専決処分の承認についての
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報告２件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第４号新庄市市税

条例の一部を改正する条例の専決処分の承認に

ついて御説明申し上げます。 

  地方税法等の一部を改正する法律が３月31日

に公布され、４月１日から施行されることに伴

い、新庄市市税条例の改正について３月31日に

専決処分を行いましたので、これを報告し議会

の承認をお願いするものであります。 

  主な改正の内容についてでありますが、個人

市民税に関しましては、肉用牛売却による事業

所得の課税の特例の適用期限と優良住宅地の造

成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡

所得に係る課税の特例の適用期限をそれぞれ３

年間延長するものであります。 

  固定資産税に関しましては、不特定多数の方

が利用する大規模建築物等に対する固定資産税

の減額措置が新設されましたことに伴う申告内

容について定めております。 

  ほかに、地方税法の一部改正に伴う条項ずれ

による条文の整備等もあわせて行うものであり

ます。 

  ただいま御説明申し上げました件につきまし

ては、地方自治法第179条第１項の規定により

専決処分を行いましたので、御承認賜りますよ

うお願い申し上げます。 

  次に、報告第５号新庄市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の専決処分の承認につい

て御説明申し上げます。 

  本件も報告第４号と同様の理由により、３月

31日に専決処分を行いましたので、これを報告

し議会の承認をお願いするものであります。 

  改正の内容といたしましては、国民健康保険

税のうち、後期高齢者支援金等課税額及び介護

納付金課税額の賦課限度額をそれぞれ２万円引

き上げるとともに、低所得者に対する軽減措置

の対象を拡大するため、国民健康保険税の５割

軽減及び２割軽減の対象となる世帯の軽減判定

所得を引き上げるため、必要な改正を行ったも

のであります。 

  ただいま御説明申し上げました件につきまし

ては、地方自治法第179条第１項の規定により

専決処分を行いましたので、御承認賜りますよ

うお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいまの説明に対し、質疑に入

ります。 

  初めに、報告第４号新庄市市税条例の一部を

改正する条例の専決処分の承認について、質疑

に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 市長からの説明を受け

ましたが、なかなか実感が湧かないというか、

よくわからないので、それぞれの変わった部分

について詳しく説明をお願いしたいと思います。 

佐藤信行税務課長 議長、佐藤信行。 

小嶋冨弥議長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 おはようございます。 

  それでは、少し詳しくということでございま

すので、今の例えば市長から御説明申し上げた

点、主には３点ございました。 

  １点目が、肉用牛売却による事業所得の課税

の特例の適用期限を３年間延長するというもの

でございます。これは、個人市民税に関する部

分でございますけれども、農業を営む個人が飼

育した特定の免税対象肉用牛、これを売却した

場合に、売却所得について市民税の免除を受け

ることができるという制度でございます。対象

となる肉用牛の範囲でございますけれども、い

ずれも税抜き価格で肉用種が100万円未満、交

雑種が80万円未満、それから乳用種が50万円未

満でございまして、売却所得の全額が免除とな

ります。ただ、一部にこの対象にならない肉用



- 5 - 

牛が入っていますと、その分については５％だ

け課税になるというようなことでございます。 

  それから、優良住宅地等の造成等のために土

地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の

特例の適用期限を３年間延長するということで

ございますけれども、これについては、５年以

上所有期間がある土地につきまして、優良住宅

地等に使うために譲渡するといった場合に、所

得税におきましては15％から10％へ、それから

住民税につきましては５％から４％へそれぞれ

軽減されるという措置でございます。ただし、

これは譲渡所得のうちの2,000万円以下の部分

になります。 

  それから、固定資産税に関しましてですが、

不特定多数の方が利用する大規模建築物等に対

する固定資産税の減額措置が新設されたという

ことでございます。これにつきましては、これ

まで固定資産税の減額措置というのは、新築住

宅あるいは新築された認定長期優良住宅、その

他のバリアフリー改修であるとか、耐震改修を

行った住宅、これに対して適用があったわけで

ございますけれども、これに新たに１項目加わ

るということでございます。その加わる中身で

ございますが、要安全確認計画記載建築物、そ

れから要緊急安全確認大規模建築物と、この２

つが加わります。これについては平成26年４月

１日から29年３月31日までの間に、国の補助金

でもって耐震改修を行ったものについては、翌

年度から２年度分に限り２分の１減額するとい

うものでございます。以上でございます。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第４号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第４号新庄市市税条例の一部を改正する

条例の専決処分の承認については、これを承認

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第４号については、これを承認することに

決しました。 

  次に、報告第５号新庄市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の専決処分の承認につい

て、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 説明を先ほどいただき

ました。後期高齢者医療保険の支援分とか介護

納付金のそれぞれ２万円ずつの限度額の引き上

げ、あと、低所得者のための軽減、判定所得を

引き上げるということですが、具体的に詳しく

このような世帯が限度額がこのように上がると

いうような例がありましたら、お願いしたいと

思います。 

  あるいは、低所得者でこういう方が国保税で

このようになるというような例がありましたら

お願いします。 

荒澤宏二健康課長 議長、荒澤宏二。 

小嶋冨弥議長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 おはようございます。 

  ただいまの御質問は国保税の今回の改定につ

きまして、具体的なものということでの御質問

かと思います。 

  まず、今回の改定、佐藤議員からもありまし

たように２つの改定となっておりまして、１つ
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目が課税限度額の引き上げということで、こち

らにつきましては後期分、それから介護分、そ

れぞれ14万から16万、そして12万から14万とい

うことでの２万円ずつの引き上げということで、

合計課税限度額が77万から81万円への改定とい

うことでございます。 

  それから、もう１点、５割軽減、２割軽減に

つきましては、例えばということで言いますと、

２割軽減の場合ですと、２人世帯の場合、所得

で今までですと103万円以下が対象であったわ

けですが、20万円引き上げられ123万円までが

該当となる改定であります。 

  またもう一つ、５割軽減につきましては、世

帯主を除く被保険者をかけて今まではおったわ

けですので、これまでは１人世帯では該当、対

象とならなかったわけであります。これからは

改定後につきましては、１人世帯でも５割軽減

の対象となることとなります。以上でございま

す。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第５号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第５号新庄市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の専決処分の承認については、

これを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第５号については､これを承認することに

決しました。 

 

 

日程第５議案第４１号新庄市表彰

について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第５議案第41号新庄市表彰に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第41号新庄市表彰

について御説明申し上げます。 

  本案は、本市の隆盛、発展に長年寄与され、

市政に対する功労が特に顕著な方々を表彰する

ため、新庄市表彰条例に基づき議会の同意をお

願いするものであります。 

  初めに、亀井信夫氏は、平成23年４月まで連

続９期36年もの長きにわたり、市議会議員とし

て幅広く活躍されたことは皆様も御承知のとお

りでございます。その卓越した識見により新庄

市議会議長、最上広域市町村圏事務組合議会議

長等を歴任するなど、多年にわたり地方自治に

貢献され、その功績は顕著であります。 

  次に、泉 夫氏は、昭和58年度から28年の

長きにわたり、新庄市社会教育委員として、ま

た県社会教育委員連絡協議会理事を15年務める

など、社会教育の振興に貢献されました。 

  次に、庄司永建氏は、俳優業の傍ら、山形を

代表する民話の語り部として民話の普及に努め

られ、また、新庄藩筆頭江戸家老として新庄ま

つりを初め新庄市の情報発信に大きく寄与され

ました。 

  最後に、伊藤佐吉氏は、新庄ふるさと歴史セ

ンターの開館当初から、新庄民話の会、新庄民
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具研究会の活動を通じ、みちのく民話まつりを

初め、多くの事業に貢献されました。また、仁

田山猪子踊の保存や指導に当たるなど、新庄最

上地域の伝統行事の保存、民俗文化の伝承に尽

力されました。 

  これら４名の方々の市政における功績に対し

まして、新庄市表彰を行いたく御提案申し上げ

ます。 

  それぞれの略歴、功績につきましては、表彰

候補者調書を添付しておりますので、御審議の

上、御同意賜りますよう、よろしくお願いいた

します。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第41号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第41号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第41号新庄市表彰については、これに同

意することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第41号はこれに同意することに決しました。 

 

 

閉      会 

 

 

小嶋冨弥議長 以上で、４月臨時議会の日程は全

て終了いたしましたので閉会いたします。 

  なお、私からお願いがございます。 

  ５月３日の春季消防演習には皆さん方には御

案内が行ったと思いますけれども、第２会場に

おきまして、観閲につきまして、ぜひ御参加く

ださるように消防委員会の席におきましてもお

願いがございましたので、議員各位は統監の後

について観閲のほど御協力を賜りたいと思いま

す。 

  本日はこれで終わります。どうも御苦労さま

でした。 

 

     午前１０時２１分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  小 嶋 冨 弥 

 

   会議録署名議員  佐 藤 卓 也 

 

    〃    〃   新 田 道 尋 
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平成２６年６月定例会会議録（第１号） 

 

 

平成２６年６月６日 金曜日 午前１０時００分開会 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   下  山  准  一  議員    １６番   新  田  道  尋  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 月 野 節 子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野 茂 雄 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  神 室 荘 長 武 田 清 治 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 正 寿 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 松   孝 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 査 沼 澤 和 也 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２６年６月６日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 報告第６号平成２５年度新庄市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

日程第 ５ 諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 ６ 議案第４２号新庄市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第 ７ 議案第４３号萩野地区小中一貫教育校建設工事の内主体工事請負契約の締結について（平

成２５年議案第４２号）の一部変更について 

日程第 ８ 議案第４４号新庄市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定の締結について 

 

   （上程、提案説明、質疑） 

日程第 ９ 議案第４５号新庄市市税条例等の一部を改正する条例の設定について 

 

日程第１０ 議案、請願の各常任委員会付託 

 

   （上程、提案説明） 

日程第１１ 議案第４６号平成２６年度新庄市一般会計補正予算（第１号） 

 

日程第１２ 議員派遣について 

 

本日の会議に付した事件  

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

小嶋冨弥議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  欠席通告者はありません。 

  これより平成26年６月新庄市議会定例会を開

会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において石川正志君、遠藤敏信君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について報告いたします。 

  去る５月30日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました平成26年６月定例会の運営について協

議をいたしたところであります。 

  初めに、執行部から招集日を含め提出議案等

についての説明を受け、協議を行った結果、会

期につきましては、お手元に配付してあります

平成26年６月定例会日程表のとおり、本日から

６月16日までの11日間に決定いたしました。ま

た、会期中の日程につきましても日程表のとお

り決定いたしましたので、よろしくお願い申し

上げます。 

  なお、このたび提出されます案件は、報告１

件、諮問１件、議案４件、補正予算１件、請願

１件の計８件であります。 

  案件の取り扱いにつきましては、本日、報告

１件の後、諮問第２号及び議案第42号、議案第

43号、議案第44号につきましては、提案説明を

いただき、委員会への付託を省略して、本日の

本会議において審議をお願いいたします。 

  議案第45号につきましては、本日の本会議で

提案説明の後、総務文教常任委員会に付託し、

審査をお願いいたします。 

  補正予算１件につきましては、本日は提案説

明のみにとどめ、委員会への付託を省略して、

６月16日最終日の本会議において審議をお願い

いたします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は７名であります。よ

って、１日目４名、２日目３名に行っていただ

きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

まして１人50分以内といたします。質問者並び

に答弁者の御協力を特にお願いいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての御報告といたします。

よろしくお願いいたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員
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長から報告のありましたとおり、本日から６月

16日までの11日間にしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は６月６日から６月16日までの11日間と決

しました。 

 

 

平 成 ２ ６ 年 ６ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第１日 ６月６日 金 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

開会。報告（１件）の説明。諮問

（１件）の上程、提案説明、採決。

人事案件（１件）の上程、提案説

明、採決。議案（２件）の上程、提

案説明、質疑、討論、採決。議案

（１件）の上程、提案説明、質疑。

議案、請願の各常任委員会付託。補

正予算（１件）の上程、提案説明。 

第２日 ６月７日 土 
休       会  

第３日 ６月８日 日 

第４日 ６月９日 月 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 佐藤義一、伊藤 操、小関 淳、

佐藤悦子の各議員 

第５日 ６月10日 火 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 奥山省三、山口吉靜、清水清秋の

各議員 

第６日 ６月11日 水 

常任委員会 

総 務 文 教 

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託議案の審査 

第７日 ６月12日 木 

産 業 厚 生

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託請願の審査 

第８日 ６月13日 金 休      会 本会議準備のため 

第９日 ６月14日 土 
休      会  

第10日 ６月15日 日 

第11日 ６月16日 月 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

常任委員長報告、質疑、討論、採

決。補正予算（１件）の質疑、討

論、採決。 
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日程第３市長の行政報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第３市長の行政報告をお願い

いたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 この場で、行政報告をさせていた

だきたいと思います。 

  市制施行65周年記念式典の開催についてであ

ります。 

  本市は、昭和24年４月１日に市制施行以来、

本年をもちまして65周年を迎えることとなりま

した。これもひとえに皆様方のお力添えによる

ものと深く感謝申し上げます。つきましては、

市制施行65周年記念式典及び市制施行65周年を

市民とともに祝う会、元気まつりを開催いたし

ますので、御説明申し上げます。 

  記念式典は、国会議員、県議会議員、郡内町

村長・議長初め区長、市内各団体の方々をお招

きし、６月14日土曜日午後２時から、ゆめりあ

花と緑の交流広場にて開催いたします。オープ

ニングに先立ちまして、１時58分ごろから仁田

山鹿子踊を御披露いたします。４月臨時会で御

承認いただきました４名の方の市表彰、また65

周年を記念しまして、人間国宝奥山峰石先生よ

り、新庄市への作品の寄贈がございます。最後

に、向陽幼稚園の皆さんによる新庄元気宣言を

会場の皆さんとともに行う予定でおります。 

  午後３時からは、アビエス広場におきまして、

元気まつりを開催いたします。御当地キャラク

ターによるパフォーマンスやステージ発表、夕

方６時からは6,500個のキャンドルをともすキ

ャンドルナイトなど、盛りだくさんの催しとな

っております。 

  また、会場内では、郡内市町村の食のテント

村が出店します。多くの市民の皆様にお楽しみ

いただきたいと思っておりますので、どうぞよ

ろしくお願い申し上げまして、行政報告とさせ

ていただきます。 

 

 

日程第４報告第６号平成２５年度

新庄市一般会計繰越明許費繰越計

算書の報告について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第４報告第６号平成25年度新

庄市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 改めまして、おはようございます。

６月議会、よろしくお願いいたします。 

  それでは、報告第６号平成25年度新庄市一般

会計繰越明許費繰越計算書の報告について御説

明申し上げます。 

  去る３月の定例会におきまして、平成25年度

予算の一部を26年度に繰り越して使用すること

の御決定をいただきましたが、これらの事業に

関し、地方自治法の規定に基づく繰越明許費繰

越計算書の報告をするものであります。 

  まず、子ども・子育て支援制度に伴うシステ

ム改修業務委託の繰越額は842万4,000円で、事

業内容は子ども・子育て支援新制度の27年４月

施行に合わせた電算システムの改修業務であり

ます。 

  また、舗装路面性状調査業務委託の繰越額は

300万円で、市道路面の舗装改修に当たり、国

交付金の活用を図るための前段として、調査委

託を行うものであります。 

  次に、市道泉田二枚橋線整備事業の繰越額は

1,516万5,000円で、防雪柵の設置工事がその内
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容となります。 

  最後に、中学校耐震補強事業の繰越額は

6,946万1,000円で、明倫中学校校舎及び八向中

学校体育館の耐震補強工事を行うものでありま

す。 

  以上、４件の繰越額総額は9,605万円となり

ますが、財源の未収入特定財源のうち国県支出

金につきましては、学校施設環境改善交付金、

社会資本整備総合交付金及び子ども・子育て支

援新制度に係る電子システム構築等事業費補助

金であり、また地方債につきましては、学校教

育施設改修事業債及び地方道路等整備事業債で

あります。 

  なお、一般財源につきましては、前年度繰越

金を充当するものであります。 

  以上につきまして、地方自治法施行令第146

条第２項の規定により御報告するものでありま

す。 

  以上であります。 

小嶋冨弥議長 ただいまの報告は、地方自治法施

行令第146条第２項の規定による報告でありま

すので、御了承願います。 

 

 

日程第５諮問第２号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることに

ついて 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第５諮問第２号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることについてを議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、諮問第２号人権擁護委

員の推薦につき意見を求めることについて御説

明申し上げます。 

  御提案申し上げますのは、平成26年９月30日

をもって任期満了となります本市の人権擁護委

員２名の方につきまして、山形地方法務局長よ

り候補者の推薦依頼がありましたので、その推

薦に当たり、人権擁護委員法第６条第３項の規

定により、議会の意見を求めるものであります。 

  推薦する方は、引き続きになりますが、渡辺

庄二さんと柏倉 政さんであります。参考とい

たしまして経歴を添付しておりますが、人権擁

護委員として人格、識見から適任の方であると

存じますので、御審議いただき、御意見を賜り

ますようお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました諮問第２号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第２号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについて、これに同意することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第２号はこれに同意することに決しました。 

 

 

日程第６議案第４２号新庄市固定
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資産評価審査委員会委員の選任に

ついて 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第６議案第42号新庄市固定資

産評価審査委員会委員の選任についてを議題と

いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第42号新庄市固定資産評価審

査委員会委員の選任について御説明申し上げま

す。 

  新庄市固定資産評価審査委員会委員３名の方

の任期が本年６月23日をもって満了となること

に伴い、委員を選任することにつきまして、地

方税法423条第３項の規定により、議会の同意

をお願いするものであります。 

  新たに選任する方として、髙橋孝一氏、佐藤

雅紀氏、また引き続き選任する方として、大場

隆司氏であります。 

  御参考までに３名の方々の経歴を添付してお

りますが、知識、経験とも豊富であり、本委員

会を適正に運営していく上で適任の方々である

と考えております。御審議いただき、御同意賜

りますようお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第42号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第42号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第42号新庄市固定資産評価審査委員会委

員の選任については、これに同意することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第42号はこれに同意することに決しました。 

 

 

日程第７議案第４３号萩野地区小

中一貫教育校建設工事の内主体工

事請負契約の締結について（平成

２５年議案第４２号）の一部変更

について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第７議案第43号萩野地区小中

一貫教育校建設工事の内主体工事請負契約の締

結について（平成25年議案第42号）の一部変更

についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第43号萩野地区小

中一貫教育校建設工事の内主体工事請負契約の

締結について（平成25年議案第42号）の一部変

更について御説明申し上げます。 

  昨年、７月臨時議会において御可決いただき

まして、着手し建設を進めております萩野地区

小中一貫教育校建設工事のうち主体工事につき

まして、契約内容について変更する必要が生じ

たため、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定により

御提案申し上げるものであります。 
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  変更する内容でございますが、契約金額につ

いて２億4,338万6,129円を増額いたしまして、

23億138万6,129円とするものであります。 

  主な要因としては４点ございまして、第１点

目は、賃金等の変動による建設工事請負契約約

款第26条第６項に基づいた、いわゆるインフレ

スライドの協議請求によるものであります。 

  第２点目は、土工事における掘削土量や残土

が増加したための増工によるものであります。 

  第３点目は、床軀体のコンクリート打設施工

方法の変更によるものであります。 

  第４点目は、平成27年度発注予定の外構整備

工事の一部で、本工事と一体的整備をすること

で、手戻りがなく使い勝手がよくなるための前

倒しによるものであります。 

  以上、御審議の上、御可決賜りますようお願

い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第43号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

委員会への付託を省略し、これより質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） 今、市長から、変更理

由について口頭で４点説明されました。 

  総務文教委員会の協議会の中では、２度ほど

これについて資料に基づいた説明があったやに

聞いておりますけれども、２億4,300万円を超

える変更、これが一片の議案のこれだけで果た

して審査してくれということが妥当なのでしょ

うかと。その２億円以上の金額がふえるという

ふうなこと、これはやっぱり市民の負担がふえ

るというふうなことであります。上がるなりの

積算根拠というか、そういうふうなものを示し

た上で理解を求めるというのが筋ではないかと

思いますけれども、いかがでしょうか。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 確かに、議員

がおっしゃるとおりだと思います。それで、た

だいまその４点の増額の内訳を申し上げたいと

思います。 

  まず、１点目のいわゆるインフレスライド条

項に基づきます増額でございますけれども、こ

ちらが２億866万円でございます。増工部分で

ございますけれども、土工事の部分、これが

1,232万円、それから床軀体コンクリート打設

の増額でございますけれども、1,514万円で、

27年度の前倒し分でございますけれども、726

万円、以上のような内訳となってございます。

よろしくお願いいたします。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） いわゆる賃金等の変動

に対する建設工事請負契約約款第26条第６項の

運用についてということで、山形県県土整備部

から各市町村にいわゆるインフレスライドとい

うことについての通知が２月５日にあったとい

うことのようです。 

  それが、今は６月で、その間においても工事

などがなされたわけでしょうけれども、なぜこ

こに至るまでの間、例えば３月でもいい、４月

でもいい、つまり議員との協議、そういうふう

なことを開催しなかったのかということについ

てお伺いいたします。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志
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君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議員がおっし

ゃるとおり、インフレスライドにつきましては

２月に県から通知がございました。それを受け

まして、新庄市としての対応をいろいろ協議し

たところでございます。 

  ２月18日付で、工事をしている役所内の担当

課に財政課長名でいわゆるインフレスライドに

ついて運用するようにといった通知がありまし

た。いわゆる建設業組合とか、関係機関に対し

ても２月21日付で通知を出してございます。そ

れを受けまして、請負者側からインフレスライ

ドの運用について協議があったということで、

文書による協議でございます。４月１日に文書

で協議請求がございました。それをまたこちら

で再積算しまして、それでいわゆる査定を行っ

てございます。５月上旬ぐらいまで査定がかか

りました。それをもちまして、請負者側とまた

協議を行ったということで、協議承諾をいただ

いたのが５月の中旬以降という形でございます。

それで、変更契約が、５月末日変更したいとい

う内容で進んでおりました。 

  ２月の総務文教の協議会で、一応スライドに

ついてもこういった動きがあるということで、

委員の方にはお示ししておりましたけれども、

いろいろな事務手続上で今日に至ったというこ

とでございますので、御理解のほどお願いいた

します。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） 県の通知というのは、

いわゆるインフレ傾向があるということで、生

産資材とか人件費とか、上げていいですよとい

うふうなことの通知をやったわけですね。それ

に対して業者からは、さまざまなものについて

これだけアップしたいということが出されたわ

けですね。それが協議なんでしょうけれども、

それは文書でのやりとりというふうなことを今

言われましたけれども、文書でのやりとりとい

うのはスムーズでないというか、ボールの投げ

合いというのにはちょっと間があるわけですね。

なぜ、文書を示しながら、あるいは口頭で言い

合いながら、これはどうなのだというふうな形

での協議というのはなされないのでしょうか。 

  それと、さらに再査定したとはいえ、いわゆ

る業者さんが提出したものを丸のみというか、

せざるを得ないのではないかと。厳しい査定精

査ということが、業者に対してつらく当たるわ

けではないんですけれども、果たして本当に根

拠があるのかと、妥当性があるのかということ

を突き詰めたのかということについて、改めて

お伺いしたいと思います。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 口頭でのいわ

ゆる協議でございますけれども、文書での協議

は当然のことながら、口頭でも協議を行ってご

ざいます。いわゆるインフレスライドのやり方

といいますか、積算の仕方、それからどういっ

たものが対象になるとか、そういった細かい点

についての打ち合わせは口頭で行ってございま

す。 

  それを受けまして、いわゆる請負者側から会

社で積算した概算額を示したと。それに基づい

て、うちのほうで再積算を行って、積算につき

ましては、当然のことながら公共事業の単価、

これを用いての再積算になります。そちらで再

積算した査定を行って、先ほど業者のほうの丸

のみというか、そういった御意見がありました

けれども、いわゆる金額をはっきりはこの場で

は申し上げませんけれども、千万単位の減額査

定を行ってございます。 

  そういったことで、あくまでも正規の形で積

算したということで御理解いただきたいと思い
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ます。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） それでは、私から１つ

だけ質問させていただきます。 

  この賃金変更のインフレスライドの金額２億

800万円、この基準となったパーセンテージと

かがあると思うんですけれども、この基準を教

えていただきたいと思います。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 いわゆる労務

単価の上昇につきましては、県の２月の労務単

価の見直しで、平均単価8.2％の上昇というこ

とで、それをもとにして再積算、査定を行って

ございます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） それでは、その8.2％

というのは、この２億800万円を出すために、

残工事にこの数を掛けたと解釈してもよろしい

んですか。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議員がおっし

ゃるとおり、残工事に対するスライドでござい

ます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 残工事の額が15億円と、

会派の常任委員会に付託された議員から説明を

受けまして、この15億円に8.2％を上乗せすれ

ば、単純計算にして２億800万円という金額に

はならないと思うんです。この計算方法、細か

いところは結構なんですけれども、大まかに、

今8.2％とおっしゃいましたけれども、残工事

15億円で10％にしても１億5,000万円ですよね。

それで２億800万円というのは、ちょっと納得

のいかない額なんですけれども、説明をお願い

します。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 このスライド

額の計算方法でございますけれども、8.2％と

申しますのは、いわゆる平均の上昇率でござい

ます。職種、それから工種によって、それぞれ

上昇率が異なってございます。あわせて労務単

価の上昇だけではなく、労務単価も含んだ複合

単価というものもございます。工種によっては

複合単価を採用している部分もございますので、

その点につきましては、一概に労務単価の上昇

率イコールスライドの上昇率という形にはなり

ませんので、御理解のほどをお願いいたします。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

小嶋冨弥議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） 私も協議会でいろいろ

と述べさせていただきました。どうしてもその

中でこの場で確認したいなということがござい

ます。 

  それは、先ほど遠藤議員からもありましたが、

２月の初めころ県から、それを受けて業者には

２月18日付で財政課長名でこのスライド分につ

いて文書を発送しているということです。この

２つを見比べましても、大差なくほぼ同じ内容

で、業者に文書を発送しているように見えます。

私から言わせますと、このスライドするのは別

に支障ないと思います。現状のこの景気状態か

ら見てもです。国もそういう方向をとっている
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ようですし、これはいいと思うんですけれども、

新庄市の独自の節約努力というものがあったの

かどうなのか。県からの通知丸写しで業者のほ

うに流して、その積算を求めたというような気

がしてならないんですよ。 

  新庄市の財政がすばらしくいい状態であって、

業者の救済も含めてだというのであれば、それ

もすなわちかもしれませんが、現状のこの財政

の中で、幾らかでも節約をしなくてはならない

のではないのかという努力が見えなかったよう

な気がいたします。これは教育委員会の範囲で

はないようにも聞いておりますし、一体この経

過的に、どういう検討をされて業者に通知文を

出されたのかどうか、まずお聞きしたいと思い

ます。 

小野 享財政課長 議長、小野 享。 

小嶋冨弥議長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 ただいま、スライド条項に関

する取り扱いに関して、県及び各自治体の取り

扱いの通知に関しての御質問でございます。 

  まず、基本的に、建設工事の請負約款につき

ましては、国の建設工事の請負約款を準拠しま

して、ほぼ全自治体で公共工事の発注に当たっ

ては同じ契約書を用いていると。つまり、１つ

は、その理由としては、建設業の健全な発展、

それから建設工事の施工の適正化、これを一番

の目的とするわけです。ですから、公共工事の

いわゆる共通性を高めるという部分につきまし

て、そういう同じ約款を使う、そして取り扱い

についても共通性を高めていくというところで、

今まで取り扱ってまいりました。 

  スライド条項につきましても、平成25年の労

務単価の上昇の際に、この場合はスライド条項

の通知はございませんでしたが、25年度の入札

において非常に入札不調並びに入札ができない

と、応札がないという状況も発生しました。こ

れを受けまして、国、県ともにいわゆる公共工

事の労務単価に関して適正化を図るという部分、

それから労働者の賃金を確保していくという観

点につきましては、25年度から既に取り組みを

行っているという状況でございます。 

  ですから、このたびの26年の労務単価の改定

に当たって、先ほどお話ししましたように、か

なりの高騰が見られました。平成24年度と比較

しますと、23％の上昇という状況になっており

ます。ですから、我々としても努力すべき部分

というところは認識しておるわけですけれども、

原則として公共工事の発注に当たって、こうい

うふうな状況も鑑みて、このたびのインフレス

ライド条項の適用につきましては、国、県の取

り扱いに準じて行うということを判断しまして

通知したところでございます。 

  以上です。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

小嶋冨弥議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） 国なり、県の御意向ど

おりにしたと、一口に言えばそういうふうに聞

こえます。 

  ただ、総務文教の協議会でもいろいろ議論に

なりましたが、本当にこのスライド部分が末端

で働いている方々に賃金等で還元されるのかど

うかということが、やっぱり私どもとしても心

配な面がございます。莫大な金額が追加で出る

わけです。この中には、本当に会社の経費と思

われる一般管理費等も入っています。内訳もお

聞きしました。これでいいのかなと、私も疑問

な点があります。でも、総括して会社の全ての

経費だとこう言われれば、それまでになります。 

  これは脇に置いておいて、先ほど申しました

ように、本当にこの職人さんたちの賃金アップ

に現実的につながっていくのかと、ここについ

てやはり疑問が持たれます。ここは、やはり発

注者が入り込めないことだと思うんですよ。で

すから、せっかく市が多額のスライド部分を出

してやるわけですから、そういうふうな働く方

の救済、やはり賃金が安いからという目的があ
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ってお金を出すわけですから、その辺の確かな、

業者から労務者側に回るというこの仕組みが確

認されているのかどうか、その辺をお聞きした

いと思います。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議員がおっし

ゃるとおりだと私も思います。 

  実際、働いている労務者のほうの単価が上が

るのかといった疑問の御質問だと思いますけれ

ども、これにつきましては、当然のことながら

この変更契約を可決いただきましたら、請負者

側に、いわゆる２億4,000万円の増額について

はほとんどが人件費の増額部分だということで、

その部分についてはこれから業者にも当然申し

上げる予定でございますし、それを受けまして、

下請の変更契約等も請負者側で当然出てくるか

と思います。その辺の動き等々もこちらのほう

では見ていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

小嶋冨弥議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） ただいまの答弁でほと

んどが人件費のアップ等だという御答弁をいた

だきました。でしたら、これから変更契約を結

ぶわけでしょうから、市と業者の契約書の中に

この趣旨たるものをきちっとうたって、変更契

約を結ぶべきではないのかなと感じます。です

から、後で調べますではなくて、もう最初から

こういう趣旨のものの増額分ですよという契約

ができないかどうか。どうでしょう、していた

だきたいです。 

小野 享財政課長 議長、小野 享。 

小嶋冨弥議長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 今回のインフレスライド条項

の内容に関する趣旨を契約書の中に織り込んで

はどうかという御質問でございますが、基本的

には先ほど申しましたように、統一の約款を用

いているというところがございます。さらに、

前段として、今回のインフレ条項の適用に当た

って、国からも県からも、そして新庄市からも、

今回のインフレ条項を用いるに当たっての趣旨、

いわゆる労務単価の上昇に伴う取り扱いだとい

う部分についてはお願いしておるところでござ

います。さらに、それを踏まえての法定福利の

完全実施といいますか、社会保険への加入とか、

さまざまな部分で、その企業体に労働者の労働

環境の改善を促しているという状況でございま

す。 

  ですから、そういうふうな状況もございます

ので、約款の中にうたうということは非常に難

しいかと思われますが、そういう客観的な通知

等も踏まえて、いわゆる附帯条項としてお願い

するということは可能かと思われますが、それ

は契約者及び受注者の考えを統一していくとい

う一つの手段として、何が適切かどうかという

部分については検討させていただきたいとは思

っております。 

  以上です。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） この案件に対しては、

総務文教で本当に時間のない中で２回議論をし

た経過があるわけでありますが、教育次長から

も、協議会を開くたびに変わってきている点も

ありました。 

  １つは、このインフレスライドに関して、２

億円余りの増加に対して、交付税措置が、最初

はとられないということであったんですが、２

回目あたりからは2,400万円ほど盛り込まれて

いるというようなことの説明があったわけです

が、その辺、もう少しここできちっと、どうい

う形でどういうふうな内容でそういう措置がと
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られてきたかを１つ。 

  そして、私も県のほうへある方を通じて、こ

ういうふうなスライドに対して、県の事業、工

事、このような形で発注された点について、業

者から請求があった工事はあるのかと問いかけ

てもらった経緯があります。教育次長は、それ

らしい県のほうでも運びのある事業があるとい

うような説明も受けたんですが、県では土木関

係の事業ではまだ事業者から請求がないと。次

長が言っている件は、土木関係、ほかのことか、

その辺ももう少し確認をする意味で、どういう

事業に関してそういうふうなスライドを県でも

検討されているのか、それを確認しておきたい。 

  あと、市長にお聞きしておきたいというか、

市長の考えをお聞きしたい。こういうスライド

が通知されたということに関して、これは各自

治体、全自治体にこういうふうな通知は行って

いるわけです。我々のところだけこういう発注

をやっていたということ、同じような類似の自

治体もあるかと思いますが、その辺の捉え方。

これが、交付税措置がとられないような状況、

これに対して、これはどういう形で人件費の増

額に最初からスライドの通知が来たかというこ

とは、今の安倍政権がデフレを脱却すると、経

済を上向かせようという政策を今やっているか

らこういう状況です。そういう形の中でこうい

うことが起きてきている。そうした場合、当然、

国、県からこれから増額分が出たことに対して、

教育次長は、確実な対策は国、県ではないとい

うような回答も我々に説明されたわけです。そ

れらに対して、首長として、こういうことがあ

って、我々市民が納得していいものか。私から

言いますと、首長さんたちが当然県、国へ立ち

上がって要請を、声を出していくべきだと私は

思うんですが、市長の考え、その辺、どう考え

ているかをお聞かせいただきたい。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 まず、１点目

の財源についてでございますけれども、確かに

協議会の際は、いわゆる全て単独になると、最

初の説明で財政の裏づけはないというふうな答

弁を申し上げたところでございます。その後、

財政のほうと協議をいたしまして、今回の補正

予算にも掲げさせていただいて、計上させてい

ただいておりますけれども、そのうちの2,400

万円ほどがいわゆる小中一貫教育校にかかわる

国庫補助金としてかさ上げ分がございます。あ

わせて地方債、いわゆる起債としまして１億

550万円、これが認められております。一般財

源としましては、3,690万円ほどになりますけ

れども、そのうちの3,600万円を財政調整基金

で充当するという形で財源を手だてしていきた

いということで、補正予算を計上させていただ

いております。 

  ２点目の県事業のいわゆるインフレスライド

の件でございますけれども、私のほうで確認し

たのは、いわゆる道路事業関係で最上管内でイ

ンフレスライド適用させているケースがあると

お聞きしましたので、協議会の中でその旨答弁

したところでございます。よろしくお願いいた

します。 

小野 享財政課長 議長、小野 享。 

小嶋冨弥議長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 まず、全般的な今回のインフ

レスライド条項の適用に伴いまして、当然地方

自治体としては工事費の増嵩に結果としてなり

ますので、非常に負担が大きいという現状は各

自治体で認識しているところでございます。 

  現状で、いわゆる施設整備の補助金に関して、

現行で国の補助基準額の見直しという部分につ

いては、まだ連絡が入っておりません。しかし、

既に公共工事でいろんな形で影響が出ておりま

す。新聞等でもかなり報道されておりますけれ
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ども、今後ともさらに政府のほうでインフレ政

策をとるということになれば、さらに状況が厳

しくなるという見込みが立ちます。ということ

もございますので、やはりその施設整備に支障

を来さないように、地方自治体としては適切な

補助のあり方というものに関して要望していき

たいと考えております。ですから、市長会等を

通した補助基準額の見直しについて、機会を持

ちながら、国に対して要望していきたいとは思

っております。 

  以上です。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 財政課長、ぜひやっぱ

り声を出してやっていただきたい。これは、新

庄市だけではないんです。こういうことを考え

て、やはり首長さん方が率先して国、県で対処

してもらえる方向でやはり事を進めて何らおか

しくないわけですから、当然のことであると、

私はそう思います。 

  教育次長、やはりこれは新庄市だけではない

かと思います。これから事が起きていることは、

私もほかの自治体の情報は入っていないですが、

やはり業者から請求がないとこのスライドに対

して検討はなされないというようなことも聞き

ました。やはり、こういう発注、昨年度中に発

注して、26年度にもまだ工事が残っているとい

うような状況はほかの自治体にも多少あると思

いますので、その辺もきちっと情報を入れても

らって、この後でもいいですが、我々にも報告

してもらえればいいかなと思いますので、よろ

しくひとつお願いします。 

  終わります。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１１時０２分 休憩 

     午前１１時１２分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 今の賃金の変動とかを

中心にして萩野学園の建設費が大幅に上がって

いるということの原因というのが、全国的に人

件費が、さっきのお話で、24年度と比べると

23％ぐらい上がっているんだという今お話があ

りました。このままでいきますと、各自治体で

必要な学校とか下水道とか、そういう工事がで

きなくなる。ここは新庄の話ですけれども、全

国的に考えれば、本当は大震災で復興というこ

とをやらなければならないと言われている中で、

そちらが進まなくなるということでみんな心配

しているわけなんです。 

  そういう意味では、市長としては、国全体の

公共事業を今安倍首相は一生懸命進めています

けれども、あと復興と学校など、本当に実際に

必要なもの以外は当面節約してやめていただき

たいと、こういうようなことも言っていくこと

が、この経費が上がらないように抑えるこれか

らの施策として大事なことだと思うんですけれ

ども、市長としての考えをお聞きします。 

小嶋冨弥議長 佐藤議員、範囲を超えていますの

で、範囲を絞ってお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 今の萩野学園の主体工

事だけでもこんなに上がってしまっています。

ということは、これから今自治体でやろうとし

ている下水道の工事にしても、さらにこれから

考えなければならない学校の建設などにしても、

大幅に出費がふえていくことがあると思うんで

す。 

  自治体のこれからの支出を考えたときに、上

がってほしくない。必要な公共事業をやるため



23 

には上がってほしくないし、抑えていただきた

いということで、そういうことを国に言って、

新庄市の公共事業が進められるようにしていた

だきたい。そういうふうに考える意味でも、国

に対して、市長に対して、交付税のあり方も考

える、補助のあり方も考えると同時に、節約も

必要ではないか、国全体として。そうでないと、

新庄市の必要なものはできない。そういう考え

はないか、お願いします。 

小嶋冨弥議長 佐藤議員に再度申し上げます。議

題から外れていますので、議題の趣旨をよくわ

きまえて、論点を申し上げてください。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 私も総務文教常任委員

会に所属していますので、２回の協議会の中で

いろいろ確認をさせていただきました。協議会

で聞いた内容と違う内容がありましたので、そ

こを確認いただくつもりで、質問させていただ

きます。よろしいですか。協議会で、協議会の

中身と違うことを確認させていただきたいと立

っていますけれども、ちょっと余り言わないで

いただきたい。 

  私は、インフレスライドについては正当なも

の、妥当なものであれば必要だと思います。し

かし、他の自治体のガイドラインとかいろいろ

調べさせていただいたんですけれども、十分な

協議というガイドラインを設けて、十分協議し

て議論を尽くしてこういうことをやっていると

ころがありました。協議会のときには、次長の

説明では、文書で協議をしたということでした

けれども、先ほど口頭で協議をしたと、内容が

ちょっと変わっていたんですけれども、口頭で

協議したとなったのはどういう経緯でそうなっ

たんでしょうか。ちょっと説明してください。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 協議会では、

確かに文書による協議と申し上げました。文書

による協議が主でございますけれども、その間、

当然のことながら相手方との、先ほども答弁申

し上げましたけれども、いわゆるスライドの計

算の仕方とか、積算の仕方、マニュアルに基づ

いた請求の仕方、その辺につきましては口頭で

協議を行ったところでございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 口頭というのは電話で

言うということも含めてですか。相対して協議

をしたということでいいですね。 

  なぜ、そういうふうに協議会で、私は協議会

で自分が確認したいことを確認したわけですけ

れども、それと違う答弁が出てくるというのが

非常に首をかしげざるを得ないというか。やっ

ぱり、みんなしっかりしてほしいのではないか

なと、しっかりした説明ができるようなプロセ

スをとってほしいのではないかなという意味で、

皆さん質問なさっているんだと思います。今後

も、いろんな請負契約の部分で、電気工事とか

いろいろ出てくると思うんですけれども、やっ

ぱりしっかり私たちに説明できるようなプロセ

スを持って協議してほしいんですよ。いかがで

すか。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議員がおっし

ゃるとおり、今後いろいろ協議を重ねて、より

よい萩野学園建設に向けて進めていきたいと思

います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） ぜひ、そうしていただ
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きたいと思います。私たち議員は、やっぱり監

視するという役割がありますので、説明できる

ようにぜひお願いしたいと思います。 

  終わります。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今、本体の工事をやっ

ているわけですけれども、これに伴って後から

外構工事とか本体以外の工事も出てくるわけで

すけれども、そのときに、また今回と同じよう

に追加というような金額が出てこないというこ

とはありますか。その辺のところをお聞きした

いと思います。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 現在のところ

では、このたびお願いしている変更以外はまだ

ございません。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） これから工事がどんど

ん進んでいって、最後にまた可能性としてある

のかないのか、そのところをお聞きしたかった

んです。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 今後の変更の

可能性でございますけれども、できるだけ変更

のない、設計に基づいた形で進めていきたいと

考えております。ただ、現場を進めていく上で、

このたびも変更増額と結果的にはなりました。

今後もそういったケースが出てこないとは言え

ませんので、その辺は協議しながら進めてまい

りたいと思っております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） わかりました。私、議

運のときも言ったんですけれども、全員協議会

という会もあるわけですから、私ら産業厚生の

委員のメンバーはきょう議題を言われて、いき

なり何言っているかわからない方もいると思う

んですけれども、私もわかりませんけれどもよ

く、その辺のこともありますから、今後やっぱ

り全員協議会とかそういうものにかけて、そし

てみんなで議論して、そしてよい方向にしてい

ただきたいと思います。 

  以上で終わります。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第43号萩野地区小中一貫教育校建設工事

の内主体工事請負契約の締結について（平成25

年議案第42号）の一部変更については、原案の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第43号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第８議案第４４号新庄市公共

下水道根幹的施設の建設工事委託
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に関する協定の締結について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第８議案第44号新庄市公共下

水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定の

締結についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第44号新庄市公共

下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定

の締結について御説明申し上げます。 

  本協定の締結につきましては、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により提案するものでありま

す。 

  協定の内容でありますが、平成28年３月31日

を完成期限とした新庄市浄化センターの改築更

新工事であります。委託金額は２億5,400万円

で、協定の相手方は東京都文京区湯島２丁目31

番27号日本下水道事業団理事長谷戸善彦であり

ます。 

  新庄市浄化センターは、平成元年10月に供用

を開始したもので、現在、施設の老朽化に対応

するため、改築更新工事を実施しているところ

であります。 

  今回の委託業務内容につきましては、平成26

年度、27年度に計画しております管理施設、沈

砂池ポンプ施設、水処理施設の改築及び沈砂池

ポンプ施設に係る電気設備の監視制御施設と受

変電施設の更新となっております。 

  以上、御審議いただき、御決定くださるよう

お願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第44号は、会

議規則第37条第３項の規定により、委員会への

付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

委員会への付託を省略し、これより質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第44号新庄市公共下水道根幹的施設の建

設工事委託に関する協定の締結については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第44号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第９議案第４５号新庄市市税

条例等の一部を改正する条例の設

定について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第９議案第45号新庄市市税条

例等の一部を改正する条例の設定についてを議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第45号新庄市市税条例等の一

部を改正する条例の設定について御説明申し上

げます。 



26 

  地方税法等の一部を改正する法律が３月31日

に交付されたことに伴い、新庄市市税条例につ

いて必要な改正を行うために提案するものであ

ります。 

  主な改正の内容についてでありますが、市民

税に関しましては、地域間の税源の偏在性を是

正し、財政力格差の縮小を図るために、地方法

人税が創設されることに伴い、法人市民税法人

税割の税率の引き下げを行うものであります。 

  固定資産税に関しましては、地方税の特例措

置について、国が一律に定めていた内容を市町

村が判断し条例で決定できる仕組み、わがまち

特例による固定資産税の減額措置に対応するた

め、その制度項目について定めるものでありま

す。 

  軽自動車税に関しましては、税率の引き上げ

とグリーン化を進める観点から、13年を経過し

た軽四輪車等についての重課を定めるものであ

ります。 

  ほかに、地方税法等の一部改正に伴う条項ず

れによる条文の整備等もあわせて行うものであ

ります。 

  ただいま御説明申し上げました改正につきま

して、施行日が一様でないことから、附則にお

いてその期日を定めております。 

  以上、御審議いただき、御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第45号は、会

議規則第37条第３項の規定により、委員会への

付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

委員会への付託を省略し、これより質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 勉強のためにお願いし

ますが、法人税割の税率が今までは14.7だった

のが、12.1ということで、減税かというふうに

思われるんですが、何件ぐらいの影響で総額減

税なのかわかりませんが、その額はどのぐらい

影響があるのかということをお願いします。 

  ２つ目は、軽自動車税の増税かと思われます。

何台ぐらいあるのかということと、総額増税額

はどのぐらい期待されておられるのか、お願い

します。 

  あと、それから３つ目に、先ほどグリーン化

ということで、ここには14年を経過した月の属

する年度以降は増税というふうになるんですが、

このように長く乗っている方が何台ぐらい今ま

であって、長く乗っていけないと感じるわけな

んですが、そういうことなのかということで、

お願いします。 

佐藤信行税務課長 議長、佐藤信行。 

小嶋冨弥議長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 初めに、法人市民税の法人税

割のほうの御説明を申し上げます。 

  14.7％から12.1％に2.6％引き下げが行われ

るというようなことで、この部分だけを見ます

と減税になりますが、その分は都道府県民税の

ほうからやはり引き下げを行います1.8％と合

わせまして4.4％、これが国税である地方法人

税というものになるということでございまして、

実質的には変動はございません。ただ、新庄市

のこの法人市民税だけの収入を見ますと、当然

減収になるわけでございまして、これについて

は、平成26年10月１日以降に事業年度が開始す

るものから順次この影響を受けるということに

なりますので、平成27年度の課税分、それから

平成28年度の課税分に影響が出てきます。27年

度につきましては約1,500万円ほどの調定減と、

それから28年度につきましては4,300万円ほど

の調定減と考えております。 

  それから、軽自動車税ですが、軽自動車税の
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増収の部分だけを先に申し上げますと、まず今

回の税率改正では、ざっと見ますと２段階で引

き上げが行われるとお考えいただいたほうがわ

かりやすいかと思います。 

  まず、27年４月１日以降ですが、すぐ税収に

反映する部分というのは、今現在使っている三

輪、四輪以外の車、そういったものについては、

今回の税率改正の税額がそのまま適用になると

いうことです。それから、三輪、四輪以上につ

いてはどういったものが増税になるかといいま

すと、来年の４月１日以降に初度検査を行った

もの、いわゆる新車です、それが対象になると

いうことです。 

  したがって、27年度では約500万円ほどの増、

それから28年度でさらに200万円ほどの増とい

うふうに、合わせて２年間で700万円ほどの増

というふうに思われております。 

  台数なんですが、ことしの当初課税で見ます

と、主要なものだけ申し上げます。50㏄までの

いわゆる原付バイクですが、これは1,540台、

それから軽四輪の乗用車、自家用です、これが

8,309台、それから軽四輪の貨物、これも自家

用ですけれども、4,337台、こういったところ

かと思います。そのほか、細々としたものはご

ざいますけれども、一応割愛させていただきた

いと思います。 

  それから、最後に、グリーン化による重課の

問題ですけれども、これは28年度課税分から影

響が出てまいると。議案上は14年という数字が

出てきますけれども、実際には13年を経過した

車、13年経過車をはかる上で、14年という数字

を出しておけば間違いないということでそうい

うふうな取り扱いになっておりますけれども、

ただ、実際今新庄市において課税している軽自

動車がいつから乗られているものかということ

については、軽自動車協会から情報を得ないと

わからないという状態です。したがって、今現

在でそれが何台ぐらいあるのかということは、

ちょっとお答えできる状態にはございません。 

  以上でございます。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別になしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

 

 

日程第１０議案、請願の各常任委

員会付託 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第10議案、請願の各常任委員

会付託を行います。 

  議案、請願の常任委員会付託につきましては、

お手元に配付してあります付託案件表により、

それぞれの所管の委員会に付託いたしますので

よろしくお願いいたします。 

 

平 成 ２ ６ 年 ６ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

議案（１件） 

〇議案第４５号新庄市市税条例等の一部を改正する条例の設定につ

いて 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

請願（１件） 

〇請願第３号手話言語法制定を求める意見書の提出についての請願 
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継 続 審 査 案 件 表 

 

審 査 委 員 会 名 件                名 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

請願（１件） 

〇平成２６年請願第２号労働者保護ルール改悪反対を求める意見書

提出を求める請願 

 

 

日程第１１議案第４６号平成２６年 

度新庄市一般会計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第11議案第46号平成26年度新

庄市一般会計補正予算（第１号）を議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第46号一般会計の

補正予算について御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第46号一般会計補

正予算でありますが、歳入歳出それぞれ５億

5,321万円を追加し、補正後の予算総額を168億

9,721万円とするものであります。 

  主な補正内容について、９ページからの歳出

を中心に御説明申し上げます。 

  まず、３款民生費に、社会福祉法人による特

別養護老人ホーム建設の支援等に係る経費を計

上しております。 

  また、３款民生費及び10款教育費に小中一貫

教育校とこれに併設する放課後児童クラブの建

設費に係る増額分を計上しております。 

  ６款農林水産業費には、県が推進しておりま

す農業振興に係る各種補助金に対応した経営者

の設備投資等への補助支援等に資する経費を、

また４年連続の大雪により損傷した道路や施設

の修繕等に係る経費を、８款土木費、10款教育

費に計上しております。 

  記録的な大雪を早期に解消するとともに、本

市の今年度事業が効果的に展開できるよう国県

の動きに呼応するなど、適切な対応を要する補

正内容を組ませていただいております。 

  私からの説明は以上ですが、詳細につきまし

ては財政課長から説明させますので、御審議の

上、御決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

小嶋冨弥議長 財政課長小野 享君。 

   （小野 享財政課長登壇） 

小野 享財政課長 議案第46号平成26年度新庄市

一般会計補正予算（第１号）について御説明申

し上げます。 

  補正予算書１ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ５億

5,321万円を追加し、補正後の総額は168億

9,721万円となります。 

  各款各項の補正予算額並びに補正後の額につ

きましては、続く２ページから３ページまでの

第１表歳入歳出予算補正で御確認いただきたい

と思います。 

  次に、４ページ、第２表地方債補正でござい

ますが、社会福祉法人による特別養護老人ホー

ム建設への融資財源となります地域総合整備資

金貸付債の追加と、事業費の増加に伴います放

課後児童クラブ建設事業債と、小中一貫教育校

建設事業債の増額、また国交付金の増額に伴う

学校教育施設改修事業債の減額を行うものでご

ざいます。 

  追加となります地域総合整備資金貸付は、ふ

るさと財団が地域経済振興に資する民間投資の

支援を目的とし、地方自治体を窓口として行う

長期の貸し付けでございます。償還に当たって
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は、貸付団体は元金を償還し、利子を地方自治

体が負担しますが、そのうち75％が特別交付税

措置されるものでございます。 

  ７ページからの歳入について御説明いたしま

す。 

  初めに、14款国庫支出金でございますが、２

項の国庫補助金におきまして、特別養護老人ホ

ーム新規開設に伴う地域介護・福祉空間整備等

施設整備交付金と小中学校への空調設備設置に

係る学校施設環境改善交付金の増額を計上して

おります。 

  続く15款県支出金でございますが、２項３目

の衛生費補助金におきまして、新規に地域自殺

対策緊急強化事業費補助金とがん患者医療用ウ

ィッグ購入助成事業費補助金を計上しており、

また５目農林水産業費県補助金では、戦略的園

芸産地拡大支援事業費補助金や意欲ある農業経

営者に対し設備等の導入の際に支援する農林水

産業創意工夫プロジェクト支援事業費補助金を

中心に、農林水産業費関係で1,976万2,000円の

増額補正としております。 

  ８ページをお開きください。 

  18款繰入金につきましては、小中一貫教育校

建設事業における事業費の増額に伴い、その一

般財源分として3,600万円を財政調整基金より

繰り入れするものであります。 

  また、19款繰越金につきましては、このたび

の予算補正の財源の一部といたしまして、

2,040万5,000円の増額補正としており、20款諸

収入につきましては、大雪によって被害を受け

た施設に対する共済金として、建物総合損害共

済災害共済金を盛り込んでおります。 

  最後に、21款市債につきましては、第２表地

方債でも御説明しましたが、地域総合整備資金

貸付事業債３億円を新たに計上したほか、放課

後児童クラブ建設事業債270万円と小中一貫教

育校建設事業債１億550万円を増額し、学校教

育施設改修事業債は、国交付金の増額に伴い

270万円の減額補正とするものでございます。 

  続きまして、９ページからの歳出について御

説明いたします。 

  まず、３款民生費でございますが、１項５目

老人福祉費におきまして、３億4,800万円の増

額補正を計上しております。これは、社会福祉

法人による特別養護老人ホームの新規開設に伴

う開設準備のための助成と建設費の財源の一部

となる地域総合整備資金の貸し付けを行うもの

でございます。 

  10ページに移りますが、３款２項１目児童福

祉総務費におきまして、小中一貫教育校に併設

する放課後児童クラブの建設費について、イン

フレスライド条項を適用し、348万9,000円の増

額計上をしております。 

  ４款衛生費におきまして、抗がん剤の治療に

伴いウイッグを必要とする場合の購入助成に係

る経費を新たに盛り込んでおり、続く５款労働

費勤労者対策事業費の介護分野への就労支援と

福祉サービスの充実事業委託料は、県の緊急雇

用創出事業臨時特例基金事業費補助金を活用し

た事業でございますが、12ページ上段、７款商

工費との間で事業費調整を行っております。 

  10ページ下段にお戻りください。 

  ６款農林水産業費１項３目農業振興費におき

まして、農業振興や果樹園芸振興のための補助

金を組んでおります。これは、農業振興に意欲

の高い経営者が、新たな設備投資等を図る場合

に、県補助金を用い重点的に支援を行うための

もので、新年度に入ってからの県の支援の強化

に呼応したものでございます。 

  次に、12ページ下段の８款土木費でございま

すが、２項２目道路維持費及び４項３目公園費

に大雪や凍結被害により復旧を図らなければな

らない市道や公園施設の修繕などの費用を計上

しております。 

  10款教育費につきましては、13ページ上段、

１項５目小中一貫教育推進費におきまして、来
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年度開校へ向けた校歌や校章の作成に係る経費

を盛り込んでおります。 

  また、２項４目学校建設費におきましては、

現在建設中の小中一貫教育校の工事請負費に関

し、いわゆるインフレスライド条項の適用及び

設計変更に伴う１億6,619万5,000円の増額補正

を計上しております。 

  最後に、４項社会教育費では、大雪や凍結被

害により復旧を図らなければならない施設の修

繕などの経費を計上しております。 

  以上で、一般会計補正予算案の説明を終わり

ます。 

  御審議をいただき御可決賜りますよう、よろ

しくお願いいたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算につきま

しては、会議規則第37条第３項の規定により委

員会への付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第46号については委員会への付託を省略し、

６月16日定例会最終日の本会議において審議を

いたします。 

 

 

日程第１２議員派遣について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第12議員派遣についてを議題

といたします。 

  議員派遣につきましては、地方自治法第100

条第13項及び会議規則第167条の規定に基づき、

お手元に配付しております名簿のとおり、全議

員を山形県市議会議長会主催の議員研修会に派

遣したいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

山形県市議会議長会主催の議員研修会に全議員

を派遣することに決しました。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  ７日、８日は休会であります。６月９日月曜

日午前10時より本会議を開きますので、御参集

願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午前１１時４５分 散会 
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平成２６年６月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２６年６月９日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   下  山  准  一  議員    １６番   新  田  道  尋  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 月 野 節 子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野 茂 雄 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  神 室 荘 長 武 田 清 治 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 正 寿 



- 32 - 

選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 松   孝 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 査 沼 澤 和 也 

 

議 事 日 程 （第２号） 
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平成２６年６月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 佐 藤 義 一 

１．新たな農業政策の農地集積の実情を問う 

２．健康運動教室のあり方について 

３．民生委員不在解消に向けて 

４．新庄祭りについて 

市 長 

教育委員長 

２ 伊 藤   操 

１．認知症高齢者の保護について 

２．認知症サポーターについて 

３．高齢者ボランティアについて 

４．駅前アビエスの整備について 

５．ごみ袋について 

６．今年新設の難聴学級について 

市 長 

教育委員長 

３ 小 関   淳 

１．中心商店街の今後の施策について 

２．定住化対策について 

３．子育て支援の充実について 

市 長 

４ 佐 藤 悦 子 

１．福祉灯油の実施からの反省を踏まえて、今後の冬へ向

けた実施計画について 

２．最上は一つの精神で、森林資源の活用を進め、地産地

消の拡大について 

３．正職員を増やして、市民が主人公の親切な市役所つく

りについて 

４．予防医療について 

市 長 

教育委員長 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問者は７名であります。

質問の順序は、配付しております一般質問通告

表のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は４名であります。 

 

 

佐藤義一議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、最初に佐藤義一君。 

   （６番佐藤義一議員登壇）（拍手） 

６ 番（佐藤義一議員） おはようございます。 

  絆の会の佐藤義一であります。 

  ことしの桜の花は皆さんの思いが伝わったの

か、大雪にもかかわらず、ウソの食害もなく、

全ての人々に花を知らしめてくれまして、長か

った冬からの解放を感じさせてくれました。 

  また、カド焼きまつりにつきましても、天候

に恵まれたこともあり、多くの人たちに楽しん

でいただけたようでして、幸いなことだと思っ

ております。 

  それでは、通告に従いまして質問させていた

だきます。 

  まず、農地の集積についてをお尋ねいたしま

す。 

  本年より、新たな農業政策が発表されて以来、

多くの農業者が戸惑い、不安を抱えていると思

われますが、また先行きに展望が見えないと農

業を諦め、農地を手放す人も少なくなくなって

きております。 

  お尋ねいたします。新たな農業政策が発せら

れてからの市内の農地の移動の件数と集積面積

をお尋ねいたします。また、現在、農業委員会

等に相談中の案件も含めまして、どの程度の集

積移動があると把握されているのか、あわせて

お尋ねいたします。 

  また、担い手への集積と言われますが、現在

新庄市では担い手への農地集積率はどの程度な

のか。2012年度において、農水省の調査では、

山形県は51％、23年度までには90％にしたいと

の目標を持っているようでありますが、また酒

田市の担い手への集積は昨年５月で62.2％とあ

りますが、当新庄市での担い手への集積率、耕

作面積比率で結構ですが、いかがでしょうか。

また、今後担い手への集積率をどの程度までと

お考えかお尋ねいたします。 

  理解しづらい中間管理機構と農業委員会との

かかわりはどのようになっていくのか。普通の

農業者が中間管理機構農業支援センターといっ

ても理解しづらいのですが、農地の出し手、受

け手は今まで農協や農業委員会等への相談で農

地の集積移動を行ってきたわけですが、机の上

だけで農地の集積を行おうとしても、実情を把

握しなければなかなか難しいと思われます。 

  当新庄市においては、農業再生会議が中間管

理機構より業務委託を受けるということで理解

しましたが、この中で白紙委任が原則と言われ

ますが、実情は白紙委任はあるのでしょうか。
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本当に農地への愛着を持つ農業者が白紙委任す

るということについては大いに疑問を持ちます。

相対で出して、受け手が了解して農業委員会等

への相談と思いますが、今回の政策が農業者の

実情を把握したものとは言いがたいと考えます。 

  また、機構を介在した農地の集積については、

地域集積協力金、経営転換協力金が交付されま

すが、相対では出し手への支援がなく、非常に

疑問です。同じ国土に住まいし耕作を行い、食

料の供給を行ってきた農業者に偏った公平感の

ない施策と考えますが、対策はないものか。農

業者が不利益をこうむることのない方策はない

ものかとお尋ねいたします。 

  次に、健康問題について質問させていただき

ます。 

  昨年の産業厚生常任委員会では、新潟県見附

市の「「歩く」を基本とする「健幸」なまち」

の実現とする施策を視察させていただきました。

見附市の人口は、平成25年４月１日現在４万

2,133人で、当市よりは少し多い程度でありま

すが、どこの自治体も抱える課題であります超

高齢人口減少社会への移行の結果、見えてくる

ものは社会保障の増大であります。その対策と

して、健康施策の推進が必要になってまいりま

す。食育健康診断、生きがい活動、運動等、さ

まざまな施策をとっておられましたが、中でも

注目すべきは、健康運動教室の効果であり、体

力年齢の若返りと医療費の抑制効果が実証され

ていたことでありました。 

  例えば、運動教室を始めたころの体力年齢が

66.4歳であったものが、30カ月後には53.0歳ま

でに、また医療費は、参加者と非参加者の比較

が１人当たり10万円の抑制効果があったとされ

ております。この教室の参加者は1,425人おら

れまして、１人当たり10万円の抑制効果は大き

いものと思われます。見附市においては健康保

険税への赤字補塡の繰り入れは過去一度も行っ

ていないということからも、抑制効果がいかに

大きいかが理解できると思います。これは、運

動教室を開催して、３年間の継続調査によって

実証されたものであります。 

  そこでお尋ねいたしますが、当新庄市におい

ても高齢者を対象とした運動教室等が行われて

いることは存じておりますが、その中では市が

主催、あるいは各施設の年間行事とかの形態の

違いはあるでしょうが、その実態と課題につい

てお尋ねいたします。現在行われている健康教

室の参加者数、今後の参加への啓蒙、経費負担

等もあわせてお尋ねいたします。 

  認知症徘回による行方不明者の届け出が、年

間１万人近くあります。昨年度では、１万と三

百二十何名かで１万人を初めて超えています。

けさのＮＨＫの中でも、認知症による行方不明

徘回で東京都渋谷区の人が18年ぶりに発見され

たという報道もありました。また、先日の朝日

新聞には、７年ぶりに発見された徘回行方不明

者の記事がありました。東京で行方不明となり、

群馬の施設に保護、入所していたとのことでし

たが、行方不明者の多くは捜索され、発見保護

されておりますが、中には遺体となって発見さ

れたというような不幸なこともあります。 

  このような実態に対して、運動教室のような

活動は健康増進だけではなく、地域のコミュニ

ティーのためにも大事であると考えます。ほか

の自治体がよい施策をとっているからまねろと

いうことではありませんが、学ぶという言葉の

語源は、まねるという言葉からきていると言わ

れますので、大いに学ぶべきだと思います。 

  次に、３月の朝日新聞が「2012年度生活保護

不正受給191億円過去最多」と報じておりまし

たが、当新庄市においては、１月末で194世帯、

267名の受給者がおられるようですが、不正受

給または重複診療などの悪用はないと以前に御

答弁をいただきましたが、少子高齢化が進む状

況の中で、独居世帯も増加しております。数年

前でしたが、札幌市において老年の母親と成人
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の娘さんが餓死した状態で発見されるという痛

ましいことがありました。その当時、「誇り高

き死」ともてはやしたマスコミもありましたが、

札幌市に住まいする私の兄はこの報道を見て、

「札幌市の恥だ」と私の前で言いました。「本

当の意味での保護、支援が必要だったのに、市

は何もしなかった。札幌市の恥だ」と私の兄は

言っています。外部との接触の機会がなかった

のかもしれませんが、運動教室等の参加呼びか

け等があれば、社会との接触ができたのではな

いかと残念に思います。本人が生活保護の申請

というのは、なかなかできかねるのが実情では

ないかと思います。 

  また、このような状態の把握のために民生委

員の存在は大きいものを感じますが、現在新庄

市内において民生委員不在の地域がありますが、

どのように解消されていこうとしているのかお

尋ねします。健康状態、生活状況まで相談する

ことになりますので、デリケートな問題も抱え

ておりますことから、その地域に信頼される

方々が民生委員として活動願うわけですが、札

幌市のような痛ましいことがないように願い、

質問させていただきます。 

  次に、新庄市最大のイベントであります新庄

まつりについて、再度お尋ねと提案をいたしま

す。 

  昨年９月の定例会で、「来年度の予算書を楽

しみにしております」と申し上げて質問を終え

ましたが、予算書を受け取りまして一番最初に

商工費を開いて、楽しみはどこにもなかったの

だと寂しさを覚えました。 

  どこの町内も、毎年の山車製作には山車を絶

えさせないため苦労しながら、またプライドを

持って作製、製作、出品していただいておりま

す。国の民俗無形文化財に指定され、今度はユ

ネスコへ、１年おくれるようですが登録されよ

うとしています。新庄が世界へ発信されようと

しています。確かに、新庄まつりだけではなく

て山車文化としての登録でありますが、新庄市

民が世界へ向けて誇れるものが先人たちの苦労

によって脈々と260年の長きにわたり築き上げ

られてきたものであります。 

  前回も申し上げましたが、商店街の空洞化、

生活様式の多様性もありまして、各町内におけ

る山車製作には、人的また資金面においても大

変な苦労をされております。来年には260周年

を数えるまでの歴史を刻んできた新庄まつりの

山車製作に、出品町内に製作費として大幅な助

成をすべきと考えますが、いかがでしょうか。 

  山車製作、出場にちゅうちょせざるを得ない

町内も今後は考えられると思いますが、何十年

後にはユネスコには登録されたが、祭りは縮小、

消滅していたなどとはならないとは思いますが、

これは商工観光というより、新庄市の政策とし

て捉えなければならないときに来ていると考え

ますが、市の助成の意思と今後の施策をお尋ね

いたします。 

  また、今はわかりませんが、私は太田なんで

すけれども、子供のころは神輿渡御行列の鉄砲

隊などの足軽には太田、荒小屋の子供たちしか

出られませんでした。これも、歴史的時代背景

がありまして、宝暦６年藩主戸沢正諶公の時代

に、酒屋さんだったと記憶しておりますが、福

井富教さんが豊年瑞相記に当時の新庄、最上の

現状を記録しておりますが、当然小学校等にお

いても、伝統文化の尊重という指導要領に基づ

いて、神輿渡御行列とをあわせて新庄まつりの

起源、背景なども教えてはいらっしゃると思い

ますが、そのこともあわせましてお尋ねいたし

ます。 

  以上で、壇上からの質問を終わらせていただ

きます。清聴ありがとうございました。（拍

手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 
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山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、佐藤市議の御質問にお答えさせて

いただきたいと思います。 

  新たな農業政策の農地集積の実情についてで

ありますが、昨年12月農林水産省では、農業従

事者の高齢化、耕作放棄地などの問題を解決す

るために、４つの改革を掲げて取り組んでいく

こととしました。この４つの改革の中に、担い

手への農地利用の集積、集約化を加速させるた

め、農地中間管理機構の制度化が行われたとこ

ろであります。 

  山形県におきましては、４月１日に公益法人

やまがた農業支援センターが県知事より農地中

間管理機構の指定を受けたところであり、具体

的な業務を市町村の農業再生協議会に委託する

ために、関係機関と協議や調整を図っている段

階であります。 

  さて、御質問の新たな農業政策が発せられて

から当市における農地の集積状況につきまして

は、昨年12月から今年の５月末までに農業委員

会に付議された農地利用集積計画による集積件

数は119件、108ヘクタールとなっております。

担い手への集積状況につきましては、農地基本

台帳により集積率42％、集積面積2,072ヘクタ

ールと把握しております。今後の集積率につい

ては、新庄市農業経営基盤強化促進基本構想に

より、10年後に集積率72％、集積面積3,533ヘ

クタールを目標として取り組んでいるところで

あり、現在相談中の案件を含め、年間150ヘク

タールの集積が見込まれるところであります。 

  農地中間管理機構と農業委員会とのかかわり

につきましては、農地中間管理機構が定める農

地利用配分計画案を策定するに当たり、市町村

が農業委員会の意見を聴取することと定められ

ております。さらに、新庄市では、平成24年度

より農業委員会、ＪＡ、土地改良区、やまがた

農業支援センターによる農地集積調整連携会議

を立ち上げ、各団体による農地集積の相談窓口

の開設及び情報共有、連絡調整を行い、円滑な

農地集積と農業者の利便性を高めているところ

であり、農地中間管理機構設立後も関係機関が

協力して円滑な農地集積を進めていく予定であ

ります。 

  また、平成25年度の白紙委任を経て、農地集

積協力金が支給された実績については、出し手

16戸、35.48ヘクタールとなっております。今

後も農地集積制度の周知と地域の話し合いを進

め、農業者の理解を得ながら円滑な農地集積を

進めてまいりたいと考えております。 

  次に、健康運動教室のあり方についてであり

ますが、初めに、健康教室の取り組み状況につ

いて御説明申し上げます。 

  介護予防やロコモ予防を目的とし、体操など

の運動を主体にした教室を、昨年度は69回開催

し、参加人数は延べ1,632名となっております。 

  高齢者向けなどの運動教室は、健康課のほか

でもさまざまなところで行っております。社会

福祉協議会では、月１回老人福祉センターを会

場に無料の体操教室、また新庄21地域スポーツ

クラブでは、生活習慣病の予防を目的とした健

康コースを市内４会場で年間おのおの40回ほど

開催しております。また、ウオーキングやラー

ジボール卓球など19の講座と多彩なメニューが

あり、個人的な興味やスポーツに関心が高い

方々、519名の登録者がおり、参加人数は延べ

１万2,600名となっております。さらに、パー

クゴルフやターゲットゴルフ、ゲートボール、

グラウンドゴルフなど、さまざまな分野で自発

的に運動をしている方が大変多くおります。 

  一方で、体を動かす機会の少ない高齢者もお

り、健康課題でもあります。市では、今年度冬

期間でもできる運動として輪投げを推奨してお

り、町内会や老人クラブなどの団体を対象に、

輪投げ用具購入費の助成を行っております。公

民館などの身近なところで楽しく気軽に取り組

める輪投げは、予防介護につながるものと考え
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ております。 

  また、市では、地域づくりのためのリーダー

の育成に取り組んでおりますが、昨年度は地域

住民の健康づくりをテーマとして、４回にわた

りワークショップを実施しました。その中で健

康に関する課題や現状認識の共有化を図り、地

域でできることなど、活動の具体策を挙げてい

ただきました。 

  この流れを受け、今年度、末広町を健康推進

のモデル地区とし、毎月１回健康づくりのため

の講話やロコモ予防の健康体操を行っておりま

す。区長や老人クラブの会長、健康福祉推進員

といった地域リーダーの方々から声がけをして

いただき、誘い合って積極的に参加いただくと

ともに、他の地域にもＰＲしていただく先導的

な役割も担っていただいております。 

  こうした地域で行う活動が生き生きと暮らす

元気な高齢者をつくり、家族や友達などみんな

が参加する魅力ある地域づくりとなるような支

援を、関係する機関、庁内各課と連携を図り進

めてまいります。そして、元気な高齢者が集う

モデル地区をふやしていくことで、健康寿命の

延伸や医療費の抑制につながるよう取り組んで

まいりたいと考えております。 

  次に、民生委員不在解消に向けての件につい

てでありますが、新庄市民生委員・児童委員の

現状といたしましては、定数81名に対し78名の

委員が活動している状況であります。現在、３

名の欠員になっておりますが、その欠員につき

ましては、民生委員・児童委員１名の候補者の

推薦をいただいておりますので、現在選任の手

続を進め、さらに地域の人選をお願いしている

ところであります。 

  課題といたしましては、当市におきましても、

民生委員・児童委員のなり手が少なく、改選時

の人選に苦慮している状況です。民生委員・児

童委員は、地区からの推薦をもって選任されて

おります。これまで、不在地区の区長や関係す

る方々と連絡をとりながら、不在地区の解消に

努めてまいりました。ボランティアで地域住民

の相談に乗り、福祉施策を必要とする方の気づ

きなど、福祉行政との橋渡しをしていただく大

切な仕事ですが、対象世帯が多くなっているこ

と、また以前に比べますと、定年退職しても年

金受給年齢に到達するまで稼働される方もいる

など、社会情勢が変化していることにより、民

生委員・児童委員の選任も難航しております。 

  今後も、地域の方々と連携をとり、民生委

員・児童委員制度の理解と認識を深めていただ

きながら、不在地区の解消に努めてまいりたい

と考えております。 

  次に、新庄まつりについてでありますが、市

における新庄まつりへの支援については、新庄

まつり委員会へ運営事業費として負担金を交付

しております。新庄まつり委員会における運営

事業費のうち、山車連盟各若連へ30万円、囃子

連盟各若連へ７万円の補助金を交付しておりま

す。さらに、山車資材保管施設等基盤整備補助

事業及び囃子保存基盤整備補助事業で補助金を

交付しております。 

  今後は新庄まつり百年の大計第３期計画に基

づき、本市における祭り観光のかなめとして、

誘客拡大100万人を目指すためにも、山車及び

囃子若連への継続した支援は必要不可欠であり、

さまざまな視点から財源確保に取り組んでまい

ります。 

  新たな取り組みといたしましては、今年アビ

エス内のパーゴラを撤去し、約1,000席の有料

観覧席の増席、有料観覧席の料金の増額、また

アビエス内での物販を行います。その結果を検

証した上で、市負担金の見直し方策を新庄まつ

り委員会と協議してまいりたいと考えておりま

す。 

  また、伝統文化における学習面につきまして

は、教育長より答弁させますので、よろしくお

願いいたします。 
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  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私から学校教育と新

庄まつりのかかわりについて答弁いたします。 

  議員がおっしゃるように、平成18年の教育基

本法の改正によって、教育の目標の中に、伝統

と文化を尊重し、郷土を愛する心の育成が明記

されました。それを受け、平成19年改正学校教

育法では、第21条の義務教育の目標の中に、我

が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解

に導き、伝統と文化を尊重し、郷土を愛する態

度を養うことが掲げられております。新庄市で

は、それらをふるさと学習として位置づけし、

地域の人、自然、文化に学ぶ学習を行っていま

す。 

  御質問の新庄まつりについては、総合的な学

習の時間の中で、新庄まつりに関するテーマを

設定し、個人またはグループごとに調べ学習を

行っています。この学習については、地域の方

からも御協力をいただき、祭りの歴史を学んだ

り、山車製作を行ったりしています。 

  また、３年社会科の学習の中で、新庄市に関

する学習を行っています。その中に、地域で受

け継いできた伝統行事や古い遺跡という学習内

容があり、新庄まつりの起源や祭りに取り組ん

でいる人々の願いについて学習しています。 

  新庄市では、このような学習を通して、新庄

まつりを初めとする地域に残る伝統文化や史跡

などを学び、郷土を愛する心の育成を行ってお

ります。 

  以上でございます。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 大変親切に細やかに御

答弁いただきまして、ありがとうございました。

しかし、本人が愚鈍なものですから、愚鈍ゆえ

にちょっと再質問させていただきます。 

  特に、農地の集積についてですけれども、こ

のままでいきますと、地域の実情をよく理解し

ている農業委員会の存在が問われる、小さくな

るおそれがあります。もっともっと農業委員会

は主張すべきだと思います。と申し上げますの

は、きょうもやっていましたけれども、政府の

規制改革会議は、農業改革に向けた提言の中で、

農業委員会の農業委員の選挙制度を廃止し、首

長が選任するとしたことを受けてお尋ねします。

このような提言は、机の上でペーパーによる農

業の集積の語りであって、今までの農業委員会

の歴史、苦労を無理解、無視、言葉が過ぎるか

もしれませんが、冒瀆するような暴言とも言い

たいほどですが、これについてどういうお考え

でしょうか。お尋ねいたします。 

星川 豊農業委員会会長 議長、星川 豊。 

小嶋冨弥議長 農業委員会会長星川 豊君。 

星川 豊農業委員会会長 佐藤議員の質問にわか

る範囲内でお答えしたいと思います。 

  まさしく今回、場を得た質問をいただきまし

て、本当に感謝申し上げます。昭和24年４月に

発足以来、世界より称賛を受けるこの農業系統

組織のやり方、日本の復興に向けてのやり方、

そういったものについては、もう世界から称賛

を受けているわけですね。その中に一部間違い

などもいろいろあったでしょうけれども、いず

れにしても相対的には評価を受けてきたところ

でございます。 

  今回は、皆さんが御承知のとおり、第一に問

題になるのは、我々が投票して、国民の皆さん

が投票して得た国会議員が反対と言っているの

に、何も資格のない商社とか、そういったもの

だけを入れた首相の諮問機関がこういう大事な

決定をするということ自体に非常に義憤を感じ

ます、まずは。 

  それで、先月の27、28日と全国大会がありま

したけれども、全国農業会議所の二田会長並び

にその全国会長会議の運営委員であられます、
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責任者である副会長、この人方が２人続けてお

話ししたんですけれども、その中において机を

鳴らしてでも、誰がそんな、農業委員会が何を

悪いことをしたんだと。そして、関係のないそ

ういうような何も現場の意見がわからない人間

がこれから国を動かしていくとすれば、これは

非常に危険なことだということで、今までにな

い大会、全員一致で「そうだ、そうだ」という

ことで一致しまして、その後においてもまだ臨

時に市町村会議をしたんですけれども、その中

でもいろいろ話をしたけれども、本当にこの今

回やっていることは、相対的に現場を無視した、

現場を混乱させる、現場が何もスムーズに政府

が決めたことに対して乗っていかない。 

  皆さん方がおわかりになる範囲だけで、これ

は広くなるので、貴重な時間ですから簡単に申

し上げますけれども、例えば佐藤議員が農業関

連を非常に多く経験してきているわけですね。

その中においても、この集積関係ですね。最初

はやっぱり相対で始まるんですよ。いずれの場

合でも、「あそこの田んぼ借りたいや」とかと

相対で始まるんですけれども、ところが白紙委

任が農協になっている。これは勘違いしている

んですね。白紙委任されると農協で何でもでき

ると思ったら大間違いで、農地法がある限り、

農業委員会の月に１回総会があるわけですよ。

そこで関係委員が説明して、そしてこれは納得

だということで総会でみんなの決議をもって、

これは上部団体に提出されるわけでありまして、

それがないのに決まるなんてことはないです。

だから、現在はわからない。皆さんにいつも聞

かれるんですけれども、とにもかくにもまだ農

地法とかそういった関連が顕在している限り、

あしたまである限りはあしたまで、あさってま

である限りはあさってまで、この方法について

は変わりないわけです。 

  だから、最初は相対で始まるんですけれども、

例えば農協で白紙委任をされた場合には、その

担当している農業委員と農協がお話しして、そ

して妥当な線を見つけて農業委員から総会に提

出すれば、これはその決議の中でちゃんと執行

されるわけでありまして、また佐藤議員も農協

におられましたし、そのときも私自身みずから

佐藤議員にお話しして、周りで何かないか、一

番いい方法はどうだと話してやってきたんです

けれども、ここに来て、変なこの農業委員会不

要論みたいなものが出てきてしまったものだか

ら、農家の方も誤解されまして、農協の方もあ

るいは執行部の方も、市の農林課とかいろんな

各市町村にもあるわけですけれども、これにも

説明不足でありまして、何か誤解を招いたよう

でありまして、先行して農地管理機構費という

ので各市町村に支給されるわけですけれども、

この中から各集積する担当部署にその経費でも

って人員も派遣されているわけですね。ところ

が、農業委員会にはないんです、どんな仕事し

ても。だから、農業委員会の不要論の建前でこ

れは進んでしまったと私は解釈しているんです

けれども、それでは農業委員会をやらなければ

いいのかといったら、農地法でそれはきちっと

やっていかなければいけないわけですし、それ

は矛盾したことがいっぱいあるんですよ、とに

かく。 

  だから、今佐藤議員がお話ししたことは、本

当に説明して余りあるような広い範囲で誤解を

招いています。そういうようなことですけれど

も、農業委員会としては、やはり農家の代表機

関であるわけですから、これを逐一説明して修

正しながら今やっている状況でございます。な

お、詳しい数字については、市長からも大変詳

しい数字をいただきましたので、それでもっと

いろんな広範囲にわたりますので、私の答弁は

これで終わらせていただきまして、もし必要で

あれば局長から最近のきちっとした状況を答弁

させていただきたいと考えていますので、よろ

しくお願い申し上げます。 
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６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 大変農業に対する愛情

が伝わってくる会長の御答弁ありがとうござい

ます。全くそのとおりだと思います。 

  例えば、今の安倍さんがやっている規制改革

会議等も憲法解釈もそうですけれども、全て自

分のブレーンを送り込んでいるわけです。自分

にとって都合のいい答えが返ってくることを期

待しているわけです。ですから、農業委員を首

長さんが選ぶと、このとき農家の民意はどこに

あるのだということです。農家の民意を無視し

ているわけですよ、この制度は。だから、これ

に対して私は大いに反対の手を挙げるべきだと

思うんです。 

  ですけれども、その全国大会で会長、副会長

が机をたたいてまでしたと。ただ、このままで

いったら流されてしまいますので、やっぱり地

元から、大きいところからではなくて小さいと

ころからも声を上げていって、その農業委員の

選挙制度廃止は反対だと、これは大いに声を上

げるべきだと思います。会長は私以上に怒りを

お持ちのようですので、これ以上言いません。 

  以前でしたら、中間管理機構、いわゆる農業

公社、農業支援センターですが、一定の大規模

面積の集積等には介在してきたわけです。それ

とて各市町村の農業委員会で承諾し、意見書を

添付し、農業公社支援センターの介在を1,500

万円控除の制度を利用したくて農業公社は使っ

てきたわけです。今後、実務的にやるのは各市

町村の再生会議かもしれませんけれども、現実

的に、中間管理機構が本当に農地の集積事業が

できるとお考えでしょうかということをまずお

聞きしたいです。 

  特に欠落しているのは、地元の農協、農業委

員会というのは、地元の農業者の気持ちはわか

るわけです。農地に対する愛着もわかるわけで

す。ところが、そういった機構においては、机

の上で基盤整備をやるわけですから、例えば実

際に田川地区の農業公社がやった基盤整備があ

るわけです。農業者の意思なんて全く無視です

からね。ここからここまでやれば、基盤整備面

積が何％ふえると、そういう机の上での集積を

やってくるところが、農業者の農地に対する愛

着心を理解してやっているとは思いません。や

っぱり、これからはどうしても農業再生会議の

中には農協も農業委員会も入ると言いながら、

管理機構が主導権を発揮してはだめだと思いま

すので、先ほどの話とちょっと重複するかもし

れませんけれども、やっぱり反対の声を上げて、

我々農業委員会は農業者の民意なんだというこ

とをもっと主張すべきだと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

星川 豊農業委員会会長 議長、星川 豊。 

小嶋冨弥議長 農業委員会会長星川 豊君。 

星川 豊農業委員会会長 お答えします。 

  まさしくそのとおりでございまして、農業委

員会として機運を上げて、これから首長に、新

庄市であれば市長ですけれども、各市町村の市

長、村長、町長、こういった方々にとりあえず

まず、全国会議所ではもちろんやっていますけ

れども、とにかく現場から今の御意見のとおり、

騒がなければだめだというふうなことで、この

公正性についてはどういうふうなことが考えら

れるかといったら、全く戦後のあれを変えてし

まうわけですよ。農業委員会ができるまでの間

に、ある権力者が農地をみんな搾取するとか、

そういった状態に返ってしまうというおそれも

ありますので、これについては、これに反対し

ていただくようにということで、各首長に陳情

を申し上げる予定に、今制作中です、案を。そ

ういうようなことでもちろんやっていくつもり

でございます。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 新庄市の農業所得が80
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億円と言われる時代ですから、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。特に、簡単な安易な担

い手への集積というのは、逆に言えば、農地を

手放す、あるいは委託する人方は農業収入を失

うわけですから、その辺も御理解いただいて頑

張っていただきたいと思います。 

  時間も押していますので、健康教室の参加に

ついてちょっとお尋ねいたします。 

  大変私が想像していたよりはるかに多くの人

が参加していらっしゃるということを聞いて、

少し安心しましたが、健康教室の参加者には傷

害保険等も含めて相応の参加費を負担願ってい

るようです。ことしからは3,000円とお聞きし

ましたけれども、健康をお金を使ってまでとい

う世代は、金を使ってまで体を動かさないでも

いいよという気持ちもおありでしょうから、傷

害保険等は本人のことですからやむを得ずとも、

講師等への謝金等の経費は自治体負担とはなら

ないものでしょうか。見附市で実証されたよう

に、医療費の抑制につながるものであれば、決

して市の負担にはならないと考えますが、いか

がでしょうか。 

  現実に、近隣では自治体が負担しております。

余分な話ですけれども、議会報告会が６日にご

ざいましたけれども、そのとき子供の医療費の

質問がありました。近隣の町村では何ぼまで、

何で新庄市は何もない。これと同じことが言え

るんですよ。ほかの村は村で負担しているのに、

何で新庄市は負担するのかと、不公平感をお持

ちだと。市民と村民は違うんだといえばそれま

でなんですけれども、そういう医療費の抑制に

つながるものでありますので、そういう自治体

負担というお考えはないのかお尋ねいたします。 

荒澤宏二健康課長 議長、荒澤宏二。 

小嶋冨弥議長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 ただいまの御質問、健康推進

のために行っている健康教室の参加者負担とな

っている講師への謝金等、これについては市役

所、行政のほうで負担すれば、参加しやすくな

るのではないかというような質問の趣旨かと思

います。 

  金がかかるなら参加しない、そういう人も確

かにおられるかと思います。また逆に、現在の

参加費をきちんと出して、自分の健康を守った

り、地域の方々との触れ合いを求められる方も

おられるかと思います。 

  現在、市役所健康課で主催する健康教室、そ

れから出前健康講座につきましては無料で行っ

ております。それから、地域公民館、先ほど話

がありました、地区公民館の主催事業につきま

しては、万が一の事故に備えた保険料を含め、

年間で現在3,000円ということで御負担いただ

いて実施しているようでございます。そういっ

た金額の参加費であればと自主的に頑張って実

施している地域団体に対しまして、市役所でか

かわることによりまして、先立ちの方のやる気

や参加者のやる気をそいでしまっては大変です

ので、慎重に考えていかなければならないなと

思っております。 

  健康推進が地域を元気にするまちづくりの基

本と考え、地域力向上のためにもみんなが声を

かけ合って参加できる地域づくり、健康づくり

にどういった形で支援できるのか、地域づくり

支援担当課の総合政策課を初め関係各課と連携

をとりながら進めてまいりたいと思っておりま

す。 

  以上です。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 見附市のさっきの健康

年齢、それから医療費抑制効果ばかりではなく

て、いわゆる介護認定率、全国平均、新潟県比

率に比べても約２ポイントから三、四ポイント

下がるんですね。これは、やっぱり最初運動す

る前は大して変わらなかったんです。あるいは

新潟県の中でも見附のほうが高かったのかな。
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それが、運動していくことによって、２ポイン

トずつぐらい下がってきている。これは、やっ

ぱり実証されたということなんですね。 

  それで、お尋ねしますけれども、新庄市にお

ける要介護の認定率はいかほどでありますか。

また、増加傾向、減少傾向などと書いています

けれども、減少傾向にはちょっとならないんで

しょうけれども、増加傾向になるとは思います

が、増加傾向であれば、医療費給付の増加対策

とあわせてどのような対策が必要とお考えかお

尋ねいたします。 

荒澤宏二健康課長 議長、荒澤宏二。 

小嶋冨弥議長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 要支援、要介護、それぞれの

認定率ということでございますけれども、まず

平成25年３月末の新庄市の要支援認定者数、そ

れから要介護認定者数とも前年末よりもふえて

おります。それから、65歳以上の認定率につき

ましては、25年３月末ではそれぞれ3.8％と

14.2％となっておりまして、少しずつではあり

ますが上がっております。 

  医療給付費の増加対策としまして、生活習慣

の改善に向けた取り組みの強化を図っておりま

す。人工透析の抑止対策、慢性腎臓病の重病化

予防としまして、腎臓病予防教室や糖尿病予防

教室、専門医師による講演会や個別の相談など

を行っております。また、特定健診と健康診査

に市独自に無料で腎機能検査を行っております。

生活習慣の改善に向けて、早期のかかわりを行

い、生涯にわたり元気で過ごすことができるよ

うにと取り組んでおります。 

  あわせて健康教室や出前健康講座などで地域

に出向いていき、体を動かす機会をふやしても

らい、冬場でもできる輪投げなどを行い、みん

なが笑顔で誘い合って参加できるさまざまな地

域活動の場をふやせるようにしていくなどの対

策が必要と考えております。そうした地域活動

に多くの人が参加することにより交流が生まれ、

地域や町全体に活気が生まれる、そのことが健

康寿命の延伸につながっていくと認識し、健康

づくりの取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。 

  以上です。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 大変どうもありがとう

ございました。私も長生きしたいと思いますの

で、無理でしょうけれども、ですからそのとき

よろしくお願いいたします。 

  まず、本当に健康であることが一番です。特

に、健康で長生きできることが一番です。よろ

しくどうぞお願いします。 

  最後になりますけれども、新庄まつりに関し

て再度。 

  以前、去年の９月でしたけれども、「新庄ま

つりの山車製作にどのぐらいお金がかかると把

握していらっしゃいますか」と質問させていた

だいたときに、東海林課長は約250万円から300

万円の経費だと把握していらっしゃると、私も

そう思っています。 

  ところで、悪い言葉ですけれども、花もらい、

ほいど祭りとかと悪態をつかれますけれども、

私は決してそういうふうに思っていませんので、

それは立派なことだと思う。花をもらう、花を

出すことで祭りに参加しているわけですから、

そんな恥じることはないんですけれども、各町

内の花もらいの金額をどのぐらいだと把握して

いらっしゃいますか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 昨年、若連にアンケー

トをとったところでございます。その結果、多

少の幅はございますけれども、約50万円から70

万円ほどが収入とされているようでございます。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 
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６ 番（佐藤義一議員） 課長、全く同じところ

に聞いたのかもしれません。私もお尋ねしたと

ころ、50万円から70万円。それで、マックスで

70万円でいいです。70万円マックスで、市から

30万円助成をいただきます。山車製作250万円、

この差額の150万円をどうやって捻出している

んでしょうかとお尋ねしたらお答えしていただ

けますか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 先ほど申しましたよう

にアンケートをとらせていただきまして、全体

にお聞きしたところでございます。その中で、

町内からの寄附金、これが平均しますと70万円

ほどでございます。あと、その他さまざまな広

告料などの努力を若連でしているようでござい

まして、それが40万円ほどでございました。あ

と、そういったことで山車の運営をしていると

考えております。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） ユネスコの無形文化遺

産登録の条件の一つに、文化コミュニティーの

中で共有され、象徴的アイデンティティーとし

て次世代に受け継がれていくものという条項が

あるそうです。もはや、やっぱりさっき壇上か

ら申し上げましたけれども、商工観光の範疇で

はなくて、新庄市の総合的な政策として今後ど

のようにしていくことが望ましいのかと考えて

いらっしゃるのか、大変前振りが長くて申しわ

けないですけれども、総合政策課長、お答えい

ただきたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 お答えさせていただきま

すが、間もなく20年近くたつんでしょうけれど

も、ヨーロッパジャパンウイークというところ

がありました。既に国際デビューを果たしてい

る新庄まつりでございます。１年先に延びるよ

うですけれども、ユネスコの遺産登録につきま

しても、めでたくなるようにというようなこと

を込めまして、今第３期の新庄まつり百年の大

計がございますが、これに今の考え方をあわせ

て議論することが必要なのかなと思います。 

  例えば、30ぐらいの山車関係の祭りが全国に

ユネスコ遺産登録となるわけですから、はしご

をして来られる方も非常にいらっしゃるのかな

と予想されます。その中では、手前みそではな

くて、やはり新庄まつりは非常にグレードの高

いお祭りなんだろうと思います。内外の期待に

応えるべく、その考え方で地域コミュニティー

を支えてきている成果が非常に大きいと称賛さ

れてきていることもありますので、100万人構

想ということもにらみながら、そういう考え方

をまずもってまつり委員会の中で議論してみる

というようなことが先なのではないのかなとい

うことも思っております。 

  そういうようなことで、今後の新庄まつりに

つきましては、国指定重文だけではなくて、ユ

ネスコ遺産というところまでを含んだ形の中で

考えていかなければいけない、これが内外に対

する期待だけではなくて、妥当なのかなという

ように思っております。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 最後の質問をいたしま

す。 

  誘客イベントごとの経済効果を把握してほし

い、前に新庄まつりも経済効果を把握しなさい

という話が出たことがありますけれども、経済

効果を把握していれば、その効果に見合う助成

の根拠を明確にすることができると思うのです

が、いかがでしょうか。 

  山形ＤＣ等もあり、観光客がふえるだろうと

安穏としているとは思いませんが、やっぱり発

信が必要だと思います。発信するにも、経済効
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果の把握に裏づけされたものによる発信が大事

だと思いますが、テレビＣＭ、仙台・関東圏に

ポスター提示をして誘客を行ったその効果はど

うだったのだという一般質問が一回議場でなさ

れたことがありましたが、新庄まつりの経済効

果を把握し公表すべきではないでしょうか。そ

のことにより、町内への山車製作への助成も裏

づけされると思いますが、いかがですか。 

  例えば、この前行われた東北六魂祭、祭りが

終わった翌日の山形新聞には、経済効果24億円

から26億円というふうに公表されています。恐

らく観客数が25万人と言われましたけれども、

こういうふうにして経済効果がこれだけあった

んだよということであれば、市民も納得すると

思うんです。そういう裏づけをしていく必要が

あると思いますが、いかがでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 経済効果等に関する御

質問でございますが、毎年経済効果については

試算をしてございます。御提案のように、その

経済効果に見合った助成といいますか、市の負

担金をということでございますけれども、そう

いう方法もあると考えます。 

  先ほど、市長から答弁いたしましたように、

確かに苦心をしながら費用を捻出しているとい

う若連の状況も承知しているつもりでございま

すので、260年という祭り、来年迎えますので、

まつり委員会ともどういった支援の方策があれ

ばいいのかにつきまして話し合いをしてまいり

たいと考えております。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５４分 休憩 

     午前１１時０４分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

伊藤 操議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、伊藤 操君。 

   （２番伊藤 操議員登壇）（拍手） 

２ 番（伊藤 操議員） おはようございます。 

  本日、２番目に質問させていただきます、開

成の会の伊藤でございます。 

  新庄市を囲む山々も一層緑が深くなりまして、

爽やかな風が初夏を思わせる季節となりました。

先ごろ、市民プラザにおきまして、大型の移動

式の鏡が整備されたということで、とある子供

のダンスの団体が２階のギャラリーに運んでい

ただいて練習して、大変好評であったとお伺い

いたしました。現在、プラザで鏡を設置してあ

る部屋はヘルシールームのみで、なかなかあき

がなく使いたくても借りられないという状況で

したが、今後は小ホールや研修室、そのギャラ

リーにおきましても、その鏡さえ運べばヘルシ

ールーム同様の機能が発揮される、そういうこ

とになりました。武道や各種競技、また健康管

理の体操などでは、自身の姿勢やフォームを矯

正することが必要な場合もありますので、スキ

ルアップが期待でき、さらに市民の健康活動に

も大きく影響することと思われます。これを機

に、市民プラザをより積極的に活用して、競技

力の向上や地域住民の健康増進に役立ててほし

いと思います。 

  それでは、通告に従いまして、私から幾つか

の質問をさせていただきます。一問一答方式で

させていただきますが、何分初めてのことです

ので、時間配分が至らず御迷惑をおかけする場

合もありますが、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  まず初めに、認知症高齢者の保護についてお

伺いいたします。 
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  厚生労働省の推計で、介護が必要な認知症高

齢者は2012年に300万人を突破、先ほど佐藤議

員からもありましたが、認知症で徘回するなど

して行方不明となる人は全国で年間１万人以上

に上り、数百名の方が死亡している、そういう

データがあります。山形県内におきましても、

認知症高齢者は毎年1,000人規模で増加してお

ります。全国のデータ同様、徘回による行方不

明者も増加の一途をたどっております。 

  国では、要介護支援を施設中心から在宅ケア

充実へと転換を図っていますが、いつどこに向

かうかわからない認知症の人を家族が24時間見

守るのは限界があり、地域で支える仕組みづく

りが必要と思われます。 

  このたび、山形市では、徘回のおそれのある

人の家族が申し出ると、地域包括支援センター

の職員が自宅を訪問して、本人の情報を得て警

察に事前登録をして、その了解があればコンビ

ニやタクシー会社にも情報を提供して、早期発

見、事故防止につなげる、そういう取り組みを

始めました。認知症に関しては、プライバシー

や個人情報の保護にもかかわることで課題も多

いと思われますけれども、ここ新庄市ではどの

ような対策で認知症高齢者の保護に取り組んで

いくのかをお伺いいたします。 

  これにて、壇上での質問を終え、次からは自

席で行います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、伊藤市議の御質問にお

答え申し上げます。 

  先ほどは市民プラザへの応援ありがとうござ

いました。ヘルシールーム以外にも使えるよう

になって、競技力向上にもというようなお話で

したが、実は朗報といいますか、きのうの新聞

の中で、蛇足でありますけれども、新庄東高の

柔道部が県のチャンピオンになりまして、全国

大会に行くという大変な快挙をしたことも、ヘ

ルシールームにかけさせて御報告させていただ

きます。 

  それでは、認知症高齢者の保護について御説

明させていただきます。 

  今年度４月１日現在の当市の状況では、何ら

かの認知症状を有する高齢者数は1,593人で、

そのうち施設入所などを除いた人数は929人と

なっております。 

  認知症高齢者の保護については、地域住民の

方々や民生委員からの相談や通報があった場合、

状況に応じた対応をとらせていただいておりま

す。また、県内でショートステイ中においての

徘回事故もあったため、認知症対応型介護サー

ビス事業所に対しては、施設で行われる運営推

進会議で注意を促すなどの指導を行っておりま

す。 

  なお、平成23年２月より最上総合支庁が事務

局となり、もがみ高齢者地域見守り関係機関連

携協議会が設立されて、構成員には福祉・医療

関係者のほか、新庄警察署が含まれております。 

  さらに、平成24年12月には山形県が地域の安

全・安心の取り組みの輪を広げていくとの考え

から、ライフライン事業者や新聞配達業者など

のさまざまな民間事業者と地域の見守り活動に

よる協定書を締結し、市町村や各機関と連携し

た地域見守り活動の協力体制づくりに取り組ん

でおります。市では、この協定の窓口としての

役割を担っており、必要に応じ関係団体等と協

力、連携し、見守りの強化を進めてまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 丁寧な答弁をいただい

て、ありがとうございます。 

  実は、私は、認知症で徘回している人を保護

したことが実際あります。それは、職業柄、そ
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の認知症の知識とその人の持っている情報を把

握していたということがあります。 

  今現在、このぐらい社会におきまして認知症

の徘回が問題とされている中で、関係機関だけ

が情報を得ているというのではちょっと足りな

いのではないかと思います。その中で、やはり

警察や、例えば新聞配達とか、市内巡回が多い

職業のほかにも、例えば一般のまるっきり福祉

と関係のない企業や、それとコンビニ、そうい

うところにも横のつながりというものがこれか

ら必要になってくると思いますけれども、新庄

市としてはそのことについてはどうお考えでし

ょうか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 認知症高

齢者の保護についてということでございますけ

れども、先ほども市長の答弁の中にありました

地域の見守り活動に関する協定ということで、

山形新聞社、それからＬＰガス協会、それから

郵政株式会社、郵便局ですけれども、それから

ヤマト運輸、ヤクルト、生協とか、一応見守り

でその配達中に異常を感じたとか、そういった

部分については、全く徘回しているなというふ

うなことであるとすれば、真っすぐ警察に通報

していただくような協定をとっております。そ

の中で若干、警察までは行かないけれども、ち

ょっと気になるなというふうなことにつきまし

ては、福祉のほうに連絡いただくということで、

先日も山形新聞振興会という販売店の団体です

けれども、そこと郡内の福祉関係者とお話し申

し上げましたけれども、この制度につきまして

も打ち合わせした次第でございます。 

  山形市で、情報を得て、その情報を警察にお

渡しするというふうな制度を始めたということ

は知ってございますけれども、これにつきまし

ては個人情報の絡みもございますので、今後関

係団体と協議して進めてまいりたいと思います。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 積極的な取り組みをお

願いしたいと思います。 

  続きまして、２つ目の質問に移らせていただ

きます。 

  認知症のサポーターについてお伺いいします。 

  これは、最初の質問と関連しておりますけれ

ども、高齢者の相談窓口となる地域包括支援セ

ンターでは、数年前から認知症サポーター養成

に力を入れておりまして、地域への認知症理解

の拡大に大きな役割を果たしていると思います。 

  先ほども申し上げたんですけれども、今後も

増加を続ける認知症高齢者に対して、支援体制

のより充実を望む声が日々大きくなってきてお

ります。その反面、地域差が関係しております

のか、家族が認知症の人がいるということを知

られたくない、周りに迷惑をかけたくない、そ

ういって問題を自身の家庭に抱え込んでしまう、

そういう場合も多いです。これは、いまだに認

知症に対する理解の欠如と思われます。 

  そのような場合も含めて、市やサポーター、

地域の連携と協力が重要と思われます。市内の

認知症サポーターの体制や活動、そして今後の

取り組みを具体的にお伺いしたいと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 認知症サポーターについての御質

問ですが、サポーター、認知症を正しく理解し、

認知症の方やその御家族を自分のできる範囲で

温かく見守り支えていく応援者のことだと思い

ます。 

  認知症サポーターになるためには、所定の研

修を受講した、登録されたキャラバンメイトが

講師を務めるサポーター養成講座を受講すれば

どなたでもなることができるということで、当
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市においても、市職員、地域包括支援センター

職員を含め21名のキャラバンメイトが登録され

ていますが、昨年度末までに金融機関、地域ふ

れあいサロンや老人クラブなどからの申し出に

より、新庄市地域包括支援センターが実施主体

となりサポーター養成講座を開始、現在サポー

ター数は537名となっております。 

  多くの市民の方々が認知症への理解を深めて

いただくことで、ふだんからの見守り、早期の

発見、適切な対応をしていただくよう、今後も

地域や企業に出向き、認知症サポーターをふや

してまいりたいと思います。また、本市の職員

研修においても今後ふやしていきたいと考えて

おります。 

  以上であります。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） それでは、市内に537

名おられるということで、人数だけは多いなと

思って安心しているんですけれども、この横の

つながりというものは、具体的にどうなってい

るのでしょうか。 

  以前、山形県の健康体操のときに、普及員と

いうものが登録されておりましたけれども、そ

のときに横のつながりというのがなくて、活動

が活発化しなかったという経緯があります。こ

の認知症のサポーターの人数だけを見ると、す

ごく多いなと思って、理解している人が多くて

助かっているのですけれども、サポーターとい

うのは名前ばかりであってはならないと思うん

です。そこで、横のつながりというものはどう

いうふうになっているのか、具体的に教えてい

ただければと思いますので、お願いします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 認知症サ

ポーター養成講座につきましては、全国的な教

材がありまして、それにのっとって行うという

形になってございますけれども、その講師役を

務めるのがキャラバンメイトという名前となっ

てございまして、市の福祉の職員とか、過去に

職員だった者とか、それから包括支援センター

の職員、こういう方が主になっております。ま

た、介護機関の中で薬局の方とか、そういう方

もいわゆるキャラバンメイトになっていただき

まして、養成講座を開催していただいているわ

けでございます。 

  実際には、認知症サポーターと申しましても、

その養成講座を受講した者は認知症サポーター

ということで、主に多いのが、やはり農協とか

信用金庫とか金融機関の方々が窓口で認知症の

方々を判別したり、どういった対応をしたらい

いかというふうな知識を得るためにその講座を

受講しておるところでございます。 

  昨年度、５回ほど行いました。過去にも老人

クラブですとか、それから地域のふれあいサロ

ンなんかでも講座をやってございますけれども、

認知症に対する接し方、理解、そういうものを

やはりまずしなければならないのかなと思いま

すので、そうした講座を出前講座でありますと

か、先ほど市長が申し上げましたけれども、市

職員への研修でありますとかということで広め

ていきたいと思います。 

  その養成講座の中で、先ほども徘回の通報の

体制とかという課題がありましたけれども、そ

うしたものもあわせて講座の中で御説明申し上

げて、なるべく警察とか福祉のほうと連携をと

った活動ができるようにやっていきたいと思い

ますので、よろしく御理解をお願いします。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） これは要望に近いよう

なものなんですけれども、ちょっとこれを言う

のはなんなんですけれども、他県の自治体です
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けれども、一斉メール送信で情報を共有して徘

回の保護ということを目指している、もしくは

それを展開している自治体があります。本市で

は、そのようなＧＰＳやメールを使った捜索な

いし保護の方法というのを今後検討されるよう

なことはあるのかないのかお伺いします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 ＧＰＳに

つきましては、今回山形市で事業を始めました

けれども、その中でも当市は検討していたとい

うことですけれども、やはり財源的なもの、家

族の方も使い方がわからないというふうなとこ

ろもありますので、そういったところも検討し

てまいりたいと思います。 

  そういうふうな状態になったときに、各関係

機関で連絡をとり合うということにつきまして

は、例えば今包括支援センターとか、うちのほ

うで毎月のように地域ケア会議というのが行わ

れております。その中で、徘回の癖がある方に

つきまして、事例をとっていろいろ情報交換し

ているところですけれども、システムとして個

人情報をやりとりするというのはちょっと今後

慎重に検討したいと思いますので、そこら辺の

ところまでについては今後研究の余地があるの

かなと思います。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） どうぞ、前向きにお願

いしたいと思います。 

  それでは、３番目の質問に入らせていただき

ます。 

  高齢者のボランティアについてお伺いいたし

ます。 

  他の自治体との比較でちょっと申しわけない

んですけれども、健康な65歳以上の方のボラン

ティア活動を支援し、介護予防につなげる事業

を展開した自治体があります。その名称は、元

気シニアボランティア事業というそうです。参

加希望者は、社会福祉協議会などのボランティ

ア支援を展開しているところに登録して、自治

体が指定した福祉施設などで、昼食の準備、草

むしり、窓や車椅子の拭き掃除、これは介護保

険外の仕事なんですけれども、その労務を提供

した時間に応じてポイントが付与されて、バス

の回数券や温泉入浴券が支給される、そういう

仕組みだそうです。 

  これは、高齢者の社会参画や生きがいづくり、

また高齢者のそのような活動により、地域の活

性化に結びつく、そういうことも期待されるも

のです。現在、市でもさまざまな活動を行って

いる団体は多いと思いますけれども、高齢者が

生き生きと楽しみながら活動できるようなそう

いう後方支援ももう少し取り入れるべきではな

いでしょうかと思います。いかがなものでしょ

うか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 高齢者ボランティアの御質問であ

りますが、新庄市社会福祉協議会では、ボラン

ティアにつきましては46団体、関係者数で951

人が登録されております。主に、道路美化、河

川清掃、草刈り、除雪などの活動を無償で行っ

ておりますが、高齢者ボランティア活動を支援

し、議員が申される例えばバスの回数券支給な

どというボランティアポイント制には現在取り

組んでおりません。 

  現在、市と社会福祉協議会では平成28年度か

らの新庄市地域福祉計画及び新庄市社会福祉協

議会地域福祉活動計画を策定するための協議を

進めております。今年度においては、福祉の活

動内容の実態や課題を把握するため、市民アン

ケート調査を実施いたします。その結果を踏ま

えまして、27年度に地域福祉計画策定委員会を
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開催し、高齢者ボランティア活動のあり方、ま

た高齢者の生きがいづくりや地域の活性化につ

なげられるよう、各委員から御意見をいただき

計画を策定してまいりたいと考えています。 

  今後、第４次新庄市振興計画・新庄市まちづ

くり総合計画にありますとおり、ともに支え合

い、安心して暮らせる地域をつくることを目標

に、策定作業部会で細部にわたり協議、検討を

行い、地域福祉計画策定委員会において、全体

としての計画を取りまとめ今後の方向性を示し

たいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 46団体もあるというこ

とで、思った以上に多かったなと思って安心し

ております。しかしながら、積極的にそういう

ボランティア団体に参加している方とそういう

ものには余り関心を持っていないという方の対

極な面がありまして、問題となるのは、時間が

たくさんあってもそういう活動に足が向かない、

そういう方々の掘り起こしだと思います。 

  何といいますか、何か自分が役に立てる、し

かし、報酬を得るのではないんですが、やる気

が出るきっかけが欲しい、そういう方もかなり

の人数がおられます。私が相談を受けた方は、

やりたいんだけれども、何をしていいかわから

ない、どこで自分が必要とされているのかわか

らない、そういう方が意外に多いということで

す。その中で、自分たちが企画して、そして活

動するというのはかなり無理があると思うんで

す。そこで、行政からの情報提供やそういうき

っかけづくりがさらにあればという声が聞こえ

ます。そのことについて、市ではもう少し積極

的な情報提供が必要と思われますが、いかがな

ものでしょうか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議員が申

されるように、いわゆるボランティア、何をし

たいかというのが明確に、やりたいんだけれど

もなかなかきっかけづくりがないというふうな

ところで、申されるボランティアポイント制に

ついては、かなり有効なものであるかなとは認

識しております。ただ、正式に発足するとなる

といろいろな体制づくりも必要ですので、先ほ

ど市長が申しましたように、地域福祉計画とい

うのを来年度本格的に策定しますけれども、そ

れにつきましては、新庄市と社会福祉協議会の

中で策定してまいります。その前段として今年

度アンケートをとるということで、このボラン

ティアにつきましてもよりよいあり方を突き詰

めてみたいなと思います。 

  今後、正式にはその計画にのっとってやって

いくということになりますけれども、先ほど議

員が申されました酒田の例では、地区を限定し

てモデル的にやっているということがございま

す。そうした地域に限定するとか、業種に限定

するとかというふうなモデル的なものも検討し

ながら、地域福祉計画の中で構築していきたい

なと思っております。 

  以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） ぜひとも積極的に行っ

てほしいと思います。この取り組みは、山形県

におきましては、天童市が最初で、２番目に酒

田市ということです。ぜひとも、新庄市では３

番目にとり行ってほしいと、頑張ってほしいと

思います。 

  それでは、続きまして駅前アビエスの整備に

ついてお伺いいたします。 

  駅前の憩いの場というものにしては、駅前の

アビエスは随分静かなスペースではないかと感



- 51 - 

じるところです。アビエスの周辺には緑が生い

茂り、広い空間でイベントにも最適な場所であ

りまして、有志のごみ拾いにより環境も決して

悪くはないと思います。しかし、それでも美し

い空間と呼んでいただけるような前向きな努力

は必要であると感じます。 

  今、広場の石畳は、乾いていれば黒ずみが多

少目立つものの、天気がよければ気にならない

のですが、雨が降ったりして路面がぬれたりす

ると結構滑るようなものでした。以前、走り回

っていた小さい子供が滑って転倒して肘と足を

傷つけておりました。これが高齢者でしたら骨

折などの大けがにつながると思います。そして、

広場を囲む樹木の根元には雑草がはびこってお

り、本来植えられている花が隠れてしまい、

年々これが消えていっています。背丈の低い草

花も枯れて、そのまま放置されているものも若

干目につくようでした。 

  本市は、年間100万人交流を目指しており、

新幹線の発着駅でもあります。観光客にとりま

しては、駅周辺は市の玄関のようなもので、来

客をもてなす環境としてはもう一歩進んだ整備

の必要性を感じるところです。また、観光客に

限らず、電車通学の高校生などがもっと気軽に

立ち寄ったり、御高齢の方が癒しを求められる

駅前空間であってほしい、そのような声が聞こ

えます。市では、その声にどのように応えてい

くのかお伺いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 駅前アビエス広場の整備に関する

御質問でありますが、平成６年に整備が完了し、

管理につきましては、現在体育協会にトイレ清

掃、除草や草刈り、さらには樹木の雪囲いを含

めた業務全般を委託しているところであります。 

  御指摘のとおり、石畳が雨天時には滑るとい

うことでありますが、冬期間等における泥ある

いは落ち葉などによって滑るというようなこと

も現場で確認しており、全て今現在は清掃が終

わっている状況であります。また、植栽等につ

きましても、一定程度管理し、見ばえのいいと

いいますか、本当に潤いのある場にしたいと、

また、専門の造園業者のアドバイスなどもいた

だきながら緑化に努めていきたいと。今回、パ

ーゴラを全て撤去しまして、大変広くなりまし

た。1,000席を確保するということもあります

が、パーゴラ自体がもう二十数年になっている

ということで、根元が腐っているというような

状況もございましたので取りました。 

  市民の憩いの場としてということ、ただし、

ある程度行政は全て管理はしていますけれども、

最低限のことはさせていただきたいと。しかし、

本人の過失によるところについては、なかなか

これはできない。どこまでがというのは大変難

しいところがありますが、行政にできる範囲の

中においてはしっかりと管理させていきたいと

思うので、御理解いただきたいと思います。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） この駅前のアビエスは、

私もたびたび寄らせていただいておりまして、

状況を年間通じて把握しております。その中で、

やはり定期的な点検や管理というものが非常に

必要なのではないかと思われます。先日、とあ

る団体とともにボランティア活動に行ってきま

したが、とても素人といいますか、高齢者や民

間の方が道具もなしにちょっとやれるような状

況ではありませんでした。それが数年続いてお

ります。その中で、ボランティア支援の人たち

とも方法を変えたらいいのではないかと、そう

いうことも検討しておりました。 

  それで、定期的な管理というか、先ほどの質

問に関連づけるんですけれども、いっそ高齢者

の方のボランティア活動、それこそポイント制

みたいなものをこれから導入して、そのアビエ

スの管理を高齢者の大きな団体に任せるとか、
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やっぱり定期的なそういう清掃業務とか衛生管

理に努めるということも必要だと思います。市

長の答弁の中では、今回とても美しく整備され

たということで、それはいいんですが、せっか

く整備をしても、またもとのもくあみになるの

ではないかという、そういう心配も出ます。そ

れで、今後定期的な管理というものをどのよう

になさっていくのかをお伺いいたします。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 アビエスの管理につきま

して、いろいろと御心配いただいてありがとう

ございます。 

  先ほどの市長の答弁にもありましたとおり、

平成６年に完了いたしまして、もう20年近くた

っている施設でございまして、老朽化等も発生

している状況でございます。それで、現在体育

協会に年間委託しまして、予定表等を提出して

もらって、管理をしていただいているところで

ございます。ただし、やはり樹木の管理につき

ましては、非常に専門性が要求されます。また、

当市は当然積雪地帯なので、それに見合った施

設の管理という形が非常に重要であると感じて

おります。 

  一つの方策として、ボランティア活動等を利

用するという形も考えられます。また、先ほど

話がございましたタイルの清掃等でございます

けれども、それにつきましては非常に専門的な

機械等も導入しなければならないということも

考えられますので、その辺は今後の課題だとは

感じておりますけれども、現在協会に委託して

おりますので、それを継続してちょっと状況を

見たいと感じてございます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 新幹線の発着駅にふさ

わしい駅前アビエスをこれからの管理でお願い

したいと思います。 

  それでは、続きまして５つ目の質問に入りま

す。発言通告書に４と書いてありますが、それ

は訂正させていただきます。 

  市指定のごみ袋についてお伺いいたします。 

  このごみ袋に関しては、３回目の質問となり

ます。さまざまな調査に基づいて一番小さいサ

イズのものが取っ手つきのものに変更になった

と伺っております。そして、既に準備されてい

るともお伺いいたしております。この変更にな

ったものが、市内にいつごろ出回るのでしょう

か。変更になったものが市内に出回らないと、

ほかのサイズの袋、大のサイズと特大のサイズ

なんですが、この変更が進まないのではないか

という懸念があります。 

  以前お伺いしたときに、今使っているものが

小売店から完売されないと在庫品になる、そう

なったら大変だということをお伺いしました。

それはわからなくもないのですけれども、変更

を強く望んでいるのは高齢者であったり、障害

をお持ちの方です。日常生活の中で出るごみは

その家庭の生活そのものであり、誰でも可能な

限り自身で処理したい、そういうふうに願って

おります。これは、自立支援の観点からとても

重要なことだと思います。一般の方々からも特

にほかの地域から新庄に移られた方が多いので

すが、さらなる利便性を求める声があります。

ですから、売れ残りを心配するそういうことも

わかりますけれども、市民への福祉向上を最優

先に考えて速やかにそれを対応すべきではない

かと思いますが、いかがでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 新庄市の指定ごみ袋についての御

質問でありますが、一昨年の９月定例会で一般

質問におきまして同様の質問をいただき、持ち

手つきごみ袋の製作について経費及び仕様の面

から検討してまいりました。その結果、平成25

年度製作の市指定ごみ袋において、小サイズの
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ごみ袋を持ち手つきのものに変更し、昨年の９

月より入荷しております。平成26年５月末まで

に64箱３万2,000枚が買い受けされております

ので、既に店頭に並んでいるものと思われます。 

  ごみ袋は、形状はもちろんのこと、環境に配

慮した素材、強度、透明度などが求められます。

持ち手のついたごみ袋については内容量をその

ままとし、持ち手の部分だけ長くなりますので、

従来のものより原材料で二、三割コスト高にな

り、形状変更についても経費がかかることにな

ります。持ち手つきのごみ袋は販売されてから

約半年となりましたが、ごみ袋の形状が変更さ

れたことの周知不足も否めないこともあります

が、今後は衛生組合連合会など、あるいは高齢

者団体等について周知をさらに強化してまいり

たいと考えております。 

  また、今後の持ち手つきへのごみ袋の形状変

更でございますが、平成26年度分につきまして

は一括発注済みで、平成25年度同様の小サイズ

のみ持ち手つき形状で発注しております。平成

27年度発注時に、現在の持ち手つきごみ袋の購

入状況や使用感想を把握しながら、大、特大サ

イズのごみ袋の形状について検討してまいりた

いと考えております。 

  以上であります。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 今、市長の答弁で既に

出回っているということで安心しましたけれど

も、これを知らない方が非常に多いと思います。

今現在でも、いつ変わるんだという問い合わせ

が非常に多いです。そうなってくると、ちょっ

と市民とのコミュニケーションが不足している

のではないかと、そういう心配も出てきます。 

  ごみ袋に関しては、やはり切実に望む声が多

いですし、何よりも小サイズのものよりも真ん

中のサイズ、この需要が多いんです。これもな

るべく早く対応していただきたいんですけれど

も、この小サイズの場合のようにコミュニケー

ションが不足して並んでいるのを知らない、そ

ういうことがあっては非常に困ると思います。

今後、どういうふうな周知に努めるんでしょう

か。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 小サイズ持ち手つきのごみ袋

の普及方法ということでの御質問でございます。

ただいま市長の答弁にありましたように、衛生

組合連合会等の広報がありますので、そちらの

ほうへの案内、それから店頭で既に買われてい

る方も実際はいらっしゃると思います。私、大

型店のスーパーを確認させていただいたところ、

小サイズについては全て持ち手つきに変更され

ておりましたので、買った方、実際に使われた

ときに、持ち手がついているんだなという認識

で使われているのかなと考えております。昨年

の入荷以来、そんなに遅くなくスーパーに買い

受けに渡っておりますので、その時点で多分周

知されているのかなと思いますが、なお広報等

で周知いたしたいと考えております。 

  以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 可能な限り早目の対応

をお願いします。高齢者の方で、在宅介護など

を利用している方は、そういう情報もちょっと

知らないのではないかという気もします。です

から、訪問介護の関係者であり、福祉関係者で

あり、もしくは区長や民生委員の方からも、地

域への周知を徹底していただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、最後の質問になります。 

  今年度新庄小学校に新設された難聴学級につ

いてお伺いいたします。 

  本市に県内２校目とされる聴覚にハンデを抱

える児童のための学級が新設され、本市の特別
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支援教育がさらに前進し、大変うれしく思いま

す。これまで、知的、情緒、肢体不自由学級が

開かれており、学校、先生方、児童生徒、保護

者、そして地域が共通理解のもとに障害児童生

徒の健全育成に取り組んでまいりました。 

  このたび、山形聾学校から難聴の児童が編入

されてきたわけですけれども、はた目には健常

児と変わらない児童への対応に課題が多いので

はないかと推察されます。例えば、その児童と

のコミュニケーションのとり方などは、健常児

も含めた学校全体の問題と捉えていかなければ

ならないと思います。 

  聞くところによりますと、難聴という障害は

拾えない音というものがあるそうです。そのた

めに、会話や出来事の意味がわからず孤立して

しまい、次第に周りに溶け込めなくなっていく、

そういう場合もあると伺っております。県内２

校目ということで、期待とプレッシャーが混在

すると思われますが、今後どのような対応を講

じていくのかお伺いいたします。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、難聴特別支援学級に

ついてお答えいたします。 

  難聴特別支援学級は、聴覚障害が比較的軽い

児童生徒を対象とした特別支援学級であり、言

葉の聞き取りと話すことを中心とした指導を行

うとともに、集団生活に適応できるような指導

も取り入れています。これらの指導により、当

該児童のコミュニケーション能力を高め、社会

性を身につけることを狙いとしています。また、

朝の会や帰りの会、教科の一部、給食などの時

間においては、交流学級の児童と一緒に学習を

したり、学校生活を過ごしたりする場を設定し、

障害の有無にかかわらず全ての児童が互いに成

長し合えるよう教育環境を工夫しております。 

  現在の課題としましては、授業の中で複数の

声が発せられる場面での聞き取りや、多人数集

団での活動参加、場面や状況を踏まえての適切

な対応などが挙げられます。このことについて

は、交流学級において安心して生活することが

できるように座席に配慮したり、視覚的な支援

を行ったりしています。また、交流学級の児童

が当該児童に対して話しやすく聞きやすい学級

の雰囲気づくりにも努めています。さらに、活

動参加については、無理をさせず、当該児童の

意思を尊重しながら時間をかけて課題の克服に

向けて取り組んでいるところであります。 

  これらの配慮により、当該児童も学校生活に

少しずつなれ、楽しく登校しているということ

を聞いております。新庄市では、他の特別支援

学級においても交流や共同学習に取り組んでい

ます。そのことが障害のある子供にとって有意

義であるばかりでなく、障害のない子供たちや

地域の人たちが障害のある子供とその教育に対

する理解と認識を深めるための機会となってお

ります。 

  さらに、今年度より特別支援教育の推進を目

的に、市内全小中学校へ専門家チームを派遣す

る巡回相談事業の拡充と特別支援教育コーディ

ネーター研修会を実施しております。特別な教

育的支援が必要な児童生徒への支援や指導のあ

り方についての研修を深めることは、全ての児

童生徒へのよりよい支援や指導につながるもの

と考えております。 

  以上でございます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） きめ細かい対応をして

いただているということで、とてもうれしく思

います。 

  １つだけお伺いします。 

  例えばなんですけれども、多人数の場合だと

聞き取りにくい声がある、そういうのがありま

す。例えば地震や火災など、避難が必要になっ

た場合に、やっぱり声や音が混在するわけです
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よね。そのときに、その児童への避難すべき状

態、これはほかの生徒とのやっぱり連携が必要

と思うんですけれども、その辺はどうなってい

るんでしょうか。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 今の議員の質問につい

て、他の児童とのコミュニケーション等につい

ての御質問だと思いますが、まず授業の場面に

つきましては担任が寄り添いますので、そうい

う非常災害の場合につきましては担任が適切な

指示を行うこととしております。あと、休み時

間等、子供が活動している場合につきましては、

主に交流学級の児童については、交流学級の担

任が非常災害等の場合につきましても、当該児

童が不安なく安全に避難等ができるような配慮

をするように、約束として、どの子がかかわる

のかとか、一遍にたくさんの資料を出さないと

か、そのような取り決めをしまして、その子の

安全・安心について配慮をしております。 

  以上のことを踏まえながら、その子供にとっ

て安心で安全な学校生活を送れることをその学

級のみならず、全職員が共通理解をして、その

子の指導に当たっているところです。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） それを聞いて安心しま

した。聾学校の生徒で、小学校ないし中学校で

普通学校に編入したとしても、やはり症状によ

りけりのほかに、人間関係が原因でまた聾学校

に戻ってしまう、そういうケースも多々ありま

す。新庄小学校のこれからの取り組みに期待し

ておりますので、ぜひその子が地域で生活でき

るような支援をお願いしたいと思います。 

  これで、全ての質問を終わります。どうもあ

りがとうございました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時５０分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、小関 淳君。 

   （１３番小関 淳議員登壇）（拍手） 

１３番（小関 淳議員） それでは、一問一答方

式で質問していきます。 

  先月初めに、民間研究機関である日本創成会

議は、2040年の全国の市町村人口推計結果を発

表しました。これはあくまで推計で、今後必ず

そのようになるとは限りませんが、この数字は

衝撃的でただの推計だからと気にしないわけに

はいかないデータでした。 

  それによると、山形県では35市町村のうち８

割に当たる市町村が20歳から39歳の若年女性が

５割以上も減少し、さらに高齢化も加速すると

いうことで、社会保障の維持も困難になり、自

治体が消滅する可能性があるとなっています。

県内では、鮭川村が若年女性の減少率が78.1％

で、35市町村の中で一番消滅する可能性がある

と指摘されています。 

  このデータによると、新庄市は2040年には２

万 4,467人となり、若年女性人口減少率は

51.1％で、上位ではないものの、全国で消滅す

る可能性のある自治体896団体の中に名を連ね

ています。もちろん、このデータを全てうのみ

にすることはできませんが、間違いなく新庄市

にも人口減少により安心・安全な市民生活に支

障を来すときが来ることは否定できません。こ

のような可能性があるならば、国や県に政策的

な強い対応を求めながら、市としても独自の早
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急な生き残り策を講ずる必要があるのではない

でしょうか。 

  私は以前から、とまらない人口流出を抑制す

るための基礎となる、土台となる施策を講ずる

べきではないかという提案も含めた一般質問を

繰り返してきましたが、市長にはなかなか御理

解をいただいていないようですので、将来への

不安を抱きながらの質問に入りたいと思います。 

  まず、中心商店街の今後の施策について質問

をします。 

  今春、下田地区に大型商業施設が開店いたし

ました。今後もさらにその周辺に続々と大型店

が進出する予定があると聞いています。市長は、

郊外型の大規模商業施設と中心商店街とは機能

も役割も違うと何度も過去の答弁で発言してい

ますが、そのどちらも商品の販売やサービスの

利益で成り立っていることに変わりはありませ

ん。 

  現在、市内には商業施設が乱立し、もう既に

完全なオーバーストア状態になっていることは、

行政も関係団体も、そして市民も十分に認識し

ているはずです。しかし、市では進出企業が県

に申請し、それが認可されれば、市としては何

も手が出せないと、むしろ大型店の進出に手を

かすかのような姿勢に見えます。市長は、コン

パクトシティ化を唱えながら、膨張し続ける商

業エリアをどのように捉えているのでしょうか。

そして、今後大型店進出が続いた場合、中心商

店街はどうなると予想しているのか。また、今

後どのような考えで対応していくのかを聞かせ

てください。 

  毎年、市では中心商店街の活性化策として、

さまざまなイベントを主催したり、支援したり

していますが、衰退をとめるような根本的解決

策とはなっておらず、最近になっても商店街に

は閉店した商店が複数店あります。このような

現状を市長はどのように捉えているのか。また、

現状をどう改善していこうとしているのか、聞

かせてください。 

  以前の一般質問で、市長は、「街なかの暮ら

し総合エリア」として地域の魅力を高めていき

たいと答弁しています。しかし、３月定例会の

予算資料や主要事業資料にも街なかの暮らし総

合エリアと名のつく予算は見当たりません。な

ぜでしょうか。市長が考える街なかの暮らし総

合エリアとは具体的にどのようなものなのでし

ょうか。そして、市長は、今後空き店舗、空き

地がふえ続け、衰退を加速させる中心商店街を

どのようなイメージ、どのような公的制度をも

って支え、商店街の魅力を高めていこうとして

いるのか、その考えを具体的に示してください。 

  これで、壇上からの質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小関市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  中心商店街の今後の対策についてというよう

なことでありますが、大型商業施設が進出した

件に関しましては、新庄市における商業エリア

の広がりと連動して、圏域外からも集客が期待

できる利便性の高い新庄の商業機能として考え

ております。今後、既存の大型店同士の競合も

考えられますが、企業努力による市場原理が働

き、新庄市全体の魅力ある商業集積につながる

のではないかと考えております。中心市街地と

大型商業施設のすみ分けができているように考

えられ、商業機能だけにとどまらない地域の魅

力発信が期待されます。 

  中心商店街においては、昨年より地元地域の

５商店街やまちづくり会社などと連携しながら、

新庄市商店街連合会機能の強化を図った結果、

中心商店街の事業者が主体性を発揮した活気の

あるまちづくりの動きが顕著になってきており

ます。 
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  今年度も商店街活性化アドバイザー育成事業

を継続し、100円商店街やまちなか楽校という

お店とお客さんとのコミュニケーションを深め

ることで、信頼関係を築く事業などを実施する

ほか、バルという商店街などの飲食店の活性化

を目的とした事業を行い、各商店のよさを発見

していただく仕掛けづくりをしております。そ

のため、商店街の方々がかむてんスタンプラリ

ーを開催するなど自主性を発揮し、商店街を活

性化する機運が盛り上がってきております。 

  市といたしましては、中心商店街の街並みの

景観を統一するために、おもてなしプロジェク

トの一環として、暖簾プロジェクトを実施いた

します。また、この１年で新庄市商業地域空き

店舗等出店支援事業費補助金を活用して、４件

の事業者が空き店舗に新たな事業所を開業して

います。その内訳といたしましては、飲食サー

ビス業関係のほか、医療・福祉関係の事業者も

含まれております。現在も、空き店舗を活用し

た事業を希望する方からの相談がありますので、

市としても積極的に支援していく考えでござい

ます。このような事業を中核として、商店街を

活性化するまちづくりを商業者、商業団体、関

係機関と連携を密にして構築してまいりたいと

考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 街なかの暮らし総合エ

リアという部分についての答弁がなかったよう

な気がしますけれども、具体的にはどういう考

えでいるんですか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 街なかの暮らし総合エ

リアという観点につきましては、これまでも何

回かお答えさせていただいておりますけれども、

やはり郊外の大型店にはない顔の見える店、商

店がありまして、そのほかに医療・福祉機能と

か、子育てがしやすい環境といった多様な都市

機能が備わっている総合的なエリアと考えてお

ります。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 私もこれについては何

度も質問させていただいているんですが、なか

なか具体的なイメージが浮かぶような答弁には

なっていないのかなと感じて、何度も質問させ

ていただているわけです。 

  顔の見えるようにと言いますけれども、先ほ

ども壇上から言いましたけれども、要するに大

型店のほうも中心商店街も、商品を販売して、

あとサービスを提供して、それがなりわいなわ

けですよね。そこをどういうふうに充実させて、

その街なかの暮らし総合エリアというものを実

現しようとしているのか。利益というのが生ま

れないと、商業は無理ですよね。その辺をどう

考えているのか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 やはり、各個店が魅力

ある個性を発揮する必要があると思います。や

はり、その商店に行くとちゃんとした顔が見え

て、それで接客もあって、食べ物でいえばこう

いうものだという紹介等がついて、やはり大型

店にはない魅力があるということを引き出しな

がら、各個店が連携をしていかなければならな

いと思うんですけれども、その中でやはりさま

ざまなイベントもしておりますけれども、各個

店の方々のやる気が大変重要になってくると思

っております。その成果としまして、最近スタ

ンプラリーを連合商店街等が積極的に自主的に

やっているといったこともありまして、連携と

いいますか、それがとれてきているのかなと考

えております。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
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小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 連携がとれていればい

いんですけれども、商店街が衰退し始めてから

何十年も個店はやる気を出して一生懸命やって

きたんです、それなりに。個店の努力が最近見

えてきたようなことを言っていますけれども、

個店個店は一生懸命やっているんですよ。それ

なのに何ともならない状況があるわけですよ。

それは、執行部の方々も市民の方々もみんな認

識しているのではないですか。もう、商業エリ

アのスケールが巨大化してしまったわけでしょ

う。自動車、駐車場、そういうことで、あと向

こうから進出してくる企業が街中だったら固定

資産税も高い、メリットがない。だから、農地

を潰して安い固定資産税のところにどんどんで

きるわけじゃないですか。こういう状態、今の

状態でバランスはとれているか。中心商店街と

郊外型の大店舗商業施設で一体本当にバランス

がとれていると思っていますか、どうですか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 やはり、中心商店街の

ほうにまたお客さんを呼び込むという努力は市

としてもしておりまして、例えば今後暖簾プロ

ジェクトというようなことで、景観を統一しな

がらやっていくわけですけれども、予想を上回

る方々から参加していただいて、きょう出陣式

のようなものをやるわけなんですけれども、そ

ういった取り組みをすることから、やはり商店

街のほうに呼び込む努力をしているということ

でございます。確かに何店か閉店なさったとこ

ろもありますが、ここ１年で４軒ほど新たな店

もできております、進出しております。さらに、

出店したいんだけれどもという相談も最近ふえ

ておりますので、そういったことからある程度

バランスがとれているのではないかと考えてお

ります。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 努力は全然していない

でしょとは私は言っていないんですよ。言って

いませんからね。そこだけはわかっていただき

たいんですけれども、ただ根本的なものを考え

ていかないと、何ともならないのではないかと

いうことを申し上げたいんです。根本的なとこ

ろ、本当に商業のエリアとして機能するのかど

うかという根本的なところからいろんなことを

考えて、いろんな政策を考えていかないと、ど

うしようもない状況なのではないかということ

を申し上げたいんです。暖簾プロジェクトもい

いと思います。でも、中心商店街は疲弊し過ぎ

て、一生懸命頑張っているんですけれども、ど

うしようもない、どうすればいいのかわからな

い状態になっている、そういう状態なんですよ。

呼び込もうとはしているというのもわかります

けれどもね。 

  さっき、市長がすみ分けがしっかりできてい

るという話ですけれども、すみ分けとはどうい

うふうな、具体的にどういうすみ分けができて

いるんですか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 やはり、郊外型の店舗

につきましては、利便性が高いということで、

さまざまな商品もそろっておりますし、駐車場

等も整備されておりますけれども、やはり中心

市街地といいますのは、先ほど申しましたよう

に、商業施設だけでなくて、医療・福祉とか、

さまざまな機能がそろっているということです

み分けはできていると考えております。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） すみ分けができている

とおっしゃいますけれども、すみ分けができて

いるというふうな現状ではない、それが今の現

実だと考えています。バランスはもう完全に崩
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れていることだってわかっていると思うんです

けれども。ですから、街なかの暮らし総合エリ

アというものに、私はすごく期待をしているわ

けでございます。医療とか福祉とか、あといろ

んな機能を街中に入れ込んで、街中の機能を商

業エリアとしてだけではなくて、ほかの機能を

付加させた新しいエリアとしてやっていきたい

と、そういうことですよね。 

  それでは、なぜ今年度の予算等々にそういう

ことが盛り込まれていないのかを説明してくだ

さい。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 議員さんからは、街な

か総合エリアという名称での予算がないではな

いかという御指摘がございましたけれども、そ

の名称は使ってはおりませんけれども、現実的

にそれに沿ったような予算としては、名前は違

いますけれどもとっております。例えば、空き

店舗の開店の補助金、あるいは暖簾プロジェク

トでいえば、おもてなし事業の実行委員会の負

担金とかとなっているわけですけれども、その

名称は使わなくてもさまざまな予算はとってお

りますし、今後も商店街の方々からはハード的

な要望も来ておりますので、さまざまな国の補

助金等も活用しながら、商店街と相談して機能

整備を進めていきたいと考えています。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） そうですね。本当に総

合エリアというのは商業施設というくくりでは

ないと私は認識しているんです、この字面を見

ただけでも。ですから、東海林課長がお答えに

なるというのもどうなのかなという疑問もあり

ます。本当に町の状況というのは大変な状況で

すので、ぜひ、真剣に各課横断的なプロジェク

トチームでも結構ですから、そういうのを持っ

ていただいて、何とか総合エリアを実現してほ

しいなと思うわけでございます。 

  あと、間もなくデスティネーションキャンペ

ーンが始まりますけれども、商店街もごらんに

なってわかるとおり空き地、空き店舗が目立っ

ております。前回も言ったかと思いますけれど

も、空き地では私がどうしても気になるのが、

駅前の郷野目ストアのビルの向かいのエリアで

ございます。そこも私が確認したんですけれど

も、何かいろいろやってみるという答弁でした

が、その後どういうふうになったか。あとは、

どういうふうにしていくか。何か方向性があれ

ば教えてください。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 河川の隣のちょっと低

い土地ですけれども、景観を損ねている地域の

ことかと思っております。そこにつきましては、

やはり目隠し的なということでまずは対応させ

ていただきたいと思っておりまして、今回ＤＣ

のために、おもてなしの事業の一環として、少

し看板といいますか、もっと連なった10メート

ルぐらいのやつなんですけれども、それとか植

栽とかベンチを置きまして、景観を目隠しをし

ながらアップするような形にしていきたいと思

っております。 

  将来的には、商店街とも相談しておりますけ

れども、要望のある施設があれば、それをでき

れば実現していきたいと考えております。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 応急処置的な対応もし

ていきながら、これから先のことも考えていく

ということですよね。ぜひ、そのようにお願い

したいと思います。 

  それでは、あともう一つだけ、ちょっと気に

なることを質問させていただきます。 

  今、空き店舗、空き物件、空き地、そういう

ものがふえているということを言いましたけれ
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ども、例えば県外、県内でもあると思うんです

けれども、反社会的な団体がその空き物件等々

を購入したいということになった場合、どうな

るんですかね。それを食いとめるとか、そうい

うふうな何か条例みたいなものはあるんですか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 暴力団に関する御質問かなと

思いますけれども、暴力団に関しては、反社会

的な団体というようなことで、警察との連携等

を踏まえて、昨年来協議をしたりしてございま

す。ただ、不動産の事前の取引情報がどういう

ふうな形でもたらされるのかという点について、

今のところシステム的に組織的に持っていると

いうような状況では残念ながらございません。

そういった意味では、やはり警察情報なり、各

取引されている事業者の皆さんの情報、そうい

ったものを速やかに新庄市にお伝えいただいて、

警察とともに対応してまいりたいということに

なろうかと思います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 今の本当に商店街の状

況からいうと、そういうことも考えられないこ

とはないと思いますので、ぜひその辺のことも

頭に入れながら頑張っていただきたいと思いま

す。 

  それでは、次に入りたいと思います。 

  定住化対策についての質問です 

  冒頭に申し上げましたように、幾ら一民間研

究機関の報告とはいえ、消滅する可能性のある

市として新庄市もリストアップされています。

このようなデータが発表される以前から、自治

体間での住民争奪競争が全国各地で熾烈をきわ

めています。依然として、我が市からの他自治

体への転出速度にブレーキはかかっていません。

やはり、いち早くまちづくり総合計画の大看板

である「自然と共生 暮らしに活力 心豊かに

笑顔輝くまち 新庄」の実現に向けて、市民一

丸となって早急に定住促進に取り組む必要があ

るのではないでしょうか。 

  しかしながら、現在、競合する他自治体の脅

威となるような明確の道筋の見える政策はない

ように思います。近隣にある東根市では、「子

育てするなら東根市」という大看板を掲げ、さ

らなる定住促進策を進めており、もちろん成果

も上げています。市長は、東根市の施策をどの

ように捉えているのでしょうか。そこで、市で

は、現在どのような事業を実施して転入を促進

し、転出を抑制しているのか聞かせてください。

そして、今後どのような施策をもって定住化を

促進しようとしているのか、具体的に示してく

ださい。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 人口減少への対応、定住化の促進

等につきましては、新庄市だけではなく全国的

な共通の課題であります。おっしゃるとおり、

今回日本創成会議が発表した推計計画、改めて

定住対策についてさまざまな観点から全国的な

議論を呼んでいるところであります。 

  新庄市は2040年の若年女性人口比率がマイナ

ス51.1％との推計結果となり、わずかに50％超

え、消滅の可能性のある自治体に入ってしまい

ました。しかし、直近の社会的移動人口調査に

おいては、出生率や転入率は県平均を大きく超

えております。これまでも定住対策について頑

張ってきた結果であると感じております。 

  この若年女性人口比率が県内で一番低かった

のが東根市であり、平成22年の国勢調査におい

ても県内で唯一人口が増加しており、定住対策

が成功している自治体の一つであると認識して

おります。子育てだけでなく、住環境整備や雇

用対策、地理的条件など、複合的に影響してい

るものと考えています。 

  本市におきましても、市政運営の指針となる
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まちづくり総合計画において、国立社会保障・

人口問題研究所で推計した平成32年の人口３万

5,000人を、総人口の減少を極力抑制し、３万

7,000人を目標として進めております。どのよ

うに定住化を進めるかにつきましては、市民ア

ンケートやまちづくり会議での意見などを参考

にしておりますが、定住促進に向けた即効性の

ある事業だけでなく、住環境整備、雇用、子育

て、福祉、医療、教育など、政策総動員で長期

的に対策に当たらなければなりません。 

  その中でも、まちづくり総合計画で掲げまし

た３つの重点プロジェクトに配分を置いた取り

組みを進めてまいりました。雇用面では、雇用

促進、奨励金などにより、雇用機会の拡大に取

り組んでおります。安全・安心では、老後の暮

らしの安心につながる雪対策も強化しておりま

す。足となる公共交通についても今後見直しを

検討していかなければならないと考えておりま

す。子育てでは、放課後児童クラブの整備や第

３子以降児童の保育料減免などにより、子供を

産み育てやすい環境の整備に努めているところ

であります。 

  しかし、転入者が転出者を上回ることなく、

出生数を初め人口の減少が続いているのが現状

でもあります。年齢別の傾向を見ますと、10歳

代後半から20歳代後半にかけて若者世代の人口

減少が大きく、高等学校や大学を卒業してから

の進学先、就職先として地元を選択できずに転

出したまま、新庄市に戻る機会がなかったもの

と考えております。 

  まちづくり総合計画も前期４年目を迎え、今

後後期５年における方向性を、目標人口を見据

えて検討していかなければなりません。転居の

きっかけは年代によっても異なりますが、住宅

の理由、職業上の理由、結婚、離婚、入学、進

学などが考えられます。転出の抑制、転入のさ

らなる増加のためにも、ターゲットを絞った事

業構築が必要と考えています。これまでも、企

業立地促進による働く場の確保や時代の要請に

応じて設置された介護福祉学科への支援などに

より、転出の抑制を図ってまいりましたが、転

出の多い若者世代への対応を手厚くしてまいり

たいと考えております。 

  また、転入を促すためにも、定住促進住宅の

家賃軽減による子育て家庭への負担軽減や地域

おこし協力隊など、都会の人の受け入れも定住

のきっかけになるものと考えておりますし、さ

らに新庄市の魅力を情報発信することによって、

Ｕターン、Ｉターンの促進、空き家の利活用に

よる住まいの確保を具体化させるなど、定住化

策を拡充してまいりたいと考えています。 

  定住に向けた本市の課題に対応していくため、

限られた経営資源の中で選択と集中により事業

を展開しておりますが、行政だけで解決できる

ものでもありません。今まで以上に、市民や地

域、団体、事業者とのかかわりを深めながら、

新たな魅力の創出に努めてまいりたいと思いま

す。 

  また、本年、神室産業高校が数年県外に就職

する割合が大変多かったわけですけれども、こ

こ数年の働きかけによりまして、県内に６、４

という形で就職し、またその大多数が市内、こ

の最上に定住するようになりました。これまで、

神室産業高校におきましては、外に出す指導方

法で進路が一貫していたのですが、その働きか

けによったと。また、市の採用試験におきまし

ても、総務課に広く次期採の高校生がここに残

るような形で優秀な生徒をとっていただきたい

というようなことを指示しているところであり

ます。ありとあらゆる手段を使いながら、地元

に若者の定住を進め、魅力ある事業を発信し、

定住化につなげてまいりたいと考えております。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） ありとあらゆるという

言葉が出てきましたので、ぜひ官民問わず英知
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を集めて定住促進を図っていただければと思い

ます。 

  １つだけ、市長の答弁の中で、転入のさらな

る増加のためにターゲットを絞っていくという

言葉がありましたけれども、そのターゲットと

いうのは、例えばどのようなところを想定して

おりますか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 やはり、次世代というこ

とで、今我々がこの社会を支えているのである

とすれば、今支えている我々を支えてくれる世

代を産み育ててくれる世代であろうと思います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 若年世代ということで

いいですか。はい、わかりました。ぜひ、その

辺にターゲットを絞って、手厚くやっていただ

ければと思います。 

  あと、もう一つは、コンピューター専門学校

の中に、介護福祉学科ができましたよね。前に、

私、看護科というか、そういうものを設けたら

非常に、要するに定住化にもつながるのではな

いかというふうなことを言った記憶があるんで

すけれども、それについてはどのような、今現

在看護科というのはどういうふうに考えていら

っしゃるんですか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 看護学科ということです

けれども、これが出てきた背景は、御承知のと

おり、まだまだ続く高齢化福祉、高齢者社会、

新庄の場合は平成37年までピークが行くという

ふうに言われていますが、まだまだ続く介護を

支えていく、その現場の声、これを見ますと看

護福祉士、看護師というふうなことのマンパワ

ーを必要としているというようなことでござい

ます。 

  まずは、受け皿の問題もありまして、介護福

祉学科で出発しておりますが、その状況を見な

がら、看護科、看護師の養成の機関というよう

なことも考えていく。これは、町村会の中にあ

って、各市町村の中で共通している部分でござ

いまして、転入、転出の中で、転出がやや多い。

その多い中身は、女性のほうがやや男性よりも

県外転出が多いわけなんですね。この辺をにら

んだ形の対応策というようなことも中期的に考

えられますので、その辺は、今は表には出てい

ませんが、介護福祉学科の次のラインというよ

うな形での考え方をしているということでござ

います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） ずっとその看護学科の

話が出てきていなかったので、もうしぼんでし

まった、なくなってしまったのかなと思いまし

たけれども、そうではないということでよろし

いですね。ぜひ、あらゆる手を使って定住促進

を図っていただければと思います。 

  それでは、次に行きたいと思います。 

  最後です。子育て支援の充実についての質問

です。 

  今まで質問した定住促進という観点からも、

子育て支援の充実は重要な要素だと思います。

他の自治体でもそこに力点を置いて医療、福祉、

教育分野などの支援を充実させ、マスコミ等々

に広くアピールしながら定住促進を図っていま

す。 

  新庄市の例を挙げれば、前回の一般質問での

答弁にもありましたが、子育て支援医療助成制

度では、現在小学校３年までの外来の窓口負担

が無料となっています。今度、県の補助も入り

ましたので、中学校３年生までの入院が無料で

すね、県のあれは。中学校３年生までの外来に

ついても無料と、それを実施している他の自治

体とは充実度ではかなり水をあけられているの
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が現状ではないかなと思うわけです。 

  財政的には改善はしてきていますが、非常に

大変だと理解できます。とはいえ、子育て支援

医療助成制度は、施策優先の低い順位にはなら

ないはずです。先ごろ、まとめられた新庄市子

ども・子育て支援事業計画策定に関するニーズ

調査、それに目を通させていただきましたが、

保護者の多くが子育て支援の充実、特に医療助

成についての支援を訴えていますよね。そこで、

現在、市ではほかの自治体に誇れるような、市

民が実感できるような、強いメッセージ性のあ

る子育て支援施策があるのかどうか聞かせてく

ださい。また、他の自治体よりも支援施策を充

実できなかった場合、どのような新庄市の状況

になると予想しているのかを聞かせてください。

そして、今後に実施を考えている支援事業など

あるのか、あれば聞かせてください。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 子育て支援の充実につきまして御

質問がありましたが、本市の将来を担う世代の

定住を図る意味でも優先すべき重要な施策とい

うふうに捉えております。議員が指摘されまし

た子育て支援医療費助成につきましては、県が

行う助成制度や本市が行う他の子育て支援施策

とのバランスを考慮する必要もあり、また医療

費助成事業の実施によって、国民健康保険の国

庫補助が減額されるという財政運営の影響も勘

案しなければならないということで、さきの３

月議会で答弁させていただいたところであり、

御理解願いたいと思います。 

  また、この制度につきましては、基本的には

小学校に入る前までが国の制度としますと、県

が、御存じのとおり小学校３年までだと。我が

まちでは中学校までやりましたという、全体的

に子供を国の宝というような考え方であれば、

国が一律にこういう制度を実施するべきであろ

うというようなことを申してきました。しかし、

我先と競争の域に入ってきたというのが現実で

あります。 

  そんな中で、この医療制度が今質問になって

いますけれども、その前に、他の自治体に誇れ

るような子育て支援施策ということであります

が、本市独自事業としては、第３子以降の児童

の保育料免除事業、児童の数に応じた定住促進

住宅の家賃軽減事業、わらすこ広場管理運営事

業、認可外保育施設支援事業、放課後児童クラ

ブの整備事業、障害児等特別支援に係る養護教

員の採用などを実施しております。また、健康

面では、里帰りでの予防接種補助、学校教育事

業では、小中一貫校の整備事業、学校図書館支

援事業、学校のつばさ支援事業など、こうした

事業の実施を通して、子育て世代の経済的負担

の軽減や子育て教育環境の充実を図っておりま

す。 

  子育て支援政策については、妊娠、子育て、

保育、教育と切れ目のない支援が重要であり、

こうした支援の拡充が子育て世代の定住につな

がるものと考えており、雇用の創出や社会生活

基盤の整備といった他の施策もあわせ複合的に

進めてまいりたいと考えております。 

  今後の支援事業の展開につきましては、来年

度から始まります子ども・子育て支援制度に係

る事業計画で盛り込む予定としています。計画

策定については、幼稚園、保育所、子育て支援

にかかわる団体、有識者、保護者などで組織す

る子ども・子育て会議で検討することとしてお

り、その事前調査として、昨年度保護者2,000

名を対象に子育てに関するニーズ調査を行った

ところであります。 

  今回の調査での保護者からの要望について、

子育てを取り巻く現状を十分把握した上で計画

に反映しなければならないと思います。いずれ

にしましても、人口減少、特に少子化について

は喫緊の課題でありますので、このニーズ調査

に基づいて、子育て支援医療の支援拡充につき
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ましては、昨年度の５月に終わりました決算数

値を踏まえながら、インフルエンザや風邪が発

生する冬期前の実施を考えており、現在実施に

必要な試算及び検討を行っているところであり

ますので、よろしく御理解のほどお願いいたし

ます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 今、最後に子育て支援

制度の医療支援制度を考えているという答弁が

ありましたので、本当にこれは定住化にも直結

してくることだと思いますので、ぜひ実現して

ほしいなと思うわけでございます。 

  この新庄市がアンケートというか、ニーズ調

査をした中身を全部見せていただきましたけれ

ども、本当に市民の切実な、特にもちろん子育

て世代の切実な思いが本当に載っています。こ

の市民の声を十分に反映していただいて、これ

からも子育て支援に努力をしていただきたいと

思います。 

  あと、終わるんですけれども、先進的な技術

の実用化を目指しているある教授がテレビ番組

でこういうことを言っていました。「できない

と言う人はできない理由を探し、できると言う

人はできる理由を探す」、そんなことを言って

いました。ぜひ、市長初め執行部の皆様にはこ

の言葉を胸に刻んでいただいて、市民の福祉向

上により一層尽力していただければと思います。 

  終わります。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時４９分 休憩 

     午後１時５９分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

   （１番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表しま

して一般質問申し上げます。 

  まず、１番として、福祉灯油を今度の冬も実

施してはどうかということで質問します。 

  ①としては、平成25年度県の補助89万円もあ

りまして、新庄市でも灯油購入費助成事業が実

施されました。灯油の値段が上がる中、寒さに

震えていた市民を１世帯当たり3,000円ですが、

594世帯を暖めることができました。県内を見

てみますと、3,000円の助成だったのは、新庄

市のほか寒河江市、村山市、河北町の４自治体

でした。4,000円が川西町でした。長井市、東

根市、尾花沢市ほか最上郡の６町村など、合計

で20自治体が5,000円でした。真室川町は6,000

円でした。これをどう見ておられるでしょうか。

新庄市は少なかったかなと私は思っているんで

すけれども、どうでしょうか。 

  また、住民税非課税世帯で高齢者世帯だった

んですが、オール電化だったために福祉灯油は

受けられない方がいました。電気料を節約しよ

うとしましたが、体調を悪化させてしまいまし

た。長井市や大蔵村など９自治体で現金給付を

やっていました。新庄市でも現金給付もできる

ようにすればよかったのではないかなと思いま

すが、いかがでしょうか。 

  ②として、生活保護世帯が、冬季加算がある

からという理由で支給されませんでした。とこ

ろで、冬季加算には灯油の値上げ分は加味され

ていたのでしょうか、お聞きします。 

  2006年から2007年の冬季加算と2013年から

2014年の冬季加算を比べてみました。そうした

ら、減らされていました。１世帯では月マイナ

ス230円、２人世帯では月マイナス290円。一方
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灯油価格はどうか。その間18リットル当たり

400円近く上がっておりました。18リットル当

たり1,400円台だったのが、1,800円台になって

おります。生活保護世帯にも福祉灯油を実施す

べきだったのではないかなと思います。お考え

をお聞きします。 

  ③として、該当する世帯に無条件で灯油券を

送付すべきだったのではないでしょうか。市役

所が遠くて申請できない方もいたのではないか

なと思いますが、どうお考えになっているでし

ょうか。 

  新庄市は、594世帯でしたが、人口が近い寒

河江市で980世帯、人口が新庄より少ない村山

市で995世帯、ずっと人口が少ない尾花沢市は

571世帯でした。対象世帯のうち、新庄市で申

請率はどのぐらいだったのでしょうか。 

  ④として、消費税増税、物価上昇、特に石油

関係の値上がりと電気料の値上げが生活を圧迫

しております。今度の冬も福祉灯油を実施して

はどうかと思いますが、いかがでしょうか。 

  国へ特別交付税の支給を求める運動もやって

はどうかと思いますが、いかがでしょうか。去

年度は実施が遅くなってしまいました。寒さの

一番ひどいときに使えるように早目の取り組み

をして、国へも働きかけていくことが必要では

ないかと思うのですが、どうでしょうか。 

  大きな２つ目の質問は、最上は一つの精神で、

森林資源の活用と地産地消の拡大をということ

についてです。 

  このたび、県の森林振興課というところに行

ってお聞きしてきたことなどを参考にお話しし

たいと思います。 

  ①として、最上地域の人工林は年間36万立方

メートルずつ成長しているそうです。そのうち

木材として10万立方メートル利用され、そのと

き残材として６万立方メートルが生じておりま

す。残り20万立方メートルが今後利用可能な量

として試算されているそうです。最上は一つと

して、地産地消で活用を進めるべきではないか

と思います。 

  学校や体育館などの公共施設への活用はどう

でしょうか。机や椅子など、市の公共施設の設

備に生かすことはできないのかどうか、お尋ね

します。 

  ②として、地元の木を使っての中学生への物

づくりの学習はできないかお聞きします。 

  ③として、太陽光やペレットストーブ、まき

ストーブへの補助がありますが、これを発展さ

せて、木質チップによる公共施設などへの冷暖

房設備の導入で、化石燃料によらない地域産の

エネルギー利用を拡大すべきと考えますが、ど

うでしょうか。 

  ④として、地域の利用していない未利用の木

質バイオマス資源を活用して、ガス化し発電し、

年間1,000世帯分の電気を売電している会社も

ありました。年間２万トンの木質チップを利用

し、原油換算で4,000キロリットルの利用分が

節約になっていると言っておりました。新庄市

として研究して、可能性を探求してみてはどう

でしょうか。また、市民とともに、再生可能エ

ネルギーをふやすことによって、エネルギーの

自給をこの地域として目指すべきと考えますが、

どうでしょうか。 

  大きな３番目の質問は、正社員をふやして、

市民が主人公の親切な市役所づくりをというこ

とです。 

  業務量がふえております。そういう中で、職

員定数を減らしております。そのため、一人一

人の仕事がふえているのではないでしょうか。

市民に親切に対応できる職員として成長し、豊

かな経験を持つ熟練職員として定年まで健康で

働くことは、市民にとっても重要なことではな

いでしょうか。そのために、長時間残業ではな

く、職員定数をふやしていくべきではないかと

考えます。 

  市民からこんな声がありました。「職員に本
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当に親切にやってもらってありがたかった」と、

「感謝している」と。ところが、「時々頼んだ

のに実行されていないときがある」と、「多分、

担当する仕事が多過ぎるからだろうか」という

声が聞かれました。これは、やはり一人一人の

仕事が多過ぎる中で、市民にもしわ寄せが行っ

てしまっていると私は感じました。 

  ４番目に予防医療についてです。 

  中学校１年生で、市内で血液検査をやってい

るそうです。やるときがあるということでした。

そこで、生活習慣病や人工透析、これはつなが

っていると思いますが、に関する項目を加え、

本人に知らせ、予防医療に役立ててはどうかと

いうことです。 

  飽食の時代なので、果物や野菜をたくさんと

れと食育として学校でも指導していると思いま

すが、なかなかそうならないという面もありま

す。成人病と言われるものが低年齢化している

と言われます。厚生労働省の調査によれば、生

活習慣病の一つである糖尿病、もしくはその予

備軍は2,210万人、人工透析患者の43.7％が糖

尿病が原因ということです。人工透析は１年で

約500万円、30年間で１人１億5,000万円も医療

費がかかってしまいます。 

  ということで、壇上からの質問を終わりまし

て、よろしくお願いいたします。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  いわゆる福祉灯油の実施についてであります

が、山形県では灯油価格の高騰が続き、低所得

の高齢者世帯や障害者世帯などの家計を圧迫し

ている世帯の軽減を図るため、緊急対策として

灯油購入費助成事業について、平成26年２月３

日付で各市町村に通知がございました。 

  本市といたしましては、19年度に引き続き実

施するに当たり、庁内で協議した結果、県補助

金の上限は１自治体当たり100万円の事業であ

ることから、１世帯3,000円の灯油助成といた

しました。要件といたしましては、オール電化

の家庭であっても非課税の高齢者世帯であれば、

一部灯油利用する機会があれば助成対象であり

ました。この助成事業の目的は、灯油高騰によ

る支援ですので、灯油購入実績に応じ補助を行

った次第であり、単なる統一的な現金支給は、

その趣旨と異なるものであるため、現金支給は

行っておりません。 

  ２点目の生活保護の冬季加算に灯油値上げ分

が加味されていたのかという点ですが、暖房費

が生活扶助の冬季加算において措置されている

との理由で、支援対象者からは除外するよう県

からの補助に係る通知がなされております。ま

た、生活保護の冬季加算は地域的な事情や時期

的な差はあるものの、物価上昇などによる価格

変動も加味されて国から示されたものであるた

め、今回の助成からは除外した次第であります。 

  ３点目の無条件に灯油券を送付すべきという

ことにつきましては、制度の趣旨から実績に応

じた支援をすることが妥当と考えております。 

  ４点目の今度の冬に向けた実施計画につきま

しては、今のところ当市としては考えておりま

せん。冬期における灯油価格の大幅な高騰が予

想される場合は、県と協議してまいります。 

  次に、最上は一つの精神で、森林資源の活用

を進めてはということでありますが、本市の民

有林と国有林を合わせた森林面積は１万2,352

ヘクタールで、平成24年度の新庄市分の素材生

産量は9,182立方メートルとなっておりますが、

御質問にございますとおり、資源量に伴う森林

資源の循環利用がなされていない状況にありま

す。このことは、最上郡のみならず、県全体も

同じであり、木材価格の低迷と素材生産のコス

ト高による林業採算性の悪化や山村の過疎化の

進行により、適切な森林施業が滞っていること
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が主な理由であります。 

  木材産業の活性化に向けては、山形県が策定

した森林整備長期計画において、木材の地産地

消を重要な取り組みと位置づけ、県産木材を利

用した公共施設や住宅の建築などを促進すると

ともに、合板や木質燃料として活用するなど、

県産材の需要拡大を図るとしております。 

  また、平成21年に設立されたやまがた県産木

材利用センターにおいて、生産履歴の明らかな

県産木材製品を工務店などに提供する産地認証

制度を実施しております。本件が県と連携して

実施している新庄市住宅リフォーム総合支援事

業において、住宅を改築する際に、省エネルギ

ー化やバリアフリー化、県産木材の使用などに

取り組む場合の費用の一部を補助しております。

この事業のうち、県産木材の使用に取り組む場

合は、上限30万円を補助するとし、その実績は、

平成23年度が23件、平成24年度が39件、平成25

年度が35件となっており、一般住宅における木

材の地産地消を図っております。 

  公共施設においては、平成25年３月に新庄市

の公共建築物等における木材の利用促進に関す

る基本方針を策定し、市が整備する公共建築物

等の木造化及び内装の木質化等の促進、木質バ

イオマスの利用、地域産材の利用の促進、調達

方法など、基本的な事項を定め、地域で育った

木を市が率先して利用する地産地消に努めると

しております。 

  また、今後の最上地域の取り組みとして、最

上総合支庁において、森林整備によって発生す

る未利用間伐材などを木質バイオマスとして利

用し、資源経済の地域内巡回を高めつつ、新た

な産業と雇用の創出を促進するとして、最上地

域の木質バイオマス資源の活用に向けたガイド

ラインを示しております。本市におきましても、

木材の地産地消を高めるこのような取り組みを

推進していくことを考えておりますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

  地元の木を使って中学生の物づくりについて

は、教育長より答弁させたいと思います。 

  次に、太陽光発電設備やペレットストーブ導

入への補助制度と木質チップによる公共施設へ

の冷暖房設備の導入と地域産エネルギーの利用

拡大についての質問でございますが、初めに太

陽光発電設備やペレットストーブにつきまして

は、今年度から再生可能エネルギー設備導入事

業費補助金交付事業を設け、太陽光発電設備に

つきましては、設置する個人を対象とし、ペレ

ットストーブ及びまきストーブにつきましては、

設置する個人と事業所を対象として補助金を交

付し、再生可能エネルギーの導入促進を図って

おります。 

  現在の申請状況につきましては、太陽光発電

設備について１件の申請があります。ペレット

ストーブ及びまきストーブにつきましては４件

の問い合わせがありましたが、交付申請には至

っておりません。ストーブにつきましては、季

節が進むにつれて関心が高まってくるものと考

えておりますので、広報等周知に努めてまいり

ます。来年度以降の補助事業につきましては、

今年度の状況を見て検討してまいります。 

  次に、公共施設における再生可能エネルギー

の利用につきましては、災害時の活動拠点とな

る施設に太陽光発電設備を設置し、電源確保対

策を進めております。実績といたしましては、

平成24年度には市民プラザに出力15キロワット、

平成25年度には山屋セミナーハウスに同じく出

力15キロワットの太陽光発電設備を設置してお

ります。今年度は、平成27年度に開校する萩野

学園に出力33キロワットの太陽光発電設備を設

置する予定でおります。 

  また、木質チップを利用した設備の導入につ

きましては、設置する施設の状況等により検討

していかなければならないと考えますが、耐震

診断結果に基づいた今後の施設利用計画等を考

慮し、より効果的な再生可能エネルギー設備導
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入に向け、適切に判断していきたいと考えてお

ります。 

  次に、地域内の未利用の木質バイオマスの本

市での活用についてですが、最上地域は周囲を

産地で囲まれ、森林資源に恵まれた環境にある

と認識しております。木質バイオマスを活用し

ての発電の取り組みについては、全国的に見ま

すと、民間企業が参入している実例があります。

発電事業を行う上での条件は、原料が安定的か

つ安価で調達でき、調達した原料を保管する土

地があること、発電をするための水の確保や発

電した電力の購入者がいること、販売する電力

価格が他の電力と比べて同程度の価格で供給で

きることなどの条件が挙げられます。 

  県内でも発電事業に取り組んでいる民間企業

がありますが、燃料となるチップの調達に苦慮

していると聞いております。発電用に使用する

木材は、山林内に放置される林地残材、製材の

過程で発生する製材端材ということになります

が、搬出に費用がかかることや、供給量が製材

量に左右され、不安定であること、チップを製

造する際の含水率を一定以下に保つ必要がある

ことなどが主な原因となっております。いわゆ

る資源として存在しているものの、経済性を考

慮した場合、全てを利用できるものではないと

いうのが実情であります。 

  数年前に、中核工業団地への木質バイオマス

企業の誘致について商工観光課が関連企業への

訪問を行い、その可能性について検討、調査を

実施しております。このときは、やはり燃料と

なる原料の調達と売電先の開拓が大きな課題と

なりました。 

  現在、新庄中核工業団地にバイオマスガス発

電事業への参入を検討している民間企業の動き

もあります。これは食品残渣等を発酵させ、メ

タンガスで発電させるものであります。再生可

能エネルギーについては、木質バイオマスに限

らず、多様な種類の活用可能なエネルギー源が

あり、それらに対する認識、理解が高まりつつ

ある中で、技術の向上も図られてきております。 

  さきに申し上げました太陽光発電、ペレット

ストーブ、まきストーブの利用を促す施策を通

じて、市民への啓蒙と利用促進が期待できるも

のと思われます。今後も継続して本市に最適な

再生可能エネルギーを探るため、その活用のあ

り方について十分な戦略を練っていく必要があ

ると考えております。 

  次に、正職員をふやして、市民が主人公の親

切な市役所づくりという御質問でございますが、

議員が御指摘のとおり、新たな行政需要は増加

傾向にありますので、職員の事務量が減少して

いるとは言えない状況であります。また、職員

が定年まで健康で働き続けることにつきまして

も、大変重要なことだと考えております。 

  職員体制につきましては、平成22年に策定し

た新庄市定員管理計画におきまして、平成26年

４月における職員数を300人以下という目標を

掲げ、指定管理者制度や事務の委託化など、公

共サービス提供主体の多様化を基本に、組織の

スリム化と効率化を進めてまいりました。その

結果、本年４月現在における正職員数は290名

と計画目標を達成することとなりました。 

  業務におきましては、職員個々の能力を高め

ながら対応しており、議員が御指摘の時間外勤

務についても、特に本市が長時間にわたる実態

にもないと認識しており、市民サービスが低下

したという話も出ておりませんので、現時点で

は効率的な運営がなされていると考えておりま

す。 

  ただし、今後におきましてもこれまで同様の

人員削減が可能かどうかについては、かなり難

しい状況にあると認識しております。いずれに

いたしましても、現在の定員管理計画は平成26

年度で終了するため、平成27年４月から新たに

始まる計画を策定中でありますが、再任用制度

の状況や定年延長の動向を視野に入れながら、
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10年後の新庄市を見据えた定員管理を行ってま

いりたいと考えておりますので、御理解くださ

るようお願い申し上げます。 

  次に、予防医療については、先ほどと同様教

育長に答弁させますので、よろしくお願いいた

します。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私から地元の木を使

っての中学生への物づくりの学習ができないか

ということについて答弁させていただきます。 

  物づくりの学習は、中学校技術・家庭科の技

術分野において、製作の学習があります。この

学習では、主に木材と他の材料を組み合わせて

加工する工程を体験し、生活の中で役に立つ身

近な用品として、本立てや小物入れなどを製作

しております。使用する教材は、生徒が加工し

やすいかたさや大きさ、保管の際に変形がしに

くいものなどの面から担当教師が選定し、教材

販売会社等より成形済みの木材を仕入れていま

す。現在使用している教材と同等の製品の入手

が地元木材で可能であれば、教材としての選択

肢の一つになると思われます。 

  また、これは学習の狙いを達成するための教

材でありますので、担当教師によって授業で活

用できるかどうかの判断は異なってまいります。

そのため、市教委としては必ず地元木材を使用

するような指導はできませんが、さきに申し上

げました条件が満たされるのであれば、授業の

中で活用することも可能ではないかと思います。 

  ２点目の予防医療についてお答え申し上げま

す。 

  児童生徒の健康診断については、学校保健安

全法施行規則で定められている検査項目に従っ

て実施しています。それに加え、新庄市では思

春期に起こりやすい貧血についても予算化し、

希望者へ検査を実施しています。 

  議員から御質問いただいた血液検査項目にあ

ります基準値につきましては、成人を対象とし

たもので、その基準値をもって児童生徒を判断

することはできないということです。そのため、

新庄市では、定期健康診断の結果を活用してい

ます。健康診断の結果は、生活習慣病のみなら

ず、多くの疾病の早期発見に役立ち、児童生徒

が健康な生活を送る上で大変重要な役割を果た

しています。 

  生活習慣病については、小児期からの予防が

大切であると言われています。生活習慣病を引

き起こすものとして、食生活の悪化や運動不足

などが挙げられています。そのことを踏まえ、

各学校では食育指導や生活リズムづくり、体育

経営の充実に力を入れて、子供たちの健康な体

づくりに取り組んでいるところであります。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ありがとうございます。 

  再質問ですが、まず予防医療についてです。 

  ただいまありましたけれども、香川県の三木

町の三木中学校の松原先生という校医がおられ

ました。その方が、最初は自費で３年間子供の

血液検査をやって指導したそうです。それを見

て、４年目から三木町の教育委員会の支出で血

液検査をやり、隣の高松市もやるようになった

そうです。香川県全体で小中学生の血液検査は

３万5,687名にもなっているそうです。 

  そのうちで、脂質異常症が19.5％、肝機能異

常というのが6.7％、血糖値の以上が1.3％とい

う結果が出たそうです。小中学生の約３割が生

活習慣病ではないかと言えるとのことです。こ

のままでいけば、30歳代、40歳代で脳梗塞や腎

不全などの合併症を発病すると思われるとのこ

とです。肝機能異常は疲れて勉強ができないし、

次第に脂肪肝、肝臓がんになると言われており

ます。肝臓が悪いとキレやすいとも言われてお
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ります。原因は、脂肪のとり過ぎだそうです。 

  しかし、救いはあります。三木町と高松市で

は、異常が発見された約900人の子供の親に学

校に来ていただいて、検査の数値を示して警告

して、生活指導、食生活指導をしたところ、自

主的に３カ月後に再検査した318人の58％が基

準値以下になったそうです。子供は回復が早い、

早く発見して親を指導することだということで

した。 

  新庄市での予防医療として、血液検査も考え

てはどうかと思います。これは、このまま生活

習慣ですから、子供たちが今は何も症状は出な

いかもしれませんが、将来大きな医療費負担と

なって、本人及び市全体というか、国に対して

の医療にかかってくるわけですから、それを予

防して健康で元気で医療費もかからずにいられ

るようにするためにも、自覚を促していくため

にもいい対策ではないかなと思うんです。どう

でしょうか。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 今の市議の御質問につ

きましては、早い段階からの生活習慣病の予防

のために行ってはどうかという内容だと捉えて

おりますが、新庄市につきましては、貧血検査

を行いまして、思春期の貧血についての予防に

ついて努めているところです。今、議員がおっ

しゃいました生活習慣病等の予防につきまして

は、先ほど教育長の答弁にもありましたように、

定期健康診断の結果の身長及び体重の測定結果

からＢＭＩ指数を出しまして、肥満度を測定す

ることができます。これにつきましては、生活

習慣病の動脈硬化や糖尿病の予防につながるも

のと捉えております。 

  また、尿検査を行っておりまして、尿検査の

結果からは、たんぱくや糖の陽性反応から腎臓

病や糖尿病の疑いを発見することができます。

このような取り組みから、血液検査になります

と再度費用がかさみますので、それを持たなく

ても実際今行っております定期健康診断からあ

る程度の疑いが予測できるということと、学校

教育では食育や生活習慣づくりに力を入れて、

将来の生活習慣病の予防に努めたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 確かに、身長・体重か

ら肥満度、あるいは尿検査から腎臓病や糖尿病

などがわかるということですが、こういった肥

満度や心臓病、糖尿病などが考えられる割合と

いうのは、どのぐらいになっているんでしょう

か。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 尿検査の実施ですが、

これにつきましては、１次陽性については44人、

約3.6％の生徒が挙げられております。これに

つきましては、全て糖尿病や腎臓病の疑いがあ

るというわけではなくて、今現在２次検査に進

んでおりまして、その検査を待って判断をする、

指導をするということになっております。 

  肥満度につきましては、各学校では中学生約

6.6％という肥満度の割合があるということで

数字が挙がっております。これにつきましても、

正しい食生活及び生活習慣をつくりまして、あ

と運動の取り組みも含めまして、子供の指導に

当たっているところです。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） そういう点から見ると、

こういう検査というのが、子供たちの成人病予

防に血液だけではなくていい検査なんだろうと

思います。健康検査だと思います。それを子供

たちや親たちにどのように生かしていくか、お
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られるのか、お聞きします。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 この検査の結果につき

ましては、個人情報もありますので、全体の場

で指導ということはできませんが、個人個人に

養護教諭等が面談をしまして、よりよい生活づ

くりに取り組んでいるところです。 

  あと、保護者につきましては、各学校では学

校保健委員会を開催しておりまして、よりよい

生活の仕方について、学校、保護者、それから

校医のお力をかりながらともに改善するような

取り組みを行っております。そのようなことに

取り組みまして、子供の生活習慣病の予防に努

めております。 

  また、授業でも保健分野の授業を活用しまし

て、小学校の３年生、６年生、それから中学校

３年生の保健の時間に生活習慣病の予防に努め

るという学習を行っておりますので、そのこと

でも子供の意識、それから学校だより等を通し

ての保護者の意識を高めているところでござい

ます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） どうもありがとうござ

います。 

  生活習慣病にならないようにするためのさま

ざまな施策があって、その中の一つに血液検査

ということもあるんだなということで、このた

び私は初めて知りましたが、そういうこともあ

るということも視野に入れていただきまして、

今回はやるとなりませんでしたけれども、今後

考えていただければなと思っております。 

  次は、福祉灯油についてであります。結論と

してはやる気はないという残念なお話でありま

したが、村山市と新庄市、やってみた結果につ

いて比べてみました。村山市は人口が少ないの

に、どうして新庄市よりもかなり多く福祉灯油

券を送付できたのかということで、このたび聞

いてみました。そうしましたら、途中から該当

者に、あなたの世帯は対象者ですと、資格あり

ますよと、郵送で通知したとのことです。また、

市内８カ所に出張所を置いて、ここは住民票を

出すことができるようにしているそうですが、

つまり近くのそういう市内８カ所の出張所で申

請ができたそうです。そこに申請してもらって、

市役所と連絡してとれるようにしたそうです。

わざわざ市役所に行かなくても申請できたとい

うことでした。その結果、対象世帯の90％くら

いの申請率になったとのことでした。 

  こういう優しいやり方というのが新庄市でも、

今後福祉灯油をやるかやらないかわかりません

けれども、私はやっていただきたいですけれど

も、そのほか福祉医療施策をやるときに、申請

させるときに、このやり方というのは非常に優

しいやり方だなと私は感じるんですが、福祉事

務所長としてはどうでしょうか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 灯油購入

費助成事業につきましては、今回県の政策とい

うことで正式には２月３日に助成事業をやると

いう形で、年度末、期間のない中でやったとこ

ろでございます。それにつきましては、一つに

は民生委員さんの声がけというふうなことが中

心になりますけれども、２月10日の市報で回覧

したということもあります。それから、２月25

日のお知らせ版、それから市報で対応したとい

うことで、受け付け期間がなかなか県の発表か

ら期間がなかったのかなということで、なるべ

く多くの方に申請していただければよかったん

ですけれども、灯油の購入実績ということもご

ざいますので、灯油を買わない、必要でないと、

オール電化の方の先ほどの話もありましたけれ
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ども、そういう方々については該当しないとい

うこともありますので、実際には618人の実績

になりますけれども、そういう結果になったと

いうところでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 福祉のほうとしては、

該当者というのは実は把握しておられるんだと

思います。わざわざ申請してもらわなくても、

住民税非課税世帯、障害者、あるいは高齢世帯、

ひとり親世帯、こういうのは福祉の事務所が一

番よく把握しておられると思うんですね。そう

いう意味で、こちらから、待っているのではな

くて、あなたは対象者ですよといって教えてあ

げる、そして申請があれば、要らないという方

もいらっしゃると思いますので、受けられると

いうそういう優しいやり方というのが必要なの

ではないかなと思うんですが、もう一度お聞き

します。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 中にはや

っぱり時間がなかったというところもございま

す。それから、非課税世帯につきましては、税

務課との調整もございますので、人口の少ない

ところでしたらすぐ出てくるところもございま

すけれども、今回は申請方式ということで申請

していただいた次第です。中にはやはり該当し

ないという方もいらっしゃいましたので、今回

期間が短かったということが一番大きな理由か

と思いますけれども、今後同じような事業があ

るときには、なるべく期間を設けて拾える方に

ついては拾っていきたいなと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） よろしくお願いいたし

ます。今、いいことを言っていただきました。

ありがとうございます。 

  これだけに限らず、拾える方、できるだけ教

えていただいて、もらえますよ、使えますよと

言っていただくというのがありがたいと思いま

す。 

  それから、先ほど考えていないということに

続いて、大幅な価格の高騰のとき県と協議する

ということでありますが、灯油価格は物すごい

値上がりをしております。この2006年のときに

は1,415円、そして現在最近ので1,825円という

ことで、1,900円近くになっております。実は、

2002年とか2003年のころには、700円台、800円

ちょっとだったんです。これが、このようにそ

のころと比べて２倍以上にも上がっているんで

す。その間、冬季加算について先ほど変動がみ

なされているのではないかという答えがありま

したけれども、決して全然見られていないので

はないかと私は改めて思いました。 

  2006年、灯油が1,414円のとき、１人世帯の

冬季加算、山形県ここの場合、１万4,280円で

した。これが、最近は１万4,050円です。生活

保護世帯の冬季加算は下がっているんです。灯

油が上がっている、大幅値上げに対して、下が

っている冬季加算、これをどう見ますか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 生活保護

基準につきましては、国の基準ですので、それ

にのっとった形で支給しなければならないとい

う厳格な決まりがございます。今回、生活扶助

のほうですけれども、生活保護費の中の生活扶

助の面につきまして改定がなされました。これ

につきましては、平成20年から23年の間の物価

の上昇及び下落というふうなところを加味して

の改定になってございます。実質的に引き下げ
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という形になりましたけれども、昨年、それか

ら今年、来年と３カ年に分けて段階的に、一挙

に引き下げますと影響もありますので、段階的

に引き下げたということです。 

  生活保護の基準額につきましては、そうした

平成20年から23年の物価に基づいて算定してい

るということで、当然現状と比較して違うとい

うことも、物価の品目によっては違うこともあ

るかと思いますけれども、生活保護につきまし

ては、そうした基準に基づいて支給するという

ふうなことが法令で定められておりますので、

これにつきましては、この範囲内で生活してい

ただくということになるかと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 生活保護費のこの金額

を上げろと言っているわけではないんです。今

回のような福祉灯油というのは、灯油の値段が

高騰、高くなっているということで、収入が低

い世帯に補助しようではないかという内容だと

思うんです。そういう福祉の施策として、本当

は生活保護世帯も該当してもよかったのではな

いかと思うんですが、どうですか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 先ほども

市長が申し上げましたけれども、今回の山形県

のほうでの生活困窮世帯への灯油購入費助成事

業についてという通知の中で、支援対象者につ

きましては、生活困難世帯を対象とするという

前提がございますけれども、ただし書きの中で、

生活保護支給世帯については、暖房費が生活扶

助の冬季加算について措置されていることから

除外するということになってございます。生活

保護につきましては、収入認定するしないの基

準もございますので、そういった観点から、こ

の部分につきましては支援がなされているとい

う判断になったものだと判断しております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 支援がなされていると

判断している中身の冬季加算が下がっていたわ

けです。ですから、なされていなかったんだろ

うと私は思います。そういったことを今後県な

どに行った場合はぜひ言っていただきたいし、

また、市で独自にやる場合には、市でできるこ

とを支援として考えるべきではないかというこ

とでお願いしたいと思います。 

  次に、２つ目に行きますが、２つ目の森林資

源ですけれども、住宅の建て主に地場産材の活

用の動機づけのために、住宅新築に金山町は助

成しているわけです。こういうようなことを新

庄でも考えてもいいのではないかなと思うんで

すが、どうでしょうか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 地産地消ということでご

ざいますので、有効活用を図る中では有効な選

択肢だろうと。定住化というようなことでの総

合的な施策の中から、一つ枝葉として検討事項

というようなことにはなってこようかなとは思

います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 次に、冬の燃料として

まきの利用を進めるために、森林オーナー制を

つくれるように予算措置はできないかと思いま

すが、どうでしょうか。山を持った人と借りた

い人が活用できるような制度としてどうでしょ

うか。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 オーナー制というようなお話

でございますが、今年度県の総合支庁の事業で、
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「薪・木の駅プロジェクト」というものを立ち

上げるというふうな話を聞いています。 

  この内容につきましては、山で放りっ放しに

なっているような林地残材、これらを木の駅に

出荷するというふうなことですね、山の持ち主

が。そうしたこと、間伐材とか、倒木された残

材をステーションに持ってくると。そうすると、

その木を今度はまきボイラーということでエネ

ルギーにすれば町が元気にということで、いわ

ゆるまきストーブとか、チップボイラー、こう

いったものに回していくと。その見返りとして、

そこに持ち込んだ方には御褒美というような形

で、地域共通券みたいなものを発行できたらと

いうふうな、こういった仕組みづくりを今総合

支庁で考えられているようでございます。 

  そんなことで、その生産者、山の持ち主、そ

してそれをボイラーとして、木質バイオマスと

して使いたい方とを縁結びしていくというふう

な、こういった事業なんかは、そのオーナー制

度も一つの方法ではあるんですが、身近な取り

組みとしてこういった事業も起きてくるような

ので、その辺を推進してまいりたいということ

で考えております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 次の質問ですけれども、

正職員をふやして、市民が主人公の親切な市役

所づくりということで、正職員の家族の方から

の声であります。「毎日のように夜９時半過ぎ

に帰ることになっている」と、「残業手当はつ

くというが、体を壊すのではないかと心配だ」

という声が寄せられています。2010年の月平均

の超過勤務手当を調べましたら、一般行政職で

月１万6,784円でした。2013年、平成25年度の

超過勤務手当は、１人月平均一般行政職で幾ら

でしたか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 時間外勤務の時間数について、

平成24年度決算ベースで若干ちょっと時間の違

いがあるようでございますので、１万6,939時

間でございます。平成25年度は、１万6,115時

間でございます。これを１人当たりの年平均に

いたしますと、平成24年度が56.8時間、平成25

年度が１人平均55時間、それから月平均にいた

しますと、平成24年度が4.7時間、平成25年度

が4.6時間。これはあくまでも１人平均として

の時間数でございますので、繁閑の差、季節変

動等によりまして、部局によっては超過する時

間が多くなる一過性の事業等がございますので、

必ずしもこの平均をもって低いとは申しません

が、一番多い時間数にしても、年間で１月60時

間を超えるというのが１人、２人いる程度でご

ざいまして、平均的には今申し上げたように、

月平均５時間弱ぐらいで推移しているというこ

とでございますので、議員がおっしゃるような

長時間にわたる勤務を強いて、健康を害するよ

うな状況にはなっていないと理解してございま

す。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 先ほどの１万5,000円

として、月平均１万5,000円という数字でいき

ますと、300人としますと450万円なんです。

450万というのは、何人分の給料になると思い

ますか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 450万円、大体１人平均一般

行政職で32万円ぐらいでございますので、どの

くらいでしょうか、十三、四人くらいになるの

ではないかと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） その分正採用として雇
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ってふやしていただきたいと、私は思います。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 本日の日程を終了いたしましたの

で、散会いたします。 

  あす10日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  本日は御苦労さまでした。 

 

     午後２時４９分 散会 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は３名であります。これより２

日目の一般質問を行います。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、最初に奥山省三君。 

   （７番奥山省三議員登壇）（拍手） 

７ 番（奥山省三議員） おはようございます。 

  開成の会の奥山です。 

  通告に従いまして一般質問を行います。ちょ

っと聞き苦しい点がありますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

  今、全国的に老朽化インフラの整備について

問題となっておりますが、当市のインフラ整備

についてお聞きしたいと思います。 

  昨年12月の全員協議会におきまして、体育施

設の整備改修計画が示されましたが、テニスコ

ート、体育館、陸上競技場の３つの施設と、そ

れから武道館についての計画は示されました。

ほかにまだ施設はたくさんあります。これらに

つきまして、どのように更新、または改修、補

修、または除却などを行っていくのか、お聞き

したいと思います。 

  当市では、どのような優先順位をもって進め

ていこうとしているのかもお聞きします。例え

ば、当市の公共施設につきまして、建築後30年

以上経過の施設が全体のどのくらいを占めてい

るのか。また、それは今後どのように維持管理

を行っていくのか、調査検討はされているのか、

お聞きしたいと思います。 

  1970年代につくられました施設は、2020年代

に50年を経過し、更新の時期が訪れます。その

ときに全てを新しく建てかえをするとなると、

莫大な金額になることは明白です。その財源に

ついても計画的に行っていかなければ、今人口

減少によります税収の落ち込み、さらに社会保

障費の増加により、施設建設費の予算の削減が

必要になることは避けられない状況にあると思

われます。それぞれの老朽化インフラにつきま

して、新しくするのか、除却するのか、改修保

全で施設の寿命を延ばしていくのか、検討する

時期に来ていると思います。これらについて、

どのように計画を進めて考えているのかお聞き

したいと思います。 

  同じような施設を当市でも建てて、郡部の隣

の市町村でも建てるようなことは極力避けて、

これからは地域連携、広域化というか、施設の

維持管理を行っていくことが今後必要なると思

われます。これは、病院とか、文化ホール、美

術館、大型体育施設などが考えられますが、ま

た図書館、公民館、福祉施設等も他の民間施設

との複合化によりまして、経費の負担軽減を図

りながら、こういうのは多機能化というふうに

考えられると思いますけれども、そういうふう

にやっていかなければ、今後大変になると思い

ますので、お願いしたいと思います。 

  それから、当市の現在のインフラの状態を十

分に把握しているのでしょうか。長期的な維持

管理、建てかえの計画については、どのように
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考えているのかお聞きしたいと思います。さら

に、これからのまちづくりにつきましても、イ

ンフラ整備とあわせまして進めていく必要があ

るのではないでしょうか。人口減少、高齢化が

進み、空き家が増加し、まちが空洞化していく

状態では、まちににぎわいがなくなり、人が集

まってきません。また、行政もふえ続ける行政

需要を減り続ける予算でやりくりしていかなけ

ればなりません。このような厳しい状況の中で、

どのようにインフラを整備し、まちづくりを進

めていくのかをお聞きします。 

  以上で、壇上の質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、奥山市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  市有施設の老朽化対策についてですが、昨年

の12月の全員協議会におきまして、老朽化が進

み、耐震性の面においても大規模な補強が必要

とされた体育施設の整備改修計画について説明

をさせていただきました。また、26年１月の全

員協議会では、平成25年度に耐震診断を実施し

た施設の診断結果と今後の改修方針について御

説明をさせていただきました。いずれも利用す

る市民の安全確保を最優先し、施設の重要度や

利用頻度などを考慮して策定したものでありま

す。 

  また、道路や水道などのインフラについてで

すが、市道の橋梁については、国土交通省から

の橋梁の長寿命化修繕計画策定施策を受けて、

平成22年度より３年間橋梁点検を実施し、平成

25年度に長寿命化修繕計画を策定いたしました。

従来の事後的な修繕及びかけかえから、予防的

な修繕及び計画的なかけかえと方向性を強化し

ていくものであります。橋梁のほか、市道の路

面舗装につきましては、平成25年度から道路ス

トック総点検を実施し、構造物等の安全性につ

いて調査し、その結果に基づき修繕計画を立て、

実施してまいります。これらの計画を着実に行

うことにより、全体にわたる費用の縮減を図る

とともに、道路網の安全性、信頼性を確保して

まいります。 

  市営住宅につきましては、昭和40年代が48戸、

50年代が200戸、60年代以降が194戸となってお

り、昭和26年３月に策定いたしました長寿命化

計画に基づき、修繕や改善の活用法を定めるこ

とにより、管理の効率化を図り、予防・保全的

な観点から修繕や改善を進め、更新コストの縮

減と事業量の平準化を図っております。 

  下水道につきましては、処理場の建築設備、

機械設備、電気設備、それぞれの耐用年数に応

じた長寿命化計画を策定し、平成25年度から29

年度までの５カ年計画で逐次更新を進めている

ところであります。平成30年度以降につきまし

ても、引き続き長寿命化計画を策定し、施設の

更新及び供用区域拡大に伴う増改築をあわせて

進めていく予定であります。 

  管渠につきましては、平成元年度の供用開始

で、耐用年数が50年であることから、現在のと

ころ、長寿命化計画は無策定であります。計画

的な管渠清掃及びカメラ調査の実施により、適

切な維持管理を行い、施設の長寿命化に寄与す

るよう努めております。 

  水道事業につきましては、現在、耐用年数を

経過した監視制御設備の更新及び老朽化した配

水管を耐震化へ更新する事業を進めております。

今後の管路の更新計画につきましては、老朽化

のみの観点ではなくて、管路の重要度や経過年

数、埋設地盤及び活断層の影響などを考慮し、

耐震性を有した管路整備を年次計画を定めて進

めていくこととしております。 

  学校や社会教育施設、庁舎などの公共施設の

老朽化対策については、平成24年度より公有財

産の適正管理と有効活用のための基本方針を策
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定するため、新庄市公有財産管理活用方針策定

会議を設置し、検討を進めております。特に、

小中学校、保育所を初め公共施設の耐震化につ

いては、平成21年度より耐震診断を実施し、冒

頭申し上げましたように、耐震改修が必要な施

設については、同会議にて優先順位づけや実施

年度などの協議、改修を進めてまいりました。 

  そのような中、昨年11月には国においてもイ

ンフラ長寿命化基本計画が策定され、地方公共

団体においても、その行動計画として公共施設

等総合管理計画を平成28年度までに策定するよ

う国から求められております。計画のポイント

といたしましては、①10年以上の長期にわたる

計画とすること。②箱物に限らず、地方公共団

体が所有する全ての公共施設を対象とすること。

③には、更新、統廃合、長寿命化など、公共施

設等の管理に関する基本的な考え方を期するこ

との３点が示されました。また、計画には、施

設の老朽化の状況や利用状況、総人口や年代別

人口について、今後の見通し、施設の維持管理、

修繕、更新費用の見込みなどを盛り込むことと

されております。 

  新庄市としましては、今後の人口減少や公営

高齢化による需要の変化、税収減少の影響を鑑

み、将来にわたって持続可能な住民サービスの

あり方を検討し、平成28年度まで公共施設等総

合管理計画の策定に取り組む考えであります。

施設の維持管理のあり方、また施設再編の検討

を市民の皆様の御理解をいただきながら進めて

いくために、まずは施設の現状把握のためのデ

ータ整理を進めてまいりたいと考えております。

これからのまちづくりにおいては、インフラ整

備やまちづくり総合計画に掲げる社会生活基盤

が整い、安全で快適なまちづくりの基盤となる

ものであり、また教育や生涯学習、子育て環境

の充実といった施策を具体的に推進するため、

公共施設のあり方をともに検討してまいりたい

と考えております。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 少し具体的に質問して

みたいと思います。 

  当市の公共施設は幾つあって、どれぐらいの

ものが老朽化して、今すぐに修理とかしなけれ

ばならないなど、どういうふうな状況になって

いるのかちょっとお聞きしたいと思います。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 おはようございます。 

  今現在、行政財産として活用しております施

設は、今のところ112施設であります。棟数で

数えますと、若干その建築年の違いであったり、

一棟のものが違ったりしますので、施設という

ことでお考えいただきたいと思いますが、112

施設ほどございます。その中で、30年を経過し

ている施設、先ほど奥山議員からは早急に修理

が必要なものということがございましたが、早

急に修繕が必要なものについては、逐次対応さ

せていただいてございますので、御質問の趣旨

に沿って、今後老朽化対策としてどのような施

設を対象とするのかというような観点から、一

応目安として30年経過した建物といたしますと、

112施設のうち30年経過したものということに

なりますと、昭和59年以前の建築年の建物にな

るわけでございますが、これらについては46施

設ございます。全施設の約４割が30年を経過し

た施設というようなことになりますので、これ

らについても今後策定します計画の中で検討す

べき事項になろうかと思っております。 

  以上です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今の説明ですと、112

施設ですから、そして30年経過しているものが

約４割と。これは、国が言っているのと大体基
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本的な考え方は同じだと思います。昨年、国で

インフラ長寿命化基本計画と、それから各自治

体に公共施設総合管理計画を策定するように、

そして今の市長の答弁ですと、平成28年度まで

に行うとなっていますけれども、ただ、全部を

するとなると金額にかなりの額になると思うん

です。だから、全部を更新していくのか、それ

とも補修改善で寿命を延ばしていくのか。だか

ら、この112施設のうちの46施設ですか、それ

を全部更新していくという考えなのでしょうか。

その辺をお聞きしたいと思います。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 議員がおっしゃられる更新と

いうものが、建てかえという意味でございまし

たら、全て建てかえするということではないの

かなと思っています。長寿命化によって、施設

が今後も維持できるというものがあるのであれ

ば、建てかえまで至らないものもございますし、

大規模修繕等で対応するものもございます。ま

た、単純に施設の修繕等で賄えるものであれば

そのようにさせていただきますし、これが直ち

に平成28年度以降できるかということになりま

すと、それは28年度までの計画策定に基づいて、

財政状況を勘案しながら進めてまいるというこ

とになりますので、直ちに大規模修繕等を行っ

ていくというものではないと考えております。 

  以上です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今の話ですと、46施設

全て新しくするというわけではないと、それぞ

れ一つ一つ見ながらやっていくということだと

思いますけれども、それについては28年まで計

画を立てて、それに従って随時やっていくとい

うことだと思いますけれども、前の話で30年以

上経過しているのが46施設、これは同時に更新

時期を迎えるものもあると思います。今、財政

状況もそんなにまだよくなったというわけでは

ないんですけれども、それと一緒に人口減少社

会が訪れて税収が減っている状況で、今、補修

とか修繕をやっていく財源が確保できるのかど

うか、その点もお聞きしたいと思います。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 もちろん、財源との相談の中

で、補修計画もしくはこの計画を進めていくこ

とになりますので、その必要な財源を手当てし

ながら進めていくことになろうかと思います。

ただ、計画の一番の目的は、一時的にその改

築・改修がピークを迎える、極端に増量すると

いうことがないように平準化するためにその計

画を策定するということになりますので、年代

ごとにこういきますと、できる限り山の低い計

画、財政負担、そういったものを考えながら計

画を策定していきたいと考えてございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 財源はそのときそのと

きに合わせてやっていくという状況だと思いま

すけれども、これから公共施設に関して、数が

112施設ですか、だからこれを、今現在46、残

りの80弱の施設を28年度までに計画を立ててい

くとすると、財源的には全部を新しくするとい

うわけではないと思いますけれども、財源的に

はかなりの金額が必要だと思うんです。だから、

その基本的な考えというか、それをどういうふ

うにやっていくのか、ちょっとその点をお聞き

します。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 お答えになるかどうかわかり

ませんが、今の段階で、財源がどのくらい必要

だからどうやって手当てするというふうな具体

的なその数値を持っているわけではございませ

ん。この平成28年度までの計画策定の段階で財
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政との協議をしながら、先ほど申し上げたよう

に、財政負担の緩やかな増額といいますか、平

準化を考えながら財政負担を考えて、その施設

の維持管理、修繕を行っていくというのが計画

の目的になってございますので、今の段階で財

政負担云々ということではないわけでございま

す。 

  また、このたび国でこの計画を策定するに当

たって、補助金等についてどうするんだという

ようなところは、改築修繕に関しては今のとこ

ろ計画には何もない状況でございます。計画策

定に関して特別交付税で２分の１措置する等に

ついてはございますが、計画策定後の施設の除

却、改築等について、具体的に国で財政支援を

示しているというものではございませんので、

それは今後どういうふうな施策が国から出てく

るのか、見ながら判断せざるを得ない面があろ

うかと思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 46施設が30年を迎えて

いるということですけれども、これら施設につ

きまして大きく分類すると、箱物とか、インフ

ラ系とか、プラント系とか、３つに大きく分類

されると思いますけれども、この46施設をこの

３つに分けるとすると、今一番大きい金額にな

るのはその３つのうちのどれに該当するのか、

わかれば教えていただきたいと思います。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 大変失礼しました。46施設と

申し上げましたのは、箱物でございます。箱物

について全体112施設があって、そのうちの46

施設ということでございますので、御理解願い

たいと思いますが、その他のライフライン系の

インフラにつきましては、先ほど市長からござ

いましたように、それぞれ計画をもって今後維

持補修、整備に当たるということでございます

ので、よろしく御理解いただきたいと思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） そうすると、46施設が

全て箱物ということですので、これを全部更新

するということになると、やっぱり莫大な金額

になると思うんです。だから、この辺のところ

を、全部を新しくするのではなくて、例えばほ

かの施設とか、民間の施設とか、複合施設とか

そういう考え方も持ってこれからやっていくと

いうか、そういう考えはないのか、その辺のと

ころ、これからの方針というか、そういうとこ

ろをちょっとお聞きしたいと思います。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 国の指針においても、ＰＦＩ

でありますとか、ＰＰＰでありますとか、民間

の力を極力行政のほうに取り入れた形での検討

をすることが指針として示されてございます。

具体的にどの施設にどうだというところまでは

まだ至ってございませんが、そういった可能性

があるのかについても当然検討の対象になるも

のと思っております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） これからもそういう会

議というか、そういうのを持つと思いますけれ

ども、それにつきまして、市民とか、それから

有識者、行政を交えた協議の場が必要だと私は

思いますけれども、それについてはどういうふ

うにお考えですか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 検討の段階で、市民の方々、

もしくは有識者の方を使うのか使わないのかと

いうようなお話だと思いますが、その件に関し

ては、昨年の12月議会であったと思いますが、

一般質問の段階で市長からも、積極的に対応す
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るようにという答弁をさせていただいてござい

ますので、無論この件に関しても積極的に市民

の方々等の意見を聞きながら、計画策定を進め

ていく考えでございます。 

  以上です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） できれば、市民の方も

入れて相談して、必要なものはつくる、必要で

ないものはつくらないと、そういうふうなこと

を頭に入れてやっていただきたいと思います。 

  それから、原則として新規の箱物は建設しな

いとか、それから優先順位として義務教育、子

育て支援とか、そういうスペース関連を優先す

る、そういう考えとかはないのか。その辺から

あと、今人口減少になっていますけれども、全

体の面積を削減するというか、そういう考えも

ないのか、ちょっとお聞きします。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 今の段階で、例えば箱物を一

切つくらないという方針を示すという考えはご

ざいませんし、必要なものがあれば当然必要な

ものとしてつくらざるを得ない面がございます。

耐震によって必要なものが出てくる場合もござ

いますので、それを今ここでつくらないという

わけにはいかないと思いますし、また優先順位

につきましても、市民の方々等の意見、それか

ら行政内部での意見、いろいろございますので、

今の段階でも優先順位についてこうだというふ

うな考えを具体的にお示しするわけにはまいら

ないという状況でございます。 

  ちょっと答弁漏れがございましたら、また後

ほどお願いしたいと思いますが。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） ただいま、箱物につい

てはつくらないとは言えないというか、それは

今後の問題だと思います。つくらなければなら

ないものはつくると、それはみんなと議論して

つくっていくところだと思いますけれども、今、

例えば耐用年数をはるかに超えている施設も市

にはあると思うんですけれども、そういうもの

について、今、国で特例措置で75％助成とかな

んかあるという話をちょっと聞きましたけれど

も、除却するものについてはそういう資金を使

って除却するとかというそういう考えはないの

か、その辺もお聞きしたいと思います。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 今の御質問ですけれども、

多分耐用年数をはるかに超えているという形の

施設については、いわゆる橋梁部分が１カ所ご

ざいます。泉田橋ですけれども、それにつきま

して、今までですと、やはり耐用年数をはるか

に超えているものについてのいわゆる除却、撤

去費ですけれども、これについては国では補助

制度そのものはなかったということでございま

す。それで、長寿命化計画を作成するという形

でいろいろ論議がありまして、その中で新たな

動きとして、今年度よりその撤去について、効

果促進事業という形で補助対象とすることがで

きるという形になってございます。 

  あと、それから起債の関係ですけれども、一

般単独の中のメニューに起債という形、これに

ついては対象になりますよというふうな形で話

はございました。ただし、財源をこれで確保し

たかということですと、それではまだないとい

うことです。いわゆる効果促進事業として行う、

私どもで今手がけています社会資本整備総合交

付金ですけれども、これを充てようとすると、

ほかの今度事業にそのしわ寄せが来るという形

になります。ですから、非常にこの使い分けと

いうのが大変でございまして、これにつきまし

ては、全国的な動きでございますけれども、こ

れから長寿命化の計画がそれぞれの市町村で皆
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上がってきます。そうしたときに全国レベルで

考えますと、やはり撤去そのものについての動

きも出てくるという形で動きが活発になるとい

うことが予想されますので、その段階でいろい

ろ情報を収集しながら一番有利な財源確保をし

て、その解決を図りたいと考えてございます。 

  そのようなことで、現在一番問題になってい

る泉田橋につきまして、以前に建設業協会の最

上支部から保安施設ということでネットを敷設

していただきました。これは400万円ほどの工

事を寄附していただいたような形でしています

けれども、それにつきましても、維持しながら

安全対策をしながら財源確保に向けた動きも活

発にしていきたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） ただいま私からではな

く、課長から泉田橋が出てきましたけれども、

これについては除却について、今回の国の考え

では除却も対象になる。今までだと、新しいも

のをつくれば、そのときに古いものを除却する

という考えだった、単品で除却はできないとい

う考え、これは新しく変わったということらし

いですけれども、その辺のところ、今の課長の

話だとまだ財源というか、それが手当てできな

いという感じに私にはちょっと映りましたけれ

ども、そういう意味なんでしょうか。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 財源、いわゆる補助対象

としての項目として、メニューとしてはござい

ます。ただし、現実的にそのメニュー、例えば

あの橋を撤去するについては、撤去については

7,500万円、あとその他護岸関係を直しますの

で、合わせますと大体１億円ぐらいかかると見

込んでおりますけれども、その財源そのものが

いわゆるその効果促進事業として国からの補助

金で賄えますと、いわゆるパッケージとして補

助金が来るわけですので、そうするとその分の

しわ寄せがほかの事業に行ってしまうという現

実ではございます。そのために、単体でほかの

事業として影響を与えないような補助金の使い

方といいますか、つくり方といいますか、その

ものについて国等に訴えかけていきたいと。現

実的に新庄市のほうがあるわけですけれども、

県内ではほかのところは今のところまだそんな

に出てきておりません。今後、橋梁の長寿命化

の策定が全国的に出てきた段階で、そういうふ

うな新庄市と同じような状況が出てくるという

形が予想されますので、そのときを狙っていわ

ゆる活動して、財源の確保を進めたいと思って

ございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） わかりました。 

  さっき私が最初に質問したときに、例えば当

市にあるものでほかの郡部にもあるものをつく

っていく、そういうふうなことはこれからなる

べくしないで、広域化を考えてほしいというこ

とについてちょっとお聞きしたんですけれども、

その点についてはどういうふうにお考えか、お

聞きしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 広域最上地域全体という

ようなことが念頭での御質問かと思いますが、

８市町村ございまして、私どものまちづくり総

合計画と同じように、ほかの７町村にも振興計

画がございます。その中で、まちづくりのため

のそれぞれの方策が設けられている。その中で、

必要な施設、これもはめ込まれているわけであ

りまして、そのそれぞれの計画に基づいた事業

を執行するための施設を運営し、また維持もし

ていくというような形が方針なのだろうと思い

ます。 
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  ８市町村が合併でもしているならば、１つの

まちづくり総合計画に基づいた形の中で、今、

活用方針がこれから練られて、管理計画ができ

ていくような議論がされていくわけなんでしょ

うけれども、それが今８つそれぞれ行われよう

としているというようなこともありますので、

それはそれとして、私どもとしては尊重せざる

を得ない部分もあります。おのおのの施設の中

で、これまでもおのおのの分野において、議員

がおっしゃるような形の議論もされてきたよう

には伺っておりますが、なかなか方向性として

は出てこない。それはやはり今のようなまちづ

くり総合計画がこのような状況であるというよ

うなことに鑑みる部分も多いのではないのかな

というように思います。これにかわるような大

義というか、よりどころというものがあれば、

８市町村がまた歩み寄って建設的な協議をする

場もできるのかなと思います。 

  その一つが、この28年度まで市町村が仕上げ

なければいけない公共施設等総合管理計画であ

ろうと思います。その過程の中で、今のような

広域的な役割というものの統廃合というものも

意識しながら、意見交換をしながらつくられて

くるというようなこともあろうかと思いますし、

その過程の中で、今メディアでさまざま伝えら

えておる政府から出ている経済財政運営と改革

の指針でしたでしょうか、その中で骨太の方針

がさまざま示されております。人口維持をして

いくための方針のその多くは少子化対策なんで

しょうけれども、その一つに社会資本整備の選

択と集中というような項目も大きく掲げられて

おりますので、その中身がわかってくるならば、

その中身によって総合管理計画というもののつ

くられ方も非常に共通的なものになってくるで

しょうし、あるいはそれを大義にして協議して

いくというような場も考えられるものかなと思

います。 

  以上です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今の話ですと、広域と

いうか、そういう考えは今のところはないとい

うことは、今までどおりワンセット主義でいく

という感じにちょっと受けられますけれども、

今、広域では一応新庄市がボスになっているわ

けですから、やっぱりこれからリーダー的な存

在ですから、一応合併はしていなくてもまとめ

ていくという感じとして広域的に考えてこれか

らやっていくことが必要ではないかと私は考え

ますけれども、それは間違いなのでしょうか。

もう一回ちょっとその点、お聞きしたいと思い

ます。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 分野分野、さまざま温度

差はあろうかと思いますが、それぞれのまちづ

くり計画に基づいて総合管理計画も仕上げてい

くと、その過程の中で、分野分野ごとに意見交

換をしながら進めておると、それで活用方針を

決めていっているというようなことがあります

ので、総合的な形の中で一つ大きく、これはこ

れ、あれはあれというふうな形で一本にして整

理していくのは今後なのであろうというような

ことでございますので、分野分野ごとには今で

もやっておりますから、その辺は今後整理され

ていく、例えば国の中で出てくる指針に基づい

ては大きく一つとして整理されていくものの期

待はできますけれども、分野ごとには現在もそ

のような形で進めておるというようなことで理

解しております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） だから、私は無駄なこ

とはやめて、広域として、広域に新庄市も入っ

ているわけですから、やっぱりこれからは合併

しないと、きのうの一般質問にもありましたけ
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れども、896の自治体が消えていくという状況

なんです。だから、合併を必ずしなくても、や

っぱりそういうことも頭に入れて考えて、これ

からの公共施設を維持管理していくのが大切で

はないかと考えますけれども、それは今の考え

にはないので、それはしようがないと思います。 

  それでは、これはインフラ老朽化につきまし

て、そのまま放置しておけば崩壊して、借金を

すれば財政破綻が起きる、公共事業予算の削減

は社会保障予算を確保するためと、社会保障費

を削減すれば、公共事業の予算を確保すること

は可能ですけども、それは非常に困難だと、そ

ういう状況になっていると思います。ただ、当

市の考え方として、もう少し広域とか、民間を

使った、さっきＰＰＰですか、そういうような

考え方をやっていく考えはあるのかないのか、

ちょっとその点、もう一回お願いしたいと思い

ます。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 御質問の後段のＰＰＰ、ＰＦ

Ｉについての活用、どうなんだというふうなお

話だと思いますが、これについては、国で示し

ている指針の中でもＰＦＩ、民間の資金を活用

した建築等についても検討することになってご

ざいますし、当然それについても、我々として

は必要な施設についても検討しますということ

にしております。そういったことで、ＰＦＩ、

ＰＰＰについても担当者が仙台でこの前講習会

があったわけですが、そこにも出席させて勉強

させているという状況でございます。 

  それから、先ほど来広域的な取り組みはどう

なんだというようなお話がございますが、この

国の指針からも実は広域的な取り組みを考える

べきであるというふうな要請をいただいておる

ところでございまして、総合政策課長から今の

段階での現況を申し上げたところでございまし

て、今後どうするかについても、当然各市町村、

この指針に従って検討することになりますので、

今現在どうのこうのというよりも、今後の計画

策定の段階ではそれぞれの団体がそれぞれ考え

る話になってくるんだろうということで、当然

新庄市としても検討することになります。それ

が、どういうふうなところでその８市町村が一

致するか云々については、まだまだ協議が必要

な面がございますが、そういった検討を始める

というようなことについては行うということで

ございますので、その点はよろしく御理解いた

だきたいと思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） まちづくりについても

ちょっと答えがなかったように思いますけれど

も、その点、ちょっとお聞きしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 まちづくりというような

ことでの広域のタッグということだと思います

けれども、できるところからというようなこと

もありまして、平成の大合併後、国でも地方自

治のあり方というようなもののさまざまな成果

のもとに、自治法の改正等、さまざま今後の地

方自治の方向性を二、三出してきている中で、

人口減少の中で非常に大切にされているという

ことで焦点が当たってきている定住自立圏構想

というようなものがございます。 

  これも以前からありましたが、人口減少を背

景としてさらにこの点がクローズアップされて

きている形の中で、最上８市町村、まちづくり

の中で共通課題を見出しながら、ともに行政効

率のある、あるいは今後にも継続的につながっ

ていけるような、おのおのの分野でそれをやっ

ていくべきではないかというようなことの課題

の整理のもとに、この定住自立圏構想、これを

具現化しようと。そのためには、新庄市が最上

８市町村の中心市であるということの宣言をす
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る期間も限定されておりますが、その研究を最

上総合支庁とともに８市町村が昨年度末から具

体化してございます。月に一遍くらいのペース

で研究をしておりますので、一方では、インフ

ラ整備なども含めながら、広くまちづくりにつ

いて行えるところから行っていこうというふう

な場はこのような形で設けていることは一つご

ざいますので、この場をおかりしてお話しさせ

ていただきたいと思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） これからは無駄なこと

はなるべくやめて、経費節減を図って、市民の

要望に応えていってほしいということをお願い

して質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時４５分 休憩 

     午前１０時５５分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

山口吉靜議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、山口吉靜君。 

   （１７番山口吉靜議員登壇）（拍手） 

１７番（山口吉靜議員） 皆様、御苦労さまでご

ざいます。 

  絆の会、山口吉靜でございます。 

  それでは、発言通告に従いまして、次の５点

について一般質問をさせていただきます。 

  まず、私は一問一答方式ですので、１点目を

壇上で質問させていただきまして、２点目から

は自席で質問をさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

  まず、１点目は壇上から、敬老祝い金などに

ついてでありますが、敬老100歳祝い金支給を

復活し、お年寄りに支給することについて、敬

老者の皆様は明治、大正、昭和、平成の４代に

わたる激動の時代を、波乱万丈の苦難の道を歩

まれながらも今日の平和で豊かな社会の基礎を

築いてくださいました。社会の恩人でございま

す。これまでの皆様の御苦労に対しまして、心

から感謝とお礼を申し上げなければなりません。

また、介護をしてくださる周りの方々に感謝と

お礼を申し上げて、ぜひ敬老祝い金を提供する

ことについてお伺いいたします。 

  壇上での１点目の質問を終わります。御答弁

よろしくお願いいたします。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山口議議員の１問目の

御質問にお答えさせていただきます。 

  敬老祝い金についての御質問ですが、この事

業は平成８年度まで85歳以上の高齢者の方を対

象に祝い金を支給してまいりました。その後、

支給対象を満100歳を迎えた方とし、平成15年

度までは30万円、平成19年度までは10万円を支

給してまいりました。この間の金額の推移につ

きましては、当市の財政事情により減額せざる

を得なかった状況にあり、現在は祝い金にかえ

て賀詞と祝い品の贈呈となっております。 

  100歳を迎えられた方には、私も訪問させて

いただき、御家族とともに長寿を祝い、長年当

市に貢献していただいたことに心から感謝と敬

意を表し、賀詞を贈呈させていただいておりま

す。また、御本人、御家族の同意を得て市報等

へ掲載し、お祝いさせていただいてもおります。

今後も感謝と長寿のお祝いとして、これまでど

おりの事業を継続してまいりたいと考えており

ますので、何とぞよろしくお願いいたします。 
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１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 御答弁ありがとうござ

います。 

  １点目の再質問をいたします。 

  お祝い金に関しては、市の財政の余裕等の関

係で提供するものであると思いますが、敬老祝

い金は皆さん非常に心待ちにしていると思いま

す。敬老祝い金は、祝意をあらわすことと老人

を敬うことが大切であります。敬老100歳祝い

金贈呈者は本年度は何人いらっしゃいますか。

また、今後３年ほどで何名となりますか。まず、

お伺いいたします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 満100歳

になられる方ですけれども、今年度は11名の予

定でございます。それで、来年、再来年につい

てはちょっとまだ調査してございませんけれど

も、例年数名は必ずおる状況でありまして、今

年度に入りまして２名目がそろそろ予定されて

いるところでございます。 

  以上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

います。 

  先月、18日の山新によりますと、ふるさと納

税制度による寄附が急増していて、新庄市は

2012年度470万円、2013年度1,190万円で、２倍

以上に増額とありました。その一部を充てるこ

とも考えてほしいなと思うわけですけれども、

よろしく御検討お願いしたいと思いますが、市

長の御見解を伺います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 ふるさと納税の活用とい

うことでの御趣旨、ありがとうございました。 

  今ありましたように、ふるさと納税ですけれ

ども、25年度大きく伸びまして、1,150件の

方々から御寄附いただきまして、1,200万円に

近い金額となりました。13市中、順位から申し

ますといずれも高いほうから、件数は２番目、

金額は３番目というような高さでありまして、

本当にふるさとを思う全国の方々からの温かい

気持ちが非常に伝わってくるなと思っていると

ころでございます。 

  この活用につきましては、1,000万円をめど

に基金化しておりまして、それを一般会計に繰

り入れながら、25年度から活用させてもらって

いるということでございます。寄附の皆様方か

らは、市政振興のための６部門、社会福祉とか、

教育とか、建設、環境保全、地域づくり等々の

６部門の中での希望を、自分の寄附をどういう

ふうなところに使ってほしいかという希望をと

ってございます。地域づくりを除いた５部門の

中で、金額の多いほうから５年間おのおの使っ

てまいりましょうというようなことで、以前に

も御説明させてもらいましたが、26年度はその

２回目というようなことになってございます。 

  したがいまして、当面はこのような使い方を

させてもらいたいなということがありますが、

金額が非常に伸びてきてございますので、その

伸びた部分につきましては、例えばふるさと納

税の趣旨から申し上げますれば、遠くにあって

ふるさとの永劫の発展を願うというような気持

ちになりますので、今地域が大きく抱えている

課題、世代を超えて地域振興のために乗り越え

なければいけない課題、これを最優先に考えて

使うことも必要なのかなというように考えてご

ざいます。 

  したがいまして、このような考え方からすれ

ば、今の敬老祝い金というものは少し優先順位

が下がるのかなとも思ってございますが、よく
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よく検討もさせていただきたいと思います。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうも御答弁ありがと

うございました。 

  ことしは100歳の方が11名ということですか

ら、１人10万と例えばしますと110万円なので

可能ではないかなと思うんですけれども、わか

りました。 

  次に、２点目は、高齢者の孤立死の防止につ

いてであります。 

  ひとり暮らしの老人がふえておると伺ってお

りますけれども、高齢者の孤独死の防止を市は

どのように対応されているかについてお伺いい

たします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 高齢者の孤立死については、全国

的な問題として取り上げられております。当市

におきましては、民生委員の方々に常日ごろか

ら見守りを実施していただき、協力をいただい

ているところであり、またひとり暮らしの高齢

者でも簡単な操作で急病時の通報や健康相談が

できる緊急通報システム、やすらぎ電話への加

入を進めております。 

  このシステムでは、消防本部や関係者への通

報、速やかな救護活動を確保するとともに、看

護師や保健師など、専門知識を持つスタッフが

24時間体制で対応しております。平成25年度末

加入件数は132件、救急車の出動件数は10件あ

り、孤立死の防止に役立っております。今後も

民生委員等を通じ、このシステムを必要な方々

へお勧めし、痛ましい事案の発生を防止したい

と考えております。 

  行政や民生委員とのかかわりを拒み、情報を

把握できずに発見がおくれるといったケースも

あり、対応に苦慮する場合もございますが、近

所の方が気づいて大事に至らなかったケースも

ございます。民生委員の活動にも限界がござい

ますので、民生委員としても近所同士の声がけ

など日ごろからの見守りや安否確認などをお願

いしているところでございます。 

  伊藤議員の御質問でも答弁させていただきま

したが、山形県が締結しておりますライフライ

ン事業者や新聞配達業者との地域の見守り活動

に関する協定に、市としては必要に応じ関係団

体と協力、連携対応してまいりたいと思ってお

ります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  次に、３点目は生活保護行政についてであり

ます。 

  新庄市の生活保護行政の現状について、その

中で、生活保護者は住宅困窮者が多いと伺って

おります。市営住宅入居条件についてお伺いし

たいと思います。また、入居条件など、市民に

どのように周知されておるのかもあわせてお伺

いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 生活保護行政についての御質問で

ありますが、生活保護の相談をされる方の中に

は、老朽化した住宅にお住まいの方や劣悪な環

境の方など困窮者も多く見られます。また、家

賃が高いため、生計を圧迫している世帯もござ

います。 

  市営住宅の申し込み資格につきましては、現

在住居に困っている方、収入基準に適合してい

る方、同居する親族がいる方などが挙げられ、

相談者の大半はこれらの条件をほぼ満たされて

いる状況が見られます。本市では、生活保護の

相談の際、家賃の安い賃貸住宅への転居を助言

したり、公営住宅への申し込みについて関係機
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関と連携をとりながら対応しております。なお、

市営住宅の入居募集につきましては、その都度、

市報や市のホームページ等で御案内しているの

が現状であります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  再質問で、今の生活保護で、国の生活保護費

引き下げとかという影響と消費税が今度は引き

上げということで、ダブルパンチになるわけで

すけれども、その点、市で何か支援など考えて

おられますか。家賃引き下げとか何か別な対策

を考えておられますか。その辺についてお伺い

いたします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 御質問の

内容としては生活保護の改定による実質的な引

き下げと、それから今回消費税が改定になりま

したけれども、その影響、それに対する市とし

ての支援策というふうな御質問かと思いますけ

れども、まず、市の支援という件からお答えし

ますと、生活保護費については、国による生活

保護基準というものがございますので、年齢や

世帯数に応じてその基準、また義務教育の扶助

でありますとか、住宅扶助の基準がありますの

で、それに従い支給する必要があります。それ

でもって、市での追加支給を行うという考えは

ございません。 

  最初に申し上げました生活保護の改定による

引き下げにつきましては。保護費の中の生活扶

助の部分でありますけれども、一般の低所得世

帯との均衡を図るというふうなことで、平成20

年から23年の４カ年の日常生活に必要な品目の

物価を考慮したということで、平均して4.78％

下落するという調整がなされておりまして、一

挙に低くするということではなくて、昨年の８

月とことしの４月、来年の４月の３回にわたり

まして基準額の調整が行われます。 

  その減額幅につきましては、基準が都市部と

人口の少ない地域というところで基準が違いま

すけれども、人口が少ない地域よりも都市部で

その減額幅が大きいということとか、単身世帯

より多人数世帯で減額幅が大きいということで、

一律的にどのぐらい下がったということではご

ざいません。 

  それから、今回消費税が改定されました。実

質的には３％増となったわけですけれども、そ

れに伴いまして、国民の消費動向を調査しまし

て、2.9％が加味された基準額となっておりま

す。新庄市の場合、３月に支給された方が、同

じ人が４月に生活保護を受給したという仮定で

もって計算したところによりますと、平均して

1.8％３月分から４月分が増額になったと。こ

れは、冬季加算を除いておりますけれども、自

主的にその分は加味されているという状況にな

ってございます。 

  以上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。詳しく説明いただきました。 

  次に、４点目は、中学生の学力の現状・評

価・向上についてでありますけれども、新庄北

高の進学状況は、平成23年には東北大について

いえば11名合格したときもあり、ことしは東北

大に現役１名、浪人１名で、計２名合格されま

した。進学の成績を上げるには、中学生の成績

を上げて高校に送り込むことが大切であります。

そのために、中学生の学力向上が必要でありま

すので、また国語は全国よりも高い結果であり、

数学は全国よりやや低いそうですが、中学生の
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学力向上のための具体的な方策は何かについて

お伺いいたします。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私からお答えいたし

ます。 

  新庄北高の進学成績を上げるための方策では

ございませんが、全ての中学生が生きる力を身

につけられるようにするという方策について御

答弁いたします。 

  まず、山口議員がおっしゃるように、新庄市

内の中学生の学力の状況についてですが、平成

25年に３年生が実施しました全国学力・学習状

況調査の結果、国語は全国の平均正答率より高

く、数学は全国の平均正答率よりやや低い結果

となっています。また、「国語の勉強は好き」

と答えた割合は全国よりも高く、「数学の勉強

が好き」と答えた割合は全国よりもやや低い結

果となっています。学習意欲と結果として数値

にあらわれる学力に関連性があるのではないか

と思われます。 

  しかし、この数値は学力の一側面を捉えた結

果であり、文部科学省では学力については基礎

的、基本的な知識や技能はもちろんですが、こ

れに加えて、学ぶ意欲や思考力、判断力、表現

力などを含めた幅広い学力を育てることが必要

であると説明しています。新庄市では、子供た

ちに身につけさせたい学力について、この考え

方を教職員が共通理解して学力向上に取り組ん

でいるところであります。 

  まず、学力向上の取り組みとして最も大切に

していることは、毎日の授業改善です。教師が

教科の狙いや特性を踏まえ、質のよい授業を行

うことが子供たちにしっかりとした学力をつけ

ることにつながります。各学校では、授業の質

を向上させるため、各学校の実態に応じてテー

マを定め、主体的に校内研修に取り組んでいま

す。その中で、約１カ月から２カ月に１回程度

校内授業研究会と称し、教員が考えた授業案に

基づき、実際に授業を行い、それをもとに指導

法や効果について協議会を設定しています。市

教育委員会指導主事の活用はもとより、最上教

育事務所指導主事や大学の先生を招聘して指導

を受ける場合もあります。 

  また、新庄市教育研究所には、授業づくり研

究会があり、各学校の研究主任が集まり、授業

づくりについて研修を深めています。それを各

学校に持ち帰り還元しています。これらのこと

を通して、わかる、できる、満足感のある授業

改善に取り組んでいるところであります。 

  ２つ目は、小中一貫教育による９年間で子供

を育てる取り組みです。中学校の学力向上は、

小学校の学力の定着が大切です。そのため、９

年間を見通した学習指導の計画を作成して、中

学３年生の学習を意識した授業を小学校から行

っています。また、中学校区ごとに小中の教員

がお互いの授業を見合うことで、学力向上への

授業レベルの引き上げや指導方法の共通理解を

図りながら学力向上に取り組んでいます。 

  ３つ目は、キャリア教育や進路指導の充実で

す。子供たちに進路についての目標を持たせる

ことが、学習意欲を高め、自主的な学習習慣の

形成につながります。中学校では、１年生の段

階から具体的な進路についての目標を持つこと

ができるようにガイダンスや面談等を通して意

識を高めているところであります。 

  このような取り組みを新庄市教育委員会と学

校が連携、協力しながら、子供たちの学力向上

に取り組んでいるところであります。 

  以上でございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうも、詳細に御答弁

いただきましてありがとうございました。 

  再質問といたしまして、高校の進学状況はど

のようになっていますか。ちょっとお伺いいた
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します。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 中学校ごと及び高校ご

との詳細な状況につきましては控えさせていた

だきたいと思いますが、平成25年度卒業生の公

立高校につきましては304名、私立高校へは72

名、鶴岡高等専門学校及び県外の公立高校には

９名の進学でした。また、山形市の進学校と言

われる公立学校につきましては、７名が進学し

ております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  それから、関東とか関西の有名進学校で使用

している中学校のテキストを入手して勉強する

方法などはどうでしょうか。お伺いします。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 学力向上の手だてとし

てより難しい問題を授業に取り入れてはどうか

というような御質問と受けとめました。 

  学力の向上には段階がございます。まず大切

なことは、その学年で学ぶ学習内容は全ての子

どもに等しく身につけるように指導することで

ございます。そのために、各学校では、教科書

を使ってどの子にもわかる授業を行っておりま

す。基礎、基本の確実な習得は学力向上の大切

な土台となります。その基礎、基本を活用した

しまして、より深く考えたり、難しい問題にも

挑戦したり、新しい知識をつくったりする授業

の工夫も必要となります。各学校でも、今市議

がおっしゃったようなテキストや資料集などを

活用して対応しているところです。 

  学習の理解度につきましては、個人差があり

まして、全ての生徒に等しく高度なテキストを

使用することは難しいと思われます。しかし、

議員の御指摘のとおり、学力をより向上させる

ためには、個に応じたきめ細かな指導が求めら

れます。つまずいている子供への支援とあわせ、

進んでいる子供への対応が今求められておりま

す。そのため、各学校では、授業の中で扱う課

題や使用するプリント等に段階を持たせ、個人

差に応じた指導を行っているところでございま

す。 

  昨年度、山形県教育委員会でまとめました知

識を活用したり、思考を要したりする問題、算

数・数学スパイス問題シートというものを出さ

れましたが、それを授業に積極的に取り入れ、

子供たちに難しい問題にも挑戦する気持ちを育

てる、また考える楽しさを味わわせる、思考力

を高めるなどといった学力向上にも中学校では

取り組んでいただいているところでございます。 

  以上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） あと、高校進学、成績

を上げるために、何か特別な授業をもしされて

いるのであれば、具体的なことを教えていただ

ければ。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 学力を高める授業づく

りという御質問と受けとめましたが、先ほども

教育長の答弁にもございましたように、何より

も第一に毎日の授業の充実が欠かせません。教

師がよい授業をすることで、子供に学力をつけ

るしかないと考えております。 

  校長会や学校訪問の際に先生方にお願いして

いることにつきましては、まず、子供たちの知

的好奇心を揺さぶるような課題や教材を提示す

る授業であること、また、簡単には解決しない、

ちょっと歯応えのある課題の設定をすること、

それからできた子供が待っていることがない、

上位も伸ばす授業をすること、それから学習し
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たことを振り返ることのできるまとめの時間を

しっかり設定すること、そして小中一貫教育の

視点に立ち、９年間で学力を向上する授業づく

りを行うことなどをお願いしています。そのよ

うな授業が行われる各学校では、児童生徒の学

習状況や学校規模に応じて、日々学力向上への

授業づくりに取り組んでおります。何か特別な

方法というわけではございませんが、このよう

な授業を１時間１時間、しっかりと先生方が行

うことによって、しっかりとした子供の力がつ

いてくると思っております。 

  また、新庄市では、心の教育を重要視してお

ります。豊かな心が学力に結びつくということ

を考えまして、子供の感性を高めることを大切

にしております。そのために、読書教育に力を

入れております。市の予算で図書館支援員を各

学校に配置していただき、図書館の充実に努め

ていただいております。そのため、子供たちが

図書館に積極的に足を運び、読書量もふえてお

ります。読書は心を豊かにし、言葉を磨き、物

語の世界に身を置くことで想像力を高めてくれ

ます。そのことで、学力の一つである思考力や

表現力を向上すると言われております。昨年度

は、日新小学校と新庄中学校を会場にしまして、

山形県の読書教育研究協議会が行われました。

そのことで、新庄市の読書教育の充実が県内に

発信できたと思っております。このような取り

組みを含め、授業の中で積極的に図書を活用す

る実践がふえてございます。 

  このように、今後も新庄市の強みを生かした

学力向上に教育委員会も積極的にかかわりなが

ら取り組んでいきたいと思います。 

  以上でございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうも、詳細な御答弁

ありがとうございました。 

  次に、最後になりますが、５点目は負担金及

び補助金についてですけれども、この負担金、

補助金というのは似たようなあれで区別があれ

なんですけれども、再建計画以前から、昨年実

施をしてニーズがふえている市単独の負担金と

か補助金は段階的に減額とか廃止、中止をして

きましたけれども、本計画は財政を勘案しなが

ら対応することでありまして、例えば少年少女

合唱団には20万円を補助し、次の年に10万円、

その次の年はゼロとしました。この負担金、補

助金の減額の方針とか考えについて、今度どの

ようになっていくのかお伺いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 市単独の負担金及び補助金に関す

ることについて、今後の方針、考え方について

お答えさせていただきます。 

  市が単独で行う負担及び補助につきましては、

事業そのものの役割や効果、公費支出による団

体支援のあり方を吟味しながら見直しを図って

まいりました。特に、財政再建計画策定前後に

おいて、個々の協議の積み重ねにより、段階的

な休止や廃止を行い、財政再建に対する市民全

体の御理解をいただきながら進めてきたところ

であります。 

  平成15年度当時の実績と今年度当初における

予算額とを比較してみますと、補助件数は45件

から34件となり、約25％の削減となっておりま

すが、金銭面では7,024万円に対し7,158万円と、

ほぼ同じ水準となっております。この間、集中

と選択を原則とした取捨選択を行ってまいりま

したが、検討の結果、補助額を一部復活した事

業や近年の行政需要に対応した新たな補助事業

の創設など、財政の制限がある中でも市民生活

の安全・安心や団体活動の活動支援に寄与する

よう、できる限り予算面で配慮しております。 

  このように、事業の選択に当たっては、時代

の変遷に対応した適切な支援を行うという考え

を基本としておりますので、単純にかつてあっ
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たものを全てもとに戻すということは非常に難

しいと考えております。 

  今後も、市単独の負担金及び補助金の運用に

ついては、全体の財政計画を踏まえながら、そ

の時点における必要性と将来の課題、効果を十

分に考慮しながら進めてまいりたいと思ってお

りますので、御理解のほどよろしくお願いいた

します。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうも、御答弁ありが

とうございました。 

  まだ時間がありますけれども、以上で自席で

の質問を終わります。御清聴ありがとうござい

ました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時３０分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 午後より、代表監査委員髙山孝治

君より欠席届が出ております。 

  それでは、休憩を解いて再開いたします。 

 

 

清水清秋議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

   （１２番清水清秋議員登壇）（拍手） 

１２番（清水清秋議員） 本会議最後の一般質問

者となりました、絆の会３人目の清水でござい

ます。ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  昼、昼食が終わって、眠気も誘うような気候

でありまして、その辺は暫時の間おつき合いを

お願いいたいと思います。 

  ことしは、本当に春から好天に恵まれまして、

私ども農家にとっては非常に恵まれた天気にな

りました。そして、田植えも一段落というとこ

ろで、田んぼも緑一色となり、その田んぼに水

が満々とたたえられ、これもひとえに最上川農

業用水整備事業のおかげではないかと、私だけ

が感謝しているものではないかと思います。本

来ならば、ことしあたりは水不足で大変懸念さ

れる年ではなかったのかと思っております。そ

ういうことを申し上げながら、私の通告の一般

質問をさせていただきます。 

  まず最初に、財政再建についてお伺いいたし

ます。 

  市の財政危機から10年余り経過した今日であ

り、この間、再建に必死になって、市長を初め

我々議会、そして市民とともに取り組んできた

ところであります。しかしながら、いまだかつ

てまだ再建という言葉が抜け切れない今日であ

り、この再建計画が平成25年度までの計画であ

るということは皆さんも御承知のとおりである

と思いますが、この再建計画がまだこれから続

けられるのか。もう10年といえば一昔、そうい

うことを踏まえて、今後の財政見通しを聞きな

がら、どういうふうな計画を立てようとしてい

るのかお聞かせいただきたいと思います。 

  26年度以降からは、財政プラン、そういうも

のも我々に示されておるわけですが、今現在24

年度の決算においては、実質公債費率13.9％、

経常収支比率が90.3％、この数字に対して私の

通告書の中では90.1％と書いておりますが、こ

れは訂正をお願いしたいと思います。そういう

状況である中で、前財政課長、退職されました

が、に質問してお聞きしたところ、経常収支比

率が80％台まで来れば、何とか財政が通常に戻

ってきたと言われるのではないかというような

こともお聞きしておりますが、果たしてこの経

常収支比率というものを80％台まで持っていく

というのは、非常に簡単ではないような気がし

ています。これをどうやって収支比率を80％台
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まで持っていこうとしているのか。その辺も考

えをお聞かせいただきたい。 

  そしてまた、財政がまだ通常に戻っていない

中で、市長は事あるごとに元気なまちづくり、

これは非常に市民にとってもそれなりに言葉と

しては受け取り方が、元気なまちづくりと提唱

されていることに対しては、市民も一緒に元気

なまちづくりをしたいなという思いであるかと

思いますが、しかしながら、いまだ市長三役は

報酬を減額されている。それはどういう物事を

我々に言おうとしているのか、ちょっと理解で

きない。 

  市長の施政方針の中でも、財政はもうほとん

ど再建がなされてきている見通しであるという

ようなことも言われている中で、市民は財政再

建という言葉はもううんざりしているのではな

いかと。私は、その中の一人でありますが、こ

うした中で、元気になるまちづくり、どうして

やれるのかなと不安になっております。やはり

財政というのは、一家に例えて申し上げれば、

やっぱり家庭の収支が思わしくない場合は元気

が本当に真から出てくるものか。そういうこと

を常々私も経験しておりますので、そういうこ

とはいち早く通常に戻したところから元気なま

ちづくりというのは始まるのではないかと、私

はそう思っております。 

  こうした財政の中で、元気なまちづくり、ま

た65周年を祝う新庄市の市制、ここにもやっぱ

り元気な祭り、そういうものが企画されておる

わけですが、市民が本当にそういうふうな気持

ちになれるのか。市長はそういう考えで、元気

なまちづくりを提唱すればみんな元気になるん

だという思いがあるかもしれませんが、本当に

市民がそういうふうな気持ちになれるのか、そ

ういうふうな思いを本当に受けとめられるのか、

その辺、市長はどう考えておられるのかお聞か

せいただきたい。 

  次に、２つ目の八向地区公民館の現状と今後

の改築についてお聞きしておきたいと思います。 

  これは、私が八向地区の出身であるから八向

地区公民館の件を題材にして質問しているかと

思われますが、それだけではないんですね。こ

の八向地区公民館、今現在活用しているあの建

物は昭和40年に建築されているそうです。今、

どのぐらいたつと思いますか。先ほど、奥山議

員の公共施設の質問に対して、総務課長もいろ

いろと説明して、30年以上が40％とかいろいろ

言っていますが、こういう建物が今現状にある

ということを本当に認識されているのか。しか

も、あの八向地区公民館の建設の話が持たれて

から、かれこれ十五、六年になるんです。その

間、何ひとつ対策が講じられていない。 

  あの当時、今26年ですから、十五、六年前と

いうと10年、そのようなときに、八向地区にお

いて、建設改築委員会、そしてその後に小委員

会とか、いろんな委員会を立ち上げて、地区民

を一生懸命話し合いを持って、建築されること

も待ち望んでやってきたことは事実であります。

そうしたことが、今現在何一つそういう対策が

講じられようとしていない。これはどういうこ

とかなと。今、いろんな公共施設が耐震計画と

か、そして老朽化した施設に新たに施設整備に

入る計画が今どんどん出てきている。そうした

ことにもかかわらず、八向地区公民館だけが、

耐震計画の年次計画すらも何もされていない。

そういう状況を見ますと、本当にあれは公共施

設であるものか疑われてもしようがないと私は

思っております。 

  そういうことを私からこういう場で質問され

るということは、どうなんでしょうか。まずは、

今の八向地区公民館、あれは本当に公共施設と

して市が考えておられるのか、お聞かせいただ

きたい。そしてまた、この後もあの施設で公民

館活動、公民館事業をやってくださいよと言わ

れるのか、その辺もお伺いしておきます。 

  私の質問は単純そのものでありますから、答
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弁を的確に行ってもらえれば時間も余りとらな

いで終わるかと思います。ひとつその辺もお察

しいただきながら、適正な答弁をお願いいたし

まして、壇上からの私の質問といたします。ど

うもありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、清水市議の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  第１点目の財政再建プランの継続及び経常収

支比率の改善につきましてお答えさせていただ

きます。 

  平成12年度以降の財政状況の急激な悪化に伴

い、多くの議論を重ねた上で、16年７月に新庄

市財政再建計画を策定し、20年12月にこれを引

き継ぐ新庄市財政再建プランを策定しておりま

す。これらの計画は、内部経費の削減と投資的

経費の抑制による公債費の減少を主な目標とし

て、25年度までの10年間において危機的な財政

状況の悪化を早期に打開しようとするものであ

りました。この間、市全体へと広がりを見せた

健全化の波はその実効性への高まりとともに市

民の多くに浸透し、市を挙げて取り組むことに

よって、計画をしのぐ成果をおさめており、計

画の本旨はほぼ達成されたものと考えておりま

す。 

  中でも、最大30.1％であった実質公債費率が

24年度決算で13.9％に、同じく最大102.6％だ

った経常収支比率が24年度決算で90.3％に改善

しております。しかしながら、当初の計画に含

まれていない学校施設耐震化や小中一貫教育校

建設などの大型事業の実施並びに国の経済対策

に伴う臨時財政対策債の増加によって、市債残

高が計画より高い数値で推移しており、また扶

助費などの伸びによって経常収支比率が90％を

超えている状況となっていることから、26年度

につきましても、これらの計画の内容を継承す

る形で財政運営を行っております。 

  このような状況の中で、市税を初めとする自

主財源の安定確保や経常的経費の抑制などによ

る経常収支比率の80％台の維持、そして計画的

な施設整備事業の実施などによる財政運営の安

定性と継続性の確保に主眼を置いた中期的な財

政計画を新たに策定し、決して後戻りすること

のないよう、財政運営の健全性を将来的に確保

していかなければならないものと考えておりま

す。 

  また、私を含め特別職三役の人件費につきま

しては、昨年度に引き続き３月議会におきまし

て、私、副市長、教育長の給料につきまして、

私が20％、副市長10％、教育長は８％の減額と

することにつきまして議案として上程し、御承

認いただいたところであります。 

  前段で申し上げましたとおり、財政的な指標

はよくなってきており、危機的状況を脱して、

今後に向けた新たな財政計画を策定しようとし

ておりますが、経常収支に見られる財政の硬直

性を考慮すると、まだまだ状況は厳しいという

ことを再認識する必要があります。そのため、

今年度につきましては、このような対応をさせ

ていただきましたが、元気なまちづくりに対す

るイメージの御懸念につきましては、ただいま

申し上げましたとおり、財政面の順調な回復を

考慮しますと大きな影響はないものと考えてお

ります。 

  来年度以降につきましては、状況を見ながら

対応してまいりたいと考えておりますが、市民

が自信と誇りを持てるまちづくりに向けて、さ

らに市のイメージアップを図ってまいりたいと

考えておりますので、御理解のほどよろしくお

願いいたします。 

  八向地区公民館の現状と今後の改築について

は、教育長から答弁させたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。
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ありがとうございました。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 公民館につきまして、私から答

弁させていただきます。 

  八向地区公民館につきましては、新築を前提

として、清水議員がおっしゃるように十数年前

から地区の方々と協議を重ねてきておりますが、

場所の選定ができないことや財政事情などから、

事業の実施ができない状況が続いております。

しかしながら、現在の八向地区公民館の建物は

かなり老朽化していることから、早急な対策が

必要になってきていると考えております。 

  地区公民館は、市民の教養の向上や健康増進

活動、老人クラブや町内会の活動など、生涯学

習の拠点としての役割を担っている重要な施設

であると認識しております。これらのことから、

地区にとってどのような施設を建てるのがよい

のか、これからの地区公民館のあり方も考慮し

ながら、平成18年２月から休止している八向地

区公民館建設促進協議会を再編し、改めて意見、

要望を整理して早急に進めてまいりたいと思っ

ておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 答弁はお聞きしました。 

  再質問させていただきますが、一つ、この経

常的経費、私から言うまでもなく、これらに当

たるものは人件費、物件費、維持費、補修費、

扶助費、補助費、公債費、こういうものが経常

的経費、確かに、人件費、これは職員も300人

を切ったということで、そういう削減をされて

きていることはわかります。ただ、扶助費とか

そういうものは、削減する方向では恐らく私は

無理だろうと。当然行政サイドだって、扶助費

の削減は、削減どころか逆に伸びているわけで

すから。だとすれば、どういうものをどういう

ふうに対策したら経常的経費が下げられるのか、

その辺をお聞きしたいんです。検討してまいり

ますではなくて、どういうふうにこれからやっ

ていくのか。そして、経常的収支比率を80％台

まで持っていく、そうしない限り、通常の財政

には戻らないと、前の財政課長が言っているん

です。そこら辺を我々に説明していただかない

と、いつまでたっても財政再建という言葉は消

えない。この辺、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

小野 享財政課長 議長、小野 享。 

小嶋冨弥議長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 ただいま、経常収支比率の改

善に向けた対応ということで、実際具体的にど

うするのかという御質問かと思います。 

  実際、清水議員が御指摘のとおり、経常収支

比率、今まで人件費、それから公債費、かなり

下げてまいりました。例えば15年度の数値と比

較しますと、いわゆる一般会計に占める人件費、

公債費の割合が41％あったわけです。これが、

現状24年度の決算では28％まで落としていると

いう状況でございます。 

  御指摘がありました扶助費でございますが、

15年当時の決算額で８％を占めておったところ、

24年度決算におきましては15％まで増加してい

るというところでございます。この傾向につき

ましては、全自治体が同様の傾向になっており

ます。いわゆる人件費を減らしながら、そして

負債も減らしながら対応している状況でござい

ますが、なかなかその扶助費の増加によって経

常収支比率がなかなかうまく改善していかない

という状況は、どの自治体も全く同様の状況で

ございます。 

  具体的にどうするかという問題に関しまして

は、今御指摘の扶助費の問題につきましては、

やはり一番で現状で大きいのが生活保護費の増

加とか、それから高齢者、そして障害者福祉施

策の充実によりまして増加しているわけでござ

いますが、そういう状況の中にあっても、一つ
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の適切な支給状況にあるのかという確認はまず

一つ必要かと思います。それはそれで一つの対

策でございますが、やはり一番大きな我々に可

能な課題としましては、やはり人件費、それか

らいわゆる公債費につきまして、なるべく縮減

の方向で進めていかなければならないだろうと

考えております。という部分につきまして、や

はり実際、人員の問題、それから給与の問題が

ございますので、やはりさらに効率性を高めな

がら進めていくということが一つの条件かと思

われます。公債費につきましても、今後新たな

事業がふえることになりますが、なるべくその

自主財源で対応できるような形で対応していか

ないと、また従前のような形の債務が非常に高

くなってしまうというふうな状況になりかねま

せんので、今後、中期財政計画を検討する中で

は、そういう対策を前提としながら取り組ませ

ていただきたいという考えでございます。 

  以上です。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） そういうふうな経常的

経費を下げる努力をしていかないと、財政が通

常に戻ってきたとは言えないということなんで

すが、これは25年度まで財政再建計画、もう25

年度の決算が９月、我々に示されるわけですが、

25年度以降、どういうふうな計画を見込んでい

るのか。まだ、収支決算が出ないからどうのこ

うの言えないということは、25年度でもう財政

再建計画は終わる。その後、26年度に今入って

いるんです。そういうことを鑑みると、我々は

どういうふうな判断をしながら行政サイドとい

ろんな事業、いろんな運用面に関しても、取り

組んでいかなければならないのか。あれだって

工面に余るでしょう。行政と議会は両輪のごと

くというような言葉が常々出てきているわけで

す。もう25年度で財政再建計画というのは、こ

こまでしか立てられていない。その辺、26年度

からどういうふうな計画でいるのか。 

  私から言えば、先ほど市長もそれ相当の財政

は立て直しができたと言っているわけですから、

もうこの辺で財政再建という言葉はもう使わな

いようにして、市民が本当にこの再建という言

葉を聞いた感じで、市民がまだ行政にいろんな

ことをお願いしたり、相談したいんだけれども

という物事が出てこないのよ。そういうことを

考えると、だから市長が言っている元気なまち

づくり、元気なと言ったら、市民がいろんなこ

とを市に相談したり、話したり、提案したりで

きる物事に行かない状況なのよ。だから、26年

度からの計画の策定をどういうふうに考えてい

るのか。それ相当に市長からここできちっと、

財政再建計画そのものは今後は考えないと、こ

れからは健全計画、財政の手綱を締めてこれか

ら向かっていくというような方向性を我々に示

してもらわないと、市民に示しがつかないです

よ、10年もやってまだ財政。行政の皆さんだっ

てプロですよ、プロ。10年かかっているんだか

ら、もう財政再建。そういうことを考えると、

今後の計画をどういうふうに考えているか、市

長からひとつ。 

小野 享財政課長 議長、小野 享。 

小嶋冨弥議長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 今まで、この10年間新庄市の

財政再建計画、そして後期は新庄市の財政再建

プランということで進めてまいりました。市長

の答弁にもございましたように、一つの成果、

確実に到達というのはまず迎えたというところ

はあるかと思います。さらに、25年度決算につ

きましては、現在取りまとめ中というところで

ございますが、数値的にも24年度までの傾向を

引き継ぎながら、ある程度の数値が出るものと

予想しております。 

  これらを今後、議会で分析していただくなり、

御意見をいただくという形になるかと思います

が、26年度以降の財政対策につきましては、１



- 101 - 

つは、名称としては現在仮称でございますが、

中期財政計画ということで、５年間を１つの区

切りの期間としまして、実際27年度から５年間

というふうな期間になるかと思われますが、そ

ういう期間の中で、名称につきましては、通常

他の市で使っておりますような中期財政計画と

いう名称を用いながら、再建なりいわゆるそう

いう言葉を使わずに、新しい時代を迎えるにふ

さわしい財政計画の名称にしていきたいという

ことが１点でございます。 

  さらに、どう進めるかという部分につきして

は、１つはやはり計画の中身の根本の問題とし

ましては、弾力性を確保した財政運営を続けた

いということでございます。それから、安定性、

継続性を図るためにいかに進めるかという対策

をその財政計画の中で具体化していきたいと考

えております。 

  ということでございますので、数値的にはま

だ明確には出せない状況にはございますが、今

までの流れを引き継ぎながら、新しい時代、活

力ある財政計画になるように今後検討を進めて

いきたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 財政課長、やはりどう

も私もさっきから再建という言葉はもういいの

ではないかということで、市民も我々も職員も

通常に我々の報酬も職員の報酬も戻してもらっ

た。ただ、三役だけがまだ削減の状況のままと。

こういうことが、我々は通常に戻った、職員も

戻った、三役は減額がいまだ続いている、そう

いう状況ではないということなんです。その辺、

まだ市長はそういうふうなことで我々議会に削

減の提案をしてきた経緯もあることはわかって

いるんですが、やはりここら辺で全体が同じテ

ーブルにつけるように、そろそろいいのではな

いかと。市民にも同じ給料が与えられるように

やった市政を行ってもらいたい。 

  何度も言いますけれども、三役だけに限った

わけではなくて、そういうふうな削減をまだや

らなければならない状態なのかというのを市民

が問いたいんです。そうしたことを考えた場合、

まだ財政が戻っていないんだから、我々だって

言いたいことを言うのを我慢しなければならな

いかなとなるでしょうよ、市民だって。そうい

う思いを考えませんか。私はそういうことを

常々思っています。だから、議会の議員の報酬

は戻しますと、職員も報酬を戻しましたよと。

片一方でそういうような物事をいまだ行ってい

る。両手で喜べる状態ではないですよ。もうそ

の時期に来ているんです。 

  こういうふうな26年度の財政も、我々に示し

た163億円余りが計上されているわけです。こ

れは、平成７、８、９年あたり、新幹線が来る

前の予算と同じなんです、160億円台というの

は。そういう状況で今あるわけですから、ぜひ

ひとつ財政再建という言葉はもう使いませんよ

というようなことを市民に示して、今後の市政

の事業並びに運営に当たっていただきたい。お

願いいたします。 

  そして、２番目のこの地区公民館に関して、

これは、経緯をずっと今さっきも語って、あと

細々とは言わなかったんですが、教育長に今答

弁してもらったんですが、いまだかつてまだそ

ういうふうな検討させてもらいますということ

が遠慮なく出てくるなと思って、不思議でなら

ないのよ。もう何年になる。そういう行政でい

いんですか。こういうことを余り言いたくない

んだけれども、そういうふうなものを新しく建

ててもらいたいから言っているんではないんで

すよ。そういうふうな行政の対応に対して、俺

は我慢できなくて質問しているんです。わかり

ますか。全く、本当に、言わなければやらない、

そういう行政でいいんですか。その辺、市長、

この公民館建設するかしないというのは、これ
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は市長サイドで建てましょうとか、教育長が建

てられるんですか、させますと手を挙げたら。

建てられるの、教育長。お聞かせいただきたい

と思います。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 八向地区公民館の改築というよ

うな部分について、社会教育施設ということで

ございますので、施設の内容等々について教育

委員会できちっといろいろ決めていくというこ

とがあるんですけれども、最終的には予算の編

成権が教育委員会にはないので、最終的には市

長の決定になるのかなと思っているところです。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 確かにそうだと思いま

すよ。これは市長の決断なんですよ。公民館活

動事業は教育委員会所属になるかもしれません

けれども、こういうハード的なものは市長サイ

ドなんですよ。そういうことを十何年間も、十

六、七年なっても、いまだかつてそういうふう

な地区民の意見を聞いて、合意を持ってやりた

いと、本当に何年前からやってきているのよ。

地区民の話なんか、本当にあれ以上でないくら

い話になっているんです。最後にはやはり行政

だって決断しなければだめでしょうよ。地区民

の人たちが財政なんかお金持っていないのよ。

そういうことをわかっているはずなんだけれど

も、一向にそういうふうな姿が見えてこないの

が今までなんです。だから、俺も時たま質問し

たことがあったんだけれども、一向に、検討し

ます、これは行政用語だと思っているんですが、

検討したら検討したらしく、やはり我々にそれ

なりに示してもらえるものだなと俺は思ってき

ている。それが一向に見えないから、今こうや

って質問させてもらっているんですけれども、

どうなんですか、これ。計画をきちっと示して

もらえるのはいつになるんですか。ちょっとお

聞かせいただきたいと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 先ほど、教育長から答弁がありま

したように、内容、その他の方向性については

教育委員会ということで、建設については行政

の市長の決定だというようなこと、教育長の言

うとおりであります。 

  このことに関しましては、私の心の中に大変

重くのしかかっている一件であるということは

議員御承知のことだと思っております。建てる

タイミングを一昨年からはかってきておりまし

て、昨年も内部で検討しましたが、正直に申し

上げまして、学校の建設等、さまざまな状況の

判断の中でストレートに指示することができな

かったということがございます。今回、清水議

員が取り上げたということでお答えするという

ことではないというふうに御理解いただきたい

と思いますが、教育委員会サイドには至急八向

地区公民館の改築のあり方について、18年度か

らとまっているものを再編し、きちっとお話を

聞いて進めるという方向でやりなさいというよ

うなことを指示させていただいたことを申し上

げておきたいと思います。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 市長からそういうふう

なことを部署には伝えられているということで

ありますので、ひとつこの件に関しては、前に

建設的に進められる方向でやっていただきたい

と思います。この件に関しては、これ以上私が

言っても行政からもらえる答弁はないかと思い

ますので、私のこの質問をぜひ重く受けとめて

もらって、この八向地区公民館の置かれている

現状、私から一々言われなくてもわかっている

でしょう。萩野地区公民館しかり勤労福祉セン

ター、そういう施設のある中で地区公民館事業

をやっているところもあれば、今から七十何年
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前の、こんなことは余り言いたくないんだけれ

ども、こんな建物で公共施設事業をやっている

ところがあるんですか。耐久性なんかあるわけ

ないよ、そんな七十何年にもなった建物、木造

で。そういうことを考えたことがあるのか。ぜ

ひ、何回も同じことを言いたくありませんので、

前向きに建設的にひとつやってもらいたい。一

言、教育長から、その辺に対して。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 先ほど答弁したとおりですけれ

ども、早急に進めてまいりたいと思っておりま

す。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 教育長からそういうふ

うな言葉もいただきましたので、私もいろいろ

言わせてもらいましたが、私の一般質問をこれ

で終わらせていただきます。どうもありがとう

ございました。 

小嶋冨弥議長 以上で、今期定例会の一般質問を

終了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 今期定例会の本会議をあす11日か

ら15日まで休会したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 異議なしと認めます。よって、今

期定例会の本会議を11日から15日まで休会し、

６月16日午前10時より本会議を開会いたします

ので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時４３分 散会 
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平成２６年６月定例会会議録（第４号） 

 

 

平成２６年６月１６日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   下  山  准  一  議員    １６番   新  田  道  尋  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 月 野 節 子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野 茂 雄 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  神 室 荘 長 武 田 清 治 

監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 正 寿  選挙管理委員会 

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 小 松   孝  農 業 委 員 会 

会 長 星 川   豊 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 浅 沼 玲 子    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 査 沼 澤 和 也  

 

議 事 日 程 （第４号） 

平成２６年６月１６日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

   （総務文教常任委員長報告） 

日程第 １ 議案第４５号新庄市市税条例等の一部を改正する条例の設定について 

 

   （産業厚生常任委員長報告） 

日程第 ２ 請願第３号手話言語法制定を求める意見書の提出についての請願 

日程第 ３ 平成２６年請願第２号労働者保護ルール改悪反対を求める意見書提出を求める請願 

 

日程第 ４ 議案第４６号平成２６年度新庄市一般会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第 ５ 議案第４７号財産の取得について 

日程第 ６ 議会案第３号手話言語法制定を求める意見書の提出について 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  欠席通告者はありません。 

  なお、代表監査委員髙山孝治君より欠席届が

出ております。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１議案第45号新庄市市税条

例等の一部を改正する条例の設定についてを議

題といたします。 

  本件に関し、総務文教常任委員長の報告を求

めます。 

  総務文教常任委員長石川正志君。 

   （石川正志総務文教常任委員長登壇） 

石川正志総務文教常任委員長 おはようございま

す。 

  私から、総務文教常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案１件

であります。 

  審査のため、６月11日午前10時より、議員協

議会室において委員８名全員出席のもと担当課

の職員の出席を求め審査を行いました。 

  議案第45号新庄市市税条例等の一部を改正す

る条例の設定については、税務課職員の出席を

求め、審査を行いました。 

  担当課より、この条例は地方税法の一部を改

正する法律が３月31日に交付されたことに伴い

必要な改正を行うもので、主な改正点として３

点ほどあります。 

  まず１点目ですが、固定資産税に関しては、

設備投資を促進し、景気の浮揚を図ることを目

的とし、特に公害や災害を防止するための施設

設備の導入を促すための優遇措置を市町村の判

断で決定できる仕組み、いわゆるわがまち特例

を新たに設定する。 

  次に２点目ですが、軽自動車税に関しては、

平成27年４月１日以降に軽自動車を新車で購入

した場合、平成28年度から新税率を適用し、そ

れ以前に登録された車両については、現行税率

のままとすること、その他の二輪や小型特殊自

動車については、平成27年度分から新税率が適

用されること、またグリーン化を進める観点か

ら、13年を経過した三輪以上の軽自動車は、お

おむね20％の重課の規定が新設されました。 

  最後に３点目ですが、地域間の税源の偏在性

を是正し、財政格差の縮小を図るという目的で、

地方税制が新設されることに伴い、法人市民税

の法人割の税率の引き下げを行うとの説明があ

りました。 

  審査に入り、委員から、固定資産税のわがま

ち特例の部分で、設備投資を促すということだ

が、軽減割合は新規、既存の両方が対象になる

のかとの質疑があり、担当課より、新規の部分

のみが対象になり、既存の分は該当しないとの

説明がありました。 

  その他質疑はなく、この議案に関して採決し

た結果、議案第45号については全員異議なく原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、総務文教常任委員会に付託されまし

た案件の審査の経過と結果について報告を終わ

ります。よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいまの総務文教常任委員長報

告に対し、質疑に入ります。 

  議案第45号新庄市市税条例等の一部を改正す

る条例の設定について質疑ありませんか。 
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１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ただいま、丁寧な総務

常任委員長の報告がありました。その中で、３

つのうちの１つについては審議がありましたと

いうことでした。そのほかはなかったというよ

うに受け取りました。 

  それで、なかった部分についてお聞きしたい

んですけれども、特に２番目の軽自動車の平成

28年度からの増税、そしてまたその他二輪や特

殊自動車は平成27年からの増税、これについて

何もなかったというこということなんですが、

軽自動車のこれらの市民の中での利用状況とい

うのは、新車購入の約４割になっていると思わ

れるんです。それほど重大な乗り物というか、

市民が足として使っているそういう重要な交通

機関に対して、増税することについて何も審議

がないというのはどういうことだったんでしょ

うか。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 先ほど委員長報告

の中でも申し上げたとおり、この条例は地方税

法の一部を改正する法律が３月31日に交付され

たことに伴い必要な改正を行うものでございま

すので、報告のとおりその他の質疑はございま

せんでした。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 何もなかったというこ

とですが、ではなぜ軽自動車と二輪と特殊車両

の増税というふうになったか、その理由につい

ては課長などからお聞きになったんでしょうか。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 同じ答弁になって

恐縮ですが、その他の質疑はございませんでし

た。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 実は、この軽自動車と

かの増税というのは、自動車業界の要望に応え

て、自動車取得税を減税、廃止して、その減収

のツケを軽自動車税の増収で賄うと、こういう

狙いでやられたということでございます。 

  消費税増税に加えて、軽自動車というのは、

この新庄で考えてみましても、バスなどがない、

あるいは公共交通機関がないということで、非

常に重要な手足になっているわけです。また、

仕事上の大事な乗り物になっているわけなんで

す。これらが、税金が安い、あるいは購入のと

きに安いということで、所得が少ない当新庄市

においては特に大事なものだったんです。それ

が増税になるということは、消費税増税に加え

て庶民にとっては大変な痛手になるというふう

に捉えています。そういったことについての審

議がなく、ただ上から来て、そのまま法が改正

になったから改正するんだという、ただ賛成す

るだけ、審議はなし。どういう理由からなった

か、市民への影響、こういうことについて話し

合わなかったことについては、私は常任委員会

としては足りなかったと思いませんかと思うん

ですが、どうですか。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 先ほどの委員長報

告のとおり、全員異議なく原案どおり可決すべ

きものと決しました。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討
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論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第45号新庄市市税条例等の一部を改正す

る条例の設定については、委員長報告のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第45号については、委員長報告のとおり

に決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第45号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第２請願第３号手話言語法制

定を求める意見書の提出についての請願及び日

程第３平成26年請願第２号労働者保護ルール改

悪反対を求める意見書提出を求める請願の２件

を一括議題といたします。 

  本件に関し、産業厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  産業厚生常任委員長奥山省三君。 

   （奥山省三産業厚生常任委員長登壇） 

奥山省三産業厚生常任委員長 おはようございま

す。 

  それでは、私から、産業厚生常任委員会の審

査の経過と結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、請願１件

です。また、継続審査の請願が１件ございます。 

  審査のため、６月12日午前10時より、議員協

議会室において委員９名全員出席のもと審査を

行いました。 

  初めに、請願第３号手話言語法制定を求める

意見書の提出についての請願については、請願

の紹介議員の出席を求め、審査を行いました。

また、説明員として、成人福祉課の職員の出席

を求め、手話についての現状を伺いました。 

  審査において、委員から、市内の聴覚障害者

の人数や手話の資格などについての質問があり

ましたが、その他異議を唱える発言などはなく、

採決の結果、請願第３号については全員異議な

く原案のとおり採択すべきものと決しました。 

  次に、継続審査となっている平成26年請願第

２号労働者保護ルール改悪反対を求める意見書

提出を求める請願について審査を行いました。 

  審査において委員から、ホワイトカラー・エ

グゼンプションというのは、残業代ゼロという

ことで反対すべきだという意見があり、これに

対して、残業代ゼロというのは年収1,000万円

以上の者とする方針であり、誤解を招くことの

ないようにしなければならないという意見が出

されました。 

  また、委員から、労働形態に問題があり、若

い人の自殺者がふえている傾向にあるため、願

意を優先して市議会として意見書を出すべきだ

という意見がある一方で、この請願の文書は、

労働組合などの自分と志を同じにする仲間の前

でアジテーション、アジテーションというのは

強い調子の文章などによって人々の気持ちをあ

おり、ある行動を起こすようにしむけることを

いいますが、アジテーションするのにはいい文

章だが、新庄市議会として議長名で意見書を出

すような文書ではないといった意見が出されま

した。 

  その他委員間で討議を行い、採決の結果、請

願第２号については、賛成少数で不採択すべき

ものと決しました。 

  以上で、産業厚生常任委員会に付託されまし

た案件の審査の経過と結果についての報告を終
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わります。よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。 

  初めに、請願第３号手話言語法制定を求める

意見書の提出についての請願について質疑を行

います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第３号手話言語法制定を求める意見書の

提出についての請願は、委員長報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第３号は委員長報告のとおり採択されまし

た。 

  次に、平成26年請願第２号労働者保護ルール

改悪反対を求める意見書提出を求める請願につ

いての質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 反対ですか、賛成ですか。佐藤議

員、継続審査に対してのあれですよ。不採択で

はなくて、継続審査に対してのあれですので…

…。 

  暫時休憩します。 

 

     午前１０時１７分 休憩 

     午前１０時１８分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  少数意見の留保をしておりませんので、討論

はできません。 

  ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  ここで暫時休憩いたしします。 

 

     午前１０時１９分 休憩 

     午前１０時２０分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  平成26年請願第２号労働者保護ルール改悪反

対を求める意見書提出を求める請願について、

委員長報告は不採択でありますが、平成26年請

願第２号については、原案のとおりに採択する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立少数であります。よって、平

成26年請願第２号は不採択とすることに決しま

した。 

 

 

日程第４議案第４６号平成２６年

度新庄市一般会計補正予算（第１

号） 
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小嶋冨弥議長 日程第４議案第46号平成26年度新

庄市一般会計補正予算（第１号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第46号平成26年度新庄市一般会計補正予

算（第１号）は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第46号は原案のとおり可決されました。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時２５分 休憩 

     午前１０時４４分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程の追加 

 

 

小嶋冨弥議長 追加案件が出ておりますので、議

会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について御報告

いたします。 

  本日午前10時27分から、議員協議会室におい

て議会運営委員６名出席のもと、執行部から副

市長、関係課長並びに議会事務局職員の出席を

求めて議会運営委員会を開催し、本日の本会議

における議事日程の追加について協議をいたし

たところであります。 

  協議の結果、議案第47号財産の取得について

及び議会案第３号手話言語法制定を求める意見

書の提出についての議案１件、議会案１件の計

２件を本日の議事日程に追加していただくこと

にいたしました。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。よろしくお

願いします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告のありまし

たとおり、議案１件及び議会案１件の計２件を

本日の議事日程に追加することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案１件及び議会案１件の計２件を本日の議事

日程に追加することに決しました。 

  ここで、追加日程を配付するため、暫時休憩

いたします。 

 

     午前１０時４６分 休憩 

     午前１０時４８分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第５議案第４７号財産の取得

について 
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小嶋冨弥議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第５議案第47号財産の取得についてを議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第47号財産の取得

について御説明申し上げます。 

  本案は、ロータリー除雪車１台を取得するに

当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定により

提案するものであります。 

  内容といたしましては、取得金額2,154万

6,000円で、新庄市大字福田字福田山711番69、

株式会社ＫＣＭＪ山形営業所、所長遠藤和男氏

から取得するものであります。 

  以上、御審議をいただき、御決定くださるよ

うお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第47号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第47号については委員会への付託を省略す

ることに決しました。 

  それでは、ただいま説明のありました議案第

47号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第47号財産の取得については原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第47号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第６議会案第３号手話言語法

制定を求める意見書の提出につい

て 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第６議会案第３号手話言語法

制定を求める意見書の提出についてを議題とい

たします。 

  提出者の説明を求めます。 

  産業厚生常任委員長奥山省三君。 

   （奥山省三産業厚生常任委員長登壇） 

奥山省三産業厚生常任委員長 それでは、議会案

第３号手話言語法制定を求める意見書の提出に

ついて、上記の議案を別紙のとおり、会議規則

第14条第２項の規定により提出します。平成26

年６月16日。新庄市議会議長小嶋冨弥殿。提出

者、新庄市議会産業厚生常任委員会委員長奥山

省三。 

  別紙をお開き願います。 

  手話言語法制定を求める意見書。 

  手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体

などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法

体系を持つ言語である。手話を使う人たちにと

って、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大

切な情報獲得とコミュニケーションの手段とし
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て大切に守られてきた。 

  しかしながら、聾学校では手話は禁止され、

社会では手話を使うことで差別されてきた長い

歴史があった。 

  平成18年12月に採択された国連の障害者権利

条約には、「手話は言語」であることが明記さ

れている。 

  障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国

内法の整備を進め、平成23年８月に成立した改

正障害者基本法では「全て障害者は、可能な限

り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通の

ための手段についての選択の機会が確保され

る」と定められた。 

  また、同法第22条では国・地方公共団体に対

して情報保障施策を義務づけており、手話が音

声言語と対等な言語であることを広く国民に広

め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で

学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語

として普及、研究することのできる環境整備に

向けた法整備を国として実現することが必要で

あると考える。 

  よって、国においては、下記事項を講ずるよ

う強く求めるものである。 

  記。手話が音声言語と対等な言語であること

を広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身

につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さら

には手話を言語として普及、研究することので

きる環境整備を目的とした手話言語法（仮称）

を制定すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により、意見

書を提出する。 

  提出先は、内閣総理大臣宛て、総務大臣宛て、

厚生労働大臣宛て。 

  以上です。よろしくお願いします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第３号手話

言語法制定を求める意見書の提出については、

産業厚生常任委員会提出の議会案でありますの

で、会議規則第37条第２項の規定により委員会

への付託を省略し、直ちに質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第３号手話言語法制定を求める意見書

の提出については原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第３号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

小嶋冨弥議長 ここで、市長より御挨拶がござい

ます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、６月議会の最終日に当

たりまして、一言御礼の言葉を申し上げたいと

思います。 

  この議会が始まりまして、途中一昨日になる

わけですけれども、市制65周年の記念式典を開

催することができました。これもひとえに議員

の皆様方の御指導、御支援のたまものと深く感

謝申し上げたいと思います。 



- 114 - 

  会議の議会の冒頭、消滅する自治体というよ

うな言葉がございました。896自治体という日

本創成会議の話が出ましたが、全国市長会にお

きましても、大変大きな話題となっています。

今後のまちづくりということが将来に向けた基

本的な自治体としてのあり方ということを今本

当に真剣に、考えてきていなかったわけではな

いですけれども、さらに自治体間の競争が始ま

るんだろうなと思っております。 

  さらには、農協改革ということで、非常に地

域また農業を基盤とするこの地域にとっても大

変大きな課題を背負い込んだなと思っています。

この背景には、社会が成熟化し豊かになると人

口が少なくなるという過去のデータのとおりに

なりつつあると言われております。世界は人口

暴発、既に70億人、あるいは100億人がこの地

球上の限界であろうというようなことも言われ

ていますが、逆に人口が少ないところでの生活

のあり方ということも北欧、あるいはヨーロッ

パの一部の生き方を学ぶべきではないかという

お話もあります。これほどに大きな非常に世界

的な規模の中で日本があるんだなというふうに

思っております。 

  残念ながら、ワールドカップでは逆転負けを

したわけですけれども、山形ＤＣ、ワールドカ

ップ、さまざまな形でグローバル社会にどうこ

の地域も対応していくかということもとても大

事なことなのかなと思っています。 

  平成26年度最初の６月議会ということで、今

後１年間、我々執行部、気を引き締めながら皆

様から頂いた御意見、御指導を胸にしながら市

民が元気になるまちづくりに取り組んでまいり

たいと思っておりますので、今後とも御指導、

御支援のほどお願い申し上げまして、６月議会

最後に当たりましての御礼の言葉とさせていた

だきます。まことにありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 以上をもちまして、平成26年６月

定例会の日程を全て終了いたしましたので閉会

といたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午前１１時００分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  小 嶋 冨 弥 

 

   会議録署名議員  石 川 正 志 

 

    〃    〃   遠 藤 敏 信 
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平成２６年７月臨時会会議録 

 

 

平成２６年７月７日 月曜日 午前１０時００分開会 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   下  山  准  一  議員    １６番   新  田  道  尋  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

教 育 長 武 田 一 夫  総 務 課 長 野 崎   勉 

総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一  財 政 課 長 小 野   享 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  主 査 川 又 秀 昭 

主 査 沼 澤 和 也    

 

議 事 日 程 

平成２６年７月７日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 新庄市農業委員会委員の推薦について 



- 2 - 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程のほか 

日程第 ４ 議会案第４号新庄市農業委員会委員の推薦について 
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開      会 

 

小嶋冨弥議長 ただいまの出席議員は18名でござ

います。 

  欠席通告者はありません。 

  それでは、これより平成26年７月新庄市議会

臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において佐藤義一君、小関 淳君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  去る６月30日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、議会事務

局職員の出席を求め議会運営委員会を開催し、

本日招集されました平成26年７月臨時会の運営

について協議をいたしたところであります。 

  会期につきましては、このたびは農業委員会

等に関する法律第12条第２項による新庄市農業

委員会委員の推薦依頼についてでありますので、

本日７月７日、１日と決定いたしました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。

よろしくお願いします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日７月７日、

１日にしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は７月７日、１日と決しました。 

 

 

日程第３新庄市農業委員会委員の

推薦について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第３新庄市農業委員会委員の

推薦についてであります。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時０４分 休憩 

     午前１０時１６分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程の追加 

 

 

小嶋冨弥議長 追加案件が出ておりますので、議

会運営委員長の報告を求めます。 
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  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について御報告

いたします。 

  本日午前10時13分から、議員協議会室におい

て議会運営委員６名出席のもと、議会事務局職

員の出席を求めて議会運営委員会を開催し、本

日の臨時会における議事日程の追加について協

議をいたしたところであります。 

  協議の結果、議会案第４号新庄市農業委員会

委員の推薦についての議会案１件を本日の議事

日程に追加していただくことにいたしました。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。よろしくお

願いします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告のありまし

たとおり、議会案１件を本日の議事日程に追加

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案１件を本日の議事日程に追加することに

決しました。 

  ここで、追加日程を配付するため暫時休憩い

たします。 

 

     午前１０時１７分 休憩 

     午前１０時２０分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第４議会案第４号新庄市農業

委員会委員の推薦について 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第４議会案第４号新庄市農業委員会委員

の推薦についてを議題といたします。 

  地方自治法第117条の規定により、清水清秋

君の退席を求めます。 

   （１２番清水清秋議員退席） 

小嶋冨弥議長 提出者の説明を求めます。 

  小関 淳君。 

   （１３番小関 淳議員登壇） 

１３番（小関 淳議員） 新庄市農業委員会委員

の推薦について。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第１項の規定により提出いたします。平成26年

７月７日。新庄市議会議長小嶋冨弥殿。提出者、

新庄市議会議員小関 淳。賛成者、新庄市議会

議員佐藤卓也、石川正志、奥山省三、下山准一。 

  別紙 

   新庄市農業委員会委員の推薦について 

  次の者を新庄市農業委員会委員に推薦する。 

           記 

  住 所 新庄市大字本合海373番地内14号 

  氏 名 清 水 清 秋 

           昭和23年９月14日生 

  提案の理由 

  農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第

88号）第12条第２号の規定により、委員となる

べき学識経験者１名を推薦しようとするもので

ある。 

  以上、よろしくお願いします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第４号は、

会議規則第37条第３項の規定により委員会への

付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。 
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  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第４号は直ちに採決することに決しまし

た。 

  これより採決いたします。 

  議会案第４号新庄市農業委員会委員の推薦に

ついては、原案のとおりに決することに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第４号は原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩いたします。 

   （１２番清水清秋議員復席） 

 

     午前１０時２４分 休憩 

     午前１０時２５分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  それでは、清水清秋君を新庄市農業委員会委

員に推薦することに決しましたので、登壇の上、

御挨拶をお願いいたします。 

   （清水清秋農業委員会委員登壇） 

清水清秋農業委員会委員 このたびの農業委員任

期満了に伴う改選に伴いまして、議会から私を

御推薦いただきましたことに心から感謝申し上

げたいと思います。 

  今は、本当に農業情勢、また組織改革という

ことで、農協あるいは農業委員会、大きく改革

されようとしている環境であります。そういう

中で、やはり農業を、現場から声を出していけ

る感覚で、議会を代表いたしまして、農業委員

会に声を出していきたいと思っております。 

  そうしたことで、農業委員の任期は３年であ

りますが、我々の改選が来年春にあります。あ

とわずか１年足らずとなっておりますが、精い

っぱい農業委員として頑張っていきますので、

よろしく御指導、御協力のほどをお願い申し上

げまして、私、推薦されました清水清秋、心か

ら御礼申し上げまして、御挨拶とさせていただ

きます。どうもありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 それでは、よろしくお願い申し上

げます。 

 

 

閉      会 

 

 

小嶋冨弥議長 以上で、今期臨時会の日程は全部

終了いたしましたので閉会といたします。 

  本日はどうも御苦労さまでした。 

 

     午前１０時２７分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  小 嶋 冨 弥 

 

   会議録署名議員  佐 藤 義 一 

 

    〃    〃   小 関   淳 
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平成２６年９月定例会会議録（第１号） 

 

 

平成２６年９月９日 火曜日 午前１０時００分開会 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   下  山  准  一  議員    １６番   新  田  道  尋  議員 

 １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

 １７番   山  口  吉  靜  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 月 野 節 子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野 茂 雄 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  神 室 荘 長 武 田 清 治 
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監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 正 寿 

選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 松   孝 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 査 沼 澤 和 也 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２６年９月９日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 報告第７号一般財団法人新庄市体育協会の経営状況の報告について 

日程第 ５ 報告第８号新庄市土地開発公社の経営状況の報告について 

日程第 ６ 報告第９号平成２５年度新庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

日程第 ７ 諮問第３号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 ８ 議案第４８号新庄市教育委員会委員の任命について 

日程第 ９ 議会案第５号新庄市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

 

   (一括上程、提案説明、総括質疑) 

日程第１０ 議案第４９号新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の設定について 

日程第１１ 議案第５０号新庄市保育の必要性の認定に関する条例の設定について 

日程第１２ 議案第５１号新庄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の設定に

ついて 

日程第１３ 議案第５２号新庄市放課後児童クラブ施設設置条例の設定について 

日程第１４ 議案第５３号新庄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

設定について 

日程第１５ 議案第５４号市道路線の認定について 

日程第１６ 議案第５５号平成２５年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１７ 議案第５６号平成２５年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１８ 議案第５７号平成２５年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１９ 議案第５８号平成２５年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
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日程第２０ 議案第５９号平成２５年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２１ 議案第６０号平成２５年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２２ 議案第６１号平成２５年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２３ 議案第６２号平成２５年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第２４ 議案第６３号平成２５年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

日程第２５ 決算特別委員会の設置 

日程第２６ 議案、請願の決算特別委員会、各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第２７ 議案第６４号平成２６年度新庄市一般会計補正予算（第２号） 

日程第２８ 議案第６５号平成２６年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２９ 議案第６６号平成２６年度新庄市交通災害共済事案特別会計補正予算（第１号） 

日程第３０ 議案第６７号平成２６年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第３１ 議案第６８号平成２６年度新庄市農業集落排水事案特別会計補正予算（第１号） 

日程第３２ 議案第６９号平成２６年度新庄市営農飲雑用水事案特別会計補正予算（第１号） 

日程第３３ 議案第７０号平成２６年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第３４ 議案第７１号平成２６年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

日程第３５ 議員派遣について 

 

本日の会議に付した事件  

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名でございます。 

  欠席通告者は山口吉靜君の１名です。 

  これより平成26年９月新庄市議会定例会を開

会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第１号）によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において奥山省三君、清水清秋君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  去る９月２日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました平成26年９月定例会の運営について協

議をいたしたところでございます。 

  初めに、執行部から招集日を含め提出議案等

についての説明を受け、協議を行った結果、会

期につきましては、お手元に配付してあります

平成26年９月定例会日程表のとおり、本日から

９月22日までの14日間に決定いたしました。ま

た、会期中の日程につきましても日程表のとお

り決定いたしましたので、よろしくお願い申し

上げます。 

  なお、このたび提出されます案件は、報告３

件、諮問１件、議案７件、議会案１件、平成25

年度決算の認定等９件、補正予算８件、請願３

件の計32件であります。 

  案件の取り扱いにつきましては、本日、報告

３件の後、諮問第３号及び議案第48号につきま

しては、提案説明をいただき、委員会の付託を

省略して本日の本会議において審議をお願いい

たします。 

  議案第49号から議案第63号までの議案15件に

ついて、本日、本会議に上程し、提案説明の後、

平成25年度決算の認定等９件を除いた議案６件

につきましては、総括質疑を受け、常任委員会

に付託をし、審査をしていただきます。平成25

年度決算の認定等９件につきましては、本日、

全議員で構成する決算特別委員会を設置してい

ただき、同委員会に付託をして審査をしていた

だきます。 

  議案第64号から議案第71号までの補正予算８

件につきましては、本日は提案説明のみにとど

め、委員会への付託を省略して、９月22日最終

日の本会議において審議をお願いいたします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は７名であります。よ

って、１日目４名、２日目３名に行っていただ

きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

て１人50分以内といたします。質問者並びに答
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弁者の御協力を特にお願いいたします。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。よろしくお

願いします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から９月

22日までの14日間にいたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は９月９日から９月22日までの14日間と決

しました。 

 

平 成 ２ ６ 年 ９ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第１日 ９月９日 火 

本 会 議 議 場 午前 1 0時 

開会。行政報告。報告（３件）の説

明。諮問（１件）の上程、提案説

明、採決。人事案件（１件）の上

程、提案説明、採決。議会案（１

件）の上程、提案説明、質疑、討

論、採決。議案（６件）及び決算

（９件）の一括上程、提案説明、総

括質疑。決算特別委員会の設置。議

案、請願の決算特別委員会、各常任

委員会付託。補正予算（８件）の一

括上程、提案説明。 

決 算 

特別委員会 
議 場 

本 会 議 

終 了 後 
正副委員長の互選 

第２日 ９月10日 水 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 髙橋富美子、伊藤 操、小関 淳 

 山口吉靜の各議員 

第３日 ９月11日 木 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 佐藤悦子、奥山省三、石川正志の

各議員 

第４日 ９月12日 金 常任委員会 

総 務 文 教 

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託請願の審査 

第５日 ９月13日 土 
休      会  

第６日 ９月14日 日 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第７日 ９月15日 月 休      会 （敬老の日） 

第８日 ９月16日 火 常任委員会 

産 業 厚 生 

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託議案、請願の審査 

第９日 ９月17日 水 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前 1 0時 

平成２５年度一般会計及び特別会計

決算の審査、水道事業会計利益の処

分及び決算の審査 

第10日 ９月18日 木 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前 1 0時 

平成２５年度一般会計及び特別会計

決算の審査、水道事業会計利益の処

分及び決算の審査 

第11日 ９月19日 金 休      会 （本会議準備のため） 

第12日 ９月20日 土 
休      会  

第13日 ９月21日 日 

第14日 ９月22日 月 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

決算特別委員長報告、採決。各常任

委員長報告、質疑、討論、採決。補

正予算（８件）の質疑、討論、採

決。 

 

 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第３市長の行政報告をお願い

します。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、平成26年度新庄まつりについて御

報告申し上げます。 

  本年の新庄まつりの入れ込み客数は、昨年と

比べると5,000人減となる52万5,000人となりま

した。３日間とも天候に恵まれ、国内最大の観

光キャンペーンである山形デスティネーション

キャンペーンの効果や、テレビ、ラジオなどの

ＰＲ、３年を迎えしっかり定着した燦踊祭など

が人手につながりましたが、祭り期間中の休日

が日曜日のみだったことによる曜日配列の影響

が大きく、全体では微減となりました。 

  24日の宵まつりは約1,000席ふやしたアビエ

スの有料観覧席も完売し、沿道には昨年以上の

人出があり、過去最高の22万人となりました。

25日の本まつりは平日のため客足が伸びず、昨

年より２万人減の15万5,000人でありました。

26日の後祭りは、燦踊祭に新たに招聘いたしま

した秋田竿灯まつりが人を呼び、前年を5,000

人上回る15万人となりました。 

  新庄まつりは交流人口拡大に向けた最大の資

源でありますので、来年の新庄まつり260年祭、

再来年のユネスコ無形文化遺産登録を見据え、

今後も情報発信を強化し、知名度向上に努めて

まいりたいと思います。 

  以上、報告とさせていただきます。 
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日程第４報告第７号一般財団法人

新庄市体育協会の経営状況の報告

について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第４報告第７号一般財団法人

新庄市体育協会の経営状況の報告についてを議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第７号一般財団法人新庄市体

育協会の経営状況の報告について御説明申し上

げます。 

  この経営状況の報告は、地方自治法第243条

の３第２項の規定によりまして、議会に報告す

るものでございます。 

  平成26年度事業計画及び予算につきましては、

去る３月26日に市体育協会の平成25年度第２回

臨時評議会におきまして承認されたものでござ

います。 

  市体育協会は、スポーツ振興に寄与する事業

を総合的に推進するために、４月に新庄市施設

振興公社と組織統合したことに伴い、これまで

施設振興公社が行ってきた施設の管理業務など

も継承して実施しております。 

  平成26年度の予算としましては、お手元の予

算書２ページ目にありますとおり、市民の健康

増進に資するスポーツの普及振興を推進すると

ともに、指定管理者としてスポーツ施設等の管

理を行うため、総額１億2,770万円の予算を計

上しております。 

  なお、詳細につきましては、後ほど予算書を

ごらんいただきたいと思います。 

  以上、市体育協会の経営状況の報告とさせて

いただきます。 

小嶋冨弥議長 本件は地方自治法第243条の３第

２項の規定による報告でありますので、御了承

願います。 

 

 

日程第５報告第８号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第５報告第８号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 続きまして、報告第８号新庄市土

地開発公社の経営状況について御報告申し上げ

ます。 

  この経営状況の報告は、地方自治法第243条

の３第２項の規定によりまして、議会に報告す

ることになっております。 

  平成25年度新庄市土地開発公社の決算でござ

います。 

  この決算につきましては、去る５月21日に公

社監事による監査を行い、５月28日の理事会に

おきまして御承認いただいております。 

  平成25年度の事業につきましては、平成24年

度より販売を開始しました小檜室２期地区にお

ける５区画の宅地分譲のうち、残りの３区画に

ついて販売促進に努めましたが、新規の契約締

結までには至りませんでした。 

  しかし、今年度に入り、購入の申し込みによ

る１件の契約が成立しており、昨年度の広告宣

伝の効果は確実に上がっているものと考えてお

ります。 

  今後も引き続き広告宣伝しながら、販売促進

に努めていく予定でございます。 

  平成25年度の当期損益につきましては、新た

な事業収益はなく、販売費及び一般管理費の支



- 14 - 

出があるために、77万3,039円の損失となって

おります。 

  なお、お手元の決算書の１ページから９ペー

ジまでが事業報告及び決算の内容であり、10ペ

ージ以降につきましては、決算附属明細書を記

載しておりますので、後ほどごらんいただきた

いと存じます。 

  以上、平成25年度新庄市土地開発公社の決算

についての報告とさせていただきます。 

  どうぞよろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 本件は地方自治法第243条の３第

２項の規定による報告でありますので、御了承

願います。 

 

 

日程第６報告第９号平成２５年度

新庄市健全化判断比率及び資金不

足比率の報告について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第６報告第９号平成25年度新

庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第９号平成25年度

新庄市健全化判断比率及び資金不足比率につい

て御説明申し上げます。 

  本比率につきましては、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律に基づき、監査委員の意

見を付して議会に報告し、市民に対して公表す

ることとなっているものであります。 

  初めに、健全化判断比率についてであります

が、実質赤字比率、連結実質赤字比率は、前年

度同様、全ての会計が黒字決算でありましたの

で数値はございません。 

  実質公債費比率につきましては、前年度より

1.5ポイント改善の12.4％でございました。平

成21年度に早期健全化基準の25％、平成23年度

には起債の許可を要する基準の18％を下回るな

ど順調に改善されております。前年度の県内13

市の中では中位の比率となっておりましたので、

今年度も同程度の順位になるものと思われます。 

  将来負担比率につきましては、85.0％となり、

前年度の100.6％より15.6ポイント改善してお

ります。 

  これらの数値についても、前年度は県内13市

の中では中位の比率となっておりましたので、

今年度も同程度の順位になるものと思われます。 

  次に、資金不足比率についてでありますが、

繰り出し基準に基づき一般会計から適正に繰り

出しを行っておりますので、全ての特別会計で

不足額はございませんでした。 

  算定結果は以上でございまして、財政再建プ

ランに基づき順調に改善されております。 

  以上で健全化判断比率及び資金不足比率の報

告とさせていただきます。 

  よろしくお願いします。 

小嶋冨弥議長 本件は地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項

の規定による報告でありますので、御了承願い

ます。 

 

 

日程第７諮問第３号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることに

ついて 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第７諮問第３号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることについてを議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 
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山尾順紀市長 それでは、諮問第３号人権擁護委

員の推薦につき意見を求めることについて御説

明申し上げます。 

  御提案申し上げますのは、平成26年12月31日

をもって任期満了となります本市の人権擁護委

員１名につきまして、山形地方法務局長より候

補者の推薦依頼がありましたので、その推薦に

当たり、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

より議会の意見を求めるものであります。 

  推薦する方は、今回新たに推薦する方として、

大場和正さんであります。参考といたしまして

経歴を添付しておりますが、人権擁護委員とし

て人格、識見から適任の方であると存じますの

で、御審議いただき、御意見を賜りますようお

願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました諮問第３号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第３号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  諮問第３号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについては、これに同意することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第３号はこれに同意することに決しました。 

 

 

日程第８議案第４８号新庄市教育

委員会委員の任命について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第８議案第48号新庄市教育委

員会委員の任命についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第48号新庄市教育

委員会委員の任命について御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市教育委員会委員５名の方のう

ち２名の方が平成26年９月30日をもって任期満

了となりますことから、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第４条第１項の規定により、

御提案申し上げるものであります。 

  任命する方は、引き続き阿部浩悦氏と小山貞

子氏であります。参考といたしまして経歴を添

付しておりますが、市の教育行政を推進してい

ただく上で、まことにふさわしい方々であると

存じます。御審議いただき、御同意賜りますよ

うお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま報告のありました議案第48号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第48号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第48号新庄市教育委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第48号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時２１分 休憩 

     午前１０時２４分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第９議会案第５号新庄市議会

会議規則の一部を改正する規則の

制定について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第９議会案第５号新庄市議会

会議規則の一部を改正する規則の制定について

を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  小関 淳君。 

   （１３番小関 淳議員登壇） 

１３番（小関 淳議員） 議会案第５号新庄市議

会会議規則の一部を改正する規則の制定につい

て。 

  地方自治法第112条及び会議規則第14条第２

項の規定により御提出申し上げます。 

  提出者は、私、議会運営委員会委員長小関 

淳でございます。 

  改正の理由でございますが、議案末尾に記載

してありますとおり、当議会において、これか

ら行う議場改修に際しまして、電子表決システ

ムを導入することに伴い、必要な改正を行うも

のであります。 

  改正の内容といたしましては、現在、可否を

認定する際は、起立による表決を行っておりま

すが、これを賛成または反対のボタンを押させ

ることにより可否を認定することもできるよう

にするものでございます。 

  施行月日につきましては、12月定例会から実

施できるように、平成26年12月５日とするもの

でありますが、実際にいつから導入するかにつ

きましては、今後議会運営員会等で協議の上決

定していくものでございます。 

  以上、御審議いただき、御決定くださいます

ようよろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第５号新庄

市議会会議規則の一部を改正する規則の制定に

ついては、会議規則第37条第２項の規定により

委員会への付託を省略したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第５号は委員会への付託を省略すること

に決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） まず、お金はどのぐら

いこの改修費用に当たってかかるのかというこ

とを１点お聞きします。 

  ２点目は、この電子表決システムを導入する

理由は何なのかということでお聞きします。 

  それから、３つ目はどちらにするのか。起立

にするのか、電子システムにするのか、その判

断は議長かと思いますが、どういう理由から分

けることができるのか。 

  あと４つ目ですけれども、市民にわかりやす

い議会にというのが議会改革の重要な柱だと思
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います。それで、インターネット放送などもや

っているわけなんですが、市民にわかりやすく

する方法として、電子システムになりますとわ

かりにくくならないのか。その点についてお聞

きします。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 予算につきましては、

確保しております。 

  あと、なぜシステムを導入するのかというこ

とにつきましては、議会で昨年12月に議会基本

条例を制定いたしました。その内容というのは、

その趣旨というのは、市民とともに歩む議会、

市民に開かれた議会ということでございますの

で、そのシステムを導入することにより、より

明確に市民の皆様に議会の可否がわかるように

ということで導入を進めたものでございます。 

  可否ということが明確にわかるというシステ

ムでございますので、それよりいいものはない

かと思いますが、あとは何でしたっけ。 

  はい、そのように進めたシステムでございま

す。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 予算の確保はされてい

るということですが、どのぐらいになるという

ふうに見ておられるのかということ、もう一度

お願いしたいと思います。 

  それから、基本条例の趣旨については、市民

に開かれた議会にというのは、私もそのことに

ついては大いに賛成です。本当に開かれたもの

になるのか、その実際について、電子システム

というのが、もし傍聴とかをしていれば、誰が

立ったとかとわかるわけです、賛成とか反対と

か。あと、インターネットで中継されていれば、

佐藤悦子がとか、誰議員がとか、立っている人

がわかるわけです。それが、インターネット中

継されたり、傍聴したりしている市民にどのよ

うに可否がはっきりわかるのか。その点につい

てお願いしたいと思います。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 私からは、予算措置等につい

て、事務的な部分を答弁させていただきますが、

このたびの議場改修につきましては、当初予算

の中で1,600万円程度だったと思いますが、議

場のシステム全体の見直しということもありま

して、この投票システムばかりではございませ

ん。モニターから始まりまして、内部の機械配

線等これらにつきましての予算措置が1,600万

円ほど計上されてございます。その中で、この

たびの入札というような形で決定させていただ

いたところでございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） どのように市民にわか

りやすく開かれたということになるのか。その

場で傍聴した人にどのようにわかるのか。また、

インターネット中継を見ている人が誰が立った

か立たないかわかるのか。こう見ている人は、

人が立つとか単純なことで今まではわかったわ

けです。それがどこにあらわれて出てくるのか

というのは大きく見えるのか。人が立つぐらい

大きく見えるのか、わかるのかということで、

市民に開かれたものと本当に言えるのか。そこ

をお聞きしたいんです。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 佐藤議員も議会改革に

ある程度賛同いただいて、わかりやすい議会、

市民に寄り添う議会を目指していらっしゃると

思いますので、このシステムについては非常に、

先ほども申し上げましたように、よりわかりや

すくなるシステムだということで導入をさせて

いただこうと思っております。御理解をよろし
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くお願いします。 

小嶋冨弥議長 それは両方できるような改正だと

いうような説明があったのではないですか。取

り入れるか取り入れないかは、今後検討しなが

ら議会運営委員会に諮るという委員長の報告を

聞いていませんでしたか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第５号新庄市議会会議規則の一部を改

正する規則の制定については、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第５号は原案のとおり可決されました。 

 

 

  議案１５件一括上程 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第10議案第49号新庄市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の設定についてから日

程第24議案第63号平成25年度新庄市水道事業会

計利益の処分及び決算の認定についてまでの15

件を会議規則第35条の規定により一括議題とい

たしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第49号新庄市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の設定についてから議案第63号平成25年度新

庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついてまでの15件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第49号新庄市特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の設定についてから

議案第53号新庄市放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の設定に

ついて５議案につきましては、来年４月から始

まる予定の子ども・子育て支援制度に関連する

議案でございますので、一括して御説明申し上

げます。 

  今回提案いたします５議案のうち、議案第52

号以外の４議案につきましては、子ども・子育

て支援新制度に関連する法令で、その整備が義

務づけられているものであります。 

  初めに、議案第49号新庄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の設定についてでございますが、

平成24年８月に交付されました、子ども・子育

て関連３法のうち子ども・子育て支援法により

まして、特定教育保育施設が特定教育保育等を

提供する場合及び特定地域型保育事業者が特定

地域型保育等を提供する場合の基準を定めるも

のであります。 

  次に、議案第50号新庄市保育の必要性の認定

に関する条例の設定について御説明いたします。 

  本案は、小学校就学前の子供の保育に関し、

保育に欠ける児童の認定に関する根拠法令が、

児童福祉法から子ども・子育て支援法へ移行し
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たことから、保育の必要性の認定に関する基準

を定めるとともに、新庄市保育の実施に関する

条例を廃止するものであります。 

  続きまして、議案第51号新庄市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の設定についてでございます。 

  本案は、児童福祉法の規定により、国、都道

府県、市町村以外の民間事業者などが家庭的保

育事業や小規模保育事業などの家庭的保育事業

等を行うことができると明確に位置づけられた

こと。また、当該事業等を提供しようとする民

間事業者等の質的水準を担保するため、市町村

が認可事務を行うこととなったことから、民間

事業者等が当該事業を行うに当たっての設備や

運営の基準を定めるものであります。 

  続きまして、議案第52号新庄市放課後児童ク

ラブ施設設置条例の設定について御説明いたし

ます。 

  放課後児童クラブ、いわゆる学童保育所につ

きましては、従来より児童福祉法及び社会福祉

法の規定並びに毎年国から通知される放課後児

童健全育成事業等実施要綱に基づき事業を実施

してきたところでありますが、児童福祉法の改

正により、これまでおおむね小学校３年生まで

となっていた放課後児童健全育成事業の対象児

童が小学校６年生までの児童に拡大されたこと、

また、放課後児童健全育成事業が具体的に法定

化され、その位置づけがより明確になったこと、

あわせて、現在建設中の萩野地区小中一貫校教

育校内併設放課後児童クラブが来年度開所予定

であり、本市が設置する放課後児童クラブが１

カ所新たに増加することから、本市の放課後児

童クラブの設置根拠を整備するため、本案を提

案するものであります。 

  最後に、議案第53号新庄市放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の設定についてでございます。 

  本案は、児童福祉法の規定により、国、都道

府県、市町村以外の民間事業者等が放課後児童

健全育成事業を行う際の設備及び運営の基準を

市町村の条例で定めることが法定化されたため

提案するものであります。 

  なお、各議案において定めます基準につきま

しては、国が示した基準に準拠して定めるもの

であります。 

  続きまして、議案第54号市道路線の認定につ

いて御説明申し上げます。 

  提案の理由としたしまして、道路網の整備を

図り、市民福祉の増進に資するため、市道の路

線について認定する必要があるので、道路法弟

８条第２項の規定により提案するものでありま

す。 

  内容といたしましては、３路線を認定しよう

とするものであります。柳原高壇線につきまし

ては、市道荒小屋泉田線整備事業により建設さ

れた道路を認定するものであります。元宮内１

号線及び元宮内２号線につきましては、民間の

宅地開発により整備された路線であり、市に帰

属される道路を認定するものであります。 

  次に、議案第55号平成25年度新庄市一般会計

歳入歳出決算の認定についてから議案第62号平

成25年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてまでの８議案につき

ましては会計課長より、議案第63号平成25年度

新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定

については上下水道課長よりそれぞれ御説明申

し上げます。 

  なお、これら決算につきましては、監査委員

より配付されております決算審査意見書の提出

を受けておりますが、監査委員から承りました

意見については今後十分に留意いたしまして、

効率的な行政運営になお一層努力してまいる所

存であります。 

  私からの説明は終わりますが、御審議いただ

きまして、御決定賜りますようお願い申し上げ

ます。 



- 20 - 

小嶋冨弥議長 次に、議案第55号平成25年度新庄

市一般会計歳入歳出決算の認定についてから議

案第62号平成25年度新庄市後期高齢者医療事業

特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの８

件を会計管理者兼会計課長近岡晃一君より説明

願います。 

  会計管理者兼会計課長近岡晃一君。 

   （近岡晃一会計管理者兼会計課長登壇） 

近岡晃一会計管理者兼会計課長 おはようござい

ます。私から説明させていただきます。 

  議案第55号平成25年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定についてから議案第62号平成25年

度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算の認定についてまでの８議案について、お

配りしております平成25年度歳入歳出決算書を

もとに御説明申し上げます。 

  初めに、歳入歳出決算書45ページ、平成25年

度新庄市会計別歳入歳出決算総覧をお開き願い

ます。 

  表中の下段、合計の欄に記載されております

が、一般会計と７つの特別会計の合計額は、予

算現額が265億4,300万4,000円、収入済額が264

億5,275万2,594円、支出済額が 256億522万

4,595円であります。予算現額に対しまして収

入率は99.66％、執行率は96.47％となりました。 

  次に、会計ごとの歳入歳出決算について御説

明申し上げます。 

  ４ページにお戻りください。 

  議案第55号一般会計ですが、４ページの１款

市税から６ページの21款市債までの歳入合計は、

収入済額が169億7,806万1,385円であり、予算

現額170億2,379万1,000円に対しまして収入率

は99.73％、調定額173億5,432万2,017円に対し

まして収納率は97.8％となりました。不納欠損

額は7,186万7,215円、収入未済額は３億439万

3,417円であります。不納欠損額の内訳は、１

款市税が7,033万9,115円、12款分担金及び負担

金が149万1,400円、13款使用料及び手数料が１

万2,700円、20款諸収入が２万4,000円となって

います。収入未済額の内訳は、１款市税が２億

3,482万7,278円、12款分担金及び負担金が

1,545万3,008円、13款使用料及び手数料が474

万7,490円、14款国庫支出金が3,911万1,000円、

15款県支出金が842万4,000円、20款諸収入が

183万641円となっております。 

  なお、１款市税の収入済額は45億166万5,896

円であり、調定額48億683万2,289円に対しまし

て収納率は93.65％となりました。 

  次に、８ページの１款議会費から10ページの

14款予備費までの歳出合計は、支出済額が164

億3,401万1,257円であり、予算現額170億2,379

万1,000円に対しまして執行率は96.54％となり

ました。不用額は４億9,372万9,743円でありま

す。 

  歳入総額から歳出総額を差し引いた歳入歳出

差引残額は５億4,405万128円となっております

が、繰越明許費が生じております。 

  286ページをお開き願います。 

  実質収支に関する調書、一般会計の表中３に

記載されております額が、先ほど申し上げまし

た歳入歳出差し引き残額５億4,405万128円であ

り、４、翌年度へ繰り越すべき財源（２）に繰

越明許費繰越額が206万5,000円生じております。

それを差し引いた額、表中では５、実質収支額

の欄に記載されております、５億4,198万5,128

円が平成26年度への繰越額となります。 

  12ページへお戻りください。 

  議案第56号国民健康保険事業特別会計ですが、

１款国民健康保険税から11款諸収入までの歳入

合計は、収入済額が44億784万6,322円であり、

予算現額に対しまして収入率は101.58％、調定

額に対しまして収納率は92.83％となりました。

そのうち１款国民健康保険税は、収入済額が10

億9,953万5,594円であり、調定額に対しまして

収納率は76.35％となりました。不納欠損額は

5,809万2,808円、収入未済額は２億8,243万
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7,086円であります。 

  14ページの１款総務費から16ページの12款予

備費までの歳出合計は、支出済額が42億658万

3,674円であり、予算現額に対しまして執行率

は96.94％となりました。また、不用額は１億

3,256万6,326円であります。歳入歳出差引残額

は２億126万2,648円であり、平成26年度への繰

り越しとなります。 

  次に、18ページから21ページまでの議案第57

号交通災害共済事業特別会計の歳入歳出であり

ますが、18ページの１款交通災害共済事業収入

から５款諸収入までの歳入合計は、収入済額と

調定額が同額の707万6,953円であり、予算現額

に対しまして収入率は78.22％、調定額に対し

まして収納率は100％となりました。不納欠損

額、収入未済額はございません。 

  20ページの１款事業費の歳出合計は、支出済

額が収入済額と同額の707万6,953円であり、予

算現額に対しまして執行率も収入率と同じ

78.22％となりました。不用額は197万47円であ

り、歳入歳出差引残額はございません。 

  次に、22ページから25ページまでの議案第58

号公共下水道事業特別会計の歳入歳出でありま

すが、22ページの１款分担金及び負担金から７

款市債までの歳入合計は、収入済額が12億

6,474万8,933円であり、予算現額に対しまして

収入率は99.01％、調定額に対しまして収納率

は98.22％となりました。不納欠損額は、下水

道使用料が85万6,204円、収入未済額は分担金

及び負担金が合わせて545万1,110円、使用料が

1,656万3,575円で、合計で2,201万4,685円であ

ります。 

  24ページの１款総務費から３款公債費までの

歳出合計は、支出済額が12億6,323万5,300円で

あり、予算現額に対しまして執行率は98.89％

となりました。不用額は1,414万4,700円であり

ます。歳入歳出差引残額は151万3,633円であり、

平成26年度への繰り越しとなります。 

  次に、26ページから29ページまでの議案第59

号農業集落排水事業特別会計の歳入歳出であり

ますが、26ページの１款分担金及び負担金から

５款諸収入までの歳入合計は、収入済額が

8,129万1,338円であり、予算現額に対しまして

収入率は97.89％、調定額に対しまして収納率

は97.01％となりました。不納欠損額は、使用

料で３万5,385円、収入未済額は、分担金が96

万1,525円、使用料が151万383円、合計で247万

1,907円であります。 

  28ページの１款農業集落排水事業費及び２款

公債費の歳出合計は、支出済額が収入済額と同

額の8,129万1,338円であり、予算現額に対する

執行率も収入率と同じく97.89％となりました。

不用額は175万4,662円で、歳入歳出差引残額は

ございません。 

  次に、30ページから33ページまでの議案第60

号営農飲雑用水事業特別会計の歳入歳出であり

ますが、30ページの１款分担金及び負担金から

５款諸収入までの歳入合計は、収入済額が

3,062万7,307円であり、予算現額に対しまして

収入率は99.35％、調定額に対しまして収納率

は98.58％となりました。不納欠損額はござい

ません。収入未済額は使用料の44万431円であ

ります。 

  32ページの１款営農飲雑用水事業及び２款公

債費の歳出合計は、支出済額が収入済額と同額

の3,062万7,307円であり、予算現額に対します

執行率も収入率と同じ99.35％となりました。

不用額は19万9,693円であり、歳入歳出差引残

額はございません。 

  次に、34ページから37ページまでの議案第61

号介護保険事業特別会計の歳入歳出であります

が、34ページの１款保険料から10款諸収入まで

の歳入合計は、収入済額が33億362万8,202円で

あり、予算現額に対しまして収入率は97.29％、

調定額に対しまして収納率は99.54％となりま

した。不納欠損額は保険料の340万4,890円、収
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入未済額は保険料が1,196万5,973円、負担金が

6,092円、雑入で1,221円、合計で1,197万3,286

円であります。 

  36ページの１款総務費から８款予備費までの

歳出合計は、支出済額が32億1,100万8,348円で

あり、予算現額に対しまして執行率は94.56％

となりました。不用額は１億8,457万2,652円で

あります。歳入歳出差引残額は9,261万9,854円

であり、平成26年度への繰り越しとなります。 

  最後に、38ページから41ページまでの議案第

62号後期高齢者医療事業特別会計の歳入歳出で

ありますが、38ページの１款保険料から５款諸

収入までの歳入合計は、収入済額が３億7,947

万2,154円であり、予算現額に対しまして収入

率は98.77％、調定額に対しまして収納率は

99.56％となりました。不納欠損額は保険料で

32万1,890円、収入未済額は同じく保険料が135

万6,490円であります。 

  40ページ、１款総務費から４款諸支出金まで

の歳出合計は、支出済額が３億7,139万418円で

あり、予算現額に対しまして執行率は96.67％

となりました。不用額は1,279万1,582円であり

ます。歳入歳出差引残額は808万1,736円であり、

平成26年度への繰り越しとなります。 

  以上、会計ごとの歳入歳出決算について御説

明申し上げました。 

  なお、45ページには会計別歳入歳出決算総覧、

47ページから283ページには各会計の歳入歳出

決算事項別明細書、285ページから293ページに

は各会計の実質収支に関する調書、295ページ

以降には財産に関する調書を添付しております

のでごらんいただきたいと思います。 

  これで議案第55号から議案第62号までの平成

25年度一般会計並びに各特別会計の歳入歳出決

算の概要についての説明を終わります。十分な

御審議の上、認定くださいますようお願い申し

上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１１時００分 休憩 

     午前１１時１０分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま説明のありました議案第55号平成25

年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定につい

てから議案第62号平成25年度新庄市後期高齢者

医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について

までの各決算について、監査委員の報告をお願

いいたします。 

  代表監査委員髙山孝治君。 

   （髙山孝治代表監査委員登壇） 

髙山孝治代表監査委員 おはようございます。 

  先般の新庄まつりにおきましては、最終日の

夕方に雨がありましたが、全般的に天候に恵ま

れ、宵まつり、本まつり、飾り山車、燦踊祭と

従来にも増して盛り上がったのではないかと思

います。私ごとですが、山形市の友人が初めて

家族で見に来てくれました。子供さんは興奮し、

来年も見に来たいと、家族みんなで感動して帰

りました。関係各位の皆様の御労苦に対しまし

て、改めて感謝の意を表したいと思います。 

  それでは、お配りしております決算審査意見

書により御報告いたします。 

  一般会計、特別会計決算審査意見書１ページ

をお開きいただきたいと存じます。 

  地方自治法の規定に基づき審査に付されまし

た一般会計、各特別会計の決算、財産に関する

調書及び各基金の運用状況について、山口吉靜

委員ともども審査をいたしましたので、その概

要と結果について御報告いたします。 

  審査の方法は、諸帳簿、書類などを照合調査

し、関係職員の説明を聴取するなどにより、法

令その他の規定に従って処理されているか、予

算の執行が適正であるかに主眼を置いて実施い

たしました。 
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  なお、現金預金の残高確認、証書類の検査に

つきましては、別に地方自治法の規定に基づく

例月出納検査において実施いたしました。 

  審査の結果でございます。 

  審査に付されました各会計の決算及び附属書

類は法令等の規定に準拠して作成されており、

計数は正確であり、予算の執行についても全般

的に適正と認められました。また、各基金はそ

れぞれ設置の目的に沿って運用されており、決

算における計数は正確で、その執行は適正と認

められました。 

  決算審査の概要及び詳細は２ページから21ペ

ージにわたり記載してございます。その主要な

点は、22ページ、第６、むすびで言及してござ

いますので、こちらで説明をいたしたいと思い

ます。 

  22ページをお開きいただきたいと思います。 

  第６、むすびでございます。 

  平成25年度の一般会計及び各特別会計の総計

の決算額は、２ページの表にもございますが、

歳入が264億5,275万2,594円で、前年度に比べ

７億2,713万5,131円、2.8％の増、歳出が256億

522万4,595円で、８億8,572万8,150円、3.6％

の増となりました。その結果、実質収支は８億

4,546万2,999円の黒字で、単年度収支は１億

2,124万6,019円の赤字となりました。 

  市債残高は224億4,774万5,152円で、内訳は、

一般会計141億5,515万8,993円、公共下水道事

業特別会計77億5,279万6,475円、農業集落排水

事業特別会計５億169万3,203円、営農飲雑用水

事業特別会計3,809万6,481円で、前年度より

1,070万1,100円増加と横ばいとなっております。

市の財政規模を下回っておりますが、今後は老

朽化施設の改修や耐震工事等、多額の建設費が

発生します。一時的とはいえ、圧縮幅は鈍るも

のと思われますが、注視して行ってもらいたい

と思います。 

  収入未済額は、一般会計では市税が２億

3,482万7,278円で、前年度に比べますと5,190

万66円、18.1％減少しました。保育所入所負担

金等が大きな割合を占める分担金及び負担金、

公営住宅使用料等が大きな割合を占める使用料

及び手数料の未済額は2,020万498円あり、前年

度より39万8,637円、1.9％減少しております。 

  特別会計では、国民健康保険税が２億8,243

万7,086円で、前年度に比べ2,567万3,142円、

8.3％の減少、公共下水道使用料が1,656万

3,575円で、127万3,753円、8.3％の増加、介護

保険料は1,196万5,973円で、102万9,543円、

9.4％の増加、後期高齢者保険料は135万6,490

円で、39万540円、22.4％の減少となっていま

す。収入未済額の圧縮につきましては、歳入確

保のためだけではなく、市民の受益者負担の公

平性を高める観点からも、口座振替や訪問徴収

の実施に加え、軽自動車税で新たに導入したコ

ンビニ収納の他税目への拡大など、改善に向け

たより一層の努力を期待するものであります。 

  平成20年４月１日から施行された地方公共団

体の財政の健全化に関する法律により算定した

実質公債費比率は、平成25年度決算では12.4％、

過去３カ月の平均値となり、前年度の13.9％か

ら1.5％改善され、地方債を発行する際に県知

事の許可を必要としない18％以下となっており

ます。しかしながら、今後学校の建設や老朽化

した施設の改修等により実質公債費比率が再び

悪化することも考えられますので、限られた財

源をより有効に活用し、引き続き健全な財政運

営に努めていただきたいと思います。 

  全国的な状況を見ますと、ことし７月の政府

月例報告では「景気は緩やかな回復基調が続い

ており、消費税率の引き上げに伴う駆け込み需

要の反動も和らぎつつある」と発表されており

ますが、いわゆるアベノミクスの地方への波及

効果や消費税再増税の動向など、地方経済を取

り巻く環境は不透明感を払拭できないものとな

っております。 
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  また、本市においては、財政構造の弾力性を

あらわす指標である経常収支比率が89.7％とな

っております。前年度より0.6％改善されてお

りますが、依然として90％に近い水準にあり、

弾力性のない構造であることは否めず、改善へ

のさらなる努力を期待したいと思います。 

  このような状況の中で、本市の人口は減少傾

向が続いておりますが、平成22年度に策定され

た第４次新庄市振興計画、新庄市まちづくり総

合計画に10年後の目標人口として掲げられてい

る「平成32年、３万7,000人」を達成できるよ

う、市民の不安や不便の解消に努め、健全な財

政基盤の整備を図りつつ、計画に掲げられた施

策、各事業の着実な推進を望むものであります。 

  次に、別冊の平成25年度新庄市財政健全化・

経営健全化審査意見書をごらんください。 

  財政健全化審査意見につきましては、実質赤

字及び連結実質赤字は生じておらず、健全な状

態であると認められます。先ほども申し上げま

したが、実質公債費比率は12.4％であり、早期

健全化基準25.0％と比較するとこれを下回って

おり、良好であります。なお、前年度と比較し

ますと1.5ポイント改善しております。 

  将来負担比率は85％となっており、早期健全

化基準である350％を下回り、良好であります。

なお、前年度と比較すると15.6ポイントと大き

く改善しております。 

  次のページ、経営健全化審査意見につきまし

ては、公共下水道事業、農業集落排水事業、営

農飲雑用水の各特別会計とも資金不足は生じて

おらず、健全な状態にあると認められます。 

  以上が平成25年度一般会計及び特別会計の決

算審査の概要並びに健全化の意見でございます。

よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 次に、議案第63号平成25年度新庄

市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いてを上下水道課長髙橋 弘君より説明願いま

す。 

  上下水道課長髙橋 弘君。 

   （髙橋 弘上下水道課長登壇） 

髙橋 弘上下水道課長 議案第63号平成25年度新

庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて御説明申し上げます。 

  最初に、利益の処分につきましては、地方公

営企業法の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。また、決算の認定につきまして

は、地方公営企業法の規定により、議会の認定

に付するものでございます。 

  それでは、別冊の水道事業会計決算書２ペー

ジをお開き願います。 

  決算報告書について御説明申し上げます。 

  ⑴収益的収入及び支出でございますが、収入

の第１款水道事業収益の予算額10億2,883万

3,000円に対し、決算額は10億7,353万5,382円

となり、予算額に比べ4,470万2,382円の増でご

ざいます。内訳といたしまして、第１項の営業

収益は上水道料金等、第２項の営業外収益は公

用金対策一般会計繰入金等でございます。 

  続きまして、下段、支出の第１款水道事業費

用の予算額10億2,220万円に対し、決算額は９

億7,018万5,535円となり、執行率は94.9％でご

ざいます。内訳といたしまして、第１項の営業

費用は人件費、受水費及び減価償却費等、第２

項の営業外費用は企業債利息等、第３項の特別

損失は過年度修正損であります。 

  ４ページをお開き願います。 

  ⑵資本的収入及び支出でございますが、収入

の第１款資本的収入の予算額6,389万3,000円に

対し、決算額は4,208万628円となり、予算額に

比べ2,181万2,372円の減でございます。内訳と

いたしまして、第１項工事負担金は下水道工事

に伴う水道管移設工事に関する工事負担金等、

第２項補助金は水道・水源開発等施設整備費の

国庫補助金、第３項出資金は旧簡易水道事業分

の企業債元金償還等に係る一般会計からの出資

金であります。 
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  続きまして、下段、支出の第１款資本的支出

の予算額４億6,680万3,000円に対し、決算額は

４億5,634万2,256円となり、執行率は97.8％で

ございます。内訳といたしまして、第１項建設

改良費は排水管敷設がえ工事及び上水道施設監

視制御設備更新工事の工事請負費等、第２項開

発費は、水道台帳補正業務委託費等、第３項事

業債償還金は建設改良に係る企業債償還元金で

あります。 

  なお、４ページ下の表外に記載しております

とおり、資本的収入が資本的支出額に不足する

額４億1,426万1,628円は、過年度損益勘定留保

資金等をもって補塡いたしました。 

  ６ページをお開き願います。 

  損益計算書について御説明申し上げます。 

  営業収益において、給水人口の減少及び節水

志向による使用水量の減少もあり、前年度に比

べ約845万円の減となりました。営業外収益に

おいても、他会計補助金の高料金対策費等の減

額により、前年度に比べ約1,970万円の減とな

っています。 

  費用においては、支払利息及び繰延勘定償却

等の減額により前年度に比べ約4,297万円減少

したことにより、経常利益は9,406万265円とな

っています。また、当年度純利益は9,106万

4,572円、前年度繰越利益剰余金を合わせまし

た当年度未処分利益剰余金は１億9,132万6,586

円でございます。 

  ７ページをごらん願います。 

  剰余金計算書について御説明いたします。 

  利益剰余金でございますが、１減債積立金の

当年度末残高は8,477万6,719円でございます。 

  ２建設改良積立金におきまして、平成25年度

に8,000万円を資本的収支不足額の補塡財源と

して使用しましたので、当年度末残高は１億

2,417万1,826円でございます。したがいまして、

１の減災積立金と合わせました積立金合計は２

億894万8,545円でございます。 

  ８ページをお開き願います。 

  資本剰余金について説明いたします。 

  資本剰余金につきましては、これまで資本と

して調達いたしました国庫補助金及び工事負担

金等をそれぞれの項目ごとに平成25年度中の増

減及び残高について記載しております。平成26

年度への繰越資本剰余金は61億9,668万9,190円

でございます。 

  ９ページをごらん願います。 

  剰余金処分計算書（案）について御説明申し

上げます。 

  ただいま損益計算書により御説明申し上げま

した当年度未処分利益剰余金１億9,132万6,586

円のうち、企業債の元金償還金に充てるため、

減債積立金に1,000万円を積み立て、残額の１

億8,132万6,586円を翌年度へ繰り越ししようと

するものでございます。 

  10ページをお開き願います。 

  貸借対照表について御説明申し上げます。 

  貸借対照表は、資産、負債、資本に区分し、

平成25年度末におきます財政状況を示しており

ます。 

  最初に資産の部でございますが、１固定資産

から３繰延勘定までを合わせました資産合計は

149億8,977万6,271円でございます。 

  11ページをごらん願います。 

  負債の部でございますが、４固定負債と５流

動負債を合わせました負債合計は2,549万5,455

円でございます。続きまして、資本の部でござ

いますが、６資本金と７剰余金を合わせました

資本合計は149億6,428万816円でございます。

したがいまして、負債・資本合計は149億8,977

万6,271円でございます。 

  以上が、水道事業会計決算諸表についての説

明でございます。 

  なお、12ページ以降に決算附属書類を添付し

ておりますので、御参照賜りますようお願い申

し上げます。 
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  以上で平成25年度新庄市水道事業会計利益の

処分及び決算の認定について御説明を終わらせ

ていただきます。 

  御審議いただき、御可決及び御認定賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいま説明のありました議案第

63号平成25年度新庄市水道事業会計利益の処分

及び決算の認定について、監査委員の報告をお

願いいたします。 

  代表監査委員髙山孝治君。 

   （髙山孝治代表監査委員登壇） 

髙山孝治代表監査委員 それでは、同じようにお

配りしております水道事業会計の決算審査意見

書により御報告いたします。 

  １ページをお開き願います。 

  地方公営企業法の規定に基づき審査に付され

ました水道事業会計の決算について御報告申し

上げます。 

  審査の方法は、決算報告書、損益計算書、剰

余金計算書及び貸借対照表並びに事業報告書、

収益費用明細書、資本的収支明細書、固定資産

明細書、企業債明細書などを照合調査し、関係

職員の説明を受けるなどにより、法令その他の

規定に従って処理されているか、財務状況及び

経営成績を適正に表示しているか、公共性と経

済性が確保されているかに主眼を置いて実施い

たしました。 

  なお、現金預金の残高確認、証書類の検査に

つきましては、別に地方自治法の規定に基づく

例月出納検査において実施いたしました。 

  審査の結果でございます。 

  審査に付されました決算書類及び附属書類は

地方公営企業関係法令の規定に基づいて作成さ

れており、経営成績及び財務状況を適正に表示

しており、計数も正確であり、適正な決算と認

めました。 

  決算審査の概要及び詳細は２ページから11ペ

ージに記載してございますが、その主要な点は

12ページ、７、むすびで言及しておりますので

こちらで説明をさせていただきます。 

  12ページをお開き願います。 

  平成25年度水道事業会計の決算審査の概要は

次のとおりであります。 

  給水状況を見ますと、給水世帯は１万2,546

世帯で、前年度より10世帯増加しております。

外国人登録を含めた平成26年３月末の市内の人

口３万7,790人に対する給水人口は３万5,017人

で、前年度に比べ218人減少しております。普

及率は92.7％となり、前年度より0.7％増加し

ております。また、総配水量のうち有収水量の

占める有収率は84.2％と、ここ数年同じ割合で

推移しておりますが、漏水対策等によりさらに

向上しますよう努力をお願いしたいと思います。 

  経営状況につきましては、収益的収支におい

て前年度と比較しますと、事業収益は上水道高

料金対策一般会計繰入金の減により2,814万

8,872円、2.7％減少し、事業費用は企業債支払

利息の減等により4,391万1,650円、4.5％減少

したことから、当年度純利益は9,106万4,572円

となり、前年度に比べ20.9％ほど増加しており

ます。県からの受水費３億4,972万5,953円税抜

ですが、は前年度より573万787円下がっており

ますが、職員１人当たりの営業収益は１億

3,140万4,000円で、前年比0.9％の微減となっ

ております。 

  供給単価と給水原価の比較では、１立方メー

トル当たりの供給単価が272円75銭、同じく１

立方メートル当たりの給水原価は288円11銭で

あり、供給単価を給水原価が上回る差額は15円

36銭となっていますが、前年度の差額26円22銭

と比べると10円86銭縮減されております。 

  なお、過年度の未収金につきましては2,274

万3,489円となっており、前年度に比べて77万

円ほど多くなっておりますが、負担の公平性を

確保するためにもさらなる未納解消に向け努力

をお願いするものであります。 
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  資本的収支においては、前年度と比較すると

資本的収入は工事負担金、国庫補助金の増によ

り2,045万1,872円増加し、資本的支出は上水道

施設監視制御設備更新による建設改良費の増に

より１億36万8,875円、28.2％増加しました。 

  以上の結果、資本的収支差引不足額は前年度

より7,991万7,003円、 23.9％増加した４億

1,426万1,628円となっており、この不足額は過

年度損益勘定留保資金及び建設改良積立金等に

より補塡されております。 

  財政状況において、資産合計は流動資産の増

はあったものの、固定資産及び繰延勘定の減に

より前年度より4,471万9,036円、0.3％減少し

ました。負債合計は未払金の減により前年度よ

り401万5,577円、13.6％減少し、資本合計は借

入資本金の減により、前年度より4,070万3,459

円、0.3％減少しました。 

  水道事業を取り巻く環境は、年々老朽化が進

む水道施設の修繕や更新、耐震化の推進など経

費の増嵩が見込まれる上、給水人口の減少や節

水意識の高まりなどにより給水収益の増加を図

ることはなかなか難しい状況にありますが、新

庄市水道ビジョンに基づき長期的な視野に立っ

た事業計画のもとに安心安全な水道水の安定供

給と安定的な水道事業の運営を望むものであり

ます。 

  なお、県内各市の水道事業会計の内容につき

ましては、平成23年度まで意見書の末尾に表示

しておりましたが、各市町村とも決算議会前で

あることから、以降の開示は取りやめておりま

すので、御了承願いたいと思います。 

  以上が平成25年度水道事業会計の決算審査の

概要並びに意見でございます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 これより、ただいま説明のありま

した平成25年度の各決算を除く議案第49号新庄

市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の設定につい

てから議案第54号市道路線の認定についてまで

の６件について総括質疑を行います。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第２５決算特別委員会の設置 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第25決算特別委員会の設置を

議題といたします。 

  お諮りします。 

  議案第55号から議案第63号までの平成25年度

一般会計歳入歳出決算及び各特別会計歳入歳出

決算並びに水道事業会計利益の処分及び決算の

審査をするため、委員会条例第６条第１項の規

定により決算特別委員会を設置したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

決算特別委員会を設置することに決しました。 

 

 

決算特別委員会委員の選任 

 

 

小嶋冨弥議長 これよりただいま設置されました

決算特別委員会委員の選任を行います。 

  決算特別委員会委員の選任につきましては、

委員会条例第８条第１項の規定により議長にお

いて全議員を指名したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

全議員を決算特別委員会の委員に選任すること

に決しました。 
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  なお、委員会条例第10条第１項の規定に基づ

き、本日の本会議終了後、この議場において決

算特別委員会を開催し、正副委員長の互選を行

っていただきますので、御参集のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 

 

日程第２６議案、請願の決算特別

委員会、各常任委員会付託 

 

小嶋冨弥議長 日程第26議案、請願の決算特別委

員会、各常任委員会付託を行います。 

  議案、請願の委員会付託につきましては、お

手元に配付しております付託案件表のとおり、

それぞれの所管の委員会に付託いたしますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

平 成 ２ ６ 年 ９ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

決 算 特 別 委 員 会 

   議案（９件） 

○議案第５５号平成２５年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

○議案第５６号平成２５年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第５７号平成２５年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第５８号平成２５年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

○議案第５９号平成２５年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第６０号平成２５年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第６１号平成２５年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

○議案第６２号平成２５年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

○議案第６３号平成２５年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決

算の認定について 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

請願（１件） 

○請願第４号集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回と憲法９条を

生かすことを求める意見書の提出についての請願 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（６件） 

請願（２件） 

○議案第４９号新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の設定について 

○議案第５０号新庄市保育の必要性の認定に関する条例の設定につ



- 29 - 

付 託 委 員 会 名 件                名 

いて 

○議案第５１号新庄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の設定について 

○議案第５２号新庄市放課後児童クラブ施設設置条例の設定につい

て 

○議案第５３号新庄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の設定について 

○議案第５４号市道路線の認定について 

○請願第５号国の農政改革の再検討を求める意見書提出の請願 

○請願第６号緊急の過剰米処理を求める意見書の提出についての請

願 

 

 

 

議案８件一括上程 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第27議案第64号平成26年度新

庄市一般会計補正予算（第２号）から日程第34

議案第71号平成26年度新庄市水道事業会計補正

予算（第１号）までの補正予算８件につきまし

て、会議規則第35条の規定により一括議題にい

たしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第64号平成26年度新庄市一般会計補正予算

（第２号）から議案第71号平成26年度新庄市水

道事業会計補正予算（第１号）までの補正予算

８件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第64号から議案第

71号までの平成26年度新庄市一般会計、特別会

計及び水道事業会計の補正予算について御説明

申し上げます。 

  予算書１ページ、議案第64号一般会計補正予

算は、歳入歳出それぞれ３億5,018万6,000円を

追加し、補正後の総額を172億4,739万6,000円

とするものであります。 

  ８ページからの歳入についてでありますが、

14款国庫支出金に国の平成25年度補正予算第１

号において創設された地域経済活性化効果実感

臨時交付金としてのがんばる地域交付金を計上

し、これに伴った市債の一部の減額を21款市債

に計上しております。 

  次に、歳出予算の主な補正内容について御説

明申し上げます。 

  まず、１款から10款を通して人件費に係る予

算の補正を計上しておりますが、４月の人事異

動等に伴う各款の調整によるものであります。

また、各款を通して、学校や保育所を初めとす

る各種施設や道路、側溝、流雪溝などの維持補

修や機能強化に係る経費を計上しております。 

  ３款民生費の社会福祉費におきましては、神

室荘の環境整備のための経費を盛り込むととも

に、児童福祉費におきましては、定住促進化策

の先行事業として、子育て環境のさらなる充実

のために、子育て支援医療給付費の拡充に係る

経費などを計上し、４款衛生費におきましては、

水痘予防接種の導入に係る経費を計上しており
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ます。 

  ６款農林水産業におきましては、国の新たな

農業・農村施策に伴った農地や農業施設の維持

に係る経費の拡充に係る経費などを計上し、７

款商工費につきましては、商店街街路灯のＬＥ

Ｄ化を支援する経費を盛り込み、10款教育費に

おきましては、教育環境の充実や教育の場の安

全確保、施設の環境整備の充実を図るための経

費を盛り込んでおります 

  続きまして、29ページの特別会計からですが、

議案第65号国民健康保険事業特別会計補正予算

から議案第70号介護保険事業特別会計補正予算

までの６特別会計及び議案第71号水道事業会計

補正予算につきましては、今年度下半期のそれ

ぞれの事業の執行に必要な補正を行うものであ

ります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては財政課長及び上下水道課長

から説明させますので、御審議いただき、御決

定くださるようお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 財政課長小野 享君。 

   （小野 享財政課長登壇） 

小野 享財政課長 議案第64号一般会計補正予算

（第２号）について御説明申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ３億

5,018万6,000円を追加し、補正後の総額は172

億4,739万6,000円となります。各款各項の補正

予算額並びに補正後の額につきましては、２ペ

ージからの第１表歳入歳出予算補正において御

確認いただきたいと思います。 

  次に、５ページ、第２表地方債補正について

でございますが、変更につきましては、市有施

設耐震化事業債は地方交付税措置の有利な緊急

防災減災事業債を活用して増額するほか、県営

土地改良事業負担債につきましては、県事業の

拡充、ロータリー除雪車整備事業債につきまし

ては、購入経費の増額による増額となります。

さらに、臨時財政対策債につきましては、普通

交付税の振替措置として歳出補正の一部に充て

るため、8,493万円の増額を盛り込んでおりま

す。廃止となります社会教育施設改修事業債に

つきましては、地方交付税措置が見込めないこ

とから、このたびの国のがんばる地域交付金の

対象事業としたことによりまして全額減額とす

るものであります。 

  ８ページからの歳入について御説明いたしま

す。 

  初めに、14款国庫支出金でございますが、２

項国庫補助金につきまして、１目総務費国庫補

助金にがんばる地域交付金１億2,658万8,000円

を新たに盛り込んでおります。これは、国の25

年度補正予算第１号におきまして、地域経済活

性化・効果実感臨時交付金として870億円規模

で創設されたものであり、市町村の公共事業の

地方負担額に財政力、行革努力を勘案して配分

されることとなっておりましたが、８月８日に

配分先の最終決定を受けたことから、今期の補

正予算に計上するものであります。この交付金

は、歳出において、テニスコート改修事業、角

沢ふれあい交流広場整備事業、小中一貫校スク

ールバス車庫整備事業、神室荘改修事業の市単

独事業の財源に充当しております。 

  続く、民生費国庫補助金に保育緊急確保事業

費補助金1,021万8,000円を新たに計上しており

ますが、次年度からの子ども・子育て支援新制

度への円滑な移行を図るため、新制度における

地域の子ども・子育て支援事業等を今年度より

国が先行的に支援するものであり、下段の民生

費県補助金の保育対策等促進事業費補助金等に

おいて措置しておりました県補助の一部を拡充

し、国庫補助金へ移行されたものであります。 

  衛生費国庫補助金では、浄化槽設置整備事業

の対象設置基数の減少分を計上し、土木費国庫

補助金では市有施設耐震化事業に係る社会資本

整備総合交付金の減額補正を計上しております。 
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  ５目教育費国庫補助金におきましては、多子

世帯の保護者負担軽減の拡充が図られたことに

より、私立幼稚園就園奨励費補助金の増額補正

を計上しております。 

  15款県支出金につきましては、２項県補助金

１目総務費県補助金において、防災拠点施設再

生可能エネルギー導入促進事業費補助金300万

円を計上しておりますが、明倫中学校の再生可

能エネルギー導入に向けた経費として計上して

おります。 

  ２目民生費県補助金の児童福祉補助金に子育

て支援医療給付事業費補助金の県事業の拡充分

を増額しているほか、公立保育受入児童拡大支

援事業費補助金を新たに計上しております。保

育対策等促進事業費補助金以下の補助金につき

ましては、国の保育緊急確保事業費補助金に一

部振替となったことによります減額補正でござ

います。 

  ３目衛生費県補助金につきましては、浄化槽

水環境保全推進事業費補助金に対象設置基数の

減少分の減額を計上しております。 

  ９ページ、５目農林水産業費県補助金におき

ましては、農地台帳システム整備事業に伴う電

算システムの監修に係る農地台帳システム整備

事業費補助金を新たに計上しております。農

地・水保全管理支払推進事業費補助金の減額補

正となっておりますが、これは本制度が今年度

より次の多面的機能支払交付金制度となり、基

準単価増額も踏まえた振りかわりの計上による

ものであります。続く、環境保全型農業直接支

援対策費補助金の300万円の増額補正につきま

しては、今年度より県費分を市の予算を通して

事業主体に支出することになったことによるも

のでございます。 

  ３項県委託金につきましては、６目教育費委

託金にいじめ問題の撲滅に向けたいじめ対策等

生活指導推進事業委託金を新たに計上しており

ます。 

  17款寄附金につきましては、好調に推移して

おりますふるさと納税寄附金の1,500万円の増

額を盛り込んだほか、児童福祉の向上に向けら

れた寄附金３万円並びに市民活動交流広場事業

への拡充に向けられた寄附金15万円につきまし

ては、その御意向を踏まえ歳出においてわらす

こ広場、市民活動交流広場の備品購入費として

計上しております。 

  次に、10ページをごらんください。 

  20款諸収入につきましては、中核工業団地進

出企業に対する産業立地促進資金融資制度貸付

金元金収入の8,666万6,000円のほか、雑入の項

目においては、消防団安全装備品整備等助成金

や降雪被害に伴う建物総合損害共済災害共済金、

ふるさと歴史センターへの有機ＥＬ照明導入に

係る補助金などの増額を計上しておりますが、

スポーツ振興くじ助成金については、交付額の

確定に伴う1,360万円の減額を計上しておりま

す。 

  なお、このたびの補正に係る一般財源として

は、下段の21款市債における臨時財政対策債の

8,493万円と、前ページの19款の前年度繰越金

5,883万8,000円を財源として充てております。 

  続きまして、11ページからの歳出について御

説明いたします。 

  まず、１款から10款までを通して、４月の人

事異動に伴う職員給付費の各款の調整を補正し

ております。また、各款を通して学校や保育所

を初めとします各種施設や道路、側溝、流雪溝

などの維持補修や機能強化に係る経費を計上し

ております。 

  ２款総務費７目企画費につきましては、ふる

さと納税寄附金の伸びに対応し、まちづくり応

援基金積立金1,500万円の増額並びにこれに伴

う報償費の増額を計上し、９目電算管理費につ

きましては、社会保障税番号制度施行に伴う電

算システム改修に係る予算の組み替えと増額を

計上しております。 



- 32 - 

  14ページからの３款衛生費でございますが、

まず15ページの１項４目障害者自立支援費に平

成25年度の国庫負担金の返還金を計上しており、

５目老人福祉施設費におきまして、神室荘の景

観に向けた環境整備に係る経費3,262万6,000円

を盛り込んでおります。 

  ２項１目児童福祉総務費に県事業分の拡充分

に加えて、市事業の拡充による子育て支援医療

給付事業費1,348万9,000円の増額を盛り込んで

おります。 

  これは、県が７月から外来診療分について、

支援対象を小学校３年生まで拡充したところで

ございますが、新庄市として、子育て世代の支

援拡大を図るため、12月診療分から対象を中学

校３年生まで、入院・外来診療分を問わずに給

付対象としまして、あわせて一部負担金につい

ても廃止することによる予算措置でございます。 

  16ページの３目保育所費におきましては、国

の保育緊急確保事業を踏まえた保育所の人的支

援として、嘱託保育士等の増員経費を盛り込ん

でおります。 

  17ページ、４款衛生費１項２目予防費につき

ましては、本年10月より定期接種化となります

水痘ワクチン予防接種に必要な経費として、

1,080万7,000円を増額計上したほか、再生可能

エネルギー等設備導入事業費補助金は、利用者

の増加に対応し増額計上しております。 

  18ページからの６款農林水産業費でございま

すが、１項５目農地費におきまして、県事業の

拡充に伴う堤沢ため池等整備事業負担金を増額

計上したほか、農地・水保全管理支払交付金制

度が今年度から多面的機能支払交付金制度に振

りかわったことにより、従前の交付金を全額減

額しまして、多面的機能支払交付金として

4,817万8,000円を新たに計上しております。 

  20ページの７款商工費につきましては、１項

２目商工振興費に新庄まつりの商標登録を行う

ための手数料23万7,000円を計上するとともに、

商店街街路灯のＬＥＤ化を支援するための経費

1,191万8,000円を計上しており、中核工業団地

に進出する企業に対する産業立地促進資金融資

制度貸付に係る経費8,666万6,000円も計上して

おります。 

  また、４目企業融資金におきましては、市民

の新規雇用を促進するための企業立地等雇用促

進奨励金200万円を新たに計上しております。 

  21ページからの８款土木費につきましては、

２項２目道路維持費、22ページ以下の公園費、

住宅管理費、除排雪経費におきまして、さきの

豪雪や老朽化等に伴います修繕が必要になった

道路、側溝等につきまして修繕料を計上すると

ともに、６項１目除排雪費におきましては、当

初予算で計上しておりました除排雪車の借り上

げ料につきまして、４月にせざるを得なかった

経費を補塡するための増額経費を行っておりま

す。 

  また、６項２目雪総合対策費におきましては、

冬期間の流雪溝の水上がりが課題となっており

ます箇所への水上がり解消に向けた経費の増額

補正を行ったところでございます。 

  23ページの９款消防費につきましては、消防

団員等の公務災害補償等共済基金の助成制度を

活用しまして、消防団員の防じん眼鏡を整備す

るための経費を計上したほか、公益消防無線の

デジタル化に対応したサイレンの改修に係る経

費を計上しております。 

  次に、24ページ、10款教育費でございますが、

３目教育指導費におきまして、県の委託により

いじめ問題の撲滅に向けたいじめ対策等生活指

導推進事業に係る経費を計上しているほか、４

目私立学校振興費におきまして、多子世帯の保

護者等負担軽減の拡充に伴う私立幼稚園就園奨

励費補助金の増額を計上しております。 

  また、２項及び３項の小中学校費におきまし

ては、老朽化した屋根や内壁の改修、学校設備

の修繕など、子供たちが安全で快適な充実した



- 33 - 

学校生活を過ごすことのできる環境の拡充に向

けた経費を盛り込んだほか、中学校費では、明

倫中学校の再生可能エネルギー設備の導入に向

けた設計業務に係る経費を盛り込んでおります。 

  26ページからの４項社会教育費につきまして

は、27ページの８目ふるさと歴史センター費の

管理事業費におきまして、名誉市民近岡善次郎

記念室への有機ＥＬ照明導入に係る経費を計上

しておりまして、続くセンター事業費には、今

秋の行啓に対応する経費を盛り込んでおります。 

  12目体育施設費におきましては、テニスコー

トの改修に係る工事請負費から備品購入費に切

りかえる予算の補正を計上しております。この

ほか、社会教育施設の全般において老朽化等に

よる各施設の修繕等の費用を盛り込んでおりま

す。 

  以上で一般会計を終わりまして、特別会計に

入らせていただきます。 

  特別会計全般におきましても、４月の人事異

動に伴う職員給与費を補正しております。 

  29ページをごらんください。 

  議案第65号国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号）でございますが、歳入歳出おのお

の3,913万円を追加しまして、補正後の予算総

額を41億8,772万5,000円とするものでございま

す。 

  33ページをごらんください。 

  歳入は、前期高齢者交付金の減額と前年度繰

越金の増額を計上しておりまして、続く34ペー

ジからの歳出におきましては、３款の後期高齢

者支援金の減額及び下段の９款にございます国

民健康保険保険給付基金積立金の増額を計上し、

11款には25年度の事業実績に基づく県への返還

金を計上しております。 

  37ページ、議案第66号交通災害共済事案特別

会計補正予算（第１号）につきましては、歳入

歳出おのおの168万2,000円を追加しまして、補

正後の予算総額を844万9,000円とするものでご

ざいます。 

  40ページに歳入歳出がございますが、今年度

に入り、交通事故による犠牲者がお二人となっ

たことに伴いまして、共済見舞金の増額と、こ

れを基金からの繰入金で対応する補正としてお

ります。 

  41ページ、議案第67号公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号）につきましては、歳入歳

出おのおの5,239万1,000円を減額し、補正後の

予算総額を13億9,752万1,000円とするものでご

ざいます。 

  45ページの負債におきまして、国の社会資本

制度総合交付金等公共下水道事業債の減額、分

担金や一般会計繰入金の増額を計上しており、

46ページの歳出につきましては、老朽化に伴う

施設の修繕、それと消費税納税に係る経費の増

額及び先ほど申しました社会福祉資本総合交付

金の確定に伴います建設事業費の減額を計上し

ております。 

  49ページをごらんください。 

  議案第68号農業集落排水事案特別会計補正予

算につきましては、歳入歳出おのおの253万

7,000円を追加しまして、補正後の予算総額を

8,549万2,000円とするものでございます。 

  52ページ掲載の歳入歳出におきましては、老

朽化に伴う施設修繕の増加とこれに伴う一般会

計からの繰入金を増額補正しております。 

  53ページ、議案第69号営農飲雑用水事案特別

会計補正予算（第１号）でございますが、歳入

歳出おのおの８万3,000円を追加しまして、補

正後の予算総額を3,905万3,000円とするもので

ございます。 

 56ページの補正内容につきましても、施設の修

繕の増額とこれに伴う一般会計からの繰入金の

対応という補正内容になっております。 

  最後に57ページ、議案第70号介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）でございますが、歳

入歳出おのおの8,802万9,000円を追加しまして、
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補正後の予算総額を34億2,774万1,000円とする

ものでございます。 

  61ページ、歳入の下段に前年度繰越金を計上

しております。 

  62ページからの歳出におきましては、５款基

金積立金の給付費準備基金積立金の増額、それ

と７款諸支出金で国庫等への返還金の増額補正

を組んでおります。 

  これで一般会計、特別会計の補正予算案の説

明を終わります。 

  御審議いただき御可決賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午後０時０６分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  上下水道課長髙橋 弘君。 

   （髙橋 弘上下水道課長登壇） 

髙橋 弘上下水道課長 議案第71号平成26年度新

庄市水道事業会計補正予算（第１号）について

御説明申し上げます。 

  別冊の水道事業会計補正予算書１ページをお

開き願います。 

  最初に第２条におきまして、予算第３条に定

めた収益的収入及び支出のうち収入に係る第１

款水道事業収益及び第２項営業外収益にそれぞ

れ補正予定額70万7,000円を追加し、水道事業

収益を11億7,002万5,000円に、営業外収益を１

億9,133万6,000円にしようとするものでござい

ます。 

  その内容ですが、人事異動等に伴い繰り出し

基準に基づき、児童手当に要する経費を一般会

計からの繰入していただくものでございます。 

  続きまして、支出の第１款水道事業費用に補

正予定額442万3,000円を追加し、11億3,553万

5,000円とし、第１項営業費用を421万2,000円

増の10億1,148万5,000円に、第２項営業外費用

を21万1,000円増の１億1,461万9,000円にしよ

うとするものでございます。 

  その内容ですが、第１項営業費用の増額は人

事異動等に伴い職員給与費を増額するものでご

ざいます。第２項営業外費用の増額は、消費税

が確定したことに伴い平成25年度分消費税納税

額を増額するものでございます。 

  ２ページをお開き願います。 

  第３条におきまして、予算第４条に定めた資

本的支出に係る第１款資本的支出及び第１項建

設改良費にそれぞれ補正予定額2,983万8,000円

を追加し、資本的支出を７億9,785万円に、建

設改良費を５億9,120万9,000円にしようとする

ものでございます。 

  その内容ですが、人事異動等に伴う職員給与

費の減額及び上水道施設監視制御設備更新工事

において、前波配水池の計器操作盤及び一本柳

圧力調整弁操作盤の更新を行う必要が生じたた

め、本工事との関連が大きいことから工事請負

費を増額するものでございます。 

  なお、資本的収入が資本的支出に対して不足

する額６億4,110万円は過年度損益勘定留保資

金等で補塡しようとするものでございます。 

  続きまして、第４条におきまして、予算第６

条に定めた議会の議決を経なければ流用できな

い経費である職員給与費に補正予定額447万円

を追加し、5,609万2,000円に改めようとするも

のでございます。 

  第５条におきましては、予算第７条に定めた

他会計からの補助金である一般会計からの補助

を受ける金額に補正予定額70万7,000円を追加

し、5,375万4,000円に改めようとするものでご

ざいます。 

  なお、３ページ以降に実施計画書を添付して

おりますので、御参照賜りますようお願い申し

上げます。 
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  以上で平成26年度新庄市水道事業会計補正予

算（第１号）について御説明を終わらせていた

だきます。 

  御審議いただき、御可決賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算８件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第64号から議案第71号までの補正予算８件

については、委員会への付託を省略し、９月22

日、定例会最終日の本会議で審査をいたします。 

 

 

日程第３５議員派遣について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第35議員派遣についてを議題

といたします。 

  議員派遣につきましては、地方自治法第100

条第13項及び会議規則第167条の規定に基づき、

お手元に配付しておりますとおり、議会報研修

委員６名を山形県市議会議長会主催の議会報研

修会に派遣したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

山形県市議会議長会主催の議会報研修会に議会

報研修委員６名を派遣することに決しました。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  あす９月10日水曜日午前10時より本会議を開

きますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時１５分 散会 
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平成２６年９月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２６年９月１０日 水曜日 午前１０時００分開議 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   下  山  准  一  議員    １６番   新  田  道  尋  議員 

 １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

 １７番   山  口  吉  靜  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 月 野 節 子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野 茂 雄 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  神 室 荘 長 武 田 清 治 
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監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 正 寿 

選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 松   孝 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 浅 沼 玲 子    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 査 沼 澤 和 也 

 

議 事 日 程 （第２号） 

平成２６年９月１０日 水曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 髙 橋 富美子  議員 

２番 伊 藤   操  議員 

３番 小 関   淳  議員 

 

本日の会議に付した事件  

 

議事日程（第２号）に同じ 
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平成２６年９月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 髙 橋 富美子 

１．消費者教育の充実について 

２．子どものインターネットの利用について 

３．健康マイレージについて 

４．子育て支援の充実について 

５．命を守るために 

市 長 

教育委員長 

２ 伊 藤   操 

１．介護予防・日常生活支援総合事業について 

２．介護ボランティアの育成について 

３．地域包括ケアについて 

市 長 

３ 小 関   淳 

１．新庄まつりの環境整備について 

２．教師の負担軽減による教育の充実について 

３．中心市街地再生について 

市 長 

教育委員長 

４ 山 口 吉 靜 

１．ふるさと納税について 

２．市営学習塾について 

３．空き家問題について 

４．市内商業地域の電線地中化について 

市 長 

教育委員長 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名でございます。 

  欠席通告者は山口吉靜君の１名であります。 

  なお、農業委員会会長星川 豊君より欠席願

が出ております。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問者は７名であります。

質問の順序は、配付しております一般質問通告

表のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含め１人50分以内

といたします。 

  本日の質問者は４名であります。 

 

 

髙橋富美子議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、最初に髙橋富美子君。 

   （３番髙橋富美子議員登壇）（拍手） 

３ 番（髙橋富美子議員） おはようございます。 

  ９月定例会最初の一般質問をさせていただき

ます。 

  市民・公明クラブの髙橋富美子です。 

  質問に先立ちまして、さきの広島での土砂災

害により犠牲になられた皆様に心より御冥福を

お祈りいたします。 

  また、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い

を申し上げます。 

  本市においても、いついかなるとき、このよ

うな災害が起こるかわかりません。防災に向け

た取り組みをさらに強くしていかなければなら

ないと感じたところであります。 

  それでは、通告に従いまして順次質問をさせ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  １点目に、消費者教育の充実についてお伺い

いたします。 

  ネット社会の進展に伴った消費者トラブルが

相次いでいます。消費者生活環境が多様化、複

雑化している中で、子供や若者が一人の消費者

として安全に行動できるよう、早期からの消費

者教育を充実させることが課題となっています。 

  本年６月に政府が閣議決定した消費者白書に

よると、13年度は全国の消費者センターなどに

寄せられた消費者トラブルの相談件数が92万

5,000件と９年ぶりに増加に転じ、さらに65歳

以上の高齢者からの相談件数が前年度より５万

3,000件多く、そのほか未成年に関する相談件

数が2010年度以降毎年度約２倍ペースで増加し

ていることも問題となっているようです。 

  最近では、子供が親のクレジットカードを無

断で使用し、ゲームのアイテムを高額購入して

いたといったことが数多く寄せられており、国

民生活センターが注意を呼びかけている現状で

す。私たちの周りでも、高齢者の方が話に乗せ

られて必要もない高額な寝具を購入してしまっ

たり、教育用品を契約させられそうになったり

と、さまざまなケースがあります。 

  このようなことから、トラブルを未然に防ぐ

ため、本市においても消費者教育の充実に積極

的に取り組むべきと考えますが、いかがでしょ

うか。 

  ２点目に、子供のインターネットの利用につ
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いてお伺いいたします。 

  「どう向き合う子供のネット依存」、これは

ある番組で取り上げられたテーマです。中高生

にとって今やスマホやタブレット端末は生活の

一部、ＳＮＳ、動画サイト、オンラインゲーム

など、子供たちにとっては連絡手段や勉強ツー

ルとしてもはや欠かせないものになっておりま

す。一方で、ネットの世界のやりとりに夢中に

なり、ネット依存に陥る子供がふえているとの

ことです。一日の利用時間が12時間を超えるよ

うなネット依存の重症者は昼夜逆転の生活とな

り、通学や日常生活に支障を来したり、ひきこ

もりになってしまうケースや、ひどい場合は健

康面で栄養失調、視力低下、骨粗しょう症、静

脈血栓塞栓症などを起こし、体がむしばまれて

韓国では死亡事故も起きており、社会問題化し

ているとのことです。 

  厚生労働省研究班の調査報告書によりますと、

健康や生活に支障を来すネット依存の中学生、

高校生が推計51万8,000人に上るとの発表があ

りました。ネット依存はたった１カ月で重症化

することもあるそうですから、一刻も早い対策

が必要であり、何より早期発見が重要です。遅

刻、欠席を繰り返したり、無気力だったりと日

常生活で発する依存のサインを見逃さないこと

が大事であることを、保護者や教師へもしっか

りと啓発し、子供たちにもその怖さをしっかり

と認識させることが重要であると思います。子

供のインターネット依存に対する本市の状況と

対応についてお伺いいたします。 

  ３点目に、健康マイレージについてお伺いい

たします。 

  健康診断の受診やスポーツ活動への参加など

でポイントをためると特典が利用できる「健康

マイレージ」の取り組みがあります。この事業

は、市民の健診受診率を上げ、健康づくりに励

むことで医療費、介護費の抑制のほか、地域コ

ミュニティーや地域経済の活性化など、まちづ

くりや人づくりにつないでいくことが期待でき

る施策であると考えます。市民の健康意識の高

揚と健診の受診率向上のため、健康マイレージ

を導入してはどうかお伺いいたします。 

  ４点目に、子育て支援の充実についてお伺い

いたします。 

  初めに、子育て応援メールの配信についてお

伺いいたします。 

  複雑化する乳幼児の定期予防接種のスケジュ

ール等を接種予防日が近づいたら、メールでお

知らせする事業を行ってはどうかお伺いいたし

ます。 

  また、安心して出産や子育てができるよう、

妊婦や乳幼児の保護者を対象に健康管理、食事

等のアドバイス、子育てサービス等の情報をメ

ールマガジンとして配信してはどうかお伺いい

たします。 

  続きまして、ファミリーサポートセンターの

設置についてお伺いいたします。 

  「子ども・子育て支援新制度」が明年４月に

スタート予定です。新制度によると、全ての子

育て家庭のために地域の子育て支援も利用しや

すく変わるとあります。既存の支援を補うと期

待されるファミリーサポートセンターを、わら

すこ広場に設置し利用者の拡大を図るべきと考

えますがお伺いいたします。 

  ５点目は、命を守るために。ＡＥＤのコンビ

ニ設置と講習会の充実についてお伺いいたしま

す。 

  小中学校を初め多くの公共施設にはＡＥＤが

設置されておりますが、夜間や休日には使用で

きない場合があります。ＡＥＤの普及をより一

層進めるため、市内のコンビニエンスストアに

ＡＥＤ設置を検討してはどうか。公明党は全国

でＡＥＤの普及を推進してきました。ＡＥＤは

心臓の心室がけいれんを起こし体に血液を送り

出せなくなった状態を電気ショックにより心臓

の動きを正常に戻す装置です。従来は医療従事
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者のみに使用が認められていましたが、2003年

に救急救命士に使用が拡大され、2004年７月に

は一般市民にも使用が認められ、ことしで10年

が経過しました。厚生労働省の研究班のまとめ

によると、普及台数は45万台を超えているとあ

りました。消防庁は一般市民が心肺停止状態の

人を発見し、その場でＡＥＤを使用した場合の

生存率は、未使用の場合よりも約4.4倍も高い

としています。ところが、全国的に市民による

ＡＥＤの使用率は平成12年度で3.7％と使い方

がわからない人も多く、フル活用されていない。

台数はふえても10年前と変わらない状況だとい

います。また、現場に居合わせても不安などか

ら使用をためらっているケースもあると指摘さ

れています。このようなことからも、これまで

以上にＡＥＤの使用法を学ぶ講習会の充実、ま

た市民への普及啓発に取り組むべきと考えます

が、本市の状況をお伺いいたします。 

  最後に、食物アレルギーの対応についてお伺

いいたします。食物アレルギー反応で重篤な症

状があらわれた際、アナフィラキシーショック

を和らげるためにエピペンがあります。自己注

射薬ではありますが、どんな状況にあっても対

応できるようにエピペン使用の講習会を実施す

べきと考えますが、その点いかがでしょうか。

また、食物アレルギー対応のマニュアル策定は

検討されたのかをお伺いいたします。 

  以上で、壇上からの質問を終わります。御清

聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、髙橋市議の御質問にお

答えいたします。 

  質問初めに、広島の悲惨な土砂災害等のお話

がありましたが、きょうは北海道白老町で１時

間に110ミリ、120ミリ、110ミリという猛烈な

雨が降っているというようなことで、本当に自

然の猛威が不規則に変化しているというふうに

思っております。 

  それでは、初めの消費者教育の充実について

の御質問でありますが、消費者教育の推進につ

きましては、消費者教育を総合的・一般的に推

進することを目指して、平成24年12月に消費者

教育推進に関する法律が施行されたことは承知

のとおりであります。その基本方針が平成25年

の閣議決定で示され、背景には近年高度情報化

が急速に進み、消費者生活環境が多様化、複雑

化したことに伴い、消費生活の被害やトラブル

も多様化・複雑化してきたことがあります。高

齢者を狙った巧妙な詐欺的なものを初めとし、

各年代共通にインターネット通販、オンライン

ゲーム、ＳＮＳソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス、ワンクリック請求などによるネ

ット関連の被害が増加してきており、新聞、ニ

ュースなどにおいて報道されるところとなって

おります。また、被害防止と対策の関連記事も

多く目にするようになりました。 

  このように消費者教育は、子供から高齢者ま

でのそれぞれのライフステージに合った内容で

実施推進されなければならない時代となってき

ております。 

  御意見のとおり、子供や若者が一人の消費者

として安全に行動できるよう、早期からの消費

者教育はこれから社会で生きていく力を養う上

でも重要なものであります。子供にはそれぞれ

の家庭で教育と保護を実施してもらいながら、

学校教育現場においては時期に応じた学習計画

による消費者教育が実施されております。家庭

科や社会、公民などの小中学校の授業では、健

全な消費生活を送るための基礎知識に加え、ネ

ットやカード社会の落とし穴やトラブルの危険

性が教えられています。また、ふだんの授業学

習のほかに警察が主催する講演会などが実施さ

れ、より印象的で実感的に学習できる機会にな

っていると聞いております。 
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  本市の消費者行政におきましては、大人や高

齢者に対する啓発活動、消費生活に関する出前

講座などの実施、消費生活相談員による相談対

応などにより消費者被害の未然防止を図ってお

ります。今後も引き続き、学校、警察、県、消

費生活団体など関係機関と連携し、あらゆる機

会を活用して消費者教育の充実を図ってまいり

たいと考えております。 

  子供のインターネットの利用につきましては、

教育長のほうから答弁させますのでよろしくお

願いします。 

  次に、健康マイレージについてでありますが、

健康マイレージとは市主催の健康教室や講座、

イベントに参加してポイントを集めて応募し、

ためたポイントで健康グッズや記念品がもらえ

るなどの施策の一つであります。 

  市民が健康づくりに興味を持っていただくき

っかけづくりという点では期待できる制度では

ないかと考えております。健康づくりは個々人

で維持改善することではありますが、地域単位

での取り組みも重要と考え、市では昨年度から

地域住民の健康づくりをテーマに地域リーダー

講座を開催しております。参加者みずから健康

づくりを推進する上での課題を出し合い、その

解決策や具体的な地域活動計画を作成するなど、

来年以降の取り組みを視野にいれた講座となっ

ております。 

  今年度は健康づくりのモデルケースとして、

末広町地区で毎月健康教室を開催しております。

高齢者を対象とした取り組みを中心に地域のリ

ーダーの方々と連携し、参加者の家族、友人、

地域への健康づくりの輪を広げていくのが狙い

であります。今後こうした取り組みを他の地域

へ拡大させ、健康寿命の延伸と地域の活性化を

目指してまいります。個々人への支援ツールと

される健康マイレージについては、取り組みを

している自治体の成果などを情報収集し、さら

に庁内関係各課の連携を図り考えてまいりたい

と思っております。 

  次に、子育て支援の充実についてであります

が、各市町村等がホームページなどを利用し各

種行政サービスの情報提供を行うことが一般化

しておりますが、さらに進展する今日の情報社

会においてはフェイスブックやツイッターなど

に代表されるソーシャル・ネットワーキング・

サービスの利用者が急増するなど、個人が求め

る情報入手の方法がより多様化しております。

ＳＮＳは、利用者同士のつながりを促進サポー

トするコミュニティー型ウエブサイトの総称で

すが、その高い利便性とスマートフォンなどの

携帯型情報端末の急速な普及を背景に、特に子

育て世代を含む若年層の数多くの方がコミュニ

ケーションツールとしての利用だけでなく情報

収集ツールとして活用、利用しているものと思

われます。 

  御質問のありました子育て支援情報等のメー

ル配信につきましては、今後の情報通信技術の

高度化を見据え、電子メールによる方式にこだ

わらず情報の拡散性というＳＮＳの特性を活用

した方法と、より効果的に情報提供できるよう

情報媒体の複数化も視野に入れ、子育て支援情

報を提供できるよう検討してまいりたいと考え

ております。 

  次に、ファミリーサポートセンターの設置に

ついてでありますが、今年度までのファミリー

サポートセンター事業については、国の補助事

業という位置づけになっておりますが、国では

子ども・子育て支援新制度を整備するに当たり、

児童福祉法の改正によって子育て援助活動支援

事業と法定化し、あわせて子ども・子育て支援

法に規定する地域子ども・子育て支援事業の一

事業であることを明記しました。しかしながら、

法定化後の事業の内容は現在検討中とのことで、

その詳細はいまだ国から示されていない現状で

あります。 

  また、現在新庄市では子育て支援団体が新
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庄・最上地域を対象にファミリーサポートセン

ター事業を展開しております。今後とも支援団

体との連携を図りながら進めてまいりたいと考

えております。 

  次に、ＡＥＤについてお答えさせていただき

ます。御承知のように、突然倒れたとき救急車

が到着するまでの数分間の救命措置に欠かせな

いのがＡＥＤと言われております。市ではホー

ムページでＡＥＤは誰にでも簡単に操作できる

ことの啓蒙とあわせ、ＡＥＤの設置と登録を呼

びかけており、現在市内には民間事業所も含め

74カ所が登録されております。多様な施設にＡ

ＥＤを設置するのは、人々が集まる環境で起き

る事案の救命措置に活用するもので、設置場所

から外部へ持ち出しての使用は想定しておりま

せん。 

  御質問にあるように夜間や施設の休館日には

使用できませんが、ＡＥＤが設置された施設の

近隣住民でも救急車の要請を行うのが通常の手

段となっております。民間の事業所については、

維持管理も含めて自発的に設置していただくよ

うこれまでどおりお願いをしてまいりたいと考

えています。ＡＥＤの講習会については、消防

本部によれば最上地域全体で住民への啓発とし

て42回の講習会を数え、さらにＡＥＤの指導者

養成のための講習会も32回の開催となっており

ます。来月の健康福祉まつりにおきましても、

市民への啓発の場として消防本部よりＡＥＤ講

習をしていただく予定となっており、今後とも

さまざまな機会を捉え普及啓発を図ってまいり

たいと考えております。 

  最後に、食物アレルギーについてであります

が、御指摘のとおり近年学校給食による食物ア

レルギーに関して報道などで死亡事例が報告さ

れるなど痛ましい事故が起きております。 

  御質問にあるエピペン使用も含めた食物アレ

ルギーについての講習会の実施についてであり

ますが、昨年度は食物アレルギーとその対応と

題しまして、専門医師を講師に迎え講演会を開

催しております。医師、看護師のほか、養護教

諭などの学校関係者も含め76名が参加しており

ます。また、保育担当部門や保健担当部門など

それぞれの分野でも研修する機会を得ておりま

す。 

  研修では、アレルギーを引き起こす可能性の

ある子供に関する情報共有を図り、症状が出た

ときにエピペンといわれるアドレナリンの自己

注射薬を迷わず使用することの大切さや、その

後の緊急搬送について一連の流れをシミュレー

ションすることができる内容でありました。今

後もこのような研修の機会を持ち、的確な判断

と対応ができるように取り組んでまいりたいと

思います。 

  食物アレルギーの対応マニュアルにつきまし

ては、既に昨年６月に各小中学校で策定されて

おり運用されているところでございます。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私のほうから子供の

インターネット依存に対する本市の状況と対応

についてお答え申し上げます。 

  平成26年３月に内閣府がまとめた平成25年度

青少年のインターネット利用環境実態調査によ

れば、小学生のスマートフォンの所有率は

36.6％、中学生の所有率は51.9％であり、また

携帯電話・スマートフォンでインターネットを

利用している青少年、10歳から17歳であります

けれども、そのうち約４割が２時間以上インタ

ーネットを利用しており、その平均時間は約

107分という結果があります。 

  市内の小中学生においても、スマートフォン

やタブレット等を利用してＬＩＮＥ等の無料ア

プリや動画、オンラインゲームを行っている児

童生徒は年々増加しております。また、それら

の端末を利用した情報交換をきっかけに児童生
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徒間同士のトラブルも生じております。それを

受け、市の小中学校生徒指導主任主事会では毎

年携帯電話、インターネット調査を小学校５年

生から中学校３年生までを対象に実施してきま

した。昨年度の調査では、小学校５、６年生で

携帯電話やスマートフォンを持っていると答え

た子供は114名、中学生は354名でした。割合と

しては小学生の約20％、中学生の約30％が個人

用の携帯電話等を持っていることになります。

また、この調査を実施して明らかになったこと

は、現在携帯電話やスマートフォン、タブレッ

トなどの情報端末の利用以外にゲーム機や携帯

音楽プレーヤーを端末としたインターネットに

接続している子供の数がふえていることです。

これらの子供を含めると、インターネットに接

続する機器を持っている子供の割合は、小学校

５、６年生では72％、中学生では76％になりま

す。ネット依存と認められる小中学生について

の報告はありませんが、現在はそのようなネッ

ト依存の子供を生まないような予防的な取り組

みに力を入れております。 

  例えば、市の校長会議で各学校の実態に応じ

てインターネット利用を含めた情報モラルへの

具体的な取り組みをお願いしています。各小中

学校においては、外部講師を招いての保護者へ

の啓発活動に加え、今年度からは生徒会を中心

に生徒自身の手でネット端末を利用するルール

づくりに取り組み始めました。また、市の生徒

指導主任主事会議において、ネットモラルの研

修会を開催し各学校での指導に役立ててもらい

ました。さらに、最上地区中高校長会の呼びか

けで、テレビの視聴時間やゲーム、携帯電話、

メール等の使用を減らすことを目的としたセー

ブメディアデーを７月７日に実施し、最上地区

全体としても児童生徒の家庭への協力で行って

おります。 

  これらは、これまでの教科で指導してきたネ

ットモラルの授業と並行して行うことにより効

果を上げるものと考えます。しかし、小中学生

におけるインターネットの主な使用が学校を離

れた家庭生活の中であることから、これまで以

上に保護者に対して家庭でのルールづくりや管

理について危機意識を高める啓発活動を行って

いく必要があると考えております。以上でござ

います。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

した。 

  １点目に、消費者教育の充実について再度質

問させていただきます。悪徳商法とか架空請求、

また電話での勧誘とか、本当に気をつけている

けれどもひっかかってしまう。先ほどもありま

したけれども、だまされないことが第一番だと

は思うんですが、高齢者の方に対する指導など

公民館等とかでも行われているようではありま

すが、その点詳しく取り組みの内容を具体的に

教えていただきたいと思います。 

月野節子市民課長 議長、月野節子。 

小嶋冨弥議長 市民課長月野節子君。 

月野節子市民課長 ただいまの質問にお答えいた

します。市民課長の月野です。 

  具体的にということで、主に高齢者に対して

の活動ということで新庄市のほうで出前講座と

いうことで、公民館とか老人クラブとかあと社

会教育施設の社協関係の関係団体に対して警察

と協力しながら出前講座というところで対応し

ている状態であります。あと、相談室に消費者

相談センターというのが昨年から設置されまし

て、消費者相談ということで資格のある相談員

が不審な電話とか、あとこういうことがあった

ということで相談を受けて防止策に協力してい

るという対応でやっております。以上でござい

ます。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 
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３ 番（髙橋富美子議員） それでは、わかる範

囲で結構ですので、その相談に来られた方、悪

徳商法とか架空請求でそういう被害に遭われそ

うになった方、何件ぐらいありましたでしょう

か。お伺いいたします。 

月野節子市民課長 議長、月野節子。 

小嶋冨弥議長 市民課長月野節子君。 

月野節子市民課長 少々お待ちになってください。 

小嶋冨弥議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時３０分 休憩 

     午前１０時３１分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

月野節子市民課長 議長、月野節子。 

小嶋冨弥議長 市民課長月野節子君。 

月野節子市民課長 ただいまのご質問にお答えい

たします。 

  消費生活推進事業におきまして、市民等から

寄せられる消費生活相談は、昨年度220件ほど

ございました。あと、消費生活講座の開催で８

回でございます。あと、新庄市消費者の会の運

営委員会の開催回数は８回でございます。以上

です。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 220件ということは、

本当にすごい数だなと感じたところです。これ

からも本当に徹底して啓発に進めてもらいたい

なと思いました。あと、授業の中でも消費者教

育がなされていると伺いました。小中学校での

取り組みの内容についても外部の方を講師とし

て呼ばれて開催されているのかどうか、その辺

について再度お伺いしたいと思います。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 小中学校の授業に対す

る消費者教育等の取り組みについてという御質

問と承りましたが、小学校につきましては家庭

科の中で賢い消費者になるということで買い物

と暮らしという授業がございまして、その中で

計画をしてお金を使うことの大切さなどを学ん

でいるところでございます。それから、中学生

になりますと同じく家庭科の分野で、より一歩

進んだ消費者の学習ということで、カードへの

トラブルとか、クーリングオフとかそういうふ

うな消費者の学習について実践的な学習を行う

ことと、社会の公民におきまして中学校第３学

年では知識的な消費者の気をつけること等学習

をするような形で、小中あわせて学習を行って

おりますが、やはり大事なことにつきましては

学校だけではなかなか十分ではないということ

で、ぜひ家庭との連携をとっていただきながら

家庭の啓蒙もあわせて行っているところでござ

います。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 今ありましたように、

本当に家庭での話し合いって本当に必要だと感

じておりますので、今後よろしくお願いしたい

と思います。 

  2012年に施行された消費者教育に関する法律

で、市町村の努力義務とされているこの消費者

教育の推進計画の策定を初め、消費者教育の充

実に向けてさらなる取り組みをよろしくお願い

いたします。 

  それでは次に、ネット依存について再質問さ

せていただきます。今、実態調査をされている

ということを伺いまして安心したというか、こ

の数についても小学校については114名、中学

校については354名、携帯とかスマホを持って

いらっしゃる方があるということで、本当に

20％、30％ということで全国とかに比べても多

いのではないかなと感じたところでした。でも

それにも増していろいろ校長会の中とか、さま

ざまな分野で本当にルールづくりとか生徒指導
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の話とかをされているということで安心はした

ところです。セーブメディアデー、携帯を使わ

ないというんでしょうかね、そういう日を設け

たという話も聞きまして、本当にいいことだな

と思いました。 

  今、小学校の低学年でも本当にタブレットと

か自由に操作をして、私たちよりも本当に素早

くやっているのを目にします。もちろん子供さ

んそうですけれども、その親御さん、またその

おばあちゃんおじいちゃんの世代も今スマホや

タブレットとかを使っております。ある家庭に

行ったときに、一家の中でみんなが食事終わっ

た後、ばらばらにそのタブレットとかスマホに

向かっている姿を見たときに、何か不安を感じ

たというか、これから先家庭っていうかどうな

っていくんだろうなという思いがちょっとしま

した。本当に人と人とのかかわり、そういうの

が本当に希薄になっていくようで不安でなりま

せん。その点、もう一度どういった対応策が必

要なのかお願いしたいと思います。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 インターネットの利用

についての対応という御質問と受けとめました

が、先ほども教育長の答弁にありましたように

各小中学校につきましては児童生徒、保護者を

対象としました研修会を実施しまして、インタ

ーネットのよさと陰についての部分については、

しっかりと指導をしております。また、各小中

学校の授業の中でもインターネット等を使いま

しての調べ学習等を行っておりますので、その

授業に入る前には必ず担任が使用の決まり等や

使っていいサイト等については子供たちに指導

して、安全面等も含めまして指導を行っている

ところです。 

  あと先ほどお話ありましたように、子供の遊

びの中にやはりインターネット等の機器を持ち

込んで遊んでいるということにつきましては、

市内の小学校中学校の生徒の中でも現状ござい

ます。子供たちがゲーム機を持って友達の家に

遊びに行って、ゲーム機でただ遊んでいるなと

いう実態も聞いておりますので、学校教育の中

ではぜひ豊かな人間関係づくりに一層力を入れ

まして、ゲーム機に頼らない活動の楽しさとか、

子供と肌と肌との触れ合いの中で学ぶ楽しさ等

もいろんな教育活動の中から教えていくことを

大事にして取り組んでいるところでございます。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

した。 

  続きまして、応援メールの配信について再度

質問させていただきます。先ほどもありました

けれども、本当に子供ももちろんですけれども、

本当に今も話にありましたとおりメールまたは

ＬＩＮＥによっていろいろ情報を共有できる時

代であります。若いお母さんたちと話したとき

に、やっぱり予防接種スケジュールがすごくい

ろんな接種があって本当にわかりづらいという

ような声があったものですから、こう提言させ

ていただいたのですが、やっぱりこれから本当

にこういう時代でもありますので、メールの配

信をぜひお願いしたいと思いました。 

  次に情報の共有ということで、子育てのニー

ズ調査の中にも情報発信の改善さを求める声が

多数あったような気がします。その点メールマ

ガジンもちろんですけれども、その他に対策と

か共有をどのようにされているかお尋ねしたい

と思います。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 いわゆ

る情報発信の方法というようなことでの御発言

かと思います。お答えさせていただきます。 
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  御発言の中にメール配信、いわゆるメールマ

ガジンというふうなことで御質問をいただいて

おりますが、なかなかメールマガジンというの

が特殊型の配信なものですから、人によっては

利用しない方も結構いらっしゃるように聞いて

おります。今現在新庄市、私どものほうで考え

てございますのが、やはりソーシャル・ネット

ワーキング・サービス、ＳＮＳですね、そちら

を利用した情報発信というようなことで考えた

いなというふうに考えてございます。 

  特に、20代から30代の若い子育て世代、その

お母様方につきましては情報源としてＳＮＳを

利用している方が非常に多くいらっしゃるよう

です。この世代におきましては、市報ですとか

お知らせ版、そういった紙媒体のものよりも電

子媒体の情報に非常になじんでいらっしゃると

いうようなことがあります。これに対応するた

めに子育て支援センター、例えばなんですが、

それを基地としましてＳＮＳの一つであります

フェイスブック等を活用した情報発信を今考え

ているところであります。例えばですが、子育

て相談、それから講座、わらすこ広場のイベン

ト、そういったもの、さらには子育てサークル

の活動状況、そういったものをまず中心に発信

できればなというふうに思います。また、子育

ての最中のママの情報交換の場、そういったと

ころでも活用いただけるのではないかというふ

うに考えております。 

  あわせまして、健康情報ですとか食育、そう

いった情報についても直接個人的な部分の情報

発信というのはできないわけなんですけれども、

それに類した情報の提供というのはできるのか

なというふうに考えてございます。 

  また、これによりまして子育て支援センター、

その認知度、そういったものもアップするとい

うことになろうかと思いますし、例えば子育て

の悩みなどの相談、それから仲間づくり、そう

いったところにも役に立つんではないかという

ふうに考えてございます。 

  こういったことを利用しまして、特に必要な

情報に確実にたどり着ける仕組み、それからわ

かりやすい情報発信、あとは情報提供の仕方、

そういったところをこれから考えてまいりたい

というふうに考えてございます。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 本当に支援センター

にＳＮＳを必要としたそういうあれがあれば、

本当に皆さん利用できるんじゃないかなと思い

ました。よろしくお願いします。 

  それでは、ＡＥＤのコンビニ設置と講習会の

充実について再度質問をさせていただきます。

講習会については、42回されたということあり

ました。これは市民向けというか、もちろんあ

れだと思うんですけれども、講習会について新

庄市の職員の方に対する講習はどのようにされ

ているんでしょうか、お伺いします。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 ＡＥＤに関する市職員の講習

についてという御質問でございます。 

  昨年の１月に全課職員を対象にいたしまして、

一度午後半日を使いまして４交代、大体１サイ

クル30分、40分くらいになるかと思いますけれ

ども、それを行いまして職員26名の参加をいた

だいてございます。その際には、消防署のほう

から講師をお招きしまして実際にそのＡＥＤの

機器を使いまして講習してございます。 

  それからもう１点は、今年度行いましたが最

上地域市町村新規採用職員研修というものがご

ざいます。そこの中で最上郡内の新規採用職員

についても同じように講習を行ってございます。

ＡＥＤの重要性または操作性につきましては、

最近誤解があったりというようなことで新聞報

道等されてございます。そうした中でもござい

ますので、定期的に今後ともＡＥＤに関する研
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修については取り組んでまいりたいというふう

に考えてございます。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 昨年度は市の職員の

方が26名講習されたということですけれども、

職員の方まだまだいらっしゃると思います。今

後の計画とか教えていただきたいと思います。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 今年度の研修計画につきまし

ては、もう既に終了しまして今その今年度の研

修計画に従ってやっているわけでございますの

で、来年度どのような研修計画をつくるかこれ

からでございますので、その中で検討させてい

ただきたいというふうに思います。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

した。 

  最後に、食物アレルギーの対応について再度

質問いたします。この学校関係において、中学

生で新庄市内では１人の方が重篤な生徒さんが

いらっしゃると聞きましたが、そのほかでもア

レルギーを持つ人ならば誰でも起こりやすい例

として、起こっても防ぎ切れないこのアナフィ

ラキシーショックというのがあると聞いたとこ

ろです。とにかく知識を持って対処の仕方を知

っていくことが大事だと何度も話されているわ

けです。先ほども講習会の実施とかあったよう

なんですけれども、実際にこのエピペンの練習

用のエピペンがあるんですけれども、実際にそ

れを使用して講習会とかされたんでしょうか。

お願いします。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 昨年度山形県で行いま

したアナフィラキシーショックの講習会につき

ましては、実際にエピペンを使用しての講習会

ということで、実技指導も入っているというふ

うに把握しております。ただ、参加者が県下全

員の養教になりますので、一人一人がエピペン

を打つということについてはできませんでした

が、その資料を持ち寄って各学校では周知を図

ったということでございます。今の市議のおっ

しゃりました市内中学生のアナフィラキシーシ

ョックの対応については、当該校におきまして

は練習用のエピペンを常時置いておきまして定

期的な練習を行いまして不測の事態に備えてい

るというところでございます。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 本当に前に東京での

事故があった後に学校関係では本当に手厚くそ

ういうさまざまな講習をされたりとか、本当に

緩和に向けて対処がなされているようなので安

心しております。本当に緊急時の対応として事

故防止をしていても事故は起き得るものという

考え方を共有し、緊急時には特定の教職員だけ

でなく誰もがエピペンの使用を含めた対応がで

きるように日ごろからの学校全体での取り組み

がなお一層必要であると考えます。 

  以上をもちまして質問を終わります。ありが

とうございました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時４８分 休憩 

     午前１０時５８分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

伊藤 操議員の質問 
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小嶋冨弥議長 次に、伊藤 操君。 

   （２番伊藤 操議員登壇）（拍手） 

２ 番（伊藤 操議員） おはようございます。 

  本会議２番目に質問させていただきます。開

成の会の伊藤でございます。 

  先月広島県におきまして大規模な自然災害が

起き、多数の方が犠牲となられました。髙橋議

員からの言葉と同様に心からのお悔やみを申し

上げますとともに、改めて災害への備えの重要

性を感じるところです。 

  本市では、自主防災組織の結成率が2012年の

20.9％からこの２年間で37.0％まで向上してお

ります。よい傾向にあることに間違いはありま

せんが、最上地域全土の83.3％にはまだ届かず、

さらなる呼びかけ、取り組みが必要と思います。 

  それでは、通告に従いまして主に本市におけ

る介護事業に関してのみお伺いいたします。 

  初めに、介護予防・日常生活支援総合事業に

ついてお伺いいたします。この事業は、平成23

年の介護保険法の一部を改正することにより、

介護サービスの基盤強化を図ることを目的に創

設されました。寝たきり、認知症などの重症化

の予防とともに介護認定において要支援と非該

当を行き来する高齢者に対する切れ目のないサ

ービスの提供、介護保険に結びつかない円滑な

サービスの導入、ボランティアによるこの事業

への参加及び活動の場の提供、そして地域の実

情に応じたサービスの提供や地域力向上などが

従来の地域支援事業との違いとして挙げられま

す。平成29年までに現在の事業からこの総合事

業に完全移行となるというのが国の指針であり

ます。今より２年間の猶予期間がありますけれ

ども、そのための受け皿の整備、また人材の育

成などはどのようにお考えなのかをお伺いいた

します。 

  これにて壇上での質問を終え、次からは自席

について行わせていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、伊藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  介護予防・日常生活支援総合事業は、平成24

年施行の改正介護保険法により要支援者と要支

援状態となるおそれのある高齢者を対象として、

介護予防と日常生活への支援等を切れ目なく提

供する仕組みとして創設され、平成26年６月に

施行された通称医療介護総合確保推進法により、

一部事業内容を改変し新しい総合事業として平

成27年度から市町村に義務化されることになり

ました。 

  御質問にもございますが、事業の受け皿整備

等のため一定の時間をかけて事業を開始するこ

とができるよう平成29年３月まで実施猶予され

ておりますが、平成27年度からの第６期介護保

険事業計画での位置づけが必要なため、現在新

庄市地域包括支援センター等関係機関と議論検

討を行っているところであります。 

  新しい総合事業の受け皿の整備につきまして

は、要支援者に係る通所介護と訪問介護の対応

が主となりますが、基本的には現在ある事業所

を介護現場における資源として捉えております

ので、その活用を中心に図っていきたいと考え

ております。 

  また、新しい総合事業を実施する際の人材育

成の点についてでございますが、国では元気な

高齢者を初め地域住民が担い手として参加でき

る支援を地域の実情に応じたサービスで、高齢

者の多様なニーズに応えていくことを推進して

おります。ヘルパーなどの有資格者の要件はご

ざいませんが、要支援者の身体介護を行う場面

なども想定されますので、現時点では有資格者

人材の活用を中心に実施する方向で考えており

ます。なお、資格を必要としない支援の部分に

関しては、今後対象となる事業所などと協議を
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進めてまいります。 

  新しい総合事業は、市町村が主体的にリーダ

ーシップをとりながら実効性のあるシステムに

育て上げていかなければなりませんが、実施ま

での猶予期間を活用することも視野に入れ、多

様なサービスとサービス提供主体の把握、市及

び地域包括支援センターの実施体制の確保に努

め、できるだけスムーズな移行を図っていきた

いと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 丁寧な答弁、どうもあ

りがとうございました。再度お伺いいたします。 

  この制度は高齢者、特に要支援と非該当を行

き来する高齢者にとりましては、非常にありが

たい制度であります。しかし私が心配するのは、

その介護をする側の問題です。私も経験がある

からわかるのですけれども、介護保険制度には

身体介護にせよ生活支援にせよ、ある一定のこ

こまではしてはいけない、ここの範囲が限度だ

という線引きがあります。それが切れ目のない

サービスという名のもとに、全てがオールクリ

アというような形になりますと、介護を支援す

る側にとりまして非常に大きな負担があるので

はないかと思います。その辺の線引きというの

はどういうふうになっているのかお伺いします。

具体的には、要支援の方は介護福祉士、その非

該当という方はボランティアというはっきりし

た線引きがあって行われるのかをお伺いいたし

ます。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 お答え申

し上げます。 

  新しい総合事業におきまして、議員がおっし

ゃられるいわゆる訪問介護とか通所介護につき

まして、要支援者の方につきましては今現状要

介護の方と同じような業務内容で身体介護ある

いは家事援助などを行っているところでありま

す。今後、国のほうでは特に家事援助を中心と

して資格を要しない方でもできるというふうな

形にしていこうというふうな内容になってござ

います。ただ、議員がおっしゃるとおり介護現

場におきましては、やってはいけない部分とい

うふうなところ、なかなかその介護される側の

特性というかそういったものもやっぱり勉強し

て臨んでいかないとだめだというふうに考えて

おりますので、まずは２年の猶予期間の間に現

状の体制を維持しながら次のステップに行きた

いなというふうに思っております。 

  そのいわゆる資格ヘルパーとかの資格、ある

いは介護福祉士、資格がなくてもできるような

体制へ持っていくためには、やはりその組織の

中での講習とか教育とかというふうなところは

必要になってくるかなというふうに思っており

ます。 

  また、いわゆる要支援認定以外で行き来する、

非該当と行き来する方につきましては、分けて

考えるというふうなところで今現状のところで

考えてございません。行き来する方も含めて支

援できるような体制を持っていきたいなという

ふうに思ってございます。今後につきましては、

今年度の計画作成も含めまして来年度あたりを

めどに具体的な体制に持っていきたいなという

ふうに思っております。以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 市の考えはよくわかり

ました。この総合事業につきましては、市町村

の創意工夫によりまして新しい事業というもの

を創立することが可能となります。この介護保

険にとりましては、福祉の充実はその市町村の

特色がとても左右されます。それで、本市にお
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きましては新庄市のその課題を解決しながら進

めていかれるような、市独自の事業の構想など

はこれからあるんでしょうか。今具体的にお聞

きするのはちょっと無理かと思いますが、その

グランドデザイン的なものがもしあればお伺い

したいと思います。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 新しい総

合事業の中では、今申し上げましたいわゆる訪

問介護とか要支援二次予防対象者の訪問介護と

か通所介護以外におきましても全体的に地域包

括ケアというふうな考えのもとで、いわゆる生

活支援の部分とかそれから介護予防、それから

生活する暮らしの場につきましても総合的に考

えていくというふうなところでなってございま

すので、そういった生活支援とか介護予防のあ

り方についても総合的にちょっと考えていきた

いなというふうに考えております。以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） はい、なるべく介護者

にとりましても介護を支援する側、される側双

方に安心して暮らせるような政策を求めます。 

  続きまして、２番目の質問に入らせていただ

きます。 

  介護ボランティアの育成についてお伺いいた

します。先ほどの質問と非常に似ておりますが、

これまで介護予防給付とされていた訪問介護通

所介護が総合事業に移行され、新たに一般介護

予防事業が加わりました。簡潔に申しますと、

介護予防事業への参加対象者が増大するという

ことになります。本市におきましては、高齢者

層が厚い割には介護従事者の数が足りないとい

うのが現状です。ＮＰＯやボランティアとの協

力は欠かせませんが、本市での組織の育成はど

のようになっているのかお伺いいたします。 

  例えばですけれども、傾聴ボランティアや施

設への慰問などは頻繁とは決して言えませんけ

れども、活動としてはよく見えます。生活援助

や身体にかかわる日常的な部分を補うボランテ

ィアの育成は、今後の高齢者を支える上では必

要不可欠となります。高齢者への支援には身体

面でも生活面でも知識と技術を必要とする場合

も多く、ボランティアの人員の確保だけでは無

理があると思います。どのような形で育成をお

考えなのかお伺いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 介護ボランティアの育成方法につ

いてというような御質問でありますが、先ほど

の答弁と重なる部分がありますが、新しい総合

事業や介護予防事業においてボランティアやＮ

ＰＯの住民主体によるサービスの開発を進める

ことも視野に入れております。しかしながら、

支援対象者に定められたケアプランで提供しな

ければならない事情もあり、そうした事業運営

に参画できるボランティアやＮＰＯを質・量と

もに早期に育成することは現状ではかなり難し

いというふうに判断しております。といいます

のは、非常に知識的なことだけに限らず、多く

の高齢者の支援をボランティアでどこまででき

るかということが非常に今後検討しなければな

らないということであります。今後におきまし

ては、訪問ボランティアなどありますが、多く

のボランティア登録と受け入れ側である事業所

をふやして経験、実績を積んだ上で、ＮＰＯの

組織化が必要であればどのような事業運営が適

正か見きわめていきたいというふうに考えてお

ります。 

  ボランティアと受け入れ側の拡充については、

社会福祉協議会と鋭意協議しているところでご

ざいますが、長期的に見て稼働年齢人口の減少

により福祉人材の不足も考えられますので、専
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門的知識や技能を必要としない部分における高

齢者などのマンパワーに期待したいというふう

に考えています。 

  ボランティアのあり方ということが内部の中

で今後どうするかということを今、盛んに議論

しているということを御理解いただきたいとい

うふうに思います。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 育成の難しさはよくわ

かりました。 

  それでは、介護の資格があり、例えばヘルパ

ー２級、３級なり介護福祉士なりの有資格者が

離職をしたという場合が新庄市にはたくさんあ

ります。例えばそういう方たちと連携をとって

ボランティアへの参加を促すという、そういう

具体的な方法とかは考えたことはないのでしょ

うか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 国のほう

で今考えているところは、やはり少子高齢化と

いうふうなところで、高齢化率が、高齢者人口

もふえてくる、それから人口は減ってくる、い

わば稼働年齢層が少なくなってくるというふう

なところで、資格の必要な部分については資格

のある方にリードをしていただいてなるべく地

域住民の方でやって、もう参加をしていただく

というふうなことを考えているようでございま

す。都市においても、特に2025年問題とかとい

うふうなことでいろいろ議論されておりますけ

れども、いわゆる団塊の世代の方が75歳以上に

なりますとかなりいわゆる介護認定の度合いが

高くなりますので、そういったところを目指し

てここあと11年ですけれども、体制整備をして

いこうというふうなところになっていると思い

ます。 

  それで、先ほど介護ボランティアというふう

なところの育成というふうなところが主眼にな

っていると思いますけれども、すぐにはやはり

活用していけるというふうな現状にはないとい

うふうに思っております。ボランティアをふや

していく、いろいろな方をふやしていく、それ

から受け入れ先もふやしていくというふうなと

ころが必要になってくるのかなというふうに思

いますので、そういったところを社会福祉協議

会と今現在協議しているところですけれども、

そういったところを目指して今後どういった形

で介護現場の中で生かしていけるかというふう

なことを考えてございます。そういったきっか

けづくりを特に深めていきたいなというふうに

考えているところであります。以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） ボランティアの結成に

ついてはいろいろな課題があると思います。新

庄市におきましても高齢化が進んでおりまして、

それに並行して若年層の人数が減ってきている。

こういう状況の中でやはり即戦力となる、そし

て即結果が出るというような問題ではないと思

います。10年先を見据えたこれは政策だと思い

ます。その中で、今現在やはり高齢化が進んで

いるという現状におきまして、市ではこの要支

援者に対してはボランティアの数は何人ぐらい

必要であると考えて、この10年先の政策に向か

おうとしているのかお伺いいたします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 具体的に

ボランティアを活用して、活用してというのは

ちょっとあれですけれども、協力していただき

まして介護現場でやっていくというふうなこと
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につきましては、まずその体制を徐々にやって

いくしかないかなというふうに思っております。

介護現場の中で受け入れしている方、受け入れ

しているところがどういったところにニーズが

あるか。そしていわゆるボランティアの方がど

こまでできるかというふうなところを見きわめ

ないと、なかなか難しいのかなというふうに思

います。そのため今後予定される人数、ボラン

ティアの必要人数というふうなところになりま

すと今のところは何人と言えるような状況では

ないというふうに思います。以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 厚生労働省のまとめに

よりますと、要支援の方に対してはボランティ

アのかかわりが最低３人ぐらいは必要というの

があります。それは身体面であり生活面であり、

そして精神面であるということです。これはあ

くまでも厚生労働省の試算なんですけれども、

新庄市におきましても介護の予防に関して要支

援の方が重症にならない政策のためには、その

ぐらいの人数が必要だということを少し考えて

いってほしいと思います。 

  それでは、最後の質問に入らせていただきま

す。 

  地域包括ケアについてお伺いいたします。こ

の質問は今回で２回目となります。地域包括支

援センターがこの事業を行うという前提のもと

でお伺いいたします。 

  高齢になりますと、先ほども申し上げました

とおり心身ともに何かしらの大変な状況があら

われる場合があり、重度の要介護状態になるこ

とも多々あるものです。それでも住みなれた地

域で暮らすことを望む声が多く、それを支える

最もかなめとなるものは地域包括ケアであると

認識しております。このケアシステムはおおむ

ね30分以内に必要なサービスが提供される日常

生活圏域に置かれるのが望ましいとされており

ます。それは中学校区を単位と想定されており

ます。地域におきまして医療、介護、予防、住

まい、生活支援が一体的に提供され、また認知

症高齢者の地域の生活を支える上でも重要と考

えられます。地域包括支援センターは、国の試

算の一般的には社会福祉士と保健師、介護支援

専門員、そして事務を担当する４名で構成され

ております。本来であれば、１つの中学校区で

その地域の実情に合った支援を地域住民や区長、

民生委員、町内会役員などと連携の上で築きな

がら支援していく、そういうものと認識してお

ります。現在本市におきましては、２つ分の人

員が１カ所にまとめられて本市の福祉の中核的

存在の社会福祉協議会の２階の１室に位置して

おります。福祉サービスの提供が市の中心部に

固まり過ぎの傾向にあり、このままの状況で地

域との連携やその地域のニーズの把握や課題の

掘り起し、その解決に結びつくのか懸念が残り

ます。行政が積極的に地域に溶け込んでこその

地域包括ケアと考えます。そしてこれからの本

市の高齢化社会を支える上で、大胆な改革が必

要なのではないかと思います。 

  今後本市において地域包括ケアをどのように

進めていくのかお伺いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 議員のおっしゃるとおり、地域包

括支援センター、近隣にそういうふうな相談体

制があるということが望ましいということも私

もそういうふうに思っております。字面的に何

人に１人がいればいいとか、何千人に１人がい

ればいいというようなそういうことではないと

いうふうに私も認識しております。現在の地域

包括支援センターで全てが解決できるというふ

うにもまた思っておりません。議論されており

ますのは今後の介護のあり方ということ、その

ことにつきましては地域全体の課題でもあると

いうことで、視点が要介護者あるいは支援者の
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みの問題ではないと。そこにおける地域コミュ

ニティーのあり方ということも含めて考えなけ

ればならないというふうに思っております。 

  先ほど10年先を見据えたということでありま

すが、団塊の皆さんが65歳、10年たちますと75

歳になります。そのころから要支援を受ける

方々と、そうしたときにその地域のコミュニテ

ィーをもう一度再生できるかできないかという

ことが大きな鍵になるというふうに思っていま

す。そういう面では、昨年から始めました健康

を基本にしましたプラザで行っております総合

政策課で行っておりますけれども、今回末広町

を対象に健康増進のための、健康寿命のための

というようなことを市でしかけているわけです

けれども、そうした広がりをもとに全てが公的

に補えるかということになりますと、かなり難

しいというふうに判断しています。そのために

ボランティアの活用というようなことを国が出

てきていると。しかし先ほど申し上げましたよ

うに、ボランティアの中身を今相当精査しない

と、単に無償なのか、あるいはポイントボラン

ティアなのか、あるいは有償ボランティアなの

かというようなこと、それに係る相対的な経費、

あと地域コミュニティーというようなことを総

合的に判断しながら地域包括支援センターのあ

り方を今議論しているということであります。 

  おっしゃるとおり、何人いればいいという問

題ではなく緊急性を要するものに対する行政の

あり方ということも地域全体を含めた形の中に

今議論しているということも御理解賜りたいと

いうふうに思います。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 今の市長の答弁で、非

常にもっともだとは思います。そのほかにもこ

の介護予防の重要性はもう一つ大きな課題があ

りまして、先ほど市長が申し上げましたとおり

に2025年問題というのがあります。2025年問題

は団塊の世代がやっぱり75歳に達する。そうい

うことで非常に介護負担が大きいということで、

ここに資料があるんですけれども、介護保険の

スタート時点は2000年第１期です。これが保険

料１人負担が40歳以上で2,911円ここから始ま

って、今は第５期、そして全国平均が4,972円

です。今現在新庄市は5,200円で、全国平均よ

りも若干高目になっております。これが今の制

度のままいきますと、2025年10年度には全国平

均で8,200円の試算が出ております。今現在で

新庄市は全国平均より高いのですから、もう少

し8,500円ぐらいまでいってしまうのかという

懸念があります。 

  これは40歳以上が介護保険の納付義務がある

んですけれども、今30歳の方が10年後に納付期

限が来たから月8,200円の負担になりますよと

言えば、子育て世代に直撃すると思うんです。

そのためには、今ボランティアの育成や地域支

援も非常に困難だといいますけれども、今この

先が見えている状況ですからなおさら抜本的な

改革が必要なんじゃないかと思います。若い世

代が減っていきますので、行政だけの支援で介

護を支え切れるものではありません。ですから、

もう少し地域に溶け込んだシステムの構築を急

ぐべきだと私は思います。 

  今、総合政策課で地域リーダー講習もやって

いまして、そこの参加者の方からもいろいろな

意見が出ます。その上で、地域にこういう支援

のシステムがあったらいいかという声が非常に

大きくなっています。そのために、今現在の包

括支援のあり方は少し問題があるのではないか

と思うんです。やはり、地区の住人があの今の

場所ですとまず行きづらいという感覚がありま

すので、もう少し地域に溶け込んだものを、そ

の中学校単位に置くのが望ましいと思います。

これに対してどう思うかお伺いいたします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 
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小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 地域包括

ケアの考え方が出てきたときに、30分圏内、そ

れから中学校単位というふうなところでのくく

り、必ずというふうなわけではありませんけれ

ども目安としてそういったところが出てきたと

いうふうに考えております。新庄市では、中心

部から30分圏内、中学校単位というふうなこと

になりますと３つ大きく分けなければならない

かなというふうに思うわけでございますけれど

も、現在の地域包括支援センターの人員等も考

えますと有効的に機能していくというふうな中

では今のところは１カ所かなというふうに思っ

てございます。 

  また、いわゆる相談機能というふうなことに

なりますと在宅介護支援センター３カ所ござい

ます。これについても365日24時間電話でも相

談できるというふうな態勢にとっております。

特養とか老健とかと連携した形での体制になっ

てございますけれども、そういったところでも

活用していきたいというふうに考えております。 

  また、いわゆるケアマネジャーですけれども、

居宅介護支援事業所につきましては市内に29カ

所ございます。この中には、萩野地区のほうで

３カ所、八向地区で２カ所ございますので、こ

ういった資源もいわゆる相談機能として使って

いくべきだと私は考えてございます。現在、地

域包括支援センターの中で毎月１回、いわゆる

ケアマネの資質向上研修会やってございます。

これにつきましては、毎月ほとんどのケアマネ

が参加して、いわゆるケアプランの点検であり

ますとか、それから個別困難ケースにつきまし

ていろいろ勉強会をしているところです。そう

いったところもフィードバックしながら、いわ

ゆる相談機能というものを充実させていきたい、

そういったものを資源として活用していきたい

というふうに考えてございます。 

  また、地域包括ケア会議というふうなことで

いろいろ医療関係者とか、機能訓練をやってい

る方とかいろいろな方も入りまして、いろいろ

な困難課題につきまして協議しているところで

ございますので、そういったところの連携も保

ちながら相談機能を充実していきたいというふ

うに考えてございます。以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 本市におきまして、相

談機能というのは充実させていただくというこ

とに対しては非常に大きな期待があります。し

かしその介護の予防ということに関しては、在

介と言われる在宅ケアセンターですか、そこに

余り予防というのを重きを置いていないんです

よね、国の制度上。やはり予防ということは、

地域包括センターが中心となってこれから進め

るべきと思います。前回の健康寿命に関しても

質問でもありましたが、健康寿命の延伸がこれ

からの介護の納付の義務の、社会保障費の納付

の負担の軽減にもつながると思います。その中

で予防事業をもう少し一歩進んだ政策をとらな

ければ、新庄市は介護において非常におくれる

と思います。 

  そこで、先進事例と申しますが常任委員会で

も視察にさまざま行っておりますけれども、や

はりその地域独特のものがあるんです。その包

括ケアシステムにおきましても、それだったら

新庄市独自のものを構築するという考えもあり

と思うんです。総合事業を同様に、これは新庄

市だけにしかやっていないケアシステムだとい

う構想も今後必要だと思います。その辺のとこ

ろをもう一度お伺いいたします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 介護予防
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事業につきましては、いわゆる一般介護予防事

業というふうなことで元気な高齢者向けの講座

ですとか、そういったものと、いわゆる要支援

と非該当を行き来する二次予防対象者というふ

うなところでの予防事業というふうなことで、

２つに分かれてございました。いわゆる議員が

おっしゃる介護予防につきましては、いわゆる

非該当と要支援を行き来するような方の介護予

防、あるいはそれに近い方というふうなことが

中心になってくると思いますけれども、今後は

一般介護予防というふうなことでそういった区

切りをなくして、独自でやっていただいて結構

だというふうなところでの、いわゆる区切りが

なくなったというふうなところもありますので、

各市町村で独自にできるというふうなことにな

ってきてございます。新庄市でもいろいろ介護

予防事業をやってございますけれども、今回も

新しい事業所も参入して介護予防やっていきた

いというふうなところもあります。そういった

ところと、その成果とか費用的な部分も検討し

まして、今後よりよい、新庄市独自になるかと

いうふうなところはわかりませんけれども、効

果的な介護予防事業を展開していきたいという

ふうに思っております。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） さまざま困難な場合が

多いとは思いますが、最後にもう一つだけお伺

いします。 

  包括ケアシステム、現在のまま続けるのでし

ょうか。お伺いします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 今回の法

律改正の中で、地域ケア会議というふうなもの

が27年度から義務づけられております。これに

つきましては、介護だけでなくて医療、それか

ら地域住民とかさまざまな関係者が集まってい

ろいろな課題を連携しながらやっていくという

ふうな会議をしなさいというふうなことになっ

てございます。新庄市におきましては昨年度か

らモデル事業としてやってございまして、今年

度はもう定着してございます。これがあったか

ら必ずしも進展するというふうなことではござ

いませんけれども、連携は確実に進歩している

なというふうに思っておりますので、そういっ

た会議を充実しながらよりよい方向でやってい

きたいというふうに考えてございます。以上で

す。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 市内に住んでいる高齢

者の方が安心して暮らせるように、そして10年

先に政府の試算の8,200円の介護給付が少しで

も新庄市におきまして抑制されるような政策を

望みます。 

  以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時３５分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、小関 淳君。 

   （１３番小関 淳議員登壇）（拍手） 

１３番（小関 淳議員） それでは、早速始めた

いと思います。 
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  新庄まつり初日24日の夜祭りは、歩道どころ

か路地の相当奥まで人垣ができるほどの近年に

ないすさまじい人出でした。この人出の数％で

もいいから新庄に定住してくれたらなどと思い

つつ、引き手の少ない北本町若連の山車を引き

ました。その夜の人出を見ると、ずっと市長が

言っている新庄まつり誘客100万人構想もまん

ざら夢物語ではないのかもしれないなと思える

ほどのにぎわいでした。 

  しかし、まつりの後の町はやっぱり夢だった

んだなと思わざるを得ない閑散としたいつもの

町に戻っていました。やはり新庄まつりをより

一層にぎやかで品格ある町にしていくためにも、

メーンの舞台となる中心商店街の衰退はこれ以

上加速させてはならないとまつりに参加して改

めて強く感じました。 

  それでは、通告に従いまして一問一答方式の

質問をしていきたいと思います。 

  初めに、新庄まつりの環境整備についてです

が、昨年の９月議会でもまつりのごみ対策につ

いての質問をしており、市長から今後新たなご

み対策を検討したいとの前向きな答弁をもらい

ました。そのこともあってなのか、ことしも商

店街に５カ所のごみステーションを設けかなり

の効果を上げポイ捨てごみが激減していると感

じました。しかし、よくよく考えてみるとごみ

ステーションの数は昨年と変わらない。それな

のになぜポイ捨てごみが激減したのか不思議で

なりませんでした。そこでまつり関係者の方々

に聞き取りをしてみると、市職員やまつり関係

者の皆さんがポイ捨てされたごみを見つけたら、

その都度片づけており、さらにまつりの３日間

人出が引いたあとに夜遅くまで清掃作業をして

いたとのことでした。その成果としてなのか、

まつり期間毎朝露店のごみ収集をしている清掃

業者の方の話では、去年よりはるかに片づけや

すくて集められたごみがきちんとしているとい

うことでした。これは、市職員やまつり関係者

の皆さんのきれいな品格のあるまつりにしたい

という思いと、こつこつとごみを片づける努力

が実を結んだのではないかと思います。本当に

ありがとうございました。 

  しかし、いまだに露店のあった周囲にはふだ

んには見られないポイ捨てごみが見つかり、相

変わらず商店街の植え込みや店舗間のすき間に

は食べかけの食品や割り箸、容器、空き瓶、空

き缶などのごみが押し込められていて、それを

見つけるたびに非常に憂鬱な気持ちになってき

ます。残念なことに、市職員がどんなに頑張っ

てごみを片づけてもやはり限界はあると思いま

す。来年のまつりには、ごみ対策を真剣に練り

直し、誰もがポイ捨てしなくても済むようなご

み箱の複数設置が必要なのではないでしょうか。

そうすれば、夜遅くまで市職員がごみ拾いをす

ることも、商店主や近隣住民が後始末をするこ

ともしなくて済むようになるのではないでしょ

うか。そのようなことをいろいろ整備しながら、

新庄まつりのユネスコ世界文化遺産認定を前に

し、今後はどのようにしてまつりの環境を整備

し、快適で誇り高いまつり環境をつくっていこ

うとしているのか市長の考えをお聞きしたいと

思います。 

  これで壇上からの質問を終わります。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小関市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  新庄まつりにおけるごみ対策ですが、昨年よ

り商店街に設置した５カ所のごみステーション

の巡回回収に加え、新庄中学校を初め諸団体の

皆様によって自発的に行われたごみ拾い活動な

ど多くの市民の皆様の御協力により、ごみのポ

イ捨てに関してかなり改善されてきており、ま

た露店商の方々には自分の店のごみを回収する

ことは当然ですが、店の周りにもごみ箱を設置
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するようお願いしてきておるところであります。 

  しかしながら御指摘のとおり、残念ながら商

店街の植え込みや建物のすき間など人目のつき

にくい場所にごみを隠すように捨てられている

現状も事実であります。26日の手締め式の後に

商工観光課職員全員でごみ拾いを行いましたが、

まつりごみ以外も含めたくさんのごみを回収し

たところであります。 

  来年新庄まつり260年を迎えるに当たり、よ

り市民が誇れるまつりとしていくための環境整

備に関しては、ただ単にごみの排出抑制を求め

る看板等の表示ではなく、観光客のマナーの向

上に向けた啓発も行い、街なかの景観等に配慮

した方策も検討し、きれいな新庄まつりを推進

していきたいというふうに考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） では、再質問をしたい

と思います。 

  先ほど質問の中に、複数のごみ箱設置をお考

えになってはいかがかというふうな内容が含ま

れていたかと思いますが、その件に関してはど

のようにお考えでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 ただいまの御質問でご

ざいますけれども、24年度から箇所をふやしま

して５カ所にして現在集積所を配置しておりま

す。複数ということになりますと、そこのごみ

箱の置いている数をふやす、あるいは箇所数を

ふやすということかと思いますけれども、なか

なかあのステーションを設ける場所もなかなか

難儀をしている状況でございまして、貸してい

ただける土地があればもっとふやしたいという

気持ちはございます。それで、今後観光客がふ

えれば当然ごみの量もふえてくるということも

ありますので、その辺につきましては場所の確

保も含めて検討してまいりたいと思います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） わかりました。前にも、

１年前の９月議会でも似たような質問をしたん

ですけれども、その際に京都の祇園祭りだとそ

れこそ10メートル置きぐらいに分別ごみの段ボ

ールでつくられた、燃えるごみ、燃えないごみ、

あとは資源ごみという３種類のごみ箱が設置し

てあったわけです。場所がないという課長の答

弁ですけれども、本当に場所はないのかなと思

いますけれども、駅前通りで言えば何ていうか

お客さんが山車を見る側じゃなくて反対側、露

店側のほうには通路みたいな、歩道が行き来す

る通路に実際なっているわけですけれども、そ

の辺を利用して置くこともできるんじゃないか

なと思っているわけです。 

  それと、例えば京都の祇園の場合だと、スポ

ンサーがそのごみ箱にコマーシャルを入れて、

パナソニックとか東芝とかそういうふうな大き

な企業とかと契約してそういうことをなさって

いるんだと思いますけれども、そういうふうな

ことで企業と連携してというか、企業の応援を

得てそういうものを充実させていく必要はある

んじゃないかと思います。いずれにしても、そ

の人出が多ければ多くなるほどポイ捨てごみが

ふえて、おわかりのようにふえてきますよね。

やっぱり本当に５カ所というのではなくて、そ

ういうふうな段ボールでできた簡単なごみ箱の

設置なんかは考えたほうがいいんじゃないかと

思いますけれども、どうですか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 昨年度の質問がござい

ましたので、京都のほうに照会したところでご

ざいます。そうしますと、やはりテレビ局がス

ポンサーといいますか主体となりまして、祭り

のためにそのスポンサーになって箱をつくると
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いう呼びかけをしておりまして、それで実際に

賛同いただいた企業には設置した箱に名前を入

れるとかそういったことで、京都ですから

1,500個ほど設置するんだそうです。設置はし

ますけれども、これをまた回収するのも大変で

ございまして、そのごみについてはボランティ

ア500人ぐらいが回収に当たるというようなこ

とでございました。規模がうちの場合は違いま

すので、数は少し減ってもいいわけなんですけ

れども、ちなみに少しコカ・コーラさんみたい

なところに私もちょっとそういうことはできな

いのかということを聞いてみたんですけれども、

うちではちょっとやっていないということでし

た。そういう方法もございますので、ちょっと

すぐにはできないのですけれども、働きかけを

していきたいというふうに考えております。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 祇園祭りのほうも調べ

ていただいてありがとうございました。 

  今回はごみのことに焦点を当てて質問をして

いますけれども、例えばその新庄まつり全体を

やっぱり誇り高い品格のあるまつりにしていく

ためにも、例えばまつり基金みたいなものとい

うか、それでなくてもまつり環境整備基金とか、

何か基金を募るみたいな議論はないんでしょう

か。今現在でいいですけれども、今まで。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 今の御質問の件につい

ては、残念ながらそういう声も考えもございま

せん。ただ、ふるさとの応援基金ですか、そう

いったものもございますので所管のほうと相談

しながらそういうことも検討してまいりたいと

思います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） やはりユネスコ世界文

化遺産に登録間近ということもありますので、

やはりそういう環境整備というか、そういうと

ころにも目をやっていただいて、本当に日本に

類を見ないぐらいの質の高い、それこそ地元住

民が誇れるようなまつりにしていただければあ

りがたいなと思います。ぜひスポンサーを募っ

たり基金の理解者を募ったりして、新庄まつり

全体を下支えできるような方策を探っていただ

ければなと思います。 

  では、次の質問に移りたいと思います。 

  教師の負担軽減による教育の充実についての

質問をしたいと思います。 

  教師の労働問題的なものについては、我が会

派の伊藤議員のほうが非常に詳しいんですけれ

ども、私は子供の育つ教育環境をどうしていく

かというところの観点から質問をさせていただ

きたいと思います。全国の教育現場では、特に

小中学校の先生の業務量などが増大し、精神的、

肉体的に疲れ果て、教育のその学校現場を離れ

ざるを得ない教師が少なくないと聞いています。

郡内で勤務する教師からも部活動や事務量の多

さ、保護者対応などに苦慮している悲痛な声が

聞こえてきます。さらに、本来家庭や地域社会

が担うべきさまざまな役割まで、それをも背負

わされているという現状があるようです。最上

教育事務所の調査によりますと、過去５年間で

心的疾患により１カ月以上病気休職をしている

教師数は10名を超えています。あくまでこの数

字は、教育事務所が把握している数字だけです。

学校教育法に規定されている年間の総授業時数

は、小学校の標準時間が850時間から980時間、

これは学年にもよるんですが、また中学校では

1,015時間となっているようです。郡内の多く

の小中学校のほとんどは、それを大きく超えて

いるようです。 

  事務作業については、国や県から下におりて

きているものがほとんどだと思いますが、新庄

市の教育委員会の範囲で教師の負担を軽減でき
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るような部分はないのでしょうか。 

  そこで市教委では負担軽減策をこれまでどの

ように実施し、本来児童生徒たちに向けるべき

先生の能力やエネルギーをどのように確保しよ

うと努めてきたのでしょうか。そして、未来に

生きる子供たちのための本当の教育をどのよう

にして充実させようとしているのか、教育委員

長のお考えを聞かせてください。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 ただいまの御質問に、私のほう

から答弁させていただきます。 

  近年、学校を取り巻く環境は複雑化、困難化

しており、さまざまな問題行動の発生、特別な

支援を必要とする児童生徒の増加、不登校の児

童生徒の割合の増加などの状況が議員がおっし

ゃるように見られます。また、学校に求められ

る役割もかつてと比べて拡大、多様化しており、

保護者の対応、通学路の安全確保、地域活動な

どへの対応も求められています。さらに、道徳

の教科化や小学校での英語教育への対応など、

学校はさまざまな教育課題への対応が求められ

ております。 

  経済協力開発機構ＯＥＣＤの国際教員指導環

境調査によりますと、諸外国と比較して教員の

１週間当たりの勤務時間は最も長く、中でもス

ポーツや文化活動の課外活動の時間は特に長く、

事務業務、授業の準備時間も長いという結果が

出ております。 

  このような状況を踏まえ、市教育委員会では

次のような多忙化解消に取り組んでおります。 

  １つ目は、学校の教職員構造への支援です。

これは学校の教員に加えて多様な職種の職員等

を配置し、校長のリーダーシップのもと１つの

チームとして多様な専門性を持つスタッフによ

り構成し、学校の教育力を最大限に生かす取り

組みです。新庄市では、個別学習指導員や語学

指導員、地域コーディネーター、スクールカウ

ンセラーを配置し、多様な課題に対して学校が

組織として機能できるよう努めております。ま

た、つばさ支援事業では外部指導者を招聘して

教育の充実に役立ててもらっております。 

  ２つ目は、事業の見直しです。新庄市では、

教員の資質向上のために教育研究所を設置し、

市独自の教員研修を行っております。その研修

内容や運営について精選化を図り、市の教育課

題に直結した研修を重点化して行うことに取り

組んでおります。 

  ３つ目は、事務的作業に要する事務量の削減

です。そのために、各学校に校務用パソコンを

１人１台配備し、ネットワークの構築とデータ

共有化等による情報化の促進に取り組んでおり

ます。また、通知表や指導要録の電子化にも取

り組み、作成における事務負担軽減に努めてお

ります。さらに、各学校へ依頼する調査につい

ても精選や簡素化したり、集計作業を教育委員

会が行ったりしております。そのほか、ゆとり

創造運動による各校の実態を踏まえた多忙化解

消への取り組みや部活動の適正化、配慮を要す

る家庭や子供に対する関係機関との連携にも取

り組み、学校を支援しているところであります。 

  このような取り組みを通して、時間的、精神

的なゆとりを生み出し、教師が子供と向き合え

る時間を確保することで教師本来の業務である

授業に専念できる環境づくりを充実させ、新庄

市の教育目標である「夢を持ち元気で才能豊か

ないのち輝く新庄っ子」を育成していきます。 

  この件に関しましては、国でも対策の必要性

を痛感しており、多様化、複雑化する教育課題

の解決に向けて教師が子供と向き合う時間を確

保し、教育活動に専念できるようにする観点か

ら平成27年度予算の概算要求が行われており、

学校経営を支える管理・事務体制の充実や人材

の配置及び活用に当たるとされております。今

期待しているところであります。以上でござい

ます。 
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１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 答弁の内容を聞きます

と、非常に教師の負担を軽減するような方向で

一生懸命やっていらっしゃるというところがあ

る程度わかりました。ぜひ、この方向性を持っ

て子供の教育環境をより充実させるようにして

いただければと思います。 

  例えば、中学校の部活動の部分で試みという

か、非常に前向きな試みをしている自治体があ

りますので、愛知県の犬山市っていうのは御存

じだとは思いますけれども、中学校部活動指導

者派遣事業というのをやっていますよね。何か

といいますと、外部のスポーツ系の活動だと思

いますけれども、外部の指導者をデータでは40

人ほど市が委託して予算も800万円ほどつけて

やっていると。これはやっぱり中学校の先生方

の、特にスポーツ系の部活を持っていらっしゃ

る先生方の非常に負担の軽減になるんじゃない

かと私は思うんですけれども。私の耳に入って

くるのは、本当に家庭にいる時間がないという

ふうなことを数年前にある先生から聞いたこと

があります。今の状況とあわせて、今言った愛

知県の犬山市のそういうふうな事業があるとい

うことについて、ちょっとコメントというか回

答をというか、思いを聞きたいんですけれども。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 部活動における教職員

の負担等についてどのような考えかということ

の御質問でございます。 

  確かに部活動につきましては、専門的な技量

が求められておりますので、全ての教員がその

競技に精通しているわけではないというところ

から負担感を感じる教員もいるということ自体

は事実でございます。そのために、犬山市のよ

うな市での外部派遣等は新庄市では行っており

ませんが、山形県には運動部活動外部指導者派

遣事業という制度がございまして、中高に外部

指導者を派遣するという制度がございます。そ

の制度を活用しまして、新庄市の各中学校では

外部指導者を活用して教職員の負担軽減に取り

組んでいるところでございます。 

  あと、さまざまな課題がございまして、たく

さんの外部の人間を入れまして教育の充実に当

たることはそれは大変効果のあることだという

ふうに捉えておりますが、現在さまざまな課題

がある中で、例えば特別支援教育の充実には個

別学習指導員を昨年度から市単独予算で配置し

ていただいたりとか、あと学校図書館に常時人

がいるようにということで図書館支援員等を配

置してもらっているということもさまざまあり

まして、そういう総合的な中で外部指導者の導

入については考えていかなければならないかと

いうふうに感じているところでございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 授業へのエネルギーの

大切さというか、エネルギーを向けることに関

しては非常に大切であると、しかし個別学習指

導員、地域コーディネーター、さまざまなこと

もやっていると。そういう中で、なかなか部活

動の外部指導者までは今のところは行っていな

いということでよろしいんですね。そこまで行

けてない。御存じだとは思いますけれども、外

部指導者で非常に優秀な能力を持っていらっし

ゃる方たくさんいらっしゃいますし、その生徒

のほうも質の高い指導を受けられるというメリ

ットもあると思うので、ぜひその辺も今後少し

余裕ができたら御検討をいただければなと思い

ます。よくウイン・ウインの関係とかっていう

ふうなイメージを持って、教育に関係する人た

ちが皆いい表情になるような選択をしていただ

ければなと思います。本当にインターネットと

いうか、パソコンを使って先生方の事務量の負

担を軽減しているとか、いろいろ頑張っていら
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っしゃることがよくわかりましたので、今後と

もぜひこの方向で頑張っていただいて子供たち

の教育環境を充実させていただければと思いま

す。ありがとうございます。 

  では、最後の質問に入りたいと思います。 

  中心市街地再生についての質問をしたいと思

います。 

  最初の質問でも触れましたように、新庄まつ

りのメーン舞台となっているのはアビエスの観

客席があるとはいえ、ドラマチックな練り歩き

の舞台となるのはやはり中心商店街ではないか

と思います。その商店街が現在どのような状態

になっているかわからない方は恐らくいないと

思います。郊外型の大型商業施設、コンビニエ

ンスストア、さらにインターネットやテレビ、

ラジオの通信販売などによる多方面からの販売

攻勢の渦にのみ込まれ、目に見えて衰退してき

ています。それにより空き店舗や空き地が増加

し、その空き地には雑草どころか木まで生い茂

っているというそういうところもあります。そ

こは、新庄まつりやさまざまなイベントが開催

されるたびに格好のごみのポイ捨て場になって

います。新庄最上地域の中心自治体である新庄

市にとって、中心商店街は本当に現在のような

状態でいいのでしょうか。この問題については、

過去に何度も質問をしていますが、これから先

中心商店街を含めた市街地をどのように維持し

ていこうとしているのでしょうか。ただ街なか

でイベントや祭りを開催して、それだけで街の

活性化は実現できるのでしょうか。ただ空き店

舗を埋めただけで、商店街にある歴史と誇りと

重みある雰囲気を維持していけるんでしょうか。

ぜひ市長の考えを聞かせてください。 

  市長は以前からコンパクトシティ化を公言し

ながらも、実際は今の状況は郊外への宅地や商

業地の広がりはとまることはありません。深刻

な人口減少、行財政縮小が加速する中で、新庄

市はどのような選択をすべきと考えているので

しょうか。 

  また、都市開発、都市再開発の観点からどの

ような方向性を持って、中心商店街、中心市街

地のバランスを郊外型の場所とそのバランスを

維持しようとしているのか聞かせていただきた

いと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 中心市街地再生についてでありま

すが、今後の市街地の考え方についてさまざま

な観点からの御意見だというふうに思っていま

す。 

  初めに、宅地や商業地の広がりがとまらない

とする点についてでありますが、民間の業者よ

り開発行為の申請がありますと、その許可は都

市計画法第29条の規定により都道府県知事が行

うものであります。さらに、都道府県知事は同

法第33条の規定により開発行為が基準に適合し

ており、法律または命令の規定に違反していな

いと認めるときは開発を許可しなければならな

いとされております。コンパクトなまちづくり

の考え方といたしましては、持続可能な社会の

実現に向け、これまで整備してきた都市機能を

有効活用させることを基本とし、用途地域及び

その周辺を市街地居住ゾーンとした展開を図り

たいとの考え方であります。しかし、商業施設

や公共施設などの大規模施設の立地に当たり、

必要とする条件を満たす用地がなければ地域活

性化の観点などから総合的に判断して市街地周

辺へ求めることになるものと考えております。 

  現在、大規模な開発が行われております地区

は、周辺の住宅街と地続きであり、この開発に

より新庄市民のみならず最上郡内周辺町村から

の集客、定住も望めるとともに雇用の拡大が期

待でき、本市における一方の商業活動の中心を

なすものと考えています。 

  市場原理と民間活力は制限や抑制するだけで

なく、うまく活用することによって本市の雇用
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の場を確保し定住促進につなげる方法の一つに

なるものと考えております。 

  空き家、空き地が増加しているとの件につき

ましては、平成24年度から条例を制定するなど、

危険空き家に対する対策により空き家の数は減

少傾向にあります。望ましい姿としては、利用

できる空き家については利用していただき、危

険な空き家については解体し、別の用途に利用

していただくことだというふうに思っています。

引き続き適正な管理を促していきたいというふ

うに考えております。 

  中心市街地を含めた市街地の維持についてで

ありますが、都市計画法上の商業地区としての

用途指定はその効果として、建築基準法により

容積率が400％までの建築が許され、商業その

他の業務の利便を増進するための手当てがなさ

れていることになります。引き続き中心市街地

の求心力が落ちないように、商業地域空き店舗

等出店支援事業費補助金などを活用した支援策

を講じるとともに、さまざまなイベントを開催

する中でお客様との信頼関係を築きながら市街

地周辺の店舗とのすみ分けができるよう慎重に

見守ってまいりたいと考えています。 

  都市開発の観点につきましては、既に整って

いる社会資本である道路、下水道などのほか、

地域の歴史文化とのかかわり、さらに開発の目

的を明確にする必要があります。また市街地開

発には、土地の利権や既得権の整理など諸課題

を解決しながら進めなければなりません。事業

導入に耐えられる体力も考慮しなければなりま

せん。そうしたことも踏まえ、現状と将来ある

べき姿を関係者と話し合いを進めながら検討し

てまいりたいと考えております。 

  昨今、人口減少が全国的に問題視されており

ますが、新庄市にとっても人口減少への対応が

一番の課題であります。人口が減少し、経済活

動も停滞することになれば税収の縮小など、こ

れまで整備してきた道路、下水道などの都市機

能も維持していくことが難しくなり、行政サー

ビスそのものも縮小せざるを得なくなると考え

ております。そのためにも今後は人口減少問題

に対応するための定住促進策の強化を優先にし

たまちづくりを進めていきたいと考えておりま

す。 

  その中で空き家の利活用も含め、市街地の中

への定住を誘導していき市街地の活性化につな

げたいと考えております。 

  以上を答弁とさせていただきます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） わかったような、わか

らないような。再質問をさせていただきます。 

  大店舗の進出については、知事が許可する、

県が許可するんだと、だから仕方がないんだと

いうふうな答弁のように聞こえました。今の制

度であれば当然そうですよね。そうですけれど

も、よりよいこの地域の方向性を決めていくと

いうのは、皆さんよくお使いになる言葉だと思

いますけれども、ニアイズベターという言葉が

ありますよね。向こうの言葉ですけれども。や

っぱりここに住んでいる人が一番ここの状況を

わかっているんじゃないかなって。山形市に住

んでいる人が新庄市の状況をそれはわかってい

る人もいるかもしれませんけれども、そういう

ことなんじゃないかなと。私にはどういうこと

もできないというふうに聞こえましたけれども。

では、実際中心商店街と郊外型の商業地とのバ

ランスはとれていると考えていますか。そうい

う認識がありますか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 バランスがとれている

かということで、大変難しい問題かとは思うん

ですけれども、確かに郊外のほうに新しい大型

スーパー等が建設を予定しているところであり

ますけれども、また中心商店街、市街地といい
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ますか、街の中にも空き店舗を活用して店をま

た新しくするといった動きもございます。最近、

ここ２年、ことし去年あたりからぽつぽつと目

立つようになってまいりました。ですから、郊

外には郊外の機能があり、中心市街地のほうに

もそういう需要があって店が開かれるというこ

とですので、それなりのすみ分け等がなされて

いるのかなというふうに考えております。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） バランスはとれている

ということで理解していいですか。とれている。

私はとれていないんじゃないかなと思って質問

を続けます。 

  先ほど、中心市街地の中で空き家があればそ

の利活用を考えていきたいということが答弁の

中に入っていたと思いますけれども、空き家条

例の中にその利活用につながるような何ていう

か、事がスムーズに運べるような条例の中身に

なっていますか。例えば代執行というようなこ

とも含めて。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 25年１月１日現在で施行いた

しました空き家条例に関する確認ということだ

と思います。条例において示しておりますのは、

危険空き家対策条例ということで、近隣に対す

る危険、安全確保に難しい部分については応急

対策を含めて管理者に勧告をしながら指導しま

すよというふうな骨子を主としておりますので

御理解いただきたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 空き家の利活用関係につ

いて、一部お答えさせていただきたいと思いま

すけれども、確かに条例のほうは適正管理とい

うようなことをうたっているのが主眼でござい

ますので、直接的にはふえていないわけでござ

いますけれども、空き家の利活用部分は御承知

のとおりまだ途上にありまして、国が動き出し

ている関係もございます。さまざまな制度の見

直し、それらも注視しながら今進めていると。

ただ、利活用につきましては、多方面にわたる

活用策、移住策というようなところにも発展し

てきますから慎重にまた進めているというよう

な状況でございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 時間もなくなってきま

したので、やっぱり住む人、中心市街地で住む

人のことも少し考えていただいて、空き家の利

用、空き地の利用等々もそれこそ官民あわせた

英知を集めて考えていただければと思います。 

  以上で質問を終わりますが、安倍内閣は新し

い布陣をしき前面に地方の創生を掲げています。

しかし、間違いなく新庄市を含む地方の自治体

は行財政縮小時代に突入していきます。さらに

地方の景気がどのようになっていくかは、先は

不透明です。このようなときにこそ、前例にと

らわれることなく市職員と民間の英知を集めて

地域の進むべき方向を議論し、地域特性に合っ

た独自の道筋を見つけ見出していただければと

思います。 

  終わります。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、山口吉靜君より一般質問の

通告がありましたが、欠席となりましたので会

議規則第51条第４項の規定により、発言権を失

いました。 

  よって、以上で本日の日程を終了しましたの

で、散会といたします。 

  あす11日午前10時より本会議を開きますので、
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御参集願います。 

  本日は御苦労さまでした。 

 

     午後１時４３分 散会 
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５．平和都市宣言を生かした施策の推進について 

市 長 

教育委員長 

２ 奥 山 省 三 

１．都市、田舎交流促進事業について 

２．新庄祭りについて 
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市 長 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名でございます。 

  欠席通告者は山口吉靜君の１名であります。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１一般質問。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

  本日の質問者は３名であります。質問の順序

については、配付しております一般質問通告表

のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、質問答弁を含め１人50分

以内といたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、最初に佐藤悦子君。 

   （１番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表して

一般質問を申し上げます。 

  最初に１番目として、小規模企業振興基本法

を生かしての施策拡充について質問します。 

  夫婦で飲食業を営むある方は、月売り上げが

20万円に減った。経費を抑え、年中無休にして

頑張っているが厳しいとおっしゃっていました。

新潟県の民主商工会が2013年11月に1,027人の

経営実態調査を行った結果、57％が年間1,000

万円未満の売り上げで、そのうち65％が売り上

げ300万円未満でした。売り上げが前年比で減

少している人が70％を超え、減少割合が30％以

上の人が４人に１人。特に年間売り上げが300

万円未満の層で収益が前年比で減少と回答した

人が80％に上り、小さい業者ほど厳しい状況が

明らかとなりました。そして４月からそこに消

費税増税が来たわけです。 

  小規模基本法が６月20日全会一致で成立しま

した。基本法が制定されたことは、小規模業者

にとっての朗報です。この基本法に基づき施策

が抜本的に強化され、小規模企業の振興が図ら

れるようにすることが求められています。法律

は国に対し、小規模企業施策の体系を示す基本

計画を策定し、国会に報告することが義務づけ

られるとともに、地方自治体にもその条件に応

じた施策を策定し実施することを求めています。 

  そこで、大変済みませんが質問の順序を変え、

⑤の質問を初めにしたいと思います。 

  発言通告では、小規模業者の要望を聞き、振

興を図れる施策を進めるための条例をつくって

はどうかとしておりますが、新庄市の中小企業

の実態と要望を踏まえた施策を策定することに

ついて質問したいと思います。 

  基本法の対象となるのは、製造業で従業員20

人以内、商業では５人以内の企業業者です。新

庄市にこの基本法の対象となる小規模企業、業

者は約1,900です。具体的な施策を策定する上

で、重要なことは対象となるこれらの企業、業

者の実態をリアルに把握し、どんな問題に直面

し、どんな施策を求めているかをつかむことだ

と考えますが、アンケート調査の実施とか現場

に出向いて聞き取り調査とか、懇談会とか、い

ろんな方法が考えられると思いますが、どのよ

うにお考えでしょうか。 

  次に、①ということで質問しておりました地

域内循環を行政として奨励していくことが重要

ではないかということです。特に給食の食材の
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中の肉、魚、大豆の加工食品は、できる限り市

内の商店から、あるいは市内の業者から購入を

進めていくことはどうかということをお聞きし

ます。 

  ある小売業者は、大型店にお客を取られ、そ

の上消費税が増税になり経営は大変厳しくなっ

ている。給食での購入がかつて月60万円の売り

上げがあったが、今は月10万円に減ってしまっ

ている。冷凍加工食品では店の利益にはならな

い。地元の店に発注してくれれば、自分が切り

身にしたりして納入できるのだがと言っており

ました。給食の食材の発注者が地元の小売業者

を大切にする姿勢が求められていると思います。 

  ②の質問で、住宅リフォーム助成の経済効果

を踏まえ、継続そして手続の簡素化、また内容

の充実についていかがお考えかお聞きいたしま

す。 

  ③の質問では、空き店舗対策は大変いいと評

価しておりますが、さらに商店、工場などを対

象としたリニューアル助成の創設で、現在頑張

っている業者を応援することも必要ではないか

と考えますがいかがでしょうか。高崎市では、

商店のリニューアルと備品購入に２分の１補助

で最高100万円を限度に補助して応援して大変

歓迎されているということです。 

  ④の質問として、市独自補助で上げ幅を抑え

ていただいた国保税ではありますが、大幅な値

上げが行われております。これが自営業者の暮

らしを圧迫しております。国保税の引き下げが

必要ではないでしょうか。国が今年度から均等

割、平等割について法定軽減対策を拡大してい

ます。そういう中で、仙台市では国の法定軽減

に該当する世帯からさらに２割軽減し、法定減

免に該当しない一定の所得以下の世帯も２割軽

減の対象とするということにしました。市独自

の軽減額は５億9,000万円でした。財源は国か

らの特別交付金を活用するとのことです。これ

が先日８月20日国保運営協議会で了承されたと

いうことです。新庄市でもこういう方向で自営

業者の暮らしを少しでも和らげるように努力し

ていただく考えはないかお願いします。 

  大きな２つ目の質問は、公営住宅入居時の保

証人の免除についてお聞きします。 

  市営住宅について、保証人が必要とされない

場合が条例でも規定されておりましたが、今ま

で適用された方はおられません。保証人が必要

とされているために、諦めた方もおられました。

一方、1996年10月14日付住宅局通達「公営住宅

管理標準条例（案）について」と、2002年３月

29日付住宅局総務課公営住宅管理対策官通知

「公営住宅の家賃の取り扱い等について」が来

ております。この２つの通達、通知に基づいて

市の条例に保証人の免除規定があるわけだと思

います。例えば、生活保護受給者の保証人につ

いては、事業主体の判断により必ずしも保証人

を必要としないことができるとのことです。国

からの通達や通知を受けて、大阪市、名古屋市、

京都市、坂出市、別府市、中津市、豊中市、朝

霞市などが市長の判断で必要な方に保証人の免

除を認めております。新庄市でもやっていただ

きたいと思いますが、御見解お聞きしたいと思

います。 

  大きな３つ目の質問は、充実した子育て支援

と定住促進対策についてお聞きします。 

  通告しました①、②については、質問を割愛

することにしたいと思います。 

  新庄市でもことし12月から中３まで所得制限

もなくし、医療費完全無料化を実施するという

ことで、今議会９月補正予算に上程されました。

この決断を子供を持つ父母が大変喜んでおりま

す。ちなみに、人口１万人以下の小規模自治体

でも充実した子育て支援、例えば高校３年まで

医療費無料化などで人口増加に転じている例が

北海道東川町などにあります。子育て支援に一

層の御尽力を期待し、①、②について割愛させ

ていただきます。 
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  ③ですが、中央学童保育所は外遊びの場所の

確保のため努力していただきました。ところが、

残念ながら確保できておりません。ドッジボー

ル、サッカーごっこ、鬼ごっこなど走り回るこ

とが大好きな子供たちです。外遊びのできる場

所に一日も早く移転させるべきと思いますが、

いかがでしょうか。 

  ④として、定住促進の子育て世代への低家賃

は大変いいと評価します。しかし、空き家が見

られてちょっと残念です。子育て世代は、低賃

金で不安定な雇用に苦しんでいる人が多いです。

市営住宅並みの低家賃で住宅を提供することが

必要ではないかと私は思います。そこで、空き

家について所有者が改修する場合に、市が補助

して子育て世代に低家賃で提供できるように促

すことはできないでしょうか。 

  ４つ目の質問ですが、地球温暖化に伴う異常

気象による局地的な豪雨災害対策についてお聞

きします。 

  市内の土砂災害の危険箇所数と被害を防ぐた

めの対策をどのように考えているかお聞きしま

す。 

  ５つ目の質問ですが、平和都市宣言を生かし

た施策の推進についてお聞きします。 

  二度と悲惨な戦争をやってはならないという

誓いを風化させないために、次世代の子供たち

に広島、長崎の実相を引き継ぐ活動など、平和

都市宣言を生かした取り組みを強めるべきでは

ないかと思います。いかがお考えかお聞きした

いと思います。 

  以上、壇上から質問を終わります。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  ①の小規模企業振興基本法を生かしての施策

拡充、大型店舗、消費増税といろいろ御質問を

いただいたわけですが、その中での地元業者へ

の納入状況というようなことですので、これ学

校教育にかかわる問題ですので教育長に答弁さ

せますので、よろしくお願いいたします。 

  順番を変えて、２番に５番をということです

ので、小規模企業振興基本法を生かしての中に

ある条例に関する件でありますが、小規模企業

振興基本法においては、国が小規模施策につい

て５年間の基本計画を定め政策の継続性、一貫

性を担保する仕組みづくりについてうたってお

り、具体的には小規模企業者による需要に応じ

たビジネスモデルの再構築、多様で新たな人材

の活用による事業の展開、創出、それに地域の

ブランド化にぎわいの創出などを推進する基本

的政策を講じることとなっております。 

  当該基本法の第９条では、国、地方公共団体、

独立行政法人中小企業基盤整備機構等中小企業

に関する団体、その他の関係者は、相互に連携

を図りながら協力するよう努めなければならな

いと規定されており、国が定める５年間の基本

計画をもとにしながら関係各位が連携をとるこ

とが一番重要な点であると認識しております。 

  市といたしましては、国が定める基本計画に

沿い、関係機関等と連携しながら具体的な施策

を考えていくことが重要と考えており、各種金

融施策やビジネスマッチングを支援する出展補

助金制度や、人材活用としての雇用促進奨励金

制度、地域ブランドを活用してもらうための商

標登録などに取り組んでおります。このように

既にさまざまな事業に取り組んでいることから、

現在のところ条例を定めることは考えておりま

せん。 

  次に、住宅リフォーム助成の件でありますが、

住宅リフォーム補助金の継続、手続の簡素化、

内容の拡充の考えでありますが、御質問の住宅

リフォーム補助金はことしで４年目を迎え、毎

年多くの市民の皆様から御活用をいただき御好

評を得ております。この事業の目的といたしま
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しては、市民生活の基本となります住宅の質の

向上を図り、あわせて住宅工事という裾野の広

い経済活動を活性化させることで、低迷してい

た地域経済を活性化させることを目的としたも

のでございます。 

  おかげさまで本事業の成果といたしましては、

昨年、一昨年と３億5,000万以上の対象工事が

実施されており、本年度も既に２億7,000万を

超える工事が実施されている状況となっており

ます。この事業につきましては、全て県の補助

金を活用して展開していることから、補助内容

及び手続につきましてはおおむね県の補助要領

に準じた内容となっており、補助金の適正を確

認する上ではこれ以上の簡素化は難しいと思わ

れます。 

  また内容の拡充につきましても、現在の制度

でも要件工事の組み合わせにより多くの工事内

容について補助対象として扱うことも可能とな

っておりますので、工夫を凝らしていただき住

宅の質の向上に合わせたリフォーム工事を御検

討いただきたいと考えているところです。 

  なお、事業の継続につきましては、地域経済

の情勢をにらみ、県が目的を達成したと判断す

るまでの間は継続することとして考えておりま

すので、御理解いただきたいと考えております。 

  続きまして、商業地域空き店舗等出店支援事

業に関連してですが、この事業は起業を目指す

方々を支援して商業地域全体の活性化を図るこ

とを目的としており、これまでの実績として平

成20年度から平成25年度までで７件の出店があ

りました。この制度の周知が図られたことや、

出店希望者も出てき始めたこともあり、今年度

も既にこの制度を活用した出店者もおり相談件

数も多くなってきております。今後ともこの制

度の周知を積極的に図って、商業地域の全体の

活性化に努めてまいります。 

  御質問の商店、工場などを対象としたリニュ

ーアル助成の創設の件についてですが、店舗な

どのリニューアルというものはあくまで市場原

理にのっとり企業の競争原理に伴う各個店のお

店づくりの原点ではないかと考えます。そうし

た意味で、個々の店舗などのリニューアルにつ

いての直接的な助成制度の創設については考え

ておりませんが、市では大型店等の出店に伴う

対策として店舗等の新増改築を行う者や、経営

基盤の安定及び向上を図るための資金を必要と

する者に対する金融機関と連携した融資制度や、

市内に事業所または工場を有し、かつ事業実績

を有する者を対象とした地域産業振興資金保証

制度など金融面での支援制度を設けております

ので、御相談いただければと思います。 

  次に、国民健康保険税の引き上げに関する御

質問でありますが、医療の高度化、被保険者の

高齢化などにより、１人当たり給付費が年々増

加していることから本市の国民健康保険財政は

他市の例に漏れず、非常に厳しい状況にありま

す。また、平成29年度が目標年次とされている

国民健康保険事業の都道府県単位化については、

国と地方の事務レベルでの協議が始まり、本年

８月に中間取りまとめがなされたところであり

ますが、都道府県単位化の前提条件となる財政

上の構造問題の解決方法、今後の保険税のあり

方などについて具体的な内容はまだ示されてお

りません。このような状況の中、本年３月定例

会において平均11.83％の引き上げとなる国民

健康保険税の改正を行いました。これにより一

定の国民健康保険税の増収は見込まれるものの、

今後の保険給付費の推移を注視しながらの財政

運営となりますので、現段階では議員の御指摘

の国民健康保険税の引き下げは困難であると考

えております。 

  次に、公営住宅入居時の保証人免除について

お答えいたします。 

  賃貸住宅の保証人の役割といたしましては、

住宅使用料等の滞納対策が一般的ではあります

が、公営住宅につきましてはさらに高齢者や障
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害者などの場合の緊急連絡先や身元引き受け的

な側面も大変重要な役割を担っております。議

員の御指摘のとおり、公営住宅は真に住宅に困

窮する低所得者の居住の安定を図ることを役割

としておりますことから、入居希望者の努力に

かかわらず保証人の確保が難しい場合は、保証

人の免除などの配慮を行うべきとする国の通知

もあり、本市の条例におきましても市長が特別

の事情があると認める者に対しては入居申請書

の保証人連署を必要としない旨の条文も記され

ているところでございます。また、保証人免除

に関する手続規定がある自治体でも、誰も記さ

なくてもよいというわけではなく、緊急時の連

絡先や身元引受者の登録を要件としている例が

多く、公営住宅の管理者として連絡先の確保は

最重要項目の一つであります。本市では、現在

のところ保証人を免除した入居者はおりません

が、今後入居者の高齢化を初め社会状況の変化

の中で特に必要となる事象が発生した場合は、

他自治体の運用を参考にしながら個別に対応し

てまいりたいと考えております。 

  次の質問、子育て支援医療給付事業の拡充に

ついては、質問を割愛するということでありま

すが、このたび補正に上程しておりますので、

何とぞ慎重審議よろしくお願い申し上げたいと

思います。 

  次に、中央学童保育所の遊びがないことにつ

いてでありますが、現在市が開設している学童

保育所は、中央学童保育所、日新放課後児童ク

ラブ、北辰学童保育所の３つでありますが、そ

の中で日新放課後児童クラブは御承知のとおり

施設の老朽化や通学路の安全確保のため、旧県

立新庄農業高校星芒寮の一部を借り受け、必要

な改修工事を行い昨年度の12月に新たに開所し

たところであります。さらに、現在は萩野、泉

田地区への放課後児童クラブの整備のため、萩

野地区小中一貫教育校内に併設する放課後児童

クラブの建設事業を行っております。御質問の

学童保育所の外遊びの場所につきましては、山

形県が策定した山形県放課後児童クラブ運営指

針において整備要件とはなっておりません。ま

た、中央学童保育所から最近の外遊びの状況を

聞き取りしましたところ、週末は最上公園で、

夏休み期間中は各小学校のプールをお借りして

屋外活動を行っており、入所児童や保護者から

の屋外活動に対する要望等は受けていないとい

うことであります。このように、学童保育所、

放課後児童クラブの設置・整備は、施設の耐震

性や老朽化の状況を勘案し、計画的に事業を推

進してきたところでありますので、今後は財政

状況も考慮しながら計画的な事業の検討を行っ

てまいりたいと考えております。 

  次に、定住対策としての御質問でありますが、

少子化を要因とする人口減少問題は大きな行政

課題となっており、本市においては人口減少、

定住促進対策について全庁的な取り組みを既に

始めております。子育て、雇用・所得向上、住

まい・雪対策、交流・移住の４つの柱立てを行

い、定住促進強化策の具体化の作業研究を進め

ております。 

  子育て世代へ低家賃住宅を提供するための空

き家所有者に対して改修費を助成に関してです

が、市としては子育て支援という視点にとどま

らず、加えて定住、長く新庄に住み続けていた

だくという観点からも事業を捉えていく必要が

あると考えております。本年１月市独自の取り

組みとして、宅建協会会員の協力を得て、空き

家利活用対策モデル事業を実施いたしました。

物件調査と所有者との相談業務を行うことによ

って、最適な解決策の提案を行っております。

今後もこの事業で事例を積み重ねるとともに、

一方においては空き家対策としての法整備の動

きもありますので、今後の国の動向を注視しな

がら現在進めている子育て世代の住宅支援も含

めた空き家対策の研究について、関係課との連

携をさらに深めてまいりたいと考えております。 
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  次に、局地的な豪雨対策について土砂災害の

危険箇所数というような御質問でございますが、

国では土砂災害から住民の生命を守るため土砂

災害のおそれのある区域についての危険の周知、

警戒避難体制の整備、住宅地の新規立地の抑制、

既存住宅の移転促進等のソフト対策の推進のた

め平成12年に土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律を制定してお

ります。同法内に定められた基礎調査を経て、

土砂災害のおそれがある区域については、土砂

災害警戒区域とし、そのうちで建築物に損壊が

生じ住民に著しい危害が生じるおそれがある区

域につきましては、土砂災害特別警戒区域とし

てそれぞれ指定しております。 

  当市につきましては、同法に基づく基礎調査

は既に完了しておりますので、平成15年に市内

の危険箇所について新庄市土砂災害危険箇所図

として配布するとともに、市ホームページで掲

載をするなどの広報を行っております。現在、

市内の土砂災害等の危険箇所は54カ所で、その

うち24カ所につきましては土地所有者等関係者

に対する地元説明会を実施した上で指定を完了

しております。 

  全区域の指定が完了次第、警戒区域をイエロ

ーゾーン、特別警戒区域をレッドゾーンと標記

し、危険区域を明確にした土砂災害ハザードマ

ップの作成に入り、市民へ周知する予定であり

ます。 

  また、豪雨時の警戒避難体制につきましては、

気象台からの大雨注意報から警報への切りかえ

に伴い、大規模災害時職員行動マニュアルに基

づき職員を配備し、被害情報の収集やパトロー

ル、応急対策を実施します。このほか市民の方

からの電話、メールによる通報も取り入れなが

ら、地区ごとに避難の必要性を判断いたします。

避難体制につきましては、市地域防災計画の規

定に従い、避難準備情報、避難勧告、避難指示

という流れになっております。発令については、

平成26年４月に見直された国の避難勧告等ガイ

ドラインに従い、地域特性に即した内容を検討

しているところです。また避難所については、

各地区の小中学校や公民館を予定しております。

なお、避難情報の伝達につきましては、各地区

の区長さん等を通して実施しますが、緊急時に

は市の広報車や消防団による広報、携帯電話へ

の緊急速報エリアメールを活用します。なお、

現在市の防災行政無線をアナログからデジタル

への変更を予定しており、この中で遠隔地に対

する同報系無線を検討しております。また、テ

レビやラジオによるお知らせも予定しておりま

す。 

  次に、平和都市宣言を生かした施策の質問で

すが、本市においては昭和59年に新庄市平和都

市宣言を行ってから、その理念を広く訴えるた

めに市内の関係団体と協働で新庄市平和都市宣

言推進会議を組織しております。推進会議は、

各団体の平和に関する活動の支援や、毎年８月

に市立図書館と連携し戦争、平和に関する図書

の特設コーナーなどを設置しております。さら

に、世界の恒久平和という人類共通の願いを広

く訴えるため、昨年度より毎年８月15日終戦記

念日に実施している新庄市平和都市宣言旗掲揚

式へ小中高生の参加を要請し、次世代を担う子

供たちに対する啓蒙を強化しております。また、

小中学校の授業カリキュラムにおいて戦争や平

和に関する授業がありますが、その指導方法と

して並行読書という教科書で取り上げられてい

る本のほか、いろいろな本を読むことで別の視

点を学びながら理解を深めることや、最上広域

で実施する少年少女沖縄派遣事業を活用し、そ

の報告会などを実施して戦争の悲惨さを全校生

に啓蒙しております。このような取り組みを継

続していくことで、引き続き広く市民に平和の

とうとさを訴えるとともに、核兵器の廃絶と戦

争の愚かさを訴えてまいりたいと考えておりま

す。 
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  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私のほうから給食の

食材を市内の業者から購入を進めていく考えは

ないかというようなことについてお答えを申し

上げます。 

  新庄市では、平成26年３月に「しっかり食べ

て けんこうづくり 地域の恵みで まちづく

り」のスローガンを掲げ、新庄市食育・地産地

消推進計画を策定しました。新庄市は、豊かな

自然に恵まれた食べ物の宝庫であり、新鮮でお

いしい食材を使った味わい深い郷土料理もあり

ます。地域の農産物や古くから受け継がれてき

た郷土料理を家族で囲む団らんは、食の楽しさ

を深め、地域の食文化や農業を大切にする心を

育むことにつながります。 

  給食食材については、現在各学校では優先的

に地元の業者から新鮮な地元の野菜や肉を率先

して取り入れています。大型店から購入すると

いうことはありません。さらに、農業体験や給

食便り等で地域の食材を学び、生産者と交流す

る機会をつくることで生産者との深い信頼関係

のもとに地場産農産物の消費拡大を図り、地産

地消を促進しています。また県において、毎月

19日の食育の日を含む１週間を地産地消ウィー

クに定めたことを受け、積極的に地元の業者と

関わり地産地消の献立を提供しています。各学

校では、地元業者との給食物資納入についての

話し合いを持ち、可能な限り地元の食材を地元

の業者から購入しています。このように、地元

業者と学校が連携協力しながら、今後も地元業

者の販売促進に携わっていきたいと考えており

ます。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 最初に１番からいきま

すが、アンケート調査とか現場に出向いて聞き

取り調査とか、懇談会とかいろんな方法で小規

模業者の要望を聞いていくということが大事だ

と思いますが、その点についてはどうでしょう

か。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 懇談会等の開催をして

要望を聞いてはどうかという御質問でございま

すけれども、商工観光課としましては以前に比

べてずっと商店街のほうに足を運びながら話し

合いをしております。さまざまな会合にも出席

しまして、要望をきちっと把握していると思い

ますので、改めて懇談会を設置するという考え

は今のところございません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） では、具体的に地域の

要望ということで、先ほど教育長から給食のこ

とで地産地消に努めているということで大変あ

りがたいというふうに思います。そういうこと

の中で、先ほども言いましたが、かつて魚など

の売っている店などですが、60万円の売り上げ

があったが今は10万円ほどに減ったというのは、

これは地元業者の利用が、発注する立場の人が

減っているんだと思います。地元の店に対して。

そういう点、改善させて地元の店にできるだけ

魚なども含めて買うということをやるようにと

いう市の指導が必要だと思うのですが、どうで

しょうか。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 学校給食の納入に限り

まして答弁をさせていただきたいと思いますが、

先ほど教育長の答弁にもございましたとおり、

学校給食につきましては地元が業者の納入を最

優先として物資を学校のほうに納入してござい

ます。それで、各学校では地元業者との納入物

資の協議会を開催しておりまして、そこで契約
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のみならず業者さんのほうからの要望等も受け

入れながら、可能な限り応えるような努力をし

ているところでございます。 

  ちなみに、地元食材の使用状況につきまして

は、新庄市は山形県でもトップクラスにありま

して、地産の農産物を使うということにつきま

しては当然地元業者からの納入状況も高いとい

うことになっておりますので、可能な限り努力

しているということで御理解いただければと思

います。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 今のことについてなん

ですけれども、小規模業者が仕入れる価格とい

うのは大規模業者のそれに比較しますと、高値

で仕入れさせられているという、これ本当の現

状があります。給食でやっぱり金額が安いもの

をということで余り優先されていきますと、小

規模業者は太刀打ちできないというのが本当の

ことなんです。そういう意味で、地域内循環の

ためには地元から購入に補助をする仕組みも必

要ではないかなと思うんです。これは小規模基

本法の立場でもありますし、そういったことも

考える必要があるんじゃないかなと思うんです

が、どうでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 学校給食に関しては先

ほど申しましたように、協議会をつくりながら

地元を優先させながらということでやっており

ます。大規模と小規模の差があるというような

ことですけれども、そんなに差はないのかなと

いうふうに認識しておりまして、今の御指摘に

はちょっとよくお答えできないということでご

ざいます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 実際それは小売業者に

お聞きしていないから認識していないんだと思

います。小売業者にお聞きしてみれば、同じ問

屋から卸しているはずなのに、いろんなものが

高く、小さい店には卸されるんです。大型店に

は安く大量に仕入れてくれるということもあっ

て安く出しておりまして、その点からももう小

さな店というのは厳しいもう、買うときから価

格が高く設定されてしまっているという厳しい

競争にさらされておりまして、それにそのまま

乗っていることはやっぱり守れない、小さい業

者を守れない。そういう意味でも聞き取りが必

要だと思いますが、どうでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 商取引の中といいます

か経済の原理としてはグロスの問題というのは

確かにあると思います。大量に仕入れればやは

り単価は安くなるということはあると思います

が、それはある程度市場原理が働くわけでござ

いまして、給食等に関しては特に地元という意

識を強くしているわけでございますので、市と

してはさまざまな地元食材の活用ということを、

手段をいろいろやっておりますのでその辺はご

理解いただきたいと考えております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） そういうことで、小規

模関係ではぜひ私としては地元の商店の皆さん

頑張っておられるわけです、固定資産税払った

りしているわけですから、そういう商店を守っ

ていく立場にも立つということで、さらに給食

の食材のほかにも、さらにもそれを支えていく

ためにも仕入れのこととか要望を聞いていただ

きたいなということをお願いしたいと思います。 

  次に、住宅リフォームのことなんですが、25

年度の当市の住宅リフォーム補助額は2,879万

円でした。その経済波及効果は先ほど市長にも

ありましたが、3.5億円ということで13倍にも
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なっております。ほかの市の予算を見ますと、

寒河江市は5,000万円、村山市は4,450万円、東

根市では6,300万円で市独自の補助を上乗せし

ております。対象工事額を10万以上に下げたり、

対象工事を市独自に広げて市内業者の仕事おこ

しにつなげております。屋根塗りとか畳がえな

ども含めて少し市独自で広げていけば市民も業

者も、そして市内経済にとっても全てよしにつ

ながると思いますので、その拡充、市独自の施

策、考えはないか再度お聞きします。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 リフォーム補助金につき

ましては、先ほどの市長の答弁のとおり非常に

皆様方から好評をいただいている制度でござい

ます。本年度につきましても、現在のところ

107件というふうな形で申し込みがございます。

今御指摘のとおり、内容の充実等の部分でござ

いますけれども、一つの方策としましてリフォ

ーム補助金にあわせて、リフォーム補助金の中

にも省エネ化、バリアフリー化、県木材の利用、

克雪化というふうな項目がございまして、それ

とあわせて例えば水回りの改修ですとか、居室

内の内装の模様がえとかというふうな形で加え

ますと、その工事を含めまして一体の請負工事

により実施する場合につきましては補助対象に

カウントが可能というふうなことでございます。

そのために、組み合わせによっては非常に有効

かというふうに思うわけでございます。補助金

そのものにつきましては、現在県の補助金を充

ててございます。そういうふうなものにつきま

しては、現在のところこの制度そのものにつき

ましては継続したいというふうに考えてござい

ます。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 国保税についてですけ

れども、先ほど私壇上から言いました仙台市の

例がありました。そこで、国の特別交付金を活

用してやるという、仙台市やるわけなんですが、

新庄市でも同じような特別交付金活用というこ

とは考えられないのか、どうでしょうか。 

荒澤宏二健康課長 議長、荒澤宏二。 

小嶋冨弥議長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 仙台市の国の特別調整交付金

を活用しての国保税の安くするというか、下げ

るということでの取り組みを新庄市でもできな

いかというような御質問かと思います。仙台市

で行っておりますそのいわゆる財源ですけれど

も、３年半前の東日本大震災で仙台市なども非

常に被害あったわけですけれども、国のほうで

国保の国庫補助金として特別調整交付金の中に

東日本大震災による財政負担増があった被災自

治体に支援する交付金ということでの活用です。

新庄市には残念ながらその特別調整交付金、そ

の内容では来ておりません。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 中小零細の小規模企業

というか、小規模企業の方々は赤字というのが

少なくないです。たとえ赤字だったとしても中

小業者は固定資産税を払い、従業員の雇用を確

保して所得税や住民税を払っております。大量

の中小業者が廃業すれば失業の増大、雇用保険

負担増、生活保護へとそのしわ寄せなど社会的

にも大きな損失です。国保税などの社会保険の

負担軽減とともに、先ほど市長も言っていまし

たが金融施策も重要だと思います。市独自での

先ほど金融対策がありましたが、これは大変い

いと評価します。 

  さらに東根市でやっているそうですが、政府

系から低い金利で借りている方が市独自での利

子補給も受けられるとのことです。例えば、政

府系から1,000万円借りて利息が1.45％だった

とすると、そこに東根市で１％部分を３年間持

ってくれるということです。大変ありがたがら
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れております。昨年度は40件の活用があったそ

うです。新庄市でも中小零細業者を助ける意味

でもやってほしいという声がありました。どう

考えておられるかお聞かせください。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 東根市の利子補給等に

関する御質問でございますけれども、東根の内

容を調べてみますと、例えば運転資金ですと

100万以上700万円以内ということで、確かに

１％の補助をするというようなことになってい

るようでございます。ただ、新庄市としまして

は独自の施策で小売商業振興資金あるいは地域

産業振興資金で保証料の補塡をしております。

金額につきましては、上限は例えば運転資金、

設備資金両方可能ですけれども、1,000万円ま

でということでしております。東根市のほうで

は700万ということですから、それ以上の金額

を借りても700万までというふうに決めている

んだと思うんですけれども、新庄市の場合は上

限がある。それよりも高い。それから、喜ばれ

ているといいますか、その辺は下限がその東根

みたいに100万以上というふうに限られてしま

いますと、それ以下のものに対応できないとい

うことがございます。うちの場合ですと1,000

万以内ということで、下限はないというふうな

ことでございます。あと、政府資金関係でとい

うことですと、企業者の借入金利子補給という

制度を市で独自で持っておりまして、これもそ

れに対応してこれは利子補給でございますけれ

ども、そういう制度をつくっておりますので、

東根さんよりも制度的にはいいのかなというふ

うに考えているところです。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 公営住宅入居時の保証

人の免除についてなんですが、個別に対応して

くださるということですので、今までよりはわ

かる、いいような気がするのですが、その市長

が特に必要と認めた方に保証人免除もあるとい

うことを今までお知らせしなかったために入居

を諦めざるを得なかった方がおられるわけです。

今後そういう方が出ることがあるわけですから、

周知、市民の方に少しお知らせする手だてが必

要だと思いますが、その考えについてお聞かせ

ください。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 公営住宅の入居に対して

の保証人でございます。書類の提出上保証人を

指定いただくというふうなことが原則でござい

ます。ただし、いわゆる入居の手続の段階で市

長が特別の事情があると認める者に対してとい

うふうな項目がございまして、この者につきま

しては、やはりそれぞれの事情がございます。

そのためにまず第１番目には、相談とかという

ふうな形で聞き取り等を実施しましていろいろ

と相談に乗りたいというふうに考えてございま

す。原則的にはやはり連帯保証人をつけていた

だくというふうなことが原則となりますので、

その辺で特別な事情というふうに考えられる場

合については、こちらのほうにご相談していた

だきたいというふうに思います。以上でござい

ます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 特別な事情がある場合

ということで、今までも条例はあったようなん

です。でも、その条例をわざわざ市民が見てい

るわけでもないですし、なかなか知らされてい

ないわけなんです。それをどう必要な方が、自

分で諦める前に相談に行けるようにするにはど

うするかということです。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 一つの事例でございます
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けれども、例えば、そういう方々がおりますと

いわゆる緊急時の連絡先とか身元引受人という

ふうな方がおる場合でございますと、やはりそ

の方につきまして連帯保証人としてなっていた

だくというふうなことも考えられるわけでござ

います。そのために、いわゆる私どものほうの

窓口にとにかく来ていただいて、個々相談して

いただくというふうなことが一番大事かという

ふうに考えてございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 土砂災害防止法の第25

条に基づく補助で、特別警戒区域から移転する

場合786万円の補助が出るということを知らな

い方もおられて、尾花沢市で行政訴訟がありま

した。こういうことがないようにお知らせする

必要があると思うのですが、どう考えています

か。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 危険区域からの移転に対する

補助金ということでの御質問でございます。 

  新庄市危険区域につきまして、先ほど市長の

ほうからありましたように現地の地域に対する

説明会というものを開催しております。そちら

の説明会のときに指定についての内容について

説明されております。その席で、こういうふう

なことでということで該当項目として説明があ

ったというふうに承知しております。なお、全

部の地域が説明終わりました段階でさらに周知

をするということもございますので、その辺御

承知おきいただきたいと思います。以上です。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５２分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、奥山省三君。 

   （７番奥山省三議員登壇）（拍手） 

７ 番（奥山省三議員） おはようございます。 

  開成の会の奥山です。通告に従いまして一般

質問を行います。 

  まず最初に、都市、田舎交流促進事業につい

て。今年度の主要事業として、都市との交流を

図り田舎の魅力を都会に発信することとしてこ

の事業ができたと思いますが、地域おこし協力

隊員の現在の活動はどのようなものかお聞きし

ます。 

  また、その成果といいますか効果というか、

すぐにはそれは出ないと思いますけれども、ど

のように考えているのかもあわせてお聞きした

いと思います。 

  次に、新庄まつりについてですが、ことしも

新庄市の最大のイベントの新庄まつりが終わっ

たわけでございますが、まつりに外国人といい

ますか、旅行者は何人ぐらい訪れたのでしょう

か。 

  また、台湾とのインバウンド事業もやってい

ましたけれども、それについても何人ぐらい来

られたのでしょうか。ちょっとお聞きしたいと

思います。 

  これから世界ユネスコ遺産に登録されようと

していますけれども、もし登録された場合に問

題になるようなことは特にないのか。 

  また、まつり100万人の構想に向けて今後の

課題は何であるのか、どのように考えているの

かお聞きしたいと思います。 

  それから、人口減少社会における財政計画に

つきまして、人口減少化がますます当市も進ん
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でいるように感じますが、これから当市の人口

減少もますます加速していくと考えられます。

それに合わせて財政も縮小していくのではない

かと思われます。市の財政も厳しくなって大変

になると思われますので、将来どのようになっ

ていくのか予測は立てておられるのでしょうか、

その辺のところをお聞きしたいと思います。 

  また、今後の財源の補塡についてもどのよう

に考えているのかお聞きします。 

  それから最後ですが、旧泉田橋の解体につい

てです。 

  これは以前から何回も申し上げておりますが、

明快な回答はまだもらっておりません。今回、

広島で土砂災害が起きましたけれども、全国今

どこでもゲリラ豪雨があってもおかしくないよ

うな大気の不安定な状況にあります。もし、泉

田川の上流でそういうゲリラ豪雨が発生したら、

現在の状況では大変なことになると思います。

洪水が起こり、近隣に被害を及ぼすことは明白

です。この橋の解体につきまして、どのように

考えているのかお聞きします。地域の安全・安

心を考える点からも、今後どのような対策を立

ててやっていくのかもお聞きしたいと思います。 

  以上で、壇上からの質問を終わります。あり

がとうございました。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、奥山市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  都市と田舎交流促進事業についてであります

が、本年７月から都会からの交流人口の拡大を

図ることを目的として、本市初となる地域おこ

し協力隊員を商工観光課に配置し、採用から約

２カ月を経過しましたが、これまでの活動状況

について御報告させていただきます。 

  具体的な事例で申し上げますと、最上伝承野

菜生産農家への取材、畑ナスのイベントの支援、

KitoKito Marcheにおけるカフェメニューの開

発、協力隊員独自のフェイスブックによる情報

発信、最上郡内の地域おこし協力隊ネットワー

クの構築と意見交換の実施などを行っていると

ころであります。 

  今後は、本市の歴史や文化への知識を深め、

地域資源の発掘、都会目線による農村体験メニ

ューの磨き上げ、開拓を行い、都市と農村の交

流促進を図ってまいります。宿泊施設が少ない

ことが本市の観光事業の大きな課題であります

ので、滞在型の余暇活動を行えるよう協力隊員

とともに努力してまいります。また、今後農林

課に配属される地域おこし協力隊員とも連携し

て、相乗効果により交流人口の拡大につなげて

まいりたいと考えております。 

  次に、新庄まつりについてでありますが、本

年も県内外から多くの方々にお越しいただき、

52万5,000人の人出となりました。特に24日に

おいては、過去最高の22万人の人出となってお

ります。人出の算出については、関係者の意見

を聴取し天候、曜日配列、行事内容の諸条件な

どを考慮し総合的に判断しております。 

  外国人旅行の対応といたしまして、ことしは

昨年と変わりましてツアーの実施の知らせは入

っておりません。昨年、台湾からのエージェン

トを招聘して新庄まつりのＰＲを行っておりま

すが、外国人の個人旅行者はかなり見かけてお

りますが、団体旅行ではないという状況を報告

いただいております。 

  今後、ユネスコ無形文化遺産の登録で海外へ

の知名度も高くなることから、現在取り組んで

おります外国人誘客推進事業により国際旅行博

や商談会に参加し、外国人旅行客や旅行エージ

ェントへの情報発信を強化するとともに、外国

人旅行客に対するおもてなしや受け入れ態勢の

整備を一層推進してまいります。 

  また、誘客100万人の実現に向けて開催日時、

山車の御祝儀や助成金、宿泊施設の整備、観覧
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場所や駐車場の確保、トイレの増設やごみの処

理、案内掲示の充実など、まつりのにぎわいを

楽しむことのできる条件整備が必要であると考

えております。新庄まつり委員会及び関係機関

との連携や調整を図りながら、新庄まつり百年

の大計で掲げている課題の解決を着実に進めて

まいりたいというふうに考えております。 

  次に、人口減少社会における財政計画につい

てでありますが、人口減少に伴う本市財政の主

な影響として納税人口の減少に伴う市税の減少

と、国勢調査人口を基礎として算定する項目が

多数を占める普通交付税の減少が考えられます。

市税収入につきましては、御指摘のとおり減少

傾向にあるものと予測しております。しかしな

がら、市税収入は景気の動向によって左右され

るものであり、またこの数年間は人口が減少し

ているにもかかわらず景気の持ち直しから税収

が伸びている状況にあります。このようなこと

から考えても、今後の景気の先行きが不透明な

状況において将来的な税収の数値的な予測を立

てることは非常に難しい状況にあると考えてお

ります。 

  一方、普通交付税につきましては、国勢調査

人口を基礎としている部分については確実に減

少するものと思われ、これによって今後の普通

交付税も減少傾向にあると考えております。 

  このような収入の減少が予測される中で、安

定した財政運営を図るためには経常的な財源の

不足分を安易に他の臨時的な財源に頼ることな

く、財政運営の基本である歳入規模に合った歳

出規模に立ち返った財政運営が必要と考えてお

ります。現在、中期財政計画の策定作業中であ

りますが、今後の収入減少が見込まれる中での

市税を初めとする経常的な財源の安定確保と、

経常的経費の抑制、そして計画的な施設整備事

業の実施と市債発行の抑制などによって財政運

営の安定性と継続性を確保し、市財政の健全性

を将来的にも確保していかなければならないも

のと考えております。 

  次に、旧泉田橋の件でありますが、昭和44年

に国道13号がバイパス開通したことにより市に

移管されたものであります。その後、老朽化が

進み平成19年１月から全面通行どめの措置をと

り現在に至っております。平成23年３月からは、

老朽化に伴うコンクリート片の落下防止のため、

剝離防止ネットを設置して安全対策を講じてい

るところであります。平成22年度より市内全域

の市道橋117橋について３年間点検を実施、平

成25年度に長寿命化修繕計画を策定いたしまし

た。これにより従来の事後的な修繕から予防的

な修繕へ転換することで、供用している橋の安

全性、信頼性を確保するため緊急度の高い橋か

ら順次修繕を実施したいと考えております。 

  旧泉田橋の撤去につきましては、効果促進事

業により国の交付金として取り扱えることにな

りましたが、平成28年度まで策定するよう国か

ら求められている公共施設等総合管理計画の中

に取り込み、確実性があり効果的な財源確保を

模索してまいりたいと考えております。当面は

設置している剝離防止ネットを維持しつつパト

ロール等を実施し安全を確保してまいりたいと

考えております。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  まず、最初泉田橋から、再質問させていただ

きます。 

  今、昭和９年生まれの人がことし80歳になり

ますけれども、この泉田橋も80歳でございます。

鉄筋コンクリートの橋の平均寿命は50年ですの

で、かなりオーバーしているという状況でござ

います。前にもこの質問を何回もしております

けれども、はっきりした回答はもらっていませ

ん。今回、平成28年度までいろんな計画を立て
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て何かやるような感じですけれども、ちょっと

はっきり明確にはわかりませんので、今ある程

度財政も回復していると思います。前は実質公

債費比率が30％を超えていましたけれども、そ

の辺は大丈夫だと思いますので、撤去費用が捻

出できる財政状況には私はなっているというふ

うに考えていますけれども、その辺のところど

ういうふうにお考えかお願いしたいと思います。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 泉田橋につきましては、

前回の議会でも議員のほうから御質問いただい

てございます。先ほどの市長の答弁でもござい

ましたとおり、28年度まで国のほうから策定す

るよう求められております公共施設等総合管理

計画というふうなものがございます。その中に

組み入れまして、それを一つの条件とすること

でございまして、起債関係の財源を確保したい

というふうに思っているところでございます。

そのために、現在のところ平成26年度にいわゆ

る補助対象として効果促進事業というふうな形

で取り扱うことが可能となったわけでございま

すけれども、それにつきましてもやはり起債の

ものにつきましては、このいわゆる公共施設の

総合管理計画、これが定められることが一つの

条件というふうな形でございます。その条件を

クリアするために、その計画を作成したいとい

うふうに考えてございます。そのために、それ

以降というふうな形で検討したいというふうに

思っているところでございます。 

  また、当面のいわゆる安全面ですけれども、

それにつきましてはやはり現在剝離ネットとい

うふうな形で、これは県の建設業協会の最上支

部のほうから寄附をいただいて設置したもので

ございます。それの維持をしながら安全確保、

パトロール等を実施しながら見ていきたいとい

うふうに思うわけでございます。どちらにいた

しましても、安全面をいろいろ確認しながら維

持をしていきたいというふうに考えてございま

す。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） その管理計画を立てて、

これ28年ですか、やっていくという考えのよう

ですけれども、今現状をちょっと申してみたい

と思います。 

  今、網を張っていますけれども、ネットをか

けて崩れ落ちるのを防いでいますけれども、そ

れも現状では網に崩れ落ちたコンクリートの塊

が大きくなって膨れ上がって危険な状態です。

それから、橋の南のほうに支障木といいますか

柳の木がすごい大木になっております。これだ

けで撤去というか、この撤去に関しては市の仕

事じゃない県の仕事と言われればそれまでなん

ですけれども、やっぱりこれも伐採しなければ

川に水が出たような場合には大変なことになる

と思います。これらについてはどういうふうに

考えているのか、その辺のところをもう１回お

願いしたいと思います。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 やはり、剝離ネットその

ものにつきましても数年たっておりますので、

コンクリートの破片等、いわゆるたまっている

状況でございます。それにつきましては、こち

らのほうでもいわゆるそれを解消する方策等を

進めまして、安全にしたいというふうに考えて

ございます。 

  あともう１点の、支障木でございます。支障

木につきましては、やはり河川管理者が県とい

うふうなこともございまして、なかなか市独自

ではできないことでございます。これにつきま

しては、やはりほかの河川もあるというふうな

ことでございますので、支障木撤去等につきま

してはやはり県のほうに要望していくなり、そ

ういうふうな活動を進めたいというふうに考え
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てございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 支障木に関してですけ

れども、前に県議会議員にお願いして言ったこ

ともあるんですけれども、県は全然動いてくれ

ないような状況なんです。だからといっても、

そのままにしておいていいのか、今週河川清掃

もありますけれども、やっぱりみんながそれを

見てちょっと危険な状態にあるというふうに感

じています。市の方は前回も誰も来ませんでし

たけれども、いろんなことを言われるのが嫌だ

から来ないのかもしれませんけれども、それは

しようがないと思いますけれども、そういう考

えでは私はうまくないと思いますので、やっぱ

り地元の人も協力するつもりでいますので、ち

ょっと何らかの支障木に関して、みんなで協力

して伐採するというようなことも頭に入れてこ

れから進めていってほしいというふうに考えま

すけれども、その点については、支障木につい

ては全然市ではさわれないということになるの

でしょうか。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 いわゆる支障木、河川の

中でございます。河川管理者というふうな形で

県が管理している河川でございますので、やは

りその点につきましては市のほうから県のほう

に支障木撤去というふうな形で要望していくと

いうふうな形になろうかと思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） だから幾らお願いして

も、県は動いてくれませんけれども、前にも滝

の倉のほうでも支障木について伐採してほしい

というような話がその泉田川について言われた

んです。それで、県のほうに私も直接行って言

ったこともあるんですけれども、県も何かやっ

ぱり予算がないというかその件に関してはほと

んど動いていない状況です。だからそのままと

いうふうなことをすると、やっぱり水が出たと

きには大変なことになることは明白ですので、

もう少し市としてもその大きい大木だけでも何

とかするというか、そういうことは考えていな

いのでしょうか。その辺もう１回お聞きしたい

と思います。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 先ほども申し上げました

とおり、やはり河川の管理者が第一でございま

す。河川の管理者にお願いするというふうな第

一義的でございます。その要望につきまして、

可能な限りやはりこちらでも継続して要望して

いくというふうな形をとるというふうなことで

ございます。その辺につきましては、やはり地

元の方、皆さん方のお力も必要かと思います。

その辺につきましては、行政だけではなくて皆

さんからの声もいろいろ拝借しながら県のほう

に要望していきたいというふうに考えてござい

ます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 県というふうに課長言

いますけれども、やっぱり地域住民の安全・安

心を考えて行政はやっていくというふうに私は

思っていますけれども、県に任せても何もしな

いということではやっぱり新庄市としてもそれ

でいいのかというふうに私は思いますけれども、

もう少しアクションを起こしてほしいと思いま

すけれども、その点どういうふうに考えている

のか。 

  それから、今回がんばる地域交付金というの

を国から交付されていますけれども、これを充

当することは無理だったのでしょうか。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 
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松坂聡士都市整備課長 私どもの要望そのものに

ついても、例えばこちらで道路、河川等要望が

ございます。その中で、ただ優先順位を上げる

というふうなことが１つ考えられるわけです。

ただし、やはり県もその予算の中、最上総合支

庁管内の予算の中で対応するというふうなこと

で、非常にやはり地区の皆さん方を思うと歯が

ゆい思いをしているというふうに感じてござい

ます。やはりその要望に関しても優先順位等を

上げるというふうなことで、これからも要望に

ついては粘り強くやっていきたいというふうに

考えてございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今、私お聞きしたのは

がんばる地域交付金について、返事なかったの

ですけども、その点お願いします。 

小野 享財政課長 議長、小野 享。 

小嶋冨弥議長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 ただいま、がんばる地域交付

金、このたびの９月補正で計上しております交

付金に関して、ただいまの橋の撤去に関して充

当できないかというふうな御質問でございます。 

  このたびのがんばる地域交付金につきまして

は、いわゆる地方自治体の負担分を国が市の単

独事業に対して援助する、概略を申しますとそ

ういう形になります。ですからこのたびの９月

補正におきましても、テニスコートの改修事業、

神宝荘の整備事業等に充当させていただいてお

りますが、このたびの今お話に出ておりますい

わゆる橋の撤去に関しましては、先ほど都市整

備課長がお話しされましたように、いわゆる起

債充当がいずれは可能であろうというふうなま

ず条件もございます。ですから、いわゆる必要

性の順番としては全くその財源を持たない、市

単独事業を優先してこのたびはがんばる地域交

付金を充てたと。まず１つがその考えでござい

ます。ということで、このたびの充当先につい

てはそういう考えでさせていただいております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 私、総務省にちょっと

お聞きしました。そうしたらそれはやっぱり可

能だということでしたので、いずれにしてもこ

のままの状態では地域住民のまず安心・安全は

守れないと思われますので、早急に解体撤去す

ることをお願いしたいと思います。 

  次の質問に移ります。 

  それから、もう一つ、これから公共施設が老

朽化を迎えていろいろ更新されると思いますけ

れども、その順番でいきますと、その今の泉田

橋が一番最後になってまたそのまま残されると

いう心配もありますので、そういうことのない

ようにまず早急に解体撤去されることをお願い

して次の質問に移らせていただきます。 

  次は、２番目の新庄まつりについてちょっと

質問してみたいと思います。 

  ことしのまつりの特徴として、各町内でも頑

張ったと思いますけれども、華やかさがあって

今までよりも各山車が華やかであったというふ

うに私は感じましたけれども、それにあわせて

山車の制作費も増額されてくるというふうに考

えますけれども、数百万円という制作費につい

て、これから人口減少が続きますけれどもこう

いう社会においてこの金額を捻出するのは大変

なことだと思われます。市のわずかな助成では

今後成り立っていかないのではないのでしょう

か。企業の協賛も今後必要になってくるのでは

ないかと私は思われますけれども、今まで企業

の協力なしで町内の住民が頑張ってまつりを盛

り上げてきたことは新庄市の誇りと思いますけ

れども、100万人というふうに夢というか構想

の実現のためには、今は転換期に差しかかって

いると思いますが、どのように考えるかちょっ

とお聞きしたいと思います。 
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東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 新庄まつり、ことしも

天候に恵まれたということもございますけれど

も、52万5,000人という大変なにぎわいでござ

いまして、本当に宵祭りは人通りもすれ違うこ

ともできないほどたくさんの人からおいでいた

だきまして大変盛況だったのではないかなとい

うふうに考えております。 

  御質問の内容につきましてですけれども、新

庄まつり百年の大計ということで計画をしてお

りますけれども、やはりその中では曜日の問題

とか、財源の問題、それから今はまつり委員会

ということで主催していることを実行委員会組

織でできないのかといったことが課題として計

画されているわけです。やはりその辺はこちら

としても課題の中に入っておりまして、まず一

番最初に曜日の問題とか財源の問題とかにつき

ましては、あるいは後継者の問題につきまして

は、今のまつり委員会組織では団体の意見は聞

いてはおるんですけれども、やはり目先のその

まつりをどう運営するかということに話が向い

てしまいますので、やはり実行委員会組織でき

ちっとした部会を整備しながら話を吸い上げて

だんだん上のほうに上げて討論をするという組

織をきちっとつくらないとまずいというふうに

認識しております。できれば来年260年という

ことですので、来年の実行委員会をつくるとい

うことで、そして組織討論の場をきちっと設け

て話を進めていきたいというふうに考えており

ます。 

  まつりの運営費の問題も当然市としても、後

継者の育成も含めて大変な重要な問題だと思っ

ておりますので、その実行委員会の中でも話し

合いをしながら今後負担金の増についてはやは

り検討していかなければならないのかなという

ふうに考えております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） ことし私、五所川原の

立佞武多に見学行ってきましたけれども、こと

しの人出は104万人だったそうです。ただ、８

月４日から８月８日までの５日間での集客数で

すからちょっと新庄市とは違います。それでも

昨年よりは30万人減少したそうです。減少した

理由というのが、天候がよくなかったことと、

曜日が月曜日から金曜日までだった、土曜日、

日曜日が入らなかったってそういうことが主な

原因のようでした。新庄市も100万人という構

想を実現するためには、曜日とかそれから日数

とか、今までのただやり方だけでは100万人と

いうふうなこれ以上の人出の伸びは無理という

ふうに私は考えますけれども、その点について

どのように考えてやっていくつもりなのか再度

お聞きしたいと思います。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 県内の祭りにつきまし

ては、大きい祭りとして山形の花笠、あるいは

村山の徳内といった祭りがあるわけですけれど

も、天候ということもあるんでしょうけれども、

最近はだんだんと減少傾向にあるというふうに

聞いております。ただ、その中で新庄のまつり

はだんだんと人がふえているねというふうな話

をよく耳にいたします。曜日の問題とかござい

ましたけれども、やはり新庄がだんだんその人

がふえているねとかという評価をいただいてい

るということには、やっぱり伝統をある程度き

ちっと守ってやっているということがあって長

く続いているということにもなっていると思い

ます。 

  確かに先ほど申しました百年の大計の中での

課題として曜日の設定の問題等もございますけ

れども、やはりそこは歴史を重んじていくのか、

それともその商業ベースに乗っていくのかとい

う瀬戸際ではあると思うんですが、今まで曜日



- 87 - 

を変更したりしてうまくいったという話は余り

聞きません。新庄のまつりも曜日を変更したこ

とが、相当前だそうですけれどもあったそうで

すけれども、すぐに元に戻ったというようなこ

ともございますので、その辺を考えながら先ほ

ど申しました実行委員会を組織しながら検討し

ていきたいというふうに考えております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 課長の話ですと、今ま

での伝統を守って日にちも変えない、今までの

ままでやっていくというふうに受けとめました

けれども、ただ100万人という構想を立ててい

くとするなら、やっぱり100万人を目指してい

くのか、ただ今までの伝統をただ守っていけれ

ばいいというのは、ちょっとどちらのほうをと

るのか私はちょっとわかりませんけれども、企

業の協賛なんかも別に考えないで今までどおり

市民で頑張るって。ただ、今この人口減少社会

において大変な税収も減って市も大変だと思い

ますけれども、もう少し助成とかそういうふう

なことも考えていかないとやっぱり100万人と

いうのは無理だと思いますけれども、その点に

ついて再度答弁お願いしたいと思います。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 やはり財源の問題で、

寄附金とか民間からの資金を受け入れるという

ことについては、やはりまつりを財源を安定化

させるためにはそれは必要なことだと思います。

ただ、青森のねぶたのようにもうまるきり企業

の協賛金等で、つくり手ももうプロだといった

ようなそういう新庄まつりというのは、個人的

にはそういうふうに持っていくと余り将来的に

はよろしくはないのではないかというふうに考

えているところです。いずれにしましても、社

会資本の整備といいますか、道路とか駐車場の

整備とかも必要です。それ以上に、やっぱり後

継者の育成といったことが大事だというふうに

も考えておりますので、実行委員会等で話をし

ながら今後検討をしてまいりたいというふうに

考えております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 商業ベースは考えない

というふうなことだと思いますので、今までの

とおりで頑張ってこれから100万人誘客実現の

ためにいろんな方策を考えて実現するというこ

とだと思いますので、頑張っていただきたいと

思います。 

  次、１番目の地域おこし協力隊についてちょ

っとお伺いしたいと思います。 

  この事業は、総務省で始めたんですけれども、

大分前から行っていて私も２年ぐらい前に十日

町市に行ったことありますけれども、そのとき

は地域おこし協力隊の方がちょっといなかった

んですけれど話は伺うことができなくて、市の

担当者の説明しか聞くことができなかったんで

すけれども、当市としてはこの地域おこし協力

隊につきましてどのように考えているとか、さ

っき市長の説明がよく詳しく具体的にどういう

にかはちょっとよくわからなかったんですけれ

ども、地域資源の開発とか伝承野菜とかといろ

いろ話はありましたけれども、将来的にどのよ

うな、地域おこし協力隊をどのように持ってい

くのかその辺のところをもう１回ちょっとお願

いしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 地域おこし協力隊という

ことで、総括的な部分になりますので私のほう

からお答えさせていただきたいと思います。 

  生活支援から始まりましてさまざまな産業、

地場産業への応援等々、伝統文化、地域のさま

ざまなその資源を用いながらその地域に対する

刺激をいただいて、都会からの発想もあるいは
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感性として刺激を受けた中で地域協力活動とい

うような形で行っていきたいというところがこ

の趣旨でございますので、都会の方々からの受

け入れをさまざま他の町村のいいところ悪いと

ころというようなものを、こちらのほうで調査

もした中で導入ということで踏み切ったわけで

ございますが、今後ともそのメリットを生かし

ながら、あるいはデメリットが出るとすれば改

善を図りながら事業の定着、協力隊員の定着、

定住化というようなところも含めて少し期待値

を上げてやっていきたいというふうに思ってご

ざいます。したがいまして、採用の仕方につき

ましてもできれば年度当初からというような単

位でやってまいりたいということも含めながら、

今新年度に向けた形の中で全庁的にこの協力隊

の採用というようなことについても各課のほう

で意識を高揚していただくために、うちの課の

ほうからも発信しているというようなところで

ございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今回まだ始めたばかり

ですけれども、この地域おこし協力隊員をどの

地域に配置というかそういうふうに考えている

のか、それともただ市内に置いて全体的なもの

を見てもらうのか、そのようなところはどうい

うふうに考えているのかちょっとお聞きしたい

と思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 地域的な配置というふう

なことも今ございましたが、各市町村をさまざ

ま見てみますと、その活動内容に応じてさまざ

まなようでございます。したがいまして、その

特質を踏まえながら協力いただける活動の性質

というか、あるいはその目標というふうなもの

も見据えた形の中で設定すべきであろうという

ように思います。したがいまして地域に特定し

て張りつけるというようなやり方、あるいは各

地域で要請があれば出向いていけるような形、

さまざまあろうかと思いますので、その特性に

応じた形の中で配置すべきその効果性で判断し

ていかなければいけないというふうに思ってお

ります。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） この地域おこし協力隊

員ですけれども、年数といいますかどのくらい、

何年ぐらいになったら地域に配置するというか、

どういうふうに考えているのか。それから、将

来定住に結びつけるというふうに考えているよ

うに思いますけれども、その点市としてはどう

いうふうに考えているのか、もうちょっとお聞

きしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 最初のほうの御質問でし

たが、一応総務省からの財政措置、この条件と

いたしましては３年間というようなことでござ

います。その後の配置というふうな部分につき

ましては、措置はないというような形になりま

す。 

  定着、定住の方向性につきましては、財政的

な絡みもあるんでしょうが、一番は本人のほう

の意向なのであろうということで、この地域で

のその活動をもとに、ここにいわば骨を埋める

ような形でも定住していきたい、あるいは婚活

などの契機で定住化というふうな方向に結びつ

いていくというふうなことも考えられます。あ

るいは首都圏、政令指定都市に自分の生まれ育

ったところがあるわけですので、そちらの方々

とのそのコミュニケーションのとり方によって

は交流のほうにつながっていくというようなこ

とも考えられますし、定住化に向けた切り口は

さまざま期待される面があろうと思いますので、

今はこのような形で、このような方策であるべ
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きというようなところまでは考えておりません。

各市町村におきましても、同じような形でござ

いまして、定着を図るためには自治体として採

用試験を受けるというようなところも結構見え

るようでして、あるいは定着のほうに結びつい

てなく各地域に渡っていくというような形もあ

ろうかと思いますので、本人と地域とのかかわ

りの中でそれは自然に出てくるであろうと思い

ます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今の話ですと、３年間

という年数ですけれども、３年であと見放され

るということになるというと、その採用された

方も大変だと思いますけれども、それ以降につ

いては市としてはどのように支援していくか、

その方が定住、定着というか考えようについて

はそこの３年間だけではちょっと足りないと思

いますけれども、その点については市としては

どのように考えているのかちょっとお聞きした

いと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 単身で入ってくる方であ

りますので、自治体のかかわりというようなも

のが非常に大切になってまいります。地域との

かかわりも非常に大切になってまいりますので、

コミュニケーションをとること、これが一番。

あとは、他市町村との交流、同じ協力隊員との

交流、こういうようなことも図ってまいりたい。 

  それで、定着化のほうをぜひぜひお願いした

いというふうなことでございますが、やはり選

ぶのは協力隊員というようなことになります。

見放すという今言葉が出ましたけれども、自治

体が見放されている場合もあります。ですから

３年間の中で、別のところに移っていくという

ような方々もいらっしゃいます。したがいまし

て、新庄市のその地域、この特性を本人も将来

性を感じてもらいまして、新庄のこの城下の中

で一緒になって生きていきたいというような

方々については当然残っていただけるというよ

うな形になるでしょうし、特に地域活動という

ようなものを進めていく上での同胞を得るとい

うようなことの中で、特段その方への支援とい

うようなものについては現在のところは考えて

ございません。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） わかりました。その地

域おこし協力隊の方に地域を知ってもらって、

地域の人とのつながりを持って将来的には定住

してもらうことを、この事業が芽を出すことを

希望いたしまして以上質問を終わりたいと思い

ます。どうもありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時４６分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

石川正志議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、石川正志君。 

   （５番石川正志議員登壇）（拍手） 

５ 番（石川正志議員） 絆の会の石川でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

  初めに、発言通告書の訂正をお願いいたしま

す。申しわけございませんが、左側４つ目の丸

印、「新庄市公共下水道認可事業区域」とあり

ますが、これを「新庄市公共下水道事業計画区

域」に変更をお願いいたします。 

  それでは、通告書に基づき質問をさせていた
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だきます。 

  新庄市では、生活排水の処理として公共下水

道、農業集落排水、そして合併処理浄化槽の３

つの方法で市内全域をカバーしております。新

庄市公共下水道事業計画では、第１期から第４

期事業認可区域まで順次整備され、ようやく第

５期認可区域が整備されているようですが、果

たして県全域生活排水処理施設整備基本構想に

あるような泉田川以北まで公共下水道の計画が

現実的なのかという疑問を持ちました。これま

での公共下水道布設の原資として国家補助金に

半分依存しているため整備がわずかずつしか進

捗しないことと、仮に国道13号線沿いに本管布

設工事を行った場合、想定される受益者の数が

市街地と比較して少ないため費用対効果が望め

るかというのが理由でございます。 

  あわせて、本合海地区は県全域構想によれば

農業集落排水の計画になっておりますが、現況

はどうなっているのか。また、農業集落排水や

合併処理浄化槽などは生活排水処理の補助メニ

ューに位置づけられていると思いますが、その

他の例えばコミュニティプラントという考えは

これまで計画を立てる上で検討されてきたのか

をお伺いいたします。 

  「水一滴きれいに使うその気持ち、小さなこ

とから始めよう」、市役所庁舎正面に市内の小

学生の標語が記載されております。生活排水処

理の目的は、快適で安全な生活や美しい自然環

境を守っていくことです。これは市民の生活の

暮らしの質の向上に直結することから、新庄市

に暮らす人々がひとしく享受されるべき公共的

なサービスであると思います。認可区域に指定

されても公共下水道工事を待ち続ける市民も多

くいる状況で、さらに遠くに住む市民は一体い

つになったらサービスを受けられるのでしょう

か。よその自治体では、合併処理浄化槽の整備

により力を入れ、時間的な不公平感を是正して

いるところがあると聞いております。新庄市と

して、合併処理浄化槽整備をこれまで以上に推

進していく考えがあるのかお尋ねします。 

  仮に時間的な不公平感を是正するため、県全

域生活排水処理施設基本構想を根本的に見直し、

コミュニティプラントや合併処理浄化槽など浄

化施設の分散を図った場合に、公共下水道の計

画が縮小されますが、これまで交付されてきた

補助金の返還などは想定されるのか伺います。 

  また、合併処理浄化槽整備を推進していく考

えがあるとするならば大きな壁が想定されます。 

  質問項目の２番目、３番目になります。 

  １つは、自己負担の問題です。公共下水道の

受益者負担は受益地面積に単価420円を掛けた

金額、すなわち仮に宅地面積が約100坪の場合

13万8,800円になります。一方、新庄市合併処

理浄化槽設置整備事業費補助金を活用した場合、

５人槽で約100万円の設置工事費がかかるとす

れば、上限の35万2,000円が補助されることか

ら自己負担は64万8,000円になります。また、

農業集落排水の場合、受益者負担はおおむね30

万円弱となっておりますので、制度の違いこそ

あれ合併処理浄化槽の自己負担額が多いという

ことがわかります。また、設置後の維持管理費

は合併処理浄化槽の場合点検保守や清掃が義務

づけられているため、年間最低でもおよそ３万

9,000円かかります。初期経費における受益者

負担と自己負担の格差を是正する必要があると

思いますが、補助金の新庄市負担分をかさ上げ

するなどして、自己負担の軽減を図る考えはあ

るのか伺います。 

  ２つ目の課題ですが、現行の制度では合併処

理浄化槽設置整備にかかわる補助金は原則公共

下水道と農業集落排水の計画区域である場合、

その恩恵を受けることができません。計画区域

であっても補助の対象となるような方法がない

のか伺います。 

  次に、雪にかかわる質問です。 

  残念なことに昨年度も大雪に見舞われ、新庄
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市の除排雪に係る経費も７億5,000万円を超え

ました。昨年12月定例会では、雪処理にかかわ

る条例の件で一般質問させていただきました。

早速職員を青森市に派遣していただけるとのこ

と、またあわせまして市道の除排雪に関しては

多くの市民の方々からお褒めの言葉を頂戴して

いることはありがたいことであると思います。 

  さて、新庄市では生活道路の除排雪経費を補

助する名目で、ほかにも消雪道路整備に係る補

助や、除雪機購入に係る費用への補助が予算と

して計上されておりますが、このたびは新庄市

生活道路排雪事業費補助金に関して議論したい

と思います。 

  通告書にあるように、平成25年度決算ベース

で見ると、予算100万円に対し12件の申請で支

出された金額が32万9,000円となっております。

言いかえると、せっかく市長が市民生活向上の

ために組んだ予算の７割弱が使っていただけな

かったことになります。制度自体に問題がある

のではないかと疑ってしまいます。 

  新庄市の生活道路と言われる部分は、総延長

で42キロ、市道除雪が223キロですから約５分

の１になります。生活道路沿線の市民の中には、

自助、互助の排雪を行っており、公助までいか

ないケースもあると伺いましたが、先ほどの12

件にかかわる市民の皆さんは多額の自己負担を

している現状にあります。市道と生活道路を全

く同じに考えるのは無理ですが、雪と闘いなが

ら暮らしているという観点では同じです。 

  そこで、生活道路沿線に住んでいる市民から

一定の負担はいただきながら、道路の排雪は新

庄市で行うような制度設計や、自己負担軽減を

図るために補助金交付にかかわる算定根拠の見

直しはできないものか伺います。 

  大きなくくりの最後の質問になります。 

  あえて山尾市長に苦言を呈することになりま

すが、人口減少社会に対応する上で民間活力を

増進することや、交流人口を拡大させ一定の経

済効果を得るための政策の一環として、そば祭

りなどのイベント開催や外国人誘致のためのイ

ンバウンドの事業が行われてきました。これら

の施策の趣旨は私も理解し予算審議において賛

成してまいりました。しかしながら、行政の役

割を改めて考える場合、新庄市で暮らす市民生

活の満足度を少しでも上げていくことが最大の

責務ではないかと思います。 

  例えば、これまで実施されてきた新庄節大会

などのイベントはできる限り民間主導型へ移行

した経緯がある中で、そば祭りなどは職員が率

先して実施されております。準備を含め数日間

は職員はイベントに主体的にかかわることにな

り、新庄市の農林行政をどうしていくのかとい

った本来果たすべき業務の遂行に支障が出るの

ではないかと不安でおります。 

  また、国レベルで観光立国という観点で、こ

れまで以上に外国人誘致をどうしていくのかが

騒がれておりますが、果たして我が新庄市の場

合効果があるのか疑問が残ります。 

  去る３月定例会予算委員会におきまして、同

僚議員の中からインバウンド事業のこれまでの

効果の検証、または事業目的の設定が不十分な

のではといった議論があったことは記憶に新し

いところであります。限られた職員と限られた

予算の中で、いつかは効果が期待できる事業か

ら市民生活向上に直結する事業を優先させ、思

い切った予算を充当させてはいかがですか。市

民により寄り添った政策への転換について、市

長がどのように考えておられるのかお伺いして

壇上からの質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、石川市議の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  初めに、新庄市公共下水道事業でありますが、
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生活排水処理施設の効率的な整備を推進するた

め、その整備事業を所管する農林水産省、国土

交通省、環境省の３省の共同通知に基づき山形

県が策定した県全域生活排水処理施設整備基本

構想と整合を図り計画しているところでありま

す。現在は、人口減少や高齢者世帯の増加など

社会情勢の変化により、今後の生活排水処理施

設の整備に影響があると判断し、平成23年３月

に第２次県全域生活排水処理施設整備基本構想

の改定版が策定されました。現構想も平成27年

度で満了することから、来年度次期構想を策定

する予定となっておりますが、今年度新たに３

省統一で作成された都道府県構想策定マニュア

ルに基づき、住民の意向等の地域ニーズを踏ま

え県と協議し、整備区域や整備手法について事

業期間も考慮し計画していきたいと考えており

ます。 

  また、本合海地区におきましては、平成21年

度に意向調査等実施しておりますが、事業着手

までには至っておりません。これまでの基本構

想は合併処理浄化槽、農業集落排水、公共下水

道の整備手法に絞った建設費と維持管理費によ

る費用比較に重点を置いた整備計画でありまし

たので、その他補助メニューについて具体的な

検討は行ってきておりません。３省が所管する

各種汚水処理施設の整備には、全国の多様な地

域のニーズに応じるためさまざまな補助メニュ

ーが用意されております。時間的な不公平感を

是正するためにも、早期整備に係る時間軸の観

点も盛り込むなど、弾力的な整備手法を次期構

想に反映していきたいと考えております。 

  また、懸念される補助金の返還等についてで

ありますが、管渠や処理場の施設設備に関して

逐次全体計画を見直し、かつ整備区域の拡大等

に合わせ実施しておりますが、処理場の建設用

地につきましては当初全体計画に基づき先行取

得しております。計画区域の大幅な縮小に伴い

不要となる建設用地におきましては、その他関

連施設等による有効利用を図るか、または売買

等の土地処分により補助金返還を行うなど、適

正化法等にのっとり適切な処理が必要となりま

す。 

  合併処理浄化槽の整備推進につきましては、

上下水道課において下水道、農業集落排水、合

併処理浄化槽等の生活排水処理施設の整備目標

として策定しております第２次山形県全域生活

排水処理施設整備基本構想を踏まえた上で、環

境課においては廃棄物の処理及び清掃に関する

法律により平成23年１月に策定しました新庄市

の一般廃棄物の処理に関する計画、いわゆる生

活排水処理基本計画に基づき整備を進めている

ところであります。 

  具体的には、下水道事業計画区域以外等の地

域住民に対し平成23年度から平成27年度までの

５年間、国の交付金を活用しながら下水道と同

等の処理機能を持つ合併処理浄化槽設置に伴う

工事に要する費用を新庄市合併処理浄化槽設置

整備事業費補助金として交付しながら事業を進

めております。平成27年度には、山形県全域生

活排水処理施設整備基本構想及び生活排水処理

基本計画とともに新たに策定する時期になって

おります。 

  議員より御質問のありました集合処理施設コ

ミュニティプラントという考え方も含め公共下

水道農業集落排水について、未整備となってい

る地域を対象として設置費用や維持管理費など

を総合的に比較検討を行い、さらに地域の実情

や住民の要望なども十分勘案し地域に合った適

切な生活排水処理施設を選定して進めていきた

いと考えております。 

  昨今、人口減少、高齢化世帯の増加、国の予

算が縮小するなど大きく変化していることから、

これまでの合併処理浄化槽設置整備の進捗状況

からさらなる整備を促進していくためには、公

共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽が連

携して整備していく必要性を強く感じていると
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ころであります。近年の社会経済情勢の変化に

対応して、国におきましてはより効果的な合併

処理浄化槽の整備を推進しており、下水道、農

業集落排水、合併処理浄化槽と各事業間で融通

可能な交付金として国の支援につきましても整

備が進められてきているところであります。こ

れらを精査しながら、河川等の水質汚濁を防止

するとともに良好な水環境の保全を図り、市民

の快適で文化的な生活志向に応えるという観点

から、合併処理浄化槽設置整備事業の計画を進

めていきたいと考えております。 

  次に、新庄市合併処理浄化槽設置整備事業費

補助金交付に伴う補助のかさ上げについての御

質問でありますが、現在この補助金交付につき

ましては、国の循環型社会形成推進事業費交付

金を活用しながら、平成23年度から平成27年度

までの５年間、個人設置型としての合併処理浄

化槽設置整備事業を進めているところでありま

す。 

  補助金額につきましては、合併処理浄化槽設

置に要する費用の額の10分の４に相当する額を

補助金の額とし、人槽ごとに限度額を定めてい

るところであります。 

  補助金の額の内訳としましては、３分の１が

国交付金、３分の２が市補助金によるものであ

ります。仮に設置に要する費用が100万円とし

た場合は10分の４に相当する額を補助金の額と

しておりますが、５人槽であれば35万2,000円

の限度額とし交付をしていることから、64万

8,000円の自己負担額となります。県内におき

ましても、本市と同じ個人設置型として補助金

を交付しているところでは、国で示す５人槽の

補助金基準額35万2,000円を大きく下回る市、

５人槽と６から７人槽の人槽による区別をせず

に一律35万円を補助金額としている市も見られ、

またかさ上げを行っている市についてはその対

象を一部地域に限定し実施している状況であり

ます。 

  なお、山形県におきまして水環境の保全と浄

化槽設置者の負担を軽減するため、単独処理浄

化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転

換に際し、平成24年度から平成27年度までの４

年間に限り全額県費補助制度「浄化槽水環境保

全推進事業」を行っております。本市におきま

しても、合併処理浄化槽設置整備事業費補助金

交付申請の際、この県費補助事業を活用し該当

する場合は上乗せとなる申請及び交付手続を行

っているところであります。この県費補助制度

を利用した場合、５人槽では補助上限額につい

ては16万円となっております。先ほど例を挙げ

ました５人槽の自己負担額におきましても、単

独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理

浄化槽へ転換した場合、自己負担額は64万

8,000円から48万8,000円となります。この上乗

せとなる補助制度につきましては、自己負担額

の軽減はもちろんのこと水環境の改善に効果的

であり、平成28年度以降も各市町村において希

望しているところであります。 

  １基当たりの補助金額のかさ上げを行い、自

己負担の軽減を図り水環境の改善を推進してい

く方法もございます。しかし年々国の交付金が

減っている現在、公衆衛生の向上と生活環境の

保全を図りながら、より広く市民の方々が新庄

市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金を利用

し、１基でも多くの浄化槽を設置することがで

きるよう設置基数の確保により生活排水の改善

を優先とした合併処理浄化槽設置整備事業を進

めている状況ですので、何とぞ御理解賜りたい

と存じます。 

  生活排水処理基本計画の策定の見直しの際、

補助金の額やコミュニティプラントも含め、新

庄市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付

規程につきましても検討してまいりたいと考え

ております。 

  次に、合併処理浄化槽の補助対象地域につい

ての御質問でありますが、新庄市合併処理浄化
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槽設置整備事業費補助金につきましては、さき

に御説明しましたとおり国の交付金を活用し事

業を進めているところであります。また、下水

道事業計画区域においても国の交付金によるこ

とから、国庫補助事業実施要綱では合併処理浄

化槽設置整備事業と他の事業間における国庫補

助事業の二重投資を避けなければならないとな

っております。 

  以上により、新庄市合併処理浄化槽設置整備

事業費補助金交付規程において、補助対象地域

を規定しているところであります。補助対象と

なる地域を、新庄市公共下水道事業計画及び新

庄市農業集落排水処理施設計画区域以外の新庄

市全域とするとしております。しかし、下水道

事業の計画や農業集落排水処理施設の計画はあ

るものの当分の間整備実施予定のない区域につ

いて、国の交付金において補助対象地域として

いることから、環境課におきましても上下水道

課と農林課と調整を図り、当分の間整備実施予

定のない区域については補助対象地域としてい

るところであります。 

  先ほど御質問にありました本合海地区につき

ましては、当分の間農業集落排水処理施設の整

備実施予定のない区域として合併処理浄化槽設

置整備事業費補助金交付の補助対象地域として

おります。 

  次に、生活道路の除雪につきましてでありま

すが、353カ所の申し込みを受け付け、延長約

42キロにわたり除雪を行っており、平成25年度

に生活道路の除雪に要した経費は7,500万円程

度となっております。また生活道路排雪補助金

制度は、生活道路の雪捨て場の機能維持を目的

として創設させた制度であります。創設に当た

っては平成24年度に実施しました生活道路排雪

実態調査をもとに、豪雪年度に排雪に要する費

用の軽減を目指し制定されたものであります。

平成24年度においては、豪雪にもかかわらず創

設当初でもあり８件のみの申請のため平成25年

度においては市ホームページ、広報紙はもとよ

り生活道路の除雪申請者に個別に説明を行い、

補助制度の周知徹底を図ってまいりました。結

果として平成25年度は12件の申し込みがあり、

32万9,000円の補助金を交付しております。 

  制度の検証に関する御質問ですが、この制度

は発足し２年と浅いためまだ十分な検証数が得

られていない状況にあります。豪雪年度には今

後も生活道路の除雪申請者に補助制度のなお一

層の周知を図っていくとともに、利用者の意見

を伺いながら実態の把握に努め、適切な算定根

拠をもって住民の利にするように検討してまい

りたいと考えております。 

  最後に、市民生活に寄り添った政策への転換

についてでありますが、常に市民生活に寄り添

った政策をしているつもりであります。その中

における中で市の役割としては、先導的な役割、

市民と協働していく役割、さらにはその活躍を

支援する役割があると思います。議員のおっし

ゃる今取り組んでいるイベントやインバウンド

事業など見えにくい事業でありますが、市が先

導的に役割を果たしいずれ民間に譲り上げてい

くという、今そのスタートの段階だというふう

に御理解いただければありがたいというふうに

思います。 

  私が考えたまちづくりの基本理念の一つであ

る「人行きかうまち」の実現に向けて、確かに

さまざまなイベントや事業を実施し交流人口の

拡大を通して地域の経済活動を高めてまいりた

いと考えております。社会的な要因や財政的な

要因などに施策の優先度は変わってくると思い

ますが、それぞれのイベント、事業ごとに特色

があることから、一つ一つを評価改善した上で

今後も歴史文化、自然や食などの地域の観光資

源の発掘、魅力を発信し活力あるまちづくりに

つなげるため、多様な交流の中で新庄市のファ

ンをふやしていきたいと考えています。 

  優先度の見直しにより、職員や予算を新庄市
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で暮らす市民生活の満足度を引き上げる政策に

行政の力を注ぐべきだという点についてですが、

今年度は市政運営の基本方針である新庄市まち

づくり総合計画の10年の計画期間の４年目にな

ります。今後はこれらを評価、検証するととも

に、後期の実施計画の策定に向け後期５カ年の

方向性を検討していきたいと考えております。 

  特に、まちづくり総合計画の基本指標である

人口は、将来推計として大幅な減少が予測され

ていることもあり、人口減少対策の骨子として

産業振興による雇用の拡大、子育て環境の充実、

安全な生活環境の向上などの定住人口の増加に

向けた施策と合わせ、交流人口をふやす施策の

効果的な推進に今まで以上に市民や地域、団体、

事業者などの皆様と協働して取り組んでまいる

所存であります。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 前半の生活排水処理を

どうするのかといったところの計画、非常に前

向きな答弁をいただいたと思っております。つ

まり、これまでのただの事業費の比較ではなく

て時間軸、より早期に市民の皆様にサービスを

享受していただくために策定するというふうに

とりましたが、そのように理解していいわけで

すか。 

髙橋 弘上下水道課長 議長、髙橋 弘。 

小嶋冨弥議長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 ただいま市長答弁にもあ

りましたように、今後の生活排水処理設備の整

備につきましては、山形県が来年度策定してお

ります次期構想に基づきまして地域のニーズを

踏まえて整備区域、整備手法、また時間軸等を

考慮しまして今後進めてまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 市長答弁の中でも、こ

れからどうするのかといった点で恐らく各課の

連携と、恐らく補助メニューとしての合併処理

浄化槽を推進していくというお考えなのかなと

推察しますが、例えば合併処理浄化槽、一般常

識で考えますと、今はちょっと詳細わからない

のでお伺いしますけれども、例えば処理した水

を流すところがあって初めて合併処理浄化槽の

設置ができるのかと私は今捉えておりますが、

間違っていたらまた御指導いただきたいのです

が。例えばそうするとですね、宅地に合併処理

浄化槽を設置すると、ただそこには排水すべき

生活排水あるいは道路側溝が果たして合併処理

の排水していいか悪いかは別なんですが、そう

した場合どうしても環境課、当然計画練るのは

上下水道課でされると思いますけれども、その

ほか都市整備とか総合政策まちづくりの観点ま

で考えないといけないという観点から、各課の

連携をどのように図っていくのかということで、

総務課長、お考えがあればお伺いしたいんです

けれども。 

髙橋 弘上下水道課長 議長、髙橋 弘。 

小嶋冨弥議長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 各課の連携というような

話でございましたが、歳出処理の施設整備につ

きましては、農林省、国土交通省、環境省等で

さまざまな補助メニューがございます。しかし

ながら、まちづくりという観点もございます。

したがいまして、環境課、農林課、都市整備課

等々新庄市の各課と連携を図りながら整備に努

めてまいりたいと考えているところでございま

す。以上でございます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） わかりました。 

  続きまして、今どうしても公共下水道でいき

ますと受益者負担、平均的なところで壇上から

も質問いたしましたけれども16万ちょっと。そ



- 96 - 

れで、仮に今市長答弁にもございました県費の

補助をいただいた場合に、16万円の部分かさ上

げしたとしても自己負担額が48万8,000円と、

事業費100万円というところを別にした場合、

半額が自己負担となると。公共下水道の受益者

負担が16万円である。また、これまで行ってき

た農業集落排水が地形で高いところもあるんで

すが、おおむね30万円を切っているという状態

の中で、合併処理浄化槽の自己負担48万8,000

円ですから、いささかまだ格差があるのではな

いかというような思いですが、これ確認です。

合併処理浄化槽、これまでの設置するために補

助金つくっておりますけれども、そのやはり市

のかさ上げ部分は難しいというように捉えてい

いわけですか。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 合併処理浄化槽の設置に対す

る補助金の市独自のかさ上げということだと思

います。 

  御承知のように先ほど市長からありましたよ

うに、かさ上げをして水環境の改善を促進させ

るという手法と、それから現在行っております

ように現行の補助金の交付によりまして設置基

数をふやして水環境の改善、生活環境の改善と

いうふうな２つがあると思いますが、予算もあ

りますし現行の中で新庄市はそれを選択してい

るということでございます。 

  なお、今後の計画策定につきましては、その

辺も検討して考慮したいというふうに考えてお

ります。以上です。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 全体的に本当に非常に

前向きな御答弁をいただいた中で、余り聞くと

いやらしくなるんですけれども、例えば大きな

くくりとしての新庄市の生活排水の処理をどう

やっていくのかということが、来年度から入る。

恐らく28年度から計画に沿った新庄市はどうし

ていくのかということが開始されると思うので

すが、その内容まで私は踏み込むつもりはござ

いませんが、例えば公共下水道処理あるいは農

業集落排水といった場合には、これは地元が恐

らく３分の２以上まとまった場合として考えら

れても、本管設置という工事費があります。合

併処理浄化槽の場合は、排水は先ほど話しまし

たが別として、それぞれの宅地の中で自己完結

型であるというところですけれども。例えば、

じゃあ今公共下水道から計画が見直しされた場

合、私のところはどうやっていくのやといった

ときに、例えば、合併処理浄化槽が10基ぐらい

まとまったというような場合、本管工事部分こ

の事業費が浮くわけですよね。ですからその辺

を、例えばモデル事業みたいなところに、どこ

の地域とはいいませんが、そこにモデル事業的

なもので行って28年度から実施されるであろう

新しい制度の効果を検証する試験的なものはや

るお考えは今のところありませんか。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 合併処理浄化槽の集団的な設

置ということと、それから公共的な農業集落排

水事業、それから公共事業下水道ですね、その

辺の部分で合併処理浄化槽の供用部分に公共的

な部分の投資をということかと思います。これ

については、ただいま提案という形でお話をい

ただきましたので、どういう手法でそれがかな

うか、来年度の生活排水処理基本計画の策定の

中で検討しながらできる限り時間軸を縮めるよ

うな水排水処理ということで検討したいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） それでは、雪のほうに

いきたいと思います。 

  課長、これ平成25年度の12件のあった申請、



- 97 - 

仮にもし新庄市が全て負担したとすると、事業

費いかほどのあれか算定してございますか。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 申請のあった12件という

ふうな形になりますけれども、事業費総額にす

れば171万3,000円というふうな形になっており

ます。実際、その額が全体の事業費でございま

して、申請１件当たりというふうな形になりま

すと負担額が11万5,000円と。さらに、例えば

１戸当たりというふうな形で利用しますと、戸

数に割り返しますと１万7,300円、補助金を除

いた自己負担額が１万4,000円というふうな形、

細かく分けるとそういうふうな数字になってご

ざいます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） この制度に関して明確

な市長答弁ありましたように、平成24年度から

昨年度で２カ年経過していて、制度そのものの

検証はこれからされるということですが、これ

は生活道路あるいは新庄市の市道といった大き

な違いこそあれ、私の知る限りですよ、好き好

んで生活道路に皆さん暮らしているわけではな

くて、例えばそこの道路が行きどまりであった

り、あるいは道路の幅員が若干規定より足りな

いということでいるわけです。壇上からの質問

でもありましたけれども、市道に暮らしている

方々は全くただで排雪、生活道路で暮らしてい

る方々は自己負担をして新庄市の補助を受けて

いると。同じ道路という考え方は非常に乱暴な

んですが、これは今これからまさしく検証され

ると、これまでどおりのやり方ではないよとい

う答弁いただいているんですが、これもやはり

ちょっと早目に手を打って、できれば今の仮に

12件の申請が来年度もそのままだとしたとする

と、今課長から御説明あったように170万前後

で済むわけですよね。全くただということはで

きないですけれども、だからその辺をもう少し

制度をやわらかい、市民の暮らしに沿ったよう

な要望をぜひお願いしたいなというふうに思い

ます。 

  また、生活道路を含めまして市道における場

合でもそうなんですけれども、排雪というこれ

は莫大な経費かかります。排雪場所の確保とい

う観点でお伺いするのですが、空き地等の利用。

これまでどのような検討されてきたのか、お伺

いいたします。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 私どもといいますか、こ

この地方に住む者にとっては、やはり雪の問題

については非常に避けて通ることのできない問

題でございます。特に、空き家、空き地の関係

につきまして生活道路の隣接関係と地権者とい

うふうな形から排雪場所を借用しているケース、

これにつきましては相当数あると認識してござ

います。市道におきましては、市道除雪に伴う

玄関前の置いている雪を各家庭において処理し

ている状況でございますけれども、やはりその

ときに隣接地に雪捨て場があると非常に便利だ

というふうな声は非常に皆さん方からお聞きし

てございます。 

  それを受けましてといいますか、空き地に関

してですけれども、私どもとしては基本的な立

ち位置についてはその情報が入り次第、私たち

のほうでお伺いしてその場所について土地が利

用できるかというふうな形で、土地の利用者に

つきまして当たっているというふうな状況でご

ざいます。 

  現在につきましては、箇所数については17カ

所ほどになっておりますけれども、今後皆様方

の地区から例えば情報をいただきまして、あと

それからもう一つは除雪業者からの情報という

ふうなことも非常に重要でございます。そうい

うふうな形で情報がありますと調査いたしまし
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て、可能であればお貸ししていただくというふ

うなことについても協力してまいりたいという

ふうに考えてございます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） ３番目の大きなテーマ

ということで、このたびの定例会の最終日、補

正の審議の中でも議論されることとは思います

けれども子育て支援、医療費の拡充になります

けれども、これ今期定例会で出されると私わか

りませんでしたので、一般質問ちょっと場違い

だったような質問をしてしまいました。 

  冒頭市長答弁にもありましたけれども、常に

市民生活の向上ということには気を配っている

という明確な市長答弁がありました。ただ、今

申し上げましたように雪問題ですね、これは何

回も繰り返しになりますが171万円を新たに新

庄市が出すというのは、極めて乱暴な方式でと

ったときにも、私たち議員がここで要求すれば

するほど予算の規模がふえていく、結局は定住

促進ということにつながって将来の新庄市のた

めにはなるのかなとは思いますけれども、これ

定住促進ということで私も申し上げております

けれども、乱発していったら新庄市の財政大変

なことになると。一方、市民のニーズを酌み取

り、じゃあ除雪費を、生活等に係る部分170万

新たなこれまでの予算100万円から70万かさ上

げして市民のニーズに応えていくという、例え

ば政策転換図った場合、これこのたび冒頭で財

政課長のほうから25年度の決算ベースという流

れで経常収支比率が９割に近いと、89％という

御説明あったように非常に窮屈な財政の中で、

これまでやってきたところの見直し、つまり事

業の優先度を変えて新しい部分に取り組んだも

の、あるいはかわりにどこか事業を見直しとい

うか縮減しないといけないんじゃないかなと。

これ財政課長、このような観点で何かございま

すか。 

小野 享財政課長 議長、小野 享。 

小嶋冨弥議長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 ただいま経常収支比率という

ことに関係しまして、将来的ないわゆる市の補

助のあり方、もしくはその市の政策の選択につ

いての御質問かと思われます。 

  25年度決算におきまして、一定程度の改善し

た数字にはなったというところではございます

が、冷静に見ますと市段階でまだ中段階、もし

くはその類似団体と比較しましてもやや落ちる

というふうな財政状況でございます。という現

状でございますので、一気にかじをいわゆるそ

の右方向に持っていくというところにはなかな

かならないだろうというふうには思っておりま

す。 

  ただ、現在今までのその財政運営の取りまと

めをしておりまして、来年から５カ年の中期財

政計画というふうになるかと思われますが、一

応現在数値を入れながら各課の要望をいただき

ながら策定中でございますけれども、その中の

一つの大きな課題としてはやはりその財政構造

の弾力性を確保していくということが一つの課

題です。もう一つとしては、いわゆる財政運営

を安定して継続性、いわゆるそのぽっきり折れ

ないような継続した事業配置を行っていくとい

うところが必要かと思っております。ですから、

今石川議員がおっしゃっている補助の関係につ

きましては、いわゆる財政構造の弾力性の確保

の部分に該当するかと思われますけれども、現

在その扶助費、それから補助費につきましては、

原則としては抑制の方向で行かざるを得ないだ

ろうと。少子化の流れになりますといわゆる財

源がなかなか確保できないという部分が想定さ

れますので、やはりそれに合わせた支出も見直

ししていかなければならない。ただ、その中で

皆さんが要望されるようないわゆる市民生活に

即した事業も展開していかなければならないと

いうことであれば、やはり現行の事業を見直し
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しながら、いわゆる順位づけしながら優先度を

つけながらやっていくと。さらに、その事業に

ついても臨時的という形になるかと思いますが、

平準化して１年１年ごとに負担にならないよう

な形の財政を想定しているというところでござ

います。 

  ですから、今まで皆さんからいろいろな御意

見いただいておりますが、基本方針としてはい

わゆる財政計画のための財政計画ではございま

せん。いわゆるその行財政改革、それから一番

大もとのまちづくり推進計画を進めていくとい

う立場の財政計画になるかと思われますので、

皆さんからの御意見も踏まえながら財政計画を

策定していきたいというふうに思っています。

基本的には、なかなか厳しい状況にあるんです

が、基本方針としてはそういうふうな心がけで

計画策定をしていきたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） ３番目の問題で、具体

的な名称まで踏み込んで大変失礼かと思いまし

たが、例えば、今市長答弁ではまず行政が先導

していく、あとは民間市民と協働を図っていく

というような流れで、ホップ、ステップ、ジャ

ンプのうち今はまだスタート地点であるという

ことでしたけれども。例えばインバウンドなど

の事業ですね、これは今あと何年ぐらいでスタ

ートで、検証できるのはあと何年ぐらいなんで

しょうか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 インバウンドの効果等

についての御質問でございますけれども、事務

事業評価ということでは毎年度しておりますの

で、それに対する評価はしておるわけですけれ

ども、やはり事務評価では評価できない評価の

部分もございます。この事業もその事務事業評

価という一律的な今のやり方では評価できにく

い部分ではあるわけですけれども、台湾とのイ

ンバウンド事業を始めてまだそんなに時間がた

っていない、これはやはり人と人との結びつき

とか息の長い事業ではあります。できるだけ早

く効果があらわれるように我々も努力している

ところでございますので、よろしくお願いした

いと思います。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） いずれにしろ適切な検

討をされていくというふうに伺いました。残念

ながら、私ども議員は４年に１回みそぎを受け

なくてはならないということでございまして、

今言った生活排水処理にしても事業の見直しに

しても年度をまたぐという。４月以降も皆様と

議論できるように期待しながらおりますので、

よろしくお願いいたしまして私の質問を終わり

ます。 

小嶋冨弥議長 以上で、今期定例会の一般質問を

終了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 ここでお諮りします。 

  今期定例会の本会議を明日９月12日から９月

21日まで休会したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議を明日９月12日から９月21

日まで休会し、９月22日午前10時より本会議を

再開しますので、御参集願います。 

  以上で本日の会議を散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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     午後１時５０分 散会 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名でございます。 

  欠席通告者は山口吉靜君の１名です。 

  なお、農業委員会会長星川 豊君より欠席届

が出ております。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

日程第１請願の取り下げの件 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１請願の取り下げの件を議

題といたします。 

  お諮りします。 

  請願第５号国の農政改革の再検討を求める意

見書提出の請願及び請願第６号緊急の過剰米処

理を求める意見書提出書についての請願の２件

について、請願者から取り下げたいとの申し出

がありましたので、これを許可することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第５号及び請願第６号の取り下げを許可す

ることに決定いたしました。 

  ただいまの議決により、日程第18請願第５号

と日程第19請願第６号を削除いたします。 

 

 

決算特別委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第２議案第55号平成25年度新

庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてから

日程第10議案第63号平成25年度新庄市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定についてまでの

９件を一括議題といたします。 

  本件に関し決算特別委員長の報告を求めます。 

  決算特別委員長伊藤 操君。 

   （伊藤 操決算特別委員長登壇） 

伊藤 操決算特別委員長 おはようございます。 

  決算特別委員会における審査の経過と結果に

ついて御報告いたします。 

  決算特別委員会は全議員をもって構成されて

おりますので、要点のみの御報告とさせていた

だきます。 

  それでは御報告申し上げます。 

  決算特別委員会に付託されました案件は、議

案第55号平成25年度新庄市一般会計歳入歳出決

算の認定についてから議案第63号平成25年度新

庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついてまでの計９件であります。審査につきま

しては、９月17日と18日の両日にわたり活発な

審査が行われたところです。 

  初めに、議案第55号平成25年度新庄市一般会

計歳入歳出決算の認定については、各委員の質

疑の後、佐藤悦子委員より認定することに反対

の討論、遠藤敏信委員より認定することに賛成

の討論があり、起立採決の結果、賛成多数で認

定すべきものと決しました。 

  次に、議案第57号平成25年度新庄市交通災害

共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第58号平成25年度新庄市公共下水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、議案第59

号平成25年度新庄市農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、議案第60号平成

25年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、議案第62号平成25年度

新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算の認定についての５件は、質疑、討論はなく、

採決の結果、全員異議なく認定すべきものと決
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しました。 

  また、議案第56号平成25年度新庄市国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第61号平成25年度新庄市介護保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定についての２件は、質

疑の後、討論はなく、採決の結果、同じく全員

異議なく認定すべきものと決しました。 

  議案第63号平成25年度新庄市水道事業会計利

益の処分及び決算の認定については、質疑の後、

討論はなく、全員異議なく可決及び認定すべき

ものと決しました。 

  以上、決算特別委員会に付託されました案件、

議案第55号平成25年度新庄市一般会計歳入歳出

決算の認定についてから議案第62号平成25年度

新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてまでの８件については、いず

れも認定すべきものと決し、議案第63号平成25

年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の

認定については、可決及び認定すべきものと決

しました。 

  議長よりよろしくお取り計らいいただきます

ようお願い申し上げ、決算特別委員会における

審査の経過と結果についての御報告といたしま

す。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  決算特別委員会は全議員をもって構成されて

おり、質疑、討論は終わっておりますので、直

ちに採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、委員長報告のうち賛成多数で認

定すべきものとした件について採決いたします。 

  初めに、議案第55号平成25年度新庄市一般会

計歳入歳出決算の認定について採決いたします。 

  議案第55号は、委員長報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第55号は委員長報告のとおり認定することに

決しました。 

  次に、全員異議なく認定すべきものと決した

議案第56号平成25年度新庄市国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

57号平成25年度新庄市交通災害共済事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、議案第58号平

成25年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、議案第59号平成25年度

新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、議案第60号平成25年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、議案第61号平成25年度新庄市介護保

険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第62号平成25年度新庄市後期高齢者医療事

業特別会計歳入歳出決算の認定についての７件

及び全員異議なく可決及び認定すべきものと決

した議案第63号平成25年度新庄市水道事業会計

利益の処分及び決算の認定については、委員長

報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第56号、議案第57号、議案第58号、議案第

59号、議案第60号、議案第61号、議案第62号の

７件は、委員長の報告のとおり認定し、議案第

63号は委員長報告のとおり可決及び認定するこ

とに決しました。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第11請願第４号集団的自衛権

行使容認の閣議決定の撤回と憲法９条を生かす

ことを求める意見書提出についての請願を議題

といたします。 
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  本件に関し総務文教常任委員長の報告を求め

ます。 

  総務文教常任委員長石川正志君。 

   （石川正志総務文教常任委員長登壇） 

石川正志総務文教常任委員長 私から総務文教常

任委員会の審査の経過と結果について御報告申

し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、請願１件

であります。審査のため、９月12日午前10時よ

り議員協議会室において委員８名全員出席のも

と審査を行いました。 

  請願第４号集団的自衛権行使容認の閣議決定

の撤回と憲法９条を生かすことを求める意見書

提出についての請願書については、現状確認の

ため、総務課職員の出席を求め審査を行いまし

た。 

  審査に入り、委員から、請願の趣旨について、

国の動きというのはどういう方向で整備されて

いくのかというところがわからない中で、これ

を一自治体の中で議論するというのは時期尚早、

立法化するしないは別として、もう少し国の動

向を慎重に見定めるべきという意見がありまし

た。また委員から、本当の意味で国民の生命、

財産を守るために必要だとすれば、きちんと法

制化すべきだという意見がありました。 

  この法制化に関し、総務課からは、この法制

化については、来年１月に招集される通常国会

に関係法案を提出することとなっており、今の

ところ閣議決定したから直ちに集団的自衛権を

行使できるということではなく、実態的に法整

備が必要だという政府の見解があるという説明

がありました。そのほか、この請願を採択すべ

きであるといった意見はなく、この請願に関し

て採決した結果、請願第４号集団的自衛権行使

容認の閣議決定の撤回と憲法９条を生かすこと

を求める意見書提出についての請願書は全会一

致で不採択すべきものと決しました。 

  以上で総務文教常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

りますが、集団的自衛権に関しては、常任委員

会として今後とも国の動向や世論等に対し最大

限の注視を図っていきたいと考えております。

よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。 

  請願第４号集団的自衛権行使容認の閣議決定

の撤回と憲法９条を生かすことを求める意見書

提出についての請願について、質疑ありません

か。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ただいまの報告の中で、

国の生命、財産を守るのであれば必要だという

話があったということなんですが、この集団的

自衛権というのは、今まで認められなかったわ

けです。これまでは集団的自衛権というのでは

なく、個別的自衛権ということで認められたと

思います。その違いをどのように捉えておられ

るのか。集団的自衛権というのが、国民の生命

や財産を守ることにつながると言えるのか。個

別的自衛権との違い、そこについてはどう判断

されていたのかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 12日の常任委員会

の請願審査におきましては、佐藤議員も傍聴さ

れていたと思います。ただいま壇上で委員長報

告申し上げた以上の議論はなかったと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 集団的自衛権行使とい

うのは、今まで憲法上認められないというふう

言われてきました。例えば防衛白書では、1978

年以来昨年度まで、我が国が直接攻撃されてい

ないにもかかわらず、他国に加えられた武力攻
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撃を実力で阻止することは、憲法９条のもとで

許容させる実力の行使の範囲を超えるものであ

り許されないと考えているとはっきり書いてき

ました。 

  この集団的自衛権行使というのは、自分の国、

日本の国が攻撃されたり、国民の命が危なくな

ったりしたときにするものではなくて、これは

個別的自衛権と言われて、今まではそれは認め

られてきたんです。その立場はあったんです。

しかし、それを超えて今度は他国に加えられた

武力攻撃を実力で阻止する。簡単に言いますと、

ほかの人が攻撃を受けてけんかをしているとい

うときに買って出て、その人の敵だと彼がみな

している人を殴ってやるということであります

から、これは今まで憲法９条で認められないと、

憲法９条のもとでは許容される実力の行使の範

囲を超えるものだと、許されないと考えている

と言われてきたものなんです。そういう意味で、

集団的自衛権行使というのは、国の生命、財産

を守るというのではないんです。これを超えた

もので、人のけんかを買って出て人をぶん殴っ

てやるということなんです。そういう意味で、

もう少し慎重に審議すべきではなかったかなと

思います。 

  また、加えて言えば、坂田元内閣法制局長官

という人がいますが、この方は閣議決定につい

て、1954年に自衛隊が発足して以来政府が一貫

して述べてきた憲法の読み方を根底から変更す

るものであり不当だと、立憲主義にもとる、歴

代政権が当時の縛りとして受けとめてきた９条

を葬り去ろうとするものだ。このように述べて、

集団的自衛権行使容認というのはおかしいんだ

とはっきり言っているわけです。 

  そういう意味で、私は不採択にするのではな

く、最低でも継続審査にして、今後とも最大限

世論や国の動向を注視していきたいとおっしゃ

っている、そういう総務常任委員会であります

ので、私は不採択というふうにするのではなく

て、もう一度話し合って継続でもよかったので

はないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 私ども総務文教常

任委員会に今回付託されました案件は、請願書

の審査でございます。ですから、先ほど申し上

げましたとおり、お答えすることはただ一つ、

壇上から報告した以上の報告はできませんので、

よろしくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 私はそういう意味では

審議不足でなかったかなと思うわけなんです。 

  今まで、戦闘地域には行かない、それから武

力行使はしないということで自衛隊が派兵され

てきました。それで一人も戦闘地域に行かない、

武力行使はしないということでやっても、大変

危険な目に遭ってきたわけです。いろいろな名

前の爆弾が飛んできたりして、実は自衛隊の中

では棺おけを10個程度用意して、死ぬ者が出る

だろうということで準備していったということ

でありました。幸い死んだ人はいなかったんで

す。危なかった、これは本当に紙一重だったと

いうふうに行ってきた自衛隊の幹部が言ってお

ります。 

  今度は戦闘地域に行く、それから武力行使も

するという、そういうことが安倍首相の国会で

の答弁で明らかになっています。そうなります

とどうなるかというと、まさにアメリカ兵士が

受けた状態だと思います。あるいは、アメリカ

兵士はどうなったかといいますと、200万人派

兵されて、帰国後60万人が心の病にかかり、１

日平均そのうち22人が自殺しているそうです。

年間8,000人の自殺だそうです。これほど戦闘

地域で死んだ人もいたし、心も傷つき、そして

ずっとその後遺症に悩まされる若者が続々と出

ているということです。そして、一緒に集団的
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自衛権行使ということでアメリカと一緒にやっ

た軍隊、ほかの国があるわけですが、その国を

見ても1,000人を超えて亡くなっています。 

  日本の若者が、自衛隊員だけではなく、もし

かしたら足りないといって徴兵制になる可能性

だってあります。そうなりましたら、自衛隊員

及びそうでない若者たちも含めて血を流させら

れる、そういう事態になるというのが集団的自

衛権行使だと思うんです。そういう意味で、そ

ういうことはあってはならないという、母親と

して、子供を持つ親たちとして、子供たちがそ

んなことになってはならない。 

  現在、今、自衛隊員の親たち、家族たちもす

ごく不安になっています。最高の体力のある人

たちを集めた第１空挺団とかというのがあるん

だそうですが、そこに息子が行っているお父さ

んが言っていました。息子を今まで誇りだと思

っていたと。体力もある、頭もいい、だから一

番の先頭部隊に選ばれたんだろうと思っていた。

ところが、今度集団的自衛権行使になったら、

この大事な息子が一番先にやられるだろうと、

連れていかれるだろうと、やめたらいいのでは

ないかと訴えたそうです、子供に。そうしたら、

子供が友達を裏切るわけにはいかない、仲間を

裏切れない、そう言ってなかなかすぐやめると

ならなかったということで、自衛隊員の家族も

すごく心配しています。 

  私はそういう世論をよく聞いて、本当は継続

審査でやるべきではなかったのか、慎重に審議

する立場であるべきだったのではないか、簡単

な質疑が足りなかった状態で終わらせてはなら

なかったのではないかと思いますが、委員長の

お考えをお聞かせください。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 繰り返しのお答え

になりますが、このたび私ども常任委員会が預

かった案件は請願第４号集団的自衛権行使容認

の閣議決定の撤回と憲法９条を生かすことを求

める意見書提出についての請願書、この審査で

ございまして、拡大した範囲の判断は伺ってお

りません。繰り返しになりますが、この請願書

を採択すべきかどうかといったところでは、採

択すべきという意見はなく、全会一致で不採択

すべきものと決しました。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） 先ほどの委員長報告の

中で、集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回

と憲法９条を生かすことを求める意見書の請願

審査に当たって、国の動向を見定めると、見き

わめると、そういうふうな発言がございました

けれども、国の動向に危うさを覚えたからこそ

請願が出されたわけです。国の動向を見定める

ではなくて、国の動向が危ないというふうなこ

とからの請願であり、これは至極当然のことだ

と私は思います。 

  全会一致で不採択というふうなことだったら

しいですけれども、この請願の趣旨に対して、

委員の間から、理解あるというか、理解を示す

ような発言はあったのか、なかったのか、その

辺を確認したいと思います。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 請願審査に関しま

して、ただいま遠藤議員がおっしゃられたよう

な請願の趣旨に関してはある程度理解できると

いう意見もありました。また、今は国の危うさ

ということですが、立法化までには時間がかか

り、それも国民的な議論を踏まえて変わる可能

性があるということも議論になってございます

ので、よろしくお願いいたします。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） 私の認識では、集団的
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自衛権、閣議決定で行使できるというふうなこ

とに対しての世論的には、それはだめだと、反

対だというもののほうが多いように理解してお

ります。いっときの内閣がこれを自由に憲法解

釈を変えて判断できるというふうなことについ

ては、非常にこれは危険なのではないかと私自

身は思っています。もう一度伺いますけれども、

趣旨に賛同するというふうな委員がいたという

ことでありますけれども、その点について少し

踏み込んだ議論はなかったのか否か、お伺いい

たします。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 先ほど佐藤議員に

お答えした答弁の内容と重なりますけれども、

当委員会に付託されました案件は、請願書自体

どうか、いいのか悪いのかということでござい

まして、拡大した範囲は適切ではないと考えて

おります。よって、委員長報告どおり、この請

願書は全会一致で不採択にすべきと判断したと

ころでございます。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時３１分 休憩 

     午前１０時３２分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  請願第４号集団的自衛権行使容認の閣議決定

の撤回と憲法９条を生かすことを求める意見書

提出についての請願については、委員長報告は

不採択でありますが、請願第４号については原

案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立少数であります。よって、請

願第４号は不採択にすることに決しました。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第12議案第49号新庄市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の設定についてから日

程第17議案第54号市道路線の認定についてまで

の６件を一括議題といたします。 

  本件に関し産業厚生常任委員長の報告を求め

ます。 

  産業厚生常任委員長奥山省三君。 

   （奥山省三産業厚生常任委員長登壇） 

奥山省三産業厚生常任委員長 それでは、私から

産業厚生常任委員会の審査の経過と結果につい

て御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案６件、

請願２件であります。なお、請願につきまして

は、先ほど請願の取り下げが議決されましたの

で、報告は省略させていただきます。審査のた

め、９月12日午前10時より議員協議会室におい

て委員８名出席のもと、担当課の職員の出席を

求め審査を行いました。 

  初めに、議案第49号新庄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の設定については、子育て推進課
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から補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  子育て推進課の説明では、この条例は、子ど

も・子育て支援新制度に基づく施設型給付費を

各施設にお支払いする際に、保育の運営基準が

ないと財政措置ができないことから、その運営

基準を定めるものとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、施設の利用定員を超

えた場合は、施設が利用者を選ぶことになり、

施設の保護者とのトラブルが懸念されないかと

の質問があり、子育て推進課からは、認可保育

所をこれまでどおり市が入所調整に入るので問

題はないが、各幼稚園については、これまでと

同じ幼稚園ごとに自由な申し込みとなるので、

市で介入はできないとの説明がありました。 

  その他質問ありましたが、採決の結果、議案

第49号については賛成多数で原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  続いて、議案第50号新庄市保育の必要性の認

定に関する条例の設定について、子育て推進備

課の説明では、この条例は、現在の児童福祉法

の中で保育に欠けるという言葉を使っていたも

のが、子ども・子育て支援法で保育の必要性と

いう言葉に変わった中において、この保育の必

要性の条件の一つである就労の下限時間につい

て各市町村で設定することになっているため、

これを規定したものとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、64時間というのは月

か、週かという質問が出され、担当課からは月

の下限就労時間となっているとの説明がありま

した。 

  その他質疑はなく、採決の結果、議案第50号

については全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  続いて、議案第51号新庄市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例の設

定について、子育て推進課の説明では、この条

例は家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪

問型保育事業、事業所内保育事業の４事業につ

いて、民間事業者の場合、各市町村の許認可が

必要なため、この設置基準を定めるものとの説

明がありました。 

  審査に入り、委員から、アレルギーやアトピ

ーの子供がふえ、アナフィラキシー症候群など

の社会問題となっているため、食事の提供につ

いては外部からの搬入ではなく、自園調理にす

べきと明記すべきと思うがいかがかという質問

があり、担当課からは、地域型保育の４事業に

ついては原則的には自園調理となっており、特

例としてほかのところから搬入することもでき

るとなっているが、搬入施設についてはアレル

ギー対策をきちんと講じている社会福祉施設及

び児童福祉施設を連携施設として規則に定める

ことになるとの説明がありました。 

  その他の質問等がありましたが、採決の結果、

議案第51号については、賛成多数で原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第52号新庄市放課後児童クラブ

施設設置条例の設定について、子育て推進課の

説明では、この条例は、放課後児童健全育成事

業がきちんと法定化されたということ、さらに、

来春に萩野放課後児童クラブがふえることから

提案するものとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、日新放課後児童クラ

ブは６年生まで拡大して、スペースは間に合う

のかとの質問があり、担当課からは、広さに関

しては昨年の改修時に６年生まで拡大して受け

入れても大丈夫な改修を行っているとの説明が

ありました。 

  その他質問等がありましたが、採決の結果、

議案第52号については、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第53号新庄市放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の設定について、子育て推進課の説明では、

子ども・子育て支援新制度の中で民間事業者等

が放課後児童クラブを実施する場合については、
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各市町村への届け出制となったため、その設置

運営基準を定めるものとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、児童１人につき1.65

平方メートルというスペースは狭過ぎないかと

いう質問があり、担当課からは、あくまでも最

低基準であるという旨の説明がありました。 

  その他質疑はなく、採決の結果、議案第53号

については、全員異議なく原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  次に、議案第54号市道路線の認定については、

都市整備課から補足説明を受けた後審査を行い

ました。都市整備課の説明では、柳原高壇線に

ついては、市道荒小屋泉田線整備事業により建

設された道路を認定するもの、元宮内１号線及

び２号線については、民間の宅地開発に伴う道

路について、市に寄贈を受けたことにより認定

するものとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、柳原高壇線の信号設

置についての質問があり、都市整備課からは、

市の工事とは別に警察の発注になり、10月中旬

から１週間程度で完了予定との説明がありまし

た。 

  その他質疑はなく、採決の結果、議案第54号

については、全員異議なく原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  以上で産業厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。 

  初めに、議案第49号新庄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の設定について、質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第49号新庄市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の設定については、委員長報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採択

いたします。 

  議案第49号については委員長報告のとおりに

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第49号は委員長の報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第50号新庄市保育の必要性の認定

に関する条例の設定について、質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第50号新庄市保育の必要性の認定に関す

る条例の設定については、委員長報告のとおり
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決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第50号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第51号新庄市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の設定

について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 佐藤議員、賛成ですか、反対です

か。 

１ 番（佐藤悦子議員） 反対です。 

小嶋冨弥議長 それでは、反対論者として佐藤悦

子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 私も、産業厚生常任委

員の一人として、この審議の話をした一人であ

ります。その中で述べたことでありますが、１

つは、国家資格のある保育士を家庭的保育事業

などにおいて、Ａ型だけは保育士とすると書い

てありますが、Ｂ型は半分とか、Ｃ型について

はいなくてもよい、または訪問とか、家庭で１

人で受け取る、そういうやり方についても保育

士でなくてもいいというふうになっているわけ

なんです。 

  前に、つい最近ですが、事故がありました。

うちに行って、子供をお母さんにかわって見て

あげるというサービスがあったんですが、全く

保育士の資格のない方がやはり子供を死なせて

しまったという事件がつい最近ありました。 

  そういうことを考えると、やはり国家資格の

ある保育士を、せっかく国や法律や条例で認め

る施設なわけですから、どの子にも安全な施設

であってほしい、どの子にも安全な保育を、そ

して内容の濃い一定の保育を与えるようにでき

てほしいというそういう趣旨からいいますと、

国家資格のない保育士でいいという、このこと

を条例で認めてしまうのは、私はできないと思

います。確かに、現状としてこれになるかもし

れない小規模の新庄市の保育施設では、保育士

がいないという施設はないと課長からお聞きし

ました。ですから、今ある認可外保育所がこれ

に手を挙げて入ったとしても、皆保育士が配置

されているいい保育を保障する立場であるだろ

うと思います。 

  しかし、保育料が足りなかったというか、管

理費が足りなくなれば、この条例に基づいて保

育士をいなくさせる、保育士でなくてもやって

いいというふうに運営者が考えざるを得なくな

っても、この条例上は間違いないことになって

しまいます。そういうのを認めてしまうことに

なってしまいます。そういう意味で私は、保育

士がいなくてもいい、今の半分でもいい、保育

士が保育に当たらなくてもいい、こういう内容

になっている条例は認めるわけにはいかないな

と思っております。 

  また、先ほど常任委員長からもありましたが、

調理場がなくてもよい、それから調理師を置か

なくてもいいというふうにもなっているようで

すが、これは調理師も教育者だ、保育に当たる

教育者だと私は思うんです。それを否定するも

のであるし、いろいろアレルギーの子供たちが

非常に今ふえております。そういう中で、その

子供たちに丁寧な食事指導をしていくためには、

やはり調理師免許を持った調理師がいて、そし

て保育士と一緒に協力しながらどうやって食べ

させたらいいかということを考えながら手づく

りに努めて、そして地場産を使っていく、そう

いうことを考えた調理師があり設備がある、こ

ういうところが私は子供たちに、小さな子供で

あればあるほど必要だと思います。特に、やは

り乳幼児の時期にどんなものを食べたか、これ
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がその人のほぼ好き嫌いを決定する状況です。

そういう意味でも加工食品に頼らない手づくり

の安全でしかも子供の個々に配慮したそういう

調理された食事が子供たちに与えられるために

は、調理設備があり、調理員がいなければなら

ない、私はそう思います。 

  そういうことで、私は全ての子供たちに安全

で、そして豊かな保育を保障する条例であって

ほしいと考えたときに、ここについては反対し

なければならないと思っております。 

  以上です。 

小嶋冨弥議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第51号については、反対討論がありまし

たので、起立採決いたします。 

  議案第51号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって議案

第51号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第52号新庄市放課後児童クラブ施

設設置条例の設定について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第52号新庄市放課後児童クラブ施設設置

条例の設定については、委員長報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第52号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第53号新庄市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の設定について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第53号新庄市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の設定

については、委員長報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第53号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第54号市道路線の認定について、

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ
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討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第54号市道路線の認定については、委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第54号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１０時５４分 休憩 

     午前１１時０４分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第２０議案第６４号平成２６

年度新庄市一般会計補正予算（第

２号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第20議案第64号平成26年度新

庄市一般会計補正予算（第２号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） それでは、私から、も

ろ手を挙げて賛成としかねる部分が２つござい

ますのでよろしくお願いいたします。 

  初めに、補正予算書15ページ、第３款第２項

１目児童福祉総務費というところで、このたび

中３まで医療費を面倒見てくださるということ

で、市民にとっては大変ありがたい補正である

とは思いますけれども、多少影響が出る部分が

あるということで、さきの決算委員会の中でも

出ましたけれども、国保部分に関して、国から

ペナルティーが生じると。例えば中３まで延長

した場合に影響額はいかほどなのかということ

をまず１点お伺いいたします。 

  続きまして、補正予算19ページ、第６款第１

項農地費の中で、多面的機能支払交付金という

ことで、国の制度の変更に伴った補正というこ

とで捉えておりますが、この交付金、議決され

た後、どの段階で各活動組織に交付されるのか。 

  初めにその２点をお伺いいたします。 

荒澤宏二健康課長 議長、荒澤宏二。 

小嶋冨弥議長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 ただいまの最初の御質問につ

いてお答えしたいと思います。 

  このたびの補正で、子育て支援医療給付事業

費の無料化の年齢拡大ということでの補正があ

って、それにかかわる国の支出金の削減の影響

ということで回答したいと思います。 

  主に、国保特別会計のほうになりますが、国

の支出金、地方単独でのいろいろな制度を入れ

ることによって医療費が拡大するのではないか

というようなことで、割合、パーセントですけ

れども、一律に削減している状況があります。 

  今回、補正になったわけですが、補正前も同

じように無料化をやっておりますので、その分

と今回の補正について、ちょっと削減額につい

てお答えいたします。 

  今までの、今回の補正前の状況の中での無料

化に対しまして、国から削減されている支出金

の額でございますけれども、過去５年間の平均

額としましては、年間3,500万円ほどです。そ
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れから、今回、補正になりました中３までの無

料化ということで、今回補正になった部分につ

いては、年間を通しますと前年度の決算ベース

でいきますと約500万円ほどふえるというよう

な状況でございます。 

  以上です。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 19ページの多面的機能支払交

付金、可決後、いつ支払われるかというふうな

御質問ですが、既に概算払いという形で10アー

ル当たり2,200円、これについては、県の地域

協議会を通じて６月末に交付されております。

年度によって、概算払いが２回あって、最後精

算というような年もありますし、やはり事業が

進んでいるということもありますので、今後引

き続き、県の地域協議会のほうに２回目の概算

払いの早期支払いのお願いと精算払いについて

も年度内にできるような形のお願いはしていき

たいと思っております。 

  以上です。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 初めに、子育て支援と

いうことで、医療費無償化の拡大に伴う国保の

影響がプラス500万円と、トータルで4,000万円

ほどと想定されますが、実質、国保の運営上、

数字が出てくるのが翌年度というところで、こ

のたび明確な答弁ができない部分もあると思い

ますが、恐らくただでさえ厳しい運営を迫られ

ている国保の中で、平成25年度では決算ベース

で３億円強の法定外繰り入れを含めた一般会計

からの繰入金がございましたけれども、このた

び中３まで拡大することによって、さらに500

万円国から入ってくる分が減ってしまうという

ことを捉えた場合に、国保運営上、非常に厳し

くなるのではないかと。 

  国保の運営自体に一般会計からの法定外で対

応すべきではないという議論が主流化しており

ますけれども、このたびの中３までの医療費拡

大となるのは、定住促進といった市民全体の問

題であるので、ここは国保の運営状態を見なが

ら判断すべきことではありますが、ここは市民

全体のために使うお金でございますので、一般

会計からの繰り入れ、これを前向きに検討する

べきではないかと思いますので、財政課長、で

きれば答弁お願いします。 

  あと、多面的機能支払というところで、交付

の時期が年度内というお答えを賜りましたが、

実質、各活動組織、保全会でしょうけれども、

例えばこれまでの中身と申しますと、大体、農

道の整備でございますとか、水路の補修、これ

はシーズン中、つまり水が流れて田植えが始ま

って、稲刈りが終わるまでの間、なかなかしづ

らい部分があって、新庄市の場合はどうしても

冬期間何もできないという事態があります。そ

うすると、雪解けから田植えまでのわずか１カ

月ちょっとと、あるいは田植えや稲刈り終了後、

10月中旬から雪が降る12月の頭ぐらいまでしか

工事ができないというところを鑑みると、これ

はもう少し早い活動組織への交付が必要なので

はないかと。今、県と協議してできるだけ早い

決着を求めるということでしたけれども、その

点に関しましてはよろしくお願いいたします。 

  あと、この多面的機能支払交付金に関しまし

ては、今回は交付単価の見直しプラス資源向上

支払の部分の共同活動までの部分と捉えており

ますけれども、例えば農道の舗装など長寿命化

というやつがございますが、それはなぜ今回見

送ったのかと。 

  以上、２点お伺いいたします。 

小野 享財政課長 議長、小野 享。 

小嶋冨弥議長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 国保特別会計に対する特別支

援の考えということなんですが、基本的にはや

はり保険料でやっていただくというのが原則と
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いうことでございますし、今年度につきまして

は、保険料改定、さらにその今の御発言にあり

ますような子育て支援の医療につきましては、

実施時期が遅いという状況もございますので、

当初及び９月補正には特別支援については計上

しておりません。この２年間に限りましても、

平成24年度で8,000万程度、昨年度、25年度の

決算の中では１億1,000万円の特別支援を行っ

ておりまして、結局、国保の会計の運営状況な

り課題を解消しながら、そういう特別支援、い

わゆる支援については今後も同じような立場で

考えていきたいというところでございます。 

  以上です。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 このたびの多面的機能支払交

付金、この補正につきましては、中身としまし

ては、農地維持支払交付金と資源向上支払交付

金の中の共同活動の分ということで、このたび

4,817万8,000円の組み替えをさせていただきま

した。 

  このページの説明欄の２つ上に、農地・水保

全管理支払交付金ということで、減額の2,273

万2,000円がございますが、これがいわゆるこ

れまでの従来の事業の名称の分でございまして、

この部分を減じて名称がえということで今回

4,817万8,000円、差額2,544万6,000円、この追

加補正をお願いしたところでございます。 

  議員が御指摘の資源向上支払交付金のうちの

長寿命化につきましては、やはり農道の舗装と

か、素掘り水路からＵ字溝、あるいはコンクリ

ート水路に入れかえるというふうなそういった

事業でございますが、対象面積に事業単価を計

算しまして試算しますと、最大額で１億5,100

万円ほどに上ります。このうち市の負担が４分

の１ということで、約3,800万円ほどの予算化

が必要というようなことで、このたびいわゆる

これまでの農地維持支払交付金、あるいはその

共同取り組み活動の分については、これまで農

家の方々に２分の１、いわゆる特例単価でお願

いしていたということもございまして、その部

分については満額を何とかお願いしたいという

協議をさせていただきました。しかしながら、

長寿命化につきましては、ただいま言ったよう

な予算が市の単独の部分の、持ち出しの部分の

予算が必要というようなことで、この部分につ

いては来年度当初予算に向けて引き続き財政と

協議していきたいということでございますので、

御理解していただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 今、前段の部分の子育

て支援にかかわる部分に関してはおおむね理解

いたしましたが、このたび、春の予算委員会の

ときにも申し上げましたけれども、残念ながら

国の今の多面的機能ともかかわるのですが、補

助金の部分だけで、もう新庄市全体で４億円が

減少すると。残念ながら、過剰米のおかげで、

新聞等で報道されているように、過去最悪の仮

渡し金になっていると。これは国保を支えてい

る農家経済を直撃するわけですね。そうすると、

おのずとして今よりも悪い国保の運営状況がか

なり予想されますので、数字を見てから判断さ

れても結構ですが、その辺はしかるべき検討を

されるようによろしくお願いいたします。 

  あと、多面的機能の交付金ということで、今

の課長答弁ですと、今年度は見送るというよう

に捉えておりますが、それでいいのかどうかと。

ということは、５カ年計画のうちに、１年間新

庄市の農家の皆さんは泣いてくださいよという

ような答弁ととりましたが、それでよろしいん

ですか、これで終わりますが。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 長寿命化の予算化につきまし
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ては、34保全会中、取り組みたいというふうな

保全会が、意向調査をしたところ、27保全会あ

ったというようなことでございます。現在、こ

の長寿命化につきましては、いわゆる面積掛け

る単価という形での金額につきまして、満額使

い切り予算ということではなくて、あくまでも

その保全会がどれだけの事業量、事業費を投じ

て何をしたいかという部分の積み上げが必要と

なってきます。そのようなことで、現在、各保

全会に今後の平成30年度までの事業量、事業費

の調査を現在しておりまして、その辺につきま

しては、当初予算編成をにらみながら継続して、

今後とも財政と協議してまいりたいというふう

なことでございます。 

  以上です。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） ただいま、石川議員の

発言につけ足すわけですけれども、19ページ、

６款１項５目農地・水保全管理支払交付金と多

面的機能支払交付金に絡んで質問いたします。 

  先ほど来、課長の答弁では、財政担当と協議

した結果、今年度採択にはならなかったという

ことのようですけれども、３月に説明会を行い、

６月にさらに説明会及びその要望の聞き取りと

いうか、それを受けて今年度できるものという

ふうな、各地域保全会では期待を持って見積査

定もとったというところもあります。これが、

９月19日にさらに説明会があったそうですけれ

ども、その際には今年度予算化できないという

ふうな説明があったと聞きます。説明会ではな

くて、なぜこの事業がやれなかったか、長寿命

化に向けた対策をやれなかったかということの

言いわけ会にすぎないというふうな感想を漏ら

した地域保全会の代表がいました。期待を持た

せるだけ持たせて、はい、できませんでしたと

いうふうなことで果たして済むのか。このこと

についてお伺いいたします。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 この制度につきましては、従

来の農地・水保全管理支払交付金、これから新

しい農政の展開ということでスタートというか、

新しく出てきた事業でございます。事業が大き

く変わるという部分もありまして、たしか３月

26日にいわゆる新しい制度の説明ということで

説明をしたときに、これまで農地・水につきま

しては、新庄市、財政が厳しいというようなこ

とで、特任単価ということで泣く泣く10アール

当たり2,200円で活動をお願いしていた経過が

ございます。 

  この点につきましては、新たな制度になると

いうことと、いわゆる米の直接支払交付金、こ

ちらの部分からの予算を充当していくというよ

うな部分もありまして、これまで取り組まれて

きた農地維持支払、それから共同取り組み活動

につきましては、何とか満額の国の基準単価、

これについては獲得したいというふうな、たし

か３月の説明会ではやってきました。 

  それから、６月に入りまして、いよいよ４月

からいわゆる事業の交付要綱が制定されまして、

今後の取り組みの具体的な内容につきまして、

特に市と協定を結ぶところがございますので、

その辺の説明とあわせて長寿命化、新しく新庄

市としては取り組むこの長寿命化につきまして、

どれだけの要望があるかということが把握しか

ねていたところがございますので、その辺につ

いて、何とかこの事業についても新庄市として

取り組みたいので、事業量のいわゆる取り組み

たいところの希望調査をしたところでございま

す。 

  その結果、先ほど申しましたように、34保全

会中、何と27保全会からその長寿命化に取り組

みたいという意向がございまして、その辺につ

きまして財政と協議してきたところでございま
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す。やはり、新たにこれまでの交付単価半額以

下で取り組んでいた部分を満額上げた形で取り

組むという部分と、新規事業としてのその長寿

命化、この２本を同時に増額するということは

相当の経費の持ち出しということで、額にしま

すと、今回の2,500万円の追加と3,800万円の追

加ということになりますので、その辺でやはり

財政も大変厳しいということで、今年度につい

ては非常に厳しい状況であるということから、

27年度当初予算編成に向けて何とか協議を継続

しながら、予算を確保していきたいというとこ

ろでございます。 

  以上です。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） 課長は、農地・水保全

向上対策事業の際は２分の１だったと。それを

農地維持支払というふうなことで、２分の１削

っていた部分を入れたからそれでいいだろうと

おっしゃいますけれども、長寿命化の事業と満

額戻したというふうなことの事業の内容という

のはまるっきり違うのよ。従来、例えばほかの

市町村でやっている形に戻したらいいだろうと

いうふうなものではないと思うのよ。 

  しかも、これは非常に重要な事業だというこ

とで、その保全会の代表たち延べ300人も集め

て説明会をやった結果、だめですなんて、それ

はただその内容を十分に精査して上げたところ

と、そうでないところもあるかもしれないと。

でも、地域保全会というのは、これは農家だけ

ではないのね。その地域を構成している、例え

ば子供たちであれ、その地域に住んでいる人た

ちみんなで組織構成して地域保全会ができてい

るわけよ。これ、農家の事業、農林事業という

ふうな、そういうふうな狭めたもので考えても

らっては、ちょっとお門違いなのではないかな

というふうなことも思います。 

  ちょっと19日の資料を借りてきたんですけれ

ども、補正予算について、財政課、副市長、市

長と協議を行いと、結局、事業として取り組ま

ないという査定を行ったとありますけれども、

市長も、例えば２分の１から本来の形に戻すわ

けで、予算措置的にはこれでいいのかと、いい

だろうというふうな、そういう軽い見方がある

のかないのか、あったのかなかったのか、その

辺のところを伺います。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

小嶋冨弥議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 今回、補正予算に計上させてい

ただいています多面的機能支払交付金につきま

しては、いろんな事業のメニューがあるという

中で、先ほど農林課長からは、従来行ってきた

共同活動支援交付金を、今回は農地維持支払交

付金という中で、一つは今まで市の予算上減額

させていただいた分をある程度本来の姿、国の

単価にきちんとした形で戻させていただいたと

いう件が一つでございます。 

  今、遠藤議員がおっしゃった長寿命化という

のは、まさしく新しい、今までやってきていな

かった取り組みということだと思います。そう

いう意味から、３月の説明会、あるいは６月の

説明会の中では長寿命化、６月では意向調査と

いう形で長寿命化の事業量等がどれだけなのか

把握するという意味で意向調査をさせていただ

いたということでございますが、その中で、う

ちの職員等がいろいろ説明する中で、結果的に

いえば、説明がやや足りなかったというふうな

形になったと、残念ながら誤解を生んだという

ことはそういうことだと思います。 

  あわせて、内部での調整機能といいますか、

その辺の当然財源の絡みも大きい、多額な財源

の絡みも生じますので、その辺においてなかな

か内部での調整機能がうまく果たせなかったと

いうことだったと思います。そういう意味から、

私、副市長として、事務方のトップでございま

すが、私の指導力がやや足りなかったのかなと
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思っております。 

  今後につきましては、それぞれ主管課等とい

ろんな全庁内うまく調整するよう頑張っていき

たいと考えているところでございます。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） 財政事情を考慮して考

えていきたいというふうなことです。であるな

らば、例えば要望で上がってきたものを全部採

択するというふうなことでなくても、例えば新

規事業を全部やるということではなくて、その

うちの何パーセントはやると、そのほかについ

ては待ってくださいとか、そういうふうなやり

方もあったのではないかということを思います。 

  今年度、追加補正ということは考えられない

のか。あるいは、今年度だめなら、来年度にお

いてはこれを考えるというふうなことと解釈し

てよいのか。このことは、例えば市民と行政の

信頼関係というか、それを構築する上で非常に

悪く作用するというふうに私は捉えます。修正

の有無、あるいは後日追加補正というふうなこ

とは考えられないか、お伺いします。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 初めに、これまで半額の交付

単価で取り組まれてきた部分について、満額取

れたからあとはいいだろうというふうな考えは

まず毛頭ございませんので、今後も引き続き農

家のいわゆる所得増大、あるいは農業、農村環

境を保全していくという意味では大変重要な事

業であるという認識をしてございます。 

  そのようなことで、今後も引き続き、現在10

月末まで事業の要望調査をさせてもらっていま

すけれども、来年度の当初予算編成には何とし

ても協議をしていきながら、27年度以降の事業

の着手について努力してまいりたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） 私も19ページの農地費

の、今の石川議員、遠藤議員が質問しました多

面的機能支払交付金についてお聞きしたいと思

います。 

  これについても、長寿命化の交付金の補正は

入っていないわけなんですけれども、実はこれ

は、今、遠藤議員も言ったんですけれども、や

はり行政と市民の信頼があればこそ、農林課が

今まで会議の席上この新たな事業を９月補正で

何とかしますから、34ある保全会の会議の席上、

手を挙げてくださいと言ったところ、80％に当

たる27の新庄地区の保全会が手挙げをしたわけ

なんですね。 

  やはりここで一番大事なのは、行政と市民の

信頼なんですよ、これね。よく市長も言います

けれども、行政と市民の協働、それはやはり、

行政と市民の信頼が成り立つからそういう事業

もなし遂げられてきたし、これからもそうでな

いとだめだと私は思うんですけれども、やはり

今、私、農林課の課長からるる説明があったん

ですけれども、これはゼロ査定した結果、やは

り市民も本当に新庄市の財政、まだまだ大変だ

と思っていますよ。しかし、原課のほうで説明

で、９月補正でその事業に対する費用を何とか

したいというから、80％に当たる保全会の方々

が手を挙げたんですよ。これは恐らく最終的に

は副市長なり、市長の判断で、ゼロ査定になっ

たと思うんですけれども、この多面的機能に関

してどういう思いをお持ちなのか、市長、副市

長、考えをお聞かせ願いたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 この多面的機能支払交付金の

特に長寿命化につきましては、やはり国道であ

れば国の責任において、県道においては県の責

任、市町村道においては市町村が責任を持って
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維持管理していくというふうな建前のもとに、

では、農道は、水路は誰が管理するんだという

ふうな、そのようなことから出てきた事業でご

ざいます。農家の熱い意欲と熱意で、その農道

あるいはその水路を今度とも補修していくとい

うその部分について、34保全会中27の保全会が

取り組みたいというふうな希望がございました。

そのような部分につきましては、何としてでも

今後平成27年度から何とか対応したいなという

ことで、今後も継続して協議してまいりたいと

思います。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

小嶋冨弥議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 先ほど、遠藤議員にもお答えさ

せていただいていますが、新たに今回多面的機

能支払交付金のうち長寿命化というのが、新庄

市は従来行っていなかった事業を事業化すると

いうような形に今回、補正等の要求があったわ

けですが、基本的には先ほど小野議員から、行

政と市民との信頼関係を築いてきたのに大きく

損なうのではないかというふうなお話もあった

ということですが、おっしゃるとおりだと思い

ます。我々がいろんな市民の方に説明する場合

は、常に誤解のないような形で説明しなければ

いけないということなわけです。ある面では期

待感を抱いて、その結果残念ながら、残念とい

いますか、予算計上できなかったということで

すが、この辺、担当が当然前向きな説明はした

んでしょうけれども、結果的に誤解が生じたと

いう形になってしまったということで、再三農

林課長が答弁しておりますが、27年度当初予算

に向けて現在いろんな実際、先ほど遠藤議員か

らもお話がありましたが、どのような形で具体

的な事業計画等を十分勘案しながら、27年度に

向けて我々としてもこの新しい多面的機能支払

交付金の制度を活用していきたいと考えている

ところでございます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今、副市長並びに農林課長がいろ

いろなお答えをされていますが、最終決断は私

というふうな責任を負っているわけであります。 

  今まで足りなかった国の交付金を倍額すると

いうようなことが最初にありました。これは大

変農家の皆さんに、これまで緊縮財政の中で御

迷惑をおかけしてきたという部分で、まずこれ

を戻そうということであります。 

  事務的な連絡の中身の理解、私自身も不足し

ていたということをおわびしたいと思います。

５年間ということで、全てをカバーするんだと

いうふうに私は理解していたものですから、単

年度ごとというようなことの理解が不足してい

たこと、このことについては大変申しわけなか

った。そこの面積に対して５年間でどう整備す

るのかということで、９月補正で上げて、きょ

う採択になったときに、今は稲刈りの最中であ

るということで冬期間になると、工事が速やか

にできるのかというようなことを話した経過が

ございます。それで、冬期間各集落の事業体に

調査し、来年度どのぐらいの事業予算、それを

４年間で割り返したときどういうふうになるの

かというようなことで、来年度当初から満額で

やろうというような決定をしたことであります。

理解不足だったというのは、５年間単独の事業

だということをその後理解したということを大

変申しわけなく思っているということでありま

す。そういう意味で、４年間で５年分ができる

というふうに解釈していた、この期間の中でそ

れぞれの集落ができるというふうに解釈したと

いうこと、これに対して大変申しわけないなと

思います。 

  また、９月補正で、先ほどの繰り返しになり

ますが、これからの補正の中で計画に上げても

らうというふうなことになって交付するとなっ

た段階においては、これまでの手続上はやっぱ

りこの補正が通ってからの申請ということにな
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りますと、10月、11月、工事が非常に短い期間

では全部終わらないだろうと。繰り返しになり

ますが、それをもって冬期間全て調査し、来年

度予算に向けて全保全団体の計画を出させたら

どうだろうというような決定をしたということ

であります。 

  理解不足という言葉を使って大変申しわけな

いことではありますが、農家の皆さんが一生懸

命頑張っている事実に対しては敬意を表してい

るところであります。足りなかった交付金の倍、

さらには来年からは全額に向けてやりたいとい

うようなことで協議したということだけは、そ

のことは事実でありますので、御承知おきいた

だきたいと思います。 

  以上であります。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） やはり、今の副市長な

り、市長の答弁というか、反省を聞いて、やは

り現場とトップとのずれがあったのではないか

と私は思います。ボタンのかけ違いがあったの

ではないかと。当初、やはり手挙げをした各地

区の保全会のある程度の事務事業費がわかると

すれば、やはり新庄市の財政のほうでもない袖

は振れないものですから、前もってどの程度ま

で大丈夫だという、そういう相談があってしか

るべきではなかったかと私は思います。やはり、

６月に最初の保全会の農林課の会議があって、

恐らく８月中旬ころ予算請求したと聞いており

ます。だとすれば、この議会にこの議案が、長

寿命化の予算が入っていないわけなんですけれ

ども、実はこうこうこうなわけで予算化になり

ませんでしたよということを、やはり議会の始

まる前に保全会の方々に集まっていただき説明

をしていただければ、こんなに恐らく何だよと

いう、行政、我々議会に対する不信感というも

のが生まれてこなかったのではないかと私は思

います。 

  そういう中で、今、市長答弁で来年度事業で

満額当初予算に盛り込みたいというそういう話

があったんですけれども、これはあくまでも、

市長も理解されたようですけれども、５カ年の

うちの４分の１の26年度事業であります。先ほ

ど遠藤議員もちょっとさわりましたけれども、

この事業を圧縮して、何とか圧縮した形の補正

予算を改めて臨時議会なり、それに向けて出す

考えはないか、農林課長にお聞きしたいと思い

ます。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 初めに、やはり２回の説明会

はしたものの、農家の皆さんに説明不足だった

ことにつきましては、この場をおかりしまして

おわび申し上げます。 

  現在、12月末までの各保全会の事業の要望調

査をしてございますので、議員の質問では今後

の追加補正はどうなんだというふうなことのお

話がございましたが、この場では、それでは補

正させてもらいますというわけにもいきません

ので、先ほど来からお話ししているように、27

年度当初に向けて内容を見ながら協議をしてい

きたい、そして27年度当初には満額参加できる

ような努力をしてまいりたいと思います。よろ

しくお願いします。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 私からも関連して、今

の小野周一議員、また遠藤議員、そして石川議

員の質問の関連として質問させていただきます。 

  この事業化は、去年の段階で事業規模の拡大

の状況化は恐らく行政サイドもそれなりにつか

んでいたと私は思う。つかんでいなかったらお

かしい、これは国の国策で、そういうふうな方

針を定めているわけですから。その辺の甘さを

指摘しなければならないわけだから。こういう
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ふうに事業が、要望が出て拡大した。いいです

か。風呂敷は広げましたね、６月までは。それ

が今になって、包み切れなくなったから、風呂

敷から出てしまった。これは４分の１も出せな

い。これが長寿命化事業。 

  そういう状況が生まれたその要因はきちっと

本来ならば、この前の９月19日、いいですか、

各集落の保全会の方々が、それ相当にあそこに

出席して説明を聞かれたと聞いております。そ

の説明会に参加したほとんどの方々が納得いか

ない、なぜ今ごろなんだと。先ほど遠藤議員も

言いましたように、この新規事業、もっと先に

ここまで至らないうちにちゃんとした説明はで

きるはずだ。今さらになっておわびします。お

わびしたらそれで終わりだ、普通。大抵の人は

おわびだって謝ってもらったら、もう大抵のも

のは終わりなの。そういう状況が今現実に起き

ている。これに対して、きちっと要因、こうい

うふうになった要因、そして長寿命化をカット

する要因、そういうものをきちっと説明できた

んですか、保全会の皆さんに。まずそれをお聞

きしたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 新たな米施策の転換につきま

しては、昨年11月ぐらいから時を見て、１月か

ら説明会を開催はしたものの、これまでこの長

寿命化につきまして、本市としての取り組みが

なかったなかったというようなことと、それか

らこれまで２分の１に圧縮されていた農地維持

支払の部分と混同された部分がございまして、

私どもの説明が本当に舌足らずだったなという

ことで、本当に今反省しているところでござい

ます。 

  今後につきまして、また稲刈りシーズンが終

わってから再度お集まりいただきまして、今後

の取り組みについての丁寧な説明をしてまいり

たいというふうなことを計画しておりますので、

御理解のほどよろしくお願いいたします。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 課長、説明不足だから

こういうふうないろんなことが生じてしまった。

そういう物事の捉え方で行政が務まるんですか。

いいですか、もうこの事業、手を挙げた27団体、

27集落、もう事業進行しているんですよ。もう

見積もりなんかやったり、いろいろ業者と。う

ちの集落もそうです。もう動いているんだ。そ

ういう段階まで来ているということを、農林課

長、副市長、市長、そういうことを頭に入れて

いるんですか。もう保全会の皆さんは、汗水か

いて何とかこの事業をきちっとやりたい、そう

いう段階まで来ているんですよ。だから、こう

やってみんな各議員も質問しているんです。も

う動いているんだよ、これ。各保全会は、この

事業をやったら役所のほうで精算金はいつなん

だろうと、それまで業者に支払いできないとい

う相談も受けました。そういう状況をきちっと

把握しているんですか。そう簡単なものではな

いんだ、これ。 

  新規事業、当然これは、いいですか、今まで

民主党の政府から自民党になって変わった内容

の事業なの、これ。直接支払い、１万5,000円

が半額7,500円になった、自民党になって、政

府。そのあとの7,500円分がこういうふうな共

同事業、農地・水保全事業、これが集落、各地

域でやってもらったら、こういうふうな補助金

を活用できますよと、そういう名目でしょう、

これ。これは各農家の個人に行くのではないで

すよ、この交付金は。地域を環境整備、そうい

うふうな事業なの。恐らく俺から言われなくて

もわかっているんだ。そういう事業をなぜ今年

度断念する。 

  市長は５年の事業計画で国は動いているから、

これは５年でやればいいと思ったと。とんでも

ないですよ。今回、26年度の事業が27年度に延
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びたら、１年間、ことし26年度の事業どうなる

んですか。全然やらない、新庄市は。そうなる

のではないですか。そんなことでいいんですか。

ほかの町村はどうなんですか、課長。わからな

い。新庄市だけそうなったらどうなるの、これ。

そういうことも考えたことはあるんですか。も

っと慎重に運ばないとだめなのよ。この保全会、

農家の保全会、農家ばかりではないんだけれど

も、事業が拡大できる、今まで市がやってきた

農地維持、共同活動、こういうふうな、今まで

より事業を拡大できると物すごく期待していた

のよ。そういう状況を、なぜここに来て予算が

確保できない。そんなものでいいわけがない。

ちゃんと風呂敷広げたら風呂敷に全部包み込ん

で、予算を確保してやるというのが市の役目で

あって、我々はそれを執行してもらえれば、

我々議会だってとやかく言うものではないです。

その辺どうなんですか。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 ７月末まで事業要望を取りま

とめるときに、やはり大きく分けると３つの事

業があるというふうなことで、どの事業に取り

組むかというふうな説明をしながら取りまとめ

を依頼したところと、それから、これまでいわ

ゆる水路の草刈りとか、あるいは土砂上げとか、

維持管理している部分につきましては、４月に

さかのぼって協定を締結するので、国も４月か

ら作業してもらっていていいというふうなお話

があったのと、今回の長寿命化に手を挙げられ

た保全会につきましては、やはりそこの部分に

つきまして、私どものそれとこれとは別の次元

の取り組みなんだというふうな説明が本当に足

りなくて、このような御迷惑をおかけしたとい

うようなことを認識してございます。 

  また、やはりその米の直接支払交付金が10ア

ール当たり１万5,000円、これが半減の7,500円、

この財源をこちらの多面的機能に回されていっ

たというふうな部分も、私も含めまして農政担

当は理解してはおりましたが、やはり説明不足

だったというところにつきましては、本当にお

わびを申し上げるに尽きるかなと思っておりま

す。 

  それから、他の市町村の取り組みということ

につきましては、やはり９月補正等で何とか財

源確保したいというような形での予算要求をな

さっているというふうに認識してございます。 

  以上です。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） これで３回目。 

  課長、この事業の内容は別に聞かなくても私

もわかるんですが、この長寿命化というのはま

た新たないろんな内容のものもできる事業だと

聞いている。そういうふうな改正があったとい

うことも聞いているので、そういうことだから

こそ事業が拡大、保全会の方々は要望している

んです。そういうことを見据えて説明してきた

わけだろうから、今になって、そういう保全会

の方々が集落、自分の地域を、何とか環境整備

をやっていきたいという思いが、ただ課長は今

年度１年見送ると言うだけのことかもしれない

けれども、そうは受け取っていないのよ、保全

会の人たちは。そういうことを考えたことはあ

りますか。だからこそいろいろ今、議員たちも

いろんな相談を受けたと思うよ、小野議員も、

遠藤議員も、石川議員も、私も受けています。

それだけ思いがある。市長、この事業について

は財政課、副市長、市長と、最終的な打ち合わ

せをして決めたというふうな内容も載っている。

この事業は何としても、国が地域再生、地域創

成、地域を元気づける国策、それ相当に打ち出

しているんだよ、こんなことは言わなくても市

長が一番わかっているだろけれども。それを何

で地方団体の行政がこれをとめなければだめな

の。私も、俺ばかりではないだろうけれども、
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納得がいかない。これは保全会の方々にもっと

きちっと納得、理解してもらえるような方向で

考えていかなければならない。どうですか、今

回の補正には組み入れられなかった。これは何

としてでも、今年度事業で手を挙げて申請した

方々に、事業に対して、手を差し伸べて、やは

り事業化の方向に持っていく、これが行政の本

当の地域活力を生かす手だてではないですか。

市長、そう思いませんか。これで終わりなんで

すが、市長からの答弁をお願いして終わります。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

小嶋冨弥議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 制度の説明は今さらするまでも

ないと思いますが、事業費の２分の１が国、４

分の１が県、４分の１が市という財源の内訳に

なっております。したがいまして、仮に市が大

丈夫だといっても、国、県の予算がなければち

ょっとこれは不可能なんですが、基本的には10

月末までの調査の中、本当に必要な事業量を精

査しながら27年度に向けて行っていきたいとい

うことについては何回かお話しさせていただい

ているとおりですが、10月の調査の結果をちょ

っと十分精査しながら、今後国、県の財源の絡

みもありますのでお約束はできませんけれども、

その辺についてはいろいろ検討はさせていただ

きたいと考えております。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午後０時０３分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  質疑ありませんか。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） それでは、私から幾つ

か質問させていただきます。 

  まず、15ページ、３款２項１目児童福祉費、

そして19ページ、６款１項３目農業振興費、20

ページ、７款１項２目商工振興費及び３目観光

費、この４点について質問させていただきます。 

  １番の質問ですが、３款２項１目児童福祉費、

先ほども石川議員が質問されたと思いますが、

子育て支援医療給付費について質問させていた

だきます。 

  このたび、新しく中３まで医療費無料という

ことなんですけれども、それに対しまして、市

長はこれまで５月の多分知事とのタウンミーテ

ィングでもこれは新庄市ではやらない、そして

新庄市独自の子育て支援をやるということで今

まで来ていたと思います。それがこの９月補正

に対していきなり上がってきて、中３まで無料

にするということをなぜこのようにやったのか、

市長の考えをまず一つ質問させていただきます。 

  そして、またこの治療代の取り方ですけれど

も、治療代の取り方をどのようにやるかも一緒

に質問させていただきます。というのは、先ほ

どのいろんな議会でもこれは問題になっていま

すが、コンビニ受診が問題となっております。

それに対してどのような徴収をしてこのコンビ

ニ受診を防ぐのか、そのやり方も一緒に考えて

いかなければ受診料がふえてしまうと大変なこ

とだと思っています。 

  近隣の話によりますと、もう国民健康保険税

が80％上がったという話も聞いておりますので、

そこら辺の対策もどのように一緒にしてやるの

かをお伺いします。 

  また、今回の補正予算では1,260万円ですけ

れども、27年度もこれから続けていくわけです

が、先ほども石川議員がおっしゃったように、

国の削減額は大体4,000万円ぐらい、だとすれ

ば、新庄市の来年度の持ち出しが大体5,000万

円弱と聞いていますが、どのようにやって、財

政的にもどのような措置をするのかも一緒にお

伺いいたします。 
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  続きまして、19ページ、６款１項３目ですが、

農業振興費、そばまつり実行委員会負担金なん

ですが、これはまたことしで５回目ですか、や

るんですけれども、なぜ10万円を上げるのか、

そこら辺の内容はまだ説明がなされていません

ので、説明をよろしくお願いいたします。 

  そして、20ページ、７款１項２目商業地域空

き店舗等出店支援事業費補助金ですが、新庄市

にまた新しい店がふえるのか、そこら辺のこの

50万円の内容。 

  その下です。また３目ですが、エコロジーガ

ーデン推進事業費報酬費がふえて、管理委託料

が減っておりますが、ここら辺の詳しい内容を

よろしくお願いいたします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 佐藤議

員の御質問にお答えしたいと思います。 

  子育て支援医療給付の拡充についてでござい

ます。 

  初めに、なぜ今の時期になったかというふう

なことでございます。御承知のとおり、昨年度

の３月議会、それから今年度の６月議会、子育

て支援医療の拡充について議員のほうから御質

問をいただいてございます。そのたびに検討す

るというふうなことでお答えしていたところで

ございます。 

  昨年の12月でございますけれども、子育て世

代へのニーズ調査というようなことでニーズ調

査を実施したところでございます。その結果が

３月にまとまったわけなんでございますが、そ

の中で、やはり子育て世代の方々から一番必要

だと要望が高かったところがこの子育て支援医

療の拡充でございます。 

  また、御存じのとおりなんですが、定住促進

強化策プロジェクトというようなことで、こと

しから始動しているわけなんですけれども、そ

の中で、やはり定住促進、特に子育て世代の定

住促進というふうなことで、この子育て医療の

拡充が非常に重要なのではないかというような

ことが部内で協議になりまして、ぜひ前倒しを

して実施したいというようなことで調整が整っ

たところでございます。それで、このたび９月

の補正で提案をさせていただいたというような

ところであります。 

  また、２点目のコンビニ診療の不安がないの

かというところでございます。 

  それにつきましては、やはり医療が受けやす

くなるということがありまして、その懸念も払

拭はできないと思います。例えば小児救急の電

話相談ですとか、最上で活動してございますＮ

ＰＯの団体等もございます。そういったところ

と連携をとりながら、診療の適正な受診という

面で対応していきたいと考えてございます。 

  それから、財政措置につきましては、実際問

題として今回の９月補正でも上げさせていただ

いておったところなんですが、ことしの７月か

ら県の補助金、それが小学校３年生までの外来

分が拡大されました。それで約700万円程度補

助金が上積みされる予定になってございます。

またこれを１年に直しますと、大体1,000万円

強というようなことで、若干の補助金の上積み

が出てくるだろうというようなところで、それ

で対応してまいりたいというふうに考えてござ

います。 

  以上です。 

小野 享財政課長 議長、小野 享。 

小嶋冨弥議長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 単独事業実施に伴います国保

財政、いわゆる持ち出し分への対応ということ

での御質問でございますが、先ほど健康課長か

ら現行で3,500万円程度、新事業実施に伴って

通年で大体4,000万円弱程度というふうなこと

でお話があったかと思いますけれども、先ほど
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石川議員の御質問にもお答えしておりますが、

今、税率改正間もないということもありますし、

27年度のいわゆる受診状況、負担の状況も考慮

しまして、その辺を見ながら財政的支援につい

ては考えていきたいとは思っております。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 そばまつり実行委員会負担金

10万円につきましては、会場となるセミナーハ

ウス前のグラウンド、ここに山砂を入れてロー

ラー転圧をかけて臨時駐車場にしたいというふ

うなことで、その原材料費なり、転圧ローラー

のレンタルということで作業については職員直

営で整備を行いたいというふうなことで10万円

のお願いでございます。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 私は、７款１項２目商

工振興費のまずは空き店舗の支援事業費補助金

の50万円の件でございますけれども、空き店舗

につきましては、今年度当初予算、それから６

月の補正で２件分をつけていただいておりまし

て、２件空き店舗活用になりまして、既に使い

終わったところでございます。まだ、現実的に、

具体的に来ているわけではないのですけれども、

空き店舗を活用した出店をしたいという方が二、

三名見えております。それで、決まった場合は

すぐ交付できるようにということで、今回補正

をお願いしているところでございます。具体的

にはまだ決まっておりません。 

  それから、３目の観光費のエコロジーガーデ

ン事業費の入り繰りの件かと思います。 

  まず、修繕料の増ですけれども、建物の修繕

等が入っておりまして、大きいものですと、屋

根瓦の修繕が35万円ほど、それから外壁の修繕

が32万円ほど、そのほか機械の修繕等で修繕料

が111万6,000円の増です。施設管理業務の減額

分ですけれども、これは施設管理業務委託料の

中に当初予算で環境整備委託料ということで、

管理をしていただいていた方のいわゆる人件費

なんですが、委託料として計上していたものが

160万2,000円ございました。この方が３月末で

やめられましたので、その分の160万円ほどの

減です。 

  それから、委託料の増としまして、北側の樹

木の枝払い17万2,000円が入っておりますので、

このような数字になっているところでございま

す。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） はい、わかりました。 

  確かに私たちのほうもそういう子育てに対し

ては中学校３年生無料と非常にいいことなんで

すけれども、先ほどから市長も言っているよう

に、緊縮財政があって、決して財政がよくない

というところで、急に補正が上がってきたのは

逆に言えば当初予算からやったほうがもっとよ

かったのかなと思います。いきなり補正でやっ

て、もうことしは12月から施行となれば３カ月

間でしょうし、子育てもしくは定住化になるな

らばもっと早目にやったほうがよかったのかな

と思います。 

  それに関してなんですけれども、先ほどコン

ビニ受診、コンビニ治療なんですけれども、こ

の治療代の取り方を、さっきのようにただやれ

ばいい、ただ告知すればいいというだけではな

くて、しっかりとしたやり方をしないといけな

いと私は感じています。というのは、やり方で

すか、窓口で無料にするのではなくて、そこは

無料にして後から申請するとか、そういう対策

をとらないと、やっぱりほかの自治体では、や

はりそういう何ていうんですか、必ず上がって

しまうという事例が多々あります。そういった

施策を一緒にやらなければ、やったとしても財

政が苦しくなれば何のためにやっているかわか

らないでしょうし、ここら辺をもう少し考えて
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やらないといけないと思いますが、そこら辺の

対策をどのようにやるのかももう一回お聞かせ

ください。 

  また、セミナーハウス、グラウンドにローラ

ーかけるのは、それはそばまつりでやることな

のでしょうか。そこら辺が非常に何か今説明を

聞いてすごく不安なんですけれども、この10万

円というのはそういうものではなくて、中身を

充実するものにかけるものなのではないでしょ

うか。そこら辺はもう一回お願いいたします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 窓口負

担の軽減のあり方というふうなところかと思う

んですけれども、確かに県内の市町村の一部で

は後で申請をして償還すると、償還払いにする

というふうな制度にしているところもございま

す。ただ、やはり実際に受診される方の側に立

って考えますと、どうしても手間が出てくると

いうことで、なかなか医療が受けやすい環境と

いう面では今のやり方がいいのかなと考えてご

ざいます。 

  ただ、先ほど来おっしゃっていただいたよう

に、医療費がかさんでしまうというようなこと

も懸念されることは事実であります。こちらの

ほうでできる手だてとしましては、やはり軽微

な医療についてはかからないと、それから、我

慢するということではありませんけれども、や

はり本当に治療が必要な症状なのかどうかとい

うふうなところを保護者の方が的確に御判断い

ただけるようなさまざまな周知、それから既存

の電話相談等を活用してまいりたいと考えてご

ざいます。 

  以上です。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 セミナーハウス前のグラウン

ド整備については、やはり基本的には施設管理

者にやっていただくものというふうに認識はし

ておりますが、やはりあそこのグラウンドは雨

が降ると水たまりになって非常に駐車場として

使えないということで、緊急避難的に実行委員

会のほうで対応させていただきたいというふう

な趣旨でございます。 

  もっとまつりそのものに経費をかけるべきと

いうふうな御指摘でございましたが、待ち時間

を利用して外に出店している出店、こちらの

品々、受領の際とか、重い物とかさまざまあり

ますけれども、やはりそこに車を置けることに

よって購買意欲がそそられる、そこで買ってす

ぐ車につけられるというふうな、そういった利

便性のことも配慮しての対応でございますので、

あくまでも臨時的な対応ということで予算計上

させていただきました。よろしくお願いします。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） ぜひとも、中学生無料

ということは非常にいいことなので、それをし

っかりと対応していただいて、財政措置もしっ

かりしていただかなければ、今後につながりま

せんし、また国民健康保険も上がるとなればそ

れなりの対応をしなければいけないので、そこ

ら辺を踏まえてしっかりと取り組んでいただき

たいと思います。 

  以上で終わります。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 私からは２点ほど質問

させていただきます。 

  最初に、歳入でございます。 

  ９ページ、寄附金、ふるさと納税寄附金が歳

入で1,500万円の補正を組まなければならない。

組むほどによくなっているというのは大変喜ば

しいことでありますが、今後に対して、どのよ



- 128 - 

うな取り組みでふるさと納税に対していこうか

とお考えですか。 

  決算委員会の中でも、新庄の発信なんだと、

物をもらうという発想ではないんだと。新庄を

発信するんだということでありますので、発信

の方法を今後どのように考えていくのか。例え

ば、パンフレットの作成をやっていくとか、あ

るいはクレジット払いを、今新庄市はクレジッ

ト払いをやっていませんね。クレジット払いを

やったことによって非常に寄附金が、ふるさと

納税がふえている。関係課でやってきたわけで

す。今までですと、そこの行政に電話して申込

書をもらって、私はこういうふうにしたい、ク

レジット払いですと一発でできるわけです。そ

れは事務手数料もかからないということです。

そのようなことをこれから今お考えなのか、こ

れからどうやってこれをふやしていくのか、お

考えなのかお尋ねします。 

  それから、もう一点、25ページの10款教育費

の中の学校経費の中で、小学校給食管理運営事

業の「総称山形牛」利用促進対策事業補助金で

ありますが、牛に関してではありませんけれど

も、再三食の安全と言われています。それから、

アレルギーの問題も出ています。例えば、私ど

も、私は農家ではありませんけれども、米を出

荷する、農産物を出荷する場合に、トレーサビ

リティー、いわゆる生産履歴、どんな肥料を使

ってどんな農薬を使ったかということを説明し

て消費者に持っていくわけです。確かに学校給

食の中で地産地消が行われていると、新庄のも

のを、米も含めて野菜もしていると。地産地消

は安心安全なんですけれども、もう一つ必要な

んです。地産地消プラス責任なんです。 

  それで、お尋ねします。学校給食に使われて

いる野菜の残留農薬の検査はなされていますか。

これは非常に大きな問題なんです。残留農薬は

蓄積するんですよ、体内に。私の場合はアルコ

ールがこの辺に少し堆積していますけれども、

そういう冗談はさておいて、ずっと摂取させら

れ、何を食わされたかわからない。例えば、何

で残留農薬が問題になったかというと、世界に

誇れる日本の商社がありますね。丸何とか、何

とか紅という商社が中国に行ってネギをつくら

せたわけですよ。要するに、規制が緩いわけで

すから、日本に比べて中国の場合は。ネギの消

費はおもしろくて、市場の関係者に言わせます

と、120の需要に対して100の供給しかないと。

これはどういう意味か最初理解に苦しんだんで

すけれども、それだけネギって売れるんですよ、

国内で。それで、そこの商社が中国に行ってつ

くらせたと。ところが、日本に来て、検疫で残

留農薬が余りにもひど過ぎる、そこから一回な

ったんです。そこの何とか丸、何とか紅という

商社は非常にたたかれましたけれども、ただそ

れを、小学校のころからそういった残留農薬の

検査をしないで、ただ地元の野菜だから安心安

全だと。私も、皆さん、農家のいらっしゃる前

で余り口はばったいことは言えないんですけれ

ども、私も自分で食う野菜は自分でつくろうと

つくっています。私は一切農薬を使いません、

青虫がいようが、ミミズがいようが。それだけ

自分たちが安心安全、責任、自分に対して責任

をとるわけですからいいんですけれども、その

２つのことを、ふるさと納税とその残留農薬の

検査をやっているのか、その２つをお尋ねいた

します。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 ふるさと納税の件でござ

いますけれども、このたび当初予算の500万円

に、ふやしました1,500万円ということで、多

額の補正をお願いしているわけでございますが、

ここまでのところ、非常に件数が伸びておりま

して、８月末現在で809件ということで、昨年

度全体のもう７割を超しております。金額も

1,000万円を超しておりまして、昨年度実績の
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1,200万円弱の84％というようなことを見る中

で、今後を考えた場合に、これからの10月、11

月、12月と年末までステップアップしていく寄

附金のこれまでの状況から鑑みまして、この３

カ月間だけで年間の約５割に達するようなこと

も含めまして、このたび大幅な1,500万円とい

うような増額をさせていただいたというような

ことでございます。本来であればもう少し行く

のかなというふうに思っているところでござい

ますが、ややこれでも少し抑えている部分でご

ざいますので、今後期待している部分ではあり

ます。 

  その期待している部分をさらにふやしていく

ための後段のほうの質問のお答えになりますが、

今、ふるさと納税につきましては、国のほうで

ももっと確定申告をしやすく、地方への財源の

確保をさせやすいようにというような形で重点

を置くような方向づけをしておりますが、その

ような方向づけもにらみながら考えた場合に、

やはりこのままの状況でこの制度を事業の中で

生かしていく場合には、やはり人手が相当かか

っていくということがあります。11ページの企

画調整事業費のほうにも日々雇用賃金を計上さ

せてもらっていますが、このたびから下半期の

ふるさと納税担当事務の賃金ということで計上

させてもらっておりますが、本格的に今年度か

らふるさと納税を事業化の中で取り入れている

ところは、県内13市の中で３つほど非常に伸ば

しております。そこは、人の手のかけ方が違っ

てきているんです。したがいまして、うちのほ

うでもこのままでは人手ばかりかかってしまう

という中で、業務の一部委託をできないかとい

うようなことをちょっと検討しております。 

  しまいには、この制度自体は、今言ったクレ

ジットカード、ネットショッピングみたいな形

になってきますので、クレジット決済、これが

ふるさと納税の本来の求めている姿なのかどう

かは別にしまして、競争原理の中に入っていっ

た場合には、そのような入金決済の仕方、ある

いは申請の仕方ももっと簡便にしなければいけ

ないのではないかというようなことをちょっと

課題として持っております。 

  しかしながら、これを全部やったとしても、

ほかの自治体も同じレベルにまで達するでしょ

うから、やり方につきましては。ですから、本

来的には、この競争原理の中で勝ち負けを考え

るのであれば、あるいは特産品をどこまで紹介

できる、あるいは市をどこまで売っていけるか

というふうなものにつきましては、そのイベン

トとか、特産品の品ぞろえ、あるいは差別化と

いうか、ストーリー性というか、そういうよう

なところまで持っていかないと競争はできない

のかなと思っておりまして、とても難しい課題

を抱えている制度でもあるなと思っています。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 まず、総称山形牛の事

業につきましては、県の補助事業を受けており

まして、事業の目的については県の特産品であ

るということと安全安心だというところの事業

をうたっているところでございます。 

  あと、給食での残留農薬の検査につきまして

は、県のほうで各市町村で年１回検査をするよ

うにという規則がございまして、昨年の12月17

日に食材を１つ、検査を行っております。これ

につきましては、約100種類ほどの検査項目が

ありますけれども、その中で全て不検出だとい

う結果が来ておりまして、農薬についての検出

は認められておりません。 

  ただ、議員が御心配のように、全ての食品を

毎日検査できるというものでございませんので、

それについては、納入業者との話し合いを密に

しまして、安心な食材を提供していただくとい

うことについて共通理解のもとに給食を実施す

るような運びで今後とも気をつけていきたいと

思っております。 
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  以上です。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 残留農薬に関しては、

年１回ですけれどもやっているということでま

ず安心いたしました。 

  それで、ふるさと納税は、実は一般質問で、

私どもの会派の山口さんがやる予定だったんで

すけれども、何か来なくてできなかったんです

けれども、その意思を継ぐわけではないですけ

れども、課長、今ね、これ新庄市のホームペー

ジです。ふるさと納税の品目が書いてあります。

Ａ、Ｂ群、何種類あります。 

  それと、私どもがこの前絆の会で４月に平戸

市というところに行ってまいりました。平戸市

は平成17年に周辺の２町１村が合併しまして、

新しい平戸市になりましたけれども、人口は３

万4,000人、市税収入は26億円で、ふるさと納

税のことしの予定、２億円ですよ。それで、将

来的には５億円までふやしたいと。くしくも先

進事業地だと思って行ったんですけれども、対

外的に視察に来られたのは新庄市が初めてだと。

えっ、まさかと言ったんですけれども、実際そ

うだったらしいです。いわゆるふるさと納税で

は後発組なんですよ。でも、当たったんですよ。

何で当たったか、私はもらってきました。絆の

会は全員持っていますけれども、これは平戸市

のふるさと納税のパンフレットなんです。これ

は最初のやつ。これで大体30種類ぐらいある。

次、余りにも当たったものですから、これをつ

くったんです。１ページ、２ページ、六、七枚

あります。さっき数えましたけれども、70種類

ぐらいあります。これをどうやって使うのかと。

簡単なんですよ。１回もらった、そうしたら、

ありがとう品を送るときに、このパンフレット

を入れたんですよ。そうすると、まだ平戸には

カステラばかりではありませんよと。こういう

ものありますよと。この間、決算委員会で遠藤

委員もおっしゃっていましたけれども、次はど

ちらを選ぼうと思っている。平戸は利口なんで

す、逃がさないんですよ。アワビ食ったから、

次は干物を食ってみようという話です。 

  それで、２億円の中でどうやって使っている

か。お土産代が約１億円です。１億円から、６

割とは言ってましたけれどもね。それで、簡単

に言いますと、課長、人手が大変だと言ってい

ましたけれども、平戸市は３人でやっています。

係長が１人、係が１人、次、嘱託の女の子、こ

の子はふるさと納税の事業が大きくなってきた

から臨時で嘱託で雇った。１人雇用が発生して

いるわけですよ。 

  それで、こういう商品の決定等は、やっぱり

課長がおっしゃるとおり、職員ができないかも

しれません。物産館とかに依頼するわけですよ。

こういうアイデアを、このような価格構成の中

でこれをやってくれないか、やれないかと。と

いうことは、平戸で１億円から１億2,000万円

ですよ。行政が市場開拓したわけですよ。平戸

の産物を日本全国に売るわけですから、そうす

ると、そのお金は全部地元に落ちます。 

  それで、岐阜だったか、長野だったか、ちょ

っとテレビでしたので見た方もいらっしゃるか

と思いますけれども、過疎の村で米一本でやっ

ているんですよ。米一本でやっていて、過疎で

すので、じいさん、ばあさんしかいらっしゃら

ない、言葉が悪いですけれども。その中で、自

然米ですよということで米をやると。それがち

ょっと当たりまして、役場で米を買うから、あ

なた方そこで米をつくってくれないかと。それ

で、じいさん、ばあさんが休耕田を復元してや

っているわけです。それも一つの村おこしとい

う形。 

  ですから、一つの事業、いわゆる市場開拓で

すよ。日本全国に向けた市場開拓を平戸もそこ

の過疎の町もやっている。こういう方向でやっ

ていったら、ただ来たからもらうのではなくて、
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発信をしていくという考え方、確かに課長のお

っしゃるとおり人手がかかるというのはわかり

ますけれども、そういうお考えはないですかね。

農家でなくていいですけれども、業者、例えば

あじさいせんべいとかね、さまざまなものがあ

るわけです。そういうのを発信に使っていくと

いう考え方をしていって、新庄の産業興しをや

っていこうという気持ちはいかがでしょうか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 さまざまとありがとうご

ざいます。 

  一部、私どものほうでも既にやっているとこ

ろがありまして、例えば物産を扱っている専門

のところと連携しながら、さまざまなそれぞれ

のノウハウをいただきながら商品も品ぞろえの

形に工夫を施しております。例えば26年度につ

きましては、25年度末までで12品目ありました

が、高額な寄附をいただける方を対象として、

高額な寄附をいただきたいというようなことの

ために、高額な人向けの品数をふやして、今、

17品種ですか、そこまでふやしている部分があ

ります。 

  そういうふうな中で、物産のほうの専門と情

報交換をしながらそろえているわけでございま

すが、うちのほうでの人の手は今正職員１人と、

あとこのたびから臨時というような形で１人入

ってまいりますけれども、手がかかると申しま

すのは、やはり入金の仕方、あるいは申し込み

の仕方といったものが、今まではいわゆる顔は

見えないんですけれども、気持ちのやりとりと

いうか、メッセージのやりとりというか、そう

いうようなものを行いながら欲しいものをこち

らのほうから提供できるというような形で行っ

ていたということもありますので、ちょっとア

ナログ的ではあろうかと思いますけれども、そ

ういうふうなファンをつくっていったのかなと

いうようなことを思っております。したがいま

して、金額が同じようなところから見れば、非

常に件数は多くなっておりまして、その辺のフ

ァンは少しずつ定着してきているかなと思いま

す。単にネットショッピング的なものを売ると

いうようなことだけでなくて、広く本当の新庄

を紹介していきたい、新庄の本物を紹介してい

きたいというところもありますので、その辺の

工夫の仕方に難しさがあるというふうに思って

おります。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 課長のおっしゃるのも

十分わかりますけれども、アイデアだと思いま

す。天童市は１億円を超えましたね、ことしで。

天童市の最近のふるさとのありがとう品が何か、

課長御存じですか。天童市で最近送っているや

つ。違う、違う、「降ひょうりんご」ですよ。

ひょうにやられたリンゴ。 

  それで、そういった着眼点だと思うんですね。

それで、今、課長がおっしゃったとおり、今現

在809人の方の申し込みがあると。パンフレッ

トをつくって送ってやったらいかがですか。こ

ういうのがありますよと。それで、時期的なも

のもありますよね。例えば、新庄でもサクラン

ボができるのは知っていますよね、当然。新庄

のサクランボ、６月、ラ・フランスをつくって

いる人もいますよね、あと米。そういった季節

のこととかに関してもっとやれば、809人が見

るんですよ、日本全国で。そうして、これが口

コミで広がるんですよ、末広がっていって。こ

れをパンフレットをつくってやっていこうとい

う気持ちはおありではありませんか。 

  さっきクレジットも話をいただきましたけれ

ども、クレジット決済は私はやるべきだと思い

ます。とにかく、面倒くさいのでやりたくない

んです、正直に言って。申込書をもらってきて、

新庄市から送ってもらって、これだけやります

よというよりは、課長、カード使いませんか。
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私はほとんど現金を持っていないものですから、

カードでやっているんです。利便性を感じたら、

カードはすごく便利だということがありますの

で、このパンフレットの作成と、それからカー

ドの使用をどうですかとお尋ねして終わります

ので、お答えいただきます。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 パンフレットにつきまし

ては、今手づくりのカラー刷りのやつをつくっ

ておりまして、それを郵送して返送しておりま

す。やはり、その都度工夫を施して、パンフレ

ットをつくっておりますので、既成の形よりは

手づくりのほうがやりやすいと、あるいは気持

ちも伝えやすいというようなところがあって、

今その方向で進めております。 

  あと、クレジット決済につきましては、先ほ

ど申し上げましたとおり、申し込み、あるいは

入金のところで、そこでもう差をつけられてい

るようでは、今後次の特産品で選択をしてもら

うというようなところでは当然負けてしまいま

すので、そこら辺の入り口部分は、これは同じ

スタートラインに立たなければいけないんだろ

うというようなことも思って、今業務委託とと

もに並行して考えております。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第64号平成26年度新庄市一般会計補正予

算（第２号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 議御異議なしと認めます。よって、

議案第64号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２１議案第６５号平成２６

年度新庄市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第21議案第65号平成26年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第65号平成26年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第65号は原案のとおり可決されました。 
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日程第２２議案第６６号平成２６

年度新庄市交通災害共済事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第22議案第66号平成26年度新

庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第66号平成26年度新庄市交通災害共済事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第66号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２３議案第６７号平成２６

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第23議案第67号平成26年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第67号平成26年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第67号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２４議案第６８号平成２６

年度新庄市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第24議案第68号平成26年度新

庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、



- 134 - 

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  よって、これより採決いたします。 

  議案第68号平成26年度新庄市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第68号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２５議案第６９号平成２６

年度新庄市営農飲雑用水事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第25議案第69号平成26年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  よって、これより採決いたします。 

  議案第69号平成26年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第69号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２６議案第７０号平成２６

年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第26議案第70号平成26年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第70号平成26年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第70号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２７議案第７１号平成２６

年度新庄市水道事業会計補正予算

（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第27議案第71号平成26年度新

庄市水道事業会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第71号平成26年度新庄市水道事業会計補

正予算（第１号）は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第71号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩します。 

 

     午後１時４６分 休憩 

     午後１時５２分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程の追加 

 

 

小嶋冨弥議長 追加案件が出ておりますので、議

会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について御報告

いたします。 

  本日午後１時48分から、議員協議会室におい

て議会運営委員６名出席のもと、議会事務局職

員の出席を求めて議会運営委員会を開催し、本

日の本会議における議事日程の追加について協

議をいたしたところであります。 

  協議の結果、議会案第６号米価下落への緊急

対策を求める意見書の提出についての議会案１

件を本日の議事日程に追加していただくことに

いたしました。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。よろしくお

願いします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告のありまし

たとおり、議会案１件を本日の議事日程に追加

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案１件を本日の議事日程に追加することに

決しました。 

  ここで、追加日程を配付するため、暫時休憩

いたします。 

 

     午後１時５４分 休憩 

     午後１時５５分 開議 
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小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第２８議会案第６号米価下落

への緊急対策を求める意見書の提

出について 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第28議会案第６号米価下落への緊急対策

を求める意見書の提出についてを議題といたし

ます。 

  提出者の説明を求めます。 

  清水清秋君。 

   （１２番清水清秋議員登壇） 

１２番（清水清秋議員） 私から、議会案第６号

米価下落への緊急対策を求める意見書の提出に

ついてを説明いたします。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第１項の規定により提出します。平成26年９月

22日。新庄市議会議長小嶋冨弥殿。提出者、新

庄市議会議員清水清秋。賛成者、新庄市議会議

員奥山省三、同じく下山准一、いずれも会派の

代表者であります。 

  別紙、米価下落への緊急対策を求める意見書。 

  米の需給などをめぐる情勢は、25年産古米の

持ち越しが想定され、27年６月末の民間在庫は、

平年作でも232万トン程度と見込まれており、

これは需給緩和で大幅な米価下落が発生した21

産米の在庫量を大きく上回る水準にあります。 

  ＪＡ全農山形が決めた26年産米の「はえぬ

き」の概算金は、前年を大きく下回り、過去最

低となっています。また、日本一のブランド米

を目指している県産米「つや姫」も、昨年より

大変厳しい金額が示されました。 

  こうした深刻な状況にあって、米価の下落と

低迷が現実のものとなった場合には、当地域の

稲作農家の経営を維持存続させていくことが困

難となり、農業・農村の崩壊をも招きかねない

事態となり、ひいては地域経済や住民生活全体

に多大な影響を及ぼしかねません。 

  今日、国内の食料自給率の向上や担い手の確

保対策などが喫緊の課題となっている中で、将

来にわたり農業経営を安定させ、農業・農村を

維持存続させていくことは、国の重要な責務で

あります。 

  よって、国においては、米価の安定と回復を

図る対策を緊急に講じられるよう下記事項を強

く求めます。 

  記。１、米の需給と価格の安定対策。 

  米の需給と価格の安定を図るには、市場に委

ねるだけでは需給ギャップが生じることから、

政府備蓄米の柔軟な購入、売り渡しの仕組みを

構築すること。また、26年産米の出来秋に向け

て、過剰米の緊急対策を講じること。 

  ２、米価変動に対応した経営安定対策。 

  米価の下落と低迷が懸念される中、生産調整

に取り組む全ての稲作農家が、将来にわたって

安定的な稲作経営を展望でき、経営の安定化に

より創意工夫を生かした経営を展開できるよう、

米価変動に対応し得るセーフティーネットを構

築すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により、意見

書を提出します。 

  提出先、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産

大臣、経済産業大臣各宛てでございます。 

  以上で議案説明を終わらせていただきます。

皆さんの御賛同をよろしくお願いしたいと思い

ます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第６号米価

下落への緊急対策を求める意見書の提出につい

ては、会議規則第37条第３項の規定により委員

会への付託を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第６号については委員会への付託を省略

することに決しました。 

  これより質疑に入ります。議会案第６号米価

下落への緊急対策を求める意見書の提出につい

て質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第６号米価下落への緊急対策を求める

意見書の提出については、提案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第６号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

小嶋冨弥議長 ここで市長より御挨拶があります。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 今９月本議会、長期間にわたりま

して御苦労さまでした。ありがとうございます。 

  新庄まつりも終わりまして約１カ月というよ

うなことで、朝晩すっかり冷え込んできたとい

うようなところであります。おかげさまで実り

の秋を迎えたわけでありますが、先ほど議会案

が皆様の同意で可決されていましたように、大

変な実りの秋に反する米価の下落ということで、

地域経済に及ぼす影響を大変心配しているとこ

ろであります。 

  一方、昨日は今後の新庄、最上の地域の発展

に寄与するであろう泉田道路の起工式が知事主

催のもと無事終わったこと、本当に心からうれ

しく思っています。今回、一般質問の中でもさ

まざまな御意見をいただいたこと、さらには何

といっても９月のメーンであります決算委員会

につきましては、伊藤 操委員長より采配を振

っていただき、無事審査いただいたこと、まこ

とにありがとうございました。 

  皆様からいただいた御意見につきましては真

摯に受けとめ、今後この決算委員会そのものに

つきましては前年度の事業の評価、さらには来

年度の事業に向けた今後のかがみとするべき御

意見だと考えておりますので、今後の予算反映

等について、真摯に受けとめてまいりたいと考

えております。また、補正予算等におきまして、

さまざまな御意見をいただいたことにつきまし

ても、鋭意検討させていただきたいと思ってお

ります。 

  いよいよ来月になりますと、全国育樹祭とい

うことで、皇族が来られるということで、市民

の皆さんも期待を多くお持ちの方も多いかと思

います。それにあわせまして、森林・林業・環

境機械展が新庄の中核工業団地で２日間、12、

13日と開催されること、これもまことに光栄な

ことであり、全国から7,000名を超える方々が

訪れるというようなことで、またおもてなしの

心をもって迎えなければならないと思っている

ところであります。 

  さらには、最上大産業まつり、味覚まつり、

そばまつりと味覚の秋を代表するこの地域のお

祭りが続きますが、皆様方の一層の御指導をお
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願いできればと思っております。 

  長期間にわたる９月議会本会議に対しまして、

皆様方のさまざまな御意見を改めまして真摯に

受けとめることをお誓い申し上げまして、簡単

ですがお礼の言葉とさせていただきます。まこ

とにありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 以上をもちまして、平成26年９月

定例会の日程を全て終了いたしましたので、閉

会といたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後２時０７分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  小 嶋 冨 弥 

 

   会議録署名議員  奥 山 省 三 

 

    〃    〃   清 水 清 秋 
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決算特別委員会記録（第１号） 

 

 

平成２６年９月９日 火曜日 午後２時００分開議 

 委員長 伊 藤   操     副委員長 石 川 正 志 

 

 出 席 委 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   伊  藤     操  委員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  委員     ４番   佐  藤  卓  也  委員 

  ５番   石  川  正  志  委員     ６番   佐  藤  義  一  委員 

  ７番   奥  山  省  三  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 

  ９番   平  向  岩  雄  委員    １０番   小  野  周  一  委員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  委員    １２番   清  水  清  秋  委員 

 １３番   小  関     淳  委員    １４番   遠  藤  敏  信  委員 

 １５番   下  山  准  一  委員    １６番   新  田  道  尋  委員 

 １８番   森     儀  一  委員 

 

 欠 席 委 員（１名） 

 

 １７番   山  口  吉  靜  委員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 月 野 節 子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野 茂 雄 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  神 室 荘 長 武 田 清 治 
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監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 正 寿 

選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 松   孝 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 査 沼 澤 和 也 

 

本日の会議に付した事件 

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

平向岩雄臨時委員長 皆さん、御苦労さまでござ

います。 

  ただいまから委員会条例第10条第１項の規定

に基づき決算特別委員会を開き、委員長の互選

を行います。 

  なお、委員会条例第10条第２項の規定により、

委員長が互選されるまでの間、私、平向岩雄が

臨時に委員長の職務を行いますので、よろしく

お願い申し上げます。 

  ただいまの出席委員は17名です。 

  欠席通告者は山口吉靜委員の１名であります。 

  これより決算特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

平向岩雄臨時委員長 これより委員会条例第10条

第２項の規定により委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員長の互選の方法につきましては、会議規

則第126条第５項の規定により指名推選による

こととし、臨時委員長において指名したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、臨時委員長において指名することに決し

ました。 

  委員長に伊藤 操委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました伊藤 操委員を委

員長の当選人と定めることに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄臨時委員長 異議なしと認めます。よっ

て、伊藤 操委員が委員長に当選されました。 

  それでは委員長と交代いたします。御協力あ

りがとうございました。 

   （臨時委員長退席、委員長着席） 

伊藤 操委員長 ただいま決算特別委員長に当選

いたしました伊藤 操でございます。皆様の御

協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

伊藤 操委員長 これより委員会条例第９条第２

項の規定により副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  副委員長の互選の方法につきましては、会議

規則第126条第５項の規定により指名推選によ

ることとし、委員長において指名いたしたいと

思います。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 御異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に石川正志委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました石川正志委員を副

委員長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました石川正志委員が副委

員長に当選されました。 

  石川正志副委員長、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

 

散      会 

 

 

伊藤 操委員長 それでは、９月17日水曜日午前
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10時より決算特別委員会を本議場において開催

いたしますので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時１５分 散会 
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決算特別委員会記録（第２号） 

 

 

平成２６年９月１７日 水曜日 午前１０時００分開議 

委員長 伊 藤   操     副委員長 石 川 正 志 

 

 出 席 委 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   伊  藤     操  委員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  委員     ４番   佐  藤  卓  也  委員 

  ５番   石  川  正  志  委員     ６番   佐  藤  義  一  委員 

  ７番   奥  山  省  三  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 

  ９番   平  向  岩  雄  委員    １０番   小  野  周  一  委員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  委員    １２番   清  水  清  秋  委員 

 １３番   小  関     淳  委員    １４番   遠  藤  敏  信  委員 

 １５番   下  山  准  一  委員    １６番   新  田  道  尋  委員 

 １８番   森     儀  一  委員 

 

 欠 席 委 員（１名） 

 

 １７番   山  口  吉  靜  委員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 月 野 節 子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野 茂 雄 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  神 室 荘 長 武 田 清 治 
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監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 正 寿 

選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 松   孝 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  主 査 川 又 秀 昭 

主 査 沼 澤 和 也    

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第５５号平成２５年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 
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開      議 

 

 

伊藤 操委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は16名です。 

  欠席通告者は山口吉靜委員の１名であります。 

  清水清秋委員よりおくれるとの連絡がありま

した。 

  なお、選挙管理委員会委員長矢作勝彦君より

午前中欠席届が出ております。 

  これより決算特別委員会を開きます。 

  本特別委員会に付託されました案件は、議案

第55号平成25年度新庄市一般会計歳入歳出決算

の認定についてから議案第63号平成25年度新庄

市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いてまでの９件でございます。 

  審査に入る前に、審査及び本委員会の進行に

関しての主な留意点を申し上げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。質問は、決算

に関する資料の名称とページ数、款項目、事業

名などを具体的に示してから質問されるようお

願いいたします。また、会議規則第116条第１

項に、発言は全て簡明にするものとして、議題

外にわたり、またはその範囲を超えてはならな

いと規定しておりますので、これを遵守願いま

す。 

  以上、ただいま申し上げました点につきまし

て、特段の御理解と御協力をお願いいたしまし

て、ただいまから審査に入ります。 

 

 

議案第５５号平成２５年度新庄市

一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

 

伊藤 操委員長 初めに、議案第55号平成25年度

新庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてを

議題といたします。 

  一般会計の審査につきましては、歳入と歳出

を分けて質疑に入ります。質疑は、答弁を含め

歳入と歳出それぞれ１人30分以内といたします。 

  それでは質疑に入ります。 

  一般会計の歳入について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算書の50ページで１

款市税ということであります。当初予算を超え

まして収入済額が伸びたように思います。その

理由はどのように考えておられるかお聞きしま

す。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 収入済額が伸びた理由という

ふうな御質問でございます。 

  まず全体に、調定額が若干ではございますけ

れどもふえました。それから収納率ですか、こ

れも昨年よりも、前年度24年度よりもふえたと

いうことでございまして、調定額がふえてなお

かつ収納率がふえたということで収入済額がふ

えたというふうに申し上げてよろしいかと思い

ます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） １の１の１で同じペー

ジですけれども、個人市民税が伸びております。

その理由はどのようにお考えかということと、

ただいま課長のほうから収納率が伸びたという

ことで、これは決算審査意見書の５ページなど

を見ると収納率、収入率と収納率同じだと思い

ますが、1.5％24年度のときと比べて伸びてお

ります。その理由はどのようにお考えなのかお

願いいたします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 
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伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 まず、個人市民税の収入済額

の増でございますけれども、収納率の増でござ

いますけれども、まず主要施策の成果の17ペー

ジをごらんいただきたいと思います。 

  その第１表、それから第２表も関連ございま

すけれども、特に第１表のほうでごらんいただ

きますとわかりますように、納税義務者数がふ

えてございます。それから、この中でも所得割

の部分、均等割の部分よりも所得割の部分のほ

うがよりふえているということでございまして、

その分全体的な所得がふえているということが

ございます。１人当たりに換算しますと、大体

7,000円ぐらいふえているというふうな計算に

なってございます。 

  それから収納率の増でございますけれども、

これにつきましては一番大きい理由としまして

は、特別徴収がこの間進んだと、市民税につい

てはですね、ということがあるかと思います。

25年度について言いますと、県内でも13市の中

でトップになりました。そういったことで、26

年度には全体的に上がりましたので、順位は逆

転されるわけですけれども、そういうことで確

実な特別徴収がふえたというのが一番大きいと

思います。 

  それから、主体的な要因といたしましては、

やはり収納率を上げる、引き上げる努力、こう

いったところで特にこれまで現年度優先で進め

てきたわけでございますけれども、それによっ

て現年度の収納率がふえてきていると。それは

すなわち滞納繰越分に対する注力、力を注ぐと

いうことが、そういう余裕が出てきたというこ

とになろうと思います。そういったこともござ

いまして、今回滞納繰越分の収納率がかなり上

がっております。そういうことで全体として収

納率はプラスになっているというふうに考えて

おります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 納税義務者がふえたと

いうことなんですけれども、振り返ってみます

と、年少扶養控除がなくなって子育て世代を中

心に、去年言ったんですけれども所得税と住民

税で７万5,000円ぐらい増税されたということ

があったように思います。そういう意味で、大

して本当に年収はそんなにふえなかったとして

も、課税される所得が年少扶養控除がなくなっ

たことでふえたということで、このように住民

税が課税というかふえたり、そういうことに影

響したんじゃないかなと思うんですけれども、

そういう見方はないかお願いします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 年少扶養控除の問題でござい

ますけれども、確かに平成24年度決算について

はその影響が直接反映されました。ただ、25年

度につきましては条件的には同じでございます

ので、その影響というよりはむしろ、やはりそ

の分、先ほど申しましたけれども所得がふえて

いるというところを純粋に捉えてよろしいのか

なというふうに思っております。ただ、その幅

につきましては比較的小さい幅であるというこ

とはもちろん考えておるところでございます。

以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子委員） 次に、決算審査意見書

31ページの市税の未納状況調べというのがあり

まして、これを見ながら何ていうか払えない

方々の苦しさとか本当に浮かんでくるわけなん

ですけれども、市独自減免が適用されそうな方

はおられなかったのかお聞きします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 市の独自減免ということでご

ざいますけれども、恐らくおっしゃっているこ
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とというのは所得が激減したということを理由

にした減免というふうなことかと思います。そ

れにつきましては、平成25年度につきましては

それを理由とした減免はございませんでした。

そもそも申請自体がないということがあります。

ただ、昨年の決算委員会の際にも私お答えいた

しましたけれども、少々そういった制度がある

ことを我々市民のほうにお伝えするという点で

ちょっと力が足りなかったということもござい

ますので、今年度はその点改善してございます。

しかしながら、今年度も申請は１件ございまし

たけれども、それ以外はございませんでした。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 市民の立場から言いま

すと、自分が税が納められないなって感じたと

きにこれを申請減免ということでやっていいも

のやら、やったらうまくいきそうなものやら、

全然わかりません。このたびの、例えば給付金

というか臨時給付金がありましたけれども、こ

のことについても、また前冬にやりました福祉

灯油にしても、本人はなかなか黙っていれば行

政からあなたが該当しそうですよと言われて初

めて、ええって喜ぶと同時に何かほっとすると

いうか、そういうことがあるような気がいたし

ます。自分のことが減免に値するかもしれない

というのは、なかなかぴんとこない。福祉が受

けられるかもしれないってなかなかぴんとこな

いものですから、やはりそれに携わっている市

職員の方が関係するかもしれないと思えば、あ

なたが多分該当すると思われる、やってみなき

ゃわからないけれどでいいんですけれども、そ

ういうふうに親切に丁寧に御案内することがな

ければ、市民からみずからなかなか言い出せな

い。そういうのが市民の立場だと思いますので、

職員の方は一層研究していただきまして、困っ

ている方おられたら、該当するかしないかまで

含めて相談に応じて導いていただきたいなと私

は思いますので、どうかお願いします。 

  また、もう一つ今、今年度減免申請あったけ

ど残念ながら通らなかったということでありま

した。そのことについては、生活保護世帯の基

準というのがあります。そことあわせて見てど

うだったのかまでも私は検討すべきではないか

なと思った次第です。その点についてはどうだ

ったでしょうか。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員に申し上げます。

本委員会は平成25年度の決算についての審査で

ありますので、質疑の際はそのことをよく踏ま

えて質問の趣旨を明確に発言お願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） あと、１件ということ

についての今年度の話でしたので、また来年度

か後にしたいと思います。 

  次に、決算審査意見書の６ページ、第10款地

方交付税ですが、前年比３億2,100万9,000円、

６％も減だということでありました。21年度か

ら24年度まで伸びてきた地方交付税です。これ

が新庄市の財政をよくなるほうに導いた力にな

ったと、一番の力でありました。25年度大幅減

であります。その原因は何と見られているのか、

今後の見通しとしてはどうなのかお願いいたし

ます。 

小野 享財政課長 委員長、小野 享。 

伊藤 操委員長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 地方交付税の減額に対する御

質問でございますけれども、決算の見込みの説

明の中で若干申し上げたところでございますが、

基本的にはまず普通交付税につきましては基準

財政収入額、いわゆるその収入となる基準の部

分が計算上１億5,600万円ほど増加しておりま

して、この分に対応していわゆる減額になった

というところでございます。あわせて特別交付

税につきましても、平成24年度につきましては

かなり除雪経費ということで特別事由を認めて
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いただいたところでございますけれども、25年

度分についてはそれほど多くなかったというと

ころで、24年度に比べて１億6,000万円ほど減

額になったということで、合わせて３億ちょっ

と減額されたというところでございます。今、

佐藤委員のほうから21年度からかなり何年間交

付税がふえてきたという時代がございますけれ

ども、状況的には当時の政権の判断というとこ

ろもございますけれども、いわゆるかつての三

位一体改革の激変に対する、いわゆるその寄り

戻しといいますかそういう措置が大分国のほう

でもとられておりまして、この間大分地方交付

税については配慮していただいた時期がござい

ます。ただ、今回の減額につきましては先ほど

の市税等の論議にもございますように、一定程

度その市税収入が回復しつつあるというところ

を踏まえた減額というところと、それから特別

事由についてそれほど見ていただけなかったと

いうところが大きい理由でございますので、そ

の辺はまず御理解をいただきたいというふうに

思います。 

  あとこれからの問題につきましては、傾向的

には長い期間同じような財政規模を続けており

ますので、そう激変するというふうなところは

ないかと思われますが、今後の傾向としては若

干減少に近い形で進むのではないかというふう

には思っております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今後の見通しとしては

減少かということであります。でも新庄市のこ

とを考えますと、市有財産というか市の持って

いる建物などの老朽化に伴っていろいろ改善し

なきゃいけないお金というのが今後膨れ上がる

かもしれないというふうに考えて、私なども感

じます。それを考えたときにも、減ってもらっ

ては困るなという気がします。市民の暮らしを

見ても、アベノミクスだと言われますけれども

ＧＤＰも４月から６月大幅に減ったようだし、

私自身も含めて物を買わないようになってしま

っているというか、収入減からですけれども皆

さんそうだと思うんです。そういう中で、税も

上がりにくくなっていくだろうということは目

に見えます。それで、地方交付税を上げるため

にどのような考え、行動というかしていくこと

を考えておられるかお願いします。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員に申し上げます。

ただいまの発言は、議題外にわたっていますの

で質疑の範囲を超えております。 

  ほかにありませんか。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

伊藤 操委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） それでは、83ページの

20款諸収入の４項の雑入でございます。備考欄

に上段のほうに旧中部牧場飼養料、それから旧

中部牧場の光熱費、３番目に旧中部牧場の除排

雪業務の負担金、それから４番目に旧中部牧場

敷地内の巡視路使用補償料ですか、これについ

てもう少し詳しくお聞きしたいと思います。 

  それから、この４項目とそれから最上中部牧

場の管理主体である最上中部牧場管理組合が平

成14年の３月31日をもって解散ということで、

新庄市そして鮭川村に移管譲渡されていますが、

新庄市での持ち分、固有財産であります、この

旧中部牧場の利活用についてもお聞きしたいと

思います。畜産振興の拠点として現在の牧場機

能を生かしてこれからも活用していくのか、ま

た農業行政の進展に伴って新たな課題に対応す

ることなど考えているのかどうかなどもお聞か

せください。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

伊藤 操委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 おはようございます。 

  旧最上中部牧場の雑入に関する御質問でござ

いますが、平成13年度末に中部牧場管理組合が

解散した当時、国有林野から牧場を払い下げる
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条件としまして向こう５年間は牧場機能を維持

する必要があるというふうな条件を付して求め

た土地でございます。今後の畜産振興という点

もありまして、当時委託管理体制を協議すると

きに最上中部牧場預託利用者会であったり、新

庄市酪農研究会であったり、新庄市和牛改良組

合等でその委託管理体制のいわゆる旧最上中部

牧場利用団体協議会というものを結成していた

だきまして、そこで預託牛を使用していただい

てこれまで来ております。 

  そんな中で、その利用者協議会が利用なさっ

ているその建物等の使用料であったり、それか

らいわゆる電気代とか水道代、それからそこに

至るところの除雪費ということでそこの管理道

路の除雪経費を案分していただいて、その分の

使用に見合う料金をいただいたその内容がこの

ページにある雑入となってございます。当時、

おおむね10年を目標としましてこの旧最上中部

牧場を維持管理していくというふうなプランで

もって今日に至っているわけでございますが、

やはり建物の老朽化とかいろいろあります中で、

中にはやはり採草地をきちんと起こして、さら

にそこに肥料を入れて対応をしている利用して

いる組合もございますし、そういったいろんな

利用者との話し合いを今後していって、今後の

あるべき姿を模索していきたいなと思ってござ

います。 

  ただし、不用となっているサイロとか管理棟

につきましては非常に老朽化してございますの

で、この施設については除却の方向でおります

が、今後あの広大な約90ヘクタールの利用につ

いては、そういった協議会等と話し合いをして

いきながら今後の利活用について協議していき

たいというふうに考えてございます。以上です。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

伊藤 操委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） それから、近くに行っ

てみますと大変荒れているというところがござ

いますが、これ管理はその中部牧場の利用団体

の人たち以外にも、この人たち利用している以

外のところもどこかの団体でこれ管理している

のか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

伊藤 操委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 いわゆるその牧道と言われる

場内の道路等の草刈り作業につきましては、旧

最上中部牧場利用団体協議会、こちらのほうに

委託という形で歳出の面で決算ございますけれ

ども、そういった維持管理もお願いしていると。

しかし、その利用が非常に厳しい、いわゆる採

草地といいますかそういう部分については、や

はりなかなかそこまでは手が届かないというふ

うな状況でございます。以上です。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

伊藤 操委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） これ牧草地でございま

すので、あれだけ荒れますと何か耕作放棄地と

いうような感じしますけれども、そういうとこ

ろで市でももう少し管理体制をして、そして早

い機会に建物とかそういうものを除去するもの

をしないと、一度にというと大変なお金がかか

ると思いますので徐々にやっていただきたいな

と、このように思うところでございます。 

  それからお聞きしますが、用途の変更やそれ

から用地ですか、変更とかそういうものは今後

できないものですか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

伊藤 操委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 用途の変更につきましては、

先ほどもお話ししましたように今後の施設の利

用のあり方について協議をしていきながら、今

は地目は牧場という形で登記についてございま

すので、この辺今後の利活用の中で変更できる

部分は変更していかなきゃならないんではない

かなというふうに考えてございます。以上です。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 
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伊藤 操委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 一般国道の13号線泉田

道路などの供用開始というのが目に見えてきて

おりますので、中部牧場の将来非常に機能を生

かした利活用が必要かと思いますのでよろしく

お願いしたいと思います。終わります。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

伊藤 操委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） 私のほうから、決算書

で言いますと50ページ、51ページ、そして成果

表の27ページ、そして決算意見書の３ページ、

そこら辺を集中的にお聞きしたいと思います。 

  まず、第一なんですけれども、ここに上がっ

ています収入未済額、収入欠損額なんですけれ

ども、前年よりも、さっき佐藤委員がおっしゃ

っているように今回は大分解消されていますけ

れども、それの要因になっているのをさっき少

しお聞きいたしました。そして成果表にもこの

納税相談員、去年も聞いたと思うんですけれど

も４人体制を維持して頑張っていらっしゃる。

そこら辺の成果についてもう少しお聞きいたし

たいと思います。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 収納率がふえ、収入済額がふ

えているということで、全体としては収入未済

額が減るというふうな方向にはなってございま

す。ただ、これは一概に簡単には言えない話で

すけれども、そういう方向になっております。

その原因といいますか、その辺のお話になりま

すが、平成24年度から増員いたしました納税相

談員、これが従来２名だったところを４名体制

にいたしました。その成果が早速平成24年度で

あらわれたわけですけれども、25年度につきま

してはさらにもっときめの細かい密度の濃い滞

納整理といいますか、そういった作業ができる

ようになったというふうに感じております。そ

ういうことで、１年目とやはり２年目とでは違

うというところがあろうかと思います。きめの

細かな納税指導といいますか、そういう点では

２年目のほうがはるかに進歩したのかなという

ふうに思っております。 

  そういったこともございまして、納税者の方

に対する相談内容、その辺も、あるいは具体的

な回数、頻度の高い相談、そういったことを追

求いたしまして成果に結びつけているんだとい

うふうに思っております。そんなところでよろ

しいでしょうか。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

伊藤 操委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） わかりました。その中

でも、どうしても不納欠損額に対してもそこら

辺がかなり多くなっているわけです。解消され

たといってもこれが全て解消されるわけではご

ざいません。その中でも、その納税相談員の役

割はやっぱり去年から見ても非常に重要だと思

いますし、そこもやっぱりやるからにはしっか

りと税の公平性のためにもしていかなければな

らないでしょうし、そういうことに対しても来

年に対してもこの４名を維持していかれる体制

なのか、それとももう少し全体的に、これ予算

書を見ましても正直いろんなところ、決算書を

見てもわかると思うんですけれども、決算意見

書の31ページですか、このぐらいの分かれてい

ますし、そこら辺もやっぱりもう少し細かくす

るべきだと思うんですけれども、そこら辺の強

化についてもう少し詳しく聞かせていただけれ

ばと思います。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 税務納税相談員４名体制につ

いては、当面これを維持するということになろ

うかと思いますけれども、私ども滞納を解決し

ていくというに当たりましていろんな工夫をし

てございます。納税相談員の方にもお願いして

いるのは、やはり基本は滞納している方の完納



 - 151 - 

であると、完納ということを常に意識して仕事

をしていただきたいということをお話ししてお

ります。なかなか納付が困難な方が多いわけで

すので、現実問題として完納というのは非常に

難しいわけです。ただ、そういう状態が繰り返

されますと、私ども職員のほうが完納という意

識が抜けてしまうというおそれもあるものです

から、それはやはり基本に立ち返って、完納の

ためにはこういうふうな分割納付が必要なんだ

よというふうな指導も含めて進めるようにお願

いしているところでございます。そういった点

で、職員のほうの意識を改革していくというこ

とも大切ではないかなというふうに思っている

ところです。 

  それから、滞納繰り越しを減らしていくとい

うことに関しては、やはり今申し上げましたよ

うな対策によって収納率を上げていくというこ

とももちろんございますけれども、この間先ほ

ども申しました現年度分を優先して回収してい

っているということから、現年度分の収納率が

この間上がってきております。それで、滞納繰

り越し分のほうに振り向ける力というものもふ

えてきているということで、全体としては滞納

繰り越し、特に収入未済になるかどうかという

のが肝心ですけれども、収入未済がふえるか減

るかというのは滞納繰り越し分というのはこれ

以上ふえることはない部分です、これは回収を

すればするほどというところがございますので、

ただそれに現年度分の未納が繰り越して加わる

ということで滞納繰り越しが全体としてはふえ

ていくという構造になっておりますので、現年

度分を少なくしていくことによって滞納繰り越

しのほうに繰り越していく額を抑えていくとい

うことをやっぱり地道に繰り返していくしかな

いのかなというふうに思っております。以上で

す。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

伊藤 操委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） わかりました。ぜひと

も努力を惜しまず頑張っていただきたいと思い

ます。 

  そしてもう一つなんですけれども、去年も聞

いたんですけれども、軽自動車税のコンビニ収

納なんですけれども、そこら辺の効果はどのく

らいあったのかもよろしくお願いいたします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 軽自動車税のコンビニ収納で

ございますけれども、主要施策の成果の28ペー

ジをごらんいただきたいと思います。25年度は

コンビニエンス収納の初年度、１年目でござい

ました。初めてやったわけでございますけれど

も、ごらんのとおり一般というのは納付書をお

送りする、納付書で納めていただくという方で

す。それから口振というのは、口座振替になり

ますけれども、その右２つ隣のほうにコンビニ

納付の件数ございます。利用率が24.49％とい

うことでございますので、これは一般という納

付書で納める方、この中の４分の１の方々がコ

ンビニを利用されているというふうなことです。

それから、普通は金融機関等の窓口で納めてい

ただいておったわけですが、金融機関が開業し

ていない時間帯、夜、それから土日ですけれど

も、この時間帯に納めていただいた方々が約６

割に上るというふうな実態がございます。そう

いう意味でも、納税者の便宜を図るという点か

らしてもこれは非常に有効な手段かなというふ

うに思っております。以上です。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

伊藤 操委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） これに対しての費用対

効果はどのくらいと考えていますか。よろしく

お願いします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 コンビニ収納に関する費用対
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効果というふうなことでございますけれども、

初年度平成25年度につきましては、初年度とい

うのはコンビニの初年度でございますけれども、

約100万ぐらいの出費でございました。これに

対して、コンビニだけで納めていただいた方と

いっても費用対効果比較不可能だと思うんです

が、要はコンビニでもってコンビニ収納をやっ

たことによりまして納期内納付がふえたと、こ

れが約５％ほど納期限内に納めた方がふえてご

ざいます。これが最終的にどのぐらいの率にな

るかということがコンビニ収納の効果というふ

うに考えてよろしいかと思うんですが、５％そ

のままの収納率アップにはつながりませんでし

たけれども、その半分程度の収納率というふう

なことになって、全体としてコンビニ収納によ

って納期内納付が進んだその貯金分が最後まで

蓄えとして残ったというふうに考えております。

その分の金額という点では、ちょっと出してご

ざいませんけれども、以上でございます。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

伊藤 操委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） なぜこういう質問をす

るかといいますと、いずれはこういう時代が来

るのではないかというその試験的なものもある

のではないかなと思います。というのは、期限

内に納めていただければそれだけ財政が確保で

きるわけですし、いずれはこういうことが軽自

動車税以外にも発生するのではないか、その辺

のシステム開発も必要だと思いますので、そこ

を踏まえてこれからの時代はやっぱりコンビニ

という便利なものがあるわけですから、そこも

踏まえた収納ということも考えていく必要があ

るかと思いますので、今回言わせていただきま

した。質問は以上です。 

伊藤 操委員長 ほかにありませんか。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

伊藤 操委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 私のほうから質問させ

ていただきます。決算書50ページ、１款２項及

び６項の、それから成果の24ページ、固定資産

税と都市計画税についてであります。 

  ４つほどあります。１つは、土地について。

２つ目は、家屋について。３つ目は、都市計画

税について。４つ目は、交付金について。 

  次に、決算書の72ページ、16款２項財産前払

収入に関することであります。１つ目は、土地

の売り払い金、これは中核工業団地を除いたも

のです。２つ目が、萩野小学校の立木売り払い

金。それから３つ目が、物品売り払い金。この

３つでございます。 

  それでは、固定資産税と都市計画税について

お願いしたいと思います。 

  まず先に、土地についてお伺いします。成果

に各土地の負担水準に応じて負担調整措置を講

じ評価額を見直すとあります。この内容につい

てお願いしたいと思います。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 主要成果の24ページの件でご

ざいますけれども、負担水準というのは個々の

土地の前年度課税標準額が今年度の評価額、新

しい評価額ですが、これに対してどの程度まで

達しているかという割合を示すものでございま

す。これは平成９年度評価がえ以降、地域や土

地によりばらつきのあります負担水準、これを

均衡化させることによってそれを重視して税負

担の調整措置を講じるというふうな内容でござ

います。宅地につきましては、負担水準が高い、

高ければ引き下げまたは据え置きを行う。逆に

負担水準が低ければ、一度にではなくてなだら

かにこれを上昇させるというふうな、そういっ

た調整措置になっています。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

伊藤 操委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 今お聞きしましたけれ

ども、これは毎年このように措置を行うことに
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なりますか。それで、最も多いのはどちらに類

しますか。要するに、少ないほうなのか多いほ

うなのか、この調整に措置をとるための何とい

いますか、数字的なあれですね、少ないほうで

しょうか、多いほうに属するほうがこの負担調

整が多いことになりますか。お願いします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 負担調整措置のことでござい

ますけれども、平成９年度から本格的にこれ始

めたわけでございます。こういう調整をやりま

して、ばらつきをだんだん平準化していくとい

うことがこの間繰り返されてきたわけでござい

ますけれども、平成24年度の評価がえのときに

なりますが、負担水準が低い土地というのが住

宅地に占める割合が23年度に４％まで減少いた

しました。それから、こういった負担調整のた

めの特例を適用している土地の割合が66％、本

来の課税標準額で課税されている土地が30％と

なっております。平成９年度当時からの負担水

準のばらつきの幅を狭めていくというふうな目

標がほぼ達成されてきているというふうなこと

がございます。以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

伊藤 操委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） なぜこのようなことを

お聞きしますかといいますと、固定資産税の税

収がこれ毎年下がっております。去年から５年

さかのぼって見てみました。ちょうど５年間で

10％の税収減であります。税収減ということは、

当然率が変わりないわけですから課税標準額が

下がっていると、こういうふうになると思いま

す。それでこの10％というのは、ちょっと私も

意外だなと思ったんですね。もっと少ないのか

なと思ったらやっぱり多いんです。先ほど御答

弁ありました24年度に評価がえしたと、こうい

うふうにお聞きしましたが、これ何か聞くとこ

ろによりますと３年に１度評価がえをするとい

うふうに聞いているんですけれども、そのとお

りなんでしょうか。 

  それと、この毎年下がっているこの税収をも

しかしての話なんですけれども、補おうとすれ

ば、先ほどちらっと申しましたが税率というも

のがあるわけです。この税率は、現在は1.4％

で課税されております。このことは皆さん御承

知だと思いますが、さらにこの1.4％の上に限

度額があると、こういうふうに承知しておりま

す。この1.4％をもし変えようとすれば、ある

いは見直そうとすれば、どんなときにこういう

ふうな税率の見直しをできるか。しなくてはな

らないときというのはいつごろなのか、もしわ

かれば教えていただきたいと思います。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 先ほどの負担調整ですけれど

も、これ毎年行うというふうなことでございま

す。それから、ただいまの御質問でございまし

たけれども、固定資産税の減収というふうなこ

とで、この間５年間のスパンで見ますとそうい

うふうになっているというふうなことでござい

ました。25年度実態を見ますと、現年度分で土

地につきましてはこれは年々の下落修正でもっ

てやはり減少しております。それから、家屋に

つきましては若干増というふうになっておりま

す。微増です。それから、償却資産がプラス

5.5％ということで比較的大きな伸びを示して

いるということで、現年分だけを見ますと今年

度は若干伸びているというところはございます

が、ただ全体の流れとしてはやはり減収傾向に

あるというのは否定できないかなというふうに

は思ってございます。その点を改善する、ある

いはそこを脱却するというようなことで、税率

1.4％これについて場合によってはそれを引き

上げるということも含めてというふうなお話で

す。新庄市の場合は、1.4％の税率を適用して

ございます。地方税法によって市町村は条例で
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これと異なる税率を定めることができるという

ふうになってございますので、じゃあそれ以外

の税率を適用しているところはどこかあるかと

いうふうになりますと、県内の13市では米沢市

で1.5％という税率を設定してございます。そ

れ以外の市は全て1.4％ということで変わりご

ざいません。米沢市の場合は、昭和57年ころと

いうふうに記憶しておりますが、財政再建団体

になったというようなことがございまして、そ

の際に税収を確保するために税率を改正したと

いうふうな経過があるようでございます。それ

が今も同じ税率でもって継続して、当面見直し

は行わないというふうなお話をしていますけれ

ども、そういうことで引き上げるとすればそう

いうきっかけになるのかなというふうに思って

おります。ですから新庄市の場合は、今のとこ

ろ1.4％という段階を超えるということは余り

考えていないというふうに思っております。 

  それから評価がえの件、基本的なところで御

質問いただきました、３年に１度今度は平成27

年度というふうになっております。以上です。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

伊藤 操委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 税率の見直し、下げる

なんてことは決してないと思います。やはり米

沢市のように上がるということは、市民にとっ

ては非常に困りますので、この件についてはし

かと伺っておきたいと思います。 

  ２番目に進みます。家屋についてであります。

納税者が前年より3.8％減っております。課税

標準額が逆に３億円を超えておると、ちょっと

アンバランスの意味がわかりません。ここを簡

単でいいですから説明してください。 

  それと、納税者が先ほどの3.8％というのは

470名に該当します。この方が減っているのに、

家屋棟数減が99棟にとどまっていると。この２

つをどのように考えればいいのか簡単に説明を

お願いします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 初めの御質問でございます。

納税者が前年より3.8％減ったと、それに対し

て課税標準額が３億円ほどふえたと、アンバラ

ンスというふうなお話ですけれども、結論から

申し上げますとこれ因果関係はございません。

といいますのは、新たに新築された家屋の場合、

課税標準額というのは非常に高くなります。逆

に何年もたってから解体する家屋というのは課

税標準額が安くなっているという、そういうこ

とでいいますと年々ふえていくというのが基本

かと思います。しかしながら、３年に１度の評

価がえの際にこれ見直しますので、その年に限

っては減額になるというふうな流れが繰り返さ

れております。そういったことからいいますと、

直接この新築家屋の棟数の違いで年ごとの増加

額というのは変更になることはあると思うんで

すが、納税義務者数の増減と課税標準額の増減

には因果関係はないというふうに考えておりま

す。 

  それから２点目でございます。いわゆる納税

者が470人減ったと。ところが家屋の減少した

棟数が99棟にとどまっているというふうなお話

でございました。これも連動しているとは言え

ないことになります。納税義務者が減る要因の

第１番というのは、納税義務者が亡くなられた

場合、それからそれに引き続く相続の手続が解

決する決着を見ると、この一連の流れが約半数

を占めております。それから、あとは売買です

ね。売買というのは、納税義務者から別な人に

売るわけですので、納税義務者の数は減らない

んじゃないかというふうに思いますが、ところ

がもともと納税義務者であった方に売った場合

などは減ってしまうというケースもございます。

それから、一番わかりやすいのは家屋だけを所

有している納税義務者がその家屋を解体したと

いう場合は、これ納税義務者と家屋の棟数が同
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時に消滅するということになるケースですので、

これは関連が当然あるわけです。しかしこの数

は非常に少ないというようなことで、全体とし

てはやはり死亡、それから相続、これによる影

響ということで、必ずしもこれは連動しないと

いうふうに考えております。以上です。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

伊藤 操委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） わかりました。 

  次に、直接税には関係ないと思われますが、

先ほど家屋の解体という言葉がありましたが、

昨年度この居住用の空き家の解体、これは何棟

ぐらいだったのでしょうか。これは実際住んで

いるところだったのでしょうか、どうでしょう

か。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

伊藤 操委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 空き家ということで新庄市の

空き家等の適正管理の促進に関する条例という

ことで空き家を担当しております環境課のほう

から回答させていただきたいと思います。 

  昨年度環境課のほうから空き家の適正管理と

いうことで指導をして、その中で解体していた

だいたというのが６棟ございます。それを含め

て自主的に空き家にした、更地になったという

部分が36戸でございます。以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

伊藤 操委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） ６棟の36棟、これはど

うですか、環境課長から見て空き家数全体のこ

とを捉えた場合、結構進んでいるなとこういう

ふうに感じますか。どうですか。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

伊藤 操委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 現在、26年の４月１日現在、

25年度末ということになりますが、空き家等に

ついての全棟数、当初463棟ございました。そ

のうち利活用、更地分を除いて純粋に空き家管

理されていないという戸数が326棟、この中で

指導も含めまして全体で36棟が解体し更地にな

ったという数値でございます。この数字そのも

のが空き家等の中で適正な管理ということでど

うなっているかという部分についてはなかなか

難しいございます。私どものほうで把握してい

る状態としましては、危険等があるとか安全的

にそこを通れないとか、危害を及ぼすとかとい

うふうな相談を受けての確認ということがまず

ありますので、その他できちっと管理されてい

るという部分については私のほうではなかなか

把握できないという部分があります。それから、

雪等で潰れてしまってそのままになってきちっ

と更地になっていないかという部分もパトロー

ル等なかなかできない状況にありますので、そ

こは確認されていない部分もございます。以上

でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

伊藤 操委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） はっきり言えないよう

ですけれども、私から見ますとやはり進んでい

ないというふうに見えます。その理由の一つと

してですけれども、よく聞く話なんですが、解

体しちゃうと更地に戻る、それで更地に戻れば

固定資産税が上がるよと、こういうふうによく

聞く話なんです。居住用でなくなったから税金

が上がると。わからんでもないですけれども、

これについてどの程度上がるのか、あるいはそ

こを具体的にというふうに、ちょっと大変だと

思いますので、標準的な一例でも結構ですので、

どのぐらいの率が上がるのかわかればちょっと

教えていただきたいなというふうに思います。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 空き家解体が進まない理由の

一つとして固定資産税が上がるというふうなお

話でございますが、これは住宅用地に対する課

税標準の特例というものが取り払われるという
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ことでそういうふうになってございます。200

平方メートル以下の住宅用地については評価額

の６分の１を課税標準として課税するわけです

が、これは特例が取っ払われることによりまし

て６倍になるのではないかというふうに誤解な

さっている方がいらっしゃいます。実際はそれ

ほどではないというふうなお話になるんですけ

れども。一般に住宅用地、建物の建っていない

住宅用地としての宅地ですけれども、固定資産

税は評価額の７割程度を課税標準として課税し

ております。したがって最初の段階から評価額

満額を課税するというわけではなくて、そこか

ら７割落とした状態を課税標準として土地には

課税しておるわけです。それが家が建つことに

よりまして、課税評価額の６分の１あるいは

200平方メートル超えた部分になりますと３分

１というふうになるわけですが、その特例が外

されますとどのぐらいになるかと、一つの例で

ございますけれども、基準となります面積であ

ります200平方メートル約60坪の宅地の場合、

土地だけの税額で比べますと６倍でなくて約４

倍程度。それから、もうちょっと広い土地、

300平方メートルの土地でいいますと、これは

約３倍程度というふうに見られます。ただ、こ

れはそれぞれの個別の事情によって多少の違い

はありますけれども、大体そのぐらいになると。

以上でございます。 

伊藤 操委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時００分 休憩 

     午前１１時０９分 開議 

 

伊藤 操委員長 休憩を解いて再開いたします。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

伊藤 操委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） ただいまの税務課長の

説明で200平方メートル以上、300平方メートル

以上おのおのの上がる倍率をお聞きしました。

高いですよね、３倍とか４倍というのは私は高

いんじゃないかと思います。それがまたその土

地に住宅を建てれば下がるんでしょうけれども、

そうでない限りこの状態がずっと続いてしまう

ということは、やはり負担が多いと思います。

ちょっとこれだけじゃなくてやはり空き家は解

体費もかかるわけです。それらを踏まえますと、

やっぱりなかなか一気に進まないのかなという

ふうには感じております。でも何かいい方法が

ないのか、今後役所の頭のいい皆さんで考えて

もらって解体が進むようにお願いしたいなとい

うふうに思います。この件については、以上に

しておきます。 

  次に進みます。都市計画税についてでありま

すが、２億1,000万ほど税収があります。これ

は主に何に使われているのか、お願いいたした

いと思います。 

小野 享財政課長 委員長、小野 享。 

伊藤 操委員長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 都市計画税の使い道というこ

とでございますので、財政課からお答えいたし

ます。 

  基本的に税の目的としまして、都市計画区域

内のインフラ整備を進めるという建前でござい

ますので、街路事業、公園事業、それから下水

道事業、これらの都市計画事業費に充当してい

るという状況でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

伊藤 操委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） わかりました。これは

都市計画区域内と、こういうふうに限定したと

いうふうに理解してよろしいですか。もう一度

お願いします。 

小野 享財政課長 委員長、小野 享。 

伊藤 操委員長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 委員御指摘のとおり、都市計

画区域内の都市計画事業に充当しているという
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ことでございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

伊藤 操委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 次に、交付金について

であります。 

  前年よりも納税額が９％ほどふえております。

それと、この成果にあります国・県から価格通

知というふうにあります。この価格通知という

のは、一方的に国・県から来るのだろうとは思

いますが、その場合隣接の民地とのこの評価額

等についての差があるのかどうなのか、その辺

わかったらお願いしたいと思います。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 国有資産等所在地交付金の額

が上がっているというふうなお話でございます。

その中身ですけれども、もちろん減ったものも

ある、ふえたものもあるわけですが、全体とし

て伸びたという大きな理由になったものが、山

形県病院管理者分、これが約168万円の増とな

っています。これは小田島町の医師宿舎分でご

ざいます。それから、東北森林管理局の分収林

分としまして54万円の増、こういったところが

主要なところになっています。 

  続いて、国、県から価格通知というふうなお

話です。隣接民地との評価額に差がないのかど

うかというふうなお話ですが、近傍の類似地と

の評価額に準じているということから、評価基

準に近所の土地と差はございません。以上でご

ざいます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

伊藤 操委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） わかりました。時間も

ありませんので、次ですね、先ほども申しまし

た財産の売り払いの収入関係についてお伺いし

ます。 

  まず先に、土地の売り払い781万円、これの

内容です。それから２番目の萩野小学校の立木

の売り払い金827万円、それから３つ目の物品

売り払い金330万円、おのおののこの内容をお

願いします。 

小野 享財政課長 委員長、小野 享。 

伊藤 操委員長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 私のほうから、土地の売り払

い金781万円と、それから物品売り払い金330万

円についてお答えをいたします。 

  基本的には、昨年度いわゆる遊休地というこ

とで売却をかけた案件が何件かございますけれ

ども、そのうちもとの土内分校用地が188万円、

それから北辰小学校の10周年というのがござい

ましたけれども、これも用途もうこれから使わ

ないということでございましたので近隣の方に

87万円で売ったということがございます。ただ、

そのほかの案件につきましては市内の開発行為、

またはその国、県の事業に伴う法定外公共物の

いわゆる売り払いという形になりますので、最

近こういうケースが非常に多いのですが、それ

がほとんど全てという形になります。 

  それから物品売り払いにつきましては、基本

的には市がもともと使っておりました除雪車、

それから公用車、一応我々としては廃車措置に

するのですが残余価値があるというふうなとこ

ろを鑑みまして、いわゆる見積もりをいただき

ながら入札をかけて、いわゆる希望者に売却し

ているというところで、額的にはそのロータリ

除雪車210万円というのが１つ大きいのがござ

いますけれども、ほかの小型除雪車とか小型自

動車、これらに関する売却益という形で御報告

させていただきたいと思います。以上です。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 委員長、森 

隆志。 

伊藤 操委員長 教育次長兼教育総務課長森 隆

志君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 それでは、萩

野小学校学校林の立木売り払い金について私の

ほうから御答弁申し上げます。 
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  中身につきましては２カ所ございまして、１

カ所が土内吐出地区、これは萩野地区いわゆる

萩野村時代からの学校林でございます。そちら

のほうが782万ほど。もう１カ所が、いわゆる

国有地をお借りしまして植林しておりました部

分、これが45万。合わせて827万ほどになりま

す。以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

伊藤 操委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） ただいま萩野小学校の

立木関係説明いただきましたが、２カ所、土内

のほうが多いようですけれども。これですね、

なぜ今の時期にこの立木を売却しなくちゃなら

なかったのかですね。あと、この山林の間伐と

は見えませんが恐らく皆伐じゃないのかなと思

います。これの面積と、それから立方メートル

数、この辺わかりましたらお聞きしたいと思い

ます。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 委員長、森 

隆志。 

伊藤 操委員長 教育次長兼教育総務課長森 隆

志君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 萩野小学校の

いわゆる吐出地区の部分が782万ほどになりま

すけれども、こちらにつきましてはいわゆる萩

野村時代からの萩野小学校の学校林となってご

ざいます。このたび、来年の４月から統合しま

して萩野学園になるわけでございますけれども、

いわゆる昔からの萩野小学校の財産というふう

なことでこのたび処分いたしまして、いわゆる

歳出のほうにも出てまいりますけれども、その

分を学校づくり協議会のほうに負担金として出

しまして、いわゆる閉校記念事業等に使用する

というふうなことでございます。 

  あと、平方メートル数でございますけれども、

吐出地区が約５万平方メートル、５町歩ほどで、

伐採の石高はちょっと今資料の手持ちがござい

ませんけれども、本数としましては5,000本ほ

どの本数になってございます。以上でございま

す。 

伊藤 操委員長 ほかにありませんか。 

   (「なし」と呼ぶ者あり) 

伊藤 操委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、歳入について質疑を終結いたします。 

  次に、一般会計の歳出について質疑ありませ

んか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算167ページの10の

１の３で謝金というのがありまして、1,793万

9,283円でこれでは成果の115ページの14で地域

コーディネーターの配置とかかわると思います。

これ学校図書館の仕事が主でありますけれども、

事務補助的な扱いになっていなかったのかお聞

きしたいと思います。 

長谷部 薫学校教育課長 委員長、長谷部 薫。 

伊藤 操委員長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 地域コーディネーター

の業務内容等についての御質問と受けとめまし

たけれども、地域コーディネーターの業務につ

きましては図書館業務を７割程度充てるという

ことでの取り決めがございます。そのほか、地

域との連携等に業務を充てる、またあと校長の

必要と認める業務という形でなっておりますの

で、事務的な補助というよりは学校図書館の充

実に力を注いでいるということで業務を行って

いるところでございます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） この地域コーディネー

ターという名前をつけた配置で、これは補助を

受け取る立場からこういう名前をつけなくちゃ

いけなかったわけですが、実質は学校図書館の

充実のためにほとんど働いていただいたと認識

していいわけだと思います。それで、これが本

当に図書館の今重要性というのが非常に高まっ
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ているような気がして、これ補助が何年か限定

だったようにも思うんです。補助がなくなって

も市としてはやっぱり学校図書館の重要性から

続ける必要があるようなものではないかなと思

っているのですが、どう御認識していらっしゃ

るか。また、この補助が終わって変わる可能性

はないかお聞きしたいと思います。 

長谷部 薫学校教育課長 委員長、長谷部 薫。 

伊藤 操委員長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 この事業につきまして

は、学校支援地域本部事業という事業でありま

して、国と県からそれぞれ３分の１、市から３

分の１の補助という形で運営しておるところで

ございます。新庄市でも読書教育の充実という

ところについては、教育の重点と挙げておりま

して、読書好きの子供を育てることが学力の向

上や心づくりに資するということで取り組んで

おります。この事業につきましては、年次でこ

れから27年度事業等についても実施されますが、

なくなった場合については財政のほうと協議し

ながら大事な事業ですので検討していきたいと

いうふうに考えております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） どうか続けられるよう

に頑張っていただきたいなと思います。本を読

まない、知らないという家庭であっても学校教

育の中でこれを大事にすることで、貧困格差が

広がる中であっても、心寒々としたときに本が

読めるような子供たちになるということで、と

ても大事なことだと思います。どうかよろしく

お願いしたいと思います。 

  次に、決算173ページの10の２の３で、小学

校給食管理運営事業費があります。8,000万円

です。成果の113ページの８で地産地消の割合

が高まっている、これに関して高まっていると

もお聞きしました。この地産地消の割合が高ま

っているという具体的な全体の地産地消の割合

が高まっているという数字はどこにも出ていな

いように感じるんですけれども、わかっていた

らお願いいたします。 

長谷部 薫学校教育課長 委員長、長谷部 薫。 

伊藤 操委員長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 成果表の113ページに

ありますような給食に提供した主な地場産作物

にキロ数が載ってありますが、これにつきまし

ては昨年度の成果表と比較しましてもキロ数が

上がっておりますので、地場産物の使用状況に

ついては新庄市のほうでは学校給食について上

がっているというふうに捉えているところでご

ざいます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 御努力本当にありがた

いことだと思っております。成果の113ページ

の今は（２）でしたが、（３）で調理師研修会

というのがありまして、ここでは衛生管理の研

修が主であります。それだけでは足りなくない

かということなんです。というのは、さきの一

般質問などでも子供のアレルギーの増加の話が

ありました。これは全国的な問題になっている

わけで、このことに関しては調査結果では輸入

食品の増加と同様にふえていることが実証され

ております。中国からの冷凍ギョーザ事件、中

国のチキンナゲットの肉、狂牛病、Ｏ157、食

中毒事件は米国産の輸入牛肉の危険性が指摘さ

れております。ここで、調理師研修の関係なん

ですけれども、加工食品ではなくて例えば、ハ

ンバーグの手づくり、コロッケの手づくり、カ

レーのルーの手づくり、みそ汁のだしなど、前

かつて全部直営だった時代、調理師らが研修に

よって手づくりを一生懸命やっていたように思

います。そういう意味では、国産の素材を使っ

て手づくりを奨励していくべきではないか、そ

ういう研修も含めて取り組んでいただきたいと

思うんですが、どうでしょうか。 
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伊藤 操委員長 佐藤悦子委員に申し上げます。

本委員会は平成25年度決算についての審査であ

りますので、質疑の際はそのことを踏まえて質

問の趣旨を明確にお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） では、地産地消も含め

て調理師の研修の中で地産地消を高めていく、

より安全な給食をする意味で高めていく手だて

というのは、この25年度やってみてさらに考え

ていることがあればお願いします。 

長谷部 薫学校教育課長 委員長、長谷部 薫。 

伊藤 操委員長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 食の安全性及び地産地

消の給食提供ということでございますが、献立

につきましては毎月献立検討委員会をもちまし

て市の担当職員と給食関係者によりまして、安

全な食の提供と郷土料理等の提供を行っておる

ところでございます。それにつきましては、給

食調理業者についても連携を図りながら取り組

んでおりまして行っております。 

  なお、食の安全につきましては文部科学省の

学校給食衛生管理基準等に記載されておりまし

て、例えば不要な食品添加物を使ってはいけな

いとか、あと内容表示、期限表示とか販売業者

との名称所在地、使用原材料、保存方法が明ら

かではないものについては使用を禁止されてい

るというところが規定されておりますので、そ

れにのっとりまして安全な給食の提供に努めて

いるところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） より一層、安心・安全

そしておいしい給食のために頑張っていただき

たいなと期待しています。 

  決算の185ページの10の４の11で、駅伝大会

新庄・最上チーム強化対策事業負担金212万

1,000円というのが載っています。成果のほう

では126ページで19で強化選手の配置というこ

とが載っております。この駅伝大会のためにそ

のほか、この新庄・最上というわけであります

が、新庄・最上ということですから広域とか最

上町村全体としてはどのような対策を行ってい

るのかお願いします。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

伊藤 操委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 駅伝対策についての御質

問でございます。駅伝につきましては、新庄・

最上チームということで県縦断駅伝と参加して

ございますが、これについて陸上の底辺の底上

げということも含めまして、最上８市町村総意

ということで対策に進んでおります。強化対策

事業はまた実行委員会負担金ということで最上

８市町村から負担金をいただきながら進めてお

ります。特に強化対策については、有力選手と

いうことでこちらにお手伝いに来ていただける

方をピックアップしまして御協力をいただいて

いるということでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 聞くというか、資料で

ホームページ、インターネットで見たときに、

広域の消防の職員の採用の枠の中に、陸上競技

の全国的なレベルを持った人も１人配置すると

いう採用枠を設けているようです。それで、私

としては地区内の人の、これで結局強化選手の

配置ということで結果見てみますと、本当は新

庄市内、最上郡内の人であるべきなんですが、

そうでない他県とか他地域とかの人が配置され

ているように思うんですが、これの矛盾といい

ますか、どう考えますか。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員に申し上げます。

ただいまの発言は、質疑の範囲を超えておりま

すので注意いたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 
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１ 番（佐藤悦子委員） 強化選手の配置という

ことで来ていただいている方を考えてみますと、

新庄・最上の方でなかったと聞いているんです

が、その点は私としては地区内の人の競技力の

向上こそこの私たちの税金を使うときに重要で

ないかなと感じるんです。地区の名前を高める

ためにほかの地域から人を呼び寄せるのは無理

がないのかと、行政の名声ではなくて住民の力

を高めることに力を入れるべきでないのかと思

うんですが、どうだったでしょうか。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

伊藤 操委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 駅伝の強化対策事業、随

分長い間やってきておるわけではございません。

もちろん、目的としては地区の陸上競技力の向

上にあるわけでございます。ただ、時間的にま

だそう長くないということから新庄・最上でそ

の駅伝の強化対策の方から走り方を習った人が

まだこちらに戻ってきているという状況ではご

ざいません。そういったことで今後継続してい

る中から、こちらの強化対策事業の選手の指導

を受けた生徒が社会人になって戻るということ

を期待している事業でございますので御理解い

ただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 私としては、こんなに

無理無理ほかの地域から人をお金出してやると

いうことよりも、順位は多少落ちても地区内の

青少年を育て、地区内の人たちにやっぱり走っ

ていただくと、代表として、そういう駅伝であ

るべきでないかなと考えるんです。無理してほ

かの地域からお金を出して職員を採用してまで

やる必要ないのではないのかなと思うんです。

そういう意味からも考えていただきたいという

ことで、終わりたいと思います。 

  次に行きます。 

  133ページの４の２の４で、エコプラザもが

み４億8,400万円、リサイクルプラザもがみ

8,416万3,000円ということで、成果表のほうで

は70ページの１ということで（１）、（２）、

（３）というふうに出ておりました。ここで見

て感じることで思ったんですけれども、事業系

ごみの増大ということがあると思います。資源

化が減っているという現状でないかなと思うん

ですが、そうですかということでお願いします。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

伊藤 操委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 広域のほうで処理しておりま

すエコプラザ、それからリサイクルプラザのご

みの量ということでの御質問というふうに考え

ます。 

  この成果表の表にございますように、年度で

若干の増減はございます。ごみ総量について、

事業系についてもそれから生活系についても郡

内全体で増加傾向にあるというふうなごみの推

移があります。資源化ということになりますと、

現在新庄市では容器包装分に係る瓶であるとか

缶であるとかペットボトル、それらについては

広域のほうに容リ法の法に基づいて適切に処理

をしておりますけれども、市内に缶であれば中

間処理、それから瓶それから瀬戸物については

最終処分というふうな処理する事業所が出まし

たので、そちらのほうで直接処理をするという

ふうな自家処理ということでやっております。

ごみ総量についての増加傾向の中については、

市民それから事業所に対しても指導の責任は新

庄市にありますので、一般廃棄物として指導の

責任はございますので、それはなお今後とも周

知をしながらごみ減量化に尽くしたいというふ

うには考えております。若干増減の推移はござ

います。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） エコプラザと考えたと

きに、エコプラザ燃やす焼却炉があるわけです。
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これは非常に高いし、管理運営費も毎年約５億

円近いということで、かなり大きなお金を出し

ているわけです。これを今後かけるということ

になったら大変だなと思うし、何とか節約を真

剣に考えていくということで、燃やさない方向

を目指すべきでないかと考えるのですが、その

手だてとしてどのようなことを考えておられる

かお願いします。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

伊藤 操委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 エコプラザ焼却場のごみの減

量についての考え方ということでございます。 

  焼却ごみについての総量の中でウエートを占

めているのが紙ごみ、それからプラスチック類

の包装袋ですね、それから重量的に多いのが生

ごみというふうになります。紙類につきまして

は、市内の各団体、子供会と老人クラブ等を結

成しております集団資源回収の中で紙、古紙と

してリサイクルということで収集をお願いをし

ております。こちらのほうは、再生業者のほう

中間にリサイクルの業者の会というふうなもの

がありますけれども、そちらのほうで回収をい

ただいて再生化ということで、ごみの中から使

える紙類については資源化をしていただくとい

うふうにお願いをしております。また、直接回

収業者さんのほうにお持ちいただくように私ど

ものほうで事あるごとに御案内をしてお願いを

しております。 

  生ごみにつきましては、現在市内の協力者を

いただきながら生ごみの資源化ということで堆

肥化を進めております。 

  エコプラザにつきましては、先ほど委員おっ

しゃりましたように施設相当な経費かかります

けれども、新庄市に限らず郡内全体でごみの減

量化を進めながら焼却場の延命化を図りながら

なお資源化を図っていきたいというふうに考え

ております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ごみの中身を見たとき

に、今課長がおっしゃったようにプラスチック

というのもすごく多いというふうに感じており

ます。特にふえてきたような気がいたします。

これを燃やすのではなくて、なるたけ、どうし

ても紙おむつは燃やすしかないかもしれません

が、わかりませんが、それ以外のきれいなプラ

スチック類などを資源化できるのではないだろ

うかと思うわけなんです。それから生ごみは全

量できれば堆肥化といいますか、そういう方向

を目指せないだろうかと思うんですがどうでし

ょうか。 

伊藤 操委員長 佐藤委員に申し上げます。先ほ

ども申し上げましたが、平成25年度決算の審査

です。そのことをよく踏まえて質問の趣旨を明

確にお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ということで、減量化

にいろんな手だてを考えていただいて進めてい

ただきたいという期待を申し上げます。 

  次に、決算書の115ページで３の１の５で在

宅老人福祉事業費というのがあります。成果に

関する説明書では46ページの２の（１）で、こ

この中で寝たきり老人おむつ支給事業というの

があります。ここには介護保険会計においてと

いうことで書いてありまして、ここの部分につ

いては介護度３以上の方が介護保険会計におい

てされているということを何度もお聞きしてお

るのでわかります。介護保険会計を使えない一

般会計ということで考えたときに、在宅老人福

祉というふうに見たときに、介護保険には該当

していない介護度３以上になっていないんだけ

れども、必要としている市民がおられたか、そ

ういう話はこの25年度なかったかお聞きしたい

んです。現状を。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、
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小野茂雄。 

伊藤 操委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 主要施策

の成果に関する説明書の46ページの寝たきり老

人おむつ支給事業につきましては、介護度２以

下の方がおむつ支給していただきたいというふ

うな声については私のほうでは把握してござい

ません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） それは多分、ケアマネ

ジャーの会議などでお聞きしているだろう思い

ます。ケアマネジャーの会議というのは、基本

的には介護保険の利用の中でですから、どうし

ても枠内である話以外はそれ要望みたいな話は

受け付けられないかもしれませんので、ないの

かもしれません。市民の実態を考えたときに、

私の亡くなった母も介護度後で２というふうに

認定されましたけれども、その前からやはり高

齢になって自分でおむつを買ったりしている場

面を私も母を見ながら一緒に買いに行ったなん

ていう場面がありました。そのほかにも、介護

度３にはなっていないので紙おむつの支給は受

けないんだけれども、年金が６万円ぐらいしか

ない中でひとり暮らしで、生活保護は受けない

で頑張っている、しかしどうしても高齢のため

に紙おむつが必要だということで買っておられ

る市民がおられたんです。そういう方を見たと

きに、収入が少なくておられる中で高齢になり

紙おむつは自分で買っている、しかし収入が非

常に少ない中で苦労しておられる。そういう

方々がおられたということを私は見てきており

ます。そういう意味で、そういう声を吸い上げ

る機関はないのかということでお聞きしたいと

思います。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

伊藤 操委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 実際にこ

の制度につきましては、常時失禁状態というふ

うな、在宅ですけれども、例えば要介護１の方

が常時失禁になるというふうなことを想定いた

しますと、例えば介護認定の区分変更というふ

うな形で再度認定を受けて介護３というふうな

ことでなる場合もあるでしょうし、実際必要な

方というのは個人差があると思うんですけれど

も、例えば時たま失禁してしまうとかいう方に

つきましてはこの制度ではお救いできないとい

うふうなことになりますので、御本人にとって

は非常に気になるというふうなこともあります

でしょうけれども、制度上ある程度の区分をし

なければならないというふうなこともございま

すので、現状の条件の中でやっていきたいとい

うふうに考えてございます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算書111ページの３

款１項の３福祉タクシー給油費助成事業費があ

ります。成果に関する説明書で見ますと45ペー

ジがありますが、タクシーの利用助成がありま

して使用率は69.7％となっております。給油券

のほうは利用は52人ということでした。この使

用率の状況について、どう反省というか、総括

ありましたらお願いしたいと思います。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

伊藤 操委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 主要施策

の成果に関する説明書45ページの福祉タクシー

利用助成事業につきましては、ここに記載あり

ますように使用率が69.7％というふうなことで、

これにつきましては障害者の身体障害者につき

ましては１級、それから療育手帳Ａ、それから
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精神保健福祉手帳１級所持者に年間15枚、身体

障害者手帳の２級には年間12枚の利用券という

ふうなことで交付しております。全員がその配

付された枚数を使わないというふうな結果とし

てこの数字が出てきているというふうに認識し

ております。過去３年間の使用率を見ましても、

大体65％からこの69.7％というふうなところで

大体推移しているというふうなところです。人

によっては全部使う人もおりますでしょうし、

中には家族の方に送っていただくとかというふ

うな機会があって全部１年間の間に使えないと

いうふうな方もいらっしゃる結果としてこの数

字が出ているものと思われます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 市民の方も25年のタク

シー券もらえると聞いて、大変喜んでもらって

きたのを見てまいりました。ところが、大事に

し過ぎて、いざ本当に使おうとしたときによく

見たらおくれていたというか、そんな不手際も

あって結局使わないままもう１回今度の新しい

のを交付してもらうようにして使うようにして

いましたけれども。市民の方々は本当にこうい

う制度をありがたいというふうに感じているし、

大事に大事に使っていきたいと思いつつも少な

過ぎるという声もあります。前ですけれども、

１枚が300円でなくて600円分ぐらい、基本料金

ぐらい補塡してくれての枚数だったという時代

もありました。それから、枚数的に見たときに

ほかの郡内を見たときに非常に手厚いのに比較

したときに、手厚い状態に驚かされます。若あ

ゆ温泉という舟形ありますけれども、そこに行

った市民の方が舟形のは高齢者の方がこんなに

いっぱいタクシー券をもらっていたと、数倍、

何倍ももらっていたみたいなんですけれども、

元気な障害者にもなっていないような高齢者で

ありましたけれども、それでももらえていると

いうことに非常にうらやましいなというのが市

民の声だったように思います。介護予防という

ことをよく言われますけれども、元気なうちに

出られるように考えていただきたいなと、そこ

をお願いします。 

伊藤 操委員長 佐藤委員に申し上げます。ただ

いまの質問は本件の質疑と違うと判断しますの

で、この件に関しての答弁は必要なしと判断し

ます。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午前１１時５２分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

伊藤 操委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

伊藤 操委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） それでは、成果表の９

ページからお願いいたします。 

  ４番の行政評価に関することですけれども、

事務事業評価が24年度からなっております。25

年度に対してもやっておりますが、この中でも

なかなか拡大が多く、縮小または改善、廃止が

少ないんですけれども、その辺に対してどのよ

うな評価をなさっているのか、まずお聞きいた

します。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

伊藤 操委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 ９ページの行政評価(１)

の部分であろうと思いますが、現行から終了ま

でこのような形で24年度に実施いたしました評

価対象事業全部の267事業をこのような形の区

分の仕方をして表記させてもらっている、昨年

度も同じような形でありますが、傾向といたし

まして最後の３つ、休止、廃止、終了、この部

分はその時々の年度でばらつきはあるんですが、

全般的には少なくなってきている部分。あと、

その中で特徴的なものは改善しているという部
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分がここ数年多くなってきているというような

ことで、財政再建を懸命にやってきた当時とま

た異質な形の中で時代に合わせたサービスの提

供の中で折り合いをつけてきているというよう

な形で思っておりますが、今後の定員自体のこ

ともありますので、優先順番のつけ方というも

のはさらにそこを精査していく必要があるんじ

ゃないかなというふうに思っております。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

伊藤 操委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） わかりました。職員の

数も年々減ってきていますし、拡大も重要です

が、ある程度やっぱり改善も必要だと私も感じ

ております。最近の傾向を見ますと、やっぱり

どうしても一般質問でもありましたとおり、や

っぱりイベントとかかなり数多く、また職員の

方々が数多くそういうイベントに参加して手伝

っていただくということはいいことではありま

すけれども、職員の方々の休む時間なりも考慮

しなければいけないでしょうし、そこを踏まえ

てある程度、縮小まではいかなくても、ある程

度ここで言う統合なりをもっと考えなければい

けないと私は考えます。その辺においても25年

度においてはもう少ししっかりとした精査やそ

の施策に対しての課題をもう少し追求する、そ

してそれをもっと深めていく必要があると思い

ますが、26年度、それ以降に対してもどのよう

な対策を講じていかれるのかをお聞きいたしま

す。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

伊藤 操委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 委員言われるところは非

常に根幹的な部分でございまして、私どももそ

のような形で思っております。職員の個々が同

じような意識を持って進めることが必要になっ

てまいりますので、トップダウン、ボトムアッ

プ、さまざまな形の中で折り合いをつける必要

があろうかなというふうに思います。人口減少

化の中での施策の優先度というものもあります

し、定住化を図っていくためには偏った形の中

での方向づけというのも非常に難しい部分があ

りますので、そのような中でバランスのよい効

果的な行政というものが求められるというふう

に思いますので、今年度は間もなく25年度に実

施いたしました事務事業評価が終わろうとして

いますが、今後も引き続きそのような観点から

臨んでまいりたいというふうに思います。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

伊藤 操委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） わかりました。ぜひと

も先ほど言ったようにそこの選択、集中をしっ

かりとしていっていただきたいと思います。 

  決算表の117ページ、３款１項から質問した

いと思います。それに関しまして、成果表の51

ページに関連することになりますけれどもよろ

しくお願いします。 

  児童福祉に関してですけれども、新庄市でも

第３のところですか、認可外保育所のところに

一番下段のところにありますけれども、第３子

以降の乳幼児保育免除にかかわっていますけれ

ども、新庄市においてまず大体どのくらいの第

３子の乳幼児がいらっしゃるのか、そこら辺を

ちょっと予算と関係あれば答えていただきたい

と思います。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

伊藤 操委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 新庄市

に第３子が何人いらっしゃるかというふうな御

質問でございますが、大変申しわけございませ

ん。今、手元に第３子の資料ございません。た

だ、第３子以降の保育料免除事業でございます

けれども、そちらにつきましては25年度につい

ては21人該当してございます。それから26年度、

今年度当初予算では16人の該当がいるだろうと
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いうふうなことで計上してございます。以上で

す。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

伊藤 操委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） わかりました。どうし

てこのような質問をしますかといいますと、ど

うしても第３子の方でも年の離れた方、要は今

の制度ですと少し穴があいておりまして、年が

離れていても第３子の方については保育が必要

であると私は思っております。そこら辺もこの

予算にしっかりと反映して、年が離れていても

第３子の方が保育できる、そしてまた保育所で

なくても私立幼稚園に入っておられていても補

助できるようなシステムが必要だと思いますの

で、そのような穴がないように、ぜひ新庄市が

子育てしてもいいところ、子育てしてもいい場

所だという、思っていただけるような施策に反

映して今後していただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  次に、決算書137ページ６款１項でございま

す。そば祭りのことに関してなんですけれども、

成果表で言いますと78ページになりますけれど

も、これも再三一般質問でさせていただきまし

たけれども、新庄市のそばのうまさを広めてと

ありますけれども、ここら辺をもう少し選択集

中する必要がありますが、このそばのうまさを

どこに誰に発信していくのか、ここら辺をもう

１回お聞かせください。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

伊藤 操委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 そばのうまさの情報発信とい

うことで、どこに発信するかということでござ

いますが、まずはやはり基本的には地元であろ

うというふうに考えます。地元の方がおいしい

というふうにやっぱり言っていただけないと、

それはなかなか地元のそばはおいしいというふ

うにはならないんじゃないかと。地元のそうい

ったおいしいおいしいという言葉が広がってい

って、やがて新庄そばはうまい、そういうふう

なことになっていくんではないかなと思います。

同時に、テレビＣＭとかラジオスポットを使い

ながら近隣の県内へも昨年情報発信したところ、

庄内とか山形とか仙台方面の方、そちらのほう

からも来ていただいております。また、本日と

明日と東北へそ観光祭りということで、そばガ

ールズがいわゆるその新庄そば祭りのＰＲとい

うことで２日間にわたってキャンペーンを張っ

ております。そんなことで、地元プラスその周

辺の近隣の県、そういうところまではまず第１

弾としては広めていきたいなというふうに考え

てございます。以上です。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

伊藤 操委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） 第４回そば祭りをやっ

たわけなんですけれども、そこら辺のところの

人数も1,100人ぐらい、1,200人ぐらい1,500食、

1,600食売り上げたと思いますけれども、これ

が成果として上がっているのか、というのは要

はこの数字を目標にしているのか、それともこ

の関係団体とのこういう協力を得て広げていこ

うとしているのか、どちらのほうにその力を入

れているのかもよろしくお願いします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

伊藤 操委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 やはり実績評価となれば食数

であったり、そこに来ていただいた来客数とい

うものが一番わかりやすい物差しになるのかな

というふうには思います。やはりその一日にふ

るまう食数なり入れ込み客数というものは、大

石田のそば祭り、あるいは尾花沢のそば祭り、

この辺を先進事例として捉えていくと、やはり

一日のキャパとしてはこれぐらいが限度かなと

いうふうなことでございます。この事業につき

ましては、いわゆるそのいろんな関係の団体と

の協力のもとでつくり上げてきたそば祭りでご

ざいます。役所だけではやれない事業というよ
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うなことで、アマチュアのそば打ち部隊とか、

あるいは市内のそば街道、そば道楽のいわゆる

店主の皆さん、そしてまた地元の連合会の方、

あるいは観光協会、物産協会、あるいはＪＡ、

大学校といろんな形の連携のもとに第４回目ま

で行ってきました。そのような関係機関、団体

で構成する実行委員会の中で、ことしは５回目

でございますので、方向性としては例えば２日

間できないかというふうな意見もございますし、

その辺も含めましてその辺の可能性を探ってい

きたいというふうに考えております。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

伊藤 操委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） わかりました。せっか

く市単独の事業でございますので、それをやっ

ぱり単独でするのならばもっと違うやり方もあ

るでしょうし、そこら辺をもっと検討する必要

もあると思います。またこの物品の振興も目的

として掲げてございますので、そこら辺の強化

をやっぱりほかの関係団体とももっと強めてい

って、そしてどうせやるんだったらもっとＰＲ

もする必要もありますし、そこら辺の検討がま

だまだ必要かと思いますので、これ以上突っ込

みませんけれども、ぜひともそこら辺の考えを

しっかりしていただければと思います。 

  そのまま成果表の79ページにありますように、

若者園芸塾に対してなんですけれども、ここに

対しても昨年から言われているとおり塾生の数

がどうしても少ないと言われていますけれども、

そこら辺は塾生の数とかその辺評価をどのよう

に市の内部のほうでは検討しているのかをよろ

しくお願いいたします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

伊藤 操委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 若者園芸実践塾、勇気塾につ

きましては平成22年の後半から年度当たり５名

の定員ということで開設された塾でございます。

過去平成７年から10年間やった塾におきまして

は、10年間で39名の卒塾生がおりまして、この

うち31名の方が地域の中核的な園芸農家として

の園芸振興の推進役を担っていただいていると

いうふうに認識してございます。 

  昨年の実績で申しますと、卒塾生４名ござい

ます。４名のうち２名が即就農ということで実

践していただいております。もう１人の方が農

の雇用ということで、ある篤農家の方に就職と

いう形で就農してございますし、またもう１人

の方は１年ではちょっと足りないというような

ことでことしもう１年勉強させてくれというよ

うなことでの今の25年度の実績でございます。

22年から数えれば20人、23、24、25と４年間と

いうふうな開設期間でございますが、この中で

入塾された方が12名、そして卒塾された方が10

名、うち就農なさっている方が９名というふう

な実績でございます。 

  この人数を少ないと見るのか、妥当と見るの

か、その辺はいろいろ人の見方によって意見は

違うかとは思いますが、やはりその人材育成と

いう形で過去10年間の実績も踏まえますと、や

はりその農業振興の基本は人づくり、担い手づ

くりというふうな視点でもってやってございま

すので、その辺をどう捉えられるか、多いか少

ないかというふうな数的な評価もあろうかとは

思いますが、今後の営農状況について非常に大

きく期待しているところでございます。以上で

す。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

伊藤 操委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） この園芸実践塾につい

て、勇気塾についてなんですけれども、今のこ

の決算を踏まえてこれからこういうふうにやっ

ていくのか、それとももう少し年数ふやして経

営的なものも一緒に含めていくのかももっと考

えなければいけないと思います。農家をやって

いる方で実践も大事なんでしょうけれども、将

来的には経営能力も必要ですし、そこら辺も一
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緒に勉強なさったほうが、より青年がこの農業

につくためには必要だと思いますが、そこら辺

もこの実績を踏まえてどういうふうに将来やっ

ていくのか、そういう考えがございましたらよ

ろしくお願いいたします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

伊藤 操委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 今の運営スタイルを今後とも

ずっと継続していくというふうな、いわゆる慢

性的な考えはございません。その辺は今後この

塾の運営協議会を構成しているＪＡなり県の農

業技術普及課とも相談しながら、ああいうスタ

イルではなくて別のスタイルがもっとできない

かというふうなこともありますし、例えばその

篤農家に即実践力、経営力ということでそこの

農家に就職というか、そこに１年間見習い的な

その学習することによって農業を身につけてい

くというふうな方法もあろうかと思います。そ

ういうふうないろんな多面的な面から、必ずし

も今の状態をそのまま存続していこうという考

えはございません。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

伊藤 操委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） ぜひとも新庄にとって

は大事な人材育成ですので、ある意味成功する

実例をつくっていただいて、次の発展にしてい

っていただければなと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

  次に、決算書の149ページ、７款１項のイン

バウンド事業に対してです。成果表の97ページ

になりますけれども、これも各議員が一生懸命

一般質問あたりでも説明しておりますけれども、

その効果についてなかなかうまくあらわれてい

ないのかなと思いますけれども、そこら辺は市

としてはどのような成果を求めているのかよろ

しくお願いいたします。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

伊藤 操委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 インバウンド事業につ

いての御質問でございますけれども、インバウ

ンド事業につきましては昨年度、25年度につき

ましては市民号と一緒になりまして台湾のほう

に百十数名と一緒にキャンペーンを行ってきた

ところでございます。日本全体としましては、

外国人の旅行を引き受けて経済活性化ないしは

交流人口の拡大ということを目指しておりまし

て、当面1,000万という数字を掲げておりまし

たが、それがクリアして次は2,000万を目指そ

うかというふうに視野に入ってきているところ

でございますが、御承知のとおりまだ山形県、

特に最上地域には余りおいでになっておりませ

ん。確かに国内の旅行を見据えながら観光客を

誘致するということの延長線としてもインバウ

ンド事業というのを考えているわけですけれど

も、まだまだその外国人の方々が率として非常

に低い状況ですので、もしその方々を取り入れ

られたら非常に経済効果、それから交流人口の

拡大に結びつくということで考えているところ

でございます。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

伊藤 操委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） この予算に対してなん

ですけれども、県とか国とで一緒に連携すると

いうことはこの予算には一緒に入っているのか、

それとも別の予算で入っているのか、そこら辺

ももう１回お聞きいたします。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

伊藤 操委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 県の事業といたしまし

て、台湾国際観光博覧会とかＩＴＦとかＴＴＥ

とかというところに県が主導して事業を組んで

おります。博覧会に対するプロモーションをか

けているところです。それらと一緒になって行

っているものとして年に２回ほどそのインバウ

ンドの負担金の中に入っております。そのほか

は新庄市独自の単独事業ということになります。 
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４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

伊藤 操委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） せっかくいろんなとこ

ろに行かれているわけですから、そのアピール

度がやっぱりどうしても、新庄で始めているわ

けですから要は庄内置賜から負けているわけで

すよね、空港に来れば雪とか言えば置賜に行く

ほうが強いでしょうし、だとすればアピールを

もしこれからも今後続けていくんであろうとな

れば、インバウンドに対してはもうちょっと強

いアピール度、予算をかけなくてもできるアピ

ールのやり方がもっと必要ではないかなと思い

ます。だとすれば、このぐらいでいいのかなと

思いますし、私たち委員のほうでも、いろんな

言い方をされますけれどもその効果がどのぐら

い出るのかが正直まだわからないで手さぐりな

のかと思います。だとすればもうちょっと違う

やり方をしていくほうがもっと成果が上がるの

ではないでしょうか。とすれば、ここら辺でい

ろんな受け入れ態勢もありますが、これでは進

まないでしょうし、予算の関係もあるといえば

それまでなんでしょうけれども、そこら辺をも

っと強くアピールする必要があったのではない

か、あるのではないかと思いますが、そこら辺

はどういうふうに感じていますでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

伊藤 操委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 委員おっしゃられます

とおり、アピール度という点ではまだまだ不足

しているかと思います。新庄まつり自体も昨年

のＤＣのプレとして販売促進会議とかというこ

とをやりましたけれども、県内でも置賜のほう

に行くと新庄まつりのことをよく知らないとか、

関東でも新庄まつりのことを余り知らない。関

西の方なんか初めて聞いたというような感じで、

そういう状況でした。関西の方はことしまつり

に２グループ来ていただいたんですけれども、

ましてや海外に目を向けますとまだ新庄最上の

アピール度は足りないというふうなことは感じ

ております。いろいろな発信の方法ありますけ

れども、ことしに入ってからではございますけ

れども、ＳＮＳを台湾語に直してフェイスブッ

クでアピールしたり、あるいは観光客が食事や

宿泊をしたときにバックマージンを出すような

形でツアーを組んでいただきたいというような

ことで対策をしているということです。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

伊藤 操委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） ぜひともしっかりとし

た対策をとって、今年度事業、来年度事業に対

しても、これ続けるのであれば頑張っていただ

くほかありませんので、ぜひともよろしくお願

いいたしたいと思います。 

  決算書ちょっと戻りまして137ページ、農林

水産業費１項農業費なんですけれども、エコロ

ジーガーデンの推進事業に対してなんですけれ

ども、成果表の94ページになります。エコロジ

ーガーデンの管理活用に対することなんですけ

れども、25年度も今までにないぐらいの人がこ

のエコロジーガーデンに来てやっていると思い

ます。その中でも、今回は交流拡大プロジェク

ト実行委員会がいろんな企画を立ててやってお

りますけれども、そこら辺のどういう評価を、

市のほうではどういう評価を得ているのかよろ

しくお願いいたします。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

伊藤 操委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 エコロジーガーデンの

活用につきましては、委員御指摘のとおり交流

拡大実行委員会の皆様方とともにいろいろ検討

しながらやっているところでございます。キト

キトマルシェという名前で24年度から始まって

いますけれども、25年度につきましては相当の

毎回1,000人以上の方がお見えになって、売り

上げもだんだん伸びてきているというようなこ

とで、すごくエコロジーガーデンを母体にした
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情報発信のみならずすばらしい事業になってい

るのではないかと思っております。まだまだエ

コロジーガーデンを活用しながらいろんな事業

を展開していきたいと思っておりまして、なく

てはならない事業、場所、エコロジーガーデン

であると、それをもう少しうまく活用する方法

もあるというふうに考えております。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

伊藤 操委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） わかりました。いろん

んな各団体もございますし、この実行委員会も

いろんな方が入っていると思いますので、そこ

ら辺をいろんな方ともっと接したり、またあそ

こは農業の発信地でもありますし、農家の方が

もっといろいろ入れるような方もあるでしょう

し、そういった取り組み方をもっとしていただ

きたいと思います。一生懸命、今年度あたりも

いろんな方も大学生も来ていますし、エコロジ

ーガーデンは要は通年型の新たな観光の魅力と

なりますので、そこら辺の取り組み方を来年度

もしっかり取り組んでいただきたいと思います。 

  済みません、ちょっと決算書のページ数がわ

からないので、成果表で申しわけございません

が、成果表の131ページでよろしくお願いしま

す。そこの24番、各種スポーツ大会ございます

けれども、いろんなスポーツ大会が新庄市の健

康増進には役立てているのかなと思います。そ

の中で１点だけ気になったのですけれども、

（５）、（６）ここにロードレース大会といもの

こマラソン大会がございます。これは素人なが

ら申しわけないのですけれども、走るんでした

らこれ大会を１つにしてとか、さっきも事務事

業でも私言いましたけれども、こういう大会を

１つにすれば新たな事業が生まれるのではない

かなと思っております。ましてや今マラソンと

いうのは、市長が申すような交流拡大の一つに

もなっておりますし、例で言いますと東根あた

りなんかはその走るマラソンの100選みたいな

のになりますと５位ぐらいに入っておりまして、

日本中でも非常に注目されるマラソン大会にな

っております。新庄市でもマラソン大会はあり

ますけれども、正直申しましてまだまだ知名度

なりが足りないと私は思っております。ですか

らこういうものを１つにして、よりパワーアッ

プするようなことも必要だと思います。それに

対しまして25年度はたくさんの方が参加されて

いますけれども、市としてはどのような評価を

なさっているのかまずお聞きいたします。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

伊藤 操委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 ロードレース大会、いも

のこマラソン、似たような事業というふうに御

指摘をいただきました。我々のほうではロード

レース大会については、小学生が多く参加して

おります。これについては私の子供もそうだっ

たんですが、非常に子供たちが意欲を持って自

分は走りたいと、記録を出したいと、そういっ

た意欲を持って参加している大会であると思っ

ております。また、いものこマラソンについて

はそういった観点とは少し離れまして楽しみな

がら走る、親子で走るといった要素も含まれて

いる大会ではないかなと思っております。非常

に開催の時期に当たっては近いという御指摘も

もちろんあることは承知しておりますが、この

事業についてはそれぞれ目的がございますので

今後一層検討を加えまして、どういった時期に

開催すればいいのか、どういった中身にすれば

いいのか検討したいと思います。 

  また、マラソン大会ということでありますが、

東根マラソンは非常に大会の参加者が多くてう

らやましいと思っているところでございますが、

こちらのほうとしてもこれまでも御指摘ありま

したようにマラソン大会をするということに関

してはまたスポーツの振興の担当課としまして

は非常に行っていきたいと思っているところで

ございますが、予算との絡みや人員の配置いろ
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いろございますので、検討を加えていきたいと

思っております。よろしくお願いします。 

伊藤 操委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

伊藤 操委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 私から何点か質問させ

ていただきます。 

  １点目は成果表の３ページの総務費の職員の

給与改定と独自削減についてお聞きします。こ

れについては、議案としての当初大震災の工事

の停止なり、あと国家公務員との本市職員のラ

スパイレス指数の関係、また交付税の削減の対

応等の必要性から山形県内ではいち早く議案と

して提出され、一部の反対はあったにせよ可決

された案件であります。そういう中で、議会と

しても職員の給与等の関係からこの議会費等に

載っていませんけれども、我々議員も削減した

経過があるんですけれども、その後こういう国

の要請によりそういった事案に対して協力した

自治体と協力しなかった、県内でもあるわけで

すけれども、その後交付税にどのような違いと

いうか、出てきたのか。そういうこともやはり

これは職員みずからのやはり給与を削減したわ

けでございますので、職員の方々にもやはり周

知をしていただくという意味でもお聞きしたい

と思います。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

伊藤 操委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 昨年の７月１日からことしの

３月31日までの間、９カ月間になりますけれど

も、先ほど小野委員おっしゃるとおり国の要請

に基づいて復興支援を兼ねまして独自削減、要

請を受けての削減を行ったわけでございます。

新庄市は当時106.3というラスパイレス指数で

ございました。ただ、決算が間近になりまして

105.7ということで確定値になってございます。

この削減措置を講じた結果、ラスパイレス指数

は99.0まで落ちています。この99.0と申します

のは県内でも一番低いほうのレベルのラスパイ

レス指数になってございます。その結果、財政

効果とすれば約7,200万円ほどの削減効果が生

じてございます。 

  これは平成25年度の給与等の削減効果という

ことになりますが、かねて総務省のほうからも

この削減に協力したところと協力しないところ

についての取り扱いが総務省の中でも協議され

てきたところでございます。その結果、給与の

削減努力というものが一つ行革の取り組みの一

つであるというふうなことから、行革取り組み

分として元気づくり地域交付金でありますとか、

そういったところで反映させましょうというこ

とになってございます。失礼しました、がんば

る地域交付金です。この件につきましては、既

に御承知のとおりこの９月定例会の補正予算の

ほうに歳入として計上させてございますが、新

庄市はがんばる地域交付金の事業の対象として

４億4,000万ほどの事業費に対して新庄市の交

付率は28.7％ということで、交付金の限度額が

約１億3,000万ほどになってございます。 

  ただ、こういったことで大変財政効果があっ

たわけでございますが、一方でこの削減に協力

しなかったといいますかできなかったところも

ございまして、県内では７市町がございます。

７市町のこの交付金に対する加算率、先ほど申

し上げました行革の取り組みのその努力の成果

によってその加算率が変更になるわけでござい

ますが、新庄市はマックスの10％加算というこ

とになってございますが、削減しなかった例え

ば山形市の場合ですと0.8％の加算率にとどま

っていることで、非常にその行革努力分という

面では低い評価を国のほうから受けているとい

うふうなことでございます。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

伊藤 操委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） やはりこのように国の

要請に基づいて協力してくれた自治体としなか
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った自治体の差ができたとすれば、今後とも本

当に執行部にとっても、また我々議会にとって

も本当によかった一例ではなかったのではない

かと思います。やはり今後とも執行部のほうで

間違いのないように今後ともしてもらいたいと

思います。なお、やはり市民のほうにも、広報

紙等でこれらも周知をしてもらいたいと思いま

す。 

  次に、成果表の65ページ任意予防接種の２番

目の高齢者肺炎球菌ですね。後期高齢者医療制

度加入者へ接種費用の一部助成なんですけれど

も、この制度も恐らく新庄市の財政難で過去何

回となく執行部のほうに原課のほうで予算請求

してもはじかれた経過があると聞いております。

それで前年度始めて県内で一番最後にこういう

一部費用が認められたわけなんですけれども、

これによりますと13市というか県内の市町村の

中でも新庄市は3,000円ですよね、一部費用ね。

非常に低いほうにあるわけですよね。その結果

といっては何ですけれども、この接種率が

5.7％ですか。この数字というのはどのように

判断されるかお聞きしたいと思います。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

伊藤 操委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 ただいま御質問ありました高

齢者肺炎球菌の予防接種の接種率についてとい

うことで、昨年度から市の一部助成制度として

の予防接種になりまして、昨年度医療機関には

ポスターを掲示したり、あるいは市報で春と秋、

４月とそれから10月の全戸配布になる市報でも

市民の皆様方に御連絡申し上げ、結果的にはこ

ういった内容での結果になったということで、

いろいろ分析もしてみました。 

  まずは、この予防接種そのものが昨年度、今

年度の９月いっぱいまでなんですけれども任意

接種という、いわゆる定期予防接種ではない任

意の接種であるということで、ある意味、あく

までも自主的な判断によるものという部分がこ

の任意接種にはございます。そういった意味で、

医療機関のポスター、それから市報で２回ほど

全戸配布の市報を使ってお知らせしているわけ

ですけれども、残念ながらなかなか浸透しなか

ったのかなというふうに捉えております。 

  それから、この高齢者肺炎球菌の予防接種に

つきましては、５年間というのでしょうか、１

回予防接種を受けますと副反応ということで基

本的には５年間は予防接種を受けないようにと

いうことで言われております。 

  それから、考え方なんですけれども、１回受

けるといわゆる肺炎にはかかりにくい、かから

ないような事例が非常に多いということで、ま

ず１回接種することを勧めている先生もおられ

ます。１回接種したかしないかというのは、昨

年度いわゆる任意接種、新庄市の場合助成をし

始めて予防接種を受けた方の申請があって、そ

の予防接種を受けた名簿がございます。それで

そういった昨年からのことでございますので、

それ以前は本人それからかかりつけのお医者さ

んからの指導等で過去に受けている人には予防

接種は受けなくていいよというようなこともあ

ったのかなということ。 

  それから、委員がおっしゃるように3,000円

の助成ということで自己負担もあるということ

で、その予防接種の接種率が結果的には助成の

初年度ということでこういう結果になったのか

なというふうに分析しております。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

伊藤 操委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） やはり、高齢者の方々

はお金の問題も一番の問題だと思うんですよね、

やっぱりね。たかが1,000円しか違わないです

けれども、ほかの地区は4,000円、新庄だとな

して3,000円だべなと、そういう声がよく聞こ

えました。あとは周知の徹底ですよ、これね。

せっかくやっぱりこの肺炎というのは、課長わ

かるとおり死亡のうちの恐らく３位ぐらいに入
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ってくると思うんですけれども、やっぱり非常

に残念だっていうのが、今まで新庄市本当に財

政的に大変だったんですけれども、13市で一番

最後なんですよね。県内市町村で。そういう中

においても、課長わかるとおりことしの10月か

ら今度は定期接種になるわけですよね。やっぱ

りこれも昨年度から新庄が一部費用でやったん

ですけれども、これの徹底、告知というか周知

を徹底しないとダブってくる面もあるんではな

いかと私は思うんですけれども。この10月から

の定期接種についての、高齢者というのは恐ら

く65歳くらいになると思うんですけれども、そ

れの周知徹底というのはどのように考えている

のか。あと、できればやはり議会のほうにも前

もって情報を提供していただければよかったか

なと私は思うんですけれども、その辺どうです

か。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

伊藤 操委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 この高齢者肺炎球菌ワクチン

の定期予防接種とことしの10月１日に法改正で

なるわけですけれども、この高齢者肺炎球菌の

予防接種、それからあわせまして同じく水ぼう

そうワクチンの予防接種なども普通は10月１日

ってなかなかないとは思うんですが、今年度10

月１日からということで２種類の予防接種がい

わゆる定期予防接種になりました。委員の皆様

方にもなかなかそういったお話、御連絡を申し

上げることができなくて大変申しわけありませ

んでしたと思います。市民の皆様につきまして

は、８月の広報紙それからそれの前にこういっ

たチラシを回覧の文書としまして周知するよう

に、あるいは受けていない方については予防接

種を受けられるようにということで対応させて

いただいたところです。 

  なお、ことしの10月１日から今年度は委員お

っしゃられるとおり65歳から５歳刻みで、そし

て最終的には30年度までに４年半かけてですけ

れども５歳刻みの人たちが65歳以上の人全員が

いわゆる対象になる５年目からなるわけですけ

れども、その間、先ほども言いましたように助

成を受けている方、受けて予防接種をされた方

の情報を蓄積しまして、過去に受けたことのあ

る人、５年以内に受けたことがある人、その過

去５年間で受けていない人、そういったことを

判断できるようなそういった資料づくりもこれ

から進めてまいりたい、そのように思っており

ます。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

伊藤 操委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） やはり高齢者の死亡率

の上位というのがやっぱり肺炎なわけでござい

ますので、やはり市民に対するさらなる周知徹

底をお願いするものであります。 

  次に、同じく成果表の82ページ。２番目の農

地・水・環境保全向上対策費のうちの環境保全

型農業直接支払交付金についてお聞きします。 

  実はこの交付金、昨年度に比べ交付金総額で

563万400円ほど少なくなっております。また件

数でも９件ほど減少しておりますが、この減少

した要因というのはどのようなものかわかって

いればお聞きしたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

伊藤 操委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 環境保全型農業直接支払交付

金でございますが、これにつきましては25年度

から県の交付金も市を経由して農家に入るとい

うことで、24年までは市は市、県は県、国は国

という形で三方からそれぞれ入る仕掛けとなっ

てございましたが、25年度からは県の補助金と

市の補助金合わせて農家に交付されるというふ

うな仕組みになってございます。 

  内訳としましては、特別栽培プラス冬期湛水

で、これは水稲なんですが約45ヘクタール。そ

れから有機栽培ということで、これは201ヘク

タールとかなり大きい面積になっていますが、
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大半がソバ、ソバに対して有機肥料を使うとい

うことで対象になった面積でございまして、合

わせまして246ヘクタールが25年度の環境保全

型農業直接支払交付金の対象面積となってござ

います。昨年から比べますと、若干減ったよう

なところもありますけれども、その辺の増減の

部分については追跡はしてございません。以上

です。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

伊藤 操委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 実はエコファーマーの

認定ですよね。ちょっと調べたところ、ことし

の３月だから25年度なんですけれども、認定が

前年度にも45件も認定する件数が減っているわ

けなんですよね。今の山形県でも全県下でエコ

ファーマーというか、そういう構想をやってお

りますよね。その県とやっぱりタッグを組んだ

環境保全型農業をやっていかなければ本市の取

り組みは一体どうなんだという、私そういう意

味合いで質問をしているんですけれども。これ

は一般質問でもした経過があります。行政だけ

じゃなくて、やはり農業団体、そして生産者を

取り入れた３者まとまったやり方しないと、県

との足並みをそろえた政策というのはできない

んじゃないかと私思うんですよね。 

  県でも、課長わかっていると思うんですけれ

ども、この推進目標として今回の平成26年度も

一応の目標年度あるんですけれども、環境保全

型農業に取り組んでいる農家数の割合を70％に

目標に考えております。また、31年の目標とす

れば75％という本当に高いパーセントを掲げて

いるんですけれども、しかしながら皆さんわか

るとおり本当にことしも米価があのとおり極端

に安くなっているんですよね。やはり県と同じ

ような足並みをそろえた、やはりこれからは環

境保全型農業を新庄市も取り組んでいくんだよ

という姿勢を見せていかないと、やはりこれか

らの新庄市の農業の姿というのを私は描くこと

ができないんじゃないかと思うんですけれども、

これにかわった農業の形態があればお聞きした

いと思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

伊藤 操委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 山形県としましては、ただい

ま委員お話あったようにエコエリア山形農業推

進プランというものを平成22年12月に立てまし

て、最終年次である平成31年にはやはり75％ま

で持っていくという、そういうふうな構想でご

ざいます。地球温暖化防止、あるいは生物多様

性に向けたそういったこと、それから生産者と

消費者との共感の醸成というか、お互いにつく

る側と利用する側の、食べる側のその辺の共感

を醸成していくと。そういうふうな、ひいては

農業農村の広域的な機能を担っていくというこ

とで、この山形全県、エコエリア山形と環境保

全型直接支払交付金、これがかなりマッチする

部分ではあると思います。やはりその安全・安

心ということの名のもとに、その生産された農

産物に差別化を図って単価をとっていくという

ほうも、そういった所得を上げていく上では非

常に有利な取り組みかと思います。 

  しかしながら、やはりその化学農薬を２割、

３割軽減しながらいろんなその農家の取り組む

作業内容についても当然、ある程度のリスクも

当然、リスクというかその難儀の部分、苦労の

部分も当然絡めてのことでございますので、こ

の辺はやはり生産者あるいは生産者団体と一体

となって、さらにそのエコエリア山形をどうや

って推進していけるかというふうな策について

も、その辺いろいろ協議しながら進めてまいり

たいというふうに思います。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

伊藤 操委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 次の決算書の139ペー

ジの担い手総合支援事業のうちの市青年給付金、

そして果樹園芸事業費の戦略的園芸産地拡大支
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援事業補助金、最後に先ほど佐藤卓也委員も質

問しました若者実践塾事業なんですけれども、

これらの事業は本当に当市の基幹産業である農

業への支援策として盛り込まれているわけなん

ですけれども、これらの事業により新規就農者

への影響というか動向というのは、どのように

把握しているのかお聞きしたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

伊藤 操委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 基本的にはこれから農業を担

っていく若者を育てていくというふうな部分か

ら、いろんなその角度でもって市のかさ上げを

したり、独自の勇気塾をつくってそれを進めて

いったりとふうなことを現在しております。一

言でどれだけの効果があるかというふうなのは

大変はかりにくい難しい面がございますけれど

も、例えば認定農業者の数から見れば現在307

名というふうな数字になっております。これま

で290名ぐらいでしたが、これがかなり少しず

つ伸びてきているというふうなこと。あるいは

その昨年から始まった青年就農給付金、これに

ついては昨年度25年度については16名で全て女

性の方でしたが、決算ではございますが今年度

の状況を申し上げますと、今年度はさらに５名

の認定がありまして、このうち２名の方が女性

ということで現在21名の青年就農給付金が対象

者がございます。この方々に対しては、県の農

業技術普及課とタイアップしながら今後の青年

等のその就農計画についての作成支援等もして

ございます。 

  それから、その窓口で担い手の経営研修会と

いうことで法人化に向けた研修会もしてござい

ますし、園芸作物関係で申し上げますと25年度

から皆さんの御可決いただきました市の12分の

１のかさ上げ、この事業につきましては現在の

その事業に取り組んでいる販売状況が今３億円

ほどでございますが、これを27年度には４億

4,000万まで持っていくというふうなもとで今

現在取り組んでいるところでございます。その

ようなことで、今後も引き続きできるものから

いろんな策を打ちながら担い手の育成、あるい

はその青年農業者の育成というような面で、こ

の地域の農業を支える人材づくりに努めてまい

りたいというふうに考えてございます。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

伊藤 操委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 先般、山形新聞のほう

に新規就農者が過去最高にふえたという記事が

載っていました。全県では恐らく264人ですか、

そのうち新庄市は７名が全体でふえたそうであ

ります。しかし、最上郡では、これ県からもら

ったんですけれども舟形町が21名、真室川町が

13名の総計で新規就農者がふえております。や

はりそれも、先ほど私言いましたけれども、そ

の町村町村のやはり自分の町は農業が基幹産業

であるという思いでいろいろな事業を展開した

結果ではないかと私は思っております。そうい

う意味で、さっきも言いましたけれども本当に

米つくりが今多い農家の新庄市、今まで以上に

新たな支援策をお願いをして私の質問にかえさ

せていただきたいと思います。 

伊藤 操委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後２時００分 休憩 

     午後２時１０分 開議 

 

伊藤 操委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

伊藤 操委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） それでは、141ページ

の６款農林水産業費の１項農業費の中で堤沢地

区ため池等整備事業負担金について、もう少し

詳しく説明をお願いいたします。 

  それから進捗状況、これまでの進捗状況とか
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この金額は市独自の持ち分の金額ですか、その

辺お聞きします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

伊藤 操委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 決算書141ページの県営土地

改良事業費の堤沢地区ため池等整備事業負担金

でございますが、この2,310万円につきまして

は新庄市の負担分ということで事業費の11％の

負担金となってございます。この事業につきま

しては、平成22年度からスタートした事業でご

ざいまして、休場地区の上流部にあるため池堤

沢、ここの堤防の改修工事を、漏水防止工事を

しているものでございます。最終年度は平成27

年度ということで来年度完成の見込みというこ

とで、総事業費としまして６億1,000万の事業

費となってございます。この事業費を国が55％、

県が32％、市が11％、改良区が２％、このよう

な負担割合で負担して下流域の水害防止と農業

用ため池の農業水の確保ということで取り組ん

でいる事業でございます。以上です。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

伊藤 操委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） このため池の事業に対

して道路を拡張して道路をつくっているという

ことをお聞きしましたが、完成後にはこの道路

の活用というのはどうなるのか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

伊藤 操委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 道路用地のうち共有地につい

ては新庄土地改良区が登記名義人と借地契約を

締結して用地を確保して、その後県が事業に着

工してございます。それから、その県道交差部、

いわゆる始点から林道併用区間までの拡幅に伴

う用地については県が用地買収を行って事業を

着手してございます。以上です。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

伊藤 操委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） これ完成後にはこの道

路はそのまま残るか、それとも撤去するかとい

うことをお聞きしたいんですけれども。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

伊藤 操委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 完成後の道路の管理について

は、ちょっと今のところ情報を得ておりません

が、やはりその今後の維持管理という面からす

れば当然残るものだというふうには思いますが。

済みません、その程度しか答えられません。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

伊藤 操委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） わかりました。 

  それから次に、179ページの10款教育費の４

項社会教育費の中の図書館の管理運営事業費で

ございますけれども、これは指定管理料と思い

ますが、これについてお聞きいたしたいと思い

ます。この図書館の開館の時間、閉館の時間、

それから室内の温度管理、特に夏の場合ですけ

れども、そういう夏にどういう管理をやってい

るか、その辺ちょっとお聞きしたい。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

伊藤 操委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 開館につきましては、朝

は午前10時からという開館になっております。

夜は６時だったと思っております。また温度管

理ということですが、温度管理についてはただ

いま図書館の管理運営については指定管理者が

行っております。指定管理者の判断でエアコン

をつける、つけない、暖房をつける、つけない

という判断をしているものと思っております。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

伊藤 操委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） これ山形新聞のほうに

も出ておりましたが、夏休みの学習あるいは宿

題のお手伝いをして、退職された先生方なんか

お手伝いをして、大変効果が上がっているとい

うことをお聞きしました。中には早くから来て

９時ごろから待っている人がいるということで
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ございますので、せめて夏分だけでも10時とい

うより９時からということを考えられないもの

かという声が多いものですから、その辺、今後

夏だけでもそういう時間の設定をすることでき

ませんか、考えていないか、それをちょっとお

願いします。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

伊藤 操委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 ただいま御指摘ありまし

た朝の開館時間を早めるということについては、

私も別のほうから声は聞こえております。ただ、

先ほど言いましたように指定管理者の管理運営

になっております。当然時間を早める、開館時

間を延ばすということについては指定管理料と

の兼ね合いもございますので、夏期限定という

申し出でございますのでそちら辺は指定管理者

のほうと相談しながら財政状況等勘案しまして

検討してまいりたいと思います。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

伊藤 操委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 学力の向上ということ

で、先ほども出ましたので読書についてはよろ

しくお願いしたいと思います。 

  それから、トイレですけれども、これトイレ

洋式になっていないということを聞きましたが、

これ本当ですか。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

伊藤 操委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 トイレの洋式化について

は、委員御指摘のとおりまだということであり

ますが、多目的トイレが１つ洋式になっておる

だけでございます。ただ、そこの件については

９月の補正のほうで御提案申し上げている内容

になっておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

伊藤 操委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 学力向上そして夏の読

書、これ温度管理十分注意しながらやっていた

だきたいと思います。終わります。 

伊藤 操委員長 ほかに質疑ある方、ありません

か。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

伊藤 操委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） それでは私から二、三

質問申し上げます。 

  成果表の９ページの一番下のほうに新エネル

ギーということで載っていますけれども、これ

は25年度に山屋のセミナーハウスに取りつけた

パネルだと思うんですけれども、これ年度ごと

に書いて次のページにありますが、24年度は市

民プラザはもう既に設置して終わっていまして、

25年度がセミナーハウス、それで今年度が萩野

学園に取りつけるということですが、この下の

成果に書いてありますが我が市における今後の

再生可能エネルギーの方向づけに資することが

できたというふうに書かれてありますけれども、

いずれにしても再生可能エネルギーはこれを見

る限り太陽光にだけ頼っているように見受けら

れるわけです。再生可能エネルギーはほかにも

もっとあるわけで、風力または木質のペレット

またはチップ、それから小水力、雪等今考えら

れることはこのぐらいあるわけで、どういうふ

うに今後新庄市はその方向づけを定めておると

すればお知らせをお願いしたい。 

  きのうも信金の６階で再生エネルギーの講演

会ということであったんですが、世界を挙げて

この再生可能エネルギーのやらなきゃならない

と、化石または原子力を排除して地球環境の上

からも、また防災上も再生可能エネルギーとい

うのは十分使っていける、また使えるというこ

とで、やっている国が相当あります。日本でも

その方向性を今見定めているんですが、当市に

は私の今感じている限りではこの太陽光パネル

以外には見受けられない。どういうふうな政策

を打っていられるかお知らせいただきたい。 
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荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

伊藤 操委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 新エネルギー関係の御質

問ですけれども、グリーンニューディール国の

政策にのっとりまして、24、25、26、３カ年度、

ここに掲載しておるように計画的に国の方向づ

けによる県の基金を使いながら防災拠点施設と

なり得る施設に対しての、いわゆる公共施設に

対する再生可能エネルギーの導入というような

ことをしてまいりました。市役所の何か裏の庭

のほうにも附属屋がございますが、それとあわ

せて実績をずっととってきております。雪国で

ありながら夏場よりは雪の降りぐあい、あるい

は夏場のその天気のぐあいによってはかなり冬

でも効果があるというようなことも実証が出て

きておりますので、この導入をもとに持続可能

で市民一人一人が自然循環型、あるいはエコ的

なものに貢献するんだというような意識を育て

ていくためにも、この公共施設を母体として広

めていけることの素地ができているというふう

に思っております。 

  まだ現在進行形ではありますが、このたびの

９月議会定例会のほうにも明倫中学校のほうを

設計というふうなことで計上させてもらってお

りますが、今年度から環境課担当ということで

一般市民の方にもお使い願うことができるよう

な補助制度、これを設計しております。これは

太陽光パネル、それからこれだけではございま

せんで、ペレットストーブ、まきストーブとい

うようなところにも補助、これを制度として組

んでおりますが、今後の要請次第によってはこ

の再生可能エネルギーの素地をもうちょっと広

げられるのではないかというふうなことは期待

できるものと思います。 

  何はともあれ、公共施設だけではこれは広が

りというのはありませんので、市民全体で意識

を持って再生可能エネルギーを含めて温暖化防

止に資することができるような方向へというよ

うなことが大切でございますので、太陽光パネ

ルＧＮＢによる成果も市民の方々に御公表しな

がらさらに市民とともに広げられるような、持

続可能的なエネルギー対策というようなものを

考えなければならないのかなというふうに思っ

ております。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

伊藤 操委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） 大体のことはわかるん

ですが、一番手っ取り早いのは太陽光パネルつ

ければ一番簡単で楽でいいんですけれども、こ

こに決算書にあるように、187ページにセミナ

ーハウスのパネル設置に関する金額が出ていま

すけれども、3,850万ぐらいですか、設計とそ

れから工事の請負費ということでありますが、

これだけの金を投資してどういうふうなエネル

ギーをどのぐらいここから得られるかというよ

うなことは計算つくと思うんですが、これを単

年度で消化していくということはこれは無理に

しても、もっといい方法がないかということを

探っていくのが政策だと私は思うんですね。で

すから、ほかにないわけでないんで、事実チッ

プボイラーというのは最上郡内でも最上町を先

頭にして、もう合庁でも使ってやっているし、

そういうふうな実績がもう出ているわけですか

ら、当市ではだからその部分をどう考えている

かということをこの成果表の中に書いてある方

向づけというものをどう捉えたかということを

私はお伺いしたかったんです。これは後ほどい

ろんな機会にお伺いしたいと思うのですが、あ

とはきょうはちょっとまずいと思うのでお伺い

しませんが、プラザの実績をいつか機会があっ

たらお伺いしたいというふうに思いますからよ

ろしくお願いしたいというふうに思います。 

  それからその次、同じ成果表の中から行きま

す。次に、この下の７番に空き家対策というふ

うなことが書かれていますけれども、この空き

家条例をつくってから環境課を中心にしていろ
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いろと苦労なさっていること、ありありとこの

文書の中からもとれることができるんですけれ

ども。今全て対策を立てて、これを揺るがない

ものにまで持っていくというのは、まだまだこ

の先いろいろとかかると思うんですよね。今、

現状として一番困るのは、これから始めるんで

すが去年のように２メーター近くの積雪となる

ということは必ず問題がその空き家から出てく

るはずなんですよね。それをどう解決するか、

非常に難儀なことだと思うんです。去年の実績

見ますと、99ページに書かれてありますけれど

も、応急処置ということで11万9,210円という

ような決算の中で報告されてあります。これは

恐らく危険な雪をおろしたんじゃないかなとい

うふうな気がするんですけれども、これ１件や

２件でなくて相当数の件数からそういうことが、

苦情が来て対処せざるを得ないということが、

おいおいとこれ出てくるわけなんですよね。で

すから、こういうふうな処置を今後どういうふ

うにやるかということを徹底してやっていかな

いと苦情処理がこれ大変なことになって、私の

ところも相談が来るんですけれども、やはり大

変今の状況では条例だけあってもどうにも対応

できないというふうな行き詰まった問題が出て

くるわけですよね。ですから、もう少し各機関

と、宅建ですか、関係業界と相談しながらとい

うことでここに記されてございますけれども、

なるたけその市民に優しい対応ができるように

今後も努力をお願いしたいというふうに思いま

す。これは、この結果を見てそういうふうに思

うわけで、別に質問とはならないんじゃないか

なというふうに思います。 

  それから次に移りますけれども、地域リーダ

ー講座、この次のページ11の３にありますね。

リーダー講座、ここでもうたっていますけれど

も、これも地域づくりにはやはり欠くことがで

きない重要な問題であるというふうに思います。

ただこの中でお伺いしたいのは、第１回の講座

で地域住民の健康づくりをやったんだというふ

うなのが書いてあります。それで集まられた

138名の皆さんの中から、その健康に対するこ

とが十分理解されまして、必要性を理解された

ということでありまして、この138名の中から

その地域のリーダーを選んでいくんだというふ

うに私は理解しているわけですけれども、今後

これをどういうふうに持っていかれるか、この

中から得られるか、その辺をお伺いしたいとい

うふうに思います。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

伊藤 操委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 地域リーダー講座のリー

ダー育成の部分ですけれども、今委員御指摘の

リーダーの育成の選び方、ここからいわゆる参

加した方の中からリーダーをこちらが選抜する

というふうなことではありませんで、地域の中

に入って、戻ってもらって入ってもらって、そ

の中で学び得ていただいたさまざまな具体策と

かあるいは考え方、これをほかの地区町内の中

のリーダーというか先頭となる方々がいらっし

ゃるでしょうから、その方々とともに地域住民

の方々の健康づくりに資するものは何だろうと、

ここの町内地域に非常にふさわしいやり方はど

ういうものだろうというようなところの検討か

ら始めてもらって、実践のほうに移っていって

もらうという、そういうふうな活動の方向性と

いうようなものを目途としているものでござい

ます。 

  したがいまして、リーダーそのものの方々を

限定して育成をしていくというようなことの方

向づけとしては、その方を固定限定したもので

はなくて、やり方について学んでいってもらっ

て町内でまた考えてもらう。そしてそれを実践

して広げていってもらうというような方向づけ

を、地域リーダー講座、リーダーとなる方々は

基本的にはさまざまな分野があろうかと思いま

すので、まずは地域住民の健康が第一であろう
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と、住民の健康なくしてはさまざまな地域活動

の立て直しもできないだろうというようなこと

のもとに、まずもって健康というようなものに

着目しまして進めてきた経過がございますので、

リーダーの健康づくりバージョンの一つの考え

方というようなことを今のような形で思ってお

ります。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

伊藤 操委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） 地域のリーダーづくり、

私も賛成ですけれども、どうもやはり地域間の

コミュニティー意識が非常に希薄になってきて

いる。一番極端なのは、老人クラブの解散とい

うふうな現象がどんどん起きてきていると。数

字的に捉えればすぐわかると思うんですけれど

も、もう私のイメージでは半分以下になってい

るんじゃないか、当初のですね、最盛期の半分

以下というような気がするんですよね。 

  それで、なぜ憂いるかといいますと、この間

も敬老の会がありまして、集まってくる人間も

昔の半分以下、私のところ萩野地区公民館でや

りましたんですが以下なんですよ。呼びかけて

も来ないんです。来ているのは老人クラブの組

織を持っているところが来ているんですね。あ

とはぱらぱら。せっかく若者が、私のところ青

年団がやりますので、支度をしていろいろ企画

しておもしろおかしくやるんですが、それでも、

ただですよ無料ですよ、でも来ないんですね。

ということは、やっぱり地域のリーダーが育っ

ていない。こっちは老人クラブですけれども、

同じやっぱり年齢の中にリーダーがいないとい

うことになると思うんですよ。 

  するとどういうふうな悪いほうがあらわれて

くるかといいますか、これは今健康づくりの講

座をやったんだということですんで、一番大事

なその健康を害する方向に向いていくんですね。

今、一生懸命やっている健康体操というのがス

ポーツ21の中にあるんですが、一番人数が多い

んですね、その部分が。今４カ所でやっている

のかな、120、130人ぐらいになっているはずな

んですよ。ですから、健康に対してやはり関心

を持つのは自分のことですから、そういうよう

な方向づけ向けてやらなきゃならないというこ

とは言えるわけですよね。それでやれば集まっ

てくるんですよね。そうしたらその１つの、そ

ういうチームというか会の中からいろんなもの

が生まれてくるはずですね。ただ体操やってい

るだけでなくて、会話が当然あるわけですから。

そこに、その新しいリーダーが生まれて、いい

コミュニティーの組織ができてくると私は思う

んですよね。ですからこの部分をもう少し強力

に進めるべきじゃないかなと、新庄市の方向性

として私は思うんですよね。どうですか、その

辺の今後の進め方、どういうふうに捉えていま

すか。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

伊藤 操委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 地域コミュニティーが非

常に、極端に言えば非常に廃れてきている。今

後が非常に心配であるというふうなことになる

わけですので、地域リーダー講座というような

ものの開始した意図につきましては、今言われ

た部分が非常に共有できている部分だと思いま

す。したがいまして、まずもっては地域住民の

健康づくりというところがさまざまな問題を抱

えている地域でありながら、この健康に着目す

る部分というのが非常にわかりやすくて、共有

できる部分じゃないかというようなところで、

この切り口から出発したものでございますので、

リーダー講座、毎年さまざまなその地域が抱え

ている課題に焦点を当てていこうというような

形の意図を持っておりましたが、２年度目の今

年度につきましては、別の分野に移ることはま

ずちょっと難しいだろうと。もう１年度健康づ

くりをしないと浸透も少し図れないのではない

かということのもとに、２年度目も今年度、25
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年度の反省をもとに引き続き実施しているとこ

ろでございますので、力の入れようというかそ

ういうような形で見ていただける部分ではある

のかなというふうに思います。 

  あと、やり方につきましては、１つとしては

モデル地区を、やる気のあるところをモデル地

区に設定できないかというようなことのもとで、

実践活動を健康課と具体的な連携を図りながら

実践をしている今年度でございます。健康教室

というようなことで具体的な町内を設定しなが

ら今年度やっていますが、また来年度につきま

しても今年度のこの実態を踏まえてやってみよ

うというところが出てきておりますので、少し

ずつ浸透していくのかなというふうに思ってお

ります。あと、あらゆる機会にこのようなこと

を広めていかないとうまくないということもあ

りますので、区長協議会のほうを通じて機会を

見てこの辺の情報の共有、あるいは問題の共有

というところも図って御意見を頂戴しながら進

めてまいらなきゃいけないというふうに思って

います。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

伊藤 操委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） 私の言いたいことは、

何といっても人間は健康でなければ物事が始ま

らないわけで、害してはもう何もできなくなる

ということであろうというふうに思います。一

番大事なこと、新庄市にとってもその健康問題

をクリアすれば、やはり政策上も住みやすい明

るいいいまちにできるんじゃないかというふう

に私はいつもそういうふうに思っています。そ

んなことで、総合的に一つのこのまちのスロー

ガンに掲げても私はいいんじゃないかというふ

うに思います。新庄に行けば、そういうふうな

いい政策がいっぱいあって、健康で長生きでき

るまちなんだというふうなことに例えばなった

とすれば、人口減にもある程度の歯どめがかか

るんじゃないかなと、そして一番嫌なその雪の

問題も自然と消えていくんじゃ、いいことが余

計あれば悪いことは消えていくのは当たり前な

ことなんだから。だからそういうふうに進めて

いけないかなというふうな私の思いがあります。

それで、それを政策をどんどん進展することに

よって、今年度上がったその健康保険税なんて

いうものをある程度は歯どめ、絶対これ私は信

じています。そういうふうに保険税を下げるこ

とができる、要するに医者にかからないような

体を自分でつくっていくんです。そういうもの

を市民に植えつける、これが大事だというふう

に思いますので、この政策をもっと大々的に早

く進めていただきたいなというふうに私は思い

ます。よろしくお願いします。 

  それから次に、これも成果表の79ページにあ

りますけれども、これも何回も私申し上げてい

るのですが、この４番の若者園芸塾、先ほども

質問ありましたんですが、成果表の中にはその

売上金が販売金額として223万3,000円と出てい

ますけれども、ここでできたものを売るために

これやっているんじゃないんじゃないですか。

こんなのは出てこなくたっていいんですよ、成

果表の中に。私はそう思いますよ。だって若者

を農家を経営する担い手を育成するために、一

番上に書いてあるじゃないですか。担い手育成

のためにこの実践塾というのはつくってあるん

でしょう。売り上げを伸ばすためじゃないはず

なんですね。 

  それで、一番先にそのスローガンに掲げた夏

秋いちごは全然全く伸びていかないんですね、

わずか金額からいったって大したことをやって

いないというのは出てくるんですね。だからそ

の下のやつなんていうのは、ここで学ぶよりも

何回も、これも同じこと繰り返しますが、やっ

ている人がいっぱいいるんですよね。特にトル

コギキョウなんていうのは日本の皆さんに指導

するぐらいの技術を持ったのはいっぱいいるん

ですよ。ここでやるなんていうのはおかしいん
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ですよ、実践塾でこんなことをやるって。はっ

きり言うと私はこの事業やめるべきだと思う、

来年度から。私から言えば必要がない。だって

実践塾入塾する人は最初から苦労しているんじ

ゃないですか、集まってこないでしょうが。人

気がない。当たり前ですよ、だってこんなとこ

ろで聞かなくたって何ぼでも聞けるんだもん、

いっぱいやっているんだから。そこ検討してく

ださい、来年に向かってまたやるとは思うんで

すが、私は思い切ってやめるべきだと。これ県

が新しい計画立てるのはいいんですけれども、

やめて引き際というのは大変難しいんですよ。

ここで打ち切るなんていうのはなかなかできな

いことです。 

  それから、もう一つは、まだ時間あるな。も

う一つは、そのインバウンドですね。インバウ

ンドこれも３年やりましたか。それで成果表の

中に97ページ、７番ですね、ここへ出ています

けれども、成果は迎えるんでなくて行ったほう

が余計だな、これずっと見ていっても。新庄か

ら出ていって台湾に行ったほうが余計。これは、

誘客のためにやったんだというふうなことに言

えばそれもそうですけれども、これだったらお

伺いしますけれども、この事業何年間やってど

ういうふうな計画を持って何年なったら台湾か

ら人が来るんですか。これはちょっと続けるに

は難しい事業だと。何でかというと県がやって

いるでしょう、大体同じようなことを。県に勝

てるわけない。そう思いませんか。答えていた

だきます。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

伊藤 操委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 インバウンド事業でご

ざいますけれども、インバウンド事業は確かに

今現在は昨年も百十数名と一緒に台湾のほうに

出かけたというようなことでございます。ただ、

向こうのほうからも昨年は宿泊立ち寄り等を含

めますと、台湾だけではございませんけれども

四百数十人の方がおいでになっているというこ

ともございます。ただ、やはりまだ先ほども申

しましたけれども、日本全体に来ている中で新

庄最上地域においでになっている方は非常に少

ないということでございますが、やはりなれて

いないということもございます。もう少しＰＲ

もしなければなりませんし、トイレの問題とか

そういった問題もありますので、だんだん条件

整備を重ねながらＰＲをしながら続けていきた

いと思っておりますが、県のほうはチャーター

便を確保するとかそういった事業でございます

ので、我々としてはチャーター便で来た方も含

めながら新庄最上地域に寄っていただけるよう

な工夫をするということでございます。 

  来年は、日本と台湾で観光サミットというの

をしておりまして、日本でやって台湾でやって

と隔年でやっておりますが、来年はその台湾の

日台観光サミットというものが山形県で行われ

るということが決定しておりますので、県とも

連携しながら取り組んでまいりたいと思ってお

ります。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

伊藤 操委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） 希望のない話に聞こえ

ますけれども、毎年これだけの予算を使ってい

るわけですから、効果が長くかかるのはこれや

むを得ないと思うんですが、効果が少しずつ上

がっていくような状態でないとこれやってもし

ようがないんですよね。ですから、今も課長の

ほうから県とタイアップと言うけれども、県は

新庄市に力なんかかさないですよ。そうでしょ

う、県自体が一生懸命になっているんだから新

庄市にそれをおすそ分けするなんてことはあり

得ない、私から言うと。ですから新庄市独自に

効果を把握して、これはいけると思えばやれば

いいんでしょうけれども、見込みないというと

きは潔くやめなさい。この次は。勇気が要るけ

れどもね、これだけ投資して途中で投げるとい
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うのは非常に残念で難しい話ですけれども、そ

れも一つの政策上の手段だと思いますので、そ

ういうふうに見きわめて状況だけはきちっと把

握して、いつ聞かれてもわかるように、成果が

出ないものはこれだけじゃないんですけれども、

早く終止符を打つべきだと私は思います。以上

終わります。 

伊藤 操委員長 ほかにありませんか。 

   (「なし」と呼ぶ者あり) 

 

 

散      会 

 

 

伊藤 操委員長 ないようでしたら、以上をもち

まして、本日の審査を終了いたします。 

  次の決算特別委員会は９月18日木曜日午前10

時より再開いたしますので、御参集願います。 

  本日はこれで散会いたします。 

  どうもお疲れさまでございました。 

 

     午後２時５２分 散会 
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決算特別委員会記録（第３号） 

 

 

平成２６年９月１８日 木曜日 午前１０時００分開議 

委員長 伊 藤   操     副委員長 石 川 正 志 

 

 出 席 委 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   伊  藤     操  委員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  委員     ４番   佐  藤  卓  也  委員 

  ５番   石  川  正  志  委員     ６番   佐  藤  義  一  委員 

  ７番   奥  山  省  三  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 

  ９番   平  向  岩  雄  委員    １０番   小  野  周  一  委員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  委員    １２番   清  水  清  秋  委員 

 １３番   小  関     淳  委員    １４番   遠  藤  敏  信  委員 

 １５番   下  山  准  一  委員    １６番   新  田  道  尋  委員 

 １８番   森     儀  一  委員 

 

 欠 席 委 員（１名） 

 

 １７番   山  口  吉  靜  委員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 月 野 節 子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野 茂 雄 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  神 室 荘 長 武 田 清 治 
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監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 正 寿 

選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 松   孝 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  主 査 川 又 秀 昭 

主 査 沼 澤 和 也    

 

本日の会議に付した事件  

 

議案第５５号平成２５年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５６号平成２５年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５７号平成２５年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５８号平成２５年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５９号平成２５年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６０号平成２５年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６１号平成２５年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６２号平成２５年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６３号平成２５年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 
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開      議 

 

 

伊藤 操委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は17名であります。 

  欠席通告者は山口吉靜委員の１名であります。 

  これより９月17日に引き続き決算特別委員会

を開きます。 

  初めに、審査に入る前に、９月17日の初日に

も申し上げましたが、再度確認のため審査及び

本委員会の進行に関しての主な留意点を申し上

げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。質疑は答弁を

含め１人30分以内といたします。質問の際は、

決算に関する資料の名称とページ数、款項目、

事業名などを具体的に示してから質問されるよ

うお願いいたします。また、会議規則第116条

第１項に、発言は全て簡明にするものとして、

議題外にわたりまたはその範囲を超えてはなら

ないと規定しておりますので、これを遵守願い

ます。 

  以上、ただいま申し上げました点について特

段の御理解と御協力をお願いいたしまして、た

だいまから審査に入ります。 

 

 

議案第５５号平成２５年度新庄市

一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

 

伊藤 操委員長 初日の審査に引き続き、議案第

55号平成25年度新庄市一般会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  それでは、一般会計の歳出に関し質疑ありま

せんか。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

伊藤 操委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） それでは、早速質問を

したいと思います。 

  決算書147ページ、７款１項商工費のところ

の備考欄が商業振興対策費、そこの６行下、７

行下あたり、商店街活性化アドバイザー育成事

業業務委託料767万2,400円とありますが、委託

料と書いてありますが、この委託先。 

  その下の商店街連合会事務局機能拡充事業業

務委託料82万4,922円、この委託先というのは、

どこになるんでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

伊藤 操委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 商店街活性化アドバイ

ザー育成事業の委託料767万円、これにつきま

しては、ＮＰＯ－ＡＭＰ（アンプ）になってお

ります。 

  それから、その下、商店街連合会事務局機能

拡充業務委託料82万4,000円、これもＮＰＯ－

ＡＭＰでございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

伊藤 操委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 両方とも、アンプとい

うＮＰＯということですけれども、何に使われ

たかというのは、わかりますか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

伊藤 操委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 商店街アドバイザーの

ほうですけれども、これは、いわゆる商店街を

活性化するためのさまざまなアドバイスをする

ための人材を育成するということで、２名を緊

急雇用で雇用したものでございます。ほとんど

は人件費でございますが、この緊急雇用は、最

近は、人件費はたしか６割ぐらいまでというこ

とが上限でございまして、そのほかは、それに

付随する事業費に使うことができるということ

でございますので、印刷費とか消耗品等に使っ
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たものでございます。 

  それから、商店街連合会事務局機能につきま

しては、商店街の事務局機能を担当する者を、

人数１名を緊急雇用で雇い上げまして、事務局

機能を強化したいということで雇い上げたもの

でございます。これも同じように、人件費が６

割相当ということでございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

伊藤 操委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） はい、わかりました。 

  そのアドバイザー育成事業で、商店街に対し

てアドバイスもしたわけでしょうか。どのよう

な内容のアドバイスをしたのか、ちょっと聞か

せてもらえますか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

伊藤 操委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 商店街の正式な名称は

ちょっとあれですが、商店街の活性化のアドバ

イザーの資格がございまして、それの資格を取

るということをまず前提に、緊急雇用で雇用し

たものでございます。その資格は取りましたの

で、まず、それはクリアしております。 

  それで、実際２名につきましては、商店街の

「バル街」とか、それから「まちなか学校」等

の事業に参画しまして、事業の募集やら、こう

したらもう少しお客さんが来るのではないかと

いったようなことをアドバイスしたということ

でございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

伊藤 操委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） そうですね、商店街も、

私も一般質問で申し上げたように大変な状況で

あるということなので、より有効性のあるよう

な事業をやっていただきたいと思います。 

  次に、149ページ、同じく７款商工費１項商

工費の中の真ん中よりちょっと上、備考欄のち

ょっと上ですけれども、市インバウンド誘致キ

ャンペーン実行委員会負担金332万5,000円、き

のうも委員の中から質問がありましたけれども、

これは、新庄市の例えば何をどういうふうに見

せる、あるいはアピールする、そういうふうな

具体的なもの、新庄市の何を売りにするかとい

うのはあって、こういうふうな事業を進めよう

としているんでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

伊藤 操委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 きのうも一部申し上げ

たところではございますが、国内の外国人の旅

行客というのは、もう1,000万人を超えている

と。新庄最上地域においては、4,000人程度ぐ

らいしかいらしていないということでございま

す。交流人口を拡大しないと旅館業の方々も厳

しい状況にありますので、たくさんの旅行客を

受け入れたいわけですが、やはりインバウンド

で国のほうとしてはもっと外国人を受け入れた

いという方向に傾いていますので、その方々を

やはり呼ぶということは重要なことだというふ

うに考えているわけです。 

  この地域におきましては、自然条件として、

桜、それから新庄まつり、秋の紅葉、冬の雪と

いった自然条件が打ち出せるものだというふう

に考えておりますけれども、特に台湾の方々に

つきましては、人格的にも日本を好んでいただ

いておりますし、そういった自然に非常に興味

を持っているということで、台湾をまずはター

ゲットにして今の事業を進めたいというふうに

考えているところです。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

伊藤 操委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） もやもやっとはわかり

ましたけれども、例えば具体的に何かこういう

ふうなことをやってみたいなことは、去年は計

画したんでしょうか。地域にこういう場所があ

るから、こういうふうな方向でみたいなことの

議論は行われたんでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 
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伊藤 操委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 昨年は、やはり新庄最

上地域をまだまだ知っていただいていないとい

うことで、いかにこの地域を知っていただくか

ということに主眼を置いたわけでございます。 

  「市民号」と一緒にセールスに行ったという

ことはありますが、それ以外としては、向こう

の旅行業者をこちらに招待しまして、特に冬の

間、２月だったと思いますがお呼びしまして、

新庄の雪とか温泉とかそういったところを見て

いただいて、その結果、向こうのほうの情報誌

にも新庄最上を掲載していただいたというよう

なことでございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

伊藤 操委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 課長がおっしゃるには、

やはり新庄単独でというわけではなくて、新庄

最上を全体として考えて誘客を図るというふう

な考えなわけですよね、大体。 

  それでしたら、私は、最上広域全体でこうい

うことを進めるべきではないかと。いろいろ新

庄市単独でこのように予算をつけてやる必要も

あるかと思いますが、むしろ有効性からいって、

肘折とか、金山のグリーンバレーとか、最上地

域周辺にはいろいろな観光資源がありますので、

それこそ新庄市単独の予算というよりも最上広

域全体でこういうものを進めるべきで、そのほ

うがいいかなと思うんですけれども、そういう

流れみたいなものは、去年は議論されなかった

んでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

伊藤 操委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 新庄市単独だけでは、

やはりインバウンド事業としてお呼びするには

難しいという面がございます。好まれる温泉施

設も新庄市ではないというようなこともござい

ますので。昨年、市民号と一緒に行ったという

ところでセールスも行ったわけですが、新庄市

だけでなくて、ほかの郡内の担当者、それから

観光業に携わる方々も一緒に行っていただいて

セールスコールスをしております。最上総合支

庁長も同行しております。 

  その結果、やはり新庄最上地域全体で取り組

まなければならないというふうなことは皆さん

認識しておりまして、そういう方向でございま

す。 

  特に、今後、定住促進対策とかそういった事

業を最上地域全体で取り組んでいきたいという

ふうに考えておりますので、最上広域といたし

ますと広域としての事業の範囲がございますの

で、市町村で連携をとりながらやれる事業かな

というふうに考えております。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

伊藤 操委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 効率からいっても、ア

ピール度からいっても、最上８市町村で協力し

合いながら、いいところを引き出し合いながら

さらにいい方向性を見つけていったほうが、私

はよろしいのかなと思いますので、ぜひその辺

もこれから検討なさっていただきたいと思いま

す。 

  次に、185ページ、10款教育費４項社会教育

費の中の、ちょうど備考欄では真ん中ぐらいに

あります。スポーツ指導員報酬353万2,000円と

ありますけれども、この指導員というのは、指

導対象とか人員、あとは種目などはどのような

ものなんでしょうか、ちょっと聞かせてくださ

い。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

伊藤 操委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 スポーツ指導員報酬とい

うことでございますが、県縦断駅伝競走大会の

強化対策事業として配属されましたスポーツ指

導員に対する報酬でございます。 

  スポーツ指導員ということで、駅伝を中心に

長距離を中心に指導をいただいておりますが、
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小中学校への陸上の指導、また、スポーツ21等

の陸上の指導について、御協力をいただいてい

るものでございます。 

  これにつきましては、昨年度は新庄市と舟形

町に各１名ずつおりまして、新庄市にも１名お

りましたので、その方に対する報酬ということ

でございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

伊藤 操委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 駅伝の選手ということ

ですか。違うのですか。人件費ということです

ね、わかりました。 

  いや、私は、各スポーツの指導者が何人かい

らっしゃって、その方が中学校とか大人の方と

かに各種目を指導しているのかなと思ってお聞

きしたのですが、ぜひそういう方向性も考えて

いただければなと思います。 

  187ページ、同じところですが、備考のちょ

うど真ん中ぐらいですね、成果表にも129ペー

ジあたりから132ページあたりにいろいろ載っ

ています。市民スキー場管理運営事業費3,904

万3,575円についてちょっとお聞きしたいと思

います。 

  スキー場のことについては、私は何度も何度

も質問をさせていただいて、これからの方向性

などもいろいろお聞きしているんですけれども、

使用料についても、昨年よりは非常に使用料も

約444万円、それぐらいの数字で非常に頑張っ

ているという数字は出ているのですが、ただ、

非常に懸念されるところが修繕料なわけでござ

います。修繕料が、去年595万4,539円、その前

の年が約460万円、その前の年が350万円、その

前の年が410万円。 

  市民スキー場の意義というのは、何度も御説

明いただいて、ある程度は理解できるんですけ

れども、本当にこの修繕料というのは、これか

らいろんな設備が経年劣化してくるわけですか

ら、どんどんはね上がってくるような流れが見

える。去年、その修繕料等々についての議論は

なされましたか。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

伊藤 操委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 修繕料ということでござ

いますが、これまでも何度も御質問いただき御

回答しているところでございますが、スキーリ

フト等の修繕について大分かかるわけでござい

ますが、人命ということにかかわってきますの

で、法的な検査についても行っておりますし、

それで不備が見つかれば必要な修繕を行ってい

るということで、理解しております。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

伊藤 操委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） そういう答弁でいいん

だと思いますけれども、私が聞きたいのは、こ

の修繕費がどんどんかさんでいく状態について、

何か議論したかということです。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

伊藤 操委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 修繕につきましては、ス

キー場だけでなく、社会教育の施設自体が非常

に老朽化のため修繕が必要となっております。

これと同様に、スキー場のリフト等の修繕につ

いても話をしているところでございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

伊藤 操委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 課長がおっしゃるよう

にいろいろな施設が経年劣化しているという事

実は、周知の事実だと思います。 

  ただ、私が聞きたいのは、スキー場について

の修繕について、どういうふうな議論で、どう

いうふうな方向性あるいは対処、そういうもの

の議論があったかということです。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

伊藤 操委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 スキー場の修繕の中身、

主なものについては、法定の検査に基づく御指



 - 191 - 

摘に従って修繕をしているというところも大分

ございます。 

  ただ委員御指摘のように、これからますます

使用料400何万の中で3,900万円をかけて、また、

その中でも600万円近い修繕費がかかっている

という状況は理解しておりますが、市民の安全

のために、法的な検査によって指摘された部分

については修繕して利用してまいりたいという

ふうに考えております。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

伊藤 操委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 修繕の方向性も考えて

いただくと同時に、継続するのか、やめるのか

ということも、今後議論をしていただければと

思います。 

  あと最後に、109ページ、２款総務費６項社

会福祉総務費の中のシルバー人材センター助成

事業費648万7,000円。これについてですけれど

も、わかりますか、109ページ。 

  ３月の予算委員会のほうで私がシルバー人材

センターについてのことを質問をした際に、そ

れをインターネットか何かで見た元市職員から、

町で突然会ったんですけれども、「シルバー人

材センターについて余計な質問はするな」と、

思いっ切り真顔で言われてしまったので、あえ

て議員として質問をさせていただきますので、

お答え願えるところはお答えいただきたいと思

います。 

  このシルバー人材センターに648万7,000円が

行っていますけれども、この市の自主財源の部

分というのはどれぐらいになるんでしょうか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

伊藤 操委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 シルバー

人材センターにつきましては、補助金につきま

して、この109ページの648万7,000円でござい

ます。 

  これにつきましては、県のほうの140万4,000

円というふうな総合交付金から出るものがあり

ますけれども、それと、新庄市の部分が498万

3,000円というふうなことになってございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

伊藤 操委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 498万3,000円も自主財

源から行っているということなので、それでし

たら、その組織の状態や業務内容のチェックな

どは、新庄市は行っているんでしょうか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

伊藤 操委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 シルバー

人材センターの補助金の推移でございますけれ

ども、一番高かった時代では、国の補助金も含

めまして2,780万円というふうな時代もござい

ました、平成10年でございますけれども。その

段階では、新庄市で683万5,000円というふうな

負担を一般会計のほうからしております。 

  その後、平成11年、平成12年と、この経営状

況を考えまして削減してきたというふうなこと

で、最終的にはだんだん減ってきておりますけ

れども、平成21年度から、平成10年度の補助金

額と比べまして３割程度下げてきているという

ふうなことでございます。 

  なお、新庄最上地域シルバー人材センターと

いうこともありまして、７町村からもその負担

額を支出しておりますけれども、郡内の協議会

の中で、その当時の経営状況を勘案しながら削

減してきたというふうな経緯でございます。以

上でございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

伊藤 操委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 懇切丁寧に御説明いた

だいたんですけれども、組織や業務内容につい
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てのチェックはなさっていたんですかというこ

とを、簡潔に答えてください。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

伊藤 操委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 シルバー

人材センターにつきましては、毎回、総会後に

その決算資料等を提出していただいております。

その中で、会員数の状況でありますとか、それ

から正味の財産の決算書でありますとかという

ものは、提出していただいております。以上で

ございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

伊藤 操委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 私は、シルバー人材セ

ンターの機能及びこの地域への役割については、

非常に重要なものがあると認識した上で確認を

させていただいています。誤解のないようにお

願いしたいんですけれども、ただ、やはりチェ

ックの状態が曖昧であると、なかなか組織とい

うのは真っすぐに進めないというふうなことが

あるかと思いますので、ぜひチェックを十分に

していただいて、あと、市民もチェックできる

ようにインターネット上では公開されています

けれども、それよりももっと踏み込んだチェッ

クというのが必要なんじゃないかと思うので、

ぜひ実践をしていただきたいと思います。648

万円も行っているわけですから、その辺をしっ

かりお願いしたいと思います。 

  あと３分ですので、ほかの地域のシルバー人

材センターも、市役所の退職なさった方が事務

局長等々についているんでしょうか。ほかの地

域はどんな感じで採用しているんでしょうか、

その辺、わかりますか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

伊藤 操委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 どこの地

域のシルバー人材センターにつきましても、一

般の社団法人から公益法人のほうに移行してい

るところが多いと思いますけれども、そういっ

た中で、いろいろその理事会でありますとかそ

の組織の中で審査しているものと思われますの

で、具体的にはどの地域でどの方が就任してい

るか、その経歴までは把握してございませんけ

れども、ほかの一つの公益法人として自主性と

いうこともございますので、そこら辺のところ

は市のほうで意見するところでもないかなとい

うふうに考えております。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

伊藤 操委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） やっぱり予算が、シル

バー人材センターのほうに入っているわけでご

ざいます。紛れもなく血税でございますので、

その辺についても十分にそのシルバー人材セン

ターのほうで議論できるような、そういうふう

な雰囲気をつくっていただければ、より機能す

るシルバー人材センターになるんじゃないでし

ょうかということで、質問を終わります。 

伊藤 操委員長 ほかにありませんか。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

伊藤 操委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） ただいまの小関委員の

質問に引き続きましてシルバー人材センターで

すけれども、シルバー人材センターに登録され

ている方の人数、いかほどでしょうか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

伊藤 操委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 25年度末

でございますけれども、新庄市の会員につきま

しては、353名というふうなことになってござ

います。郡内各町村合わせますと、582名とい
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うふうな状況になってございます。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

伊藤 操委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） 582名というのは新庄

市と合わせた分ですか。合わせた分、はい、わ

かりました。 

  それで、例えば新庄市では、山屋の農村環境

改善センターとか、昭和活性化センターなどの

管理運営をシルバー人材センターに委託されて

いるわけですけれども、シルバー人材センター

が行っている例えば25年度の事業高、わかりま

したら、お教え願いたいと思います。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

伊藤 操委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 補助金を

やっているというふうなことで、いろいろ会計

報告、事業成績なんかについても報告をいただ

いてございますけれども、一応別の独立した公

益法人でございますので、この場で報告すると

いうふうなことは適当ではないかというふうに

思います。 

  なお、市の監査のほうでも報告いただいてい

るということで、審査しているというふうな状

況をお聞きしております。以上です。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

伊藤 操委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） ほかの事業体だから明

らかにできないというふうなことでしたら、こ

れでやめます。 

  成果表の11ページ、５ページの最下段にも書

かれておりますけれども、市民協働の推進に関

することというふうなことで、職員の地域担当

制について書かれております。全職員を40班に

地区割り編成し、市長と市民のまちづくりミー

ティング開催の要望調査やその運営、豪雪に伴

う地域の諸状況の把握や東北地方自動車整備検

討計画に対するアンケート調査表の配布・回収

などを行ったとあります。 

  そのほかにというか、地域担当制がどのよう

に機能しているかというふうなことについてお

伺いいたします。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

伊藤 操委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 職員地域担当制の役割と

いうようなことになりますけれども、担当職員

と区長方の間の中で、地域の課題、ハード、ソ

フトがあれば、そういうふうなものの意見交換、

課題の解決に向けた具体的な動き。あとは情報

としてのやりとり。そういったものが適宜行わ

れるように、これが制度として持ってございま

すけれども、職員と区長方の間のコミュニケー

ションの発展の度合いによって、それがあるの

かなというふうに思ってございます。 

  その中で、一つはまちづくりミーティングと

いったものの開催も随時受けるというようなこ

ともありまして、随時、市政に関する意見交換

というものを行える体制をとっているというよ

うなことでございます。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

伊藤 操委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） これ、地域担当制が最

初に打ち出されたときには、行政と地域を結ぶ

より緊密なかけ橋になるのではないかというふ

うな期待感が非常にあったわけです。 

  ところが、いざやってみると、それがうまく

いっているというふうな例を聞かない。非常に

これは例えばコミュニケーションをとる重要な

ツールだとは思いますけれども、ある区長方に

とっては、用もないのに来てもらっても迷惑だ

と、あるいは逆の場合、そういう地域担当制と

いうふうな制度があるのなら、たまには顔を見

せろよという相反するふうなお話を聞いたこと

があります。 

  地域担当制をやっていますよというふうなこ
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とはあるんですけれども、このままいっていい

のか、あるいはより機能するような方策という

かチェンジするというか、そういうふうなこと

は考えないのか。 

  また、この地域担当制というのは時間内でや

っているのか時間外でやっているのか、その辺

のところを。例えば日中留守の場合には、当然

夜間を割かなければならないというふうなこと

であるし、その場合、職員の負担というのが大

きいと。その辺のどういうふうな範疇で考えた

らいいのか。 

  これは、うまくやれば物すごくいいと思いま

す。ところが、現状というのは、地域担当を担

う職員とのやりとりではなくて、直接必要とす

る課に出向いて交渉するというか、そっちのほ

うがよりストレート、簡便だというようなこと

でやられているような気がするんです。だから、

よりよい方向に改善してやっていくというふう

な見込みがあるのか、そういうふうなことにつ

いて検討したことがあるのか、お伺いします。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

伊藤 操委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 以前にもお答えしたこと

があると思いますけれども、導入して６年がた

っております。５年をめどとして検証のほうを

してございまして、制度自体、これは非常に人

口減少がこの形の中で進む中で、地域のコミュ

ニティー活動のほうもだんだん減退化していく

というようなところを、効果的に行政との中で

結びつきを強めてやることのほうが非常に効果

的な行政を推進できるだろうというようなこと

のもとに、やはりこの制度については公務の中

で我々としては進めるべきであろうというよう

なことは、その継続性をもって考えてございま

す。 

  成果といたしましては、やはりこれがあるこ

とによって市民の皆様方と、代表となる区長方

になりますけれども、市役所との間の距離感と

申しますか、それが縮まったのではないのかな

と、さまざまな御意見を頂戴しやすくなってい

るのではないかというような感じはいたします。 

  あとは、お聞きする中で、まちづくりについ

ては、やはり地域が主役になって意識を強めて、

主体的に考えていくことが必要だというような

ところの認識も芽生えてきていると感じており

ます。職員側のほうも、市民の目線に立った考

え方をもう一度見直したのではないかと。その

辺、お互いにもっと高くというか深くというか、

強化していかなければいけないのであろうとい

うふうに思います。 

  そのためには、統一的な今言われた行動だけ

ではなく、常日ごろの先ほど申し上げました地

域担当制の役割、これをもう一度見直して進め

ていくことが必要なんだろうというようなこと

で、我々も区長方に、協議会を通じる、あるい

は、また今さらに検証もしているところなんで

すけれども、それを改善のほうにつなげていっ

て職員のほうへの意識の醸成というか、また研

修もする必要があるだろうというふうなことも

今議論しているところでございます。 

  改善のほうといたしましては、この職員地域

担当制の役割をもう一度確認するとともに、個

別活動についてコミュニケーションを図りなが

ら、この時間に来てもらっては困るとか、この

時間に来てもらわなければだめだとかさまざま、

おっしゃるとおりケース・バイ・ケースなわけ

でございますので、その辺も踏まえた形の中で

の動き方、そのためにもお互いの意識の持ちよ

うというようなものをもう一度確認する必要が

あるのであろうというようなことで、区長方と

職員のほう、もう一度それぞれを確認し合って

いきたいというようなことで進めてまいりたい

と。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

伊藤 操委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） 確認して、うまく機能
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するような形にしていっていただきたいと思い

ます。 

  成果表の９ページ、ふるさと納税についてお

伺いします。 

  25年度、1,150件の申し出があり、1,198万

9,000円というふうな納税があったというふう

なことですが、これに対して、返礼として幾ら

バックしたかと。支出した金額は幾らかという

ようなのが決算書には載っておらないのですけ

れども、1,198万円に対してどれほどの返礼が

あったのか、それを伺おうと思います。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

伊藤 操委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 決算書の95ページをお開

きいただきたいと思います。 

  95ページの後段のほうに、企画調整事業費が

大区分としてございますが、その上から２つ目

の明細、報償費、これがすなわちふるさと納税

の返礼品代全額となります。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

伊藤 操委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） すると、ふるさと納税、

2008年から始まったわけですけれども、総務省

の当初の狙いを大きく超えて、今はふるさとを

応援しようというふうなことからほかに、例え

ば今住んでいるところの地域の税負担が緩和さ

れるというふうなことから、自分の好きなとこ

ろでもいいけれども、例えば、よりよいものを

いただくために納税するというふうな形に、少

し形が変わってきています。 

  これが非常にヒートアップしてきておりまし

て、「100％得をするふるさと納税生活」などと

いう本も出たというふうなことで、いかに、例

えば１万円を出して、例えばそこら辺のスーパ

ーで小売で１万円ぐらいの値するものをもらっ

た、もらったではなくゲットしたというような

表現をして奪い合いをしているというふうな傾

向があります。ちょっと私も新庄市のをのぞい

てみたのですけれども、26年４月から、ふるさ

と納税に関する欄がリニューアルされて、Ａコ

ース、Ｂコースといって、返礼品のリストが載

っておりました。品目としては、そうほかの地

域と比べて多いわけではないんですけれども、

方向性が変わってきているというふうなことで、

話がちょっと飛躍しますが、26年度において昨

年度をはるかに上回ったというふうな結果が出

ているんだと思います。地域を売るというふう

な役割というか、新たな情報発信源としては非

常に大きな力があるんじゃないかというふうな

ことを思っています。改めて、これについて今

後立ち向かうというふうな、今後の取り組みに

向けて見解を伺いたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

伊藤 操委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 今ありましたように、新

庄市におきましては、20年度の制度発足以来、

戦略的に新庄市を売っていくと、全国的に新庄

市のイベントあるいは特産品を情報として発信

していくんだというようなことを踏まえながら

進めてきたわけでございますが、今言われたと

おり、非常にショッピング的な色合いが強くな

ってきておることも事実でございまして、地方

の財源確保のためにというようなことで、さら

にそちらのほうにシフトしているような自治体

が多くなってきてございます。 

  しかしながら、新庄市につきましては、この

特産品の内容を質的に量的に変えながら、新た

なものも含めながら出していき、さらに、イベ

ントあるいは新庄市の資源的なものの紹介も含

めて情報を出すことに重きを置いて進めてまい

りたいと。 

  しかしながら、その件数をふやすためには、

申請あるいは入金のやり方について、非常に効

果性のあるものを模索しなければいけないとい

うようなことも事実でありまして、非常に数が

ふえてくるとともに、これにかかる時間、経費
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も非常にふえてございます。 

  したがいまして、その効果性というものを今

後乗り越えていく、これが一つ課題になってく

るのかなというように思います。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

伊藤 操委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） ぜひ頑張っていただき

たいと思います。 

  続いて、決算表137ページ、成果表の113ペー

ジ、地域循環型堆肥製造事業費というふうなこ

とがございます。 

  ここでは、これは環境課の生ごみ収集事業と

関連しておるわけですけれども、例えば、成果

表72ページによりますと、「生ごみを原料とす

る肥料を、平成23年度に学校の食育に活用する

ことを目的に収集を実施しており」、というふ

うなことがございます。 

  そして113ページでは、「農林課と連携しなが

ら、地場農産物の活用をした学校教育の給食の

提供を行った」と、児童への食育に取り組んだ

というふうな一つの成果をうたっておりますが、

どのような使い方をしたのかを、お伺いいたし

ます。食育の場では、その食事を提供した場合、

どのような伝え方で、例えばこの野菜とかここ

に供されているのかというふうなことを伝えた

のか、お伺いいたします。 

長谷部 薫学校教育課長 委員長、長谷部 薫。 

伊藤 操委員長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 地産地消についての学

校教育の取り組みについての御質問でございま

したが、地産地消につきましては、献立検討会

等でも、毎月、どこ産のどの野菜を使って食事

を立てるということを検討しておりまして、そ

のことにつきましては献立表にも入れながら、

子供たち、保護者にも伝えているところでござ

います。 

  また、給食の時間につきまして、学校放送で、

例えば、これからの季節ですと芋煮の食材等が

提供されると思いますが、きょうの芋について

は、泉田産の里芋であるとか、ネギについては

小野田さんちのネギであるというような形で、

この食材が地元の食材を提供しているというこ

とについては、折に触れて子供たちに伝えてい

るところでございます。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

伊藤 操委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） その栽培された由来、

つまり、自然循環によってつくられているんで

すよというふうなことを、伝えていっていただ

きたいと思います。ただ化学肥料でつくったも

のではございませんというふうなことを、自然

循環の仕組みというかそういうふうなことを伝

えていただきたいというふうに思います。 

  次に移ります。 

  決算書の185ページ、成果表の124ページ、雪

の里情報館なんですけれども、東北情報センタ

ーとの間で指定管理者制度が結ばれております。

管理契約の範囲についてお伺いします。 

  ということは、あそこは自主事業というかさ

まざまやられているわけですけれども、独自に

全ての事業というか催事事が指定管理者である

受け手でできているのか。それとも、運営協議

会などというものがあるそうですけれども、例

えばそこに行政も入ってさまざまなことを協議

しておられるのか、お伺いします。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

伊藤 操委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 雪の里情報館の運営協議

会というのを組織してございます。運営協議会

の委員につきましては５人ということでござい

まして、独立行政法人の防災研究センターの職

員の方とか、地元の地区の方、また、地区にあ

ります学校の校長先生等を委員にして、検討し

て事業をやっているところでございます。以上

です。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 
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伊藤 操委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） あそこの空間というの

が、割と非常に私は好きなところでありまして、

落ちつくんですね。たまに伺うんですけれども、

例えば、成果表の125ページを見てわかるよう

に、この催し物が非常によく探してくるもんだ

というふうなぐらいに頻繁にやられているとい

うふうなことで、例えば新庄市でやっている時

代よりは、それこそ安い経費でよく頑張ってい

るというふうに思います。 

  ところで、常設展示会場ってありますね。つ

まり奥のほうなんですけれども、あれも雪国新

庄市の歴史をうまくたどると、雪国文化をたど

るというふうなことで、非常にうまい構成だな

というふうに思います。 

  ところが、展示写真の中に、劣化して、これ

は果たして何をあらわしているんだ、誰なんだ

というふうなことがわからないようなものがあ

るんです。例えば、おととしでしたか、シャル

ロット・ペリアン展があったんですけれども、

20年前、新庄からわざわざフランスに行って会

ってきたと。それから、孫さんがこちらに来た

ときの写真とかそういうふうなものが、例えば

ネガとか何かが残っていると思うんです。それ

は新たに更新するというか、そういうふうな手

だてをとっていただきたい。あるいは、パネル

なんかも非常にうまく張られているんですけれ

ども、例えばテープで何か張ったと、それを剝

いだというがために、文字が見えなくなってい

るものもあると。内容が非常にいいものなんで

す。にもかかわらず、そういうふうなものが見

えるというふうなことで、新庄市内の人のみな

らずよそからも来てくださっているというふう

なことを考えれば、そんなつまらないことで評

価を下げることはないというふうなことで、そ

の辺のところを確認の上、うまく手直ししてい

ただきたいというふうに思いますが、その辺の

ところを認識されていましたでしょうか。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

伊藤 操委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 委員、雪の里情報館を御

利用いただいているということで、非常にうれ

しく思っております。 

  各施設の展示物の状況でございますが、詳し

く全ての施設について回っているわけではござ

いませんが、このたび、歴史センターのほうに

参りまして、そういった展示物、やはり劣化し

ているものが数々ございましたので、そういっ

たものについては新しくするということで指示

をしているところでございます。 

  今後、その歴史センターのみならず、そのほ

かの施設にもそういった目で回りまして、委員

の御指摘のあったことについてもそういった目

で施設を見て、指示をしていきたいと思います。

よろしくお願いします。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

伊藤 操委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） よろしくお願いします。 

  急いで、最後の質問。 

  決算書185ページ、成果表126ページ、10款４

項11目県駅伝競走大会新庄最上チーム強化対策

事業負担金についてお伺いします。 

  きのうもこれについて質問があって、強化選

手は地元から採用というふうなことがございま

したけれども、私は、強化選手を選考する場合

の基準はどこにあったのか、特に配慮している

ことはどういうふうなことかということについ

て御質問いたします。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

伊藤 操委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 駅伝強化対策の該当者の

選考ということでございますが、これにつきま

しては、関東地方の有力な駅伝の強い大学のほ

うに御紹介をしまして、その中から御推薦のあ

った方について面接をして採用するということ

にしております。これにつきましては、今回、
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25年度の職員については、１人の応募というこ

とでございました。その中で、駅伝の記録、陸

上の記録とかの標準も勘案しながら選考してい

るものでございます。 

  また、地元のほうからも採用できないかとい

うことで、来年度以降の採用につきましては、

そういったことも考慮しながら選考してまいり

たいと思っているところでございます。 

伊藤 操委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

    午前１１時０２分 休憩 

    午前１１時１０分 開議 

 

伊藤 操委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

伊藤 操委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 委員長だった体で申し

上げます。私のほうから、時間のある限り質問

させていただきたいと思います。まず決算書、

また成果表も交互に見ながら、させていただき

ます。 

  最初に、成果表のページ52の学童保育関係の

質問をさせていただきます。 

  この学童保育所を開設されているのが３施設

かなと思いますが、一つ聞きたいのは、この学

童保育所がかなり利用されている状況であると

いうことで心配なのが、各学童保育所の施設は

定員がある中でやられておるわけですが、日新

学童保育所、この成果表では25年５月１日現在、

25年度決算でありますからその後もいろいろと

利用状況が変わっているかと思いますが、私の

聞く中では、日新学区の保育所が定員を超して、

なかなか入所されないでいる方もおられるとい

うことで、その辺は間違いないか。その辺のま

た対応ですね、どう考えているか、まず一つお

聞かせいただきたい。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

伊藤 操委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 御質問

の日新学童保育所、今現在は日新放課後児童ク

ラブという名称になってございますが、25年の

５月１日現在に関しましては、41名というふう

なことでございます。 

  直近の入所状況でございますが、ほぼ定員を

満たしていると。ただ、年度途中で入り繰りが

ありますので、いつでも定員を満たしていると

いうことではないのですが、今現在はほぼ定員

を満たしているというような状況でございます。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

伊藤 操委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 課長、そういう状況下

をいつまでも続けていいわけじゃない。これは、

入所できないでいる方はいろんな面で波及され

るわけです。特に私が心配しているのは、保護

者がなかなか正規な仕事につけないで困ってい

るというような状況を聞かされました。 

  そういう対策の一つが、学童保育所の役目じ

ゃないかと。そういうふうな働きたくても時間

どおりに働けない。そういう状況が生まれてき

ていると、こういうのは速急にやはり定員管理、

今のあの日新学区に置いている施設は、前の星

芒寮の跡の施設をリニューアルしてやっている

わけですから、それなりにまだ利用できる要素

があるわけですから、一つその辺をどう考えて

いるのか、もう一回。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

伊藤 操委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 定員管

理の問題でございます。 

  今現在、子ども・子育て支援新制度に基づく、
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新たな子供に関する計画を立てているわけなん

ですけれども、法律も変わりまして、今回議案

として上げさせていただいている部分ではある

のですが、その学童保育に関する、いわゆる今

まで小学校３年生までをめどにというふうな条

件が、小学校６年生までいいよというふうなこ

とに変わります。それに対応するために、新し

い計画のほうでは、逐次、学童保育所の小学校

６年生までの対応をしていかなければいけない

というふうに考えてございます。 

  特に日新放課後児童クラブに関しましては、

今現在でも、議員おっしゃったとおり、若干の

面積的な余裕、それから教室の余裕がございま

す。ただ、今その新庄市でやっております３つ

の学童保育所ですけれども、社会福祉協議会、

そちらのほうに業務を委託しているというふう

なことがあります。 

  その社会福祉協議会とのこれからの折衝もあ

るのですが、面積的な要件はクリアできても、

例えば指導員、そういった方々の配置というこ

ともございますので、そのあたりを含めまして、

27年度に関してこれから検討をしていきたいと

いうふうに考えてございます。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

伊藤 操委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） わからないわけでもな

いのですが、やはり子育て新事業は27年度から、

これは事業化されるわけでは聞いておりますが、

しかし、やはりそういうふうな定員があるから

入りたくても入れない状況をつくっておくとい

うのは、市民から見れば余り好ましくない。入

れる人は入って、定員だから入れない。そうい

うふうな状況は、速急に対処するべきだと私は

思います。ほげんないでしょう、まず、ほげだ

と思いますか。 

  では、市長、そういうふうな市民に対して、

そういうふうなことこそスピードアップしてや

っていただければと思いますので、ひとつよろ

しく、その辺、対応を考えていただきたい。 

  続いて、成果表のページ37、これはまた福祉

バス運行事業をやられておると、その中で、や

はりこの福祉バスを利用していろんな研修、い

ろんな交流、そういうものを企画して、特にお

年寄りの方々、クラブというかそういうふうな

利用者からの話では、この間の話だったのだけ

れども、これの利用する要綱、いろいろあるか

と思います、利用者側に対して。 

  ただ、しかしながら、何かその方々が取りや

めしたという話だったものだから、何で取りや

めしたかと聞いたら、乗りおりするところが、

そのバスを１台利用するために、２カ所しかと

まれないというような話をされたと。何カ所か

とまっていただいたり乗せてもらいたいという

ようなことだったらしいんだけれども、そうい

うことはやっていないから、２カ所以上あれば

だめですよというようなことを言われたと。そ

ういうことなんですか、ちょっとその辺。そう

いうふうな要綱があるのか、少しお聞かせいた

だきたいと。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

伊藤 操委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 福祉バス

の運行につきましては、市のほうで要綱を定め

てございますけれども、委員おっしゃるように、

多分、集合場所の関係で、乗降を２カ所程度ま

で抑えていただきたいというふうなことだと思

いますけれども、そこら辺のところにつきまし

ては……（「要綱はあるの」の声あり）要綱は

ございます。以上です。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

伊藤 操委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 要綱があったからこう

なったわけだ。しかしながら、弱者というかお

年寄り、朝は子供たち、子供は元気だからお年
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寄りの方々はなかなかそういうような要綱があ

って乗降場所２カ所以上歩かなければならない。

そういう要綱は緩和しないとなかなか利用しづ

らいと私は感じたわけです。その辺の考え方は、

これからそういうふうな要綱、今までどおりで

やらせてもらうということなのか、その辺をち

ょっともう少し。できれば緩和して、やっぱり

ある程度はうちの前から乗せてやれるとか、お

ろしてやれるとか、そういうふうな利用体系を

考えられないものかなと思ったわけです。そう

いうふうな考え方はどうですか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

伊藤 操委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 私の言葉

足らずのところがありましたけれども、要綱上

で、いわゆるお迎えに行くところでの何カ所と

いうふうな規定はございません。 

  福祉バスにつきましては、いわゆる高齢者の

方でありますとか障害者の福祉団体というふう

なこともありますので、そこら辺の運用につき

ましては、今後、委託先であります社会福祉協

議会のほうと協議いたしまして、適切に対処し

ていきたいというふうに思います。以上です。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

伊藤 操委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 課長、ひとつ。できな

いことはないわけですね。それから、要綱もや

はり改正しないと、個人的なというか、そうい

うふうな団体だけということではいかないわけ

ですから、その辺もぜひひとつ。せっかく企画

して、どこそこへ研修に行くんだと張り切って

いたやさきに、そういうふうな要綱があるから

だめだと。そういうふうにならないようにひと

つ。もっと社会福祉協議会が委託されているわ

けだったら、最初社会福祉協議会のほうへやは

りそういうふうな物事をきちっともっと緩和で

きるように、ひとつこれからお願いをしたい。

要望的になるんだけれども、そういう利用者側

に立った形で運行をしていただきたい。お願い

します。 

  次に、成果表の９ページ、企業誘致対策事業。

９ページではないか。成果表のこれは何ページ

だ、企業誘致。ページ数は何ページだ。これは

後回しにします、では。98か。ありがとうござ

います。98ページだそうです。大変失礼しまし

た。98ページ。 

  この内容を見ますと、企業訪問、32社、39回、

これらの訪問先に、トップがもし顔を出されて

いるとすれば、どのくらい顔を出されておられ

るのか、わかればお聞きしたい。 

  そしてまた、ページ99の⑥、中核工業団地の

未分譲用地の購入。これは、昨年、２億円余り

で市が買い入れたという中でありますが、この

中で、⑦にもあるわけですが、こういうふうな

状況で動いていると。ただ、気になっていたの

は、ことしの３月議会において、議会の本会議

の最終日等、分譲の契約そういうふうな話が市

にあったというような我々議会に示されたわけ

でした。その後、議長、いろいろ対応しようと

したやさきに、臨時議会の開催もやむを得ない

ような状況で、そういうような話で、執行部も

わかっているかと思いますけれども、それが急

遽キャンセルになった。その辺のこれまでの経

過、それはどういうふうなのか。全然変わらな

い、何もなくなったとなれば、それも結構です

が、この経過はどうなのかお聞かせいただきた

い。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

伊藤 操委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 企業誘致対策でござい

ますけれども、１点は、企業訪問でトップが行

ったところというところでございますけれども、

やはりうちのほうとしましては、業種を決めな

がら、特にこの部門というふうなことに力点を
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置きながら企業訪問をしているところです。特

に医療機器関係とか、今のコールセンターとか、

そういったところを特に決めながら、力点を置

きながらしております。 

  トップということで、市長がどのくらいとい

うことですけれども、昨年度は、何社ほどです

か、２日ぐらいかけまして、６社、７社ぐらい

を回っております。そのほかに首都圏に、福田

の工業団地のほうに、横根山もそうですが、本

社が東京のほうにある会社がありますので、そ

のトップの方々と懇談会なども行っているとこ

ろでございます。 

  それから、工業団地の分譲で、昨年度末に購

入の申し込みがありながらやめたところが確か

にありましたけれども、その辺の経過というこ

とでございますが、昨年の３月議会の最終日に

そういう申し入れがありまして、購入したいと

いうことでしたので、ただ議決が必要な土地で

ございましたので、臨時議会をぜひお願いした

いということでした経緯がございます。ただ、

向こうのほうで土地をもう一回勘案したところ、

もう少し広い土地が欲しいというようなことで、

途中で、買い入れ申込書までいただいたのです

が、それを取り下げたという経過がございます。 

  議員の皆様方には……（「そこまではわかっ

ている」の声あり） 

  その後、ほかのところで既に団地が民間のほ

うに渡っているところがありまして、そこの物

色もちょっとその方々は考えていたような節は

ありましたけれども、成立までには至っていな

いという状況でございます。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

伊藤 操委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 課長、今の１社が契約

進展を取りやめたということに関して、あのと

きの取りやめは、あの場所は狭いと我々に説明

があったわけです。では、もっと広いところが

あるわけでしょう、あそこには分譲する用地は。

そういうのはあるということをちゃんと向こう

はわかっていると思うんだけれども、それに自

分たちの会社の見合った用地を欲しいというこ

とは当然わかるのですが、観光課長、それは、

こういう土地もありますよということを説明さ

れているんですか。そういうふうな物事を踏ま

えても、まだ、その会社が一向にそれ以後話も

何もないという今の状況だということなんでし

ょう、まず、言ってみれば。 

  どうもその辺の対応というのは、我々から見

れば曖昧というか、甘い。この辺、どうなんで

すか。課長、そういうふうなこういう土地もあ

りますよとか、そういう説明とかいろいろ会社

と話し合いをされたことはあるんですか、その

後。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

伊藤 操委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 ３月のときには、もう

その土地ということで、向こうのほうでもう決

定してきてございます。 

  その後、うちのほうとしても、あそこは

7,000平方メートルですけれども、もっと広い

土地も隣にもありますし、もう少し奥のほうに

も１万平方メートルぐらいの土地がございます

ので、そこを紹介したのですが、１万平方メー

トルぐらいとなると、今度は広過ぎるというよ

うな言い方でございます。先ほども言いました

が、民地として売買はなってしまっているとこ

ろですけれども、そこのところも9,000平方メ

ートルぐらいのところがありますのでというふ

うな紹介もしましたが、そこも何か条件に合わ

ないということで現在に至っているところでご

ざいます。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

伊藤 操委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） わかりました。そうい

う状況であるということ、経過がわかったわけ

で、押し売りするようなことはできないわけで
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すから。我々から見れば、その企業はこの団地

に、あそこに操業するという気力がない、何か

そんな感じ。今、課長のいろいろ説明しても、

話に乗ってこない。それ以上は私からは説明は

申しできませんが、そういう状況であることが

わかりました。 

  まずは、その工業団地、課長はほかの企業の

誘致で頭がいっぱいだと思いますが、その辺は

現状を大事にしていただいて、現状の今の会社

が、あそこへ５ヘクタールほど欲しいという会

社があるということで、その辺の対応をきちっ

とやってもらえればいいかなと思いますので、

ひとつよろしくお願いしたいと。 

  次に、今度は決算書のページ139、６款１項

３目、これは農地集積協力金940万円、この内

容についてまずお聞かせいただきたい。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

伊藤 操委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 この協力金につきましては経

営転換、いわゆる離農とか、別の作物に転換す

るというようなことで、農地を白紙委任という

ことで貸す方に出る協力金でございますが、面

積によって区分がございます。昨年度該当した

ものについては、0.5ヘクタールを超えて２ヘ

クタール以下の面積の経営転換あった方、これ

は１件につき50万円交付になるんですが、これ

が９件ございまして450万円。それから、２ヘ

クタールを超える白紙委任、経営転換なさった

方が１件につき70万円ということで７件、合計

しまして490万円。総計で16件、940万円という

ことで、面積にしまして35.48ヘクタール、こ

れが集積が図られたというようなことになりま

す。以上です。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

伊藤 操委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 内容的にはそうなんで

すが、これの申請者の話。そういうふうに協力

金を受けられた方々は、今課長が言われた方々

だと思いますが、これ、申請して該当にならな

かった人のお話なの。課長はわかっているか。

担当者がわかっているんだけれども、該当にな

らなかったというその内容ですね。どうも疑問

なところが出てきたんです、私なりにですよ。 

  行政サイドの担当者が、そういうふうな事業

申請に当たって、その当事者にいろいろ説明し

て書類を作成して、そして、これは国策ですか

ら農林省、それらの出先機関、今そういう出先

機関は酒田にあるところで、そこで受理されな

かった方が出てきている。そういう行政担当者

が綿密に事を運んでやったにもかかわらず、認

定されなかった。それでこの協力金というもの

を活用することができなかった。それは、どこ

に原因があるのかなということ。その辺の状況

は課長の耳に入っているか、入っていないか、

ちょっとお聞かせいただきたい。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

伊藤 操委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 これは、後ほど事後報告を受

けた案件でございますけれども、この経営転換

協力金、いわゆる農地集積協力金につきまして

は、面積によって先ほど申しましたように３区

分になっているというようなことで、その面積

の積み上げのところの段階で、筆漏れかなんか

したのかと思われますがランクが１つ落ちたと

いうふうなことで、その差額の部分については、

大変申しわけないですが返還いただきたいとい

うふうなケースの報告を受けております。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

伊藤 操委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 時間もあと１分。 

  そういう状況はやはり好ましくないのよね。

担当者が対応してそういう状況が起きるという

ことはですよ。これはできたことであるわけで

すから、今さらどうしようと言っても、やぶさ

かではない。そういうところで行政業務をきち

っとやっている人が、そういうふうな説明をし
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て、そして、国のほうでも県のほうでも連絡を

とりあってやって、そして、そういうふうな認

定がならなかったと。これは非常に当事者から

見れば、納得、理解がされない。ぜひひとつそ

ういうことにならないようにしないと、きちっ

とした対応をお願いをして、私の質問を終わり

ます。 

伊藤 操委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、歳出についての質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論の通告があり

ますので、討論の発言を許可します。 

  初めに、認定に反対討論として佐藤悦子委員。 

   （１番佐藤悦子委員登壇） 

１ 番（佐藤悦子委員） 平成25年度一般会計決

算に反対討論を行います。 

  初めに、評価すべきと考えた点についてお話

しします。 

  国民健康保険への法定外繰り入れ、約１億

1,000万円で２年連続の増税を抑えたというこ

とです。 

  また、市民の仕事をふやす住宅リフォーム総

合支援事業に取り組んできたということです。

これは、事業費が13倍にもなりまして、経済波

及効果が抜群でした。 

  また、生活道路の排雪への補助費、わずかで

ありますが、始まっているということです。 

  あと、不妊治療費への助成、また、高齢者肺

炎球菌予防接種の一部助成、小中学校図書館に

延べ14名職員を配置して図書館の活用を図った

こと、また、学校の耐震化の前進、あと、市有

施設の耐震化を目指して泉田保育所へ耐震化し

たこと、再生可能エネルギーの導入、福祉灯油

などです。 

  また、市三役の独自削減に加えて、総務省か

らの要請を受けて7.5％を削減したこと、あと、

平成26年春に泉田保育所を改善して、３歳未満

児受け入れをふやしていただいたことなど、関

係各位に本当に敬意を表したいと思っておりま

す。 

  次に、反対の理由を述べます。 

  １番として、福祉施策のおくれを改善すべき

ではないかということです。25年度の決算にお

いて、実質公債費比率12.4％に改善されました。

財政の改善の理由は、人件費の削減、１億

8,900万円の削減と維持補修費１億円減と、市

民への負担増と、特別徴収などの収納努力、そ

して市独自の福祉施策の抑え込みによるもので

はなかったかと思います。 

  年金も下がり、長引く不況で家計が低迷して

いる市民にとって、24年度から、国民健康保険

税は15.54％１人当たり増税になり、介護保険

料も25％引き上げ、後期高齢者医療保険料も引

き上げ、年少扶養控除の廃止、特定扶養控除の

範囲の変更で、住民税の子育て世代への増税。

こうした増税の結果、税や税外負担金の未納の

方が低所者に多い現状が続いています。経済的

に厳しい方へ手を差し伸べる市独自の福祉施策

が財政再建の中でも削られて、福祉タクシー券

や、はり・きゅう・マッサージ補助金など、郡

内町村と比べてもかなりおくれております。３

歳未満児の認可保育所への待機児童が年度当初

ゼロでありましたが、途中入所希望によって最

高時17人にまで待機児が膨れ上がっておりまし

た。低賃金、不安定雇用で働く若い子育て世代

が安心して預けられるということから、認可保

育所への需要が多くなっていると思います。 

  ２つ目の反対の理由は、学校給食などの民間

委託や保育所の民営化、指定管理制度というの

は、働く人の貧困化を招くということです。民

間委託や指定管理を市の直営に戻すことも検討

すべきだと思います。働く人の待遇改善は、市

民や子供の命を守ることにつながります。 

  例えば学校給食の地産地消についてですが、

これはふえているとのこと、これは関係者の真
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剣な努力のたまものです。さらに、食の教育と

して、地産地消50％以上になるよう頑張ってい

ただきたいと思います。子供のアレルギー増加

は、調査結果で、輸入食品の増加と一緒になっ

てふえております。狂牛病、Ｏ157、中国の冷

凍ギョーザ事件、チキンナゲットの肉問題など、

輸入・加工食品の安全性が問題だと指摘されて

おります。おいしくて安全な学校給食は、素材

から手づくりのできる条件を守らなければなり

ません。輸入食品や冷凍・加工食品ではなく、

地産地消の食材で心を込めた手づくりのできる

学校給食を守り、発展させていくことが重要に

なっていると思います。献立作成は市の栄養士

ですが、調理師が手がかけられないとか時間が

足りないとなれば、手づくりができないのです。

農家と給食をつなぐ専門家の配置も重要と思い

ます。 

  ３つ目の反対の理由は、職員の給与カットで

あります。これと、正職員数をもっとふやすべ

きだという点です。 

  総務省からの要請によって、平成25年７月か

ら平成26年３月まで、職員の給料を１人当たり

月２万4,400円減給しました。国や市の財政難

のためという理由でありましたけれども、私は、

この財政難の理由は、公務員にあるのではない

と考えます。庶民には増税をしながら、大企業

には法人税減税などの大盤振る舞いをしており

ます。その結果、消費税導入前と現在を比べま

すと、国は10兆円以上の税収が減っております。

そして、財政難で社会保障の財源も枯渇してし

まっているのです。公務員も庶民の１人であり

ます。賃下げと増税、社会保障の削減で個人消

費が落ち込み、市経済に回るお金が減り、税収

減へとつながっていく悪魔のサイクルを、行政

みずからつくることになっていると思います。 

  また、正職員について、平成25年度は15人の

退職者でした。新規採用は12人でした。平成26

年４月１日現在では290人の正規職員でした。

そのほかの職員を見ますと、嘱託職員は100人、

日々雇用職員は70人、再任用職員が、新たに７

人ということです。再任用職員については、お

聞きしましたら、週31時間勤務、正職員という

扱いですが、定員管理上の正職員には入ってい

ないということです。しかし、退職したベテラ

ン職員なので、大変仕事はできる。市にとって

も大変助かっているという話でした。 

  臨時職員について相変わらず大変多くて、こ

れをふやして仕事をカバーして全体の人件費を

抑制しているという状況です。行財政改革の計

画では、平成25年には300人としていたんです。

退職者が計画を上回っております。仕事量はふ

えております。それなのに人が減り、一人一人

の責任が重くなり、長時間労働になり、心身を

壊す状態にならないのか心配です。臨時職員で

は、家族を持つ展望を持ちにくいです。正職員

をふやして安定して働けるようにすべきだと考

えます。公務を支えているのは人です。その専

門性は、担い手である労働者の知識、経験とし

て蓄積されております。そして、職場内訓練な

どを通して長期にためていかれるものです。あ

えてそれを中断させることは、税金の無駄遣い

です。公務の質を維持向上させるためには、そ

の担い手が誇りを持って安心して働き続けるこ

とのできる賃金、労働条件が必要だと思います。 

  ４つ目の反対の理由は、小中一貫教育の推進

と標準学力テストの拡大の問題です。小中一貫

教育ではなくて、緩やかな小中連携にとどめる

べきだと考えます。小中一貫校での４・３・２

体制では、小学校高学年としての活動が保障で

きません。４年生でリーダーをと言いますが、

４年生ではリーダーとしての活動はできないと

いうのが現場の声です。大規模な小中一貫校づ

くりを進めた品川区では、15年間で不登校がふ

え、いじめがあると子供から訴えがあったにも

かかわらず、先生方が忙し過ぎて対応ができな

くて、結果、同学年で３人も子供の自死が起き
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ています。いじめなど問題があれば、先生方、

子供、保護者のみんなで知恵を集め、時間をか

けて話し合うことが必要です。小中一貫校の教

育効果は検証されておりません。小学校をなく

す方向ではなく、小学校として守り、小学校を

充実させる方向を目指すべきだと思います。 

  また、標準学力テストは、到達度をはかるの

ではなくて、偏差値でほかとの比較をして競争

をあおるものです。小学校２年以降全学年に実

施が平成24年度から拡大されました。これは、

先生と子供を縛り、テスト対策中心のつまらな

い学校に追いやるものになるのではないかと心

配です。授業改善やおくれた子供への補習がで

きるよう、子供と先生がじっくりとかかわれる

環境づくりに、教育委員会としては力を入れて

いただくようにお願いしたい。そして、子供た

ちが勉強って楽しいなと言って喜んで行くよう

な学校に、ぜひしていただきたいものだと思い

ます。 

  ５つ目の反対の理由ですが、好転した財政は、

市民の家計を温める施策に生かすべきだという

ことです。財政調整基金は、25年度末、２億円

ふえて約17億4,500万円、土地開発公社の現金

預金は約１億8,900万円もあります。国保税や

介護保険料の引き下げ、利用料などの減免制度

の充実、福祉の充実、住宅リフォームの拡充な

どを進めていただきたいと思います。また、わ

らすこ広場の利用料や老人福祉センターの利用

料、市バスの料金について、引き下げなどで子

育て世代や高齢者に少しでも温かい施策の充実

を望みます。 

  ごみの資源化率74.9％という鹿児島県志布志

市では、１人当たりのごみ処理費用が年間

8,071円、これは2011年度でありまして、全国

平均の半分です。その理由は、莫大な経費のか

かる焼却炉がないからです。全国平均のごみ処

理費用と比べて２億7,000万円節約できている

ために、産業や福祉、教育に予算が回せるとの

ことでした。ごみ問題、将来、環境と命と資源

問題を引き起こすものです。持続可能な地域を

子供に残す課題として、ごみを出さない社会の

仕組みづくりが求められています。焼却ではな

く、減量・資源化を目指していくべきだと考え

ます。 

  以上、反対討論を終わります。御清聴ありが

とうございました。 

伊藤 操委員長 認定に賛成討論として、遠藤敏

信委員。 

   （１４番遠藤敏信委員登壇） 

１４番（遠藤敏信委員） 平成25年度新庄市一般

会計歳入歳出決算の認定につきまして、賛成討

論を行います。 

  本市の財政につきましては、平成16年度から

スタートした財政再建計画とそれを受け継いだ

財政再建プランの計画期間である25年度までの

10年間において、私ども議会といたしましても

一丸となってその健全化を進めてまいりました。 

  計画期間の最終年度としてのこのたびの決算

の成果を見てみますと、財政再建に対して早く

から市を挙げての取り組みを続けてきた結果が、

実質公債費比率や将来負担比率の大きな改善に

あらわれてきていると思います。 

  決算総額については、前年度との比較におい

て歳入歳出ともに大きく伸びております。これ

は、25年度より校舎建設が本格化した小中一貫

教育校建設事業や新庄中学校体育館改築を初め

とする小中学校耐震改修事業の実施が主な要因

になっているものと思います。 

  なお、歳出面においては、財政の硬直化の原

因とされてきた義務的経費のうち人件費の職員

給は着実に減少しており、また公債費について

も、起債の継続的な抑制によって減少している

ことから見ても、財政健全化の土台はますます

しっかりと築かれてきているものと思われます。 

  また、放課後児童対策の拡充や子供の多い世

帯の保育料負担の軽減を初めとする地域の子育
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て支援事業を中心とした福祉施策の展開や、予

防接種事業の拡充を初めとする市民の健康対策

の展開は、市民が安心して暮らせるまちづくり

を進めるために極めて重要なものでありました。 

  そのほか、農業関係における園芸や畜産等の

経営基盤の育成と確立に資する事業展開や、商

工観光関係における交流人口の拡大や市内立地

企業への支援を初めとする市内経済活動活性化

のための取り組み、そして教育においては小中

一貫教育の推進や施設環境整備など、幅広い分

野での事業の展開が図られております。 

  さらに思い起こせば、この冬も４年連続の大

雪でありましたが、除排雪に係る業務などを効

果的に実施されたものと認識しています。 

  このように、喫緊に対応しなければならない

多くのことをも含めながら、平成25年度も実効

性の高い経費として支出されたものと思います。 

  このように、平成25年度決算は財政の再建計

画のもとでの最終段階において、これまでの市

を挙げての継続的な努力が大きな成果としてあ

らわれ、今後のより安定した財政運営へのきっ

かけとなる決算として大変意義深いものがある

と思います。 

  しかしながら、国においては地方交付税を抑

制していくという方針を示しており、加えて市

税収入の先行きが不透明な状況の中で、今後の

財政運営においては、歳入の安定確保が大変大

きな課題になってくるものと思われます。私た

ちのこれまでの努力を無駄にせぬよう、健全な

財政運営に細心の注意を払うとともに、事業の

的確な企画とその執行によって、市勢の発展、

そして市民生活向上の期待に応えられることを

切に願い、今般決算の賛成討論といたします。

よろしくお願いします。ありがとうございまし

た。 

伊藤 操委員長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 ほかに討論なしと認めます。よ

って、討論を終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第55号平成25年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定については、反対討論がありまし

たので起立採決いたします。 

  議案第55号について、原案のとおり認定する

ことに賛成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

伊藤 操委員長 起立多数であります。よって、

議案第55号は原案どおり認定すべきものと決し

ました。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

    午後０時００分 休憩 

    午後１時００分 開議 

 

伊藤 操委員長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案第５６号平成２５年度新庄市

国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

伊藤 操委員長 次に、議案第56号平成25年度新

庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  なお、本件を含む特別会計につきましては、

歳入と歳出を一括して質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算書の192ページの

１の１収入未済額２億8,244万円が載っており

ます。これに関してです。成果の138ページの

５の（２）資格証明書36世帯というのがありま

すが、この理由、そして、それらの方々の状況

についてお聞かせください。 
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荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

伊藤 操委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 ただいまの御質問、主要施策

の成果の138ページ下段、被保険者証の資格証

明書の交付されている世帯についてということ

です。 

  国民健康保険税未納の方への対応ということ

で、資格証明書、それから短期被保険者証とあ

りますが、資格証明書につきましては、国民健

康保険税のいわゆる未納のある方について交付

している状況でございます。 

  その未納の方につきましては、税務課も健康

課のほうでも納付できないかという、いろいろ

な納付するような方向での相談を受けながら対

応しておりますけれども、資格証明を受けてい

る方々につきましては、未納されていて、そし

て、さらにその未納の相談等も行わないような

方、何の音沙汰もないような方についての資格

証として交付しているものであります。以上で

す。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 県立病院では、10割負

担の方が20人弱おられたということでありまし

た。病院にかかる方には保険証を出すというこ

とを聞いておりますが、そういう立場になかっ

たのかどうか、お願いします。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

伊藤 操委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 県立新庄病院かと思いますが、

新庄市民かどうかはちょっとよくわかりません

が、私どものほうでは、基本的に、やはり市民

の生活、健康、そういったことを勘案しながら

国保運営等を行っておるわけでございます。 

  したがいまして、先ほども言いましたように、

いろいろな形での納税相談やら、あるいは健康

状況時の相談等を加味しながら被保険者証の交

付を行っている状況でございます。その県立病

院のいわゆる10割負担の方がどういう方々かと

いうのは、特に私のほうでは情報としては聞い

ておりませんので一概には言えませんが、相談

を受けながらいろいろな形で対応していくとい

うのが、私たちの基本的なスタンスです。よろ

しくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） だとすれば、県立病院

と連携も必要なことではなかっただろうかと思

います。県立病院で10割負担になった方が20人

弱おられるということは、やっぱり保険証がな

い方々で、しかし、病院にかからざるを得なく

て行ったという結果、そうなっているんだろう

と思います。市町村のほうでは、病院にかかり

たいという申し出があれば保険証を直ちに出す

と、今まで伺っております。その姿勢が変わら

ないのであれば、県立病院のケースワーカーと

か、県立病院の事務とも連携しながら、もし新

庄市民でありましたら、市役所のほうに相談に

来てくれとか話を聞きに行くとか、そういう対

応も必要だったのではないかなという気がする

のですが、どうだったでしょうか。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

伊藤 操委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 県立新庄病院のケースワーカ

ーとか、御相談とかあれば対応しているかとは

思いますが、ただいまの事例についての私への

報告等をちょっと耳にしておりませんので、今

後そういったことがないような、新庄市民とし

て起こらないような形での連携をとっていくよ

う、担当の者にも話をして、市民の健康管理、

そして国民健康保険あるいはさまざまな医療費

関係で滞りなくできるようななるべく方策をと

れるよう、いろいろ連携をとっていければとい

うふうに思っております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 
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１ 番（佐藤悦子委員） 次に、審査意見書の31

ページ、25年度分の税未納805世帯、未納額

7,828万円についてです。これを平均未納額を

出してみましたら、１世帯９万7,000円であり

ました。未納世帯の所得の平均額についてどう

だったか、お聞かせください。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 未納世帯の所得の平均額とい

うことでございますけれども、所得の段階別の

未納者等については把握してございますけれど

も、全体の平均額ということについては、把握

してございませんが。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） では、その段階の所得

ごとに何人ぐらいずつ、この所得に何人という

のがありましたら、教えていただきたいと思い

ます。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 これは私ども税務課のほうで

のあくまでも所得区分によって出した数字でご

ざいますけれども、所得額ゼロという段階が

18.84％ございます。それから、50万円未満が

12.81％、それから、50万円から80万円未満ま

でで9.61％、この部分だけで全体で41.26％と

いうふうになってございます。 

  それから、そのほか、それ以上の部分なんで

すが、一つ一つ申し上げませんけれども、100

万円から300万円未満、この段階が全体を通し

ての一番高い率になってございまして、286世

帯、35.22％という数字になってございます。

以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ただいまお聞きしてみ

て、所得が決して豊かでない、所得ゼロの方な

ども多いし、また、100万円から300万円未満と

いっても、これらの方々の中の未納というのは

家族がおられるだろうというふうに推察されま

すし、そういう方々の未納世帯、未納金額が平

均９万7,000円ということで、やはり国保税が

高過ぎる。これは値上げする前では、今回の今

年度に比べれば少ないかもしれませんが、それ

でも高過ぎる状態がこういうことになっている

んじゃないかなと思います。 

  次、決算書の193ページの３、国庫支出金の

収入済額は11億1,041万円とありました。収入

に占める割合は、成果表の136ページを見ます

と、25.1％でありました。 

  国庫支出金の伸び率は4.72％の伸びで、伸び

たかと思いきや、保険給付費の伸びを見ると

5.68％でありました。これは、保険給付費のほ

うが伸びが大きいのに比べて、国庫支出金の伸

びが小さいということで、これはなぜなのか、

お願いします。 

伊藤 操委員長 暫時休憩いたします。 

 

    午後１時１２分 休憩 

    午後１時１５分 開議 

 

伊藤 操委員長 休憩を解いて再開いたします。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

伊藤 操委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 国庫支出金と、それから療養

費の関係ということでの御質問かと思います。

国庫支出金についてですけれども、療養費と連

動するような形で直につながっているものでは

ないということです。介護のほうにこの支出金

が回ったりするものですから、必ずしも療養費

と同じようになるということではないというこ

とで御理解いただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。そうい
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うことかもしれないとは思って、聞いてしまい

ました。 

  では、次に、25年度の独自施策をする自治体

に、国のペナルティーがあるということを何度

も聞いたような気がしますが、25年度における

市独自の施策に対する国のペナルティー金額、

本来は来るんだけれども、市が独自に施策をし

ているのを国は許さないといって国庫支出金を

減らしていると聞いていますが、その金額は幾

らぐらいになると考えておられるのか、わかっ

ていたらお願いします。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

伊藤 操委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 市町村の独自施策によって、

新庄市の場合ですと、子供方の医療費の無料化

とかいろいろやっておるわけでございますが、

国のほうで、そういったことをやると医療費が

余計にかかるんじゃないかということで、単純

なその規模の割合でパーセントを掛けて減らし

ているわけなんですけれども、試算をしてみま

すと、過去５カ年平均で大体3,500万円ぐらい

の減額、１年当たりですね、なっているという

ような状況です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） この国庫支出のあり方

について、私はもっとはっきりした立場で、市

町村などで言わなければいけないなと感じてお

ります。国民健康保険の目的は社会保障である

というふうに、1959年以来の国民健康保険法第

１条で、はっきりと書かれてあります。これは

変わっておりません。戦前からあった国民健康

保険法は、相互扶助の共済というふうに書いて

ありまして、国の責任はない、社会保障という

言葉もなかったんです。しかし、国民健康保険

の今の一番大事な法律では、社会保障だとはっ

きり書いてあるんです。ほかの医療保険に加入

できない全ての方を被保険者にしております。

ですから、保険税や医療費が払えない人を必ず

抱え込むということは、最初からわかっており

ました。 

  憲法第25条では、国の責任でというふうにも

いっております。社会生活保障、すなわち社会

保障の責任は国にあると、これは憲法でも国民

健康保険法でも書いてあります。医療を受ける

機会の不均等や疾病が貧困の最大の原因である

ことが、当時から指摘され続けています。これ

は、1956年の社会保障制度審議会による勧告で

もそう述べられております。払えないほどの国

保税をつくった原因は、国にあるんです。国庫

負担をふやしたのは当然と思いますが、このこ

とについてどう考えておられるか、お願いしま

す。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員に申し上げます。

この場は決算特別委員会でございますので、質

問の趣旨をもう少し縮小していただけますよう

お願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） という意味で、市長を

先頭に国庫負担をふやせと、そして国の責任で

はないかということを言って、国庫負担を大幅

にふやして、市町村である国保会計を落ちつい

てやれるように、国保税を上げなくてもやって

いけるようにすべきではないかということを言

っていただく必要があると思いますが、25年度

におけるそれらの運動といいますかそういうよ

うなことについて、教えていただきたいと思い

ます。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

伊藤 操委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 国保事業としましては、国民

健康保険の被保険者の健康を守るというんでし

ょうか、病気になったときとかの健康あるいは

回復を目指した保険事業でありますけれども、

佐藤委員がおっしゃられます国の支出金の削減
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等については、多くの市町村でそれぞれの独自

の事業として、子供方の無料化とかいろいろや

っておるわけですので、その分についてのペナ

ルティーということはないようにということで、

市長会など、あらゆる方面で、私ども市町村の

集まりのときなども含めまして、いろいろ国の

ほうに要望するような形で毎年対応させてもら

っております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ということで、国民健

康保険に関しては、一番責任があるのは国だと

いうことをはっきりと認識していただき、相互

扶助ではないんだと、あくまでも国の責任で、

足りないところを市町村でやらざるを得ないと

いうことがあるんだと思います。 

  そういう意味から、市独自の減免の申請がな

かったと聞いておりますが、それはなぜなのか、

どうお考えになったでしょうか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 国民健康保険税減免がなかっ

たというようなことについてですが、誤解なさ

らないようにちょっとお話ししておきたいんで

すけれども、一応市の独自減免制度、これは国

の制度に基づいて行うものですが、それにより

ますと、例えば服役によるもの、それから社会

保険から離脱した場合の扶養の関係、こういっ

たものでの減免というのはございます。 

  ただ、佐藤委員が常日ごろおっしゃっている

ような、所得激減による減免というのはなかっ

たというふうなことでございます。 

  その理由ということでございますが、これま

でそういった制度があるということを十分周知

してこなかったという面も確かにあるかと思い

ます。ただ、これは今年度の話になりますけれ

ども、いろいろ御相談にいらっしゃった方々が

最初におっしゃるのは、もし納められない場合

ですけれども、何とか延ばしてもらえないかと、

ちょっと待ってもらえないかというふうな話に

なります。ここから入ります。まけてくれ減免

してくれというふうな話からは、なかなか入ら

ないと。いろいろお話を伺っていると、減免対

象になる可能性のある方、こういった方々につ

いては、そういう制度もあるというふうに教え

なさいと、私のほうから職員に指示しておりま

したけれども、なかなかそういう方向に進むと

いうことを承知される方が少なかったというこ

とでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 職員の立場から、困っ

た方に可能性がある方には教えていこうという

そういう姿勢というのは、本当にありがたいこ

とだなと思います。市民には手をとって、こう

だよとまでしてあげないと、なかなか自分のこ

ととして捉えられないと思いますので、丁寧に、

可能性があるかもしれないといったら、こうな

るこうなるこうなるまで、先もわかるぐらいま

で示して、できるだけ使える方には使っていた

だくように指導をお願いしたいと思います。終

わります。 

伊藤 操委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

伊藤 操委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） 私からは、204ページ

にある２款の保険給付費について質問させてい

ただきます。 

  この部分は、毎年、エレベーターの上りだけ

のやつと同じで下りがない。毎年これはふえて

いっているわけです。24年度と比較すれば、成

果表の中の136ページにありますように5.68上

がって、金額が１億4,600万円増になっていま

す。それで、監査の意見書の中には18ページを

見ると、所帯数が当然減ってきているわけ、

218減、被保険者数が660人減、診療件数も同じ
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三角がついて3,874減になっているのですが、

１人当たりの療養また給付費が、前年度よりも

１人当たりで療養費で３万円ですね、給付費で

３万2,861円と、こういうふうに上がっていっ

ております。 

  この現況が、国保税を非常に窮屈にして、今

年度においては11.8ですか、保険税を上げざる

を得ないような状況になった。どこからも給付

されない、補助金も何もない、市独自の自主財

源でこれをカバーしていく方法しかないわけで

す、今のところね。 

  ですから、これは給付を下げる方法を講じな

ければならない。これは自治体に任せられてい

るわけです。だから、この保険税の中の事業計

画をがっちりやらないと、これが下がっていか

ないとの中身を見ますと、何をやってきたかと

いいますと、毎年同じようなことを繰り返して

いる。成果書140ページ、被保険者の健康づく

り推進事業と記されていますが、ここはずっと

見ていきますと、毎年同じような事業展開をや

っているわけです。それでもってこの事業をや

っても給付費が下がっていかないということは、

今までやってきたことが余りよろしくないと言

わざるを得ない、私から見ればですね。 

  ですから、新しい何かこの下げるべき事業を

見つけていかなければならないと、私は思うん

です。その辺の原因をつかまえているかどうか、

まず、課長のほうから、つかまえていたら、ど

うしてふえたかという原因です。人口は毎年減

っていっているわけです。年間に四、五百人は

人口減っているんです。その状況でこういうふ

うに給付費、要するに１人当たりの給付額が保

険医療費が上がるというのはどういうことかと

いうことを、考えたことがありますか。何かか

んかデータから拾って、これではというのがあ

りましたら言って、なかったらいいです。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

伊藤 操委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 ただいまの新田委員からの御

質問、全国保険者の課題といいましょうかそう

いったところで、私どものほうでも、いろいろ

国民健康保険の特別会計として課題あるいは苦

慮している、心配している部分でもございます。 

  医療費につきましてでございますが、被保険

者も減っていると、そして診療件数も減ってい

ると、そういった中でなぜ医療費がこんなに伸

びるのかという御質問ですけれども、医療費に

つきましては、いろいろ分析をしております。 

  特に平成25年度につきましては、２つほど大

きな理由がございます。25年度の上期、春にで

すけれども、医療費、療養費等の請求の内容を

見てみますと、過年度分の請求が非常に昨年度

当初多かったということがあります。なかなか

診療等の結果が来るのがおくれてしまって、過

年度分請求が春先多かったということ。それか

らあと、新田委員も大体想像できるかと思いま

すが、医療技術が進歩したということで１件当

たりの医療費がかかるようになったと。特に昨

年あたりを分析してみますと、人工関節といい

ましょうか、膝のほうの治療とかそういったと

ころで結構伸びたなというふうな実感がござい

ます。それら医療費がふえていく。これから当

然医療技術もどんどん伸びていくでしょうし、

ますます長生きできるような世の中になってい

くだろうということを考え合わせますと、医療

費を減らすその大きな要因として考えられるの

が、やはり健康でいると、健康を推進していく

ということかなというふうに思います。 

  それで、この主要施策の成果で毎年同じよう

なことをやっていると言われれば、確かに毎年

同じように、市民の健康を思って事業を進めて

おるわけですが、昨年から、一人一人の意識を

改めてもらうこととあわせまして、地域での健

康に関しての関心を持っていただいて健康づく

りからの地域づくりということで、いろいろみ

んなで声がけをし合ったり運動をしたり楽しく
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食事をしたり、１人きりにさせないような地域

づくりを進めていくというリーダーづくりとか、

あるいは、ことしはモデル事業として行ってお

りますけれども、そういったことで地域の中で

の健康づくりというものを意識してもらいなが

ら、なるべく病院にかからないで済むような健

康な体を維持していけるようなということでの

事業展開も進めております。また来年度も、さ

らにその内容を濃くしながら進めてまいりたい

というふうに思っております。以上です。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

伊藤 操委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） 今、課長のお話を聞き

ますと大体わかるのですが、このやり方が悪い

んじゃないですよ、やり方はいいんですけれど

も、広がりが足らない。ですから、効果があら

われてこないというふうに私は見ています。ち

ょっと中途半端なんですよね。例えば、新たに

去年から、「こつこつ体操」とかというような

取り入れましたね、各公民館に。あれは大変い

いなと思って私は見ていましたのですが、参加

者の少ないことと、期間が余りにも短い、短期

間である。これはやはり１年間を通してやる事

業でなければ、成果があらわれてこないと私は

思うんですよ、こういうことは。短期間で２カ

月や３カ月やったって、効果が出るなんていう

ことはあり得ない。 

  ですから、もう少し幅を広げて、間口を広げ

て、期間も広げていくと。通年でやらないと、

こういうものは余り効果が出てこないというの

が言えるんじゃないかなというふうに思います。 

  それで、だめだだめだではなくて、こうした

らどうかという提案を、今回、きょう一つ申し

上げます。研究してください。 

  ゆうべ、テレビを見た人いますかね、「ため

してガッテン」。見た人いますね。いるはずで

す。私は偶然にテレビをつけてみたら、それを

やっていまして、これと言って関心を持ってず

っと最後まで見ていました。長野県松本は日本

一の長寿県です。松本ではなく、長野県が長寿

県です。その松本市でやっている事業、「イン

ターバル速歩」と言っていました。テレビで見

ています。これは、ただ歩くだけです。インタ

ーバルですから、同じテンポでなくて、速く歩

いたり遅く歩いたりいろいろやって、終わった

後には牛乳も飲むんです。それが効果があるん

だと、要するに筋肉をつくっていくんです。そ

の筋肉がどういうふうな作用をするか。筋肉を

いっぱい持った人が、いろいろな病気に対応す

るだけの力を形成することができるということ

なんです。リンパ球がふえるということでした。

リンパ球は、病気になろうとするものを抑える

んだというふうな医者の説明がありました。こ

れを相当その松本では一生懸命勧めているとい

うことを言っていましたので、もしできれば、

課長が職員を連れて、自分で行かなくてもやっ

てもいいから、研修なさったほうがいいんじゃ

ないかなと。いいことは早くまねたほうがいい

です。さっき言っていましたのですが、一人一

人が健康に気をつけて、自分の体の健康状態を

長く保っていくという努力をすれば、この給付

費が絶対下がると私は確信しています。 

  同じことを何回も何回も繰り返して言ってい

るのですが、それの方向性がちょっとまだ見え

てこないので、くどいようですが何回も同じこ

とを質問しているわけなんです。何とかしたい。

保険税をこれ以上上げたくないと私は思うんで

す。皆さんだって相当高い健康保険料を、33万

円どころではなくて年間払っているでしょう、

保険税。それは当然ですけれども。なるたけ下

げたいですよね。下げるというよりも、健康で

あったほうがいいわけでしょう、病気にかかる

よりは。同じ思いが、みんな市民全員が思って

いると思うんです。ですから、それをそういう

ふうな方向に向かせるような事業を計画して、

みんなを引き出すというふうなことを考えてい
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くべきじゃないかと思います。この松本へぜひ

行ってもらいたいです。ただ歩くだけです。何

も道具は要らないんです。場所も要らないし、

道具も要らないし。みんなも歩けばいいんです。

その歩き方があると思うので、その辺を研修な

さったほうがいいんじゃないですか。 

  財政課長、その旅費を出してやってください。

絶対これは効果がありますので。そうでないと、

また苦しくなります。また健康保険税を上げな

ければならないです。給付費が上がっていって、

また一般会計から歳出しなければならないです。

これは黙っていると間違いなく上がっていくか

ら。やっぱり震災の仮設住宅に入った人がみん

な病気になっていったでしょう、動かないから

です。黙って住宅に入りっ放しだから、ああい

うふうな現象でみんな病気になっていくんです。

そういうことですので、どうですか、やる気あ

りますか、どうでしょう。 

伊藤 操委員長 新田委員に申し上げます。ただ

いまの質問は、本決算の質疑と違うと認めます

ので、この件に関しての答弁は必要なしと判断

させていただきます。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

伊藤 操委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） これは、いいですか、

来年度の予算に向けた審議なんです。これを生

かしていかなければならない。私は、来年の予

算にそれを入れてくださいと言いたいから言っ

ているんです。関係ないわけではないの。重要

なことなんです。ただ決算の結果を見ればいい

んじゃない。予算に反映していくんですよ、こ

の決算というのは。おかしくないんです、そこ

の内容は。 

伊藤 操委員長 新田委員に申し上げます。再度、

答弁は必要なしと判断いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第56号平成25年度新庄市国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第56号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第５７号平成２５年度新庄市

交通災害共済事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

伊藤 操委員長 次に、議案第57号平成25年度新

庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 



 - 214 - 

伊藤 操委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第57号平成25年度新庄市交通災害共済事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第57号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第５８号平成２５年度新庄市

公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 

 

伊藤 操委員長 次に、議案第58号平成25年度新

庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第58号平成25年度新庄市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第58号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第５９号平成２５年度新庄市

農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

伊藤 操委員長 次に、議案第59号平成25年度新

庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第59号平成25年度新庄市農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第59号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第６０号平成２５年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 
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伊藤 操委員長 次に、議案第60号平成25年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第60号平成25年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第60号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第６１号平成２５年度新庄市

介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 

 

伊藤 操委員長 次に、議案第61号平成25年度新

庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 成果表でいかせていた

だきますが、151ページの４で、介護老人福祉

施設が載っています。ここで前年比99.2％とい

うことですが、特別養護老人ホームかなと思っ

ていますが、この待機者の状況はどうだったで

しょうか。 

  また、特別養護老人ホームも含めて、ヘルパ

ーの人手不足が心配されていると聞いておりま

すが、どういう状況だったか。手だてなどもあ

りましたら、お願いします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

伊藤 操委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 最初に、

特別養護老人ホームの待機者というふうなこと

ですけれども、毎年10月に調査しております。

その中では、各施設に申し込みというふうなも

のがございますので、例えば、新庄市内とか真

室川とかに３カ所、４カ所に申し込んでおられ

る方もいらっしゃいます。また、申し込んでお

いて、別の特養に入ってしまっているというふ

うな方もおりますし、中にはお亡くなりになっ

ているというふうな方もいらっしゃいますので、

そういったものも引きますと、178名というふ

うなことになってございます。 

  ただ、この178名につきましては、現状の中

で仮に悪くなったら入りますみたいな形で、実

際に今特養のほうの待機状況を見ますと、結構

申し込んでからすぐ実際に入っているというふ

うなところもございます。新たに「かつろくの

里」のほうで80床の特養が来年早々にオープン

する予定ですけれども、そちらのほうのところ

を期待しているところでございます。 

  また、介護人材につきましては、昨今のいわ

ゆる一般の企業も含めまして求人状況がよくな

っているというふうなこともありまして、なか

なか人も集まらないというふうなところも聞い

てございます。ただ、現状で人員不足になって

いるというふうなところは余り聞いていないと
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ころでございますので、順調に雇用を行ってい

るものと考えております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算書の253ページ、

収入未済額1,196万5,973円で、続いて審査意見

書の32ページには、25年度、198人、未納者の

数が載っていました。そこで金額について見ま

すと、25年度ですね。金額、25年度は693万

4,253円ということで、これを計算してみたり

しますと、１人当たり３万円余りなんです。 

  ということは、介護保険料第１段階、第２段

階が３万円と800円なんです。これに匹敵する。

つまり、ほとんどこれに該当するような平均的

な人たちが、年金から天引きできないとされて

いるような理由から、払わない、払えないこと

になっているわけなんです。そういう意味では、

介護保険の保険料の未納の方々の状況は、貧困

な高齢者ではなかったか、どうでしょうか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 ただいま、平均した結果が第

１段階、第２段階レベルだというふうなお話が

ございましたけれども、いろいろ滞納といいま

しても、一部の納付が進んでいるという方も含

めましてこの数字になっているというようなこ

とでございますので、必ずしもそれと一致する

ということにはならないかというふうに思って

おります。 

  それで、介護保険料の25年度の滞納者数につ

いて、198名というふうなお話がございました。

その中で一番少ない率の段階といいますと、介

護保険料は第１段階から第８段階まであるわけ

ですが、やはり最高の第８段階が一番低い率で

ございます。第８段階に所属される普通徴収の

方々のうちの5.43％だけでございました。 

  それから、一番所得の低い階層といってよろ

しいかと思うのですが第１段階、これがどうか

といいますと、普通徴収の総数が33名に対して

滞納している方は４名、率にしまして12.12％、

各８段階の中で２番目に少ない層になっていま

す。 

  残りの部分ですけれども、残りの部分は最低

でも16.30％から最高は34.22％、このくらいの

方がそれぞれの段階の中で滞納者になっている

というふうな状態です。今申し上げました数字

の中で一番大きかった数字、34.22％というの

が第２段階に属します。ただ、そのほかの段階

につきましても、例えば第３段階は29.41％、

第４段階が25％、第６段階、これは基準の段階

ですけれども、これが25.86％ということで、

各団階に満遍なくといいますか、それなりの率

の方々が散らばっているというふうな状況かと

思います。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） なかなか複雑なことだ

ったのでなかなか難しいんですけれども、市民

の中で減免制度の活用はできなかったのか、お

聞きします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

伊藤 操委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 介護保険料の減免制度という

ふうなことでございますけれども、これについ

ては、平成25年度実績としてはございませんで

した。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 職員の方は、税を納め

る、納めない、その市民の皆さんに直接当たっ

ておられまして状況がわかるわけなんです。そ

ういう意味では、これは大変だなという方がお

られたときに、こういう減免制度があるよと使

えるような減免制度をつくっていただくよう、

検討していただくようお願いして、終わります。 

伊藤 操委員長 ほかに質疑ありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第61号平成25年度新庄市介護保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第61号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第６２号平成２５年度新庄市

後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

 

 

伊藤 操委員長 次に、議案第62号平成25年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 これより採決いたします。 

  議案第62号平成25年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり認定することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第62号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第６３号平成２５年度新庄市

水道事業会計利益の処分及び決算

の認定について 

 

 

伊藤 操委員長 次に、議案第63号平成25年度新

庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算書の２ページの

（１）１の１営業収益ですが、予算よりも決算

がふえています。これに関して、メーター使用

料をなくして水道料金の緩和を図った結果こう

なったのか、影響はどうだったのか、ふえた理

由など、お願いします。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

伊藤 操委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 メーター使用料につきま

しては、本年５月より実施したものでございま

す。それは26年５月分から実施したものでござ

いまして、ことし３月の定例会にお諮りいたし

まして皆さんから御可決いただいたものでござ

いまして、25年度決算には影響はないものと考
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えております。 

  続きまして、給水、対予算ということでござ

いますが、決算書18ページでございますが、確

かに予算に比べましてふえておりますが、決算

額24年度、25年度から見ますと、中ほどの

（２）営業収益、約800万円ほど24年度から見

れば減収になっております。そのほとんどが給

水収益ということでございまして、対予算に対

しては増額でございますが、決算額ベースとす

れば、収益としましては下がっているという状

況でございます。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ありがとうございます。 

  いろいろ頭が混乱しているようです、私も。

済みませんでした。 

  次に、決算書の31ページで、企業債が載って

おります。ここで、企業債の利息が最高4.75％

というのもあります。４％以上のものがかなり

ありまして、借りかえできれば、利払いがかな

り節約できたのではないかと思いますが、どう

だったでしょうか。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

伊藤 操委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 利払いの関係でございま

すが、これは平成19年度から24年度まで実施い

たしました公的資金の補助金免除制度のことか

と思いますが、この補助金免除制度につきまし

ては、24年度で一応国のほうでは廃止しており

ますが、水道事業体で組織しております日本水

道協会、本市水道事業も加入しておりますが、

そういう組織で全国的に、５％未満の企業債に

ついての制度存続と、委員が言われました４％

台の企業債についても対象となるように要望し

ているところでございます。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

伊藤 操委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 次に、決算書の10ペー

ジの２の（１）、これを見ますと、現金預金が

あります。13億4,993万円ということで、１年

間の水道売上金よりもはるかに多い状態となっ

ています。これを有効に活用して老朽管の敷設

がえなどで仕事おこしをぜひやっていただきた

いし、あと水道料金引き下げも検討等を思うの

ですが、いかがでしょうか。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

伊藤 操委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 現金預金の件でございま

す。 

  現金預金、そのほとんどが、これまでも御説

明申し上げましたが、これは設備を更新するた

めに費用化しました減価償却費でございます。

その大部分がその現金預金の内部留保資金にな

っておりますけれども、それについては、今後

とも建設改良に伴う資金、また企業債の償還に

充てていきたいと考えているところでございま

す。 

  なお、工事でございますが、本市水道事業と

いたしましては、これまでの工事につきまして

は、なるべく地元の業者を指名競争入札で考え

て実施しているところでございます。（「水道料

金」の声あり） 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

伊藤 操委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 料金改定ということでご

ざいますが、これも再三再四御説明させていた

だいたところでございますが、料金改定という

のは、当年度赤字か黒字かということがまず大

前提になろうかと思います。御利用をしている

方々に御負担を申し上げるような料金改定、も

しくは負担軽減するような料金改定というのが

ございます。その単年度収支がどのくらい続く

のか、また、今後、建設改良等企業債償還金に

どのくらい資金が必要になるのか等々を勘案し

ながら、料金改定というものは考えていかなけ

ればならないと思います。 
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  したがいまして、利用者の方々になるべく負

担を少なくなるような、低廉で安全・安心した

水を安定的に供給するというのが水道事業の使

命でございますので、その使命に基づきまして

職員一丸となってやっておりますので、御理解

のほどよろしくお願いいたします。 

伊藤 操委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第63号平成25年度新庄市水道事業会計利

益の処分及び決算の認定については、原案のと

おり可決及び認定することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

伊藤 操委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第63号は原案のとおり可決及び認定すべき

ものと決しました。 

 

 

閉      議 

 

 

伊藤 操委員長 以上をもちまして、本決算特別

委員会に付託されました全ての案件についての

審査を終了いたしました。 

  ここで、決算特別委員長として御挨拶を申し

上げます。 

  平成25年度決算の認定等９件の審査につきま

しては、ふなれな議事進行にもかかわらず、各

委員の活発な質疑のもとに審査を終了すること

ができました。委員の皆様、執行部の皆様の御

協力に心より感謝を申し上げます。 

  執行部におかれましては、本委員会において

出された意見などにつきましては十分精査され

まして、今後の市政運営、行財政運営、事務事

業の執行に最大限生かされるよう要望いたしま

す。 

  それでは、これをもちまして決算特別委員会

を閉会いたします。 

  皆様、大変お疲れさまでございました。 

 

     午後２時０５分 閉議 

 

 

    決算特別委員会委員長 伊藤 操 
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開      会 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さんおはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名でございます。 

  欠席通告者は清水清秋君の１名であります。 

  それでは、これより平成26年11月新庄市議会

臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において沼澤恵一君、小野周一君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 おはようございます。 

  本会議場が工事になったということで、この

市民プラザ３階のホールで臨時会をやるわけで

すが、ここもまたなかなかいい雰囲気だと感じ

ております。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  去る11月４日午前10時から、議員協議会室に

おきまして議会運営委員６名出席のもと、議会

事務局職員の出席を求め議会運営委員会を開催

し、本日招集されました平成26年11月臨時会の

運営について協議をいたしたところであります。 

  会期につきましては、このたびの提出案件は

議案第72号平成26年度新庄市一般会計補正予算

（第３号）についての議案１件でありますので、

本日11月10日、１日と決定いたしました。 

  案件の取り扱いにつきましては、臨時会であ

りますので委員会への付託を省略して、直ちに

本日の本会議において審議をお願いいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。

よろしくお願いいたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日11月10日、

１日にしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は11月10日、１日と決しました。 

 

 

日程第３議案第７２号平成２６年

度新庄市一般会計補正予算（第３

号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第３議案第72号平成26年度新

庄市一般会計補正予算（第３号）を議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 
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山尾順紀市長 おはようございます。最近めっき

り涼しくなってきて冬の到来が間もなくであり

ますが、臨時会、ありがとうございます。 

  それでは、議案第72号平成26年度新庄市一般

会計補正予算（第３号）について御説明申し上

げます。 

  補正予算書１ページ。 

  議案第72号一般会計の補正予算（第３号）は、

平成26年米価下落対策緊急資金（災害・経営安

定対策資金）利子補給に係る債務負担行為を追

加補正するものであります。 

  平成26年産米の概算金は大幅な減額となって

おり、今後も米生産者の資金繰りなどへの影響

が懸念されるところであります。 

  このため県において、米生産者の営農意欲の

維持や円滑な資金繰りに資する目的で米価下落

対策緊急支援制度を創設しておりますが、当該

基金につきましては、県と市町村による利子補

給に加え、融資機関の負担によって貸付利率を

無利子とするものであります。今般、当該制度

の創設に伴う平成26年米価下落対策緊急資金の

利子補給に対し、融資総額7,000万円に対し年

1.25％の割合で計算した額を負担する内容の債

務負担行為を新たに加えるものであります。 

  以上、御審議いただき御決定くださいますよ

う、お願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいま説明のありました議案第

72号について、質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ３点お聞きします。 

  １点目は、平成26年の米価下落などによる農

家の減収額は、幾らと見込んでおられるかとい

うことです。 

  ２点目は、このたびの融資総額はそれを補塡

する金額となる見通しなのか。 

  ３点目は、農家はそれを返済できると見込ん

でおられるのか。お願いします。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 おはようございます。ただい

まの御質問にお答えいたします。 

  まず初めに、平成26年産米の米価下落、これ

の農家の減収はいかほどかということでござい

ますが、仮に新庄市に県から割り当てられてい

る米の生産数量目標は28万俵となってございま

す。仮に平年と比較し１俵当たり2,000円の減

収となれば、28万俵掛ける2,000円ということ

で、5.6億円、５億6,000万円の減収と試算して

ございます。 

  それから、この資金で下落の分を補塡するの

かという御質問だったと思いますが、この資金

の借入限度額ですが、検査して販売に出た米１

俵に対する金額を3,300円ということで、3,300

円掛ける出荷俵数ということで、限度額が１農

家個人ですと500万円、法人ですと2,000万円と

いう融資枠が設定されてございます。この

3,300円の根拠たるものは、やはりその辺のデ

ータから落ち込む部分という単価が3,300円と

いう試算でありますので、平年並みの収入に戻

してあげるということでございます。そういっ

た減収分の補塡のための資金ということでござ

います。 

  それから、返済能力でございますが、これに

ついては、やはり基準となるものが平年の米価

を基本としてこの制度は制度設計されておりま

すので、その辺は返済は可能であるという考え

でございます。以上です。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第72号は、討論を終結し直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第72号平成26年度新庄市一般会計補正予

算（第３号）については、原案のとおりに決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第72号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

小嶋冨弥議長 以上で、今期定例会の日程を全て

終了いたしましたので閉会といたします。 

  本日はどうも御苦労さまでございました。 

 

     午前１０時１２分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  小 嶋 冨 弥 

 

   会議録署名議員  沼 澤 恵 一 

 

    〃    〃   小 野 周 一 
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平成２６年１２月定例会会議録（第１号） 

 

 

平成２６年１２月５日 金曜日 午前１０時００分開会 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   石  川  正  志  議員     ４番   佐  藤  義  一  議員 

  ５番   奥  山  省  三  議員     ６番   沼  澤  恵  一  議員 

  ７番   髙  橋  富 美 子  議員     ８番   佐  藤  卓  也  議員 

  ９番   小  嶋  冨  弥  議員    １０番   清  水  清  秋  議員 

 １１番   小  関     淳  議員    １２番   遠  藤  敏  信  議員 

 １３番   下  山  准  一  議員    １４番   平  向  岩  雄  議員 

 １５番   小  野  周  一  議員    １６番   新  田  道  尋  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 月 野 節 子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野 茂 雄 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  神 室 荘 長 武 田 清 治 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 正 寿 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 松   孝 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 査 沼 澤 和 也 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２６年１２月５日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 議席の指定と変更について 

日程第 ２ 会議録署名議員指名 

日程第 ３ 会期決定 

日程第 ４ 市長の行政報告 

日程第 ５ 報告第１０号平成２６年度新庄市一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認について 

日程第 ６ 議案第７３号萩野地区小中一貫教育校建設工事の内機械設備工事請負契約の締結について

（平成２５年議案第４３号）の一部変更について 

日程第 ７ 議案第７４号萩野地区小中一貫教育校建設工事の内電気設備工事請負契約の締結について

（平成２５年議案第４４号）の一部変更について 

 

（一括上程、提案説明、総括質疑） 

日程第 ８ 議案第７５号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につ

いて 

日程第 ９ 議案第７６号新庄市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につ

いて 

日程第１０ 議案第７７号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 議案第７８号新庄市いじめ防止等対策推進条例の設定について 

日程第１２ 議案第７９号新庄市民文化会館の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１３ 議案第８０号雪の里情報館の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１４ 議案第８１号新庄市山屋セミナーハウスの管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１５ 議案第８２号新庄市屋内ゲートボール場の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１６ 議案第８３号新庄市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１７ 議案第８４号新庄市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 
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日程第１８ 議案第８５号新庄市老人福祉施設設置条例を廃止する条例の設定について 

日程第１９ 議案第８６号財産の無償譲渡について 

日程第２０ 議案第８７号新庄市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２１ 議案第８８号新庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２２ 議案、請願の各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第２３ 議案第８９号平成２６年度新庄市一般会計補正予算（第５号） 

日程第２４ 議案第９０号平成２６年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２５ 議案第９１号平成２６年度新庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２６ 議案第９２号平成２６年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２７ 議案第９３号平成２６年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２８ 議案第９４号平成２６年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２９ 議案第９５号平成２６年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第３０ 議案第９６号平成２６年度新庄市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さん、おはようございます。 

  12月定例会開会前にお知らせいたします。 

  議場改修に伴いまして、採決システム等の機

器が更新されまた。 

  きょうは初めて使用する日でありますので、

東北議事録センターより職員２名が立ち会いの

ため入場しておりますので、御了承のほどをお

願いいたします。 

  それでは、改めましておはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  欠席通告者はありません。 

  それでは、これより平成26年12月新庄市議会

定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１議席の指定と変更について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１議席の指定と変更につい

てを議題といたします。 

  議場改修に伴い議席の変更がありましたので、

会議規則第４条第１項及び第３項の規定により

議席の指定と変更を行います。 

  初めに、議席の指定を行います。 

  佐藤悦子君、伊藤 操君、新田道尋君、山口

吉靜君、森 儀一君、以上の５名の議席はただ

いま着席のとおり指定いたします。 

  次に、議席の変更を行います。 

  変更後の議席はお手元に配付の議席表のとお

りでありますので、お諮りいたします。 

  お手元に配付の議席表のとおり議席を変更す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

お手元に配付の議席表のとおり変更することに

決しました。 

  それでは、ただいま決定いたしました議席に

着席お願いします。 

  暫時休憩といたします。 

 

     午前１０時０２分 休憩 

     午前１０時０３分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第２会議録署名議員指名 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第２会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において平向岩雄君、森 儀一君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第３会 期 決 定 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第３会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  去る11月28日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、執行部か
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ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました平成26年12月定例会の運営について協

議をいたしたところであります。 

  初めに、執行部から招集日を含め、提出議案

等についての説明を受け、協議を行った結果、

会期につきましてはお手元に配付してあります

平成26年12月定例会日程表のとおり、本日から

12月15日までの11日間に決定いたしました。ま

た、会期中の日程につきましても日程表のとお

り決定いたしましたので、よろしくお願い申し

上げます。 

  なお、このたび提出されます案件は、報告１

件、議案16件、補正予算８件、請願３件の計28

件であります。 

  案件の取り扱いにつきましては、本日報告１

件の後、議案第73号及び議案第74号の２件につ

きまして提案説明をいただき、委員会への付託

を省略して、本日の本会議において審議をお願

いいたします。 

  議案第75号から議案第88号までの議案14件に

つきましては、本日の本会議に上程し、提案説

明の後、総括質疑を受け、各常任委員会に付託

し、審査をしていただきます。補正予算８件に

つきましては、本日は提案説明のみにとどめ、

委員会への付託を省略して12月15日最終日の本

会議において審議をお願いいたします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は10名であります。よ

って、１日目５名、２日目５名に行っていただ

きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

て１人50分以内といたします。質問者並びに答

弁者の御協力を特にお願いいたします。 

  また、今定例会から議場のシステムが変わり、

それに伴い議席も新しいレイアウトになってお

ります。地方自治の重要な役割を担う機関とし

て、一層の緊張感を持った質の高い議会にして

いきたいと思いますので、御理解と御協力をお

願いいたします。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から12月

15日までの11日間にしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は12月５日から12月15日までの11日間と決

しました。 

 

平成２６年１２月定例会日程表  

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第１日 12月５日 金 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

開会。行政報告。報告（１件）の説

明。議案（２件）の上程、提案説

明、質疑、討論、採決。議案（14

件）の一括上程、提案説明、総括質

疑。議案、請願の常任委員会付託。

補正予算（８件）の一括上程、提案

説明。 

第２日 12月６日 土 休       会  
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第３日 12月７日 日 休       会  

第４日 12月８日 月 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 森 儀一、伊藤 操、山口吉靜、

佐藤卓也、小関 淳の各議員 

第５日 12月９日 火 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 石川正志、小野周一、佐藤義一、

髙橋富美子、佐藤悦子の各議員 

第６日 12月10日 水 常任委員会 

総 務 文 教 

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託議案、請願の審査 

第７日 12月11日 木 常任委員会 

産 業 厚 生

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託議案、請願の審査 

第８日 12月12日 金 休       会 本会議準備のため 

第９日 12月13日 土 
休       会  

第10日 12月14日 日 

第11日 12月15日 月 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

常任委員長報告、質疑、討論、採

決。補正予算（８件）の質疑、討

論、採決。 

 

 

日程第４市長の行政報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第４市長の行政報告をお願い

いたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  12月議会、参集ありがとうございます。こと

しもまた早目の大雪ということで、市民の皆さ

んも大変不安があったのかなと思う中で、全力

を尽くしてまいりたいというふうに思います。 

  このたびの行政報告につきましては、集成材

企業の進出についての御報告であります。 

  このたび、東京に本社のある協和木材株式会

社が新庄市へ進出することが決定いたしました。

11月26日に同社から進出決定の報告と計画の概

要をお聞きしました。 

  計画によりますと、新庄市に建設を予定して

おります集成材工場は、年間12万立方メートル

の原木を使い３万6,000立方メートルの製品を

出荷する予定とのことであります。また、約60

人を雇用する計画とのことで、雇用の創出に大

きく貢献するものと思います。操業開始は平成

28年の春を目指しているということであります。 

  新庄・最上地域はかねてより森林資源の豊か

な地域であると言われており、今回、同社が進

出先として新庄市を選んだ理由といたしまして

は、新庄・最上地域に質のよい森林資源が豊富

にあることと道路網が整備されていることだと

伺いました。 
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  山形県内にはこれまで集成材工場はなく、新

庄市が進出先として選ばれたことは大変うれし

く感じております。同社の進出により、本地域

の森林資源が利活用されることになれば、地域

経済の振興が図られることはもちろんのこと、

本地域のイメージアップにも大きく貢献するも

のと考えております。 

  さらに、国は地方創生を政策課題としており、

それと連動する大きな企業進出であると思って

おり、県と連携しながら支援してまいりたいと

考えております。 

  次に、子育て支援医療給付事業の拡充につい

て御報告させていただきます。 

  この件に関しましては、さきの９月議会補正

予算において、中学校３年生までの医療費無料

化の提案をさせていただき、慎重審議の上、御

可決いただいたものであります。 

  このたびの子育て支援医療給付事業の拡充に

より、今月12月１日受診分より中学校３年生ま

での全てのお子さんの医療費が外来分・入院分

ともに無料となります。 

  ９月議会補正予算可決後、10月中に医療証交

付に係る申請書の案内、受け付け等の作業を行

い、11月末に対象者に対し新しい医療証を送付

させていただいたところであります。 

  このたびの子育て支援医療給付事業の拡充に

より、医療給付の対象者が新たに2,018名ふえ

たことにより、子育て世帯の負担軽減はもとよ

り、今後の定住促進策につながるものと期待さ

れているところであります。 

  以上２件、報告させていただきます。 

 

 

日程第５報告第１０号平成２６年

度新庄市一般会計補正予算（第４

号）の専決処分の承認について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第５報告第10号平成26年度新

庄市一般会計補正予算（第４号）の専決処分の

承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第10号平成26年度

新庄市一般会計補正予算（第４号）の専決処分

の承認について御説明申し上げます。 

  去る11月21日の衆議院の解散に伴い、12月14

日に衆議院議員総選挙が実施されます。 

  この選挙に係る経費について、ポスター掲示

板の設置や印刷物の準備などへ向け早急な対応

が必要であったため、11月21日付で予算の専決

処分を行ったものであります。 

  内容につきましては、衆議院総選挙に係る経

費として2,021万5,000円、また同時に実施され

ます最高裁判所裁判官国民審査に係る経費とし

て11万5,000円、合わせて2,033万円であります。 

  当該選挙が円滑に執行されるよう予算化した

ものでありますので、御承認賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいま説明のありました報告第

10号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第10号は討論を終結し、直ちに採決するこ
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とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第10号平成26年度新庄市一般会計補正予

算（第４号）の専決処分の承認については、こ

れを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第10号はこれを承認することに決しました。 

 

 

議案２件一括上程 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第６議案第73号萩野地区小中

一貫教育校建設工事の内機械設備工事請負契約

の締結について（平成25年議案第43号）の一部

変更について及び日程第７議案第74号萩野地区

小中一貫教育校建設工事の内電気設備工事請負

契約の締結について（平成25年議案第44号）の

一部変更についての議案２件につきまして、会

議規則第35条の規定により一括議題にしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第73号萩野地区小中一貫教育校建設工事の

内機械設備工事請負契約の締結について（平成

25年議案第43号）の一部変更について及び議案

第74号萩野地区小中一貫教育校建設工事の内電

気設備工事請負契約の締結について（平成25年

議案第44号）の一部変更についての議案２件を

一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第73号萩野地区小

中一貫教育校建設工事の内機械設備工事請負契

約の締結について（平成25年議案第43号）の一

部変更について及び日程第７議案第74号萩野地

区小中一貫教育校建設工事の内電気設備工事請

負契約の締結について（平成25年議案第44号）

の一部変更についてあわせて御説明申し上げま

す。 

  昨年７月臨時議会において御可決いただき、

工事着手し建設を進めております萩野地区小中

一貫教育校建設工事のうち、機械設備工事と電

気設備工事につきまして、契約内容について変

更する必要が生じたため、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定により御提案申し上げるものであり

ます。 

  変更する内容でございますが、機械設備工事

の契約金額について135万8,640円増額いたしま

して２億7,330万8,640円に、電気設備工事の契

約金額について436万7,520円増額いたしまして

２億6,686万7,520円とするものであります。 

  主な変更内容といたしましては、機械設備工

事で５点ございます。 

  第１点は、プール循環ろ過ポンプ装置の遠隔

操作を追加するものであります。 

  第２点目は、消火器ボックスの一部を壁埋め

込み型に変更するものであります。 

  第３点目は、給食室厨房給排気設備の給排気

効率を向上させるための仕様変更によるもので

あります。 

  第４点目は、浄化槽排水ポンプ槽の統合によ

る変更でございます。 

  第５点目は、天井の高い学童保育室の天井内

にメンテナンス用歩廊を設置する変更でござい

ます。 

  電気設備工事では２点ございます。 

  第１点目は、大小体育館の照明器具を従来型

のハロゲン灯よりＬＥＤ照明に変更するもので

あります。 

  第２点目は、普通教室及び教科教室の前後壁

面に扇風機を設置するための変更でございます。 

  以上、御審議の上、御可決賜りますようよろ
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しくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第73号及び議

案第74号は、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第73号及び議案第74号は委員会付託を省略

することに決しました。 

  これより質疑に入ります。 

  初めに、議案第73号萩野地区小中一貫教育建

設工事の内機械設備工事請負契約の締結につい

て（平成25年議案第43号）の一部変更について

質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 73号の中で、市長が今

おっしゃったことの５番目に、天井の高い学童

保育室に歩廊をつけるということなんですが、

この点について詳しく教えていただきたいと思

います。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 萩野の学童保

育につきまして、併設して今建設を進めている

ところでございますけれども、結構高い天井に

なってございます。それで、天井にエアコン、

それから換気扇等が設置されております。今後

のメンテナンスをいろいろ考えた場合に、一々

足場を組んだりはしごを持ってきたりというふ

うな、そういった部分を考えまして、天井裏に

歩廊、いわゆるキャットウォークと申しますけ

れども、管理用の鉄製の歩廊を設置するもので

ございます。以上でございます。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第73号萩野地区小中一貫教育校建設工事

の内機械設備工事請負契約の締結について（平

成25年議案第43号）の一部変更については、原

案のとおりに決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第73号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第74号萩野地区小中一貫教育校建

設工事の内機電気設備工事請負契約の締結につ

いて（平成25年議案第44号）の一部変更につい

て質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 普通教室に扇風機をつ

けていただくということで、改善かなと思いま

すが、でも聞いてみますと、かつてほかの学校

で扇風機をつけたときに、先生方が渡してくれ

たプリントとかそういうのが吹っ飛んだりして

ちょっと使いづらいというか、そういう声もあ

ったように思います。そういう意味では思い切

って冷暖房というか、冷房もつけたほうがいい

んでないかなという気がするんですけれども、

新しい学校でもありますし、その点については

お考えにならなかったのか、お願いします。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆
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志。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 普通教室への

空調設備の設置につきましては、確かに建設す

る際に話題にはなりました。ただ、このたび空

調設備、各小中学校に今年度整備しましたけれ

ども、普通教室については莫大な金額がかかる

と。萩野学園だけにかかわる部分ではございま

せんので、市全体の学校施設を考えた場合にか

なりの費用がかかるというふうなことで、現在

ほかの学校につきましても、普通教室につきま

しては扇風機で対応しているというふうな現状

がございます。その辺を鑑みまして、萩野学園

につきましても扇風機で対応すると。 

  当初の設計では扇風機の設置もございません

でしたけれども、いわゆるエアコンにかわる対

応というふうなことで扇風機の設置を行うとい

うことでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 質疑ありませんので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第74号萩野地区小中一貫教育校建設工事

の内電気設備工事請負契約の締結について（平

成25年議案第44号）の一部変更については、原

案のとおりに決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第74号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議案１４件一括上程 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第８議案第75号新庄市特別職

の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の設定についてから日程第21議案第88号新

庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の

制定についてまでの議案14件を会議規則第35条

の規定により一括議題にいたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第75号新庄市特別職の職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例の設定についてか

ら議案第88号新庄市国民健康保険条例の一部を

改正する条例の制定についてまでの議案14件を

一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第75号新庄市特別

職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例の設定について御説明申し上げます。 

  本案は、山形県人事委員会勧告及び本市一般

職の職員の期末勤勉手当の改定に鑑み、議会の

議員、市長、副市長及び教育委員会教育長の期

末手当について、支給月数を0.15月増額するた

め関係条例の改正を行うものであります。 

  続きまして、議案第76号新庄市一般職の職員

の給与に関する条例等の一部を改正する条例の

設定について御説明申し上げます。 

  本案は、山形県人事委員会勧告に鑑み、職員

の給料月額及び勤勉手当その他の手当等を改正

するため、関係条例の改正を行うものでありま
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す。 

  改正の内容といたしましては、平成26年分と

して、給料月額につきましては、若年層を中心

に引き上げ、高年齢層は据え置き、平均0.26％

を引き上げるとともに、勤勉手当の0.2カ月引

き上げが主な内容となっております。 

  また、平成27年度分として４月１日から施行

する給与制度の総合的見直しに対応し、給料月

額につきまして、若年層を引き上げ、中間層を

ほぼ据え置き、高年齢層では経過措置を講じた

上で引き下げの改定を行うとともに、勤勉手当

の６月期、12月期への振り分けやその他手当の

改正を行うものであります。 

  続きまして、議案第77号新庄市市税条例の一

部を改正する条例の制定について御説明申し上

げます。 

  本市においては下水道の普及等による都市施

設の整備拡大が図られてきておりますが、都市

計画税の目的に鑑み、税の公平性の確保を図る

ために、都市計画税について課税区域の見直し

の提案をするものであります。 

  新たな課税区域といたしまして、小栄町、西

町、円満寺町地区の一部を追加するものであり

ます。 

  該当区域に対しまして住民説明会を開催し、

見直しの趣旨を説明して御理解を求めるととも

に周知してきたところであります。 

  施行日につきましては、平成27年１月１日で

あります。 

  続きまして、議案第78号新庄市いじめ防止等

対策推進条例の設定について御説明申し上げま

す。 

  いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を

受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な

成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみ

ならず、その生命または身体に重大な危険を生

じさせるおそれがあるものです。 

  いじめ問題への対応は、学校における最重要

課題の一つであり、新庄市では「命の尊厳を根

底に据えたこころの教育の充実」を学校教育の

重点とし、これまでも教育委員会と学校が連携

してさまざまな取り組みを行ってきました。 

  こうしたいじめから子供たち一人一人を守る

ためには、家庭・地域との連携を密にし「いじ

めはひきょうな行為である」「いじめはどの子

供にも、どの学校でも起こり得る」との認識の

もと、いじめをしない、させない、許さない取

り組みが必要です。 

  このように社会全体でいじめ問題に対峙する

ために、基本的な理念や体制を整備することが

必要であり、平成25年６月にいじめ防止対策推

進法が成立しました。そこには地方公共団体、

学校の設置者、学校等のいじめ防止について取

り組むべきことなどが明示されており、いじめ

問題に関する対策や調査、審議などを行うため

の組織を設置することができるとされておりま

す。 

  本市では、いじめ問題に積極的に取り組み、

「夢を持ち、元気で才能豊かな、命輝く新庄っ

子」の育成に努めてまいります。そのために、

いじめ防止に関する本市の基本理念を明らかに

し、いじめ防止等のための対策について必要な

事項を定めるために、新庄市いじめ防止等対策

推進条例を制定するものであります。 

  また、附則において、各委員の報酬について

規定するものであります。 

  続きまして、議案第79号から議案第82号まで

の指定管理者の指定について一括して御説明申

し上げます。 

  いずれの議案も市の施設の管理を行わせる指

定管理者を指定するため、議会の議決を求める

ものであります。 

  初めに、議案第79号新庄市民文化会館につき

ましては特定非営利活動法人芸術文化振興市民

ネット新庄を、議案第80号雪の里情報館につき

ましては株式会社東北情報センターを、議案第
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81号山屋セミナーハウスは山屋有志会を、議案

第82号屋内ゲートボール場は新庄市ゲートボー

ル協会を指定管理者として指定するものであり

ます。 

  新庄市民文化会館と雪の里情報館につきまし

ては、公募を行った結果、現在の指定管理者が

引き続き選定されたものであります。 

  また、山屋セミナーハウスにつきましては、

現在、山屋地区連合会が指定管理者として管理

を行っておりますが、山屋有志会は、山屋地区

連合会の内部組織であり、指定管理業務を主体

的に行っている組織であります。今回は山屋有

志会として応募し、選定委員会で指定管理者候

補として選定されたものでございます。 

  屋内ゲートボール場につきましては、現在の

指定管理者を引き続き指定するものであります。

指定期間につきましては、平成27年１月１日か

ら、屋内ゲートボール場は２年間、その他の３

施設につきましては５年間とするものでありま

す。 

  続きまして、議案第83号新庄市体育施設設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について御説明申し上げます。 

  本案は、体育施設の管理を指定管理者に行わ

せるに当たり、利用料金制を導入するため必要

な改正を行うものであります。 

  改正の内容といたしましては、施設の利用料

金を指定管理者の収入とすることができるもの

であり、利用料金の設定につきましては、教育

委員会の承認を受けて指定管理者が定めるよう

になるものであります。これにより指定管理者

の自主的な経営努力が発揮されやすくなるとと

もに、市及び指定管理者の会計事務の効率化が

図られるものであります。 

  続きまして、議案第84号新庄市災害弔慰金の

支給等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について御説明申し上げます。 

  本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の

一部が改正されたことに伴い、支給の対象とす

る遺族範囲の見直しが図られたため必要な改正

を行うものであります。 

  改正内容につきましては、災害弔慰金の支給

の対象となる遺族について「兄弟姉妹」を追加

するものであり、あわせて文言の整備を行うも

のであります。 

  続きまして、議案第85号新庄市老人福祉施設

設置条例を廃止する条例の設定について御説明

申し上げます。 

  平成24年度より、養護老人ホーム神室荘の民

間経営移管について、社会福祉法人新寿会と協

議してまいりましたが、今年１月に新寿会理事

会において経営移管を了承する旨の議決を経た

ことから平成27年４月から経営移管することと

し、経営移管に向け協議を行うなど民営化の準

備を進めているところであります。 

  本案は、神室荘の経営移管に伴い、新庄市老

人福祉施設設置条例を廃止するものであり、あ

わせて関係条例の整備を行うものです。 

  施行日は平成27年４月１日であります。 

  続きまして、議案第86号財産の無償譲渡につ

いて御説明申し上げます。 

  平成27年４月１日の神室荘の経営移管に当た

り、民営化後の経営安定化と継続性を確保する

観点から、神室荘の建物を移管先である社会福

祉法人新寿会へ無償譲渡いたしたく、地方自治

法第96条第１項第６号の規定により議会の議決

を求めるものであります。 

  続きまして、議案第87号新庄市福祉事務所設

置条例の一部を改正する条例について御説明申

し上げます。 

  本案は、母子及び寡婦福祉法が10月１日に一

部改正され、「母子及び父子並びに寡婦福祉

法」に法律名称が改正されたことに伴い、新庄

市福祉事務所設置条例中に表記する法律名称を

「母子及び父子並びに寡婦福祉法人」に改正す

るものであります。 
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  最後に、議案第88号新庄市国民健康保険条例

の一部を改正する条例について御説明申し上げ

ます。 

  改正の理由といたしましては、健康保険法施

行令等の一部を改正する政令が11月19日に公布

されたことに伴い、出産育児一時金の金額につ

いて必要な改正を行うものであります。 

  現行の出産育児一時金の金額は基本額を39万

円とし、分娩に関連して重度脳性麻痺となった

お子さんとその御家族の経済的負担を補償する

ことを目的とした産科医療補償制度に加入する

医療機関における分娩の場合は、その掛金相当

額の３万円を基本額に加算した42万円と規定さ

れております。 

  今般、平成27年１月から産科医療補償制度の

掛金を現行の３万円から１万6,000円に引き下

げるとともに、出産育児一時金の総額は現行の

42万円で据え置く旨の関係法令の改正が行われ

ました。 

  これにより、出産育児一時金の基本額が現行

の「39万円」から「40万4,000円」に改められ

たことに伴い、本市の国民健康保険条例につい

ても必要な改正を行うものであります。 

  施行日は、改正政令の施行日と同日の平成27

年１月１日とするものであります。 

  以上、御審議の上、御決定賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 それでは、これよりただいま説明

のありました議案14件について総括質疑を行い

ます。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案第78号についてで

す。３点です。 

  １点目は、いじめ禁止を子供に義務づけてい

る内容となっています。そして法律では厳罰を

して取り締まるという仕組みです。これはいじ

めた子供に対して、起きた場合、上からの押し

つけになり、いじめをしない人になれると考え

ているのか。いじめとなったときに、本当は教

育的な指導で納得させて、生き方などを考えさ

せていく丁寧な取り組みが必要な子供たちなん

だろうと思いますが、そういうことが上から厳

罰でやられることによって実は逆効果にならな

いのか、その点、考えておられないか。逆効果

ということは、本当に心から反省していじめを

やめるというよりも、考え方が上から押しつけ

られたということで逆に人間として成長しない

まま大きくなっていくというか、またそういう

罪を犯すような人になってしまう可能性もある

かもしれない、そういう逆効果にならないのか

ということでどう考えておられるのかひとつお

願いします。 

  ２つ目は、被害に遭った子供、遺族について

なんですが、被害に遭った子供や遺族が真相を

知る権利が明確になっていないのではないかと

いう２つ目です。 

  ３つ目なんですが、連絡協議会の組織の中で

（５）に山形県警察の職員が入っています。さ

らに、守秘義務ということで、14条に委員は職

務上知り得た秘密を漏らしてはならないとあり

ますが、警察官である山形県警察の職員である

場合、警察官として警察の職員としていじめ関

連の会議に出て、職務上知り得た内容を警察内

でしゃべってならないというふうに言えるのか。

職務上、どちらも仕事になると思うんですね。

そういった場合、警察としては犯罪を取り締ま

るのが目的です。そうですから、可能性がある、

犯罪かもしれない、そういう話も出てくるわけ

です。可能性があるかも含めて、そういったこ

とを警察官が連絡協議会で知り得た場合、話さ

なければならないことになると思うんです。そ

うした場合、守秘義務と書いてありますが、警

察の職員の場合はこれは守られないのではない

か、そこまで考えておられるのか、お願いしま

す。 
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長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 ３点御質問いただきま

した。 

  まず初めの、子供に対しての威圧的な指導に

より子供は更正できないのではないかという御

質問でしたが、いじめにつきましては、先ほど

市長の答弁にありましたように卑劣な行為だと

いうことで、絶対に許されないことだと。これ

につきましては、どの子にもあまねく指導して

いかなければならないということは必要だと思

っております。 

  ただ、いじめた側につきましての人権を守る

とか、きちっと心にしみ渡るような指導をする

ということにつきましては、これまでもいじめ

にほかならず、生徒指導の問題行動につきまし

てはどの学校でも職員が寄り添いながら説諭と

いう形で子供に指導をしております。厳しい信

念を持ちながらも子供の心に寄り添った丁寧な

指導を行っておりますので、いじめの子につい

ても例外の漏れなく行っていきたいと思ってお

るところでございます。 

  ２つ目の御質問にありました保護者について

の説明についてですが、これにつきましてはプ

ライバシーに配慮しながら情報の公開できるこ

とにつきましては公開しながら、丁寧な対話と

説明によりまして御理解いただけるように取り

組んでいきたいというふうに考えております。 

  ３つ目の連絡協議会におきます警察について

の守秘義務につきましては、連絡協議会自体が

まず新庄市のいじめ防止のための方針とか取り

組みを協議するような場でありますので、根深

いようなプライバシーについてのものをここに

上げるという会ではございません。ただ、子供

の氏名とか個人情報等が若干入るような場合が

あるかもしれませんが、これにつきましては守

秘義務を通していただくということで依頼をし

ますので、御理解をいただきながら委員の選定

については行っていきたいというふうに考えて

おります。以上でございます。 

小嶋冨弥議長 ほかに。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ただいまの山形県警察

の職員について、守秘義務を守っていただくと

いうことでありましたが、山形県警察の職員と

して知り得た個人情報があった場合、警察の中

からやっぱりきょう何をしてきた、どういう内

容で話し合ってきたかということも含めて仕事

上、警察の中に報告するのは当たり前だと考え

るんですが、どうなんですか。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 当然、復命の義務は生

じるとございますが、これまでも警察が入りま

して子供の問題に当たった事態についてはこの

ケースのほかにもさまざまございます。その場

合でも守秘義務等につきましては十分に御理解

いただきながら、これが漏れて大きな問題にな

ったということについてはございませんので、

このいじめの連絡協議会についても同様に守っ

ていただけるものと思っているところでござい

ます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 今までも教育関係の話

し合いの場に警察官の山形県警察の職員が入っ

てきたと。今まで問題もなかったという課長の

お話ではありましたが、そういう中で警察官が

入ることによって、今までも多分同じだったと

思いますが、子供のことを十分に話せないかも

しれない、もしかしたらこれは警察内に犯罪の

前提にされるような人として見られるかもしれ

ない、マークされるかもしれない、それを考え

たときに、警察官が入った関係会議がもしかし

たら本当に子供の権利というか学ぶ権利を保障
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する立場からどうあるべきかということで十分

な話し合いができなかったかもしれない、私は

そう思うんです。なぜかというと、警察はやは

り犯罪を取り締まる立場の仕事なんです。子供

を教育的な面から人格を育成するという、そう

いう面からの仕事ではないのです。ですから、

どうしても犯罪を取り締まる、それを防止する、

そういうような犯罪という見方でやはり仕事と

していろいろな場に参加しているわけなんです。

私は警察官を抜くべきでないかと思うんです。

そして全体として話し合って、これは重大な問

題だとやっぱり警察に言わなければならないと

なったときに警察に通報するなり、それは必要

だと思います。しかし、子供の人格形成、教育

的ないろいろなこういうふうにやって子供を改

善させた、立ち直らせたという実践だってある

わけです。そういうことを重要視してやってい

く立場に立ったときに、犯罪を取り締まる警察

は入れるべきでないんでないかなと私は思うん

です、教育の関係に。どうでしょうか。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 警察のほうでも主に市

民の生活安全にかかわります生活安全課の方を

今のところ想定しておりますので、今、佐藤議

員さんのおっしゃる犯罪を取り締まる、どちら

かというと刑事課の方ではないということをま

ず御理解いただければと思います。生活安全課

の方にお願いすることによりまして、子供のパ

トロールとか見守り活動等についての御協力を

いただきながら、学校の外からもいじめ防止に

ついての御協力をいただくような形で取り組ん

でまいりますので、ぜひ御理解をいただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第２２議案、請願の各常任委

員会付託 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第22議案、請願の各常任委員

会付託を行います。 

  議案、請願の委員会付託につきましては、お

手元に配付しております付託案件表により、そ

れぞれ所管の委員会に付託いたしたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

平成２６年１２月定例会付託案件表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

   議案（９件） 

   請願（１件） 

○議案第７５号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例の設定について 

○議案第７６号新庄市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例の設定について 

○議案第７７号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

○議案第７８号新庄市いじめ防止等対策推進条例の設定について 

○議案第７９号新庄市民文化会館の管理を行わせる指定管理者の指
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付 託 委 員 会 名 件                名 

定について 

○議案第８０号雪の里情報館の管理を行わせる指定管理者の指定に

ついて 

○議案第８１号新庄市山屋セミナーハウスの管理を行わせる指定管

理者の指定について 

○議案第８２号新庄市屋内ゲートボール場の管理を行わせる指定管

理者の指定について 

○議案第８３号新庄市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

○請願第９号少人数学級の推進及び義務教育費国庫負担制度の改善

について 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（５件） 

請願（２件） 

○議案第８４号新庄市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

○議案第８５号新庄市老人福祉施設設置条例を廃止する条例の設定

について 

○議案第８６号財産の無償譲渡について 

○議案第８７号新庄市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例の

制定について 

○議案第８８号新庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制

定について 

○請願第７号米の需給安定対策に関する件について 

○請願第８号農協改革に関する件について 

 

 

議案９件一括上程 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第23議案第89号平成26年度新

庄市一般会計補正予算（第５号）から日程第30

議案第96号平成26年度新庄市水道事業会計補正

予算（第２号）までの補正予算８件につきまし

ては、会議規則第35条の規定により一括議題に

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第89号平成26年度新庄市一般会計補正予算

（第５号）から議案第96号平成26年度新庄市水

道事業会計補正予算（第２号）までの補正予算

８件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第89号から議案第

96号までの平成26年度新庄市一般会計、特別会

計及び水道事業会計補正予算について御説明申

し上げます。 

  予算書１ページ、議案第89号一般会計補正予

算は、歳入歳出それぞれ２億5,892万1,000円を

追加し、補正後の総額を175億2,664万7,000円

とするものであります。 
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  ８ページからの歳入についてでありますが、

14款国庫支出金に雪寒指定路線の増加に伴う雪

寒指定路線除雪事業社会資本整備総合交付金の

増額分を計上しております。また、道路整備事

業等に係る社会資本整備総合交付金の減額分を

計上し、これに伴った市債の減額を21款に計上

するとともに、今年度の市債の発行総額を抑制

するために他事業の交付税措置のない市債を減

額する補正を計上しております。 

  次に、歳出予算の主な補正内容について御説

明申し上げます。 

  まず、職員給与費につきましては、県人事委

員会勧告に準じて、全款にわたって増額を計上

しております。 

  14ページ、３款民生費についてでありますが、

障害者自立支援給付費や生活保護費において対

象者の増加などにより扶助費を中心に増額する

ものであります。 

  次に、17ページの６款農林水産業費につきま

しては、多面的機能支払交付金の資源向上支払

交付金分や農地集積協力金の増額を計上すると

ともに、米価下落対策緊急資金利子補給補助金

を新たに計上しております。 

  また、24ページの10款教育費において、小中

一貫教育校建設に伴う工事請負費の増額を盛り

込むとともに、２法人より御寄附いただきまし

た寄附金をもとに、ものづくり教育の推進と生

涯スポーツ振興に資する増額補正を計上してお

ります。 

  以上、一般会計に続きまして、29ページから

の特別会計でありますが、議案第90号国民健康

保険事業特別会計補正予算から議案第95号後期

高齢者医療事業特別会計補正予算までにつきま

しても、それぞれ必要な所要額を補正するもの

であります。 

  また、議案第96号水道事業会計補正予算につ

きましては、職員の給与費について一般職の職

員に準じた改正を行うものであります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては財政課長から説明させます

ので、御審議の上、御決定賜りますようお願い

申し上げます。 

小嶋冨弥議長 財政課長小野 享君。 

   （小野 享財政課長登壇） 

小野 享財政課長 私から、議案第89号一般会計

補正予算（第５号）につきまして御説明申し上

げます。 

  議案書１ページをお開きください。 

  市長の説明にもございましたように、一般会

計補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ

２億5,892万1,000円を追加しまして、補正後の

総額を175億2,664万7,000円となります。 

  ２ページから、第１表歳入歳出予算補正とい

たしまして、各款各項の補正予算額並びに補正

後の額を掲載しております。 

  ５ページをお開きください。 

  第２表の地方債補正でございますが、国交付

金に係る地方道路等整備事業債とロータリー除

雪車整備事業債、流雪溝整備事業債、消雪整備

事業債の減額を行うとともに、今年度の市債発

行総額を抑制するために、地方交付税措置の見

込めない４本の起債については廃止するもので

ございます。 

  ８ページからの歳入でございますが、まず、

14款国庫支出金のうち１項１目民生費国庫負担

金において、障害者自立支援給付費の増加に伴

います負担金と生活保護費の増加に伴う負担金

を増額しております。 

  また、下段の２項４目土木費国庫補助金につ

きましては、道路整備事業等に係る国の社会資

本整備総合交付金の減額措置を行うとともに、

９ページ上段の３目雪対策補助金におきまして、

雪寒指定路線の増加に伴います雪寒指定路線除

雪事業社会資本整備総合交付金の増額を盛り込

んでおります。 

  続く15款県支出金では、障害者自立支援給付
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費の増額に対応する負担金を増額し、下段にご

ざいますが、労働諸費補助金に緊急雇用創出事

業臨時特例基金事業費補助金、続く農林水産業

費補助金におきましては農地集積協力金交付事

業費補助金など、歳出面における増額補正に対

応した増額を計上しております。 

  10ページ中段の16款財産収入におきましては、

旧乳幼児保育所用地などの売払収入を盛り込ん

でおり、17款寄附金におきましては、ふるさと

納税寄附金の増額のほか、２法人から御寄附い

ただいた寄附金を計上しております。 

  11ページ20款諸収入におきましては、最上広

域からの25年度分の分担金の精算による返戻金

など、雑入に3,066万6,000円盛り込んでおりま

す。 

  なお、このたびの補正の財源調整としまして

は、上段にございます19款繰越金の３億274万

2,000円などで対応しております。 

  続きまして、12ページからの歳出でございま

す。 

  まず、全般にわたりまして、今般の県人事委

員会勧告に準じた職員給与費の増額を計上して

おります。 

  ２款総務費でございますが、１項総務管理費

の７目企画費におきまして、好調に推移してい

るふるさと納税の伸びに対応した経費の増額を

盛り込んでおります。 

  ３款民生費では、15ページ上段、１項社会福

祉費の４目におきまして、歳入の際に述べまし

た障害者自立支援給付費の伸びに対応し、国・

県支出金を充当しながら増額補正を組んでおり

ます。 

  また、２項児童福祉費では、１目児童福祉総

務費において、小中一貫教育校に併設する放課

後児童クラブの建設工事請負費の増額と認可外

保育施設の乳幼児育成支援に係る経費の増額を

盛り込んでおりまして、16ページでは、３項生

活保護費におきまして対象者の増加に対応した

扶助費の増額を盛り込んでおります。 

  17ページの４款衛生費１項保健衛生費におき

ましては、本町公衆便所の改築に係る設計費用

を盛り込むとともに、再生可能エネルギー等設

備導入の支援に係る経費の増額を盛り込んでお

ります。 

  18ページの上段からの６款農林水産業費１項

農業費の中で、農地集積協力金などの担い手総

合支援対策に係る経費の増額や、中段にござい

ます多面的機能支払交付金の長寿命化対策に係

る経費や米価下落対策緊急資金の利子補給に係

る経費を新たに盛り込んでおります。 

  ７款商工費でございますが、１項商工費にお

きまして、19ページ下段から20ページにかけま

して県の緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費

補助金を活用しました委託事業費等の転換を図

る経費を盛り込んでおります。 

  21ページ、８款土木費でございます。中段の

２項３目道路新設改良費につきましては、歳入

でも触れましたとおり、国の社会資本整備総合

交付金を活用した泉田二枚橋線などの道路整備

事業につきまして、交付金の内示などを踏まえ

た減額補正としており、関連して23ページ中段

の６項２目の雪総合対策費の沖の町・中山地区

の流雪溝整備事業につきましても同様に減額補

正を計上しております。上段の６項１目除排雪

費におきまして、除排雪業務委託料の増額を盛

り込んでおりますが、雪寒指定路線の増加に伴

います雪寒指定路線除雪事業社会資本整備総合

交付金の増額に対応した増額補正でございます。 

  最後に、24ページからの10款教育費でござい

ますが、１項３目指導費におきまして、いじめ

問題対策に係る経費と教科書の改訂に伴う教師

用指導書の購入に伴う経費を新たに計上したほ

か、寄附金を原資としましてものづくり教育奨

励基金への積み立てを行い、小中一貫教育校推

進費におきましては、開校に伴う校章作成に係

る経費の増額を盛り込んでおります。 
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  また、次のページの２項小学校費では、小中

一貫教育校建設に係る経費の増額と３項中学校

費では空調設備整備工事の確定に伴う減額を計

上したほか、４項社会教育費におきましては、

27ページになりますが、社会体育費におきまし

て生涯スポーツ振興へ向けた経費を寄附金を原

資として盛り込んだところでございます。 

  以上で一般会計を終わりまして、29ページか

らの特別会計に入らせていただきます。 

  議案第90号国民健康保険事業特別会計予算

（第２号）でございますが、歳入歳出おのおの

571万5,000円減額しまして、補正後の予算総額

を41億8,201万円とするものでございます。 

  33ページをごらんください。 

  歳入に関しましては、介護納付金負担金の減

額と出産育児一時金に係る一般会計繰入金及び

前年度繰越金の増額でございまして、34ページ

からの歳出におきましては、保険給付費関係の

増額と６款介護納付金の減額を主なものとして

おります。 

  次に37ページ、議案第91号交通災害共済事業

特別会計補正予算（第２号）でございます。 

  歳入歳出おのおの214万円を追加し、補正後

の予算額を1,058万9,000円とするものです。 

  補正の内容は40ページのとおり、交通事故に

よる犠牲者の増加などによる災害見舞金等の支

出増加に対応するためのもので、財源としまし

て交通災害共済基金繰入金を充てております。 

  41ページ、議案第92号公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号）でございますが、歳入歳

出おのおの3,446万9,000円を追加し、補正後の

予算総額を14億3,199万円とするものです。 

  43ページをごらんください。 

  第２表地方債補正につきましては、国の社会

資本整備総合交付金の再配分に基づく管渠建設

事業の増額によりまして公共下水道事業債を増

額変更するものでございます。 

  これに対応しまして、45ページの歳入におき

まして国庫補助金、市債、一般会計繰入金の歳

入費目を増額しておりまして、47ページの歳出

におきまして管渠建設事業費を増額しておりま

す。 

  続いて49ページ、議案第93号農業集落排水事

業特別会計補正予算（第２号）でございますが、

歳入歳出おのおの８万8,000円を追加し、補正

後の予算総額を8,558万円とするものですが、

補正内容につきましては52ページに記載のとお

り、県人事委員会勧告に準じました職員給与費

の増額補正を行ったところでございます。 

  続いて53ページ、議案第94号介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）でございますが、歳

入歳出おのおの5,032万2,000円を追加し、補正

後の予算総額を34億7,806万3,000円とするもの

です。 

  57ページから58ページの歳入につきましては、

歳出における介護サービス給付費の増減に基づ

きまして財源の整理を行ったものでございます。

国・県支出金のほか一般会計基金繰入金で財源

を調整しております。 

  59ページからの歳出におきましては、主に２

款保険給付費の介護サービス等諸費や高額介護

サービス等費の増額を主なものとしております。 

  最後に63ページ、議案第95号後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第１号）でございます

が、歳入歳出おのおの308万1,000円を追加し、

補正後の予算総額を４億1,112万3,000円とする

ものでございまして、66ページからの補正内容

につきましては、歳入の前年度繰越金を財源と

し、後期高齢者医療広域連合納付金を増額補正

とするものでございます。 

  以上が一般会計及び特別会計補正予算の説明

でございます。 

  続きまして、議案第96号平成26年度新庄市水

道事業会計補正予算について御説明申し上げま

す。 

  水道事業会計補正予算書の１ページをお開き
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ください。 

  このたびの補正につきましては、県人事委員

会勧告に準じました職員給与費の補正が主なも

のでございまして、第２条にございますように、

収益的支出の補正につきましては54万9,000円、

そして第３条につきまして、資本的支出の補正

を掲載しておりますが10万4,000円、あわせて

第４条におきまして、議会の議決を経なければ

流用することのできない経費の補正といたしま

して65万3,000円の今回の補正額ということに

なっております。 

  続く２ページ、３ページにおきまして、それ

ぞれ収益的支出、資本的支出に係る細部の説明

を記載しておりますので、御確認いただきたい

と思います。 

  以上、御審議いただき御可決賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算８件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第89号から議案第96号までの補正予算８件

につきましては、委員会への付託を省略し、12

月15日、定例会最終日の本会議において審議を

いたします。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  ６日、７日は休会であります。12月８日月曜

日午前10時より本会議を開きますので、御参集

願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午前１１時１０分 散会 
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平成２６年１２月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２６年１２月８日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   石  川  正  志  議員     ４番   佐  藤  義  一  議員 

  ５番   奥  山  省  三  議員     ６番   沼  澤  恵  一  議員 

  ７番   髙  橋  富 美 子  議員     ８番   佐  藤  卓  也  議員 

  ９番   小  嶋  冨  弥  議員    １０番   清  水  清  秋  議員 

 １１番   小  関     淳  議員    １２番   遠  藤  敏  信  議員 

 １３番   下  山  准  一  議員    １４番   平  向  岩  雄  議員 

 １５番   小  野  周  一  議員    １６番   新  田  道  尋  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 月 野 節 子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野 茂 雄 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  神 室 荘 長 武 田 清 治 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 正 寿 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 小 松   孝  農 業 委 員 会 

会 長 星 川   豊 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 浅 沼 玲 子    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 査 沼 澤 和 也 

 

議 事 日 程 （第２号） 

平成２６年１２月８日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 森   儀 一  議員 

２番 伊 藤   操  議員 

３番 山 口 吉 靜  議員 

４番 佐 藤 卓 也  議員 

５番 小 関   淳  議員 

 

本日の会議に付した事件  

 

議事日程（第２号）に同じ 
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平成２６年１２月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 森   儀 一 

１．企業誘致と人口減少対策について 

２．道の駅構想について  

３．市有財産の建物の今後の建て替え・改修について 

４．市有施設東高柔道練習場のトイレの改修について 

市 長 

２ 伊 藤   操 

１．市体育館の改修工事による閉鎖中の利用者への対応に

ついて 

２．２年続きで開催された「地域リーダー講座」の今後の

取り組みについて 

３．健康福祉推進員の活躍について 

市 長 

教育委員長 

３ 山 口 吉 靜 

１．ふるさと納税について 

２．市営学習塾について 

３．空き家問題について 

４．市内商業地域の電線地中化について 

市 長 

教育委員長 

４ 佐 藤 卓 也 

１．新庄まつりの将来について 

２．山形ＤＣの検証について 

３．子育て環境充実による定住促進について 

市 長 

５ 小 関   淳 

１．地域おこし協力隊の役割について 

２．職員研修について 

３、定住促進策の充実について 

市 長 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さんおはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  欠席通告者はありません。 

  なお、選挙管理委員会委員長矢作勝彦君より

欠席届が出ております。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問者は10名であります。

質問の順序は、配付しております一般質問通告

表のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は５名であります。 

 

 

森 儀一議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、最初に森 儀一君。 

   （１８番森 儀一議員登壇）（拍手） 

１８番（森 儀一議員） おはようございます。 

  雪が降って新庄らしい風景になりました。何

かと忙しくなる師走に入り、１年を振り返る時

期になりましたが、年々世界各地で、また国内

で常識を超えた温暖化を要因とする異常気象や

風水害、また火山活動による災害が発生して痛

ましい人身事故を初め多大な被害が発生し、巨

大災害というようになりました。 

  被災地の皆様にはお見舞いを申し上げる次第

です。 

  幸いにも当地は豪雪を除き全て免れて無事に

ことしも過ごせそうですが、いつ当地にもこう

むるかわかりませんので事例を参考に対策を立

てておきたいものです。 

  無事故無災害を祈りつつ、改修されました対

面方式の議場で一番最初に質問の機会をいただ

きましたので、お礼を申し上げ、戸惑いながら

でございますが、４点ほど一括方式で質問に入

らせていただきます。 

  最初に、企業誘致と人口減少対策について伺

います。 

  地方の時代と言われて久しくなりますが、い

よいよ本格的に始動を始めてきました首相はふ

るさとの名物を全国区の人気商品へと支援する

地域ならではの資源を生かし、新たなふるさと

名物の商品化、販売、開発を後押しする伝統あ

るふるさとを守り、美しい日本を支えているの

は中山間地に住んでいる人たちです。このふる

さとを消滅させないように早急に対策と地方創

生を国会で力説しています。地方が知恵を発揮

しふるさとの個性や特性を生かして自立する努

力をしてほしいと言っています。 

  気象条件や中央との距離、交通網といったハ

ンデがありつつも、もう一度地域の特性や長所、

利点を見直し、地場産業の育成とこの地で生き

る道を再考してみる必要があるのではないでし

ょうか。 

  新設された地方創生担当大臣は地方で頑張る

企業や個人、企業また個人事業を支援すると言

っております。また、地域再生法案改正で自治

体が企業立地の促進など他の法律に基づく支援

を求める場合の国の申請窓口を一本化するなど

して、県市町村にやる気を促しています。 

  さい先のよい話ですが、先月７日に山形新聞
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１面に新庄にとって明るい期待が持てる企業の

進出の報道がされました。また、12月定例県議

会でも知事が森の道の推進ということで、地域

活性化を図ると説明しています。 

  さきの市長の行政報告でもありましたが、県

内初の大型集成材工場とのことで、地場の森林

資源の活用や雇用創出などメリットが多いこと

が想定されますので、実現に向けて県とともに

頑張っていただきたいと思います。 

  企業誘致、人口減少についてどのように考え

ているのかお聞きいたします。 

  次に、道の駅構想で新庄を活性化したいので

お聞きします。国道13号線の東北中央自動車道

尾花沢新庄自動車道は全線開通され、南への利

便性が期待されると同時に北側への延伸も泉田

道路が９月21日に工事着手され、高速交通網が

ますます便利になりつつあります。47号線も名

勝八向楯へ向かって整備されつつあります。３

年前にも質問申し上げましたが、これに伴って

新庄最上の文化、歴史、自然などの地域情報の

提供や特産品の販売をする場を設けて、通過す

るだけの道にしないで結節点をつくり出す道の

駅構想を検討してはどうか伺います。 

  新庄は鉄道の奥羽本線、陸羽東線西線のクロ

スポイントの駅を中心にして地域の玄関として

訪れる人の利便を図り、また地域の人々にとっ

ても村おこし町おこしの一環として地域活性化

をしようとして頑張っています。 

  一方、道の駅については交通の国道13号線、

47号線のクロスポイントの要衝として言われて

いるのに、この新庄に道の駅がないのはなぜか、

どうしてかと不思議に思っている人が少なくあ

りません。 

  今、道路整備が具現化しているこの時期にぜ

ひ地域活性化を促すためにもぜひ道の駅構想を

検討してはどうか。自動車道の道の駅サービス

エリアはまだ少ないと思うので、働きかけを検

討していただきたいと思います。 

  先月初めに所用で出かけましたが、行楽シー

ズンとはいえ近隣の道の駅は押すな押すなのに

ぎわいで、当地にとっては本当にうらやましい

限りでありました。道の駅誕生から20年。

1,000カ所を超え、ますます多様な発展進化を

続けています。国土交通省は、政府が掲げる地

方創生の拠点として機能強化を後押しすると言

っています。単なる休憩施設にとどまらず防災、

観光、高齢者が集まる地域の福祉拠点にも、そ

んな役割なども持ち始めていると言っておりま

す。人口減少の時代に入り、さきの質問にも関

連し、地方創生の具体策として検討してはどう

か伺います。 

  期待されるのは、交流人口の拡大増加こそが

地域を活性化させ生き残る切り札のような気が

します。地方創生の立ち上げにおくれることな

く、何事にも積極的な姿勢を早急にアピールし

ていくことが大事かと期待をしております。 

  以上で、道の駅構想について考えをお聞かせ

ください。 

  次に、先ごろ県有施設の建てかえや改修につ

いての試算が発表されました。これによると今

後30年の間に3,000億円が必要とのことで年間

の営繕工事費は従来の２倍に当たる100億円に

なると試算しています。これは建物だけで道路、

橋、トンネルなどは含まれていないとのことで、

同時に費用の増加が懸念され、県有財産総合管

理基本方針の策定をすると言われております。 

  財政再建を懸命な努力をしてやっと一息、さ

らに健全財政を目指しているところですが、当

市の場合はいかがなものか。また、財政的に喫

緊に重大な支障が出ないのか、現状はどうなっ

ているのかお伺いいたします。 

  最後に、新庄東高校が市有地で柔道や県道の

練習を使用している武道館についてはことしで

11年目になりますが、その活動や利用状況の一

端を紹介しますと、柔道男子団体では県大会で

優勝、そして国体へ。春の高校選手権、インタ
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ーハイに出場していますが、東北大会でも数回

にわたり高順位、好成績を上げております。個

人でも同様、優勝者を初め好成績をおさめ、活

躍しています。現在、男子柔道部員36名で、来

年度より女子も創部する予定で頑張っていると

聞いております。 

  また、東高の皆さんのみならず最上地区の中

学校柔道団体戦大会や小中校一般の練習場、最

上地区柔道連盟、そして最北地区高体連、東北

各地の高校からも練習、合宿大会が行われ、多

いときには100名を超える人数になり、新庄最

上の柔道剣道の拠点になりつつあります。今後、

ますます活躍が期待され、大勢の人たちの利用

が見込まれております。 

  このような活躍や利用状況になるにつれて施

設面のトイレですが、トイレについては野外に

簡易トイレ２つありますが、夏場の衛生面や冬

場は凍結、雨天降雪時の不便など。また今後の

利用者の増加に苦慮しているそうです。東高の

みならず小中高広く一般にまで利用されている

実績から、有望な若者たちが元気に頑張れる環

境をぜひ整えてあげたいものと思いますので、

考慮をお願いし、市の考えをお聞かせください。 

  以上で質問席にて、着席にて答弁をお待ちし

ますので、よろしくお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  初めての対面方式ということで、本当に御苦

労さまであります。何か、日ごろと感じが違う

ような気がしますけれども、よろしくお願いい

たします。 

  それでは、森議員の御質問にお答えさせてい

ただきたいと思います。 

  基本的には、企業誘致と人口減少対策につい

て市の取り組みはどうなのかということであり

ますが、人口減少対策に関しましては国の動き

といたしまして50年後に１億人程度の人口を維

持することを目指し、まち・ひと・しごと創生

法が成立し、日本の人口動向を分析し将来展望

を示す長期ビジョンと、５年間で国が取り組む

対策や目的を定めた総合戦略を策定することに

なっております。 

  地方自治体におきましても、地方版の総合戦

略の策定が努力義務として定められていること

から、本市におきましても今後の動向を注視し

適切に対応してまいりたいと考えております。 

  本市における人口減少の対応といたしまして、

定住促進策を強化拡充するため定住促進策強化

プロジェクトとして検討を行っております。 

  今年度は、特に子育て世代の負担軽減を図る

ためできることからということで、12月から子

育て医療制度の対象を中学生年代まで引き上げ

たところであります。今後とも、さらに福祉医

療教育の充実、雇用対策や住環境整備などの施

策とあわせて定住人口増加に向けて市民や地域、

団体、事業者などの皆様と協働しながら取り組

んでまいりたいと考えております。 

  次に、企業誘致の状況についてですが、平成

24年以降新庄中核工業における団地新規用地売

買契約が５件６区画、空き物件を取得しての企

業進出が１件と企業の進出が活発化しておりま

す。 

  そのほか工業団地を現地視察するなど進出を

検討する動きが数件ございます。定住人口増加

のためには働く場の確保が特に重要な施策と考

えており、新規立地と雇用拡大に向けた取り組

みを推進してまいります。 

  地場産業の育成についてですが、市内中小企

業者が県外への商談会に出展する費用の一部を

補助する商談会等出展支援事業費等補助金によ

り、地元企業の取引拡大を支援しております。

また、市内企業が一定規模以上の設備投資を行

い、それに伴って一定数以上の常用雇用者を１

年間雇用継続した場合にその人数に応じて市が
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奨励金を交付する企業立地等雇用促進奨励金制

度により、設備投資と雇用拡大に対する支援を

実施しており、これまで１社に４人分の奨励金

を交付しました。さらに、新庄中核工業団地へ

の進出企業に対し、本市以外の６町村でも奨励

金を交付するように規定を整備したところであ

ります。 

  市民への企業情報を発信する場として、10月

に第３回ものづくり博新庄商工見本市を開催し、

3,800人の来場者でにぎわいました。また、市

内企業14社と圏域市町村長で構成する立地企業

情報交換会を年２回開催するとともに、市内企

業の首都圏にある本社、親会社17社による首都

圏情報交換会を東京で開催しながら企業間連携

と最新の情報収集に努めております。 

  このほか、企業の業務改善活動の事例発表と

若手従業員の交流の場であるものづくり企業交

流会を毎年開催し、ことしは市内企業関係者38

人の参加がございました。販路拡大支援といた

しましては、県外商談会への共同出展に参加し

ており、昨年度は４社の共同で新潟市とさいた

ま市での商談会に出展いたしました。今年度、

４社が１月にさいたま市で開かれる商談会に出

展する予定であります。 

  また、人材育成事業といたしまして企業から

の要望の多かった若手職員キャリア開発研修、

女性リーダー研修、管理職養成研修などの社員

研修会を８回ほど行わせていただきました。 

  雇用拡大のためには地元企業への支援が大変

重要でありますので、今後とも企業側の意見や

要望を把握しながらその拡充を図ってまいりた

いと考えております。 

  先日新聞に報道されました企業のことであり

ますが、行政報告をさせていただきました。東

京に本社がある集成材製造企業の協和木材株式

会社が市内鳥越に県内初となる集成材工場の進

出を決定いたしました。同社は国産材を扱う製

材業者としては全国一、二位を争う大手企業で、

福島県塙町で工場を操業中です。今後の集成材

需要の拡大を視野に入れ、新工場の立地を検討

していたもので、新庄最上地域の豊富な森林資

源と交通の要衝としての本市の優位性が評価さ

れて今般の立地決定につながったものでありま

す。 

  約35ヘクタールの用地に大規模な集成材向上

を建設する計画で創業時期は平成28年春、約60

名の地元雇用が予定されております。地域の雇

用拡大と新庄最上地域の林業振興はもとより、

裾野の広い関係産業にも波及効果が期待されま

すので、県と連携しながらできる限りの支援を

行ってまいりたいと考えております。 

  次に、道の駅への御質問でありますが、議員

説明のとおり、東北中央道の尾花沢新庄道の前

線開通や泉田道路が起工式を迎えられましたこ

とはまことに喜ばしく、また地域の悲願である

全線開通に向け着実に前進していると改めて御

礼申し上げます。 

  さて、国土交通省が示す地方創生の拠点とな

る道の駅の類型機能イメージといたしましては、

地域外から活力を呼ぶゲートウェイ型と言われ

るものと地域の元気をつくる地域センター型に

類別されております。どちらを選択するにして

も、地域振興への明確なコンセプトを持つこと

が重要と考えられております。 

  設置に当たりましては、国土交通省東北整備

局との話し合いの中で、今後進めるためには関

係機関と協議の場を設け設置の場所を含めた課

題の整理と検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。さらに、全体構想の策定には施設の設

置箇所、運営主体、運営方法と維持管理方法等

多くの課題が考えられることから、物産協会な

どの関係機関そして各農業協同組合、既に産直

を実施している団体などの意見も聞きながら柔

軟に対応してまいりたいと考えております。 

  また、道の駅は情報発信機能等の３つの機能

による相乗効果から、地域とともにつくる個性



- 34 - 

豊かなにぎわいの場を創出することが期待され

る施設と認識しております。以前は、通過する

道路利用者へのサービスが中心でしたが、近年

の道の駅は地域の個性に合わせてその役割が進

化しており、物産品の販売などの産業振興、災

害時の避難所、物資の輸送拠点などを想定した

防災拠点、地域福祉などの機能も盛り込まれて

おります。このような地域外からの活力を呼び

地域の元気をつくる道の駅の存在は、地域活性

化の拠点として有効に機能しているところもあ

るようであります。 

  今般、国道13号尾花沢新庄道路が全線開通し

今後のさらなる整備促進が図られる中で、道の

駅が当市で設置されることになれば交流人口の

増加や地域としての拠点づくりとしての効果が

期待できる一つの方策として、町なかへの観光

客の誘導といった点も見据えながら諸課題の整

理と検討してまいりたいと考えております。 

  次に、市有財産の改修費用に関する質問でご

ざいますが、全国的に経済成長期に建設された

多くの公共施設が近い将来更新時期を迎えるこ

とから、老朽化対策が大きな課題となっており

ます。このため、国からは今後の財政状況や人

口減少などによる利用上の変化を踏まえた公共

施設等の最適な配置を目的として平成28年度ま

での公共施設等の総合管理計画の策定が求めら

れており、さらに平成29年度までの公会計固定

資産台帳の整備が来年１月に要請されることと

なっております。 

  本市といたしましては、現在長期的な公共施

設等の維持管理更新費用について正確に把握す

るために、９月末に国から示された統一基準を

もとに調査算定していく方向で検討していると

ころであります。施設改修、更新等には相応の

費用が予想されることから、長期的経費の見込

みや充当可能な財源額等を明らかにし、財政計

画と連動させ長期的視点から計画的に改修更新

等行うことにより、財政負担の軽減と平準化を

図っていく必要があると考えております。 

  最後に、学校法人新庄学園新庄東高等学校に

柔道剣道練習場として貸与している旧ポリテク

センター新庄分所の多目的実習場のトイレ改修

についての御質問でありますが、現在普通財産

としての土地建物の賃貸借契約を締結しており

ますが、貸し付けに当たっては現状のままでの

貸借とし、維持管理や修繕費用は借主の負担と

しております。現在、トイレが利用できない理

由といたしては、近隣の便所等が維持管理上の

問題から浄化槽を廃止し、水道管や配水管を撤

去しているためであります。仮に、トイレを再

び使用するためには新たな給排水管の布設や浄

化槽設置経費を要するため、適当ではないと考

えております。 

  ただし、貸し付け当初に比べ活用範囲が広が

っているとの状況もお聞きしておりますので、

利便の向上という面から利用者と協議してまい

りたいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

小嶋冨弥議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） それでは、再質問に入

りたいと思います。 

  最初に、企業誘致と人口減少についてでござ

いますけれども、まだはっきりしていない点が

多々あろうかと思いますが、県では整備対策に

助成などを行ってということをお聞きしており

ますが、市としてはどんな支援策が考えられる

かということをお聞きしたいと思います。 

  それから、もう１点は、以前は大変新庄市内

でも盛んな林業でございましたが一時は途絶え

ておりましたが、地場産木材の利用ということ

で活気が取り戻されると思いますが、この点に

ついてどうですか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 私からは最初の市の支
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援という点からお答えさせていただきたいと思

います。 

  県といたしましては、お聞きいたしておりま

すと事業に対する事業費補助ですけれども、こ

れは国の補助金などを使いながら支援していく

ということでお聞きしております。 

  市の対応といたしましては補助金については

国の補助金を活用して県が対応するということ

にしておりますので、市独自の対応といたしま

していわゆる雇用奨励金、新庄市内の方を雇用

した場合に60名の雇用を考えていらっしゃると

いうことですから、新庄市内の方は何人になる

かわからないわけですけれども、大規模な事業

ですので、この場合は１億円を超す事業につき

ましては１人50万円の助成がなるわけなんです

けれども、そういった支援をしてまいりたいと

思っております。 

  また、地元ですので、さまざまな道路の問題、

雇用の問題、あっせん等も既に高校にも打診を

しているということを聞いておりますので、そ

ういった面から採用につきましては十分な協議

をしながら検討してまいりたいと考えていると

ころでございます。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 おはようございます。 

  地場産木材の活気ということでの御質問でご

ざいますが、新庄市においては林野面積全体で

１万2,300ヘクタール、うち国有林野が8,000ヘ

クタールほど。残り4,300ヘクタールが民有林

となっております。そのうち、人工林と称され

るものが1,700ヘクタールほどございまして、

ほとんどが杉材の植林となってございます。 

  協和木材の誘致ということで年間12万立方メ

ートルの木材が必要となっておりますので、地

域としては相当の木材があるということで白羽

の矢がこの地域に立ったと理解しているところ

でございますが、やはり材を出すにしても伐倒

から林道の開設、それを運搬搬出といったいろ

んな多面的な部分での雇用が生まれてくると思

います。また、木を切り倒せばそこに植林とい

う声も出てきますので林業としてのなりわい、

裾野は非常に広いと理解してございますので、

そういった意味では林業の活性化という部分で

は大きな起爆剤となるのではないかなと期待し

ているところでございます。以上です。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

小嶋冨弥議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） 60名の雇用ということ

を想定されておりますけれども、これは市内の

人を率先的にということを、むしろこちらから

要望的に市内の人を率先的に使っていただきた

いということをお願いしたいんですが、その辺

はどうですか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 できるだけ、新庄市内

に立地した企業ですので、新庄市内の方を雇用

していただきたいということは企業に御要望し

たいと思いますが、なかなか最近企業進出があ

るものですから、雇用される人がなかなかいな

いという状況も、うれしいことなんですけれど

も、状況がございます。ですので、新庄市内だ

けで60人というのは現実的には難しいと思いま

すが、最上地域の中で全体で60人を雇用してい

ただければと思います。雇用奨励金につきまし

ても新庄以外でも出せるように今しております

ので、よろしく御理解いただきたいと思います。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

小嶋冨弥議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） わかりました。 

  中核工業団地でも、市長初め職員の皆さんの

努力で大変今活気づいてきたということでうれ

しい限りでございます。多忙な業務の中ではご

ざいますが、この時期盛んに人口減少の克服に

向けた政府の地方創生総合戦略の骨子案が示さ
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れ早急な地方の取り組みが要求されているとこ

ろでございますので、この機会にぜひおくれな

いようにして頑張っていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

  次に、道の駅についてでございますが、よく

市長の答弁でわかりました。具体的に、13号線

と47号線の交わる地点にあれば、例えば北の正

面には鳥海山が一望できて新庄市内も見える位

置などはどうかなと気の早い話で、夢は大きく

理想的なことを述べさせていただきますけれど

も、これは素人の考えで、やはり専門的なこと

をお聞きしますと、交わる地点ではなかなか運

転する人が神経を使ってどこに秋田の方面かそ

れとも酒田のほうか、交わる地点で考えながら

来るからそんな休憩する余地はないからやはり

少し過ぎたところとか手前のほうとかいうこと

ともお聞きしているところでございますが、こ

れは大変多難であることはよくわかりますが、

将来にわたって新庄最上地域発展に不可欠のよ

うな気がしますので国や関係省庁への働きかけ

など検討してお願いしたいと思うところでござ

います。 

  次に、市有財産の営繕工事仕様についてでご

ざいますけれども、なかなか表面化しにくいよ

うに思いますが、インフラについて減価償却な

ども念頭に置いて将来の健全財政に対処されま

すようにお願いを申し上げたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

  次に、東高のトイレについてでございますけ

れども、これは市長も申しましたが、毎月１回

第４金曜日の夜７時から９時に、最上地区のス

ポーツ少年団を中心に小中高、一般と広い年代

で柔道の練習をして、大変そのときも100人以

上の人が集まって練習強化しているということ

をよくお聞きしております。これもひとえに、

市からお借りしてやれて成績もよくなってきて

いるということをお聞きしておりますので、何

とか子供たちにもひとつ有望な若者の育成とい

うことで大変だと思いますが、よろしくお願い

したいと、このように思うところでございます。 

  時間がまだ早いようですが、以上で今回は大

変大勢の人が一般質問しておりますので、私の

一般質問を終わりたいと思います。どうもあり

がとうございました。（拍手） 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時３８分 休憩 

     午前１０時４８分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

伊藤 操議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、伊藤 操君。 

   （２番伊藤 操議員登壇）（拍手） 

２ 番（伊藤 操議員） おはようございます。 

  本会議２番目に質問させていただきます。開

成の会の伊藤でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

  寒い季節をお迎えしています。ここ新庄の地

では毎年の市民の最重要課題の雪問題が発生す

る時期を迎えています。少子高齢社会の中にお

きまして、除雪の人手が減り要援護世帯が増加

している昨今、冬期間の市民の安心できる生活

を築くべく市民と行政が連携してこの課題を乗

り越えていかなければならない、そのように考

えております。 

  それでは、通告に従いまして質問させていた

だきますが、都合により質問の順番を変えさせ

ていただきまして、２番目の昨年より２年続き

で開催された地域リーダー講座の今後の取り組

みについてを先に伺います。 

  テーマは昨年同様の健康づくり、参加者の枠
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を拡大して開催され、内容も前回よりもわかり

やすく充実したものであったと参加者の一人と

しての感想を述べるところです。 

  特に、モデル地区の取り組みの効果は非常に

大きく地域住民の安心安全が図られ、まさに理

想的と言っても過言ではないと思いました。こ

のような地区が市内全域に拡大していくこと、

そのような政策が求められると思います。どの

ようにしてモデル地域のような取り組みを拡大

していこうとするのかをまずお伺いいたします。 

  講座が終了して次のステップに移るべく準備

を進めたい、そのように考えている参加者の中

からは、アンケートの結果が届いただけで具体

的な取り組みについての話し合いが聞かれてこ

ない、そういう招集がないのが残念である、そ

ういう声や、余り間隔を置き過ぎると地域づく

りに対しての自身のモチベーションが下がって

しまう、そういう参加者の声が余りにも多くあ

りました。 

  担当する課や引き継ぐ課で共通認識のもとで

慎重に進めていると思われています。しかし、

鉄は熱いうちに打てのことわざのとおり、参加

者の地域づくりへの意識が高いうちに行動に直

ちに移すのがベストではないでしょうか。高齢

化や地域の過疎化は待ってはくれません。スピ

ード感が必要と思われますが、それも含めてお

伺いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 失礼いたしました。一問一答式と

いうことでありがとうございます。 

  先に、地域リーダー講座の今後の取り組みに

ついてということでありますが、伊藤議員御参

加で内容は十分に御存じかと思いますが、地域

づくりを担うリーダーの育成を目的に平成25年

度より地域リーダー講座を実施し、２年にわた

り地域の健康づくりをテーマに参加者がみずか

ら地域課題の解決を考え、２年で延べ８回の講

座に280人が参加されました。 

  これの意図するところは、再三議員の皆さん

から国保会計等が非常に年々高くなるというこ

と、それを全体的に歯どめをどうやってかけて

いくかということが底辺にある。地域それぞれ

が自分の課題として捉えていただく、健康寿命

を延ばしていただくことによって国保会計にも

よりよい影響を与えていきたいということが基

本的な底辺の考え方であります。 

  おかげさまで、初年度の講座を受講したこと

などがきっかけで今年度モデル地区としての末

広町地区が健康推進事業に取り組んで、これは

区長や健康福祉推進員などの地域の役員の方々

が中心となり、４月から毎月１回健康教室を開

催しているもので、健康課でも地域住民の健康

づくりの意識向上を目的として健康づくりに関

する講話や体操などを行っており、地域が主体

となって地域の健康づくりを推進する先進事例

となっております。 

  この活動につきましては、今年度地域リーダ

ー講座の中で末広町の健康福祉推進員を講師と

して招き、取り組みまでの経緯や活動状況の紹

介をいただきました。受講者には身近な実践活

動事例として受けとめ興味を持っていただいた

ところでございます。 

  また、今年度の地域リーダー講座終了後にお

きましても健康福祉推進員がリーダーとなり健

康づくりの活動を始めた地区もあり、既に２回

実施しており、健康課でも健康体操や減塩食指

導を行い連携しているところであります。さら

に他の２地区でも新たな動きが見られており、

それぞれの地域の実情に合った方法での自主的

な活動に期待しているところであります。 

  講座終了時に行った参加者アンケートの９割

の方に、講座で学んだことを地域の健康づくり

活動に生かすことができるとの回答をいただき

ました。しかし、指摘のとおりそれをどういう
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ふうに進めるかというのは非常に戸惑いもある

ということも承知しているところであります。

参加者にこの経験をぜひそれぞれの地域で生か

していただきたいと考えているとともに、市と

いたしましてもよりよい地域づくりの取り組み

を関係課、特に職員の地域派遣制度なども積極

的にかかわりながら支援してまいりたいと考え

ております。 

  今後、健康づくりの取り組み事例の紹介や区

長や健康福祉推進員等の研修の場や広報への掲

載などを通じて、地域の健康づくりを推進する

上で参考としていただけるよう情報提供にも一

層努めてまいりたいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） とても丁寧な答弁をい

ただきましてありがとうございます。 

  それでは、再度お伺いいたします。 

  先ほど、市長答弁の中でアンケート調査でで

きるという回答があったとお伺いいたしました。

しかし、モデル地域のあの取り組みようはまさ

に理想的なのですが、地域の実情にこれは合わ

ないというところもあると思います。その点で、

回答用紙の中のできるといったところに対して

どういう実情に合わせて指導していくのかをお

伺いいたします。 

荒澤宏二健康課長 議長、荒澤宏二。 

小嶋冨弥議長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 伊藤市議も一緒になって健康

づくりによる地域づくり、そのリーダー講座に

参加していただき、本当にありがとうございま

した。 

  ４回にわたって開催して、その中でも私も４

回参加させてもらいましてワークショップ等一

緒にさせてもらったところでございます。伊藤

市議のお話しされたようになかなか地域に帰る

と難しいという状況を言葉にされている方もも

ちろんおりました。また、私たちの地域でもこ

れはできるんじゃないだろうかという思いでの

声を言葉に出していただいた方もおりました。

できるかできないか挑戦してみようかなという

方もおりまして、これからの地域づくり、特に

健康というんでしょうか、明るい地域づくりに

向けてお互い認識というのでしょうか、こうい

うこともやっていかなきゃならないんだなとい

う気持ちになれたということでは、非常に前向

きなリーダー講座だったかなと思っております。 

  その講座の最後のときに、ワークショップの

中であるいは挨拶の中でも出てきたかと思いま

すが、これからこの講座を受けていろいろな地

域づくりに向けて取り組んでみましょうと、も

しよくわからない点とかそういったことがあれ

ばぜひ総合政策課もしくは健康課、関係各課に

相談にどんどんおいでになってくださいという

ことでのお話もさせていただいたところでござ

います。 

  現在、市長答弁にもありましたように今年度

からまたモデル的に始めた地域も３つほどござ

いますし、私どもに相談に来ている方もござい

ます。ただ、中にはどういうふうにしていいか

わからない、うちの地域ではちょっとなという

ことを思っておられる方もおられると思います

ので、今回は末広町の取り組みについていろん

な事例報告、事例発表をさせていただいたわけ

です。 

  その中でもこれはうちの地域でもできるんじ

ゃないかという方もおりましたので、今年度の

モデル的な取り組みにつきまして、あるいはい

ろいろ私どものほうで知り得ているようなこう

いう取り組みをやっている地域もありますよと

いうこととか、あるいは私どもが進めています

出前講座のＰＲなども含めまして区長さん方の

研修のときあるいは市報とかこちらでいろいろ

な形でＰＲあるいは周知するようなことができ

る場面をつかまえまして、いろいろな取り組み
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について紹介して、これならできるんじゃない

だろうかとかあるいはこういうことはできない

だろうかということを思っていただけるような、

こういうことはどうだろうかというときには相

談に乗るような形で対応してまいりたいと思っ

ております。以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 丁寧な対応をしていた

だけるようでありがたいと思います。 

  モデル地域のように積極的に地域とかかわり

を密にできるような地区はいいのですが、どう

しても過疎化が進んでいたり要援護宅が多い、

そういう地域ではなかなか結びつきが大変だと

思います。 

  それで、市長答弁であったように、職員との

かかわり、地区担当制のことだと思うんですが、

そのことについてもお伺いしたいんですけれど

も、具体的にどのようにして地域との橋渡しを

するんでしょうか。漠然と聞いているとなるほ

どとは思うんですけれども、本当に地域によっ

てはどういうかかわりを持つのか、そのスター

ト時点からわからない、そういう声も聞こえま

す。それだけ行政に頼っているということで地

域の自立ということについては難しいというこ

ともあります。 

  それで、職員の地区担当者のことも含めても

う一度答弁をお願いいたします。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 おはようございます。 

  健康づくりを地域で行う。非常に地域づくり

の上で重要な基幹的な部分でありますので、さ

まざまな手を考えながらということが必要かな

と。このたびのリーダー講座につきましても取

っかかりとして２年目になりますので、最終的

な目標というものを掲げながら４回行ってきた

わけでありまして、したがいまして最終的に健

康のための地域の計画をつくってみましょうと

いう演習をもって終了して、これからやろうと

することについてはさまざまな形でもよろしい

ですので、相談に来ていただきたいということ

で閉めた形となっております。 

  その後のサポートという部分になってくるか

と思いますけれども、健康課長の答弁にもあっ

たことに加えまして、地域担当という制度、今

見直しもかけておりますが、その役割の一つと

して地域課題を共有して前に進もうというとこ

ろもありますので、折を見てさまざまな形でま

ずは町内の中で話をしてもらって、そこでまと

まったことがあるとすれば私どもにかあるいは

健康福祉推進員の方とともに地域担当職員にも

話をかけていただくという形を、地域担当制の

中でも地域課題の共有解決への道筋ということ

で役割を持っていますので、そのような形の方

向でお願いしたい。 

  一つ、決まった方程式のようなルールという

きちっとしたものはありませんが、地域担当の

役割からしてそういう使い道があるということ

で御承知おきいただきたいと思います。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） よくわかりました。昨

年とことしの参加者の健康推進員や地域の区長

さんの地域リーダー講座の参加を見ますと、２

年続けてダブっている方もおられます。そして、

同じ町内から複数出ている状況でありまして２

年間全くこの情報すら知らない少し残念だなと

思われる地域もあります。その講座に参加でき

ないような地域にも施策が隅々に行き渡るよう

に望みますのでよろしくお願いします。 

  それでは、２番目の質問に移らせていただき

ます。 

  平成27年５月からの市体育館改修工事による

閉鎖中における利用者への対応はどのように行

うのかをお伺いいたします。 
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  おおむね１年間利用できなくなるということ

で、現在市体育館で健康増進のための軽運動や

競技力向上のための練習を行っている団体や個

人から、活動を制限されることへの不安や懸念

の声が聞こえ始めております。市におきまして

も健康寿命の延伸などに積極的に取り組む姿勢

が見られるようになり、体を動かすことへの機

運が徐々に高まりつつある中で、わずか１年間

とはいえその機運がトーンダウンするのではな

いかと心配になります。 

  そこで、閉鎖中において市民の活動がたとえ

制限されるようなことがあっても代替施設と連

携して利用時間や利用頻度、料金の補助などで

うまく調整できる場合もあると思いますが、そ

の対策をお伺いいたします。また、民間施設な

どとの連携は視野に入れてまいるのかもお伺い

いたします。 

  関連して、冬期間の利用についてもお伺いい

たします。冬期は積雪により屋外での競技がで

きなくなります。そのために体育館の利用頻度

は毎年上がるという状況です。現在は、利用団

体相互の調整で行われているようですが、閉鎖

中はさらに大きな影響があるものと推察されま

す。小中高校生は学校内対策で何とかできるか

もしれませんけれども、一般の利用者の場合は

どのような対策をとられるのかをお伺いいたし

ます。 

  そして、小中学校の体育館においてもお答え

いただきたいと思います。市民に開放されてい

ると伺っています。あくまでも、児童生徒優先

であり、夜間や休日の一般の利用は現在は行っ

ていると思いますが、要望がふえた場合はどの

ような対策をとるのか。閉鎖する市体育館の機

能を学校の体育館が補うことができるのかをお

伺いいたします。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、市体育館改修工事に

よる閉鎖中の利用者への対応ということでお答

えしたいと思います。 

  市体育館は平成25年の利用実績として延べ

1,830団体、５万1,108人の方から御利用いただ

いております。市体育館や市武道館、市民球場

などの体育施設については利用団体が多いため、

年２回利用者の調整会議を実施し施設を御利用

いただいている現状でございます。市体育館が

使用できなくなることへの対応といたしまして

は、従来から調整会議を実施している施設につ

いてはその調整会議を経て御利用いただくこと

になり、調整会議を実施していない体育機能の

ある施設、山屋セミナーハウス、農村環境改善

センター、昭和活性化センターの３施設につい

ては来年度は利用調整会議を実施し御利用いた

だくように考えております。また、農村環境改

善センター、昭和活性化センターについては週

２日の休館日を月１日に変更し、使用日数をふ

やすことで進めております。 

  このたびの市体育館の耐震改修については、

利用者の安全安心を図るために実施するもので

あり、そのための他の施設の使用時間の変更や

使用料補助等は考えておりません。また、民間

の体育施設について市が利用調整することはで

きないと考えております。市体育館が使えなく

なることで御不便をおかけいたしますが、利用

者の主体性のもと自分たちが利用しやすい施設

を御利用いただければと考えております。 

  また、冬期間における屋内体育施設は、積雪

による屋外スポーツ競技の利用もあって利用希

望者が大変多い状況にあり、利用調整会議を行

いながら施設を御利用いただいております。市

体育施設や生涯学習施設、小中学校など屋内で

スポーツができる施設には限りがあり、それぞ

れの施設において調整を図りながら御利用いた

だかざるを得ないと考えております。 

  ３点目の、小中学校の学校開放として学校教

育上支障のない範囲で学校施設を地域の皆様に
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開放し、夜間休日の体育館についてはスポーツ

少年団や部活動のほか、地域の方々からも広く

御利用いただいております。 

  小中学校の体育館も市体育施設と同様に大変

利用者が多い状態にあり、各学校において調整

会議を行いながら御利用いただいている現状で

す。そのため、小中学校や高等学校のスポーツ

少年団や部活動での利用については市体育館の

利用頻度も高くなっておりますが、改修期間に

おいては自分の学校の体育館で譲り合いながら

活動してきていただくよう協力を求めていきた

いと考えております。 

  現在の市体育館の利用状況から見ても、利用

者の皆さんに満足いただける対応はできなく、

改修工事の１年間については御不便をおかけい

たしますが、御理解をいただきたいと思ってお

ります。以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 苦慮しているのが大変

よくわかります。その中で、二、三お伺いしま

す。 

  今、答弁の中で小中学校の体育館の利用も満

杯の状況であるとありますが、時間枠とか使用

時間を決めるとか、時間枠を拡大するとか、例

えば利用時間を１時間刻みもしくは２時間刻み

にするとか、そういう対策はお考えなのでしょ

うか。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 学校の体育館

の開放についての御質問でございますので、私

のほうから御答弁申し上げたいと思います。 

  先ほど教育長から答弁ありましたように、学

校につきましてはいわゆる日中は授業で使いま

す。主に夜間、土日の開放という形になります。

夜間につきましては、ほぼスポーツ少年団、そ

れから社会体育といいますか、ママさんバレー

とかバドとかバスケットとか、そういった社会

体育の開放を行ってございます。大体２時間枠

で開放しているという状況で、やはり準備の都

合上１時間という枠はかなり厳しいかなと感じ

ています。そんな形で学校開放につきましても

いろいろ調整しながら行っておりますので、そ

の調整の中で協力し合いながらやっていくとい

う形になろうかと思いますので、御理解のほど

お願いいたします。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） わかりました。 

  それでは、体育館に今現在置いてあります卓

球台とかネットとかボールとかマットなど、そ

ういうものは体育館閉鎖中はほかの施設に貸し

出しをしたりという便宜は図っていただけるの

でしょうか。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 体育館にございます備品

等につきましては体育館が１年間使えなくなる

わけですので、置いておいてもしようがありま

せんので、先ほど申しました農村環境改善セン

ター、昭和活性化センター等において、ないも

のについては便宜を図りたいと考えております。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 利用する方はありがた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

  それと、体育館の閉鎖中なんですけれどもス

ポーツ推進員という方がおられるはずです。閉

鎖中にいろいろな部分で使えないということで

利用者の方からはいろいろな心配する声があり

まして、例えばですけれども、使えないかわり

にスポーツ推進員が派遣されて講習会を開くと
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か、いろんな催し物を開くとかそういう新たな

対応はお考えなのでしょうか。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 大変よい御提案をいただ

いたと思います。ありがとうございます。 

  スポーツ推進員がおりますが、なかなか活動

できていないという状況もありまして、先ほど

御質問でありました地域リーダー講座の御質問

がありましたが、健康の地域づくりについても

活用していただきたいということで健康課と一

緒に取り組んでいる部分もございます。また、

健康スポーツ推進員につきましては18人おりま

すが、どんどん御活用いただければ地域のスポ

ーツ、体力向上、また健康づくりに大いに役立

つと思っておりますので、どんどん声がけいた

だければこちらでも推進員と調整を図りながら

派遣したいと考えております。ありがとうござ

います。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） どうぞよろしくお願い

いたします。 

  それでは、最後に健康福祉推進員についてお

伺いいたします。 

  先ほどの質問の地域リーダー講座には名簿上

で22名参加していました。150の地域で選出さ

れているということで、参加者は15％、この数

字をどう解釈したらいいのかわかりませんが、

本市における健康福祉推進員とは地域の健康福

祉活動推進のためのリーダー役として地域にお

いて地域の健康福祉事業の情報提供や講演会へ

の参加などの呼びかけを行い、また健康福祉に

かかわる相談について民生委員との連携を図る

活動を行う、そのように３月の定例会でお伺い

しております。 

  世帯分離や高齢夫婦世帯、高齢者の独居世帯

などの要援護宅が急増しておりまして、医療や

介護の分野からも健康寿命の延長の必要性がう

たわれております。 

  しかし、地域住民の健康推進する立場である

本市の健康福祉推進員の現状の活動内容では、

果たして地域の健康づくりが活発に行われるも

のか疑問に感じております。仮に、情報の提供

がスムーズに行われたとしても一方通行の取り

組みと感じて効果の検証ができないのではない

かと心配しております。地域で選出された推進

員の負担を考慮しての活動内容なのかと予測は

できるのですけれども、このような現状の流れ

はせっかくの制度が果たして生かされるものか、

もったいないような気がします。健康福祉員み

ずからが地域で健康づくりを実践できるような

新たな体制づくりと人材の育成を図るべきと思

いますが、市のお考えをお伺いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 健康福祉推進員の活動状況につい

ての御質問でありますが、町内においての健康

福祉活動推進のためのリーダー役として平成６

年度から各町内に設置をして、現在162の町内

から選出していただいております。 

  主な活動として、町内で開催する健康教室や

健康づくり講演会の参加を依頼するとともに地

域の方々への声がけをお願いしています。また、

個別の相談等が必要と判断した場合には地区担

当の民生委員、児童委員への情報提供をお願い

しています。 

  毎年、健康福祉推進員を対象に健康福祉に対

する知識の向上を目的に研修を行っており、こ

としは山形県接骨師会新庄支部の先生方による

健康寿命の延伸をテーマに体操の実技を取り入

れた内容を実施したところです。また、健康課

の出前講座は、11月末現在で既に11地区におい

て14回ほど開催し、延べ211人の方が参加して

おります。このように、少しずつでありますが、

活動の輪は広がっており、今後も健康福祉推進
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員の主体的な活動に期待しているところであり

ます。 

  健康福祉推進員はボランティアの位置づけで

あるため、町内の方々を対象に直接指導してい

ただく活動までは想定をしておりません。しか

しながら、少子高齢化が確実に進む中で健康や

福祉についての関心が高まってきており、さま

ざまな課題を克服するために健康福祉推進員と

共通認識を図ることが重要と考えています。健

康づくりは地域からの理念とともに、地域の健

康づくりのパートナーとして今後も一層の情報

提供を行い、出前講座などを積極的に活用いた

だくなど地域における活動の推進役として関係

する庁内各課と連携しながら、健康福祉推進員

が地域で活動しやすい環境づくりを進めてまい

りたいと考えております。 

  伊藤議員がおっしゃるとおり、では現実的に

はどうなのかといいますと、町内における組織

のあり方ということは非常に複雑化してきてお

りまして、先ほど御質問がありました、言って

いいのかどうか、町内によっては高齢者世帯の

みが多くなってきているところでの活動が非常

にしづらい、あるいは若い世代の方々はどうし

ても土日だけがあいてしまうということでの日

常活動が難しいとか、それぞれの町内における

活動の内容も複雑化している。そういうことで、

地域リーダー講座と合わせながら健康福祉推進

員にもう一度活躍の場を提供して広がりを求め

られないかということで、相互連携しながら進

めているのが現状であります。 

  そうは言いながらも、地域の健康寿命、ある

いは地域の健康の推進役という大きな役割をま

ず推進員の方々から実践していただくのが理想

的なわけでありまして、それらについて今後と

もしっかりと呼びかけ連携し、何が問題である

のかという情報収集もしながら今後も進めてま

いりたいと思います。どうぞ御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 地域によりましていろ

んな特色がありますので、一概にこれこれこう

いう講座があるからこうしましょうとか、健康

福祉推進員がこのような活動だからといってき

ちんとできるということはなかなか難しいとい

うのはわかります。しかし、このように今要援

護世帯がふえている中で地域の結びつきが非常

に叫ばれている中で、健康福祉推進員の活動を

中心に地域づくりを始めないとますます大変な

状況に陥ると思います。 

  そこで長野県松本市の取り組みや新潟県見附

市の取り組みのように、健康福祉推進員が地域

でまさに実践して地域のなかなか外に出歩かな

い、特に高齢男性が多いのですが、その方への

呼びかけを徹底してみずからが運動の指導であ

ったり減塩対策やいろんな歯科衛生に関しても

情報を提供しながら健康づくりの中心になって

やっていく、そういう取り組みが先進事例で見

られるんですけれども、本市におきましては地

域の中で何するのかわからないという方もなか

なか多いような状況でありまして、中には大し

たことがないから、この健康福祉推進員、名前

だけでも貸してくださいみたいな、そういう状

況が百五十数名の中で、なかなか言いづらいん

ですけれども、多いような現状があるんです。

そのようにしても果たして健康が推進されるの

かという疑問があります。先進事例を見習って

新庄市においてももう少しスピード感を持って

対策をするべきと思います。 

  そこでですけれども、健康福祉推進員という

と福祉課なのか健康課なのかまずわからないと

いう部分が私にとっては多いんです。何をする

かというと、市長からの話にも情報提供がまさ

に仕事という答弁をいただきましたけれども、

私がお伺いしたいのは健康福祉推進員の人材育

成についてです。どういうふうに持っていくの
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か。 

  せっかくこういう役割を持った方がいらっし

ゃるのに、この方に対しての研修や何も講座を

数回やっていると、そういうことではなくて定

期的に勉強して地域に隅々に行き渡るような対

策が求められるのではないかと思います。その

点について、定期的な学習をして健康福祉推進

員が地域でどんどん活躍して、活動できないよ

うな地域においても協力できる体制ができない

のか、それをお伺いいたします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 健康福祉

推進員の選任の担当は成人福祉課でやってござ

います。これの背景につきましては、一つに将

来での健康づくりということがございますけれ

ども、民生委員と協調した福祉推進という役割

をお願いしているところであります。民生委員、

児童委員につきましては、多いところですと５

町内を担当しているという方もいらっしゃいま

す。なかなか全ての町内まで民生委員、児童委

員が行き届かないという事情もございますので、

例えばですけれども、ひとり暮らしの方の情報

ですとか、そういうものが健康福祉推進員の中

から出てきていただければなというところでの

協調をお願いしたいというところです。 

  ただ、実際には町内の選任についてなかなか

具体的にこういう役割ですよというところが伝

わっていなかったのかなという反省もございま

す。そのため、大体地区の総会におきましては

３月下旬でありますとか４月の上旬、そういっ

たところが多いかと思いますので、その前にこ

の健康福祉推進員の役割についてまずは周知し

ていきたいなと思っております。また、民生委

員、児童委員の名簿についてもホームページ等

で公表している部分につきましてはお知らせ担

当地区、どの部分を担っているのかをお伝えし

ていきたいと考えております。 

  また、先ほど市長答弁にもございましたよう

にやはりなかなか即効性があるかなというとこ

ろは当然ありますけれども、やはり出前講座等

中心にしてなるべく地域の中に入っていきたい

なと考えております。 

  あと、先ほど松本市とか新潟の事例を御紹介

いただきました。なかなか、健康福祉推進員だ

けでそういった役割を持っていくというのは難

しいかと思います。高齢者サロンということで

出歩かない方をなるべくお茶飲みサロン的なと

ころで家の中に閉じこもらないという活動を推

進してまいりましたけれども、今後におきまし

ても社会福祉協議会でも今後活動を広げていき

たいというところもございますので、そういっ

たところについても積極的に市の中でかかわっ

ていきたいと考えております。そういった役割

分担をしながら、健康福祉推進員を自主的な活

動ができるような形でフォローしていきたいと

考えております。以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 2025年問題というのが

ありまして、高齢者の数がピークになり最も医

療費や介護費用が高くなるという、それまでも

う10年しかないんです。健康問題というのは先

ほども答弁がありましたけれども、即効で効果

が出るというものではなくてやはり10年来20年

来の取り組みが必要と思います。 

  新庄市におきましても今から始めなければ

2025年問題までには改善の兆しが見えなくなる

ような心配もございますので、ぜひとも積極的

に取り組んでほしいと思います。 

  以上で質問を終えます。ありがとうございま

した。（拍手） 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 
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     午前１１時２８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

山口吉靜議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、山口吉靜君。 

   （１７番山口吉靜議員登壇）（拍手） 

１７番（山口吉靜議員） 皆さん、御苦労さまで

ございます。絆の会山口吉靜でございます。 

  それでは、早速でございますが、通告に従い

まして次の４点について一般質問をさせていた

だきます。 

  １点目はふるさと納税制度についてでありま

す。ふるさと納税制度は財政が苦しい自治体を

助けようと2008年に始まりました。自分が住む

市町村に支払う税金が安くなる利点もあり、特

産品などを金額に応じて多くの自治体が寄附の

お礼の品に地元の特産品などを送ってくれるた

め、お取り寄せ感の節税として注目を浴びてい

ます。 

  山形県には2012年に158件654万9,000円が集

まりまして、県が行う事業や震災復興へ活用さ

れています。人気の特産品などをもらえること

や株主優遇と比べても寄附金の還元率の高さか

ら人気を集めるふるさと納税、自治体は魅力的

なお礼品、特産品を供することで寄附を多く集

められ、生産者は自治体に農産物を買い取って

もらえるというそれぞれの自治体が寄附金をど

のように活用されるのか、わかりやすく説明し、

賛同者を募る方法は、また私ども絆の会で７月

16日から18日の行政視察で平戸市に視察に行っ

てまいりましたが、ふるさと納税特典カタログ

を作成し、市の要所要所に置いてあり商品を選

ぶことができるようになっています。市自慢の

ふるさと産品や旅行商品などお好きな特典を選

ぶことになっております。参考までにふるさと

納税のこれがカタログなんです。平戸市のあれ

なんですけれども。 

  ふるさと納税の人気に火がついたのは、各自

治体がＰＲのために寄附した人に特産品などを

プレゼントするようになったことによります。

総務省は昨年９月、各自治体に特産品などの送

付については適切に常識を持って対応すること

と通知しました。我が新庄市としても他市にお

くれずもっと活用して、ふるさと納税を受ける

べきと考えますが、市としてさらなる対策につ

いて御所見をお伺いいたします。 

  次に、２点目は一般質問で東成瀬村学力日本

一、小学校と中学校が１校ずつで村では子供は

村の宝、相応の力をつけて送り出したいと、中

学校向け英語塾を村営で開設しております。今

回、大蔵村で村営学習塾が８月26日に開塾式、

いわゆる入学式がありました。大蔵中１年から

３年生46人がしっかり勉強することになります。

我が新庄市も子供は市の宝であります。このこ

とについて前向きに検討をお願いし、対応につ

いてお伺いいたします。 

  ３点目は、空き家問題についてであります。

お年寄りがふえたり人口が減ったりして空き家

はふえ続けております。また、人が住まない家

は台風や地震のときに危ないし、悪い人が出入

りして治安が悪くなると。管理不全の空き家対

策については危険な空き家を解体してほしい、

現に本合海でも空き家の雪を払っていて滑って

転んで３カ月入院された方もおられます。 

  土地や家には固定資産税がかかります。住宅

用の土地には固定資産税が安くなっていますが、

家を取り壊して何もない土地、いわゆる更地に

すると優遇措置がなくなり固定資産税が最大で

６倍になってしまいますが、負担増を嫌って家

を放置している人も多いと考えます。解体費用
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なども市で全体の３分の１を補助する方法など

いかがでしょうか。前向きにお伺いいたします。 

  次に、４点目は市内商業地域の電線地中化に

ついてでありますが、商店街街路灯ＬＥＤ化事

業については前にも質問しましたが、明るく節

電、コスト削減、蛍光灯の約４倍の長寿命、発

熱が少なく有害物質を含まず赤外線がほとんど

出ない、虫が寄ってこないなど多くのメリット

があります。この機会に商業地域の電線地中化、

裏配線、軒下配線、無電柱化、安全で快適な通

行空間の確保、市景観の向上、無電柱化を進め

れば特に新庄まつりで山車・神輿渡御行列また

高さも10メートル、青森ねぶた祭り以上のけん

らん豪華な20台の屋台が鮮烈な色彩を放つ行列、

豪華と迫力は圧巻でありますので、山尾市長が

申されておる100万人誘客は可能であります。

補助金を受けて電線地中化について実現できな

いかお伺いいたします。 

  以上で、質問席での私の質問を終わります。

御清聴まことにありがとうございました。御答

弁よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山口市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  ふるさと納税に御質問がありますが、新庄市

まちづくり応援寄附金、いわゆるふるさと納税

に対する市としての今後の取り組み方について

という御質問ですが、ふるさと納税制度は大変

失礼ですが、財政の苦しい自治体を助けようと

いうことではなくて、税負担を軽減することで

寄附しやすくしふるさとを離れた方のふるさと

を応援したい、ふるさとに貢献したいというふ

るさとを大切に思う気持ちを実現するために創

設されました。また、出身地でなくても第二の

ふるさとと考え応援したいと思う方も活用でき

る制度となっております。 

  市の現状といたしましては、今年度当初から

ふるさと納税についてのパンフレットや寄附申

込書の改訂、選択できるお礼品の数の拡充を行

いＰＲを図っております。そのかいもあり、今

年度は11月末現在で1,200件、金額1,600万円以

上となり、既に昨年度の実績を超え、昨年同期

と比べ件数で２倍、金額で約３倍の伸びとなっ

ております。昨今のふるさと納税制度に対する

注目度の高まりもありますが、新庄市を応援し

てくださる方々がふえていると感じております。

また、県内自治体でも大きな事業改善を図り、

戦略的にこの制度に取り組んでいるところも出

てまいりました。 

  ふるさと納税が注目を浴びている理由の一つ

として、寄附のお礼品として地域ごとの魅力あ

る特産品がもらえることがあり、現在新庄市が

提供している特産品では新庄産米はえぬき、つ

や姫、山形牛各種、旬の農産物セットが人気を

集めているところです。申込書に添えられたメ

ッセージ等を見ますと、昨年送ってもらったお

米、野菜がおいしかったというコメントも数多

くあり、新庄の特産品のファンになっていただ

いた方がふえていると実感しております。 

  特産品を通して新庄の魅力を知ってもらい、

ファンになっていただく、いずれは実際に新庄

に訪れていただけるものと考えております。交

流人口の拡大という面からもふるさと納税制度

は本市を知ってもらう絶好の機会であると捉え

ておりますので、今後も新庄というまちに対す

る関心を高めていただけるようお礼品のリニュ

ーアル、充実を初めパンフレットの改定やポー

タルネットなどインターネット上の無料広告枠

の活用などＰＲ方法の充実を図ってまいります。 

  また、全国的に見ましてもふるさと納税に係

る手続の簡略化、迅速化を進めることで寄附件

数・寄附金額の増進を図っている自治体もあり

ます。新庄市におきましても寄附をしてくださ

る方の利便性の向上と年々増してくる事務量の
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削減のために、来年度当初からのインターネッ

ト申請サービス及びクレジットカード決済サー

ビスの導入など受け付け事務を含めたさらなる

改善を進めてまいります。 

  市営学習塾については教育長より答弁させま

すので、よろしくお願いいたします。 

  次に、空き家問題についてでありますが、危

険な空き家の解体について市で解体費用の３分

の１の補助はできないかについてでありますが、

市では平成25年４月１日に施行しました新庄市

空き家等の適正管理の促進に関する条例に基づ

く平成25年度中に空き家情報を整理し、平成26

年４月１日現在で326戸について空き家と認定

し、近隣から苦情が寄せられるものについては

指導を行い、また管理者に対し今後の予定を確

認する意向調査を行ってまいりました。その結

果、今年度に入ってから６件の空き家について

改善がなされその後更地や駐車場に活用された

事例を確認しております。 

  家屋の解体時の補助についてでありますが、

基本的には所有者等の責任において行われるべ

きものであり、解体費用についても他の市民の

方々との公平性を鑑みて所有者の負担が原則と

考えております。ただ、さまざまな理由で解体

に踏み切れない方がおりますことも承知してお

ります。自力での解体が困難な方について、市

では方法の一つとして山形県住宅供給公社で進

めているまちの再生事業の活用を関係課と検討

しております。 

  この事業は市に空き家とその宅地を寄贈して

いただくことでその解体費用を市、公社、国側

で負担するというもので、所有者が土地と家屋

の所有権を市に譲渡するという条件つきではあ

りますが、今後の空き家問題を考える上での選

択肢の一つになるものと考えております。 

  次に、市内商業地の電線地中化についてであ

りますが、無電柱化を実施することは市街地の

道路を含めた安全で快適な通行空間の確保、良

好な景観、住環境の形成、災害の防止、情報通

信ネットワークの信頼性の向上、歴史的町並み

の保全、観光振興地域文化の復興、地域活性化

などに資することが期待されているものであり

ます。その反面、地中化をすることにより電線

類の傷みを目視で発見しにくく破損断線箇所の

特定が難しく復旧に時間を必要とし、冠水、豪

雪などの災害時は配線復旧作業ができないなど

の問題があります。 

  無電柱化を行う手法といたしましては地中化

と地中化以外の無電柱化があり、地中化以外の

方式としては軒下配線方式、裏配線方式などが

考えられます。無電柱化を含め公共事業は地域

経済活性化の一助とし期待されるものではあり

ますが、補助事業として全国10ブロックごとの

地方ブロック無電柱化協議会において協議する

必要があり、県単位の地方部会の意見を反映す

ることとなっております。これらの協議におい

て道路管理者、電線管理者、地方公共団体によ

る十分な協議が必要と考えております。 

  いずれの方式、事業といたしましても地方公

共団体道路管理者、電線管理者、地下埋設物管

理者、それぞれの負担が必要となってきます。

このように関係機関との合意形成の可否や費用

対効果の検討が不可欠であり、今後につきまし

ては国土交通省にて推薦しております次期無電

柱化推進計画の動向を見ながら、祭りの期間の

みならず道路を含めた安全で快適な通行空間の

確保に向かって関係機関と協力しながら努めて

まいりたいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 学習塾についてお答えいたしま

す。 

  先日、東成瀬村の学力日本一の秘訣を探るた

めに視察研修に行ってまいりました。学習塾も

話題に出たんですけれども、学習塾と学力日本
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一の関係というのは余りないというお話でした。 

  東成瀬村では長年授業改善に取り組んで年々

進化しているということと、子供たちの自発的

な家庭学習を推進している、学校の中でさまざ

まな取り組みをここ何年もかけてしてきた結果

が学力日本一になったということで、ただ、さ

らに学力を子供につけたいという保護者が、村

内には学習塾がないものですから何とか学習塾

を通いやすい村内につくってもらえないかとい

う要望がここ何年か、近年ありまして、それに

応えた形で村営の学習塾を開設したということ

でございました。大蔵村も事情は同様のようで

あります。 

  新庄市においても、子供は市の宝であり、教

育委員会では児童生徒一人一人に確かな学力を

育むことは重要な課題の一つと捉えております。

教育委員会では、確かな学力とは知識や技能は

もちろんのこと、これに加えて学ぶ意欲や自分

で課題を見つけ、主体的に判断して行動し、よ

りよく問題解決する資質や能力等まで含めたも

のと考えております。 

  各小中学校では、児童生徒が主体的な学習と

なる授業改善に取り組んでおります。例えば、

教科の特性を踏まえ児童生徒の知的好奇心を揺

さぶるような課題設定や考えを考慮したり、書

く活動を取り入れたりしながら自分の考えを深

めていく活動を工夫したり、より難しい問題に

も挑戦しようとするような授業に取り組んでい

る学校が多くあります。来年４月開校予定の萩

野学園はもちろん、市内５つの中学校区では小

中一貫教育に取り組んでおり、９年間を見通し

たカリキュラムによる確かな学力の向上及び小

中学校教員の協働性に基づいた授業力の向上を

図っております。 

  さらに、基本的な生活習慣が安定している児

童生徒は学力も高いという相関関係も出てきま

すので、家庭と連携しながら家庭学習の習慣化

やテレビの視聴時間、ゲームや携帯の使用時間

の短縮についても取り組んでもらうよう各学校

に依頼しているところです。 

  新庄市には民間の学習塾が複数ある現状を踏

まえ、教育委員会としては塾を設置せずに毎日

の授業を大切にしながら市の宝である子供たち

の学力向上を進めてまいりたいと思っておりま

す。以上でございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） まことに御答弁ありが

とうございました。再質問をさせていただきま

す。 

  ふるさと納税については、例えば天童市は昨

年度は県内35市町村のうち最下位だったわけで

すけれども、今年度は９月末時点でトップを走

っております。ことし４月に導入したお返し制

度が功を奏したようであります。昨年１年間で

５人で66万円しかなかった金額が、今年度は11

月13日現在の申し込み段階で２万5,760人に急

増し３億円を突破したとあります。県市町村課

によると、９月末時点での寄附金額は１位が天

童市、２位が最上町、３位が三川町となってお

ります。どうか、新庄市も年末に向けて申し込

みがふえる傾向があるとのことなので、市長の

考えもあるでしょうけれども、天童市を参考に

してというか、対応を考えてほしいと思います

が、新庄市の所見を改めてお伺いしたいと思い

ます。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 ふるさと納税につきまし

ては、今紹介いただきました方向性で私どもも

各市町村情報を伺っております。今後、新年度

に向けて今からまたやれるところを整理しなが

ら順次反転攻勢というか、私どもでも競争に負

けないようにやっていきたい。ただし、やはり

財源確保を目標にするのではありませんので、

あくまでも制度の趣旨を理解しながら進めてま
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いりたいと思っております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうも御答弁ありがと

うございました。よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  次に、空き家問題についてですけれども、地

方でも都市部でも空き家が急増しておって国土

交通省が開催しておる個人住宅の賃貸流通の促

進に関する検討会の資料が公表された調査結果

では、空き家所有者の７割が放置している。空

き家となった理由は別の住宅にかえた後、当面

は売却や賃貸なく放置していたり、親から相続

したまま、または別荘を購入したが使っていな

い状態であったり、空き家を放置すれば防犯と

か防災のさまざまな問題もありますので、早期

に対応すべきと考えますが、その点について新

庄市としての御所見をお伺いします。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 危険空き家に対する除去とい

うことでただいまお話がありましたけれども、

新庄市で制定しておりました空き家条例につき

ましても同様に危険な空き家の安全管理という

ことを目指しております。まずは所有者に対す

る指導、それから勧告命令という手続を踏みな

がら適正管理を促すという方向で進めたいと考

えておりますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。よろしくお願いします。 

  次に、市内商業地域の電線地中化についてで

すが、無電柱化におくれをとっている日本、生

活道路の無電柱化が特におくれているわけです

ね。無電柱化の目的としては安全で快適な通行

空間の確保、市景観の向上、市防災の防止、情

報通信ネットワークの信頼性の向上、観光の振

興、地域の活性化など電線地中化のメリットは

安全で円滑な通行空間の確保、市景観の向上、

市防災対策などありますが、その辺を総合して

考えて、さらに市の所見についてお伺いいたし

ます。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 電線地中化につきまして

は、いろいろ実施するに当たって非常に難問が

山積しております。特に、無電柱化につきまし

ては都市部のバイパス事業それから拡幅事業ま

たは土地区画整理事業、市街地再開発事業とい

う事業に合わせて無電柱化を実施しているもの

が実情でございます。このため、その事業と一

緒に行うわけでございまして、いわゆる電線管

理者の理解が非常に重要であると考えています。 

  そのために、現在のところ県内では８市町村

が26年から30年までの間に予定してございます。

ただし、この実施予定箇所につきましては全て

市街地開発事業とか事業に絡めたものでござい

ます。その辺が非常に難しいところでございま

す。なお、国土交通省において現在推進してお

ります無電柱化推進計画、この動向を見ながら

祭り期間のみならず全体として関係機関と協議

しながら情報収集に努めていきたいと考えてお

ります。以上でございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  とにかく、無電柱化に成功すれば新庄市に全

国から視察にお見えになると思いますし、また

ＬＥＤ照明で明るくして無電柱化にすればさら

に視察に来られて新庄市の活性化にもなると思

いますので、その辺よく御検討いただきたいと

思います。 

  また、学習塾についてはやはり塾で勉強すれ
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ば成績は上がりますので、その辺もいろいろ御

検討いただきたいと思います。 

  以上で、私の再質問を終わります。どうもあ

りがとうございました。（拍手） 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時２６分 休憩 

     午後１時３６分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤卓也議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、佐藤卓也君。 

   （８番佐藤卓也議員登壇）（拍手） 

８ 番（佐藤卓也議員） ４番目に質問させてい

ただきます。市民・公明クラブ佐藤卓也でござ

います。市民の皆様の視点に立ち質問させてい

ただきますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  また、冬将軍の訪れによりまち全体が白くな

りました。それを解かすかのような熱い議論を

交わしていきたいと思いますので、執行部の皆

様ぜひともよろしくお願いいたします。 

  また、市民の皆様によりわかりやすくするた

め一問一答方式にさせていただきます。これも

よろしくお願いいたします。 

  新庄まつりは来年260周年という節目を迎え

ます。平成21年３月には国重要無形文化財に指

定され、さらに全国18府県32県を山鉾山車行事

に国連教育科学文化機関、略してユネスコです

が、ユネスコの無形文化遺産登録に向けて検討

すべきものとされ、これから全国的にそして世

界的に注目されることとなります。海外旅行者

を含めた新庄市を訪れるたくさんの方々に満足

していただけるよう今までの課題を整理し、問

題を解決するためにも新庄まつり百年の大計３

期計画の早期実現に向け取り組む姿勢があるの

ではないでしょうか。今後、新庄まつり百年の

大計の基本施策をどのように実行しさまざまな

課題を解決していかれるのかお伺いいたします。 

  また、祭りの中心である若連の意見が反映さ

れにくい運営体制が現在行われております。そ

の早急な見直しが必要と考えられますが、どの

ように改善されていくのかお伺いいたします。

よろしく御答弁お願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 新庄まつりの将来についてという

ことで御質問をいただきました。全国的な人口

減少や国内市場の縮小により、外国人観光客の

誘致の必要性が高まってきておりまして、新庄

まつりにつきましてもユネスコ無形文化遺産の

登録が期待されており、登録されますと海外へ

の知名度も高くなることから、現在取り組んで

おります外国人誘客推進事業により国際旅行博

や商談会に参加し、外国人観光客や旅行エージ

ェントへの情報発信を強化するとともに、外国

人観光客に対するおもてなしや受け入れ体制の

整備を一層推進していかなければならないと考

えております。 

  また、運営体制につきましては、現在新庄ま

つり委員会が主催者として企画運営を行ってお

りますが、祭り関係団体の代表者のみで構成さ

れた組織であるため、祭り実践者である山車若

連や囃子若連などの意見や提案が反映されにく

いという体制となってきたと言われております。

このため、現行の運営体制を見直し、祭り関係

団体の実務担当者が主体的に企画運営事業を担

うことのできる新たな組織の確立と、新庄まつ

り百年の大計第３期計画に盛り込まれた各種施

策の進行管理を推進するため来年度に新庄まつ
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り実行委員会の設立に向け準備を進めていると

ころであります。 

  また、喫緊の課題といたしまして、関係団体

ともに運営体制の改編と運営方法の見直しを行

いながら、また市負担金の増額についても検討

しているところであります。 

  特には来年260周年という節目を迎えるとい

うことで、現在事務局レベル若連レベルの中で

どのようなお祭りを計画し260年祭をお祝いす

るか、また多くの人を迎え入れるか、特には月

火水という平日開催であるということも含め、

その辺について鋭意関係団体の皆さんと話し合

いを続け、来年の26年に向けて進めているとこ

ろであります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

８ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

８ 番（佐藤卓也議員） わかりました。 

  ここで確認させていただきたいのですが、新

庄まつりは誰のための祭りなのかもう一度考え

る必要があると思いますけれども、新庄まつり、

誰のための祭りなのでしょうか。市長、よろし

くお願いします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 新庄まつりはと承知の

とおり260年ほど前から飢饉に打ちひしがれた

農民、町民を奮い立たせるというところから来

ておりますので、新庄市民全体の祭りであると

考えております。 

８ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

８ 番（佐藤卓也議員） わかりました。もう一

つ確認させていただきます。日本一の新庄まつ

りと言っていますが、何が日本一なんでしょう。

そこら辺をもう一度確認したいと思います。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 新庄まつりはやはり山

車のつくり手、囃子弾き手、神社等が一体とな

ってやっているということで、やはり市民全体

の祭りに参加するという意味からも祭りの豪華

さからも含めて日本一ということで考えている

ところでございます。 

８ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

８ 番（佐藤卓也議員） 済みません、今の答弁

だといまいちわからないんですけれども、なぜ

私がこういう質問をしますかといいますと、市

民の皆さんが何が日本一かわかっていないので

はないでしょうか。これをもう１回確認してい

ただいて、何が日本一なのか、新庄まつりのど

こが日本一なのか、もう一度確認する必要があ

るんじゃないでしょうか。260周年を迎えてそ

この確認をもう一度させていただきます。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 先ほど申しましたよう

に、市民挙げて祭りをしているということでそ

の祭りの山車等の豪華さからあるいは熱気から

して日本一ではないかと考えています。 

８ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

８ 番（佐藤卓也議員） わかりました。そうい

うことなんでしょうね。そこをもう１回確認さ

せていただきます。 

  市民全体でつくり上げる山車、それが新庄ま

つりだと思います。それを今度は未来に向けて

子供たちにもっと発信していかなければいけな

いでしょうし、その運営体制もしっかりしてい

かなければならない、そういうものだと思って

います。ですから、そういう確認をもう一度さ

せていただきました。 

  そこで一番最後のほうなんですけれども、運

営体制のことについてもう少し触れたいと思い

ますが、運営体制が悪いと思っているのは、今



- 52 - 

第３期ですよね。第１期、２期、この第３期と

いうのは百年の大計ができて取り組みはまだま

だ進んでいないんですよね。それで260周年を

迎えるということは非常に、逆に遅いんじゃな

いですか。来期じゃなくてもう今年度中にどん

どん進める必要があるんじゃないでしょうか。

そのおくれが結局30年たっても進まないことに

はならないんでしょうか。そこら辺の進め方も

もう少し強力にしてはいかがなものでしょうか。

よろしくお願いいたします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 新庄まつりは、現在御

承知のとおり新庄まつり委員会が主催している

わけでございまして、この委員会はやはりこと

しの祭りをどう運営するかということにどうし

ても主眼が置かれがちでございまして、やはり

百年の大計の中の今までずっと言われておりま

す重要な問題といたしましては、祭りの開催日

を金土日にする、あるいは本祭りを夜型にする、

後継者をどうするといった問題が大きな問題が

あるわけですけれども、これらを何ていいます

か、ずっと下からの持ち上げで討論しながら積

み上げていくという体制が、今の組織ではちょ

っと欠けているのかなと考えているところでご

ざいます。 

  現在もまつり３団体の方々の意見を取り入れ

てはいるわけですけれども、御指摘のとおり事

務局長とか役員の方々が出ている事務局会議と

いうのがございまして、若い方々から広く意見

を求めるという組織にはなっていないという反

省はございます。そこで実行委員会の中で部会

等を設置しながら常時広い意見を求めるという

ことで実行委員会組織が必要だと考えておりま

して、まずは実行委員会を組織して広く意見を

交わすという体制をつくることが一番大事なの

ではないかと考えているところです。 

８ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

８ 番（佐藤卓也議員） それまでもやっている

わけですよね。それで今まで20年もやっておい

てできないというのはなかなか進まないからで

しょうし、もしこれが祭り実行委員会になった

として組織をつくっただけでは一応市側として

つくりましたと言っているだけでは逃げるよう

な意味合いもあるんじゃないですか。今までや

っているのは実行委員会をつくったから正式に

できるんですかねということは、実行委員会を

つくっただけじゃなくて実際にやらなければい

けないんですよね。そこら辺をただつくっただ

けで、若者の意見を取り入れました、はい、そ

うですねといって本当に変わるんですか。実行

委員会をつくっただけで。そこら辺の取り組み

の強化をお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 新庄まつりに対する思いは全て多

くの皆さんがお持ちになるわけです。基本的に

私も新庄まつりの名誉会長ということであるわ

けですけれども、基本的には新庄市から補助金

という形で出しております。それは外郭団体と

いうことになります。無責任な言い方をするわ

けでありませんが、そこにあります３団体、山

車、囃子、神輿渡御、その３団体の協議のもと

に進められるということが実情であります。さ

らには最近のお花もらいの子供たちの減少ある

いはスタッフの減少、それから職場の非常に休

みづらい環境ということでなかなか以前のよう

な形で進まないという認識を持っていらっしゃ

います、３団体とも。 

  その中でどういうふうに進めようかというこ

とで３団体の協議。市としても補助的に意見を

いただけないかという立場でございます。その

補助的な意見の中でこれまで皆さんから言われ

てきたような意見、なかなか通りづらい、３団

体の代表者だけで決められているのではないか



- 53 - 

ということに対応して、ことしの夏終わってす

ぐから実行委員会形式で事務局レベル、それぞ

れの若連の副代表あるいは副会長といった方々

と市の事務局、商工会議所の事務局、観光協議

会の事務局が入りまして意見を拾いながら来年

に向けてやっているということも御理解いただ

きたいと思います。 

  全然進まなかったということ、有識者会議の

中で御提案いただいておりますが、具体的に何

を変えなければならないかとなると一つ一つク

リアするのが大変多いということも御理解賜り

たいと思います。 

  ですから、あくまでも新庄市が主催する祭り

ではないということであります。新庄市として

はこのお祭りを活用し、そして何とか地域経済

の発展につなげたいという商工課の意図はござ

います。しかし、あくまでも主体的には祭りを

やる主体方が実施主体だということの距離感を

きちっと置いておかないと、全て新庄市が丸投

げということでないということも御理解賜りた

いと思います。 

８ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

８ 番（佐藤卓也議員） わかりました。市長の

言っていることも当然だと思います。しかしな

がら、市がある程度引っ張ってあげないと今ま

でできなかったものが今までできないのですの

で、その橋渡し、連携をうまくとっていくのが

市の役目でもあると思いますので、そういうこ

とでいえば頑張っていただくとしか私どもは言

いませんし、していただかなければいけない、

新しい運営体制、そこに立つ実行委員会となれ

ば総会も開かれることだと思いますし、市民全

員の意見を総括して新庄まつりを260周年、ユ

ネスコ登録に向かった検討すべきものでしょう

けれども、なったとき、なってからでは遅いの

でそこら辺の検討をぜひよろしくお願いしたい

と思います。 

  次の質問に移らせていただきます。 

  デスティネーションキャンペーンとは、地元

自治体とＪＲ６社、観光業者や協賛会社などが

協力して集中宣伝と情報発信を行う日本最大の

観光誘致キャンペーンのことで、ことし６月14

日から９月13日の３カ月間行われました。 

  デスティネーションキャンペーンはあくまで

もきっかけづくりです。これを契機に新庄最上

が観光地としてステップアップし、持続的に行

うことができる鍵となります。旅行会社や自治

体など関係者がさまざまな話し合いを行い、観

光素材や新たなおもてなしの発掘やネットワー

クの構築などの仕掛けづくりを行って、デステ

ィネーションキャンペーンが終わってからがこ

このスタートではないでしょうか。 

  そこで、地元自治体新庄市としてさまざまな

集客事業や受け入れた事業を行ってきましたが、

どのように検証されたのかお伺いいたします。 

  また、その反省点を生かし、各課関係者と通

年の誘客に向けて地域資源を活用した先を見据

えた取り組みをどのように行っていくのかお伺

いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 議員おっしゃるとおり、６月14日

から９月13日まで３カ月間山形ＤＣが行われま

した。 

  本県では10年ぶり６回目の開催となった山形

デスティネーションキャンペーンでありますが、

新庄最上地域の観光資源や魅力的な食文化をア

ピールする絶好の機会と捉え、関係団体ととも

に実行委員会を組織しておもてなし事業を展開

した結果、ＤＣ期間中の観光客数は最上地域全

体で７％増、県全体では20％増となりました。

ＤＣオープニング、クロージングでの多くの市

民が参加したＪＲ新庄駅での出迎えや沿線での

歓迎、市制65周年記念元気まつり、新庄総合

100円商店街とのタイアップによるにぎわいの
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創出やＤＣ期間中における町なかでの観光客が

楽しくおいしく町歩きできる空間の構築や植栽、

歓迎フラッグ、さらにはバル街の催しなどさま

ざまなおもてなしの雰囲気をつくり出してきま

した。ＤＣと同時開催となりました最上観光博

でも、最上の地域の強みであるブナと巨木の最

上回廊をテーマに世界的な登山家田部井淳子さ

んを招いたトレッキングツアーを開催し、メデ

ィアへの情報発信に努めたところであります。 

  また、継続的な誘客体制を確立するため、最

上地域観光協議会に観光誘客プロデューサーを

新たに配置し、旅行商品の企画開発、売り込み

を行い、最上巨木巡礼や今しか見られない高速

道路の工事見学などの４本の旅行商品が具体的

に実施され成果を上げております。 

  今回のＤＣで築くことができた多くの市民の

方々、団体の皆様との連携、つながりを来年度

のポストＤＣにおいても拡大強化し、市全体で

交流人口の拡大に向け継続的な取り組みになる

よう努めております。さらに、来年迎える新庄

まつり260年とポストＤＣの誘客の相乗効果で

の誘客を図るべく祭りと雪のふるさと新庄のア

ピールポイントを明確に打ち出し、通年を通し

た魅力創出、情報発信に取り組むために工学院

大学へ市内の歴史、文化のストーリー性の構築

に向けた調査をお願いしているところでありま

す。 

  また、新庄最上地域においてもブナと巨木の

最上回廊のブランド化を図る上で玄関口となる

新庄市が大きな役割を担っており、管内町村と

も連携しながら持続可能な観光誘客の基盤づく

りに努めてまいりたいと考えております。以上

であります。 

８ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

８ 番（佐藤卓也議員） わかりました。 

  検証の点で反省点が幾つかあったと思うんで

すけれども、その反省点をお聞かせ、よろしく

お願いします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 新庄最上地域の成果の

検討というか検証につきましては、最上観光協

議会を初めとする関係団体で先ごろ成果の検証

会の会議を持ったところでございます。 

  かなりの観光客の方々がおいでになったとい

うことで、例えば新庄駅の方々からはデスティ

ネーションキャンペーン実施期間中に30万人の

乗降客を見込んだそうですが、42万人の方々が

訪れたということで、大変計画以上といいます

か、思った以上の成果を出しているといったと

ころの報告などもございました。 

  ただ、一部とれいゆなどで新庄に来ましても、

新庄駅でおりましても大きな観光をするところ

がないので、そのまま帰ってしまったという意

見も聞かれましたし、宿泊客につきましては地

域ごとのばらつきがあって新庄最上地域では必

ずしも宿泊客がふえたという、思ったよりふえ

たということは認識していなかったという意見

もあったところでございます。 

８ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

８ 番（佐藤卓也議員） わかりました。また、

新庄市内では地域資源の活用ということでの検

証はどのようになされたのかよろしくお願いし

ます。 

  また、将来を見据えた意見の交換というんで

すか、行政と民間の方が異業種を超えた取り組

みがなされたのかどうか、その２点お聞きいた

します。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 検証ですけれども、先

ほど申しました最上地域の観光協議会を主体と

してやったわけですけれども、やはり先ほど申

しましたＪＲの方の意見、最上物産協会の方々
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の意見を聞きますとやはりかなりのお客さんが

いらしたということのようですけれども、一応

県での検証方法としましては観光地の定点をピ

ックアップしましてそこの人数を検証している

わけです。うちのほうとしましても、毎月観光

地、例えば歴史センターとかそういったところ

を定点観測しておりますので、その辺の観光客

数から過去の昨年度と比べての人数で検証をし

ているところでございます。 

  異業種ということでございますけれども、観

光ボランティアガイドの方々とかあるいは観光

協議会の方々などと力を合わせながらおもてな

し事業、例えばここの方々と一緒になってお出

迎えあるいはお見送りといった手を振る事業と

かそういったことを期間中相当してまいりまし

たので、一定の成果があったものと考えており

ます。 

８ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

８ 番（佐藤卓也議員） 今の課長の答弁ですと、

特に何もやっていないですよね。 

  デスティネーションキャンペーンも取り組ん

でおりますけれども、課長から資料をいただき

ましたけれども、オープニング、あとは終わる

ときくらいで特に何かやったかというのは今の

答弁では何もなかったような気はします、私か

ら見れば。 

  だとすれば、そこら辺の異業種のやっている、

どういう、新庄市自体で検証しなければわから

ないんじゃないですか。最上で検証するのは最

上でやっていただいて、新庄市でもう少しどう

いうふうにやりましたよ、その結果どうでした

よという検証がなされなければ次のステップに

行けないのではないでしょうか。 

  なぜならば、去年おととしと最上観光博もや

っていますよね。そのときも検証なさっている

はずなんですけれども、それは解消されていま

せんよね。それなのにまた来年ポストＤＣやっ

て同じことをやってまた同じ反省をするんです

か。これでは全然先に進まないですよね。地域

資源、確かに田部井さん来ました。来年また来

てもらえるんですか。そうじゃないですよね。

次に進まなければその地域資源は何になるんで

すか。そういうことをもっと考えなければ、地

域資源をもっと掘り起こさなければ新しいおも

てなしを見つけなければ先に進まないんじゃな

いですか。そこはどうなんですか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 田部井さんを誘致して

のトレッキングツアーにつきましては、最上観

光協会でブナと巨木の最上回廊をキャッチフレ

ーズに頑張っているわけでございまして、自然

豊かな風景、巨木とか、そういったものを生か

して最上地域の観光に結びつけていこうという

ことで地域全体としては考えているわけでござ

います。 

  市としましては、やはりエコロジーガーデン

あるいはふるさと歴史センターあるいはことし

から就航しました本合海ルートの船下り、これ

らを組み合わせて観光をもう少しＰＲして取り

組んでいきたいと考えておりますし、先ほど市

長からありましたストーリー性の観点から工学

院大学等が調査を行っていることもありますの

で、それらを組み合わせて取り組んでいきたい

と思っております。 

８ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

８ 番（佐藤卓也議員） 新庄市は旅行会社では

ございませんので、別にルートを組んでいただ

くと思うわけではありませんので、そこら辺を

勘違いしていただきたくはないんですけれども、

その仕組みを構築する、連携をとるのが市の役

割ですので、そこら辺をしっかりしていただき

たいと思います。ましてや、そういう情報を持

っているのは新庄市ではないでしょうか。その
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橋渡しをうまくしていただいてルートをつくっ

ていただく、そしてその新しいツアーなるもの

を全国各地にＰＲするのも行政の一つの役割で

すし、そこら辺をしっかり反省し、検証してい

かないと先に進めません。 

  また、今回も問題になりました２次交通の問

題もまだ解消し切れていませんし、そこら辺の

検証もしっかり、いつかはしますよねでなく、

先、もっと先を見つめて先手先手を打つのが行

政ではないでしょうか。問題が起きてからでは

遅いですし、さきの質問にも重なりますが、

260周年、ユネスコ来てからさあどうしましょ

う、こうしましょうでは遅いですから、そこら

辺をもう少し先を見つめていく必要があるんで

しょうけれども、そこら辺の答弁をよろしくお

願いします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 行政の役割ということ

で御指摘がございましたけれども、先ほど申し

ました最上地域観光協議会の中でも、例えば新

庄市だけとか、最上町だけという市町村単位で

やっても効果が上がらないといいますか、それ

以上に、最上地域全体が一つの取り組みを一体

となってやらなければいけないという認識が非

常に強くなっておりますので、行政といたしま

してもそういった連携をとるように、一体的に

とれるように今後連携を強化していきたいと思

っております。 

  ツアーをつくるわけではないということでは

ありますけれども、観光プロデューサーの方を

配置しまして新しい視点からの最上地域のツア

ーも考えられております。これもやはり最上地

域全体としてのことを考えたツアーをいろいろ

考えておりますので、我々も一緒になって検討

していきたいと思います。 

  それから、２次交通の問題ですけれども、や

はりどこの地域でも２次交通の問題が非常に反

省点として出てきているようでございます。 

  今も新庄駅で例えば観光タクシー１時間半コ

ースとか２時間コースでのコースも設定してい

るわけですけれども、そういったタクシーある

いはレンタカー、観光協会では自転車、レンタ

サイクルなども整備しておりますが、確かに御

指摘のとおり２次交通の問題がありますので今

後検討していきたいと考えております。 

８ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

８ 番（佐藤卓也議員） ぜひともよろしくお願

いいたします。 

  次の質問に移らせていただきます。 

  日本創成会議は、国立社会保障・人口問題研

究所が出した2040年の人口推計データをもとに

子供を産む中心世代の若年女性の人口を試算し、

全国の市町村の約半分の896市町村が消滅可能

性都市にあると発表しました。その消滅可能性

都市に新庄市も含まれており、若年女性が半減

した自治体は介護保険や医療保険などの社会保

障の維持が困難になり、雇用も確保しづらいと

いう大変な状況に陥ります。 

  消滅都市にならないよう、先を見据え対応し

なければなりません。人口減少に歯どめをかけ、

新庄市に子供を産んで育てていくために子育て

しやすい環境をしっかり充実させる必要があり

ます。現在、各自治体が子育て、子育て環境の

充実に独自のアイデアを出しさまざまな施策を

展開しております。これからは子育て推進課だ

けでなく各課が行っている子育て施策を連携し、

市全体で子育てしやすい環境整備をすることが

定住促進につながる大きな柱となるのではない

でしょうか。 

  そこで、市として今後どのようにさまざまな

子育て施策を連携していくのか。また、子供を

育てる環境整備の充実をハード面やソフト面を

含めどのように取り組んでいかれるのかお伺い

いたします。 
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  新庄市子ども・子育て新事業計画施策に関す

るニーズ調査の結果報告を見ても、まだまだ知

られていない方がいらっしゃいます。まず、知

らなければこのファミリーサポートセンターな

ど知らなければ利用することもできません。こ

れからは子育て支援事業をもっとたくさんの方

に知っていただく必要があり、利用していただ

くことで少しでも育児や子育ての不安の解消に

役立てていきたいと思っております。 

  そのためにも子育て支援センターやファミリ

ーサポートセンターを知っていただくための工

夫をどのように行っていかれるのか。そしてど

のように充実を図りたくさんの方に利用してい

ただくために、保育所や幼稚園、認可外保育所

各ＮＰＯ団体との連携を構築していかれるので

しょうか。また、フェイスブックやラインなど

ＳＮＳを活用し、時代に合った情報交換ツール

の利用なども考えられますが、今後どのように

取り組んでいかれるのか、お伺いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 確かに、日本創成会議の中で896

の自治体が消滅する可能性があると報告されて、

全国的な市町村においては非常に急激な高まり、

意識の強化が図られております。それを受けて

国としましてもひと・まち・しごと創生会議、

法律を成立させてまで地域の支援をしなければ

ならないと動きがなってきた。一つの危機感が

次なる時代の行動になるのかなと思っています。 

  本市の子育て支援施策につきましては、新庄

市次世代育成支援対策行動計画に基づいて取り

組んでおりますが、この計画は平成26年度まで

の期間となっております。そのため、平成27年

度以降は後期計画の成果を引き継ぐとともにさ

らに充実させるべく、新庄市子ども・子育て支

援事業計画を策定中でありますが、来年４月か

ら開始予定であります子ども・子育て支援新制

度の効果的な運用を図るとともにこの新しい計

画に基づいて本市の子育て支援策の充実を目指

してまいります。 

  子ども・子育て支援新制度は従来の子育て支

援施策がその制度、財源が縦割りだったことに

よるさまざまな弊害を排除し、横断的かつ総合

的な事業展開を図ることを目的として整備され

たもので、その内容といたしましては、教育・

保育施設に入所している子供の保護者に対して

の教育、保育費用の給付事業と自宅で保育を行

っている保護者など全ての子育て世帯に対する

支援のための地域支援事業の大きく２つの事業

に区分されております。 

  中でも地域支援事業につきましては、健康課

が担当している妊婦健康診査や乳児家庭全戸訪

問事業、いわゆるこんにちは赤ちゃん事業、子

育て推進課において実施している地域子育て支

援拠点事業、子育て支援センター事業や放課後

児童クラブ事業など既に本市で取り組みを行っ

ている事業も含まれており、妊娠出産時から子

供の成長過程に合わせた各種事業、各担当が連

携強化しながら現在も実施しているところであ

りますが、子ども・子育て支援新制度が整備さ

れた趣旨を踏まえて今後の担当課間の連携をさ

らに推し進めながら地域支援事業の積極的展開

を図るとともに、特定不妊治療費助成事業や子

育て支援医療費助成事業、第３子以降児童の保

育料免除事業、子育て世代の定住促進住宅の家

賃軽減事業、わらすこ広場運営管理事業、特別

支援児童に係る養護業務員の配置など、本市の

独自事業も継続し、各子育て支援策が有機的に

結ぶことによって魅力ある定住促進強化策とし

て一つの大きな柱となるよう今後の展開を図っ

てまいります。 

  しかしながら、この子ども・子育て支援新制

度を実施するための財源として予定されていた

消費税の税率改正が今回見送られたため、必要

となる財源については今後国の動向を注視して

まいります。 
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  また、子育て支援センター事業とファミリー

サポートセンター事業も地域支援事業の一事業

として法定化されておりますので、今後は現在

の子育て世代の方が数多く利用していると思わ

れるソーシャルネットワーキングサービス、い

わゆるＳＮＳを活用するなどして、事業の内容

や利用拡大に向けた周知をより一層図り、さら

にはコミュニケーションツールとしてのＳＮＳ

の特性を利用して子育てサークルなどの関係団

体同士の関係強化が図られるよう検討してまい

りたいと思っています。以上、答弁とさせてい

ただきます。 

８ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

８ 番（佐藤卓也議員） わかりました。なかな

か私もきょう持ってきましたけれども、ニーズ

調査ですけれども、余り見たくない内容がたく

さん書いてありまして、非常に目をそむけたく

なるような調査結果でした。 

  質問にもあるように、ファミリーサポートセ

ンターは非常に使い勝手がいいんですけれども、

知られていないですよね。知られていなければ

使う方もいないのも当然であります。でも、知

らないのもそのまま放っておくわけにもいかな

いですし、周知をもう少ししていただいて使い

やすいようにしていただく施策、施策といいま

すか、ことを考えなければいけないんでしょう

けれども、そこら辺はどのように考えています

でしょうか。よろしくお願いします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 ファミ

リーサポートセンターの利用の拡充と拡大とい

うことであるかと思います。いわゆるファミリ

ーサポートセンター、今現在ＮＰＯでやってい

ただいているわけなんですけれども、新庄市の

ホームページの活用ですとか市報、そういった

ものを活用してこれからも周知を図っていくつ

もりではおるんですが、さらに今年度から最上

地域みんなで子育て応援団という任意の団体で

すけれども、これが活動し始めております。 

  これは郡内の全市町村、子育て支援センター、

あとは子育てに関するＮＰＯ法人ですとか子育

て支援の事業所、こういった方々が会員となっ

ております。この子育て応援団でホームページ

を開設しておりまして、そちらに妊娠から出産

子育て、いろいろなページをつくっていただい

ておりまして、そこに各市町村のリンクを張ら

せていただいているという格好で運用しており

ます。そういったものも一つの効果があるのか

なと考えてございます。 

  また、先ほど市長の答弁にもございましたが、

来年度から子育て支援施策として子育て支援セ

ンターが中心となるかと考えておりますけれど

も、そちらでフェイスブックもしくはラインア

ットですとか、そういったコミュニケーション

ツール、そういったものを利用した格好で即時

性を持たせた情報発信をしていきたいと考えて

おります。市のホームページですとなかなかか

た苦しくて見づらいということもございますの

で、そういった今の若いお母さん方が利用しや

すい、そういったツールも来年度からになりま

すがやっていこうと考えております。 

  また、広がりという面でありますけれども、

広域連携という形で例えばファミリーサポート

センター、各企業にあります子育て支援センタ

ー、そういったものをもちろん新庄市優先では

ございますけれども、ほかの郡内の方々からも

利用できるようなやり方、取り組みをやってい

ければと考えております。以上です。 

８ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

８ 番（佐藤卓也議員） 前向きな答弁ありがと

うございます。やっていければなでなくてやっ
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ていかなければならないと思いますのでそこら

辺はしっかりと取り組んでいただいて、それが

いずれは新庄の定住促進につながるものと思い

ます。ぜひとも若い方々は今はＳＮＳを使って

いますので、使い勝手がよい、ホームページを

見なくてもスマホで見られるような形が定期健

診なりいろいろなものに使えますので、そうい

うことを新庄市が発信していければ新庄市って

住みやすいんだなということになっていきます

ので、ぜひともそのところの取り組み強化をよ

ろしくお願いいたします。 

  また、私が今その前段なんですけれども、各

課がいろいろな子育て施策を出してはおります。

かといってなかなか横の連携がまだ行っていな

い。横が行っていないからこそ新庄市がぽつん

となってしまう。それが定住促進にはつながっ

ていかないのかなと思っています。だとするな

らば、施策をつくる前の段階で話し合っていけ

ば新庄市が子育てしやすいなら、このように雪

が降っても新庄市に住みたいという施策が自然

にできるんじゃないでしょうか。そこら辺は総

合的にどう考えていますか。政策課長、何か御

意見ありますか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 定住ということが出てお

りましたが、私たちが23年度から始めておりま

すまちづくり総合計画、その将来像を実現する

ための大きな２つのテーマということが暮らし

と定住ということでございます。23年度から始

まっておりますので、あわせてそこからその命

題を解消すべく始めておりますが、特に25年度、

26年度総合的に多くの分野で子育てにかかわる

部門を進めてきてございます。進め方の横の連

携につきましても、その進め方について創成会

議というお話がありましたが、そのような影響

もありまして、今までやってきた部分について

補完するところはないか、補強するところはな

いんだろうかということで全庁的に体制を整え

て考えて案を出してもらって、それをこれまで

行政評価という中でさまざまな事業間の調整を

施せる中でそのプロジェクトチームの出てきた

定住策について議論を重ねて、連携といえばそ

のような形で業務課の中で整合性をとりながら

逐次優先度を考えてこれを予算化して進めてき

ておると。 

  その第１番手が９月補正で子育て支援家庭の

医療費という分の拡充ということになっており

まして、今後ともそのような形で段階的に先を

見ながら進めてまいると。連携としては組織化

ではないんですけれども、基本的に持っている

というところでございます。 

８ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

８ 番（佐藤卓也議員） わかりました。ぜひと

も新庄市が子育てしやすい環境であることを願

って一般質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手） 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時２３分 休憩 

     午後２時３３分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、小関 淳君。 

   （１１番小関 淳議員登壇）（拍手） 

１１番（小関 淳議員） それでは、早速質問を

始めたいと思います。 

  御存じのように、当市の人口は減少を続け、

既に３万8,000人を切り、もう３万7,000人台に
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なっています。前回の一般質問でも言いました

ようにこの人口減少は全国的な現象ではあるも

のの、その速度を加速させるかそうでないかは

それぞれの自治体のさまざまな施策の充実度が

かかわっていると考えます。 

  転出を抑制し転入を促進するためには、この

まちに住みたいという明確な理由となるような

住み続けるための環境づくりが不可欠です。そ

れは、都市整備や環境美化などというストレー

トな施策の充実も含みますが、それよりも住民

が安心し、快適に暮らし続けることのできる多

面的な施策の充実が何より重要だと、そういう

意味もあります。 

  市は、そばまつりや味覚まつりなどのイベン

ト事業に職員の大切なエネルギーを向けていま

す。また、台湾から観光客を呼び込もうという

インバウンド事業にも力を入れています。さら

に、テニスコートの増設事業なども進行してい

ます。私には、市がこれらの事業を優先的に進

めなければいけない重要なものとして取り組ん

でいるように見えます。 

  しかし、何よりも重要なことは混沌とした世

界の中の日本、その地方都市である新庄市の未

来を見据えた子育て支援や雇用・起業支援、福

祉や教育、農業商工業など、ここで暮らし続け

ていくための基礎となる施策を一層充実させる

ことではないのでしょうか。そこに、頭脳集団

である市職員のエネルギーを、それを核として

都市部の感覚を持ったクリエイティブな人材や

柔軟な発想力を持つ民間力を結集し、それらの

英知を我がまちの生き残り施策に生かすべきで

はないのでしょうか。 

  政府は、抜本的な地方創生を掲げ、疲弊した

地方に予算を向けようとはしているものの、

1,000兆円を超える国の借金を考えれば行財政

縮小時代の流れは変わるはずはありません。こ

れからは、より事業の選択と集中が求められ、

事業によっては廃止という決断をしなければ、

このまちの将来はどうなるかは容易に想像がつ

きます。 

  そのようなことを踏まえ、これから３つの質

問をしていきたいと思います。 

  まず、地域おこし協力隊の役割についての質

問です。全国の多くの自治体では2009年から総

務省が進める都市部からの人材に地方に住んで

もらい、その地域にあるさまざまな課題の解決

の糸口として地域を活性化していこうという地

域おこし協力隊事業が進められています。 

  総務省のデータによりますと、全国に散らば

る地域おこし協力隊員の数は25年度までで約

1,000名、採用している市町村の数は314団体と

なっています。 

  しかし、地域おこし協力隊の中には、採用さ

れた自治体からの明確な事業内容、つまりミッ

ションを伝えられていないケースも多くあり、

具体的にどう行動すれば自分の使命が果たされ

るのかわからず苦慮しているという声もあるよ

うです。 

  そこで、新庄市の地域おこし協力隊事業につ

いての確認をします。隊員には具体的にどのよ

うな成果を期待しているのでしょうか。また、

最長３年間の任期終了後についてはどのように

考えているのか。そして、今後隊員を増員する

予定はあるのかを聞かせてください。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小関市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  地域おこし協力隊とは説明のとおり当市住民

が人口減少や高齢化などの振興著しい地方にお

いて農林漁業の応援などの地域協力活動に従事

してもらい、その定住、定着を図りながら地域

活性化に資することを目的とした制度でありま

す。 

  本市における地域おこし協力隊については、
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他の導入事例を参考にしながら本市全体の農業

を初めとする産業の活性化や地域づくりの推進

課をより図っていくため、今年度から都市対田

舎交流促進事業と６次産業化推進事業という２

つの事業について導入しました。 

  都市田舎交流事業促進事業は７月に、６次産

業化推進事業では10月にそれぞれ協力隊員を委

嘱し活動を行っているところであります。 

  この地域おこし協力隊の活動については報酬

等は200万円まで、活動費も200万円まで特別交

付税の交付対象となるので、その枠内で実施す

ることを基本にしております。財源の裏づけの

ある活動期間は最長３年間としており、地域へ

の地域おこし協力隊制度内容の周知を図りなが

ら、主として本市の地域資源の発掘などを行い、

これまでの都市での経験を生かしつつ資源を活

用したさまざまな地域づくり活動に取り組み、

活性化の推進を目指しております。 

  改めて、この制度は都市から協力隊を導入す

ることによって隊員のみならず周囲の関係者に

新たな視点を提供することで変化が生まれるこ

とを期待しているほか、都市田舎交流事業にお

いては本市の自然環境や農業などを生かした都

市地域の住民との交流を、６次産業化推進事業

においては、既存の農業関連事業に加えて新た

な地域資源の活用により産業創出のきっかけに

なることを期待しております。 

  また、異なる２つの事業にそれぞれ隊員を配

置しておりますが、隊員同士が協力連携しそれ

ぞれの事業で相乗効果を得ることも期待してお

ります。 

  現在委嘱しております隊員については委嘱後

間もないので、現段階ではまだ定住、定着に向

けた具体的な取り組みを実施していないため、

今後は本人の意向を尊重しながら将来の定住、

定着に向けて連携や支援を検討してまいります。 

  今後は現在進めている２事業における活動の

所期の成果を目指してまいりますが、新年度に

おいてはこれら事業中心に拡大を図りさらなる

地域活性化のための事業展開を考えております。

また、産業以外の分野においてもＵターン等の

支援において定住促進につながる地域おこし協

力隊の活用ができるか現在考えているところで

あります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１１番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１１番（小関 淳議員） 大体私が聞きたいとこ

ろは答えていただきましたが、私のイメージで

すと地域協力隊というのは集落というか地区と

いうか、集落に入って地域住民とコミュニケー

ションを図りながら地域課題を住民とともに解

決していくという、要するにそのサポートマン

みたいなイメージがあるんですけれども、今後

そういうところに配置をする、要請があればで

しょうけれども、そういう予定があるのか。そ

して、今現在そういう要請などはあるのでしょ

うか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 地域、町内からそのよう

な要請という部分は今のところ大きな声として

は聞き及んでおりません。制度自体の周知もま

だまだというところで、まだ言ってみれば未熟

な部分ということです。今、議員が言われた地

域の中で専門で地域に根差して活躍する地域お

こし協力隊と似たような制度で集落支援制度と

いうものもあります。そのような形で特化して

いるものはそちらでということで、私どもの地

域おこし協力隊はそのようなものも含めてお互

いに地域のためにあるいはその本人のためにと

いうことになっている制度ですので、逆に柔軟

性のある制度であると。したがって、今後そち

らの検証なども加えながら定住促進ということ

のための一助として続けてまいりたいと思いま

す。 
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１１番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１１番（小関 淳議員） そうですね。まだ、初

期の段階だということですね。ぜひ地域の地区

の要望があればそういうその前に、要望するだ

けの告知というかＰＲをしないことにはわから

ない制度かもしれないので、その辺もよろしく

お願いします。 

  今、市長から６次産業の分野と都市交流のと

ころに１名ずつ配置しているということだった

んですけれども、私のイメージでは町内で臨時

で働いている非正規職員の方とどこが違うのか

と、これは地域おこし協力隊なんだと、どこが

違うんでしょうか。ちょっと答えてください。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 先ほど市長から申し上げ

ましたとおり、協力隊員は都市部で生活してき

たその価値観でもって新たな息吹を、それもこ

ちらで求めているということでありますので、

そのような刺激あるいはノウハウ、感性といっ

たものを提供していただきながら、こちらもそ

れをきちっと受けることのできる対応が必要だ

ということになります。 

  したがいまして、今までやってきたあるいは

やっている事業に対して充当していくような、

補完するような役割ではなくて対等の立場でつ

くり上げていくということですから、その方々

の姿勢あるいは考え方、これも尊重しながら協

議した上で進めていくという形の中で御理解し

ていただければと思います。 

１１番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１１番（小関 淳議員） さすがでございます。 

  私がそうお願いしたいなと思っているところ

を先に言っていただいたようなところです。ぜ

ひ、地域おこし協力隊員の可能性というか、認

識していらっしゃるようなので、ぜひ可能性を

信じて一生懸命育てながらお互い影響され合い

ながらいい地域にしていただくようお願いしま

す。 

  そして、例えば都市交流、地域おこし協力隊

員が都市に出かけたい、どこそこのイベントに

出かけたいという経費等はどういうところから

出るんですか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 旅費手当、それらの分に

つきましては今都市田舎交流とありましたけれ

ども、６次産業化推進についても同様に執行で

きるような予算化をしております。 

１１番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１１番（小関 淳議員） その辺も十分に相談に

乗りながらやっていただきたいと思います。 

  地域おこし協力隊のいろいろな雑誌とか本な

どを見てみますと、なかなか採用された側とそ

の本人とうまくいっていないような地域も多く

見られます。何のために採用されたのかよく明

確でないという地域おこし協力隊の意見もあっ

て、新庄市の場合はそういう悩みとか地域おこ

し協力隊の悩みとか、そういうものを聞けるよ

うなシステムとか、そういうものはあるんです

か。要するに、悩みですね、ありますか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 今、２事業の中で進めて

おりますので、その担当課の中において一つは

密着しながら寄り添いながらという部分はあろ

うかと思います。もう一つは、お二人おります

ので２人がセットしてあるいは同じ地域ですか

ら最上地域の中であるいは県内の中で交流がで

きるようにというところを図る、これをできる

だけ機会を多くしたいなということを思ってい

ます。 

  悩みというか、そういうところで課題として
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認識しておりますので解決を図ると思っていま

す。 

１１番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１１番（小関 淳議員） いろいろ悩みも出てく

ると思いますので、ぜひ悩み相談に乗ってあげ

てください。庁内の方だけでなくて外にもそう

いう悩みを相談できる方がいればもっといいか

と思いますので、ぜひそのように思います。 

  いずれにしても可能性は非常に高いと感じま

すので、ぜひ進めて今後とも進めていただけれ

ばと思います。 

  次の質問に移らせていただきます。 

  職員研修についてでございます。冒頭に申し

上げましたとおり、これから予想されるさまざ

まな艱難を打破していくためには、その頭脳集

団である市職員の資質の向上を地域課題に敢然

と立ち向かう勇気が何より重要になってきます。 

  現在、市役所には今年度を含め66名の新しい

職員が加わっています。その数字は正職員290

名の中の実に約22％を占めています。彼らは各

課に配属され、市民福祉のために懸命に業務を

こなしています。しかし、先輩職員の日々職務

を遂行しながら、先輩職員が日々職務を遂行し

ながらのＯＪＴには相当の時間と努力が費やさ

れていると考えます。 

  民間企業では短時間で新入社員を即戦力とす

るために企業独自のさまざまな研修を実践し、

効果を上げているようです。ただし、職務をき

ちんとこなすだけの社員は要らないという企業

も多くあり、クリエイティブでさまざまな課題

に柔軟にかつ的確に対応できる社員を求めてい

るという流れもあるようです。 

  そこで、市では勇気があり魅力ある職員養成

のために現在どのような特色ある研修を進めて

いるのでしょうか。また、今後どのような職員

が必要と考えているのでしょうか。そのために

今後どのような独自の研修を考えているかを聞

かせてください。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 次に、職員研修についての御質問

でありますので、お答えさせていただきたいと

思います。 

  ここ数年、総職員数が減少傾向にある一方、

新規採用職員が御指摘のとおりふえております。

新規採用者には即戦力としての働きが求められ

る現状にあります。そのため、職員研修の中で

も特に新規採用職員研修には力を入れていると

ころであります。 

  市にとって魅力ある職員とはどのような職員

か。私はまずこの新庄をよく知っている、知ろ

うとする努力する職員、市民が自信と誇りを持

てる新庄を市民とともにつくっていく職員、こ

のような職員を育てたいと考えております。 

  採用初年度におきましては、講話や意見交換

会など私と職員が直接話をする機会を数多く設

定し、職員としての自覚と意識の確立を図るこ

とにしております。さらに、新庄の魅力を知る

という観点から市内の文化財、史跡の視察研修

や、11月には新規研修として市内立地企業の視

察研修などを実施するなど本市ならではの研修

も取り入れて行っているところでございます。 

  今後、どのような職員が必要であるかという

御質問でありますが、人材育成基本方針に市民

とつなぐ、未来とつなぐ、成長につなぐという

職員増を掲げ、地域を支えるという強い自負さ

らに新たな行政課題などへの柔軟かつ積極的に

対応する意欲と能力を有する職員が必要である

と考えており、研修の拡充に努めているところ

であります。 

  なお、職員自身も自己啓発などたゆまぬ努力

が必要なことは言うまでもありません。 

  また次に、どのような独自の研修を考えてい

るかという質問でありますが、職員の自主研修、

研究活動への助成、若手職員グループ｢Let's｣
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の取り組みなどを今後も継続し、職員の自己啓

発意欲の向上を図っていきたいと考えておりま

す。 

  このような研修は地域にある資源の発掘、そ

れらを活用した情報発信のあり方など職員の能

力向上に一役買っているものと考えており、ま

た新たな行政課題などへの対応に向け電通への

派遣職員、派遣研修や技師職員の専門研修機関

への派遣なども継続して行っていく考えであり

ます。可能な限り多種多様な研修機会を設け、

職員の自己啓発意欲を高め、ひいてはその力を

結集し、職員一丸となり定住促進策など重要課

題に立ち向かってまいりたいと考えられており

ます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

１１番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１１番（小関 淳議員） 予算も研修費もふえて

いるので、非常に前向きなんだろうなという感

じはいたします。 

  正規職員の話だと思います。非正規の方も

200名近くいらっしゃいますよね。非正規の方

の研修はどういうふうになさっていますか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 非正規職員、御指摘のとおり、

年間で約200名ほどいます。その中で臨時雇用

職員につきましては、雇用期間が限られた職員

ですので、そういった研修を特に設けているわ

けではございません。また、もう一方の嘱託職

員につきましては個別の専門的な機関、仕事が

資格試験でございますとかその資格に基づいて

仕事をするようなところ、それについてはその

機関研修がございますでしょうから、そういっ

たところでやっておられるというところで、い

ずれにいたしましても御質問にございます市職

員全般の研修というよりはこのたび一般職職員

の研修自体について、その核となる職員研修に

ついて今拡充を図っているところでございます

し、嘱託臨時職員の研修についてはまた機会を

改めて検討させていただきたいと思います。 

１１番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１１番（小関 淳議員） 接遇、マナーというの

は非正規の臨時の職員の皆さんも理解している

と思います。その教育もなさっているわけです

よね。ぜひ充実させていただきたいと思います。 

  正規職員が290名で非正規職員が200名もいる

という職場なわけでございます。いろんなこと

が私は心配されますので、精神面もあわせて研

修をしていただければと思います。 

  政策法務関係の研修というのは、事務職全員

がそういう研修を受けているわけですか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 政策法務の研修につきまして

は、御承知のとおりかなり専門的な研修になっ

てくる面がございます。山形市にある県市町村

職員研修所、そういったところの定員枠もそれ

ほど多くあるわけではございません。そういっ

たこともございまして、定期的に年に数名ずつ

研修所に派遣研修はしてございますが、全職員

に対して政策法務の研修を受けさせるというこ

とよりも、その専門的な研修所に送りまして研

修を受けさせているということでございます。

よろしくお願いします。 

１１番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１１番（小関 淳議員） 異動もありますので、

本当にいろんなお仕事をしなくちゃいけないこ

とはわかっていますが、ベースとして政策法務

の勉強などもしておいたほうがもしかするとス

ムーズになるのではないかと思うんですけれど

も、ぜひお願いいたします。 

  あとは、若い職員、前に話をしたかどうかあ

れですけれども、人前で話をしているときに若
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い職員の話を聞いた市民が私に電話をくれたん

ですけれども、俺たち勝ち組だよねということ

を口走ってしまったと、それで公務員という立

場に採用されたので、勝ち組だよねという職員

もいるということで、市民から電話をもらった

んですけれども、そういう精神面ですよね。な

ぜこの職についていて、どういう仕事が君たち

の仕事なのかということをしっかり教えていな

い可能性もないですか。そういうことを口走る

こと自体、私は疑問を感じるわけですよね。研

修というか、それについてちょっと。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 若手職員の研修のあり方につ

いてでございますが、もちろん議員御指摘のよ

うにまずは公務員としての自覚、これは公僕で

あるということをまず自覚するべきことは最初

に教えるカリキュラムの一つであります。 

  新規採用職員については春と秋にそれぞれ研

修を行ってございますが、その際についても研

修のたびに申し上げますのは公務員としてのあ

り方、考え方、そういったことを中心に講義等

組ませていただいています。また、その新庄市

の職員として基本的に新庄を知っておくべきだ

ということから、先ほど申し上げましたとおり

新庄の史跡を視察したり市内の有名企業を視察

したりという研修を行いながらやっておるとこ

ろでございまして、その辺十分今後も気をつけ

て研修に励んでまいりたいと思っております。 

１１番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１１番（小関 淳議員） ぜひ、市民の公僕とし

て一生懸命働ける職員を育てていただきたいと

思います。 

  残り時間も少ないので、次に入ります。 

  定住促進策の充実についての質問でございま

す。前の佐藤議員も一生懸命エネルギッシュに

質問していましたが、私もおとなしく質問させ

ていただきたいと思います。 

  このことについても少し冒頭で触れましたが、

新庄市の人口は10月末現在３万7,768人で間も

なく第４次総合計画の基本指標にある平成32年

で人口３万7,000人という数字に迫ろうかとい

う勢いで減少が加速しています。雑誌で見たん

ですけれども、都道府県議会議長会の会長の言

葉というか、最初の挨拶の言葉の中に人口減少

でなくて人口急減という言葉を用いて人口減少

が急速に減っているんだということ、急速に進

んでいるんだということを強調して挨拶をして

いるわけでございます。 

  全国のそういう地方自治体では、人口減少抑

制対策を総合計画の大きな柱としてさまざまな

施策や事業を専門部署を設けるなどしながら積

極的に実践しているところも少なくありません。 

  このように定住促進に積極的な自治体とそう

でない自治体には人口減少の加速度に大きな差

が出始めているという事実もあります。 

  この状況を市ではどう認識しどのように人口

抑制を充実させようとしているのか確認させて

ください。 

  まず、現在どのような体制で取り組んでいる

のでしょうか。また、具体的に現在どのような

事業を進めながら定住促進を図ろうとしている

のでしょうか。さらに、既に本腰を入れている

他の自治体とどう差別化を図り、今後どのよう

な体制を組んで定住促進を進めていこうとして

いるのかを聞かせてください。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 それでは、定住促進対策について

御質問がありましたので、答弁させていただき

ます。 

  定住対策につきましては、雇用、医療、福祉、

教育、住環境整備など総合的に実施していく必

要があり、市民の生活に困っているところをど

のように解決していくかを優先に考えこれまで
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市政運営を行ってまいりました。それを実現す

るために市民の皆さんとの協働により作成した

のがまちづくり総合計画であります。 

  市の将来像である自然と共生、暮らしに活力、

心豊かに笑顔輝くまち新庄の実現のため、限ら

れた資源の中で選択と集中により事業を実施し

てまいりました。また、総合政策の立案調整の

ための総合政策課、子育て支援のための子育て

推進課の設置や各課各室の再編などによる組織

の見直しを図り、総合計画を推進するための体

制づくりを行ってきたところであります。 

  推進する事業といたしましては、まちづくり

総合計画で掲げた３つの重点プロジェクトに基

づく取り組みとなります。雇用交流の面では、

雇用促進奨励金などによる企業用地対策での雇

用機会の創出、新庄まつりを初めとした各種イ

ベントなどによる交流人口の拡大に取り組んで

まいりました。安全安心では、老後の暮らしの

安全安心につながる雪対策や健康づくりに力を

入れております。子育て、人づくりにおいては、

放課後児童クラブの整備や第３子以降の児童保

育料免除などにより子供を産み育てやすい環境

を整備するとともに、地域リーダー講座などに

より地域づくりの人材育成にも努めております。 

  人口減少への対応については、新庄市だけで

なく全国的に共通の課題であります。今年５月

に民間研究機関であります日本創成会議が発表

した将来の推計人口試算では全国約半数の自治

体が消滅の可能性があり、その中にも新庄市も

入っている、改めて定住対策についても考えさ

せられるものがありました。 

  このような動きもあり、庁内におきましても

定住促進策強化プロジェクトといたしましてこ

れまで進めてきた定住対策に加え、強化拡充で

きることがないか各課積極的に検討を行ってお

ります。その第１弾として９月補正において子

育て支援医療対象者の拡充を行い、子育て支援

の充実を図ったところです。 

  さらに、平成27年度予算におきましても新規

拡充策を盛り込んでいきたいと考えております。 

  また、他の自治体との差別化をどのように図

っていくかにありますが、まずは人口が増加し

ている自治体、あるいは出生率が高くなってい

る自治体と新庄市の違いがどこにあるのかを検

証、その上で新庄市が独自にできることは何か

を考えなければいけません。ただ、単なる人口

の奪い合いになるようなことは避けるべきと考

えております。そのような意味では出生率の向

上や転出の抑制を優先にした継続して行える効

果性の高い施策の展開が必要と考えております。 

  さらには、近隣の町村との連携も重要となっ

てきております。このまま人口減少が続けば単

独の自治体で行政機能の維持は困難になってく

ることが、定住自立圏構想による広域連携によ

る新庄最上地域一体となって地域の課題解決、

定住促進に向かおうと話を進めております。 

  新庄最上地域の将来を見据えて他に負けない

圏域づくりに向け、中心的役割を果たしていき

たいとの思いもあります。 

  人口減少対策に向けた国の動きでは、まち・

ひと・しごと創生法が成立し、人口の現状と今

後取り組むべき将来の方向性を示した長期ビジ

ョン、５年間で国が取り組む対策や目標を定め

た総合戦略を策定することとなっております。 

  地方自治体においても、地方版の総合戦略の

策定が努力義務として定められており、新庄市

におきましてもこれにおくれることなく総合戦

略を取りまとめ行動に移していきたいと考えて

おります。 

  また、まちづくり総合計画におきましては平

成28年度から後期５カ年となることから、総合

戦略とまちづくり総合計画がリンクする形で目

標指標や重点施策などの見直しを図り、それを

実行するための組織のあり方、プロジェクトチ

ームの設置などについてあわせて検討してまい

りたいと考えております。 
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  以上、答弁とさせていただきます。 

１１番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１１番（小関 淳議員） プロジェクトチームを

組んで定住促進の対策を立てているということ

ですね。広域、各町村と連携していくというこ

ともいいと思います。 

  長野県にこの間定住促進のことで視察に行っ

たんですけれども、移住者を非常に求めている

というか、ＰＲして呼び込んでいるんですね。

これから、そういう移住者を、新しい住む方を

呼び込もうという方向性はお持ちですか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 国でこれから詳しく出そ

うとしている総合戦略、長期ビジョンの中にも

東京一極集中是正というものがあります。やは

り若い世代がいなければあすの進展というもの

は築くことができませんので、その一つとして

移住策は大きい価値がある政策なんだろうと。 

  そのために、定住促進の強化の数カ月間の流

れの中でも出てきておりますが、一つには空き

家の利活用の部分を早目に仕上げてアピールす

るとかあるいは婚活の推進方についてもう少し

実績を上げるすべを探っていくとか。もう一つ

は定住自立圏構想の中の８市町村の枠組みの中

で移住というものを掲げてワーキンググループ

として活動している面もありますので、同じ新

庄最上地域の中で移住というものを共有して前

に進もうと、どんな策ができるのかという検討

も始めたところでございます。 

１１番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１１番（小関 淳議員） 移住という移住者を呼

び込むという考えもなくはないと、そういうこ

とですね。積極的に、はい、わかりました。 

  そうですね。呼び込んだだけではしようがな

いので、やはりさまざまな施策の充実がもちろ

ん基本というかベースになると思いますので、

やはり私は専門部署、先ほども私の質問の中に

入っていたと思うんですが、専門部署を設ける

必要がもうそろそろあるんじゃないかなと思う

んですが、その辺に関してはどうですか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 私たち新庄市は既にまち

づくり総合計画の開始とともに暮らしと定住の

安定向上のために策を練って予算化をして執行

している。それに平成25年度、26年度、特にそ

こを拍車をかけているということで認識してお

ります。 

  その中で、長くかかる地道な策、事業ではあ

りますので忘れているところ、漏れているとこ

ろ、補完すべきところはないのかという視点か

ら今年度もう一度見直しをかけた、これがプロ

ジェクトということで補充補完をしてまいろう

ということで新設するものもあるでしょうし、

あるいは拡充するものもあるかもしれません。

その１弾目が子育て世代への医療費拡充という

面でもありますので、そういう視点から見て今

後ともその辺の方向づけを強化してまいりたい

というのが基本姿勢であります。 

  専門部署を設けるというのは県内13市を見て

も１カ所ございますが、冠をつけている部署な

んですけれども、やはり機能的にまちづくり総

合計画をきちっと進行管理ができて、その中で、

先ほど議員、冒頭におっしゃいましたけれども、

事務事業のありようというものを統廃合あるい

は廃止あるいは改良という形でしっかりと見て

いけるような部署、それがまちづくり総合計画

を進めていく上での管理に当たっていくと思い

ますので、その機能を持った部署が一緒にこの

策を進めていかなければ機能しないだろうと思

います。 

  したがいまして、専門部署というものがある

とすれば今ここを進めている部署をもう一度強
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化するとかという形で進めてまいるのが適当な

んだろうと思います。 

１１番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１１番（小関 淳議員） 定住促進を進めるとい

うのは片手間ではできませんよね。あっちの仕

事もこっちの仕事もこうやってやる仕事ではな

いと思うので、ぜひそういう組織のことも考え

てやっていただければと思います。 

  視察に行ってきた担当者から聞いたんですけ

れども、長野県では県で、県が中心となって移

住交流を進めているんだそうです。目標が年間

1,000人だそうです、都市部から。県下77市町

村あるんですけれども、そのうち62の市町村、

残りの15市町村は余り積極的でなくて消極的な

感じで加わっていない。差が歴然としてきてい

るという話も伺いました。ぜひ本気でやってい

ただければと思います。 

  あと、佐久市、人口10万人ぐらいですよね。

県都、県庁のある長野市、人口30万人。そうい

う都市でももう定住促進に積極的に取り組んで

いるんですよね。人口が減るんだということで。

ぜひ、そのことも頭に置いていただいて何とか

専門部署を設けて本気でやっていただきたいな

と。今本気じゃないとは言いませんけれども、

ぜひお願いしたいと思います。 

  一言何か決意みたいなものを。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 決意は先ほど申し上げて

いると思いますが、もう既に本気モードに入っ

ているわけですので、職員一丸となることがも

っと必要かなと思います。 

  この間、職員の意識高揚のためにも総務課で

研修、自立圏に向けたということも含めた定住

促進に向けた人口減少問題のありようというも

のもやっております。総合力で、時間はかかる

んでしょうが進めてまいるものだと思います。

よろしくお願いします。 

１１番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１１番（小関 淳議員） よろしくお願いします。 

  最後ですけれども、10月下旬、さっき視察に

行った長野県の話なんですけれども、定住促進

を中心に２市１町の視察をしてまいりました。

どの自治体も県とタイアップして真剣にやって

います。その中で私は説明をしてくれたある職

員、ある自治体のある職員の言葉が本当に胸に

刺さったというか、それは「もう大変ですよ、

今は自治体間の戦国時代ですよ」とぼそっと言

ったその言葉が強く心に残っています。ぜひ、

新庄市でも本気でやっていただきたいと思いま

す。終わります。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 以上で本日の日程を終了しました

ので、散会といたします。 

  あす９日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時２２分 散会 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  欠席通告者はありません。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は５名であります。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

 

 

石川正志議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、最初に石川正志君。 

   （３番石川正志議員登壇）（拍手） 

３ 番（石川正志議員） おはようございます。

議場改修によりまして議席番号が２番若くなり

ましたということで、議席番号３番を拝命して

おります絆の会の石川正志でございます。よろ

しくお願いいたします。 

  平成26年産米、特に山形県の主力品種であり

ますはえぬきの大幅な価格の下落は、新庄市の

米生産農家にとって大きな影を落としておりま

す。10アール当たりの収支は、このままでいき

ますと赤字となる見方が強く、このままでいけ

ば農家の経営が成り立たなくなります。そのこ

とから、耕作放棄地の増加、さらに農村の崩壊

につながりかねません。したがって、主食用米

にかわる作物へ円滑に移行し、農家の収入を安

定させていくことが急務であると思われます。

このたびは、土地利用型農業の大豆と飼料用米

の栽培普及をどうしていくのかということを議

論したいというふうに思います。 

  大豆の生産に関しては、新庄、最上の気象的

ハンディキャップ、すなわち播種時期に圃場が

乾かない、あるいは収穫時期に晴天が持続しな

いなどの要因で、収量、品質とも不安定である

ことから、農家がこれまで栽培を敬遠してきた

傾向にあります。 

  最近、県の奨励品種として登録された「里の

ほほえみ」は、倒伏しにくく、また、さやが割

れにくいといった品質特性があり、新庄におい

ても200キロ以上の単収と高品質の大豆生産が

可能になったというふうに私は認識しておりま

す。 

  平成25年度の全農平均価格、これは品質でい

けば特定加工になりますが、をもとに単収240

キロを想定した場合、水田活用直接交付金と畑

作物直接交付金を合わせた収入は10万9,000円

となり、経費を控除して３万8,000円が農家の

内部留保できる金額となります。 

  大豆栽培に関しては、初期生育の確保と多収

を図る上で圃場の排水対策が重要であると考え

られます。土壌条件によって、暗渠施工など比

較的大がかりな排水対策事業が必要な圃場を除

き、農業者らが機械をリースして明渠施工や耕

盤破砕などを行った場合、面積当たり一定の条

件を設けながら市単独での支援はできないのか

お伺いいたします。 

  田畑輪換、これは一定の周期で田んぼと畑作

物を交互に作付する方法でありますが、うまく

組み合わせると農薬や化学肥料の使用を抑える

ことで、環境負荷を軽減し生産コストを削減で

きる効果が得られることから、これら申し上げ

ましたような簡易な土壌排水対策に対してどう

いったお考えがあるのかということを、前向き
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な答弁をお願い申し上げます。 

  また、大豆の高品質化を図る上で適期刈り取

りが必須条件であります。10月中旬以降、天候

が安定しない中、ソバの収穫と競合するため、

既存の刈り取り体制の効率化を初め、さらなる

刈り取り体制の強化が必要と考えます。あわせ

て、現行の乾燥調整を担っている施設では、今

後の生産量の増加に対応できないと考えられま

すが、市はどのように認識されているのかお伺

いいたします。 

  生産コスト削減の観点から、大豆やソバなど

は１ヘクタール以上の団地を形成することによ

って大幅に作業の効率化を図ることができると

考えられます。かつて、団地化には加算金に加

算した経緯があると伺いましたが、このように

団地化を誘導するための施策はないのかお尋ね

いたします。 

  次に、飼料用米について尋ねます。 

  圃場条件や土壌条件により畑に転換できない

場合は、加工米や飼料用米を作付するしかあり

ませんが、飼料用米の受け入れ体制はいまだ不

十分であると認識しております。家畜に与える

輸入飼料は円高と重なり高騰が続いており、畜

産業の経営を圧迫している中で、この際、思い

切った行政の支援で畜産に活力を見出すことが

できれば、地元で生産された飼料米を地元で消

費できることにつながり、相乗効果で農業振興

を図ることができると考えますが、市長の見解

をお尋ねいたします。 

  最後に、市の農業支援の方向性についてお尋

ねいたします。 

  戦略的園芸産地拡大支援補助金に関しては、

新庄市も独自にかさ上げすることで、事業主体

の負担を50％にしております。その結果、ニラ

は全国有数の産地となり、ネギやアスパラもそ

れに続いており、大きな成果が出ています。一

方で、今回論じている土地利用型の生産基盤の

強化は、例えば大豆、ソバの乾燥調整施設や飼

料用米のほかに対応した米倉庫などの整備は、

いまだ手つかずの状態であります。今後、農協

を初め各事業者の施設への投資が予想されます

が、国の補助を最大限活用しても50％が事業者

負担となり、このような施設整備には莫大な経

費がかかるため、事業者の借入金に係る利子等

を補充し、事業者負担の軽減を図れないものか

お尋ねいたします。 

  以上、答弁のほどをよろしくお願いいたしま

す。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、石川市議の御質問にお答えさせて

いただきます。 

  ことしは大変な米価下落というふうなことで、

農家の疲弊状況、またさまざまな叫びが聞こえ

る中での御質問だというふうに思っております。 

  平成26年産の主食用米の作付面積は約６割で、

転作作物に占める飼料用作物、ソバ、加工用米、

備蓄米の面積が多く土地利用型作物の担い手へ

の集積が進みつつありますが、主食用米の需要

が年々減少する中で、他の作物への転換を促進

することで水田の維持、活用を図っていく必要

があります。特に、土地利用型作物であるソバ、

大豆については排水不良や土壌酸度の不適性等

により単収の低下が懸念され、排水対策や土壌

改良、適期収穫の対応が求められております。 

  本市の大豆作付面積は、平成26年は43ヘクタ

ール、全水田転作面積の２％であり、飼料作物

は23％、ソバは19％となっており、これは当地

域における天候不順など収量、品質ともに不安

定であることから、大豆栽培が敬遠されてきた

ものと思われます。 

  このような中、平成22年、品種登録された大

豆「里のほほえみ」は大粒、良質で、収量性が

高く、耐ウイルス抵抗性も強いと評価され、ま
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たたんぱく含有率が高いことから、特に豆腐加

工の適性が高いと、平成24年に山形県の奨励品

種に位置づけられました。長茎であるが耐倒伏

性にもすぐれ、また県内の需要の確保もでき、

年々栽培面積をふやしつつあります。これによ

り、当地域の過去５年間の平均単収108キログ

ラムに対して倍以上の収穫が見込まれれば、交

付金の額も含め現行の主食用米より有益な単収

金額が確保されることも可能となります。この

地域で特に問題となる圃場の排水対策と刈り取

り期の対応について、まだ土壌改良や栽培管理

の研修、収穫、乾燥、調整体系の構築など、一

層の品質向上と生産の安定を図るための支援に

ついては、国や県の支援策の情報を集めながら、

さらに市も検討してまいりたいと考えておりま

す。 

  乾燥調整施設整備をどのように考えているか

といった御質問ですが、効率的な利用形態を推

進するため、また土地利用型作物の振興策と機

械施設導入計画について、農業協同組合など関

係機関と一体となった協議をしてまいります。 

  団地化については、法人化や生産組織化、集

落営農により効率的な経営を図るための団地化、

集約化、ブロックローテーションに取り組める

よう、関係機関と一体となって進めてまいりた

いと考えております。 

  次に、土地利用型農業の方向性についてとい

うことでございますが、主食用米の需要減が見

込まれる中、本市においては飼料用米を転作作

物に位置づけ、地元需要者とのマッチングを図

るなど流通体制の構築を進めるとともに、多収

性専用品種の導入と産地交付金の追加配分の活

用により生産拡大を図る必要があります。 

  その一方で、畜産の飼養頭数については年々

減少の一途をたどっており、今年度の頭数は平

成24年度に比べて8.7％減となっております。

こうした状況の中、これまでハード面に対して

の強い農業づくり交付金事業が国庫事業として

整備されておりましたが、平成27年度は関係者

の連携結集により地域ぐるみで収益性を向上さ

せる畜産クラスターの実証に係る支援、高収益

型畜産体制構築事業や飼養管理施設の整備を支

援する畜産収益力強化対策事業を行うとしてお

ります。 

  現在、本市において実施している畜産振興に

係る支援策としましては、畜産経営体等の規模

拡大や生産性の向上、効率化のための機械設備

の導入や施設整備に係る経費に対する補助制度、

肉用繁殖牛の貸し付けや優良子牛の保留に対す

る奨励制度など家畜の増頭に加え、銘柄の確立

も図っており、こうした市の単独事業とあわせ

国の新規事業を活用し、関係機関との連携を密

にしながら取り組んでまいります。 

  次に、農業への市の支援の方向性についてと

いうことでありますが、特には飼料用米の貯蔵

倉庫等の施設整備については、議員のおっしゃ

るとおり大きなコストを要するため、国庫補助

を活用すれば50％の事業負担が伴います。今後、

農協等から施設整備計画を聞き取りするととも

に、イニシャルコストに対する支援の可能性に

ついて探ってまいりたいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

３ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

３ 番（石川正志議員） 前向きな答弁をいただ

いたと私は捉えておりますけれども、実際、議

場中継されている中で、農家の多くの方がイン

ターネット等で今のやりとりをごらんになって

いると。やるのかやらないのかといった話です

ね。これまでも新庄市の農業にかかわる補助と

いうことに関しましては、今、市長の答弁もご

ざいましたとおり、国や県あるいは関係機関の

調整の中で進めていくんだということで一貫し

てございますが、実質先ほどの一括の中でも申

し上げましたけれども、２年ほど前に園芸に関

しては売上増が見込めて、農家の収入がかなり
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期待できるという部分に関しては、市が県単の

事業に関しまして事業費の12分の１をかさ上げ

することによって県も出すといったことで、繰

り返しになりますが、農業事業者の初期投資が

50％に押されると。 

  そのような経過で、やはりニラはもともと産

地化になってございましたが、近年ネギは残念

なことに平成26年産、９月以降、産地の競合も

あったんですが、暴落に至るまで拡大している

と。ですから、確かに国や県の動向を見ながら

新庄市は何ができるのかと考えるのは自由なん

ですが、市独自で何ができるのかといったこと

もこれから議論していかないとだめなのかなと

いうふうに思います。 

  例えば、これまでの予算委員会及び決算委員

会等において発言させていただいたことは、畜

産においてもそういった特例があるというふう

に伺ってございますので、これまで県単の補助

に関して園芸の部分と同じような部分があると

いうことでございますので、市の単独の、畜産

にかかわる部分で結構ですので、それはどのよ

うに捉えておられるのか。 

  つまり、新庄市も事業費の12分の１を出すこ

とによって県もついてくると。そうすると、最

初の事業費は50％に抑えられると。これはどの

ような認識でおられるか、もう１回お伺いいた

します。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 おはようございます。 

  園芸関係につきましては、平成25年度から県

の単独補助事業と協調補助という形で皆さんに

より12分の１のかさ上げをいただいております。

おかげさまにて、ただいま例に挙がりましたニ

ラ、ネギ、アスパラ等の栽培面積も年々拡大し

ておりまして、ネギについてはことし価格が暴

落したということで残念と思っておりますけれ

ども、そういったいわゆる誘引策としては非常

に効果があったのではないかなというふうに評

価しているところでございます。 

  来年度の予算編成に当たり、各ＪＡ等から来

年度の園芸関係あるいは畜産関係の助成に対す

る所要要望額を今取りまとめておりますが、や

はりある程度の、園芸作物に対しては、十分と

は言いませんが、ある程度浸透してきたのかな

というふうな気がします。そのようなことから、

財政との協議の中で今後いわゆる畜産タイプの

市町村協調補助というものがやはり26年度から

メニューとして出ておりますので、この辺、要

望額と財政との協議の中で、できれば畜産につ

いても市から12分の１のかさ上げということで、

強い農業をつくっていくというふうな意味で、

畜産型でもそういった制度を活用していきたい

なというふうに考えているところでございます。 

３ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

３ 番（石川正志議員） ここは、今の答弁、私

も同様の認識でございます。財布にはやはり限

りがございまして、新庄市の場合、本当にこれ

から大変な時代が来ると。 

  きのうの一般質問等でも市有財産をどうやっ

て管理していくんだというふうな部分で、中長

期でかなり大きなお金がそちらに流れていくと。

一方で、義務的経費を代表するような民生費、

もうこれは膨らむ一方で、縮小できない。とい

うことは、財布の中身はもう決まっている中で、

ところが、でも今、私が申し上げたような農業

に対する支援、市独自の支援はどうしていくん

だというような議論は最優先で私はあると思う

んですよ。 

  ですから、例えば大きな施設あるいは経費、

つまり生産基盤の強化にかかわる部分で、私も

参考にさせてもらっているのが平成26年農水の

攻めの農業実践緊急対策事業というところを、

大きな流れでいくとこれは５カ年の農政の大転

換に伴う農水の予算でございますが、今すぐに
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これから５年先の新庄市の農業をどうするんだ

というところを、市のかさ上げをどうしていく

んだという議論を始めていかないと、いざ新庄

市が手を挙げたときにはこの事業はもしかして

なくなっている可能性もあるということでござ

いまして、一方でやはり財政の中身が決まって

いると。ということは、どこかを壊さないと、

あるいは事務事業を２つや１つなくして思い切

って新しい部分に投資していくというようなこ

とをやらないと、私はうまく限られた予算で新

庄市の農業を元気にすることができないのでは

ないかというふうに思っております。その辺の

課長の認識はいかがですか。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 過去にも本会議あるいは決算

議会等で御指摘を受けているような事業、ござ

います。やはり新しい事業を起こした当時は、

やはり必要性があってそういうふうな事業に着

手したという経緯が当然あるわけでございます

が、その事業が10年、15年、20年と経過する中

で、やはり市民のニーズも変わってきますし、

限られた財政予算の中で適切に農業振興に持っ

ていくには、やはり限られた予算の中でスクラ

ップ・アンド・ビルドをしていかなきゃならな

い、こういうふうな意識は常に持っておりまし

て、例えば御指摘いただいている体験農園事業

につきましては、27年度の作付栽培体験事業を

27年度限りとしまして、ジャガイモ収穫体験と

か、それから大根収穫体験、コスモスまつり等

については26年度から終了しているというふう

なことで、全体の事業を見渡しながら、優先順

位をつけながら事務事業評価をする中で、限ら

れた予算の中で効果的な事業を展開できるよう

なそういう意識を持ってやっているつもりでご

ざいます。 

３ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

３ 番（石川正志議員） 当初予算編成に向けて、

これからさらに議論されていくのかなというふ

うに思っております。 

  あとは、今は畜産ということで申し上げまし

た。畜産農家の経営自体が、飼料等の、材料費

の高騰によって非常に危機的な状態を迎えてい

ると。あるいは、もう一つの受け皿として、さ

っき申し上げましたように、地元でとれた飼料

米を地元で使うと。受け手の畜産の経営がしっ

かりしていかないと、地元でとれた飼料を地元

で使っていただけないという事情なんですね。

その件に関しましては、先ほど申し上げました

のでいいです。 

  あと、今は、もう先ほど、最初の再質問のと

きに園芸の部分のことは既に目標地点までやや

到達しているのではないかということでござい

ますので、できれば私は園芸も畜産も土地利用

型も同時にやっていただきたいとは思うのです

が、その中で優先順位をつけるのであれば、こ

れまで手をつけてこなかった部分の土地利用型、

つまり汎用コンバインでありますとか刈り取り

収穫機械ですね。あるいは、大豆、ソバの調整

施設、これはかなり今、老朽化あるいは箇所が

少ない。大豆生産、これから大幅に増になれば

このままでは対応できないということでござい

ますので、これからは本当にこれから５年間、

思い切った、これまでやってこなかった土地利

用型の部分の支援、市のかさ上げ、これはどこ

をやっていくのかというようなことは、非常に

私は注目していきたいと思っておりますが、今

のところどのような認識でおられるのか、もう

一度確認したいと思いますが。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 土地利用型農業につきまして

は、現在、新庄市の水田面積が約4,009ヘクタ

ールございます。このうちの約3,000ヘクター

ルで主食米がつくられておりまして、残り
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1,009ヘクタールについては転作という形で進

められております。 

  この中で、労働集約型の農業ということでネ

ギ、ニラ、アスパラ等の作物については、野菜

の中でも特に26年度から産地交付金の中での誘

導奨励策としまして重点振興作物に位置づけて

いる７品目、これについては４万3,000円の交

付金という形で誘導しているところで、現在こ

の７品目では172ヘクタールほど広がってござ

います。野菜、トータルで260ヘクタールでご

ざいますので、ある程度の方向性、誘導はでき

てきているのかなというふうな気がします。 

  しかしながら、ただいま御指摘のあった土地

利用型農業につきましては、やはり今、主に消

化しているというものは、例えばソバが330ヘ

クタール、それから飼料作物、これについては

380ヘクタール、加工米についても300ヘクター

ルと。この中で、特に大豆とかソバとか、ある

いは自己保全管理という水田につきましては、

なかなか単収の上がらない、所得の伸びない作

物ではあるんですけれども、やはり４割の転作

を強いられた稲作農家にとっては、これを何と

か換金していかなきゃならないというふうなと

ころを考えているところでございます。 

  やはり自己完結型の家族経営では、稲作その

ものも限界がございますし、とはいっても４割

の転作がついて回ると。そうしていかないと、

米の需給バランスがとれないわけでございます

ので、この辺の土地利用型農業につきまして

は、やはり生産組織化、例えば法人化であった

り、集落営農であったり、そういった作業単位

を拡大することによって水稲の作業であった

り、転作になる大豆とかソバから所得を上げて

いくためには、そういったスケールメリットを

考えていかないとなかなか難しいんではないか

なと思います。 

  そのときに、やはり一つは単収を上げるため

には排水対策、それといわゆる適期適作業とい

うことでは機械あるいは乾燥調整施設、こうい

ったものの整備が不可欠となってまいります。 

  かつて、10年ほど前には大豆が新庄市におい

ては140ヘクタールほどあったんですが、やは

り加工用米とかソバとかに押されまして今の作

付面積まで落ちておりますけれども、冬場の農

業ということも考えれば加工施設であったり、

いろんな６次化も含めて、周年農業の形態を持

った集落営農とか法人化、こちらのほうの誘導

をしていかなきゃならない、このように思って

いますので、そのための行政等の支援策、これ

をＪＡあるいは生産者団体と話を協議していき

ながら、そのへんの有効な支援策を講じてまい

りたいと考えているところでございます。 

３ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

３ 番（石川正志議員） これまでのやりとりの

中で、市の農林行政の基本的なスタンスは事業

主体、例えば農協とあるいは農家の、生産組合

でもいいんですが、そこを主体として行政とし

てはバックアップに回るというようなことを私

も散々やりとりしてまいりましたが、きのうの

質疑にもございましたが、皆さんはエリート集

団でございまして、最高の知恵袋をお持ちだと

いうことで、今、非常に農業をめぐる環境の中

で民間、事業主体となるべき農業主体もＪＡも

非常に先行きが見えず、前向きな発想ができづ

らい状況にあると。 

  今、課長が申し上げたようなプランは私も非

常に賛同するところでございますので、その辺

でちょっとリーダーシップを若干発揮していた

だいて、提案は行政も積極的に申し上げるべき

ではないか、そういった事業のプランですね、

というふうに私は思っております。 

  あと、もう一つだけ確認したいことがあるん

です。一番最後の質問事項で、例えば米倉庫の

飼料用米等の保管にかかわる部分で、これから

かなり補修しなければならないと。恐らく事業
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費が１億円を超える部分の最後で、市長答弁の

中ではイニシャルコスト、すなわち初期経費に

おける市の補助の可能性をこれから考えていく

というような答弁を頂戴しました。質問の中で

私が申し上げているのは、事業費がかさむので、

例えば初期投資の中で１億円として、国の最大

限50％のハードルを超えた場合、残り5,000万

円が事業者の負担となると。そこを初期投資で

やるとすると、ある程度の上限は設定されるか

もしれませんが、例えば事業費の、じゃあ市の

中で事業者負担分の50％ですから5,000万円を

新庄市が１割負担するとなると、初期投資にか

かる分の市のかさ上げ分は500万円となります。

500万円を一気に出していくのかという議論な

んです。私がやりたいのは。 

  つまり、そういった事業にはスーパーＬ資金

といった非常に便利な資金がございまして、償

還期間の当年度５年間はそこでカバーしていた

だけると。問題となる部分は、償還期間が15年

とすれば残りの10年間をどうしていくんだと。

簡単にいくと、利子を何十万円かずつ出したほ

うが、市の財政的な支出の平準化が図れるので

はないかといった発想で私は質問したのですが、

その辺のところの見解はいかがでしょうか。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 仮に総事業費１億円というふ

うに置いたとき、その半分が補助金ということ

で、国庫補助を受ける場合は２分の１になりま

すので5,000万円の自己負担と。自己負担5,000

万円に対してスーパーＬの無利子貸し付けが対

象となれば、残り後半５年間の利子補給という

ふうな、利息が発生するわけでございますが、

後期５カ年の利子を計算していきますと、元金

均等でいけば2,500万円残るわけでございます

ので、利息的には160万円ほどになるのかなと

いうふうな計算になります。 

  それが、果たして利子補給という形がいいの

か、いわゆる当初でもって自己負担の例えば補

助残分の１割を負担するのがいいのかとなれ

ば、補助残の１割となれば500万円になります

ので、500万円を初年度で交付するという形よ

りもＬ資金対応の残り、後半の2,500万円の例

えば市場金利、今は2.15％ですので、これで計

算していったほうが、行政としては対応すると

なればその二百数十万円で対応できますので、

そういうふうな計算は成り立つのかなと思いま

す。 

３ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

３ 番（石川正志議員） わかりました。 

  繰り返しになりますが、行政が新庄市の農業

をどうするんだと。一歩、民間事業者よりこれ

から進んでいって提案して、ビジネスモデルじ

ゃないですけれども、そこを民間主導から元気

が出てくるまでの間、行政がリーダーシップを

とることで新庄市の農業の将来性が開けると私

は思いますので、その辺の対応をよろしくお願

い申し上げまして、一般質問を終わります。あ

りがとうございました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時３５分 休憩 

     午前１０時４５分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小野周一議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、小野周一君。 

   （１５番小野周一議員登壇）（拍手） 

１５番（小野周一議員） おはようございます。 

  12月定例会一般質問をします市民・公明クラ
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ブの小野です。よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  発言事項といたしまして４項目を通告してお

りますが、初めての対面式の質問でございます

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

  まず、最初の発言事項であります。 

  都市データパックの評価についてお聞きしま

す。 

  東洋経済新報社の発行する雑誌、東洋経済が

発表した都市データパック2014年版によると、

全国812の地区で本市は住みよいランキング総

合評価で県内で３位、東北で５位、全国では93

位と評価をされております。また、財政健全化

度ランキングでも県内で４位、東北で23位、全

国で472位と評価されていることは、私は今ま

での新庄市の行政と議会、そして市民との協働

によるまちづくり、そして長い間行われてきた

財政健全化に努めた結果であると私は思ってお

ります。 

  しかし、一方では自分の住むこの新庄市を何

もないというような否定的な市民がいることも

事実であります。 

  このような本市に対する高い評価を市民とと

もにいかに共有するため、広報等で周知させる

べきと私は思いますが、どう考えているのかお

聞きしたいと思います。 

  次に、２番目の発言事項であります。 

  ２期目の山尾市政についてお聞きします。２

期目の初めての定例会で、山尾市長は各議員の

質問に答弁をされておりますが、１期目の任期

中にやり残した公約を２期目の市政にどのよう

に重点的に取り組まれてきたのかお聞きしたい

と思います。 

  １つ目は、公約である雪対策の流雪溝の整備

の進捗状況であります。雪対策は、言うまでも

なく新庄市にとって最も重要な課題であります。

議会といたしましても平成24年２月に政策提言

をし、整備計画の促進と水源の確保対策を要望

しております。 

  市長の１期目の当選年度である平成19年から

平成25年実績まで新たに約2,157メートルしか

整備されていない状況であります。また、水量

確保対策についてもいまだに解消されておりま

せん。みずからの公約、そして議会の政策提言

事項について重点的に取り組み、実施すべきで

はなかったのかと思いますが、その点について

お聞きします。 

  また、平成26年度は短期流雪溝整備計画の最

終年度でもあります。このまま整備計画の見直

しをせずに、長期整備の推進を図っていくのか

お聞きします。 

  次に、子育て支援対策の第３子誕生祝い金制

度の復活についてお聞きするものであります。 

  本市では、第３子にこだわることなく学童保

育機能の充実や、９月議会の補正で可決された

中学校３年生まで範囲を広げての子育て支援医

療給付事業の拡充を図っておりますが、公約で

あった第３子誕生祝い金制度の復活については、

この27年度予算に計上されているのか。 

  また、26年度中に第３子のお子さんがこの新

庄市に何人誕生されたのかお聞きします。 

  また、公約になりますけれども、市役所改革

における幹部登録試験の導入もまだ実施されて

いないと聞いております。いまだに年功序列の

人事でありますが、この幹部登録制試験の導入

を今後実施するのかお聞きしたいと思います。 

  来年は、我々を初め統一選挙の年でもありま

す。山尾市政２期目の任期も残り約９カ月とな

りました。現在、市政に全力で取り組んでいる

中、市長の３選についてお聞きするものですが、

来年は第４次振興計画の実績を評価、検証する

年でもあります。３選を目指すとすれば、市民

に市政運営の基本方針を具体的に掲げて訴える

のかお聞きします。 

  ３番目に通告しております、地方創生に向け

た本市の取り組みについてお聞きします。 
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  きのうも森議員、佐藤卓也議員からも地方創

生に関連する質問がありました。2011年の総務

省の過疎集落調査によると、全国で10年以内に

消滅するおそれのある集落は454だそうであり

ます。そして、いずれ2,300の集落が消滅する

と言われております。民間の研究機関である日

本創成会議の公表によりますと、二十から39歳

までの若い女性が2040年までに半数以上減少し、

自治体の維持が危ぶまれる全国で896の市町村。

県内では８割に当たる28の市町村も消滅可能性

都市と発表されております。本市も若年女性人

口変化率が、マイナスの51.1％と公表をされて

おります。政府は、人口減少の克服と地方創生

を目的として今後５年間の達成目標を定めた総

合戦略を策定し、各自治体に対しても2015年度

中に地域の実情に応じた地域振興策をまとめ、

地方版の総合戦略を策定するよう努力義務を課

したと報じられております。 

  自治体が独自の人口減少対策を策定すること

は大変難しいこととは思いますが、現在本市に

おいても少子化対策、人口定住を図る観点から、

最上地域の中心市として広域連携による定住自

立圏構想に取り組もうとしておりますが、本市

の実情に相応した取り組みについてお聞きをす

るものであります。 

  先ほど石川議員も農業関係の質問をなされま

したが、私も最後の発言事項である農業振興に

ついてお聞きします。 

  米の消費低迷や13年度産米の大量の繰越在庫

などで今年産米のＪＡ全農山形の概算金は、大

幅に下落しました。議会としても９月定例会で

米価下落への緊急対策を求める意見書を国に提

出し、市としても12月補正に米価下落対策とし

て農業金融対策事業費を計上しております。 

  しかし、今は個々の農家の営農努力だけでは

既に持続経営に限界が来ております。今年度の

米価は、40年前の米価と同じであると言われて

おります。県の主力品種であるはえぬきを生産

する農家は10アール当たり8,220円の赤字にな

ると県は試算をしております。県全体の主食用

米の算出額も、前年度額の746億円よりも152億

円減少すると示されました。 

  そこで、本市の減少額とこの地域経済に与え

る影響についてお聞きするものであります。 

  また、基幹作物である稲作経営が持続できる

支援対策と消費拡大に対する本市の取り組みに

ついてお聞きします。 

  稲作経営対策の見直しで、来年度から収入減

少影響緩和対策、いわゆるナラシ対策の対象者

が認定農業者、認定就農者、そして集落営農に

重点化されます。本市の認定農業者の年代別の

構成率を見ますと60代、70代が全体の約半数近

くを占めております。このようなことから、今

後の認定農業者の動向についてお聞きするとと

もに、集落営農の組織化の現況についてお聞き

します。 

  最後になりますけれども、ことしの３月定例

会で我が会派の平向議員もこの６次化産業につ

いて質問しましたが、改めて質問をするもので

あります。 

  農業の６次産業化は、政府の成長戦略の重要

施策として位置づけられております。県におい

てもオール山形の体制で平成28年度末までの４

カ年を計画期間としたやまがた６次産業化戦略

推進ビジョンを策定し、推進するとあります。

この６次化産業は、本市の今年度の主要事業で

もあります。この主要事業の今までの進捗状況

と本市の取り組みについてお聞きします。 

  これで、質問席での質問を終わらせていただ

きます。どうもありがとうございました。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小野市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  今回の本年の都市データパックの活用につい
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てという、御提案というふうにお聞きしており

ます。新庄市に何もないと否定する市民の皆さ

んが大変多くいるというお話も聞かせていただ

きました。そんな中で、市民が誇りとする新庄

まつりを筆頭として、自信と誇れる住みよいま

ちづくりを目指しているわけですけれども、ま

たデータパックにおきまして全国800を超える

市区町村の中で、質問のとおり、国の調査です

ので統計等を用いて利便度、富裕度、住宅水準

充実度などの５つの指標をもとに住みよさラン

キングとして格付され、本市の場合、全国で総

合93位、東北で76市中５位、県内では東根、天

童に次いで３位と高い評価を受けた。 

  人口１人当たりの小売業年間販売額を指標し

た利便度、世帯当たりの住宅延べ床面積、持ち

家世帯比率の用いた住居水準充実度と一人当た

りの病床数や出生数、待機児童数を指標とした

安心度が高順位になったことが要因と考えてお

ります。 

  また、財政力指数、経常収支比率、人口１人

当たりの地方債残高の14の指標から各市の財政

健全度もランクづけされており、昨年度と比較

して相対的に順位は好転しておると考えており

ます。このデータパック、多くの統計や調査結

果に基づいて全国の市を順位づけしており、そ

れぞれの市の強みや弱みを数値化しております

ので、今後は他市との比較や過去のデータを時

系列に見ることなどを通して、データを客観的

に分析、活用するとともに、市民の皆さんに対

して本市の状況を知っていただくとともに、市

報等の活用も図ってまいりたいと考えておりま

す。 

  また、各市内のまちづくり会議のときに、区

長さん方に都市データパックの順位等を資料と

してお渡ししますが、雪が抜けているじゃない

かというふうなことの御指摘をいただきました。

数字的な全国の優位性はありますが、市民にと

っての雪の課題ということは、常にあるという

ことも認識しているところであります。 

  次に、２期目の市政についてということで、

２期目の市政のときマニュフェストを出すのに、

１期目のやり残した公約について取り組んでき

たかと、また取り組んできたつもりであります。

大きな課題である雪対策につきましては、道路

の除排雪に力を入れる。一方、地域に簡易除雪

機を貸し出すなどのきめ細かな除雪対処を進め

てまいりました。 

  おっしゃるとおり、議会から提案された流雪

溝への状況でありますが、平成25年度現在では

計画91キロの中で48キロ部分というようなこと

で、52％ほどの完成率と。水につきましては、

水利権を国土交通省へ申請を行い、これも水利

権をさらに容量アップの確保をしているところ

であります。流雪溝ができた場合に、それに合

わせて水の補給ができる水源を確保している状

況であります。 

  そんな中で、さらにはこの除雪対策のほかに

は，雇用対策、定住促進のための基本的な対策

としての雇用対策として、市民の皆さんの熱い

思いと関係機関の働きにより、高規格道路の事

業化が着々と進行したことにより、交通の要衝

としての期待から中核工業団地への企業誘致が

実現しているというふうに考えております。 

  さらには、交流拡大として新庄まつり誘客

100万人構想を実現すべく、特に近県へのアピ

ールを強化し、アビエスへの観覧席の増設や各

地の祭りを招聘するなど交流拡大を進めてまい

りました。このように、新庄まつりを全国にア

ピールすることに市民が誇りを持ち、元気なま

ちづくりにつながることを目指しております。 

  また、第３子祝い金の実現に向けてというよ

うな御質問がございましたが、急激な社会情勢

の変化、少子高齢社会の中で今、新庄市が緊急

的に取り組まなければならない子育て支援と、

全体的な構想の中で進めなければならないとい

うことで、今、慎重に取り扱いを進めていると



- 82 - 

ころであります。 

  また、幹部登用試験の実施というような御指

摘がありましたが、まだしていないのではない

かということでありますが、外目から見た立場

と内部に入ってのそれぞれの幹部への対応、ま

たそれぞれの幹部との話し合い、意見聴取、交

流などを通しながら市民あるいは議会、行政の

きちっとした対応ができる職員を選抜しなけれ

ばいけないという思いでおりまして、特に試験

は行っておりませんが、幹部職員との討論会、

話し合いなどを通してチェックしているという

ようなことを理解賜りたいというふうに思いま

す。 

  以上、２期目に残された公約につきましては、

時代の変化を捉えながら取り組みを講じ、実現

を図ってきたと思います。残された期間、市民

の皆様とともに全力で市政運営に取り組んでま

いる所存です。３期目の以降という御質問で、

現在は２期目の任期を全うすることが第一と考

えているところであります。 

  次に、地方創生に向けての本市の取り組みに

ついてですが、少子高齢化の進展に的確に対応

し人口減少に歯どめをかけるとともに、東京圏

への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地

域で住みよい環境を確保し、将来にわたって活

力ある日本社会を維持していくために町、人、

仕事、創生に関する施策を総合的かつ計画的に

実施するための法律、まち・ひと・しごと創生

法が成立しました。この法律では、市町村は国、

県の町、人、仕事の総合戦略を勘案しつつ、市

町村区域の実情に応じた町、人、仕事に関する

施策についての基本的な計画を定めるよう努め

るとされております。 

  ９月に総理大臣を本部長とするまち・ひと・

しごと創生本部が設置され、この中で長期ビジ

ョン、総合戦略についての協議が行われたり、

近々ビジョン、計画を取りまとめる方向で進め

ております。県におきましても総合戦略を27年

度に策定する予定のようであります。また、こ

のたびの創生法にあわせ、関連法として地域再

生法も改正されております。今回の改正は、各

省庁が持つ各種の地域活性化関連施策を総合的

に運用し、やる気のある地域に対し集中的に政

策資源を投入、政策効果を最大限にするための

内容を盛り込んだ改正が行われております。 

  このようなことから、現段階では計画に盛り

込む内容について国から具体的な事項が示され

ておりますが、計画の有用性について検討し、

本市としても積極的に取り組んでいく方向で考

えております。 

  この中で、定住自立圏構想についての御質問

がございましたが、この地域896の消滅自治体

というような方向性が出てきておるわけであり

ます。これは対策を何もしなければということ

でありますが、新庄市において財政的な危機が

平成の15年ぐらいをピークにあったわけです。

将来のこの財政危機をどういうふうな形で乗り

切るかということで、職員一丸になって新庄市

のあるべき姿を検討し、さまざまな事業に取り

組んできております。 

  一つには、定住対策の根本となるのが雇用で

あるというふうなことで、企業立地推進室を奨

励し着実に成果を上げているというようなこと

を挙げられるかというふうに思います。その雇

用の中で、定住自立圏の前段としてそれぞれの

町村が工業団地のほうに採用された場合に、規

模によりますが50万円、30万円の協調をしなが

ら企業の誘致に資するといったことも画期的な

ことであるというふうに思っております。 

  また、きのうも答弁させましたが、地元企業

との連携あるいはものづくり博の実施、そうし

たことも含めてこの地域の、最上全体の企業が

参加しているという点でも非常に大きな成果だ

というふうに思っております。 

  それらの前向きな制度、政策、事業のほかに

現実的な課題等におきますのは、やはり高齢社
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会、限界集落等を抱える地域がございます。そ

うした地域と新庄市が連携をとりながら今後進

めていかなければ、新庄市だけがよくなる、郡

部が限界になってしまうという、そういう関係

ではあってはならないということで、共存共栄

というスタイルを基本的に考えています。この

ことについては、合併というふうな位置を一時

模索したわけですが、それぞれが基礎自治体と

してそれを全うするという考え方を尊重し、職

員にも常々、共存共栄の関係をと。 

  その一つの表現力として、定住自立圏構想、

これは来年の９月まで新庄市という地域ポジシ

ョンがそれを名乗り出る権利を持っているとい

うことで、権利を行使する、それについては

8,500万円という国の支援もある。契約によっ

ては、町村に2,500万円と。こうした貴重な財

源をそうした共存共栄の関係に使いながら、こ

の地域、力を合わせて生き抜くという誓いをし

ていきたいというようなことでの定住自立圏構

想を今進めているところであります。 

  このようなことから、現段階でさまざまな計

画を人、町、仕事の再生にしていきますが、一

つ一つやっていること、将来に、先ほど申し上

げましたが、財政危機に直面した職員、議会、

市民の皆さん、それぞれの英知を合わせながら

この地域を支えていくというふうな、一番大事

な時期であるというふうに考えておりますので、

それらを総合的に力を合わせて取り組んでまい

りたいというふうに思います。 

  次、農業振興についてでありますが、ＪＡ全

農山形によれば、山形県の主力品種はえぬきの

概算金、もう既に皆さん当然御存じのとおりで

ありますが、2,500円安い8,500円となり、つや

姫についても1,200円安い１万2,500円と大幅な

下落となったため、稲作農家の経営を圧迫する

深刻な状況と認識しております。 

  当市における米価下落に係る減少額につきま

しては、仮に出荷見込みを28万俵とし、平均下

落幅を2,000円で試算しますと、約５億6,000万

円の減少額となり、稲作農家のみならず地域経

済にとっても著しい損失を与えるものと危惧し

ております。この米価下落の対応といたしまし

ては、米価下落対策緊急資金の無利子化の対応

を初め米の直接支払交付金の早期支給、仮渡金

の追加払いの要請、米の需要拡大と輸出の促進

など国や県、農業団体等と一体となった取り組

みを進めているところであります。 

  経営所得安定対策の見直しにより、いわゆる

ゲタ、ナラシ対策の加入要件が平成27年度から

認定農業者、集落営農、認定新規就農者に限定

されたため、当市においても認定農業者への認

定要件の緩和を行うとともに、集落営農への組

織化の支援、認定新規就農者の計画策定の支援

を行っております。新たに認定農業者の申請を

行った農業者は10月以降40名を超えており、集

落営農については３つの集落の相談を受けてい

るところであります。 

  続きまして、農業の６次産業化につきまして

は、地域資源を活用した農林漁業者等による新

事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進

に関する法律、いわゆる６次産業化法に規定さ

れ、また山形県の推進ビジョンにおいても農業

と商工業者の連携により新たな商品が開発され、

生産拡大や雇用の創出に結びつく取り組みは産

業振興における非常な有効手段であるとされて

おり、本市においても市の主要施策に位置づけ

推進しているところであります。 

  本市の取り組みといたしましては、既存の農

産加工品に磨きをかけ、パッケージやデザイン

についても検討を重ね、大消費地の競争に乗れ

るような、消費者の目線で見て魅力のあるもの、

ニーズに応えるものとして開発していきたいと

考えております。また、こうしてできたものを

いかに売るか、売り先を見つけたり確実な流通

経路を確保するなど販路の開拓についても取り

組んでまいります。 
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  このためには、農商工、消費者、流通部門の

関係団体の連携が不可欠であり、その組織とし

て農業協同組合、商工会議所、観光協会、物産

協会、産直運営協議会、飲料業生活衛生同業組

合の長でもって構成する新庄市６次産業化推進

協議会を11月５日に設立し、関係機関の協調の

もと、本市産業の発展と所得向上のために６次

産業化を推進するということで意思統一を図っ

たところでございます。 

  その実施につきましては、各機関の実施者、

担当者から成る作業部会を開催し、食産業のネ

ットワークの形成、加工食品等のブラッシュア

ップと販売戦略の構築、パッケージ開発支援や

販路開拓支援など会議や市場調査を実施しなが

ら進めていくと決定したところであります。ま

ずは、新庄市の既存の農産品をリストアップし、

幾つかの商品について都会目線のプロデューサ

ーの指導を受けながら取り組みを進めてまいり

ます。 

  また、市としての推進体制につきましては、

地域おこし協力隊として東京都内で暮らしてい

た男性職員を１名雇用し、専任として業務に当

たらせ、売れる商品の検討や市場調査、販路開

拓に従事しており、当面はこのような体制で本

市の６次産業化を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１５番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１５番（小野周一議員） それでは、再質問をさ

せていただきます。 

  最初に、都市データパックのこのような第三

者による当市の高い評価を受けているわけでご

ざいますので、いかにこの評価を市民に示せる

かということが、今後この新庄市に住みたくな

るというまちづくりのためにも適用できると思

いますので、早目に周知の方法をとっていただ

きたいと思います。 

  今、市長の答弁にもあったんですけれども、

やはり市民は、我々も市民といろいろ会う機会

があるんですけれども、新庄市、何もないとそ

ういう否定的な声があるのも事実でありますの

で、こういうよい結果はやっぱり市報等で周知

をしていただきたいと思います。 

  次の市長の１期目の公約を、残された分を２

期目でどのように重点的に取り組まれたかとい

う私の質問ですけれども、私も市長の公約は、

ここにありますけれども、ちょっと具体的な答

弁がなかったわけなんですけれども、やはり雪

対策として、今我々も議会報告会なりで話をし

ますと、一番やっぱり問題なのは流雪溝はどう

なんだ、水はどうなんだというそういう質問で

あります。 

  そういう中で、市長も安心して暮らせるまち

と、雪対策の最初に流雪溝の整備を上げている

わけなんですけれども、今までの１期目からこ

の間までの流雪溝の整備のメーター数が、短い

か長いかは別にしても、やはり現下においてど

のように優先的に取り組まれてきたのか。また、

今後どのようにこの整備を見直して実施をされ

ていくのか、まずお聞きしたいと思います。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 今の御質問、流雪溝整備、

それに伴った水というか取水というふうな、水

利用というふうな形だと思います。特に、第２

次新庄市総合雪対策基本計画、この計画につき

ましては全体が574ヘクタールほど定めており

まして、平成16年から平成39年までの長い期間

の計画というふうなことでございます。 

  その中で、やはり整備を進めていける上で一

番問題になったのが水源というふうな形で問題

になったわけでございます。現在、常葉町、万

場町地区の流雪溝の整備を進めているわけでご

ざいます。これにつきましても水源につきまし

ては、これは指首野川のほうから水源をとると
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いうふうな形で現在進めてございます。あと、

もう１点、前からちょっと懸案事項でありまし

た金沢地区関係に水を送る水路の確保というふ

うなことでございますけれども、これにつきま

しては以前、新田川の水を利用するというふう

な計画でしたけれども、それではなくて最上川

から取水した水を利用するというふうな形で、

県と共同で現在、27年度より事業採択を受けま

して進めるような計画でございます。いずれも

やはり大きな問題、水源の問題等につきまして

は、一つ一つ解決していくというふうな形で現

在、27年から30年までの計画で、今年度につき

まして地区のほうに内容をお知らせしたという

ふうな状況でございます。 

  あと、それから今後の流雪溝の整備計画、こ

れにつきましてはやはり今進めている事業その

ものの進捗状況をある程度把握した上で、やは

り見直し等も進めていかなければならないとい

うふうに考えているところでございます。これ

につきましては、やはり今後の状況等、財政事

情、あとそれから国からの補助金等の状況も踏

まえまして、適正な時期にやはり見直し等を図

っていきたいというふうに考えてございます。 

１５番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１５番（小野周一議員） 公約は、あくまでも選

挙民との約束であり、またこの雪対策について

は我々議会としても政策提言をしておりますの

で、来年度以降、優先順位を上げましてやって

ほしいなという思いでおります。 

  次の第３子の祝い金制度でありますけれども、

恐らくこれは財政難で厳しかったから途中で廃

止をされたという経過があると思うんですけれ

ども、しかしその経過を踏まえて公約に掲げて

おりますので、その点についてもやはり何らか

の形で市民のほうに、今はこういうわけででき

ないんだよということを周知してほしいと思い

ます。 

  次に、地方創生にかかわる件なんですけれど

も、これは今、国においても一番の重要的な施

策であります。これについて、国においても27

年度の予算要求に際しては特別枠で予算を要求

していると聞いております。やはりこれからは

地域間同士の競争はもちろんでございますけれ

ども、大事ではありますけれども、しかし何と

いってもその自治体の実情に合わせた地域振興

策を策定して、つくり上げていかなければなら

ないと私は思うんですけれども、その点のほど

をお願いしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 おはようございます。 

  今、おっしゃられたとおり地方創生というふ

うなことで、衆院解散前に関連２法案が成立い

たしました。それに基づいて、年内あるいは年

明けにそれぞれ長期ビジョン、総合戦略と言わ

れている長期的なものあるいは短期的なもので

地方版のものというふうなことでその詳細が示

されようかと思いますが、その骨子ということ

で今示されているものが届いているわけなんで

すけれども、それに基づく３つの視点の中の１

つが、今言われた地域の特性に応じた計画をと

いうふうなことでございますので、これまで進

めてまいりました前期のまちづくり総合計画の

見直しを図りつつ、少子化対策、長定住化強化、

これを含めて後半に向けた、後期のまちづくり

総合計画に向けたものを前倒しして少し吟味を

していきたい。その結果を総合戦略というよう

なことで、地方版の進行計画の中に盛り込んで、

第１段階の早い時期で計画のほうを策定し、提

示していきたいというふうに考えております。 

１５番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１５番（小野周一議員） 実は、国土交通省でも

2050年を時点に消滅するだろう都市に対して、

生活拠点コンパクト化構想をまとめております
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が、当市においても第４次の国土利用計画、そ

してまちづくり総合計画においてもコンパクト

シティのそういう計画があるんですけれども、

これらの点、国の構想に対してどのように関連

して展開をなされていくかお聞きしたいと思い

ます。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 中山間地域において今後

もさらに疲弊するであろうというような中で、

地域の再編ということで国土交通省のほうでコ

ンパクトシティの考え方をまた出して、それを

推進しようとしていると。 

  一方で、総務省のほうとのその地域の振興と

いうふうなことでのすり合わせが今後どうでき

ていくのかというところが、ひとつ今後この総

合戦略、長期ビジョンのひとつ整理しなきゃい

けないというふうに言われているところであろ

うというふうに思います。 

  その辺をにらみながらというようなことも必

要なんですが、新庄市におきましても、申し上

げましたとおりコンパクト交流文化都市という

ような構想のもとに進めていることがあります

ので、都市集積機能がこれだけ新庄市に集まっ

てきている新庄最上地域の中にあって、その考

え方を、都市集積を維持しながら定住を図って

いくというような考え方で進めるべきなんだろ

うというふうに思います。 

１５番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１５番（小野周一議員） ありがとうございまし

た。 

  次に、農業問題ですけれども、６次化産業に

ついてお聞きしたいと思います。 

  先ほど市長答弁では、いろいろな今までの推

移をお話しになられましたけれども、実は私、

この６次化産業、新庄市の今年度の主要事業の

一つでもあります。それが、６月に組みかえ補

正をなされ、そしてその事業が11月に６次化産

業の協議会を発足したという経過があると聞い

ております。そういう中で、６月の時点で組み

かえによる補正で300万円の予算をつけていな

がら、11月において一般財源でその半分の150

万円しかつけておりません。野球で言えば、あ

と12、１、２、３、４カ月しかありませんよね。

まるきりこれじゃあ、事業消化だ。予算の有効

的な使い方がなされるのか。 

  先ほども言いましたけれども、県においても

オール山形として28年度までそういう計画をし

ながら実施してくださいという要項があるわけ

ですね。本市としても、いかにも手ぬるいなと

いう思いがするんですけれども、その６月の補

正でなされ、そして11月に補正でされた予算額

の半分しか計上されなかったその事業の内容を

お聞きしたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 ６次産業化推進事業につきま

しては、平成26年度当初、山形県の県単の食と

農という事業を活用し取り組もうというふうな

姿勢でおりました。年度初め早々、本庁のほう

にこの事業につきまして再度協議していったと

ころ、なかなか新庄市の考えとは若干なじまな

いというふうなことで、補助事業については断

念せざるを得ないというふうな判断をさせてい

ただきました。 

  本市としましては、入り口と出口の部分をつ

なぐプラットフォーム的な活動ということで、

いわゆるなかなか入り口の部分ではいろんな商

品開発についてはいろんな補助事業があるんで

すが、そうやって開発された商品をいわゆる大

消費地、首都圏に向けて販売戦略を立てていく、

こういった事業を中心に、いわゆる入り口と出

口をつなぐプラットフォームをやりたいという

ふうな内容でおったところでございますが、残

念ながら県単の事業になじまないというふうな、
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重ね重ねの説明になってしまいますが、そのよ

うな経過がございました。 

  来年度に向けて国庫事業の６次産業化ネット

ワーク交付金、これらを活用したいというふう

なことで、実は先月、また本庁のほうの６次産

業推進課のほうにお邪魔しまして、何とか来年

度、国庫事業に乗っていきたいというふうな経

緯を今しながら、予算がなくてもできるところ、

いわゆる例えばこれまでの既存商品の洗い出し

作業ですとかレシピの洗い出し、こういった金

のかからない部分は今年度やっていこうという

ようなことで、最低限の、最低限と申しますか、

本来、補助事業で予定しておった150万円の部

分での作業を現在しているところでございます。 

  また、11月から立ち上げました協議会の中で

現在作業部会を行ってございますが、11月には

３回に分けていわゆる実践セミナーということ

で３回、６次化を希望した方々を対象としまし

て、そういった研修会をしているところでござ

います。また、当面のテーマとしましては、雪

の下シリーズ、新庄最上の漬物と発酵食品シリ

ーズ、それから新庄最上の郷土料理シリーズ、

こういったテーマを置きながら地道な活動を始

めたところでございます。 

１５番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１５番（小野周一議員） 私も、６次化産業の中

身云々よりも、せっかくここに本市の主要事業

の中に取り入れているのであれば、それまでに

やっぱり３月の段階で県と話し合いをして取り

組むべきではないかという思いで質問をさせて

もらったわけでございます。やはり、11月の５

日ですよ、設立ね。あと何カ月しかないんです、

この講習会は。やはり、先ほども言いましたけ

れども、野球で言えば消化試合のようなものな

んですよね。 

  あと、次なんですけれども、この６次化産業

の中の一つに、農作業体験を取り入れた中学校、

高校の教育旅行の受け入れとして、最上郡でも

金山、最上町、舟形町、戸沢村の４町村が実施

して、昨年度1,100名の生徒を受け入れている

そうであります。このような事業を６次化産業

の関心を持ってもらうためにも、こういう取り

入れというか取り決めとかをする考えがないの

かをお聞きしたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 農家民泊というふうな形で、

都市と農村の交流ということで修学旅行を活用

した都市との交流なんかも当然視野に入れなが

ら、十分商工観光課とタイアップしながら進め

てまいりたいと思います。 

１５番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１５番（小野周一議員） これで、私の質問を終

わらせていただきたいと思います。どうもあり

がとうございました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時３４分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

佐藤義一議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、佐藤義一君。 

   （４番佐藤義一議員登壇）（拍手） 

４ 番（佐藤義一議員） 絆の会の佐藤義一であ

ります。 

  初雪がそのまま根雪になってしまいまして、

また厳しい季節を迎えることとなりました。た
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だ、その寒さを吹っ飛ばしてくれたモンテディ

オ山形の活躍には感激をさせられました。あの

ジュビロ戦で記録に残る山岸のスーパーヘッド

シュートで磐田を破り、また決勝では千葉を破

り４年ぶりにＪ１に復帰させた活躍には、山形

県人として素直におめでとうとありがとうを言

わせていただきたいと思います。 

  それでは、通告に基づきまして質問させてい

ただきます。 

  なお、通告分にあります空き家の解体に対す

る助成については、昨日山口議員が質問された

ことに対して市長から丁寧な御答弁がありまし

たので、それについては省略して、割愛させて

いただきます。 

  まず、道の駅設置についてお尋ねいたします。 

  きのうも先輩議員である森議員から道の駅の

設置について質問がありましたので、なるべく

重ならないように質問をさせていただきますが、

ダブりましたら御容赦をいただきます。 

  ことしの９月に新庄泉田道路のくわ入れ式が

行われ、いよいよ東北自動車道の整備促進、縦

軸の構築が感じられるようになりました。市民

歌にもございますが、「伸びる鉄路の わが新

庄」とありますように、鉄路による十字軸によ

り我が新庄も発展してきました。それをもって

新幹線の始発、終着駅となり成果を見ることが

できましたが、今後の物流、人の移動手段とし

ては陸路の重要性が増すものと思われる中で、

泉田道路の工事着工は地域に期待感を生みます。

また、このチャンスを生かし、新庄をさらに発

信するために道の駅を設置されるというお考え

はないものかと、設置を一考していただくこと

を提案いたし、質問させていただきます。 

  長距離ドライブや女性、高齢者のドライバー

が増加する中で、交通の円滑な流れを支えるた

め高速道路に限らず、一般道路にも安心して利

用できる休息のための施設が求められています。

これらの施設では、地域の文化、名所、特産物

などを活用して多様なサービス、発信が可能で

あります。さらに、これらの施設が設置される

ことで、地域の核も形成され、道を介した連携

機能が促進されるなどの効果も期待されるもの

と思います。 

  また、このようなことを背景として道路利用

者のための休憩機能、道路利用者や地域の人々

のための情報発信機能、そして道の駅をきっか

けとした町と町とが手を結び合う地域の連携機

能、このような機能を持つ道の駅とされてきま

したが、最近では災害時における避難場所、ま

た地域のイベント会場としての機能も持ち、ま

た最近では他の地域を呼び込むゲートウエイ型、

地域創生を目指す地域センター型というふうに

類型されています。このような多くの機能を持

つとされる道の駅の設置をぜひ一考いただきた

いと思います。 

  次に、交流人口の拡大に向けてでありますが、

昨年９月の定例会におきまして、御質問の御回

答に飯豊町等の先進地に学び、農家民宿等への

可能性を探りたい、決してハードルは高くない

とありましたが、そのことの進捗状況をお尋ね

したいと思います。 

  職員派遣を行いどのような研究をなされたの

か、またグリーンツーリズムの関連規制緩和に

より農林漁業体験型民宿は大きな改修等も必要

なく開設できることになっており、さらに調査

研究し、希望者等の把握をしたいとの御回答で

ありましたが、どの程度の参加希望者があった

のか。 

  また、来年は新庄まつり260周年の節目です

が、それらに対応できるのか、いつから実践で

きるのか。それらの進捗状況についてもお尋ね

をさせていただきます。 

  また、県内各地ではさまざまな集客イベント

を行っておりますが、当新庄市でも観光協会主

催のカド焼きまつり、商店街主催の100円商店

街、市が主催される味覚まつり、また私の周囲
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の人は大変楽しみにしておりますそばまつり等

の集客イベントがありますが、食に偏ったイベ

ントという感が否めません。昨今の健康志向を

重視し、各地ではマラソンを初めとしたスポー

ツイベントに大変人気が出てきておるようであ

りまして、そのような中で当市でもそのお考え

をもって検討しようという意思はないものかと

お尋ねいたします。 

  ことしの秋に行われました、たしか天童だと

思いましたけれども、ラ・フランスマラソンロ

ードレースには、県内外より3,500人もの参加

者があったと報じられております。また、自転

車ロードレースのイベントによる集客も可能か

と考えます。萩野と鳥越を結ぶスーパー農道、

今は県道になっているんでしょうか。また、東

山、梅ヶ崎、小泉道路を利用すれば大きな交通

規制も障害が少ないと考えますが、スポーツイ

ベントによる交流人口の拡大の方策についてお

尋ねいたします。 

  健康が一番だと言われる中で、食と運動を連

携した交流人口の拡大に努めたいものです。ま

た、このようなスポーツイベントの参加者は参

加費を払ってまで参加しているようであり、ま

た家族や友人が応援に駆けつけることも多く、

前日に新庄に来てコースの下見などをされるよ

うで、宿泊客の増加も期待されると思いますの

で、ぜひ御検討をいただきたいと思います。 

  ３点目の空き家条例のその後についてであり

ますが、以前の御回答に空き家の利活用も検討

されるとありましたが、利活用の申し込みはど

の程度あって、どの程度、現在、利活用されて

いるのか。住宅で何軒、店舗で何軒と、もしお

わかりでしたら教えていただきたいと思います。

お尋ねいたします。また、解体について経費上

の問題でなかなか費用が捻出できず、現状のま

まにするしかない人々もおられますが、そのよ

うな相談等はなかったのか、あわせてお願いい

たします。 

  以上、質問させていただきます。よろしく御

答弁をお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、最初に道の駅の設置に

ついてというようなことでありますが、きのう

も森議員から質問あったわけですけれども、内

容についてはドライバーの休憩機能あるいは情

報発信機能、地域連携機能と、おっしゃるとお

りそうした機能を持ち合わせたものが現在の道

の駅と。さらには、避難所であるとかさまざま

な情報提供の中で、国土交通省が示す地方創生

の拠点と道の駅の類型機能イメージとしては、

地域外から活力を呼ぶゲートウエイ型と言われ

るものと、地域の元気をつくる地域センター型

に類別されると。どちらを選択しても地域振興

への明確なコンセプトを持つことが重要である

と考えております。 

  ときに、どこに設置し、どのような活用をす

るかというふうな明確なコンセプトが必要であ

るかというふうに思います。市内外れ等に設置

しますと、町の中へ誘客をどう図るのかという

ような、町の中に設置した場合にどういうふう

な誘導策をするのか、両方大変大きなコンセプ

トをきちっとつける必要があるかなというふう

に思います。 

  設置に当たりましては、以前より山形国土交

通省のほうに申し入れをしているところですが、

先般、泉田道路起工式の折、東北地方整備局長

との懇談の中で再度要望し、今後設置の場所あ

るいはそれぞれを含めた先ほどの課題等の検討

を進め、再度提案したいということで考えを東

北地方整備局のほうに示したところであります。

それを待って、整備局のほうでも設置に対する

考え方の指導を行いたいというふうなことです。 

  その前提となる構想の策定の中には、施設の

設置箇所、先ほども申し上げましたように、ど
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こにというのが一番大きな問題であります。あ

と運営主体、以前の議員の皆さんにも申しまし

た。これは、運営主体は市ではやらないという

ことを以前に申し上げたところであります。た

だし、公設民営という考え方は十二分にあるだ

ろうというふうに内部では検討しているところ

であります。 

  そうした意味で運営主体、運営方法と維持管

理方法と多くの課題が与えられますが、市だけ

で当然解決できるものでありませんので、関係

各機関、例えば具体的には物産協会であるとか

農協であるとか、これまで既にやっている産直

の団体であるとかそういうところとも意見を聞

きながら最終的につくればいいのか、その維持

経費等を今調査させているところであります。 

  そんな意味で、道の駅、全国に1,000近くあ

るわけですけれども、全てが黒字というわけで

はありませんので、つくって最後に赤字で誰が

責任を持つかということも十二分に検討し、皆

さんからの判断も仰がなければならないという

ふうに考えているところであります。 

  次に、交流人口の拡大に向けてということで

ありますが、農林漁業体験民宿、いわゆる農家

民宿についてでありますが、本年７月に都市と

農村の交流等による農山村地域の活性化を目的

とした新庄市グリーンツーリズム推進協議会を

設立し、関係団体等と一体となって、グリーン

ツーリズムの推進のために必要な啓発、普及、

情報発信などの条件整備などの活動を本格的に

スタートいたしました。これなども以前、議員

の皆さんから「もう、グリーンツーリズムとい

う言葉が使われて大分になるよ」と指摘を受け

ていたわけですが、その中でも本格的にスター

トしなければいけないというふうなことで、お

くれた感があることは大変申しわけなく思って

おります。 

  その中で目指すところ、グリーンツーリズム

の目指すところで統一された考え方が、やっぱ

り農家民泊を推奨していく、これが一番大きな

最初のスタートではないかということで、初め

ての事業といいますか行動として、県内での農

家民宿の飯豊町で11月に開催されたセミナーに、

会員を含め参加してきたところであります。参

加者自体の感想としては、余りハードルは高く

ないとの感覚をつかんだようであります。 

  市内でのそうした民泊の協力者は現在10軒ほ

どあるわけですが、なりわいとするまでには至

っていない状況であります。視察などを進めて

おりましたところ、山屋地区が農家民宿に関心

を示しておりますので山屋地区を重点地域と位

置づけ、農家民宿を１軒でも多く取り組んでい

ただけるよう関係者との協議を進めておるとこ

ろであります。 

  現在、関心のある方々、３名ほどですが、具

体的に飯豊町の民泊を経験、これからですが、

経験するということが何よりも大切だろうとい

うことで、自分で体験し、そして今後の進め方

をするということの今は現状だというふうに御

理解賜ればというふうに思います。 

  もう１点の交流人口、マラソン等については

教育長より答弁させますので、よろしくお願い

いたします。 

  次に、空き家条例のその後についてというこ

とでありますが、空き家条例について再利活用

された空き家はあったのかということでありま

すが、年間二、三件程度の問い合わせがありま

すが、民家の実績については現段階ではないと

いうふうに把握しております。 

  店舗等につきましては、危険空き家対策の中

では特に問い合わせはございませんが、その場

合、相談があれば関係各課と各種補助金の活用

を進めたいと考えております。空き家というよ

りも再利活用できる、リフォームできるような

ところで具体的にいけば、支援させていただい

たのが駅前のたこ焼き屋さんなどは再利用とい

うようなことになるかというふうに思います。 
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  今後の利活用の方向性についてでありますが、

現在300戸を超える空き家のうち、リフォーム

をすれば活用できる空き家が３割程度と見込ん

でいます。90軒程度ぐらいを見込んでいます。

これら住居可能な空き家を利用、活用していく

ために、平成25年度より県宅地建物取引業協会

新庄最上の協力を得て、新庄市空き家利活用対

策モデル事業に今現在取り組んで進めていると

ころであります。このモデル事業を検証し、空

き家の活用が定住促進の重要な施策であるとの

認識から、来年度には空き家登録紹介制度の構

築に向けて現在進めているところであります。 

  空き家利用については、所有者の意向が大き

く働くことから、所有者から前向きに判断して

いただけるような独自性のある仕組みづくりも

あわせて考えてまいりたいと思っております。 

  次に、25年１月１日に空き家等の適正管理の

促進に関する条例を施行させていただいたわけ

ですが、なかなか進まない空き家の解体につい

て上限を定めて解体費用の一部助成を考えられ

ないかというようなこと、きのうも御質問あっ

たわけでありますが、平成25年度中に空き家情

報を収集、整理し、26年４月１日現在で326戸

について空き家と認定し、近隣から苦情が寄せ

られるものについては指導を行い、あわせて管

理者に対し今後について確認する意向調査を行

ってきました。今年度は６件になりますが、平

成24年度の空き家調査から３年間では合計77件

の解体がなされ、その後、更地や駐車場に活用

された事例がございます。 

  家屋の解体に対し、上限を定め費用の一部の

補助についてですが、基本的には所有者の、き

のうの答弁ですが、所有者の責任において行わ

れるべきものでありということで、所有者の負

担が原則と考えておりますが、きのう答弁しま

したとおり、なかなかできないという場合につ

きましては、山形県の住宅供給公社で進めてい

るまちの再生事業なども活用し、一定の条件下

のもとに解体費用をし、公社、国などが負担を

するというのも今後の空き家問題を考える上で

の選択肢の一つになるものと考えています。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私のほうからスポー

ツイベントによる交流人口拡大についての答弁

をさせていただきます。 

  本市で開催されているマラソン大会や自転車

競技大会は、いものこマラソン、クリテリウム

新庄大会がございます。いずれの大会において

も市内のみならず宮城県や秋田県、遠くは静岡

県など広く県内外から参加いただいております。 

  スポーツは、健康増進のみならず経済を含め

て地域活性化の大事な手法であると考えており

ますし、東根のさくらんぼマラソン大会や議員

の御質問にあった天童市のラ・フランスマラソ

ンなどは大きな成果を上げていると思っており

ます。また、日ごろより議員の皆様からも大規

模なマラソン大会などを開催できないかと御指

摘もいただいておりますし、スポーツの大会を

イベントとして捉え、新庄のよさを感じていた

だける新庄らしいスポーツ競技大会等を開催す

ることの必要性も感じており、今後の課題と思

っております。 

  そのような中で、来年度はスローピッチソフ

トボールの国際親善大会、東日本軟式野球大会、

県レクリエーション大会、平成29年度は南東北

インターハイでのバドミントン競技、平成30年

度には天皇杯全日本軟式野球大会など県大会や

全国大会、国際大会などの各種スポーツ競技大

会が本市でも開催される予定であり、そのよう

な機会を生かしスポーツの面からの交流人口拡

大による経済効果が得られるものと考えており

ます。以上でございます。 

４ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 
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４ 番（佐藤義一議員） 市長、教育長、丁寧な

御答弁ありがとうございました。 

  それでは、余り時間をかけないで再質問をさ

せていただきます。 

  まず、最初に道の駅についてです。 

  隣の隣の町、尾花沢市の交流人口の中で、尾

花沢市に入ってくる人口は80万人でした。何年

か前までは。ねまるという道の駅ができてから

100万人から110万人、ちょっと交流ともダブり

ますけれども、道の駅を設置することによって

人の流れができる。尾花沢市には銀山温泉とい

う有名な旅館があります。そこの利用客がほと

んど多いんですけれども、道の駅ねまるができ

たおかげで20万人から30万人の尾花沢市に入る

人口がある。これは、非常に大きいことだと思

います。課長、どうでしょうか。そういう効果

をどういうふうに考えられますか。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 今、議員のおっしゃると

おり、尾花沢花笠の里ねまる、この施設につい

てはやはり相当の交流人口が生じているという

ふうに思います。 

  まず、道の駅そのものにつきましては、最初

の段階ではドライバーの休憩施設というふうな

位置づけから始まりまして、現在進化しており

まして、その施設に今度は特産物を販売する

と。そこからまた進化しまして、今度は人を呼

ぶと。そして、さらに進化しまして、人を呼べ

ば仕事が生まれるというふうな形で、非常に鎖

状に輪が広がってくるというふうなものでござ

います。やはり道の駅一つにいたしましても、

その地域が発展するというふうな効果は非常に

あるかと思います。 

  ただし、ここで気をつけなければならないの

は、そこの道の駅だけで完結してはならないと

いうふうなことでございます。それをもととし

まして、そこから今度は新たな人の流れをつく

るというふうなことが非常に大事かというふう

に考えております。ですから、その流れをつく

るということでいろいろ考えながら進めたいと

いうふうに思っているところでございます。 

４ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

４ 番（佐藤義一議員） 課長の御答弁、すばら

しいですね。流れがちゃんと把握されておりま

して、私も全くそのとおりだと思います。 

  ですから、今回、道の駅と交流人口の拡大と

いうのは、つなげて質問するという意識が私の

中でもありましたので、いかにして新庄に人を

呼ぶか、交流させるかということです。道の駅

ねまるというのを私も調べましたところ、課長

のおっしゃるとおりで、最初は、国道からちょ

っと下へおりるんですね、入りづらいし上りづ

らいという批判があったんですけれども、ただ

二、三十万人の交流人口が発生しているという

のは大きな驚きを持って私は感じました。 

  それで、今、市長からも御答弁ありましたけ

れども、赤字になった場合の経営責任あるいは

やりたいけれどもクリアしなきゃならない、新

庄市だけでいいのかという話があるという御答

弁をいただきましたけれども、私も結構車に乗

ってあちこち歩くのが好きでして、岩出山町、

今で言う大崎市にあるあ・ら・伊達な道の駅、

あそこに年３回ぐらいドライブがてら行くんで

すけれども、まずネーミングがいいですね。

あ・ら・伊達な道の駅という。一番最初に行っ

たときに、ロイズのチョコレートを売っている

わけですよ。ロイズのチョコレートというのは、

北海道の余市でつくっていまして、自分のとこ

ろの専属店でなければ売らないというプライド

を持っているロイズのチョコレートなんです。

それで、何でここでロイズを売っているんだや

と聞きましたら、あの当時の岩出山町と余市町

が姉妹都市だった。それで、道の駅をつくると

きに余市と話をしてロイズを売らせてほしいと
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いうことで売っていますと。 

  非常に体系が似ているなと思うのは、今、市

長が答弁されましたように、新庄市だけでいい

のかという話なんです。最上郡に道の駅はない

んですよ。ただ一つあるのは、戸沢村の前の高

麗館、あれが道の駅とざわという名前でデビュ

ーしていますけれども、そういう形の中で模索

をしていいんだと思うんです。最上郡でやって

いこうと、最上郡の特産物でやっていこうと。 

  ことしの７月の29日でしたけれども、成田に

行く用事がありまして、東北自動車道から磐越

道を通って常磐道を抜けて成田空港の近くの小

さな高速があります。そこに本当に小さなサー

ビスエリアがあったんですよ。高速ですので。

私、初めて見たんです。大手コンビニと、両方

やっているんですよ。コンビニにも負担させる、

大手の。そこで出資させてやっている、そうい

うやり方があるんじゃないかと思いますので、

これは広域等の連携をしていってもいいんじゃ

ないかと思います。それで、そこの中には新庄

の道の駅に行ったら沖縄のものが売っていたと

か、そういうことも考えられると思うんですが、

いかがでしょうか。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 先ほど議員のおっしゃい

ました宮城県のあ・ら・伊達な道の駅ですか、

そこで販売しているチョコレートというふうな

話で、非常にインパクトのある品物でして、要

は余市で開発されて、会社、それをブランド化

して販売店を道の駅で売っているというふうな

形になっています。こういうふうなオリジナル

商品の開発から販売というふうな、これも一つ

の産業振興、地域に元気をつくる地域センター

型というふうな形で位置づけられているもので

ございます。やはりそういうふうなことも一考、

考えた上で道の駅については将来的にイメージ

といいますか、それを持っていくというふうな

ことが必要ではないかと思います。 

  その中で、やはり先ほどおっしゃいました広

域に関するもの、これについてもやはり新庄市

だけではできない部分もございます。これにつ

いては、やはり連携しながら国土交通省が示す

道の駅による地方創生拠点の形成というふうな

形で、先駆的な道の駅の取り組みについてはモ

デル箇所を選定されまして、選定されますとや

はりいろんな支援策があります。それを有効に

使っていくというふうな方策も考えられます。

今後、関係各機関または関係者ともいろいろ話

をして、総合的に判断していきたいというふう

に考えております。特に、情報収集等について

は皆様方からいろんな情報を伺いながら計画段

階、それも含めましていろいろ情報収集等を図

っていきたいというふうに考えてございます。 

４ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

４ 番（佐藤義一議員） 本当に丁寧にありがと

うございます。 

  道の駅に関しましては終わりますけれども、

今回の12月の定例会の中で２人の議員が道の駅

のことを訴えたということは、非常に意味合い

が重いものだと思います。同じ会派ですので、

示し合わせたつもりはありません。偶然に道の

駅の話が２人から出てしまった。それは、やっ

ぱり市民がそういうふうなものが新庄に何でな

いんだと、きのうも誰か言いましたけれども、

新庄には何もないということではなくて、それ

はやっぱりスタンスとして示していくべきでは

ないかと思う。２人の市議が質問したという重

みを受け取っていただきたいと思います。 

  それで、次に交流人口の拡大について再質問

をさせていただきます。 

  教育長から先ほど、さまざまなイベントはや

っているんだと、いものこマラソンもやってい

ると。県外、東京、静岡からも来ているという

ことでしたので、前振りもなくて大変申しわけ
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ないんですけれども、いものこマラソン等につ

いての参加者数、それから先ほど私が申し上げ

ました参加費、料等は徴収されているのかお尋

ねします。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 ちょっと本日、詳しい資

料を持ってこなかったんですが、今年度のいも

のこマラソンにつきましては600人を超えまし

て、たしか614人だったかと思います。参加費

については、300円だったか500円だか、ちょっ

と資料を持ってきていないので申しわけありま

せんが、そういった金額だったと思っておりま

す。以上です。 

４ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

４ 番（佐藤義一議員） 何で農家民泊等にこだ

わるのかといいますと、このスポーツイベント

をやっていくことによって彼らの新庄に来る目

的というのは、スポーツ大会に参加することな

んですね。それで、温泉に泊まるのが目的では

ないわけですよ。ですから、そういう選手方を

受け入れられるような、山屋のセミナーハウス

という話を聞きましたけれども、これは非常に

私はいいことだと思っているんです。そこでや

っていく。彼らは、いい温泉に入っていい料理

を食べていい酒を飲んで、ああ新庄っていいと

ころだと帰ろうとは思っていません。参加して、

景色のいいところを走って、眺めて、それで人

情に触れてやっていく。ですから、ぜひそうい

うスポーツイベントをやっていただきたい。 

  私、決してコースは難しいとは思いません。

私もあそこを何回か走りましたけれども、あの

道路であれば大がかりな交通規制は要らないと

思います。そういうふうなことでやっていただ

ければ。 

  先ほど、教育長からもありましたけれども、

スローピッチソフトボール大会、これは来年の

10月に新庄市で行われると。名前が何といいま

したっけ。メイジャ・マクレですか。これは、

ハワイの言葉で、皆さん御存じでしょうけれど

も、「偉大なる年寄り」という意味だそうです。

これに新庄市はどのようなかかわりをしていく

のかをちょっとお尋ねします。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 スローピッチソフトボー

ル大会、国際親善大会ということであります。

これについては、信用金庫の井上理事長のほう

からお話がございまして、我々のほうでもバッ

クアップしていきたいというふうに思っている

ところでございます。 

  今年度は、熊本市で第16回の大会がございま

した。熊本市につきましては、８チームの参加

ということで報告をいただいておりますが、そ

の前年度の益子町というところでは台湾からの

チームが参加しているということで、国際親善

大会ということでございます。こちらのほうで

は、３月の予算のほうにも要求をさせていただ

いて、信用金庫と商工会議所とタイアップしな

がら進めていきたいというところでございま

す。 

  参加チームとしては、13、14、15チームぐら

いをめどにやるわけですが、最低200はすると

いうことでしたので、そういったことでも交流

人口の拡大を図っていきたいということでござ

います。よろしくお願いします。 

４ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

４ 番（佐藤義一議員） さまざまなことをやっ

ていって、試行錯誤して新庄が市長のおっしゃ

る人行き交うまちになれるように頑張っていき

たいと思います。 

  以上で質問を終わります。どうもありがとう

ございました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま
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す。 

 

     午後１時３６分 休憩 

     午後１時４４分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

髙橋富美子議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、髙橋富美子君。 

   （７番髙橋富美子議員登壇）（拍手） 

７ 番（髙橋富美子議員） 市民・公明クラブの

髙橋です。通告書に従いまして一括方式にて一

般質問をさせていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

  １点目に婚活支援についてお伺いいたします。 

  結婚についての価値観の多様化や若年層の経

済的な困窮などを背景に、未婚者の増加は全国

的な傾向にあります。未婚率は、今後緩やかな

がらもアップし続け、2030年には男性の約３人

に１人は結婚しない可能性もあるとの新聞報道

がありました。このままでは地域社会は成り立

ちません。本市においての婚活新事業の具体的

な取り組みと成果について、また市単独で婚活

事業を立ち上げることで、より充実した支援が

期待され人口減少に歯どめができると思います

が、市独自の婚活事業実施についての考えにつ

いてお伺いいたします。 

  ２点目に、認知症対策についてお伺いいたし

ます。 

  認知症高齢者は全国で300万人を超え、団塊

の世代が75歳以上となる2025年には約470万人

に達し、４人に１人が認知症を発症されると言

われており、大変身近で大きな社会問題である

と思います。認知症対策については、厚労省が

策定した2013年度から17年度までの５カ年計画

オレンジプランがあり、これに基づいて本市に

おいても早期診断と患者、家族への支援などに

取り組んでいると認識をしております。この

2025年に至るまで高齢化が加速度的に進む一方、

社会保障の見直しや介護の担い手不足も予想さ

れる中、高齢者が住みなれた地域で自分らしい

生活を続けられる新しいケアシステムの構築、

これはこれからの深刻な超高齢社会への対応に

欠かせない喫緊の課題です。 

  国の本年度予算には、認知症の患者、家族を

支援する施策や生活支援サービスの基盤整備な

ど、地域包括ケアシステムの構築を後押しする

予算が盛り込まれております。こうした予算を

活用し、医療、介護、予防、住まい、生活支援

などを切れ目なく提供できる体制として地域に

合ったシステムをいかに築くか、市役所を中心

に地域住民や関係諸団体等の取り組みにかかっ

ているとも言えます。 

  団塊の世代が一斉に75歳を迎える年であると

されております2025年、これをめどにそれぞれ

の市町村ごとに地域単位でつくり上げる地域包

括ケアシステムですが、本市における地域の関

係機関の連携体制、在宅医療提供体制の整備、

介護予防の充実、関係分野への人材確保などの

課題から、我が地域の包括ケアシステムの取り

組み状況はどのようになっているのか。また、

今後の計画などについてお伺いいたします。 

  ３点目に、読書による人づくり、まちづくり

についてお伺いいたします。 

  新庄市子ども読書活動推進計画の基本方針の

中に、読書活動を通じて第４次新庄市振興計画

の基本目標「ふれあい 学びあい 心をつなぐ

まち」のもと、心の教育の充実を図りながら、

一人一人の子供たちの感性を磨き、表現力を豊

かなものにし、生きる力を育むことを目的とし

ますとあります。本市の現状等を踏まえ、計画

推進に関する目標、基本方針と具体的活動を整

えるとされておりますが、これまでの進捗状況
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についてお伺いいたします。 

  最後に、市立図書館の利用時間、開閉時間、

また駐車場などの整備が充実することにより、

利用者の拡大とまちづくりの活性化につながる

と思いますが、本市の考えについてお伺いいた

します。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、髙橋市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  まず初めに、婚活支援についてというような

ことで、次第に未婚率の上昇が続きというよう

なことで大変私も危惧しているところでありま

す。 

  本市の結婚活動支援事業につきましては、こ

れまでの取り組みと成果及び今後の市独自の取

り組みの展望についての御質問ですが、これま

での取り組みといたしまして、市では平成22年

度に組織された最上広域婚活実行委員会に参加

し、最上地域に暮らす未婚者全体をターゲット

とした活動を行っております。実行委員会、最

上８市町村の職員だけでなく、民間の有識者、

地域活動者、地域おこし協力隊、結婚支援員な

どで構成され、幅広い見地から意見を出し合い、

最上地域に暮らす独身男女の出会いの機会を創

出、提供するという目的のもとで活動しており

ます。 

  これまでの４年間で婚活パーティーを含め16

回のイベントを開催し、54組のカップルが成立

しております。また、今年度におきましてもこ

れから３月にかけて３回のイベント開催を予定

しているところであります。 

  市独自の事業実施についてですが、最上８市

町村は単に隣接した地域というだけではなく、

社会的、文化的な面からもつながりが深く、暮

らす人々同士も密接につながっている地域だと

いうこともあり、単独ではなく地域全体で取り

組んだほうが効果的であると考えており、最上

広域婚活実行委員会にはオブザーバーとして最

上総合支庁の子ども家庭支援課にも参加してい

ただいております。県からの結婚、子育てに関

する情報や動きも踏まえつつ、今後も地域全体

の未婚者が結婚を前向きに捉えられるような意

識啓発や出会い、結婚につながるような機会の

提供に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、認知症対策についての御質問でありま

すが、御指摘のとおり団塊の世代の皆さんがあ

と10年少したちますと75歳で、４人に１人が認

知症というようなことの御意見でありますが、

私もその一人になるのかというような思いで聞

いておりました。 

  認知症対策推進５カ年計画、いわゆるオレン

ジプランは、平成25年度から平成29年度までの

５年間の計画として認知症の高齢者を早期に発

見することで、少しでも早く適切な医療や介護

のケアを開始し、住みなれた地域でそのまま暮

らし続けていけるよう、必要な医療や介護サー

ビス等について国が政策課題を定めたものであ

ります。 

  御存じかと思いますが、計画の主な内容は早

期診断、早期対応に向けた人的、物的整理、地

域での生活を支える医療、介護サービスの構築

などが柱となっており、これまで認知症対策は

事後対応が中心でしたが、これを早期ケアへと

方向転換するのが狙いであります。 

  当市では、市職員、地域包括支援センター職

員を含め21名のキャラバン・メイトが登録され

ております。各種報道で取り上げられる認知症

への関心が高まり、今まで金融機関、老人クラ

ブ等各方面から認知症サポーター養成講座の開

催依頼があり、今年度は11月末現在で710名の

方が養成講座を受講いたしました。今後も本市

職員も含め多くの団体等を対象にさらなる養成

講座の開催を企画し、受講者をふやしていくよ
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う積極的に取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

  また、新庄市地域包括支援センターの主催す

る地域ケア会議にも定期的な開催を実施するこ

とで、地域課題の解決へ向けての共通認識の確

認や認知症で困っている家族の方々の支援の一

助となるよう活用を図っていきたいと思ってお

ります。 

  認知症対策は、地域包括ケアシステムを構築

する上で最も重要な要素ですので、平成27年度

からの介護保険事業計画策定に向けた計画委員

会の中でさらに議論を重ねてまいりたいと思っ

ております。 

  子どもの読書活動推進計画の基本方針並びに

読書による人づくり、まちづくりにつきまして

は教育長より答弁させますので、私からの壇上

からの答弁は以上とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私のほうから平成25

年12月に策定された新庄市子ども読書活動推進

計画の進捗状況についてお答えいたします。 

  これは、平成26年度から、今年度から平成32

年度までの７年間の計画となっており、基本目

標については議員のおっしゃるとおりでござい

ます。そのために、乳幼児から高校生までの発

達段階に応じた現状と課題を踏まえ、目標と具

体的な取り組みを設定しています。また、市立

図書館における子供の読書活動推進への目標と

具体的な取り組みも設定しています。このよう

に、家庭や学校、教育機関等が連携して読書活

動の推進に取り組んでおります。 

  また、読書活動推進の基本方針ですが、１つ

目の推進のための連携協力では、市内の14校の

小中学校の教員と地域コーディネーターを対象

とした研修会を実施しております。また、教育

委員会、保育所、保育園、幼稚園、小中学校、

市立図書館、ボランティアサークル代表をメン

バーとして新設した新庄市子ども読書活動推進

委員会で情報を共有し、それぞれの機関での実

践に生かしてまいりたいと考えております。 

  ２つ目の読書環境の整備では、小中学校の学

校図書館図書購入費を前年度比1.5倍に増額し、

蔵書整備に努めています。また、地域コーディ

ネーターを各校に配置し、授業などにすぐ活用

できる図書リストの作成や図書館環境の整備に

努め、子供たちが来館したくなる環境整備を努

めています。 

  ３つ目の意義についての広報と啓発では、各

小中学校において学校だよりや図書館だよりの

発行等により児童生徒及び保護者への広報、啓

発活動を進めています。さらに、乳幼児期から

家族で読書を楽しむ環境づくりの大切さを啓発

するために、社会教育課の新規事業として４カ

月健診時に全ての子供に本を無償提供するブッ

クスタート事業も行っています。 

  今年度４月に小学校６年生と中学校３年生を

対象に実施された全国学力・学習状況調査では、

読書が好きという児童生徒が全国よりも高い割

合となっております。それら児童生徒の読書に

対する高い興味関心のもとに日新小学校が平成

26年度子どもの読書活動優秀実践校として文部

科学大臣表彰を受賞したり、今年度のＹＢＣ読

書感想文コンクールでも日新小学校が学校賞、

新庄小学校が奨励賞を受賞したりするなど本市

の児童生徒の読書活動の取り組みがすばらしい

成績をおさめております。今後とも関係機関と

の連携を図りながら、計画的に子どもの読書活

動を推進してまいります。 

  続きまして、市立図書館の利用時間及び駐車

場等の整備についてお答えいたします。 

  市立図書館は、議員御承知のとおり、現在指

定管理者制度を活用し運営しております。御質

問の利用時間につきましては、午前10時から午

後６時までとなっておりますが、指定管理者の

努力により学校が夏休みとなる約１カ月間は午
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前９時から開館しております。しかし、これ以

上の拡充は、人員の配置が厳しくできない状況

であると伺っております。利用者からは、利用

時間を延ばしてほしいという声があることは承

知しておりますし、利用者の拡大も予想されま

すので、県内の各市や郡内の町村の現状を参考

にし、指定管理者と協議しながら進めてまいり

たいと思っております。 

  駐車場につきましては、敷地に余裕がなく広

げることはできない状況ですが、近隣の生涯学

習施設の駐車場を利用できるよう、調整を図っ

てまいりたいと思っております。よろしくお願

いいたします。 

７ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

７ 番（髙橋富美子議員） それでは、再質問を

させていただきます。 

  初めに、婚活支援についてですが、本市の出

生率と未婚率についてどのように推移されてい

るかをまずお伺いしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 出生の関係でございます

けれども、出生率につきましては手元にありま

す25年度、山形県の人口と世帯数というような

ことを見ますと、率につきましては人口1,000

人当たり８パーミルですか、ということで35市

町村の中では５位というようなことで、高いほ

うからになります。 

  出生数というようなことはちょっと浮き沈み

がありますが、少しずつ減ってきている中で近

年では増減というようなものを繰り返しながら

現在は297、直近の数字で押さえているところ

は年間297名と。 

  あと、もう１点、未婚の部分でしたけれども、

これは22年の国調というようなことになります

が、数的には割合から申し上げますと20代ある

いは30代でくくると、未婚率が20代、30代の総

数の中で43％が未婚率であると。もう一つ押さ

えているところは、生涯未婚率というふうなと

ころでありまして、50歳までに一度も結婚した

ことのない人たちの割合というようなことにな

りますが、これにつきましては新庄市の場合は

12.0％というようなことになってございます。

低いほうから６番目、35市町村中６番目という

ことでございまして、推移としてはちょっとそ

こまでは持ってございませんが、未婚率、これ

について男性のほうが女性よりもはるかに上回

っているというような特異さもございますので、

この辺を婚活のほうに反映させていっていると

いうようなことがございます。 

７ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

７ 番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

す。 

  本年７月に、会派で大分県の豊後高田市を視

察しました。そちらでは総合的なまちづくりに

ついて学んできたわけなんですけれども、人口

２万3,577人から人口３万人をという新たな目

標を掲げて定住促進、定住関係のサイトを立ち

上げるなど他市にはないさまざまな取り組みを

されておりました。その中でも、やっぱり婚活

についての事業がありました。ユニークなイベ

ントをさまざま計画して積極的に開催しており

ましたけれども、独身男女の出会いを応援とい

うことで今年度は月に一度のツキイチコンパ、

出会いの場を提供されておりました。また、毎

月第４金曜日に婚活サロンを開催しておりまし

て、縁結びお世話人さん、独身者の親御さんを

初めとして市民の方々が誰でも参加いただける

婚活や縁結びについて交流しているサロンです。 

  新庄市においてもさまざま、先ほど取り組み

を伺ったんですけれども、豊後高田市では市で

認定された縁結びのお世話人さんがお引き合わ

せして、カップルが結婚し市に定住した場合、

縁結びお世話人さんへ10万円の奨励金を差し上
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げております。以前、本市にもこのような制度

があったと伺ったんですけれども、このような

取り組み、また復活するようなこととか考えて

いらっしゃるのでしょうか。お伺いします。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 類似の施策ということで、

県内でも１市１町承知しているんですが、今の

ような御発言の提起、非常にありがたい方向性

ですので、その辺をやっている１市１町をちょ

っといつも追跡しているんですが、なかなか実

利が出てこない、あるいはその縁結びの方々が

実際に市の意向を持って実績としてなし得たの

かどうかの検証も難しいとかありまして、ちょ

っとその辺は前に進めない状況ではあるんです。 

  私どものほうでは、やはり人口減少下の中も

ありますので、８市町村、最上地域全体で同じ

社会構造下の中にありますから連携をしながら、

スケールメリットというふうなことで企画ある

いは他への連携の考え方、こういうものを導入

しておるところでして、単独でやっているとこ

ろもその中には１つ同じような事業をやってい

るところもあるんですけれども、なかなかその

方向性として結果が出てきていないというよう

なこともありますので、今言われたようなとこ

ろには少しちょっと今は向いていけないという

ような状況になっています。 

７ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

７ 番（髙橋富美子議員） なかなか難しい面は

あるとは思いますが、そういうこともやっぱり

必要なことであると思います。 

  富山県の南砺市の取り組みをこの間お聞きし

たんですけれども、市内在住の成人男女ボラン

ティアで行っている「婚活応援団なんとおせっ

会」、あと「婚活倶楽部なんと」とかとネーミ

ングもすごいんですけれども、出会いの場をい

ろいろ提供しているわけですが、婚活倶楽部な

んとというのは出会いの場を提供するだけで、

おせっ会は婚活に踏み込めない男女を強く後押

しする役割を担っているということでした。 

  ちょっと前までは、やっぱりおせっかいとい

うか世話好きなおじさん、おばさんというのが

どこにもいたような気がするんですけども、今

はなかなかそういう方もいらっしゃらない。こ

の南砺市では、３年間で38組がゴールイン。先

ほど伺った五十何組もカップルが誕生している

ということで、こちらも本当にすごいんだなと

思いましたけれども、やはりおせっかい、お世

話をする方、本当に必要なんじゃないかなとい

うふうに思います。市の中に１つ課をつくると

いうのは大変難しいことだと先ほどお伺いしま

したけれども、今構成されている中でそういう、

もう少し前に、おせっかいをもっともっとおせ

っかいしてくれる方が必要じゃないかなと考え

ます。 

  最近は、本当に人間関係の希薄化ということ

で、都市部だけではなく本当に郡部、本当に今

は都市部も郡部もないような状況だと思います。

それで、今は本当にネットの時代だなというこ

とで私もびっくりしたんですけれども、インタ

ーネットで知り合って、インターネットの中で

恋愛ゲームをするんだそうです。皆さん御存じ

でしょうか。それで、本当にこれは実際にあっ

た話だということなんですけれども、インター

ネットで恋愛関係というかあれして、本当にた

った５回会っただけでこの新庄市に嫁いできた

方がいらっしゃるということでした。もうそう

いう世の中なんですけれども、やはりネットは

ネットでいい面があるかとは思いますけれども、

私はやはり人間対人間、もうそばにいていろん

な方が本当に親身になって結婚ということを考

えて今、行くべきであると思います。その点で、

もう一度取り組みの中身ですか、具体的な、も

っとこういうのをやっていきたいという市のお

考えがありましたら、お話しいただければお願
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いします。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 今、８市町村の中で実行

委員会を組みながら進めているんですが、その

成果と課題が浮き彫りになっておりまして、課

題としてはなかなか女性の参加を得られないと。

先ほど54組のカップルがということでこの４年

間の実績を申し上げましたけれども、その７割

が２月のイベント、いわゆるバレンタインの集

中するイベントの月に成立しているというよう

なことのようです。したがいまして、バレンタ

インの性格というか、そちらから見れば女性と

男性とのかかわり方の違いなのかなというよう

なことで、女性が参加しやすくするような方向

づけをここ数年しているんですが、なかなかや

っぱり大きくはね上がるような結果には出てこ

ない。 

  もう一つの課題は、男性が女性とのかかわり

方について臆病なのか、あるいはよくわからな

い。話し方、服装、そういうようなものがあり

まして、スキルアップをしようというようなこ

ともしております。男性は、延べて参加者は多

いんですが、悪く言えば多いだけというような

形になってしまう部分がありますので、私的な

ものを今流にしていかないと女性のほうもコミ

ュニケーションがとりづらいというようなこと

になってまいりますので、男性、女性のそれぞ

れの特質、課題を浮き彫りにした上で、じゃあ

どうするのかといった中でスキルアップ講座な

り、あるいはスタッフ自体がもうちょっと勉強、

研修したいというようなこともしておりますし、

隣接している他地域に出ていって、そこでイベ

ントをやってみたいとか、あるいは業種を変え

てやってみたいというふうなことの考え方も出

ております。 

  今、議員の言われたおせっ会隊というふうな

ことも含めて提起して考えていけるものなのか

なというふうなことで、さまざまな形でやって

いかないと、試しにもなるんでしょうが、県も

そのようなやり方でやっていますので、よくよ

く参考にさせてもらいながら実行委員会のほう

にも提起していきたいというふうに思います。 

７ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

７ 番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

す。 

  やはり本当に皆さんで目をかけながら、声を

かけながらやっていけば何とかイベントも大成

功するのではないかなと思いましたので、引き

続きよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、認知症対策のほうに移らせていた

だきます。 

  先ほど高齢者の認知症の数を伺ったのですが、

前回からまたふえていまして、なお認知症サポ

ーターの役割について質問させていただきます。 

  先ほど、市長の答弁の中で認知症サポーター

が710名にふえておりました。６月現在、伊藤

市議が同じ質問をされたんですが、そのときは

537名でした。それから200名近くふえておりま

して、本当にこの認知症サポーターについての

取り組みというか、皆さん本当に必要性を感じ

ていらっしゃって、参加をされているんだなと

いうふうに思いました。 

  私も新庄市の認知症サポーターの講座に参加

することができなかったもんですから、東根市

の認知症サポーター養成講座をたまたま受講す

ることがありました。本当に今まで知り得なか

ったことがたくさんあって、大変勉強になりま

した。そのときに、終了してオレンジ色のリン

グですか、認知症サポーターの印ということで

オレンジ色のリングをもらいました。私も、今

はつけていませんけれども、それがまず目印と

いうかになるんですけれども、町の中を歩いて

いてそういう、皆さん、見かけたことはありま

すかね。私は、余りそういう方に出会ったこと
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がありません。私自身も徘徊された方とか、そ

れから本当に妄想ですか、いろいろ認知症の症

状の方に出会いました。その中で、やっぱりそ

ういう認知症サポーターの養成講座を受けてい

たもので、いろんな対処の仕方を学ぶことがで

きました。 

  前回、伊藤市議も言われたんですけれども、

その認知症サポーター養成講座を受講した後の

取り組みがしっかりとしていかなければ、何の

ために受講されたのか、一人一人は多分そうい

う場面に遭遇したときにいろいろ対処はできる

と思うんですけれども、全体としてのそういう

受講を終えた後の何かもう一つ手だてがあって

もいいんじゃないかなという思いが１点と、そ

れから今後サポーターをふやしていくという話

がありましたけれども、一体どれくらいの人数

というかふやす予定があるのかをお願いしたい

と思います。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 認知症サ

ポーターの件についてお答え申し上げます。 

  認知症サポーターにつきましては、サポータ

ーという名前からして認知症の方を支えていく

役割というふうなことで言葉尻からするとそう

いうふうに思われがちですけれども、認知症の

方の行動特性を知っていただいて、市民が適切

に接していただくというふうなところを勉強し

ていただく場というふうなことで、そういった

受講者の方をサポーターと呼んでいるところで

あります。 

  先ほどの市長答弁にもございましたように、

金融機関でありますとかにおいては、やっぱり

認知症の方が毎日いらっしゃるとかということ

もございまして、金融機関の申し込みが多かっ

たところでございます。また、老人クラブにつ

いても何カ所かあったところでございますけれ

ども、今年度につきましては新庄警察署の方々、

一応全員受講していただいたところです。徘徊

等におきまして、やはり警察の方が接すること

が多いものですから、その接し方について学ん

でいただいたというふうなことで、アンケート

の中でもかなり好評だったというふうに認知し

ております。 

  今後どうやってふやしていくかというふうな

ことですけれども、やはりいろいろなところに

呼びかけていくというふうなところが中心にな

ってくると思いますので、やはり、例えば、き

のうも話がありましたけれども、健康福祉推進

員とか地域の方々にとっても、やはり自分の家

族でありますとか周囲の方々に接していく機会

というのは今後ふえてくると思いますので、そ

ういった呼びかけを今後もしていきたいという

ふうに考えております。 

  一応、人数、これからどういうふうにふやし

て、目標を持ってみたいな形で聞かれましたけ

れども、それについては今のところ定めてござ

いませんけれども、積極的に受講を呼びかけて

いきたいというふうに思っております。 

  なお、今年度につきましては、市職員の窓口

業務を担当する職員の方を中心として講座を、

サポーター養成講座につきましてやっていきた

いなというふうに考えているところです。以上

です。 

７ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

７ 番（髙橋富美子議員） 今回のお知らせ版の

11月25日号というんでしょうか、それにもしっ

かり認知症についてのサポーターの件とかも入

っておりました。まだまだいろんなところで啓

発活動をお願いしたいと思います。 

  先ほど、私は東根市で受講したんですけれど

も、最後に社会福祉協議会の事務局長さんが絵

本の読み聞かせをしてくれたんです。それは、



- 102 - 

「大好きだよ キヨちゃん」ということで、お

ばあちゃんとお孫さんの物語というか絵本でし

た。そのお孫さんは、おばあちゃんがだんだん

変化していく姿にすごくいら立ちとか、何でず

っとずっと僕に迷惑をかけるんだみたいなこと

を言うんですが、おばあちゃんが認知症だった

ということをそこで知ってからおばあちゃんに

接する態度が変わり、思いやりとか優しさに変

わってきたというそういう絵本でした。 

  今、小中学校を会場に子供の認知症サポータ

ーの養成に取り組んでいる自治体があると聞い

ております。本市において、このような取り組

みは考えていらっしゃるのでしょうか。お尋ね

します。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 学校現場におけます認

知症対策についてですが、特段サポーター制度

というのについては現在のところ行ってござい

ません。ただ、学校教育の中につきましては、

総合的な学習の時間の中で福祉を扱う分野がご

ざいまして、お年寄りの方と接する場面とか、

あと道徳の時間の中で昔から題材にされていま

す長幼の序というものに通じます思いやり、親

切などという徳目を通じまして、目上の方に対

する思いやり、それから困っている方について

手を差し伸べることについては、これまでも取

り組んでいるところでございます。 

  このような機会を踏まえまして、ぜひ福祉の

中でもこういう認知症ということについては、

子供たちについてもかかわってくることになり

ますので、教育の場面を通じながら適切な指導

を行ってまいりたいというふうに思います。 

７ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

７ 番（髙橋富美子議員） わかりました。しっ

かり、やっぱり今、本当に誰がなってもおかし

くないそういう認知症に対して、本当に思いや

りの精神で接していきたいなと感じました。 

  最後に、先ほど市立図書館の開閉時間という

ことで、本当に指定管理者制度があるというこ

とで、大変問題があるというお話をお聞きしま

した。 

  尾花沢の市立図書館は、月曜日から土曜日ま

で午前９時から７時、あと日曜祝日は９時から

午後５時。また、甑葉プラザも火曜日から金曜

日が午前10時から７時、土曜日が９時から夜７

時、日曜祝日は午前９時から５時というふうに

時間帯もさまざま工夫されているようです。市

民の皆様がやっぱり使い勝手のいいように、冬

場は遅くてもいいのかなと思いますけれども、

やっぱりさっきお話ありました夏、子供たちが

夏季休業に入るときは時間も９時からというこ

とでしていただいているんですけれども、やっ

ぱり夏の間は少し早目に、今は退職者も多いで

すし、９時からとかそういうところを再度検討

していただきたいなと思います。 

  これはお願いですので、以上をもって私の質

問を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分休憩いたします。 

 

     午後２時２２分 休憩 

     午後２時３２分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

   （１番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党の佐藤です。

一般質問を申し上げます。 

  さきの質問された議員の皆さんが、新庄最上
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地域の人口減少をどう食いとめていくのかとい

うことを大きなテーマにしておられました。私

は、新庄最上地域の人口減少を食いとめられる

かどうかというのはエネルギー問題と食料自給

問題、これに責任を負える日本になれるかどう

か、農業が基幹産業として持続できる政治にな

れるかどうか、これが私は一番大きなことだと

思います。安倍内閣は、地方創生と言いながら

国民の胃袋と財布をアメリカに売り渡すＴＰＰ

を推進しています。そしてまた、このたびの米

価暴落には何の手も打ってくれません。これで

どうして地域創生ができるのか、私は怒りでい

っぱいです。 

  そこで、第一に米価下落対策について伺いた

いと思います。 

  このたびの米価は、米の銘柄によっては１俵

当たり前年比で3,000円も下がっています。10

アール当たり８俵を収穫とすると、1.5ヘクタ

ール耕作している農家は36万円の減収が見込ま

れます。そのまま10ヘクタールを耕作している

農家に当てはめれば、240万円の減収です。20

ヘクタール耕作した場合に当てはめれば、480

万円もの減収です。米価暴落は、大規模農家ほ

ど大きな打撃となっています。 

  その上、減反への補助金が半減しました。米

をつくっても飯が食えねえ、そういう時代です。

米価は来年もさらに下がるのではないかという

見通しもある中で、農家は再生産の意欲を失っ

ています。融資、これもそのままで本当にあり

がたいことでありますが、それだけでよいのか

と私は思います。 

  秋田県東成瀬村は、2000年から2014年につい

て村独自で米価対策に取り組んでいるとのこと

です。ＪＡの概算金の５年間の平均額と平成26

年度産米の概算金との差額の半額を補助してい

るそうです。今年度3,000円下落した米には、

村は60キロ当たり1,100円の補助をするそうで

す。仙北市では、10月18日１俵当たり200円、

市全体で3,737万円の農家への市独自の補助を

行ったそうです。当市でも緊急に独自補助を実

施する考えはないか、お聞きしたいと思います。 

  また、国民健康保険税の市独自の減免の拡充

が必要ではないかということも伺います。農家

に独自減免の制度をこの際お知らせして、軽減

を図ることはできないでしょうか。もし、該当

者がない場合は、減免の基準の緩和が必要では

ないか、お考えをお聞かせください。 

  次に、米の消費拡大に取り組むべきではない

かということを伺います。例えば、高齢者福祉

施設や学校、乳幼児施設の給食で米飯給食をふ

やすように奨励するなどをしてはどうかお聞か

せください。 

  また、米価下落の原因はどう見ておられるで

しょうか。自給率の低い日本で、主食である米

をつくる生産者に価格補償をしない状況を市長

としてどう見ているか、お考えを伺います。ア

メリカでさえ生産物の価格補償をして農家に二

重、三重の助成をしています。国民の主食に責

任を持たない政治は、おかしいのではないでし

ょうか。 

  大きな２つ目の質問です。 

  福祉施策の充実で、格差解消を目指すことに

ついて伺います。 

  年金が下がり物価が上がる中で、家計消費が

冷え込んでいます。そこで、福祉灯油の実現で

低所得者世帯を励ますべきではないかと思いま

すが、いかがでしょうか。 

  また、視覚障害者だけに絞って実施しており

ます市独自の移動支援事業ですが、これは大変

喜ばれております。その対象者を知的障害者や

身体障害者にも広げてほしいという要望がある

ということですが、どう考えているかお聞かせ

ください。 

  また、第３子保育料無料化の施策の拡充をど

う考えているかお尋ねします。市独自で、上の

子供が小学３年生になるまで第３子以降保育料
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が無料となっています。このたび該当すること

になった世帯は、ぎりぎりの生活で働かざるを

得ない、本当に助かると言っておられました。

少し離れて生まれても第３子保育料無料化が受

けられるように拡充すべきではないかと思いま

すが、いかがお考えでしょうか。 

  大きな３つ目の質問です。 

  介護保険の大改悪でサービスの切り捨てを許

さないことについて伺います。 

  安倍自公政権は、さきの通常国会で医療介護

総合法の可決を強行しました。この法律は、多

くの高齢者を介護サービスの対象から除外し、

入院患者の追い出しをさらに強化するなど公的

介護、医療保障を土台から掘り崩す大改悪法で

す。以下、この法律を総合法とします。 

  ７月に、厚生労働省は総合法の具体化に向け

てガイドライン案、告示案、政省令案等を明ら

かにしました。総合法は、要支援者の訪問介護、

通所介護を保険給付から外し、市町村が実施す

る地域支援事業に移すとしています。具体的に

は、地域支援事業の介護予防事業に要支援者の

訪問、通所介護の代替サービスを加え、新しい

介護予防、日常生活支援総合事業（新総合事

業）に改変します。新総合事業のサービスは、

既存介護事業所による専門的サービスとボラン

ティアなどによる多様なサービスが用意される

ことになります。既存の介護事業所の専門的サ

ービスを利用してきた方も、一定期間後にはボ

ランティアによる多様なサービスに転換してい

くようガイドライン案は指示しています。 

  今回の法改定に先行して予防モデル事業を行

った市町村がありますが、そこでは行政が要支

援者を説得して、強引に介護サービスを打ち切

るなどの事態が相次いでいるとのことです。サ

ービス切り捨てによる給付費の削減こそ、この

制度改定の本質になっています。要支援者を軽

度者として一くくりにして、今利用している介

護保険のサービスから外し、住民主体の自主的

支援に肩がわりさせようという改悪です。要支

援者の援助のためには、高齢期の心身と生活の

全体を把握するための知識と視点、高齢者本人

を主体としたサービスの技法と倫理観を持ち、

熟練した対人援助を行うことができるホームヘ

ルパーが私は欠かせないと思います。 

  そこで、要支援者サービスの新総合事業への

移行について市町村の条例で実施をおくらせ、

2017年３月末まで現行の仕組みを継続すること

が可能だと聞いておりますが、そういう立場で

いるべきだと思うんですが、市の考えをお聞き

します。 

  また、要介護認定、サービス受給は権利です。

自治体が妨害することは法令違反とのことです。

行政が圧力をかけて本人の同意もなしにサービ

スを打ち切ることはないと言えるかどうか確認

したいと思いますが、どうでしょうか。 

  また、特別養護老人ホームの入所は介護度３

以上に限定していくとのことですが、それでも

介護難民の深刻な実態は改善されません。そこ

で、特養ホームの抜本的な増設、入院患者の追

い出しの中止、居住系サービスの低所得者の利

用料の減免、虐待や孤立など処遇困難を救済す

る措置、福祉の再建などが必要ではないかと思

います。市の考え方を伺います。 

  また、利用料の２割への引き上げは、施設利

用者とその配偶者の生活破壊、負担を苦にした

退所がふえるなど、悲惨な事態になることが予

想されるのではないかと思います。どう見てい

るか伺います。 

  そして、介護保険料は2015年には全国平均で

8,200円になることが予想されています。年金

は、アベノミクスによる物価上昇の影響も含め

ると、実質年金額が安倍政権発足後、６％も減

りました。来年度は物価上昇以下に支給を抑え

るマクロ経済スライドを初めて発動します。今

後30年間も年金削減を続けることが検討されて

います。そうした中で、高齢者の負担は限界を
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超えているのではないでしょうか。保険料を抑

えながら必要な介護を充実することを持続可能

な制度とするには、国庫負担の割合を大幅に上

げさせる以外にないと考えます。市長の見解を

伺いたいと思います。よろしくお願います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  平成26年産米における概算金の大幅な下落や

米の直接支払交付金の半減により、米による収

入が生産費を大幅に下回ることになり、稲作農

家の経営が非常に厳しい状況にあると認識して

おります。 

  当市では、当面の資金繰りをサポートするた

め、早々に米価下落対策緊急資金の無利子化の

対応を行うとともに、米の直接支払交付金の早

期支給、仮渡金の追加払いの要請など国や県、

農業団体等と一体となった取り組みを進めてい

るところであります。今後も米価の安定に向け

た要望や要請、情報収集を進めながら、稲作農

家の経営安定を図っていく所存であります。 

  次に、国民健康保険税の減免についてであり

ますが、市税減免の制度やその趣旨につきまし

ては地方税法に規定されており、これを受けて

市税条例で改めてその内容を定めております。 

  御質問の国民健康保険税の減免につきまして

は、所得が皆無になったため生活が著しく困難

になった方や、これに準ずる方が対象となりま

す。この減免の制度とは別に、低所得の方には

当初の算定において所得に応じて均等割額と平

等割額について最大７割を軽減する仕組みとな

っております。このような減免の軽減について

は、市報や市のホームページへ掲載、課税され

る全世帯への説明書の送付など、さまざまな方

法で周知に努めてきたところであります。独自

減免制度の拡充については、厳しい国保財政を

勘案いたしますと現段階では困難であると考え

ております。 

  次に、米の消費拡大についてでありますが、

高齢者施設や学校、保育所等施設での給食は、

米を中心としながらパンや麺などを使うメニュ

ーも用意し、毎日の食事として楽しんでいただ

ける献立としておりますが、米飯給食の実施回

数をふやすことはほぼ頭打ちの状況にあると考

えております。米に限らず、新庄産の農産物の

消費拡大につきましては、今年３月に策定した

新庄市食育地産地消推進計画において大人から

子供まで食育と地産地消を一体的に進め、家庭

や給食において地元産農作物を積極的に消費し、

健康と元気を維持し、農業の振興に寄与してい

くことを計画しております。 

  米飯給食の推進に関しては、さまざまな食に

対する嗜好がある中、米を食べる習慣が子供か

ら親、家庭の中へと浸透し、米を食べる生活が

大人になっても根づいていくよう、保育所や学

校の食育、地産地消の取り組みを通じて働きか

けていきたいと考えますので、御理解のほどを

よろしくお願いいたします。 

  米価下落対策、価格補償等でありますが、平

成26年産米における概算金の大幅な下落の原因

については、主食用米の消費減少に歯どめがか

からないことや近年の豊作基調等による過剰在

庫により、需要と供給のバランスが崩れてしま

ったものと推測しております。米の価格補償に

ついては、国が推し進める新たな農業、農村政

策の４つの改革の中で、農業を足腰の強い産業

としていくための構造改革として、日本型直接

支払制度の創設と経営所得安定対策の見直しを

図ったところであり、当市においても多面的機

能支払交付金の拡充と認定農業者の拡大や集落

営農の組織化を進めているところであり、現行

の収入減少影響緩和対策、いわゆるナラシ対策

の拡充による経営の安定化を求めていく考えで

あります。 
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  福祉施策の充実で格差解消を目指すというよ

うなことでありますが、議員のおっしゃる福祉

灯油の実施につきましては、山形県ではことし

２月に灯油価格の高騰が続き、低所得の高齢者

世帯や障害者世帯、ひとり親世帯などの家計を

圧迫している世帯の軽減を図るため、緊急対策

として灯油購入費助成事業を実施しております。

当市においても594世帯からの申請があり、低

所得の高齢者世帯や障害者世帯などの家計負担

の軽減が図れたものと考えております。 

  最近の原油価格の動向といたしましては、６

月のピークと比較し、11月現在において約30％

下落しております。11月27日に開催されたＯＰ

ＥＣ総会では減産の決議はなされず、今後とも

原油価格は下落するものと思われ、新聞報道に

おいては円安傾向による石油価格高どまりも解

消していくものと見られております。 

  こうした状況の中、今冬に向けた福祉灯油の

実施につきまして今のところ当市としては考え

ておりませんが、県の判断において昨年度のよ

うな緊急対策が実施される場合は、本市として

実施を検討してまいりたいと考えております。 

  移動支援事業についてでありますが、当市に

おきましては障害者総合支援法第77条に規定し

ております市町村が定める地域生活支援事業の

一つとして行っており、屋外での移動が困難な

障害者および障害児への外出のための支援を行

っております。対象者としては、身体障害者手

帳の交付を受けた視覚障害者の方と要項で規定

しており、いわゆるガイドヘルパーの派遣を通

じ視覚障害者の支援を行っております。この対

象者の範囲につきましては、近年の核家族化な

どの社会情勢も反映し、視覚障害者以外におい

ても対象者の拡大を求める意見が出てきており、

全国的にも対象者を移動支援が必要な肢体障害

や知的精神障害者に広げる傾向にあります。 

  本市においても、先日開催しました障害者福

祉計画推進委員会の中で拡大の意見が出されて

いるところであります。これらの状況や積極的

に社会参加を促すという本事業の目的を果たす

ためにも、現在策定中である平成27年度からの

新庄市障害福祉計画において移動支援事業にお

ける対象者の拡大について議論していきたいと

考えております。 

  続きまして、第３子以降児童の保育料免除事

業の対象範囲の拡大についてお答えいたします。 

  既に御承知のとおり、この第３子以降児童の

保育料免除事業は、多子世帯における経済的負

担の軽減を図ることを目的として、平成25年度

から市単独の事業として実施しております。特

に、経済的な面で第３子以降の子供を持つこと

をちゅうちょしている子育て世帯に対し、少し

でもその不安を解消できる一助になれば大変喜

ばしいものと考えております。 

  この事業の対象範囲の拡大については、慎重

に検討を重ねてまいりたいと考えております。

理由といたしましては、この免除事業を開始し

て２年目であり、さらなる効果、向上を図る上

でも事業の検証も必要であること、また市内の

私立幼稚園に入園している児童の世帯への就園

奨励費補助事業の第３子以降の保育料が、全額

補助となる長子の年齢が９歳未満の児童となっ

ていることから、幼稚園入園児童の保護者と保

育所入所児童の保護者との費用負担の均衡性を

考慮する必要があることが挙げられます。さら

には、子ども・子育て支援新制度を実施するた

めの財源として予定されていた消費税の税率改

正が見送られたことによる影響等も考慮すべき

点であると考えております。以上の状況から、

さらにより効果的な保育料免除事業として推進

するためにも、時間をかけて慎重に検討を重ね

てまいりたいと思います。 

  最後に、介護保険法の改正についての御質問

ですが、平成26年６月に施行されました通称医

療介護総合確保推進法により、一部事業内容を

改変し、新しい総合事業として平成27年度から
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市町村に義務化されることとなりました。 

  御質問にもございましたが、事業の受け皿整

備等のため、一定の時間をかけて事業を開始す

ることができるよう平成29年３月まで実施猶予

されております。実施までの猶予期間を活用す

ることも視野に入れ、多様なサービスとサービ

ス提供主体の把握、市及び地域包括支援センタ

ーの実質単位の確保を進め、できるだけスムー

ズな移行を図っていきたいと考えております。 

  次に、要介護認定を受けた方はケアマネジャ

ーが作成するケアプランに基づき、その方の自

立を支援するために介護サービスが提供されま

す。一定期間、介護保険料の未納等が発生した

場合は給付が制限される場合がございますが、

サービスを受ける権利と保険料を納める義務の

関係でございますので、行政が一方的に給付を

打ち切るということはございません。 

  特別養護老人ホームの入所限定の件でござい

ますが、平成27年度から特別養護老人ホーム申

し込みについては基本的に要介護３以上となり

ます。要介護１、２であっても家族の介護放棄

などのやむを得ない事情の場合には、入所が可

能となります。現時点では、市内の特別養護老

人ホームに入所している方は９割以上が要介護

３以上であり、法改正による入所に係る規定が

定められても問題は発生しないと考えておりま

す。 

  また、特別養護老人ホーム入所については、

現在定員80名の特別養護老人ホームが開所に向

け整備が進められておりますので、待機者解消

が期待されているところです。入院医療が不要

となった重度要介護者については、施設におい

て早期の老人保健施設や特別養護老人ホーム等

への入所調整を行っているところです。 

  入所施設における低所得者層への補足給付に

ついては、基準変更等はあるものの継続される

こととなっております。なお、虐待等によるケ

ースにおいては地域包括支援センターや施設な

どとの介護保険を活用した緊急避難による入所

調整など連携を図り対処してまいります。 

  次に、利用料の２割負担については、65歳以

上の単身被保険者で合計所得160万円以上の方

を基本としておりますが、合計所得がそれ以上

であっても実質的な所得が280万円に満たない

ケースや２人以上世帯における負担能力が低い

ケースについては、年金収入とその他の合計所

得の合計が単身で280万円、２人以上世帯で346

万円未満の場合は１割負担となるよう改正され

ております。なお、高額介護等の負担限度設定

もありますので、原則２割負担でも実質２割を

超えない場合もございます。 

  最後に、介護保険料についての御質問ですが、

高齢化が急速に進み介護サービスを利用する方

が増加し続ければ、利用料の負担と給付費も増

加し続けます。介護予防に重きを置き、健康寿

命を延ばし、要介護認定者数を減らすことで保

険料の引き上げを最小限度に抑えたいと考えて

おります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 情報収集に努めていく

という米価下落問題については、市長の丁寧な

お答えがあったように思います。私としては、

国が動かないのであれば、市の農業を守るため

に市独自に仙北市のように補助することもあり

得るのではないかと思うんですが、そういう考

えはなかったのかお願いします。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 市独自の助成ということでの

検討はなかったかというふうなお話でございま

したが、確かに来年産の播種用種子、この種子

に対する助成をどうかなというふうな検討をさ

せていただきました。水田面積約3,000ヘクタ

ールに対して１キロ500円の種子を１反歩当た
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り４キロ必要でございますので、１反歩2,000

円の種子、この半分をＪＡと市でどうかという

ふうなお話をさせてもらいました。やはり、総

額にしますと２分の１で3,000万円ほどになる

んですが、なかなか10アール当たりにすると

1,000円とかそういうふうな額になりますので、

非常に実効性がないんじゃないかなというふう

な判断をさせてもらったところです。 

  米そのものが、いわゆる収量が冷害等で減収

したとか、あるいは非常に湿度が高くていもち

病が多発した、こういうふうな年には来年産の

水稲種子助成というものはありましたけれども、

今回については量とも質とも申し分ないぐらい

出ていることがゆえに米価下落というふうなこ

との結果になってございますので、それよりと

もやはり地域経済あるいは農家の経営、この辺

の来年の再生産をしていくためにもっといろん

な方法があるんじゃないかなというふうな検討

の中で、９月の本会議で質問をいただきました

農業農村の長寿命化対策、この対策でもって当

面の農家の雪解けを待っての直営事業とか、あ

るいは地域経済の第２の公共と言われるこの事

業について何とか補正をすることで再生産に、

地域経済の活力にも回るのではないかなという

ことで、今12月定例会において補正予算として

3,765万円の負担金の補正をお願いしたところ

でございます。 

  末端にしますと、この４倍になりますので１

億5,000万円ほどのお金が保全会のほうに回る

ことになりますが、その中で何とか経済地域を

回す、あるいはそこでの直営事業によって何と

か実入りをしていただくというふうな、そんな

ことでの検討をさせてもらっているところでご

ざいます。 

  当面の対策としまして、ただいま市長が申し

上げた３点のほかに、ナラシ対策の早期交付で

すとか、あるいは急ぎの防止、あるいは非主食

用米への転用、それから備蓄米としての市場隔

離、青死米発生による作況指数等生産数量との

乖離補正とかいろいろ策はございますので、こ

のようなことを国のほうに機会を捉えて要望し

ていきたいというふうなことでありますので、

御理解のほどをよろしくお願いします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 担当課として市独自に

できないかということを検討したというのは、

本当にありがたいことであります。その意味で、

おっしゃっている、やると言っている中身につ

いてはいいものだと、悪いものではないと思い

ます。さらに、でも農家としては本当に今、意

欲がなくなっているんです。そういう意味で、

米をつくっても来年また米価が下がるんでない

かということで、不安で不安でやめようかとい

うそういう声が広がっているんです。そういう

意味では、今の国の米価対策といいますか、こ

れが全くなっていないというか、そういう気が

します。 

  そういう意味で、私たち我が党国会議員団は

政府に対して申し入れをしました。１つは、先

ほど課長もおっしゃった過剰米の市場隔離を初

め、米に対する需給調整に直ちに乗り出すこと。

もう一つは、今年度の米の直接支払交付金の半

減対策、半減措置を撤回して、もとの１万

5,000円にして、農家の経営安定対策をとると

いうことをやるべきだと要望しました。そうい

うことは、要望する気持ちがあるかお聞きしま

す。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 先月、11月の東北市長会から

内閣総理大臣、農林水産大臣、各政党代表へた

だいまのお話のあったような内容の要請をなさ

っておりますので、我々末端自治体としても、

できる範囲は限られておりますけれども、やは

り県を通じてそういった要請、お願いを引き続
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きしていきたいなと思っております。 

  しかしながら、やはり過剰在庫、それから

年々米の消費量が年間８万トンずつ消費が減る

というふうなことで、需給バランスの崩壊が招

いた結果でないかなというふうに言われており

ます。次年度以降の対応としまして、転作の本

作化であったり、先ほど来、質問をいただきま

した飼料用米などの非主食用米への取り組み拡

大、これ、ＪＡ全農では20万トンから来年は60

万トンを目標に取り組むというふうな姿勢も示

されておりますし、米の輸出の拡大促進、また

来年産の生産数量目標がことしと比べて14万ト

ンほど減らした形で生産数量目標の配分割り当

てがなされました。山形県では3.9％の減でご

ざいます。これに加えて、自主的な取り組みを

していただきたいというふうな目標数字で、自

主的超過達成目標への取り組みということで、

さらに12万トンの自主的取り組みが割り当てら

れる模様でございます。 

  この取り組みにつきましては、産地交付金10

アール当たり5,000円を交付するから何とかそ

ちらのほうの取り組みをしていただけないかと

いうふうなお話もございますし、主食用米の長

期的計画的販売というようなことで、これを担

当しているのが公益社団法人米穀機構が担って

ございますので、また備蓄米の政府の取り組み

拡大、こういったものも総合的に進めていくこ

とでいわゆる過剰在庫から需給の適正バランス

に持っていかれるのではないかなというような

ことで、そういった総合的な取り組みが必要と

思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 今、さまざま国が頑張

っているのではないかみたいな感じで聞かせら

れたような気がしますが、でも輸入の米が77万

トンあると聞いております。それが、結局過剰

に加工のいろんなものに回って過剰米に至って

いるんではないか、そういうことがあります。

また、備蓄米のことで言えば、古々々米と言わ

れるような非常に古い米がありながら、それを

飼料米に放出すれば、放出して新しい米をこと

し買ってくれれば、そういうのを買えば、本当

は生産者の米価は上がるだろうとも言われてい

るんです。そういった対策を一切打たないまま、

今の農家泣かせ、新庄の農業を潰していくよう

な、意欲を失わせるような米価で放置してきた

今の自民党の、自公政権のあり方というのが、

私は亡国の政治ではないかなというふうな気が

します。 

  先ほど大規模化なども米を輸出するような話

も、課長の話の中から６次化で出ているんだと

ありました。しかし、農水省の諮問機関農政審

という企画部会で話し合われたのを見ますと、

大規模化やコスト削減とか輸出をふやすことで

の所得倍増の方法はできないと、農家関係者が

実際にやってみて指摘しています。例えば、藤

井牧場の藤井さんという方が外国でアイスクリ

ームを販売してみたけれども、売り上げよりも

経費のほうが多くかかったと発言しています。

また、野菜や米の大規模組織をやっている近藤

さんという方は、実際に下がっている生産コス

トは一つもないと。所得も減っている、所得倍

増をどう具体化するのか、これが審議会の中で

言われている中身なんです。それですから、今

の農政のあり方では農業がどんなに大規模にな

っても、輸出しようとしてもうまくできない。

そうして努力した人たちが片っ端からやめざる

を得ないような方向に持っていかれる、そうい

う今は農政になっているような気がします。 

  また、ナラシ対策ということでさっきありま

したけれども、これは実際には認定農家とか集

合体というか生産組織になっている人たちに保

険を掛けさせて、国が補塡してやっていくとい

う話なんですが、掛けられる人は農家の６％と

言われています。そうすると、ほとんどの農家
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はそれに掛けられないわけですし、全く今の米

価暴落で、家族でやってきた農家が全部やめざ

るを得ないような農政に持っていかれる。自民

党政府は自給率を上げるんだというふうに目標

を掲げますが、実際の農政の中ではそれが成り

立たない、自給率が下がっていくだけの方策し

かやっていないんじゃないのかなという気がす

るんです。なぜか。それは、公約に反してＴＰ

Ｐ交渉をやる、そして農産物輸入の譲歩をして

いる、こういう農政だからでないかなと思うん

です。 

小嶋冨弥議長 佐藤議員に申し上げます。 

  論点を絞って市政に持っていってください。 

１ 番（佐藤悦子議員） はい。 

  そういう意味では、市長として国に対して新

庄市の農業を守る立場からＴＰＰ交渉はすぐに

やめるべきだということも言っていただきたい

と思うんですが、どうでしょうか。 

小嶋冨弥議長 それは通告に入っていないので、

それは趣旨が違うんじゃないですか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 米価下落をどうするの

か、新庄市の農業をどう守るのか、これを考え

たときに、今の自民党安倍政権の中でＴＰＰ交

渉に入っていく、これでは新庄の農業をどんな

に努力してもやっていけないということは明ら

かじゃないかということなんです。どうでしょ

うか。これは、新庄市の農業を守るために私は

聞いているんです。 

小嶋冨弥議長 ＴＰＰの問題は、通告にも入って

いませんよ。佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 新庄市の農業を守ると

いったときには、今の国の農業の施策、これが

どうなっているのか、本当に自給率を上げるも

のになっているのか、そういう目から見て物を

言っていかねばならないんじゃないかと私は思

います。そういう意味で、市長にそういう見解

を伺った次第です。答えをさせないというんで

あれば仕方がないので、次に行きたいと思いま

す。 

  先ほど、米の消費拡大についてなんですが、

もう限界だというお答えだったように思います。

でも、養護老人ホームの神室荘ではパンを提供

しております。入居者からは、パンよりも御飯

を食べたいという声があります。外国から輸入

する小麦よりも国産の米を食べさせるほうが栄

養もあり、食物繊維としても大腸がん予防にい

いと言われています。そのことについて消費拡

大という点でどう考えているか、またお願いし

ます。 

  あと、学校給食について。米飯給食をふやす

ことは将来にわたって米の消費拡大につながり

ます。限界だと言わないで、新潟県の私たちが

見てきた市では全食米飯でした。そういうふう

にして、米をおいしいと感じるようなレシピを

考えてやっていただきたい。米の消費拡大につ

いてどう考えているか、再度お願いします。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 日本食のベースはやっぱり米

というふうな、これは基本だと思います。しか

しながら、やはり国民１人当たりの米の消費量

が現在、直近１年間で54.5キロが１人の消費量

でございます。市長答弁にございましたように、

食の多様化もある中で週５回の給食のうち４回

が学校給食では行われていると。やはり、小さ

いころからおいしい御飯を食べて、それで育っ

ていくと。つまり、大人になってもやはり米だ

ね、御飯だねというふうなそういう食文化を根

づかせていくことが大事ではないかなと思いま

す。 

  そのようなことで、ことし３月に策定されま

した食育地産地消計画、こちらのことで大人に

なっても自分の子供や家族にも御飯を食べてい

ただく習慣、これを根づかせていくというのが

やっぱり一番大事なことじゃないかなと思いま

すので、その辺のところで消費拡大については
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力を入れていきたいなと思っております。以上

です。 

小嶋冨弥議長 学校給食はいいの。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 学校給食につきまして

は、今、農林課長の答弁にもありましたように、

週５日のところ４回提供しておりまして、その

ほかにもパンの場合につきましても米粉を使っ

たパンを子供たちに食べさせるなど、米につい

ては消費について学校給食の中でやれる範囲の

ところでやっております。 

  また、新庄の小中学校で食べている米飯につ

きましては、新庄産のはえぬき１等米を使用し

ておりまして、大変おいしい米を子供たちに提

供しておりますので、その子供たちの舌が豊か

になって、将来大人になったときもやっぱり米

飯から離れないということについては取り組ん

でいるんじゃないかなというふうに思っている

ところでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 米については、ありが

とうございます。これで終わりたいと思います。 

  次に行きます。 

  福祉灯油のことについてなんですが、長井市

で福祉灯油を実施するとの提案がこのたびされ

ました。県としても２分の１の補助をする方向

だとのことです。当市でもやる方向で検討すべ

きだと思いますが、いかがでしょうか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 市の姿勢

としては、市長答弁と同じでございます。県の

ほうで進めるというふうなことがありましたら、

うちのほうでも検討して、県の施策に乗ってい

くかどうかということを検討していきたいと思

います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ありがとうございます。 

  次に、第３子保育料無料化の問題についてで

す。 

  天童市では、18歳未満の児童が３人以上いる

世帯は、第３子以降は保育料が無料とされてい

るということでした。鶴岡市では、上が小学校

６年までに３人以上いる場合は第３子保育料が

無料だということでした。 

  当市としても働きながら子育てする支援とし

て、そういった方向に前向きに検討すべきでな

いかなと思うんですが、どうでしょうか。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 第３子

保育料の免除のお話でございます。基本的には

市長が答弁したとおりでありますが、いわゆる

事業開始２年目であるということ、それから幼

稚園就園奨励費、そちらの長子の救済というふ

うな関係、あとあわせまして平成26年度からの

寒河江でも実際に始めている。これは、もう新

庄市と同様の制度で始めてございます。そのあ

たり、県への財政的な手当てができないのかと

いうふうなところも県のほうに要望しながら、

また事務事業評価ですとかそれから定住促進強

化策、そちらのプロジェクトに乗せながら検討

をしてまいりたいというふうに考えております。

以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ありがとうございます。

お願いします。 

  次に、介護保険のことについてですが、聞き
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漏らしがあるのかもしれませんので再度になる

かもしれません。お願いします。 

  利用料２割負担になる方は、年金収入280万

円以上の層の方です。例えば、夫が280万円の

年金で妻が収入ゼロでも該当するとのことです。

月平均23.3万円で２人世帯で暮らすわけです。

介護度５で２割負担となれば、施設サービスで

は老人保健施設で月16万円2,180円になります。

後期高齢者で医療費も通院限度額である月１万

2,000円の負担だとすると、配偶者の生活がこ

れで成り立つのか。その他の税負担や光熱水費、

食費などに不足することが明らかではないのか。

これについてどう考えるかお願いします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 介護保険

制度の改正につきましては、細部にわたりまし

てまだ検討中のところがございます。所得が

160万円以上の方が２割負担、実質は年金収入

で言いますと280万円以上というふうな方でご

ざいますけれども、２人暮らしの場合につきま

して、先ほど市長答弁にもありましたように、

年金収入と２人以上世帯で346万円未満の方は

１割負担となるというふうなことで、ある程度

想定した場合で変更がなされているところであ

ります。 

  なお、来年の閣議決定のあたりまでこの細部

のところ、横のところとか変わってくるという

ふうに思われますので、その点については今後

の動向を見守りたいというふうに考えておりま

す。以上です。 

小嶋冨弥議長 よろしいですか。（「もうちょっと、

まだある」の声あり）だって、あと答え、求め

られないよ。（「ああ、そうですか」の声あり）

うん。（「制限時間、まだあるということだった

ので」の声あり）30秒でおさめてください。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 国会の審議でも日本共

産党の指摘がありまして、この２割負担の部分

について厚労省の示したデータが捏造だったと

いうことが露見して、厚労省が説明を撤回し反

省を明言する事態となりました。この層なら２

割負担は大丈夫という説明は姿を消したわけで

す。そういう意味で、撤回が必要ではないかと

思います。以上です。 

小嶋冨弥議長 以上で、今期定例会の一般質問を

終了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 お諮りします。 

  今期定例会の本会議を明日12月10日から12月

14日まで休会したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議を明日12月10日から12月14

日まで休会し、12月15日午前10時より本会議を

開会しますので、御参集をお願いしたいと思い

ます。 

  本日は以上で散会といたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時２３分 散会 
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平成２６年１２月定例会会議録（第４号） 

 

 

平成２６年１２月１５日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   石  川  正  志  議員     ４番   佐  藤  義  一  議員 

  ５番   奥  山  省  三  議員     ６番   沼  澤  恵  一  議員 

  ７番   髙  橋  富 美 子  議員     ８番   佐  藤  卓  也  議員 

  ９番   小  嶋  冨  弥  議員    １０番   清  水  清  秋  議員 

 １１番   小  関     淳  議員    １２番   遠  藤  敏  信  議員 

 １３番   下  山  准  一  議員    １４番   平  向  岩  雄  議員 

 １５番   小  野  周  一  議員    １６番   新  田  道  尋  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 月 野 節 子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野 茂 雄 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  神 室 荘 長 武 田 清 治 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 正 寿 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 松   孝 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 査 沼 澤 和 也 

 

議 事 日 程 （第４号） 

平成２６年１２月１５日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

   （総務文教常任委員長報告） 

日程第 １ 議案第７５号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につ

いて 

日程第 ２ 議案第７６号新庄市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につ

いて 

日程第 ３ 議案第７７号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ４ 議案第７８号新庄市いじめ防止等対策推進条例の設定について 

日程第 ５ 議案第７９号新庄市民文化会館の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第 ６ 議案第８０号雪の里情報館の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第 ７ 議案第８１号新庄市山屋セミナーハウスの管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第 ８ 議案第８２号新庄市屋内ゲートボール場の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第 ９ 議案第８３号新庄市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１０ 請願第９号少人数学級の推進及び義務教育費国庫負担制度の改善について 

 

   （産業厚生常任委員長報告） 

日程第１１ 議案第８４号新庄市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第１２ 議案第８５号新庄市老人福祉施設設置条例を廃止する条例の設定について 

日程第１３ 議案第８６号財産の無償譲渡について 

日程第１４ 議案第８７号新庄市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１５ 議案第８８号新庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１６ 請願第７号米の需給安定対策に関する件について 

日程第１７ 請願第８号農協改革に関する件について 
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日程第１８ 議案第８９号平成２６年度新庄市一般会計補正予算（第５号） 

日程第１９ 議案第９０号平成２６年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２０ 議案第９１号平成２６年度新庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２１ 議案第９２号平成２６年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２２ 議案第９３号平成２６年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２３ 議案第９４号平成２６年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２４ 議案第９５号平成２６年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２５ 議案第９６号平成２６年度新庄市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第２６ 議案第９７号財産の処分について 

日程第２７ 議会案第７号少人数学級の推進及び義務教育費国庫負担制度の改善を求める意見書の提出

について 

日程第２８ 議会案第８号米の需給安定対策に関する意見書の提出について 

日程第２９ 議会案第９号農協改革に関する意見書の提出について 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  欠席通告者はありません。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１議案第75号新庄市特別職

の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の設定についてから日程第10請願第９号少

人数学級の推進及び義務教育費国庫負担制度の

改善についてまでの10件を一括議題といたしま

す。 

  本件に関し総務文教常任委員長の報告を求め

ます。 

  総務文教常任委員長石川正志君。 

   （石川正志総務文教常任委員長登壇） 

石川正志総務文教常任委員長 おはようございま

す。 

  私から、総務文教常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案９件、

請願１件であります。審査のため、12月10日午

前10時より議員協議会室において委員８名全員

出席のもと、担当課の職員の出席を求め審査を

行いました。 

  前後しますが、初めに請願第９号少人数学級

の推進及び義務教育費国庫負担制度の改善につ

いては、紹介議員及び学校教育課職員の出席を

求め審査を行いました。 

  紹介議員より請願の趣旨説明があり、山形県

においては現在「教育山形さんさんプラン」を

実施しているが、実施前に比べると児童生徒の

学力向上、不登校児童の減少、欠席率の低下な

どの成果があり、一人一人の子供にきめ細やか

に対応を行うことができる少人数学級が望まし

いこと、また、義務教育費国庫負担制度の負担

割合が２分の１から３分の１に引き下げられた

ことについて、自治体の財政を圧迫しているこ

と、また非正規雇用者の増大などにより教育条

件の格差が生じていることから負担割合を２分

の１に復元することについて請願を採択願いた

い旨の説明がありました。 

  委員から、この請願の根拠についての質問が

あり、紹介議員からは、少人数学級にした結果、

先生方が子供たち一人一人に目が行き届くよう

になり、細やかに対応できるメリットが挙げら

れるなどのアンケート結果が出ているとの説明

がありました。 

  また、委員から、社会の変化によって現在の

教師の負担を考えると大人数学級では対応でき

ないといった現状の中で、少人数学級は必要な

ことではないかといった意見が出されました。 

  学校教育課からは、さんさんプラン導入後、

学力については４ポイントほど伸びている。不

登校についても、山形県は全国よりも低くなっ

ている状況にある。その要因は、少人数学級編

成になったことで教室の空間にゆとりが生まれ

る。その中で教師の心のゆとり、子供たちも教

師に触れ合ってもらえるという心のゆとりが生

じる。そして担任の業務についてもゆとりが出

るなどの説明がありました。 

  その他、質疑はなく、採決の結果、請願第９

号については全員異議なく、原案のとおり採択

すべきものと決しました。 

  続いて、議案第75号新庄市特別職の職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例の設定

について並びに議案第76号新庄市一般職の職員
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の給与に関する条例等の一部を改正する条例の

設定については、山形県人事委員会勧告に鑑み、

特別職と一般職の職員の給与の改正を行うもの

です。 

  総務課から補足説明を受けた後、審査を行い

ました。 

  審査に入り、委員から質疑はなく、採決の結

果、議案第75号、議案第76号については全員異

議なく原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  次に、議案第77号新庄市市税条例の一部を改

正する条例の制定については、税務課から補足

説明を受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員から質疑はなく、採決の結

果、議案第77号については全員異議なく原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第78号新庄市いじめ防止等対策推

進条例の設定については、学校教育課から補足

説明を受けた後、審査に入りました。 

  審査に入り、委員から、連絡協議会の委員は

必ず明記しなければならなかったのかという質

問があり、担当課からは、条例として市民にも

周知することになるため、具体的に明記したほ

うがいいということで項目を入れた。国のいじ

め防止対策推進法にも委員の中に警察を入れる

ことが望ましいと明記されていたため、市にお

いても準じて載せている。議会初日の質疑を受

けた守秘義務については、公務員については守

秘義務が生じ、警察も公務員なので守秘義務に

ついては遵守することになると説明がありまし

た。また、市のいじめ防止条例なので、総則の

前文に市としての取り組みを記載し、新庄市の

色を出すことにしたとの説明がありました。 

  その他、質疑等がありましたが、採決の結果、

議案第78号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第79号新庄市民文化会館の管理を

行わせる指定管理者の指定について、議案第80

号雪の里情報館の管理を行わせる指定管理者の

指定について、議案第81号新庄市山屋セミナー

ハウスの管理を行わせる指定管理者の指定につ

いて、議案第82号新庄市屋内ゲートボール場の

管理を行わせる指定管理者の指定についての議

案４件については、市の施設の管理を行わせる

指定管理者の指定を行うものです。 

  社会教育課から補足説明を受けた後、審査を

行いました。 

  議案第79号新庄市民文化会館の管理を行わせ

る指定管理者の指定について、委員から、更新

する場合は改めて公募するのかという質問があ

り、担当課から、新たに公募するということに

なるとの説明がありました。 

  また、選定委員会の人数と審査の方法を教え

てもらいたいとの質問があり、選定委員は市民

代表３名、市側から３名の計６名で審査をして

いる。また、審査については事前に申請書を配

付し、委員の方で情報収集していただいている

との説明がありました。 

  その他、質疑等がありましたが、採決の結果、

議案第79号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第80号雪の里情報館の管理を行

わせる指定管理者の指定について、委員から、

施設の中で事故が起きた場合の賠償はどうなる

のかという質問がありました。 

  担当課から、指定管理者の要綱に、市の責任

において事故が起こった場合は市の責任で行い、

指定管理者の責任において事故があった場合は

指定管理者が責任を負う。また、事故に備えて

市と指定管理者が保険に加入しているので、そ

れで対応することになるとの説明がありました。 

  その他、質疑等がありましたが、採決の結果、

議案第80号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第81号新庄市山屋セミナーハウ

スの管理を行わせる指定管理者の指定について、
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委員から、この団体はどういった団体なのかと

いう質問があり、担当課から、以前の指定管理

者であった山屋地区連合会の中の山屋セミナー

ハウスの運営を行うグループが、今回、山屋有

志会として指定管理者に公募したとの説明があ

りました。 

  その他、質疑等がありましたが、採決の結果、

議案第81号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第82号新庄市屋内ゲートボール場

の管理を行わせる指定管理者の指定については、

審査に入り、委員から質疑はなく、採決の結果、

議案第82号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第83号新庄市体育施設設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、社会教育課から補足説明を受けた後、

審査に入りました。 

  使用料の改定の有無についての質問はありま

したが、その他、質疑はなく、採決の結果、議

案第83号は全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  以上で総務文教常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

小嶋冨弥議長 ただいまの総務文教常任委員長の

報告に対し、質疑に入ります。 

  初めに、議案第75号新庄市特別職の職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例の設定

について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第75号新庄市特別職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例の設定について

は、委員長報告のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第75号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第76号新庄市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例の設定に

ついて質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第76号新庄市一般職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例の設定について

は、委員長報告のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第76号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第77号新庄市市税条例の一部を改

正する条例の制定について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第77号新庄市市税条例の一部を改正する

条例の制定については、委員長報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第77号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第78号新庄市いじめ防止等対策推

進条例の設定について質疑に入ります。質疑あ

りませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ただいまの委員長の報

告の内容によりますと、連絡協の委員に警察が

入っていいのかどうかということで議論がされ

たようで、守秘義務は警察も遵守すべきという

答えをいただいたということで、全員一致で可

決ということでした。 

  これについてなんですが、警察も遵守すべき

ということは、もしも連絡協の中でこういうい

じめの事例があって、どこどこの誰々がという

話になると思うんですが、そういうときに警察

がその名前を聞いて、警察職員として職場に帰

ったときに報告する必要はないということなん

でしょうか。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 常識の範囲でお答

えします。 

  佐藤議員御指摘のような事案が発生した場合

に、仮に警察署の中でその話題が出た場合、そ

の課の中で情報提供しないと事を改善すること

はできませんが、警察署の外に漏らすことは法

で禁じられてございますので、その辺のところ

を御理解いただければ助かります。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ただいまのお答えの中

で、警察署の外には出さないという答えであり

ました。つまり、警察署の職員が連絡会で聞い

た個人情報について、警察署の中については話

をするということですね。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 繰り返しになりま

すが、公務員の守秘義務は国においても法で整

備され、県や市においても条例で規定されてお

りますので、そこを信じたいと私は考えており

ます。また、常任委員会ではそこまで突っ込ん

だ話し合いはされませんでしたので、これ以上

話すと私見を発表することになりますので、差

し控えたいと存じます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） つまり、連絡協の中で、

いじめたかもしれない子供個人の名前なども出

るかと思います。そうした子供の名前が警察署

の中に報告され、結局はレッテル張りの形にな

るんだと私は思います。いじめた子供かもしれ

ない。そのいじめなどの問題というのは、いじ

めを受ける側がいじめと感じた場合はいじめに

なるわけですから、いじめたかもしれない、い

じめたと言われる子供が警察署の中で名指しさ

れ、そしてレッテルを張られ、その子はいじめ

の経験をしたという形で警察に残ることになる、
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私はそういうふうに受け取っていますが、それ

でよろしいのですね。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 ただいまの質問に

関しましては、議会初日、総括質疑の中でも教

育委員会からの答弁がございました。常任委員

長としては先ほどの答弁以上のことは申し上げ

られませんが、ただいまの佐藤議員の御指摘は、

私、委員長として心にとどめておきたいという

ふうに思います。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 賛成ですか反対ですか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 反対討論です。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案第78号新庄市いじ

め防止等対策推進条例に私は反対いたします。 

  先日、私の体験ですが、子供から悩みを打ち

明けられました。泣きながら言ったことを聞い

ておりますと、嫌な言葉を友達に投げつけられ、

心が大変傷ついてしまったということでありま

した。どんな言葉なのかと聞いてみると、あだ

名のような言葉だったり、「死んだ」とか「負

け」とかそういった言葉でした。その言葉に泣

いて苦しんでいる様子でした。そこで先生に相

談しました。それに対して先生は時間をとって

くださり、それぞれに事実を確かめ、これから

嫌な言葉はやっぱり言わないようにしようとい

うことを諭してくれました。その子は先生に話

してもらったおかげで笑顔になりました。学校

が楽しくなったと言ってくれました。 

  ここから私は次のことを感じました。１つは、

少人数学級であることから、先生が非常に忙し

い中でも何とか時間をとれたということです。

じっくり話を聞く時間をとることができたとい

うことが何よりも大切だなと感じました。そし

て、その場で先生から話をされる中で、お互い

の成長の場として、学校のあり方、先生の姿、

そこから成長できる場を得たと思います。 

  ２つ目は、家庭や担任との連携が大事だなと

いうことです。 

  ３つ目は、いじめをしたと言われる子供が警

察に伝えられることは、逆にその子供にレッテ

ルを張ることになるのではないかということを

感じました。レッテルを張る前に、先生たちか

ら丁寧な話を受けることで涙を流しながら謝っ

たりして関係修復、自分を反省する時間を得た

ということです。 

  ここで条例の問題と感じたのは、いじめをし

てはならないと子供に義務を押しつけていると

いうことです。子供は過ちを繰り返す存在です。

その中から、諭されたり、友達との関係の中で

いろいろな方から影響を受けて過ちを正してい

くかもしれないと思うんです。そういう意味で、

子供に義務づけしてしまって罰する対象にして

しまうことに私はこの条例はなってしまうよう

な気がします。 

  ２つ目は、先生方の多忙を解消するための行

政の責任が明らかでないということです。私は、

少人数学級を行政として進めていくことがまず

第一に担任の先生方のゆとりを生み、子供にい

ろいろな問題が起きたときに対処できるゆとり

を与えることができると思います。そういうこ

とで、先生方をふやしていく、行政として私は

一番大事な責任があるんだと思います。 

  ３つ目の問題は、県警察の職員を連絡協議会

に入れている問題です。先ほども私が質問の中

で言ったことに委員長が答えていましたが、警

察署の外には出さないとは言っていましたが、

つまり警察署の中では連絡協議会で出た子供の



- 121 - 

名前などを出すことになるんです。それは子供

にレッテルを張ってしまうことになる。私はそ

ういう意味で非常に問題な条例ではないかと思

うんです。 

  私たち日本共産党として考えていることです

が、市が条例を制定するときは、法律の弱点を

改善することが求められるんだと思います。い

じめは人権侵害であり、暴力であり、市は子供

の生命と人権を最優先で守ることを明確にする

必要があると思います。いじめを防止するため

の方針、対策を具体化する際に何より重視すべ

きは、子供の命と人権を守る立場から、子供が

いじめられずに安全に生きる権利を持っている

ことを明記し、それを保障するための基本方針

であることを明確にすることが重要です。子供

の健やかな成長を保障し、いじめのない学校づ

くりのため、市として教育条件の拡充に努める

こと、そのことが何よりも行政に求められてい

ることだと思います。 

  そのためには、１番は教職員を増員すること

です。 

  ２つ目は、多過ぎる報告や事務処理業務を教

職員参加のもとで整理して、教職員一人一人が

子供たちに向き合うことができて、その都度、

丁寧な対応を通じて問題を乗り越え、子供たち

が成長できるよう学校づくりを進めることが必

要だと思います。教職員をふやすことでは、国

へ35人学級の全学年への早期実施、養護教諭の

増配置、スクールカウンセラーに加えてスクー

ルソーシャルワーカーの学校配置、学校図書館

への正採用の司書の全校配置など、教職員増に

努めることが行政として必要です。市として必

要な財政措置を講じることを条例に明記するこ

とも大事なことだと思います。 

小嶋冨弥議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  ただいま反対討論がありましたので、電子シ

ステムにより採決を行います。 

  議案第78号について、委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対

の諸君を反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

小嶋冨弥議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 投票を締め切ります。 

  賛成多数であります。よって、議案第78号は

委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第79号新庄市民文化会館の管理を

行わせる指定管理者の指定について質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第79号新庄市民文化会館の管理を行わせ

る指定管理者の指定については、委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第79号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第80号雪の里情報館の管理を行わ
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せる指定管理者の指定について質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第80号雪の里情報館の管理を行わせる指

定管理者の指定については、委員長報告のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第80号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第81号新庄市山屋セミナーハウス

の管理を行わせる指定管理者の指定について質

疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第81号新庄市山屋セミナーハウスの管理

を行わせる指定管理者の指定については、委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第81号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第82号新庄市屋内ゲートボール場

の管理を行わせる指定管理者の指定について質

疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第82号新庄市屋内ゲートボール場の管理

を行わせる指定管理者の指定については、委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第82号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第83号新庄市体育施設設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第83号新庄市体育施設設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定について

は、委員長報告のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第83号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、請願第９号少人数学級の推進及び義務

教育費国庫負担制度の改善について質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第９号少人数学級の推進及び義務教育費

国庫負担制度の改善については、委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第９号は委員長報告のとおり採択されまし

た。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第11議案第84号新庄市災害弔

慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてから日程第17請願第８号農協

改革に関する件についてまでの７件を一括議題

といたします。 

  本件に関し産業厚生常任委員長の報告を求め

ます。 

  産業厚生常任委員長奥山省三君。 

   （奥山省三産業厚生常任委員長登壇） 

奥山省三産業厚生常任委員長 おはようございま

す。 

  それでは、私のほうから産業厚生常任委員会

の審査の経過と結果について御報告申し上げま

す。 

  当委員会に付託されました案件は、議案５件、

請願２件であります。審査のため、12月11日午

前10時より議員協議会室において委員９名全員

出席のもと、担当課の職員の出席を求め審査を

行いました。 

  初めに、議案第84号新庄市災害弔慰金の支給

等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、環境課から補足説明を受けた後、審

査を行いました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、採決の

結果、議案第84号については全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第85号新庄市老人福祉施設

設置条例を廃止する条例の設定について及び議

案第86号財産の無償譲渡については、同じ改正

理由であることから一括して成人福祉課の補足

説明を受けた後、審査を行いました。 

  いずれの議案も神室荘経営の民間移管に伴う

ものであり、審査に入り、委員から、建物以外

で敷地内にあるお墓などの管理はどういうふう

になるのかという質問があり、担当課からは、
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維持管理についての協定を締結する中で、新寿

会で管理してもらう旨の回答がありました。 

  その他、質疑等がありましたが、採決の結果、

議案第85号及び議案第86号については全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第87号新庄市福祉事務所設置条例

の一部を改正する条例の制定については、子育

て推進課から補足説明を受けた後、審査を行い

ました。 

  審査においては、最近の結婚数及び離婚数の

状況についての質問のほかに委員からの質疑は

なく、採決の結果、議案第87号については全員

異議なく原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議案第88号新庄市国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定については、健康課

から補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  健康課からは、上位法の改正により出産育児

一時金の額が改正されることについての詳細な

説明がありました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、採決の

結果、議案第88号については全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、請願第７号米の需給安定対策に関する

件については、請願の紹介議員の出席を求め審

査を行いました。 

  審査において委員から、ナラシ対策の課題と

あるが、課題としてはどういうことが考えられ

るかという質問があり、紹介議員からは、ナラ

シとして過去３年間の平均として出す中で、こ

としの米の価格が下落した分が来年度以降の３

年間のナラシの中に入るということで、ナラシ

の価格も下がってくるという課題が大変な状況

であるとの説明がありました。 

  その後、委員間で討議をした中で、26年産米

に係る緊急対策についての意見や、来年の生産

調整数量が前年度対比の減反率3.9％というこ

とで、山形県が全国トップとなることなどさま

ざまな意見が出されました。 

  この米の需給安定対策につきましては、議会

として９月の定例会で意見書を出しているもの

の、国に対して粘り強く意見書を送付すべきと

の考えもあり、採決した結果、請願第７号は全

員異議なく採択すべきものと決しました。 

  最後に、請願第８号農協改革に関する件につ

いては、請願の紹介議員の出席を求め審査を行

いました。 

  審査において委員から、ＪＡ新庄もがみと共

同で提出できなかったのかという質問があり、

紹介議員からは、ＪＡ新庄市では新庄もがみに

も話をしている中で、請願書という形としてな

かなか新庄もがみから提出されなかったため単

独の請願となったと聞いているとの説明があり

ました。 

  その後、議員間で討議をした中で、委員から、

国で農協改革を推進する根本的な理由について

の質問があり、説明員である農林課より、国は

農協を営農活動に特化させたいという考えであ

り、農協が行っている信用事業、購買事業、共

済事業などのさまざまな事業を切り離すという

考えの中において、都市に近いようなＪＡであ

れば問題ない部分も、山間部とか地方に行けば

行くほど利便性が失われる。その辺の考えの違

いがこのような請願につながっているのではな

いかとの説明がありました。 

  農業協同組合としても自己改革集中期間を５

年間と定めて、農協改革の取り組みを進めると

いうことで、その辺も十分尊重されるべきでは

との考えもあることから、採決した結果、請願

第８号は全員異議なく採択すべきものと決しま

した。 

  以上で産業厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。 

  以上、よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいまの産業厚生常任委員長報
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告に対し質疑に入ります。 

  初めに、議案第84号新庄市災害弔慰金の支給

等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第84号新庄市災害弔慰金の支給等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定については、

委員長報告のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第84号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第85号新庄市老人福祉施設設置条

例を廃止する条例の設定について質疑ありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第85号新庄市老人福祉施設設置条例を廃

止する条例の設定については、委員長報告のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第85号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第86号財産の無償譲渡について質

疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第86号財産の無償譲渡については、委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第86号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第87号新庄市福祉事務所設置条例

の一部を改正する条例の制定について質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第87号新庄市福祉事務所設置条例の一部

を改正する条例の制定については、委員長報告

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第87号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第88号新庄市国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定について質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第88号新庄市国民健康保険条例の一部を

改正する条例の制定については、委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第88号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、請願第７号米の需給安定対策に関する

件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第７号米の需給安定対策に関する件につ

いては、委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第７号は委員長報告のとおり採択されまし

た。 

  次に、請願第８号農協改革に関する件につい

て質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第８号農協改革に関する件については、

委員長報告のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第８号は委員長報告のとおり採択されまし
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た。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１０時５４分 休憩 

     午前１１時０４分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第１８議案第８９号平成２６

年度新庄市一般会計補正予算（第

５号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第18議案第89号平成26年度新

庄市一般会計補正予算（第５号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） では、12ページの１の

１目で看板製作費５万4,000円が掲げられてい

ますが、その内容と理由をお聞かせいただきた

いと思います。なぜ必要なのかもお願いします。 

  ２つ目は、21ページの８の３、泉田二枚橋線

整備で工事費が3,000万円減っていますが、そ

の理由をお願いします。 

  ３番目は、８の１で住宅リフォーム補助金が

マイナス1,020万円となりましたが、その理由

は何か。 

  また、23ページの８の６の２で、沖の町・中

山線外流雪溝整備事業費がマイナス2,909万

8,000円となっていますが、その理由などをお

聞かせいただきたいと思います。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 慣例によりまして、議会の件

は私のほうから御答弁させていただきます。 

  議会費の中の看板製作業務委託料でございま

すが、これにつきましては、議場内に市旗と国

旗を掲げるための経費を計上したものでござい

ます。 

  この件に関しましては、既に議会内部のほう

でも御検討いただいたというふうなお話を頂戴

してございますし、また我々新庄市も日本の一

自治体でございますので、日本の国旗、市旗、

それを掲揚といいますか掲げることに関しまし

ては特に異論ないところだというふうに承知し

てございます。以上です。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 続きまして、21ページに

なります。土木費になりますけれども、８の３、

泉田二枚橋線整備事業費の減額、あとそれから

一括申し上げます。続きまして21ページ、住宅

リフォーム総合交付金、減額1,020万。続きま

して23ページ、雪総合対策費、沖の町・中山町

線外流雪溝整備事業費2,909万8,000円の減額で

ございます。 

  いずれの減額につきましても、これにつきま

しては国の社会資本整備総合交付金、これの減

額によるものでございます。特に社会資本整備

総合交付金の中につきましては、国のほうの方

針で重点配分を行うというふうなことでござい

まして、その中で内示になったものでございま

す。その分の減額でございます。以上でござい

ます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ただいま議会内部から

という意見が出て市旗と国旗を掲揚すると、こ

れが議会内部から出たということで、日本の一

自治体としては異論はないというふうにお答え

いただきました。 
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  これについてなんですけれども、今の議場で

何も不都合はないというふうに私は思っていま

す。というのは、時計が目の前に見えて、また

きれいな新庄市の市民がつくってくださった花

を大きく飾って、そして議長がおられて、そし

てそれを中心にして自分たちが市民のためにど

うあるべきかという議論をする場として、私は

これで何も不都合はないと思います。これにわ

ざわざ国旗、日の丸までもそれを掲げるという

ことについては私は反対したいなと思うんです。 

  というのは、先ほど異論はないという課長の

答弁でありましたが、少なからぬ国民は日の丸

を国旗とすることには同意しない態度をとって

おります。その理由は、さきの大戦で日本がア

ジア地域を侵略したときに、その戦争の旗印と

して使われた旗だということです。侵略戦争の

陣営の主力となった三国は、その侵略戦争の旗

印を掲げているかと見ると日本以外は、ドイツ、

イタリアはその国旗はやめました。別の国旗に

かえています。そういう意味で、ある憲法学者

に言わせると、君が代も日の丸も大日本帝国の

象徴だったのだから、その帝国がなくなったと

きにその象徴だった旗も、また歌もですけれど

も、廃止されるべきだったろうと。国の体制が

変わったから、国旗も国歌も新しいものを生み

出すべきだったと言っています。そういう深刻

な内容を持ったものであります。 

  そういうことで、政府は国民の十分な討論も

なく多数決だけで国旗というふうにしたわけで

すが、その内容は世界から見たら、特に日本か

ら侵略を受けたアジア地域から見たら、これは

異議があるというふうな声もあるわけです。そ

ういう意味で私は、学校行事などで日の丸、君

が代の使用強制はやめるべきだと思うし、それ

を助長することになるような議場での国旗とい

うことで日の丸を掲げるというのは国民一人一

人に強制する立場になるなというふうに感じま

すので、それはなくても今、市議会としてはや

っておりますし、必要はないと思うわけです。

どうでしょうか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 国旗に関しましては、平成11

年に法律化されまして日本の国旗として制定さ

れたものでございます。るる先ほど以来、佐藤

議員のほうからは歴史的背景の御説明も頂戴い

たしましたが、今現在においては既に平成11年

の法律の中で国旗国歌法が成立、施行されてい

る状況でございます。今のこの国旗が日本の国

旗であるという中で、その日本に属する新庄市、

一自治体として国旗を掲揚することに関して特

に議員のような違和感を持っているものではご

ざいませんし、またこれを掲げることについて、

機能的にどうだこうだという話ではございませ

んので、一自治体として掲げるんだというふう

なことで御理解いただきたいというふうに思い

ます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 私は議場において、反

対討論などこの壇上に上がって質問する場合が

ありました。そのときに誰に対して礼をしてき

たか。それは議長に対してです。議長に対して

であり、それは議会の運営に対して民主的であ

ろうという願いを込めて私は議長に礼をしてま

いりました。 

  しかし、今度、上に国旗として日の丸が掲げ

られることになりますと、私は日の丸に向かっ

て礼をするような、そういう気持ちはありませ

ん。そういう意味で、そういう形になってしま

うわけです。あくまでも市民に対しであり、議

会が民主的であるべきという立場から私は壇上

に礼をするのでありまして、それを違うものに

なってしまうと私は感じます。私は、日の丸は

侵略戦争の旗印であったと思いますので、それ

は国民のものではないと、国民の十分な討論を
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経たものではないと受け取っておりますので、

それに礼をする気はありません。そういう意味

で、今度は壇上に立つときに、日の丸に礼をす

るような形になる礼はできないことになります。 

  そういうこともありまして、私は余計なもの

はつける必要はない。ここは住民が主人公の議

場でありまして、住民のために議長を先頭に議

論すべき場所なんです。侵略戦争を進めた旗印

として使われた日の丸のために私は議場で発言

するのではないので、余計なものはつける必要

はないと私は思うんです。どうでしょうか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 議場に国旗を掲げさせていた

だくからといいましても、佐藤議員のほうに礼

を強制するわけではございません。佐藤議員の

思想・信条に従って行動していただければ結構

なわけでございます。 

  その中で、先ほど来、国旗を掲げることに関

しましては、同じ答弁になるかとは思いますけ

れども、既に平成11年に国の国旗として制定さ

れたものでございます。これをこの議場に掲げ

ることに関して重ねて違和感を持つものではな

いというふうにお答えしたいと思います。以上

です。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

３ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

３ 番（石川正志議員） それでは、真面目な議

論をしたいと思います。 

  ページが重なって恐縮でございますが、補正

予算書21ページ、８の２の３、これは先ほど都

市整備課長の答弁にもございました国の交付金

が一律40％カットされたことによるものだと理

解してございますが、新庄市にとってインフラ

整備における中の特に雪にかかわる部分、これ

は市民の皆様が非常に心配しておられる点でご

ざいまして、国の交付金が一律減額されたから

といって事業がその分だけ縮小されてございま

すが、これまで国に対して、新庄市にとってこ

の事業に係る交付金は非常に重要な部分である

といった部分をどのようにお伝えしてきたのか

お伺いします。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 今、先ほど議員からおっ

しゃられまして、やはり新庄市におきましては、

雪に対する国の補助が非常に重要度があるとい

うふうに理解しております。そのために社会資

本整備総合交付金の増額、各それぞれの分野で

の要望活動、これにつきましてもやはり雪に対

することを抜きには考えられないということで、

要望の場面で雪に対することをいろいろ話しな

がら要求してまいったところでございます。特

に昨今の大雪に対する費用負担等も鑑みまして、

いわゆる県を通じました要望、あとそれから県

知事に対しました間接的な要望等、いろいろ要

望活動を実施してまいっているところでござい

ます。引き続きこの要望活動については重要と

考えておりますので、継続していきたいという

ふうに思っているわけでございます。 

  特に雪に関する補助金と申しますと、流雪溝、

あとそれから防雪柵とハード面の部分もござい

ます。そのほかに除雪費に関する負担費用の補

助もございます。そういうふうな形で、パッケ

ージの中でいろいろやってございますけれども、

やはり全体的な増額等を要求してまいりたいと

いうふうに、今後とも引き続き活動をやってい

きたいというふうに考えてございます。以上で

ございます。 

３ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

３ 番（石川正志議員） それでも結果としては

一律カットということでございまして、この部

分に限らず、今、地方自治体における定住促進

を考えるときに、どうしても住民の皆様への行
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政サービスを向上させて、一人でも多く新庄市

で安心して暮らせるという体制、これは皆さん

一致した考えだと思いますが、地方頑張りなさ

いと言っておきながら冷たいんじゃないかなと

私は感じるところでございます。 

  今、都市整備課長から力強い、今後とも要望

あるいは陳情等、新庄市においては絶対必要な

部分であるというところの主張はされていかれ

るとの答弁ですが、この辺、山尾市長の御見解

はいかがですか。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 雪に関する要望活動につ

いては、私ども市長を先頭にして要望活動を実

施しているわけでございます。これにつきまし

ては、やはり新庄市全体として雪に対する取り

組み方を示す必要が生じておりますので、これ

は市長を先頭になってやっていきたいというふ

うに考えてございます。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

８ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

８ 番（佐藤卓也議員） 私のほうから２点ほど

お聞きいたします。 

  17ページ、４款１項６目公衆トイレのことに

ついてなんですけれども、そこと、19ページか

ら20ページにかけまして商工費７款１項２目、

次のページになりますけれども、情報端末、マ

スメディアなどなどについてです。 

  ページ戻りまして、まず最初に公衆トイレ、

多分南本町のトイレをこれから新しくするとい

うことなんですけれども、再生エネルギーを使

ってやるという事業だと思います。再生エネル

ギーをどういうものに使っていくのか。そして

このランニングコストですか、従来と違ってど

ういうふうに使っていって、それでランニング

コスト、どのくらいかかると見込んでいらっし

ゃるのかをまずお聞きいたします。 

  また、次のページになりますけれども、商工

関係費、ここにあるのはマスメディア等々の使

い方、156万2,000円、またその50万円をどのよ

うに使うのかをまずお聞きいたしたいと思いま

す。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 ただいま質問ありました公衆

トイレについてでございます。確かに公衆トイ

レにつきまして、場所は本町の公衆トイレでご

ざいます。先ほどありましたような再生可能エ

ネルギーとまた別個のものでございまして、ト

イレ自体の改修ということで今回要求させてい

ただいております。 

  内容としましては、環境課においてこれまで

公衆トイレの洋式化ということで進めてきてお

ります。このたび本町の公衆トイレの改修で洋

式化ということを検討したときに、あそこは実

際には町内から借用している土地でございまし

て、その借用している土地そのものが余分に使

っていいですよというような話がありまして、

現在のトイレの拡大ということで検討した結果

でございます。 

  中身としましては、男子用のトイレ、これを

３基、大便器１基、それから女子用のトイレ、

これを５基程度、それから身障者、多目的用と

してのトイレ、これは男女それぞれ１基ずつと

いうふうな内容の検討をしまして、その分に係

る測量設計費ということでお願いしております。 

  事業自体の着手は27年度でございますが、27

年度は新庄まつりの260年祭がありますので、

どうせであればそれに合わせて使用いただいた

ほうがより住民の人のサービスにはなるのかな

ということで今回提案差し上げたところです。

よろしくお願いします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 20ページの情報端末と
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マスメディアによる地域の魅力発信事業委託料

156万2,000円と、その下の空き店舗の補助金50

万の件でございます。 

  まず、情報端末の件でございますけれども、

これは緊急雇用の関係でございます。緊急雇用

は今回たくさんの部分を補正してございます。

これはアベノミクスに基づきまして今年度新た

に地域づくりという名目で区分されまして、た

だ、名称は緊急雇用なんですけれども、メニュ

ーがふえたということでございます。 

  これに限らず、例えば18ページですけれども、

一番上の農業生産法人経営能力強化、それから

その下のほうの特産品コンシェルジュ育成事業、

それから19ページですと中小企業関係委託料が

ございますが、これは全部緊急雇用で、既決後、

１月からの執行を予定しているものでございま

す。 

  それから、20ページも今ございました御指摘

の件のほかに、下のほうの３目の観光費の都市

美化委員の業務委託料、下の亀綾織の委託料、

特産品の販売委託料、それからページは飛びま

すが、26ページ、４目図書館費のネットワーク

業務委託料、これも緊急雇用の関係で補正させ

ていただくものでございます。 

  御質問のございました20ページの情報端末と

マスメディアによる地域の魅力創造発信の関係

ですけれども、今、スマホ関係のＡＲというア

プリを市内にございますジェーピーディーとい

う会社が開発しております。これは登録したも

の等に画面を当てますと紹介が全部出てくると

いうことです。ですから、登録した商品に当て

る、あるいはかむてんに当てるというと、いろ

いろな情報が説明になってくるということでし

て、これを強化していきたいというふうなこと

で予算化しているものでございます。 

  それから、その下の空き店舗の補助金でござ

います。空き店舗の補助金につきましては、当

初予算で50万、６月で50万、９月補正で50万、

今回お願いしていまして、４件分といいますか

150万円になります。今年度、駅前のタコ焼き

屋さんとそれからすし屋さんのやつをあけぼの

町のところの空き店舗を活用して開業してござ

います。 

  そのほかに今現在、既に契約している話もあ

りますが、福祉関係のものとそれから物品の販

売の空き店舗を活用した相談がありまして、か

なり進展しているものでございますので、この

たび50万、４件目分になりますが、補正をさせ

ていただいたということでございます。 

８ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

８ 番（佐藤卓也議員） わかりました。空き店

舗の活用も４件目ということなので、うまく活

用していただきたいと思います。 

  また、トイレの改修だったんですけれども、

ちょっと私が勘違いしたようで申しわけござい

ませんでした。確かにトイレというのは新庄ま

つりに対してもトイレが少なくなっております

し、今の状況でもちょっと衛生的にもどうかな

と思っていましたので、いち早い工事をしてい

ただいて、皆さんに快適に過ごしていただきた

いと思います。 

  また、さっき言ったＡＲは使われるんですけ

れども、そういったことと関連して、またちょ

っとページは飛ぶんですけれども、12ページの

２款１項８目、ホームページが更新しますけれ

ども、それに関連して一緒につなげていくとい

う、そういう関連も一緒にこれは入っているの

か。それとも、ただ単に更新だけなのか。もし

これからこういうことがあるならば、一緒につ

なげていくというんですか、マスメディアとホ

ームページを一緒にしていくものなのか。それ

ともこれはただ単にホームページ、直に更新す

るだけなのか、そういうことも含めてどういう

ものなのかも一緒に答えてもらいたいと思いま

す。 
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野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 このたびホームページ更新業

務委託料といたしまして548万4,000円を計上さ

せていただいておりますが、これにつきまして

は、来年の３月31日をもって現在契約しており

ますアーキネットという会社との契約切れにな

ります。そのためにデータ移行等のために前も

ってその準備をする必要上、この12月に補正計

上させていただいたところでございますが、こ

のたびこの補正に当たりましては、事業の業者

の選定に当たりましてもセキュリティー、ネッ

トワーク等の侵入等を防止する措置等を考慮い

たしまして、現在庁内ネットワークで実績のあ

る、独自回線と同様の機能を持つフェニックス

ネットワークという回線を用いているわけなん

ですけれども、そこの回線を用いている富士通

マーケティングというシステムを導入したいと

いうことを今考えているところでございます。 

  なお、議員御指摘のネットワークをつなぐか

どうかということよりも、このたびにつきまし

ては契約の期限切れをもとにいたしまして、新

たなセキュリティー対策を講じながら選定して

まいりたいということでございますので、御理

解いただきたいというふうに思います。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

１５番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１５番（小野周一議員） 私から２点ほどお聞き

したいと思います。 

  １点目は、18ページの農林水産業費の６次産

業化推進事業費77万8,000円ですが、国県支出

金ですね。 

  あともう一つは、26ページの教育費の７目の

矢作家の管理事業費435万3,000円についてお聞

きしたいと思います。まず、説明をお願いしま

す。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 ただいまも商工観光課長より

お話しありましたが、雇用拡大関係の事業を用

いまして地域特産物コンシェルジュ育成プロジ

ェクトというものを実施する予定での予算計上

でございます。６次産業化の製造事業者にとっ

てプラットホームとなるべく、地域に根差した

事業者とのスキルを持った担当者が必要という

ようなことで、このたび補正が通れば新庄もが

み物産協会のほうに業務委託をしまして、自社

社員としての雇用を図って、新規に農産物の分

野に着手していただくというふうなことで地域

特産物のコンシェルジュの育成を図っていきた

いというふうなことでございます。 

  主な費用としましては、人件費という形での

予算となります。２カ月分ということでござい

ます。以上です。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 旧矢作家住宅の管理事業

費、修繕費になりますが、御説明申し上げます。 

  動力消防ポンプの交換が１つでございます。

これにつきましては、保守点検の際に動かなく

なっておりまして、調査したところ起動装置の

故障ということでありました。設置後30年以上

経過しておりましたので、交換ということでは

なくて新たに設置するということで418万円を

計上しております。 

  もう１点につきましては消火水槽の配管でご

ざいまして、漏水により修繕するということで

17万3,000円を計上しまして、合計になってお

ります。以上です。 

１５番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１５番（小野周一議員） 実は１点目の６次産業

化費、これは緊急雇用の人件費ということです

ね、２カ月分の。一般質問でもしたんですけれ

ども、やはり６月に組み替えて300万の予算が
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あったのが、11月５日に協議会設立ですか。そ

れはやっぱり150万の一般財源でやるというこ

とにしているんですけれども、その時点ででき

なかったのかなと私思って質問した次第であり

ます。 

  あと１点目、矢作家ですか、やはりいろいろ

の話を聞いております。これだけでなくて屋根

の問題とかいろいろ聞いておりますけれども、

新庄市になくてはならない文化財ですので、前

もっていろいろなことに修繕費をかけていって

もらえば長持ちするんじゃないかと思いますの

で、こう思って質問した次第でありますので、

今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

小嶋冨弥議長 答弁いいですか。（「いいです」の

声あり） 

  ほかにありませんか。 

１０番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１０番（清水清秋議員） 私のほうから二、三お

聞かせいただきたいと思います。 

  まず議会費。議会費は我々のことでありまし

て、これはいかがなものかなと思うんだけれど

も、内容が総務課長に聞きたいんだけれども、

このたびこの議場がさま変わりというか、いろ

いろなシステムを導入して、今もモニター入っ

ているんだけれども、一つは、別にいいんだけ

れども、こういうふうな質問している、答弁し

ている、そうすると名前が出るわけですね、こ

うやって明示される。最初から気になったこと

が、我々質問者とか市長とかは名前が出るんだ

けれども、執行部の方、あと委員長、会長、局

長の名前が出てこない。これは執行部の総務課

長のほうから名前は余り明示しないように議会

側に話をされたのか、それを確認をしておきた

い。 

  もう一つは、20ページの商工費１項３目、新

庄亀綾織伝承員育成事業委託料82万3,000円。

その下の、これも時間があればだけれども、市

特産品販促事業委託料、この辺も説明いただき

たい。 

  まず、亀綾織の伝承員育成事業、今どういう

状況というか、どういう人材がどのくらいいて、

どういうふうなものを亀綾織で商品というか製

品というかつくられているのか、その辺をまず

説明をいただきたい。 

  ３回すると終わりだからまとめて話をするん

だけれども、うちの会派のみんながネクタイと

かこのたび全員が、今しているのは俺だけだ、

きょう何人かもこうやって来ているんだけれど

も、亀綾織をやっている方からネクタイを提供

していただきました。提供というか、それなり

にお金を出したんだけれども、特にネクタイを

織る人がもういなくなったというふうな話を聞

かされましたものですから、そういうこともあ

りまして、どういうふうな伝承員の育成を図っ

ているのか、その辺のいなくなった人に対して、

こういうふうに織物が伝承していかなくなるの

を私は懸念しているものだから、その辺もあっ

ての質問であります。 

  もう一つ、18ページの農林水産業費の１項６

目米価下落対策緊急資金利子補給12万3,000円。

これは今回、米価下落とかいろいろな農業経営

やっている農家の方々が融資を受けたいという

ことでの利子補給に充てるということだと思う

んだけれども、これはどのぐらいの方々から融

資の申し込みがあったか、その辺からお聞かせ

いただきたいと思います。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 私のほうから、最初に議場の

画面のテロップについて、名前が執行部側のほ

うで出てこないのはどういうことなんだという

ことですけれども、特に我々のほうから議場の

画面について申し上げたことはございませんが、

推察いたしますと、やはり公選によって選ばれ

た皆様と我々職員、職名がほとんど、それで仕



- 134 - 

事をしている者とやはりその辺を区別されたの

ではないかなというふうに思っております。公

選によって選出された皆様につきましてはお名

前をはっきり明示させていただいた上でどうい

うふうな御意見を申し上げるのか、議会の中で

提案しているのかというふうなことを明示する

という意味ではないかというふうに思っており

ます。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 20ページの新庄亀綾織

伝承員育成事業委託料82万3,000円でございま

すけれども、先ほど申しましたように緊急雇用

で今回補正させていただくものでございまして、

議決いただきますと、来年の１月から１年間、

１人を雇用して織り手を育成していきたいとい

う考えでございます。 

  今現在、亀綾織をしておりますのは、お一人

は専属でずっと織っておりますけれども、これ

も以前、緊急雇用で募集して織っていただいた

方がずっと引き続いて従事していただいており

ます。そのほかに時間を見ながら織っている方

は現在３人しかおりません。ほとんど家の都合

とか仕事の都合で織っている時間がないという

状況でございます。 

  先ほどネクタイの件もございましたけれども、

織りはできるわけです、生地ですので。ただ、

それを加工する技術を持っている人がいなくな

っているという状況はございます。ネクタイに

限らず、いろいろなものは織るわけですけれど

も、それを商品として例えば財布をつくるとか

そういった加工する部分の技術がなかなかない

というところで、１名の方をできればまた雇用

して、あるいはほかの人からも教えていただき

ながらということで予算化しているものでござ

います。 

  先ほどネクタイを買っていただいたというこ

とでございますが、ほかの会派の方々からもい

ろいろお買い求め、御協力いただきまして、25

年度ですと売り上げは約200万ちょっとという

状況でございます。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 18ページの農業金融対策事業

費の米価下落対策緊急資金利子補給につきまし

ては、先月11月10日の臨時会におきまして、

7,000万円を融資枠とした年利1.25％の利子補

給ということで御可決いただきましたが、先週

末現在の段階で14件の申請ということで、額に

して1,400万円の申請がございます。以上です。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 どうも大変失礼いたし

ました。 

  亀綾織の下の市特産品販売業務委託料106万

6,000円でございますけれども、これも緊急雇

用でございますが、契約しようとします相手方

は「とまとプラス」というところでございまし

て、ここで１人雇用していただいて、特に市の

特産品の農産物関係をネット販売のほうで活用

してできるようにということで、今回緊急雇用

で雇用してそういう人材を育てていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

１０番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１０番（清水清秋議員） 総務課長、そういうこ

となんだが、これは議会費だから、そういうこ

とであれば我々議会でまたその辺は話し合う余

地があるかと思います。せっかくこうやってモ

ニター、我々だけのものじゃなくて市民が市民

課やプラザでこれを見てられる方がいるわけで

すから、格別執行部の方々、ちゃんと名前を下

げているわけだから、私は名前は知ってもらっ

たほうがいいのかなと思って聞いてみただけで

す。この辺は議会とまたお話しさせていただき

たいと思います。 
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  亀綾織の人材、これは大事なわけでしょう。

これは長年、何年も続けてきているわけですか

ら、もっともっとやっぱり伝承していくという

もともと考え、事業としてやっているわけです

から、やっぱりそれなりの伝承、継承されてい

けるような体制づくりというのは非常に大事な

んじゃないかと思います。この辺は課長、じっ

くり検討して、やはり消えることのないように。

緊急雇用、緊急雇用って、緊急雇用で対策とい

うのは余り、亀綾織を続けていくことに緊急雇

用だけでなくて市のきちっとした事業計画の中

でやってもらえればいいなと思うんだけれども、

特にこれで商品化というか、つくられたもの、

ネクタイとか名刺入れも持ったんだけれども、

職員で亀綾織を携帯している、何人かいたのか

いないのかなという感じもするんだけれども、

これ割と高価なのよね、亀綾織は。だから価格

は一応、ネクタイ一本7,000円だか8,000円した。

これはみんな持っているんだけれども、ほかの

観光客だとかいろいろな方々が来ておいそれと

購入できるような価格よりちょっと違うんでな

いかなというか、もっと買いやすさも当然あっ

ていいんじゃないかなと思います。そのために

はこれは半端なく汗と努力というか、技術があ

るわけで、そう安くするというんでなくて、そ

の辺、やっぱり市としてもせっかく伝承しても

らって織ってもらっているわけですから、販売

促進できるような、もう少しあってもいいんじ

ゃないかなと。その辺考える物事はありません

か。 

  あと農林課長、これは受け付けまだやってい

るわけですね、３月まで。あれだけの予算を確

保してやろうとしている事業なわけだから、こ

の辺の市の独自の対策というようなものもあっ

てしかるべきなんですね、一般質問でもある、

石川議員さんか言っているんだけれども、これ

は県の支出金が８万1,000円、あと12万3,000円

だから計算すれば出てくるんだけれども、こう

いう融資とか利子補給というのはもっともっと

手厚くやっていかないと、じゃほかのもので独

自の対策なんていうのをやれば、もっともっと

予算が膨らんでくるような状況も起きてくるわ

けですから、もう少しその辺の考えはないかあ

るかお聞かせいただきたい。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 亀綾織の件でございま

すけれども、本当に議員の皆様方からもいろい

ろ御購入いただいて、本当に販売額が上がって

いるわけでございますが、市の職員としまして

も名刺入れとか筆入れなどでかなり職員のほう

も率先して使っていただいております。最近は

こういうコサージュというんでしょうか、小物

的なもの、お手ごろなものもつくっておりまし

て、お客さんのニーズに合ったといいますか、

今主体的にやっている方は若い方ですので、そ

ういう感覚を取り入れながら頑張っているとこ

ろでございます。 

  販売のほうも、市としてはお土産品等には率

先して使っておりますし、亀綾織の人方も、例

えば kitokito マルシェとか物産協会とかさま

ざまなところに出かけていきながらＰＲをして

販売促進に結びつけているところでございます。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 米価下落対策に対する市の独

自の助成は考えていないかというふうなお話で

ございましたが、来年産の水稲種子の助成とい

うことを課内でも調整、検討させていただきま

したし、ＪＡさん、それから関係する近隣町村

さんともお話しした結果、やはり種子助成とな

ると大体10アール当たり４キロで、１キロ500

円とすれば10アール当たり2,000円の経費にな

ります。新庄市、水稲作付面積約3,000ヘクタ

ールですので、これに掛けますと6,000万。こ

の6,000万の半分の助成どうかというふうな検
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討の土台の中で、例えば市が３分の１、ＪＡさ

んが６分の１の負担でまた２分の１助成できな

いかというふうな検討をさせてもらいました。

そうなれば10アール当たり1,000円の助成とい

うふうになるわけでございますが、これからそ

ういった助成を考えたときに、やはり即効性の

問題とか、あるいは本当にそれが効き目という

か米価下落対策になるのかというふうなことも

いろいろ考えた結果、９月議会ではなかなか補

正予算に計上できなかった、今回18ページにご

ざいます農地・水・環境保全対策の多面的機能

支払交付金、この交付金の中で、これは10アー

ル当たり１万5,000円の米の直接支払交付金が

半減したことによる繰りかえというふうな国の

考えもございまして、ここら辺を何とか第二の

公共事業ということで、直接、道路とか水路と

かでも直営営繕工事等によってその対価として

の賃金という形の得られ方もできますし、雪解

けを待っての来年度早期に事業に着手していた

だけるんではないかなというふうな意味もあり

まして、第二の公共という意味も含めまして、

このたび12月補正では、多面的機能支払交付金

のほうに何とかその辺の活性化を期待したいな

というようなことで補正をさせていただいた経

緯がございます。以上です。 

１０番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１０番（清水清秋議員） 商工観光課長、この亀

綾織の織り士というか、織っていただいている

方、今のところ３人。この辺の亀綾織を伝承し

ていくためには３人という体制で大丈夫か。伝

承していくといったらもっとやっぱり。 

  それから職人、いずれは織り方できる人は職

人というふうになるんだけれども、もっともっ

と織る人を確保していくというか、そういう体

制づくりというのはあってしかるべきだと思う

んだな。せっかく新庄市の伝統の亀綾織と位置

づけしているわけですから、その辺計画立てて、

常に亀綾織を織れる人何人、何名をきちっと育

てていくんだと、そういう計画性がないとこれ

は伝承していかなくなるよ、行き当たりばった

りみたいいじゃ。緊急雇用なんてそんな対応で。

だから、まずそういうふうに私は思うんだけれ

ども、課長、もう少しこの辺の亀綾織の伝承計

画については計画性を持ってやっていただきた

いなと思います。 

  あと農林課長、いろいろ対策をＪＡあたりと

話をしているということだけれども、これに対

しても農家の方々の声はいろいろな金もやって

いる、手だてを始めてきていることもわからな

いわけじゃないんだけれども、やっぱり新庄市

独自とした対応というのは非常に聞こえてくる

んだな、このたびは特に。市長、これだけ米価

下落していることだから、国とか県、国がやっ

ていればそれでいいでないかとか、県が対応し

ているんだからこれでいいでないかというよう

な物事じゃなくて、やっぱり市は行政として農

家に何らかの、金額の増の幅のことじゃないの

よ。意思だ、意思、大事なのは。庄内のほうで

も、ふるさと納税の事業に関して、ふるさと納

税に協力してくれた方に、米を選定した納税や

ってくれた人に対して、米をやった、それを農

家側へ、その提供をしてやるって、そういう対

策だってしている。農林課長はやらないと言っ

ているから、その辺も踏まえてやっぱり市の独

立した姿も農家に見せていただければと思いま

す。 

  答弁は要りません。終わります。 

小嶋冨弥議長 よろしいですか。（「はい」の声あ

り） 

  ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 特に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第89号平成26年度新庄市一般会計補正予

算（第５号）は、原案のとおりに決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第89号について、原案のとおりに決する

ことに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸

君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

小嶋冨弥議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 投票を締め切ります。 

  賛成多数であります。よって、議案第89号は

原案のとおり可決されました。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午後０時００分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開といたします。 

 

 

日程第１９議案第９０号平成２６

年度新庄市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第19議案第90号平成26年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第90号平成26年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第２号）は、原案のとお

りに決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第90号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２０議案第９１号平成２６

年度新庄市交通災害共済事業特別

会計補正予算（第２号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第20議案第91号平成26年度新

庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ござい

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
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  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  よって、これより採決いたします。 

  議案第91号平成26年度新庄市交通災害共済事

業特別会計補正予算（第２号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第91号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２１議案第９２号平成２６

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第21議案第92号平成26年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第92号平成26年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり

に決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第92号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２２議案第９３号平成２６

年度新庄市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第２号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第22議案第93号平成26年度新

庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第93号平成26年度新庄市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第２号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、
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議案第93号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２３議案第９４号平成２６

年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第２号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第23議案第94号平成26年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第94号平成26年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第94号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２４議案第９５号平成２６

年度新庄市後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第24議案第95号平成26年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第95号平成26年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第95号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２５議案第９６号平成２６

年度新庄市水道事業会計補正予算

（第２号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第25議案第96号平成26年度新

庄市水道事業会計補正予算（第２号）を議題と

いたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第96号平成26年度新庄市水道事業会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第96号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

     午後１時０９分 休憩 

     午後１時１５分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程の追加 

 

 

小嶋冨弥議長 追加案件が出ておりますので、こ

こで議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について御報告

いたします。 

  本日午後１時10分から、議員協議会室におき

まして議会運営委員６名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求めて議会運営委員会を開催し、本日の本

会議における議事日程の追加について協議をい

たしたところであります。 

  協議の結果、議案第97号財産の処分について

及び議会案第７号少人数学級の推進及び義務教

育費国庫負担制度の改善を求める意見書の提出

について、議会案第８号米の需給安定対策に関

する意見書の提出について、議会案第９号農協

改革に関する意見書の提出についての議案１件、

議会案３件の計４件を本日の議事日程に追加し

ていただくことにいたしました。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。よろしくお

願いします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告ありました

議案１件及び議会案３件の４件を本日の議事日

程に追加することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案１件及び議会案３件の計４件を本日の議事

日程に追加することに決しました。 

  ここで、追加日程を配付するため暫時休憩い

たします。 

 

     午後１時１９分 休憩 

     午後１時２０分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第２６議案第９７号財産の処

分について 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第26議案第97号財産の処分についてを議
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題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第97号財産の処分

について御説明申し上げます。 

  本案は、新庄中核工業団地の土地を売却する

ため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議

決を求めるものであります。 

  このたび新庄中核工業団地で操業中の株式会

社富士ソーイングより、新庄中核工業団地の土

地譲り受けの申し込みがございました。同社に

よりますと、将来の事業拡大のために本社工場

の隣接地である用地を先行取得したいとのこと

であります。 

  売却する土地は、新庄中核工業団地Ｊ－２－

２区画の7,145.72平方メートル、売却価格は

3,000万円でございます。 

  売却の相手先は、株式会社富士ソーイング代

表取締役長澤美江子氏であります。 

  以上、御審議いただき、御決定くださるよう

お願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第97号財産の

処分については、会議規則第37条第３項の規定

により委員会への付託を省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第97号については委員会への付託を省略す

ることに決しました。 

  それでは、ただいま説明のありました議案第

97号財産の処分について質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第97号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第97号財産の処分については、原案のと

おりに決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第97号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２７議会案第７号少人数学

級の推進及び義務教育費国庫負担

制度の改善を求める意見書の提出

について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第27議会案第７号少人数学級

の推進及び義務教育費国庫負担制度の改善を求

める意見書の提出についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  総務文教常任委員長石川正志君。 

   （石川正志総務文教常任委員長登壇） 

石川正志総務文教常任委員長 それでは、私のほ

うから説明させていただきます。 

  議会案第７号少人数学級の推進及び義務教育

費国庫負担制度の改善を求める意見書の提出に

ついて。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第２項の規定により提出します。平成26年12月

15日。新庄市議会議長小嶋冨弥殿。提出者は私、
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新庄市議会総務文教常任委員会委員長石川正志

でございます。 

  それでは、次のページをお開きください。 

  少人数学級の推進及び義務教育費国庫負担制

度の改善を求める意見書。 

  山形県では、全国に先駆けて2002年から少人

数学級「教育山形さんさんプラン」が実施され

たが、実施前に比べて学力の向上、不登校児童

の減少、欠席率の低下が見られ、子どもや保護

者からも好感触で受け入れられている。これは、

ひとクラスの学級規模を引き下げたことで、こ

れまで以上に一人ひとりの子どもに丁寧な対応

を行うことができた成果といえる。 

  また、文部科学省が実施した「今後の学級編

成及び教職員定数に関する国民からの意見募

集」では、約６割が「小中高校の望ましい学級

規模」として、26人～30人を挙げている。この

ように、保護者も少人数学級推進を望んでいる

ことは明らかである。 

  2011年に義務標準法が改正され、小学校１学

年が35人以下学級となり、基礎定数化がはから

れたところである。しかし、現在は他の学年は

40人のままで、小学校２学年にのみ加配措置を

行うことに留まっている。このような中、社会

状況等の変化により学校は、一人ひとりの子ど

もに対するきめ細かな対応に努力しているが、

国の責任で少人数学級を推進し、小学校２学年

以上にも早期に35人学級を拡大していく必要が

ある。 

  また、ＧＤＰに占める教育費の割合は、ＯＥ

ＣＤ加盟国（28カ国）の中では日本は最下位と

なっている。さらに、三位一体の改革により、

義務教育費国庫負担制度の国負担割合は２分の

１から３分の１に引き下げられ、自治体財政を

圧迫している。また、非正規雇用者の増大など

にみられるように教育条件格差も生じている。 

  将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子

どもたちへの教育は極めて重要であり、未来へ

の先行投資として、子どもや若者の学びを切れ

目なく支援し、人材育成・創出から雇用・就業

の拡大につなげていく必要がある。 

  よって、国においては、下記事項を実現され

るよう強く求めるものである。 

  １、少人数学級を推進すること。当面、小学

校２学年を35人以下学級とし、早期に全学年に

拡大すること。 

  ２、教育の機会均等と水準の維持向上を図る

ため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を２

分の１に復元すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。 

  提出先は以下のとおりでございます。よろし

くお願いいたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第７号少人

数学級の推進及び義務教育費国庫負担制度の改

善を求める意見書の提出については、総務文教

常任委員会提出の議会案でありますので、会議

規則第37条第２項の規定により委員会への付託

を省略し、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第７号は討論を終結し、直ちに採決する

ことに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議会案第７号少人数学級の推進及び義務教育



- 143 - 

費国庫負担制度の改善を求める意見書の提出に

ついては、原案のとおりに決することに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第７号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２８議会案第８号米の需給

安定対策に関する意見書の提出に

ついて 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第28議会案第８号米の需給安

定対策に関する意見書の提出についてを議題と

いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  産業厚生常任委員長奥山省三君。 

   （奥山省三産業厚生常任委員長登壇） 

奥山省三産業厚生常任委員長 それでは、私のほ

うから議会案第８号について説明申し上げます。 

  議会案第８号米の需給安定対策に関する意見

書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第２項の規定により提出します。平成26年12月

15日。新庄市議会議長小嶋冨弥殿。提出者、新

庄市議会産業厚生常任委員会委員長奥山省三で

す。 

  別紙をお開き願います。 

  別紙。米の需給安定対策に関する意見書。 

  高い在庫水準や作柄等を背景に、米の需給は

緩和基調で推移しており、26年産米は出回り時

からかつてない水準にまで価格が下落し、生産

現場では大きな不安と混乱が広がっている。 

  26年産米の価格下落と米の直接支払交付金の

減額は、農地の集積をすすめてきた大規模な担

い手ほど被る影響は大きく、所得倍増を目指す

新たな農業・農村政策がスタートからつまずき

かねない憂慮すべき事態となっている。 

  こうした状況のなかでも、政府は、需給調整

のための市場からの米の買入は行わず、ナラシ

対策のみで対応する方針を示している。 

  しかし、ナラシ対策には課題があり、担い手

が来年以降も意欲をもって営農を継続していく

ためには、26年産米の価格下落等に対する緊急

的な対策を実施するとともに、米価変動に対応

しうる万全な経営安定対策を構築していく必要

がある。 

  ＪＡグループでは、26年産米の需給改善と生

産者の所得の確保に向け、27年産における飼料

用米の大幅な生産拡大に総力を挙げて取り組む

ほか、生産者の手取り最大化に向けた販売戦略

の構築など、最大限の取り組みを展開している。 

  よって、国においては、米の需給と価格の安

定を図るための下記事項の対策を緊急に講じら

れるよう強く求めるものである。 

  記。１、26年産米にかかる緊急対策。 

  稲作農家の経営はもとより、地域経済に与え

る影響に鑑み、需給と経営安定に向けて、過剰

米及び米価下落の緊急対策を講ずること。 

  ２、米の需給と価格の安定対策。 

  米の需給と価格の安定を図るために、政府備

蓄米の柔軟な購入・売渡の仕組み等の措置によ

り、豊凶等による米の需給変動を補正する仕組

みを構築すること。 

  ３、米価変動に対応した経営安定対策。 

  米価の下落と低迷が懸念される中、生産調整

に取り組む全ての稲作農家が、将来にわたって

安定的な稲作経営を展望でき、経営の安定化に

より創意工夫を生かした経営を展開できるよう、

米価変動に対応しうる経営安定対策を構築する

こと。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。 

  提出先、内閣総理大臣宛て、総務大臣宛て、

農林水産大臣宛て、経済産業大臣宛て。 
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  以上です。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第８号米の

需給安定対策に関する意見書の提出については、

産業厚生常任委員会提出の議会案でありますの

で、会議規則第37条第２項の規定により委員会

への付託を省略し、直ちに質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第８号は討論を終結し、直ちに採決する

ことに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議会案第８号米の需給安定対策に関する意見

書の提出については、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第８号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２９議会案第９号農協改革

に関する意見書の提出について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第29議会案第９号農協改革に

関する意見書の提出についてを議題といたしま

す。 

  提出者の説明を求めます。 

  産業厚生常任委員長奥山省三君。 

   （奥山省三産業厚生常任委員長登壇） 

奥山省三産業厚生常任委員長 続きまして、議会

案第９号農協改革に関する意見書の提出につい

てを説明いたします。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第２項の規定により提出します。平成26年12月

15日。新庄市議会議長小嶋冨弥殿。提出者、新

庄市議会産業厚生常任委員会委員長奥山省三。 

  別紙をお開き願います。 

  農協改革に関する意見書。 

  政府は、本年６月改訂の「農林水産業・地域

の活力創造プラン」において、農業の成長産業

化に向けた農協改革の推進を決定し、次期通常

国会への農協改革にかかる関連法案を提出すべ

く、改革の具体化に向けた検討を行っている。 

  これに対し、ＪＡグループでは、自主・自立

の協同組合であることを鮮明にし、組合員の意

思にもとづき自己改革に取り組むこととしてい

る。 

  ＪＡグループは、農業者の職能組合と地域組

合の性格を併せもつ「食と農を機軸として地域

に根ざした協同組合」として、持続可能な農業

と豊でくらしやすい地域社会の実現を目指して

いる。今後とも総合事業を展開することにより、

農業者の所得増大、農業生産の拡大、地域の活

性化に取り組むことこそが、ＪＡグループが目

指す基本方向である。 

  よって、国においては、農家組合員の所得向

上と地域の活性化に真につながるよう、下記事

項について強く求めるものである。 

  記。政府は農協改革にかかる法案づくり等を

進めるにあたり、ＪＡグループの自己改革をふ

まえ、次の事項を反映させること。 

  １、地域の振興や農業の多面的機能の発揮に

ついても農協法の目的に位置付け、事業目的の

見直しは協同組合の基本的性格を維持すること。 

  ２、准組合員は農業や地域経済の発展をとも
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に支えるパートナーでもあり、人口減少への対

応や雇用の創出など「地方創生」のためにも、

准組合員の利用制限は行わないこと。 

  ３、ＪＡ・連合会の協同組合としての事業・

組織を制約する一方的な事業方式・ガバナンス

制度や法人形態の転換等は強制しないこと。 

  ４、自立したＪＡの自由な意思にもとづき生

まれ変わる新たな中央会は、代表、総合調整、

経営相談・監査の機能を十全に発揮できるよう、

農協法上位置づけること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。 

  提出先。内閣総理大臣宛て、総務大臣宛て、

農林水産大臣宛て、経済産業大臣宛て。 

  以上です。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第９号農協

改革に関する意見書の提出については、産業厚

生常任委員会提出の議会案でありますので、会

議規則第37条第２項の規定により委員会への付

託を省略し、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第９号は討論を終結し、直ちに採決する

ことに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議会案第９号農協改革に関する意見書の提出

については、原案のとおりに決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第９号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

小嶋冨弥議長 ここで市長より御挨拶があります。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 12月定例議会、慎重審議まことに

ありがとうございました。 

  本年は６月の市制65周年から始まりましてＤ

Ｃ、３カ月に及ぶ鉄道、ＪＲの大型キャンペー

ン、また、戸沢サミット、さらには新庄まつり、

多くの皆さんにおいでいただき心から感謝申し

上げます。 

  また、10月になりまして、金山町で行われま

した育樹祭、その記念事業であります林業・環

境機械化展等もこれまでにない多くの人出でに

ぎわいを見せたこと、大変うれしく思っており

ます。 

  その間また、あれよあれよという間にあっと

驚く衆議院解散ということで、まさしくこの議

会が衆議院の総選挙の期間中ということで、そ

れにもかかわらず慎重審議いただいたこと、心

から感謝を申し上げたいというふうに思います。 

  昨日、政権の構図が決定したわけですけれど

も、地方創生に対するしっかりとしたかじ取り

を今後ともお願いしたいものだというふうに思

っております。 

  もうすぐ今年も年を越すわけですが、例年の

とおりまた大雪というようなことで高齢者世帯

については非常に心配されるところですが、そ

のことについても万全の対策で今後対策を練っ

ていきたいというふうに思っております。 

  年末年始、多くの皆さんが帰省なさるわけで
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すけれども、住んでいる方々が帰省の方々に新

庄の除排雪がなっていないねと言われることの

ないよう、しっかりと務めていきたいというふ

うに思います。 

  何はともあれ、12月議会におきまして、新た

な補正予算等を御審議いただきました。 

  来る年につきましては、新たな新庄まつり、

260年というまた大きな節目の年でもあります。

一つ一つ課題をクリアしながら新庄の元気づく

り、そしてさまざまな形から住みよいまちづく

りに挑戦してまいりたいというふうに思います。 

  何分、年末年始、お酒も入ることが大変多い

かと思いますので、お互いに体に気をつけまし

て新年を迎えていただければありがたいなと思

います。 

  12月議会の慎重審議に感謝を申し上げまして、

御礼の言葉とさせていただきます。まことにあ

りがとうございました。 

小嶋冨弥議長 以上をもちまして、平成26年12月

定例会の日程を全て終了いたしましたので、閉

会といたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後１時４６分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長   小 嶋 冨 弥 

 

   会議録署名議員   平 向 岩 雄 

 

    〃    〃   森   儀 一 

 




